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説明

なJAjは明治20年の本，;ilf.liJa立，っし、で日 1HfJL:;']l江主 k び江~2 jll!jJl;，m 1'.'1\ゐで ~ùl進した姿， };JI~1211二の I)(]

災で減したが，その仮駅r'l\~ ~'ごと日 31P j 拡張1'. '1\~-2 ~\'r. 11i1íされな !l( l 。 しか乙;二li{{fl!20イドのijil災でふたたび

大さ;三被~~ i~: を'乏けたが，その復興 'Jq三とさんに江~ 4 !IIJ!l;'}[ 1 ‘ 111 の完成;こ jこって規十三 1)刊行正)~ L， イifJii:二L、だ

ってづ官民と者jtj!のみち九九fこむをiFすーっ

ヲJ7 大久保 有三



序

本市のノ~jjî{i土，明1iì20ii 近代式改良水道としてE1本で Jíi初に胞設されたものであるが，創設~JII寺

わずか1日配ノjく能力5，700立方メートルの水道から始まって，現在は80倍余の 468，000立方メートノレ

の配水能力を有する大施設に腿巡するに至り，なお拡張を統けでいる。

Lかし，今日この発'fi~~旨此るに至った陰には，幾多の闘員tや試練にjS!['i呂したにかかわらず，よく

これを克服Lた先入のj血のにじむようなDl苦が累積され，また関係各方面の絶大な辞11媛D)J，市民各

i立の熱心な御-Itfiカ，事業従事職員のたゆまない努力が基礎となっているのであって，これ之らの入々

に対し衷心から感謝の念、をささげるものである。

昭和.132"1'，本Tli水道創設70]司"1を迎え，その記念事業の一環として本市水辺の変遷発肢の跡をし

のぶため，本史の編集を企てここにその発刊を見るに亙ったことはまことに佐11[¥i]t箆に地えない。は

からずも，企凶した山分が上梓なかばに32irlllJ勤続の本TIi水道)ii-J12百i'して70'1の11t史にrf.Tけ込む身

となったことは尖に感慨無盆で，本i!i水道今後の隆盛を心からiJiふしてやまない次第である。

昭和 34年 5月

前横浜市水道局長

H本水道協会理白)，:]0(
同 rd 忠寛
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イ丁 の 辞

今般，はからずも私は横浜市水道70年の光栄ある伝統を受け継いで)'~'理者の立に任ぜられまし

た。横浜市水道今日の完成された大施設を築き七げるまでの先波各位の粒々辛苦の跡を似み，その

責任の重かつ大なるを信i感1..-，今後ますます木事業発般のために努力することを誓うものでありま

す。

本書にもあるとおり， !J}、えば横浜市ァjく道70年の経過は陸言すれば断水に告しんだ隆史であったと

も言fえるほど，横浜にとっては水の悩みは深刻なものでありましたが，今日のように文化がtif易し

生活が向上して，一方ではヨ itf:設備がマンモス化してまいりますと，水はげj授にも生産にも必要度

がいっそうF11まり，その用途も広く，かつ需要度も膨大でありまして，ふた Lび過去の水の嘆きな

くり返えしては絶対にならないと思います。

私は現在施行中の拡張ヱ事や工業fIJ水水道ならびに配水技術計図t.ojをずしi主1..-，市民の日常生活用

水はもらろん産業斤j水や防火ff17kの供給を確保し，豊かにして低阪な水の供給を本来の使命とし

て，その逮成のために努力する念願であります。

今や市勢いよいよ発展し，市域は広茨 400平方キロメートルを腿え，日を追って:iti!lt自する市住民

と工業のi唆昌発展を克つ Lある時，水道事業また今後の飛躍的鋭、大を主!まれますことは当然で，本

卒業の前途もまたあらゆる回に幾多のrn難が予t目される次第です。

ここに本事業70'['史の刊行により過去における先34各位の辛労，関係者および市民各位の御援助

に思いをいたし懇f13な感謝をささげますと共にこの基盤を今後の発展への礎としたいと存じます。

[~l~n34 主手 5 月

f>>t浜市水道局長 井 i!li 主)j
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く 1 ) 

第 1編横浜の起源と発展

第 1章横浜の起 源

横浜の水道を語るには，まず横浜の開港当時の事情や市域の拡張の経過および地形の状況宅につ

いてあらかじめ如lっておく必要がある。

現在，東西 20キロメー lノレ，南北30キロメートノしにわたり面積実に408.66平方キロメートノレ，

人口 1，222，000人を擁する横浜市も顧みればわずか 100if.このかたの発展であって，その海港の歴

史が示すように，海の中から起ってしだいに拡張発展してきたのである。

今，この市域の往昔の地形をしのぶと昔の姿は現在とは全く異なり，今日繁華街をなしている低

地のrl'l枢地帯は，みなi毎で，その間を西から東へ手の婦のように並んでi悔に突き出しだ幾つかの台
みさき すそ

地が，ちょうど岬のようになって，その裾を波問先わせていたのである。

すなわち，海が台地と台地の問に深く湾入していたのであった。その入江に奥から流下する河川
かく

があって，それが流下した土砂と，海から押し上げる土砂と，更に地殻の隆起などによって，漸次

浅瀬や沼尽主与2，あるいは州となって平地が主主主主り，しだいに陸が海に向って刊し広がュて

L、ったのである。

このような自然の変化について，目を横浜の周辺に移してみると，近世になってもまだ根岸から
2まい

山手にかけて突き111した台地と，南太田から野毛山へ突き出した台地の中聞は，深く時田あたりま

で入江となって湾入していたが，いつのころともなく，そのi再入をおさえるように寄州が山手台地
す治ん すかん

の憶から大岡川河口まで延びてでき上がっていった。それが宗閑島とも洲乾島とも呼ばれ，台地を

降りた人々の半農半漁の生活基地としてとこにー集落をなすようになった。
ろ〈

この寄州こそ横浜の起源、の地であって，記録の示すところをあさっていくと，まず文蔽4年 (15
ついたも 肱わばりち，う

95年)9月朔日の縄張帖によれば，戸数わずかに増徳院ほか12戸の半i良半漁の村落に過ぎなかった

という。

その後天保年間，徳川 12代将軍家庭の時代に編集された新編武蔵風土記には，文政 10年(1827

if')ごろの姿を「其ノ民戸87東北ハ海岸ニ傍ヒ，西ノ、洲乾/湊〈現横浜公園および港町付近一帯〉

ニテ陶ハド1 I村，北方ノ二村(現 li' 区石川町・元町以雨の地〉ニ隣レリ，東西10町又ハ 7~8 町/処

モアリ南北モ大抵18田HEiナリ・ Jとある。

すなわち， 230年間の経過のうちにも12戸から87戸へと，この地に土着した土民の静かな発展が

しのばれるのであった。
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第 2章徳川時代にふ、ける開拓

当時，東海道は島の対岸の野毛台地からさらに入江をこえたもうひとつ向う仰lの神奈川台地の中

腹を縫っていたので，街道筋からかけ離れたこの地には， 江戸時代のら必熟した文化の訪れもな

く，ちらりほらり M ーした苦屋から立ち上る煙もわびしく，平和な半y則市lのー寒村に過ぎなかっ

たのである。
， ，ρん すかん

しかし，この間にあっても自然の変化を待つまでもなく，遠浅の洲乾浴(宗間島西側の入江〕や

野毛台地北側の入江では，先覚の人たちによって，干拓や埋立地の開墾または塩田の事業が次のよ

うに行われていたのであった。

すかん

(その 1) 摂津の人占回勘兵衛〈慶長16年 ~1611年生れ〉は明麿2年 (1656年〕洲乾潜の埋立事業に若手，

途中大雨のため一度失敗したが，万治2年 (1659年)2月11日再度靖子 l，9年白日子と 8，038両余の工貨

を投じて，水回 94 町 1 反，畑地 20 町 3 反，寺地活干，宅地 2 町，合計商品~ 116町歩り開墾を成就い寛文

目年 (1669年)4月徳川家綱将軍より吉田新田と命名された。
すかん

また安政3年 (1856年〉太田屋徳五郎によって工費600両余りで洲乾島裏側の海而が干拓され，太田屋新聞

と称された。
か1tr....ら

(その 2) f也のーi古である野毛台地北側の中盤子川lの流入する入江においては，宝暦年間(175HF~1763年〕

尾張屋太{中によって尾政屋新田の干拓があり，文化年間 (1804年~1817年〕には勝江氏による開拓があり，天

保年間 (1830年~1843年)には岡野氏による!日l野新聞，平沼氏による平沼新日のI刑判i坦i立等が次々と行われて

いったのであった。

第 3章開 港前 後の事情

このように新旧の閲桁によって横浜の周辺も刈<)，:開発の歩みが進められるにつれ，入I!(iする人た

ちもしだいに増加しつつあったが，この自然的なのどかさが打ち破られて，横浜に大きなlilli撃と変

却をもたらしたのが黒船米航の

騒ぎであコた。

溺ノ'K6年 (1853'06月通商

をわが凶にボめて浦賀にi11現し

た米国水師~f管ベリーの率いる

黒船艦隊は，約束にしたがって

翌安政元年 (1854'1')1月再び来

航し，自íJ_{f-来のTi~ì題解決のため

東京湾にその姿を現わした。ま

ず会見地について数次にわたる

折衝の紡果，当11年米総隊が停泊



第 4輩開港と建設の諸事業 ( 3 ) 

した横浜中]に決定された。

その後，数回の会見によって談判は 3月3日に終了し， 12か条の和親条約が締結された。すなわ

ら，干市奈川条約と称するものである。しかしこの条約は単なる和親条約であったので，通商条約締

結のためその後来朝したタウンゼント・ハリスの熱心な奔走によって，安政5年 (1858年)6月19

日アメリカと，統いてその後，オランダ・ロシヤ・イギリス・フラ Yスと相ついで通商条約締結の

運びをみる、こいたった。

この通商条約の締結の結果，安政6年 (1859年)6月2日をもって，神奈川の開港が決定された

わけで，昭和33{1'.(1958<:0からちょうど 100年前であった。

しかし，名目上は神奈川であったが，実際は神奈川より横浜のほうが地形的にすぐれているのみ

ならず，街道筋の神奈川の開港は当時の排外感情から起りうる物議や事件を憂慮されたので，開港

地を横浜に変更されることとなった。ー

第 4章開港と建設の諸 事業

ここにおいて，安政6年 (1859年)1月徳川幕府は互市場として神奈川を開放したが，翌2月には

上記のような事情から横浜に変更され，横浜村全部と'1'村・太田村の一部および戸部村の全部を開

放し，横浜村中央駒形の地(現神奈川県庁の地〉に運上所を置き，関税その他の外務をつかさどら

せ，現在の本町通り開港記念、横浜会館の地に町会所を置いて町の用務を扱わせた。そしてまず交通

路が閃かれた。すなわち東海道筋保土ヶ谷からの陸路が切り広げられ，芝生村から戸部村，すなわ

ち今の浅間同Iから戸部を経て野毛に通ずる道をつくって，その問石崎橋・平沼橋(通称大橋〉・新凹
とう

閑橋(通称小橋〕の三橋を架L.，野毛浦と吉田新田堤塘へ野毛橋〔現都椅〕を波し，吉田新田から

太問屋新回の西端堤議へ吉岡橋を架した。かくして従来入江のなぎさ伝いにう回したり，渡船に頼

開港まもないころの横浜港
〈ーJI!労瓦写， !民浜南町二丁目角新栄宜東屋新吉出版〉 横浜市図書館政
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った不便な交通路に一本筋の道路ができあがった。

ついで横浜の都市計画として，中央の神奈川運よ所の東側を外国人居留地とし，西側を内国入居

住地と定めた。とのため農家97戸を山手の東山裾 L現元町〉に移住させ，また内閣入居住地は五街

(木町を中心として海岸側を北仲通・海岸通・南側に南仲通・弁天通〕に分け，これらの起点には
すかん

丁字形に洲干町(現在の馬車道〉を通じ，五街にはそれぞれlj目から 4丁目までを定めた。そし
こま

て駒形町の北寄り海岸に波止場を建設するなど大いに港市建設の事業に努めた。

第 5章開港後の発展状況

〔明治初年から同 22年市制施行まで〕

第 1節地理的発展

幕府は「神奈川・長崎・函館三浴追々御開港相成候ニ付テハ右場所へ出稼又ノ、移住致シ，勝手ニ

売買可為致望ノ者ハ其ノ港々/役人へ引合候様可致侯」という布告を発し，大いに商人の横浜移住

を奨励したので，風雲を望んで移住出かせぐ者続出し，また外国商館も新市場を求めて横浜に進出

する者漸増し，開港l年後の万延元年(1860年〉には生糸売込商だけでも93軒を数え，絹物・緑茶・

銅・塗物・陶磁器・海産物等の売込商や)!(，織物の取引商寄与90余軒，運送業10軒，飛l向l屋川町，旅館
すんぷ

H.fを数えるにいたり，その後も江戸・駿Mの商人や甲州・上州・信州等の持地方よりの来住者が日

に日に増加し，空地がみられないようになに狭くなるにしたがって裏側の海面や沼沢地を埋め立
.色"....... .. 

て，太田屋新聞・吉田新田等の新開地を開発して，街もさらに太田町・住吉町・ 'li~:盤IHj ・民';Ø>IHJ ・車
@え

上111)・港町・野毛町と湖<X拡張され，明治元年く1868年〕には本町のほか19町を数え，戸数6，358'

戸，人口28，589人に達L，外人の居留もまた 1，070人を数えるにいたった。

このように狭くなっては埋め立て，さらにその先を埋め立てるというように盛んに埋立事業が行

元治元年 (1864年)における横浜
〈弁天通五丁目師岡屋伊兵衛出版) 杭浜市図曾館政



われたしだいで，その概要は次のとおりであった。

1 安政6年 (1859年〉

村)弁天社寺の南より弁天通りに添い，数聞の沼地を埋

め立て貸長屋建設。

例太田屋新田の沼地のうち8，000坪を埋め立て(現拙

浜公園付近一帯〉港崎町と命名。

2 女久元年 (1861年〕
すかん

洲千弁天の東北側が埋め立てられた。

3 元治元年 (1864年〉

野毛山下〔現花咲町5丁目〕が埋め立てられた。

4 皮応元年 (1865年〉

吉田新回数千坪が埋め立てられた。(関外一帯〉

5 慶応2年 (1866年〕

太田屋新聞のmが埋め立てられて末広町と呼ばれ，
はとほ

また本町1丁目から西波止場までの挫立が完成した。

6 慶応3年 (1867年〉

野毛椅の東側が埋め立てられた。

7 明治元年 (1868年〕

ー太田屋新国の沼地を埋め立てて出世地を拡張した。

(54，081坪増加)

B 明治2年 (1869年〕
ときわ おのえ

第5章開港後の発展状況( 5 ) 

京浜問鉄道工事のため神奈川台の切り取り

ザ・ファー・イ{スト紙所載

(東京大学史料編纂所所蔵〉

入船町〔現常盤町・尾上町5す目の辺)が埋め立てられた。

9 明治 2 年~4年 (1869年~187Hr')

鉄道敷ι世準備のため、吉田橋北品から石附までmi'毛浦海岸(現中区桜木町・花咲町・宮川町・西区内国
?とも4まな

町・長u'町・橘町・緑町)約 143，500坪および石VI*lカ〉ら神奈川青木町海辺まで〔現西区南富町)延長

710 rm. ~Illi 35聞にわたり埋め

立てられた。

10 明治問 ~5~，(1870il'.~187Z年〕

711日新111埋立，石川|中村谷を

切り Ul1き沌訓海山まで新川

〔抑制 11) を山地~，その土

をもって古川新山のjW也を埋

め立てた。(いわゆる主II地-

731「である)

11 町J治 4年 (1871年)

青木町・滝下町・古i町・七

軒町方面 12，000坪を埋め立

てた。

12 明治5年 (1872年〕

関外埋地造成のため掘割川を開削した当時の写真

ザ・ファー・イースト紙所戟
(東京大学史じ料編纂所所政〉

柳町(吉田町地先の海面〉・福島町(吉田町に添って〉・宮;11町(吉田町に添って〉を埋め立てた。
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人口の増加状況
13 明治7年~9年 (1874年~1876年〕

平沼町地先を埋め立てた。

14 明治 17年~21年 (1884年~1888年)

磯子森海岸3，∞0坪を埋め立てた。

年 人 口 |年間増加数 1増加指数

開港以来このころまでは横浜のぼっ

興期で，文明開花にあこがれ，海外貿

易という新しい魅力に引き寄せられ

て，全幽から寄り集った人口は次のよ

うに急激なテ γポをもって増加したも

ので，まことに新興都市的躍進の一途

をたどるものであった。

第 2節文化的発展

明治 9

グ 10

グ 11

グ 12

グ 13

グ 14

a 15 

。16

。17

グ 18

か 19

。20

人

56，048 

57，818 

62，530 

69，506 

63，788 

71，069 

67，584 

77，688 

69，525 

78，891 

90，430 

106，205 

人

100 

1，770 103 

4，712 112 

6，976 124 

A 5，718 114 

7，281 127 

企 3，485 121 

10，104 139 

ム 8，163 124 

9，366 141 

11 ，539 161 

15，775 189 

明治初年から約20年間は.横浜はわが凶における外凶文化の吸収口として，文明開化のセンタ{

であった。

したがって政治・経済・文化のあらゆる方面において国内における先進的役割を果した燐かしい

時代でもあった。今この聞の発展の過程を文化史的に眺めると次のように種々の新しい事業や，事

件が起されていったのである。

安政6年 (1859年)

6月2日，横浜開港。横浜を五i1jにわかち丁目をつけ，名主を泣き，その上に総年容をおいた。

万延元年 (1860年〕

2月，石川の中村川尻から増他元脇の海まて'1，司101日!の迎川忠明日削された。

横浜村の民家90余戸を東山裾に移転させ元街と名づけた。

日月，日木における最初の生糸

貿易が行われた。
すかん

文久元斗 (1861年〕洲千弁天の京北

の埋立地にオランダ領事舶が建

てらfもfこ。

文久2f!' (1862iF) 

8月，三10*4);:件が起った。

文久3年 (1863年〉

2月，生麦事判解決のためイギ

リス軍艦12隻横浜に来航し事件

の下手人引波しと償金 100，000

ポンド支払を20日1:11の期限をつ

けて要求した.このため横浜町

住民は大いに動揺した。

当時の ill手英軍キャンプ

ザ・ファー・イ{スト紙所以

〈東京大学史料編纂所所放〉
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元J古元牛(1864年〕

1月，束波止場が築かれた。

4月，イギリスおよびフランス兵山手に兵舎を設けて駐とんした。

7月，生糸組合が設けられた。

毘:応元年 (1865年〉

5月，本町通りに商人集会所

かJ設けらオ1，{こ。

6 rJ，日本で最初の蚕卯紙輸

出が行われた。

9月，山手外人遊歩新道がで

きfこ。

12月，吉田新田数千坪を埋め

立て製鉄所を建設した。

民応2年 (1866年〕

木町2丁目にフランス公使館

および領事館白建築が落成し

た。

山手より根岸へ外人の遊歩新道，当時の根岸海岸

ザ・ファー・イースト紙所載

Oll京大学史料編纂rfrr.肝臓〕

10月，大火があって関内白大半を焼失した。太田屋陣屋に歩騎砲三兵伝留所を設けた。

慶応3年 (1867年〕

3月，運上所(税関〕を横浜役所と改称した。山手にイギリス公使館が建築された。日本で最初の郵便船

である品川・横浜間および横浜・大阪悶の用達郵便舶の往復が始まった。

明治元年 (1868年〉

8)1から蒸気船稲川丸により杭浜・東京間の乗合往復が開始された。

野毛山にII~j 錨を設 IJ ， 12月30日の午後6時からつき始めた。

9J1から弁天海岸に燈台の建設に着手した。

升|主j県参与判'11が航浜に水道

施設の急務を川び，政府に上

rjlして玉川リ|水の測量;を行っ

たが 11位のためr!lJ.!二した。

明治 2"1'， (1869;j'. ) 

1111引内の家!主のIU ，\、 ~m恨が

禁止された。
かわせ

2 Jj，為替会全1:(後の第二国

立銀行)およびl出社(i去の株

式Jli引所〉が設立された。

5 JJ，航浜・w京聞に架合馬

車が日目il!ilA:こ。

6月，燈台間と判:奈川県裁判

所とのnJlに定信線が架設され

ふ民

a、一。

11片，古田怖が鉄橋に架

明治の相jめ の 有 国 防

関内と関外を結んだもので，日木における最初の鉄柿，ょっ

亡「かねの楠」と呼ばれた。

ザ・フプー・イースト紙所ヰ"

〈凍京大学史料編纂所所蔵)
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け替えられた。

北仲通りに英学校ができた。イギリス人スミスがグラブをグラブホテルと改称L ホテルを開業した。

グー1870年)

3月，玉川上水を横浜に引用するための水道計画をたて測量を行った。

4月，京浜間鉄道工事の測量が始まった固

4月，東京・横浜聞に欧文電信の取扱が開始された。

10月，民聞からガス会社設立の rj~，願があった。

11月，横浜毎日新聞が創刊された。(日本最初の両面印刷口1")紙)

明治4年 (1871年〉

横浜・川崎・膝沢聞に人力車業が開始された。

2月，種痘が施行された。
ひq 3月，玉)11から引水する水道工事に着手した。(民間企業の木樋による導水・配水工事〕

7月，京浜間の郵便が 1日5回

の住{瓦となった。

11月，町会所の質問で航浜市街

33か所に共同便所が新設され，

みだりに路傍に放尿するものは

鋭 100文を罰金として部せられ

た。

明治5年(1872lj'.)

5月，横浜・品川山!の汽車が開

通じた。大江I伯が架せられ，里f

毛橋も架け替えられ者情と改称

した。

8月，虫丞担足野凹1を改めt1jl

慰県立と称した。

日月 17日，汽車開通式が行わ

れ，式典に明治天皇が横浜に行

幸した。

9月2日，ガス燈が点火され

た。

n明治6年 (1873年)

-- 9月，京浜聞に貨物列車の述松

カ3開始されて新橋・仲奈川l・横

浜の三駅に荷物取扱所が設けら

れた。海岸通りにグランド・ホ

テノレが開業された。、 ひ
12月， I世浜の木樋水道が完成週

水した。

明治7年 (1874年〕

横浜田水道会社が経営難に陥

り，いっさいの事業を神奈川県

間鉄道開通当時の鉄道線路

野毛i甫から神奈川付近
ザ・ファー・イースト紙所1¥(1(

〈東京大学史料編纂所所政)

京浜問鉄道関連当時の横浜駅

(現桜木町駅右上の並んだ2棟〉と野毛浦

ザ・ファー・イースト紙所載
(東京大学史畑編纂所所蔵〉



庁に引き渡した。

明治8年(1875年〉

2月，イギリスおよびフランス

両国が横浜駐とんの衛兵を撤兵

1.-，乙れで外国系は全部引き上

げた。

久保山共同墓地に火葬場

が設置された。

明治9年(1876年〕

第5章開港後自発展状況( 9 ) 

ひ

3月， IIT民が県営の木柚水道使

用料の徴収に応じなかったた

め，県は上水井戸をしばらく閉

鎖した。

明治 12年 (1879年〕

航浜正金銀行が設立された。

明治 15年(1882年コ

横浜商業学校が開校した。

)明治 16年 (1883年〕

神奈川県はイギリス人パーマーと 3か月間雇用契約を結

水道創設記念、に当時の横浜駅(現桜木町駅コ官ij

を飾った噴水塔

び，新式水道の設計を委嘱した。

明治 18年 (1885年〕

神奈川県が横浜の新式水道工事に苅手した。

キリシピール会社が設立された。

明治 20年 (1887年J

内国通運会社申請負で，新橋・横浜両駅で小荷物配達を

開始した。

10月，横浜水道給水開始。
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創設水道週水記念碑

市内羽衣町弁天社境内に建立された

が，関東大震災で破壊した。
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第 6章 市制の施行と躍進時代

(明治 22年から大正 12年関東大震災まで)

明治21年(1888年) 4月，市町村制の発布にともない，翌 22年4月1日から市制が実施され

た。当時，横浜はその国積0.35方里 (5，398平方キロメートノレ〕人口は 132，000に増加した。との

市制実施後は時代の進運にともなって，都市的内容の充実を見た時代であり，市勢もまた長足の進

歩発展を遂げ，街の主主備，文化的各施設の設置施行，都市の規模の拡大，港湾都市としての設備の

充実があり，産業的にも各種工業がようやく緒についてぼっ興期にあった。また区域的には明治34

年 (1901年〉には第1回の市域の拡張をし，面積は一躍1.61方里 (34，801平方キロメートノレ〉人口

299，000余となり，さらに同44年 (1911年)4月第2回の市域拡張を行い，別に次のような埋立も行

われてその面積 2.38方思 (36，708平方キロメートノレ〉人口 444，OC日余に達した。

明治 22年 (1889年〉

長住町埋立。

明治 28年 (1895年〕

南幸町・北幸町埋立。

明治32年~大正3年 (1899年-1914年〕

磯子間坂海岸 111，300坪埋立。

明治 33年 (1900年〕

生麦浦 33町歩埋立。

明治34年-42年 (1901年-1909年〉

神奈川青木町地先(山内町・棉花町・宝町・大野町・林町)7，083坪壊_¥l.o

明治34年-44年 (1901年-1911年〕

神奈川・橋本町 6，174坪埋立。

明治39年-42年 (1906年-1909年〕

守屋町 151，737坪埋立。

明治40年-44年 (1907年-1911年〉

大王初頭における横浜市



千若町・新浦島町 132，631坪埋立。

明治 42年~45年(1909 年~1912 年〕

鶴屋町 30，即日坪埋立。

明治 44年 (1911年〉

高島町・緑町地先 33，224坪埋立。

明治 45年 (1912年〕

新港町海岸 21，667坪出立。

大正 4年 (1915年〕

安善町・末広町 1，387，686坪埋立。

大正 4 年~12年 (1915年~1923 年〕

新山下町 97，696坪埋立。

大lE 6年~7年 (1917 年~1918 年〕

中原地先 3，677坪埋立。

大疋6年~9年 (1917年~1920年〕

山内・橋本・宝町地先 33，535坪埋立。

大正 8年(1919年〕

表高島町ほか5か町地先 6，209坪趨立。

入船町・長住町地先 7，257坪埋立。

大正 9年 (192日年〕

守屋町地先14，842坪，生麦町地先108，803坪埋立。

大正 10年 (1921年〕

千若町・守屋町地先18，394坪，森町地先1，372坪埋立。

第 6:4i 市1~Uの施行と躍進時代 ( 1z ) 

このように市域の拡大と市勢の躍進活況につれ内外の商社大いに移集し，各国の船舶もまた出入

ひん繁をきわめ，貿易は激増して国内的には日木の玄関として欧米文化吸収の先端となり，国際的

にもまた世界の「ヨコノ、マ」として宣伝され，わが国貿易港の最右翼に列しいよいよ充実発展しつ

つあった時，大正 12 年 (1923年)9 月 1 日突如未曾有の大震災に遭遇~，一朝にして全市焦土と化

~，その災害はまさに致命的なものがあった。

(野毛山から見た関内関外〕



( 12 )第1編横浜の起源と発展

震災で破壊した横浜港さん橋の惨状

ほうらν
市内の震災状況(主主燕町付近J

第 7章大震災とその後の復興発展

(大正 125fーから昭和 20年戦災まで〉

この震災は，ひとり全市のあらゆる施設を破壊し尽したのみでなく，人口も疎散し，あまつさえ

外国商館もまた離散して外国貿易はまったく衰微し，市運一挙に傾いた感があったが，政府の援助

と世界の同情に守られ，市民の精根を尽した努力が実を結んで，復興の事業も日を追って進行し，

昭和4年 (1929年)4月には復興完成の式を挙げるまでにいたったのである。

しかしながら震災の影響は大きく，従来横浜が占めたわが国外国貿易の大宗としての国内的地位

を失うにいたった。ここにおいて従来外国貿易に依存した比重の揺らぐにおよんで，単に中継貿易

港としての使命に甘んぜず，ー歩を進めて工業立市の大方針を確立し，おりからようやく完成しつ

つあった鶴見・神奈川方面臨海埋立地区の立地条件を利用し，重正業地帯を造成して大いに工業の

振興を図った。



また昭和2年 (1927年)4月には鶴見町・保土ヶ谷

町，その他の第3回隣接町村の合併を行い，面積8.68方

里 (133，875平方キロメートノレ〉人口 529，000余とな

り，さらに昭和11年 (1936年)10月には金沢方面を，

翌12年4月に日吉町を，同14年 (1939年) 4月には戸

塚町をそれぞれ新市域として合併L.別に次にしるす

ような大規模な埋立事業とあいまち，市勢いよいよ隆

々たるものがあった。

ことに昭和6年 (1931年〉満洲事変がぽっ発L. さ

らに支那事変に進展L.第2次世界大戦に突入するに

いたる聞は，生産増強IC即しての工業の繁栄すこぶる

顕著となり，人口の集中またいよいよ著しく，昭和17

年 (1942年〕にはついに人口 100万を突破するにいた

った。

震災以後四埋立

大正 12年 (1923年〉

北防波堤外水面 67，181坪埋立。

大正 13年 (1924年〕

鶴見・潮田・末広町地先日7，362坪埋立。

大正 14年~昭和 4 年 (1925 年~1929 年〕

滝頭町地先 28，033坪埋立。

昭和 3 年~6年 (1928 年~1931 年〉

末広町・安善町 103，283坪埋立。

昭和 3 年~11年 (1928 年~1936 年〉

恵比須町・宝町および大黒町埋立。

昭和 3年 (1928年〕

i朝田町地先j県営埋立。

昭和 5年 (1930年〉

山下町地先 20，827坪;西根岸町 2日，194坪埋立。

昭和 10年 (1935年〕
おおとり

鳳町埋立。

昭和 8 年~1O年 (1933 年~1935 年〉
みづ

瑞穂ふ頭築造。

昭和 5 年~8 年 (1930 年~1933 年〕

新山下貯木場埋立。

第7章大震災とその後の復興発展(13 

Wi 浜市域拡政一覧図

① 明治 22年市制施行

@ 明治 34年拡扱

② 明治"年鉱扱

由昭和 2年鉱援

申昭和 11年鉱張

@昭和 12年鉱張

①昭和 14年拡張
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( 14 ) 第1編横浜の起源と発展

第 8章 戦災とそ の後

(戦災後 10年〉

第 2次世界大戦は，ちょ戦の優勢にかかわらず，戦争の長期化とともに戦況がしだいに不利とな

るにしたがい，出征・疎開等のため人口の増加も頭打ちとなった。昭和20年(1945年〉にいたり主要

都市を目がけての敵機の空襲はようやくi散しさを加えたが，横浜市もまたその 5 月29日空をおお

うばかりの敵機の空襲を受け，中枢部は一挙に焦土と化され，あらゆる女化的凶設を失うにいたり，

人口またわずかに 624，994人を算するに過ぎない状態となった。

ついで同年8月戦敗れて終戦となると，木市はアメリカ陸軍第8軍の本拠地となって進駐軍は市

内中枢部の地域と主要建造物を接収するにいたった。とのため市民は周辺の地域に後退して集中居

住し，従来の人口配置と大きな相違を招来することとなった。中枢部の繁栄を失った横浜市はおり

からの激動した経済的変動による悪条件も重なり，復興の足取りはまことに遅々たるものであった。

しかしながら単に人口の点からみるならば，戦後人口の都市集中の傾向は本市にも著しく，疎開

者の復帰と新規転入者の増加とあいまって，昭和 27年 (1952;:1')には戦前の最高記録 103方を突

破し，昭和32年 (1957年〕にはついに 120万を数えるにいたった。

市制実施以来の本市人口の動態は次のとおりである。

人 ロ 表

年 |総人口卜駄目指数11 年 |総人口|増加指数11 年 |総人口同指数
人 人 人

明治22年 121，985 100 大正元年 455，244 373 昭和10年 704，290 577 

23 127，987 105 2 396，101 325 11 738，4日0 6日5

24 132，627 109 3 410，765 337 12 759，700 623 

25 143，252 117 4 428，663 351 13 777，500 637 

26 152，142 125 5 444，018 364 14 866，200 710 

27 160，439 132 6 460，310 377 15 968，091 794 

28 170，252 140 7 446，097 366 16 999，400 819 

29 179，502 147 8 469，868 385 17 1，015，900 833 

30 187，453 154 9 422，938 347 18 1，028，661 843 

31 191，251 157 10 430，900 355 19 1，018，839 835 

32 196，966 161 11 439，000 360 20 624，994 512 

33 205，106 168 12 446，600 366 21 706，557 579 

34 299，202 245 13 389，700 319 22 814，379 668 

35 313，695 257 14 405，888 日33 23 859，324 704 

36 324，775 266 昭和元4 411，500 337 24 911 ，835 747 

37 331，597 272 2 529，300 434 25 951，189 780 

38 343，242 281 3 536，500 440 26 1，001，860 821 

39 359，862 295 4 543，900 446 27 1，039，265 852 

40 378，884 311 5 620，306 、 508 2日 1，079，271 885 

41 392，870 322 6 640，800 525 29 915 

42 407，432 334 7 661，5口D 542 30 1，143，687 938 

43 419，630 
3364441 | 

8 682，600 560 31 1，174，465 963 

44 444，039 9 703，900 I 577 11 32 1，211，748 993 



( 15 ) 

第 2編横浜と水の問題

第 1章横誤の地形

横浜の地形は波形鉄板のように伝地をはさんで幾つもの台地が西から東へ並んで走っていて，ち
ひだ

ようど穴地の望書のような感じである。この土地の高低の激しい複雑な地形は水道にとって配水上の

困難も格別であるc 現に創設水道では，当時必要とした山手荷台^-の給水がどうしてもできず， 10 

年後の第1回拡張工事に上コて初めて成し遂げられた例があるように，高台給水にいどんだ先人の

労苦はまったくなみなみならぬものであったq 現在においても市周辺地区の高台への給水に手を焼

いている姿からみて，強く当時の困難がしのばれるしだいである。

しかし前記したように，横浜は元来海の中に生れ，海を坦立てて拡張され，そしてl閥次周辺のJ荷

台におよんだもので，その台地は隣接町村の合併によって編入された地域であるから，この意味で

横浜a1毎から山へ広がっていったという見方ができるわけである。

武蔵風土記によれば当時の横浜を「水回な l，陸田多 _0 Jと誇っているが，とれは上記のよ号

に埋立地のために常に水利に恵まれなかった姿を現わしているのである。

第 2章 開 市 と 水 の悩み

時とともに内外の船舶θ往来はげしし商社四方より集り，来住するひとびと日にまし増加し

て市街は急激に発展し，ひとびとは飲料水を求めて井戸を掘ったが，括る井戸も掘る井戸もみな塩

気を芦み，混渇しで使用に堪えないものばかりであった。

dの飲料水の悩みは日常の生活のととであるので，住民にとってはまことに痛切なものであっ

た々して人口のt跡にしたがい，その苦悩も比例して大きくなっていったのである。

/当向横浜市中に掘られた井戸のうち飲用ヒ適するものとしては，わずかに町会所裏〈本町1丁目

1署地〉と木町Z丁目にあるものだけであったので，この井戸には暁から市民が先を争って殺到す

る有様であった。
τん叫町

このような水飢きんはひいては町に水売業者さえ現われるというしだいでヲ天秤棒に水桶をにな

って，遠く市外の丘陵地の農家から運んで「水! 7)< ! Jと売り歩いたものであって，当時の錦絵

にもその姿が函かれているコ

そζで明治元年 (1868年〉には井関県参与判事は援浜に水道敷設の急務を論じて政府に上申1...-，

多摩川ヲl水の測量を開始したが，途中事故のためざ折してしまった。

その閣にも人口ほ漸次増加Lて，わずかな売水をもってしては到底需要を満たすべくもなく，明



C 16 )第2総額 i兵と水の問題

治 2年-3年 (1869"ド-1870年〕ごろにはついに不良

の升戸水さえ飲!日 L，船舶は?11J水をi史11Iするなど衛生

止すこぶる寒心にI匹えない状態に~\~，ι むいたった。

この弐担当の状態を横浜;丹市誌は次のようにしるして

いる。

「横浜口自治以来数年rmWWrilrrjlの堀井戸は概ね恥気を合み

且つ混濁にして飲用に足るものはただ2ケ所のみ，その一

つは町会所'Î~ (木町 1丁目 l布地〉一つは木町2Tfl三ヲi

Hl(注，現本町 4丁目三，1物産会社文相)liiJの4問弁なりロ i'fx

に腕天より日没迄との，1に鯛集1.-， lltiをどftって汲 i二げ巡搬

す。 f月々営業者あり，述ブJより迎搬せり。然れ共一定の水

源なく或いは野毛浦， 或は太凹村民家r.x朋水を汲mるをl止

って日日々 欠乏をnl:lえ水料を増加し未だ市求に応ぜず。戸々

水尿，水原と将促 Lj主には下紳， 丁稚は四辻に件み水柿を

荷うものに狸渇して前後を争うあり。現庖住回一の如きは-

1'1のノkをi"ilfr流用せし事恰も金;D_Qt'NIYIこ呉らず 」 @:i¥給。〉ノr.K3'e 1) 

このような状態であったので，水のi1重さは今日の惣像もおよばないところであって，水売業者

のごときも水不足につけ込み， !首長しあるいは暴利をむさぼる者があり，または得音、先を独占しよ

うとして相争うなど，弊怒百IL¥の有様であったので，明治 51，1'-(18721，1'-)には神奈川IY，¥nコは採利111

締のため次のような布達を出している。

「水ili<渡世の者は，一時望に応じ7背中のlfI水汲取運搬致候得共，;ï、々，1 戸水の JllIiiiíf['，Ì無<.ただ労 )1 のí.Y$t~百

取候迄lこ候処，銘々得芯先を持場と定めiRき，荷家之者Jtf也のノト汲和市Ill.~~tlÍí l エ， Jlの持場l)jJJくI止法者より彼是

相恨み候迦，以ての外のすJiに候。思l党， {早25L先の il1減はJl者稼ブlyOJflT悪に容院'1トに{、1 ，以来持J};JI刊百一j!~板め，

相対の白巾を妨げ候儀不相成候条，水入用の節はいすれの*汲~'Il ji， 候共，又は外 n~人lιを PI，て水汲絞~I~，勝

手次第と心得可申候。若しおを不.fn用故障け矧敷{正中者有之においては，蛇l主i1rJ9..沙汰校。
壬Et4月16日 神 Z古川県 ff

この布i主を見てもノk汲業者の横

暴 fjに余るものがあったことがう

かがし、知れるとともに，その反面

には市民がいかに飲J1J水に不 I~ jJ， 

し苦しんでいたかを想像すること

j~できるのである。

当時の水売り続則(柿浜市図書館臓〉



賀'&3章艮水供給についての計画(17 ) 

第 3孝 良水供給についての計画

己の水の不自 111さはひっき上う， 0H!(J生的となり. '，~í\'に伝染病のt1~1床として，常時全TiJにわたヮ

て恐従iAdrL，.またノ'MIJの:lliさから大火がひん55に発生した。そこで良水の供給方についてi世論は

けんけんごうごうとして内外人のrmから起ったが，最初のころは横浜の形勢も移住者がいまだIBか

せぎ的で7j(11の討をなす者も少なく，市民として定住，安定した状態にまでいたらなかったので，

議論倒れの!tB;がないでもなかったが， i桁ixTtiJ主も定策永住するようになるにおよんで，次々とi主水

供給の当、現をWIした各種の献策や可|闘があいついで行われるようになった。

すなわら明治 351ー (1870{Jつには降続として次のような水道悠l没についての前紛がなされた。

1 mltfi 3 均 (187出1'.)向島孫右枠I門は官、貨を投じ水道敷設の~Ir~主に従事せんととを誇顕した。

2 断， 3{1'.(187出i〕『詰郡市場村名主添田知通が多摩川の水流を卦流する水路について辿叫とあわ止

て請創設を拠出した。
かむせ

3 明治 3il' (187出n横浜の住人であった大倉喜八郎.IJjl正三郎等およびゐ卦会社と同商社の二社述合して

水道:じjfの施行を巾請した.



( 18 ) ?l1z制服 atと水の|問題

4 I加古3年 (18701の石川徳右衛門・石川半有印/"]・石川i又凶0[1・ムー!日割1)](術.í~lj梨林右衛門等続々多降川

分水について工事施行田IH阪をした。

Y1L庁もこのように各方而から各種の!!Jkl'M訪問自を交:j-t 一面市民のfJ'ii'!生活の災↑14jからしてもー[1を

も泊予できない状態であったので，その急速実施の必~:を認めたが，庁議はすこぶる悦2立に対処し，

Wli~ft者一同に対して，その事業の111大1生 iこかんがみ，よく一人一仰のカに放任すべきでないという

l1s旨を説明し， 1[:11鮒者一同協力Lて共河随行ななすよう諭Eましたのであった。

ここに注目されることは，当時の水道計濁がすべて水源を多j芋川iに集中したことで，多j寧日l以外

には考えられていない近視!民的姿が，当時の土木技術としての鋭ちゅうであったのであろうかと興

味を覚えるしだいである。

1I!1i古元刊明治天~;uU京，oo.: lílífJヰ ι 軍神奈川i斎IÎk;王子2872設地の井戸から鉄百を以

て:{;)[:.1'[i，[(にリ|氷して天11:こ似した)1 戸(l1~，における水;ilに欽行使[jJの』白め〉



( 19 ) 

第 3編 木樋水道(明治 4的

第 1章 氏関有志の 企業

。íìij己のようにYi~ 当防の諭示に占Lいて Il'rl\!fj者一同 ith淡を重ねた結果，共河して事業を起すことに一

決L-， i;';j梨林fîHn門・石川I1f哲右符iF'J ・石川 I Y.四郎(後に退く〕・古rHWJ兵i右・渋谷市右í!lí門・ '1' 山 ~'fll

右!日吋・!京本政政・茂木惣兵衛・大倉喜八郎 .sH正三郎・<1'村宗兵1f/;j・原f喜三良11・商品詰;布衛門・

JWJ ~;ド{ム毛î1ヰ:j["J ・鈴木保兵衛・金子31Z.よ~ifi;j .問中兵八・三浦金古郎の18名はおのおの資金そ集め会tI
ひ

を設立し， 2! 11与式就IIJ多!禁)11から木樋によって横浜にIJIノ'j(する言!闘をたて，その起工方を以庁に阪i

い出fこ。 111はさらに政再.J(こ経倒してそのW!河を与えた。

そこで，工事は明治4年 (1871年) 3月起工され 2年余の歳月を経て|司 6正!と (1873止め 12)1に

洛成したが，その工事概要は{Xのとおりであった。

第 2章工事概要

tちば"

水市iを多PJ川とし)it川 3列車:Hj\111 ノぬと子上i'fiJ!JJ(口ならびに橘桔Hìl~uJi 11 Jlボ付'._f:T~ fur !Jf(の雨水門よりlば
f も区住 之うきょ

入れ， îìt米1，いÙ}:m'l:"ォ ω かト!の 11I地かん誌のためにぷけた宗主1\の ib~泌をそのままに，あるいはも:1]広
ひ

(1，あるいは川をさらってImr，jlllHまで将き，こ乙から水fjulを域l設することとし， J1J水関係60か村

の村氏と !h}，ぷして，水凶にかかるj'()1Iは今後3分の 2を会引においてmHずる条刊でその;If，;mを符

水品ノj(;立の!!;(水路はJ/g，!;)j11，1トJ(起!，'，î， I'域三菱重工*川自由工場総い1) からj_~nkî村・北加湖付・削JII

i'hi卜j・小f.t村0)l'付J右主主て的見)11をHJJ主{たせ越し， J 末吉.ード米EP ・ ，((~t~ ・ W:~jf:r毛・1:去・子安・

オー袖水道の多燦川水源

多日告)11 より引ノk した~i却!のかんがいf丹水宿河原lIíi水点現況



( 20 ) 立~ 3 ~'l l1j )ド仙水道

、制から分校JI~水した鹿島田JIl(水市の現状

(現三菱重工業株式会社JII自i工場梢内〉

由子安の七か付を経」人n川を伏せ越し，新日付・神奈川1討にいたり， i'i~の川を伏せ越し，コド党寺

山を切り jJ;， :J， 1-ijl:i~川見Ifを限!1)fして，~'~i ，(，)~II にいたる約 3 旦1におよぶもので，そのrm路線に :li る民有
ひ

i也はすべて~I./Ii 人 l ，この ll rJ O_コ.ì :q ノ'J(:i~:;; としては 2 J'~四方の木樋をむt\目立したのであった。
ひ

i'::j ，1;，) 111 rからは阪本山rj'で1'ffJ辺路!!日{地 l刊に~:(i't 1 J"z <1、j，ta¥l尺3，1の木1:自を!I[!殺した。

阪木IiITにおいて以防隊の川氏な伏せ舷してからは市内各田Jへ配水{i¥;として大小の木憾を通じた。

凡例

-2又角本舗

E之ヨニヶ噴周>K1i(滅

蕊蕊翠布 鼠

木倒;J¥:i丘路N;出平Im!"1



( 21 ) 水道会祉のz泣立と経営U~ 31;江

水道会祉の設立と経営第 3章

工事ができ上がると会社はさらにFA丹市に対じてその事業の公共性にかんがみ，各種の特典，保s瑳

について刷出役した。すなわち水路の保護.ノ')(1止の確保ならびに水料の徴収にWJして神衣川県令の

さらに 7il-=- I1JI はJ!!!， fj~ としてJ品わjもることとなった。十分なる保護を受け，

こ乙に給水に対する態勢が全く整うにおよんで. fIifjh.: 18人の氏防!有志は企業を会付組織とする

ため，改めて株式を一般に公募して水道会引をs注泣することとし， 1，1ら発起人となって水道会付約

会社設立についての水道条例を定め，大変qkのように述営その他の方針在決定したのであぐ;すうlトXJ
~日、，

エー
つ I~o

(大要〉二J.l
出

r."-， 
):E 者ぅ

横浜一般市民の位康をおもんばかり，神奈川県令の;午liJを長けて水道会担発起人等のw金により水道工'JI.1 

このtJI:;長の北統を附1L，一会主|として剖員を諜り， H.mを制定 L，株式証一』を発行しもっが部成したので，

て組織を全うするものとする。この 11mは航浜1'1住人民 般にWIす。ものであるので，特に県よりは上記の

〕レ
}。

給水コIj辺、は主として11可角等喪ji!f
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4
の ひ

2 -;J.f{J給水引|込ンド樋
(市内巾民本町にて抑り tHされたもの)また自家用のため引用した水は他

へ転，ん寸ることは泊されなかった。

水道料{t.iよ県が徴収しその1I分を 1")11011までに会主じこj度され，会引は徴収委託料として県に低月 35ド]

納付する。

3 

車道料金の隙iW:よノk路を敷設した土地のI也昨に応じてその;-:i WI'，1刊でf)~Y) られ，料企はi也iüll 坪にっさ 1 11 4 

7毛8糸で(J.:のような地坪が割当てられた。

名 称 数 iI~ 日坪! 11 世l i(J1初日分翻~ I ~年365 H分観〉にっき

0鋭0τ8 
阿鍋 岡ヨ " M 

f( 1.97.317 59. 720.207 

1'E '* fji 関 4， 
000778 8 

3.75.448 112. 1，370.385 

新 主任 fj~ WI 3， 。 2.58.336 77 942.926 



( 22 )第 3編 木樋水道

名 rff; 数 I，~日 1 坪 l 日 同 組銭 1 l月30日 分額円〕凪1 年(365日分同額〉盟1 にっき

坪 銭

応 t喜 Jifr 1，090.119 0.078 85，029 25.509 310.356 

海 軍 省、 2，563.750 0.078 1.99，973 59.992 729.901 

垂i 使 役 rrr 487.0C日 0.078 .37，986 11.396 138.649 

燈 ム日 話5 4，356.940 0.078 3.39，841 101.952 1，240.420 

匙 卒 本 営 462.050 0.078 .36，040 10.812 131.546 

言者 官 記号 言↑ 19，615.000 o.日78 15.29，970 458.991 5，584.390 

第 1区l番組(旧 関 内〉 89，297.000 0.078 69.65，166 2，089.550 25，422.856 

" 2 グ(善島町千桜木寄) 28，038.000 0.078 21.86，964 656.089 
7，982・421695 

ノノ 3 11 (野 毛〉 29，035.000 0.078 22.64，730 679.419 8，266. 

" 4 1/ (吉 回〕 84，015.000 0.078 65.53.170 1，965.951 23，919.070 

言十 25日，000.。∞ 195.00，000 5，850.∞o 71，175.000 

このほか特別料金として営業の種類によってこの 1坪 1日7毛8糸のほかに次のとおり特殊料金を増徴する。

A i品 屋 1日1坪につき 8毛
はたご

B 魚市場・旅鑓屋・料理屋・茶漬屋・居酒屋・うなぎ屋・そば屋・豆腐屋・貸座敷・酒造屋・紺屋・洗

たく屋等は 1日1坪につき 5毛

特別増徴額収入

名 称 坪 数 i 331日に | 口 ii:. 額

坪 俄 鋭 陪 問

A i品 屋 主甘 1，000 0.08 80 24.00 

B 各種蛍 業 11 7，000 0.05 350 105.00 1.277.50 

計 8，000 1，569.50 

年収見込総額 72，744円 50鋭

お日

5 外国人居留地にはまだ水路が敷設してないので，会社の似印をしたノk納て先り，盗引を防ぎ，また船舶司

で給水を望む場合は契約して別に料金を定めて?l~ る。

6 会社は利益金のうちから毎期 15，000円を諸入賞の用意に秘み立てるほか，毎年 6，0日3円以上をも1み立て
ひ

て木樋D町i用年数を約 15年とみなし，その後鉄管IC敷設替えするための資金とする。

7 株主中から主選で頭取 1人，支配人 1人を選び，その任期を 34とする。

8 頭取の専決事項として次のように決定する。

(1) 所員の任免

(2) 一廉 3，500円以下の修繕のこと

(3) 船舶との水売渡契約および l家のために専用水路を引くことについての料金その他

このようにしてこの水道会社が発足することになったが，この事業は当初からいろいろと思わぬ

困難と失敗が繰り返された。第ーに工事費が当初の子算とは大きな相違をきたして意外な高額を要



;114 i;.: 町会所への引絞と木樋水道の終末 ( 23 ) 

したことであり，さらに附勢の変澄と不ji:気による土地の京微23が原因となって，当初習いたった

者も途'1'でヰ;がざ折したりしたため，十1の公立も J'先制にi主せずi1偵を生じるにいたり，経営に先

立ってすでに行詰りをきたした。
ひ

そのうえ，第二にi温水後の放ド!?として， !J}~孜した木凶の製作が制1迭で，その施工もまたmmiであ

ったため，破たん・漏水ひんぴんとして起り， 'lIi内全日1¥に常時世iゐ給できないという状態となり，ひ

いては収入の思うにまかせないのに支出多微をきわめるという調子で，収支の点においても採算の

見込が立たず負債を重ねるのみで，いかんともすべからざる状態に~ちいたった。

そして経営半戒にして明治Ui111874fl〕6jJ331i，会社はその事業の継続が不可能となって，

ついに全事業をあげて町会所に引き波し，卒業のノドfí~)c を図ることを臨iい 1 1\た。

第 4章 町会所への引継と木樋水道の終末

!日J 会所の所信である県庁は，この，'-ì\:~誌を引き受けても利主主をあげうる見込がないので，株主に対

しては， j也1:1幸UMiを{守るまではそのfili遣を求めおいほの承諾i!?を1"JJ}IHさせたうえ，三j;井、の絞営に来

りI-U した。 111) 会所は， Ii 内配れの~剖mベJ修JÆをfi"って給水を *ll統したが，当初心1l1í(üt"，Jj~ョ:がHt，キ:がJ

にわざわいい I'JtYi掃除3随所に引じ，升水のIE減によって応分や似ほともなう水が混入する千J

以で飲Hlに唱えない上うな事故がひんJ(G， ZWi止と修理の応接にいとまがないす]"1，，1となった。した

がって料金も滞納背i[;idj_ljL" 経常はいよいよ 1~1燥をきわめ，ある ILlj は〈明治 9 1.ド 3 月) iI;ドォのチ!戸

を一時!~lH引して， 1)1'1かn7ド!の料金を払う者だけにjU!IiJさせるなと、の処位を詠じたりしたJP，

その料念があ主りにも I~':市(1であるため，会11;372かmの水;uJIのうちfJ!.Jjlを1¥1L込む者は，わずか

数十か所vこすぎないわ総となり，、líll与の ~-J\: ;î、 !!E ';:_~ :(1(として必~:とされた4 在日 22 ， 000 !斗をねることは

全く絶す!となって経伎を償うべき}_liを失った。

しかし，、'iJnJもすでにまtトフJ川をj)):ドしたこの大l没備をむなしく上'1'に!民らすにと、びず，県はiり1

dilo1r. (18771.¥，.) 1月是正常i[!(22 ， 8481lj のつら 5 ， 000 ド i を 1~( 'iJì:;ljミら， I也の 17，自ば8PI を}\~I1i:から凶助

することとしてノドiuJ!の!羽鎖を解いた。

しかしながら，ぷ備の不完全なことはIIJ態依然たるもので，いくはくもなくして泌ノkや以ノ'1<のた
J _.，，_-

め飲}iJに供しうへくもなかった。

ここにおいて弘、'i}n)は1"PI'.9n大改修に泊予し， %1fiIiXキ!?i主の木村をもって水J.li:1:糾にわたり水憾

のinL，t:I"(L'¥'， f}jJl.U) L '，'ん止つ治をなし，SJ-:;立千円l川の，tb'iI明V:iJれには初めて鉄:i¥を民JlJL， '1111什

のI~I~水木凶を:太くするなど阪本i'1'J改修:((jJ日え， I"J12{1， (1879{1，) 8 JJ， 2 il'，の以)]と 110，0001'J!J、

の修*ilit~をJ止じて修1Jl! を完了した。

'C 乙で:-}rl~ ~立小1fJjt':ì主~'I:;'J J.誌の水位試験をx1J飲)1Jに巡するむねの鉱山なねたのら，例年10月 1口か

ら1チl'1月5rlJと定めて給水を開始した。

当時の給水状況は， ;xのとおりであった。
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本間Jほか 13か刊T(1到内i也|豆) ilJJl，&1品数 152 JI 

Il!I外ゾ1/ juj 11 71 11 

i~';î ，r;，J >>lnまカ， 21UJ か 30 グ

1'1 m ノ'k()}f)]JJ リi込数 47 j i 

(うち附JIして料金を約めたもの) 107 JI 

その他古rrlslJほか6か川に修純米況の向井 71JIあった。

このようにしてIIIJ会所は経'E;;大いにう予め!岳山口文民を施 l，給;JqxJ止も幾分説、吐、され， ー11与給水上

小阪をねたが，その後， 11.li'の経過 1二したがい干]び欠陥が現われ，修J~!!. を'}.t:するl'm分がようや《多く

なり，一方に修理を施せば他方に破たんをとιずるという始末となって，約 2{r~士経7ニ I~Jif; 14 '1か

ら 15 年(1881 年 ~1882 JIユ〕乙ろにはところどころ大破して修別も子がつけられない{J採となり，
ひ

ついにそのまま放策され，荒廃したままの木樋の践がいがさらされて，全く水JuIf主E没の形を!)とっ

Tこも

不 樋 ノrkJIl当時の!司市
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第 I章再び飲料水の悩みと水道建設の要望

ひ

本1jm水j止の料水IE'i'j tにおいても正;jぃ料金のため，記'111 者は人j:_~ (1) 50;3:;;}';-りのγ三及程度で，多訟

の人々は目L7j(業者の水をliうか， ，1，，，，，の不良の井戸にたよむ E王かなかった。 このころ cnf!it;15年

ころ〉になると， 71<売業者も')r:業的に発尽して，プ}、完向:iが26".えも あり， f守水仙l土およそ 62石 (11

立方メーいのJ:~lJl之を積み，前:阪のずL: りご[が 129 人も

レて 1j":i2、;-6ヲ1，(47)ノト Jレ〕人りの水おげをかっ

L、でiIi'1'に売りさばいていた。

なお， このほかにも独?の小売業者が 120人もあ

り，あるレは11，-外の.1 1 戸からくみ~えり，あるいは水1m

m ら飼1しを受けて小ノどをしていた。

し力、L，こオしらの;定者~i)7J( {-)日常黒「活をまかなうに

はあまりにも下j怖で， H[['iと'1'，活:こは犯H#のものであっ

たから，多数の償問者は不良のjlノkにすこよらざるを得

なかった関係 L -1江伝~{~1j~ が流行するととど宝石と

ころを釘1らない状態であったのことに;-1，tIir水iとが全く
一ーーー'--一一J 一一一 ~ 

破たんに終ゥた明治 15{~:- (1882年〉にはf1fii三の人1:1

も67，500人余りにi宝していにので，飲料水の不足はU

よいよはなはだ Lしい.J.i;:.(i)伝染，(，，]，1l': .73'は 1，46:'人

におよび，そのほとんどがコ/ラ氾者であったr

このような始末から水道設備の不航を:JI:~Wする1-(;土

ごうごうとして起り，生活上の不i坦からも， j!，'i'Li二の

水 陸

明治4年ごろのザ・アァー・イ{ス

ト主R)iml~
cm京大学史料M~l~f'lí'所izy

WJ!~H，1)""らも，新しい 7j( -illに対すω!耳切が，!ifとが在11i外人の\B!から lまつ然として起り，大きな世論在

巻き起した。

すたわ b，あるいは|日水itの改良拡張に|苅す一る泣児二件・アメりカ総領引の!照会・ 1"リス総領事

ζーす"
のl守的・フラ γ ス人ザルタの主主言・ゲルツの7):;立会不i笑等L、すれもえl/(供給の-112立，下水縫製の改

造勾~8 'iíí':t活のうえから，また尚'1， . f，}j大の而からI1ト論を踏み台とした建立.-:0:見1!?・!照会・印請

が!日主総としてtJHljさ1l_，. J，~も rGI互に v、こまがないほどであったc
む

しかし木樋水J且で失敗した民間有力者は，再びこの守11業に手を染めようとする者はなく 3 在留外

人のRilには新式水道敷;止の別権をI'Jざ)て許可を中訪する者もあったが，もちろん事業の性質上，

外11'1人に許可を与えるべき }ii){Iのものではなかったっ
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そこで県においても頁剣にとの問題を研究し，明治15年から 16年 (1882年-1883年〕ご与鉄管

による新式水道建設の準備を進めるにいたった。

他方，県は，伝染病の防疫関係から不良井戸の取締を励行した。

当時県の防疫局が横浜f~J生局試験所に依頼して行った木町ほか13町(関内地区〉を除くいわゆる

関外地区の井戸 106井について試験した結果は次のとおりであった。

町 名 良 (不良l岡1 名
[井判

良

扇 町 2 2 フE 町 15 3 12 

寿 町 2 2 石川仲町 63 19 44 

お翁きな
町 l 1 久良岐郡中村 4 4 

柳 町 1 1 "白εr 自奇 町 2 2 

福 富 町 l 1 戸 昔日 町 4 4 

伊勢佐木町 l 1 久良岐郡戸部村 1 1 

松ケ枝町 1 1 

長 者 町 6 6 

吉 町 2 2 言十 106 33 73 

すなわち，この表?とよって南部周辺の丘陵地帯の元町・石川仲町・中村および北辺丘陵地帯の宮

崎町・戸部町および戸部付に飲用に適する井戸が， それもあるいはろ過煮沸1..-， または下水の整

備，その他周囲を清潔にすることを条件に飲用を認められ，低地帯の市街地の井戸は全く不良で使

用不可能であったので，純良なる飲用水を潤沢かつ安価に供給するととは急務中の急務であったの

である。

かかる事情ーのもとに神奈川県は前記のように，かねてから新たに水道の敷設について種々と調査
ひ ひ

を重ねた結果，旧木樋水道の線路を使用して木樋の代りに鉄管をもってする案と，相模J1 [から引水

する案と二様の計画を立て，その利害得失について検討中であったが，ちょうどその当時，清国の

広東水道を設計したホ YコY政庁イギリス陸軍工兵中佐パーマー (HenrySpencer Palmer)の来

遊を機とし明治16年 (1883年)3月，同氏と 3か月のwmt[をもって契約を結び，この水道施設に関

する調査設計を依頼した。

そこでノミーマーは実地調査のうえ，同年4月11日多摩川案についての第 1意見書，同年5月31日

相模川突についての第2意見書を県に提出した。
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第 2章 近代式水道建設に関するパーマーの報告書

(明治 16年〕

1$1節 第 1報告ミヰ…多摩川水源主主要約

1 前奮さ

パーマーは LJEuにまず航ì'J~にむける )HTの*"11のはなはだ不Hなことをあげ，水道附設の緊要な

ことな述べ，花1ノI'I内児i也のみならず，火災Ir:jにおける防火III水とし，また[')J力111としてもその水圧

によるがj力の大なることを力説し， 7]([五を持つ7K;Ùrm設の必 i~::iリーを強;出IL ，さらにこの日的達成の

ためには，内lKder'内給水の方法ーは，はなはだtfH-'t多く不U1_1であって，1，;訂'I:i'i'jであり，かつ不終i斉であ

るので，不rlfr~怜水法が絶対!下Jに利誌であるとし，この不lf[r給水の利益役目在保して水のìl{ï't を防ぐた

めには，ノ三ゴブ。その他部品についての選択に十分ffliZしなければならないと，幾多の災担1Jをあげて
ひ

説明し，一一外に木樋水道、liI!:j:の行きブJに対する批判をなしつつ，新しい水j立のありつ1を慨殺してそ

のiiij引きとした。

2 使用水量

ついで水論に J.;いて，ノ]くi立の設計もくろみについて決定すべき初 1~:奈は水立の問題であると

して，まず fギリスにおける大都市の実智1Jをあけ，これをさらに用途引に分析し，日本人の'Jj舌状

況および官l慨を考1在、して，これを次のように見込んだ。

すなわち，イギリスにおいてはもH]}ll人 1日のIf);Jij:iil土21ガロン (95.4リットノレ〕であるカむ
かわや

口木人の湯合はそれより廊JTI({史iiJjJTJ)の3ガロ Y，一一般j先たくJilとして1.5ガロン，製造および

阿!日分の 4.5ガロ γの百l'9ガロンを節約できるが，入ぬのため 7JIロンのntii'tを考慮し 1日の使

J!JJI\:を 19 ガロンとHf~)_1I ~， -f1不におけるむ下のWrfmを見込んで，20tlロY(90.8リツ lル〉そ号|岡

の使川市と見込むこととした。

3 給 水 人 口

水)立の供給人口としては，明治 16年 (188ヲ作) 1 JJ 1日現在の横浜の人口は町一切地の外国人を

徐き 71，780人で，これにド11IJのJ1T;'WtJ也 1，5/10人， iJJ子j苦情地 3，250人の外人を加えると 79，570

人とたるが， 111 .~F gl'-HW地は(1 ) j¥':j{iで水任を保持することが附iili'であること， (2)工事的がか

さんで料金がS!さ行わぬこと， (3) LU千の:11戸水は比絞i'!'j純良であること， (4) 家屋は庭[it\l~~

によってj凶史的政的で大火の心配のないことなどの点を考}，@してこれをはずし，さらに市周辺の人

n政的の地l戒を除くと1['心部の供給すべき地域の人 11は余人口の 797C:;二71る63，000人と計算され

たが，行司:'q:.1 1l 1 における刑問を見込み 70 ，α)0 人企;1~liÎ*合水人r1の対号とした。

4 総水量

ζのようにすると 3は， 70，0ω人に対 jる1人 1口につき20ガロンの出i合は， 1 81，400，OC日ガ

ロY (6.357立 )jメートル〉をJWすることとなるので，これをaι1~I'Î水 b? としたが，この7K:!tt{主主i分

の!Hlは限J'_(j')ji)f'>.:f祉のJ，ならず，船舶の『?ηiJXをもあわ世供給することができる見込である。
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しかし，ひるがえって考えると J 水i立の施t泣i土i主でん池・ろi也池・貯水池および各級機械のよう

にその需要に応じて，その出設を符易にね']Hできるものは日IJであるが 呼水管のごときは一度施設

した後は他日増強の場合その改設は芥坊でなく，開設il，ti'よりも多額の工伐を婆する災↑fiであるので

〔鉄管の口筏別にその削除と 7JIt:l止を比校してれ制1汎IVJしたJ，横浜のように日に月に発展の等しい

所は，その l首途を巧一えて計回i~，その工ドの終的についても政良fikJXítの方法をとることがきわめて

必要であるとし与水wについては給水人仁Iを立if;氾 70，000人のほかにさらに 30，000人を加え，

10 日， 000人をもって~'\'Dfij人口とし，その7)く九?を 1 n 2，000，000ガロ y (9，080-;，ムフJメートル〕を2"礎

として次のようなもくろみを起した。

5 もくろみ設計の概要

tí~ 1 水市1からTliI人]へ1THI2，000，000ガロン (9，080'1方式ートル〕をiill水するに十分なる大き

さの木信

tí~ 2 、当初は海水平均平而 k少なくとも 140フィート (42.67メートル， 本港海詩句、ら 130フィ

ートの刊さ〉の貯水所へi1ifI i;'i7kを 1，400，000ガロ y (6，357 j'(ブJメートル〕ずつ送水すること，

そのIiト水所を設けるN:院は. ~!Í"モ山のTn l二またはその Jjjj'jとする。そして不断ilミによってこの水笠

を市内lこ給水する。

Zg 3 z}cをm(ftにすること，ポンプをもって水を吸収すること(もし必要とする場合)，および水

量円E当均一の諸装夜をなるべくnn.r}lにかつ日臣官11で 1rl 2，000，0日目ガロン (9，080立方メートル〕まで

の7}:::E1Iこ1，1;ずるようにt広張するブJ法

以ヒの条件を仮本原則としてその求めるところを返する方法は， (}¥のとおりである。

まず水源については五えも終i斉的な自然iAe下のブIJi:主によって， 140フィー 1，(42.67メートノレ〉の高

度において横浜へ供給する地は近傍の山永山河には到底求むべくもなく 1肢もi邸主なるものとして

多摩川における直線距離 7 虫 (27.5キロメートノレ〉の~1f以下十と相模川における夜線路自民 8 史 (31. 4

キロメートル〕の'1'llll'村のJ二日1¥である。

丙)11 とも水政はきわめて純良で水虫もまた卜分である。水i'D~iから!!!}毛山頂上までの導水は鋳鉄管

をもってすべきであるが， i't鉄骨の悩絡は横浜il立し 1ポンド 2セ γト 〔当時換算 lトYおり 61円

50銭〕を見込み.iIii記両地点から野毛山に 1n 2，000，000ガロ γ(9，080立方メ{トノレ〕を導水し

ようとすればその延長およひ工的はixのとおりである。

多摩川 鉄管延長 18マイル (28.8キロメ{トル) エ'i'， 651，000ドル(当時換算 911，400円〉

1刊純 I11 " 21マイル (33.8キロメートル) " 739，OC日ドル( か 1，034，600円〉

また両河川について約 5マイノレ (8キロメートル〕をさかのぼって撚而 26日フィー 1，(79.25メ

ートル〉をさらにおめるなら，その延長において増大しても，その守口径において減少するので工

伎はかえって次のように安く t.f:..'る。

多摩 I11系統 r 1~ 
相模川系統 ル

611，【00ドル 〈当時換W855，4001'1) 

676，000ドル 〔当時換算 946，400 m 

この工費の 4分の 3は海外からの愉入資材〔符その他〉に仰ぐことを考えると，この意義は大き
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いのである。

なお，相模J1[の小交流のうちに線市 300フィート (91.4メートル〕の地を水源として求めるとき

は，野毛山からの~g隊 22マイノレ (35.4キロメートノレ〉で工事'{'1515 ， 000 ドノレ(出時換算 721 ， 000内〕

となる均九 これはその地点の地形を考えると， 工事の施行が困難で， j色成おぼつかないのみなら

ず， 1可流の容量小さく数年間にわたる粕密な流設の測定をしたうえでないと採用しがたいのであ

る。

また相模川に而する中野村から幅 247イ{ト (7.3メートノレ)， i京さ 67ィート(1.83メートル〉

の!iliド'Tを綴浜まで疎通L.，横浜市民は同運河からそのm水をくみ取る仰があるので，その工伐の 3

分の 1を負担させるもくろみがあると聞くが， このようなことは長年月を要する随行凶雑な大工事

で急川3の場合に1直せ-1'， また河水の汚染も免れがたく，満足な用水の供給施設としては実施を勧奨

すべきものではない。

{];:に，自然tAe下でなく横浜の近隣にある誇河流の低い平聞から，所要の水量をllif毛iljO'j水戸庁にボ

γフ.により引き上げる方法について考究するとき，横浜の降雨量は平均年!日 70イγチ(1.78メー

わけでひでりを統けた 3年平均雨量;は年56イγチ(1.42メートノレ〉であるので，いま7た発および

fi(j物の吸収， 耕地へのかんがいはしJ上の霊を 251:/チ (64センチメートル〕余りと見込む場合は，

ひでり 11与に 30インチ (76セYチメー lノレ〕余りの実j止を残すことになり， I!liiHにおいて要する年

nnノ');::fiI703，000，000ガロン (3，192，300立方メートノレ〉をまかなうためには， }~:i燥JUJの日1lí:Jのため

に370，000，000ガロ γ(1，68日，000立方メートノレ〉のi!'i水場を設けざるをi-qないことになるし， こi'l

を設けないならば集水間積が31，000エーカー (12，545ヘクターノレ〉なければならないことになる。
.と怒ら

この条件lこ近いものは雌子川と鶴見J1[であるが，水'l'i1'l'Jにも水並的にも不良，不足であり， 主Tこ

水面上昇の必要ーもあって工事授がかさみ，水道用水水源として推せんしがたいものがある。

6 多摩川水源案の設計

ひ

多摩川からの引水については 12年前の木樋水道は失敗であったが，
ひ

その水質は軟'I!l， ii'!i'I'で財、

もよく，水量も豊富で木樋水道当時 1秒時8立方フィート (226リットノレ〕という 1!¥¥111の大量水を

]反り入れたが，かんがい水になんらの支障もきたさなかった。

また，現在東京i!iが，mすにおいて多摩川のJ[X水Zとしているが， これもなお十分の余祁があって，

現在の利用には関係なく今後50im[J絞iHが要する給水源となりうるであろう。

すなわち，多摩川鹿島閃付近から 11'12，000，000ガロ γ〔日，080立方メーわけを導水する工事

授は次のとおりである。

-. 
[¥¥乙 術 f!j 安n

.~. 

鹿島町におけるポンプ，OJEi

野毛山におけるポンプ場

野毛山初水管

方白 it 

n又入口において抑制りからitでん池に防止のため
6馬力蒸気機械2台付属施設いっさい

山ろくから頂上まで拐程16日フィートの 36馬力
揚水設備3台付属機械とも

口径18イシチ鋳鉄管延長5，000フィー}

vlll 11 I当時換算額

7開削 9，800[ 

6日目D剛 84，000 

26，600 
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方メートノレ〕の，.!i7主能力とすることができる。

なお，ほかにiIi内配水幻ョコン)1'1'1として 258，0001ノレ(当時換算 361，2001可〉を加えるときは総工

費550 ， 000 ドノレ (~í時換算 770 ， 000 pl)となり，給水人口 70，000人に割り当てるときは 1人およそ

29シリング (11円〕である。また完成後に裂するポ yフ巡転伎を利子とみたてて計算すると ~Xのよ

うな見絞りとなる。

名 称

J止 ，~b111ノk源から野毛山貯水池までの工授

， I{内i"î~;j( 1_;;;工事1~

ポンフ.運転授を干'1守とみたててfifÇ~ した元金

計

当 時換算額

1 1]末llt~C初日，ωu
ガロソの場合

一一三瓦雨下Z

258，000 
195，600 

745，600 

1，043，840 PJ 

1 fl示1ft2，OOO;OOO 
ガロ γのJJ;}子7

317，叩0ドル

319，500 
235，500 

872，。∞

1，220，800 rl 

J;( _I二

この報告1!?は，明治16年 (1883年)4月11日に提出し，さらに配水管工事その他について書類

の111，備 '1'であったが.1Hではこの報告におj し符々調査研究を設ねたtll 果.さらに祁絞川をノ'Kiú~ とす

る第二安について調査するよう第二の指令が発せられ，パーマーはただちに災地調査をL，その結

果を次のようにtfC2報告書として提出した。

第 2節 2高2報告脊…相模川水源主主要約

前書 き

明治 16'1二(1883年) 5月 1日中日模川水源についてもくろみ方の下命により，三ケ木村における

水道llíi入口予定地付近から野毛山まで全巡の平而ならびに~'~低測量をした。この距離は 30.76 _".イ

ノレ (49.5キロメートノレ〉で，時あたかも米・麦・野菜の繁茂している時期であり，かっ日時に余裕

がなかったので，やむなく道路について測寂したのみで，現地について水道線路を確定することは

できなかったが，実1jI!iに際し経過すべき道筋の火体については調査を終了し， :;t:工事授の予算を定

めるのに十分な下調べをすることができたことと 1~'ずるのである。

2 取入口

取入口の位il'1:は相模川とi且志川iの合流点に}Ifい杓桜川布陣がよい。ここの水而は季節によって杓

述するが，海面IからのJfZさは従来の災級によると 335フィート(102.1メーいのから 356フィー

ト(108.5メートノレ〕の問である。この最低線は各Tlt$ilの基礎となったものである。

この辺の水路は険医な丘のrTIi日を流れているので，他の河川にみるように空ばくたるけ:を水路や

砂川がしばしば変動をおこすような心配はない。また取入口は11ZのhT，あるいは河流の激しい

筏聖書を受けないような場所を選ばねばならない。

液入口は川から短距出ILの狭い扱割りを設け， 内官官を細万i来日食で塗り. UA径 7フィート(2.13メ

ートノレ)， i奈さ約 27フィート(8.23メー iノレ〕の弁井にil!1じる水路をつくる。弁井およびt属製り

の底は海面からの向さ 331.5フィート (101メートル〉より向ないようにし， また川の最低水面か
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じんが』

ら3.57 イ{ト(1. 07 メートノレ〉以上下らないようにする。 1目的りの入口は態芥がi~Eれ込まないよ
たい

うに細かい鉄網を張り，途中にl亨さ 3フィート (0.91メー lル〕以上の納1石の堆墜を買いて水な通

過させるようにする。

ここの水は多摩川と比べて降雨期においても渇水となることが極めて少ないので.これだけで沈

でんi也の必要はなく，ただちに水管に流入し野毛UIに送った後ろ過してさしっかえない。弁j¥には

井頭l己水門最ーを設け，その上下する作用によって必更に応じ流入をdめるとともできる。との操作

その他のためひとりの住人を置く必要がある。

3 導水 管

水管はその中心を 332フィート(101.19メートノレ〉の水平に託いて弁当l'の底から敷設する。水管

は傾斜の皮ならびに水の圧力等は実に微々たるものではあるが，地Z!~の持のことを考えると陶符を

すすめることはできない。

効用・保存・経済上等について種々熟考すると鈴鉄骨のおにt-Jllるものはない。

水管は取入口から相撲)I[のお伴に沿って 1-，，"'(ノレ(1.H ロメー|ル〉につき 6フィー 1.(1.83 

メートノレ)，すなわち 840分の lの平均勾況で磯11併すまで敷設する。

右のうち，取入口から 4マイノレ (6.4キロメートノレ〕の!lllはところどころ険阻なお慌をj府内I[L，

または爆薬を用いて破壊しなければ水管は敷設できないところもある。

磯:'if，TIは海抜 2867ィー 1. (87.2メートノレ〉のI~~~ さにあって，この付近から水:ではi'il枝川 ;ú:iを削li

れて'fj向を1五じ，同じ勾目日でi党中高まで敷設する。 この11Thをil&ぎて 3-， 1ノレ (4.8キロメートノレ)， ~'i 
必たぴら

入pからのE日雌20.5"イノレ (32.8キロメーわけでl附子JI [の上流に迷する。ここのノk竹の ir:~ さはお

よそ 290.5フィート (88，5メートノレ〕で 1"イんにつき 6フィート(1キロメートルにつき1

143メー!ノレ〕の勾配であるので，最大水量 1日2，000，000ガロン (9，080ji:方メ{トル)， 1砂時

3，7123立方フィート (105リットノレ〉を道水する導水管は直径 18インチ (460ミリメー lル〕であ

ることを要する。

この区間中最低の場所は海面上 2347ィート (71.48メ{トル〕の境川相illfriis所である。相模)I[

1日入口の最高水平商より低いこと 1207ィート (36.58メートノレ〉であるので，ここに民間中最大

の122フィート (37.19メートノレ〕の水圧が加わるしだいである。
t.t;'[fら

次に雌子JIIJ.jj]E部地点から野毛山主では河様の方法によって，平均勾f!i"G1 ~イルにつき 14 フィ

ート(1キロメー lノレにつき 2.67メートノレ)，すなわち375分の 1の割合であることがわかるから，

水?ィの直径は 18インチ (460ミリメーいのでなく， 15.5インチ (395ミリメートル〉に減じうる

わけである。
h'~ぴ色

この差呉の生ずる申fl手J1[の上部に接合ヂ{を設ける。これは 18インチ (460ミリメー lル〕の水行

で水を入れ， 15.5インチ (395ミリメートノレ〉の水管で水をi去る池で 15フィート (4.57メートルヲ

と9.57イ{ト (2.9メートノレ〕の長円形で，深さはわずかに 5-6フィート(1.52-1.83メート
いつ ，ぴら

/レ)， V Yガi宜りの内面をセメント塗りとし，溢水放流のため水官ならびに係を設け，流入lごIにはノk
!!:tr; 芝"&

主主の加減および締切りのための扉を罫ける。とこにはこの肝z操作のためひとりの番人の居住を必要
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とする。

この接合井から採高 165.5フィ-， (50.44メートノレ〉の野毛山頂上におけるろ過池までの水管

延長は8マイル(12.8キロメートノレ〉で，その勾配125.257ィート (38.18メ-，ノレ〉である。

水管l土地下に埋め 3あるいは管のとに土手を築き，土中 27ィート(60セ Yチメートノレ〉のi奈さ

とすることを要する。

しかし，数設後遺7kL.接合部の漏水のないことを確めた後に土をかけ主たは土中に埋め込むのが
たい

よいc 水管にピ空気¢堆積が水の流速に対L.j妨害を与えないよう水管の各高所に排気口を取り付

け，また沈さ物の除去あるいは修理の際管内の水を排水するため排水口を設ける必要があるc

また，必要に応じ台地をつき固め，あるいは堅固平坦な基礎を造る必要もあり，水管の沈下につ

いて危険の矛防を講じ，特に地震の多い土地がちから柔軟質の関節を本管お主び横浜市内の水管に

使用することを望むしたいである。

最後に必要なことは水道施設用敷地として幅107ィート (3.05メートノレ〕から 127ィート (3、

66メートノレ〉までの土地を買い上げるかまたは使用する棒汗Uをうることである。

4 水質とろ過過および配水池

相模川の水質については最近〈み取ったものについて定量試験をなしつつあるが，昨秋 (sJJ治四

年〉行った分jf'試験の結果は良好無欠のものであったし，河流一般の模f長からいっても，取入口付

近の姿からみても，これ以上求められないほどの清浄水であることは疑いを入れない。

しかし，水質が良いからといってろ過をやめるわけにいかないから， 1日給水量 1，400，0ω ガロ

ンく6.357立方メートノレ〉のための 3i也，および将来の需要に備えてなお1池と計4池のろ退池を

設けることと，水量およそ3，000，000ガロ'-"(13，620立方メートル〕の配水池が必要であるが，こ

のことはすでに第1報告書に記載済みであるから重複を避け，ことでは市内の配水管について述べ

ることにする。

5配水管

将来の給水人口の増加を見込み，火災のおりに屋上まで水を昇圧する必要を計算に入れて，直径

8インチ(200ミりメートル〉以上の本管や枝管の配列方法は別図(旧告〕に記したが， 5インチ (125

ミリメートノレ〉以下の小形枝管や制水弁，消火せん等については現場に即して光行することとした。

市内に官を敷設すべき街路の延長は286，1677ノート (87.2キロメートノのであって，その間消

火せんね約300フィート (90メーわけごとに 1個ずつ，計9501困を設けることとした。

6 給水工 事

外国入居留地汁の家屋ぷ銭湯その他大商白等は道路本管から屋内への引込みを希望する!と違ν、な

ν、。

この場合外l菖では設備または修繕費は家屋所有者，または現住者の負担であり，またこれに使用

する材料については規則に適合するかどうか，あるいは十分熟練した取工に施行させるかどうかを

監視する権限を水道局が持つことになっている。

これらの家事用水管の材料については庄力・風土・気候・水質その他によって種々異なり，量鉄・
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~t::ん

鈴等諸説紛々としているが，横浜には亜鉛鍍鍛鉄管がもっともよいとf仕える。

7 共用せ ん

日本人の大半が各戸に水tj;IJ:引くということはできないと盟、うので，街路の傍に共用の大型のノk

せんを設けるがよい。この方法はイギリスでは不便であり，また水の浪費をともなうので怒いとさ

れているが， t9iiJi;ではこれ以外に方法はないであろう。秩序盤然とした日本人の漏良かつi弘法性に

かんがみ， 1 ギリスのような弊~~:はないものと信ずる。

この設備を't'lbJ150 フィート (45.7 メートノレ〉の~[!雌ごとに泣くと怨5とすれば 1 ， 450 ~を安す

る。

またこの)1;)1]ノトせんの使HJ戸数を 16，400戸と見込むときは 11主について 11戸ないし12戸の割

合となる。

8その他

後記するように外 11'1から購入する水管その他の付属品の設，および額とも巨額にi宝するので，経

済上および効力発搾のヒからJij材の選択と仕上げ後の厳重かつ誠実な監併は，はなはだ重要であっ

て，塗料笥についても拘Aした浅料をi!J!J1Jさせるなどのことについて，経験に1irみ信用のある商人

を選んで発出「ることがきわめて肝要である。

伽l水弁・消火せん・水せん類・その他セメ Y ト等の的入についても，そのj主に熟達した人に質問

されたなら泌するところが少なくないであろう。

9工事費

(J~ に」ニ"己によって工~lrlJì:を計算すると<)(のとおりである。

JLtしLJL-1JL一一一竺 I~I{ l!t J 1i'l flR~三位些盟
ムjU山再築n 1_____ _ ___.1____ l.c_J_2些 -zd 

| 一一一一 1---- 1 Hールじ !- _J 

使fr井 h~i築 ï~ マイルI ~，~，I. 150li 
l吋iモ21インチ$!.)鉄 1 20.51 13開 1 501，512; 1 

持 *.1慨 凶 I i "J~ 涜 I ..". ".J~ 846，846.90 
工事 1'1: I叫従 16(ンチ ilj鉄 8.0 8.951 126，町!

1 '0官?蚊此ぷ立1代X 1 11 

-r.' .. 引山lド川Lリlの川胞T.1貨'1I 主rVVドM附ト可[凶品N川蜘l蜘紙蜘ρ叫 Pパ州州Ji川lはt川 び的凶山川川υ円川川"吋引州帆川'[引刊川J打川川川)1川川11川iリ!州川! | i 叩 6

l仁:コ「川|主EトF戸に戸二τ二二r，~I'i;示而而戸L示示戸日i瓦戸円i戸司7川l司\ilk一l:7可i;Lム雨;;L雨i示州iイl 
i 7:乃"過品3宝剖!山丸 1ロ3.1プイ一ト" 能力

tけ 水 i 700，0印)ノfロン
1'. 'J¥ 1'1 i 

|山 本 池 |長さ 190フィ-!'， $IJ 144フィ
卜，深さ 18フィート

貯ノ点k一k泣k吐13，1 

十_，ルb インチ ヤ』ル

2，700 10 --1，440 I 
2.91九13 8 ←一 1.413 I t，:字ぎ河B毘.fJ.1 

机叩一……]川川川h附Iげ1~III'γγ配川町水11<. 'i行，;' T'Iドi 

35，991 

1 i也 53，3::!O 

インチ ヤ』ル

10 --1，440 
8 --1，413 
6 --9，510 
4 -25，3皿}

-\'-)~I 

95，549: 
4
 

9
 

0
 

4
 

Q
U
 

U
 

250，391.971 
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(i_t) 2H 1 報告，n:の換n~'上当時 1 ドルにつき 1 I'J 40践であったのでそれにより， 2HZ報告古?の際は 1ドルにつ

き 1I'J 33.l 3厄iとなったのでそれによっfこ。

このぷ討によるすí i!寺の鈎鉄~f~;価格は(Xのとおりであった。

イギリス!見Jムi吋から自il1'j'{まで 1トンにつき

横浜地までのB1i.t グ

保険料・時U111(・港内引波1~ 11 

5ポンド

40γ リング

24γ リング 3ペンス

8ポY ド4 シリング 3ベンス
円 盟

〈当時邦 nl良 W 5972) 

この相校川水1ぬと河~ 1 報告 zf; にあげた多庫川}{!iKJllIノKiJ)~のもくろみとをJt絞すると ， ?xのように

なる。

11 (1 6水，3品57l立，4方00，000ガロン || li l 9水，凶位02120f日プJ目，000ガロン

4'1 刷、
メートル)のj品(;- ( メートル〕のJh)u

T. :'11: ï~ I刊 介 工 、lul「行「
ドル J

!止品川ノ'1¥ ilY!l 745，600 100 872，000 10日

キ日 1.i1 }II 7 出1 968，500 130 1，040，000 119 

このように相撲川水j!);lは鹿島III水源に比較して多制の資!刊を裂するが，相模川は事l'京川以内の}II

であり，かっ水刻、は十分担1:'iIo
;なので，ノlj(fu1iとすることは有利である。

相撲川水源コニ'lf1'1は，日 f止.1，400，000ガロン (6，357)/:ガメートル〕の拐合はliif;;己のとおり 968，5

00ドノレであるが， 9 ， 500 ドルの 1 ろ@1'也とおよそ 62 ， 000 ドルの自己ノ，}(t~;を泊没すれば FI 主12 ， 000 ， 0 日 0

ガロン(

に供給することがてでP さる。

この工事貨を人口に訓り 1liてると原仙の平均は， l!lfJJ 0)場合は供給人 i…I1人につき 13ドル 83て

ント(カlI!j:邦 Úlli!典W181'J43~_え 5 厘) '(あるが，ノ'J(jよなJi;~)J!Iし/こ l];，jfì;こ(j:， 1人につき10ドル40セ

ント C"j 時 )q;(il!i tf!! :9~: 13 [IJ 86銭 3}!JI)，すなわち 38シリ γグ 1ベンスとなる。これはイギリスにお

ける一目立、I'.J!，Jとi七校するとやャ低!艇であるといいうる。

10 維持管理策

剖UH~川の概算は;xのとおりである。
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名 柏、 j負 綴 1ドル換算額 j邦価換算額

人 関 同 開

掛 'll 1 100 100 1，200 

liIi Jl)J 'r:i l 50 50 600 

m "己 3 50 150 1，800 

iIi f1j 71 せん昨人 5 12 60 720 

JI' 入 日 目? 人 1 12 12 144 

Iま ノT )1 T昏 人 1 12 12 144 

月読 ヨ: 8 8 64 768 

収 H~ 上1 5 20 100 1，200 

印刷費および 'Ji 務所，1~ 52 624 

事務費小計 60日 7.2∞ 5.400 7.2∞ 

〈コ. j邑 1~ l，OEO，3日6日セ0ガンロン見(4積，5る40立方メートル〕につき
1ドル トと 700 933 

14' 1.) 修 #i ・ 1主 2，000 2，667 

臨 同 1~ 90日 1，20日

維持質合計 9，∞o 12，000 

すなわち総村伐の(，1衡を 9，000ドノレとし，主主"主'{1ftこ対する利子を年7分とみなし，さらに|日債の

償還を合めて計算すると(J(のようになる。

i何 訳 !，j'-部川 4額(紙幣)I 

制t i年 :1'1 )TI 

~，泣 :I~ 利子

IrJ fii 官i: I室内

" 

計

11 料金と収支の関係

ドルFl'

9，OC日 I 12，000 

67，9C日 90，511 

3，600 

16，000 

122.111 

lri:i 要

大凶行かむのm入 18日，0001'1を 50年償還に在IJり刀て
た!，fn式全
負担i159，9571'125 tlを 10 か11~に割り当てた斗賦金

制 jに供給する水即日1，400，0∞ガず (6，3570'1:;;メー「ル)，すなわち l年に511，0ω刈 0

ガロン (2，320，000立方メートル)であるから，この1，llNii'1122，111刊の収入を得るためには1，000

ガロン (4.54立)，メートル〕につき 24銭の割合の水道料余を取らねばならない。(ホンコンの水沼

会ti:-eは水道メーター1<1日n料をJ以るほか，ノ'K量1，000ガロンにつき 6ベンスから 9ベンス，すなわ

ち11本金 19銭から 28銭までの水道料金を取っている。〕

したがってし4日D，OOOガロン (6，357立方メー iノレ〕の水をHHI70，000人の人が 1人 11" 20ガ

ロン (90.8リヅトル〕ずつ使用する仮定のもとにおいては，水道料金は4陸 8毛に当るので 1H14 

銭 5['豆，年制で 1f'J75~Qである。

なお今後人 1'1が 100，000となコて 1日 2，000，000ガロン (9，080立方メ{トノレ〕の自己水をするよ
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うになれば，維持貨の増加会見込んでも，毎年相当な残額を生じ，破損等の予備伎に充当できるこ

とになろう。

百}l報告書lこ記した使用水量についての説明にもあるように 1人1日の使用水量20ガロンは浴安

m ・商業用・ 1~r公署j日やさらに船舶・邸宅・工場・旅館・庭園用を含めたものであるので，一般家

事用に使うものは平均 1日11-12ガロン (50-54.5リットノレ〉程度である。

したがってこの割合で一般消技者の支払う水道料金は， 10ガロンとして l人平均年額88銭程度

となるであろう。

なおまた各家庭の等級にしたがって料率を変えれば.一般人の水送料金はいっそう低成となる。

イギリスの例をあげると多くは戸数割りで人頭;切りではないが，これを人頭~ttJりに換算すると平

均 1人ijおよそ 4シリング 10ベンス(1ドJ80銭〕となり -Ii'ijj己1人1日20ガロン使用の場合の料

金lドJ75銭に匹敵する。

12 結び

この計凶がこのほかに火災防止」ニ火なる効用のあることはまちがいない。大火事の多い綴mにと

ってこのことは{岡(直がある。

また個人が自分の住居から12-13ヤード (11-12メートノレ〕以内において，水せんから浄水を得

ることのできる利誌の点、を与えると，一般の人たちが 1日も.!t!.くその災現を望んでいることがわか

るのである。

宮高 3節 メ-"?ーの計画について

パーマ はこのように?か月の聞に多摩川水限時i校F協のふたつの設計を完成したので

あるが，このふたつの W~.:;"-Bはlìiに多摩川と相模川をノ'j(1Ú;i とする別 fltijの調査報告書ではなく，この

ふたつの!l<3u;i'2論じながら，ひとつを前総とし他を後編とする水道事業についての言l'ii!iiのあり方か

ら，施設の施行 )j法ならびに事業の述'l~:fに rl\J してまでまとめよげたひとつの水道事5tMft}#惑として

初めて，げしが日本にhIlii没されょっとする神奈)1]!11Uこl'JUUされたものである。

すなわち~~ 1 縦告 t立の冒頭に不断給ノ'j(を尚 t~ としての近代水道のあり方を説き ， ~Xに本論に入り，

まず水道設計の?111要素は水:廷の決定のj問題であるとして，そのJfI途別に分析し，国民の生活慣習

に触れて l人 l日のJ自殺水量を決定L，現在ならびに将来の人口を求めてi肝要水;監を決定する方式

を説き， Ü~ 2に市内西日水のための自己水池の山iさを決めて野毛山浄水場を決定し，ついで水源につい

ては最も経済的な自然流下によって野毛LlJの頂上に導水する最も近い地として，多摩川における谷

保付と相模)I[における1[1野村の上流地点在あげ， 両者とも水質水i止の点について qJ分ないとして

いる。

そこで，雨水源をさらにさかのぼった場合の水源のおさによる鉄管の官径と，それにともなう工

事費の関係を述べ，このヱヰJq'lの 75%までが輸入すべき鉄管代であることに特に情意しなければ

いけないとしている点等誠に教科書的指導ぶりである。

なお，ここでパーマーは相模川の支流で，棟前のより高い地点を求めると工事授はさらに低限
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となるが，地jf0上工事の胞ヱが凶器Ji"C完成がおぼつかないと弱音をはさ，水量的にも数年にわたる

潟水WIの統計を~~ないでは不安であるとして，ー胤の価値を与えたのみであるが，これはパーマー

に与えられた調:任期1mが短WJli!Iであ!J，かっ， 11、ケあたかも樹木の繁茂JVIにはいって現場剥盗の関税

も!J日わったためであるとともに， ~1í n在外凶人馴れのしないJ'-{(i~~いいなかではパーマーも敬遠される

一方で協力も乏しく，令部調査がJU、うように巡ばなかったに迷いなく，また求めても>111かい基礎資

料を{-tj.ょうもないというような随々 なJ悪条件から，これ以上つっこんだ奥深い災地調査ができなか

ったのであろうけれども，制jJ2工'J¥の姿や，その後の改良仁'J;から今日までにいたる横浜水道の変

遷在見るとき，パーマーがi泣;ぶ)11-，¥0 'I'i.lt川にまでもう一歩測fEを進めていたならば， 111ネJ)からポン

プi島水等というような不経済・不安定性のものでなく，もっとすっきりした姿の水道が生れていた

に違いないと考えられるのである。

さらにこの報告芯はあるいは使用材料についての出芯や，完成後の経営上のことにまで論及し，

事業もくろみ3としてきわめてl九州にわたる周到な泣立でしく〉されてし、て，日本で初めての近代水

i註のtITi jM:~_r.とし，また参号【日としての 1州直はカ n:î'，減:こ大なるものかあったに違いない。

この施設については時の政!付としても， 11時の横浜の災tnからも，またlsJ際的立場からも，急述

実施の必要を痛感していたのである。

しかし，当時としてはあまりにも同期的であり，また7庇illl'i'Jな新規事業であったのみ伝らず，そ

のこGl;:ï~においても 1 ， 000 ， 000 f' J の巨説1に;土するものであるので，その!此!牲についてはまことに大

なる関心のまとであったのみならず水防水辺の]IIj例もあって， f也iMまた命脈の不安・危ぐの怠もな

いわけではなかったのである。すなわちilijjilJの施行された明治2311'-(1890'1つにおける横浜市の年

間総予算額が50，00ぜ3余であり， ]l{jが70，000円余であった尖↑143からすれば，その 2日{古にも達す

る水道工事費という二とは会く思いさった事業であったしだいで，九時宮内卿であった伊除博文も

大きな関心と心西日を511 せて'う l! のような手紙をj]，Jj:の t1jlfi戸川 ~lf~~1に j孟って，ともかく 1 ， 000 ， 000 1'1 の

玉三事業なので，手rもものないようにパーマーを紹介するから関係者I1Uで懇談するようにと，わざわ

ざ申し越しているしだいである。

Wi浜白水道施設計凶について伊絞博文からi中県令に寄せた手紙
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0伊藤博文白rf::f"ui
自今巨白浜潜水道新築の計画中にf-J~'i f1原繁より五"1 相版以候保依頼'fj之伎i韮は阿人~'J;従来キ11企絞玉川水を横

浜へ51候w:と応入水を引侠<Jl'之得失を日i較する為一応建築師iパルマー氏と雨と御引合せ被下候へばm既略を

為致烈談候級御双fi'-l 被下皮との儀に111111\候金額百万以上にiH主:~h:栄之Jl~なれば手搭無之総充分;tt得失を詮第

せしめ;ln~なき I白lil芯こそ高々22ましく{王依明乍rfi~j 及!!([会供問不思仰汲努尊芯御一故見皮為念

七)J二一I'-IJ

vil 111 令阪

(ii) なお，伊!時間文也前<1'の人物は次のよフ'.^人とあL。

奈良 b;( 繁

1¥9 

勿々頓首

文

天保5年5月23日出児島部土の家に生れた。生-u!lrYt:{:抵のイギリスlf{艦の鹿児島砲撃に大いに奮戦した。維新

後. J血児島県古となり，明治12年内務位大書記官， fi!j14年波商務権大3;氾'll，のも静岡県令を経，工務大ょZ記

1'Yとなり， ír~17年自を酔して日本鉄道会キ!々長となる。明治25年沖縦県知 '11: として開発にR.すい L. P;J291f~:?J 

尽を反けられた。その弘、元老院議員・ í\ }j~líJt議員・出 '1'断nwú をJ11~任し/\正 7 年 8 日 85才をもって死去した。

向 1111 

安政3年会津?富士の家に生れ，明治 11年イギリスグラスゴ{大学にiY2学理工科を修め，附 16if.仰朝，工部

省にtllft~鉄道の工 lトに従'Jl L.，同 23:q山防鉄道会社枝川長となり， 1日J2411工学博士を授けられた。

その後筑11鉄3位・ J面{旦鉄道・阪鶴鉄道・南海鉄道.f!ßl日J鉄道・ 111~鉄道・ '1'足鉄道・r，~f ì:ilJ:鉄道・削除鉄辺お

よび阪神m鉄f?の各社に社長・技師iえあるいは雇!'H!IJとしてl立任 L また大阪に鉄道工務所在[JIJ;没したが， 1日J33

6!'.I!~i:l!ト鉄道株式会社々長就任後， 1"137'f. 1 n 18 IJ 49才をもって死去した。

ザ11 W" 令

ドl'てJ'I日と科、[..，災保 11~f.鳥取滞江戸詰めの絵fliji-峨の子として生れた。

日ijJ泊兄'íI~ 2 )L1己Hプjとなり，応U~方頭取・ Jj~都邸克・権大参事と昇進し，1ft] 4 ir引を百I'して岩倉具視にした

がって欧州品囚を巡波[..，イギリスj'.:W1E8 ;(1~ Q)f:がポ籾，外務行書記'臼・神奈川県令・元老院議官を経て府県\n

'JI:をI制壬して1'-('族院議員となり，ドj33 jtcljJ IT')を反けられた。大正元年10月73才をもって死去した。
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第 1編 近代式水道の創設〔明治18年~20年)

第 1章神奈川県の新式水道起業認可の申請

íìíî記のパーマーの!:í~1 および~~~ 2 芯見弐に月山、て，干Ill~~)IH~~は続々の角度から調査研究を進め

た。まずそのひとつは当時としては匠綴な工 IH'(100万円のねん11りJ/l、であ!J，その財源であった。

当時米側は正米取引が 1石51TIないし 6円程度であって(家庭の購入は1]1.6-7.5銭程度であっ

たろうか。〉人夫氏が 1iJ 25銭であったことから比較すると，今日の時仰がその 2，000俗ないし

2，500倍の約合となる点からみても，このエ1jr.f'1100万f'1の比重がわかるわけである。県は自力で
ひ

はもちろんこの余力はなかった L，民間の尖業家も前|司の木樋水道の失敗にこりて，との大金を投

じてまであえて事lこ当るという者は全くなかった。

外凶人のうちには故IT'Iにおける経験から，水道事業をヰT%IJなものとし， τ1[.:%;i1主fiの者Jti止をーイiする

15もあったけi、ども， di外iHfftiこiffしみ. WJ郡t自立三1mのない官五みを焔感していた当2寺の計)苛の考え

としては，生活)TI; くの供給を外 1"1人の手に採られることは市民生活の-[~+r~っこを抑えられるような

ものとして，全く考f哲のほかにあった。

そこでM.:1'去に残る手段は間同ョよりの借入に主つほかはなかったので，県は[はから資金を借りて実

説1)~する ~Ij針をたてた。

ìkはzKfWの問題であって，相模)11 と多坪川のいずれを ì!ttぶかについて的震に研究~0-慮が加えられ

た。その結果は多聞;川は東京引との境，主流れる川であり， L虻に東京iliの水引i;iとしてそのよ流におい
、明----一一、、、一ー~

て大量に取水され，かっ，かんがいTH水としての利rnの況も多く，工司事E担貨fとしては少額でi済斉むが河

j川i日i の文目配E上に封難r~ !;!; 

とする方が行政的に利議であるとし，立52報告書による相模川奈の採用が決定されたのであった。

このことは将来をおもんぱかった明断であって， Jjj水の位泣や方法は別としても，相撲)11系統に

よって立つ横浜水道の悲木1'1'，構想がこれによってれら立てられたわけである。こうして県当局の方

針が決定すると明治 1611令 (1883{['.)7 JJ 14日火12J次のような工事[j:1~j'í舎を内務省に続出した。

h
y
、
百ヨ大の

七
け

1 横浜市街ならびに外["1;1人民間地はすべて飲問水が乏し<船舶用水にも7とぶる問難している草炭とその

一割lも猶予できない実↑11を述べた。

2 との打開i11として次の3索がある。

(イ) 多摩川からヲ|水するノ'Ki邑>>ili;iO:百三

(ロ) 相岐)11から駐日制]~戸Iをかねて制限i告へiJ入する察

(寸前1模川をァJcin;iとしての水:i1i1iIli設茶

以上のうち件当さがhf過と認め九れること。

3 相模川7Jzi品i~1はパーマ{の設立1 に悲く新式ノk泊施設をなすもので， その工事費として 1，273，370円45銭
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の巨額にのぼり，一般民11¥1を勧読しても前日の失敗にこりて成立の見込のないこと，民主?外国人かιは木計

闘を引受けたい行の申fHがあるが許可すべき筋fyでfμ、こと。
ひ

4 lix終的に神奈川県営とするほかなく，工'1r!~は一時間f;!Iから主IH L.旧悦(木樋水辺の際のi!?入金〕とあ

わせて40qないし50年の元軍関即日 lJ宝とすること。 以 上

第 2主主内務省の工事 施 行 認 可

m当局の熱心な]1![y)と当時の横浜の実↑11から，同もtt立f只に水道新設の必要を認め，内務1'iはその

調査のため土木局属工師ムノレドノレおよび技師石黒五 1-こを派遣し，災地について検討させた。

当時県下津久井郡1¥'野村(現津久井郡下It久子一i問。から横浜まで削 24フィート (7.3メートノレ〕深

さ6フイ{ト(1.83メートノレ〉の運河を間約し，相撲川iの河ノkを疎通して，あわせてその水を飲m

に供しようとする目的を事業内'舎とする会社が明治初年以来組織されて，ゴ:施について節々の悶査

が利1宿に行われていたが， (1) ::r::-jl:が|羽様であり， (2)多11の年月と巨仰の資金>2要L. (3)1収

支が籾i買わない等の事↑iljで災現の述びにいたらなかった訂 i'日iがあったので，ムノレドノレ工飼や石黒伐

inliは一応ζのプランを考慮に入れ，神奈川県の鉄怨水道案との利害についてほ衡に比較検討を加え

たが，]lli河奈は不利としてこれを否定し，旬、{i:f水道にWlして綿密な悶査を;f-j"った結果，この計図を

妥当なものとし，明治17:i'iユ(18845め 11月27日， (1) :C.I::i'l主:100万円にi成じ， (2)明治 18年度

から 4 か1l-にわたって毎年?I57J内ずつ資金を下付するという条{'I で~'î.j長の施行認可の桁令が下され

たのであった。 も
ここにおいて神奈川県は刊びパーマーを顧問i土木師に招いて工事の長刊行t進者に委嘱した。パー

マーはいったん帰国し 5名の技術只を向付して明治 18;1ミ(188551')4 J111日再び来初した。パ{

マーはかねての11豆家に基いて相模川水語R~さの設計を進めたう"ヱマlfj'lの減額もあったので次のJ誌に

ついて一部備担、の変交を中しjJ:lI"'(，mの採用するところとなった。

(1) 1ドI1人の計凶使ITJ水量の 20ガロン (90.8リッ|ノレ〕を 18ガロ:/(81. 7日ットノレ〉とす

る。

(2) 1白人 J~IH~7}:Jnlこ小!?!;?父機関を設ín-j-む。

(3) 将ノk~'!i の傾斜を憎し線路の延長を111約する。

(4) 初、:i"¥;のr-jff:を変 V~する。

く5) 水j丘メーターな1!l~ITJ して水の rnïS: を削lする。
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第 3章工事の実施

ここにいっさいの準備が完了するにおよんで， I~Jìf118 1，1'. (1885 1，1'.) 4 n近代式水道設備工事が

日本において初めて活コ:されるにいたったのである。

木工事は， í可分にもその所~:材料の六三1"を海外からの愉人にまつという~<初めての仕事であっ

たので，当然技術員の義j況がまず必要であった。

工事の実情も当n¥としては山奥のへき地におよぶ長大な印紙にわたることであり，別記するよう

に幾多の危険や難工事にその巡行を妨げられたこともはなはだしく，出IHiに ~:wnをmね，幾多の[羽

維を采り越えてよhくにして遂行されたものであった。また:仁科'1107 万余ド!というお!時の1~幣
仰ij直からす一るとまれにみるこの大工:'1¥をわずか 2:;'-f干FY'のうちに誌li~ させ， 1ザJi内20年(18871，[.'.)その

完成をみるlこいたったことは従業員の到誠と努力と手ヲ;のfJltfl?であって全く択肢のほかはない。

ノミーマーはわざわざイギリスから設計段'1汗助手・際関の壮行・ jr!i~::r 長および鉛工fちの!H町口を11子

びょせ，まず日本人の技術開79に努めた。そして{古川材料については，不良材料は漏水のい!という

建古甘から厳選に努め，良lH3のI2t告やその試験には災状なほどのおT才jを1'1した。主k'i'i'• j(;j'J1くレ γプfそ

の他特殊i刊は1M列からの愉入にí~Jいだけれども，粘土やろ過砂等はf週内各所を11，く王手ねてi菌作品の

探求に努力したもので，初めてのことなのでその労子守も並だいていではなかったらしい。

.I!匹音!日TIの基本は，水源施設および浄水施設のごとく活設の簡単Jこなしうる工ιi干については給水

人口70 ， 000人に対する水位 5 ， 720 立方メートノレを日4?としたが革7j( 1~~;ヱ:f!r.のごとく1't設が守;F易で

なくその工事yfrのかさむ工事は特に将来の人口増加を苦慮して，100，000人に対する7!(Rt8，170 3'[ 

ブJメ-}ノレを対象としての施設とした。

水源工事

まず水i)j)¥::r二三!H土計mどおり相撲J11の左岸で， i1ト久~ni日三三井村字J11井におけるi立志)11が相模川に合

流する地点を選び，ここに 21向の突堤をもってJJ，W~ 口をつくり，これより内径18イ Yチ (460 ミリメー

トノレ〉鉄符2条の誘水ti;をもって1111

水)!に浮き， jlllノk刀}は機械言ごと

なワ，機械・ポ Yフ.および動力JTIボ

イラーが設ぽさ*l."ポ fラーには
えん

焔路と煙突を建設した。 11117Kj!ーか

らの湯水管は内筏14イγチ(355 

ミリメ戸トノレ〕管 2条をもって沈

でん池にポ Yフ'1b)水~， i:.tでん池

からは内f壬181yチ (460ミリメ

ートノレ〕潟水符が浮きf[¥された。

この水j原施設の内認は<kのとお
:t;¥!! ~~水 jE 収入所
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りであった。

]恒入口小間口

;市 3く tri:

1111 '"ヲ!

機械装 F;

開 :5:i 

大きさ 3011' (99平方メ{トル)

枝 問 354 フィート (107.9 メ ~I ル)

水 深 戸j水最低の時も 5フィート(1.52メートル〉以上

内 経 18インチ (460ミリメートル)

frJr ~J、~.:; 2条

内 f宅 10フイ{ト (3.05メートル〉

泌 さ 機械史床IJlか~.) 26フィート (7.92メー lル)

異現レン112:j:!;:和み n，t: J~~ 1.57ィート (460ミリメー 1ル〕

ポ fラー 蒸気機関 3 i~ 

機 械 横型!絞式機関 2f~ 

ホ・ンプ 双行ピストンポンプ 3合

J話程 54フィー 1.(16.5メ{トル)

ヌ']\m:~ll分 4 ~ 5.65立方メ{トル

i吋 f望 2.5フィート (76'Cンチメ トル〕の)jJf~， レン;lj;.;JI り

創設水道の i古跡

取入所と放っている煤突

機械京跡
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id礎からf_(jl1，までのi¥':jさ 6日フイ{ト (18.3メー lル〕

200フ1.-1. (61メートル〕14イYチ (355ミリメー lル) 2~ f王I斗水揚

l、さ 211フィート (64.3メ-1ノ，)1):プJ 形子山澄沈

8.5フィート (2.59メー lル〕解，¥

深さ 4.5~6 フイ{ト(1. 4 ~ 1.83メートル〕

祝日 407.7フィート(124.27メートル〉

1日O分水辺地時fl¥l

事ヱ水導z 
ヤ
」

の区別はーl時的な工事上の便宜からではなく完成後の r~;nll上にも踏襲する月J訟をもってしたもの

で，動水勾自己と地形よから<)(のように区分されたのである。

三井村のJ])i入所から野毛山I下水:l:&)にいたる43キロメー|ノレ余りの浮氷級協は 3区間に分けた。

長 (地形

お，156万割和I収)111): i'~~ の断がい絶肢の'1'胞に線路を築造，ョー '1':1土品も
メ J日111維をきわめ，工幻じ成ft:<b総路に【]f故の予想されるio:!'，白

川 1 』J 区間!。1.64日 比川

田，81j35| キ日以I11 が山Jl\l よりも、じ亡平原lこ iJ~f.入する所から線路は I11 を
メ !1削れて 2 おおむね平たんな制限似の1L¥U!i-に可及的に抗級の
ール|斜路を求めた[6:1:日(17，926)1 

フイー，S[..J 1 11倍以J;Þ-ì~li!féßllliこいたる区 1mで，丘陵の起伏WCÚ::l ，
47，059.84そu 様子刊がえんえんhiil出して水111のかんがいをなすと

メートルl いう形で，線路も利低制折~， )也fl~nß く，施工悶，11で苦心
(14，344刊を要した区

区間l村 名|延

第 1区三=一州尻ベ
けh ・1日・上ト主麻・

百12区 下i持・ l議 ・上幅削・下
i鶴HlJ・的1m・削谷・ l:)11 
1 JI 

上川Ifl・川井・ l'lll井・
今宿・川，r;;j・三1克111・l二
JiUII.坂本.iLr，向・下足

かたびら

}II ・雄子・芝生・ ~Y， ml ・
戸部

第3区

導水工事はまず線路を築立1L. j.t;(水鉄伐を紋設した

ものであったが. /~~ 1 f>Z rmはi析がいの山!似を縫って総

そのrmけい流および路上に促して24路を築;立したが，

カザ庁， j:J:~(百合わせて224.6 メー i ノしの木iiEのt品を当日し，

また線路築造不可能なl正1mはその上に髭~r，;.を波した。

その数 24か所におよひその総延長ずいi立としたが，

1，883メー lノレにi主するものであった。

勾自己よワ低{立の 5 すごい道には欽~.~\;を Ji泣設したが， 19か

ずし、辺rj'由jノk

jlJiのずいj丘はキ〉水プ三いj丘とした。2n2l互の終消:こl:t!:H

3区とのtt統J_:it介j¥を設ij"l:することにしたので，

かめのこ

の訟も適当なi立ii'"l:として， }II~\ 村の危叩 1 1.1 (現}IIJ!'i'f'
b 脚こ

水1)，))がJ望ばれた。 fuE-J-1山はt:¥'-li:'!j292フィート 8ィy

'C 

チ (89.2メートノレ〉で首)~. 1 区の百-~24 -'ij- 以~('f jl十 7):ずい巡

から 1キロメートノレにつき1.21メートルの記目2となっ

創設水道の辺スくずい追跡その間線路の選定については向低!ftifrjlの関係を

調査し，数回にわたる洲敢によって級協を決定したものであった。

式こカ"
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第 3医は際高 89.2メートノレのJ1 [弁l主制!と 50.5メートノレの野毛山とを品目uキロメートノレにつ
~.ftぴら

さ 2.65メートルで品iU;~*民~{tが築造されたが，その I l\JJml!!l し/こ雌子J1 [や水路が交~/!i して析の架設され
かたびら

むもの 32かiifi-な数え， うら1附子川を31l終iD江戸jした匁析だけは地擦が!lL¥く水絡を当日しがたかったの

で，長さ20.9メー i ルの揃鉄つり怖が~設されたが，その他の架橋はすべて木村市であった。

~~2 区と tíç 3 r{のi定合点であるJI[弁接合弁は，その形が長円形で 3仰の，[，心を布し，長州 157 

ィート (4.5メートル〉短I[IIIJ9フィート (2.7メ{トノレ〉とし，中央に隔壁を設け壁のIfU二には流長

測定の施設をした。百f合弁は粘土・コングりートおよびレ γガをもって築造された。当時J1 [升には

貯水池を築造する汗i匝iがあったので， f也日その際にも支障のないよう流出入管の位援を決定し，そ

れにともない接合討も隔壁の k下その水深を呉にし，上流1則升は水iliiからの深さ 6.2フィート (1

89メ}トノレ〕とし，下流i岡井は11.97ィート (3、63メートノレ〉とした。

線路築造後鉄引J加が行われたが， ff十雨水主流illlのためにその誌配にしたがいよ流拠取入口.J 1 [ 

引接合升問は内筏 18イYチ (460ミリメートノレ〉鈴鉄符，下流側JI[jドl差合弁・野毛山浄水場開は

内筏15.5イYチ (395ミリメートノレ〕鈴妙、告が使用された。鉄平fは要所要所に出i[水11'を設Wi:しまた
どろは考

俳é7\11'および泥仕=}1、を設けた。~#(伐のキl:jJ-_ i'モ :fJ跨11.\日目や小水路の伏越部はまるいおけのような木f({
くず

をもっておおい. w:t..~y ドで高官め，木tfのすきまにはのこぎり府を;73めて保護した。

水源から野毛 111までの摂日と勾自己

〉二iJ-斗二正|二二竺Uf包ZE二二一|…
竺一三」一土 1~ _4_~…LT111 竺 i 
百'~ 1 区最 終ずい逃 I 355.1(108.2) i 1/8ぉ

)11 引 絞 合 弁 292.8( 89.2) 一一一一一 一一一一一
1/377 野 毛 山 清水 11' i 1 6 5.9 ( 5 O. 5) ~f 

3 浄水場工事 晶

ノ i争7k1j)iは当時久良岐君li太問中すと戸吉川町(現市I'ZおよびT!Y区〕にまたがる撚T:i50.5メ-1ノレの野毛

山についてボ{リング[点在えなし， 2.3ヘグタールの敷地内に清水井・ろ過池・浄水jj・排水升およ

び自己水地な築iiiした。 ろi坦i也は 1池{!:予備として 3i也築造したが 1i血のろj団関綴78日平方メー

lノレ， 1日ろ過速度3.66メ-1ノレとして 1i也のろ過能力は 2，850立方メー lノレであった。また西日水

池は1ì品でその日j~7}:j官は 3 ， 154 ， 000ガロン (14 ， 3203I方メートノレ〉と Gul 関西日水量の 2 日半分に相

当した。

各 i也 の 寸 法

名 さ

貯 水 1m 1 4 4.0 1 2 0.0 1 9 0 196 20.6 
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創設水 i宜野毛山 i~jr 又'Jc WJ図 f(ii

4 配水工事

当時の配水広域は，いわゆる関内・|郊外の平たんな市街地を主とし，山手間台え宇野毛山から自己水

不可能の地~，は除外された。 mrqs山配水引から発して野毛町・吉田 11IJを絞て扇町に達する内径 18 イ

γチ (460ミリメー 1ノレ)iísを配水管納とし，これより~所において 7 条の内径 8 インチ (200 ミリ

メートノレ〕行を分岐して配水幹信とL，この 8インチ自己水j:ttr.管から多数の内径4インチ (100ミリメ

ートノレ〉サーピス・パイプを分派して，各地区に給水する仕組とした。

5 工事の実施方法

こうしていっさいのコ:市を終えたのであるが，施工は非常にていねいかっ依重に行われた。たと

えば導水管中W-Gい水j工を受ける低地阪の鉄管'1泣設工事については，鉄管敷設 1木ごとに水圧試験を

しつつ波合部を検査の上工事を進める方法をとり，さらに界水は静かに一区間ごとにパ{マ{みず

から水とともに歩いて何日もかけて災施するなど，ぞの用窓の周到lさと慎重さは特笠すべきものが

あった。また自己水i也の悲l慌の粘土の$¥ii付けに際しては，厚さ 3フィート (91セYチメートノレ〉の粘

土を6WH己分け， 5，cj-(15センチメートノのごとに多数の人夫を使舟して足踏みをさせ，これを繰

り返した。また7)(密用の精密コ Yタリートを施工したり，異形レンガを特別に焼かせるなど，その

苦心のかずかずは枚挙にいとまがないほどであった。

さらにもうひとつの特徴は，鉄管破裂等=で多盆の水が配水池や接合』から奔流するような場合jこ
二~ …叫さし内 、… ー ω

LJ:，点物作用円台て悦閉そ4する白動式ス~υが?げま不明科ザ常時，あるい

は各自E水校管ごとにメーターを設fIT:してilli水量を計算するかたわら，漏水に対する防止策を講ずる
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など，当時としては高度の機械的装置をしたことが見受けられるのである。

しかしなんとしても水似の防水ポンプ胸設はその後いつまでも荷ゃっかいな霊前となって終始し

た。せ1肘f炎}mの不{出な時ftに横浜からはるか 10 里をへだった!í~i深い山rUlに設-ii:i:したこの施設が万

一機械的自主防が当じた場合には大変なことになったであろうし，また電力のなかった当時において

は，ポンプ。述転の動力は石炭による7正気機関であったので，毎日の所要石炭は"1'央線や横浜線の米

投の当時としては， t告I浜から海路を回って平1まから相模川を逆航する舟i主によるほかなく，経常的

な述統の11:'1¥ーとしてはたいへん{羽維な六行事であり，続投の而においても大きな失賓となっていた

のであった。当時 lン当 1)7 ~ 8円の横浜i度し石炭が，現場愉i去費だけでその倍額を要した上うな

始末となり， 1 年間の石炭伎が 6 ， 000~7 ， 000 f可の巨額に達するという失敗となって現われたのであ

った。

第 4章 落成 と通水

創設水道は75工後 24'有半のl歳月と 107万円余りの工授を投じてここに?完成し，明rti20年 (1887

年) 9 )121 日県下i!(t久手I'~日三井村Jfl水取入所において初めて湯水の式を行った。ついで将水管に週

水したが.J1!l水はきわめて慎重に行われ，要所要所には技手・工夫を配信 L，名ili1j水弁ごとにその

ほ聞について徐々に}m水L，パーマーみずからそのJ日将に計った。そLてJi}初の潟水から給水のrm

ljf:iまで次のように 1か月近い日時を袈したほど辺水および洗浄に慎重をWlしたことは特市すべきこ

とであった。

1 j易水試験および'Z1"::1区}m水

2 tれ2区〔大ぬから川JI接合~Iーまで) il!i水

9月21日から 9月24日立で

9月25日カミら10月1日まで

3 !1-~31ま (JIIJI 談合升から野毛山清水)1 まで) il!i 7):: 10月2日から10月41!1まで

4 mf毛山ろ過池・脱水池等の洗浄および市内配水伎の試験ならびにijti'争

10月5日カミら10月16日まで

こうしていっさいの咋備がととのい市内各地域へ配水を開始したのは，明治20年 (18.87{1')10月

17日であった。

Tli内配水に当っては市民への宣伝をかねて，配水管に初めて取り付けられた消火せん内らの放水

試験を行った。 J品所は最もめぬきの当I1Jj:鉄の織と呼ばれた吉間mのほとりであったから，その人気

もすばらしかったが，問先から奔出する水の強力さに驚嘆し，初めて見る水圧の威力に賛嘆したも

のであった。

この水道水圧により消火力は，がぜん当時の消防組織および方法に大きな変:;!l'~~どもたらしたもの
bゆ号，

で，この消火せん設備によって竜吐水から手押ポンプに代っていた町々の消防総は路止され，各懇

祭裂や交番に 1IJíí~\;や筒Jtょが常備されるようになって，水道の施設が1Ií民の"'活用水な解決したとと

もに，当時しばしば5fI1風下の大火災に悩まされた横浜にとって防火上にも大きな役割を演ずること

となった。

なお，創設水道工事に従事したおもなる技術者および雇外国人は次のとおりであった。
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神奈!11m技師 三間善太郎・山崎鎧次郎・上限鉄雄・渋谷尭太

極外国人

設計ならびに民主f H・s・パ{マー J'H・T・ターナー

阪入所機関!lK-t;ls F・オーキンショウ

設計肱tJD)J手

職工長 H'パグポノレド

鉛 エ A ・ウオルシュウ

第 5章 工

ここに創設水道の7'e成をみたしだい

であるが，その工事授は 1，074，712ド1

55銭 5康を裂したもので，当時の物価

水準からする・と，この綴はまことに巨

額に達するものであってこれを今日と

比較するとお表のとおりである。

事 費

! U 
/ 

J 

|噌i;(n剛|附F17i倍

人 夫 n-1日 25主主 500 I 2，000 
米 l升 6-7.5ρ122 I 1，800 

そば代もり・かけ l筋 1 " I 30 I 3，000・

鉄管制)(1トけ 1 401弓 印刷 1，剛

消 火 せ ん 1"，j I 10 "1 11，400 I 1，140 

なお工事伎を細分する士，その内訳金額およびその割合は次のとおりであった。

総工事費 1，074，712円 55銭 5厘 v

区 分| iべV. 額 !百分比l約l 分 |金 額|百分比
同 ロ;

事務質 108，771.840 10.1 

f事 主品 52，738.780 4.9 

蛍 与 686.725 0.1 

国 内 B民 'IJt 8;906.622 0.8 

タト 国 旅 'IJt 3，140.330 0.3 

* Æ[~ 出l 主主 1，590.141 0.1 

r目 tt 品 'IJt 4，162.594 0.4 

雑 1~ 37，546.648 3.5 

こに ~Jj:‘ 'IJt 925，323.924 86.1 

lill 人 料 87，977.763 

材 料 'IJt 682，673.477 63.5 

l侮 関 税 19，923.055 1.9 

巡 信 迩 担2 主主 34，369.446 3.2 

営 絡 'IJt 38，852.326 3.6 

総 路 修 総 !J.査 25，033.036 2.3 

器具およ び 図 書 授 36，494.821 3.4 

E主 'IJt 40，616.791 3.8 

j~j1Jjおよび植物航入資 39，959.374 3.7 

言Z 屋 移 事iミ 料 657.417 0.1 

工事伐に比べ，事務賢治1比較的多額の支出となっているが，これはパ{マーを含めたイギリス人

5 名の給料が高給であったことや外人の外国出張旅'v<および当時交通不便の工事現場への出張旅í~



同 % 

人 円資 141，4日3.268 13.2 

物干l'n 744，844.088 69.3 

請負 1! 63，間引 5.9 

124，579.837 1l.6 

近代式水道の創設

等に多額の支出を~したものであった。

第1編(50 ) 

また工事貨を別の在Q点から分析すると，次のような割合と

なるが，鉄管ftを a とする物件裂が工事授の 3分の2を占め

ることとなった。きれは鉄n工事がこの拡張工事の主要工事

効果

をなしていたからにほかならない。

水道創設コ主主
辱L の第 6

相模川への結付き第 l節

Jl正初神奈川県が横浜水道の水源として，多摩川と相模I11との雨水i原案について，工事'['1の衡を二

県内河川であるという利点、だけでな次的として，あえてi'fJ1lのかさむ相模川を選定したことは，

それには伊藤く，その水量および7}:1氏からみてもまた水利関係からしてもまことに日月間iであった。

博文がI'l'県令にJl5った手紙にもあるように奈良係繁・ If11fiその他当時の技術界のエキスパートの参

あらゆる検討がなされたことと思われるが，この相校flll寂水突の決定

こそは今日の横浜水道の磁石をなしたもので，相模I11系統によってたつ横浜水道の今日のありかた

間もあって， 51t智を結集L，

この時によって決定されたというへきである。は，

さらに当時としてはまことに巨額な 1，000，000円をおしみなく投下しこの相模川取水の明日Jiと，

て，当時の技術をもってわずか21¥三!とにして完遂に努めた先人の事業が11i欲と機浜建設への熱情と

に敬意と資1芹とな呈せざるを得ないのである。

水道施設の衛生におよほ'した影響第 2節

前記のように，横浜開港後水の問題が市民生活の上に大きな問題を投げかけてきたのであるが，

これをjf日生町Jな国において，明治 10"1' (1887年〉からお年 (1902"1')までの 25年[1¥Jにわたり，

伝染病の流行した姿を水道}jit.i，設の状態に合せて示すとikのようにその影響するところがいかに大き

かったかを物;湿っているのである。
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(51 ) 第 6茸E 水道創設の効果

水に関係ある伝染病

人口
年

次

l if，要家とみにI昨加した。

一11;何次水jilは不足してきたが
Jf断水にはいたらなかった。

ー| 水此不足 ~y手50 日 nß. 校
fll]!Vrノk
u季 105日11日昼夜二!ill断水

liずい道の修絡が完了し，水
IJ長!は前加したが，なお不足

のため長期間拡古水制限をし
た。
水源を変泣~L 水量は多少
tH加したが，なお不足のた
め長期間給水制限
ノIJzjit不足のため長WJI111給水

i I ;li1jPH 
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〈人口は毎年 12月末日現在〕

水道施設と消防錦、 3宣告

鉄管による送水と浄水施設在備えた近代式改良水道の創設は，同時にわが国に最初の消火せん設

備をもたらしたのである。

横浜における消防組織は，開港の翌年 (1860年〕夜留外国人が自衛のためポ yプを購入し，万古

日木人側でも万延元fド(18という民本人をITJIll互に任じ，消防隊を組織したのがはじまりであるが，

ついで，文久元年 (1861年〉には全TIiを10組に分けてiVi60年)10月市内 5かFliに厄火消をおいた。

防犯を設けたが，このころの消火、
ちゅうど

器は主として治川ホと向、するもの

のむlijlit;4 il'(1871il') 

ス事!!のポンプ 9i¥を購入し，村Jめ

fこ外1."1人間で l土日i !i})，討を:}~iHWJ也の
おっ念

際!思 IHrにrtいて，

デピス'0:'iJ刷1えとして 3f?のJ入会lポ

.~ 

o、

オーストジヤ人

になってようやく yiLお泌がイギリ

てポンプ。)j~JJ~われたのである。

であった。

創設水道当時の消防出初式

ンプ立公開jするにいたった。

これは通称ゴミ六の蒸気ポ Yプ



( 52) 百Sl品11 近代式水道の創投

といい，当時は尖に強力なものであった。

明治20年 (1887'のに水道施設が完成すると，全市に消火せんが配置され，従来の日本人側の消

防組は翌21'1'C1888ifo) 限りでiJIí.tlされ，各器祭嬰および交番に消火せんに jtU~する布ホースとおI

'" 允が自己ìù~ され，母方人;止を各交番ごとに 3 人ずつ?守備し，消火に任ずるようになった。このように

水道の創設によって多人数の手押しによる人カポンプを廃止させ，水圧を利用した消火せんによる

小人数の消防総織を出現させたのであった。



• (53) 

第 2縞 創設水道の経営

第 1章( 神奈川県営時代

第 l節 経営準備と水道料金

明治 20年 (188751'.)10月 17日水道の11;内通水とともに，日本における批判jの近代式水i立の営

業が開始されたのである。

工事1~は国庫からの借入とはいえ，神奈)1 1)';\ において施行した工事であるので，当然lRの管理の

もとに経営された。借入金は，収入から支出を差L-ij Iいた刺余金をもってl到庫に償還する約束で

あった。水道の使111については，一般にはまずJm水に先だっ明治 20年(1887il:) 5月 31日に， t賞
ぜん

浜水道申告水規則および横浜水道共用牝規則が制定施行された。また外1"1人に対しては，まだ治外法

権の存在した[時代であったから， ['1内の規則でi干するわけにもいかず，明治 19年 C1886i['.) 4月 2

日， i中県令は水料徴集法案党i!?を作成し，古 Ifl湯掛に問{せしてあらかじめその了解を得た後，この

党諮:にもとづいて，横浜外凶人間1Wt也給水規耳目を定め，明治 20年(1887年) 5月 31日施行した。

このようにして同じ水せんから出る水のちHIJについて，日本人と外国人とに対L-，最初jから契っ

た規則によって伴せられ.S~. った料金を諜せられたのであって，次のように外国人は日本人よりも

5割泊の高値であった。

創設水道の水道耕金

日 木 人 タト 国 、人
供給lJlJ

|料金 l拐; |料金区 5Pl 区 J]IJ 

1月門
給水家屋評価

放任供給 基本料金 一戸 (10人以下〕 1.00 lIY家料 '1'600円未満のもの
宮署家分料料の

借家料年600円超過の場合 (5 昔の

:超過料金
一〉戸 (10人超過10人増すごと .60 {且し以低料金 年 18円lこ

計量供給 悲木料金 1(2か7月.2f5守mノkりlii:ま6，で000ガロン 1.00 3(9か0月.8給m水り量まで20，000ガロン 4p.e 8D 

1iかっ邑1月き3給OC水3ガj2ロ6シ，OD(04ガロン 銭3.53 3か月l給，0水00足ガ 20，000ヵ・ロン超過料金 超 54m") .16 
超過 ロンにつき .24 

に

に1(2かつ27月きm給り水趨itt 50点00ガロン に3〔6かつ81月きm給")水設超 150，OC日ガロン超過料金 過1，000ガロン .10 2.20 過し000ガロン .15 

特別料金 非常営業 馬または跳ち馬1頭につき 年 1.50 左に阿じ 年1.5日
ノノ 牛またはろ馬 " 庁 1.00 " グ 105q0 

" 二輪馬車 1台につき 11 1.50 " /〆1.

" 四輪馬車 " 11 2.25 " I! 2.25 

可ぬ包l悶;・陸池
'1世水

1，000ガロンにつき 35 7.91 " 35 

船 自自 " 40 8.81 " 40 

共用せん 1迭につき 6P以下 li主1月
.90 

" 
7........12:F-i 11 1.50 

" 13戸以上6戸地す
グ .50増

ごとに



C 54) 官12縦創設水道の経常

計器使用耕および試験手数掛との創設水道通水当時の給料が収税員月20内，械

工月15P1. 人夫 1日25~J2限度で米代は 1 ヲ1-6 銭~

7 銭 5 座のIItif~であったから，水道専用せんの月 1

[']は当時としては非常に'Hlfl"みなわけで，いわゆる 1

戸引きという専用せん使HJ者はきわめて少く，庶民

はほとんど月15銭程皮の安い共用せんをrJ1し込むほ

jil 器口径 |使用料|試験手数料
「 一寸主「一一了一

径 2分の 1インプ 1か日 17 1 1.00 

かはなかった。

第 2章

か 日分の 5インチ

グ 4分の 3インチ

木樋水道の処分

1.25 

1.50 

ひ

IIJJ/古4"1'-(1871;1'-)最初民rm企業として施工された木樋水道はliiJ記のように11が絞'パ大いに害者め

たにもかかわらず，ついにしりきれとんぼのような形で， 11与とともにその機能立失い，そのまま幾

Ei}.~!Gを経たしだいであるが， i日*~川から引水の新式水道が完成されたのを機会として， 11Lは IYJi古21

;f'. (1888年) 4 月，多年:i'~;現してきた!日木樋水道12. 不Jl J に帰したままの姿で!日株主に返泣するに

忍びず，株主に図ってその決議を経， {)~のような処置をとった。
ひ

1 木術水道事業に対す一るl耳障貸付会の償還免除;3予を政府にql請して庁前を得た。

2 1日水道治よびその付属の土地・物品等いっさい立売却し，これを各株主にその出資額に応じ

て自己当した。

3 配当して残った成金は，すべて多摩川]1立入口以下の沿線各村に，その水路改修伐としてそれ

ぞれ交付した。
ひ

こうして木樋水道は，その整瑛を終え，ここに全く終局を告げたわけであった。

第3章水道条例の公布と横浜市への引継(明治 23年〉

2高l節神奈川県から横浜市への引継示達書

明治20年 (1887iF)10月17日から5じ叫による新式水道の給水が開始されたのであるが，わずか2

年有半の後i明治'23--:(ド (1890;1 ゴ -:fjH:i1~ft第 9 "~j'水道条例の公社[によって，.水道l江市町村において政

のとの規定にしたがい，神奈川県庁は，その%;I1l¥に任じた償浜水辺の 'Jl:!'{てを，

1日をもってその'自jii物いっさいとこ:j-Lにともなうf!WとなあげてfT'WTi!nこiJIき詰主ぐこととなり，

県はTIlに対L{XのようにjG淫してきた。

Wi浜-T¥iハWLUlノ')<i11-'1ξ1ヲ神奈川県庁ヨリヲi交ケ，之ヲ I主rliノ営造物トシテ竹JlI¥スルニトIキ!リJifi231j法il守1

9号水道条例ニ拠ルノ外政府一対シ左ノ条'*ヲ辺守スルモノトス

ml条 111白浜I¥iハ波打ノノ'J<i1J::' 1 f業ニ関スルIiÆJ1Uえソノ財Fドヨリ~J::スル一切ノ純利ヲ件ルト問時ニ別紙記税ノ

i車リエ!aif.賦償還ノ義務ヲ負担スルモノトス

第 2条横浜市ハ現存ノ水道ヲ維持シ横浜市〈山手J国入居留地ヲ除ク)中内外人民一般ノ需要=応スへキ



第3~ 水道条例の公布と横浜市への引継 ( 55) 

水量ノ供給ニ支障ナカラシムルタメ卜分ノ準備ヲナシ将来人口増加シ現今ノ装置不十分ナル場合ニ於テハ

i車カニソノノk盆ヲ増加スル為必要ナルヱ【Jí ヲ執行スヘク 11司守米収入ノ莱U;r等ヲモツテソノヱq~ ヲ支弁シ得

ル場合ニ至ル lキハリJ手外国人間留地ソノ他横浜市ニ於テ宋タ給水管ノ敷設ナキJJjJifi"へ水道ヲ拡政スルそ

ノトス但シコノ場合ニJ!iテハ水道条例第 35条ノ手続ユヨリ認可ヲ受グヘシ

第3条現行横浜水道給水腕別所定ノ条羽並ニ従来横浜ノj、Jii~Ji務所ニ於テ用水需用者ト*，1)'約シタル条項ハJ軍

テコレヲ股行スヘシモシ不得己:~l~故ニヨ日之ヲ変克セントスル時ハ予メ地方長官ヲ経テ内務大臣ノ認可ヲ
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(56 )第2縞創設水道の経営

この固からの借入金について，県は市が符替わりしたことを切らかにするため，大政省に対し一

札入れるよう~請があったので，市は明治23年 (1890年) 3月31日をもって次のような借入託72を

大蔵省に提出した。

金 1，104，712円551&5厘

横浜水道敷設ノタメ初メ神奈川13ェ下校相成候処明治23年2月法律第 9号水道条例発令1日成[TfJ条例ェ議キ

該水道ハ本rtiニ引継相成伎ニ付前記工事ニ支出ノ金貝引話役就テハ 23年度以降毎年度水道収入ノ内経費並

工事'i'1ヲヨl去リソノ民余金ヲ以テ前者金額償還百J致候右金額fI'l用証如此候也

2喜2節横浜市の引継

ここに悩浜水道は，県からrlIの乎に引き継がれたしだいであったが， その引継の計図書によれ

ば，水道普及皮は当初の54%から始まり，順次増加して，計画水盆である1，890，000ガロン (8，170

立方メートノレ〉の給水盆にi主するのは1Jí~8# の明治 27 年 (1894 年〉以後のことと予想され，その

場合における収入年額は 110，379F'J と見込まれたのであったが.~↑古は横浜市の引き継いだ翌年の

明治24年 (1891 年〉には，給水人口は ~8 ，482 人となって計四人口に達し，この年の 1 日最大給水

盆も 7月9日には 2，207，393ガロン (10，024o工方メー}ノレ〉と計画水盆をはるかに上回る自己水量を

記録し，引継早々すでに新しい給水計聞が必要とされる姿であった。

横浜市 51継当初回給水状況

;r 戸 数 と ヨミ 人 口 干怒給水戸数および人口 1日最大
年1Jf

総世帯数|総人口 l給水戸数 l給水人口 給水戸数|給水人口 1計回水長 配水量

明治23年'1

m喰 人 戸 人 ガロン 哲 Uシ

27，835 127，987 16，765 86，028i 10，900 6日，700 1，800，000 

24 29，070 132，627 17，783 98，4821 11，000 61，3日o1，800，000 2，t07，393 

27 29，974 160，439 18，000 100，0口口 1，800，000 

第 4章横浜市の経営と引継皇初の状況

第 1節機構と古u皮

横浜市が県から水道事業の引継を受けても，おおむねそのままの形で在来の運営が行われたこと

はいうまでもないことで，すなわち，水道経営の本拠として最初神奈川県が山下町に設けた積浜水

道事務所(現中広山下回J198番地潜む話分局の位置〉の建物と機構と人民をそのまま引き継いで，

同じく横浜水道事務所としたものであった。

横浜市はlIAからτj工業とともに引き紺、いだi1岱の償還方法として，大蔵省の指示に添い，毎年度の

水道収入より経費および工貨を慈し引いたE走者員をもって支払うという根本の建前から，当初から水



主将 4~c 横浜市の経営とヲ!継当初の状況 ( 57) 

;立事業を一般経済とは区別して，独立経済の事業として吸うことになった。そして明治 24'1'_ (18 

911-[っこの~L\:JÆ方式として，1;参事会只の '1' から水道'品目立委H 4/(，をj主任して， ~it'ì~\'__!'.の iiiUスタッ

プのf支出lを任じて，う b1 --tlが水道事:'¥H苦情.L-_0) 1t:ll~':iの!市について水道事務分余ずi 治以参事会H と

称して水道事務所長となり， iIT 1えから水道に I~IするIl務」のいっさいの権限を分任されることにな

っfこ。

初代の水道)jr務分:吋には，当時品川において阿部業や銀行勾を経営し，実業界および政界にお

けるftl右窓的重鋲でかつ敏腕家として知Iられた初li[1 又七が就任し，そのf後去E康在代のゴ市!匹ト j務防分::~t者もE原京コプ六'c τ 

郎.平j沼日I専n:j総武.大谷I苅f

傾けてこの新しい水道1車i言業往の経?滋2に空専J;念色、されE 当初の苦境i時代を力強く切り聞いて，今日の水道事

業の基礎を築いたのであった。

当時の市当局としても，水道事業が一般市政の事務と飽きを異にした企業的な絞営lこかんがみ，

これら事業界における最有力者に市長の事務を分任させ経営を委任したことは，いかに水道事業を

重視し，その成果に大きなJilH寺を指せていたかなうかがし、知ることができるのである。

fJ1 2節設備の状態

創設当時における水fn;lの潟水ポンプの能力は，予備を別として給水人口 70，日日0人に対する給水

日紋日盈 1，260，000ガロン (5，7203'L::JJメーいのであり，得7};:li'¥'f土給水人口 100，000人に対する給

水日量 1 ， 800 ， 0日日ガロン (8 ， 170 立方メーわけを日椋に施設されたのであったがミ際には水i)j~

に近いNS1区における 24か所を数えるずい道は，内部に内径18インチ竹 (460ミリメー}ノレ1nを

敷設した 5かJiifを除いて 19か所は鉄{i:;:の敷設がなく，ことにその半数はレンガの巻立をしたが，

9か所は前後の出入口の-nli4メートノレ1l¥Jだ!jがレンガ巻きで内部はからぬiりであったため， i11iJ7]¥. 

がはなはだしく，災際の活水は口 iill，679，580ガロン (7，627Siブ1メートノレ〕に過ぎf，6.79，:;:r~H主

の水量を失っていたのであった。また水源の均水ポYフEはliij記のように日限を給水口弘 1，260，000

ガロン (5，720立方メー iル〕として，予備を含めて 21きの施設をしたものであったが， その後四日

水量の多い日は予備も使って 2台のポンプの河時運転が継続された始末で， filifr?k同「を経るにしたが

い配水笠の明1m とともに 2 台同時逆転のi時間!と日数がj~~1J[1していった。

第 3節 山梨県八ヲ沢炭鉱の直営採掘

水道取入口のポ γフ.動力開ボイラーの有炭については，最下0)横浜からの逮捕tを言I-iilliしていたので

あったが，毎日の必要荒に対する巡航のはん雑さからも，連tiH'rの膨大であることからも，また長

年にわたる経常的経授である点、からも積々これらの対策・検討が重ねられたしだいであった。その

結果と Lて山梨県都知郡八ッ沢村における炭坑には一日した。これはI明治相fJit のころ犯の悶Eû~なる

者が経営した炭坑で，京浜方)lJjに出向していたが，その後炭(日の低誌と災害などのため資金に不足

をきたし廃坑となっていた炭坑で，綴討の上蒋j!llをもくろみ， 11Lは工部省にその制査を依頼した。

工部省は調査の報告を次のようにmにもたらした。



( 58) 第2編創設水道の経常

1 布炭採軒n可能武は 10，000トγ正推長される。 1か年!.::250トン程度銘柄すれば 40年間支えうる。

2 10，000 I ンの採掘ï~は，設備費ならびにl*l!，mで約 20 ， 0加川ぐらい王見積りうるので， 1トンにつき 2

門的削fyとなり採算可能である。

3 ただし J*府は市く， その傾斜は急であり， 炭問をはさむ盤石が県内でないので， 怪平lこ業を起 l-ベき

でない。

4 言(jJ:il!尤進 lC日r:日内外に達すれば，あるいはH_仰な民府があるかも知れないので，それを試みて深志をfたす

べきである。

ここにおいていろいろ協議した結果，採祝することに決L，I明治 20'1' (1887イ1')5月25日皮肉

75符から炭111閃拘!のiiynTを得， [TiJiP月10日直営で防禁した。

t*倒した石炭はカロリーの低いものであったけれども，府ì~\t炭と混用すれば使用可能で経済的で

あったので，それ以来採lle.が続けられたが，その後炭仰の低落したことと，この炭山の坑i立がi京ま

るにつれ採炭の不便・不利がようやく加わり，ついに翌21年5月10口石炭採仰を中止し，山な閉鎖

するにいたった。そのr.n10か月，採炭総:iit185.75トン，その経j'l580 r可90~.~ 7 /ili， 1. /'叫iり採

1f:，lT13円 12銭 7庄であった。

炭鉱閉鎖以後，石炭は横浜から輸送し続けたのであるが，日常の需一変をまかなってfsi慨をはる

ばる輸送することは，はなはだ回統であり経費のかさむことであった。世i時横浜におけるト Y当り

7~8円の石炭は横浜から水拍車までの輸送授だけでその倍以上もかかり，年額の石炭1~が6 ， 000~7 ， O

00内の巨額に遠L，不利がはなはだしかったので，水道経営が横浜市に移ってから再び山梨炭鉱採

抑1の計間が進められ，明治23年 (189日年)10月八ツ沢炭山は直営にて再会された。ヨ~24年4月ご

ろから採媛め;jsむにつれ，その炭'nも良好なるものが多く，ほとんどここの採炭だけで足りる上う

になり，かつ採炭行もト Y当り 5円701主程度で，唐津炭に比べてそのI河野冠は事量を要するが， f甜

怖の杓速からはるかに有利な採算であった。

しかるに，明Yf127年 (189M!二) 4 月ごろになると炭府はしだいに~i盟くなり，加えて同年 6 月 20

日震災のためV逃が崩飢た上に引き続いて 7月12日の豪雨がわざわいして，わt道全く場没L採

1f:i1不可能となった。そこで翌28年3丹新たな規模をもって，柄4尺・;九さ 6尺の完全な坑j立のjf:jl，]'i'J

に777手したが，同年 7Ji <1"句ごろ，明治初年紀の悶庭菜の終営した??の廃坑に突き当り，おびただ

しい噴水のためjjl水浴も用をなさず，坑j立は崩t出し，節々対策処世に努めたが，ついに全く復旧の

見込みを失い，やむなく廃坑とするにいたった。

明治24イl'(189Uゆから同28'f.(1895年〉にいたる 5か年の揚水ポンプ動力川ボイラーの石炭の

使用f込は次のとおりであって，この炭坑の効用が経済上いかに穴きく寄与したかは;たの資料が示

すとおりである。



第 4Trl:横浜市の経営と引継当初の状況 (59 ) 

三井用水原入所石炭使用量と割合

I J，E m H I山梨県民炭使用 内 訳
/'f- JJ.土佐 m H: 

位 ) その附 |l 官l'lt1，);使 m 斤E i ! その制

明治 24年 ~9~3 ， 4~~"~1- -~~~;5~ 750'子 l1| 899 8弱 237，721" I 12" 

25 1 2，001，769 1，985，206 99 16，563 1 

26 2，178，150 2，151，115 99 27，035 1 

27 1，817，207 525，483 29 1，291，724 71 

28 1，724，6日2 173，538 10 1，551，064 90 

計 9，645，199 6，521，ω2 68 3，124，107 32 

第 4節 給水状況

絞浜市は幕末Il引を1)切の開浴場として初めて登場し，さin寺新興都市として隆々たる発展j切にあった

から，年をおって人!::::Jの椴加はまことに著しいものがあり， 明治16年 (1883年〉パーマーが設計

当時 70 ， 0日日人に ìiil~たなかった市の総人口は，水道事業引刑事ョの同 23 '[' (1890年〕には 127，987人に

達し，給水人口も 86，028人となり，翌246jーには 1日最大配水笠は 2，207，393ガロン (10，024立方

メートノレ〕と施設能力を怯え，計画当時の予想をはるかに上回って，*昨日における予備ポンプもあ

わせて問時に運転しでもなお配水誌をまかないきれず，感}Iに際しては自己7J(j血の水位はしばしば4

フィ{ト(1.2メートノレ〕以下に低下し，冷ifが流れるtE、いな繰り返したが，さいわいにflJliti24~ 

25 "['-(1891 ~ 1892年〕には断水間ぎわに主主雨に;J!，まれるなど天助によってわずかに危機を脱する

ことができた。しかし河26年 (1893年〉以後は全く処程なく， RJUJの水不足は恒例となり年を追う

ごとにますます激しくなっていった。すなわち，河26年には前後50日間におよぶ夜nu8時間の断水

があり， 2227ftfにはさらに105自におよぶmlZz悶にわたる附水のやむなきにいたった。次の286ド

(1895"のからは附水を防ぐため，初めて長WJにわたる給水制限のカ訟を採用し，順次その制限の

方法を強化したが，それでもなお断水を防止するととができず，水不足の邦IIlGも玄だけにとどまら

ないで，春から秋[こと逐~l その幅をのばしていった。

?Ai時の給水状況を示すと次のとおりであった。

I _ .門司比!H)ヌ℃ポンブ l

年度 t話:水量五台連転時| 給水不足 状況 およ びそ の対 策

一一一一丁一一一一百五玉「一一面--~I

明治叫I1主計二市 56 20 Iかろうじて給水に支障なし。

一一一上_(ι空F7)[ | 一一一一一一

24 I 1川， 明 168 23 I駄目日水量2，207，393;¥j" :.-'断水酬であった。浪費防止・節水に努む@

(8，203)1 1 

i お iい1，673吻 印幻 I i相li限附I茂民に哨諭告肌醐巡醐視良酌を帆浪雌授伽吋の崎節鮒約に時努枇

|(7，599)1 1 



(60 ) 首');2編創設水道の経営

| 市仏 J品水記長ヲブ|I 1 rJ汁ι文ヲ l l 
司区 Ij持ノi引111合運転時| 給水不足状況およびその対策

! ガロ出 円目先 f

26 i 2，182:4121 肝 2 I 即位発し-Hi仰に節約lこ努めた。
{j ! 汁 lY7 1~ I υi メード刊 川 I 7月141]から9月1日立で50日rm午後811，]:から午前4時まで断水した。

I (9，9W)1 1 

幻 l1wit叩¥献抱一一…したか|“J" ， 16['118日から9月30日まで昼夜2回ずつ断水した。
(8，845)1 

I 1，9必，2A! グ つ七口哨加者しく口消戦争の影将により， $-!kiu・船舶・諸工業の胃警が激
28 I μi 185 8 I j~'l，初めて止水せん制限 C， 8月からはさらに制限を強化 L%1i凡こ減じ

，Q Q{¥';，I た。断水なし。
1 __  (_8，.1303)! | 一一一一一一

mll，m34 88M61出産詩型b品35日!治問誇22rATfjJ時盟臨時
I (8，ωカ1 巡回監視した。

すなわち明治 24W (1891年〕における給水戸数は 17，783戸で，給水人口l土98，482人であった

が， 1 i3平均ポ Yフ揚水量が 1，800，000ガロン(8，170立方メー lル〉に達していた。これは 1戸

1日の使用況が 1日日ガロン (454リッ lル〕で 1戸の家政員数が 5，5人強に九るので 1人1日の平

均使T'l1:M干は18ガロンとなるから， ''Iさに前回上の最大使用水filiこi'日当したしだいで 1戸 1月の使

ITJ:乱 3，000ガロンすなわち 13立方メ{トノレ余りの平均気は工場用水のなかった当時としては多過

ぎるものであったので，そこに11m紡止・筒'j7}:HiJ阜の必要があったわけである。

なお当時の浪費泣j島大のJ]lrJ] は，次のような!I~'m- と Hf5Ë される。

(1) 野毛山の貯水池およびろ過池が漏水していたことも事実である L また土地がち地強お上び地質の関係

で配水tfや給水管の漏水もあったことと思』つれる。

(2) IMll計上火災が升 1~ に多く， i毎風にあおられてともすると大火となり，消火!日水の使用も多かった。

(3) 瓜 Eほこりが強かったので放水が常 i:Y，:;:んに行われた。

(4) 当時1戸当りの家族人民が多かったため，戸炊の割合lz使用足が多かった。

(5) 日本人の12癖性からくみおきの7):を使いたがらないし，主た容器の隠の方の水はあげて姶ててしまうの

が 'ìÎ~'をあったから，水問J聞の多数が共用せんから大きな手おけやパケツで杭くんで謹んだ関係上，

むだだした水のi置は什算すれば大宗となったにちがいない。

第 5節

消極的対策

給水対策

このような給水不足の状態に対する対策として，第ーにとられたことは市民に対するむだの排除

と節水の宣伝J日';;S(であった。すなわちポスターのはり/.111L， i:i:I3:手:の配布等をI_.，係長をf子育に派

迭して， 1"¥1，1廷と験i討をさせ，違反者lこ対しては給水日'Ji'.その他の強{!日|処iel:さえ講じた。このi市ノk宣

伝および指導は毎年市民に繰り返しiiげられたが，これによって給水不足を解決できる告もないの

で.第二にとられた処Ll[が給水制限の方法であって，各戸のIi水せんについて. i)~J己のように水せ

んからの出水量の制限を行う方法であった。この方法はl珂di28年(189551')以降毎年連続され，か

つ制限は逐年強化され，その災施期間も年々しだいに延長されていったが，それでもなお断水の日

が長く続くようになって，当局は断水の方法についても， 'i{ji水上・治安上また市民生活の便宜上な



第4 茸横浜市の給'~とiJ I継当初の状況 (61 ) 

どいろいろの観点から 1日における断水の附限・回数などに考慮をIJIIえて対処したり Lて，間i水は

全く日 'jí~':Wi:iffiの状態のようになり，かっそれは恒久化していったのである。

給水制限の方法

明治 28年 (1895年) 6月21日P'i水池減水の徴候著しいものがあって，臨時水道委員会を1mき，

断水すへきか給水制限をなすべきかを審議した紡泉，給水制限の方式をとることに決定した。

百Iーに友季の不足水訟を想定することとし，同司夏の 1日"仏大使JTJ設を2，160，000カeロン (9，800

3'[:)]メー 1ノレ〉と想定し，現有給水能力 1n 1， 
不-ltlvI=HE_1 Dil1~Jrl~~ I放I!¥水!止|川別r:n

2分の lイン I_¥U， !11l 4，1. Iガり りツトル| い
チ水せん l満開放 2 (9刊 加

I~ι11日放 2 (9.1)1 30 

l H開放 2 (9.1)1 58 

800，000ガロン (8，170立方メートノレ〉に対する不

足量360，000ガロン (1，630:s1::方メー lル〉を毎日

節約させる制限方式をたてた。

第二に給水せんからの放出設を試験し，当時の

水圧のもとにおいて右表のような結果を得た。

以上のfA!尽によって制限の初、準を次のように評;ζした。

日 |lmEE聞Fで"'-to下ふ鉱九閉っき22勺|品 橡 @砂

計武せん 227 立方メート 13.6 リツト 2. 30 程度ル以下 . ルを
1. 00 庁 3I I! 227 11 13.6 庁1.00 I! 

" 70，000 " 50 1/ 3 " 318 " 13.6 " 50 11 

" 100，000 " 45 1/ 3 " 454 " 13.6 " 45 か

11 I 100，口口0ガロン超過i 40 グ 3 " 454 " 超過13.6 " 40 11 

放任せん 家族 5人以下 4. 00ρ 3 13.6 " 4. 00 庁

" 11 10 11 3. 00 11 3 13.6 " 3. 00 11 

" 。 10人超過 2. 00 I! 向。 13.6 " 2. 00 庁

共用せん 使用者 20戸未満 1. 30 庁 3 13.6 " 1. 30 I! 

" " 40 " 1. 00 1/ 3 13.6 " 1. 00 か

" " 60 " 50 グ 3 13.6 " 50 11 

" " 80 " 40 グ 3 13.6 " 40 11 

" " 90 " 35 1/ 3 13.6 ノr 35 11 

" " 100 " 30 か 3 13.6 11 30 11 

~l n!J-'T!i内の止水せん数は 3，632で，その内訳は次のとおりであった。

霊

地

ん

Z

せ

阿川内

任

m

放

陪

共

2，876せん

370せん

386五E

そこで6月22日から 6月29日にいたる 8日間に，水道常設委員長および委員iは吏fiと共に需要家

各戸を回って制限することのやむを得ない事情を説明して了解を求め，さらに 7 月 6~7S の両日

全戸に長女の趣旨Z!?を配布するなど種々の手段を講じた。

しかるに 8月6日以後天候が定まり，述日炎熱焼くがごとくで，たちまち危機に直前したので，

係員は夜どおし機械および制水弁の操作にあたるーブrJ，下記のような緊急処罰をとった。



( 62) 鍔2編創 設水道の終営

( 1) 1月50，口「ヲガロン (227ウjjメートル〕以 1:の消列者はtH11司の市11m況の3分の 1m::l:ごとするとと.

(2 ) 浴時17章者に対しては， 3 n 円ごとに閉ざ草するこ~.して給水 1" ;~)。

なお一般放任水せんにも諭i土:j!1を配布して滋伐を似しく成めたが 8凡10日にいたり，さらに制

限を強イむして， 1月50，000ガロ Y (227 -s_L.方メートノレ〕以ドの消ïl(~Kfに対しでもその制限を前月{史

T1lJ止の 2分の 1立以下にした。そして放任給水に対しては川び各戸にfH:n~:{派治してi主:な 1?を配布

し，ひとびとの徳誌に訴え，水せんの11日間・ i易1持み・ 1元fこく??;について一般のH芯在日提起したの

このようにしでもなお配水韮はいぜんとして治水!止をお過したので， 8 )11111ついに)市長・水治

委員および職員等が本局に参集し， Hi々 協議し た車llf~~ ， 以後の丁一伐として:1日j限したJ1， fTjせんをさら

に半減することに決定し，その処置に1-1¥た。

この結果，翌12日午前 5時にいたりようやく防水i也の水f!?がJVJJJf1し (iiij1'1に比して25センチメー

トル鳩し)，以後毎日!貯水池は30-60セYチメートルずつノkいーを回似したので上うやくほぺとした 3

8月16日貯水註の地JJIlにともない，まず浴場および一般の制限をゆるめ，次にさらに日、Jlhtんな

緩和し，同 20日一般日j'Iu者に対 Liiii月使用量の 3分の 2までのifi伎を沼め， HZ6日には浴J;¥)および

計五I者にTi'ii}]の使川並までにjjl元L， 9月1HIにいたってよう叩くいっせいに制限を月刊ぷしたしだ

いであった。

明治 31if-当時における給水11tWUr;HにWIする起京

この制限;Itii!iiには委員長や水没委只も政行として考)JII)、施している。

上記の11:水せん制限は，明治 28年 (1895'1'-)初めてとられた給水制限の方式であったが，J)後

給水不足に↑~んで毎年この方式をより強化し，より WI IlJ I を延長してJ，!'-I!I 1j十 11 のように繰り 返したの

であった。



~~~4];': 1抗i民11[0)終干;;}_~;; I 判長、~H')JO)状況 (68) 

2 積極的対策

このように給水日迎についてす|常な努力ななす一方，版本r'1'Jな肘決îù と vc施s没のや'l\jJJ~'iî"!'I!hiにつ

いては，つとにも主位.(lIiがリ!献のi九後から熱心に検汁された。

すなわちi明)t，24 6['. (189Hf'.) Iこは材、以工事iitmu案のW1 ~j が主務符に民fJ ll されたのであゐが，

u先行の技術1?: が災地誌j主主をした紡果，木-，!i計ドhî と g，~，なる芯 i羽左千{してi1-! 同の向調有力の桁不があ

った。この見解の杵i遠からその後の拡張王事計 nlljの烈談引は内務付に抗/-uされるごとに百!仰lについ

てのむ見のやりとりにfIi1jf宕貸し，引類がI'jj'持竹、とiliとの聞を01足しているr.nl二むなしく工!聞を

;if; l. })IIえてi河汗27年 (18946の日11q戦争がぽっ発l，資金而から拡張工事の随行はとうてい足以、

もよらぬ状態とな〉た。そこでやむなく次に'jT，-Jように応急的な改良工事を順次施行L.送ノjく最の

t世1mに努めたが，いずれも f克おに水のたとえのごとくとうてい配水認の!~I加にはおよびもつかず，

i1月di34iF-ー (1901-ff.)12月25日?H1回総張-nrcが完成するまで毎年給水制限と附*の官f:Jiから免れる

ことはできなかった。

応 急工 事一覧表

施行年度
l

応 急 工

明治 27年| ず叫 漏水 修取 引1

!:" 'VI 

30 1 ll1入円変更コ:<j¥"

31 )11升I喜{;;:}¥を主主ずパイノミスfr!，;切戸ILコーh

33 11.1干純(8インチ配水fr:tT)ド

34 すIJI・野毛山1m阪管完成j型車??

筋 6IJI'j 経 f営 状 況

! .rN 1J 117J(_i~: ( 1 U:こっき)

ププロシ 立方〆【トル

9ゆ，190 ( 4町l)

277，000 (1，258) 

199，742 ( 9ヲ7)

200，0刷) ( 908) 

744，000 (3，378) 

明治23年 (1890年)3月横浜水泡を横浜市が県から引き紛いだ際，その施設i'll，104，712円55絞

5犀の負債も何時:こ-t!iにお科わりされた。この国からの負債は年々の事業の収入額から紙管をた引

いた残額で返済するもので，明治20年 (18日7年〕から同25{F(1892;めまですえ泣き，利子のみを

払い， I百126&[二 (1893年〉からは元

利金を支払うことになっていた。

、円[!.¥は，悶からの{)-lI'{IZが大きく

ものをいって， ~-}J"~長の収支につい

て大政行のE;査・y}i，:'1千を受けたも

ので，毎月 1liilないし 3mlji:jタIJ的

に大践すfから検査員が派遣され，

m納検査をして帰ったものであっ

Tこ。

しかし，創設後の経営状態は，

当初採が予想した姿とl士会<__ Ii'lな 明治27ol'7 月大政'IYの月例会計耽査に黙しての慌WN1~ifilF



( 64) 茸12編創設水 ~U の粍 'Ft

った。すなわち施設円日水能力 1111，800，000ガロン(日，1703'1ブノメー lル〕の水i誌はIIJlii;27"1'-(1894 

'1'-)における給水人口 100，000人を円1京としたものであるのに，すでに同24JI'(1891JIつにはその

1日最大配水fitは 2，207，393ガロ γ (10，024立方メートル〉と討i罰水主1を突破したのであった。

しかるに一方引継に際しての県の諭迷に上る借入金供浅予算;!?に上れば，計図水:i1-にj主する'I'-!症の

子也、料金年収は 110，379fTJと見込まれていたのに， ト記のとおり災I:~~に到達したn)J !i124 年(1891

年〉の災収は 73，906fTJ:iiZりに過ぎず，予定の 67%という低利さであった。

し泊、L.-. [ljil1，800，OOOガロ γ(8，170:S1:ブJメー 1-")をもってJI'-IIl!110，3791'1 (11沼1303円のi干の

を得る対合は 1 ， 000 ガロンにつき 17~kの7調介となり， この料担[士勺内の給水料令に工る一般日¥-]j(給

水における 1，000ガロンにつき 16主主に匹敵し，百|雨水lv:1 ， 800 ， 000 ガロ γ をi(:i'm~WJn せん料金で供

給しなければ到達し符ない計却であった。

しかるに当時の災↑!?は米 1チ1-6~7_5銭，そばのもりかけ Ht 人:);:11は 25-30 銭といった物価

水準で，これにくらべ1)'JHlの水Jn万'J.JIIせん料余はあまりにも引く，一自れff:氏の生活rMitおよび

その能力からいって，手の応力、il.ユ?':iねの1t:であり，大多数の需要者l土料fbの侭い:)I;)ilせλ〆をキ11111す

むよりほかはなかった。すなわ b7k;;;1の大部分が安いu(i院でI1切られた形となったわけご，明治2/1

JI'-(1891"のにおける給水戸数の槌別内訳，Eとみると {J~のとおりその 1 1\1の '1\: 'I' N~:どよく羽わしているの

である。

明治 24年給水戸数

内訳 専JfIせん放 iI:i(;IJ 

グ 百|長引j

17，783戸

1，720 rマ
890 F 

10 % 

5 % 

)t m -¥tん 15，173F 85 % 

すなわち全給水戸数1-j:185，9<:iまでが共mせん使日]者で，わずか15泌がJ，lfJllせんのお袈者であった。

これは 85%の需要家がFI13-20銭程度の料金を，残り 15%のお張家が 1ド1¥)，.1-_を文払うとい

う勘定であって，これな全収入額からみると，全需要安定の 85，9';を占める共)11せんの伎町料金令官l

額は，全収入の 4初1Et度に過ぎず，わずか15%の専用せんiiW袈家の料金が全l収入の 6測を:iWlする

という災情で，給水Elの大部分が安い料金計算となり 1 戸当り 1 月の司均料1:は34絞lr;lßf~，こ低下

し， 1 ， 000ガロン1i りで計算すると 11主主 2 )jl[の割合となって，的入金償法子~Ef:)} の予想した17銭に対

し3分の 2にすぎない計算となった。このような料金収入の不援はtDい当初予定したような元利金

の償還などは辺、いもおよばぬ状態となったのである。ことに水設不足のため附水のやむなきlこいた

り，あるいは給水制限を行うなと。のため，収支間而にわたってロスを生じ，収支のノミランスの上に

いっそうの恋彩色:をもたらした。

そこで引継早々予定どおりの利子の支払も困難であったところから， f!?入金liii塁lこ対する疑義力、

生じて，明治2MF-(1891"1') 6月市は次の 2墳について11Lの託児を!照会した。

1 負債の義務は水道絞i斉に限り，一般絞i斉lこ及ばざるや。

2 経済の都合により不足する場合は，その年度限り年以会のれ切をなすや。

これに対L11Lからの回答は， 2iEIJ冗は横浜市の解釈どおりであるが. zn 2 rYl l :tノkの料金が F)i~に

i主しないか，または経1i{~自加の場合には，その返納方法に関し伺い 1-1)ることという指刀、があった"'



!1'~ 4 i;L 杭浜市の経営とヨ|継当初jの状況 (65 ) 

しかし収入lir先に述せず，---1jでは水訟の不足がはなはだしいというように経自上にも，設{俄i市品i白}的

にも全く{什J，川:は山1

たの ε，その取扱いについて， lyJdi 25 '1， (1892斗) 9月には，さらに大路大胆に対 L.<Xの JHl1

について例いI_I11 1"こ。

~n 1 rU 引掛けliJj;ノ:W.I!Jt:}j?)、ニノ、， :::1'1拭金額ヲ時見シテアル};， nm古241['6月神京川県知事指令第 1項ノ他

日ニ[ムり無論泊以ンクモノト{，'1;}ウヘキヤ。

U~2羽 JJIノ)-!VEニム'i:hnHn与これ己ヒ γ給水人民ヲ紅ii邑スノLニそれJラス， 71、料ノ収入ハ lク年 80，0001'1ニ光タス，

比ノ川 i'，'ヲ以テ 110，000;iミ1'1ヲ得ヘキ子氾ニ[j(lストキハ 30，0001'1ノ不足ヲ己ーグノレノミヅラス， -juIニアリ

テハ人 [-llì"INi ニ n ヒ{J!A:{ì ン gJ ヘキ新工 i円起すサルヲ作ス。 VIlチ内務千~dìnlli ノ別了Iニヨレハ 700 ， 000 1' 1 ヲ袈

スヘヤモ，:X: ~Ij り 25 年度ニ於テtil-11 ニ要スヘキ180 ， 0001'1 ノ T，'I ，cnハコレヲ Ir}j:m'入会ヲ以テ'"ツルト

雌そ，コレニ'Jtスル利子ハ 10，000rl内外ノ経質ヲ咋iJJ11ス、ン。カグノ川グ水料収入ハ予定ニi主セス，止ム

ヲ得サノ"1川ノ経1~ハ昨日1)11 ;;r..、ル斜ナレハ，仮令ff準タノレニ冶千ザルモ，ソノ設計当時ノ収入予定ハJ止早今日ニ

アリラハ採ノレニj己ラリル;nx?ナリトス。然レJf_:，さHIドノ対日Lニヨレノ、， ~I'. 々 30 ， 0001'1 内外ノ技会金ハ{工

ヘス 4ヲ以テ，之ヲヌじ託金ノ [1'1へ凶i止シ，1i):il~ íをA~Jjヲジ'd汗スル誌ハ勿論ナレ共，利ヲ I シテ LtJI:スル企ノ

川H~ ハJìíJ 以ノ始末ーツキ，ノk料ノ子jËi国ニ j主なサル上ハ之ニ充テヘキモノナグ，故ニ j1μr I止収支ノ民:r制ヲ

以")-:..25斗!江辺りノ元資金へilli:llスル1"トIL4¥]'ヘキヤ。

これに対しノq政令、よりは， 晦

知lJ良 l泣)i"l~~'í吋ノ ij'. lhlt方法ノ、，干:0抵i トン -rrmu，Q セス。

f_'HZJ)'( 設計九時ノ -l';.~~(:il;:rll ，元資金制[立íF. fi\ J中ハ収支X:り IJ~;:j~::v:ヲ;f; iFfトシテ _I:tl'i:./ ，元資償却ノ別ニ王、ル

モ災際ノk料ノ予算ニ J主ヒサルカ，又ハコノ H下 {fì. ヲ以テ y]~(，[シタルノ1]\)目ニ問スノレ経1lJ: J目 lJ11 スルノJ ニシテ，ソ

ノ伐合会的勾J'I'引C'tiriニプしタサノレj芯iYニノ、，マス元'ffヲj亙約シ，日}成金アルト守ノ、，之ヲ利子トシテ上納ブ;，

}Jiニf!lm)スノレ{詰ト心g}-、シ。

とのi-ri令があった。

このように引相、p'(1安心部五日状態はまことに立法Ii.の時代;で，印Jdi24 '1'， (1891 '1，) 10月21I1水辺改

良ならびにおIl\~ü :J~:~j\:に WI し横浜市が政府に山似したT_'j ，:iJhlnJ1自ぷ zi?の ltむには， J!1政i'!日出版さや，

水 !Jl不足の八万ふさがりi'!"J状態について，?xのように述べているが，よくこの11日の災↑!?む!Ji!わして

し、るものと L山、うるのである。

(jiijltl(i-) Yl、リ IJ[Jシテ以 lノμli日ニ]t:スヘキ!jI()主フ刷ノLニノk;丘〈刊誌以来，米タ少シモ i二1lJ:ヲ悩;，g-l:サノL内ノト)丘

条例ノヲ~1'lî プリテ，よ主 !j ，，:;t.i:F ケテオ入'<11ニ引制カレ，政T.1ÿ ttí:ìiJ ノ日 (II~及ブ'úl、守ノ li'{üiiニ辺アラサノL 今日， rrク

l児ニノ}::tt ノペ、足ヲ米ン0~t ィ-tJl;%_::_C:ji~ ヲ起サザルヲねザルノ:l};j{_"l， 1tニ Wrニ I山~ldÿ ヲ ;11 民ニJ!rt\~県スルハ，ソノ地

1ルFJiニプラス。然リト雌モ j，llÎtJj~_::_じ ιI1 ノ :;;'1，施ヲ~スルハ自IJ述ノ如グ1.(ζ H-.íニ;u:i ~ ，空治ニ日il寺ヲ経過スヘキi1;fr

ニプラサルカ故ニ1.11];泣三:11{i;:1，104，7121可555ハヨ1111命令知 1糸ヲ3主主シテ然不11'¥;1，トナシ. lJJJi'fi 23:¥'1')立乃五

日9!rj'.)江ノ 7ヶ::HI;I¥i;-:{:，);ij 30:l.[主ヨリ毎年一応ノ経ïÿヲ j'" 除シタノL 政治余ヲ以テ元金古unニ光テ，又-~}rlil ノ判、

1JζJ".1X:.i::: 166，070 [Ij l叩6ハ 23:::j'.J.立法近、金 25 ， 795 円 sìf~ 24 1<1'.)立f<n:i¥余念 27，772[I-j，イ_iJnsT.52，867ドjヲ似

JrIシ， ソノ司、)[ji.113，153 ! 1]ハ一時的入レ， Hií シテ íJíS;lL:1I，1;出 i!'.I~ 1) 1 ニ係ル 25ifJJt乃烹29"1"1立jjjJノ談合金ヲ以

テ之ヲ江tiSlスルコトト γ，

しかしホ J_tl: (/J :l' lfl}JII は 1! 々出しく，そのコi~J{はいよし、よはなはだしくなったので，そのままにもで

きず1ïl\'m~;'!'[lhjがたてられ， 1りliti24 '1' (1891年)10JI2111 11，務省にご]1栄r1{J可のrp誌がなされたので
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あった。しかしこの計画にWIし内務省当局が，現場制査の結果，横浜の発展の状況にかんがみあま

りにも ι そくな計 hlJj として設計変児方のHiq:;があり，その後さらにlJ~I_lll した計 fillîについても種々

見解を災に l. rj"Jiìl'f)l が 111iî三度市と内務省の|尚を往復して j唱者一のns~が対立して自主らずいたずら

に時在すごして，水ftの不足はいよいよはなはだしい状態となった。そこでやむなく拡張ならびに

改良計画i山内務官側にも沢諭のない:r::，jfについて，まず施行することとし，明治 27ft' (1894年〉

にいたってその寸日のずいill漏水防止工事を災施L，さらに戸J30年 (1897年〉収入口変交工事を

施行した。

しかしこの工事白山!¥iliJ);tについては， Ilt政耳目之の折からとて，政府に恥iいLl"1て， 1I<1I1'に上納すべ

きf法人金の償1立のl!lJ引をこい，明治 26年 (1893il'.)以降の年々の収支剰余金をもって:ゴ己主:IL..な

お不足額は'iI.J'j日人をしてあてることの許可を1!}i:こ。

したがって政附からの借入金に対する笑際の支払は，明治23年(1890JI')から閃25{1三 (1892Jめ

までは一応手IJ.(-の支払をし，明治 26ir-(1893 ij'.)には元金のみ予定どおり償還したが，利子まで

はおよばず，川 27イr-(1894ir) 以降は全く元利ともヒ~"'jを '1' 止し， 不納のまますえWl:いた。この

ようなしだいで創設後lOil'を経過しでも負債はいっこうに埋められなかった。

かく亡己記事~ I二hは随行されて， 配水tilUJは-I，è;、治 JJII されたが(給水)ij JíU~:ζL じJi:-'~;L衣率引\0 ，

それ C も料金収人は，その'，1;'1] 合 lこ I時 JJIIせず，、11 和j の借入金{n:Ji T'~-fに 1~込主れたjド収 110 ， 379 ド!に

はついに到達しなかった。

明治 20~28 年度問水道事業収支計算

1't; ! 1，ド| 県からI!î へ引継の際の収支子~f，(

!立|収人制|文 11¥額|投 銭|員入引141
!1)i ifi Pl 刊|門 j 悶

20{j:' 12，981.6391 22，065.3261ム 9，083.687

21 59，361.1691 54，814.6101 4，546.559 
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第 1 コ三己与L

白B'1 uf1 

改夏ならびに拡張計画とその実施

工

'Yfr 
H 

弓手

1 次

計 画

計ー 図

( 67) 

横浜水道の給水状態が， uij記のような状態で，横浜市うl縦のお11与においてすでにその不足をつげ

るあり己ーまでめったので， :j:ùYn~Tjjは引i院後由ちに拡張に関する ;üitln i2 rJH始した。 そのlli:奈はふたつ

あって， ~~ 1はJ);¥{Eのノド刈、に。らに 1台のHjJJ、ポンプじよび隊法!を増設することであったが， この

?t~は日に FJ に (~lWiする人1'-'1 の状態からみてあまりにも一11なしのぎであるのみならず， その施設伎に

ill ~í 1，，-椋iO)YHI ji;r:'2-~:L ， 4 >L 5< の}，~，;えからしても採算がI，~り立たないし， また機械的故降の不安もとも

なつのでよく/:f_いとし， 1 ，1 然流!ごの方法を求めてさらに|二流の i~::ì111 i' ;小ら取水す一る!:f12 ;士;をほ択し
みち

た。そこで水内、i:'求めて Li!t tにさかのぼって調貨の紡梨，相*~川の-J(流である j且忠ハ iの弁天市|を於

i自と認め， 乙ミに収入r-l:::と+め， I'j Flj刀当らi決行によって相模川にいたり，鉄橋を当ijけ波してli:，υ11な

iJJtり，従主任の級協にj主総させることとし ui水線路については，漏水を!i)jlJーするためiJt米のずいJU
つずき

'I ， q~， '{i' の蚊誌のない l;tjiîjfに鉄管を通じ， さらに紋路'1'都YL111l都問中lに附水池を設け， また(1'ノ1j(}jllia1:

としては野毛山に従来と I"j級のろ，i&i也を 1池Wii之する肱張ならびに改rHI回集を決定 l，明治 24

1，)'， (1891'1'-) 10JJ2111 大変 iXの主:E?によって政的に主主l 者工許可方の IJH~nをした。

[出i :民 ec; 

" 

1 中{じく長iti\"(jJf)の~:，:~裂なむこと。

人1_11(1]:J111とn 、!uirl，;;j<.に上り水足不足の:)Jれを強，jl，JUc。

2 IIJ水JI"入口を変Y::L ポンプl，HIJを全廃すること。
Aち

Jl~{l のR{入j引からi且止 I11 を οかのげること r~ 9，問。パ (3，000メートル)山弁天間に新たに取入所をl泣け，

I什任 18インチ(460 、リメーわけの主k告をi旺7止、I11に沿って敷E泣し別在的1え入口よりべ:~-\~Ti点におし、て

鉄1，告をかけて州i引11を以り， 1!;t;.'t!Uノd(:iをに述iTさ止る。乙のよ 111引よ 90，528fl-) 35銭 8阪である。

3 す九、)UIi，O)?r，j)7](引'nl:，T，'I:を品i]'.-J-ω。

4 

F υ 

-.，n"J白 11 ， *j~:iS の政:此されてむい 11i'iFJi に対して lJ ，鉄公立:JYl ，，'i: L '~~:iこずし、山内敷設の'1、 ú) 能な出場JiJi (二つ

いては，約fこに紋銘を~wri没して鉄to/を敷設する。このT'JI'1t34 ， 572 I'J 3鈎2版である。

印刷什に貯水池をWli試す。。

川jij主fr升の泣くに給水人口 100，000人に対l2日干の給水足を!l'i水しうる?dii止4，503，210ガロy'(20， 

449 、'(h メー i ノ 1) の貯ノk池を判r，泣する。この工'11j~ 25，6631'188" 8阪である。

~!f"モ 1I1においてろ過池をj百日立する。

jl~: ， /P')泊池二三らびその ii;j ~Iil，~のものを 1 池Wi;i~-9' ~)。その L'Iぜ~ 15，306ド132紋 8医である。

j'L~L:-1ι11 の必怖を~: L，空論に時日を貸す場合ではないので，創設工1:~の借入金に対しては，無利息と L ，

7 j).イi>Jえれき明治30'1 (18971， 1リかんm泣することに変更剥いたく，なおこの工1~総引 166 ， 070 円 60 鍛

fi N(:: 円 、iJ，Iりjifi23 !'1'iiU'j: 1，' Lj'iJ 24 :'['.1丘の子:q:yj{_1[;金 52，867f-11を転ItIL，不足'Ktiは一時的入{v:をも
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ってその工投に充711する。 時借入金は明治25年皮から 29JJ'.1.正までの!日jの成余金をもって償還したい。

首~2 節政府の設計変更方の通達

J→lUの bmi 主改良ならびに拡張工事計図の出版に対して，政H、Iは内務省土木監将校側石H~:li十二お
~ -_.…一 一一… …ー、 一~

よび 1:手u、";'教佼ハノc1ンに別査を命じた。両氏はt泣1]"1の調査と災地l品川良の結果，横浜市の;j-j-filliは

その急述な発11，，0)状態にかかわらず，あまりにも一時しのぎの消極筑でその'ii"j-jlj_liを災行してもいく

ばくもなくして不込をきたすであろうとし，叩]di25il'.(1892'1'.) 1月181.1大安次のような:w:旨の容

lドをしたロそζC政!(f(土H白浜市に対して設計の変}Eをするよう通述してきた。

石黒技自1目立まじ:ノリ[..-1， :/教 Js<の芯_1-L:;_!}~日
¥ 

1 横浜Hi;J(i且給水EEの緊急増加の嬰あることは論をまたない。

2 JIl水JIi人11の変死にー〉いてはボイラーをi11いf，自然mt下lこより取入れることによって， 1 (，flB113，500円

ないし 15，5001'1のLi証iに述する機械逆転、伎を節減しうることは財政!大なる改読で必要なことである。
針。

ただ椴浜水iIL'l j.f)'j)リiが選定した1，、天日j:\から~:'~ 2，170 )ミ (657メートルj上流のノト削pのプJが取入"として長

も迎11なj也であω。

3 ずいi立内にiiE米の敷liD.:{t:i'とl，iJ慌の 18インチ (460ミリメー iル)官を倣設よれば， i¥'lI7Jくは防止しうるとし

ても，すでに総人口 125，000人に述した棟以ihの光IKぶりをみると，やがて水民不足の時がし、jこることはIl)j

らかであるので， i守ょkを者はしてこの際内筏211ンテ (535ミリメートル) '11をj九、j且rI']にill1;止しておきた

し、。

1 1\1: 1'''1 ''1ニ Jl'j!;k池を朝r，泣する ~lí引l についごは，近よ、)11の水の il'j'i'íf な}，l，i，および防水ボンツ"逆転の出止される!~i、

その111:11"1':の点等から考えて"立政の裂なきものと認める。むしろこの工伐をもって新j医入口から訓導水告の1"~l 

!'l~ /11¥火山村におけるAU;Hfi(IJlまでは内径13.5インチ (340ミりメー iル)または 141yチ (350ミリメー

トノり鉄伎を品Ij~'つとして般設~， )IIJI ・ ~!f毛 l .lJ lmrJ内花 12 インチ (300 ミリメ{トル)岱を百Ij管として政"立

するを迎汁とする。」のようにした場合は，全線をi血じ 1分1m1，900カロン (8，63法:)jメーわけのノk民を

導水し，現状より 5 川内外の水量がtV:)JIl-_tるから，将来を考成すれば山闘のiJlÎ~H二ニヰトより有効である。

5 ~!f-毛 IIJのろi邑池を 1 池凡3設 j一己〈ことについては，すでに予定のことであって {f'Jの凶雌もないこととあろう。

1) 上

お3Nn ;1主計五E兇による白[';2願

1'， t)5行は!iij記jifJ長以niliおよびハノレ iン教授の{主命出を添えて「工事;O:;i--J"22ltブ'FnJ然きほJを本dj

l こ~J "~ )宝してきた。ここにおい ιて市は間々"ti泌をむねたけれども，石，Jn;・パルトンl'可技剖iの百!隔にし

だがうときはその工 :11:伐として 720 ， 000 トI.J~ りをø::l， I Jl1阪のμ h~1口ーが伐 166 ， 0701'1 にんJ L 4 ii'，以

!の紅lに透 L，財政!とうていその釘FlにJltえ統いものがあったので l'可氏の;0:見をしんしそくし

てliij[I~í] I! ¥似の;j"-j-jl!Uを多少変挺することとし，大]2:次のような;jj-ilJIIをもってIIjJ治 25'1'. (1892 jJ'.) 8 

)j 18 I1 Wび申請~~r1 を抗出した。

ぷ1]1" ~変 _IJ! ltニ計 fllrj

l 収入口の位i汗は，内務官'{， j~.l.\技師およびノ:ルトン教授のな J~ とやおりノj、悩戸に変1Eする.
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2 ]収入口i!為らvE井、の導水管とのi主総点である c，~;.ずし、;主までの新路線には両氏の訟見にもとずさ 21 インチ

(535ミりメー iル〉伎を敷設する。

3 -rいi立内部lこ新設すべき鉄管は両氏の~tU-;!，にもとずさ 21 インチ (535 ミリメートル)管を敷設する。

4 )llj村正合井付近に貯水池を設ける。(尚氏は反対〕

5 illi毛山にろ過池を設ける。(両氏異論なし)

6 C号ずいjhから)11チH幸子t11までの鉄管取りJaえは， i)、の脱会にまた川IJH主合井から野毛山までの品IJ管工'Jl

はそのikに減ることとする。 以 上

2高4官fi 白~2願に対する将誠夜命令

しかし， ~の拡張ならびに改良W\- j]!lÎ に関する US 2 K~iに対しても，政府は同年 9 )j 26 IcIづけをも

って，この設計は，ずいiふ潟水の防止はなしつるとしても，下流側導水管はそのままであるため，

1分間の導水能力はいぜん 1，300ガロン (5，9iLブJメーわけであって 1日給水主Ll，872，000ガロ

ン (8 ， 5ω 立方メートノゅではiJとして J1裂1d の激的に対処する迎~í な計\lIüではないから. ~fnit調査

すべき℃あるという迎旨のij、i主があった。

第 2章 ずい道内漏水防止工事〔明治 27年)

:，~ 1節工事施行の事情とその財源(

水道拡gHならびに L~:tHに I~Jする下JI止の LH制が，。ijBUのように不 iffl主に終って， 1'J:1正検討をしなけ

ればならなくなったのであるが，そのlilJ においても則水量は巡i!=-l~lJfl し，いよいよ水量の不5.i!:が著

しくなって，七五位:ι:j，:にまついとまがなくなったので， IVJi古26"1'，(1893"1')7月"¥1はただちに百包ユ令し

うる J.L:乞山祉な改良C'lf ，~-して.ますdずいill内の iliíJ7l<J!;)j .JJ工"1;を思~z.I， ;JOjíti 1..-，むなしく逸している耐

水をJ前倒して(ij)Jに町三E山に送り， もってさし迫った給水奴に1，1;、ず包乙とにした。 しかしこれに

は，工;'¥11'1としてお，345川77銭 6I豆を去ーしたが，当時借入金償還未済のため，閃から財政上の特

，;IJI品げtk党けていて，収支の剰余金はまず元利支払後先の義務を:(1っていた関係J:，この政'tii-iを工

'1':1'1の)!jilt.¥にiitllJ充当 1)について， ikのようなllJ!旨の防iIJ"1を大賊省に促I-Hした。

tb~iJtílfの給;/(J止の山裂はす Cに dl ノ'j(lt を起ii邑L.， 不足のはなはだしい現状を緩和するため， .yい道内におけ

る多ilfの雨水に対し防止ヱ:'lfを施工したいので， これがコ 'J，:j~について明日 26 年度水道子J1収入 76 ， 286 f'1 

90 jQ (干担額〉から粍1'i40，727p1 80 jQ (予算額〉を差 L01いた残額から，国fllに償還すべき元金 (12，763

1'169 IkS 周〕と%'日一 (22 ， 795 1' 140 銭)の凶作への iニ納を:日年度に繰り延べ，これを工事ï~に流用使用方承認

i5hJこい。

当時この持ノk線路上ÌJklHlJのおかJîJTを数えるずい道r!I jf')/i;';: の ~11設してないずい逃があって，その漏

水がはなはだしく，計 Irll[1日j草7k1-止の 1，800，000ガロン (8，170}'cJjメー iノレ〕に対し 1，679，580

ガロン (7，627，;0;，メー lノレ〉の型f毛山泊水をみるのみで， 7%近いノ'1<1止を逸していたので，ここ

にあるいはずい道内に鉄犯を敷設し，あるいは別に%Jr*J}lhl告を築造して鋭、管を敷設するなど，すべて
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鉄管を 1 木に~ili絡して ì~~i水を防止しようとしたものであった。この C:~jì:!I-'ijtìは同年 8 )'1 7日許可と

なり， :'!~27jl' (1894'1'-) 2 n 17 11治工され， l，il'I'.12)] 22 11部)点した。

百!;2官p 工事の実施

本ユニι1':の随行内容および工事の対J県は{}くのとおりであった。

工 事 の内容

1 '11' の 泊 誌l 箇所l 延 長

(1) 新たにずい辺を品1\削 L ， IJ'J f.壬 18-( ンヂ i!)i刊を ~J~i泣したもの

(2) 1日ずいi立をI.iliG，J打線路をlJiWilJL 内符 18インチ鉄官を
敷設したもの

(3) 1日 Fい道内に l斗径 18 インチ *1~ri; を政目立したもの

つ
】

7 

6 

716尺 (217.0メートル〕

1，的信尺(ふ32.7メ トル)

2，616 )ミ (792.7メートノc)

2 工事の効果

( 1) 工事法成絞JiJ水INiX.J2副司11在Jilil!ii、の札if?の町毛山荘ノ'J(.I[(

11 ほ し778，773ガロン (8，077立方メ トル〉

(2) :仁 '1を liij 1I }j¥ 1，679，580ガロン (7，627立ソ'j).ートノレ)

(3) ):~ iJl t('i lJI11;1: I'r Ji許 99，193ガロン( 450 :，UJメートノ， ) 

〔注) jヤj!JII並口並 99，193ガロン1J:1人 1111主T!LLt18 Hロンとし亡 5，510人汁:こ相汁iした。

B(c 3 uij て .)$ !{，'( 

1'1 1'1 ~~f: 古(j h羽 :~ 

同

線 間 川 i< 4，094.88日 12.t1% 

欽ピ{お.)c 1]、同 J~ 1): 22，831.1τs 68.8%リ 1!1 11じ'f{砧プ百十jju
イ.¥'ス

述 jB;: 2，058.572 6.2% 

土地 I~ j; J びllIit'tlr 130.978 

i;n 5川"(1品3 330.687 

191ガ旅 1!i: 968.208 

山 人 れ 1，813.8H 

ii'i fG i川'" 1-~ 142.912 

主仕 lV: 791.384 :1.2% 

子一 33瓦 673[ 一一一

本じよJlな内容阿Jにみると，こに;Ji:1.!i:のおもなものは鉄'i"dtで， 68.8%という大きな」川合を J~î め， Ihl

路日日削設が 12.4%，旅費をも合めた人件吹が 9.4;百， B1i;_{が 6.2アムその他の諸雑貨が 3.29百で，鉄

'i'dtと)iJijiil伎が目立ってL、るのである。これは :li¥l与鉄日がぷも，:':，1出であったことを物ぬるもので，

的入;í:~伎は凶作災型公立あわ止~(0 365 1ンF山L1であったから， 1 1ン11りG31'J50Sj，'ほどに:IIり，イ

ギリスからの愉人llll ℃ある)~，i，も|対)土 L， :'íll ，ld也の物(叫にく~.) p-'::_て'11，:IJi'::jであ.，たわけ Cある。
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第3章改良宏らびに拡張に関する第 3願

第 1i諮工事施行許可の巾詑

ずい道内漏水防止工事のiJ並行によって茄水 ftは今仏、ltüJ)f1をみたが，台、I11 しつつあった)"i:~:iιに対

する抜本的対策ではないので，ずい道内山;水防止ココJf-2進めるかたわら，改良ならびに紘政計凶に

i思しては第 1 願および:U~2阪がいずれも1'j制査を命ぜられて以来引き統き諸般の調査に従事してき

たのであるが，明治 26il' (1893 il'-)にいたり本I!iノ'](i邑の三開嘱託::r.lilliの設計にもとづいて，:I:.~~: 

ikのような三liifliを決定し， IITJ年 7PJ28日三たび t務大|立に工事随行計 111の中刊???を悦I!'[した。

改良ならびに材、張にIJ'iJする第 3!¥!(i工事訓 E!Ji

(1) Jjj(水所はさきの石堅・パルトン~~どおり小瀬戸とする。

(2) 導水管は白黒・パルトン案は， 1;;[;泣の(，村正J8インチ (460ミリメートル)管を内径21インチ (535ミリメ

ートル〕管に敷設縫えする計図であるが，内径 18インチ (460ミリメー lル〉げをそのままとし，新たに

内径 12インチ (3田ミリメー l ル)を~Wí'\; として新設 J るほうが赤山占である。 (iÆdJ1:および二Iコji:l '(につい
ての昔I"X'~::J}を添えて説明した。〉

(3) 剖li!l(i]村貯水池は石黒・パルトン13見にしたがい取り止める。

(4) ろ過i也l池の増設は異論のないところであるので施行する。

(5) このようにすれば小瀬戸被入口から野毛山まで，内径18インチ (460ミりメーわゆおよび内経 12イン

チ (300ミリメートル)の附管をもって通じ， 1-.1 ii止2，706，16日ガロン(12，288 :¥'C))メートル〉の7I』水をう

心ことにむ U，1人lU18jjロンと jるときは 150，000人，又 lrr157iロンとするときは 180，000人

にjJ ~iì{ì しうることになる。

白s'2，N!] 改 良 な ら び に 拡 張 工 事に関し財政的援助のトli願

J:llC<<)改nならびに弘1J~こじþ:ii-l- iLI，lÎ によると，工>11:'('1 700， O(川|けな~>:.lるもの ~C(b った。 しかるに

ーノノ灯時の水辺料(c:収入はすでに"!)ij記したように不振をさわめて fJ明白紙に述せす，ゴ|々の剰余念

をもって償還すべき創『泣工事に対する， ¥_iiIW，;，らの{白人公についても，全く返済の目安がつかない

れ以であ〉たので，その!にさらに 700，000刊といっ L'椛lの白山古川一ねることはiモEi"1:.成り立らfl，}

ない乙と℃あった。そこでャむなく I El ldifl1ì幼ての i也財政処.fI1\について援助を ;J~ Y_) るにめ J一三Jlh~

1 J'の111M;と1，，]11占に (1明治 26'1'-7月28ト1)内務・大政ドiむこ刊に次のような!J¥::n'の闘いi!11をした。

(1) キim的改良お止びI>l可JCJ:iJばEは7日J，印)0jlJ 亡出コてI!fWtを;~X:U、してあてることと rる。ただしÀî lJ i&::::Cjl

~l l(l， 104 ， 712 !'J 55~:_t 5肢についての1li11'i(j日入会があって1'，1の弘t干のもとに4切りの俄i5111、があるので， こ

れにず功、て;えのような方法により処出したい。

(2) 刺』北二r.'h'伎の.W¥以!il，皐をやめて， この際一時、こ出辺する。

(3) t)'[i11の改良ならびに抗、滅工事費700，000円は木市のi411Jと寸 Q 。

(4) (2) の俄i韮:金および (3)のご!っ11:1'1のú計百)1 ， 804 ， 7121'155絞 5 /!1[O) ソち 500 ， 0001可は本ïbの特殊:~h'l/i

おlびiJ(JU釧u止の際の経過にもかんがみ， 'Mu;(. 7，;:1;)]・長自tl可ーの1'dh水JI1ユJi授の補助のlIIi例により捕削J
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さ，，1こい。

(5) (4)の合iit拡i1，804，7121'1 55jえ 51_主から補助金 S削， 0001'1 を元しリ|いに伐'(ffjに対~ 1，300，000 1'1は

，Iif立を1-xtsL，その端数4，7121'155銭 5jij[l土手i寺金をもって処制したい。
害λ

(6) 1，羽J，OOOI~のihl止は 2 !.ドI1iH日目， 3 '1'-1-1から 28!.l'.{ド賦として11'\泣するものと L ，その利子は!.l~ 5分

とする。

お~ ~3 色m 日清戦争のIfっ発による白{:;3阪工事の{(j治り

..L，it!.の臨1い111l立政I{.fO)j五)11するところとなり， ~~5 市 11'1議会 lこ，j是;オさとして民 11[1 されたカ，その議

U~の lìíjに I"j 議会は附散され，ついで!'{:;6 ，ti'i凶議会も内科技され，日:の;:;1長会i21:j:たなければならなくな

ヮ/こカv たまたまIVW;Z7Jr-(l894JI'-) 8 Jl 1 11， 日 ~ìli'il攻守干のぼっ発に際会し，いっさいの新Jj!'1 1::¥'， 
は.1t，j去りという凶の方針にしたがい，ついに明治Z4or-(1891Ój'-)以来幾多の子段と ')~'Hiを主ねた h;'f

l只水;llの改良ならびに紘阪仁市計ド)IJは， thノ'}:.:J誌の絶対不足に対処 Fる r.:'!r())必必I'!をJ、めながらも 3

ついにざjJiしてャみからやみへ日lえ去ってしま円たのである。

第 4章取入所変更工事(明治 28年~抑制

~1 1 ~í'j 工事の巾詰

ノKi主施設の拡張が9J却されていたが， .Li己のような'1吋!?で !njlDiは全く行き脳みの)日となった。そ

のような'11''1自にはかかわりなく人J:lの治力11はとどまるところを知らず，加えて 11dPì\l:!JHJ)似~Wi(令交

けて，工場や鉄道当の水辺:11:!iiJ:は合、i敢に昨-:)JIIL-，ノ1(:[止の不足はいよいよはなはt:..しくなった。

そこで ~tí J~J は種々号':J'Gの紡リー， 日長会のおbifを裂する{ト'IHc納lVJv') 111 ;:llj' を]ばり 11 )1>，とりあえず~!l;';1~

lil-mulドのJti入所の変)ET'I下だけな施行し -WJi:こは送水J止をWl)J11して刀法の急にLし、ずるとともに，

f也商不安定な機械的湯水)Ji去を防止し， さらにその多似の日11も;伐のむだを í'l'fîi]~ したいという 41:阪を

持つようになった。

l明治 27'1'-(1894 il'-) 10 JJ 22日収入所変史工'11施行lこWIして，内務・)¥._}以Ir1，j大!日にI!lliiiL， ル!

28 "1'-(1895年) 3 JJ 19 11 さらにその，iT.lIもの原点い il~~ 同l~ll'， L. III"J司令<1)1 23日工事随行について

いj務大臣の計五[を得た。

その討 mu大~は次のとおりであった。

工事計画要旨

(1) 相枝川筋津久井郡三升村(JJ!津久井町〉にある収入口をi立志川部':ii:ltク1，，:;J j::llrl'il!J村ノl、 t輔戸〔現ì~!t久升1fiJ)

に拶転し， 1~水ポンフは!先止する。 ill志;11の流立は当時24時11\!1こ 1，泣低以)， 460 ， 000ガロン (365 ， 400 泊ノノ

メートノレ〕を下ったことがなく.*11は倒1;¥111よりi市iTtであるだけでなく，大iHの{兵もil1i'iTflこ附i主すωこ

とが早い。

(2) JIii入口付近の戸~rj-I には，その 1:下に実現および導ノd<~見を設ける。

(3) 収入所にはレンブf・コンクリートおよび粘土をもって沈でん池を"立けω。

(4) Jjj(入所から道芯川に沿い山!出世間i刊して線路を築造 L，内径18インチ (460ミリメートル〕鉄'1:¥"を敷設
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，~ 

L， ;I'j' jlJt寸 nnt3 ，L び r'll~lf'付三ケ木(\ ....れも lQi--1ゆ-.11日J)を慌ていEiiJIIIII:i誌の巣にJ たり，鉄掃をt:(!

1 てノ m~ï川 1"，一政 1) ， I克，iZ第 8-¥;"-"':I-O:干 11において何倍 18イノ子 (460ミむメ 1. ，，) r現 ~;~.(_m.7 く特にj'~続 4

C 5) 

(6) 

F 

'η.' 0 

工事1m湖kJ: 2 泊~5f.

工事lr費予算額 99，440円 300.~ 7 fiiI 

士存 2 節 ft.t i原

コ71r'1~については，明治 2自作 (1895'1'-) 3 n 19 口づけてともって米日大1\1，にr，I[~\').7J(~立工事 If(元利

{f(;の年以上自'j♂延期とT1ii立を発行することの;'(':1'11をUi似し. -，jFl!utp)延WJ:土1'，]11'3 .rJ 221"， ililaの発

'0については同年4月29日その計可を得た。

すなわちエ司E予算の大要は次のとおりであった。

C 1) 工事n予算官、 99，440門 30銭 7庇

( 2) l廿 lsl r人]訳

-15，753円 85F lf!1[(上吐ltIノドm=仁l炉'n11Jhfi 27 if. r足元判的1:[1ノb.0) .1-，認!j)j~士JlTl if; 29 イri ，!}~

号::-r:'i'(:と主計d-'::J。

なお， siY:i'(': 'J) 26 JrにはFパ「院の元利償3主をfl'i27 年 J之に延1~! L，.ずし、造内水防止工引を施行したが， I 

記と7でよEこの分も 29(;f-~まで延期された。

民側円州6厘は水道臓が一時1昔入 L，~Ij子は年刊に言 l俳 L2年前E! 以?を 7i~:.r日に収入司変更

による経i'iliiiil:主主立年相11，000円をもって元利tfu遣する。

(3) ]支入m変更設は潟水絞汁"b']ll二により次りとおり節約できる見込みであったc

払
1'fl 

到じ

ナ

イl

材

司u

かに

平}

間

出Z

lfr 

11 

i'l 

0!築修 t百貨

計

扱水設的|
の 絞 l_ftI 

円 Ji<1

8，762.35C民

8，664.886 

5，204.000 

9，559.5251 

2，652.392 

5，881.647 

40，727.800 

EtPE[一一額 l
何回i 円 l 

7，658.3501 1，104.0001 

5，592.8861 3，072問。

8，854.8951 

1;737.022 

5，884.647 

，7山川

5却 4.000

704.6却 1， 
915.370 

11.∞O.GQO' 

白s'3 Hi 工事の 概要

主調 'l% 

Ni減額は機関士給料

" 計l主，，;):夫給料および手長λ失1'1

" 石 ，:ai代

tア i珪B:J探長修理・材料代

" 維持lnその他J品ノ.j:機m消耗品tt

明 治 28"1'-(1895 "/'-) 8 n いっさいのiWN!ìの狭うのを待って，フ1(r~îを ::l'iitU 11 にボ(/~-， j'illJに耳立入

仁iを変更する工m:;o:}i"(Cされた。

本T)j\'の J[ミ入 p;，土 i 'lt久~l1r日 \';ïLI村:r: Lln 久保ノj、1約pí における占r~;'ll空の1I1Ii"éI;にある自然の小I匂を f5 J}.

に利f日_.-， iS人間に主石をつれたュたきなTiJ叩IW占をもつらてlilj而を)I[とイ1111り，その一部に水門をmり!1 

けたf1D J_~í_な構造で，
ひ ごう

その/'(門院は平時は 1:日~. rJI~ j'K Iì与に J士山ざ Lて ì~~r，にの前cttr流入するのをli}j ぎ，
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Ji~1;芽 IJ笠を Jffi して佼TEする比較的渇IZの低い木会 JI\( り入れるよラ施設された。

;;:tでん池はJiZ人11の|、i:jIL11~ メートノしの 1\'r:i i" I': に.lJ tiil(.): L-， )"1 f己18(ンチ (460ミワメー lノL)れを

も》て.ì.I~ì.Jk l iニコ tどと λ;U~ V')'r'~ Ij:， 

ば， 1，600 U方メー lんで;il-ij:ソk

Ill:(二丸jし約 5i1年1m分[こ相、JiL iこ什

;t ~C:.ん池の l-);A;け hkI: iJI、木 liriJ-. 

0.9メー lルとしたが _I"，rm3.6メ
かめ

トル合1'.行のfuJl託行凶としたた

め. iJ!~ 7k II"!J'~'こは )11 日11から 1山和l併を

ほ透したJ坑ごしの伏流水が!行の

1111から沈でん池に付人 l，;}c _Iitを

;~I !iつてはなはだ効来的であった 3

11月ifi301，1"JU入所変旺 C[¥によって新たに道志川:こ
やir~没沈でん池から ;i1ii::;) 11:11 j-;~ に 析目立したlgf山lFi入所

1さんがv
沿って， IITTE塁を切り 11甘いて ;nι川・杓桜川の {'rì~[点付近 ~.c新斜路fJ2築造された9 新設導水千三Jは沈

でん池以降1)"i壬18インチ (460ミリメー lル〕鈎鉄代が延長 3，570メー!ルにわたってこの新線路

吋 11.1)，0) .;U ;l!、111 三InF;' L'1 

;こ敷iJIされ， l!f線路の終点におい

て似 4.27メートルj王IlIJ48.77メ
. げに ちょう

|ノLの鉄製ヅラノト式情桁の縞梁

を架IJii立L，鉄行はこの1怖にiRヨlJ

して十11校)11を波り， 1日線路のi沈役

;'ì'~; に i主総させた。この~Æ摘は相模

怖と呼称された。

この 1:"11:がし、っさLヴじ成したの

¥-:tlリli古30{f‘(1897'ド)11)1であっ

fこが. P1J!'f 8 月には'~)ç1~守の J.1n*討が

終ヲたので-1[の給水にあえぐ"1
1'; のイイ~;k'JJitに九:ずるため， 1，，1)11111から)迫Aするにいた"iこJ

白í~4tm :c 事 長t

ン本ド…工lに:ドの!准並釘f行j'rJい1ι，I-li，'l刊!

兄して， ~lí fn -T<!i}: 99，440 P J 30 &t 7 NIではどうすることもできなくなり， 1り|治29'1'-(1896"f.) 7月

181]大."流行に借入金のJ¥irff百万について阪lいIU{i:'L-， [司']'-11f119日その認可を得て30，800111を増加起

fnした。刀打j子治における借入金 53，686川45W6座とあわせ 84，4861'1 45銭 6肢の償還mll:llにつ

いてはI明I合43W (1910"1'-)主で 7年間延長された。

そのT:'IH'Iとその内訳は;たのとおりであったa



'?，í~ <1 J;': ]肝入所変更工事 ( 75) 

fJ'1 訂f
f， fJJ; fレ、 指1

物 件叫附幻吹吋判4桝! 舟 ) J 快 | 弘，'J'rrJj Í1i n1.!~ 組問平の他
何 円 l 円円

Jk へji)f ~L 可ド ]'k 15，790.143 7 3，8148675701; 42550 

斜路築造 ~r: ;'If n 26，399.432 173 主七198.

ノf:'1';，'杭梨~，'t :Ck 19，6ち4.267 16，006.484j 2，仁87.446: 1，5印)

Z阿，久1(.;' お上む
1'再入 1~

40，147.059 39，740.331j -1 <106 

述 jtj{ 1'( 7，573.474 

fEIt機延長野 182.115 -1 -".! 182 

こお1:j工~ ~びt 物柑jf1 1: 収gl( 5，444.864 5，444.864 

f合 干十 6，161.486 
札161醐64|l 

1ii;く '('i 2，908.764 2，908.7 

仏H 人 4，953.682 4.953.6821 

君主 新 qr( 3，339.429 1，π0.4911 1，513.488 

計 132，問.市;白，0九 ml 5，444.864 

工事伐の内容は，物.j'j:1-'i'がヰ客員を占めていたが， これは鉄r，;;およびその付悶材料代だけでその 6

'，l ，'1J，すなわち総工針。)3 訓までを r~îめていることがi111 されたの ついで ~iiil施行翻l土問~:W;~.c線路[j!]

i'il仁ujrが介まれて 3'.'，11を1_1:{め， ii'{'iれii:J_-Ji{'rは 1"甲)6分であ )f

また:::C:Jfjjljにするとitで/υilli ~:土合めた1文人 jîjÎ--r 引;')'; l.~ ''!iIJι' Ifl雌とし、われた線路1I日jljijT.';¥も2

主'1で，鉄橋34ttt工事が1.5;ti1jを32したのに対し わずか 3，570，l _， 1， !l-0) 鉄作明[;ì!tT 守i'_iílrl)~ 3分の

1を日1i:/)， 鉄千di::だけぜ 2.8"刊以 1'. を占めたことは S'1ç~"，: の lUI~ 入 Itがン、かに I'.~I' 切な)1ず[したかをは

ぺき 1):t71);mるものであ)t二、

::[~ 5官n道志川]良水と水i原m泌

ネjJめにJj;'人 r1をii1ぶJlI1iijに移すii'li同iが組〕たとき，その l:iJi(につ1，-，-:仁科交をiiなったf古来
~ ， 

水的';(0コ 111梨 UI~i十j:Hi';Wt!nliflL、付久保何倍111お主び'1'人;こ糾鉱が数か所あることが発見された。

その

ザー】♂

"'C，--- に

Ilflifi26{j' ~27jj. (l893~jl'.1894jj'.) に山梨 Ul ~ J~llすけコよびWJj~jv1:、 111町'I:JlW収可に対 G ， j;F;J}，~;がいずれも

jEIL、川に di 司ているので(t)J~海流下のおそ，しがあるから村 'In されないよう )Ili り計らいjjを I'. !J 'しだ Jト

、1'd1:jすでに，1:'1'人にお 1ぜ、ては明治 22.(，ド (1889"j'.)?よ )(jl:l¥を L，間26年(18931，1'.)採ll:-I¥;¥'fl-ifととも

に f* lI l~日人 11111 栄子[といっ汚がその採!I，M!I，を淡りそげていたおよ|人日あった。

1:~WbJ(;úO) ノ片足\ ';:!1: I)~のはdb';，:;l'l:ïi] になると， I ! i ~主的l氾 j:，~~[)(~の処分 )j を阪[い I Jl1tこが， 1，，1301，1.(1自97

'1') 5 Jl15 I1にいたり鉱 Ullnより初:li賠償をうるならば命令にしたがう日の1¥I L 1]11があり， ';1 iは

'，);会の決議をffJ.:て金 5，0001"1をliij人に支払い特許権を放棄させた。

3日鉱探知¥I"II-J胞がここに持(fi'持すると， ついでl閃7合281f.(18951ド)10月i迂;e¥)1liiIJ，'iH吋Iにおし、て/"171く

を]反り入れ，ド，]十Iおよび117野原村に7kll1を日目墾し， これのがかんがし、をし，余出cをl'Tびi主之、)11に!jY

一 i するI訂に発屯FJr を役 ií~l~する -iìl" F!ljが起され， iü級会付と土地~'éri交ìil'をf"j\、つつあった。 まfニ村11英



(76 ) 第 3剤師 改良ならびに拡張官|匝il:その実施

川百万でも日.;m付においても同様な計DfiI/)~あ寸た。 そこで市内)訂はこれらの許可I'iiliiや1守米1"11五な計 Dlij

がブミhむされる時は他11必ず本111ノ'KJ立に危;'JIをおよぼすことををほして，県庁に交1止、L，いずれもれ

可とならないように処却した。

このように道志川水源に対するIYJ心をたかめ， そのノJ(iJjF保護に対する処授がつぎつぎとだてられ

ていった。

首~ 6 1m 取入所変東工事の成果

JD:入所変更工事のj仕も村'{与すへき点 l土，従来の~]~ンブ揚水引先iI'.L て白吠流下にしだことと道志

)11への水iiJHの獲得であった。

ポンプ陽水が経質的にはなはだ不経iJ"iであり，機械的に操作J不安定であることはいうまでもな

いことであるが， さらに交通不便なこの奥地の水源まで毎日使用する石炭を絶えずi重版することも

i!として容易な仕事ではなかった。
れつ

木T.'1lはJ:~己した従来の設備が.;):巧 J1Jr -'Z-'>不利をーノトに解決したもので， 1J11えてそのii'iiyl]知l1ii:水'n
を引っill芯:川に水源を獲得したことは， 以後のも!11. ift7KJ立の水仰について決定的なスブ!j~1 をす]ち /1\ し

たものであって， そのx5:味においてこのノrJ<.lJk変!史は立義深い::cllであったということができる。

また1夜入所変更にともなう涼7}:勾況の強化によって送水i止がIP1強されたことも大きな災級のひと

つであった。

すなわち水1原の標高は次のようになった。

11]三手!取入所 沈でん池IH 口埠水~.\"tjl'L-、1翌日

新 WLLJ取入 所 " 

したがって導水管勾配は次のように変った。

一士一 iD:¥-1竺旦空i'iht---JI一づ~)I哩j
↑.  

水源変更前 I 1/891 I 1/365 

ノ1zi臣室1:}E後 1/654 1/365 

124.2メート Fレ

138.4メートノレ

すなわち川~I ・野毛I]j問は変ら

ないが，水源・)11列:Imは~Æfしく勾

i:î~が日められたわけで， その 1n 

j差水能力も)IUI・illl'毛山nnは従来

から9， 430}1:~}j メートルの能力があるにもかかわらず水川変匹前の水源・ )ll cJH剖は8 ， 170立方メート

ノレにi邑ぎず， この閥均!pf~:'nt となっていた。

しかるに水源を変更した紡巣この陣ぢ区間の勾西日が高まって流水設は 12，215立方メー 1んとな

り， 1日目e7}:能力は従来より 1，26日立方メー 1ル増加lL，9，430立方メートノレとなるにいたったので

あった。

第 7節 首E 成 式

明治 30年 (1897年) 8 月 10 日青山取入所工事がほぼ落成し，新旧i早水行の連絡ヱプji カA終ると ~I;

に，翌日日をもって|日収入所における湯水機関運転を廃止し，新JIl(入所からi主7](を開始した。

この週水は当時としてはまさに同期的事件というべきであった。その後残りの工事もすべて終っ



首~ 41を JEZ入所変 E互T.'1i (77) 

た同年11月21日，了J山新取入所において椛大な/抑止式を行った。 当日の招待者 353f" 参会者

210名に達したが，そのおもな人々は次のとおりであって，その桁作者一i'"lii年からしても当局が木工

事に宅寄せた重心の大きさをうかがうことができるのである。

調
各宮庁長官・県庁各課長・市選出照会議員・ Tlr会事会員・ lb会議員・ !K会議員・民1m会議所議員・銀行会社

社長・新開記者

内務省関係官・衆議錠議長・同副議長・東京市参事会員・東京水道事務長・同技附長

地元警察署長・郡長・村長・村会議員
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第 4編 第 1回拡張工事(明治3t'l三川時〉

第 1章 第 1回拡張工事直前の給水事情

明治23年 (189Q>，o)!JWl1\Tが羽\，祭 111瓜から引紋町)H~:fすでに制限 7\;ìlの給水不足がIltli:lCナ.~，古'1記の

ように拡張ならびに改良工事を;l-t闘し中;111したが，'i(Cに出ラ上うにならず工事峰子J0践をjEJしてい

る Ptlに，当 Il~i'発展途上にあうた1白浜市ば人口がますますi;'~jJ \l L，水tifい主い工不足Lて11'わkや桁:;¥

制限が日前普通のことの」うになり，その11七!日も玄のみにこど主らず1fから秋におよび. 1F nのrrrr

水時IUiもますます延びていったョ ことにお1ft戦争後近代凶宗としてのれし白 IJJj討を迎え， l:rJ.ζ のÿ:l~J

としてその先1'i世にたっ横浜はますます繁栄して. 71<のf詩止ーはさらに一段とIhi加したe よとのIHJi.こ山行

されたずい道市i氷坊JL工事や収入口変更エ JIiTの応急的改良工-'j，も焼石に/)::で， JJlifi31 "'-(1898:() 

には窮余のあまり， J 11ヲ1接合引への注入を止め，パイパス'i{';'を;illじi'iLLIからIll's山へ去ににな水し

て清水の増加を図るなどの危険な管内の処置さえ講じたが，し、ずれも根本的な刈策ではなか~，たの

で，給水"j~tllはますます窮迫 L ， í\îfiH土1'.fr7Jくにあえぎ7}:の円いはいぜんと Lてi:~n'lさ1，'"，_;iなかη ずニ。

しかし間際港郡横浜として， また日ヰζの表玄関としての11flìßの 7\;ムが'i;~' にこのようヒ|桁水を対I り

返Lて， 日 'IWの7J;におし，前Lì!iO J1J 7J\ のíJ~中hにあえぐことは， ょうやくド:j?)~þt内地歩合 liilめつつあった

日木の商日からも;nされないことであったから， ここに根本的給水強化混としての1ïL;iJIぷ\ill]の ~~4

販が政府に提出されるにいたった。

すなわち第 1[i!H広 ~K工引であって，担当まさに明治初年 (1897年〕 1μ，かっ bて I~I;古24J!qj左5長工Jþ:

:こ測する首~: 1目立が申請されてから 6年の絞月をむなしく過した後であった。ヲilはの給水状態と施設

-対立Eおよび自己7](能力と配7.Kttく夏季の工日平均配水量を;サ上したもので， ¥ ¥l M:J、配水J:i1:ではな1.，1'_)

の状況を記すと次のとおりであった。

J 位 7、 円 l夏季 1日平均 I，¥沼田ej 
年次 i一一十_¥L主-i1KFE711施設の対諒

|人口政 i指数|西日?kA:I指数， ()o)l 

品
印 7J( 11 l花

-一一一訂一一一一一主芳訂一一__ 日安l一一一一一 一一一一一一一一一一一一一 一一一一一
市nt 1 -"'1 1 -，ルi :水量の和11が苛しかったカ九給水に支

127.9811 10司 7.7601 1日目 8，1701 

即日 '..1. ! _J_J_J_.. ー 臨時竺二
1 I I 1'(¥¥::"'11 r..lll'" ...?-J\~ ( 8月中本のは用が;またはだしく貯水;也

竺ifY:JT11152FFliE21円7TIFf十24 

¥ i ¥ 8月10ヨ上記哨 lま警官???;な広三ヘifif!日
8，683¥ 112¥ 'ノ (芥調去を命ぜられ|たこともあり‘刊民1"-論告を発」干巡

I I第Z案申訂11 I習員を;払市内を巡察して出授をFノ71 1 !'A"..;.r";'Tl'¥l Iぎ.かろうじて断水を免れた。

112 143，252 25 
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| 総 人 口 { 記F季弘日71ドJ吋 l百計削i印仰川fi[帥h帆l
~I'.(次Á: ! 丁 二u水能1力J 施詑 U山)土刈，J'山U L 'i:訂f 

|人11数 iJHZt lft水iitI 1ft)/{ 1'{l~rí); 判
明治l 叶 1 :::万円 J 川叶 l つ 1 -'''1 8 n 7 11 'J川区内|水却の rd~川はなはだし~ 7 I J 4 11紛;11

J I __I~J"'''~Vn.!_r'll を発 L ，厳-mに11ï内巡検を励行したが，
26年1152，14司 11司 8，07司 1041 8 ， 1701 漏水防止工 'J日こっ|ついに 7 月 14 日 ~9 刀 1 n(5011J::JJ併-4J M lF8ト川(8nS'山し
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8，02司 1031 11 

4 J123日

29 1179，50:可 14削 8，069 1041 " 1 J日入口変更ヨ I¥:i(i

手

30 1 187，453 14副 8，057
8月11日

M司新i背?山取入刀所附l町H刷カか〉
自然流下i噂草水

" 

，1， ィ日

前年より人口 8，000人li判IIL，そのう
え日清戦争のため，コ冷UI1水および船
舶鉄道のお要!\~JJfl;'g. しく， 61'121日か
ら初めて止水せんによる給オ制限をし
た。治坊を 3日目ごとに開業させ一般
に何回もw芯舎を配布干じて断水を免
;1.1こ。

6月18日から古IJ{f.jflj椛給水制限を強化
L，浪費者取締のためrIi内 3か所に臨
時検査員派出所を設け巡悦に努め午じ
て断水を免れた。
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(80 ) 第4編第 1rm 拡 ~I~ 工事

第 2主主 緊急な拡張を要した社会的情勢

即日合27年~28年 C1894i~~1895']三〕の日ifi戦争は日本の進路にひとつのエポッグをなしたもので

あった。 );it ，q~遂行の経験，勝利に帰した後の社会状況LおよびIfl際関係と 1，官々な点において，大きな

変化が自に見えないうちに進んでトいったのであった。

横浜水道を中心として，その到Jきに触れしてみるならば，戦争rllli11':隊およびíF~~，μ11の輸送が活発

となり，汽車および汽船の水道fl;1:~;:;'ぅ:にわかにWI)m した J この給水の成果はただ九にね;-i~J l-こし;;.;~P\; を

及ぼすしだいもあ叶て，当局としては最も:立を出いだものであった。

間家非常時のJ，g合の水道の使命が各方預から新しく認識され，水不足に↑前むi)J: ftf~tHt i'n、の水道拡張

工事急施の必要性もまた大きくグローズアッフされた。 さらに戦争の結果市況;の必裂に刺激され

て，いまだ近代工業には縁が速かったが，多数の工場が建設され，そのlまつり叫が出しかった。この

ため工場用水の必要が起り， 7.kfIlの不足はひいては工業のとに大きく彩怖を及ぼす上司ーになり，7)(

Jll ~ÎJ_\張工事の味念、1生がいっそう哀づけられた。また日 m-ìpJ(ql-の戦Jf~Jはjlト界の H を Jt!， gl~ ら lt，列 Ir]i土

日木の地伎をあ長ためて認識し，限界の注目を浴びるにいたってml戚にわかに揚がるの日ちがあったの

この特に当って日本の玄関とし，最大開港場としての悦浜が従来のとおり水にi悩み，ノトi立の施設

が不十分で間rr水を繰り返していることは，対外めんつの上においても間際的伝1日にもかかわること

として，この点からも緊急に改良することが悶家的要請でもあった。

またかねて建設中の横浜港築港も落成L-，内外多数の船舶の来航が子怨されるときに??!って，船

舶用水の供給光災は港湾繁栄，貿易商協のためにも緊急なことであった。円、にむL才、i1iIJ'Jlこ多数fjk在

した井戸は創設水道落成の際余裕があったので，政IHの勧奨によってほとんど)Ij!め!去さ廿た。これ

は初佼 J:必要であり，事実水道創設の前後における流行病発生の状況をJb践してみて成初であった

が，それだけに生活用水の絶対量供給上水道施設の拡張は当然必要なことであった。さらに消防防

火の点、からしても，水道のiill設にともなって消防技術に"!y，:命的変化をもたらし，ノk任利用の消防に

変った結果，在来の手押消防器具をことごとく廃止してしまった当時としては，ノ'KH不足に主る水

庄の低下はり~x.l:重大な問題でもあった。

こうして水道の折、阪は絶対緊急な要務であったが，ここにひとつの問題があった。横浜市はもと

もと水利に乏しく.i!i傍からヲ1111すべき水利がなく，はるばる40余キロメートルi':lt久井の山奥に*

jJh\を求めたI~l係 L，その日\1幾度か断がいを巡り，あるいは食き，谷を越え，事〈の渓流七度って線路

のちE;立をなしたもので，乙の導水工事授に多w百の工授を裂し総J:i{'1の日O;?0を占めるほどであった。

このことは他都市の立地条件とkID'2呉lこし投下資木の巨樹さにおいて他にその例を九ないゆえん

であった。

この悶定された投下資本に対する元利支払上勢い料金は日くなり，横浜水j立は川本以-1(1)()_)料金を

賦課するのやむなき事情に一伝ちいたった。しかるにその1::紘践ヱプ11:施行の，'}J~請はその i~':j矧料金の|

にさらに 3¥'i11の料金値上げを要することとなにその負j日はまさに極限にiiL-， ~とれ以 URねて ilí



(81 ) 古車1回拡張工謀計百官:'3Lそ

4是正どの'!Lにも!拭ド"し勺ない:ぐ|白にあった。

}の:l1.;条1"'のも止において，鉱iJf~工事~rdJ}.b包れの .~hfi杏に追いつめられて， Mj政上古 -ii;のわt日は全

く l引自じであ 'Cこから 1'1去のぬむ~Jなしにはlii;m工事のIj包行は盟、いも 3二らず. ここに特別rWatfililW¥こっ

いてのあわ 1/. }.![，j誌がなさ1したのでoった。

第 1回拡張工事計画第 3章

!.:i:. 1 :1-1]1;主主、:-1，'.-'-)"1バエ1!.:)Y02Mf-C1891 1r:) 来の拡張~"-)-~llÜの2114制と L て九，)29年(1印刷 ) 6m3日目泣

(910一神奈;~ L，\!からの創設不近 '!I誌命令条件!.t 2 に~é~ 、て，/，;および仁t':'ìllìJ~JIこっ v てn'， ~1~ì :...--f己'/..':，

1月25日づけをもって日IJJ子外 1m人 ì~;-J~'i J白ヘ自己ノ1(;i己t1\~);之の必主?を認め，干If".\. L て H301!~ (1897iF) 

てのニヲ沼 l'l~iは;J.~のとおむであ?to， Ijliiii Gたもので，

E量

j弘晶i没;足号計桁f甘市r{t7 

みわJ_-1 iゴ15，4ω，0下町D女ガf戸ン (2見4，5思Eむ之土メ一、川Jル:.-)のf植直目ι止2許主詑E力を有ナるも心二す L。

7]< 画計

域区7]< 給2 

噴出全-Il~ Lt，Tたに二人fせ詩人hg{i!J主主訴えた2

事エ源;k 3 

l吋設担11-.'::QJ f f.-li'~l!:!-ヘ計部 IIi"l lJ村守山王久保地内小山Fí (lrLi ，t !，J.::)はね Itv，~li:ln寸 r'J' :J.l ìtでん ;j，j'出 iメのにおける;.u~よ

11 i JH入所を拡践す乙 a

事エ水導ヰ

}IJ:: JJIJ ど討 ~J L :_，試のとおり J~'~;;_'~す ζs

jlf--{;/_)，liTノjに邸) L-'-j法j':y)j恥
刊ル山山

邑
守

H

'~H:-fßj -1ンテ (51.0ミりメートル)弘弘、法i}，S;;!i'ìf~:::-:;.( >.;-(56Cミ Jメ f，ι〕
J07，Sfj，!フ 1- j. (32.s'f_i-キ Pフメート rレ

蚊入?鉄な

47，060プィー ~1.1. 34-ìチロメー)- )C，) 

3，/00，O::;Dガ戸c-(16，8冊立方ノ_.I 

?一、
w， 

誕n.
百 u司L¥_，iノJ)c2_，i

延長

主J，自 l' 担\J'_f，Ì\.~j\ 且~咲叫刈i).l>> ノ{1I，3正的去);，-< 

5，400，明日i!，;/(24，520古Jノメ~i吐，，'と (-iil-l山!l~(26，340心.))

" J~ ) 

5，8DO，刊川ガ戸ン

メー]ノl) 

)\U~ 三; -u¥ 戸ト.'J'三

、ルJ

事エ地過ろ5 

リザ.C;II;.二見;)(/j3μに並へ 1 池を i\~'記23

717 i - 1-(21.64メートル〉相12日フィー ].(36.58メートル)

8フ f~ :-(2.MJ- l.)~-) ヶ

!.~: (._' 

事ヱf事玉、貯6 

l剖 7 -i-ト (4Z.67メートル〉tも1

l'fモLLr(こ[;t，;:.H日7T:i-l.の尚北側:こ 1j:也:ti1:i::~ 

14'1ノイ - 1- (43.89;~- 十 J し〕

18フィ 1. (5.-119;品 、;，-ノ

uとさ

ぷさ



(82) W4刺立c1 11i] t五日長工事

貯水J522，山口，凶0ガロン (9，080立プiメーいレ)

7 山手舛国入居留地給水工事
つ4今

(1) j 慌の ITj都jjUII~{;1 同村 l二)1(1(' )1併tíf {:ì~+hWIJ..jにろ i白 i也および((i 水池を新設。

ろ過池 2山 li也のjえさ 71フィー 1.(21.64メートル〕

前'i'i 57フィート (17.37メ lノレ〕

i京さ 8フィー 1.( 2.44メートル〕

lJ:さ 70フィート (21.34メー iノレ〉

~M 50フィート(15.24メー lル〕

IEさ 20フィート(6.1メートノレ〕

(2) 1，'IJ'Jiか!'， ;J(.:Ü 槻路!こ ìO ってJl I干、r~f，i8 インチ (2凹)ミリメー i ノし) vi鉄むを車~i&: L.山 F一昨に対し

!!'j';J、池1;也

I!，)径 4(ンチ(100ミリメー}ル〉的鉄'立をもって配水ナω。

第 4章工事費予算と財源ぁ、よび償還計画

:為 1節 :r:~Jf 費予算

1Iサ

1.828，177同45銭 9庫

以

工事費総額予算

十U {j"，;;蜘 l立 l令 '1← 11]:

r. 紅1
円 凶

22インチ約却、佐敷，，' 887，749.980 

20 11 " 310，636.800 

線 路築 ;:1 '(li'_ 76，682.400 

ろ i止i血1'. '1¥ 1'1 

。山述 ;同誌 152，38tl 

IIJ j虫 ，{~ 3，774.400 

Jj) 1~ 

計 1.509.2C5. 

貯水池~ ~ .::r: :CJf 1~ 山子両日ノJ( {{i; : r. :.)¥: 1-~ 

I~ :'11: 1'， 1 金額]事ず金額
一寸ー …pj -"[4(1- '̂  ̂ -----'------，~一一一一町一回

計;](1也工clin 1109，131.1101 ろ過池一r.:'.11: 1'1 I 22，050.3101 

ll'j水池グ .: 38，566.8印

8 -{ :/ 1-~1i鉄{i:I;;敷，泣( 105，814.000 

41ン1- 11 29，150.80叫

2インチ給水位数山 4，258.62B . 
J1JJ血および述搬 1'i 10，000.000 

11瓜肌 四民
d

一
…
削加計言十

首12i:li'i IIj おi

勺 H与の水j主収人はささに↓1己したようにら~í +})u_)--rXlJに!えして r'iiニlこγ主せず， )JIIうるに九州の改良一i

'J'I:マメ修('IU:'Iιがつぎつぎと施行されたので， {¥々 の4Y)主E完全は乙;Jd::，のユ.[玉1'1に五r:Jけされてむお

たbず， ー1I年1111人1:さえするTfr，kで，治I[，f'):1:'I'，j'(O)I"11判!?人余に対しては到底 fi立どおりの元利fA

j~ができふい 'jl>!'N にJ立いや bれて"、fニ。し Jこがってこの前乏の水道財政でとらにこの i 新しい料、'JJ~

J:"j\>IH の1!1iψ をi[ i!(の üjl!でm'H小企 ITt ねる工うな).~九TにはL 、かなかった。 . 
L /)'->. L， 'Ii II，IJのiマ;;J('j l ↑lii からお'1_:;j;l~-C!\:U_) 品目~k.j- IY'J緊急必要i叫が強制されていたので，、lí )，，};土IIju!，(，il 



百~4 l~ 工 1''1正予$~と財政および償還計画 (83 ) 

附fMSiーのみ:ぷ(こげ!長、をifJ:ねた針1*' ~kの万式にI需を求めて政府に訪庇l したのであった。

すなわち仁:Fi'lのー加をi周防補助に仰ぎ， j也をIlj債とすることであって，そのIliIFil愉助金をもっ

てiiljι泣ノrJ(J立の111JiI(借入金を返済 L ，拡張こ['1::のíIî 'Ut依i塁ftliú:l としては，財政~n也しのため水道料金

の11立lニげをすることの三コtj式であったο

1 国庫補助

そこで明治30'!'-(1897'ド) 1 月 258拡阪工事のつi豆、認可を内務大限に IH f.l'i-j' ると阿)1:，~'に工事賀補

助金トト!万について次の出げにより内務・大蔵耐火1干にIP;Wした。

拡張工事1'1怖助金!、lifltil前Jl

陥IlEノl.:;üノ、 1 ， 1 11 ニ於テ州什ノ{，RmDニ lill り，相Jメテ鉄公マ ~Y.( ，， 't ンタルモノニシγ ，明治 18 ir~ニ起コンテ同 20

lfニ峻J))ヒリ。 n:LiI起 l 切政府ノ手ニj点り，純然タル政!日ノ'i:Sili物ナリシカ，水辺条例及会計官:ノ施行ニ先

立チ，会計監l噌ノタメコレヲ横浜市ニ引波サレ，創設工gu;:1，104，712円 555ヲ市ノ HInトシ， 3日ヶ年賦ノ予

定ヲ jよテコレヲ 1:t'¥:辺スヘシト命ヒラレダルモノナリ。然ルニ政府ヨリ水道収入予算表ヲ示サレ，ソノ il)[入ヨり

:.1: J!iil:余返済ヲブスヘシトシテ -rlî~椛手国f%fßヲヲ|副長カレタルそ，コノ予21ハ 1 I 吋 l ヲ多ク見目'1 1)，共111 1'主'iJJ~HJ 者

ワ少クセシニ，九際ハコレニJJ..シ，共用栓使用者~J，ql'~ìニ多クンテ 1 )ヨ引却ッテ少や現況ナルヲ以テ，政庁t"'"リ

引副主力レタル -[-'n:ノ如キ11)':人ヲ{守ル施ワス， .11ツコノノ')(;tiノ、我iI;!ニ於テ初jメテ述やlシタル鋭、)S;水道ナルノJ放

， ~g， 何点ハfク'Jii五iì -t土 F ニヨ:ルマテタト同人ヲ fリl用シタル~~ノタメ，自然コ:::1:(ノ多古(jニ上リタルノミナラス，コ:j'j

モ品、イミうじ金ノ妹ナシトセス。例へハ水i由ハ自然ノ流ノドヲ鉄ri;ニ導力スンテヨャ、気機))1.jヲ以テ以上ケルダメ咋ニ訂

版ソノ他ノWTlヲ~:シ， 日ッむこ二年間iエ機関ヲli5:替ヘサルへカラサル等ノ紛失アリ，)e除i泣ハ唯Zi干1ヲ穿チタ

ルノミニシテ，鉄'許ヲ荊n泣セサリシタメ， ì 1:iiノk シ ïkiìl:不足ノ !JJ7ノレヲ以テ Wim"I! i ニ於テコレヲ改造シタ丸ヵ:4~1

シ。此ノ<<11グiJjノ、ープノニ於テノ、[勾慨ニシテ不完全ナノレ水道ヲ日|受ケタルニヨり不便ヲ彼リ， コレト何時ニ政1(1

ニ於テモ述、|品以ノ司、使アリ， lillチ 3日ヶ年出ヲ以テ元利金返還ノ契約ヲ;!Iト)1バiiiハレタルニ不拘，コノ返送ハ

})i，ニ水1立収入ヨリスルモノニシテ，収入不足スル時ハrti経済ヨリコレヲ補足スルカ如1キ契約ニプラス。 換戸ス

レハ，水道'11:)'{I，以ノ，'ijfニシテ，1IT経済ニ於ケル無限立11:ニアラサルプ';ilr.ニ政1Iナハ常ニ会員iヲ監査シ， JJ1)': 

ノ収入ニヰLシテ{'官少ノ会制ヲ lf¥i草セシムルニ過キス。此ニ横浜1!1ノ、表!剖ニ於テJH失ヲ交ケ不i出ヲ被レルモ， ゾ

ノ;(，限背任ナルノ故ヲ以テ尖際ハ政府ノ 1.1失トナルノマd長ニ γ テ，要スルニ水JUノ、iIiノFJf有ニ州ンタリト制モ

ソノ会計ニ WIシテハ I;ì~街ナル政府ノ l主将ノ下一アルモノナリ。然ルニ2ミニ切3且ヒル '111山アリ，元米政If.iカコノ

ノ11'(;立ヲ設計ヒル 7l! 日与ニアリテハ市ノ人口 70 ， 000 人ニ γテ 100 ， 000 人ノ飲mニ供スルニ足ノレノ砧X'~ナ世シニ，

今日ニ二J?リテハ人 11悶ニ 180 ，削 j 人ニ述シ，水j止耳、jt ヲ fI クルヲ lブテ己ムヲ符ス-'l1.J.üt ï;~ シタル品11チ j: j'i ヲ VJ:;::l

γ テ不出ノノk ヲ!l1ユルモノ 7 1)，妹ニ11却l多i止ノヌヲ 1~H1スノレトキニ及ヒテハヰ生供給スル人口ニモ給スル能

八九随ッテ水主l不足ノダメ;!';↑!日iWプ、， 1IlW内ノ、(，t，]:¥jftNヲ述へテt'L0.l¥ノ約ニillfウルブねヘシト雌モ，出世i也

外人ニツ fテハ此際ニ処スル1!，cモi叫雌ヲ!品セリ。現今180，叩O人ノ人1:1ニンテ狛此ノ如シ，年々 8，000人n.1

10 ，肌)0人ノ人 IIW:加スル出iPJ!1ニ於テノ、，水道ノ弘秘的築ハ災ニiI削ノ :öエ似立~ ，むシtJlÎ~l~工 'Ii ヲ施サスシ

テ此ノ依ニ経過スルニ於テハ1IfIIノ飲ITIオ次!1}ニ欠乏シ， í1i J ，各 I~I ノ伴j{t ニ :)]::'1，;;ナル影響ヲ及ホスへキハ"ヲ

l主タス。然ノレニ現在ノ水世ハ政府一対シ義務ヲ:(1イ会計七ソノ日iif千ヲ交グルヲ以テ，W:築スル処ノ水道ノ、之ヲ羽1

;(1ノ水道ト i支分セサルヘカラス。然レ共同一ノ水市[ヲ閃ーノ-rliニ引クモノナレハ知イ述mセサルコトヲ1¥}ス。

iTliンテ0;11モ班、之ヲド分スルコトツTi官ハサルカ故ニ，此ノ際改市ヲ恨J氏ニ力IIヘテ， r可I然~jÌZ ノ恭r~Q ヲ 3'1 テサレ

ノ、別!氏冗全ノ本j在トナスニ111ゾシトス。他府県ノ伊iヲ比ノレニ， 公共衛生ノ事業トシテ企i副スル水道工事ハ，

ゾノ H:.i-:)エ1~凡ソ三分ノーフ l引!(ヨリ 1m助セラル。今桃浜市ノ将米ヲ Li'?ルニ人 1-1 300，∞0人ニ供給スルニ足ル



(84 )百\4K~í，i 1H 1 1凶拡張工事

へキノrJciiiナカルへカラス。開lチ混在ノ水道ヲ大イニ拡政治築セサルへiJラス. ifiiシテソノ拡張工i!t慨算ハ金

1，991，5801'1 439ニンテ，之レヲ耳!{cノ水道ノ工貸金 1，091，948円 857ヲ合算スルトキハ災エ金 3，083，5291'1

296ノ巨前iニ上ル。コレ日1Iチ従来ノ水道トjJ1i;lHN築セントスル部分トヲj昆シタル新ナル大水道ノ総工'['1ニシテ

此ノ三分ノーUIIチ金 1，027，843円909ハ他府県ノ例エ依リ此常国民{ヨリ横浜市ニ補助セラレタシ，尤そ此ノ補

助古'1ハ改メテ|司f'j(ヨリ文 Il~ ヲ diフニ，1 スシテ，従前横浜市カ国防ユ対スル負依金 1 ， 091 ， 948rl857 ノ[lj ニテ控

除ヲ訪フそノニ千!之，然ル上ハ航浜市ニ於テハ負債元金ノ政額金64，105円 758.:::.，勿論従前延期ノtli願ユ及ヒ

タル金91，317fll 911， (fiH 金 155 ， 423 円 669 ハ此際一時ニ上納百J仕，且ッ横浜市エ於テハ拡張工事ニ要スル1~

J1Jハ公的ヲ募集ンテ之ニ充テ，政府対相]ノげヲ奉シテ水道ヲ:J'GiiJ:シ， I苫ii当地一般山手ニヨEノレマテ，ソノ余恋ニ

ii'iスルニ見ルノ艇、以ヲナシ，帝都ノ|則ドfj，}Wi'ノ要地タル横浜diニi直当ナル施設ヲi丞ケントスルj且旨ニ有之ニ

付，阪口保l悼ヒラレl主云々

!日i記w闘についてのこ仁'Ji!'(および悩人余の内訳は次のとおりであった。

iilJ ぷ工事 1~
悶 凪

工事政総額 1，104，712.555 

I!~ i且 1丙 :{Q 12，763.698 
悶 l瓜

差引辛払残金 1.ω1，948.857 

lJlì'ìli ならびに改良こに;lfl~

ずいi且 il，;水防止:L'II:i~ 33，162.673 

収入!司n主主工事 jy 13日，240.307

ノi1111 N; 弘、;に 'Ii15: 1，828，177.459 

'1、 言十 1，991，580.439 

合 言十 3，偲3，529.296

l吋

I"iW 納 i山~: ;iN吉川 1，027，8，13.0開〔分知)

di 公的 h~ 1t制 2，055，嗣6.197 (% '!ii) 

合 計 3，083，529.296 

?なわらこの日1]，没 1~'Ja)、長の，iW 工 '1It'l と. $}riこにもくろまれた折、吐、 iι11伐の{'iiil官(i:3，08:3，529111 

~y ~Ji 6 )Miの 3分の lの 1，027，8431'109J.ム日版を fi:I }oj守納 DJ) されたいとの~;ln\" 、Il 'rであって，かコて見L

>J~ ・ }--:I;)j • li:lu{，i "_ij-の九diC'l水道1'.'lfについてすでにその仁伐の 3分の lを1J'IW村山Jした'Y静'1に徴L

IW!'.、IHにものであ〉た。 I"1 J.!i tJIi 11)) '1 1 "，';前iをN:')11"、に1'.:1¥:1'1絞首i2，055，6861'119 &Ji 7阪につL、ては

111 公的を~}保する 4 ととした。

しかしてこのl'jJ咋，，1似J金はそのままその制を文I!1Iされたいというのではな〈，そのまま 1"1附より

の 1111;i止:紅、に汁てたいという!似し、なのであコに。この rfl苅は，-，~.に政府の L 、れるとよころとなり， 1りlifi

:l0{1'1立(18971¥'.)追加1l'五!として1，'131年 (1898{1') 3 n 4 1I担1¥10'訂以議会にI:j止さ fした。 1市liにおい

て:は立i心li1-長、，ll}幼l}ji役j立上.水i辺立 ιi似E付j守切う分〉栄者.参す事f会;只~l • -1市li会議t民主
A

写.~';24名泊が:に二三山Lい、にヂ奔千予定仁 Lい， 2烈日議札院Lおよびi江，Ii!i肘朕j主; 

院の予京努算j主千委F員iその{也をしらみつぷしに日低Eh目訪方し， ド隙点↑怖f占jに努めた品

f無!眠¥1:'1ド¥:11)('決jたと{決jたとじ，定λよ江し， 4 )12311に"、たり， I/'if先ノ<!-~~ および大11\&大 ~~I: より許可された。

この補助金を得て，jiは約束と‘おり従米の|日(立を主主政返却することができて，多年苦しんできた年
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の々!日悩支払の<iZ、'21'がなくなり，この創設水辺地g世の稼行が以後長く水道経済に大きくすr与したこ

とはいうまでもないことであって，ひとりこの補助金7ト当 II~ の水道事業財政にとって起死回生的な

ものであったばかりでなく，さらに後年における水道財政協全性への基礎がこの内に樹立されたと

いうも過言ではないのである。この火目的達成のために当事者がいかに苦労し，熱↑fJーを傾けて努力

したかということは，全く筆舌によ{しうるところではなかった。

2 水道会債の発行

国庫補助の獲得には市長・水道事~t~}~~主者・参事会員・"rt.会議員・淑fl~J 市の総力をあげ，あら

ゆる努力を葉ねた結果かち得たものであるが， ~:J)ïlifitの発行もまたすこぶる箆雄をきわめたもの

であった。明治31年 (1898年) 3)Jl4日100円につき951"J以上司D価額をもって額函掛0，000r~I_iの第

1回公依を募集したロ

当時日ifl戦争直後の好景気の反動で恐慌が経済界を裂い，日木経済史上まれにみるさんたんたる

姿であったので，金融の筋迫は全くはなはだ l'".ものがあり，加えて各地方において地方{t~がひん

ぱんに起されて総体的に思うようには炉どらない状態であった。したがって太市債の場合にもrliの

外部にこれを求めることはむりであるとちぇ， -，IPjにおいて募集したが怠外にもその紡栄はtl好で

募集叡を超過する盛況で，総額4ω，550円を維定募入額と決定したコこ札は，1ユ号公邸」と呼ばれ

たもので，市長は応募額 1001'1につき 1f'1の割合をもってそれぞれ金・銀・不杯をつくり感謝状を

添えて芯募者にj取ったa

さらに予定どおり 1月f合32i1'-(1899年) 9月 30r: 1001'1につき 98円以よの{肘告でお2凶額i曲

400，000円の公肢を法集 L，締切日にし、たって 399，950，":を非入確定額とした。

ついでi明治 33年 (1900年〕巾にE走者o1，255，1001'1を募集すへきところ，たまたま貿易の逆勢と

隣邦における北i'f'i'事変の影響により春以米金利が騰貨のづJであっ Jこので，その回復後までしばi〆

く11!j:機をriづたが，その1m1.こb一方では実j礼'1'の拡張工'11:は大L、に進行L，:L'IV1~の文払L 、に j和す

るにいにコたので lil会の議決'2f{千て水;且耶$ij'Z-X残金のうちから 300，0001'1の充JlJを受けて支払

にあてたG こうして1'，111'.8Jjまでどうにかまかない得たがその後ついにおよばず~ T.ljf貨の支払J

700，000 l'余の不)止をJムるにいたった。 この;1ミ担当額の大部分は鉄'，}'I ¥;であったので|正年10月29日り

市会で法泌をねて，午、.'ftこ供給者とi品説L 泊台いでその示払鎖をili入liJに怯え年 8:1、ーの刊を刊すこ

とに*.'i，f;-J る 41 閣機の処肢をとうてその ~J，}をしのいだ。しかしU;J際 11 ↑貯はいぜんとして改追をみる

上うすもなく，かつ金利も極限に迷Li"こ江主がめつにの"C，やむを得ず内務大民と大;ti(大gi.の治可を

得て，既定のli時告を低減し額I四 100刊につき 92FJとじ，;;n，JjJ)治 33ij'. (1900.'1'.) 12YJ 4日第3

@の綴l主11，255，1001'1な募集した。 Iriki主銀行・会社・ JJiftl外人おぶびr1iJJ'J 1 戸 ~I の功一I1J-t;:んfrl!1I1

者にまでMli涜ζ 懇誠に努め， 料i切J\ll 日を延期する!'，~'入方努力したにも 7)ゆふわらず， ついに不i古来

でわずi.;~45 ， OOO ド!の募人を確定したに過ぎなかった。 こ乙におし、て!1j3自公u'i募集米i同額は笠 34

年 (1901年〕に繰り;[jした9

しかるにささに鉄管代金支払に代えてr，"J供給人フヲープル・プラン lに発行した借入副の支払!日l

f>J~も切迫したので，町n古34年10月 31 日の籾限をもって第一銀行から 600 ，似){)円を日歩 2 絞ら腫 5 毛
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の利子で， さらに川年 12FI 9 日間銀行から901:1の JUIFJ~をもって， 1日日，000円を日!p2~HI且の'i'U子

で1liり入れ，その文打、に充当しに。 4れらの借入金の-~i出はその後も引きiiいて借り越しするーブ}， 

lザJi-(i35:i1二 (1902jド) 3 )] 6 11m 3 1，，1公的弘法残額 1，210，1001'1を 90l' 1 L)，jーの1111;1告で募集したが九、

ぷI1叶1'<310，100ド]1こ;8ぎず， 1']，ひ 900，0001'1の米尚古IIを'1二じ，次jV.1立に繰り腿ナのやむなきにいた

〉τこc

ここにおいて内地の1玉県ではとうてい f山のIJJi:引を収め件ない 4とを石J]，iL，ぺ資，主1主役すべく

所々げ心のW~~. ロンドン山二L ム・リミューノレl向会とうと渉ょうV く主主い， 11;会心i品tfならびに主j)j

ffの1人i議をiFて， IDI治35JI'.(1902年) 5)131111001'1にvコき 901'1の制官lにて事11("9C臼，ω0111の弘皇、

危う己tJaした。

この 11;公 íltの経過を')，ノj、すると;}~のとおりである。

回 数|払込則 11(4L

叩Jifi ，q'. rJ fI i 
m 1 !i;}] 32. 2. 10 

2 32. 12. 15 

3 。')1 31 3. 31 

3 じ) 2 35 3. 31 

3 の 3 35 5. 31 

言十}

入 'M l川|

悶

400，550 

399，950 

45，開。

310，100 

日00，日日日

2，C55，600 

ソー l判長 i

同鈴 1 

380，576，11 

392，135日)

11，405.55 

279，228.87 

810，000刷)

1，903，346，08 

第 3W 工事設の償還i汁固と料金の値上げ

工事費の償還計画

x 告引 〔欠余)

問鈍

19，973，89 

7，814.50 

3，594.45 

30，871.13 

90，000.00 

152，Z53，97 

一一一一一一J

わ主張工事が落成し!査かな水!止が dî氏の各戸を ìWl-j-~えは，ぶ巡料金どと 3 '，j~IJ限度l阻J:ij' し そのlN~}(

をもって拡張工事授のlî~;主に光討するという財政計凶i も拡張T. 中施行 iニの合みであ寸/この Eある。

すなわちl明治28年出 (1895{[.)のとI{収額 90，829111(雑収入 4，961ド196 ~A 3 関を合む〕を~l~!l-~

として， これに料金 3 '，~U値トーげによる増収I，Lì6'f.i1 30，000ド!とILJ子自己水目新:没による咋riJ¥Y見込拡i

9，000 fllを加算し/こ合計 129，0001'1を初年以 (1りJdi30:::1一段)にお「る jF.I!~とし，以後f百年 10 ， 000

人ずつ給水人口をIPi力11するものとして，過去の尖桜H乙徴し年々 6，000111の内然的を見込んだものが

拡張こζ')f完成後におけるl以人のf-A線であった。 これに対し経常経1~を35 ， 0001 ' 1 と j ，!，込み毎年度の

収支差ヲ|残金をもって工事伎に充当してili岱 2，055，686円 19~A 7 1豆の元利金を償法する計匝!で，
すえ

元金は 2年』屈託以後28:irrmをもって完成する訂岡のもとに， {Xのとおりの収支計算をもコて財政百!

nlliとした。
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第 1回誌強工事財政計画収支計算書
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60絞Jfj

18ヨ}刊 この主主史により 1iE米
!より20μ的収見込

銭}

10 1 

|従来の60%ll1J!;Z見込

P 

、わオコ

1) il0人以←て

1 } i 5人以下問料金
欣Lf供給

1，000ガロン
111料金:-~--，品

川 I>J， I ，~ _.， ，_' 
-，-[1.川和

引けトゴ7. 11 

16 

23 23 
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1 1t の他JlI れ | 
的別|新 111 ))'1 ，--…一 一一一一丁一…一 |拙 嬰

6 j-i以下の場合 7......，lZfciのJ卦U 113(1以ヒ 6}1を併すごとに|
一 一一一一一一一一一一一一一 一五一一一 l ー …γ 

111 料金 11 90 n 150lQ ! qO 鋭的 l 
J'~ 111止ん!

|新 科 会 11 1ω 7 i-i以ヒ 1j':1-J円すごとに 15政治 |従宅の印%弱
|の増収見込

このほか特別せんlこおいては 3'，';'jないし 4WIJ. 外国人給水料金については 4訓制度tUの引上げ

を行なったもので， その新!!I料金による災liili~~í附における収入品jの比校正1'~Jは t)(のとおワであっ

て，年!1¥I40，000Pl!"'litO))円以がk停止に見込まれ得たのであぺた。

l什悶人

料金改正による新旧水耕年収比較表

級 E即別川iリJI 11川iけ1 料 i ι一ト一」竺豆: 豆 ?竺(1 主 i 差引訓ヲ引!桝

! j 拙t品:， :1要~: I~!収宅入金征釦i! j摘焔 !班i距t: I 収入金主註額(j 1 (ム刊叩]は減〕

放 {任壬|円lC竺豆主1虫よ凶j;心ii 24，3ぷBよιfι{45人川以 1"1 11川11υlド川1可j削 |い1附;J∞d1ム1口~.fìぷ9dJj2!D占
グ 市AJ こ?とこ 60~JUN 2，301叫 6人以は人肌つに |山江7601 1示云1印

I~~~~~-~:~~I 寸 ……… 1匂むよL_i .....，v，;.，o.J.rvvl 

日i it lmm77百羽i | 7，肌00()!6:6叩ノfロン古で I 11，520醐 1-3刈 0.000
1 11 1 1'1 1 山 VI 1 fI 1501， 1 ..，""v.vvvl 

1 5?，叩0ガロン未満 1 15 ， 571. 3201~'加Oカロン初過
1 1，000プfロンにつき161，1 “"1 1，000ガロンにつき 23主主
百百J面百万石ヲ芯]了一一一一一 …-
1，000ガロンにつき10政

四(111，000ガロン(こっき 40;，" 
面I

，!}& 1 Dilにつき 150le 

" loolct 

150~I 二 ~iffìi ìH !Hlli帽につき

間1渦グ " 225S~ 

N! F~ JIj 1 1，000ガロンに )030XQ 

特f，IJ ITJ 1 グ 35~.~ 

ιm・叫'，1;11'31竺L-
1，186，20011，0叩ガロンにつき町民

6.0日目 1¥自につき 200銭

" 130銭

200政

3川政

32川 5.6501_1主204.竺
1 '" 4，518.240 

1 ，田I叫叫側
8.0401 2.040 

2.040 

3.000 

48同1.5日)1lTllijにつき

2.28日l 汐

18.4田'1 1，000ifロンにつき 40絞

78.12馴グ 出)~I

7301 

24.{)(旧 6.1引M

111日旧 33.4801 
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397.80叫 1-U;ん n 切符 I1訓酬1 928.20叫

計 111叩 3吋弱 323.73

j，~ if 
京家1頁賃かZ431巨額1料1ii3か金3dω3iz1料夜円ω以金行Orr]のド-I6R-分1'1 

l弓医

830.850 

" 1，919.290 

" 京11111かiU1llEd宅nnドo2担，U(R金D36OD一於ガl塁月iロ'1立L以シ-f上以E4下85qF分i 

8，604.110 

650.240 

1月20，001-15日，000ガ

" ロン
1，000ガロンにつき241，4，536.410 

77，280.∞o 
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|白 金|改Ii糾合
… 一一(ー…_，~__i_. 一一差引増減

J向 野 |状川知[ J品 事 i 収入金~ill くム印は減〉

~'l~- . -'-:lft lf~~堅三亙主i 寸寸.... _. " 'il二二二"五1

知 的 i1，000jjロンにつき却践 1 281.000 1，0叩ガロンにつきヨ銭 386.3町 105.375 

吠 水/; 35銭[ 192-.470 11 曲銭 274.9571 82.487 

散水l グ 3恥 it副が 曲幻 1 13耐 4.136， 

水 洗便所| μ 30&)1 1 162、団司 /J 6Qf.Q ! 217.146 54.28岡

H;， ~ 1 か作 1頭につき 150~l ! 25.980; 1か町 1引につき 200j;え 34.640 日目白

二 給馬車 I /.' 1雨につき日邸主 乱32叫 // 1 [i耳につき 200~主 11 093[ 2. 773[ 

四輪グ 1 1/ 11 225投 21.32間 H /1 3GOj主i 28.4401 7.12日

計 17，242，5日間 計 1 23，901.S5耳目，658.85，

一一五一 一-i- 一瓦五両「一子 計 1-'36五[5.08:1んぬ一一

m5;;;: ~C :>If の ~， 方自

1]IJ 事E

実施工事
z企~

早第 5 の

百;1回拡依.T..!Jn土IリJlti301π (1897il') 4 月 23 日工~}f.の)j山行認司および工'1Ft'llこ対する IJr.F補助に

ついての訓令にIiょしたので j 水辺公債発行その他諸般のqf;':iIIlを拾え担31;1ミ(1898"1'.) 6;:! 11日起

1 ~t_q~rの総領は 1 ， 901 ， 689 1'1 日O 銭 4 医を姿Lヱし， 1"134年 (1901'¥'.)エ2月25日rr;.)J;Zしたもので，

J. 
a旬。

人iゴ300，OOIl人を IliむこI!'I創立{:iH清水lf¥:9，430立方メー 1，，1レに71ζ:V)¥はユコドii-l-Ttl]にしもしたように，

)".j-L-，さらにその 1.61-1~;1'こ、 7 る 15 ， 090 ユj~.ブJ 之ー|ノL の水 ilf 埠7Kの新山設を路大しようとするもので.
勺ず.

このTιドドJ授としては， l\:-E~xc，守山 71ql~lから都筑ï['j\ f11附iôJ 村，11 1 jHl~{\)1・(現三宅前の iJMI~工事であった。

被iWrlItlt-_i:.ケ谷区J11，11'浄水場)¥こいだる切にl斗符 22インチ (560ミリメー 1.，.レ〕潟水~Í:~;を 1 条新設

L 川升 JA什升から [[\J毛:lmりk切にしたるが~K告には「人作 20 インチ (510 ミりメートノレ〉説7J(ij'iを革lî

!'j 毛山にろì1&i也およ ZHI.'Î'Î'l< ì血名 II主~引i設するほか， 111!吋 lは手外向入居民地~"，mlのため)1 1j 1 設し，

j，?"r1H非パにろ過i世 2i也 fij'7j(i由 1i:'止を1'rf泣l，J 11;i:から横浜UJ手lこし、たる rl~1毛 8 イ γ チ (2口O ミ

りメー l ノレ〉行を\.~設したものであった。

::['1，日.IIIW手はあらかじめ粍急を閃り際毛山市 2-~}\rí 水池・ j~~7X;í干・ I LiT配水行;問係・ j'l 毛社|九)的

iUの此iJ1ーにしたがって芯i):進行させた 3

野毛山第2号配水池工事

tl'}三ßI11I~r;水 12 はf.Hl設汁 11\=:.1'1主流iiてはなかったが， i主illic長のtt験により付奈川県にjJL、て治改'1"に

*の新INH-tMt'2 e主るため， r!:l 央 kこ v/ガ獄みをもって導出ê~立を設けるえ干の変~J:τ11が施工された。

IlrJtfi24!Jj'. (1891:~1:，) 10 J-l 2日日 i:t~~}毛大地裂の余波を受lf，水"jJ庄のため'1'央のレ γガ泣り埠流!誌が伊

日)j30 11 のJ~( 1!U 出 )JO_;~蛇震にあい1 円47 ド叫血のjlCJ

さんに1，，''1'10)i 7 11の強民lこJ:円てし、司そう 'gl]れ日がたさくな
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( 90 ) !;fl 4 紛:Ü~ 1回似政ここ '1'

し均〉biこノJc.;1¥.: u) Ol~;r，~'ì ~こ )ll ;b;1 L 

り，そのためにノかなからざる川ノ)"士'1ずるにいf二一 Jたっ

て， その 11(})t{tノドをし山、山!こ;丘

われ PこためHiオイ1'，)修正引をす一る暇も

なく， i'll17J、の主主WI日111""-;'あるこ

とはす:ことに l立1!'bであ.，たびγ，， 

ここに!;:j'~ 1 I司説、保 r.'1れこj仏、て配

ノ'J<;'也1!U'を!N;W:L， 1JtMt木のlドJ!j

を1呆っとともに， 1日来の削ノ'ki'QO)

完全修r'Hをする機をflJ1 ')とする

ものであっ fこ。

X)rrt茂円日7ki也はpjノr_/(:ijt.2，266，824 
町モ¥!!i~[l寸く坊主I"J (町Jifi40年どろ〉

ガロン (10 ， 2903i:;jメー|ノレ〕をれするもので，花来のお 1 り円日ノJ(~ ll.! (H'í~7r:Jjt 14，320 :¥'r:ブJメート

ノレ〕とあわせ24 ， 620.~1:j) メートソレの ll' î 水 111 を{Iするにいたぺた。すなわち計 F!ij 1 l:I:ij士大F12水日の 1

日分に相当する水没であった。

2 導水管工事
q ず舎

相模の l司I1干久升?有I-， ';-UJ村ノj、 l何îTマ(現行子久~nllli\t久升問f， 'il11ftでんjお〕からはi~~ の問者11筑1阿部同村

(現横浜lli保土ヶ谷|王 )11升浄水均〕に築造したjþ (1 )j を絞て，バ肢の 1111久lミ岐1日戸木間]ネ小松~~

(現I!可[王tl!f毛Il!公凶〉の横浜!貯水j易構内(現灯毛山川水池〕にいたる1mに押水作の敷設工布をした

もので，、可!I村長~-~~.工ヲIiと科、された k うに i 記区1m!旺設線路 I!'I に既設4.7kt'\; に ~í~fj して iÍ(のとおり第

2の将7k'r'i'をj町立したものであった。

工事施行の各裏地問の標高と勾醍

地 山 I 1<1; r日鉄竹口任!?? 仙 !if 況

221γ チ~(:，

456，56尺、
(138，35トトル〉 jI/飢行 111 it でん池 l1j附

) 11 :iI' t喜子， JI 

l 戸市

肝1'0 111 弁布井)
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1/365 20インチ竹

3 山手配水管ヱ事

被浜山手外 Ic\<l人問Wf~1血地燃のftE7;1iは t~nt-;î 131 Jミ(39，7メー!ノレ〕で， 100尺ないし123尺 (30，3メ

ートノレないし37.3メー lノレ〕の地般向が多く，野毛111よりわずかに低い干?度であったため，従来両日

水不可能の地域とされて水道)~~;の敷設がなかったが，この懸案解決のため，係正; 294尺 (89メート

ノレ〕の)11升jfZ合升構内にろ3邑y也(ろ過mHJ!375.8平1，メートノレ) 2;也および四日ノ1<i也1池(貯水Ui

419，712ガロ /'=1，906立)jメートル〕を施設し，ここから内筏8インチ (200ミリメー lノレ〕管を

もって既設線路内を既設J併、r，;;と航行して野宅Unこいたり，さらに長者町を終て，池波坂を上って



!.:!15 J':': .T.可J，:の災施(91 ) 

111 rにし吋こり，そ).L より i吋rttl iンチ(lOOミリメ トル) t~ いそうr岐 Llニ。

UI 日曜川本 :I::t，よ 11 いI'.je)200，000 1/υ ン (90呂、'l.)j;.ートノリ， J!川、;削)刈10ガ"ン(l，:Hj2 _¥'，:); 

メ-1ル〕な 111:;:とし /J)的池均J之はろi位i虫Ijt'I'.jOJ1 11 H)と(2.4メ :. /l )， 11土大 12パ(3.6メー

lノレ〕とし，配水i也[iTノIJd止はirじ二両日水li;に対して1.4日分のァ'}(:f!tであった。

4野毛山第4号ろ過池工事

品l行'XJi);::にともなう!¥'i}JJlI!(:fllろ過のため， ~'Í'c[山間 l吋 1世代ろ i品ì'l~ と恥んで，立~tl~}/)池山が;fi; !i

された。ろ遇面積は 8，687.25平方フィート (807平カメ戸 iル〕でt/1i..;自その他[土¥1米のものとほと

んど阿l主とした。

5 施設完成とろ過速度

!J.~11司拡張工事の計附ノ')\.)止は~t水人 rl 300，000人に事!し 1Ii[¥e氷山 5，400，000ガロン (24，520:;，'!: 

カメー iノのであるが， U~ 4 _t，;ろ辺地築造fをにお、ぜ、てその所要水!11におJしてろ;船主肢の附係l土ixの

工うな計算となった。

2池山用の場合1 rr fJi 'JJ!水 _:I(
lnのろj品述llt

一一一一一一芸百五~;lj _;ol訂ル…----rt

3，000，0口口 13，62理 27.80 

3，5叩，OOO! 15，8941 32.4は|

4，000，0口01 18，1641 37.06 

4，500，口町); 20，42町 41.7間

5，000，000 22，7051 46.3型

5，400，000! 24，5211 50日間

6，000，0001 幻，24町田 601

6，120，0001 27，7911 56.72 

メ【トルl

8.42' 

9.83! 

11.23 

12.64 

14.04 

15.16 

16.85 

17.19 

3 i也HU1Jの1};j{i : t1 ~血('1' 1日のJ}，j (i 
1 rrのお過述l止 I 1 1-1のろ過述山

}ミ
18.57 

21.62 

27 

30. 

33 

37 

37 

メ』トパ.，丈 メ』ト"

5.6剖 13.90: 4.21 

6.5副 16.26' 4マ 92

7.491 

8，42 

9，36 

10，17 

11， 

18.53 

20，85' 

23.16 

25.02 

28. 

5.62 

6.321 

7，02 

7，58 

7，42 

8，59 

すなわち?li時すでに同E水長 1113，500，000ガロ γ (15，894立jlメートノレ〕なi也過し，ますますfl4

JII1の傾rtl)にあって，明治3Mド(1901，n'4¥ 4 '，;ろJ白山の築迭をうえ'，(して 3)也の常)11としても，ろi邑

速度25パ(7，58メートノレ〕におよび行通一般の場合の 2仰の述皮に相当するものであった。これは

j立志川新水川、の水11が柱jtw川 ~ø}71( :I ，í!時のそれとi1なり，まことにij!H宣で雨後の混i~ü時間も妓かく，*HI 

IW数もまたきわめて少ない災綴からみても，また水質試験の結果によっても，一般の観念的常識述

112を守ることは必主主ないとした考えであって，欧米諸国の多くの大都市ーが火河の下流をノ'J(i}J~とした

1日合におL、て，そのろi邑述jiEの標準を 10尺ないし 12)ミ(3，03-3，64メ--1ノレ)1こITIJ:き，スイスの諸

都市7ki誼がおおむね241ミ(7.27メートノレ〕内外のろi邑i主!五をj草刈している::k:'tl'iにかんがみても，そ

の 11~í' (ftのl廷においてスイスの渓流に匹敵する巡志川の水質は251'- (7，58メートパ〕のろ過述皮をも

ってしても決してi;';j;虫「止にj且ぎることはないものとした。 fこだ後年自己水設がiili@':I';若水量に達する

ころまでには，ろi品i也4i也もHlIのための子-{ifii1 i'也のW!設を考慮しなければならないものであった。



( 92 )百円 4紙百~l @1 Pl\~& 工事

第 6章 工 事 費

~r~ 1問拡張I'lfはj存)JX'後工iJHi'ftlの針i架次のとおりであった図

13" J: j'/ 1，901，689 PI 30鋭 4犀

内訳

土~~r~J4w _í'I~~~J 0';. 竺剛山!!川 ，1 .J'i~~1~~. 互
野霊山首~2J号 i 肌 5527A1 以臼ι必 ι7よ口調 伺斗肌8JA61 内幽
西日フ')(/也:DJr 1 ''''''''""'''"1 "'''''''''''1 v"""'''""1 -'j '""'"'""""1 "'"1 

内ff2日-22ィ 1 1 1 1うも鉄管代
シチ導水1:('敷 11，015，960.3941103，410.5451 50，750.19司 ー11，170，121.13剖臼.酎 913，075.338
設工事 ! 

11特科i:I 176抑叩j15m吋 7，捌 4741 ~I 耽畑出 10 ， 51述書草fiu1
'Jf ! 

野毛ll.J第 4号 1 14，318.2081 3，038.22ポ 279二5凹 17，635.92副 O.剖ろ過池工事 I "__.~'''''''_~'-~~i “VVI v. ''''''1 •. ，vvv.vvv 

述 搬 Z貸空 1 札臼 悶O叫山51叫 6叩

辺f信言設備E資奇 | 一寸| ぺ 1，点86臼2.9虫12司| ←寸イ 1，8邸62.9凱吐吐判 0.1 

R残:主E 物 f授~I 一寸i 寸 ←→1 2.4甜83.3拓501 2，483.35 凹 0.1 

ゴ二i也iYq~ 1~ 

f出1>t 'i~ 

事務費給料
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30，631.224 

;yjlj7JfJ111J itL 
1， … 犯判叫Hい作24…… 笥加叩………1口川川叫2勾矧判9引刊11…判…1ω叩9ω…9

百 分 l比川ヒ川 7η2.2円 1 1β-μ6川| 丙丙;「「一一寸←I 8.3 I 一E元「一一「一

:本=1こτM'/の内訳>z見ると，工事貨の 72.2%までが材料刊で，しかもうち 54%は鉄管代であって，

配水池やろ過i也の築造にもかかわらず，鉄告を除くー両立材料代は 18.2% に過ぎなかった。人件}~

も12.6%，その他も合計して15.2%で，全く被告工事のれのごとく鉄管代が大きく物をいロたしだ

いで，工事的の内沢からしても埠水平II"lfおよび山手配水管工事は総額の 72.1彪を占め，野毛山

の四日水池やろ過i也工事1ft;:は7.6%で，むしろiilif般授の 6.7%，土地買収および補償資の 8.2沼等が比

絞的大きな割合な占めていることにi主隠されるのである。

次に ~~lll年の物価の水準を現干l と比較して第 1 向1i1"R工事の工事長を推し量る参考にすれば次のと

おりであった。



第 8%'i; 拡張工事後の市内配水管工事 (93) 

品 名|単 位|明治32年ごろの価制現在の価額 |i古 半

米 I 1升につき l約 問 122 1'1 I 1mo 
そ ば jもり，かけ 2 j，J; 30ド1 1 1500 

nj $1: i 2 ~t I 16 PJ I 800 

人 夫 1 日 40鈴 5日目円 1250 

セメント 1たる 6円 1袋初日円 2'2:1 

銑鉄管 問45BIトγ 66円 60，000円 910 

第 7章 国庫補助による旧債償還の利益

首11凹li1i，f工事を起すに汁って，旧来の創設水道工事技および改良工事伎などとあわせその合計

籾 3，083，529刊 29銭 6庄の 3分の l相当額 1，027，843円9銭 9腹の悶庫補助を得て，従来の関陣

からの借入金を'ic:iJ'iL，創設以来10年にわたった火政ノi'i'の特別除将から免れて，経済 1，.完全独立を

な L1~Jたことは，以後のノ'1'7宜事業経済の上に大なる資本となった。

すなわち汁ιiすでに給水人口 175，000人制来した無形資産と送配水能力 2，077，000ガP:/ (9，430 

立~!;r メートノレ〕を有する有形資産とが，無償で受け継がれた形となり，同時に実施された料金改訂

によって，これらの資産が生み出す*'1上金は年額 120，000円と予定され，さらに新らしい拡張工事の

?抑止をみるにいたっては，この土台の上に豊宮な水却をもたらし給水戸数の一段の色及伸長による

増収も見込まれ，また従来絶対多数を占めた安値の共用せん需要家も， 1判次専用せんの便利に魅せ

らわして切り竹える者が続出し，多量の水が低料金の共JIjせん単価から高料金の専用せん単価で売れ

るようになって，ここに歳入不足も絞和されて財政面の将来性はまととに力強い光明をもたらすに

いたったのである。

第8章拡張工事後の市内配水管工事

明治34年 (190lil')12月 258~~ 1回拡張工事を達成して，初めて1121Zな水設を供給しうるにいた

り，長年にわたる水不足の出怖からようやく脱却することができたのであるが，当局はこの笠宮な

野毛山活71くそさらに有効に一般市民への給水を図るため，拡張工事のit;成後新たに市内配水管の延

長に治手し， 17か月な貸して3:'235年 5月までに次の配水管工事を完了した。

8イYチ配水管延長 14，330フィート ( 4，368メ{トル〕

うち山手線 10，日Oフィート ( 3，216メートル〉

4インチ配水管延長 97 ，097フィート (29，595メートル〕

うち山手線 18，300フィート ( 5，578メートル〉
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〈明治35年-42年〉

第 1章財政状態

君主 1節 第 llli1拡張工事費支払上の替慮

首'&1回拡5長ヱ11]:の図庫補ll)Jによって旧債を一挙に解決して，大蔵省のEi符下から離れ，給水人口

175，000人を旅した得意先からの年額 120，000fI/の料金収入を自前勘定として持ちうるにいたって，

ここに初めて水道の健全財政が打ちたてられたのであるが，しかし実際 tは間々の問題があとを引

いてすぐにふところぐあいが楽になったわけではなかった。まず215ーにおrL;Ij長工事の著しい進展とと

もに工事授の支払にあてるべき資金の入手が思うにまかせなかったために，資金繰りが図的佐となっ

て一時は鉄管の未払代金を借入金に振り絞え，利息、を払うなどという苦肉の処置を誹じなければな

らぬほどであった。すなわち拡張工事にあてるへき起岱はt111年度 400，000 fI/ ，宮~2 年度400 ， 0001可，

~3 年!支 1 ， 255 ， 000PJ と 3 年1mに募集する fìtIilliであったが，予定どおり募集しイ守た第 11f:'. ， Wz年

の後， tH3年の明治33"1'.(1900年〉は貿易のはなはだしいj笠間と，北済事変の彩~ß~によって金利の

高騰が著しく，募集の時1践をつかみ得なかったが，その問にも工事の進行が町一しく，代金支払に困

窮するようになってついにもっとも文払鎮のスきかった鉄~~t代金については，年 8朱 (8~話〉の利

を付して借入誌と書き縫えた始末であった。そして閃35年 (1902"1ニ〕にいたって再募集したが，わ

ずかに 30余万円を得たに過ぎなかった。 ここにおいてとうてい内地募集では成果を収め得ないの

で外資を求めることとなり，大いに苦07を重ねて，ロンドγのサミューノレ商会と交渉L，同年5月

31日にいたってようやく年利6分をもって残額900，000fI/の募集を完了し，とどとおりなく支払がで

きたのであった。この支払上のやりくりや~t;ç f占上の苦労はまことに笠舌に尽せぬものがあった。

すなわち明1fi341手(1901年〕工事完成のときの工 1j:f'11，901，689円30銭4JTIHr.対L，当時すでに公

募し得た額は実収814，117円16銭であり， 1，000，000円を超える不足額に対しては，鉄t{v代701，000

円を前記したように借用金に振り替え，残額に対しては当時の水道事業経済から差し繰り， 17，000 

円の雑収入金と収支残金450，000円を総ざらいして支払にあてた始末であった。

号事2宣告 第 1問料金改訂とi収入瀬加

前記のように第一に悶席補助を獲得し，第二に起frlに成功した後，拡張工事企図上の第三のねら

いとしたものは拡張工事授の元利金償還に充当すべき目的をもって，料金の値上げを笑施すること

であった。創設以来11年にわたる過去の実績にかんがみると，水量の消授と収入とがともなわず，当

初予定されたもくろみ年収をはるかに下回って，収入不足による終営難が続いたのであった。

それは一般4大衆の給水が料金の安い共用せんに集中し，企給水量の85%までが廉価で使用された
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ためであった。したがってこの料金改訂のねらいはこの欠点の是正に重点が霞かれて，収入の増加

を図ることに集約されたもので，その大J裂は次のとおワであったっ

放任給水は波紋HW~zの rJ，tmをひ印有Jに料分してぜ'j20%の I百収〉士見込み，計量;給;](\1:単価において

50話の値」げをし，かっ多J_;:_:f:"j112に対する''''IJづ|をfめ，共inせんは 1W1Jの値上げと段階の細分によ

って収入路を[ヨり，ク卜民i人に刻する料金 ~50.%1[(L!二げ~， if'1:1総額において44.3%の増加を見込み

うるにいたったのであった。かくして¥liJi.'13Hr.(1898年) 4月知設後初めての料金改訂が行われた

のであるがT この料金改訂前後の収入の状況に‘ついてしもすと次のとおりであった。

1A )11J 

j点 任給水

~-!. fl.l: f:古木

共用せん鈴木

船員自給オ

噴 水

1世 オ

庭 f也

ノ』日 j先 i毘 F可;

Eぎ 芭

~írl l五 w 

明治 28年度水道料金歳入内訳

一 般 的 水 | 外 間 人 附郎防水|市外給水|
団関 一問一問一 閉鎖1

22，123.05 11，354.2日 256.401

24，495.91> 

20，026.30' 

9a.71' 

4.921 

16.09' 

3642i 

20.81' 

6.00 

1.却

5.186.65j 365.24 

303.9~ 

281唱。。 49.99 

192.47 86 

9.65 

5，8 

162.86 

25.98 

8.32 

言十

30，047吋

20，330.25 

1，240.70 

198.25 

25.7 

42.22 

183.67 

9 

四輪馬車 2布 、 21お! イ 23.5: 

会 1" 67-:64Vお1----17ム元「一一句斗一一一一両而!

これに対してli1lifi31年度のlIIi.':.[':の災総にかんがみ，旧料金をl主主I料金l乙当てはめての収入金額を

見積り，これを比較すると次のとおり増収が見込まれた。

り [-J-f主lfJ|ニ北l7
iiJlil--t叩:122idt

共汀J.11:ん給水

特別せん

4、 計

21，532.2C凹 22.8

1，292.64明1.4

77，28日.∞四 81.8

計 :;;11
クト[司ノ九放千E給水

" fJ i止給水;

ノ'1 t切'1せん給水

制批判 | 

すなわち，料金値上げによりi司水訟に討し44.3;'/0の増収を見込みうるもので，財政上には大きな
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*~if~が期待された。そして個別的には計輩出合水や共用せん給水は従来より 6 守'1近く増収となり，放

任給水は2WIJのiFi収であった。

明治32年 (1899JF) 8 FJ条約改正によって従来の治外法権が廃止されたので，横浜市の水道にお

いても外凶入居留地給水規則を廃11-.0，内外人を同一規則のもとに取り扱うことになった。また拡

俣工事が一段j:'{; した後は，ただちに市内配水管工事安大がかりに実施し，かつ給水:仁三M~の特別W\J

引と月I!j(*r'l入制を大析に緩和するとともに，係員をそ年戸に ìJI~itt し新規水道ヲ!込の勧奨をさせるなど

拡張工'l1によって!日1訂になった余剰水況の売り込み消化を図った。

かくしてzr~l 同拡張工事の成果は当局の努力が突を結んで，給水能力のfR強から給水戸数も，料

金収入も次のように詳しく憎加し，経営的にはますます順調に軌道にのっていったのである。

第 1回拡張工事落成後における給水戸数ならびに事t金収入白増害事

明治37年 11円治38年 明治39年

1491 37，4921 16引
円

1571285，879.421 173 
円

近HメFーi料 1幻 5，778.131135 

以 1，のように料金の値」げと給水戸数の勧奨による増加とあいまち給永料金のl収入は急激なや¥1張

をみせ，明治31年 (1898年〉における改訂f意向子12収入見込相 136，442Piを1ω とすると，明治33

年 (1900年〕は 121，同36JI二は 162，1i'i138JIーには 190の収入を示すにいたり，さらに改訂前の収入

94，522 1' 1 を ~U~li止とするときは日月I台 331['. (1900 '1')は174，向36年は 234，同38&1は274という急激

な明額ぷりで，従来の10年余りにわたった財政古境時代から脱却して前途に大きな光明と飛路的な

期1守がI'Jたれるにいたったのであった。

第 2章水源と用地の問題

第 1官ii 水源調査と水源かんま事対策

明Yii30年 (1897"1'.)m志1II，c水源をもとめ，さらにM'S1回拡張工事においてその取水誌を憎大し

てから，横浜市水道局のi立7よ;)11に対する関心はにわかに日まった。たまたま明lei36年 (1903年〕水

源地域中銅鋭、採掘を営むものがあるとのうわさに援し，その前交ならびに水源、かん義林の状況をつ

まびらかにしたいとの趣旨をもって，県庁から参事官ほか 1名，水道局から'品設委員2名および工

i部長・主幹等の一行が同年10月 10日から22S まで j立志川流域一帯にわたってh~引1l!Èí~ftした結果，銅

鋭、の所在は滋'G)l1の流域外であることが判明したが，阿川の水i慌をかん蕊すべき山梨県南都f習郡i主

志村および神奈川県津久宍郡背根付のリi林がはなはだしく荒廃しつつあることを知lった。@そこで帰
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庁後その報告をするとともに同'02月に市会の決議を経て，立志村御料地全部および背様村のう b

jlj収村ほか二か付の共有一林の一部を保安林に~Jiiì人するよう1.1 J t/J"をなすこととし，同371 1' (1904'1') 8 

月41:1および何年11[-]12日それぞれ当該'[ヨ庁に印訪した。

これに対してはi梨県においては， 3~~38年 (19051['-) 9 月 1 日から同~:f..12 月 7 日まで災地別交をし.

同39"1ーに地方森林会を日目いたが容易に結論にi主せず，また 1'~nR村においては地元において申請他旨

を禁伐とJ'UfJf(:L-，反対が成んとなり，ついには郡長にいたるまで反対立S~を発表し，当局の~[jいは

i主せられなかった。しかし， i4志水源林に対する水道当川のIY，!心はこの内から非常におめられ，や

がて質収にまで発展する泌となった。

討~ 2 t，m 用地の管関と植林の励行

次にu~ l lIil拡張工事の /ð成にともない必安に応じて ~Ci収した土地の W~;理方式について，各 H官ご

とに調査を行い，まず①J立H:をすべきもの，②耕地とすへきもの，⑧線路)ui!哀i山止のため特殊の槌

I討をすべきものの三段に|豆町!L. ilitllt地J111&規れuを設けた。
酬を

その要領は， (1) Iif.i栽ナへきは杉・松・恰とし，そのtMill1は線路ユコドに支I;r;，:のない|民り地11のj自否

に応じてみはからい，また柑1林地を 3!i:ヰ視区に分け，さらにそれを区分して村氏より抜視員を選ん

で， !1ft火i盆伐R)iの災告を予防するなどの処鼠を議じ， ~J~路沿線の三ケ木・三沢・川氏・大沢の各宇l

地内にliu林を続けるよう財産保全管理の万全を凶った。

第 3章改良bよび修繕工事

第 1回路張工事は実に横浜市が水道経営ijIII~以来， 10"1'閣にわたる1:;ffu2の施設姑充で，この完成

によってようや弓長い間苦しんだ給水不足から一応免れ得たわけであるが，しかしこの工事は後管

工事と称されたその名のように， Jjj(7j(から導水，浄水のすべてが在来の施設に並行して例設された

関係上，施設的にその胞をI広げ，力を加えたものではあったが，在五とからの欠陥は，そのままに改

良されるところが乏しかった。

すなわち施設上不安定の点をあ

げると， 1:í~ーに水担 iから ~t;i座郡大

沢村m山主でのi立法、J11お上び相撲

川lに沿う切り立った山由の断がい

をはう水辺線路が，議Jili¥i'!'iの都JSt

がけくずれによって@'~r，;.官もろとも

お~hl告が iM浴することがしばしばあ

り，第二はすでにしるしたよう

に，ュ-'j';伐のnl日合もあって，道7L、

川水11のd.j'(ftさに甘えて，ろil!!i也

の小規模に過ぎたことであった。 明治40年暴風雨による導水管田被害状況
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このことは明治35年 (1902年)8月12日の大主義風間における351m(63.6メートノレ〕にわたる導水

鉄管のがけ下崩洛や，翌 36年 (1903年) 7月の線路の災お，同37:q三(1904JI'.)7月9日以来の大暴

風雨による史、湖水の流入によるろ過池の附そくおよび同40年 (1907年〕の 2回にわたる線路の大!前

段，さらに向43年 (1910年)8月の山Ii日地すへりによる導水管の河中険?'fi.今一全く枚挙にいとまのな

い事故の述続であった。このような関係から当時においては台風の襲来や，豪雨の都度大小となく

被苫が生じ，その修理復旧におおわらわの努力が重ねられた時代であり，また進んであるいはこれ

らの線路の改修を行い，あるいはあい路であったろ過池の併設をするなど，努めて不備の，l~，i，を削っ

て施設の整俄充実を図ったしだいで，その主要なヰE件は次のとおりであったロ

がけ

第 1空白 大島屋I勾線路変更工事 (1I)]ii; 37 1，ド〉

"<ず

水道線路中高Iili郡大沢村大鳥字i庄山地内の!日 5 号すなわち百H7l;;，寸=ぃ近付近は，相撲日l の左7--'i~の

矧がい絶壁の中/1支を縫って築造したために，往々線路Illi壊L.llJi水の不幸をみることが一帯でなかっ

たので，ZiS 1 悶拡張工事に際してはその*;~~Íj変交について間々検討し，安全な路線を求めたのであ

った。その変:a:ヱ事に付帯して里iEの付税とごとJ台場が問題で，地元村氏からの苦情が百U，，¥ L-.種々

調和を図ったがついに成らず，その!Hlにも拡張工もーのお成を急ぐ&，~もあって，地元村氏との協議

にむなしく臼を過すいとまもなく，やむを得ず応急的に川縁のがけ持iに似線路を捌いて鉄管を敷設

したのであった。

しかるに工事出IJX:の翌IVJif;35Jj'.

(1902 JF) 8 n 12口暴風I'j.jのた

め，約351剖 (63.6メートノレ〕にわ

たってがけの崩擦とともに欽{[$;は

がけ下の相模川にh、絡した。この

復旧はとりあえず，tllの上古iiから

数十条の鉄線をつり下げて鉄管を

緊縛しーi時をしのいだが，将来の

ため安定した紋路を築造する必主!

ありとして， :flfV'前の基本計図lに

ついて地元と協議L.，ようやくに

がの
農山線路変更工事(明治37年〉

してその7Tfz宏得，線路を決定して工事のいっさいた地元穴沢村のiii負とし， I明治35jj'.(1902JI'-) 
ほん

llJl活手したが岩繋の切む取りがE自主Ilのため予定より巡延L-. ~;l 々 37年 2 H21口ょうやく }'1rJ:んた

だちに鉄管を敷設し，河年4月8日Jill水をみるにいたった。

このim問36年 (1903年) 7月にはJili日の降雨のため，土j古1品に集積した土砂に?X水したため，土

砂が一時に押し/111 され，山ろくの民家の一部を抑しうぶす'11'1& もあっ yこのでゴこも7堤防を ~~J立する工

事を純ヱした。

この線路築造工事ï~は28 ， 655円13銭 5ß豆を要した。
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第 2節 ろ過池場設工事(明治38年〉

W;1泊拡張工事においては工事費の関係もあって，野毛山浄水場のろ過池は 1池の築主主 OiH号

池〉にとどめ，以来4池のうち常時3池な使用することとしたが，明治36年 (1903年〕には自己水量

はすでに 3，500，00日ガロ y (15，900立方メーわりを超過するようになり，ろ過能力の不足が現わ

れてきた。ことに翌37年(1904年)7月9日以来大器風間があり， 11日以降は泉渇水が4日聞にわた

ってろ過池に侵入しろ過不能となり，貯水池水量は減少して12日以降断水のやむなきにいたった。

水道常設委員や吏員は，昼T9:のBせなく全力を尽して使役人夫の怪励に任じ， 14日午前ょうやくろ

過速度平常に復し向日午後から民rr水を解除し給水を復旧し得た。

前年中すでにろia能力不足のため，野毛山に 1i血増設の音liilliをしたのであったが，時あたかも日

露戦役のぼっ発により，すべて緊縮と諸費節約を要した非常時局であったので一時保留のやむなき

にいたったものであった。

しかるに前記の断水の不慮に加え，他面軍需工場および鉄道・逃船・軍輸送関係舎の使用iif激増

に刺激されて，にわかにろ過池2池を野毛山に増設するの設がまとまり，市会の議決を経て11月5

a主務省に願い出て， 12月1日着工し. ~I~38年 (1905年) 11月28日r'o成した。この工事授は49，185

内64銭 2座を要l.-，その規模は長さ 120尺 (36.4メー|ル)， 悩80尺 (24.2メ_-1ノレ)， i架さ 8尺

(2.4メートノレ〕で既設のものと同じくコングリ{ト巡りとした。

第 3節水害と復旧工事〈明治40・43年〕

〈し

dt久ヂl'iIB$川村の青山水源地から高座郡大沢村の大向lこいたる区間の水道線路l士道志川およびそ

の台流後の相撲川に沿い，慨がい絶~æの開 llb したil.I R匝を間帯1) して線路を築造した関係上，豪雨出水

のお合しばしば線路を崩壊して鉄管な破損し，断水の不幸をみたことは枚挙にいとまがなかった。

そのうちでも赴も紋tSのはなはだしかったのは明治40{1'(19日7年〕と!司43'1'.(1910'.ト〕の河年であ

った。

IVlif;40'1'. (1907年) 8 1J23日からi↓，)9月4日にわたって大暴風雨が関東を裂い，立;ι川jめにも40

61~井J22古íjの大こうノkがあって，延長30l iiJ (54.5メートノレ〕にわたっての鉄伯が十数丈のがけ下濁流

急務の河中に墜訴し，あるいは線路の大間取があるなどJlliuいの水道線路は大小数十か所を数える

穴水努をこうむった。この復旧に当っては水道委員以下肢員が昼夜兼行大いに努めた結集 9月3

日ょうやく内径22インチ (560ミリメートノレ〉鉄管の後j売をおえ，さらに同月 12日にいたって内筏

18 イ yチ (460 ミリメートノレ〉管も修理し，鉄符tz.H-)I~工事の全部を部!止し得たが，その後引き続い

て竪ろうな談j与を築造するなど努めて鉄ti'および線路の保全を図った。この工授は何年 9FJ13日の

市会において応急工事費として28 ， 094円64銭 l 座，ついで11)~ 4日の市会において，54，06W) 1庖

の追加予算を計上し合計82，155円64銭2厘を文出した。

このr-B]工事中は水量不足のため時間給水するのやむなきにいたり，次のように深刻な給水状態を

現出した。
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8 rJ25日 n~*I1.J:ílll LFiIifrl.1411.J"'11!l I1二後311-¥'1::1

8月26日 i古水1¥')"1111 ":jll，!f'IHJ 

8 Ji27日以降給 水I時IllJ 11 1時111]こl'
9 n 1日宮下

9月2・3日 f合水附!日1 /1 i1 i1!j'IHJ 

9月 4日-13日 給水時!日li相次延長して 9月14日平常
明治40年出水による埠水管の被害状況

に復す。

このような始末であったので，水の使用方や用途にも制限を加え，飲用水以外の使用を全く謝絶

し， LZ当局に対しても当分の日11防火用水の供給はできないという通知をするなどの非;常処置に山

た。しかし市内一般には飲料水もなかなか完全に行きわたらない状態であったので，あるいは鉄管

から水そうに注水して用水を分自己L，あるいは市内船舶業者である清泉・長塚河会社から購入した

地下水や東京市の好意によって分与を受けた水道水宏河岸に霞いた酒だるに入わして分配し，また一

時応急策としては津久井郡三沢村地内の泌を利用引水して下流側無事故の鉄管で一昼夜およそ12，5

00石 (2，255:s1:方メートノレ〕の送水をするなどあらゆる努力をL，その苦心のほどは，想像のほか

であった。かくして 9月 3~I 内径 22インチ (560 ミリメートノレ〉管落成後は一昼夜 3 ， 600 ， 000 ガロ

ン (16，350立方メートノレ〕の治水をみるにいたり，毎日 3TIれmずつ給水しうるようになって消火用

水の供給を復活し， それ以後しだいに給水時[臼!な延長し 9月 14日にようやく平7i?に復し得た。

突に断水21日におよぶ大災ぢであった。東京市からの水道水分与の好訟に対してはrli会の決議をも

って同年9月19日づけでixのような感謝状を発した。

111)]i古40年 8 月中水芯ノタメ木'，1ïノIJç ill~ 路ニ被壊ヲ 1ミシ忽然送水壮絶ノ不、ドヲ米ンタル際述ニ木市ノ明主1 ヲ

入レl'fdi水道水ヲ分与セラレタルハヰ:，1，只ノ幸福何物カ之レニカ1Iエン，手ニ飲用水欠之ノ岐ヲiSケス且ッ公衆

Wì生上些ノ影響ヲ与ヘスギシテ危急ヲ免レタルハ可~<~'~1'n1î'市主主ノ協ニ外ナラス，ままニ木市会h出場一致ノ決議ニ

11<リ諮Yテ感謝ノ在、ヲ表ス。」

そのほかにも水i立断水l-j'lはあるいは労ゴJをf足供l，あるいは官、授をなげうっておト純の設備在な

L，公然に飲用水を供給したH't、の人々があったが，これらの人たちに対しでも市参事会および市

長の名をもってそれぞれ感謝状を贈った。
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ついで明治43年 (1910"1')8月11日暴風雨のため津久井郡三沢村地内の山阪地すへりにより，水

巡線路はiJii液し，その結以内径22インチ (560ミリメートノレ〕および18インチ (460ミリメーわけ

の両党10余本数丈のが1)下に墜i'6L-. j主水はたちまち附rM~~ した。当局においては，局長および委員

以下ただちにかけつけ夜を徹して応急工事に従事t_，'. ~.1<~!日内径 22インチ (560 ミリメートノレ〉管の

復|日をみたが，辺13日さらに家同があり，刊皮肉所に大崩壊を生じ，復旧の努力も無に帰したが，

再びbI夜兼行J~~)芯:工事の足立述進行に努めた抗IfW:. 内径 22インチ (560ミリメート/レ〕管は14日，内

径 18インチ (460ミリメートノレ)符は171'1にいたりようやく述絡をおえ，王子It;;の状態に復すること

ができた。このため 8 月 11 日は1411~lj; !l.\1. 12日は2311年間)， 131:1は2111、日間30分， 17日は21時間， 18日は

5 時間にわたって l \Jl)~ の大断水を行うのやむなきにいたった。

この修限工事に裂した経絞は5，391内日7銭ZIT震であった。

この応急、の修.Ql\工~In立一応完了辺水したが，その他各所に起った被害のうち津久井郡三沢村銭ケ
ふち

i間付近がJT:もはなはだしく，ことに明治40年 (1907年〕の水害の際にも崩壊した所でもあるので，

週水後もさらに念を入れての完全修理を計nmL，事件i任後の8月24日当局は修理工事貨の追加とし

て，線路復旧費13，962pj94銭 4}j互の子〈拝を計上し，あわせて事故のひん発危険な区間である青山水

市iカミら大向nilの線路の卜;北側で'li全地d!日ーの向ケ!京にポンプ場を設備する追加予算 114，088P190銭を

計上した。 (HiiliiのWHrnは次記のとおり〕

このポンプ場は一雨上流側に事故発'Eの際はただちに相模)I[からポンプ揚水して内径 22インチ

(56日ミリメートノレ〕導水管に注入送水する目的のほか，他国当時施行中であった第2筒拡張工事

の内径36インチ (910ミリメートノレ〉導水管の下流側部分が完成すればこれと述結し， 上mE導水管

および水添工事が未i斉でも，iIi内給水の不足を怖いうるという-;tニ烏の計闘であった。この両議

案が市会に提案されたときはまだ災tn:復旧後のなまなましいおりであったし (8月11日水害発生，

何回目応急復旧完了，日 24日議案続出)，その作業については局長以下水道委員および吏員宅関係

者全員の協力と不眠不休の努力がまことにきわ立って，さしもの大被害をよく短時日内に修理をな

しとげ， T!f民給水に対する不安を取り除いたことが激賞され，当日の市会においては次のような空

前の感謝決議がよ脱されて満場一致そもって可決されたのであった。まことに注目すべきことであ

って当時の関係者の以剣な努力が[，[に呼ぶのである。

決議

横浜市会ハ水道局長，次長，委f)，主幹，技(ll]i以下カ今回ノ水道統路崩壊仮復旧iffiZK工事ニ対スル数昼夜ノ

苦半間励ヲ多ト γ其ノ功労ヲ議ヲJi}þニ村市シ且ッ :Jt ノむヲ iìíj記 ~'íM;古二議長ヨリ致サレムコトブ決議スノレ。

tJ~ 祭 i~ IVJ袈旨

横浜水道はi百家が主主設した当初から危険な広域があって， rI'frix改良拡張されたとはいえ，なお線路中に危険

な場所を践し，去る40年の水:dの時には東京から水をもらって家ごとに配ったほどであったが，今回はその程

度以前にも憎して大なるにかかわらず，制限はされたが水を 口も得ないことはなく，職員諸氏は尖に精励よ

く努めた。ことにζれが将来への対策として11号議案においてポンプ設備の案を提出されたことなど誠に機立

田音|聞と賞すべくわれわれは感謝の念に堪えないしだいである.…"“
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第 4節 向クlJl¥ポ，:;/フ・揚仮設工事 (明治45年〉

この工事は明治43年 (1910年) 8月24日市会の議決を絞て，河年 9JH日主務省に工事の可15青を

し翌44年 4月2日認可を得て，同月25日ただちに活手L，翌45年3月末日工事を完了した。その設

備内容は次のとおりであった。

ポ ンプ設備

名 百一 自E カ

tLi水ポシプ

うず巻ポ Yプ

蒸気機関

7 ，1日制 (8.35立方メートル〕

25，000 

そ の他設備

名称 形 状 寸 法 椛造

揚 水 管 内径 12インチ (300ミリメートル)古寺 鉄 管

吸 水 也 12インチ (300ミリメートル) " 

送 水 管 18インチ (460ミリメートル) 1 " 
ぞう

水 枯 内径21尺 6.4メートル〕深さ 8尺(2.4メートル)1 鉄筋コング{ト巡り

設備

2 1也

工事費

総 こに y'k 105 ， 717Pl~ 日銭 7 座

I斗訳

雑 費

金 軍i
伺 l抵

5，808.82日

6，554.200 

1，572.000 

21，122.807 

63，口04.270

1，614.800 

128.400 

1，281.530 

2，439.66日

1，959.86日

231.560 

105，717.907 

このこiコ1¥ができ上がった後はドにしてノ'J<Uによ

る災~1:;'もなく，ポ Y プのWi吉時述転という機会も

なかったが，)..::1E 3年(1914i1三〕初夏にいたって

zn 2回拡張工事のうら大山12合弁以降新設問符(f'

*JJ)Iこしザこる内f壬36インチ (910ミリメートノレ〉

導水管，および西谷浄水坊のろ過設備の~1:111，な

らびに河浄水場から野毛山にJillずる I斗筏24イy

チ(610ミリメ{トノレ〉管工事が完成するにおよん

で，本ポンプを活JlJi'J!転 L，夏季の送水霊地強に

役立てた。

しかし，第2回拡5張長工司事工の完成後はこの設備が

全く不

この設備は結局あまりi活舌用の機会もな〈して終

称!
料

名
…
給
計
山 人 キ?

鉄主:および lirJ共

般材料代

工事1'1:

器 兵

測量製図~~

巡 拍f 1'1: 

用地および補償資

旅 費

計
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ったが，機械の設計を井口工学博士および丹羽工学士に依頼し，機械の製作は東京国友工場，ボイ

ラーおよび偲突は大阪鉄工場と国産品を使用したことと，コ yグリート池の構造に初めて鉄筋を使

Hlしたことはal:Jしてよいことであった。

第 4章給水事情

明治3M!二 (1901年〉第 1@]拡張工事の落成により，技官な清水が市民の台所をうるおして，開港

以来40年におよぶ水ききんから解放され，毎年悩みの極であった給水制限や断水もやみ，けんけん

ごうごうたる非難もなくなって，まずは給水」二万全とみられたが，それは表面的な姿に1邑ぎなかっ

た。元来このtHl回拡張工事は桜狩工事と称せられたように，既設のノレートに内径22インチ (460

ミリメートノレ〉白戸を並設して.7Jcfii:の増幅を図ったものであるので，すでに述べたように窓来の欠

陥をそのまま践し，その後幾!比か起った'I>I&の発生には常に新|日前Jl(;;に同時に災害をもたらし，ま

たー閣には規模も比較的小さく，かっ送水量のj:~imに重点が置かれて，山手線以外の配水管に全く

怠が!日いられていなかった。このような関係で拡gfミ工事落成後 1.{l~有半にわたる市内配水寺?工事が

別に災泊されて， 8インチないし 4インチ (2日3-100ミリメートル〉管が拡張施設されたとはい
.もぽ伝

え，明治34年 (1901年) Ctn 1閉拡張工事完成の年〕には新たに橘樹郡および久良岐ll1¥の一部(人

口において|日市部の 2俗， 1m積において!日市域の 4.6倍〕が例合され，これら新市減に対して全く

給水する余地がなかったばかりでなく，旧市域に対しでさえ十分な配管網とはいいがたいものであ

った。このような状態であったので， IIJjif.38年 (19051日 以 降r¥i勢の発展にともなう給水人口の倦

加と使111 611' h'uk!rtの治jJnに加えて， [1 w~戦争を契JVI とした工業 111水の需要増によって，水設はよ

うやく不足を告げるにいたった。当日3その対策の一例として友WI向台需要家への供給不足を心配し

明治38'1'.(190511'.) 7 n 7 日没水・沈たく 1117J<.~)の決 itに l'klする j主立方のピラを一般に配布し，翌

3911' (1906il'.)にはついに 8J j 3口から11月初旬まで給水出1]1:)*を行うなど， cjTjび水に対する日lit之が

ftfiまった。そしてこの給水制限は年を追うにしたがって強化されていったが，その1mにあって別記

のとおり明t{:i40年 (190N.)には40年来みぞうの大水2:にJ.!-終われて21日!l¥'lの長期断水を行い，つ

いで1，'143年 (1910;1'-)の法MI村には 8111ilJにおよぶ大断水で一日の給水時間わずかに 1nH:HlJという

はなはだしい口もあった。かくして年を経るにしたがって水盆の不足はいよいよ急迫をつげ，同44

年(1911斗引こいたっては，止水せん制限も<)(のような規準にしたがつぶそいっそう強化された。

1せん 10I 1 分 間 の 水せん出水量

l い".:-，，1r 申 ! ， gl';' I -a:...，.，. I 1 申')f¥Iをザ 1家20入超過l苦闘引 l?3士ちで li芳弘ヂ11努士ちでいき翌日て ?Z55引 -
i 

.. N ~ -' 1'"
山一

1 
~/~""'" vN....'" 11ガロン増

一一一一一一一一一一一一一一一1 1 'Irl(¥r;'I'I>::" I 1 'H~')(\"""' -，;:'" 1 1 *'=I(¥"?'il'!-，;:'" 1 ， -tl-Af¥;=;"N-，;:'" f 1 -tt-I::.(¥;=;""，-.::-I 1基50戸超過10戸
共用せん!官;思下11F75P下i官民ザ[1持Eザド扱配下|錯34とに 0.5

I 1月の使用量 11月の使用盆 11月の使用量 11月の使用量 11月の便用量 I1月の使用意

計量せlv'l~~~?，O# ロン 1 !!l;∞0ガロン
1:2;∞

0ガロン i3o，∞日ガロン 14);(2伽・ロン 140，∞0ガロ Y超過
以| 未満 |未満 |未満 |未満 !未満 110，∞OliロYどと
11.5ガロン 1 2ガロン 12.5ヵ・ロン 1 3ガロン 1 4ガロン jに1ガロ Y増
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この制限強化にもかかわらず，なお 7fJl2日から 9月25日まで76日にわたり毎日 1時間ないし 5

11年lHlのベ 28611割引の断水をよぎなくされ. ~};!45年〔大正元ó1'-， 1912'1'.)もまた給水制限のがJもなく

6月2UIから10月8日までの 108IllliJにわたり，毎日 31時1mないし 61昨日¥1のへ 519時!日1.さらにつ

ぎのブζ刀::2 1j:':に1;15 Jl 9日から10月3日はいたる 175日間にiったる，旬日 2時1111ないし12吋IllJにお

よぶのへ 759 時間に速する許可水がfjわれた。その1m鉄行事r&勺ーによる不l1~î:の断水もしばしば起り，

市民は不安の念にかられ，ちま fこには研々のおく説υï]t"i_~; が行われるようになった。当防は， I本TIl

の水道について」の小冊子に水道のj也t・現在・将来を説明して一般に配布し市民の協力をuiiう始

末であった£

大正 3 年(1914"めには 3 月にはいるとただちに一般市民に節水についての注~0:~g;を配布し，

同月22日から給水制限にはいり 4月26日からは初日 3時間の附水を統げなければならなくなった

が 5月9[1にはtí~2 白1"J[\I)長ヨ'11'による l斗 j千 361 0/チ (910 ミリメ ~l ノレ〉 74水wの;三品・西谷r10

の洛成にともない，新設将ノ)('í'i と向ケ以ポンプi易を TI~[*ill L. ポンプ湯水による送水を開始して附水

の緩和を図り，さらに何年8月16rJには待望!の上流例jの埠ノr_j(!i:iもその完成をみるにおよんで一挙に

給水制限も断水も全くふきとんでしまったのTあった。
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第 6編第 2回拡強工事

〔明治 43年 ~ 大 正 4年〉

第 1章 準 山胤，R1
・

期

貫主 1節水源調査

明作;37年 (1904年〕前記のように年とともに両日水量が増加し，前3年内に用水欠乏の危機必EEと

みられるにいたって，当局は次の拡張工事のためにまず水源調査を開始した。

最初に青山取水所以外に水玉1の史官と水質の良好とさらに近距離という三要素を兼ねそなえるも

のとして，神奈川県愛叩郡丹沢山から発する中津川iを~U:，同年10月下旬その上iJîErc.吏員を派遣し

て笑地調査をさせた。

その報告にもとづいてさらに市長・水道委員および定員の一行も現地にI住民して，殺しく調査し

たt山梨，将来水道水1~l としてすこぶる-1T~nであったので， ~立入口を愛甲郡愛川村大学半)Jf{のillî~出，

俗称石小屋に予定した。

同所は青山取入所より摂í'::jが 1~'lj く， ~IITÞ'i*は断がい絶壁で水位. 7J<1'jともに道志川に匹敵し，その

新水源としての好適性を次のように調査報告書は述べているのである。

現在水道拡張ノ下部トシテ中津I11ノ概況ヲ調査シタルニ主ナルオ i距ハ丹沢111(愛叩郡〕エ属シ，主流烏犀川i

ノ水源ノ叩It久井郡府民村ニ偶スル。丹沢111ニ渓IJItノ大ナルモノ三ツアり。布)11，木谷111，陪沢川是ナム三流

煤ヶ谷村(愛甲郡〕ノ北辺ニ於テ合問シ，'i:XケilTIH(愛叩1110ニ入リ，後煤ヶ谷村ヨリ来ノレ川弥日!ト合シ，布

)II)!Y:ハ宮ケ時fリ 11 ト称シ，変ニ官ケ瀬村ノヰt~ニ於テ烏屋川ヲ合スルニ及ヒ初メテ中，'~III ノ称アリ。是ヨリ京ìJîê

シ半原村(愛甲郡〉ニ沃キ， iu雨流シテ金田村〔愛甲郡)ノ雨相模川ニ合ス。水路ハ凡ソト旦ニシテ)11ノ幅員

ハ上流 5~61日lニ始マジ，下流10悶!乃至20nnニ終ノ"0 1I'lシ磁地ヲ合スレハ5町余リニ述スノレ処アリ。水路中半

原村ヨリ上部ハ両岸概不絶壁ニシテ水道線路ヲ設グヘキ余地ナシ。是ヨリ奥ニ;到リ'W;ヶぽiiCfエ至リ，鳥屋川ノ

合流スル処字落合，及ヒ)11弟)11ノ合流ァ、ル辺ニ多少ノ平地アリテ，人家点々ト介主Eスルアノレノミ，ノd<nハ外見

送志川ニ於ケル水ノ如グ消澄ニシテ，硬度モ亦彼1倒i干軽スル所ナキカ如シ。本I11ヲ水道ノ新水道原ニ撰定スルト

セハ其取入口ハ須ラグ半原村ノ間隔，俗称石小屋(河原ニ大石ヲ組了i:テ人ノ休憩ニ使スルi故ニ名スグ，但シ丹

沢山ノ中木谷ト称スル所ニモ亦右小屋ト呼フアリテ，石ヲ組立テ樵央等ノ休憩ニ供スルト云フ。笠シ此ノ血1キ

八山中ノ常態ナラン。〕ノF付近ナラン乎。果シテ然ラハ比較的戸口ノ多キ下流ノ村裕ヨリi!s9'縦ルルヲ以テ，

汚物ノ iJlE入ヲ被ムルコ lナグ頗ル安全ナラン。今回一行ノ踏査シタルハ布石小原ヲ終点トシ，共上流ハ{也ニ談

ルコトトシタリ。而シテ相撲胤土記エ依リ上i1ifノ概況ヲ記サYェ，日箆)11ハ烏犀村ニ於テハ早戸川ト称、ン，問

村西奥野字右ノ沢，左ノ沢ヨリ発シ， 飛流トナリテ落ツル勢イ 16丈余，俗ニ大滝ト呼フ，大滝ノ下流 20町

余ニシテ由主ヶ総(i:it久井郡背根， 1f野原及ヒJ.1~屋ノ:三個村境ユ在ル雨LU) ノ深谷ヨリ発スルー条ノ i実流ノ本川l

ユ合同スルrfrアム雷落合，叉ハ雷淵トモ称フ，淵形方3~4 開i澱斑盤激シ底1際ヲ知ラス，水勢蹴々トシテ1u

Z霊ノ震フカ如シ。又半原村ニ有名ノ爆布アリ。 nillli竜或ハ塩路ノ泌ト言フ。媒ヶ谷村，国代村(愛甲郡〉及ヒ

半原ノ村境，字河子石ヨリ発i原シ下ルコト10町余ニシテ字江ノ島i問ニ至リ，要書谷ニ臨1ミ落ツノレコト 2丈余ニシ
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テ突出セル岩石ニ支へラレ，夫レヨリ文5丈余エシテ沌，在エ逮シ流レテ中1'1')11二入ル。丹沢山及ヒ 1日露村ノ最

近ノ状況ニ就キテハ吏ユ問主ヲ要スト雌モ，執レモ世ノ物質的文化ニ述キ深LLJel'1谷川:ノーノト部活ニ過キサルモ

ノl推定シ得へシ。半以HハノH司郎ftンタルヲjユテJ(ノJf5況ハ此ユl出活スルヲ得へシ。

日1Iチ Fii:i200;汁リニシテヰ'11')IIJ(ノi国ヨリ;ltJliエ総リテ流ルルヲ以テ， lU，ノ大['，ハ水))ヲ利!日シ水unl;、ニ
従事ス.;!.Î時改修ユ係ル県道エ跨ルヲ以テ交iill ノ使叉fi 日ノ如グ ~m渋ナヲス。故ニiUiift-r!T水道ノ取入口トシテ

現在ノ 'tìlJJr&入所ヨリノ、一府好i直ノ位置ト認ム。 'Nlt)l l 線ノìJ[1J:Gl起点ハ刊m~~INüì持村大下下潜水辺紋路百~21王

千尺杭20号ヨリ l~. 8 r:n 6分ノ処エシテ， 111日!lJ!!，i，396号トシ終占ハ愛甲ilIl愛川村大作ド限週刊t石小屋地内問ノ l二

而トス。此ノ両市川1ノ間維46，448尺ニシテ守山水源地ヨリ起点ユ至ル肝3概ハ67，719尺4寸ナルヲ以テ，半原

水源J也ハlzf山ニ比シWB附ヲ奴総スルコト 21，571尺4-'Jナリ。而シテ仇侭ハI'i'1 LJ収入所沈澱池内径2211-)送水符

巾心 453尺1寸8分ユシテ， 半j}~~:1f ll， 470尺1τJ'8分ナルニヨリ後者ノiIII者ヨリ向キコト 16尺ナリ

以上のように中津川における半島:水淑は様浜水道のtr~2 水源としてまことに好適のものと法日さ

れたのであるが，一方経済的観点と政治的な合みにおいてちゅうち工される点があった。すなわち

中正i千川はこ「原りよ下流において，田地約 49811IJ 2 jiV~歩 (494 ヘクタール)余りにかんがいするとと

もに，半E;〔およびその付近において製糸数248台，穀類業76台合計 324台の水市迎転m水に供され

ているので，これら地主および営業者に対する補償金がばく大に透することと，導水線路rflffi枝川i

横断のために長大な架橋工事を必要とする関係上，工事貨が多f買になるきらいがあったことであ

り，政治的には， 4i1昨日本海軍において横須賀軍港の軍用水道水源地としてrl';1り11に注日していた

ことであった。

この二つの難点，ことに後者へのきがねから冊々54-底のすえ横浜水道の半以ノki原案は放棄され

て，ついに日の日を見ずに終ったのであるが.この好適な第 2水i!htをFlの仰にして災1Jiliす1'1萌やilli償

の交渉にもはいらず，当時の海'唱をおもんぱかってせっかくの足掛りを失い J直志)11一辺倒に終っ

たことは結果的にJればまことに悩しいきわみというべきであろう。

第 2節拡張調査

こうしている間にも横浜市の人口はdド々 !'tiJJflし，さらに市域の折、張はそれに輸をかけて，明治39

年 (1906年〕にはすでに人口36l:iに透l.-，既設自己水能力ではもはや需要をまかない得ず ljij;主すこ

ぶる寒心に堪えない状態となった。

それは過去の水道施設の改良や拡張がいつも施行までに長期間'2.'l*L-，かつ計画規模が小さす

ぎ.m氏の治加による給水量の増大にともなわないうらみがあって，工事が完成したときにはすで

に余総がないというありさまであった。

ここにおいてこの際，抜本的に施設を拡張する必要を認め， /:::..規模な1広張計岡樹立のために明治

40年 (1907年) 9月水道局内に臨時羽目立館、を設罰して工務課長の拘ド1lのもとに泣き，拡張調査の方

針を次のように定めて着々調査を進めることとした。

(1) 錦時調査係として校師 1人，技手3人をinき， :lZ-疫に応じ局長・水道委員および吏員もしばしば実地調主

をした。

(2) 拡張の方針は従来白ような小規模の一時しのぎ的な言|匝iを治て，市の将来の発INに応ずるよう設備を大き
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〈鉱張する ζ ととした。

(3) 中津川等0)7kili'i~告を捨て， 'ihU系統の拡張をはかる乙ととした。

(4) 全線中特に (C.流仰IJ，背IlJ・小倉tmmの線路について安全かつ有利な新路線を求めるとととした。

(5) 浄水場敷地として保土ケ谷町付近に迎当な高台を求めることとした。

このような計画方針をもってその後各磁の調査を進め，明治41年 (1908年) 7月ようやくいっさ

いの設計を完了したが，工事'f'lはヨミに 10日万円に達する大工事となった。

当時70071円といえば人夫貨が 50銭に満たない時代であり，明治40年度の横浜市の年間予算が
， ，民

一般会計 170万円，特別会計四万円，公企:業会計(水道局およびEJ町向)91万 5千円で総定員 279

万 5千円程度であったから，そり約2.倍~~iÇ達する勘定で，当時この巨授を投じて水道拡張工事な

施行するということはまさに画期的な事業であったのである。

したがって， ili単独の力をもって完成することがおぼつかなかったので，市会にはかりまず国庫

繍助金の下付について政府や議会に詩願~， j副主動のi占果ようやくその目的を達したので，ここに

初めて次のような設計に悲く工事の施行認可を翌 42年 (1909年)5月 1日をもって内務大使に申詩

したのであった。

第 3節 工事施行認可の申誇

第 2図拡張工事の施行認可について内務大臣に提出した巾詰内容は，次のとおりであった。

本市水道ハ去ル 20年9月ノ創設ニ係わソノ設{rIiiハ1人1日ノ平均定量18ガロ:'/，此給水総人口 100，000

人ナリシニ，間来年々戸数増加ノタメ24年頃ヨリ水設断グ不足ヲ告ケ， .34年12月拡張工事ノ成リシ日マテ，前

後11年ハ給水制限ノ苦境ヲ脱スル能ハサリキ。然ルニ右拡張工事ヲ施シタル水道郎チ現在ノ設備ハ 1人1日

ノ定量ハ従前ノ俄トシ，給水総人口 300，000人トシタルエ， j七後戸口愈増加シ， 1mウルニ接続町村ヲ市域ニ編

入シタルタメ，該工事ノ落成シタル 34年12月ニ於テ既ニ予定ノ人口二述シ，尚逐年増加ノ平均歩合.......1.000分

ノ 37 ヲ下ラス，又鉄道，船舶及ヒ各種製造所，工場~多盆ノ水ヲ用フルモノ従前エ比シ議ルシク地加シタルヲ

以テ，一方ユ於テハ人口ニ対スル設備ノ不完全，他方=:.jj~テハ 1 人 1 日ノ定;註ニ対スル不足トニ様ノ庄迫ヲ受

グルコトトナム一昨年ヨリ漸グ給水不足ヲ告ケ，昨年度ノ、止ムヲ得ス~岡市t岬艮ヲ断行セサルヲ得サル実況ト

ナリ，依テ将来人口ノ増加ト之ユ宇|フ各般ノ進歩発展ユ応センカタメ，別紙聞論見書及言li図書ノ如グ拡張工事

施行ノ儀市会ノ決議ヲ経候ニ{寸，水道条例エヨリ

追テ今般出願ニ及ヒ候工授補助御下F>Hノ義ハ本文御認可ト共ニ御採!出被成下度r¥'，'J工俊二充ツヘキ起債ニI問シ

テハ別ェ認可哀訪ニ及フへグ 日

そして概宏一次のようなもくろみ容が添付された。

1 水源の位置

従前のとおり，すなわち村1奈川県津久井郡青山村宇山主久保地先道志川通称小瀬戸

主来のI臣入口はl~.に河i流の右岸に取りつけたが，本設計ではちtでん lt自の71<頭をうるため，長さ 180 尺 (54.5

メートル〉部さ 13尺 (3.9メートノレ〉のえん堤を築造し，水面を 5尺(1.5メートル〕高めてその上流に収入

口を設けるとととする。沈でん池は現在の設備では不十分であるので，長さ 240尺(72.7メートル)，総 186尺

(56.4メートル)，有効水深6尺(1.8メートル)，その容積265，290立方尺 (7，380立方メートル)，すなわち

1昼夜の水量 20，000，000ガロン (90，800立方メートル〉に対して 2時間の水量をたくわえうるもの6/也を設

ける。
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2 水道線路・貯水池・ろ水場の位置

水道線路は'i1?I，IJから川尻村宜では，従来は遺志川[の右岸または相模川の左岸に沿う絶壁をI問削したもので，

往々昂jt喪等町、10kを生じた危険な線路であったのでとれを避け， iIft久井郡古1I1付宇山主久保地内1底入仁1から既

泣のむtI荘地lこni!して新設「る沈j在池を経てほちにずい近となり，三ケ木村・ lj'l~!f付を経亡太升付に及ぶその延

長 14，400尺 (4，360メートル)の地下を貫いたりも，相模川を横断し，さらに延長2，160尺 (655メートル〉の

ずい道で三沢村・川l尻村を過ぎ，のち現線路を通過して新設浄水拐に述¥..-，これから市街にいたる主では現線

路をiffij邑Fる。

新総路は現線路巾危険のtiii所はおおむねこれを避け得たととと距離において 25，660尺 (7，775メートル〉を

短縮じたものであった。
つずき たち'"な

新設浄水場は現線路治線で都筑・ 1高樹両郡地内につき市参事会においてj@j冗の位校を選択する。 貯水池は

貯毛山をそのままとし川井は現日?のものを隠し，新設浄水i坊に li也築@-tる。

現在の有効貯水廷は野毛LLi791 ，862立方尺 (22，038立方メートル)， I1I升 46，536}主力尺 (1，2953J~方メート

ル)， ::1' 838，398立方尺(23， 333 :!i.方メ{トル この有効貯水量は設備当時の計岡本iAとはNなるが，当

時はこのノr.kfi止を有効貯水洗と定めていた。〕であるが，新計匝iにおいては 1日水Jit2，000万ガロン(90，800立

方メートル〕に対して野毛山とあわせ121時間強のノk況をたくわえうるよう増強する計同とする。ろ水場につい

ては野毛!Liは羽水のまま 6池(うも 1池は干{iJli)， J 11ヂiは現在2池のほか 3/也を間設 Lて 5池(うち 1池は予

備〉と L 新設浄水場には 8i也〔うも 1池は干{iilOを築造する。すなわち総fil'19池で，うも 3池は予備とす

る。

現施設のろ過而績は野毛山 44，58日平方尺 (4，094平方メートル)， IIIJH，047平方尺 (372平方メ{トル)，

計 48，627平方尺 (4，466平方メートル)で，現水量 540万ガロン (24，520，i.方メートル〕に対して平均 1尽

夜のろ i@速度約 18 尺 (5.45メーわけに相 ~lí L，原水j昆i喝の場合不イ分であるので，ろ迅速度を 12尺 (3.64

メートル)とするようろ過f也を増設するしだいである。

3 給水人口と給水量

ne:給水人口零 89..4ん 1人1日使郎水叶を 25ヵ・ロンi_l_l主リットル)と¥..-，混花の水泣日O万ガロン

(24，520立方メートル〕からさらに附加するとと 1，460万ガロン (66，300j'jカメートル〉であって 1秒時

37立方尺(1.03立方メ{トル〉を取水するとととなるのである。

当時の)且志川の111少流坑は 1見夜 7，116方ガロ γ(323，0口:lJI.;jメートル〉であったので， JIR水52はその約

7分の2に相当した。

4ヱ事方法

水m・I1I引接合升・新設浄水場開の導水線路は延長 121，必2尺 (36，790メートル〕に及びその勅水;龍、は

582分の lであって，その区間に内径36インチ (910ミリメートル〕鋳鉄t?を使用する。

また従来の配水管はおおむね死端式であって，かつIlJ手線以外は土地の高低にかかわらず敷設され，末端や

向合の給水は不十分であるので，フド計画ではrlij抜60フィート (18.3メートル〕のM~により-ilT内を潟低 2 地区I~

分かち，同地区には内径181/'チ (46日ミリメートル〕管を延長してさらに内径12インチ (300ミリメートル〕

ないし 4インチ (100ミリメ{トル〕管を順次分派¥..-，すべて新設I"I'7Jd;おから自己オ¥..-，低地区には内径 30イ

ンチ (760ミリメートル〕管を敷設して，それから内筏24インチ (610ミリメートル)ないし4i /'チ (100ミ

リメ{トル〉管を分岐し，新!日両浄水場からde7l<¥..-，かつ現在の市内配水空?に述絡させ，従来の死端式を改め

循環式とする。かくして， 1人1日最大使用水量 37.5ガロン(170リザトル〉の割合で 80万人に要する水

一量を送り.i'ji内いたる所の高台においては 30尺 (9メF トル)内外，低地区は5日尺 (15.2メーいけないし
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120尺 (36.4メートル〕のヌ E買を保持しうるようにする。

5 工事費およびその財源

工事費は700万1'1で"di公的を克行して充当し，元平山kのH't，塁は水道経済経常費収支残・臨時閉徴水道料金お

よび国庫補助金をもって充てる。

6 水道料金の等級・何額・徴収方法と経常収支の概算

明治48年度から向う7年度までの10か年!日!にわたり水道料金を21ヰ増徴することとしこれについての給水規

則の改正は本拡張工τi内在廷後さらに認可を申請する。経l~.fi!l9.xおよび拡張工事'l't起依後の収支は別にす|算す

る.

7 ヱ事費予算

干 ~r 総額

内訳

7，000，000円

阿銭

:;!i'LlJJ[J入所および沈でん池工費 399，928.06 

1T山から新設浄水場にいたる内筏36イシチ木管敷設工費 3，822，781.04 

川引浄水場拡政工!{~ 72，311.49 

新 設浄水場工授 990，471.24 

ili街配水管増設工費 1，228，124.28 

機械および器具費 186，383.89 

事 務 所 費 300，000.00 

第 2章 財 政 計 画

第 1節収支の計算

前記のとおりこの拡猿計画iの所要工授は 700万円の区御に迭し，その財源ねん出の方法としては

1官僚にまつほかなかった。しかしこの巨額の借入をすることは次にその元利償還の財政計聞につい

て種々対策そ練らなければならなかったが，当時見込みうる収支の状態は次の程度で到底自力債務

償還の具体策を見い出し得なかった。

収支の見込計算

まず明治23年度から同 39年度にいたる17年間にわたる経常収支の決算額について年間増加率の

平均指数をみると，前年を 1，000とするとき次の数値が得られたので，この期間中の最低l¥'l率をと

って将来の各年度の増加率を求めると次頁のとおり推定されるのであった。

区 分 I~w平 IJ rlJ1均年I腕た年を部除いたE年tt平均T|期最低間増中率の

ヌド 道 料金 104 I 54 I 45 

使用料・手数料 71 24 20 

給水工事収入 125 73 40 

制t 収 入 585 37 10 

t生 持 費 96 42 



( J.J.O ) 第6編第 2回拡強工事

明治 40年~明治 66年度問収支科目別見込増加率 (前年を 1000とする。〕

竺l?iFEJ3133ギ13益支|門…70入片手|… 摘 一一一竺
40 I 45 I 20 I 40 I 170 I 42 I 3と9年で度あのる雑の収で標入準決算額額とすが特る殊たなめ減事情率のしたも。

41 I 45 I 20 I 40 I 10 I 42 

1 42 44 2日 40 10 42 

2 43 44 2日 4日 10 42 

3 44 45 20 40 10 42 

4 45 45 20 40 10 42 

5 46 45 20 40 10 42 

6 47 45 20 40 10 42 

7 48 45 20 40 10 42 

8 49 45 20 40 10 42 

9 50 50 30 50 20 50 

10 51 55 40 60 30 65 

11 52 60 50 80 40 8日

12 53 65 60 100 50 9日 水と道し料た金。を除き本年をもって増加の版点

13 54 70 50 80 40 80 水道料金は本年を増加の極点とした。

14 55 65 40 60 30 50 

15 56 50 30 40 20 40 

16 57 35 2日 30 10 30 

17 58 20 10 20 5 20 

18 59 10 5 10 5 10 

19 60 10 5 10 5 10 

20 61 10 5 10 5 10 

21 62 10 5 10 5 10 

22 63 10 5 10 5 10 

23 64 10 5 10 5 10 

24 65 10 5 10 5 10 

25 66 10 5 10 5 10 

上記の増率に対し明治39年度 (1906}f-)の決算額〔次記〕を基準として換算すると下記の収支持i

定概算表を求めうる。

明治 39 年度 決 算 額

手 ← 」…ーし竺1m 11 _I'Ji_，_. 
! 河風 U

水 道料金 1 295，458.550 11 雑収

水道料金以外の使用料および 1 5，866.680 
手数料 | 

給水工費 収入 1 52，052，128 11 維 持

目

入

費

金額
…一一-jil--l!II

9，929.769 

138，964.267 



第 2I宮財政計画 (111) 

明治 42年度以降経常費収支推定概算表
(単位円〉

次1 度必水m道料，1金66附常6設，mZ|設 維15持7，E22181l216読6，ま悶|13言23|ml一収支一u差，附引

:出羽zz2 1 43 1 352，3381 6，349 1 60，8921 8，4901 428，0671 163，8211 172，0451 335，8661 92，203 

3 1 44 368，193 6，475 63，3幻 8，574 446，569 170，701 172，043 342，744 103，825 

41 45 384，761 6，604 65，860 8，659 465，88 41 177，870 172，001 349，871 116，013 

5146 402，075 6，736 68，494 8，745 486，050 185，340 172，007 357，347 128，703 

6 1 47 420，168 6，870 71，233 8，832 507，103 193，124 172，043 356，167 141，936 

7 1 48 7，007 74，082 8，920 529，08 41 201，235 171，991 373，226 155，858 

8 149 458， 7，147 552，034 381， 170，309 

9 150 481， 7，361 80， 9，189 579，221 220，170! 183，963 404， 175，088 

10 51 5口8，271 85， 9，464 611，140 234，481 184，031 192，628 

11 52 I 538，767 8，037 92，610 9，842 649，256 253，239 183，991j 437， 212，026 

12 53 573，786 8，519 101，871 10，334 184，025 460， 234，455 

13 54 613，951 8，944 110，020 10，747 743，6621 298，112 184，003 482， 261，547 

14 55 653，857 9，301 790，848 313，017 184，001 497，018 293，830 

15 56 686，549 9，580 121，2851 11， 828，7日4 325，537 183，989 5口9，526 319，178 

16 57 710，578 9，771 124，9231 11 ， 856，674 335，303 184，037 519，340 337，334 

17 58 724，789 9，868 127，421 11，459 873，537 342，009 90，259 432，268 441，269 

18 59 732，036 9，917 128，695 11 ，516 882，164 345，4291 345，429 536，735 

19 60 739，356 9，966 129，981 11，573 890，876 348，883 348，883 541，993 

20 61 746，749 10，015 131，280 11 ，630 899，674 352，371 352，371 547，303 

21 62 754，216 10，065 132，592 11，688 908，561 355，894 355，894 552，667 

22 63 761，758 、10，115 133，917 11，746 917，536 359，452 359，452 558，084 

23 64 769，375 10，165 135，256 11，8041 926，600 363，046 363，046 563，554 

24 65 777，068 10，215 136，608 11，863 935，75 366，676 366，676 569，078 

25 66 784，838 10，266 1訂，幻41 11，922 945，000 370，342 370，342 574，658 

上記の収支計算は従来の形のままただ水量がt~1]n した場合の音I'tìで，拡張工事資として裂すべき

700万円の元利の償1塁金を合まず，また拡張工事後に企画されていた償還金支払のための水道料金

の腕時増徴収入も加味されていない。したがって土記の計算にこのごつの収支を加算した財政勘定

は次の計算となり，当分の1mは拡張工事授 7007;門の元金はもちろん利子の支払にさえ窮する状態

となり財政計画は全く成り立たないこととなった。

すなわちこの工事遂行のためには特別に図障の納ll)Jがなければ実施不可能となったわけで，

に政府に窮状を陳情して工事費国庫補助獲得について猛運動が始められたのであった。

， ， 
~~ 



( 112) 第6編第 2凹拡張工事

拡強工事公債を起した後における収支計算表
(単位円〉

| 支出 過収~~ 支 差 31

次 度 I経差常引費収収入残入 I臨水時道増料徴金! 意Jf元51草62手目撃| 計
ム 不 入足

1 42 87，046 87，046 104，713 104，713 ム 17，667 
2 43 92，203 92，203 420，∞o 42日，000ム 327，797
3 44 103，825 103，825 420，000 420，000 A 316，175 
4 45 116，013 116，013 42日，0口0 420，000 ム 303，987
5 46 128，703 128，703 420，000 420，000 L:>.. 291，2貯

6 47 141，936 141，936 42日，000 420，00日ム 278，064
7 48 155，858 87，815 243，673 42日，000 420，000 A 176，323 
8 49 170，309 91，766 262，075 420，000 420，000 ム 157，925
9 50 175，088 96，354 271，442 420，000 420，00日ム 148，558
10 51 192，628 101，654 294，282 ';lO，OOO 420，日日日 ム 125，718
11 52 212，026 107 ，753 319，779 420，000 420，000 ふ 100，221
12 53 234，455 114，757 349，212 420，000 420，000 ム 70，788 
13 54 261，547 122，790 384，337 420，000 420，000 ム 35，663 
14 55 293，830 130，771 424，601 4，600 420，000 424，600 1 

15 56 319，178 137，3日9 456，487 36，700 419，724 456，423 63 

16 57 337，334 142，115 479，449 61，9日日 417，522 479，422 官1

17 58 441，269 441，269 27 ，400 413，808 441，208 61 

18 59 536，734 536，734 124，500 412，164 536，664 70 

19 60 541，993 541，993 137，200 404，694 541，894 99 

20 61 547，303 547，303 15日，800

396，4564761D2422! 1 ! i 

547，262 41 

21 62 552，667 552，667 165，200 387， 552，614 53 

22 558，084 558，084 18日，500 377， 558，002 82 

23 64 563，554 563，554 196，8C日 366， 563，472 82 

24 65 569，078 569，078 214，200 354，864 569，日64 14 

25 66 574，658 574，658 232，600 342，012 574，612 46 

26 67 574，658 574，658 246，600 328，056 574，656 2 

27 68 574，658 574，658 261，30日 313，260 574，560 98 

28 69 574，658 574，658 277，000 297，582 574，582 76 

29 70 574，658 574，658 293，600 280，962 574，562 96 

30 71 574，658 574，658 311，300 263，346 574，646 12 

31 72 574，658 574，658 329，900 244，668 574，568 90 

32 73 574，658 574，658 349，7日。 224，874 574，574 84 

33 74 574，658 574，658 370，700 203，892 574，592 66 

34 75 574，658 574，658 393，000 181，650 574，650 自

35 76 574，658 574，658 416，500 158，080 574，570 88 

36 77 574，658 574，658 441，500 133，080 574，580 78 

37 78 574，658 574，658 468，000 106，590 574，590 68 

38 79 574，658 574，658 496，1口0 78，510 574，610 48 

39 80 574，658 574，658 525，900 48，744 14 

40 81 574，6関 574，658 286，500 17，190 303， 270，968 

合 7叩判 12，7犯四119，738，0251切潟



首l2 章財政 ~'i 函 (118 ) 

第 2節国庫補助の申請

1)íj記のようにこのtí)~ 2厄i拡張工事吹 7007jF'Jは，到底水滋料金の収入や市民の負担をもってして

は，その自力伯迭はおぼつかない事情にあったので，工授について国庫補助を仰ぐほかなく，明治

42 "1' (1909年) 5 Jj 22 11次の趣旨の申訪を内務.")(政両大臣に出願した。

木市水道t臣、校二就イテハ今般工事施行認可哀訪ニ及ヒ侯処坑ノ r}j容ノ概略ハ1;01ミ1人l日ノ平均定IJ)8ガロ

シナリシヲ 4立方尺ニ，給水人口 30万ナリシヲ 80万人ニ悶メタルカ為，現在設備ニ比シ 3.7倍強ノ開設トナ

リ，縦i ツテ:立ノ工事:rlk'，~記:i700 万阿ノ巨額三述シ，市シテ全r;-j; "lli公mニ fムル "1論JTl，=有之侠得共，ソノ券国;-t:j

ト発行価格トノ差金ノm補且ヒ元市ぽti;uニ充ツヘキ唯一ノ資源トシテハ，経常'1'1収支成金ト水料増徴ノニ途ア

リト雌モ経常t~収支成金ノ呪Ij紙訓告ノ如ク僅少ノ翻ニ過キス，叉木-rlîノト料招iハ他ノ軍ナル都市ェ1:tシl礼二目1;;ド

ニ位スノレヲ以テ之カfH徴ニハ相当ノ限度ヲI!J:カサルヘカラサルノミナラス， Jt増徴ノ時JPI=就テモ亦拡張工事

継続Iト、之ヲ避ケテ.;tt結成後ヲ作タサルヲ得サルカ({l:ニ，少ナグトモ総工費ノ四分一以上ニ相当スノレ{也ノ術

助ヲ得サルニ於テハ起工党束無キ実況ニ有之候。布ノ、j手ニ水道ヲ3工場トシタル経済制ナりト雌モ，進Yテ一般

市民ノ負担力如何ヲ臨ルニ既往ニ於ケル施設資トシテ第一回水道拡張工事ニ充、ノルタメ起シタル公依残額金

l ， 861 ， 450P1及ヒ臨時教育費~Qニ道路改修'1'1旧偵償辺ニ充ッルタメ起シタルzg一回事業公的ノ残額金406 ， 850円

ノ外，現ニ進行中ニ{;ý;ル横浜港改良設備'i~トシテ政府エ納付スルカ為及ヒ木市恭本財産タルヘキ海間埋立'i~ニ

ヲ官ツル為起シタル第二恒|工業公償金 3，108，800円， lli~ エ瓦Wil)rユ~N\~長ニ光ツヘキ起債腎I金 648 ， 000円有之，市

シテ第一凶水道公w...、今年以後18ヶ年ニ第一凶事業公的及瓦)!Ii公依ノサ七ニ今"1以後10ヶ年，第二回事業公111ハ

今年以後28ケ4ニ豆日 lf)Lレモ償還ン終ルヘキ規定ナルノミナラス， N，'J現時及ヒ近キ将来ニ於テ施設スヘキ緊急

ノ事業多々有之ユ付，今回工授ユ対シ市税トシテ賦課スヘキjj¥Ji!¥JEニ無之候。

iìíJ隙ノ次第二1，)今岡ノ総工~7 ， OOO ， OOO 円ニ対シソノ四分ノー金 1 ，750 ， 000 円ヲ相当 1f/_立ユ分割シi卸補助相

成紋様設議被成下段市会ノ決議エ依リー

ここに凶庫補助金の支出については国会の議決を前段としたので，このlド誌に先だち明治 42年

(1909年)2)g 1日凶庫補助祭の1!!f;ZjJ:議会を通過するよう市長名をもって， ri・1来高院の告議員に対

し柏i浜水道の現状を述べて，その拡張の必要な事由を説明し，あわせて国庫補助を仰がねばならな

い実状含述へて，協公安願った怒訪状をi追った。しかるに 2月6日政友会本部にD刊かれた問会のf-

~íL委員会ではtltl iJ~水道凶庫補i凶笑を否決とするよう決定したむねの情報がはいった。ここにおいて

翌7日平沼専政・大谷嘉兵衛河本市選出資族院議員が急ぎ上京し，ついで閃かれた政務調査会と代

議士会において，復活方について奔走これ努めた結果，政務調査会は幹部一任ということになり，

代議士会も了承し，ょうやく同月10日予算委員会総会宏通過して13日衆議院において議決され，つ

いで貴族院も知事可決となり，ここに横浜市水滋拡張工事x!i:tli[slI祁l助擦が稲定したのであった。

ζ の陪]における平沼専政・コミ谷泣;兵衛両議員:;r始め岩尾~@.欠IDl-枯義・森田伊助・柿m海次郎

.中山刊I右11，:i門等2t1 の r.~\誠なる尽力はまことに大きなゴJであった。

書~3節事業認可と国庫補助の通知

明治42年 (1909年) 8月16日水道拡張工事の事業認可と国庫補助とが次のように決定された。
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木年5月1日水第1号葉疏水道鉱張工事施行ノi'l認可ス，但シ工事実施設計ノ、本指令ノ口ヨリ 2ヶ月以内ニ

提出シ認可ヲ受グヘシ。

日乃Y古421下日月 16口

内務大臣法学博土男爵 司 rn 京 助

内務省神甲第 132号

相ミ 浜

本"1'5 月 22 日水臨第 l 号~清水道拡張工費補助ノ件左記ノ年度書1J ノ週金 1 ， 750 ， 000 f弓補助ス。

但シ予定ノilli.リ工事進行セサルカ又ハ期限ヲ過キ竣功ノ見込ナキモノト認ムル時ハ補助金ヲ中止シ若ハ補助

ヲJf，z，自シ既給ノ補助金ヲ還付セシムルコトア・ルへグ，又工授ノ減少スルトキハ補助金ヲ減額スルコトアルへシ.

IIJJi古421l'..8月 16日

内務大臣法学博土男爵 平 田 東 助

補助金年度分別額下ノ如シ

金lO，OOO円 明治 42年度 金 200，000円 明治 49年度

金 20，000円 ノr 43 /f 金 2日0，000円 グ 50 11 

金 30，000円 。44 /f 金 2日0，000円 11 51 11 

金 100，000円 /1 45 11 金 20日，000円 。52 I! 

金 100，000PJ 。46 11 金 180，000円 11 53 ρ 

金 150，000J'I "釘" "' 180，000 f弓 ノ'1 54 11 

金 180，000Pl /ノ 48 I! 

2喜4 節 資 金 調 遼

!:i~ 2回拡張工事関係の議案のうち， fVJi古41年 (1908年〉に議誌とされた「将来の収支に関する計I路

案jは政府の事業認可その他によって変更を旋するにいたったので，同42年 5月21日の市会におい

てikのように変更されることに議決された。

明治 41ij ノiJ(Zf~ 6号議集 IIJl治 42'1'*第3号変更議案

公的の額l1ii 日日円 95円

公 wの利子 6朱 5朱

悶1i11補助金額 工伐の 3分の l額討i願 工授の4分の 1額に決定

オ料の t目 í~)( 5か年nn2割増徴 7か年nn2割5分増徴

償 リ苅叫i J明 日: 40年 45 1.'手

この決議に基づいて拡張工事の事業認可後工授に関する起債について種々準備をしたが，当時の

金融↑?な勢からはこの巨貨を国内ijlJ}}において求めることが無理であったので， lil初からイギリスに

おいて求めることとしてそのilEびをなし，まず会n't;Tt集引受けについて次の 7社に入札により号!受

けを求めた。

株式会社 絞 iJt正金銀行 (横浜〕現在の東京銀行



茸~ 2主主財政計図 (115)

株式会社日 本興業銀行 (東京〉

サミユノレ・サミユル商会 (横浜市山下回J 27) 

コーンス 商会 (" 50) 

香 港上海銀行(グ 2) 

セ{ルスプレーザ{商会 ( "  167) 

オツヘンパ ーマ戸商会 ( ρ 13) 

これに対してサミユノレ・サミユノレ閉会は， (1)フル・クーポ Yをi寸すること。 (2)手JJj(金の糾合を

100 分の 94 とすること。 (3) 印紙税を市の負担とすることの 3 条刊をつけて交渉に応じ，日本fIì~~長

銀行は入札によらず随意契約ならば交渉に応ずるといい. j1‘金銀行は引'又け守15J!のないむね院rrりが

あり，その他の外国商社は本国との打合せが路定期限までにできないからと断ってきたので， TIi 

は日木興業銀行と数次にわたる折衝な霊ね，大谷嘉兵衛賞品;院議員等のあっせんもあって I~Ji;'; 42 "1' 

(1909年) 6月26日公伝日|受けについての仮契約をするまでの運びにいたった。

ここにおいて，同年 6 月 29日さきに水第 3 号水道公債に[刻する議集として決定した公債乎~五金の

100分の 95を 100分の 94に変更し，かつ公債募集について日本興業銀行と仮契約(内務六百の討

可を得た場合に木契約をする〕を締結することの承認を求める議案をす】会に上程，即日可決となり

同日づけをもって「木市水道拡張工事ニ充ツノレ為券面金額災lfr公u'i716，500ポγ ドノ公wヲ起スノ

儀市会ノ議決ヲ経候ニ付キ市制nn22条ニ11，~御前町i'il成度理\1]]読まt1也記類相i{'~ヘ ー」と，内務-

k蔵前省に出願した。(この時の換算率は 1内につき 2シリング0ベンス16分の 9とした。〉

これに対し 4日後の 7月2日には次のように許可治令が達せられたほどすへての打合せはでき

あがっていたのだあった。

内務省宇l'甲第121号

明治42年6月29日水臨第20号鹿市白神奈川県横浜市会;献起債ノ件許可ス

明治42年 7月 2日

内務大臣法学博土男爵 平 岡 京 助

大政大臣候爵位 太 郎

なおこのす1''')については11庁から次の事頃を守るようにとの通達が付せられた。

記

償還財源'1'元資金預入ノ利子ニ対シ同年度内z於テ更ニ年 6 分ノ出!合ヲ以テ利害ヲ収入スルノ討~7-ハ利率向

キニ'"ミスルヲ以テ相当低減シ，之ニ依ッテ生ア、ル収入ノ不足ハ{也ノカ法ヲ以テI長補スルノi主ヲ誠シ，内務・大

蔵両省へ報告セラレ度。

1 69年度ι キニ於テハiJJiì~J公債ノ償還ヲ了 γ，之ニ依テ財政上余裕ヲ生スルヲ以テ，本件公立iハ官1m年rn~t-l

ト雌モ述ニ其償還ヲ了スルヲ要ス。

2 本件公岱ニ;ctシテハ国庫補助金，水道収入等ヲ以テ担保トナスモ，万一右ノ放入ニ不足ヲ生シタル場合ハ

Tfj税其他ノ収入ヲ以テ之カ補填z充、ノルヲ要ス。

3 募集金ヲ当分他ニ預ケ入レントスル場合エ於テノ、， (1) 111ケ先及ヒ預ケ入，ヲl出ノ方法ヲ一定シ (2)預

ケ金ハ利息ノ多カラシヨリハ確実安全ヲ期シ (3)日木銀行，興業銀行ノ如キ特ニ信用ノ顕著ナルモノ以外
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ノ銀行ユ預ケ入レヲナス場合ニ於テハ確実ナル担保品ヲ徴シ (4)事業費ノ支払事務ヲ取扱ハシムルタメ，

預ケ先ヨリ支払機関ニ移スヘキ金額ノ制限其f世相当取締ノ方法ヲ設グルヲ婆ス。尚是等ノ事頃エ関シテハ子

メ内務・大路両省ノ承認ヲ受グノレヲ要ス。

4 募集金ハ内務・大蔵'jicy省ノ承認ヲ受グルニ非サレノ、，他ノ事業ニ流用シ，叉ハ貸付ヲ為スコトヲ得ス。

すなわち，外国資金の借入れであっただけに国も資金の管理・運営および償還については安全・

限突を知JLかつ監察にifじうるようくぎをさした絡好であった。ことに償還については水道事業

の独立採算の経済を無視してまで，港湾公債償還後において財政的余絡を生じた場合には，早期繰

上げ償還をすることを求めているほどであった。

mはこのE!j可にしたがい，直ちに次のように告示第54号をもって横浜市水道第2公債規税を定め

るとともに，公む!I引受けに関し 6月26日づけ日本興業銀行との仮契約を 7月3日づけで本契約に改

訂し，さらに同年12月には告示第9デ号をもって横浜市水道第2公債施行細則を規定した。

横浜市水道第2公債規程要旨

l 証書は無記名利干し付きとする。

2 募集金額は券面金額英1~ 716，500ポンド，券IlIT100ポンドにつき手取り 94ポンド以上とすること。

3 公債の利子は年5分として毎年2回払いとすること。

4 公債の元金は募集の年から 15年!illすえ霞き，その後30年nu以内に抽せんまたはその他の方法により償還

する。

5 公債の利子および元金返済の財治、は水道経常収支残金・続時泊徴水料・国庫補助金により支払をする。

日本興業銀行との契約書姿旨

l 公債は英貨をもって総額716，500ポンドとL.，額国 100ポンドにつき 94ポンドの害jで全額引受けをなす

ものとする。

2 本公債は西暦 1909年〔明治42年)7月5日に発行する。

3 公lIIfU子は額凶翻に刈L.，年10日分の5として毎年1月5日および7月5日の2固に各前半か年分を支払

う。

4 公m元金支払の期限は，沼踏1954年(明治87年)7月5日とし，間賠1924年〔明治57年)7月5日以後6

か月前の予告にてロンドン慣行の拙せん方法によって償還する。

5 公的元利金は国庫補助金・横浜市水道経常収支残金・向臨時増徴水料繰入金をもって支払う。

6 公債払込金は払込WI日後14日を経過したのも，i!llくも 7日以内に横浜において市に引き渡すζ と，その引
かbせ

i度L当日の在ロンドン横浜正金銀行支西電信為替〔ロ Y ドンから横浜あて〉建相場により換算した日本通貨

をもってすること。

7 横浜市より興業銀行に支払う手数料

(1) 払込金百1渡しの時その 10，000分の 15

(2) 公償元金償還の時その 10，0回分の 10

(3) 公債利子支払の時その 10，000分の 15

8 横浜7阿部止金支抑l日の一週間古iIJ.その交付当日の横浜正金銀行ロ γ ドシあて需信?話建相場によって

換算した日本通貨を横浜で日本興業銀行に交付する。

9 本公債を発行するについて必要な印紙税は日本興業銀行の負担とする。
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第 5節公償金の受領とその運用

かくして市は日本興業銀行から次のとおり公償金を受領した。
かわせ

(329，590ポンドに対する同日為替相場2シ1
明治 42年 7月24日 入 手 証i3，2倒，115円44鮫 lリング0ペンス随分の 11による換算額 j

かわせ

b!' (343，920ポンドに対する岡田為替相場2シ1
明治42年 8月初日 入手鎖 3，343，424I'J 81 .Ji ~リング 0 ペンス 16分の 11 による換算額 j

ノ、
ロ 入手租a6，547，540円 25銭

拡張工事ilk700万円に対して，入手額 6，547，540円25銭をもってしては差引 452，459円 75銭の

入手が滅容目となったdで，これを補充するとともにさらに繰入金のねん出をはかるため，資金の運

用をはかり有利な利政を試みることにした。しかし公mWrrlfの際，県知事から資金i車Jll方について

は安全・確災なるようにとの通達もあったので，その操作についてはその精神を[-分に盛ることと

し，IVJiti42i!' (1909年) 8月24日次のような「様浜市水道臨時事業資金色「活H航空主主旨」を制定して

実施した。

横浜市水道臨時卒業資金管理規程要旨

l 臨時事業資金はJlî長において臨災と認める銀行に虹1似をf<Jして預金する。ただし日本銀行・日本興""'~K行・

台湾銀行・t1Iil民正金銀行に預金の場合は担保はいらない。また参事会の決議によって勧業債券に代えて管理

する事もできる。

2 臨時事業資金のtti金を定期とさ-íJlli との二つとし，当 H~預金の最高額は当該年度における出訂守事業費予算総

額の 2日ガ以内に制限する。

3 臨時事業資金の預金利率はさH!:Iiおよびl年未満の定期は銀行の定めるところによるが 1年以止は年5分

以上とする。

4 臨時事業資金はiti会の議決を終，かつ内務・大蔵i可大臣の承認を受けるときは，年芳IJ4分5厘以上でr1T-

般の事業費に一時流用することができる。

資金の運用

この規定にもとづいて資金百l闘を定め，まず工諸政の払山WJとその額をlXのように定め，さらに

その差引剰余遊金の巡J1Jを決定した。

資 金 の 払 出期とその額

年 度 I 6月払出し I9月払出工 12月払出t. I 3Fl tA Uj-t. I 

明治 42

43 

44 

45 

46 

47 

250，000 

400，口00

500，000 

400，000 

310，日目。

250，∞o 

400，000 

500，000 i 
400，000 

310，000 

90，000 

250，000 

4ω，0∞ 
500，000 

400，000 

日0，000

250，000 

400，000 

500，000 

400，000 

---;---¥…;ーr1，一一「一一…¥ムー1

(単位円〉

計

180，000 

1，000，∞o 

1，600，000 

2，∞0，0∞ 

1，600，000 

620，000 

7，αJO，O∞ 
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上記払出し予定にともなう剰余資金運用計画

勧業債券yy入 280万円

明治 42年日月 16日無割1時宜号勧業債券 28通貨入利子年利5分1原

定期預金 320万円

明治42年8月21日椴浜託金銀行に8口に分け長期定期預金とした。利子年利5分

金 額[定期期限 l預入れ年月日|満期年月日

このほか手もとの遊金について

も，また努めて短JVJの定期預金と

して，平均五l'4分以上の利子をも

って市内の各銀行にf]lけ入れ，努

めて;fUJ泊をはかりもって繰入金の

ねん出をはかるなど，常に当座預

金残額はきわめて少額にとどめ

18O，OC円01 2 '1 定期 J| 明治 42. 8. 21 明治 44. 8. 21 

400，0001 " 庁 " 
400，000 2'ド2月定期 " 44. 10. 21 

400，000 2 ~:ト 5 月グ
" 45. 1. 21 

400，000 2 ;ド呂月グ " 45. 4. 21 

500，000 2&1'11月グ " 45. 7. 21 

5日日，EEODq副 3:ff.. 2月グ " 45. 10. 21 

420，0001 3年 5月。 " 46. 1. 21 Tこ。

この起償金額の管理についてこ

のような特別の方式を決めて災行したことは，ばく大な金額が一度に入手され，手もと在高が多額

となり，その利用のいかんによって財政上に寄与するところが大きかったからであった。このよう

に資金運用に布11心をきわめた処理は横浜市が初めて行った方法で，財政処理に当った理事者の苦心

経営のほどもうかがえるのである。

この臨時事業資金の支払・迎用の!WJきについて，その後の各年末現在の預金状況をみると次のと

おりであった。

経 回
i 明治… [ 大正河年末 ( 大 正 2年末 |大正 3年末

利子|預金額利子|預 金 額 利 子 | 預 金 額 利 子 | 預 金 額

年 5~11
円 .. 同 円

勧 ま長 債 券 2，800，000 年1.5 11 1，100，000 

横浜正金銀行定期 庁 5.0 2，220，000 グ 5.0 420，ー

横浜七十四銀行定期 11 4.5 200，000 庁 5.3 130，000 

横浜実業銀行定期 11 4.5 200，000 
庁 5.5 100，000 
庁 5.3 100，000 

左布悶銀行定期 。 4.5 100，000 グ 5.3 100，000 

横浜商業銀行定期 ーグ 5.5 40，000 

横浜貿易銀行定期 一庁 5.5 40，0口口 グ 6.01 40，000 
鈎

日歩 0館9 17，8724E翌99虫i日歩 1鋭.0 日歩1館10 横浜七十開銀行当座預金 日歩 0.7 1，097竺1 7，544.喧Z 26，796.塑P

横浜lE金銀行当座預金 -1 I! 0.9 81 ー

検浜七十凶銀行通知預金 -1 11 1.70 1日目，0日日

統浜宜易銀行辺知預金 ーが1.70 40，000 

検浜夜業銀行活知訊金 -1 /1 1.56 40，000 

機雷ミ務業銀行温知預金 -1 11 1.56 50，000 
2量 4子

第二銀行定期 1F- 5.0 250，000 年 6.0

計 !日問問| 14，叫，686. |払1抑制必1 |お問問



第 3m災施設言!の立案と申請 (n9) 

第3章実施設計の立案と申請

明治42年 (1909年) 8丹16日水道拡張工事施行認可の際 2か月以内に工事災施設計蓄を提出し

て認可を受けるようにとの条判があったので，同年10月15日に災施設計書を作製L-，内務大臣に申

請した。

この際の災地設計百は，当初rl:liUjの設計:f1j:とほとんど同様のものであったが，懸案の浄水場位置

は茨在の西谷浄水場に決定された。 なお本ql議後収入1]の位置について，TI1会議員朝団叉七の j吉

見があって，干i上淵の品\i !t~，当初の設計{立泣から年'，570fm(1，037メー iノレ)上流にさかのぼった青山
.ぴ

字胞子平を選定し，ここから延長 836メートノレのすごい;ilをうがち，水路によって|日収入口付近まで

導水するほうが安全で，氷久にわたって得策であるとし，実施設計の-1'却を変更して明治 43年

(1910年) 3月 11，1 さきにfR:/J~した書類との交換を願い出た。

この実施設計百一についてがj記した分との重複を避け，変更部分についてのみその要日をしるすと

次のとおりであった。なお，構造与については工，)，災施のすJに訣ることとした。

1 水源の位置およびその水量
.ζF 

水源の!、ki立はやl'奈川県i11久jl郡串川村大字青山飽子地内i宜志)11で，立芯川の低水位は既往 1-数年

の調査によるとi明治41年 (1908i]') 1月末における青山水枚、 1尺 7寸 (50.5センチメートノレ〉が最

低であるが，その僚の流裁は 1秒11吉131.78:s1:方尺 (3.67立方メートル〉であって，この計画におい

てはこの流設をJU少流量とした。本設計における l人 1日の使用水量を 4立方尺(111リットノレ〉と

L-，人口80万人に要する水lli:1秒11寺37.04:s1:方尺(1.03立方メーわけで，同川長少流量の 2刻9

分に相当した。

本il-十回では津久井郡南川村大字-ti山字山王久保， j丹羽i小瀬戸の既設I反入所にえん堤を設ける案を
M 

E語L，さらに 1，036メートノレ上流にさかのぼって向付字純子の道志川右岸に突出した岩石を開削し

て，栃24尺 (7.27メートノレ〉の寂入口を設け，伽I水門を取り付け，ここから向さ・椙7尺 (2.12メ

ートノレ〕延長2，760尺 (836.3メートノレ〉の水路ずい道によって，既設収入所付近に設ける排砂池に

送り，さらに新設する沈でん池に送水することとした。排砂i也にはi詰斗形底部を 2かi'!i設け，水門

を設援して粗砂を排出し，またjfll)壁の一部を低下させ，水伎の上昇した1時は余水を放流するように

した。新取水口における道志;、川iの低水位は，標1;¥490.24尺 (148.56メーいので既設取水i'!fより

25.42尺 (7.7メートノレ)i叫し水路ずい道の詰自民3∞分の lに取ると排砂場の低水位は標高481.04

尺 (145.8メートノレ〉となって，明治40年 (1907年) 8月の道志)11益水位より約6尺 (1.82メート

ノレ〉おいこととなるのであった。

沈でん池は既設のものを廃 L，新たに長さ230尺 (69.7メートル)，問175尺 (53メートノレ)，有効

水i窓口尺 (3.64メ{トノレ)，その布一刻J容綴470，941立方尺 (13，106立方メートノレ〉すなわち計画配

水援に対し 311寺1m半分の水量を有する枕でん池4池を新設し，少なくとも 81時間以上沈澄させる計

画とした。(これによって工事費約 155，000円治〉
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2 導水工事
つづ合

i平水線路は主i有J設計に変~はないが，ただその終端て、ある浄水揚の位誼が都筑郡部谷中1")11おに決

定したことであって，その他では三沢村j山内の第 3 号 Fい道の一部創立Iì'í'lに変吏~，またillî谷j'{，7);:

場の選定によって既設内筏 18インチ (460ミリメートノレ〉導水炉Jの水をろ過する予定で計illJiした川

升浄水場拡張の予定をとりやめることとした， (これで工ヰfï-'j:約65 ， 0∞円減〕この安による i 手水:í~~;

の言十闘は次のとおりであった。

現 在 官車 段

12f 山~川主! 川井~野毛山 送 7)( ilI-: 

18インチ管 l条

22 1/ 1ノ/

15.5インチt¥; 1条

2011 1/1 

3.33 J'Iカ尺/秒 (0.日93立プfメ{トル/秒〉

6.67 " (0.186 グ)

新 段 導 ，)く 智

区 nn i平 ノk 管 i延長J導水勾自己| 水 iiJ.:/1秒時 低 7)( 位

青山接合弁から 新設 42インチ管 37.04 (1.031) 

川尻ずい道下口まで 斑設 22 I! ι67 (0.186) 
I! 18 グ 3.37 (0.094) 

-;J-1:4竺 問:Ir.1i;!-1'J¥-

川氏ずい道下口から 新設 36インチ管 ，5091 1 27.04 (0.753) 尺 メトル

既設 22 11 グ 6.67 (0.186) 大品 414.83 (125.7) 

叫tmh-大島接合卦から 新設 36インチ管 27.04 (0.753) 
既設 22 ρ 6.67 (0.186) 川井 294.46 (89.2) 

川井接合井まで ρ 18" i "1 I 3.37 (0・094)

既設 20 " ，， 1/550 I 6.67 (0目186) 西谷 244.28 (74.0) 
四谷浄水場まで ρ 15.511 撤

一 一
導水管中の最高水圧は玉三島l~合弁・)11 31'接合井聞の境橋付近において 11yチにつき86:8ポンド

(6.1キログラム/センチメートノレ〉であった。またN'f水管は 1，820メートノレの問Iji"h~こ制水弁を設置

することとした。

3 浄水場工事
つづき雪

浄水場の位霞は者HJ't郡田谷村の荷台に決定したロ従来野毛山および川主|において平均18尺 (5.45

メートノレ〉にあげて急用に応じたろ過述!主を12尺 (3.64メートノレ〕にする剖闘をもって次の純設を

することとした。

(浄水工事においては池の側壁にア兄ブアルト使用の予定をそんタノレに変交したこととその他に

より約 5万円工事費宏減じた。

ろ過i也の計厨は次のilliりであった。



(121) 

一
度

一
市
出

荷
一
品可

一
担
問
川

計

一

ょ

壮

一

叫

佐

川

一過

M
断
、
川
別
町
一
川

新

一

〉

秒

札

ト

秒

札

ト

一y
一

毎

(

毎

(

…
度
一
ミ
」

姿
一
…
問
的
役
〕

二

刈

」

レ

)

7

0

σ
わ

一

尺

メ

一
一
ト
円
J
い
H
J

来
一

ι一
庄
町
J

迎

一

日

引

バ

t
一

b

秒
O
ト

。
…
宅
村
叫
(
{

一

1
I
l

ー

l
J
I
l
l
1
1寸
λ
l
lサ
A
l
l刈
A
l

↑

レ

レ

レ

仁
川
リ

k
t

ド
i

L

i

b

と

一

一

一

一

一

言
一
同
尺
メ
尺
メ
尺
メ

方
方
方
方
方
方

一
位
平
平
平
平
呼
平

一
一
一
町
山
川
川

m
m山川

一
/
一

4

4

4

9

0

一
一

4

1

2

〔

〔

2

(

一1
1
1
1
1
1
J
W叫
l
I
l
l
1
1
1
}

施
一
隅

1
J
鮒

か

グ

一
?
内
子

日
利
l
J和
|
I
l
l
i
-
-

一
池

6

1

8

T
I
-
-
I
l
l
1
1
1
l
d
λ
i
Jれ
J
i
l
-
-

一

湯

川

用

一

内

い

一

水

山

市

引

手

一

毛

般

一

河

野

一

川

山

「
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
r、
/

に

一

一

主

一

設

備

十

郎
尺
メ
け

2
4
i
 

1

6
ト

• の
L

" 

実施設計の立案と申請第 3章

f〆

谷西新設

自己水i也は次の言!聞により新設することとした。
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要摘水盆

一王百言亡トル

(22，040) 

京Jn'r 
立方尺

792，0日目

有場所|

111 毛illJ 
慌Ifi~ 

(1，300) 47，000 ヲl'}II 

(16，700) 600，000 谷酋

人口 80万人の使用益に対し約 151時間卦の貯水量(ヰ0，040)1，439，000 計

配水管工事4 

従来の市内西日水管の敷設はー般に野毛山配水池から lJl!ておおむねl~端閉塞式であった。そして山

手ブJ回r~;百台に対する自己7](告だけが特別に )11井から直送されるほかは， j也の区域は土地の高低にかか

それゆえ木計四では海抜60尺 (18メわらず敷設され，山台や管末は給水不十分のきらいがあった。

さらに低区を南部および北部の両地域に分けートノレ〕の同高級によって市内を刊低2区に分け，

て，白谷浄水場からは高区および岱区のうち北部へ西日水L，低区の南部地域に対しては西谷浄水場

から野毛山に柿給して野毛山の配水受持とする計聞のもとに，各地域の鉄:f?:の配置を定めるととも

に従来の弊にかんがみ治末を述給して循環式によることとした。

当時市内の人口密度は次のようであった。

人口 1人に対する地域別面積

関外および付近区t~ 千1関西戸 1mp';j台区

坪5 純子10 坪9 苦手

その将来人口と氷室 (1人 1日431:方尺すなわち 111リこれを市街面積と将来の発!誌を考慮し，

ッ iノレ〕を次のように推定算出した。
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1秒時の | 
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訪正一一 "1i~工高
4.16 (0.116) 
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ヘクタール

( 957) 

枝U而
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区 12，ω5，0∞首J

(0.369)1 -113.25 (0.369) ( 688)1 287，口00113.25 低区北部 12，082，000

(0.360) 

(0.845) 

(0.186)112.96 

計
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偲

(1，004)1423，0∞119.63 

(2醐 )1州 37

グ南部 13，038，000
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ついで 1時間最大配水量を 1日最大使用益;の時間平均量の1.5倍とし，また消火III水を従来の横

浜の尖綴である 1かjiliの火災について 1秒i時約 0.8立方パ (22.26りットノレ〕と1..-， I人l径 38インチ

(960ミリメートル〕管はその 4悩の 3.2立:HJえ(89リッ lノレ)32インチ~24 インチ (810 ミリメー

トノレ~610 ミリメマトル〕管はその 2j古の1. 6立つ137尺 (44.5 リットノレ〉以下管筏に応じて計算1..-，各

方図に対する自己水本管の昔!匝i水量を次のように定めた。

百匹耳目E 水先 一泣|消火ffl7]c)，Il: l' ，，1 I竹判明j水関

一一一一1一一-1一一一一一一一一一一一了五尺~ 1r.1i .i=トルIi'苛百?っ二 ;;1正芳百"Z:1i'"T-工下7可否ー""""")tヲ工下万一芦下~

西側同l 区 6.24 (0.174)11.60 (日.044)17.84 (0.218)!3日-7日(9.1-21.2) 

か 1 偲区 39.32 (1山初 (0卿 )142.52 (1.183)190-120仰山 4)1

。I 低区北町正戸部方罰)1 6.μ(0.174)1 O.印 (0四 )17.04 (0 グ グ

11 I~~}毛山 19.44 (0.541)11.60 (0.044)121.04 (0.585)150-100 (15.2-30.3) 

野毛111 低区南部〔根首ブJ函)1 2.79 (0.078)10.80 (0.022)13.59 (0.100)j" H 

か か ( 悶 [ 吋 方 面 )112.86 (0.358)11.60 (0.044)114.46 (0.402)1" H 

この計画に裂いて内径38インチ (960ミリメートノレ〕以下の配水管が市内名方面にわたって敷設

される計画でその延長は次のとおりである。

l:j区配水管延長

低区 グ

計

既設自己水管延長

合 置十

5 ヱ事費 予算額

31，650メートル 内径 26インチ (660ミリメ{トル〕官以下

102，350メートル 内径 38インチ (960ミリメ{トル〉管以下

194，000メ{トル

124，000メ{トル

258，000メ戸トル

上記の設計に基き工事予算額は次のとおりとなった。

主主 J)"j [金 額! t出 要

同

1 耳F栄費

1 申告 料 163，340 技師 6人 1人月 140円技手 25人 1人 月 40p]

古記 16人 1人月35円 使丁 1人月12内

給 f11人 月 6円

職工長 6人日給1円 職人 50人沼紛80銭

2 事i 給 111，50 

3 需用~ 216，242 

4 建築~ 6，320，314 取入所および沈でんi由工事J~ 495，176円.4銭0 

湖水木 t~，;敷設工事~ 3，216，942.12 

四谷浄水場新設工事!PJ 1，047，358.66 

111外配水管敷設工事費 1，505，390.13 

雑 ~ 55，446.69 

5 修繕費 3，600 

6 予備費 185，01∞ 

計 7，0凹，0凹
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6 設 計 の 認可

この実施設計は次のように認可された。

内務省421'I'QJ217号

棋

客年 10月 15日水面iエ第2号巾諮水道拡張工事実施設計ノ件城山橋ヲ除キ認可ス@

明治43年 4月15日

浜 T甘

内務大臣法学博土男爵 平 岡 京 助

この認可について神奈川県知事から次のJJJlちように接した。

御-m水道工事実施設計ノ件別紙ノiffiり指令相立候処城山橋ノ、「デプキ」式出桁椅ノ設計ナルモ風圧及ヒ右岸

寄リ工事ノ関係等ヨリ考フルニ適当ノ設計ト認メラレ縦グ，又市オ位桁下迄ノ余裕ヲ 6尺トセルハ不充分ノ嫌

アれ f却設計ノ内容ニ於テ不合理ノ点紗カラサルヲ以テ本橋ハ iスルー」式荘村者トシiji水位指下迄余裕ヲ10尺

トシ.9!ニ設計ヲ提出，認可ヲ受ケシムへキ官ソノnzョリ通牒有之侯条右御了承有之度候。

この}lf!ちように迭さその後この城山総とほかに導水路線についての設計変更を願い出で，その認

可を得た。
がけ

すなわち潟水線路中戸:î~郡大沢村 f!_(l lJ付近から同村大島にいたる問はtE31ミの線路に添いその闘を

鉱猿する予定であったが，従来栄雨の際度々災害を繰り返えした危険な線路であったので存関の紡

果上部の果道を使用することに変更した。このノレートはより安全であるのみならず，距離において

も473メートノレを短縮し，切取.[)lj風林の伐採，家屋の移転を避けることができ，工授の節約をばか

りうるもので明治43年 (1910年) 6 月 21 日 HlID1i変更を内務大阪に 1-1:I~凡|司年 8 月 6 日認可を得た。

次に城山橋の架設位肢についてさらに糾査した結果，予定地の下流~IIIに適当な地点を発見した。

それは格別l加の岩25古河コや深いが，相絞川のl主勢に対して安全であり，地7f6地般の最も適当な点か

らこの地を選定し，橋構の設計とともに明治44年 (1911'0 6 )~29 日内務大尽に設計変交を申請し

同年11月21日その認可を得た。

第 4章臨時事業部機構と運営

fEl宣告 機 構

第2回水道拡張工事はその工事の点、においても，その規模の点からしでも当時わが国における開

期的大工事で，綴浜市にとっても2霊前の大事業であったので，工事完遂の怒欲と責任とにもえ，そ

の態勢確立のため機構その他について新しい特別制度を数えた。

まず明治42"1'(1909年)10月10日本事業を管掌するため，水道局内に「臨時事業部Jの機構が設

けられた。

!一経
横浜市水道局臨時事業部 ; 

，_工

現

事

課

課
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元来水道局には市長から水道事務の分掌を受けた市参"1¥今会員の局長があって，知立して局務いっ

さいの統帖lこ{壬じ(分没者のないときはilHふ助役が局長となり，さらに次長を抗く場合もあった

が主として助役をもってあてた)， その下に主幹と工自国kを '[(Lいて τt.i;i:'~U: ~;.BfJj li~H去となり， 工m日長

は工務課長に任じた。そして別にiIT参事会および市会から選任された 4人の水道委員があって，事

業の運営に参与してきたものであった。

この経常の事業運'自体とは日IJに拡張工事遂行の機構を新たにしたもので，その組織・職務内界お

よび指探系統等次のとおり定められた。なおこの~í11lI当事業部の発足にともない明治40年(1907年〉

9月以来の臨時調室係は廃止した。

臨時事業部の処務

C臨時事業部長には水道局長が任じ部務を統轄する。

0副部長を夜く場合には-r\T参事会長身もってあてる。副部長は部長~lf.~">，:あるときその 'Ji務をjt!~ する。

。臨時事業部に技師長および事務長を殻く。技師長は部長の命を受けて，工事をあん配しその設計および仕様

につき賀に任ずる。事務長は部長の命を受けて，工事以外の部務を指姉Etffしその?た理の資に佳ずる。

0工事課に課長を泣き技師をもってあてる。工事課長は工事については技師長，工事以外の事項については市

務長および技師長の命を受けて課員を指揮監督し諜務監理のfiに任ずる。

l一事務長(経理謀長) 課員
臨時事業部長副部長一I " 

l 技師長工事課長 課員

ついで明治 45年 (1912年) 1月間7l時事業部組織の一部変更が行われて次のような機構となっ

た。

臨時事撲 部

建築

一経 王甲

一専 属

工区

工区

I 

工区

一部部 川 所-1-第 2 工区

一第 3 工区

|-; w 
係

係

収支係(冨Ij収入役〕

この改正によって工事認がI直接工IKを指揮していたのをその問に出張所を置くこととした。出張

所長は工区長，場長をI旨海抜3f3するほか，次のJjl:ヰlを処理することとなった。(ただし事後本訴に

報告すること〕

工区長，場長および技師以外の所員の配霞

予算範閤内における工夫，常備夫の任免・昇給

仕様警による物品材料の品質検査ならびにその決定

規程による工事および作業ならびに物品納入の中止およびその解除命令
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詳~2 官ÎJ 各課の分挙事項と:亡区のl玄;域

工事訴、分~;t事的〔のちに建築家となった〕は次のとおりであった。

工事の設計に関する事項

工事の施行およびその監督に関する事的

ヱ事用物品の運搬に関する'Ii羽

物品のfI一様およびその険笠にして，技術に閉する市可1

その他工事に閉する耳PTI

工事担当の訴として当然の分?τJflJjではあったが， Jllil~xおよび購入物品の仕様検査について当時

の際効能力や技術的水司Eからして，これをエネ7[:)A上の重点、として特に取り上げているところに時

代の安が忍ばれるのである。すなわち述輸機関の整わない当時，ばく大訟のずい道府レンガ， 1本2

ト/'650キログラムの内任 36イYチ (910ミリメートノレ〉音寺鉄管やi之さ 6メートノレ，内径42インチ

(1，050ミリメー iル〕の制作およびその十l/lí~îfill水弁当を10旦 (37.5 干ロメ{トノレ〉の山奥に運搬

する総事業はなみたいでいのことではなかった。また当時の工業的水浮から水道汁]特殊材料の国産

品使用についての1Mみも多く，↑点重な規怖やjI:til!および検査についての考慮が必婆であったわけで

ある。

また経TÆR認の分~:~t寸nTiは次のとおりであったが，工 lf資金の運用については慎重にかつ積極的に

利子立がはかられた関係からわざわざ預金に関する事項が感られているのが注目された。

文書に関するきIT項

公fttおよび預金?と関する事項

投入出予算および決算に関する事項

入札および契約に関する事項

物品に!到する事項

土地収用l亡関する事項

その他工事に関せざる'lilJi

このほか収入および文払に I~.Jする事務のため別に収支係を泣いて収入役の直結とした。なお工事

;却には本局の}HJ{~民，鉄:í:ì 試験係および 6 工|正が設置されたが，各工lぉの担当工事区域は次のとお

り定められた。

コ二 区 i血 域

t君 l 工区 鮒あぴ子取入所から 青山導水木管起点、まで

立~ 2 工区 't'j"山部水木12:起点から 城山橋32インチ管起点まで

第 3 コニ 区 城山f~ 32インチ管起点、から 大島接合井まで

百l 4 仁区 大応援合弁かち 間谷導水木管新線路起点、まで

第 5 工区 西谷i草水木trtrr線路起点から [y谷配水木管新線路起点、まて心

第 6 工区 西谷配水本管新線路起点から 野毛山および市内~è水~t工事企部
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1)[1 3 tfii 水道臨時委員の組織

従来水道事務分平一者であるRù長のほか，参 -1;会員およびrlï会議員からなる 4 4'，の水道'{ï~設委員が

選出され，毎週定例の委員会を開いてIf務の放玉虫に任じていたが，拡張工事が始まって材料の検査

の立会等について，その山動がひん繁として繁忙をきわめるに及んで， さらに 4名の水道町市!寺委

員を泣き，これが処政に当ることとなりiIJ会の議決を経て次のとおりその職制が定められた。

水道臨時委員

第1条 市出版~61条ユヨリ水ìffJ~Jニ駐日付委員 4 人ヲ[古キ市会議員ヨリ選挙ス。臨時委員ハJ在員ノ改選J関毎ニ改

選ス。 mシ再選サルルヲ得。

liiJ項改選期ノ場合，留任委員ハ後任委員ノ選挙セラルル迄在職ス。

1$2条職附凌民ノ任期ノ、水道臨時事;監部閉鎖ノ日ヲ以テ終ルモノトス。

第 3 条臨時す1]:;;主部長ノ、 ~J\~時:~貝ヲ招集シ，ソノ会議ノ議長トナノレ。

'i1'S4条臨時委員ハ常設委員ト共ニ拡張工事ニ関スル一切ノ事務ニ従事ス。

百S5条臨時委員ノ報酬及ソノ支給方法ハ常設委員二関スル規程ヲ1¥，用ス。

ノKì主常設委員会および間!持委員会は ~_Jj 附 1ìjjmI火 11在日を定例日とし，会;主体で用慣IJの主幹と技師長

が調査1)lLUしたその週間の計F_!jj. nm入・支払その他いっさいの全書類について 8人が全部同をilliし

各委員の合滋によりJ市長が決定する順序であった。そして大口契約，大工事等については特に委員

が存任でその仕事を分Jnして151t将に任じた。

自i!4 tm 水道臨時事業部特定の規程

拡張工事のように特別な大工事完遂のためには各組の規程について取扱特例を設けて工事推進の

使をはからなければその成功Wlしがたいものがあったので，特に木拡張工事のため次のように各積

の特別規程が設定されたしだいであった。すなわちその第一は職員に対して助物の強化を求めたこ

とで明治42'1'-(1909年) 9 月 21 日，水口 ir; 2r~58 号をもって臨時事業部勤務心得が制定された。

臨時事業部勤務心得

!$l条臨時事業部ニ属スル吏良ニハ土曜日ノ半日及暑中休日ヲ与ヘサルモノトス，事業ノ進捗エ刊ヒ，他ノ

ið到J ト密接ナ関係ヲ有スル職務ヲ担当スル吏貝ニアリテハ第2 条第 l lJi~準シ総テ際休勤務スヘシ。

第2条 lí，~W;j:1'Ij:*部ニ属スル寅員三シテ工事JJy'.lrニ出張シタルそノハ天候ソノ{也ノ zlr故ニ悶リ労悔者全n~U:Jこ

ノクトハ日目1224日等総テ廃休勤務スヘシ，前lJ{吏員ノ勤務純nuハ労働者就業時限 1時間前ヨリソノ終業

評引只後迄トス。

位シf母校， 1:主禁ニ従 jfシタル:担日ハ工事課長ノ 1;!込ヲ以テ 3時1m以内ノ休廷ヲ与フルコトヲ得。

百~3 条 [i't:r主坑内作業ノ段脅ニfiUjiスル吏員ニ対シテハヱτJf.課長ノ見込ヲ以テ， ~Jf，f，世 24時間以内ノ休養ヲ与フ

ノレコトヲ4号。

ただ工事の推進をはかること以外に[可物もなく，工事従事員の1!¥f.休を敢行し，勤務の強化をもって

突貫工事を敢行した様相がよくうかがえるのであるが，現代の考え方をもってしては全く想像もお

よばぬ，長時間勤務による努力が払わされたものであった。また拡張工司王があまりにも火工事であ

る関係上，必然的に工事や特殊物品についての大口契約も生ずるので，工事進行上特に別段の規程
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:(;:設ける必要があるとして，次のような特例が設けられた。

I明治42"1'(1909{F) 10月2日には拡張事業につき， rti参事会は， 5fJ負に付すへきヱ二:JT，または物

品購買もしくは，人:)(供給および土地・建物・機械弐の賃貸借について，その継続年限にわたって

契約することができるこ ιを決定した。ついでJJ!243of(1910年) 3月3日には市会は明治43年水第

6号議案として拡張工事にWlしてヰいこ次の取扱にすることを議決した。

1 鉄骨ならびに属兵の入札は 3名以 tの当事者を指名し競争入札させること。

2 鉄~;;お上び属兵の代日目の支払は[旺納部品、に対 lft倒の 10 分の 9 まで支払ふこと。

3 工事の諾:C1および物品の腕入は時江により公入札に付せず， 3名以上の同業者を指名L競争入札すること

ができる。

4 工事の請負および物品の購入にほJL， LLJfHl絹地で入札等の手続をなしがたい場合.主たは急施を要すると

きは特に随iI!:契約をなすことができる。

5 ::r.J)rのWti汗または物品の既$ll:j部分に対l，代価の 10分の日迄支払ふとと。

日第3頃およびrt~4 項の場什には 1 年l)._1二割、の事業に従事してない者でも妨げないこと。

以上のように当j]，fj:__般契約のJj~ JilJ として行われていた岳入札制度に対して鉄管煩の特殊性とその

震点的な合みから桁名人札制lを採川 Fることとし，さらに特殊1生ある工事についても公入札とせず

指名入札そもってftえうるみちを1mき，またIlJrmの工事等については現場において随意契約をする

便法もとり， ;Ji負契約者の選定についても広くi直路な者に請負わせるべく特例を凋くなど，機宜の

処E立を講じ得る方言zをたてたものであり，さらにはその出来日払制度についても一般に既済部分の

内払が 10分の 7であるに対L，拡張工事Wfrおよび一般材料については 10分の 8とし，特に鉄管

類については10分の 9 までの支払をなしうることとし，ヱヰPI!~中最大の価額を占める鉄管代の低廉

イじをJVIしたLtこいであった。

そして明治44年 (1911"1') 3 月 20 日には上記水百~6 --'i~ 議決の苛~2:r:i1に次のただしがきが追加され

た。

rf旦シ数年二五ルfJI;給契約ニシテ共ノ品質検ftノ成綴良好ナルそノニアリテハ，契約ェ定メタル各納期ノ既約

数盈ニ対シ代金ヲ完済スルコトヲ得J

と，すなわち鉄恰および属JJ.の納入に対し既納部分の代価支払を10分の 9から一歩進めて全額支

払に改めたのであり，また現45"1'.(1912{の 3月29日には，さらにそC':'@旨な一般物品にも及ぼす

べく，立Îj記'?1~ 6号議決のm5 J}:H乙次のただしがきが追加された。

「但し数年にJ1る物品供給契約にありては第2項但需を適用す」と，しかるにこの第5環ただしが

きは城山ずい滋の工事が7tI'手され，特にずい道工事の繰上げ落成を号|る必要があったために，大正

2 {I' (1913年) 6月10日にはずい道ヱ'1>の既成部分の支払にも適用すベく次のように改められた。

「但し数年に立る契約にありてはtl12項な準用することを得j

このように当時いかに当局がこの大工事完遂のために，かつ 1日も早く完成させるためにあらゆ

る方策を講じ総力をあげて努力と苦心を重ねたかがうかがえるのである。
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第 5章 用地の収 用

第 1節用地の買収

!1~2 回拡張工事についてその用j世間恨の問題は最も悶搬なもののひとつであった。それはその区

域が50キロメー lルにJll:いIx:P，¥]にわたって怖の狭い地積を要するもので，地主のZ3向に関係なく，

地検の:こ小，形状，境界にも考IEするところがなく，一定の地点を武道する一方的な買収方法であ

るのに加え，一方では初先伝来の土地を手放し得ないとする感情も手伝って，譲渡を欲しない風潮

が一般的であったから，交渉がながびき，工事着手湖沼に彩与野をきたすおそれがしばしばあった。

けれども，工事 1..ならびに将来にわたる関係地元町村との制!和を考慮するときは，強制的な行為に

よる買収も去し従えられ，隠j官、交渉を継続して，ついに収m審査会の採決にゆだねたわずかの-i'"出を

除いて，大n!)分円尚に協議を撚えた?当事者の努力は全く頭の下がるほどであった。まずこの日Jj也は

当初 73，755)1'(24.38ヘグタール〕を使川する子定であったので，まずその買収，地上物件の補償

~~.についてはその子続が 15Z々にわたらないよう一定の方針をたてることとし，明治42年 (1909年〕

11月 2r:l土地収用にWIする手続がJこのように定められた。

一先づ関係町村の一般の土地について次の調査をなす。

(イ) 普通の売17削除について調べ，ニI:J自の状況によって等級を定め，さらに町村r}jの等級を定める

(吋 -:'XSJ1価絡を定めることについて慣習あるものは共の慣習

十す 完y1価格と地価との;引IJ{~

t) ?c等級に対する賃貸料

(村公租公課~n

付純収益

(吋純収益と倒怖とのわl合

(升立木・雑木・桑樹の間合

一 土地所有者および悶係人と協議する自Ij，郡長・l町村長と打合せの上，各町村の事情に適応した方訟を係る.
つづき たちtぎな

一 区域を i~lt久升郡をællま .t;îB~ ・路fJ ・都筑. T~q多僚をZí~2区， !Ij lMî111 ・級官~lljをM13 区の 3 区岐に分け

亡各区に 1~4 人の37ι ， t土手， 1~4 人の常恋人夫を西日ほして，問主主交渉等の11\務を司る。

ついで明治42年 (1909年)11月 8 日土地収用につき事業認定申請Bーを内務大臣に傑出し，月~43年

(1910年) 4月20日の官械をもって内閣の認定するところとなった。

そこで同日づけをもって東京府および神奈川県知事に対1.-，土地収刑法に基く収汗!土地の細目公

告方の申請をし，東京府では河月25日，神奈川県では同27日公告された。こうして次のような土地

査定価額表や物件補償標準ができあがった。
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土地査定価格表地(反金〉
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地上物件

l 家屋

種 類 1ii 内 -m タト

土品i・Ti造・レンブ'li1tリ等特殊の建築物 1坪につき 11円以上 11円以上

木造にして比較的上等のもの " 11円以下 11円以下

/ノ 普通のもの " 11円以上 5 rJ以下

" 下等のもの " 5円以下 3円以下

2 立木

(1)用材に適するもの，製材したTIi個!の10分の3
(2) 朋材に適せさるものその他薪炭用雑木類，価格の10分の 5

p， 
(3) 苗木又は媛小なる樹木または少数のため売買の対象にならないものはその師絡

3 桑・茶・果樹類

lafl'llY入の果実3か年平均磁の5か年分1Ili
ヘヤ

4 庭木・挺'Ii・鉢・ liij灯錨・ i也・板塀・竹極・三i三思等は移転見積人夫w
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買 ~~ お びよ

i 田 1

町 村 JJ~ i一一一一一一一一一一一一丁一一一一一一]---，
i坪数(反金!金額!坪数!反

つヶ一一一一丁一一一rγ一一一可一"，，!J~ ，，~I " . ̂:F，一一
)11 I 2，112.13叫 160~佐山i 2，709.1叫 19，107.6401

ケ 木 533.890 

中 聖子
3.6ω 860 

太 チi 866.930 180~4(出 666.880 4，226. 

沢 -11，443.931 

)11 尻 1，387.5目。

大 iR 1，570.430 

日l 名 2，399.060 

i持 1，345.620 

草瓦 i持 69.510 3口3 69.510 1，054.92日

革f 機 104.79日

:ミ 里子 675.410 

大 平日 470.18訓

1YJ 1 637.4101 

土坪腕入総 f手数

この土地代

旦一一一一|
金|余額|坪数|反金
同一一一F喜一】国I一一一百-'~I一一一一一一百

60~22沼 4.502.93副 325.0301 345~414 

90~2281 200.65副 46.96 同 345~414

60~3001 2 砥剛制 040i900~1，捌

125~3001 1，102.250 

130~ 1861 641. 940 

150~3751 825.380 

1301 1，0幻 820

1301 583.090 

90~ 1301 394.780 

9凹 31.450

90~1O剖 205.810

90~120 165.370 

115.170 900 

142.460 300 

661.800 150~375 

10.930 

10.930 

13.180 180 

37.2501 2401 

( !日出
1301 276.020 

130 41.010 

42.3301 240 

14.1801 24副

137，492.609坪 (45，373ヘグタール)

78，726.053円
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このような標準のもとに地主，物件所有者と数回ないし数卜回にわたって交渉を送げたのであっ

たが，いずれも価額は低成に過ぎるとして協議がととのわなかったので，やむなく自!日告(j，以前力11して

ようやく協定の巡びにいたった。この!mに処して当時の水道委員や各地元有力者のあっせんははな

はだ有効であった。

その買収および補償した明細は上記質収および補償明細去のとおりであった。
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第 2節 す守い道上普'{l用地

ずい道の貫通する Lfmの土地については節々考究の結果その用地は布において賃収しても，その

上部の地去は1f3地主のために無償無W)liJIの地上権を設定することとして，明治43寺 (1910年) Hl 

30日に市会の議決を経て大正3年 (1914年)12月17日に判l祭川県知事に司15奇した。

そのま盟由とするところは，

(1) 地下に木久II'Jな工事をなすに当って，訂効かつ有利に施設寸るために土地の所有権を取得する必要があっ

たけれども，地中深く貫通するずい道であるのでその地表とは全く無関係の状態であり，将来もまた関係を

生ずるとは考えられないこと.

(2) 所有HEを取得すればよいのであって不必要な地去のために多額の補償をなすの要なきこと。

(3) 旧地主においても所有権を移転するも引統き使用することを得て，所有地を組長く出jり取られる苛踊から
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免れる ζと.

14:' したがって結局双方の利益である己となどむ諸点であった。

しかるに大正3年(1914年)12月25日神奈川県内務官甘から，土地中日・焔・原野・まぐさ場等耕

作または牧畜の目的となるような土地に対しては，民法ム，地J:.tmを設定することはできないとし

て訂正方の照会があった。 ここに論議の余地がないではなかったが，やむを得ないので大正 4年

(1915年)1月宅地山林に対してのみ前記の申請をL.，同年 2月23日に114から許可の通知があっ

た。ついで地上権の設定のできない土地に対しては， 50か年の永小作権を設定することとして，大

正 4f!' (1915年) 6月15日市会の議決を経， u立ちに県知事に申請し含同年6月24日づけでその許可

を得た。かくして治上権および永ノト作権設定条f'!につ ρ て権利者と数回にわたる交渉を重ねてよう

やく次の4 うな協定をとげた。

地よ指設定条件

(11 目的は工作物または竹・六を所有するためて'あって，その区域は間的地全部の地支とする。

1:21 存続問~m~ は横浜市水道工作物存続中とする(武久〕。

(3) jUj代は都慌たること，ただし:公租公訴は地上権者自責担とする。

畑地主および地上住者の権利義務は民法その他の法律規則に従うものとする.

来小作権設定条件

ill 目的は耕作または牧畜をなすためにして，その区域は目的地全部の地表とする。

[2) 存続JVJ聞は50か年と Lて， ;Umili，品了後といえども水道工作物存続中は期間のlJ.i:析をなすζ と。

{剖永小竹料はその土地の公在公認と同一額とする。

(41 郡小作権者が所有する接続地に，竹林または工f干物を有するにいたった乙きはl也上位に更政するとと.

(5) ;fll上権者およびjI<l，r¥':1;tK者の議和、犠務vこついては前記地上権設定条件tll4項とJiiJーのとと。

このようにして各ずい遂を通じて上部土焔について下記のとおり地上権および永小作権を設定L

Tこ。

l己E認F一同14:-r日K 
l町村，~IJ I LU 14:! 'eo I也 b~ ~'f I 1m 

|制|人数町数|諮数|人数坪数|士官数|人数

試政 2歩4l j 又玖歩串日l 村1.4.16! 291 71 3. l!el 91 31 -1 -' -( 2.7.151 100: 17. 

三ツ木村 11.1.031 221 41 1.16 1 31 11 1.24， 61 11 4.211 12'( 2 

太子|村 2'~1 :1 ~ ー 12 51 11 4.3.101. 1871 33 

川尻村 一(一 l 一一一l 一一 2.1.011 691 13 

計 27)1.6僻 l 9.02 岨7; 94 
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号事 31lfri 土地収用審査会の裁決

地主ーとの協議がととのわないために， JI)/川!ft'iJ'i会の九をう2けたものは<kのとおりであった。

UPITi'I， IVJi古43i[奇 8)J 6 1:1，裁決， 1リIdi44'1ゐ lJJおよび 5)J9IJ)

場 所 lIi 日|昨数 ~Il ;;N {dli 征i

保土ケ谷区立、向 I 1上1 I 1畝25歩15I 1反 4肌)f11 
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230 グ
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3反 5畝

403本
340グ

228株

13 グ 1 " 

62叫 6

30 !'J 

l也

|氏名

jlユ村土佐之 D)J

0ノ i:ltj)j次郎

山本並五郎

1I1 木1}， !:.It 

!!X iJと 自由 吉山

1歩 1阿666
(1反歩 5001'1)

" 

" " 
l 上ド 50H 1 it 661& 6 !!ii 

1 ンド 5 jIli 1木 1~J: 5 JHi 

1 "， 3主lt5出

1 !ド 151Jl

l木 1~，t 

l株 20銭

1 1'1' 5 ~J; 
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1本 101):

山本快土佐

山本勝五郎

大域熊路
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60i!.i " " 
1 l'ド 53S主3目1

グ 3311311

11 1111611 

l判

q! al11 ].亜り
4011 
20J;~ 

中前通り

ノト {主 h~ +~ 

15JJi 

9，!.i " " 

8伴 I 1 I1 5 1'1 1 1 i'!， 8 1'15011 1多 111 二郎

このこ1:1也については抵当権が設立されていたが低当権の補fl'1は
土地柄失補償額に包合するものとする起;住者の中訪が是認され
fこ。
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32木

281'1' 49 

90坪079

10lĴf553 

154坪765

l円峨 |釘?21腕f合

これはこの上に存泊する13坪25に対する移転損失補償料に包合
するという起没者の中誌を適当とする。ただし処物の{世間状態
を京ずるに， ζ の};E'~-包と '1 子7 ・ '1.'手 LI窄1j111，}・手LJIト使用の場所を
分別することはできないので合~'i'44同の移転を要するものと認
め，J;u宅13行 25は坪 15円， '1乳搾l取王所
F刊1，牛ず:移転中の仮'1の強inn27坪坪9jlJ，外に杉住民 1か
FJr 5 I可40銭，円木造 11 1')，おi主築山付府側木共 8円40銭
竹}豆・木戸j，20銭，その他地木 4本 40銭。 小 i出仁三郎

l坪 6円 l 11

グ ! 日)11 木忠成

。 11
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以上11件について収用審査会のJ1< i とがあった後，補償金額を受領しながら lí~件の務転ーをしないも

のが 1件，またfIIH賞金銅の決定に対して不服で裁判所に/['，訴したものが 2件あった。また物件の移

転をしないものについては工事路工Iニ支防があったので，明治441/o(1911iの3月9日には正福院

{主戦である山本快士;に対 G，土地収Hlit百';;73;長の執行方をIjJ可iした。しかるに|百Ji'fJの1111地人山本勝

五郎はその土地にゆりのWi付をしたがこれの補償がなく，その収用時lV/までにはさ苧t!(ifl'，)にゆりの移

転が不可能であるとして， IhJi/卜3H31 日 i~~定人を選んでその損害の立託方を横浜/K裁判所に中訪し

た。!司紋判所からは 4月4fJのJUj日を定めIJ手LHしの送i主があったが， jljは行政処分に附する'If干lを

民事紋判所へ出訴するのは管総迷いとして取り合わず 4月4日収IIJ審査会から強制執行の命令を

受領したので工事の進行をはかった。その後大正 4::1二 (1915{ト) 2月にいたって山本勝五郎は横浜

区裁判所に和解，"立-15を提出し，裁判所から木市に対しn子山状があったが，木市は手nfrげに応ぜず当

日欠席した。次に収ITI審査会のj，Q決に不服で裁判所にiJlj訴したbのが 2{'-jあった。それは横浜市久

保町字詰1田所在の荒波孫四郎ji庁内地について，収用土地〔地日・田・災iJlljJ1'数90.709坪〕に対し l

J'F 6円の収)IJ似1在日を紋/liしたが，右は公;母国fiJ
{どおり 135坪あって時悩は l坪8ド!の{師(直があると

主張し，また宅地についても坪 6/JJの収IIHilfi"Wはi時価 8仰の価値ありとして，そのj貰害賠償を>]ミめ

大正 41:1三(19日年)6月211ヨ横浜地方紋判所に提訴したが，大正7年 (1918年) 3 H29日の判決に

おいて，原告の訪;1くはいっさい棄却され木市の勝訴となった。また同じ久保IUJ所在川本忠蔵所有地

について収用(地問・宅地154.766坪〕に対し 1坪6円に裁定したが 1tl' 12円の側(直があるものと

して，これの補償方を大工E4 '1'. (1915/9') 9月13日横浜地方紋判所にHs訴したが，これは収用容友

会の11<決=-J}fi吉本交付の日が大正4i['. 6 月 8 日で段訴は土地以刑法百~82条に規定する 3 か月を経過し

てH1訴の効力を失うにいたり，妨訴の抗弁によって事件は終了した。

第 4官iJ 残地 l二対する処分

水道用地買収に際して各笠について残地が出たが，これはその災'm.によって鼠宮のはなはだしい

ものや，その小面積のものは残地について補償した。

その標準としては，

(1) 残地を収閉する場合は用地と同ーの単仰とする。

(2) 残地の損害を補償する場合は用地収用荷税の半分以内とする。

(3) 設地の鼠'占を補償したときは，ての土地に対して工市中打iQJ=を及ぼすことがあっても，いっさい苦情を申

l品ない約束をすること。

右によって収則したものは次のとおりであった。

町 村 名 'to 地 田 ~IU 
上千 Jf. ま子

横浜市西戸部 IUJ 2.35 3.35 

横浜市浅間前J 0.78 

津久井郡中野町 0.15 
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-
阿部

村
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ド
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凶

都
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叩
郡

浜
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筑

秘
つ
都

凶立市町村名
主t

" 22.18 

ふ両日正I~制|町

-lll hL| 
月日 林

一
数
一
坪

41.40 

~1 5節公有地の使用

1御料地

次記御料地のf史!IJについて明治.14'1'.(1911'1'.) 8月141-1Wi l.illi中町官邸!防のjr\~wを .fJ.た。

l))j Fli 1土竺士士 ?l土i"I'1 1，.~ m 
問 r. 畝 w 1 • _.~ ~，，~ .一ー

似 ;;wm;.11mr，H I UJ 林 I 43.631 2 I 4.27判ずい削減'j'州|出;ごず日以制尺の

2 神社境内

津久升山中野村1泊所千]地のi企!IJに関して水久色E!il料を支払い，その(止!lJの契約をした。

i品 !'Jr 11" 要

津久井 11"5巾野村 ずいi且数i也のjK久f~!lmについ亡使用料 283 円を中野神社に支払った。

3村有地

ずい道敷地およびl，97J<.ならびに配水線路内に介在する関係町村ft文弁のl1i道および水路数羽につ

いては， '1'記のとおり特別の場合を除いて永久無償で鉄):，{~開設の承認を得た。

町 トI 4'， 7J( ，ラ山ヌ3 if~ 月 日 11司 ~ 

ilt久升郡太升村 二，，:lf:.2 !cF12fj 18 LI党苫取りかわ寸

f白lすのlE1，1い5他F0H0前潟o証円言水敷ほ坪を地管，かもの敷宅っに共設地て千の共i買6jた也f収8tをめ2血し主坪道まlftこiJ路ぐt。{おさ主史Jjよぐ4H3びさ41水，33路2224無町3期55F無2F償そを

津久井郡日I尻村 大正3{j'.3 n 27 11 JlI第177号

山rM在日大1m.j 1~ Ji!;44II: 7 J]19日党書絞りかわす 資~Lìと主延し長て 8071村出に鉄百敷設のため道路使川補償
大沢に 1，000円支払った。

'[fJj住郡山名村 大正元年12月25日 間庶~S491 号

グ治H " 9 月 4 口 UI~貰'~673 号

11 ~t品村 " 12月6日限庶第660号

。新縦十J 大][2年 4 月 23日新発第 1.0004~

か大町村 " 10月12日大冊、第645号

。大和村 " 5月7日大和庶第185号

東京府南多摩郡南村 大正元年12月5日 庶第253号
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承認年月日 摘 要町村名

脱会郡瀬谷村
つづき

都筑郡高官岡村

ュー正 2年 4月24日 11m第 188号

ρ 12月28日部発m735号

グ 四谷村 1大正3年 1月24，1 軒L発第69号
たちばな

i百樹 ~ill保土ヶ谷間J I :大正2年7月31日 土第35号

4 府県費支弁道路・水路および堤議敷使用

附11費支弁道路・水路および堤概数の使flJについては下記のように承認をねた。

神奈川県関係〔大正元年 10月 3 日許可〕

所在

|道路| 水路

1E二I-K王LFR二百
IJlJ l J l J  j 向i'lH官凶名村

グ ;持村

グ 大和村
つづき

~rl 筑郡部 i河村

15 6 

210 
90 

3 
3 

2
0
5
5
5
2
5
6
 

4
3
1
1
1
1
1
3
 

6
6
8
6
6
6
6
4
 

3

1

7

 

たも""な

1吊樹郡町、土ヶ谷町
6 
8 

285問 7
279匝J1 

東京府関係 (大 正2年6月9日許可〕

9
9
9
9
5
6
 

6 
6 i 

敷

さ

凡

2
9
8
8
9
9
 

1

1

1

 

24 
24 

道 7]( 

|長路さ

堤
措とう

敷
)'ir 在 地

(長脳 幅 悩 さ

尺 尺 J< 

南多日正都市村 6 9 9 
6 9 3 ~ 0 9 
6 9 3.0 9 

2.5問 7市1 3.0 9 
4.5 9 

9 
9.0 71山

第 6節私有地の借用

TlHよJ配水鉄管9.設設のため次のTli内氏←fiJ也を無償で使用の承認を得た。

11汀 名 jり ヰT 者

iJl 1m 四I 。1、稲舟，荒引忠次郎，鈴木政tf，荒波ハナ，三村庄右衛門，小島政五郎，外IJ{j]カメ

保土ケ谷町 石升 1ラ

活 Y二、 部 IItr 綿貫音次郎，川木祐正!Lljfi浜電気鉄道株式会社

南 太 国 河 鈴木義郎，古rrr助兵衛，石政市兵衛，大須賀級一占，主主回長三郎，値段;又鉱
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町 名

ゴミ 附J

右 卦ミ 町

日 ノ 出 町

Tf ホ IUJ 

や'11 ::1へ、 )11 IIlJ 

町

千 1品 H可

IlJ 間 川J

戸
什
川一戸 千T 者

茂木惣兵Wi，大谷;;}{;兵衛， J:l~目的助， 111沢混在砕iP']

大谷系兵衛，徳川頼愉

吉田勘兵衛，石渡市兵衛， ~若田長三郎

知l)f.fj八郎右衛門， it野続三日11

古平啓作， 1J目線八郎1iWjfllj

六百率?古， ilJ木彦太郎

渡辺和太郎，石井はつ，山本彦太郎

山本彦太郎

主主 7 Wi 雑 補 償

土fieの長WIf!主用のほか反も75心安重ねたものは，水道線路両11lUに航i;6凡ないし12尺を掘削二lニfif1:J思

としての絞期借入の交渉であった。これは総国有t23，191. 5坪 (7.66ヘグタ{ノレ〕に及ぶもので，工

事進行 1-_1iN入を急いだため，ゴ!?古に沼心をillねた|羽郎なlI:'llであった。その{jE月]内訳は次のとおり

であった。

i坪

rl1 

在日 | 坪

畑
1寸 名

数 I111 {間|金 ?目

持 沼鋭! 銭 四銭

大 沢 村 100-15 470.22 

" 
間 名 村 。“， 日目-35 1，(f77.77 

I持 村 35-30 271.54 

E苦 ifIs やl 121.日0 28 33.88 1，060.10 30-15 287.43 

~fr 』提 村 95.90 22-15 19.40 

大 ttq: 中J 384.20 22-15 82.31 

大 1日 11 731.20
1 28-22 184.42 

干幅 村 767.20 28-15 184.87 

" 
時酒 谷 村 188.60 28-15 51.39 

五日 間 村 998.8出 400-15 319.06 2，884.53 13口-15 1，128.45 

" 
西 谷 村 302.35 90-32 99.73 2，328.27 32-10 272.63 

保土ヶ谷村 1，629.46 14 227.73: 189.38 40-10 33.32 

" 
横浜市内 147.03 14 2日48

計 4，063.75 
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LLi ネト 宅 地

{坪
キt ぞl

数|単 布日銭]! 金 数|単 怖|金額 坪 額

坪 同級 坪 fヨ鍛

コミ t日 村 415.60 40-15 124.79 717.日0 611.75 

" 落地 23.90 23.90 

nl 4'， 十f 10.90 38- 3.97 

i持 村 9，20 3.22 

麻 i持 村 1，054.日3 28-15 175.35 9.50 28 2.65 

WTr 磯 N 137.40 22-15 21.84 

:大 里子 N 1，419.90 10日-15 254.27 54:( ，;~ '~ 100 54.70 

大 キ11 村 237.9日 15 35.66 62.70 10日-15 35.69 

南 村 346.50 28-15 57.33 30.90 100 30.90 

" -1 Lm野 56.40 15 8.45 

話宮 谷 H 191.10 30.41 

者日 同 村 490.20 130- 133.95 329.04 130-35 407.80 

" 一涼肝 34.50 

i1'l 谷 村 754.08 8-40 63.971 F:t!Hj 25.60 

保土ヶ谷村 6.30 

" 一村地

4 横浜市内 19. 

5 7|; 宅日A411: 1 • 249 • 5491 0 0E 4 i 計 897. 118. 
23. 
23. 

第 8節地役権の設定

あぴ
市111村青山派出所および飽子取入口自門見所において使用の)刊7}:をその付近の呼jl:戸から取り入れ

ることとして次のように地役僚の設定をした。

(1) 要役j:l1! 沖久井郡市)11村清1I1字あ純ぴ子平 3，744帯イの l ノ'};:;-u:用地 3反 1畝 8!l、

7R役地 rWJ Jifi 3，789者 宅 HI! 3601下

" 3，7日8帯 t同 7畝 19歩

ノ/ 3，740若干 " 1反 4Tl点4歩

" 3，741ifi " 2反 19歩

" 3，743帝 " 1 I王3畝 21歩

71'役地所有若 m川村青山 3，789番地 自白子定正I

大:iE3年 5月15日

(2) 要役地 津久子1:f，11吊)11村万山字山主久保3，488i存の 2 水活用地 6 6改 9~よ

承役地 〆/ 3481需の 2 5畝 29歩

" 3，489需の 2 5畝 2歩

" 3，479者 1畝
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71¥役地 津久井郡司l)11村字1.1.1王久保 3，479帯 24歩

" 3，48日誌のl 17歩

" 3，4491ff 宅 i也 5坪 小野沢秋涼所有

" 3，450呑 止問 5 If " 
fノ 3，443訴の1 111 林 2 J'f-5 " 
" 字月夜肝 3，408蒋 lHL町芝J血 5 1'15ト4 小野沢林五郎所11

" 字山王久保 3，4461fi 111 林 8 j平 " 
" 3，445，許 駅間f芝地 2 I平 ノ/

" 3，445者 1日 0.5坪 /ノ

" 3，483番 宅 i也 10坪 " 
" 3，482番の1 問 14坪 /ノ

trt 9 Eお 寄付受入れ地

所有者から寄付のrtJL-Il¥があり，これを受納したものは次のとおりであった。

H汀 1J ず: 坪 数 寄 付 者 氏 名 j也 日
坪

横浜市I百戸iI間町 0.83 大谷嘉兵衛 t田

" 1.40 茂木惣Ji;街 111 本4

" 1.30 " 宅 t也

nJ:久井1問中野村 60.70 久保問伝右 j!iir'J 11.1 林

M 大井村 83.74 1 長柏久保木谷田伝川雪l右安次衛時郎門 im 

" m川村 13.90 tilj 沢 '::H 助 山 ネド

第 6章 工事の実施

f$l節設計変更

第 2回b主張工事は明治41"1'(19日8年) 7月その設計が完成すると，まず工事授について国防制限J

を政府ならびに帝国議会に諭隠するため7行会の議決を経た。そして伺時間助の日的を達成するため

にその筋に運動して，翌42年 (1909&1:) 5 月 1 日事業認可を内務大r~に巾訪 L，同年 8 月 16 日に 2

か月以内に実施設計そ拠出し認可を受けることを条件で事虫、認可となったもので，市はこれにした

がい同年10月15日別項のような工事実施設計認を綿製して内務穴尽に中訪した。しかし木工事はえ

んえん 5 か年に及んだ大工事であったからこの長期にわたる工事期間中に物価・労銀のt~n~;が:'t{ し

かったことと，ずいi泣抑'.J~1jの結果その地質が窓外に軟弱であったのでレンガ巻きの惇さを地 L ，ま

た横坑・たて坑を附設したこと等のため，当初予算に不足をきたすにいたり，その設計を変更して

大正3年 (1914年) 2月17日市会の議決を経，何年3月12日内務大胆にr!'1H奇L，5月初日その認可
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そ得た。その内容はずい道工事授が 243，7C日余円の地額をきたしたので，新設する 81也のろ;@i也の

なお不足 22日，000うち 3i也分lこ対するろ過砂利および砂のl!ll~入 ìJ"::，' とりやめ， ~3 ， OOO余 1 11 を浮かし.

円に対し予算をi官官lして 7，220，000円の総予算額とした。

その当初予算に対する変更子#知は{Xのとおりであった。

費

日一川
刈
判
別
|
岡
・
一
利
吋
一
利
一

い一
P

山一
m
m
川
川
畑
却
何
一

m
m一
m
m
胤一…川一

げ

一

時

6

必

問

ロ

幻

泣

印

は

押

川

町

2

田

山

一

均

一

日
ソ
一

3

2

2

1

1

↑

町

、J
A

一

ム

A

ム

ム

一

同
盟

5

D

3

5

0

0

5

2

1

0

2

7

可

1
寸

劇

帥

m
m
m
n
u
m
初

日

目

回

目

録

一

円

胸

部

削

印

刷

印

刷

叫

間

卿

蜘

加

同

二

川

叫

n

h

M

叫

札

叩

町

民

丸

山

町

川

山

間

山

片

山

1

Z
一
2

2

2

2

5

5

4

0

3

1

変
一

7

6

3

1

1

E
…
J
1
1脚
脚

叫

は

つ

脚

湖

制

川
一

m

m

m
-一

tili--

…

n可

款

一

治
一
水

事コニ

再開

1ト
。人
市川

1報

2 it:f; 

3 1$ 

4 i1;~ m 1-r 
6，320，314.000 

495，176.40叫

州
問
l
l川
U

U
M
m
 

M

羽

C
O

ヴー

幻

似

内

。

可

ム

dg入所および
沈でん池]:J[f1'i

2 j立水~"\;工事 ï~

3 浄水 1-~f J};j 
新設工事 1~

4 ~[水竹工事.1'1

5m~~.W 

1，505，390.13刷

18，915‘155 

叩叩幻

55，416.69叫

叫
州
i

一
…
山

側

側

聞

3

m

m

 

;1'1 5出t
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2予備資

総 音十

式

!$2 回拡張工事はI河1~ì43年 (1910J手) 8 月 27 日 JJ.01ミずいi丘・鉄{í'~ 敷設労のコじ1':についてすでに717

々進行刊:であったが，沈でんJI.jゃ浄水坊の .T.'!rXiJ二の準備がととのったのを阪とし，
つ"き

(1912;ド) 6 月 11 日初筑111í四谷トj") IIX，j' 子 IÎi'JTì Yfr 7k JJi羽ri没f- íiU也で起工式な行った。式はill'l?~T，llj院議

i明i'ei45年

ヱJl草白ft"2節

長・ WH\i会議Li-11Ltif- 慾察署長・ 1出k ・ l町村長・収入役・助役・ ~lilJiI主 IIIその他地方有力者 500

うち 150名余り/_l，¥J市して盛大に行われた。名余りを招待~，

当時の交泡状態は会場である西谷河?ノjdtiがま1.:1!)外に隠しi主的の交通不便な尚治であったため，

当日は特に保土ヶ谷間T鉄管区J;tjから浄水Jj;j下までの工τji:Jl]軌道にfT原を運転~， 01ミ賀来日jの使に供

した。

施実の4li-二E第 3宣告

3月31日1M;.した第 2回拡強工事は明治43&三 (1910年) 8 )'127日治工し，大lE4年 (1915iF) 

が，その悶 5か年の歳月と 7007]内の工貨をl5.tじ，従来施行された改良ならびに拡張工事がとかく

おもいきって規模の拡大を小規模に陥って，増加する水設の;需要に対応できなかった欠陥を改め，
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はかったもので横浜水道としては~Tìífの大工事であった。すなわち内容が]にみても水源地方に延長

4，360メー lノLにおよぶJ)!¥1 U-J いj立な i;J)め，1つのーj二"、，;(1と '1ixでん池お主び城UJノ')(iri析を!Qi没L，

のベ40ヤμ メートノレにわたる 1);iモ42( yチないし36(ンチ(1，0日)ミリメー 1ノしないし910ミリメー

トノレ〕鉄告を数設し，JIi外凶行中J~こ~んだ(f17j(J);jには 8ì也のろ過池と 2 i也の明日ノk泌を築冶し，市内

には延長134 キロメ ~I ノレに及ぶ大小の自己水r，;;を敷設したものであった。

IJ，-Fその』包設について説明すむと?Xのとおりである。

1 水 源施設
M 

l反水mは既設 f:j山収入 11よりし飢的メートル上流にさかのぼった市山飽子平で， 1百l床堅硬なお慌

で佼食の4吐いが少ない絶好の地点であった。このJj;(人'i¥f:ii!i:はWJrI[局長自身の路資によってtLいださ

れた地点で，入水口には当初の計

間のごとくえん堤を設吋る裂もな

く， in:t;;) I IのおJ'I!'に水1"1を設lJ，

7主流水をJIVノkするものとし たの、li

IL1i:;IUむ)I[の」日中iliClit:はノ，1.，:jF. 2 !，! 

(1913 {f'.) 2 H 1 I1の1秒時 120

立方尺 (3.34立方メートル〕で最

大洪水1i'Li~ll~~;j1'~}:、引は 505.243 尺

(153.1メートル〕とされていた。

しかし工事rl'の大11:3 1，['.(191411') 

にはこの記録は次のように故少ilJt

設は閃jrsJj12日のω:-，i:ブ;)，-(2.5泣カメー lル)， 1のにIjl水{川、l::j，'xf7iJir8 FJ 29 Ilの撚 i，':j513尺

(155.45メ{トノレ〉と改められた。
.u 

この飽守耳子、入口から治水して却下砂池にいたるrmの水路は，道芯川の右r;-:に治いiAe心にほぼ平行し

て山版をFIくずいi立を初白IJした。その延長は 475.341111(日64.24メ{トノレ〉で断i百・肉さ・幅各7

71f山ずいi立F口と抑制少?也 (大A4年)

尺 (2.12メートノレ)，水深 3.5尺

(1. O(iメー 1.，レ)0) [I}i:，約 1001[時

のJKt!:をiIltしうるものとした。こ

C')ずし、i_l_'{はtsj山ずいi宜と称された

が，その終Hijに践して11主砂山〔桃

11判血〕がおffi宣され，7)(r:jlの軒目立の

砂れきの除去とノ}亡況の潟牲をはか

むことと L.tこ。

ド土砂池流入後の水は沈でんi血に

浮かれるが，水市li-~;-山構内には新

/ニに長辺230尺 (69.7メートノレ)，
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幅 175尺 (53メートル)，千効;j(i京12尺 (3.64メートノレ〕有効得税470，941立方尺 (13，10631:方メー

わけのコングリー 1-)，主りi;tでん池 4'也な築造し， -nT氏 1人 lドlの使)i]水草 111りットルとして，

80万人のJlf*，水廷に対し約14時1111分の7J(iilに相当するものとした。

むtでんi出からの流!1117は内符 42インチ (1，050ミリメー lノレ〕符をもって構内接合弁にいたり，

この絞(j-jjから1';[設がJノ']¥1';'のれ任22イyチriおよび18i /'チ (5日)ミリメートルおよび460ごリメー

!ノレ〉行ならびに新設1)'1i芯12インチ (1，050ミリメートノレ〕呼水rCを分ill¥Liニ。

~li' 山沈でん池平百IT 図

2 導水施設

，i.f"f.水〕二τJi.(こおいては)9ノ'J(ぞ";;敷設工"1¥とそのためのJ早水線路工事が行われた。特に均一ノk線路了[τ1"は

ずに31U'，iJkiJlIJのi立志)11および籾絞)11に治う線路がI析がいの山阪を縫っていたため，豪雨ごとに山くづ

れその他の事故を生じ，はなはだ不安であったので，この危険~~~r{Íを避けて新しい安全なノレートを

選んだ関係J-.:，その1mに城山ずいj立をおjめとする太井・川氏河ずい巡および相模川をまたぎ蝕える

城山水1~\:総の(W設ならびにその[1\Jの線路築造てす幾多の大ヱ事が行われた。ブミ白按合主i 以降の下流iilll

は主として旧線路をそのまま拡築したもので f四谷汀十水場付近の一部だけ新級協を築造した。 12j山

i;tでん池から新設西谷(j，;j(J品までの導水線路のおもなる工事は次のとおりであった。

(1) 城山ずいi立 城山ずい;立はよIl久Jn出府川村大字青山f車内新設沈でん池付近におこり， 1司村お

よび三ケ木.'1'野の両村合i直通して太升村地内に終るもので，その地表はLl司11・三ケ木・太井の名

付はおおむね耕地であり，小野村は大部分険飢な観音寺山脈に位していた。木ずい道工事は当初設
5ちのり

計においては附I市内法，役間10尺 (3.03メートノレ〉中央同 8尺 (2.42メ-1ノレ〉の馬てい形のずい

iuとし，その総延長rilY穴をあわせ2，521.666Fcll (4，584メーわけに及び，当時としてはわが国まれ

にみる大ずい道工事であった。したがって木工事の施行についてはきわめて慎重周到な用意がなさ

れた後，主婆材料であるセメ γ トおよびレンカ。は:jlj"!幻・ 'jl野・太井の各t']所在の倉庫において支給
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する条件で，付帯一工事として， 2か所の横穴工，)主および本ずい道下口から太共ずい道上口にいたる

新線路閉山l工τ1¥とあわせ日立午人十Lに付すこととし， Iリ1if;44W(191111'.) 1 )110日の水道委員会およ

び銀11日のTlr参事会において次のとおり決定したものであった。

I 工事子 ~ì~
同出

(1)ずい i-u工ヲJf !1'J: 660，305.272 

(2〕 EZFし守J1E22附線路間}ljIJT'ドi{']: 2，203.960 

(3) 支給材料貸セメントfitt 49，700.000 
レンプf 134，088.000 

針 846，297.232

E 工事 JUJ r:日 契約の日から 1，460日

四 条 1'1 セメントおよびレγガは当局より支給するほか軌条を貸与する。

この入札は附年2月3日揃名入干しによって行われ，内入札 3回で， 625，000円をもって東京市五

橋区本八了揃 3Tl11番地中野喜三郎にお礼するところとなり， 2 n 7日契約， 1百j月27日起工式を

あげ， 3月7尽からjE工した。コ τIi:Wlliilは尚 4{ト[1¥1であったかC'，大正 41，1'. (1915-[1っ2月7日が工

事務成期限であった。しかしさすがにその延長において当時日本ーのすごい道であった符子トンネル

に匹敵する長火な大工不であっただけに，ヱ 1¥:はすこぶるI羽脱をきわめ，特に l仁!ブt.n苗はいっそう

はなはだしく，尚3年に近い大正 211'.(1913背〕の終りにいたってもなお導坑の貫通をみない状態

であった。

一方本拡張工事のうちその他のて事は全般的に順調な進行をみせ，大正 21，]o(1913年〉にはいっ

てからは翌年の 7~8 月ごろにはほとんどお成の見通しをうるにいたった。ここにおいて城山ずい

道工事のj並行いかんは新jr!;jß工事による増jm7K iH:が穴.ìE 3 年 (1914年〕交の給水に聞に{1~ うかどう

かということになり，ひいては市民の苦難を 1年早く救済するのみならず，その悶に付'う断水や給

水制限に要する諸経if_l(のi!Et:!i:をはよ:きうる効果もまた多大なものがあった。ここにおいて当局は大

正 2{ト5月27日ずい道工市工JUJ繰トーげのため請負契約を変更し， ①工事期限を大.iE3年10月31日

に短縮し，②ヨ:'1¥既成部分の工'1'(内払いを全額払いにt担額し，③大lE3 51二6月末 7月末または

8 月末までにずい道内に潟水t~;敷設可能の程度に工事を進行させた場合は大正 2年 4 月 21 日以降の

できi::;jに対してそれぞれ所定の単価により工授の悦払いをすることを条件とした。諮f主人{則もこの

ti苅の熱JJ:に共感料開~JL ，上く工艇のj並行をばかり，長短期限とした大正 3 年 (1914年) 6月末ま

でにすごい道内に鉄約敷設可能の]~びに進行させ，上く当局の要望にこたえた。実業家である水道事

務管常局長の富山、計算から， 1~J.うたを弁じての処[8:として上くその特徴を発拘1 したものであった。か

くして木工事は大][3年 91'130日をもって液成のi主びにいたった。

(2) 城山水行橋 lJN山ずいi韮以降はiIt久110m;太升 HJ世|人iに新線路が築迭され，その[-F日延長91メー

トノレの太子!ずいj立を1ti車し，城山のふもとにいたって，対M~川尻村の合地に相模川を横断する城山

水?汁誌が架設された。この架1誌の設計については内務省の怒見もあって初めの設計を改め，かつ架

設位置も当初の予定より下流側に変更して，明治44']o(1911年) 6月29日内務省に城山椅実施設計

の認可を申請し，同年11月21日そのi許可を受けたものであった。また当時相模川において水力発電
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卒業を企図して11'，阪市l'の相模川水力株式会社nlTI!Iiによる発電所が，本城山橋架設と位誼を同じくす

ることによってのせり合い昨係等もあって木工事はいろいろの問題を含んだものであった。工事も

明治45"1二 (1912年) 2月呂田fi工し 2年 2か月余りの年月を姿したもので，:m台および橋脚工事は

城山ずい遊詩負人である中野再三郊の刊行負にかかり J 1i:W寄り橋脚の築巡工'Ilは最も困難をきわめ

'f71，jlij千:361"(10.91メー lル〉ま

で1;;:1 り下げて i'Îîわくのノ，'<'I'ì;t T'~é

uニヵ':，ョ-)jTlドIHノrJ(Jtljにあい. ~:í'i 

わく I吋の坦1¥没をIiJjぐため Il.，lj大山

りのおおいをして保~;N~ ， J~ 校 0)

[，ili廷を1!i'ってllf.)'(i下すと〉付;:0))1寸i;'

対抗によって統を免れたが，民

間・ 7担わく・約1')]村料叶 l土;';づとの

災計にあい，ソ/('1'11，1¥印iも11'1)'住を主

わ乃て ~~í -'F:'j自のジ;)-，'~i も多2 よならも

のがあった。また祈りょう..L-.j'b:出品
出u見当時のj北山水管椛 (大正4年〉

は:rlT京の I;';j布告鉄工所が訪れ施行したものであったが，このJíjí'~~材料は上j;lf鉄材だけで 176 トンを要

し，当11年その材料のl収集はすこぶる凶i:mで多くの月日を;25したものであった。

(3) 7!~Ç水線路と;P)，干~;敷 z泣 城111水行総以降は):;j"j予の給践をはい lがり延長 488メートノレの川IBLず

い;{î';!:'i"üけてその|、 111こ 1"J:. 、て i沈没)g(}K~:);!ù!nに主主忠告するものであった。!日尻ずいi!rî以降は統設線路

川1，1 浄水 J11 (大正5~l:. ごろ〕

上は*1田拡張工事によるろ過i血

に沿っとその似合広げ， Ir;j Jn~ml大

inドI(現相模KCilî)を;千て n~設111;1'

li5_，{t)!にいたり，さらに既設線路
つづき

の析を!Ii，築して部鋭部四谷村〔現

保土ヶ谷Ix:)にいたり，肝毛山浄

水j片へのほ;立水道線路と}]IJれて新

設(mti-i'itノjく均への水辺tii!日前を新た

lこ;わDL i~こ。 このjljUIノIJ(;，I):f由、らe_q

符i'f子ノJ<J_l;)までのl正lHlに内jモ421ン

チ(1，050ミリメー lノレ〕ないし36

インチ(910ミリメートノレ) ')!~~7j( :i斤

中央はtl12回J五銭工!ドによる接合;J¥
を次のように新設したもので，そ

のrH1， i~:jî座~n f>j，j)'~村大向(現相模原市大島〕および川井派出所構内にはそれぞれ下記のとおり接合

井な築iEした。
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接 〈
ロ 井

名 udJJ七三也ヰtd (I:~ 占;下L三Lr共i円引:il ::1 1 :p:り[コンブートムリート司f

久
島
持
寄
司
一

平

品

一

位

i

川
孔
す
道
苫
平
合
{
一

桃山水喜一
J
1

青
山
道
事
。
i

ト
L

主夫
日

【』 yt 設

主主

-
開
J

企
着
4rリ
9
1」
|
」

!
 

z

J

一
-

踊

一

申

b

川
井
慧
井

O
iム
一

亘書ココ--コ田広三コヱココa

36 

虫色

延長 内筏 42インチ鋼管 5，974メートル

ノノ 36 " 2，545メ{トル

" 32 ノ〆 572メ{トル

" 36インチ鋳鉄百 18，981メートル

" 38 ノ〆 8，3貯メ{トル

3 浄水施設

従来の川井および野毛山浄水:ljj)は敷地が狭いため拡践の余地がなかったし，またその後横浜市の

新市域が火きく肱張主れ，ことに給水区域内には，野毛山浄水場とほとんど同水準の荷台を合ん
つづ雪

で， ill}ーもilJからの給水が水圧的に不可能の区域もあったので，新しい拡張工事のj争水坊を都筑郡ま
た ';I! f~

たは縞桔f市内の巡iiな{¥'ciu:に物色

r! 1であったが，ご，三の侠祁]地の
つづf雪? 

うちからついに苅都:筑1郡出西谷村L字F引I向句

台 〔現f保呆土ク ?谷干C灰里ハ川1.
'

，よねω万下[問問詩吋J) のυI山!

yがJρ'1忍霊定された。この新しいjL~î"ú (í1

水場は新lIiil!i仕合めた横浜市水道

の自己水の拠点とし， さらにj広大さ

iしるであろう折、，(12< fu¥にま Lて

も，財のかなめに{立する要地点、と

してまことに適格な位ilf:が選ばれ

たのであった。その地積は33，265

.'1' C約 11ヘタグーノレ〕で施工芸長国向は海抜 73.185メートノレであった。

関谷浄水:i);}絞述ろ過池
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この構内にろ過池8池，配水i也2池を築き付属施設と Lて着水升・浄水井・自己水升・砂i先場等が

施設されたのであった。

コ
鉄
ト
一

一~よね出一

さ

控

一

ト

ト

一

き
側
一
日
問
一
日
一

大
|
|
同
制

l
m
一

の

折

戸

拡

ι
一

池

|

|

一

一

1

-

L

H
剖

η

一

二位
Z
η
一

池

数

一

8

2

…

設

一

池

池

一

施

一

ろ

配

一

能 力

1日ろ過速度， 3.64メートノレとしl池を予備
として 1日ろ過llt73，200立方メ{トル

4 配水施設

従来のIlj内配水管は創設水道による自己水系統を幹線とし， ，沼 l回拡張工事後内径8インチ (200

ミリメートノレ〉および 4 インチ(100ミリメートノレ〉管についてやや拡張敷設のみるべきものがあ

ったとはいえ，し川正んいH~壬 18 インチ (460 ミリメ- fノレ〕伐を本管とし内径8インチ (200ミリメ

{トノけないし 4インチ (100ミリメートノけを所裂に1;じって分岐したもので， おおむね管末閉そ

く式であったL，また配管の也2えもはなはだ不十分で給水上種々の欠点、があるものであった。した

がって第 2 問拡~L~工事の配水工事は単に大口径色'の配水斡・文総のIH設をし，給水区域の拡鋲を凶

っただけでなく，自己水の方式を循環式とし，かつ市内を標高601ミ(18メートノレ〕の同高線によって

iUj低の 2lZに分け水圧の増強をはかり， i¥::j区において 40尺(12メートノけないし 70尺 (21メート

ノレ)，低区において 45尺(14メーいけないし1401ミ(42メートノレ)の水圧を保持させ，さらに各地

反別に将来の発肢を見越しその~f'}，自給水量に応ずる配管をする等，市内配7]0くについての根本的整備

を行ったものであった。その計出1の方針は次のとおりであった。

1 illie水の円滑と給水の普及と水圧の増強を根本の目標とする。

2 上記のために市内をi;':j低 2地区に分ち，さらに低地区を甲乙2区域とし， I白地区および申区域

をi!!i谷浄水場の自己水区域とし，乙区域を野毛山浄水場の自己水区域とした。

3 別記のとおり大口径白骨日水本1.~f を新・増設し，将来のiJEl笈を考慮し，また必姿に応じ配水文:Ü'

を分岐し，さらに内径 6 イ Yチ~4 インチ (150 ミリメートノレ~100 ミリメ戸トノレ〕管の目日水位を

分岐し配水管縦~整備した。

4 既設配水管は本管および文官を延長し，新設配水オs:t:fまたは配水文ri;に述絡させ，配水!i~~; ~~tl の

末端においてはそれぞれも'の述f討をはかつて循環式とした。

上記の言li西を表示すると次のとおりであった。

底分 1

一一寸
~'il 巨;

i也
…-fLLZ州 市 街部抗L111!富士1

2.895.0C悼 nc ，ぷ 3.47Jtlj尺
(957ヘクトル '0，山"1(96:57リットル〕

3 ， 789 ， 0叩崎町内向~I 23.57立方尺

(1，253ヘタダ】ル 山内山 (6日 95リットル)

〔話firm叫2J;認古川内li蹄:;
訓雨両市;十一一

西谷から
自己水標高60尺以上の地域

1甲部同区および低区乙部以
外の地域

l7 ， 型T毛・南太日]・荷百回
乙ぷ rAjい元町・根岸ブノ同l

" 
低区 P.f毛山か

ら自己水

計
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木工事において市内配水管として敷設した総延長は次のとおりであった。

f主
口 イ径ンタ | 

• 
r: ~1 延 長 延 長

インチ メートル メートル

36 4，360 15% 8，806 

30 1，746 12 3，711 

26 1，574 10 4，735 

24 5，580 8 8，624 

22 838 6 9，998 

20 3，315 4 62，295 

18 4，640 

第 7主主 拡張工事に基因した諸事件

青山沈てん池護岸事件

古山における拡張工事が進行されて沈でん池防護のため護保コネが随行されると，市川村氏は設

羊新設によってi直志)11 の水勢変化し，下流に)~;~!i~することがじん大であるとして，一大物議をかも

した。すなわら村氏はさきに|日古山取入所付近に設けた工作物のため， I:U水のF55対岸や下流に及ぼ

した彩響やH~:3をあげ，さらに今ここに一大波浮を築造するときはいっそうその被害の皮を雨める

ものであるとして，その及ぼす影響についての非鋭や1訴え↑fjがしばしば繰り返されたが，穴iE2 >]' 

(1913年) 9月25日にはついに$)11村長から次のような!照会に践するにいたった。

御TlTニ於テハ水道JI記入計ヲ木村ニ設世ノ御計画アり，主Lツ共ノザJヲ了へ既ニ10数年，而シテ向水道担、5Uヲ企画

セラ ν出自討卸起コユ，目下工事世施行中ニ山り。此IBJ土地ノう'oiUtl也ニ於テ木村有志主主ハTiJ及的御TIiノ使jIヲMil

[1哲シ，地主Jti也関係者ノ利己的主張22ハ努メテ之ヲ鋲庄シ，以テ相互自治団体ノ平和ヲ図り来タリキ。然ルニ

今回品川包行ニ係ノL沈澱池謎伴ノタメ， 7tli0)11J11敷ヲ位向築造セラレタル石也エーIfニツキ村民ヨリ該工'1レ、水流

エ支障ヲ来シ，延イテ村有地ハ多大ノ被害ヲ受グへキニヨリ， 1111問ニ対シエーjf変更方抗議中込ムヘキ扱，再三

村長ニ対シ中山有之シモ，当時村長ハ御防ノ当事者ノ説明ニヨザ，川敷ヲ使用スルハ議w.工事ノ日附知ニシテ，

後日JlIIL¥エ浬設スル部分ナルニ付，水流ニ支陣Lナキ旨ブ説示シ抗キ夕日。然ルニ工事ノ日品l同区ハ之ニ反シテ，

石垣ノ全rHi(J 11敷使用許可ノ筒rl1)Jl IW~ ニ突1-[:1 シアリ， t，B水ノ際村有地ニ多大ノ被n;~7ルハ!悲然タリ。尤そ村

有i也被1!1云云ニ就イテハ先年ノi副l築造ニ係ル折山北r!lニ突出ノ4枠ノタメ，流域変更，学校側栽地トシテ植栽シ

タル協同I欠出シ，中IイjJ也ノ大主表土流出ノ当時ニ於テ牛枠撒院ブJニツキ村氏ヨり時ノ村長エ協議アリシモ，既

ニ11¥致、セル:l可liニ対シIJ'I徐方中込モ穏当ナラサノレ俗 1，ihfl誠一決シ， :Jtl在黙i邑シタルコトブリ，為メニ当時多少

異論ノ極ヲ在シアリシ今日，又々川敷ヲ使用シ，流域ヲ1;1<メテ村布地ノ被害ヲ臨iミサルハ御布施設トシテ拡タ

横器板マルモノトノ論議ノ下ニ，多数村氏tit激ノ余ジ既ニ竹給，%&_旗ノ強風ヲj'lliLUセム状勢ニシテ，如何トモ

鎖lit!ノ政無之，別紙付会ノ決議ヲ以テ保カエ主点目下ニ焔シタル次115ニ有之候。折柄現ニ(大IE2年 8Jl)竿千円27

日ノ出水ノ際，村有地ノ一部ヲ流出候ニ{甘， i'tJiiJ施設工事ニ対抗スル程度ニ於テ，本村有地ニ水IIJJエヰト至急御

施設相成度 ー。

右の照会文 If-I の別M~村会の決議とはlXのようなものであった。
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tli!主本財産管理に関する件(大正2年 8月20日可決〕

@ 

木村大字背w字布l'浜及ヒ山王久保地先波立ち)I[右wユ横浜一巾水道沈澱池ノ施設アリ該防ニ於テコレカ保議工事

トシテ道志)1[J1[敷ヲ使用シ石恒ヲ築造(石垣延長約75問川敷ニ突出スルコト広キ筏所41HJ半平均2間半)シタ

リ此川敷ニ突出シタル石川タルヤ洪水ノ:l:JkiSニ於テハ必ス水流ニ支障ヲ*シ延イテ試ノ左岸=位スル字柿m
3，359番地木村有地ニ:f)_tt;ヲ及ホスコト多大ナルモノト信ス，依テ此際横浜市水道局並ニ本県庁ユ向ヒ之カ保

護工事ノ施行方ヲ要求プ、ルモノ 1ス。

上面己の虫;中にはすれ;lWF主の点もあったけれども設作の築造によって水勢に変化をきたすことはい

なめない現111もあり，また10)]16日にはいけれ功i立・村会;;1k員・村氏総代得24名が水道局および県庁

に I， U~Jj 下記のとおりIW'I'，'j裂:]<す一るところがめった。

1 横浜市カ買収スヘキ土地

m川村大字青山字柿浜

グ 字問J);j

" ρ J己獣J古jふi

ロ|

コノ売買代側

2 損害ヲ談リタル金額

道路切i在軌道布設ノタメ交ケタル1tl~g

! J也 7111) 3反 5畝20歩

か 1反 5j杭110歩

6歩

7 11可5反 1畝 6!lょ

11，265円目日銭

共有 J也立不ノ ìJíØと及マグサ 1%収不能ノ損~~:

400 阿

900 [，) 

100 Pl 

150円

訴 d正 j監〉工科

県庁ニ腿往復シタル'i'i:用

土地カ水道ITlI也トナリタルタメ付加

税カ徴収不能トナリタル損千f

百|

但シ共有地ノ売買ニツイテハi也設1ieノ設定ヲ条件トスノレモノナリ。

200 [弓

1，750円

右について津久列部長のむよょを求めたところ串川村については共有地 1反 100円として 7，500l'J

とし，各種損害は2，5001LI言l'1万1'1なj211とし， lii-Jn;Jj に IJ1~出村の沿岸l:J_-j地認のm容に対L-， 500ドlを

付与されたいというにあった。

元米中川村および内制;村は本Ilj水道ノ'kjJJ;U也関係地元の町村としてのノk利lこ間々封39討を及ぼしてき

たしだいであるが，ノパ川の河~2 luHJl¥5長←に l'においてれしじにした?fy足そのi也のiH1:i::'ji.によって I'fびMi識

を足したもので，そc) Ii \H，~知 ['1\ も ~j くなからずあっ止んの5j;，主とったしだいもあり， また1記長のι口

}よもあったので，その総にlil[して数次にわたるうどii与を諒ねた給米，ょうやくにして大正 3J['. (1914 

IIう 1月26日:，1~)日中 i に士J L. iJ..:のような条判+合もって併;九するにいたった。

M;;l条 ，(1) 1 [村ハ左ノ 1;;11'付門戸山ヲ 1\: {t~3 ， 379 ドJ 5日銭ヲ以テ横浜市ヘッピ自主スモノトス。

ì-It 久井:ìIlltl\川 4仁:~j-: _'IJj" I j r j-: tllliJ~ 3，259訴 以将兵{也 7 111) 3 )Si. 5畝2日歩

ilt久JI羽目r!?i川村大平応J};}3，199i存 在市【}"l;!'地 1反 5畝 10歩

第 2条 HJ) l[ f-Jハ IT，J村大字青山宇馬場地先積ニ在ル無番官有地(芝I也死獣J合場反~IJ 6歩ト祢スルモノ〉ヲ追ツ
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テ同村共有地ト確定シタル上ハ代金90鈴ヲ以テ般浜市ニ売波スモノトス。

百S3 条 HttìJJJ!iハ現ニ施行シツツアル水道材、張I." J\ ノタメ [1リ 11村地内iE芯)11筋ニ ÎJ~ケル)111苧及)11敷ニ於テÐf: iìíj

ヨリ施行シ又将来施行スヘキ諸じJ¥ニ装作iン[J¥)11村カ悶エ受ケ又ノ、受ケム}スル諸国行エ対シ賠償トシ

テ金 1，6201'Jヲfn']村ニ支払フモノ lプ、。

:;:n4条 山川村ノポ1'(ütili ニ }j~テ第 l 条ニヨリ土地ヲ Y1受ケ又!:í-~ 3糸ノ持務ヲ月一スJ_:/、将止、1，，1ill一対γliij条水道

工事ニ付r-':i↑JIヲ中立テ又ノ、持}'i!;:ni:i位ヲ要求セサルそノトス。

百，5条 横浜111ハ本覚 JI立q 条ノ原町芝地ノ内 ilJ ニ jj~テ鮎!I 1 ニ必要ナル部分ヲ除キ不必要ニ 3i リタル部分ハ山

川村ノ中lUニ依り無償ニテ之ヲ[川村エ貸付ケスヘシ。

11.[シ本条ノ執行ハTli会ノ協賛ヲ条件 1-"、。

また|叫郷村に対しては金 5001'1を交付することとしP，JW1 J]2411次の覚書を散し総本町中決した。

:見;雲

横浜Tliハ水道工事ノタメ木村及郡川村H¥lユ於ケル道志川筋右岸 C1fLl寄))1日士及ヒ)11 '1'ニ於テ従riiJヨリ施行

シ又将来施行スヘキ諸:LOII:~ ，mlシ木村及ヒ i削 11左岸本村地主力既ニ受ケスハ受ケムトスノレ諸損容ニ対シ賠償

トンテ金 500 1']ヲ木村ニ支払ノ、ノレルニ於テハ1守司、 lí，-jT!Jニ Î~ シ水道工事ニ{、j 白山ヲ中立テ又ハ拡itZ賠償ヲ要求セ

サルモノトス。

2 中野村・太井村用水柏渇事件

城山すごい道工事由277i工されると太升村住民友谷藤古という者ーから，ずい道路線はl当分の使用ヲ|戸

付近をi重るので必ず井水に:伝統があるべきはずだという許告白]陳情訂がお'iHHされたが， n)J治 44.1J
、
1911年)8月251:1にいたりチi戸が8月7仁il'J，米企く混J出しわずかの渇水を残すだけであると訴えて

きた。そこでiZi喝の原因が Fい道工事によるものであるかどうかは容易に判別できないが，かりに

ずい送工事に版図があるとすれば法律上の責任はいかに何}-11ふするかについて専門家にその鑑定を求

めたところ， 1111n・赤応・矢野勾の弁護士である市会談員は法ilUなんら賠償の11なしと評決した。

しかしそのような木で鼻をくくったようなことは事情において忍びえなかったので，一時金として

75円を交付して解決した。

しかるに工事が進むにつれ太11付にも中野村にもjl戸の紡泌するものがk，，'etl'!1してますますその純

11Bが拡がろうとする状態となった。ここにおいて問題はもはャ個人的関係を ili!f:~ して l、 Iの rm Jillとな

り，しばしば以にlW-!tNするようになった。 11ではIliに:lJして泌孟t:，~どするよう Hj~1 L，かっその:i!?"'l:丘

策を講ずるよう叫んできたが， 11L も枯渇の以1&の l，'f加をつかみi~lないので，浪商務行に校側派，i1iを

中山して， IYJi古44{1'(191111'-) 12)) 米河川以前:r;~行技師の1!，\0Eijとみるにいたった。しかしこに本の進

行に 1非行して)1 ノ)(0)枯泌はいよいよ汗しく Hr~の -?I:tNI立日I\)!.i記して不犯の形勢となったので， MLσ) 1'内

務部長かb緩和次につい亡たひたひのl人-]-'J、があって，水道'm設委よi と経r}!\~軍長が 1! t[J!í"付にIJ_ llry長 L ，

1'11 Ul).付ほか3か付組合長角111fI'，'，三と折位iL，IリlitA5i1-(l912ij'.) 1)] 21日次のような似約先を市i;1411

した。

Vj 契約~!} ~: iヨ
水道局ハ中野村外三ケ付組合エ於テ隠i泣こCZド随行中テアルノテ現1ノ災的ニj監ミ給水mllヲ負担スルモノ!

プ、ノレ.
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Z111条 本日現在ノ給水戸数ヲ80九之ニ対スノL給水質汀jヲ1日15i'Jト定メ，今後ノ的jJ日戸数 1iゴエ付 1日18

銭7凪5毛 (15円/80)ヲ増加スル。

第2条組合長ハ古i'J条ノ別合ニテ給オヲ引受ケ，給水iitit他1IT:戸配給ニ{、i一切ノ fiニ任スルモノトスル。

2113条組合長ハ本契約ノ日付以前ノ給オ質問ヲ7](illJ;;jニ詰求シティ。

1114 糸組合長ハ2111 条記，i古ノ金額ノ純血テ給ス設備j，他切ノ市{rllìlS:f{j~ブ支弁シ決シテノ'}:;W:;ìニ之ヲ要求シ

ナイ。

!:f~5 条首11 条J，至!1~3 条ハ中野村ニ関スルモノトシ，太:H村地内ニ於クル l判 22 日ヨリノ給水戸数ヲ 17 戸ト

シ 1日分ニ付中野村ノ約半額日日チ 9銭トシテ日日後ノ増加i戸数ニ対シテモコレヲ適用スル。

百'56条 火災JU也災担ノ場合ニモ組合長ハ木契約ニ定メタモノノ外水;出品ニ嬰，j，、シナイ。

第7条 天災ソノ他ノ関係ニ181リ給水戸数減少シタル場合ノ、木契約ノ金額ハ日Lテ減少スヘキモノトスル。

第8条 コノ約定ハ給水|白状二回復シ夕日ヲ以テ自然解除サレルモノ iスル。

このi反約JEは 1条項を迫力日して木ili水道局ならびに 3か村組合の正式承t認する所となり，本iliに

おいてもJ日水枯渇に対する救済をすることに決定した以!ニ， JIT~ による刊JmH:}商務省技師の :n司王宝とは

目IJに京都帝国大学助教授比企忠にs調査ーを依籾した。

このお査の結果についてさきに羽交済の浪商務行河野技師のと対比すると，比企助教j受fJ中野村

のi成水は主としてずいj且二コ1"にA主凶 Fるとし，太井村はー・二を除いて関係ないとしているのに，

河野校側は中野村の一半はずい道工事に関係して， ;UI付は全部工事に起因するとしていた。また

太井村木ノ沢のノl_kllf.も河野技Íll!iは工事のために減じ，水車)1]7](に~;;-;~f\~していると説いているが，比

企助教授はぬ水Wjを過ぎてみないといらがいにはいえないとしていた。専門家の鍛5Eでさえすでに

このようにくいらがっているので全く迷わざる在得なかった。そうしているうちにもその後水立は

幾分回復のきざしがみえてきたので，明治15'1'(1912'め 5)J1日から巾野村の給水資用を 1日17

円50銭と定め，これを長引限度とするよう村長と協定した。また太井村でrl'野村森戸のIlJ'1'からの

わきノkを向告で引水し呼ヂl戸を設けて貯水するよう，ノjく久の;五をたて引水延長 487.451日1(886メー

トノレ〕工i'{364阿 10J去を裂するのでこれの交付)j を~却してきたので， Tliはその後の給水質および

呼井戸維持行いっさいを横浜市は支給しないという条刊で名村氏述おの説引を徴Lて. Illj，q:.7月18

口市は工事11t7J:交付した。

<1'野村に対する給水恒久対策としては，問々研究の結果， 1司村に相当の金只を支給して1，，1村の国

策に任すを得策と決めたが， i~í時のiiLの内務部長や土木i;;lU之はこれを不可とし， rliにおいて問易水

道を施設して付に引波すよう .~3'_l した。そこで明治45年 (1912{f.) 6;cJ 4 [] <1'町村給水設備iil[l1Ji引

をつくり，県内務部長に回送した。その計画は， l-j1町村升水枯i'{，]32宍，使rll戸数 135f:i，人口 680

人とし 20"j'.iをの治加人口を 1，010人と見込み， 1人 1，1の使用試平均 2.5立方尺(70リットノレ)，

ii正式5立方尺(140リットノレ〕に対する給水計画をたて， [j，JH:kiF谷の渓泌を水jJj;lとして，その約

12分の 1程度を取水することとした。

次にI凶百曲!所干税f立i2包10平方!尺ミ 〔α19.3平プ方Jメ一 1ル〉 のろi過並i也とJ以札二大}た'(i刊川「円11伐1(111の 11川山 11川;日川'，Jう分〉にあたる千引]効ノ水']¥.}j( jA ! 

625立ブ方f尺 (α17.4立方メ{トノルレ〕 のR町i

トノルレないし7苅5ミリメ一トfIレの〉とし， ~il1l立の j ，l ，ìIHlI に32せんの jl;)1]せんを JjN~:Íに分布することとした。

ところがこれに対して同年10月5日県内務部長から村からの申し出として次のような間容をもたら
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した。

1 鉄骨その他の設備について耐久年限剖年IllJを保ITitすること。

2 水時~につい亡は将来減水するのおそれなく，また 111町村水道引水のため下 ìAiのHJノ1].;佼JJJ 古に孟しっかへあ

る場合はI1】にてその補償をなすこと。

この要望を11"，すかたわら， WiJbKi/jHを水準およびかんがいに使用'1'の関係村氏が述鳴し，村長も

奥41して水道引用後のilIHi¥を求める似fI'/[叫が添付してあって，まことに誠意のないものであったの

で事↑12がますます紛糾して内務部長・部長等との数次にわたる協議も解決にいたらず，ょうやくに

して大品知司:の制停によって次のように協~l~が捻うにいたった。

l 横浜;1，ハ中野村住民ニ対スル給水辺倒ノ日的ヲ以テ合21，150ド]ヲ交付スル。

IJ']訳給水立制Ii 1~ 18，000 111 

設備完成迄ノ給水1~ 3，1501'1 

〔自大.iE2~q:.1 月 1 LI五回日H¥l)

2 11 I野村ハ;{j金額ノ íí(@f1 r}~ ニ }j~テ将米飲川水ノ不足ナカラシムヘグ， XIU， ll~~: ノ IUJJillニツイテ tblü~'llj ニM

等中tUテサルコト。

3 f1JJifi 45 .{ì~ 1 ) j 21 11ノ給水契約ハ本件金只ノ授交ト l司時ニ併除スルコト。

かくしてス正元年(1912年)12月 2713 をもって '1L:~!:: を取りかわし太升・小野Tjhjけの飲用水問題は

ようやく解決し，ことに中野村については将米fgJ泌をひき起す余地がないかにみえた。ところが問

題は刊び起ったのである。

これよりさき明治45il'(1912'↓) 3 JJ 6 日県庁から太引村住民の L:[P~j1}が寄せらj した。その要旨

はずい道工事の進行につれ， [可村手己 720惑の山林'1'11¥1からわきでるノ1(I1i:が減退し，そのために飲

料水・雑!刊ノIJ(.水車'm.t佐川水および11j1:也かんがい別水が枯渇の悲境に陥るおそれがあるので善処さ

れたいとあった。ついで大正元年 (1912in12月 3日にいたり，さらに追悶羽が11¥て，水量回復の見

込がなく水車営業は 1ir.余り引続き休止しており，ノ')(1011は畑地と化している状態でヨUOJこ約境を救

われたいとあった。しかしこの原凶も来して工事に起l羽するかどうかはかりがたく，県にもその此

併について!照会したが以からは凶答を符なかった。そうしているうちに再び小野中，jC[:)11坂にこれと

|司級な事竹が起った。すーなわち大正2'1'， (1913年) 2凡10日llijtf!¥誌は同村字沌沢からわきでる 5か

所の流水を利川してきたが，従米いかなるひでりにも不足した例がないのに， [!'r:年(コこ正元企1')12 

JJごろからにわかに水拡が減退して既往の 3分の l程皮となり，似品'fj水に悶っているから相当の処

fEi:をとるようJillから悶万三があった。しかし小野村にまIする飲用水問題としてはL¥:f;に前記のように解

決消であって，覚書tn2条に「将米横浜市に対してなんら巾11-_11づることなからしむべし。」 とある

ので，その日何年 2月18口県に回答した。 しかしその後も|可年 3Jj 4日さらに県から上阪司の恒i

付があった。それは小野村学不i:lt倉吉日i占が古iJ記字川3R1司様，水車営業者・ III地所fr者および飲料水

使用者の7.kit(不足による沼難を訴えて救済ーを求めてきたのであった。

このように陸続として水泣に附する=i.!fuIiに践し，村長・ 1日長宅が来局してその'1¥怖を訴えること

がしばしばであった l，また村長・村氏等が以l'rに除悩いしたがってliL庁からも談示数凶にわた
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ったのであったが，その年は近年まれなひで bでもあったので，用水枯渇の原1Z;1が明確にずいi査に

起因すると認め得ず，いつも要領を持ないので，物議が断次けんけんごうごうとなるのはやむを長

なかった。こういう状態であったので村ではさらに専門家の銭去を!必要と L て):~へ孫い出で，日!三

河野11!kF;有務技uiri-';)笑地踏査となコた。子三五:2 il' (1913年) 6 JJ津久井市役所から市へ乙の調査に立

会方の1!日会がきたが，rlIは立会の必妥を認めないと I~'Iった。

河野技師}立大lE2年 6rJ1日から6日!HJ調査をした。その報告書は多くのヨ与戸の枯渇の民国を主

としてずい道工事に帰してはいるが，一部不明のものもあ D漠然たる感じであった。ことにこの年

のひで Dのはなはだしさは絡別で. j也の日])O'J においても7J(iJlの不具 ~ffi追いてPいた時でもあったの

で， -fbはこれらの水不足救済丘任者としての{及いな4三けることに不1出であったロしかし中野・太子F

関村民は皆これをずい進エ事に起因するものとして，そに協議がいたずらにながびいて進まないの

に業を煮やし，ついに大正2年 (1913年) 8月1日早朝中野・太井・又授の寺村民数百名が同村誠

訪神社境内に集合し，水量枯渇に関する村氏大会を巨起き，まを出しをし 出だるを抜いて支勢をあ

げ潟足立解決まで世(;国tiiう旨の決議をして，午前10日在ごろ大治して中野村7}c，主主仁務所にtH.1!)せ，

「局長ここにきたりて応接せよc I局長きたるまでは工事を;:p止せよ」と迫った。当時の西部出張

所長片野技師はその飴きを電話をもって本局へ報告したが，本局からは市長・局長ともに不在でた

だちに出向できないが，工事は寸i時も巾止できない旨の通知を受けたので，そのは!を伝えると村氏

は激こうし，すこぶる強硬な態度そ示し情況険}lliとなり，まさに暴行ざたに及ばんとしたので，つ

いに余儀なく問所長は 8月3兄午前10，寺までずい道下口の工事を一時中止することを言明L..ょう

やく村氏を引上げさせた。そこで本局では翌2日午前日時緊急水道委員会を開き，水道委員および

経理課長の 3 4'，を中野村に尚張させ，村氏と会見することとした。会談は 3~4 の両日にわたった

が要領を持ず， 7日再会して本局からはさらに水道委員と井上コニ師長り 2名がjJPわったが解決せず

帰局した。越えて会談は12日横浜市役所において行われ，その後も協議に ν ばしば倍されたが彼我

の意見はなはだしく満たり，協定の見込も困難にみえにが2 大島県知事が仲介し，そのあっせんに

ぶって双方議歩L.9月23日にし、たってようやく次のように解決案の成立をみるにいたった。

一償訴if!は中野村へ主lAOOr!j， rjl山本jの依古 rI"へ ';(;:1，加oPJ，太Jιi..:j-'Iへ{lZ200p1. )¥;l;:-Hにおけ三3被，.，百へ

金4，100刊を交付すること。 たにし被害者会!!lcのむ111は)iljに定拾いc

こうして今後いっさいの訪日l水の1i¥'Hillに除， l"CI"'iHは:Is[i_l:ti!i;こ乱j'~ il1J担cn名義古川わず凡治また

は損%:¥iぷ慌を中込まなし、日り契約な締結iしたのが 9JJ "5 11であっ工，ここに長い紛糾もぶつべJ く

にして?存おをみゐにし、たったのであった。

3 鉄管不正事件

明治45年(1912年) 6 r! 24日 j古川民地方ぷr!J ji，if子;a~;判事および干主主l'は突如鉄町;入品先Æ~~にノιj;&j l-，助

長本 111技師ほか職工 Z 名および鉄官供給人久t~IJ !.I鉄工場支配人・子代主主に令4)もをWUJ l".: "Xiを1':1収

した。ここに棋浜市水道鉄持者ts¥Il写仰いィ;(t;Jがった。ti!4!はその後291!，30 f I n-¥jf1j n _~~~iÆ，~し給 11:1.

済鉄管中33;ドを尚昆して葦誌の持説をしたと」ら2 主主il11、えし減価ぽ附したもののうちから不合格
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となるもの4木，合格，fll!¥1から不合格となるもの utiを}JI，し，その他のもののm訟に多少の的減を

~~に示したので，づ1伐さ名、鋭、行[立場にjtJ11L¥した鉄管のlfI:I-uに対して尖地検f工会するにいたった。

おいてがぜんIUの注目を浴び市会の問題ともなった。

水道局は 6fJ29日のlIi会において早速中VIIII局長および)1上工郎長から，また水lii'ij;'設および臨時

実nか:パ}快務ぴ〉料、m~につ 1ぜ、て )j~ のよう;~(刊littどした〉

ノd(l立'ì;~'ilQ:%只や臨時RfliJ試験に官会}ト 1 、1 

久保日wn所との契約は町Hfi44 (，j'. (1911イ1.)O 1l1711， D'('i'i'18，OOOトン ，J'(JN!竹745トン任決約総抗12 

;'nfiH!;' 750 トンの迫力fI-)~ ~':'Jを締結した。1，253，5日日 11]で契約[..， さらにfi;J451，f 4川5i 111' r:~"，:; 128，町)1ン，

鉄:ri試験JiJi'は明治4411'(191HIり 6月 111; ::.L:!，].，!):され，久I~f~ I円以:1川J:!) -;1~ 1 [Ir]の担、:i:';仙人を見たのはI，，-J3 

441j'.8}] 17日であっと，日jIJ 29日から試験がI::-it'iされ/ニ。

弓九試験iJとう，抗日J jr込町 H，679J，，:，目、'i:~. 1" !j' )合H:J/(l:m 111)， それから-'Jff'!当11まで10かnのl!iJにおい.， 4 

5，429イミて，介I九5，316ホ〔うち減仰IX応767~~、)， -:1、 j}r11:lド}点， i' ~ 

~'h行試験;土 111 のT. l\!. ，10オn日、 L制本!な仏、f。5 

主払l土怜JVî).~ 10 n 1，I:"ごあった。6 

主主制限川のIJ!!'，¥llその必裂が起つ Lかん 2H，'イ コ u，!]'，ιさ1Lにも Ur:_¥ ;;Nf'!人的制1、IJl，に t"_) -:_:械1同

採用した。

7 

検査前鉄riは鉄)¥ii'U.jjに輸送されてし、らが未だ 1/'ドも政:泣されてし、なし， 0 8 

検然当品iの検:f，tとは>11Jに;j(;n:._IJ )'i;jも'jf.l色合ll}!らかにすむため検収凶器k'i'iについてすーベて内償資す

7)] 3 11 から仇 Wl))jJにおいて )J}lli{tíH fl-tした 8 木のれをi】r き:1:郊の鉄~':;:に~)いて "[Ffiii同夜ることとし，
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その紡 -q~について i可{f'. ll)] 29日の市会に次のようにrj，I ~日間わなした。

ド 日り

を:hった。

前の検査において fT陥としたもの

" 

8，530.3民|計

8 m(O)支払に土、1[.. 4，173 1'15HQ5 照的Jrc~このí'l怜-ti C')t:ii:IA~について 114Tとす心と 52.1 ， 3921'117

ドf7怖の 21ホ[土代納させ， :lfO，:: 'i\'に K7}!也打、令 1291'156 絞 8 限は ~;It; n 人から徴収Jムとなっfこが，

九'Í~~11-~;[:'，人コヂPIiはそのも'l.;丘Jこの '1';1'1 ににって供給契約 i'.C)!!! l.~/ii も怜;;されたが，すること」した J

また主色村の泌氏がはなはだしかったので，別i主にのi出力および校j，Fi1i従liijと出るところがないし，

新規契約をするにおいては鉄r，;;代が!日';iJH し :CJげ(1こ及ぼす{;;~*m もじん大となるのでその処[;11: な (JzG') 

ょう iこ決Ei:した。

鉄管供給契約は解除しない。(11 

鉄tN耳検古のために95::した:flunはすべて供給人の負担とす ο。(2) 

(3) 鉄~;fの it::èはすべて再;V，\]の結民によって精算するものとし，既払の誤差については更正 F る。

(4) 再調の結果合格したものは必要に応じ時計次敷設する。ただし裁判所において調査したものについてはしば
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ち〈その主主とし敷設をj主合せる。

1')， 1に]、むrH01在の紡可!は:たのとむ"で h会に対しては大正 21，1"(1913年) 7 F: その匂告書を1'j~

IUしてようやくこの事fl:(eii了した。

圧司汗子い戸モ九:よ斗二

i長玩而而j日川礼:1ili;¥::l1 i r 1 j7J :司T[[一1;; 
! 

4 レンガ事件

!l~r当45年(1912;0 2月の市会にはレゾガ"t伴|がI4-b上がった。これにス規模二115にはっきもの

のように欽ん干についで数量の大きいずい道工~t.ç巻立Iliのレンガに疑惑の|ヨがそゼがれたのであるD

ずv、道巻立のためのレ γガは明治43年 (1910;1つ9月22日12J京レンガ会科と 1，009，249本の供給契

f!Jが成立した。

その訂，'i11':Y，)としてにかたく， ちPFIで，悦ブJア分な，角度の正し〈傷のない， I口川叩!円巾11¥、て官青7のする石

刊時J与Fや土のi混I足tらなし、、， '7空g[;-肘隙t取!のな

640，匁匁の 7分の 1以「内丸のもの，寸法は長さ7.4寸 (224ミリメートル〉椴 3，5寸 (106ミリメートノレ〉

淳さ1.7寸 (5，2ミヨメ{いので許用公差は長さおよび悩とも 1分 (3ミリメー 1，!レ〉以内の不足

こいうことになっていた。これに対し関東レ γガ会社がt{~1 回を納入したものは，焼きが十分には

いった質のよいものであったが， ~'之さが 1 分 (3 ミリメートノレ〉つまったものであった。品質がよ

くずいj草に使用するには適当な良いi11:であったL-，これを使用しなゾと工事に支!涼をきたしたし，

主た経済的にも考えた*ilj県北収の一部を変更してこれを~*用した。またその後にいたって長さばか

りでなく隔も 1分 (3ミりメー?ル〕つまったものが出たが，)';丹U:は去しっかえなかったので，お

りから第4号ずい道工'1，:が進行し， レY ガの不足に乱立った仰であったので減側主主mした。このよう

なことがあった fにさらに供給人がし009，249木の契約に対し，不合棒IRIをj;L起して納入した総

数は 1，012，565木であったから，余剰の散に対しては地元で時んに売りはたいた。これがげの J:司王

にJ のものを椅:，H し売込むよ勺に ~~W~ され， Tti会のnf'i-liとなったのであって，こ号なるまでの"Jf'1i'iを

説明の結果て，7)<はしたが，なお当局はずい道工事が進んでレンガがなくて[司るというが，そのため

にはどんなも丹でも使ってよいのか，また長い闘のjii商事業で工事の途白pレソガ不足の事態を引起

したのはあまりにも制定見て刊はないかと，その責任の帰すうを求める議flもあり，なかなかにやか

ましい問~となったが当J司の説明ですべては肝irí した。

5 城山ずい道その他の実地検査

tr; 2回拡張工事におけω此も犬工事のひとつであった城山ずい道の築造工事については，計局と

してもその施工琉習におもh重点、がIfEかれ，その工事促進のためにはJ1i.功報賞金まで出しての軒，ijJJで

あり，水道委員のうちからもこの城山ずい道工事に専任の委員が泣かれたほどであった。しかしそ
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の反i(日当時としてはそのヱ、i工場所がまことに辺ぴな1111虹で行われるスユて]iであって， [lUーとかくデ

マの附となり，ずいj立のレンガ巻きが設~;-I どおり uわれないでレソガなヤゐに ili-l: Lでし、るとか，あ

るいは綴査只がLU~l~ しても訪f1工事の土方人夫が JA'~))在ふるコて入坑をはばみf'6息して総査をさ止

ない告の風説をまことしやかに流布する者もあった。

おりしもガス F'!J'、の大正 3{I'. (1914骨)I克における収入不足によるさヲ年度歳入の$'VUげ補充.>r::O同

4 '1' (1915年)I芝 Fftl.経加の'J¥務処型l'のIl¥l題にfAjを発して.r!T会のやかましいI問題となっだ， T!i似ltf5

45条による初交委員を泣くという建議案が淡fとされ，カe ス!百rH"l'主;Vts託委員会が設泣されることとな

った時，上記のずい道問題についてのとかくの世評も前交しようということになり，大正4年(1915

年) 6月30日水道事務iU!;]査委員会が設沼され， 13名の委員が任命された。この委民会は守jq主的関係

の調査から始めて， u!}モ山i'l>水路J・新設西谷i'f，7)cJf，)・ ':i!j'山のi:tでん池および城山ずいi立について災

地検査をし，その結果についてI"J>no月次のような柾i告訟を総出したが，一般事務的処理も問返lな

く，また城山ずいj且に限げる疑惑も rp'なる瓜説に過ぎないことも江 IlfJされ，水道事業に対する信頼

ttへの大きなプラスとなった。

平日 !L-. 勺1卜

ノ')'c !J1 J山i十務ニ問スルI主計ミU10ノサ、ノ"7 )J 2911~ リ木日 10lH主11阿閉会シ別記事可1ノ関係吉野iヲ別査シーlìlÎ

ユ於テ都;jiJi日間谷村I'T'ノ'jcJ);j.~~f--T:: I!I i"í1りId_g • r1l久ヲnlli!l'，)11村山山rt澱池~í(m2 号限的喝ノ定地検笠ヲ遂ケ伎11\1

此段及報告伐也。

大正 4年 12月10，1
-iIi会議長大浜 J目、三郎殿

1 都筑郡関谷村I'J'ノk場ノ災地検査(具状ヲ認メス〕

2 野毛山浄水場災地検査(呉状ヲ認メス)

3 i孝久引都市川村;'j- LU比政池gr，百~2 号 E華道;(1自治Tf

委員長二見友三郎

(イ)百九 l号はif，tlti也ノ池山コンクリートユ 'jlハ北ノ)'1サノ全部ヲ 1Jて5寸トナスノ設立iナリシカ，災地検査ヲ

ヅサントスルニ ~!j U >昭事者ヨリ木工'}fハ~iHill!ナル岩盤ノ [!!JI1!llxJ係ヨり一汗ニ 1 尺 5 寸トナサスシテ材料

ノ、RQ: ~il ノ iffi リ要シタルモ> tl1ljミ7[0ニ於テハjtノj出サニ不PiJアり lノf此IIIJアりタルヲ1;(テ， f01';i-1ニ対スル検

J:tハ為ササリシカ，如1)折ハ施二[.1己ムヲ1-¥J.サル場合ナりトナスモ允ツ以テ設計ヲ変更スルノ手続キヲ要ス

ノレモノ h詔メタリ。
レンガ

(吋 2H2号捻)Qハ際χ3牧巻ノ設計二二ンテ之ブf穿孔検査ヲ為シタノレ成t-MJIJ紙ノJI!lリニ別ニ異状ヲ認メス。

第 2 号隆道穿手L 検査

需 品 り | 位 ii:I': 穿孔州摘要 l'可lrl iE 抗 |穿孔深サ|拙要
マー………一一一一一一i…丸一一|…一¥Ii-'--'q一一一 一一寸ー

川町 31.1，央ヨ山1尺 寄り 1 .90 1 ' 11 蜘 31'1'央ヨリ左1凡 2て1引 jiT iElm7 

1，6臼.到。" 7τJ." 1 1叩 li 916.21!! 11 ρ グ|グ
尺

1，640.6 " :{i 6τ]"!I 1.00 912.01ρ 11 lJ~ !! 1 .80 

1，651.8 
" " 7τJ-11 80 922.61貫通点ョリ悶ι計り 90 

1，473.1 
" 古 1尺 " 

。82 885.61 rll :J~ヨり右 7 ，1.λ.76

" 9ヰ ρ .80 834.51ρ ず-i9 -，j- I! 。77

1，141. 0ρ 
" 8寸グ|針通 412.31 to側コングリート横干し I 1.42 
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通水と帯成記念第 8掌

1112悶拡張J::，lfの埠水管工'Ifが大山以降下流側のilli行により， ~Jlj)主に施設した向ケ侭ポンプj話と

;:T絡して，そのポンフ'"1T}ノkが問符(M(拐に初日〉てj主られたのは，大豆 3{I'-(1911年)5 rln れであ
.乙F

4りjxで/ν池が?制止するに及よんで，総子新J[i(
.ぴ

入口のJ[i水を1;似合し池のI古川その他をL.羽目 n9 l'1i;1下水竹の;t水をAfi::h日rI15[lに.I!白干11'Z水が初

つL、CVIiJ'-7 )]30日i1i"LlJにおけるが市立 3り，っfニ。

この前ノJ(~hti土次のとおりであ 4 た。めてi川谷浄水場に干:水したのであったa

，，~

'Jl: 
/J:}j ，.:-1.'¥ 

R，400........g，no 

11 

i tl6，570，.._.日，914
一ル

3
y
H
U
 

H
V

リー~4 
m引

j，上

よ)iJ~ 

:~.5-1 

fK }!!j 

fiiJケ!以ポンゾ tJJホ j{i-/]:は
あび

日付ご，..JIぇノJ:in本 J11 :]5，2叩195、4引S417.45 15 

的一i'lliノ](ii!Hi'i:二ともたい1lI，'il[IJliJ，IJI"J1!'.9J[9111花i!された。

かくして立~2 l81折、~H二L'!fは lり li f143{1'. (1910i[:) 8 112711;(i工))，;1、 411訂二1の 11(ーを裂して大 lE4

'Ii ll-，lj:/完成式σコいっさ L、のごn[がここに';01;(をみるにいたったのであるが，31131F1， イト (1915年〉

11山のノド泌もjJljyi-i"i，ノ'}(lJ)もともに多数の人の集合にはあま挙行についてHi々 諭泌が行われたがi!;!L

りにも不便であったので}'完成式は1絞りやめ市に記念11J: として ~Ir~' f，唱えと :1: 'Ifの悦型j』!?にあいさつ状

をifえ ζ関係者に自己ギ日することとし，大.IE4 '!: (I J J 15 11 の di会にその伐1115 ， 5211'! 在 i阜力Ilf~n二五|

この大工事Q'6JJX:のピリオドを打つこととなったのであった。t.L. 

費事工章第 9

tfcz凹狐m工事の工事授は次のとおり総官17，025，414円70銭 71琶を要した。



第 2 国拡張工事費一覧表

予 算 額 f4 同 1明治咋度|明治吋|明日年度|大正元年度|大正 2年度|大1E3年度i 言十

関 関 円/ll 同盟 同厘 円厘 問医 問餌

413，295.688 事務費給料雑給 11 ，632.539 37.816.2沼 65，869.471 102，871.840 78，540. 1偲，位9.330 404， 7o9. 888 

229，011.730 需 用 費 808.390 8，578.428 100，450.431 83.327.171 22.182. 3.836.780 219，187.620 

阪沈入所池および
でん工事 800.0∞ 11.601.420 16.762.997 68.643.810 311.389. 1ω.635.360 518，708.401 

24，413.614 京入i'rr費 143.100 2，274.070 29，26官970 31，687.140 

122，412.649 青山ずし、道工事 16，053.660 83.807.3岨 18，886.110 118，747.110 

11，161.137 除砂池費 1.613.360 7，336.840 8，950.20口

210，768.400 枕でん池費 800.日目。 150.日目。 9，381.730 149，146.480 36，903.000 196，381.210 

41，791.572 雑工事費 8，442.110 24，122.110 14，492.330 47，056.550 

8，641.678 仮建物費 3，452.608 3，540.040 1，399.490 8.392.138 

82，943.375 鉄管敷設費 11，792.159 29，432.210 36.987.420 1，436.530 79，648.31日

1，914.0口O 職人工お夫よ賃び 2.200 289.550 774.270 1，066.02日

7，595.110 運 i故 費 1，210.710 6，230.100 464.750 7，905.560 

13，349.980 土地および 11，601.420 538.230 320.330 5，519.9日0 71.560 18，051.440 
補 位 費

2，022.720 雑 費 800.∞D 22.720 822.72日

導水工事費 107.127.247 680.428.986 1.244.369.494 1.162.013.620 233.243.278 3.427.182.62C 

1，869，29日295 鉄管敷設費 359，466.616 817，147.464 978，121. 590 26，524.450 1，881，260.120 

68，925.948 職人 工および
夫費

3，202.450 20.051.670 21，213.960 44，468.080 

120，075.386 運 搬 費 174.99日 2，795.799 68，916.080 35，666.710 10，762.080 118，315.659 

1，028，512.612 城山ずい道工貸 13，749.375 248，499.143 お5，403.908 332，407.190 140，387.383 990，446.999 

14，267.042 太到 " 13，243.500 623.954 356.260 14，223.714 

81，882.362 川尻 " 31，853.751 32，687.348 15，844.340 159.990 80，545.429 

85，762.229 城山橋工事費 79.2日9 19，145.250 52，569.370 13，056.820 84，850.739 

10，913.614 雑橋り梁ょう 費 16.800 397.164 6，020.000 5，022.300 11，456.264 

87，05日.092 雑工事費 7，688.631 9，404.792 27，499.578 24，827.800 14，687.460 84，108.261 

24，449.572 仮 建 物 資 4，891.181 16，588.486 2，148.455 312.140 23，940.262 

90，428.225 補土地および
償費

35，489.524 6，692.181 7，793.780 11，877.160 1，570.320 63，422.965 

5，134.888 主拒 費 36.295 3，574.568 26，514.765 18.500 30，144.128 

浄水場工事貸 25，569.749 52.731.73~ 135.328.594 496，126.760 210.953.6471 970.710.384 

429，540.907 ろ過 f也費 10，167.424 124，662.451 185，787 .184 π，236.3791 397，853.438 

368，511.438 配 水 池 費 23.750 9，461.570 235，611. 810 106， 441. 427 351，538.557 

55，241.160 雑工事費 2.339.917 3，261.198 18，915.334 5，910.241 21，胡6.391 51，833.081 

13，140.601 仮建物資 2，4日9.465 6，210.561 1，974.090 2，207.970 12，802.086 

日7，676.313 鉄管敷設費 6，905.041 22，693.572 57，829.600 2，144.260 89，572.473 

4，085.080 職人 コニおよび 20.8岨 1，939.230 1 n 3 3  3.193.800 
夫費

31，509.5日O 運 搬 費 19，360.570 5，692.057 3，831.390 2，239. 31，123.597 

28，037.517 土地および 20，799.167 6，493.110 597.750 1，103A口0 143.600 29，137.027 
補 償 費

4，993.955 高住 費 21.200 310.080 1，310.930 1，9日5.935 108.180 3，656.325 

配水管工事費 15.304.650 36，259.678 351.216.155 815，821.985 137.843.790 1.356.制5.258

1，154，853.027 鉄管敷設費 29.157.854 336，156.980 724，844.809 52，565.417 1，142，725.060 

49，040.630 職人工夫およ費び 1，634.570 18，567.170 20，508.900 40，710.640 

32，656.410 運 搬 費 3，664.920 17，832.330 6.516.320 28，013.570 

一一-132261，25E1318扇剛| 
量水器費 16，962.636 8，818.000 25，780.636 

雑工事費 1，884.324 431.680 14，544.2目。 27，303.015 44，163.279 

6，646.700 仮建物費 70.110 5，990.370 586.220 6，646.700 

37，614.010 t品
り梁ょう

費 271.550 99.500 21，395.770 16，229.730， 37，996.550 

26，514.965 補土地償およ費び 15.304.650 ~， 755.270 2，754.985 1，059.260 5，901.058 29，775.223 

1，000.000 割t 費 120.570 482.150 29.530 1.350 633.6目。

雑 費 320.回目5 13，115.596 24.799.036 訪.978.偲8 31，764.670 21.186.50( 127.164.480 

7，332.407 電話架設費 3，549.431 394.608 315.630 1，357.820 2，287.490 7，9日4.979

75，448.657 試 験 費 9.112.945 12，705.992 20，716.219 14，216.920 4，444.520 61，196.596 

5，7σ7.470 仮建物費 4，912.875 789.515 5，702.390 

30，215.733 土地償および
補費

86.200 4，407 .151 10，549.302 8，177.700 6，541.670 29，762.023 

24，376.285 雑 費 320.855 367.020 2，378.410 3，607 .420 8，012.230 7，912.820 22，598.755 

1，263.917 事務所修繕費 3.600 647.407 266.910 124.800 213.σ70 1，255.787 

18，915.155 干 備 費

7，220.∞0.000 計 13.556.花4 219.125.968 977，919.740 2，071 ，906.060 2.917，964.505 824，941.650 7.0:ぉ.414.吋
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ヌド:工事はh町長工事とはいえ別記した上うに耳むこから配水までほとんど-11した工事であったこと

が特徴で， これを七守li別にう〉ドIすると {!~O) 上行な[，)ト引の告 IJ合をテ了、~，処々 36 主ロメートルに及ぶ

導水:rJICカA総工事伐のほとんどこl'知)丘い制(CI~ì め，ついで延長 134 キロメー!ルに迷する自己水工事

費が 2WIJ]1iい縦をrIiめ，以下(1，ノlJ¥1)/}工'11th)λ13.8%， :;J(~.I);\了:~Fnが 7.4J';; ， 事務i1k は 8.85百，雑j'(

1.85百の割合となった。

1~ 11 水似コ '1'11 i 呼水工 τ1I11 1 (j' ，I( Jj，i T :'111'1 1 配水工事1'i

l-Jヰ ï~I-- r~1 寸寸 同組

鉄管 敷 設 工 事党 79，648.3191 1，881，ぉ0.1201 89，572.4731 1，142，725.0601 

ずい ill 工事 変 118，747.110! 1，085，216.142 

各 j也 築 見ヱ f'i 237，018.550 

橋梁架 。"えL n 96，3σ7.003 

u 4加 5'1 8，392.138 23，940.262 12，802.086 6，646. 

雑 コ: 主主 84，108.261 

述 i臨 7，905 118，315.659 31，123.5971 28，013.57凶

9~. ブJ および雑貨 1，888. 74，612.2印8 6，850.125: 67，124，876 

オi也ftおよび補11t1r 18，051.440 63，422.965 29，137.0271 29，775.223 

計 518，708.4071 3，427，182.620 970，710.3841 1，356，445.2国|

1~T 竺_J1:_1 一一子竺…|…型」一一一竺竺_L一一竺竺一
五五「pztRE「云十両瓦'l)l I 

7一面 司-孟孟京|つ函「ー 8~1 ----1 
鉄 管 敷 設 コ :川 1 -1 3，193，205.9721 45.51詳鯨UZ;iilgi;f

35.9%に当る。

ずい道工事1'i

各 池 築 氾、" 'i'i 986，410.5451 14.01 

橋 梁架 引"え1 'i'i 134，3日3.553 1.9 

建 物 主主 5，702.39(¥ 57，483.576 0.8 

:iW コ二 '1'1 9，160.766 236，321. 937 3.4 

Jlli lil 一位 185，358. 

労力 お 上 び 雑貨 83，795.351 234，271. 

土地代および補償資 29，762.023 170，148 

一一一一一
計 市2，368.038

百 う〉 Jt 10.6% 

さらにこれを別の級点から眺めると鉄れP敷設工事問が圧倒的で総括1の45.5%を占め，注目される

ととは鉄管代だけでも総額の36%に透していることであった。ついでは長大な城山ずい道工事を初
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めとする 4つのずい道工事rrで 17.1%，次は沈てーん池・ろj邑;也・自己7Ki由の各{也祭透明の 14J';と，

この3工:Tillが主要で，その{也は雑工事11(の3.4，9-b，人夫iEおよび幸ffi['1の3.3%，~11搬伐の 2.6% ，土

地代および補償伎の 2，5%がこれにf止さ， )1，y.llJ7K'ì\'t~やlIf r)'J水t7織の架設問等も工τlrt~の官n として

は1.99百絞}廷で目立たない金制に終 η た。

この 700万円の工作刊のぼ弓大さが弓なずけ次にきiJ時の物価水準についてみると次のとおりで，

るのである。
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第 2回拡張工事の特徴~ 10卒

7バ!:iS1 ixlll 界大戦がぽっ発官's2 回拡~.N工事が進行し結成の 1:1も近づいた火正 3 年 C 1914年〉

ついで 8 月には日本もまたJili合凶のひとつとして参戦した。大戦の i~-~~!時は必然的lこまず物{聞のし，

ドfツのJ貯水臨いc戦争の筑波が大きく J_1J:~;誌の iì'íltがはなはだしかったのに}JJlえ，)滋賀をねいた。

の他によるlilf<先日IJ攻撃によって船舶は激減し，その辺町IL:t:;も減退して物資の交易が11I MI!となって，

輸入がとだえがちとなり，物価の総勢はいよいJ:激しくなった。

はその軍需~i1-Iの供給な日本に中)'jる始末で凶仏!の工業はとみにぼっ興 L ，資材のお%t=は急i敢にlJ{i;1H L-

その 1:欧州戦線における述介与問

た。加えて従来アメリカから愉入していた鉄材はアメリカの参絞以来任H刊の船舶建造をまかなうた

めに.輸出~tj! の1111置をとるにいたったので，鉄~11のひっ迫はその限度にi主L，全〈需給のパラン

スを5たして，鉄材のヲ年!浅はなはだしく，六五61，1'. (1915年〕末から{;~ 7 11'， ~_!r初にかけては，鋳鉄竹

しかも少j立のiJ交に応じう価格は 1 トン当り践校 520 門)'，~_ ~!j~! fí:t日50 内のI(~i直を n子ふ、にいたった。

Lt工るのみでし000f 0/を越える注文は{面持のいかんにかかわらず不可能という現匁さえ現れた。

がってその他の諸機械および労13の高騰もそれにともない急激な上昇総をえがいた。本拡張工事は

幸にしてこの経済大変動の以前にかろうじてゴーんにはいったことは，市にとって全くの幸運とい

もし工事に 2-3年の遅延があったとするならば，鉄管のみについて考えても本うべきであった。
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工事において購入した限公64)1-!， )\~-W~:í';，; 122 I[jの巾仰に対し約8似の;IZ'5riを21::-1""る計算となるので

C'j¥:施工」また(i~ 2 !ill 1JL\'m~:r. ~:I\:(土台 11-，1] としてはまことにまf しにみる;)(:r:;'I':であコたので，あった。

ことにその日I'jil!j人お]、むその;;iJ、"-~-につ L ，亡[，[¥々の:P[);JにやPiしいく ιろがirられたのであ η たの

その後長口および水iilqそのIItl'~U) 戸liiii さはまことに従来のから立大3 く被った新企lllijであって，

また反I副長Ij~k水道以来従来の改良工'Irやく横浜水道道ム:;)11系統施設の恐慌となる大Tτrrであった。

fJb5長工:匹がいずれもこ目、に，@ぎて J _iFなるrili;(:1'1';] T.τlrにド:fii.予でいたのと町さを犯にし，木:cτ1"によ

って取水から吟ノド・iT'7K. ~ê*の会施設全般にわたって 'íi: l&され，初めて完全給水が災施されたと

さらに{間々の出設的にも従;tごの l、いf平間負からのf~JJ: ûmに WI寸一る欠陥を t~ きいいうるものであった。

仁'J' の施行に 111 つてはよくその~:1}，\i'，の fllLiEにうfめるとともに，施設の俄械化を関り来月しい機オコめ，

械の氏周，新しいくふうの災施司郎々の飢芯をみLI_IIし得たことが大きな特徴であった。以 F二，

の例をあげてみることとした。

これを送会¥.排水・，[~，i，:tJそ)]&111すごいi立の工 J¥において工事2ij白人が水力による自家発電をして，

コサ í}~Jの n~-r'{_;!.' L l二iJ.しでん池甘さ;主T.:'J'，に弘、してもこれのM:fl'l供給をそけて，の{也のーC'IH!11二j，gJlIL， 

この工τ'J>'nHMJi!TをじJ'iミ発氾によってまかなうことなどはシクリー l・ミ干リーの到'JJJiIJ;¥とした。

~l fI ~i としてはまことに進歩的な行き方とみられるのみならず，コキミーIコJrがし、かに:よさJf:';ffであったかな

うかがし、知りうるものであるロ

コングリート・ミキサーをJ;ji日lしまた日l谷(1，ノk坊のlまう大なるコングリー l工事の施工に際し，

たことも当l昨日本における新しい施工方泣、であったのである。また115谷の<'"'ri血の椛iEに鉄筋コ y グ

またコングリー!の flfl~Mi長ぎ手や、ンノレベリートiiEりを採用したことも当時としては新方式であり，

スターモルタルによるJXnり令部プ'KのIiJjt!にq，¥::こ芯を月lいたこともひとつの4守俄であった。 {Xに2fl

2回路iJltLιIrの傾向としてX片山設に名Ffiの機械的淡li:i:をHに外[!']から輸入して取付け純設の機械化

を図ったこともみのがせない大きな事実であった。

_!:____~~_llkM:1型空，ji!i 1 !，!i ーさよ竺り三竺 lFU竺竺型土-旦主
イギリスグレ| い.-.''"" ~[e I f'j餓
)寸)~ .1 ¥:. ~ I 汁尤てんi也去|
チパJZよデl三物 E 現在TI"入σ 2，527，00
一会担 I ん山

ダイヤグラムザ 11 1 
問谷ろ過i凶見 1時 fjヨ望日午前s.J グ 1I 1

1 ~fj聖書室調
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名 tタgー一刊称一一一一一|li|数1「量1||1M8間ィ→y…場yー所Jl州ihj知z高ーf一、白一A一L要f一Z j製 刊 会村 |輸入業者|設段目的|価 格
1銀8式イベン 2時4イャf'~マハ ジヨ I株明治式会iU社J k iE内円e7J、担tl! i38閃r'J佃E 
{メー {ヂケン}会社 のため ' 

8インチ管m 8インチ
ドイツ シーメ

ウォ/レトマン式 1 
川IJI純 " こ/スジェウケノレ " 522.00 

メーター ト会主i

用Ilj径量水10器イシチ1:;: 1 ili内配水科li " 
イギリス ジョ i需品開会 72た111水め内配調水査竹の 638.00 
ーヂケγl会十i

" 8インチ t:; 1 " " 
ノノ

" 
448.00 

用品*¥lll " 
" 6インチ符 1 ノノ t ノ/

" ノノ 334.50 
用量水器

" 4インチ管 5 " " " " 
ノ/ 278.00 

用量水?ii

7自J前2F己i、い西谷1後めに，'1>設か{の浬すf水おら1t0配圧よL4 水びに伴のい
12インチ減圧弁 1 門付Olけ1_k1:fに阪 水のののた前 たは行も1の総方で 横浜製作所生1 配制水節管の水た圧め 360.00 

インチ ポγドお
よび70ポンド

10 " 6 " " " " 300.00 

8 " 5 " " " 
rノ 2日目 00

またili 内配水{í~~について日低)j1mô水系統の整備竹京の述総得完全給水に一段の努力が払われたこ

とはi引i記のとおりであるが，配ノ]く符に設i?i:する;Ti火せんについても， 1日米陥没された]求式消火せん

は押iJEが簡単で価格低限であり， 1時にIJI去に弁をもう作じねる使，((はあったが，火災I侍の使用上不便で

あり，また竹内水圧低下の!括合に汚水0){'2入する欠点があったので，木将司:工事に際してti:i防当事

者の怠l古jをも徴して，新しく '1仁氏弁により， 1J 11111する型Jの消火せんを~~IH G，せん口を11'-口のもの

と双ロのものとの 21411J訂正し， 6-(γチ (150ミリメートノレ)c，nuには双口を4イY チ (100ミリ

メートノレ) ~:~;;に市口を淡 i(Iする方針をとった。ぜん口部はネジ珂!としてホースの11'11，1 けやすいよ

う，口を水平に60皮のf~ ffi'をつけた。しかし :Iíno!jll;E設球式消火せんは会設 1，220私設233言1'1，453

に及び一挙に改設は夜間iであったので，新!日消火せんは地域的にじま別して新式消火せんは'1'心地区

から順次施設することとした。
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第 7編第2回拡張工事完成から

関東大震災まで(大正4年~大正12年〉

第 1章 第2回拡張工事に付帯した諸工事

第 1Em 導水欽『管撤去工事

}II井・西谷間内筏15.5インチ導水管撤去ヱ事〔大正3ij'.) 

従来野毛山のろi且池iJJi干;_u;'):I犬少でI叫径15.5インチ (395ミリメートノレ) (創設水道施設〉および

20インチ (510ミリメーいけよ平水管 Ctfs1 @I拡張工事施設〕のill水iil;をろ過すのるに十分な施設で

なかった。そ乙で大正 3'1. (191401')四谷nI-7KJj~Jろ過I也のi"fr成とともに野毛山へは内径 20 インチ

(510ミリメー iノレ)!草ノ，JC:{iのノ'k:l日だけを泊〔送してろj[:Jすることにし!吋径15.5iンチ (395ミリメー

トノレ〕符は一部徹去した。

すなわちtí~ 2l活拡技工'-Jfにおいて川 I~I 浄水場の上流側に内径36インチ (910 ミリメー l ノレ〕包'を

敷設したに対L..， )11)1・四谷両浄水場n-n~こはいlij'.38 インチ (960 ミリメー i ノレ〕告を敷設した WJ 係

上， )110)ド下i南側のiAdilが大きくこの区!日iの既設内径15.5インチ (395ミリメ{トノレ〕導水:iii'は不安

となるにいたった。

ここに二ゴいて)11+1から野毛山i'fi十水域に;)とっていた内径15.5インチ (395ミリメートノレ〕導水管のう

ら， )11)1以降関谷i'flト水l見坂下まで延長9，606メートノレを撤去し，残りの野毛山までの15.5インチ (3

95ミリメー iノレ)j!f水行は，新たにi[Ej谷n'7J(J);jから同径告を坂 Fまで延長893メートノレ敷設してこ

れと主主総させ，四谷から野毛山への浄水I11I給用の送水むにリJ位、え転用した。

2 1日線路導水管撤去工事(コミ正7年〉

大lE6 J，r (1917il'-) 11月121'1のrIi会に1"i'j山談合升より)11 [λFい逃干仁!にいたる旧線路に敷設さ

れている内径18インチ (460ミリメートノレ) (創設水巡工事とJ[i.入口変1E工事によって敷設された

もの〕および内径22インチ (560ミリメートノレ) (第 11TII!広張工事施工のもの〕の~J+水管を撤去す

るも全水却を送致するに支昨がないので掛り起して売却したい。ただし"'e1，[1の方法，価格，時期に

ついては市参 'J手会において定めるものとする J という議祭がH~rB されて，即日可決となった。

これは1::î'~2 悶肱張工事において15山抜合升から城山ずいi立を経て， ) 11尻ずいi立下口にいたる間に

内筏42イY チ (1，050ミリメートノレ〕行を敷設した関係上，その流訟は下iiitiHIJにおける内径 36イン

チ (910ミリメートノレ〕 ・22インチ (560ミリメートノレ〉および18インチ (460ミリメートノレ〕 の也、

等水管合言|流量に匹敵し， 1H"Iilii 目標の8日万人に対する水孟37.5{回を#7水するに一|分であって，拡張

工事洛成後 3年間の実紅iに徴してもなんらの支|坪がないので，従来暴風間ごとに崩壊した危険な

!日線路は民J1:して，これを掘り上げ，おりからのゆ、洲大戦で欽の協が/1¥ている現在，うとってこれを
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財源として将来全計量器IJを実施し (150万円ないし200万円を要する見込み)，また野毛山!!i'水池も

改造したいという計図であった。

3 撤去管売却に内務省の干渉

この導水交の撤去については水道条例にliJjc立がないので内務省の許可を受けるべきかどうかにつ

いての立見があったが，元来国家のilnWJを受けた関係の1~~;であったから一応非公式にその筋に問い

合わせた。内務'ti-C，よ多少論議はあるかもしれないがすでに使用した告であるので，別に手続きの

必~はないとのl叫:なであった。

そこで撤公L-~~r_rRのついた分から順次子己主!J-j-ることとし，二三正 7 年 (1918年) 4 n 1日第 1団の

払下げ入札を行い，そして一部を横須賀市に議波した。

しかるにその後，内務省の怠i旬が変ってð!j 可を阪らねばいけないと j~i い山した。そこでこの手続

きについて様洪水泣局長・内務省土木局長・衛生防長・地方局長の会同となり協議を重ねた$;'jm.

30'1もliiTに施行した工事について変ではあるが， 1也にブJ泌がないので設計変更の闘いt:Hをするよう

にとの;院がまとまり，大正 7'1'. (1918J!'.) 6 月 29 日，たまnをも!t i~ した。

この手続きにJ去して1''iTJii訂においては， I司Pii何i即]したものをう'e~ j込ったという 191Jがなかったの

で， ，rq筋力JHJのtmで総lリIjl'/を返済させる，させないの窓.!it!，がまらまらとなり，問題はなかなか決定

しなかった。ことに316，9881可lHJl6犀でできあがったものをきi時売り払うと時価は 100万円を突破

するものであり，問題は多岐にわたって解決困難であったので，一応会計検査院に照会した結果，

会計検査院からl11Ji1lへ返済する必要のない旨の回答がもたらされ，ょうやくこのことは溶泊した。

しかし内t務先4芋省f寄「はiドi

次のような 5か条のH照百会をもたらしfたこ。

U~ 1 現行給水制に於ては今後3か年にして給水能力極限に述 Fる見込みなりとせば，今¥iiJ撤去せんとする

持ノ'J(~Jは現在は不必裂なるも近き将来必要とするの時機注目~とせずや詳細説明 F ること。

百'S2 撤去I，I下水管維持四割Itなる五例を兵体的に説明すること。

2H3 撤去鉄名;の大さ及ひ並:ι11年価，及び売却の方法を具体的に説明すること。

Z114 修繕に.2Sf-)-るこ1仁史及び配水池のに '11設計及び工費の大~を詰Í!I月すること。

立~5 給水能力が版限にJ主 j るの時!日J;l!:々:tu~ミしそのP~l%' 全部計坑器を備えiîtlit給水!!，u採J11の如きは一時のj，è，:

{J，'i立に同すとせば，今日において之が対策を考究するはw政上の~務と認めらる，この)!，î.、にi、J(; r! íの :0:Y~ を

汗和町品川すること。

三れに対し)戊任給水による多iij;の iHi_li~さと iリJ ぐため水道メーター設l8:の必要性を強剥し，その陥設

j~ として 1507)円程!ムの]'/JIJを妥するし， また~Í毛山の!!i ノ九也は iJIÜ水するのでこれを改iii したい。

これらのJ!i泌としてこの鉄管光i，!Jftを充i11したい。また撤去しようとする導水管は常に危険で込瓜

!刊のつど，事i1o:を起しそのたびごとに断水を笠ねたもので，問lf.i10 }j'1出の修終段だけで 45，900;;r， 

ド]に達する。このような線路は虎 Ifしたいとの趣旨を|司年 9rJ30日，内務省に回答した。内務省で

I"l: fllìll)Jでできた鉄刊でめるから，そのう1:1市伐をもって掠gHT.ι1"の lliì~\ とすることはよいが，水道メ

ク{の設備i!i:にもgうのはii!:iらが"、である。 iit:米水道メーターには補助したことがないという怠lilj

であったが，結局戸l年 12月3日づけで前可となった。そこで計百]の見通しを得て 12月5日に保留
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してあった~ili: (約三|分〉の鉄管について入札を行ったが，前PJの11月12日に欧州!大戦の休戦条約

が成立したため，さしもの鉄ブームも終必、し{白[立ががた治らしつつあったの.C入札希望者がひとり

もないというありさまになった。

その後，この鉄管は22!大正 8:'IT二 (1919年)11月に仙台市の要望があり，閃 9年に函館，その他へ

それぞれ売却してその1砕を閉じたが横浜市が鉄ブームに乗って130万円以上と見込んだ収入は，内務

省の決定が返すしたため，戦争が終って，鉄fEo¥'のii1l1立が下部G，i主泣が安111fiになって，取らぬたぬき

の皮算用に終った。

撤去した鉄管

H 弁類

/1 鉛

重盆 4，759.86)・ y

123i凶

75.81トン

鉄管売 却代

回数; 売 却先 !売却箆益|先波金額|トン引単価 Ij向 要

1 上'i'百七五向i 1，9叩 3191 肌制高 出 001日和7年戦争川L

2 t.1Ii 苦i t'i ili 1 399. 274! 113，393.501 284.001" 戦争中売土11

3 f111 ム
口 111 1，171.650 205.038.7剖 175.001戦守吋金子t剖]

! 函 品館1 甘市i 7叩白2.2泌8引 12μ4，6白55.9l引引 1幻77.501

5 字昨際古 7礼71.(剛2矧削 山叫 瓜 5以4

予下一一:ぺ，3ι玩副1Lι而瓦瓦ん，6丙瓦一瓦~2削吋ト一一

第 2節 野毛山ろ過池および配水池の修均〔大正 9年〉

鉄管売却代金を財源とした事業は野毛山配水池およびろ過t也修flllt!t.水道メ{ター 2，000M購入

ft ・拡張誌編集't'1 ・四谷ろ過池ろ~砂hlìJ功 'f.!i' ， 物価!股iE による従業員への1í1;\吋給与金および積立金

等であったが，野毛山の各i血修正mについてしるすと， ill}毛山は狭い丘の上で，地協の関係もあって

施設して fllJ もない I~lìtロ4年 (1891i1') の泌区大災災や明ifì27年 (1894年〉の 2 悶にわたる京浜地方

の激23の:;;;~皆を5tけ 4(，;也にひびわれが生じ，たびたび子を加えたが， f史III'1'の応急(1'，な修理のた

め，徹底した解決とならず，漏水の悩みを繰り返してきた。

ことに大正の初翌日から漏水もはなはだしくなり，その対策に苦慮をmね羽衣係まで設けたが，日

?甘の浄水操作に追われていかんともなし符なかったところ， ~~ 2悶拡張工羽においてrm谷浄水場が

完成して自己水池ltí 水註も J\~lJ日 G ，ここにl!;f !J);\も得たのでようやく火1E 9 年 (1920年) 8月 1日から

野毛山 1・2-'i}自己水i也および 5・6.!;~ろ過j也について漏水修理な施行する迩びとなった。

2品一 3節 I臼ケ!j;(ポンプ場施設の 撤 去 〔 火 正 5年〉

従来事故をひん発した旧線路の万一の場合の補給と L，また城111すごいj丘完成までのつなぎとし

て，横浜への送水に活則した向ケ原ポンプ場はtí~ 2回拡張工事の先月見とともに不裂となったので，
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同設備および送水鉄管は大正5年 (1916年) 7月24日から 9月20日までのrmに，その撤去工事を完

成した。

前11l! J 11 と )X( ]_主総路

山:iJ1i1H;)11尻村，小企付近〔大正4iF) iolJ i:;-~の建物は向ケ原ポンフ J)_，)

第 4節 jJq谷治'i-水揚ろ過池の整備(大正 7i!ド〉

百~ 2 El1!1I¥'mJコFにおいて凶谷I下水場に 8池の綬述ろ過池を築iiEしたのであったが，当分は全部使

用するほどの配水IJにいたらなかったので， ii初 5池のみろ過床の施設をなし， 3 ~Ú!は工'Ir伐の関

係もあってろ過砂を入れなかった。

したがって大正3年 (1914'1'.)以後しばらくは 5'也のろ過池のみで1111に合わせたが，その後配水

Itの土田1Jnlこしたがい沖iJt{kf1fViliした。

すなわち二二五7年(1918"[')に 1iU~ ( 8 -7j一地〕にろ過保の殺備をなして， I可1]:.8月6日から使用

をrJ:J始し.~Q 8 年 (1919 i[つJí~6 号{也のろ i也設備をなして 9 月 2 日から使H] IJIJfri白し， IITJ91ド(1920

年)!:f& 7号池の泊設をなして 5n 10 IJからもgJTl開始した。かくして 8池全部の佐川をみるにいた叶

たのは沌設後6ijの後であったわけで， !1&2 関税-\gJ~:に 'jfがiìHにみない大規模な計画Iであったこと

をはっきり物iEっているわけである 3

第 2主主 大正初頭から関東大震災までの市勢

(大正元年-12年〉

口銭戦争後，資本主義の許しい成長にぶって各Jil，注業のぼっ Q;~ とそのわム張は年を経るにしたがっ

てめざましく，大 IEiF.f~にいたってその傾向は一段と flH長した。

このなりゆきは様ü~ ï1 ï勢の上;こもそのまま反映し，大正初頭以降市勢の進!足は法しく，ことに大

正 3!r(1914年) 7 バ 28日，欧州大戦のぼっ発を;よるに及んで，ー1l~1:外国貿易において生糸輸出に

悲惨な大慾慌をきたしたけれども，反回戦場の外にたったわが国に押し苛せた海外からの各種のi:i:
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文によって，経済界は旦!?;?な活況を呈~.横浜における産業も，外国貿易もすこぶる振興し，大1E

5 '1' (1916年〕ごろは各騒の商社および工場がlli1何にその設立をJHうあっさまで. .di勢は躍進につ

ぐ雌i立をとげた。

この好況の以1[[1には中iJ)仙の I'，::in;むも〉干しく，乙とi二大正 7!F(1918
'
めには 71J以降米側反騰し，

8月にはついに全llelに米騒動 1"1'1が起り. 1 1J~!iJiiJ も克 IIその{也i近:;!I';F\に臨時の物自11; 手当を{可目i も改

ρIしてIii給してもなお追いつけないといっ状態であった。

しかし，このHi5Gも大正 7'1. (1918
'
ド)llJI.欧州大戦の終討:となり. ["19 '1. (192051'.)に現わ

れたu到JのI11界I'(Jな経済大込流によって，横浜市に i3いても銀行.il¥i 11 の的たんがよ~U!\ L，経済界

はかつてなかった不況Il'il~を現 11 '1 した。 4二の附子はその後も谷易に{叫 Flにいたらずjit公は一五五一巡

を続けているうち. I可12{1'.(192:3
'
1り 9JI 1 11のIHl¥i大混災に迎過し. di1もがトi々 -:)'=H，:して扱きあ

げた60{jz{!のaY読を一手に民じんとしたのてーあった。

大正元:q:.C1912~ j'.) US:tJ":Í;と災前年〔大JEWO 士での 'dît~の状況は;k友のとおりであって，こ

れによってみても，主il時の間!江主の姿をうかがし、知lることができるのである。

すなわち.(lli!iの人口の動態は比較的動きが少ないが，大正の初期ことに大正 2-3年ごろは空

家がi世JJIIし水道料金の収入も減少して怒観的であったことが，その数のうえにも現われているし，

その後欧州大戦の彩響で活況となり，火正 91ト(1920年〕の恐慌によって再び法昨'11となった姿を示

している。

(2) Tliの財政規模も一般会計は大正初頭は11[i'j翻にi斬増の足取りを示しているが，大正7年 (1918

年〕以後は急激な物価騰誌が起って，その勢いがますます募り，一方では生活困窮者も憎加し，こ

の11当代から社会的施設がいろいろと整備され始めた乙ろで財政規模は年を追って急激な増勢を示す

こととなった。

(3) 横浜地におけるお2易は大正初頭はー11与生糸貿易の反illもあって一進一退で変化もなかった
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が，大正 54'(1916年〉ごろから欧州大戦による海外需注がようやく治大し，大正6年(191751')

には大正初頭の 2俗語1に述1..-，同 8年(19191，1つには 3佑ミ!ととなった。

しかし，同年を頂点として欽州大戦の終結後の反動によって一時急激にい総をきたした。

(4) この時代における横浜の工場生廷についてみると，大正 3年 (1914"[0)欧州大戦のぼっ発に

よる海外軍おの注文によって，ゴ各稀工場は雨後のたけのこのように増加し，そのさU>i':'o，jも大正元年

(1912{1つを100 として i五~ 3!j'. (1914年〕には 2倍半，同 5!]'(1916年〕には 3倍'1'余，同7'1'.(19 

18年〉には 9伯となり， 8 it二日にして， 10倍に逸するほどの地勢であった。

第 3章 大正初頭から関東大震災までの水道事業

(大正元年-12年〉

第 1宮ii tti登薬品の使用開始と洗砂機の使用

1112 [ヨ拡政工事が完成してからの数年は，ノ，n;jくが控'日でji'[r7](を忘れた設かなlIii'itであっただけ

に，積々 と事業(1'，な余国]が表面1に押し進められたl時代であれまた比絞的水道にとって災害の多い

時代でもあった。

すなわち大正2，3，6，8，9および1Mlと毎年のようにJ;UiUHにYJ，y1!われ，導水管その他の

事故が起り，同 8年(1919年〕の担11めi自の大火に消火f!l水の再検討がIlllばれるなどの事件があった

が，わけてもはなはだしい災害は道志UII盆地を襲った大正 95['. (1920JI'-) 8月3日 4日における

大暴風雨による道志川水iJfi山津波の被害であった。

この大水管以後;直志の山防は荒れてむき出しの赤肌から，降雨ごとに145水が押しはJ1l，しかも

従来のように短時日に濁りがおさまらなくなった。

このため青山の沈澄が不十分のまま渇水が1下水場にいたりろ過池をめちゃめちゃにすることはー

刊でなかった。

ここにおいて従来そのijlJ1cJtさをもって誇り，暴風後も一同日で渇りがおさまって， J111I12Yと1171の必

要伝認めなかった道志川i以水にもついに:盟大正10年 (19211，1つにいたり， llijfドの 8月米T¥山におい

て試験的に開始した硫酸ハンドのi.1入を本格的に実施するようになった。

このため，同構内に薬品注入所を設け， JJPゆy也の校tfH!iえをし，双11年 (1922年〉にはさらに沈

でんi也にたい積する沈でん土砂の量;がはなはだしくなったので，水圧を別UITJしてその排除を'容易に

するよう，沈でん池底部の改足iをしたほどであった。

したがってろ過池のかきJtz，ì'lj1i歩の洗iTl もひん紫となり，日1}毛山浄水場において，ネ，;めて I!~r!l式

洗砂機を購入使用を附始したのも同1011'(1921'めのころであった。

従来は人力によって洗浄していたが，開111&の1主)IJにより経切において57%減となり， fOのii1i托割

合は従来の人力洗浄による消将来20~b に対1..-， tf~1戒洗浄は15%減で好成~.nであった。
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筋 2銭J j且志水i!!)(林の Jo~Jjy_ (大正 5~I~) 

叩Jit13OfI'-(1897年〕ノド泌をill志川に求め， 75山にさかのぼってから，横浜市水道当局の道志川に

対する関心が向まり，同361r(190311-)には水道委11.その他関係者が道志村へI:!F.mして詳細な現

地調査遂げた。

調査の結果，水似林の?花院にいたく心1，6L-，また(11;恒lとなく i8aった釧係;目、のn¥H注や，発泡3(¥笑の

Lt:l TIti に対する反対[~'I";tí-二日にがlげきされてj立志川に対 1 る感情は横浜市民の生命線とばかり強い関心

のまととなっていた。乙とにでの水;lil:iJ当ん誌の水似林が山梨県←Nで，現地の入会地であったため，

いかに荒隠しても全く施しょっもなく，わずかにllfl林奨励の助成金を支給するとう ii'i極的施策をする

程院で綴極的には全く子が山なかった。

このような11ふたまたま大正 511(19161['-) Wi浜市長荒川義太郎が山梨~I，~ j:!l:~'れをたずね，横浜市

ではiæll大典記念日iゆととして十時浜市民~~U?i の安定を昨日うため，横浜Tlî i'}(iili百年の討として道志;11水iJfit

確保の1'11'1'，をもって逃it、中 HI1~~h 林の談波を'芝けたいとI"j l L-IHた。山梨県知1'1¥:も熟考を約して別れた

が，その後土地tH身のお由仁1j!iD)]j立の熱心なHhitもあって， 111梨以に bいてもT¥iの担BHを了解し特に

!T'w"t riJ水J且のため，問、I!日県有林の泌d立を元r(~ri L-，大 IE5 11'_ (19161r) 5)J 30日，その契約の前日lを

終えた。

土地代は科目.U:ムとし，ュ~lE8 1['-(1919{['-) 8 )J29日iUそを完納するに及び 9)1 9日所行持移転交

記を終了した。

ノIj( i[J;l林 ïY~xjüí制

ノk掘1林rl収{縦長

2，804Wjl畝151ム

131 ， 414円日 6~_t8J![Î

m3筒J 道志川発電計闘の申誇(大lE8 _{Io) 

大正 8'1' (1919 '0 6凡27日「発心ノ 1'11'1'，ヲ JJ、テ木市ノ'J>:ill水市1道JL:川水利低;111別記2t以ニヨリ

H1 可申請ヲナスモノトス」という議案がi!i会にj)~U.I，されて久保田政mJ市長は次のような説lijl~行っ

た。

近未櫛i兵diならびに付近ー，i告のほ力の欠之が訴えられ，横浜djがi正式とから苫心した工場招致のiln:広の上には

なはだi宜憾なるものがあった。

しかるに発mを得るということは近くでは辺正、)11筋よりなく j甘くからここに幾多の出版があったL-.近く

また二つのLU阪があQ ような状態である。しかるに逆立与川は本T1T水i.uの水市t-C"J](i立の容を除くとか，その他の

点からこれをF:1l!1の個人や主r*iJ会主!に委すにはいかない事怖があったので，従来反対してきたが， iIi 1;1ら事を

企てスdュ旦の安取を守るかたわら， ìlíの &'!ì2:~'IL~)J を7ぶavc充実するということが品も望ましい。そこでこの出

旨に基いてHiは次のような事業計凶iを立案したのでおはかりするしだいなのである。:i;:iJl回は?AD水路， ~&2 

水路，首¥3水路のご三つより成り，先ず最初に三つのうち最も近くかっ1tiも事業の容易な第3水路より始めるこ

ととしたい， !:J'S 3)自民は発む))2，865キロワッ iアワーで多肢とまではいかないが，横浜に送信すれば， 工業

発Jf._大きく助長となることは首をまたなレ。

財源は悩入金または起wに仰くこととし， 31か年償退としたい，現在横浜にあっては1キロワット 2鋭から
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10銭まで，いろいろあって大体8鋭から10銭が多いが，市営発覚:のnjtは仮に2銭で提供するとしても31か年に

て元利の償還をなし符， 32年目から年額28万余[lJの収誌をめげ，Hiの財政をil¥'lす計算である。

このようにrlTの財政に寄与し市民の負担軽減lこ資するところ，まことに大である。と。

これに対して議会側もft成 L， rわれわれは以師jから氏1::1'):(%1]会Hが辺;よ:J11の禿';li: :~lr撲を起すこ

とは絶対反対をしてきたが，科学や技術が発達した現在十分な剥査の後， 111が凶Iょこの事業を行う

ことならまことに示計障である。ことに千j利な事業であるし，従米自絞， 10$)1というような I~':j仰なな

気料金を支払ったI~J係からすれば，大きな利低である。営利j会主!その他との交渉を川i'1~;j に l. [¥:[1ll 

圧迫ゃ，迷惑とならないよう，心してやってもらいたい。 i毘をi主せずこのような-¥'r派な京をiR_:U'，さ

れたことに， 11日J肢の伏広とお(，むを去するJと述べ，全会 致可決した。

この案はただらに当局に ljlj;N されたが，かねてより f}mm~f~ もあり谷jbi に決せに応可とならない

うち関東大災災となってついにそのまま立川えとなってしまった。

(<"t 4節保土ヶ谷町その他への市外給水(大正 9.fド〕

本TIiの保健排i生の立JJl;から隣接IlIr村のそれについても深い関心が寄せられるままに，スエiミ9年

(1920il'.) 3月15日，保土ケ主主町からの要却に自IJL，同I!lrと市外給水契約を締結して，鉄管工事は

木市において引受け)jVlfrL. > 9月21日着手し.12月末にその工事を完了した。

同f.Rにして大!河川村へもrl1外給水をした。

第 5筒i 東京市に対する救援送水(大正10-'j三〕

大正10i1'(1921il'.) 12月913 '1' liii 7 lIit東京水道出水線路が幡ケ谷付近において築堤決壊し，その

担~ibrじん大な趣きを IlIJき . i~~10 日終丸水道謀長代理および妻木主，(\は東京市へ見舞に出向いた。

その状況は応急修理工事が!帯雨にはばまれてi並行せず，ついに111'1午前4時にいたって東京全m
断水のやむなきに陥った。

ここにおいて向日は日似日であったが直らに課員を招集し手配に75子 L，一方神奈J\!VI~~~X11日・

港務部・日本郵船会初・共同i主総会主iや船仙給水;走者にも応lb'を依頼し，その組二三なる協力によっ

て[ifJ日から 3日間，{Xのように木市上水を輸送し応Ib'した。

また一方横須賀海軍~j'[';]' lfiにも LU~;Uし，海軍水道の応援も iid'!i した結果，その間的による応援も

得た。

月 "1 if同
見、 援

12月11日J船舶

グ 11ヨtiVJ11i 

12日|自動車

" I i守舶

13日l船 舶 i
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4笠
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第4章第2@J拡張工事かち関東大震災までの給水状況 (169) 

応 援 内 昔日

r， 称|人目 内勅可'l.l 船 i水 船

1出 i民 71'( ュ且 76 2 

神t，'f 川県繋祭 fili 32 

" 出 fYJ fiI; 15 

lマオ郵船株式会キ| 39 3 

)1 同運輸株式会判 9 1 

横浜ドッグ株式会社 6 2 

di 泉 f同、 望王 I2之、 本主 10 
23 

給 又f £ロ， Jef -0 全l 7 

長 塚 上主 又k o、 社 14 

金 子 5 

計 23 

~~6 節 水源神社の主主主ι(大正12年〉

〈し

大正12年(l923{ド) 8月28日， Ht久升 /[[¥:1¥)Iljc.li'j!lli1じでん場構内に水源相Ittlを建立し，竜山伊勢

山大和l'官杭音]を然主として，wl'(座f去を挙行した。

!日席者は111知事代JIj!・木市名同課長・木県選出資衆両院議員.mili会議員・地元村長・ 1部村会議

員等約180名でYtR:会をきわめた。
し

水源、千中村泰阿は次の 5や1
'
である。

み
刻
γ

み
村
山
巾

u
Z叩
引

分

CMhじ
ま

め
ム
H
一-一

同一波

h
f

水

叫

都

同

み
弥
削
天
〈にのみくまりのかみ

国水分布l'
あめのくV ずもものかみ

天久i七響母智神

《にの <1i'~ もものかみ

国久比脅母智判1

第4章第2回拡強工事から関東大震災までの

給水状況(大正元年-12年〉

号事 1節議官な給水量の売込み

大正3年 (1914年〕日月16日，百S2回拡張工事の導水管が完成し，いっきょに多量の水量が西谷

浄水揚に7ff水して，長い!m作iまされた給水制限や，断水の苦しみからすっかり解放され，満々とし

た盤おな水量を眺めつつ当局者は人口が80万になって，この水を使いきるのは果していつの日であ



(170 )第7~'前首12 同事E張工事完成かち関東大震災空で

ろうかとうそぶくほどのありさまであったt__，またおりからばっ発した欧川大戦のあおりで鉄材の

暴騰を眺めては，よい時に:r.~II:を完成できたとの感伎がひとしおで，全く安犯した給水可Jrt?-l のもと

にあっfこ口

しかし寸liiには，従来自己ノk能力が不足であフたためにIli11、]の全IIiiにわたって給水が行きわたらな

い状態で，ことにnJlif;34ij'.(1901il')に併合された19.5'1ゾJヤロメー 1ル，問，uイr.(191l1i')に合

併された123Jづ~j ~，干ロメートルの新rlíMにはその目、必に出さない地域も広く，給水12 及本は極めて低

いものであった。

そこで拡張工事の完成を機とし，、'iR;jl土1生んで1];1人lにおける米給水省、限に対して給水を的訴し，

努めて 15及をはかることとし.J-;;J只に対しては勧誘成功叩酬の挺励金な子'E;(にiil.lーして支給する

等J f;!~~語;の増加に懸命の労力が払われた。

第 2節目己水 Jr1:の土田加

その結果，給水戸数は(J~去に示すとおり大Æ4 {I'. (1915iJ'.)以降1Jj:1r<':'1，;敢なInJJII);土治t__，大正11

"1' (1914if')には大.TE3 "1' (1914{!'.)、河時lこ比して約f:1j，;:うする勢いとなり，大11元年(1912"]'.)に

は50%に迭しなかった給水15及 11も大lE11{j'.(1922{めにはお形にも迷するにL、fこったe

こうして水量の売込みに成功する一方 i笹山部IITとしての衛生環境的見地から隣接町村の保健衛

生に多大の|苅心を寄せ，その向上をはかる立味で隣i岳町村から:1<められるま主にF112な水量の消化

にも資すべく，保土ケ谷町・大i'司川付および保土ヶ谷駅ならびに2ff工場ftに対して市外給水をfjな

っfこ。

またiiiT記のように大正 3{J'. (191411ミ〕欧州大戦のぼっ発以来，その刺激によって民主主は急激に[ま

っ興t__，工業用水の需要はにわかに明大し，加えてj]T勢の発!只による給水戸数の増加と，文化の進

i主による単位水禁のt14勢が相乗績となって，ノk泣使用iiiはY 記のように1歪::r大きなはね上がりを示

し，大正 31'手 (1914年)j広張工事rr;rJ:~Ií 時の水量的余符ぶりも，またたく nnにして消費水量が計百ij

水量に迫っていったのであった。

大正前期由人口ならびに園水最四増加状況

82，966 
86，116 
89 ，日 ~1

91，636 

94，402 

90，670 
95，6521 
95，2421 
97，日50:

98，87引

山
一
川
口
県
岡
山
印
刷

m
m
m
m
m
m
捌

別

人

大

一

-
H
K
水
一

七
-
M
|川
町
出
羽
|
判
訂
均

M

一F町
一
町
制
吋
|
時
|
判
矧

l
m
l
M
d
m
l矧

!
?
と
¥

7

6

0

7

7

7

0

2

5

1

3

竺
U
F
札

丸

紙

札

民

民

札

札

飢

肌

川

日
ニ
ー
し
一
1

川
川
一
氏
「
!
州
叫
叫
吋
叫
何
M-
刈
河
川
凶
回

払

川

五

υ率一

一
口
一
人
山
一

m
m
m
川

開

m
m
訓

川

間

i

一
、
一

3

2

3

8

6

2

1

6

4

2

1

r
一
州
一

n
n
幻

幻

幻

叩

白

羽

白

出

訂

人
一

t
一

州
「
川
ー
叫
叫
山
四
|
叫
印
刷

mz

水一川

-A刈
刈
州
内
川
刈
刈
刈
刈
刈
阿
川

一
一

4

4

4

0

7

1

7

0

5

9

3

給
…
制
一

4

4

4

5

5

6

6

7

7

7

8

…
給
一

川
刈
ノ
寸
叫
吋
叫
叫
叫
叫
州
州
州
州

ω!

一入品一

1

1

1

一
l

!

一

人

制

侃

吋

回

出

回

目

町

田

m
m
m
叩

ド

一

!

一

泊

叩

羽

田

目

白

ω
m
m
m
叩

叩

一
I

一

弘

同

町

川

叫

叩

山

川

町

山

叫

川

町

叩

川

弘

明

町

四

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

年次|J? っ人

世帯数|人

寺寸ゴ孟;
2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

 

1

1

 



首~4 i;'e 2:f~ 2回路張工事から関東大震災立での給水状況(171 ) 

紘一 3 官rj 節Î7.k~主伝の開始

自己水量は大正 31)'.(1914引っ以降，逐'1活!(q'，x.しく，大jE9 ~W (1920~めには大t!一元イ1 (1912{1) 

の3ft';となり，i¥1の人口はいまだ 42万余りですl.illB人1-180万の半ばをわずか越えた程度にかかわら

ず，すでに配水量は施設給水能力の限界にi主L.，さしもの大拡張施設も完成後わ Fかに 6年にして

ix年皮の給水にいちまつの不安を感じさせるにいたった。

このことは実に単位水誌の表示するように 1人当り使用量が火正元年(191211')当時にくらべて

れ:JHDしている計三栄にほかならなかった。

それほどに工業の除包は著しく，また市内の文化水準が上昇したのでもあった。

ことここにいたって波大正10&1'(1921年〕にはついに久方ぶりに節水宣伝のポスターやピラが配

布されるようになった。

70，000枚の節水注窓書， 41，00C枚の探35入りノl却!ポスターが各戸に配布され， I水{i宜のお話」と

いう安伝ちらし60，000枚が小学校の児Tifに配布され， 1，200枚の大型官伝ポスターが湯原・間君主
，せ

日;・劇場・ RY~.郡白1 ・守府・停車場および沼車内その他多人殺の出入するJjò';i'Jj Iこ掲示された。

そして市内の「オデオ YI'1Uから「横浜水道の実況」のフイノレムを借り受け，納涼(IIY(商会を催す

等，大いに節水の宣伝に努めそのAIDiヨ徹底を図った。

との結果， tlii水宣伝に市民の協力を得たことと，コミlE9 iI' (1920年〕の世界的な戦後の反動恐慌

による経済界の空前の不況によって，大工場の消~水量が激減してこの支を過ごし得た。

翌日年 C1922年〉にも同様な方法によってさらに枚数を的加し，まず夏にはいるや節水注Z主主主

80，000枚を各戸に配布L.，撚ZR入り小型ポスター50，00日枚を専用せん各戸に配り，大型ポスター
よべE

20 ， OOC枚を銭湯・ JlI!髪応・巡査派tHJiJf・劇場・ 55F府・停車場その他多数人の集散場所に掲示した。

ついで 7月上匂には給水係の内主)j者および外勤者を総動員し各戸を訪問させ，上水節約の趣旨を徹

底的に宣伝させた。また共用せんには節水lli!旨の共用せ!v使用心得を掲示した。そして 7月中匂か

ら8月下旬までのnm土，計HJ1電車内に節水標語入りポスタ一世掲示L.，小学校!iE京に対しては節水

講話を校:長に委嘱し，一般rlTRに対しては節水宣伝方を名衛生組合長に依頼した。

さらに6月から12月にわたり局長は需要家を戸別訪問し， t市7}:J主伝をヨ前ヨ漏水の有事lf:を調査し，

即時修理をして節水宣伝と漏水防止に資した。この間の事故修理件数は次の成績を示した。

一__!:l_j_土土己_Il_L也8竺一Fl I土__Jl__.1_l~_!2月 1土1 Fl l12一旦出JI_
i ιi件ド 叶 6侃011 1附判 12一5臼判461 8吋判 6叫旧刊4 叫 5叫4 叩ω 2 

このようにあらゆる機関を利用し，続i々なプ'ji1，によって節水の指導に一段の努力が重ねられた

が，工業需要の立il'i:り等によって給水量の前加が著しく 8月中はiili日四日水能力いっぱいの線をl:

下L.，幾度か断水の危機をはらみながらもようやく耳王無きを得たありさまであった。



( 172) 官官7編第2回世張工事実度芝生塑主主空写主主

第 4節節水対策としての会計;畳制計画

ここにおL 、て ~~í Jj"J はノトの ;\~:ii'i'!;j).1 j:;対抗として Ji!り i二げた立::g ・ポスタ-:~iJ';による t([i 7KJ)~伝，ある

いは巡視員の市内巡回による滋賀政締りや止水せん制限等の方策が最終的にが'JWをあげ符なかった

のを認め，ついにかねてより考一築中であった全部計量制の探府をもくろみ，大jf.12年 (1923年〉よ

り3か年計耐をもって実施の計耐を樹立し.-di会の議決を経て主務省に認可を時計lした。

しかるに同年9月1日，突如関東一明?をMう大EE災が起り，このii1阿巾おii:も日の目をみないう

ちにTt庁において焼!}とし，横浜もまたいっきょに壊滅していっさいの水道施設も振U-¥しにもどった

形となった。



( 173) 

第 8編関東大震災と復興事業

第 1章関東大震災(大lE12 q三〉

:j~ 1節 rlJ内の惨状

大iE12{!'-(l923{1') 9パ111. I 日 j 点j也 )jlを au った大LL災以，なかごも横浜市が彼'?;:A~ もはなはだ

しく全-r!iほとんと171，l.¥の惨状合て'.、 L，*泊施設もつにゴ、111にわたってじ λ大な紋:'，¥をち;り会く約

ノJ，f者1m~クょった。
この "1.!I"，IIillll与58分， {Jr_~Iゾ、 J;/j ト J;止の海IJ~がiiu胞といわtもる大J也í1~が):<<11. 1共IJli0) j也を主主っ

て，そのZH1 íi%によって MW~全ltiO)fg :P.] と L 寸住:ií!J はほとんど例'1'71 L，それについで市内 280か所

から発火したほのおはおりからのEldN，i X!i hllにあおられて日!Jj-~1と'ぷ f/0_:" ，l:}'~さ，あるいは大流となり，あ

心いは大能川となって!ムがり. r!il).1300かFJrに大/f，flflが 7寸ど巻，--'，火告わノiって'1'.1.を311与ごろには叩

12 災 の 被 ，i，

ょ桜木町駅{、-j-JL[の焼跡(焼防:にたてばすぐi1ijが比える)

下港町河岸の地L切れ(横浜復興誌より)

くも全rli12 大の~'hj と化1. 1主了ドま

ごに??てく間三つ〈してし主寸たの

L あっ l:.

， b氏はあわ 1 、(土問 l:ì~吹 I{iのド 1Ji

と，;::)，よ白7 ベJ くにしてのヵ:~Îしfこ

fi'もひんじんとして出来する1ki}t

におののさながら火に迫わh.水

を;)(ehてJ!_li;liIにでき没するガJ. 圧

3(.悦 Fヒ，でさ ji:土手作i/i人にのぼ

?:) iうづ、治、ら-)". JIIIえて災災 ~:Hx泊、

むのi品i:;-;'J[~;:t\-はわずかに慨を免れ

てゴL犯に ノ'1:誌とfllfこ人々に寸〈安と

?守!成合うえ，みずから山総をとっ

て自作ll.1司'J包キ11さつりくする悲

ごえL、fニ:;}F庁にみらjも. f二I}

l土古Ul.て火山吉Lに焔った。

ここにおいて 9月3Fl吠厳令が

1tÎ~-うされ， '，'P:jl位五 I'j市および駆逐

fl;;:i 21lがITW1港に入泌 l. 4日に

は奥平少将の率いる 31岡述隊が*

浜聖書俄lこっき，戒厳王司令官格回大



(174 ) 抗日i百 関東大震災とm明iJ'!なも

1守の名をもって「市民にしてきょう(，:tを所1-_lj，する者は絞殺さるべしJなどのイ[J作文ーがf立町、作所には

りI111され，l!iWl工うやく武'r;:iI~~ 1'~iてることがで，~~Jこり

しかし市民はfHJ'に三、な<， j;~ るへ.:::: 1立もない i1とどろによごれたflのみノriO)-l主の犯で飲料

水にさえすl¥:}くく始末で， 1M 0) !.iU:に【王う然1'1公した。

その惨状がいかにはなはだしか叶 fこかは「横浜令市陥没してどろ海と化 lt1) J という出仰が会問

にu，えられたのを_1;Lても1り]らかで， その↑tj;!止の二' て三を日前cf主から陥lIUすむといっそうその惨-~I\.の

状態を):11ることができるのである。

「大j[震災IT:0J

その初伐と)1;.:工夫j也l土n，!V[i))L， f:~i 々 Iこも砂)1}】 l I四万にた〕って!四J~在 11'ずるととさえ 11\来九日IJI'/;京斤[士世jf商

を開);'-;してmi-i:，(土倒れ， I占!オーは見け， 144符 l土附同Lにきみれて :1111昨~，死行l土飢'J]-'(!二j也にífl]1 cík L" れj主/仁H:.す

る民衆のl叫I~U随所に但ì)， fi'rもにイミiIfのi1'dんをj品わ-H"lニ。次い νご大l士四ブJにねがり自民(二両ifJ れて:'Í~-lli ばR

附にH古れ，遊間行(:til.U，:;.の流れるト?にiM織の 1'，1二J可L(iい， î'J!(土Ui火の1\-1 に二子，~;: -¥-}ね，子I:t羽をlZして知大の

i口簡に泣き叫び， ill!U'遅れたiJli1:K行U:I&:I士市)111に入り戒は河rl-tに投じて統をjJ1!:lしようとしたが， ;IlJi'年には取れ11

が:宇iなしてL、て':(:11-(二大がfjPJ，水11
'
にι内りながら悦死れ:J~~:，ての i?{ ， 合~cr' ，もj;llれなかった。

11[;にノFiを 3n!jロいこ1'(.りと列!孔lzf山々 的く， 11 i H-lHnilí-AY1~j;H 'Íé~初目印を !J，{ìめ -dil町長所のj市元物l士火の為に爆発

L. さなが九月間Tを)/(った工うに史，1，に灼裂L， ;:lli ~f!::.~ う目下 ~Sは hWìH-j':;I!;I]':士はじめとして丘陵地にì!illf，不安

な一夜，土問かしたのであった。

かくて-!l i内任以守すれば守主物と 1 、う目的:土ことごとくいlれ砕け mj~lは切断して蚊妨]の]栄のÞn く， l"Jる所の

h~'Í lúÎ( 工大rfl裂をj じ 3 ンfく ;ií 1上被裂してF!I':二上っては人の肢をi:.tL，ì'ilIJII の諮w口跡iljl~， t高~'Uは[折1f~ L， さし

も!日 1~ の 11\ 1 えありし税1\111 主 1 ，::;も j'.'ii'J_:i ;':n;~ ヰドWiin立も又tι ， 1 ，に没して，わずかに沿 nの灯台の!s<骸が見えるだけ

であった。

fJj_ 1:には日J<;， i'li'県々たど〉焼死H，に尚も，r'也;，q:，二はノ'j([司の y~え itlT.r;t，溺死体が浮び，かかる中を，什内在 ~;'I'ね

て刊i市l]-jもr，を見ればIfliJγ':'i:.ftい T:;l_を告白め， erに11焼けIilじた1'1明の衣をまとい，己記l士、1'，，，なさ赤裸の者

などf可制lを1l'J'ひ，犬をふれ 'úXli閉辺にjlj~jtコヲ平iiJgの人といえどもその傍に止まることがHt)長なかった。

7τ 司、イ《一』

11二九、4グ三九己， l什 ~"i，間以jlff})jH災iiiJ{なEり抄記〕

i '{ll'!T \~11 ~!~-J 

1 n O)j}.1 災 l ヱプêïlî.火のみと化~， Ilir(，{'fT!立身をt¥て割Ilを免かる。

(大

その惨禍たるや到出場 1417ごもない1Eわざる院の品、惨 itにして，一腕にして天空1て波骨肉HUl'1れ生死を ]fl~ にす

るがim('W.ιなり。

その惨状fこ0や?京市tに日， L旅し。被';j;~ 0) t~\ [[tはその惨禍大にして;問1fすo能わざるも戸数85，0001j'めんど9

分焼失又は倒i在~，死汗 100 ， 000， O íi.f;百無紋なりと思料す。波大イ立~?Ijり 0j].~なお長らず，話言感lこ行われ

て人心安iEせず。 1金状まことにJJI-Ut:こ於てv干び見る能わず。

(9月3，!，安川内や113、!11 m知 -'1; の内務大臣へ致したtJl~I;.3主より抄録〕

「市長の屯女」

i¥i内の惨状，今なお，1もあてられず。 T不I止の為，生活3211lf品の配給すら千百ê Jli~かず。

人心主主々 険mxに陥り日つ衛生上にも I11々 しさ心配あり。左記事例お合みのj二，述かに;J[I配慮を訪ふ。
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4 白路， Îι法ノ;~m;似Iti L i.::;ぺj人夫及びj日よーなく応急施日主なL1lfL。述かにT.J!:、の援助を1[[1ぎたし。

5 )Jbizf:T4!川， ，虫かに送金を臨lふ。

6 飲料水， r刊餓をftTく。

7 J'r[ 目白

(9J1611， il止辺!北浜市長より内務大[11へ%てた電文のl什より抄録〉

n~~~~TI日記録より J

夜間l土f)l.v，大，1，'，11、JilfのihtDtI::. i.ぜ、われ， J~Z)Jの程度はi也浪;H 破 j'li せる為不明なおも， 1inlpl'n大地il]学教宗の

似問lによれば初動12砂にして-1')主引1)_~なり，そのjJ大民間20セシチメー}ル，周期1. 50秒といわれる。

fbrjは初日iから午後6時までに 171jil_l，夜、1'，までlこ511"1，9月2日は 323[Dl， 3 11は1171司を数えた。

建物のf日~!f :t， J:び-dilうとの死ftJl土ixの1おりであった。

I1 ~L 

thPT岳 d山n'1、jiJ

全 1::，!~ 

全 1ft 

rt 

淡町 Ti紋

人 11 

knJ4，ゾet‘i、ji[

死亡行

行方不明

if( 1出者

中"{， f話者

62，刷JS

9，800 

10，732 

11，742 

99，839デI

94，882j---; 

4，957j"i 

44B，472人

21，384人

1，951人

3，12口人

7，094人

担!L11許iについては自!日ZのHi'hはばかり知[，1しず， -11形のものの械で:もEII.{;;に淫するほどでこれまた

計算不能とされた。

しかし悠物だけについて利一介したとこ λによると'r'¥公'月の160，000，0001')，fVi:.oの120，000，∞0内

等を和Jめとして 799 ， 000 ， 0∞ ~)r)の巨統lにi主していた。

白!;2宣告 水道施設の被等

この大震災は水道hfu設をも 11<:01ミからli'H1~ L h~ した。その初日J と|百 I [I~，にi1î内各市の西日水鉄管はJ!!f， ~X

lこtlilHL ，制、ぎ千は自民Ii白 L ，総iJt Tb'1xÎWがjのごときは配水行の1~J.裂から nf[水して横浜公開などろ iiíj

と化L，公目立[叫に佐官mして来た多数のnは主にil吋Jt!l11米の1iij兆かとうろたえさせたほどであった。

また， T}毛LLiのl'j叫んそして導水:ï~\: 1-千所のW!.f模写Tli氏は全く飲料水の供給を 1mたれたのであっ
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dT内 ~G7く%のii:災担f人状況

マlnこ大l:i;(i.1jをきたした。

たη

ここに水道事業の1l1'2;につい込て当日がt羽交し横浜jlT

1証拠誌に記録されたところによるとその状況は次のと

おりであった。

1庁舎の被害
Mλ  

(1 )木庁舎 花咲町 6丁 fl所在の水道JCJtrr局，本

庁合は大JEll年 (1922年)5)1.新築したばかりであ

ったので倒壊を免れたが，間段・廊下守ことごとく ~f~

N;l ，ひんびんにjl]る余震のため[é;r尖で~~I勾にはいる

ことができず，主?類燃IHの力法がなかった。

午後 31Lljごろ，活火が迫り防火に努めたが，ついに

およば Y.全員;13:1技し午後 .t11与ごろ焼け以された。負

傷1'iはわずか 11"，の餓で消んだことはネであった。

C 2) !:':i 品目11エn~ 午後4時ごろ，ついに延焼しお

よl ・材料~~~ことごとく焼失した。ためにのらの復旧工

(3) ~rf 毛L1J派 I1 I1所 ~'lnjJ所および公-~( 3むね5戸ji'tifi!;全焼した。
ち，ぜ

(4) 木牧ljll~I~JîJf・千以総雨 illl~nrjT~tiþ. :i市中tft5者数名。神奈川・ 1出荷阿11¥ ij長所級悦，死{品者な

し。

2 道志水源林の被害

24災による[I'{j芸のJuil裂もさることながら， 1lJ)也にとj=_ヒたひびわれがはなはだしかったために 9

)11311から15日にわたった降Fllij:_:263ミリメー 1ノレの豪雨によって吊i収または地すべりを起し， 1"1 

:1二議総 );i~l (.立。!I友lこ:j-ijlL- i~t され，一I:li少 1cJ:河床にL1 1約~，河水はそのrmをぬって渇水を押し ìjlL l，大正

9 o!， (1920'1ワ 8 )1の :)C!K~'Îi:のおJ{15 とあわせ，荒廃その慌にj宝し ， f)lnHl市街l士総H-l'1，335ヘグター

ルに及んで実にj宜ct.)I[流J1'K*.iii百i'fi'tの 1"刊に淫するもので，山梨県地J;~701.33ヘグタール， 神奈川

県地域634.5ヘグターノレであった。

この fl~~~~の状況は治志川木流よりもおーの支流である 1'1' の日!îJíUr~. すなわち神奈川1県内のプJがい

っそうはなはだしかった。

{kに木市千j休についてなるとや'j'iii:lui院は211.37ヘグタールを算し，そのj古'il.WILJIil!の状況は立木地

〔森林)21~':; ，伐採I跡地51% ， ;~C.(jキもしくは部j告に t'f し付けた地または芝山保取地28%で紋11?はh(í

林地に少なく.i足探跡地に多大であった。

水1民1H!IT訂後なお!rj浅く伐採跡の森相がまだ稔わない附の被容であることは残念であった。この

ように流砂2のiuil1i河ほのifDjeによって?iL流となり，降雨ごとに原水の混iiliJがはなはだしく，豪雨の

際は泌1支10，0001ftを超えることも珍らしくなく， ドロドロの潟水が沈でん池に流れ込んだ始末で

あった。
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3 管山水源の被害

(1) 収入 I-I 地li"li.J;;'[刊誌で強じんのため構造物J自体にはがく'定はなかったが， JiX人口上部の土砂・

お石3，000:¥1:方メートノレが崩壊し取入口を全く埋めつくした。

あったことが二c)J)i壊の原因であった。

1 "I)i)jは山のすそを切り取り祭出

したものご L'.fm j_LUlUは勾配約 5分

0) 1， ]C，:iさ日)メー lルに述L大rm

うnよ ~i?;11 !Iのさまであった。

元米1111以i1J止'([u)大部分が石litz

'/ :. 、 lil~;! i， i 1が多カ/)}.、I(liは)"l

1じい 11I会主(Jて'，;i¥に脱出のM[[，iJ;J冶

ι~') ~、 fこっ

勾刊oう:ιtな二とと，そのlui"，'J也

;;，iii9七日£の方向(北山〉にu:WJで

(2) 古山ずい道(11;;入水路〉 全部1凪是;であるためレン ji:{きさをノ白いたJiJi'さえあるほどでなんら

被~gがなかった。

(3) 排砂地 i民岩の凸地を切り開いて総工したことと邸、筋コングリー H背1立のため全然被15はな

'/;当っfこ。

(4) 沈でん池 4池とも最も被E討を受けやすい四すみのぬの;部分は特に"ilろうとするため直径25

ちゅラ

ミリメートノレメL鉄をそう入してあったため被害はなく， ，也の地盤は元川敷の一部で砂利の沖積問で

あるため.地盤がよく，渓動によるひび刻れもなく全部1rl'縮継ぎ手で調節された。縦ぎ予もわずか

1O~30 ミリメ{トノレ聞いた程度で漏水の懸念、もほとんどなかった。

ただ川手slUの比較的基礎の劣弱iBi所の側壁が池の外il部にl古jって少々ITVJ間傾斜したため， f;fとy也氏

の援会総に沿って水平にひび割れが生じたが，事にも 1rjr総説、ぎヨーにより{也監に);;.;~誌な及ぼさなかっ
..~ ft.~ 

た。 IJ\U!立の先端には全部笠石をそノレタノレづけとしたが川 l子側壁の両端の~ì'~ 万 2 か所だけが Irjr紛継ぎ

手を境とじて池内に向い 4~5 ミリメートノレ自己列のまま移動した程度であった。

i平出';e壁は沈でんi也築逃数年の後施工したものでi早さレンガ l枚半秘であったが，全部倒iおしたυ

その方向は一定でなく令多数の小}iL.となって左右に散乱した。

排水チ1・送水井は小筏の円形であったためなんらの紋15もなかった。

また古一地Jili絡信iは敷設位置が地表よりj設かったため3記念であったが，沈でん池内lAef_j'IY';;の)¥llj水弁

は2価損傷した。

その一つはフランヂ部，他の一つは弁中心に黍E互にひび割れを生じた。

4 ずい道の被害

(1)、城山ずい退 城山ずい道の被害の大部分は誕頂において内側に圧力を交uレンガの1Wおした
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ものと，起扶点、において内側lに応力を受け，扶と 11l1H'，f とのJ詑イすか所に90~かIリ?の水、l'のひび:，lfIJれを

卦Lじた。

このほか，坑門から約20 メートノしの II\! に扶J;;) ・仰IJ~t ともおかFlfのj同町ひひ '.';1]れを生じた。

このずいi立'1'央部は:1かぶり1京く 1，"Jl'刊の地燃も箆1"81で，そのうちに包まれて平衡を保ったが，坑

門付近は土かぶり浅く，土IIの変化によるものとHIe)Eされた。

1]"1央からド口にかけては土かぶりも浅く，地盤も劣るが，それだけ:仁'11'が↑九丞であったためか被

?とーはなかった。

(2) 太)1ずいi立 太)1寸刊、i立は地n似幻であったので 11_x ~:J;: なく，ただ上口坑門上部が絶肢のため

表TiiiJilil京を l. レンカ石仏印']が少々 1;";¥1占した桔Httであった。

(3) Illf)(ずいiu IIIIJLずい辺のM~'5は城山ずいi立の総!止であった。 fいj出土慨してfllíjfr(内に弱点

をもっているにもかかわらず，地'1'泌く築i止されたため. l<liii打I!i'fV)による地23には~11 く，波容が!1!i

微であった。

5 城山水管橋の被害

納長く，弱い形にかかわらず，全Y!'~i1J['，~;:がなかった。

6 接合井の被警

( 1) 火山l主{)-JI 脱税が小さく， ilj形であり，かつ鉄筋コンクリート造りのため全然紋'古がなか

あ一
つ，~。

(2) ) IIJI法{tJI' 1，;1--)也慌の uこ 3 聞の 11 ，\ltを )Ij~. (こした出合)1が1"]-地以によって械で;住山の相

違をnJ]らかにしたことは興味があった。

lijlii;20il'-(1887J('.)築泣のレンガ泣り j去 1'11巴のものは無数のひびわれを生じ，修~':~ì のづ?とj也ないま

でにii.度予長された。

I(IJ治34'1'-(1901イ!と〉沼泣のコンクリートの」にレンガ引にりをしたド11日のものはj)¥IJ壁と底部とのJ主

命的に水平のひび訓れを生じた。

大JE3 1['-(1914イl-)に築造したf;:kJfi;コンクリートi立り1'1月3のものは全然被';iiがなかった。

7 }II井浄水場の被害

(1) ろ過池 池l土京lNfHlJに、日るjえi'l!IIIJ慌が見、~;~と妓{ì)flj で l引L! し， :1じlL!:Iの);[I"J，すなわち池内にIftj

って30~60 ミリメートルの Vklぷ移動した。
すみ

そのft1県，両端nj~(，こ悩60 ミリメートルないし80 ミリメー 1 ルの ffi;[n ひひ'，'，'Jれをろた。
すa

i血の1;也は三日.l~に ~T!i fiJのひひ1切れができた。

池伐においては'1'央にある集水i持と氏i'11;コングリート而とのL0_o.:t*去にiくいひび訓れが1[じた。
は〈 すみ

(2) 配水i也 コンクリー lの京市にレンガを限ったものであったが， )ilf々 加H'点した。 池の四Fllj~(，土

r(f史にひび;切れをノlじmJl'内躍とH芝山との泣界に治"て水、ドにひび'，I，'1Jれを起した。

jp.iÁt~W::，土レン H;，'Cì りで}由伐のため A世間!の '[Ihj ~i市から~]，tWiÎ(こ ìiトラて ILI) を「乏 :Ìri，i~l~~ さ iLたコ

自 西谷浄水場の被害

(1) ろ過i也 8i也 _~T~f立のひびち!日し15か所のうら42か所は池11\燃ぎ干のù 上の間岐に生じてい
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た。

その;切れ方も ~~í止から i 子ifするにしたがって HiJ[?X減少していた。[底部破壊の状態は);~災後，ろ過

能力を減ずることがむきないので誠査ができなかったが. 1 ill!だけ{伝絡のためろ過j百を取り除いた

がiW，池氏には桃ぎ下のIJりいたもの，継ぎ子と紘一ぎ子の11¥]-:.こ伐・ Ha・斜めにひび'削れの入ったもの，

その他i立泣・方向・二三さし、江ど:'e:<不波則にi¥I};駁されていたコ

Hlfおの払ii恥からふて， 11'((:'1'1コンクリートの阿己の少なかったことが;与えらオした。[

ひび↓';'Jれのうら約 3分の:>:ょ点jl1iの側主主，すなわら地〉より}j1('Jとii'Cf!Jに近いIiIIにあった。

またうP石l工会部コンクリー I';'pら峨jし，九制プfj[fi]を災に l，'1'には池rll~こ孫子したものが 7~8

{凶あり， -llh上litでん池にiヒベ地般の中日逃しているのと，jl1i1VJの激烈であったことを物Jfるものであ

っfこ。

ろj位はいつレン :ffをfftJiJしたものについては， lTI"1のIml:，'.;にレンガを慌に3γて，その上にレ γガを

平らにかけ波しみぞ形とし たが，レンガの倒れたものが10分の 1f~Mム， _[のレンガも円己列を古Lし食

い迷いができたものもあった。

しかしレン jjそのものがFliれたのは 1池内 3偲に T邑ぎなかった。

砂利JWおよび砂ldの変化については地反前後，ろ過F「jの.&1百一日i;が約150ミリメートノレの沈下を

きたし，f、Iúi イミドíJを処したため，ろy曲作;:r，に多少納~:lí:てときたした。これは地伐による池内町ツjくの政

inの日';~{!l;て守あったろうか。

(2) 配水池. 2 i也 ji1if自己水池のJよ触している L:i¥l; 1'11央通路の刊imlJ(地'-1'の4見守宅に担]手Ijなように桟

1[;1こけ伐して11¥11"&.1::'".を欠いてある:部分〕に被討があった。すなわち lニ犯の荷重を背負うように600

4リメートノレ正);)[5の桟が20*Ji'1ずにしているが， fkl首位fi1;iffiiのコ y グリートが三角形に11見?'i:;L-，縦

ば立の鉄筋が路11 11 して校Jr~をなす状態になった。

これはほかの三;J)の柱に比べ1l¥IJ1!2。扶践がそのnnr:riJおよび大きさとも劣る上に， JJiiiは住形だけ

でその|日iに側壁がなく，担:11院frilfifj'lが小さく横鉄筋のそう入のない所であるので地主iに対し弱点、とな

っていたのであったロ
すみ

}たに 2~'也の院している通路附側の四隅にT&l良から主主阪にi主したやや傾斜した*Mのひび告 '1れが生じ

たが，判に災!!J;ill\11の iHIJ\llIiê7]，池が北jJl~に比べて被お .fM皮が大きかった。

このほか. ilbj池底面の削計りの側壁哉ぬと池底時、!肢との境界に沿って.I!?J北全長に2丸山 tのひび

;I[.IJれを生じ/こ。またl特例j配水i也の j<l '~1X継ぎ三J斗こ沿って両日\~"，î'I[!U出全長にわたってひび割れがありこ

とに校の池底付限に悲しいものがあった。

これれ〆は四配己水J泌むのf名iι
卒にして自況~7.水1(Ì'辿也はひび;刻l引刊!リjれ担u皮工で，とυ~Îれ♂もし叫ι以、上の担被lえt主占占今はなかつた。

日 野毛山浄水場の被寄

~!}毛 111(j'7]d誌の被告は(í'ト水場;1;: 制ii サ!被行111:もはなはだ Lかったもので，九十部治中'1) とも，もはや修

~!HO)余地がないまでにli出版された。
すみ

:11]:毛山ろJ{ai'也は大iE9:'Iド (1920iド)の地鼠によってすでに被占な交け，名:也とも間関内糾IJに鉄筋
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震災による野毛山 î'T<水J))j の被~;: コングリ{トの補強墜を施してあ

ったが，その新|日jS;合jjjjはことご

とく附11見し」れにj虫J予 uこIIJ~æ休

に大きな:TIiifr!(のひびjlJ1Jれがご与 fニ。

側恨の被主;については慨して浜

[VJのプIn(l](.こ[i'(FJなブjに1'1t，ii:がはな

!Jだしく， ことに111ろj位i也の11刊以

27メートノレほと:"_fH{ili.i、したものが 2

かjili'，われ1'1が3肌)ミリメートル

以上に及ぶものが10余かJin数えら

れた。

また自己J/<池はWI目己ノ1](1'也σ~llIll" ，LI

日1¥レンガi五りの部分延長約 8C日ミ

リメー iノレ， iUll'，に向って似UヰL

j，!~(i!Jt ~I'iてや木 '\'J 屋棋は全部跡ブJもな

く t~丸 IJl~ L-tニ。

HFi段目E水池l土レンガ冶りのtJl".，

よ口、.i，qbkぽとも全部破壊こけした。

10 敷設鉄管の被害

(1)捌欽代 将ノ，](1(¥に他)1]した

捌鉄行は!!泣没後の絞i世作月のtfjか

かったことと，併の十!日Jからも

1(;' そのものは11U~I:~:皆無であった。

その制tð-lーは ff~ J.nによる J2.:{ìで

あって ，j}i;災による幾分σ川、交 tよ

あったが，地位以Hのため1;1)('，.1，;:

さん少であったっ

(:2 (!)イ〕鈎S1~li\; (.i.9:ノk目〕将

7](行lニId2JliLた鈎鉄!(i:~，土~:，~ ~15 H: 

78，650メー lルのうら，破裂した

もの 8か月1. 1安合i'iliの脱出したも

の44か所で，その他lK令部の幾分ゆるんで発汗するEJt立のものは杭111の数に及んだ。

自己 ノk :也 惨 ~k 。〉

く2のロ〕 鋳鉄'，，:， (自己水管〉 配ノ'J(:ri;は欽'((1支{i;'i!iが;まとんど全t;l;ゆるんだので， tJ:1¥ってそのま

まコーキングを施l.-，破IHf市PJTがあればCIぎ修理していったのであるが，大俗だけについてその被

官状況を記すと次の状態であった。
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このようにその被'Lは地主[と， その線路斗1の水官椅の多少に比例してJt'1i成したしだいであるが，

神奈川・西戸部・ 1日出・山子方面など硬貨地盤のところに敷設された配水管は被'占少なく，ぜい弱
ちゅ3

な1111絞F??，'1虫紛な土ILJ~'_~. • またはヘドロをもって迎立てたj詰FJf. ことに型自立4代の新しいもの， あ

るいはI並立胞のほさの大さなものはいっそう被'占がはなはだしく I;災Eリ')0))[;も複雑であり不規則と

なって，水道ií~\; も 'ff劫 lこ hl 1， 1 !l 1 されまた接合部がj}jげ去った。

主 fこ JI!l)[;に上っても ~r，~.なりぬi品;i ・ iIIJ i，，; ~・がけl也など， *ま辺込EID))のさかんなHiはさらにいっそう被

15 大きく，古í.llt;]~~IIJi:( の|吋{壬12 {ンチ (300ミリメー lノレ)'i'(のごときは延長95日メー lルにわたっ

て民主j..f~とともに J11'1'にliM点した。

ìXに，鉄管の形状からみて鉄伐の)jJi'Jがムl散に変化する 111.i !j'~i;;''i lí • -1': 子治・|守 i~:\; ・ Y'r:佼の印;分

はそのIIl'，llllの前後， あるいは交差/，¥i，1 'J，立に被'占著しく， [a~~(i\出は被~Jfきん少であった。

ことにhHlill角の大さいものは彼泣大 C，ノ'J('iHr".1，品台半上りのJ部分において角度30広在こすもの

には完全なものはなかった。

まfこJI(.lf(!11":;;においてもブランヂ継ぎ干のものはフランヂの[.Jmにひび訓れができた。

次に河川綴断については水管椅より刊j低伏越の方法を取った場合に被害がなかった。

平地のrlll符について迷心力の方向にIIIJ官の移動しないよう外側にコングリー i塊をつけたが，地

24の結来はその重i誌を全部曲管に負担させて沈 Fした傾向が数か所に認められた。

鉄管の大小については内径10iンチ (250ミリメートノレ〉以上の大管は全部接合部の脱出であっ
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て破裂はなく，ただ本牧に内径15.5インチ (395ミリメ{トノレ)¥'1の破主Hか所をみただけであった。

また管にひび割れを生じたものについても，その大小によって災なり，小作はその長さの方向に

直角，すなわち綴断的であったが，信一径のIEi大とともに漸次その方!むを変じ， 1人Ii主16インチ (400

ミリメ{わけ以上の大行はほとんどその長さの方向に沿って縦断的にひびのはいったものばかり

であった。

また管t'll日立の深度によっても呉なり j荒いものは被守少なく，浅いものは多かった。

(3) 水管稿 Tlí 内自己水t[) は内径12 インチ (300 ミリメ -1 ル〕以下のノト行はill~~ :t，~j に(ホヨ~ ~，大

t:;;は|斗筏18インチ (46日ミリメートノレ〕のi主来怖を除き，全rm鉄'i'IWIlI杭にヨ:日政し，その数は 18

橋に及んでいた。

水管織について震災被害の火きいものは橋台で， 11\~r?~地擦の íEillサj と杭台実現こ!二の振動などによ

ワ， t荷台のすべり1-1 11 し・傾斜・恥-~ffU~~~がみられた。 I両日却もまた同様に沈 F ・傾斜・転倒をみた。

格体としては橋台・橋脚の侵害にともない品11産的に現われ，汚1111またはゆがちなどを生じた。

11 給水装置の被害

給水装置は地震と火災による被官であるが，地震による被でzとしては分水せんのか、において以も

はなはだしく，ネヂのゆるみ，切断などがみられた。

2鉛(内l~'口'J/ としては分岐j点比のT現現H滋瓦和

にあつてはi接妄合部においてユニオ γのブ方J向にf抜友け i印山J-II したものが大部分を占め Y，~~W.:í:r-はその縫合す

みが切断され，ほとんど完全なものはなかった。

焼失による損2? としては熟度のため，立上りの m~l'主的併し， j~H設の浅いものはごムìffiに変色をきた

L..，はなはだしいものはその11，ぜい弱となり{虫剤に椛えず，また7J(i泣メーターl土地下にあっても

火災後，使用に地え得るものは全くなかった。

渓災前年末における給水戸数は83，680戸であったが震災で破似しながらも給水公泣の残存したも

のは24，317せんであった。

12 人的損害

従業中死亡 4名

帰途焼死 1名

従業中重傷 2名

13 損害総額

これら事;震の損?J額について大正121]'.(1923年)10月9日の羽交によると次のとおりの巨額に注

しTこ。

組 別|被 'g 数 Im ';l_i~ 知|復旧所恐額

何風 l 円焔

建 物 2，759". I 244，374.000 I 500，000.0凶

建 設 物 186，" I 183，500.000 4，474，039.852 
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措置急応害災第 2章

震災当日午後 6!!;]'ごろ，市役所に火の手が回!)!l~f主まで小って 1.;'/ニí1î 当向者もやむなく横浜公同

パ， yネヅ!の{J;:割引に iHii沼町11)l'務 J軒」というはり紙l こ j位雑~，事í. LtW~~'のスタン/ドを '1. 1心 ζ ~.

をして-tf水・芝J土1材L)Jiltその{也一部課長が渓災後公担jの会議を川!さ Zf後:立を1ib議してまずu. .:_の'1・立4

をもtutしだ巴

杭況を内務官に ~It告するとともに車京市の安iJ./}をこ 7 こと c

ノrJ;:.)斗施設が全議しているのて. ，11111白あるいは鵠凡から飲料水の供給を:1、める乙と。z 
その彰男、)11由奇からは「フ122団)11があるから止、はここにおいて状|日・長谷トff."1_1記を上京させたが，

し泊五しノ，t:iiliをボめる乙と:;):不可いくら C も i足 ~~;1す一るから ï~(舶を 1i>J去するよう」との回佐治Zあうた。

誌であったのでI!丹念したコ

このtf!!，í民火に追われた人々は本能的に山手公|剥・伊勢山・野毛山・久i入i七・ '1叫一j'UlTおよび ~I'~i

、" " 
~~ まずi(を求u:;て5-Ei'f.していた。，1/1方面の高台E陵地引..主たは横浜公N;Iなどの広場に難を距け，

に 9H2日はー拘を浅さ日三でに民度となった焦土をさまよし. ill分のtt!iうの焼u*をほう然と眺

め，無差正に到れている死体のうちから白分の縁辺勾l己をt;~ l-.行方の知れぬヲヨ規をたずねる悲惨な

く:-1.l，i'::'残暑の厳しさに;喝をいやすにも水はなく ，wu訪のままに死体¢浮く運河人々がmれをなし，

のi'}7kに口Lぐるをうるおす阜、起であったロ

9月 3日核況の会1止を視察しこ大玩 '1務書記守のldIL告には「飲料^なく根災氏はンになi[!1ぎ11宮川
し命、う

き摂(lIをi町Jつつゐ 'J‘ 」の ~1;fjがあるほど同水の困窮が如実であ J たのである D

このように時なお i~.~ =7.'~\--F ，ゴH唱に立つてはi右目を'51:えることはなはだ，~ぐ，貯水施設の復旧は急務
ガス

の二.!，tγCj.ったわ e'， !t: ;ïlljf立ノbk泊五 !~r，-;，，1長EむJzjヰの万三児・大町]可段目町とU;)議レてIL:、;"J，I.Hifcを

「日三だので. IId!主iLiは 9)'J 2 IJ ノ'K3ù全rsv; 説話を行ったr.::-，~~.温水ノι の砧 ~-fはめすてもれ宥t;1J'"ら EH

ここにおいて直ちに久保IUJの材料註JJJを"1'心に古材料を収谷までは多少の送水の可詑を在住めj!17こ。
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jj，してノミラッグを急造L-，職工家族を収容して応急ヱ事に7fi手L-，他方ではillIt蹴給水を行うことに

なった。

むí~ 1節運搬給水

'jfi:災出後，ハi似Jに水を求めてノ}く舶を外られF断念したが，その後一)jでは沿I}叫:';ii'lの船舶に有;.1主

した水の供給0:'5.:げ配給するJ"¥聞のもとに， ~rl~rJ_!:'rJj til) lょに船拘r'rの交{阜をイ壬し，他方TII 内船荷[ぱ古水

;長者のよDI去をうべく， 9)161:Jj三塚良水・品'nn給水・担:'[iStil'i泉・ジコラール給水の告会祉をJiiさ，

水船liMJt方ーを求めたところ ]i17仁li主{f船舶として長塚良水からひき船 笠・水虫i17i，2， WtifUIJi-泉

からノk自¥3 \2j)~1JtブJの慨告があコたのでほらにこれ在徴党し， ~};18 口 H占 i}，] li刷出向れから飲料水の分I1

を笠け，高ê~合を開始したところ，大lì!'ij川Íí;J].主焼淡船体の沈没・ 171の ~~t品・木村の法Jげなどで~ihí j司、

iiEのため，弁天治際に!司航L-，ここを給水)iJrとして自主j市でiililll;配給をi-j'_)た。

戸JJ11 の附21 は翌 9 日から]~f(1:i'n4大隊によって排除打数が11刊始された。

また自動車によるillH般給水は東京鉄道府から借り '2けた紋ノk自動準 2台と防111から米仮した貨物

自動車にあきだるを積んだもの 4f?をも寸て， 1正日給水|主UV)Iji隊を組織して，歩兵効!ifJfxのもとに避

難民法;~長区域に自己水した。

その後，飲料水積載の'10<1主自民も刻々入港しにし， Id互のトラッグが順次j:¥11JIIし次のように活発な

活動を開始した。

9月21日 内務省からトラック 4 台応援。大阪-!liから守口き a~7j(11i lO台苦fWÌ'される。

10月2日 トラッグ 2台tH加 tる。

10月14日 東京市からトラッグ 2台借り受けω。

10月19日 住1]ーの給水トラッグ 4台引き上げる。

12月3日 配水トラッグ 3台解除。 G温水区域拡張にilい)

12月20日 東京ilTヘトラッグ返却。

この!l¥Jにおいても工兵隊によるi可J11啓附は服次中村川および日の山川筋に進み， wdtr物が除去さ

れて10月 3 日から水自白による沿;:~~給水が1m始、された。

また市内におけるわき水や>>illJl戸の制去をし，これの散発も1'jわれ， 9 JJ 7 1:11)，後野毛IIIJ3丁11

小山方・宮崎町銭後下・Ijlttlllf! l 坂長底力・ j-\~太山町wrM守 1 1， .山手IIIJ金子方のわき水に施設を

し，これらを吸引して配給した。

まfこさらに新たに井戸をjJ，11ろうとする訂や，古井戸を修理しようとする者などには材料を与えて

援助し，極力飲料水泌のWI設を図ったう

この飲料水運搬配給は次のとおり約半!，lーにわたって継続され，翌日fド (1924年) 3月311'1にいた

ってようやく廃止することを得た。
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第 2節応急工事

震災の男1¥:1水道全線の祝祭を行った水道当用は久保田Iの材料[託i易に建設したノ:ラックを本部とし

て， 区ちに応急工事に7若手することとなった。

しかし各所の被告:はじん大であり，災'訂後の混乱と惨状は尽をおうばかりで 9月5日にいたっ

てようやくつるはし 2 丁とシャベル 2 了を入手できたという ~0iえであったから符易なことではなか

っfこ。

ここにおいて大阪・京都・神戸などのχ都市にあfし材料総只などの救民を依軒lするとともに.j也

商人夫を1/~!fーしたが， ik31ì~~l}が盛んで応募者は皆無のありさまであった。

そこでT兵第 1大隊から lf間'ト隊の11¥到Jを得て，その仮設を受け. 9 n 3 日からそのき~7世のもと

に人夫を募集して工事を進めた始末であった。 ロjl方針は第一に取入!]の別収土砂を除去し，青山

から田谷までの符7kT1と四谷以降の配水行を修I'I!して一日も平く横浜市内に水を111)すことであっ

た。
あび

このため，日夜兼行の強行作業が始まったのである。まず鮒子1反入日の崩壊土砂は 9月9日にい

たって取除さを終え.J1!1ノkをみるにいたった。 7草水行は 9月12日朝ついに西谷までJm水する運びと

なった。そして四谷から市内へ向つての内径8インチ (200ミリメー 1ル〉行修終は夜に日をつい、、

でご仁事をi生め 9月11FIの1'1，[ーには久保l町にいたり. 13日にはついに凶戸川際問主でJm水すること

ができた。

この日，膝抑'JHiliに6か所の共同せんを設置し，震災後初めての市民給水をなし得たのであっ

た。 13日以降は工兵l1U7火隊の来媛も得て，工事もはかどり順次配水平:を延長して 9月20日まで

に*は神奈川青木橋方面から，同は井土ヶ谷・昨日1椅方面まで配水し .jUfIせんもその数140を数え

るにいたり，応急に新設した1'1行， 81ンチ (2ω ミリメ{トノし)'i';ではすでに水}Jl::-'j<十分となる

にいだったので， 23日から西谷.1'，毛山1mの内筏24インチ(610ミリメー!ノレ〕伎の改修に治手し

fこ。



第 2m 災害応急措置(187) 

内ff24インチ (610ミりメー lル〉伎は破咳はなはだしく修理問難をきわめたが，工兵隊および

大阪市その他の郡市から派出された応促隊の筏LUJをねて10JI7 1]完成し. :!l)毛山以降は11;径18イン

チ (4ω ミリメートノレ〕幹線，主改修し， J出析から大iri'，品・ 1IIJ"nH;品とrie7};:t_.. :Mt，高には消火せんな設

[ill:して10月14日以降はここを配給水船軍への給水前!とするに及んで飲料水配給上HFr[となり能率の

向上将しいものがあった。

ft~î 谷からの!吋径24インチ (610 ミリメー i ノレ〉管の5'ê成後はさらに内f壬36イ y チ (910 ミリメート

ノレ〕幹線と111m対立|日の柄を広げ，震災後2か月を経た10月末ころは自己水区主主もi'::j壬?を除く神奈川ブJ

[市・日のtF，lllfからlijdlljJ而・戸古1:方而の大部分およびfiJ内の一部と進み，配水fIt1日10，000立方メ

ートルを給水し， 12月末ごろはさらにn1!日がi並行して配7kiitは47，∞031ブJメー iノレに及ぶにいたっ

，_ 
/、一。

復災rn:i:去における円e7kfi:干のfW日および給水i住民の状況はikのとおりであった。

国ホ智修 繕 状 況

JIミ !ι" 

刊
「

8

」
」
|
「

l

邸

側

一

一メ

0

3

叩

2

一

一

川

町

判

明

」

一

附

1
1叫一

出

月

孟

'

一

Q
U

…

勾

δ

-

H

一洋一

J
i
l
i
-
-

卜
一

t
一

一

ゆ

一

凶

一

一

一

一

一

一

一

口

幻

お

一

剖

一

伺

一

一
月
一
叶

A

5

4

'

J

J

一
J
一

↑一定

1

5

3

5

一6
一

一ロ一

4

一5
一

純
一

ι淵
1
4
J
J
判

制

刻

l刷lm
l洲

一

ml一

一メ

1

4

9

t

u

品

別

一

一
一
目
」
同
即
刻
叫
叫
叫
州
叫
一

修
一
ハ
一
叶

9

5

4

1

A

J

J

A

一

j

一

一

メ

8

1

5

9

-

uu一
叶
ぺ
ベ
」
lm
一

柑

2
1一叶

5

は

正

一

メ

:

一大
9
一

ー

l
F
3
|
同
l
d「

Jql出

長

一

中

川

円

引

川

町

山

町

m

m

一工
L
L
ι

附
ー
一

r
m
m
M
m

月|
メートル

8，815 

1，0851 

1，264 

73 

1，477 
1，705 
174 

444 
12 

10 

::1 
側
ー
↓
イ
四

日

9

4
勺

一

九

8 91 

313 412 6 

5 

4 

3 

計|

メートル

2，343 

1，746 

1，574 

5，576 

833 

3，312 

7，740 

8，815 

3，842 

4，827 

27，155 

21，154 

250 

183，111 

272，278 

町、清明j52許制問Tl現!間21122ill;;2児iZ111245 



(188)~18j品 W-nlt;ミ震災と復興事業

応急工事の内 容

この22災山::;，I，T-'lf:J'-先発の大災情に対 Fむk，:，色、(1'.;なれFiであ寸fこから， 'Klj主計 ïElij-'~予算今のT紘

きはいっさい後l川しとし，念3宝に給水を目以に工事を'j~1J起したもので， n'T料宅ども寸て施行したがコ

ï~総Wr1873 ， 320門を要した。

そのT'存l竹符は次のとおりであった。
あ伊

(1)鮒干収入門 JII入口合開設し fこ ii!Îl~l二I:ìÎ:Þの除去作業はうF隊終戒のもとに 9 月 3 日からずf乎

され， I日19日今後 1n!j:，全くm:1[I;I1l水をみたが，余震の続発にかんがみさらにi析がいの)前訴を防ぐ

ため. ~::il nfrlî とすることとし，引:JL ラこの切り J17 1) 工事を行って 9 )'125日終成Lt.ごの:仁1'112，346円

71伎であった。

ほかに円L11寸ごいi立にもこの←|砂の流入がおびただしか η たので，そのii'i-t，，'tfなL5，070円81絞を:12

した。

( 2) '，'/IJlitでん池 li射uのままも1'mすることとし，付近のゆil'五;:i，i所の I:{河工引の九をffった。

10 FI 1 n i(i干し，司、:{f. 2月末孫成L，T.l'14 ， 145 f11 45$~を匹!Lt:。

(3) ;11;下(it7)<Jf) ろ;~池・配水i也. tt合ヲ|当いずれもひび別れができ，その他にも被~li:が多か

ったが，修I'Ilを後間しとしそのまま使用することとした。

(4)洋水作および線路 湾水ri;は破裂問所 8. l't:令部は全部ゆるι五，う -['J44 t:;'j r叶が離脱という

のがMz~~_lj:の実的であった。この修JlHは 9)]3 日了:'ll に 113手，徹夜で工作を急ぎ同12 日応急修刊を終

っT之町

工1'165，252内03銭を裂した。主た川m話令子iから野宅IUにいたる内f干20-(ンチ (510ミリメート

ノレ〕符ァ'krì:は ~'T毛L1 li下水場の破壊のため.'全 '1' 力、:百日谷浄水j坊へてl ノlくする k う l:n t) J(~ え，大 jU3イ1

(1924ij'.) 7 Jl24日から週水した。この r.'1rI'l:(土7，384Pi96絞を嬰した。

:iì下水線路についてはずい近・橋・軌条などのf.i~mや線路iîill'ÍlI士一Ir!j その主主と L ，将ノk.l支払7 あ

る被~Íについてまず似旧コ τjlを行った。

大正12{j'.(l923{1'.) 9 J1 3 n j日仁L7P々l-1{!'-(1925刊) 3月ボn;;';Ii~ したがゴ'向は33 ， 396円自6

銭安要した。

(5)百?子浄水明 ろj鴎池・配水池その他九i也について応急修n日をなすことと UWerlにはモル

タル充てんを行い，あるいは必要に応じてコ Yグリー I.li!i日南をなし，潔念の{史1mこ応じた。 9Il 3 

日から市 iしいずれも現13年(1924イn3月末まて寸こ完了した。 [.1'1:はjxのとおりであった。

ろj{i!a也 5，597円34@.，
配水i也 1 ， 194円 63~t

}下7)cJI 1 ， 879円 60~，

その他の工事 3，006円921t

計 11，678円相銭

(6)野毛LlJ浄水場破壊が長もはなはだしく応急修1哩不可能のため，すべては復興計阿に譲

り， i剖接の危険のある石i宣工事だけを行った。



士事3m再度の震

大正13年 (1924'1:) ~ 1115日五千し1;;lir3 n 1日済成， T1'1166円98&去を要した。

(7)自己ノJ<..'i:'; 自己ノJz:iμ吋lt:出土l土むはだ大きく，ひとつとしてそのまま週水し得るものはなかっ

た。

tl初は被2?の大さなJ1;jP庁を修J1J¥してJHP}くを行ってみたが，破裂，漏水のトJfiIiが多くどうすること

もできなかったので， 1県本[I'Jに修王宮lすることとし，内径12インチ(300ミリメートノレ〕を越える大

官は継ぎ手掛りを行って妓合的の総隠し修現在 G，内i壬12イyヲ(3C日ミリメートノレ〉以下の行は

布拐をして五;l(j員の修理や，継ぎ干の総臨しを行った。

目配己水f竹!ハ'\':[仁ゐ~'1 

つくぐ台突r社'-Llじ"}jド;をもワてし， If&"(主作業の )~EMGであった。

かくして大正12'1.(192311'.) 12日米までにわずか4か凡で全線 274キロメー iノレのほとんど全線

にわたり修理を冗(G ，給水渋ìí'ì: も上り川せん11 ， 961戸，船舶給水せん 3 五~ ，共)iJせん749;\W~rrH主

ん使用戸数7 ， 537戸)計12 ， 713せんの給水型'~Lì!iを有するまでに復旧した。

しかるにit:13!t:ト (1924年) 1 FJ15 口 Jム咲の以íl~によってFf.び自己水 :í~\; ~こ ~cli~活ーを受け， tH7tcから再

修主I!のやむなきにいたったが， :pト112の不逆にもめげず.)1]人的大努力をもって碍び{垣間が総けら

れ，何年 3 月末日，ょうやく~r.i:.:~J{U立修理を終えることができた。

この工授は655，584Fg04銭に逮した。
，λ 

(8)その他の工事 桜木IIIJ釣橋きわにハラックを悠築し，水道瓦期間庁舎としたのを相Jめ，そ

の他の建築および修VHに36，456f1145主去を変し，工事!lllm共機i員および鉄工，ぬ工円]よ"'J:tiの購入に裂

したJVllは48，371円36銭にi主した。

この応急復旧伐に対する予算は大iE12'1'.(1923'1'.) 12月7日の市会において 950，8271弓37鈴の議

決を経た。

第 3意再度の震災(大正 13年〉

大正13年 (1924!f) 1 )]15日払班丹沢111をmiJhtとする再度の激震があって，大iE12il'(1923.[1') 

9月1日につぐ渓災がもたらさぺ九た。

ゃにして火災は免れたが復興途上lこあった上水道はJ1Fび根本的にlif~撲され，干専修到lのスタートを

切らざるを得なかった。

これまでには市内はすでに根円ツJ而その他の向台を除くのほか，配水管はほとんど復旧していた

のであるが，ここに汗びすべてやり泣しのやむなきにいたったのであった。

そこで'i1.~ーに予ítllからの潟水をやめ n丘ちに15水r~の修理に従事するとともに西谷浄水場以降の

配水色修理に治手 G，まず比較的存易な内径8インチ(200ミリメートノレ〉配水管の修理に全力をa

ぎ，ょうやく問日午後91時30分市内藤仰!までJm水し得るにいたった。

その後述日)1I1.夜fD:1自に努めた紡采，同月16日浅間間Tカ国， 18日神奈川町方面， 20日西戸部町，野

毛田I方面へJ[!水をみるにいたり 3月末日までには全市全く復旧するにいたった。



( 190) 第8編関東大震災と復興事業

?品 1節 J耳j長災の応急対策

大正1311'(1924'1-) 1 J1l51J jム悦の以12によってjIIiij己のように再び幹線は多大な被:!?を受け，給

水は一時断絶のやむなきにいたったので，これの復旧に努めるかたわら， IIIひ次のように沼市・自

動車・自1納によって述1股給水が行われた。

活!!I，給水に使用の舟Ifi

円相J耳125台，部【ノrjc';j:U113雨(ノrJ:.ilh¥は際問I給水所および111下町消防署構内地下水〕

7JÇ~ 日 3!% (水源はLlI千77i'iiトおよび民金椅きわわき水)

以七は給水の復|日にともない削減し， 3 H 15 I1をもって全く路止した。

第 4主主災害復旧工事

-Iiij犯のとおり応急施設工'Ilによって21災1&t¥T]nを主主だ 9Fl13日初めて;mノlくな開始してから服IJ.くそ

の給水地域を!lliiJミL，明13刊 (1924{j'.) 3 JIようやく全市にわたって給ノ)'clq，I;} るまでになったので

あるが，この工事はi]i.に通ノj三L{I}るFM立において，すみやかに修王立を行っfこもので引!日宝の仕事でIZi

憾な点が多く， t1*木i'j'Jに修復が行われなければならないことはもちろんであった。

ここにおいて取入口・沈でん池・ろ過池などの災'Ll復旧工事を大:iE13{1'(1924{j守口Eから 4か年

継続7jr業として工費 321，714円の予算をも 4 て施行することとなった。

そのn~'i町、はうら 8 '，l/IJ 5分知 (273，454[，1)を県補助金に求め，残り 1例 5分前i(48，260門〉を水

道経済の負jllとした。

災??復旧I'J"は実施の付:果総百ii300，501lTJ66aで日日干fl4年8月it;ntしたがその工事概要は次のと

おりであった。

第 1iJt'iJ工事概要

あ乙F

1 純子取入口

収入口と方の土砂27右の!自iltlをFjjJ!汁一るため， luifiにコ γ クリ{トの張付けおよび芝係りを行っ

た。

昭和3年 (1928{の 9月3日活:工L，'1114年 2月12日誌成した。工授は8，000円であった。

なおlR入口とブJ保護のためと11if見il詰所敷地として1，4991平および立木1，200木余を買収した。こ

の買収'(¥'4，702 fII41銭であった。

2 青山沈てん池

4池の各泊に施設された 2条のレ γ ガ巡りJ.!;ti'止授は全部破壊されたので，これの復旧工事を施行

したのであるが， 7](i!f，i道:よ;)11の流成が荒廃はなはだしく，降fHごとに混濁が幸子しくなったので，工

事に当ってはt!11号池と他の 3i也とを区分し，日立水の濁皮がはなはだしいJ;5合は原水を第1号池だ

けに導入した後，比絞的潟}Jf.の少ない l二府'水を周壁外の水路(悩1.5メートノレ， 1，京さ0.88メートノレ，



1s4:'Ci:災害復旧工事 (191) 

K さ 295.9 メー l ル〕によって 2'，}.3 り・ 4 りの{~-ì'.!!に浮く j来日をするよう施;設することとし，

~:n 1-'，};'也は沈 Cん171)除去のi出'自のためj出品:墜を取りやめ， j也の 3池にそれぞれ刊さ4.5メートノレ，

kさ48.3メ戸 iノl_ U主1';'325ミリメートルの鉄筋コンケリー i造りのj草流控をお古)1~. ii(-lflIには亡

い土のJcJi'/Uにi山利なように 4;長の排水λぞを設け，みぞとみぞのIi¥lに100分のlの勾配をHした。

このこr.~J\T(は81 ， 06号ド196銭を~:l. 大正15 i)'. (192〆n111"活干し，昭和 2"1二 (1927年) 9月落

成した。

3 導水管接合部締直し

災??による縫合m;漏水戸l所は全部品目Il[し修理したがその施工は次のとおりであった。

1早水 ~'ì' 口径 協 W( L 何 m J首 要

6

2

8

 

3

2

1

 

お74 

98 

578 

4 2 

j鉄1'?日]ろう1"介舟鉛他)[j4 2インヂ

" 
M 
}I.t 鉄 ~:.;; 

" 

:r:'I>!('18 ， 419P173 Jl!.lを ~l ， 1照和 3，]' (1928年) 2月-zi手，同年 3月古完成した。

4 城山水管橋者岸鉄管保護

城山水管~，!!i 15r予約千?付近内f壬42 (ンチ(1050ミリメートル〉旬から内fま321ンチ (810ミリメ{

トノレ)'iVIこ分岐する{泊所に潟水のおそれがあったので，鉄管受合コ y グりートを施工し保護した。

工事的3，841内01銭を要 L，昭和 2年 (1927'f.) 9月若手，同年11月読成したロ

5 )11井接合井復旧

J話合子lのレンガ積ji1lJ壁はiiM喪したが在来の底部を利用 L，Jf}さ250ミリメー iノレ鉄筋コングリ{

トで復旧した。

工事f'n，235円93主主を裂し，昭和3年 (19281，1')10月?!?手，同年12月落成した。

6 西谷浄水場

(1) i先砂淡武俊IIJ 既設j光1沙機破防 l~')UÎj;能力:，{tしく減退したので全部新設した。 10馬力司自動

機直結， 100ミリメートノレターピ γ ポンプ.を'fei:ii/iiL. 30Tf.建木造平安の l二尽を建築Lた。

工事ii~ 4，8251"141銭で明和 3J)'. (1928ij'.) 8月;tf工，同年10月洛成した。

(2) ろ過il~ 修J:I![ Zf~ 2・tt"!;3・首¥8勺ろ過池は漏水がはなはだしかったので底部全部に厚さ12

7 ミリメートノレの鉄筋コングりートをIJ~コ L ， )市壁および!底部の全I而にわたって厚さ10ミリメート

ルの11水モノレタノレをもってよ主主りをした。

3i'd1のろ過用材料は搬出洗浄し，入れ称えをした。

工事~!ì:は80 ， 079円29銭を裂し，昭和 3 年 (1928年) 10月克l手し昭和5年(1930年)3月落成した。

(3)ろ過砂のiilll!ftおよび購入 野毛111のろ過池が壊滅し，復旧の見込がなかったので，同所の

ろ過砂を全部四谷浄水場に述ぬしした。またi"l谷浄水場のろ過池修理にともない補給のためろ過砂を

購入した。
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3，6251可95S_Q1~ i般J3f 

11 ，5271'1341'， 砂日出入 1'i

管フk配7 

配水管工事は必要に応じー郊の鉄r~;新設工事をしたほか，架橋その他で支防となったrì' の敷設将

えおよび破壊された水m号の修理，架設作えならびにこれにともなう鉄Fに工:'-lfが::Ieであった。

自己水管新設および架設45え:cIT

四谷浄水場から
坂 本まで

)
 

l
 

(
 

工事区域 i内筏両示弘一tifi.::!ミ延長| 一. :1弓弓1治エ|お成

コソJλト川バ メ日-トル吋! メ-→トJ心illr毛H山lの娘馴減に主M川川り引引j川l
5日1叫 910.9 i 116.3可をj川川11叩山3升I'~i'内1.i{符子に切特え〔οF応ι急施設工 1 1日1 ， 1凹日 8 ， 11引11附H引~ 2， 2 

I 1 'fl:!市コ)たため殺りのft1lモUI立での
作を四谷からilli毛山へのill7JdS'に引j
fIjのための連絡t¥"とした。

1ド )1

11日3.3 

3臼 9.961大14 副大14， 9 

41.6町山水多〈かっ土被深く給水工弔問税h I : 
!のため政~i):lJえ 11 1 

291.70: // 1:，11，259.551大15.11 11，'1 3. 3 

回路| か |J 1 1 

551位向持伊肝入間:立にと 1 印 5zlllsι21nn4.3

|千Itlr削11，)11)Klk~に変更のためïl1
i設付え

内谷部内， 1口線路内敷設tf撤去使用

3，395.151昭 3.61 rrn 3. 9 
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ベンキ詮袋をした。
，，'三Uら

純子)1 [第1号水'i'ii詩ほか27椅，水~~\;fr高i彦主!!(3) 

1，600円主h~~~C(

大正15'['， (1926"ド)6月
_'{' 

!r.l 

lIiJ，;fn 3 i[' (19281[') 6月Jj)( /れ

24災のため，水位絡によ官設した鉄管の危険となったものについてノ，]\.:;'-'tHfi Yf B主主主~-:;保ぷ uji(4) 

l烈設符釘、" I 到、佐保 l主 工 事内容 i 
11:延長| 1ーて弓可 | 

I jlfiiiJllJ!ltl行部船主|んト吟会|鉄板被濯|
---;;;'-v.---:;' -- i ~ 'Jメ三下志l メーは| …一一一 | 一一ー ー 1 ~--l 不月 --~if~-

雌子水也市e;I 610 I 33，9司コンクリート保准| 施工 |施コ I 
I 510 I 63，9d グ I" j グ l

390 36，361 グ|グ E グ

36.36' 

57 i 

1~ I 7n 

1*Mi工l)l:を施行した。

成
オ(1":i't，号叶
按1'N _..L 

" 
" 

" 

七1

2，288，001大15，111大15，1出

" " 
15， 7 1，139，751大15，1 へンキ'ill" " 

598.491大15，副大15，3 " " ノ/

636，3剖阿 3，41阿'!t3. 61 /ノ

682，011大14，聞大14，8 " ノノ

373，65[ iIil 2，1則昭 3.11 
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コングリート保次!

レンガ ;lj:き保護 1

コンクリート保護 i

/ノ200 
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" 
610 弁天水fe~; ，i昂

" 18.6 660 水針
ほヲ
主主氷水fi:¥'1，B; 30.6 460 

27.3 300 >>ít;fミオく ~I;;柿

16 

15 

17 

460 

760 

760 

千駄水管杭

水!ít' ~i高

石附水管1号

桜

/ノノ/

" " 

物建8 

2，900fIJ 倉Jillおよび自動車fl'Iml新設工費

設計'Illi督費9 

13， 91orrJlO~Jl 

その他の施設の復旧

給料・雑草色ならびにおl1H'i

第 5享

船舶給水施設の復旧百11節

したがってそこに自白設さん杭i・岸壁の損傷もはなはだしく，:f:J}~災はM~iPJ }jfji設も同線;こ破壊し，

された船舶給水川水道施設も同級に破壊された。

しかしそれよりも水道施設の拠本が破壊されたので，災'E当時は前日己のように横浜の水飢きんを

逆に船舶に積殺した水宣iをもって救済するという騒ぎであったのである。

ょうやく大1E12年 (1923年)10月市内の配水符復旧が進んで，者[11%¥ぎわに消火せんを施設して水

両日への給水FIiとしてからは1'1\'の自1\からの7!<JI~ りはやめた。

しかしこのころはいまだ水船の主製任務以水道復旧の及lまない地域における被災市民への水の配
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給であったが，大正13il二 (1924'め 3月，市内配水管が一応復旧の段階に迷したときは，完全に船

舶給水本米の姿に立ち帰り，船舶給水5染者ーとしての活躍がみられるにいたったのである。

すなわち渓災後，新港岸壁およひさん橋の復旧工事中は大正13年 (1924年) 3丹新港梢I斗万国松

ぎわに臨時給水所を特誌~，各船舶給水業者に給水をIJ日始した。

また給水業者側もそれぞれ自己所一(fの分水所を復旧した。

ついで同年11月にはさん橋の仮架設が溶成し12月から給水宏開始し， [司時に新港岸壁第3号が復

|日されて給水施設も開始された。その後順次復旧が進んで大正14年 (1925年〉末までに 4'~)・ 5 む・

6号・ 9号・ 10号・ 11号の各岸壁が再開され，給水施設もそれにともなって復旧した。

第 2官fj 水道メーターの回収と設霞

焼跡に残された水道メーターの回収もー仕事であった。

地区ごとに順次撤去して次のように回収するとともに新規開せんの言l盆せんに対しては水道メー

ターを新設した。
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第6葦: 震災後の水道料金の徴収

渓災とともに大多数の需要家を失い，同時に施設の壊滅によって給水不能となり，水道料金の徴

収泌をうたったしだいであるが，災害後，翌日から立ち上った職員の努力によって，復旧が日に進み

9月中旬からIIWl次建設されたノミラックやjlj周辺の残存家屋に給水の運びとなり i主{Xその純白lを拡

仮するに及んで，料金の徴収に千をそめることとなった。

すなわち大正12"l'10月分より I百戸-ri!¥・浅間・判:奈川i・'1-
1
1-木・子安・久保III[ブ'31ffiの徴収を始め， 11

J'JにはlfJ太rJ1:H([jを)JIIえ， JIW~ iXJ_並ノkとともにその徴収区域をb主張して行ったのであった。

なお震災と I司I!~]に公金取扱銀行である横浜興信銀行は業務を休止したので，その後現金の出納は
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いっさい副収入役の直談取扱とし，事務はすこぶる繁忙をきわめたが，同銀行も 9月28日から営業

をHH始~， 11月10日からはj1}び水道局に行員を派iliす令ようになって公金の取般をrm始した。

第 7章 震災に対する各都市からの救援j示よび寄贈品

震災および火災によっていっさいの器具材料を焼失したため，各大都市に救援を求めた結果，全

国の各都市から絶大なli']'[<'iとj芯阪を交けたしだいであるが，水道局が泣桜受けた[，ι援は次のとおり

であった。

救 援 隊

都山|克 11

大阪-!liI 7人

京都市 1 2 

竺ム 去の正r，1 I 

お人 1 42人 l

器 材

乗用自前~IfI1台・水質試験器具材料1式・

トラッグ1台・水道同誌器具材料等

神戸市 1 

25 

11 

計 10 巴J! 78 

i五7よ、村有立ちから寄附263円10銭

ほかに応援軍隊

復旧工事には赤羽・岡山・小iJ各工兵大隊

零封uには水戸・ fI森各歩兵連隊・習志野騎兵連隊

第 8章復旧工事費と財源

lìíJ記の応急施設工事と災~JJ復旧工事を集計すると次のとおりであった。

応急施設ならびに災害復旧工事費

科 Iヨl孟E!?戸亙ヨ盈lE21iU1T31忍1 苛i
応急施設工事| 阿鋭「可一 問 的'-1~町一 四百i 凡「 口 1---
if子取人口 112，620.791 ム796.73

背山沈でん場 14，145.45 
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導 水線路 170，999.371 35，034.481 

西谷浄水揚 114，798，361 7，626.131 

ID}毛山浄水場 1 ，166，98 
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L l[長十hLHjJA:JJι2154|山 JW

i草 71く )'了v 

I 一T!- 7k J卦

自E ノk ャ:

jJl 4相

ii~ ilj' !ii:{校費

4、 計

合 言十

l竹
雑貨

最初， 23災により t事減した水道施設の京急復Imi~I， 'ì ，';II ，H昔泣として予算的tttî泣に先んじて泣らに

若手された。

大正12年度予算は大正13年112になってから議決されたもので，最初，水道事業改良ならびに拡張

費積立念と悶H1的助金を収入に引当て結!成したが， 1玉川11i1i助金が決定しなかったので，決算ぉでは応

急施設i!i:支出征1891，4461'191主主に対し，積立金は404，241円81銭であったから，差引き 487，2051']10

銭の不足となり， J'μl'反政入を繰上げ充当することとなって，火正13年皮以降の補助金をもって補

てんした。

応急焔設費は大正12年度および|可13年度をもって終り，大正13年度から災害復旧事業が開始さ

れ，昭和4年度に及んで完成した。

これらの工事に対しては大正131，1‘ (1924ir-) 8月29日， ~日J令!1~203 号をもって「震災による府県

災怒土木1.J(国防補助規定」がHJIJJEされ，ヱ'Jft'tの85%の補助を受けうることになったので，大正14

1，1'-(1925ij'.) 2月7i=!， m知1'1':に対し災害復旧費補U}Jのrl-lWを行い許可を得た。

しかるに上記大正121，1'-1.止からl行相14'1江主にいたるJ，G:(dUjI!iIT!げtおよひ災';Ufi[!l::!i1i:文11¥事[i1，251，329 

1守口3主主に対するIlilWfilil的資定に際 L， うち17，2791'142銭(応急施設伐のうち純設および部 九段M

10，3951可791，主・線路iE絡i'13441'1951ji.配水管修理的284JlJ35jji・iJlj谷浄水場j'/1031'122銭・ ill物修

総î~6 ， 151 JlJ 11銭〉は補助ク!のこ仁王Jfと:fiiEされ，差引き1，234，0491可6U主を査定文11¥古Dとされた。

そしてさらにjι1))(後検交の際，工'Jf伎のうらにおいて， ll!iUJJ対匁と認められない工 lドiJk3，54711:] 

34主主(導水管 L'IfY'/に計上のチェンブロッグit2081'J，配71(.1i:¥:工事的に計上の梁)l]臼動車修給関係

fi:，自転車fil人{いi3，163f'J30SJi， iY'ノ}Oti二'，'J，-に:n-Jーの足iAHIi.料， およ口、{ìlktilll f- t351I J02~l. kI疑

問係計上のif1 十fJυJt工1'1'ユ~'Jfï'11411 'J02~主) ，およむ、:L:jf伐材(tz， 84tHl154 ;þj~ 2胆とjlli1'174，1371';33 

伎のうち， fl!ill)]士、j'tと:沼められない筑i， 5，8271'112j2 (1旦 11]]:'j ，-に )1~i迂都 i1Jへの W/L~l{t:::4 ， GíOrl J己

反間滞在に安した1'11111，1571可1210を査定額からさらに必ヲiいた 1，221，8E'8iTj89818涯をもってお日
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助基本在日と定められ，その85%の1，038， 58Wl 06銭を愉助衡と決定され，火正 13年度からnrjHl4年

度までの 6年間iに分割されてj止終の残額をl目前.17:WI_止に交付された。

したがって渓災応急施設ならびに災認復旧工事火山拡¥， 1，251，3291'1 03 ~主に対 L ， 凶俸制}助金

1，038，580PJ05銭を差ヲiき木市負担綴は212，74811]98主たであった。

応急復旧ならびに災害復旧費補助額調べ

t肉 袈[工事 1~ I 剖í~ ~:( ~'l 
一一 一一一一一一一… 一一一一一 l ー -~---fij 一一一一 円町一 百盈

総予算に対する総支iJ'， 1 1，177，191.7C司 74，137.33川 1，251，329日30

内務省主定政問、 'hYi(ー) I - 17，279.4201 - 1 - 17，279.420 

内務省査廷に対する文iJj'ifl'i 1 1，159，912.2801 74，137.33司 1，234，049.610 

工事 1Jと認めがたい制〈ー) I - 3，5，17.3401 - I - 3，547.340 

完封i処分および政村料納(ー) 2組問| ー I -2組問

各来刷-gY?'11干しおよび応ほ附古賀(ー) I - i - 5間判 明幻 m
28.29削寸 28.290

1…3981 回一 1，221. 858 

土木);，jにおける 1同会の水道絞泊分

Yじ Eえ illi s)J 11¥ オ〈 紅i

補 聞j 金 CL~l己の 85 %) 1，038，580.060 

補 即J 五、 受 入 告白 1，046，087.5自民

)-'.1同i i寸 〆¥ き '!{U 7，507 .520 

(11 紡~itの結井:補助金支入i坦ilU舗は昭和15Ij何度に辺li した〕

第 9主 主復興事業 〔大正13年~昭和 4的

第 1餓復興への推進

前記のように以J京大Ju災によって+IN浜市は，一以伐にして， {!~くの見、 i と化L.，日 jIJt.，限りむ'tu!j

ldlとなったIJOll立の姿には， がJか日LJ王いものさえ感じられて L'~:に全滅の!惑ととが:くするものがあっ

たロ

しかし泌乱が断次1fiまるにしたがって Ili氏の立ら lがろうとするむ丸は尚jLJした。

40)j市民のうら， j血JN~II~ に統芸:泣けたものは10)jでおり，それもがI次立ち加り， 30余万iIi氏は民

栄枯'n兵再現の;?.;~と抱いて立ら上がり，焼跡にパラッタながら建設のっち音が急制にコダマするよう

になった。

一方jJi当局者もまた+&iJr!Ij主sのためにね食を忠れて奔走した. 9 JJ 11日には'1前1111，1):，民災後ぷ

ネ:;10)市会がjii市役所になっていた桜本!!lrlf(Q*;'f;()介jiJrの1，;;'1で!JHかれた。通信・交通・ 1心気・水道待

相~1!j iJ二的とら火{じ(1"J ，!j包設は WJO~i~: ).'し， -di~\;良U\，よいずi しももも iJ I・わらじの袋で集まった。

I!，会における議ドは見波-jード:J-~り 7がしばてた fJ.;土を孔おろしながら， "品、ねな緊迫感があふれるフリ

に進められ， iLUUr!i J-fJliJ虫くtb'iìnt旦卵;の党'I'i_~ と j)と心とな内外にjlqり J L.，よりどころのない人心に筋

金を人れて Ili[l，を一-~í5 fli D'1!にまい;!t止しめた。
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そして一方では政府の企部iしていた帝都復興事業のわく内に横浜市の加わることの必裂を強調

し，そのため政府に訪願陳情をすることをはかり，Tfj会はi出場一致これを可決して直ちにそのス述

illIJを開始した。

そのX:'~1iaミ，帝都復興事業は横浜市をも包含することに決定し，各般の復興事業が強力に推進され

ることになった。

tl1 2 u'fj 水 道事 業復 興工 事

震災による水道施設の被害は，応急施設工事および災害復旧工事によって一応市内給水の目的を

達しうるまでにいたったが， 9\]'毛山および川 1~I'i'vを水域施設が壊滅のまま放置するほかなかったの

で，貯水量において27，000立方メ{トノレ，ろ過能力において 1日17，000立方メートルを減じ，震災

前の給水能力 1日90，000立方メートノレの 5分の 1~，減少したしだいであった。

すでに淡災"riiJにおいても使用水hlは年々増加し， ，夏季においては導水能力を突破して 100，000立

方メ{トノレにi主する状態であって，まさに断水一歩前のt主であった。

したがって災災後の弱化した水道施設をもってしては，，!i勢の復興にともない， J.j!.晩水量の不足

となることは火をみるよりも明らかなことであったので当局では応急工 iパサfζ復旧工事施行のか

たわら，復興計凶の樹立を進めていたのであった。

当初，木市の将来を考慮して，今後の都市計画に順応する上水道復興および復!日の大計凶を立案

し，その 1flもすみやかに実施されることを希望したが， 22災後の木市財政は極端に約乏疲弊し，

いかんともし告tい状態であったので，悶障の救済にまつよりほかなく，しばしば口頭または文笥;を

もって陳情 L，大正12年 (1923"1')12月26日の11j会で10，878，356円を復興事業費として決議し，直

ちに内務・大賊j~J大l~および復興院総裁に資金調達ならびに経費補助および利子補給方について申

請した。

しかるにtiE47臨時帝国議会において，当初政府が全部執行する計画であった事業の一部を，公共

団体によって執行させることに予算を削減され，その糾に1111して大正13年 (1924&1') 3月4日づけ

官臨第2号をもって，復興院から木市復興事業の国庫補助および事業債利子補給に関し次のように

内定したので，予算案な調整し， lli会の議決を経て，必要の13類を添えて申読書を提出するように

との内示があった。

その条件ほ次のとおりであった。

1 復興事業費貸付条件

① 利率年5分，ただしすえ罰則問中古¥[;幸リ子

② すえ置WIIHI 六[18il'3刀31日限り

①.JJt ):;1大正18年4月11] から30か'1 内元赤 I院:J;::~;俄Jhl

2 復興事業債利子補給条件

① 利子補給は年度別表における各{j山金額の組問内，ただし沼気事業・瓦知事業および水道*)，は利子補給

せず.
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②手Ij子補給はii-'-7分以内

ここにおいてiIJは復興院からの内示にj止さ1¥1全体の復興ド;%;i}1"illuを次のとおり指定した。

横 浜 市 執 行 復 興 事 業喪と国庫補助額

言長 手五 }jlj 2視石 i'1 協i 補助歩合 I国Fl1Z補2助額翻I市内負担訳ー額

v i 12分の5 1 
円

i且 ~Í'í・ 1品
7，4札。U品00，' 

4，341，167 

)11 6，000， 3分のl 2，000， 
M ∞，oOE c円D 

」 オ 道 3，000，000 4分のl 750， 2，250， 

下 7J: J、旦 1，250，口00 2分のl 625， 625，口00

f!f:j ~I: 抽i =札1偽" 1，500， 500，000， 十結伝核染全僚病病主主Hi院肝 743055003 ，3，加口口00D口 O口KOf〔，M日K%日，~I
1， 

教 古 jjIl! 立立
720， 720，0c日o間u 

4分の1 2，557，500 76，725， 

社 A 出 ;;~ 750， 210，000 540，000 

冠 5'( JJr !I: 8，500， 8，500，000 

ヲf ス ヨミ 3，000， 3，000，000 

リと -ili i品 4，000， 4分の1 1，000，0001 3，000，000 

計 相 ， 凱 叫 10，743，3331 35，648，66 

そして水道卒業としては火iE13~r (192MI') 5 月初日，次の水道てr\' l'ï， üi~"Qï'l予算を市会に従突し

即日可決された。

1，1大正13"1皮 i
{水道事業似1[1t'l継続年Jl)J支LI'，方11;

豆大正15"1'1立 1

守金3，000，000FJ

内訳

金1，400，0001'1 大医13年度支出制

金 8日O，OOorJ 大正1411ミ民文WI証i

金 800，000FJ 大jlニ15年1ft文Ili1lii

継続費車道審議復旧費収支計算書

収入

ιn 大正 l大正|大 lE I "，. 1， iili 11)] 

玖 i qi jm皮|刷出 i 制 度; 『Z1 1M ll! 金制 IH 記

1補助金 1 350，∞3， 200，0日間 200，0001 750，000] 

11111 W刊3印刷!川捌オ 7叶1凶山 750，000I I 1 r，-1 1:1:' ，¥:，r， IIlt '7r::.(¥ /)(\(\工~1\.~:1 紅iに
l J J L l リ 750，…話する洲

2ili 悩I i 1，帆
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;| :Ll五年長 自ι高年長 itl jf11日-E17-lτ己
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奥復第 3節

復興計画概要は取水設備はすでに修lJ14済みであるので予をつ日ず， j ，!~( 7j( {r:.:;はとりあえず修総工事

しばしばj隠水したのを施行して通水には支障なかったが，震災以来鉄官接合郊にゆるみをきたい

で全線にわたって絞め直すこととし(fJり，j(工事は撲滅した野毛山の浄水施設のitむととして凶谷浄水

坊に 1日自g7Jl20，000石 (21，ωB立方メー lノレ〕のろ j旦i也と lU水:iil90，OOO石 (16，236立方メート

ノレ〕の自己水泌を築造し野毛山には貯水笠60 ， 000石 (10 ， 824立方メートノレ〉の西日水池のみ'2~J立しょ

うとするものであった。

ン♂}

~~ これは野毛山はすでに地域狭小であるのみならず盛土のため災災の被告:が大主かったので，

に復旧するの忍を避けたことと， illJ毛山の 1il.~t表情造物のn支片づけのための巨iJS:を省こうとするもの

であった。

また当時の自己水{l~~;はその幹線はすべて1152 回総政こL~j_l~に基いたものであったから『刊l ・大川・ )1

土ヶ谷・弘明寺・拐の Ilj ・附村・磯子の方ITíï 2.}，水道n$Z[日l~Tl~Îm工 11施行後に1Ii岐に泊i入されたJili

この方11'1の都市計凶氾E名刺に IIIn氏、すむ自己的の ~rl.illn をす一

さらに各iiilJ 11横断問所は一般の怖とは別{[I<1に独立した水

域は西日7)(幹線の敷設がなく出れていたので，

るとともに，各自己水木{i~nm のJill絡を悶り，
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"Í':HrfÎ;を fr訂it いその安全と日出同を闘った~，のであった。

VJlt 日
刊I
 

白~~ ，1 iR:i 

外債成立の経過

渋沢でf岐I主された横浜の皮切p-n:設は11;の施設の'5::般にわたり， Iヨ拡!のJ!オ泌を必主主としたのみなら

ず，その多碩多採の卒業はいずれも火急にi自られたものであった。

もとよしたがってil;はこの彼州事業全部のI!打開についてはー抗して起債に求めることとしたが，

その段i功を受けることとしたnりこの日倫に上る起{九については政府にild'iiL， 

じもらの目前iの資金な主'Ir九F片岡1i1tで;川i主の見込みはなくl iJ' L-)!i 11 ，'j':止O;CdjU)!ぜいjコ11設もιhって，

その時WIや条件もあって符易引 wに， 1、めるよりほか~'~(i)"った。大政行もその1¥HIJ1iをi生めていたが，

に進行しなかった。

、日産の工刊は大政1~iltî令部からの一時の融通を受けてその日11においても心々!日開司¥:*1土巡IKL-，

主かなったもののそれには限度があったの

ちょうどそのころ， }W可 iT!iが六 l!::Qれのあっ旋mlVJによってイギリスにおいて俊明FI>!主ほのIÎ~j'tを

みたはそであったので， t1f{浜市はち 11仏大田~1lからアメリブJ へIJRi立された ìÍl)外，!5J 在財務官森rl't ~tに奴

そのあつがi~バブJ とアメリヵ!は'Yf.の本11; に1、J'-j る戸Jh'; によって，大正15年(1926年) 12月D)J在日引い，

1日， üW{fの e;~i;il の Fにアメリ 7111]")誌において総官119 ， 740 ， 000 ド Jレに i二る横浜I!Tfhl興事業公的の成

立をみるにいたったのであった。

:;/(J立復興:!I\:業に，rn:~する{Jr:官fîlはねのうも 1 ， 245 ， 831 ドノしで事業yfrR2J1fn!二対する不足鰍750，000円l土

IflJl1iから和Iil出されることになり，同"1'-12月8日間WNlWJru'!司の指令をt支けた。

~:I !I，~のlj ， ö- T! ít二がiIî会に報告した次のこのさ:j1I ~1 の :'1"↑!?については大iE15{!' (19261，ド)11)]20!]， 

i2[仰がよくその11日のi&!別立jZしているの'(1MI!る。

「私はとの機会にかねて背阪が御町立になっており古す木市似!日{立問の財源につきまして，政11-1の按Il}Jにより

まして予則のとおり;-'{t:びねたことなi却問告することを1;}.ますことは，京、のはなはだ光栄に存ずるしだいであり

ます。

このことはすでに判ni1紙に上り主してみなさまもJ2慣は御jj¥:知になって hられることと考えますが，引にフー

市との関係について私はこの均台，今日までの経過を仰説明 rjlLJ げる!1t~t'J~，由 21 であると考えるのであり古

可。

フt;:jiiの復旧r'J:興に要L立するWljのJ!!似といた L:iしては， :¥二として政府の補給と公的によ丹てきたととは

みなさ主御承知のとお句であります。

そのうち政府で補給するう}はすでに政11ιfσ〉訓告総予算で時'iliをいたして J3りつ1して.(，!々 ?iEりなくとれが給1，1

乙れは政IHがこのli，¥土少しも貯念はなかったのであり立すが， ~~ji'íにつきましては，な~'J:け正するがゆえに，

その当初の予定はもちろん，外的によるというととであり吉したので，その外f立を悲lleするにつきましては，

時開!と条併とは災 lこ木Tlîの財政に~l， 'ì;;; な影初を1';1'もモすしだいです。

ゆえにこの点については711の力関といた L'ìしても，主たîl?ZJUといたし完しても計 1r~' なる注%5:を払いつつあ

政府が鍛i兵および}lUiとの桜 léll虹胆!の 'Jl業を f~~~if L奨励寸むということにつきましては，その日干仰と Lて政府

るしi::いであります。
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の補給のみで九<，公的l三上九しむる場合にも元利保証をする必要を認めιれ，この点についても予算外国庫

の口組になる;;.I-IJ_l.tIとして航浜ihに対して lよ4，000刀1'1を限JJtとして'品同議会の承認を受りてL、るしだいであり

ます。

しか Lj1IiU~Î1T1)辺、要といたしまするg~用は 3 ， 560万余円でありま九

それであるのに 4，OC日万円という級世政府が限度として議決を求めましたゆえんは，外的募集の場合におい

て発行側怖と千JI" りとのmnご ;ì，::b'i~ のさ1，じま?ととそ見込ん~C;( れだりの余絡をJ{\' って J;\ 、たしだいであるので

あります。

先に巾 LI:げるJ:うに芋川l'iは速んでございヲ hd'，;(のw!ilVIと条1'1というものはす~1:::' /!n!iの財政に非常な影

響を持ち主すため，政府も市も1江東に考慮を尽して，みなさまも御承知のとおり応急の処前といたしまして取

りあえず， Ul金部から必要な資金だけの融通を長けておりましたのであります。その金制が今日までに 1，340

万円に昇りましたが，だんだんと復興事業の進行にともないましてその費用では足りぬことを感じますので，

さらに本年度に入りましてから 700万円の間前理を預金部に訪求をいたしておりましたようなしだいでありま

す。しかるに政府においてもいつまでも預金部の金を横浜市にのJf.mHffiするというわけにはまいりませんので

何とか横浜市としてもこれに対しては相当な考慮を加えよという勧告を受けておりヨす。

:idf.のま手も終り互のころにおきまして政府はすでに外m募集の阪を決めておりました。

それで京京の復興公的を慈られるにつきまして，この時私は六日"省から出頭を求められまして，東京はこう

いう風に公債の募集にdl干しようと思うが，横浜市の状況ははたしていかなる模様であるかという ζ とを訪ね

られたのであります。

とれにつきましては私はかねてみなさまにも非公式にしばしば申し上げておりましたと おり，なるべくなら

は政府にすがっている方が悦浜市としては安全であると考えまして，預金部で金の融通がつく問はなにとぞ預

金部のお世話を被りたい，そして預金部が金の融通に到底堪えられぬように相成られた時には，いたし方ない

から外債なり政府の御援助を求めなければならぬのであるが，政府からその要求がない限りは横浜市として今

外債を認む理由は一つもないというととを返符いたしました。そとで東京市mが単独でロンドンにおいて発行

さiもることになりましたのでございます。

東京市債は政府の尽力によって，イギリスにおいて発行されることになりましたが，続いて政府はどうして

も横浜の復興会的も ζの際，募集するが適当なりという ζ とであ哲主して，横浜市に対してはと E預金部の金

の融通を受けることができぬということでございましたならば，これはやむを得ぬしだいでありましたがゆえ

に，横浜市が決心を Lて政府に外的募集の援助を求めることとなり，この旨大路当局に返答いたしました。

大政当局はこの横浜市の依頼をもととなされて，非'ii';なる尽力をいたされた結果，とんど新聞に報道された

ような外債が成立いたすことに相成りましたしだいであります。

この横浜市慌のアメリカにおける発行条件は2廷にアメリカと日本との金融関係においてレコードを作ったの

でございます。

ζれまでは常に海外において;b~悦をいたすたびに，アメリカよりイギリスのï1íJJ，.}の方が常に発行者に有利で

あったのでございますが，この度の横浜市岱が初めてイギリス市場におけるよりもアメリカにおいてのが有利

であったのであります。
〆

との占はまず海外金問、正わが同の関係!とおいて一つの時期を阿したといいのちれるとも考えていさ》しだいで

あります。

ζの発行条1'1はみなさヲもご承知のとおりにすでに新聞紙によって委側，大政当向上り発表しているとおり

でありまして， 93ドルの手JWりにHlljl'りましてそのうちからもちろん，手数料をヲ11、ら，1しるのでありますが，

%'1芋は6介であります。すえ託期間は15か年となっており主寸が，その15か年はすえ目立きとは申しながら時価
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の公iI1側額が額i商価格以下に相成った場合にはいつでも買入れ償却をなすととを得る契約になっております。

この点は他のこれまで発行された公依のすえiぺ年限とは多少先行者のl告白を認めているのであります。

償i塁0;年限は35か年に相成っております。これから推しまして発行者すなわち横浜市の利回りは6分8庖 3

'"となりまして，これを東京市がイギリスで発行いたしました発行者の利回り 7骨2座 8毛正比較いたします

とちょっとここに 4庄の差呉がありま F。

かりに東京市俄と同時に横浜市債が発行されておったものと三号えまして，とのたびの公的による利益を計算

いたしますと一年に約16万円の差異がございますので，これを15年すえ置きといたしまして35か年r:日の計算を

いたしますると実に数主l万円の巨額となり，とれが柏i浜市O;>%IJ殺とあいなるしだいであります。

このごとき好結泉によって横浜市債を募集 L1~.たということは，まことに政府の援助によるところであり主

すが，わが国の財政状態が川次強闘を!Jnえつつあるということが海外金融市場に知られ波った紡泉でもありま

すが，またわが横浜市というものが海外において確かに認められてきた証拠とも考えられまして，わが国家の

基礎がますます強国になりつつあることを喜ぶとともにわが横浜市がl1a!において，東京市よりなお有利な条

科をもって外債を募集することを得ましたことは~t~'ìì\'にきん快の情を禁ずる ζ とを得ぬしだいであります。

かくなりましたことは誠に市民一向がわが市の復興にl!l替の努力をして，とれを貫徹せしめずんばやまぎる

とζろの芯志が，ほうはいとしてあふれでいる結果であると考え主して，君、は今後なお市民正協力一致して復

興のためとの資金を有効に活用すベ<，市当局者一同と共に協力したいと考えらてい匂しだいでございます。

ここに今固までの募的経過の大袈をご報告申し上げておきます。」

と，とこに外債獲得が決まって市会は絞いて次の公債条例および米貨公{責規程を談決した。

横浜市復興事業公債条例
。:.1巨15年11月208，条例11号〕

然 1条横浜市1¥1!R!:ji栄公依ハ復興事業ノ経質ニ充テルjょう下記ノ金額ノ胞団内ニ於テ， 1']大lE15年度豆大正17

年度ノ問ユコレヲ発行ス。

般復興事業 21，373，667円

m m 司E コι 8，499，960 

7]( ;11 可I 主、 2，249，820 

瓦 1m 5~ 2，999，880 

ノ心ヘ 病 li:it 525，000 

{i 35，648，327 

百~2 条木公民ハ券而 39 ， 609 ， 200 円以内トス。

木公債ハタト凶ニ 1j~テ発行スル場合ノ、本位貨幣ノ純分比価ニヨり ïìíj引金額ヲ外賃金額ニ換Xl シタルモノヲ以テ

券I耐額ノ最高限度トス。

首13条木公的ノ甲jネハ l年 100分ノ 6.5以内トシ発行朝日f品ハ券Tlii額二対シ 100分ノ 90以上 lア、。

官'54条 木公f立ハtn2条?02:r}'iノ場合ニ於テソノ元利金支払ヒニツキ政府{知正ノ下ニ発行スルモノトスル。

宮内条木公mノ託券種類，元利支払方法，ソノjm必要ナル事庁い市委事会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム。

ti16条 経済界ノ状況ソノ 1mノ事巾ニヨリ木公的ノ募集ヲ不利トスル現行ハ市J;f~，年 1口 3 分ノ 9 以内， ttt;;)JUj 

限5年以内ノ借入金ヲナシ，叉ハ短J!!H丘ヲ起スコトヲ得。

古íJlJ1ノ借入金叉ノ、~\lJ目的ハ木公frt募集金ヲ以テ{i'tJ!1fスルモノトス。

第7条木公mニ対シテ発行スル証券ハ無記名利札f、lトス。

百，}8条本公mノ元金及ヒ利子ハTIi税・ m気・水道・ 3じ郎:ji""収入・十全病院収入及ヒソノ{也ノ収入ヲ以テソ
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ノ支払ヒニ充当スルモノトス。

おng条 木公的ノ元金ノヴ~n ノ年ヨリ 361t'-以内ニ券TIITi日ヲJ:Lテ償還スルモノトス。

百~1O条 木公wノ償還ノ、J自主主ノ方法ニヨル，偲lシn入レ償却ヲヲスコトヲ得，'E.入レ償却ヲナス場合ニ於ケル

y_y入価額八券間額ヲ越ユルコトヲ符ス，償却ノ為ニスル:cl入レハ随意契約コヨルコトヲ得。

U&l1条木公債ノ利子及ヒ支払ヒハ1j}.1f.2日1ニ分ブJチ，ソノ iIIT6日分ヲ文払フ{日シ6月ニ前タサル捌1mニ対シ

テハ日出jヲ以テ計算ス。

第12条 f沈没ノj明日ヲiEメテ公告シタル公的ノ元金エハ花期間後手IJ干ヲ{寸セス。

!iHP'J 木公m条例ノ、公司ソ日ヨリ施行ス。

+{t'(inili 6 分利i、uミ 11ÍJHam~立 〔大]1':15年11日22[1， ~fi示百Ofη り)

百~ 1条大'11:15咋11月初日， "dY条例百:~1l"3 ニ f1<リアメリカ {_Tsr~同ニ lーヨ F グニ於テ発行スル公ffIハ版浜rli 6 

分利付米J'(公依ト称ス。

1Hz条市公的ノ翻IIlI総額八米貸し97471ドルトス。引F主人ヲ〉立メj}I受発行セシム。

?i& 3条木公的ノ利率ハ1年 100分ノ 6トス。

!.í~4 条一本公的ノ:元金ハ大 iE 16年 12n 1日以後大正50!.f12月1日マテニi7iiuiむ決ニ?リ UI筑ヲ lソテ[白浪

ス， j旺ンオζ公h1時価額'1m以下ナルトキハ11入レ{船主ノブ')'71:ミニヨルコトヲ得。本公fl't~行ノ 11 ヨリ 15年ノ後ハ

横浜市ノ都合ニヨり何時ニテモ60円前ニ新聞紙ヲ以テ広告シソノ全部文ハー古1¥ヲtilihlスルコトヲ得。

tn 1 JJ1 1ìh銭償12 ノ場合及ヒ自1)項一部位ì:;lノ場什ニ於テハ|町民正金銀行ニューヨーグ文民エ lj~テ慣例ニ従ヒ

!III銭ヲ執行シ，刀法シタル~}mfiif:~~;:ノ番一日ハ元金支払ヒノ!VJ I'I ヨリ 30 日íÌÎj ニ純情'ltJl;ヲ以テ広告スヘシ。

百15条 本公的ノ和子ハjl}'t'6月1日及ヒ12月1日ニ於テ'U-iIIi6ヶ月分ヲ支払フ。

百16条 木公mノ元利支払ヱ|現スル'JfJJjハ!日浜1巨金銀行ニユ{ヨーク支府ニ於テ之ヲJI:ZH.iフ。

第7条 木公依ノ証券ハ 1，000ドノレ券 1和 lス。

百&8条 市公的ノ発行日目路ハ券市 100ドルニHキ93ドルノ'，1河合トスル。

Zf~9 条 木:i~fí!t ノ引受人ハコ 4 正15年12月 15日マテユソノ引受ケタル公的ノ元金ヲ払込ムヘシ。
き きnno条 木公的ノ証券又ハ利干しヲ滅失，又ハ主支出シタルトキハソノ滅失ヲ証明セシメ或ノ、敗北l~jf.券又ハ罪リ札ヲ

提出セシメ，カツi直叫iナノL弁償金ヲ促供セシメI1】長ノj主フトコロニ従ヒ，同額ノ他ノlii[.:'ff又ハ利干しヲ受付シ，

13 グハソノ元金又ハキ日乙ノ支払ヒヲナス，但シ誌券文ハ革リlL交付ニ|苅スルj~mハ訪求者ノ負担トス。

第11条木~~íi't ノ元金ハソノ tit;S1立]以後l05f:，利子ハソノ支払日以後 5年ヲ経過シタルトキハ之ヲ訂!f:;j<:スルコ

トヲ{Uス。

出!Ii考 大正15年11月29日告示立S209号ヲ以テ1，100条改E。

宣言 5'11車工事の実施

復興ヲj工業はかくして治手されるlこいたったが，大淀14年 (1925年) 5月， 1T古忠ーが横浜復興の

与す!をになって-111長に就任とともに， 復興事業のHtiιを図るため， j対日の改耳切:行われ~~~ 6月
がす

1日水道}CWi);;jを分自IIして水道庁31はヂ1ts!.:L，同時に抑れ sii巳がJT;Hミに任ぜられたo

tJu1i'工局長は，復興工事に汚手するとともにその設計についてさらに討議し，研究調査を遂げた品11

;R，その~，!\t'予算， 3，000，0001'1の制l羽1)1において大いに設il'lの変廷を試み，ド1に水道事業復興の

災をあげることに努力した。

すなわら当初の設計は大体22災jI!fの施設の復阪に重点をrtいたものであったが，変更した設計に
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おいては震災後民(7j(の出泌がはなはだしい山、を考@、 L，im谷浄水場に急速ろ過池を新設することと

主たJ15'-1; 111の災ηの~Ki)Lにかんがみ， j"jj的内新設の自己ノk[__，自己;!ZI也も 1;也の計 1唱ì;.~(' :2 ;也に11'1力11L，

t也は前tr号的な{可Jf;の的立iをjt)日するなど， よく珠山や状況にふさわしい新しい企耐くふうがなされ

たのであった。

そわ設計変更の内存は次のとおりであるが，大正14Sr(1925年)10月14日，臨時復興委員会第3

部会 C，?í時市長の ~\Jifinに怨:え災施設立!その他復興・復旧に I~Jする1J(ill::~jj:耳 l を謀議する機関で， r!T会

その1:t成を得た。議員全員tともって制限iした委只会)tこれ問 L，

設計|変犯川| 変更 " 主 計 工 事 日i聞の概要

87，州 内，門州酌l'糾ぎ子のゆるんだ問所の約め抗しを焔工L，かつ刷l
U つ 山「ずいj芭その他線路 ~Ilj的核筒所の修理をする。

! 1 山手線8インチ行をfJ[j谷浄水揚急速ろ過池洗浄およびろ過
j 砂i_it砂用水に%11111。
! 2 水市i荒!jliLi出112がはなはだしいので壊滅した野毛L[J浄水場
l 施"立を，同行にイギりスパターソン式急速ろ過施設としてw.

ijl!すむ。 10i也を築五1L，ろi白 i型!立 9 メ ~I ル 9 として，11'1
1，666，15副 25，15U.lC)jメートルの能力を有するものとし毅l日l況和池・ j;t

υ刊 でん池を;r}r;~止する。
3 凶作には貯水:[;¥:17，400立ブJメ{トル，野毛illには2池の貯

水永13，786 ~\'.Z方メートルの配水池を築造する。
4 とれらのろ波小川水池その他¢ 池は，いずれも鉄筋コ γ

グリート 1:月ュ古とし特にWr毛山の íJ.~l足にかんがみ水平反動に
対抗し強[可な1'11陪をJ軍用， J~.mおよび底部とも !!t形を保つ。

;H 

1 fie71(fi'は時日11;TlTiへの内保610ミリメートル配水竹を四谷
816‘075 より延長5，436メートル新設したが，途中等水勾配の関係j

， 1 1HF刈はび大阪すZい卸売治した。
2 河n可ffl川l日1横[出i即附l郎にはできるi侠E見-り i泡ul杭怖にi添岳架の方主針十とした。

ωi 幻

i判T川| 叫 4m ω判11促側伽興附ヨr引、'1川I

6 尚削川i蛇附附行附1，I 1剖川州 180川剖削O州刊
-，t ~- ~;， OOO ， OOOI …~I 

容内の更哩足計言宜
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しかしこの設計変更の後においても，随時必1Jt:に応じ個々の計聞についての変更や綬授の剰余を

そのつど，復興委j礼会の議を経た。利用した追加LClj[がしばしば企てられ，

すなわち大iE15 1，1'. (1926 1，1') 12月には， 211車ろ過池の形式について「パター、ノン式Jをやめて

「ジューエノレ式」を採用した。

ろj{!Q床が一段に洗浄し得られるのみならず，ス iレーナー淡[花がすぐオして，「ジューエノレヱピ」は，

将来の紘待費の点においても有利としたからであった。

その他配水管ヱ'1'のi阜lJnflj工事費のねん出また川氏ずい逃修絡のi阜lJJ!， )()j;~ずいj基工 j'，:の変更，

によって災怖に口IJした工事が施行された。

当時水道終?立の商においても全計量制の実施や，徳見拡

また震災後の騒々の余波で社会的にも多事多端で張敷設工事司;がからみ合って繁忙をきわめた[__，

このような設計変更が行われた以外に，
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あったためO.ιg f.11J~glr;itの i生}jJ1を医!ったにもかかわらず子邦!のとおり進行をみず， ~t~~(1 l-'. JUlおよ

6か1，1々の片足Ji'土経てようや1l(，lI15年 (1930{1っ3JJ3HI， び文11..¥方法は 3ikにわたって延長され，

く洛D立を巡りたしだいであった。

この復興事~A~は 2 ， 969 ， 9101'168 鋭lこ達し，その工事内容は次のとおりであった。

工事予:i;):ーと執行状況第 6節

3，000，000円水道復興事業費予算

〔事業授の4分の 1) 750，000円dラjft n f，il 国訳I勾

2，250，000 水道経済白刊

I昭和14 !'j'. 3月
沼 3次変更ず1

四

1，400，000 
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むr;7官Ij 水 i原の復旧対策

山梨県南都留郡;E志村の木市千j水源林は，大正13年 (192MF) 1月15口の激震の浜源地丹沢山に

抜統していた関係上震災の被害はことにはなはだしく，随所にiIli波を生じ荒)Ytミ苦しく降雨ごとに/11
1

水 (__，しかもそのつど濁流となって土砂を流下し，さしもそのがj流をスイスの水道に比べたたえら

れた本市水道の道志川原水も，時に14，000度の濁りを呈(__， ドロドロの湖水と化す有様に変り果

て，コド，1，7](;塁本業にとって(ir水作業その他各磁の国にわたり大きな影響をもたらすにいたった。

ここにおいて松平嘱託に道志川lおよび支流仰の)11の峡谷について精密郎査させることとなった

が，その別法i林地の災市日およびjむ11]修盟授について次のとおり報告された。

道志 1117)<.源震災被害と復旧費

l主 分 崩壊 I団結 i担 i日工 l~
坪 問

山梨県地絡に問 Fるもの(横浜市7)¥}f(水淑林内〕 373，200 

z c;立志村公私有林内〕
620，000 

533，200 

神奈川県地fffiに鴎「るもの 2，700，000 1，200，0日目

計 3，6曲，4田 1，820，000 

河流がこのように変ぼうしたため震災後は討しでん用薬品の注入量もおびただしくなり， i'f'水質は

急激に倍加する始末となって給水上大きな脅威を感ずるようになった。

大正 10年度浄ノ，}:1ft 45，372円

グ 11 I! " 48，707グ

汐 12 11 " 46，094 11 

。 13 I! 

" 91，333 I! 

このような状態から荒廃林地の復!日が何よりの急務となって，まず~)1f'lW官庁に意見書を提出する

ことになれ市会もまたこの併に同調して調査委主i会を設置し，現地を視察の上当局とともに農尚

務省その他関係官庁を肢訪して水源の荒廃林fhl:!日に|却しl¥lUii立に努めた。

この結果 I災肉務省および山梨県のrmに関々協設が111ねられ，次のような復旧対策が論ぜられる

にいたった。

(1) 政府は遺志川流域荒際1SIl日について指定交付をすること。

この工事は施行4皮，大.IE13 &r皮から 16年(昭和2年〉皮まで4か年度とし，面積71町歩，工授93，600円

とする。

(21 横浜市は復旧費93，600円の6分の 1額 15，即日円を次のとおり寄付する ζと。

年 度|大103年度 I 14 "1 度|日

寄付五| 川正 I ~， 5;~;1 
年度戸 if- rff I 計

4 m円 I 4附 15蜘円

(3) 山梨県は大正13年度から4か年に施工すること。
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(41 同工事設言iEt将授はLLJ却県の負担とすること。

以上の決定に1<;いて{打は'A付金x:IH}~llJ:設定の件にげJ~，大正13年 (1924'ド) 12月3mli会の議決

を経た。

またi丘志川下流の神奈川県に服するi也峨の復旧工事切については，全11日[i'lWの負担1で判1奈川県が

施行することとなり，また杭I{史JIIの砂防工寸1も同様に行わ1しることになった。

かくしてこれらの計画はHO立されたが， J二記工事の程度をもってしてはなお荒自主泊所を銭~，水

源かん誌上逃憾の点が認められたので， jA陪i務省にIW↑liJして復旧工事の続行を討mfl した封l~~' 昭和1

3年度(1928{fつおよび4年度にわたりさらに道志川流域荒路復旧の均定jl:1庫補助が:¥:¥11領されること

になった。そこで木市はこの限額分に対する 5，000ド1(6 分の l 在日〕寄十l の継続l'í設定にじ!J~，昭

和3年 (1928年) 3月23日rn会の議決を経た。このようにしてその後も際会あるごとに道志川流域

荒廃復旧に関する事業のIJl訪をし，関係当j誌の自己芯によってI[i々 復旧が進められ，震災後惨状をき

わめた道志川流械も，漸{X![1!!出に19:L iIJÍ'ilH~; '1古な流水にかえる日をWJして待たれるのであった。

第 10章震災の影響と復興事業の特徴

第 1節 }~災と道志川

その 1

渓災のため水iW地，!iJPが荒廃したことに起[羽L，]且志川l戸I水の混濁は況にはなはだしく，大正13年

(192M]三〉には221tll沈ifl作決をなすこと実に 1841ヨ，まさに半年にわたり，ことに 8月26日から11

月24日にいたる 91日間はi土日辺授にわたゥて継続tE入され， 同年 1'1'.1 日!の !;;~I日1使用武は1流荷主ばん

土440トン，ソーダ灰117トンにおよび，その価額63，000円lこど主した。そして 4池の沈でん池にllifil

した土砂は約 3，500立坪 (21，000立方メー lノレ)J;J_止であったので，これの除去にも符おならない

労力と日数を貸したのであ円た。また;.l.;~ij'-の 14年 (1925")'.)においても架lllIC仁茂作業をした日数

は183 日におよび，注入~gl日は統般ばん土 472 1ン， ソ{ダ灰 176 トン，石灰70 トンに迷~，その注

入価額67，500ドiを裂し， 4沈でんi也の山積土砂は 4，100，'[1平 (24，600，):ブJメ{トノレ〕以 1'.であっ

fこ。

この聞ことに大正13年(19245[') 9 月のごときは~I:f山における沈澄作業も効なく，日J水は商谷浄

水坊に主主し，ろi皇池のろ過肢を閉そくし，ろ;&1]能力全く減退してついに 9月19日・ 20日のいi日市内

全鮫にわたって減水または断水のやむなきにいたった手放さえ引き起した。そして大正15')'.(1926 

年) 7 月 4 日の豪雨に際しては原水の潟&~に14 ， 0∞皮を長するにいたわいかに水源が荒廃して

いるかを主Iljlミに物語るものであった。

その 2

~災によるノrkimiの荒廃に起悶し送法、J11は多少のUtl7Kのつど，おひただしい土砂を流下して，河床
開

<¥:埋める傾向が生じた。ことに大正13年 (1924年) 9月29日の火山水には飽子1反入口付近では，平

均5尺(1.52メートノレ〉以上の土砂が沈積するにいたり，そのため取入口は白然埋没され，古山ず
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い道内にも流入し危険となって排除したがぐの土並500立坪 (3，000立方メートノレ〕以」に達した。
わく

このようにして土砂の流入がやまないので常時排出に努めるかたわら， 11又入川上流11111 に.I !:H::~と設[fj

して， bit心を変える口:どsi力土砂流入の防止に努めた。

また[<<114'1'(1925'1'.) 8 )112日以来の家附の際にも， 11:泌氷がはじ人して沈iIl多i亡をきわめ， JIJ入

口外拍子にはごみがo!i有tL，ずいj立には大誌の土砂が流入し， !W]月26日今後911寺にはついに閉そく

断水し，沈で/ν:也水LL~l; 1、してーi時危急lこ陥ったが， JI又人1-'刊I!主のしゅんせつ排除，ずい巡:turじに

懸命な努力を続けたがi;，j~ょうやく平常に似し，かろうじて市内断水を允れた:']'，付ーもあった。これら

の取入口やずい道1);のiJit人とii'Tの挑除およびii'j"締役についても大正13'1'-(1924'['.) !itには3，2721'1，

二よ正 14，[. (1925'1') Iよどには 3，006!'lを史した始末であった。

U~ 2節 目主災と配給水管

災災!な後Tlil!;同日ノ'J(:{i:i工会的桁[白しを行いiffi水したが，それでもなお民災のような大さなHi黙の後

は事故の宇|数が多かった。

ことに給水位にいたっては大火にあぶられた彩絡もあって，そのZドi肢はおびただしくjE災!白後か

ら~;!大.iU3W (192M!') 米にいたる!日]の給水管1~*;rWj:数は次長のような数字を示した。

; 私 設 ~:\; I 公 設 住 I配水管修総の際

耳 目 " ヰf 弓 bγ !一一一 寸 イ ~'j' 削漏水時且
|私有公|主用 JtL引 専 用 せ ん i公設住|共Jflせん I 回した年附

大.iE I 
12. 10 !ー-1 - 1 116 i - 1 116 1 

111 ←|ー 8615931 - 679 

12 1 - I ー 299 I 1，087 I ー 1，386

1 I 2，476 I 11 282 I 2，207 1 232 I 5，208 

2! 2，163 1 15 I 196 1 2，590 I 156 I 5，120 
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2，日65

772 
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716 

787 
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ム803

66 

104 

173 

171 
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440 

395 

間

四

4

9

9

5

6

5

4

9

5

5

 

6

7

9

6

7

4

9

3

2

1

 

1

1

1

2

1

1

2

2

 

8，308 

1，418 

2，208 

3，690 

2，987 

1，847 

21550 

2，289 

2，561 

3，494 6，240 

このように震災の悪影響は配・給水符に大きくあらわれてその耐水が著しく目立ったので，当

!誌は:'E:市にわたって，し納にかつ大々的に漏水調査を L，極力その防rlに努めた。

震災後の漏水調査

J1~災後の応乙I工事は大正13{f. (192M[.) 3 PJ 一応できJ:~ ， jlil人j全般にわたる渇水をみるにいた
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ったが，その後の余震等も影響し各所における漏水がはなはだしく，給水戸数に比して配水誌が多

大であったので，特にこれの調査のため予算40，000円を計上し，大正13年く1924年)3月から 5月に

わたって漏水澗査を実路し，その後年々音|図的にこの調査を継続し次のような成果を収めた。

瀦 水 調 査 成 績

大正13年 3月- 5月 1自 18，000JL方メートノレに当る潟水を発見修理した。

7月-10月 " 9，882 " 
Bりに 5 月 31日 全職員を動員し道路および各給水戸数について漏水実態誹i立を L 鉄'íJlif~

裂および水せん潟水等353件を発見修理した。

8月23日 向上茸'~2 回前査をし 311 ~j を発見修理した。

大正15年 5月-10月 1日4，256立方メ{トノレに当るi¥il水を発見修理した。

昭和 2年 5月- 9月 1日3，625 " 
昭和 3年 6月-11月 1日8，246 f〆

第 3宣ii 震災後の給水工事

震災直後はまず大衆への飲料水の供給が絶対的な必要条件であったので，震災後9月13日市内藤

抑lまで初めてiヰ給水できたとき，最初jに閃せんされたものは大衆のための路上の臨時共用せ:んであ

った。その後配水ノ[~~の延長にしたがい臨時共用せんは随時rIî内主要の箇所に設置され，その数は火

lEl2年(1923{jミ〉末には 400基lこ淫したが，その後復興の進行にともない漸次各戸給水が普及される

に及んで，順次撤廃され，大正13年 (1924年)12月末には156;1きに滅少し，同 14年(1925i!')中には

全く廃止された。その間にも復興への市民の意気は荷揚L-，っち音も)t:iらかに家屋の建築も活々進

み，給水のけj込も;斬I目して給水戸数も服部にt~í1JU した。 しかしス正13年 (1924{j→〉に入ると， ;1，1，1 

の建築はますます激増して，給水工事の申込がにわかに殺到し，ついには当局の手に余り，消化不

能となって順延LTIillボの "1から給水在受けるまでに 3か月以上を要するような始末になって，復興

途上に大きなド!{;t:ともなりかねない状態となるにいたった。ここにおいてこの潔念打開策として工

4~;請負制度を:Jミ』けーることになった。すなわち大正13~1二 (1924ir) 6 JJ 3日告示百W6_!，;をもって「横

浜市水道給水工事施行規担JZと制定し，出版人26名中から選考して10名の給水工事公認百li:('!人をJ旨

名~，向 i)'_ 9月1日から給水工事の代行訪U;jiUを災施した。

この制!且の災施によって当 J~Jに渋滞した給水工事の中込を代行させたのでその後の給水工 l' の新

設および修総はすこぶる順調に進行し，その施行成絞は次のようにみるへきものがあった。

!明 1m 
|水道問申込分を訪fll諸白人に即刻3込 i E県富壬!]¥と請負人施行コー'j¥I'1

1人に依託した1'1数 | 分施行数 j f;;JCおfbJHのみに対する出IJ{i 

直営工事 100 ~N負工事 342「FF 274 " 100 " 

大正13年 9)')-12月Hll

3ド14 " 
" 15 五i " 9，024 3，907 " 100 ノノ 133 

昭和 2 壬ド " 
" 3 年 " 
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知l
i水制帖分を訪ね|訪似にfj'I滋M;255去、Jfと訪負人施行工事1'1

一 一 己主恒E竺主竺 1_7}空竺ー lたざ助成主j，: 0) .7;. ~'~:0，:，::t_~Ü，tIJ {i • 
1m 

| 件!件 i
昭和 4 :1.f- 中 - 1 2，944 

" 5 ij"'， " - 2，171 

" 6 ノ/ 869 

このようにして工事訪れ談者の協力によって給水工事は進行し給水戸数も次のように大脳の増加

がみられるようになった。

il' …fJ }j!!江市:竺Eiv_1， 1 空主士J_~~ m 'dcとi -iL lf型空
i 戸[戸 ;Fl 戸|戸16，866 5，067 24，739 46，672 7 

29，710 8，454 26，430 6 64，594 

大lE13:i'j→6日'f)!{!

" 12月" 
| 札制 I 8，948 25，329 

|ω3  9，502 1 

7 70，713 14il'~ 6 JI グ

7 75，742 24，937 ノ/12月" 

しかしこのように都市復興と市民生活にt'.l献した請負工:~l\:aj\lJJrも復興の進取にしたがい，新築家

!歪の ii11mもようやく頭打ちとなり，給水工事の [11込も平'I';~' の自然IRに限られ， 工事i'I数がとみに減

少して，白菜上の採算も成り立たぬありさまとなり，当局[立営]二!ド能力をもって十分まに合う状態

となるに2えんで，昭和6年 (1931年)7月にいたってついに訪fuこ取引Uffi'を!ifl:uするにいたった。

第 11章 復興事業の 特徴

jぶ災 n19'-I~T)-}rは単に大渓災によって破壊された施設を|日状に復し， IG配水能力に回復するという

にとどまらず， -tl乃花開して災裂の状況左前一しく制査研究L，さらにその後の河流の状況等に応じ

での対抗を;持じそのhfu;uえを充実したことにxきな特徴がみられるのであって，何回lにもわたる設計

変1Eゃ， こじ伐の余剰を利JIJしての追加工事が次から{Xへと日!匝11され， そのつどIliの復興委員会の前

rl'.}¥'-"主務省のlド誌と目まぐるしいほと、の手続が重ねられたしだいであった。

村微のノA5ーはりi減したuu.毛山のI予水施設を四谷に復IHするにま1って在来の施s没にとらわれず，ノι
j:'J);G且;ι川のÍi~災後の荒1発に起凶したi品流禍に対処して， ジェ一二了一ノレ式立，13止ろi且池を1jlii~昌したことで

あった。

当時としてはこiしは日本におけるぷ俊秀のふ述。i白i也で， 乙の給のうじ!記されたAitiillろj且i也は内地

にはまだJ~ られなかった。 したがってその施工に際しては背 ~!j 引と取り組んで苦U品の j':j労はひとと

おりでなかった。 しかしその完成によって念述ろJJ!Q池の活Jljと明大したろif&能力〔新設念述ろ@池

は 1日40，000立方メー lノレの能力を有L，震災前の野毛山ろ過池の能力 1Iヨ30，000立方メートノレの

1.3伐強の増強となった。〉 をもって， 震災後の泌j持はなはだしい阪水を処理してよく給水の円滑

を凶り，水の~いをなく寸ことができたのであった。

第二は野毛山西日水i血の復旧として限られた予$'~の内から，四谷に l 自己水池(有効I'Î'7}:註16 ， 500立
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方メートノレ〕野毛山に 2自己水池

CfiNJ!l，i水没13‘700立ブJメートノレ〕

を決itil，ω{壊されたIU町毛111削

ノk池の h幻iJ¥l'iノ}く_:11:24，6∞仕方メー

トルに比へ 5，6ωj'fブJメートノレ

のtN)J日を図ったことであるが，

ことに灯毛山にf!J.l[jした配水池の

間.uiïY~ ， Fl1t也の災141'のはなはだし
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した点である。しかも山0')_L-. /;'iiに

は1U.Yl ~J:: ;0: U野毛111公開の令部と

しての J出 z泣をfî うなど~.，y，'C1¥ -J-べさ

ものであった。

第三は配水行の似|けからゐ少な

J止めて包g2 凶似11、:J::jJ:\よ 1i~の新制

入，!YJi主である時111・磁'j')jliliへの

配水制:を救済するため，新たに同 日~fl 災復興した野毛山配水池

方面への配水幹線を敷設し， E4災後の人口配置の呉即Jに対処して，既設の幹線とあわせて配水系統

を新たにし，市内自己水系統の確立を闘ったことであった。かくして復興工事完了後の水道施設は当

Il~f'わが凶における最も完備した設備と称され，その近代化ぶりを誇ったものであった。

第 12章 区画整理事業と埋設管整理事業

大火災のあとにはJfliili¥i"l'@iが必ず行われるように，震災後の白地図のようになった横浜の土地に

も幾多の太いi直線がヨ|かれて，都市の計画設計カ2行われた。そのうち最も重姿なーっとして区部主主

辺l:，qf;tおよび幹線街路築ih工"Ilがあった。これは震災前の自然発'bドJな不規則な fJ:j ~.{1{"'S)~'<'、道路幅

jえによって形成されたごみごみした市街を，荊新一i~ く H愁主 71; とした|いX

らに市市一 i内吋外 lにこわたる主:嬰;詑E交j近迎E車j出路iとしての 1幹梓f線忠j巡且E路昔およひそのh治iìll似幼h*紘忠:等7宇j~i泣亘路整保備iユ工~;Iド手を施行しようと

するものであつたo この広岡:t1:Ell't¥:;;fJ立凶とmの分別によってそれぞれ!玄岐をJEめて執行され，幹

線道路工司王はIIIの納行にかかり， fJIiJリ'JfJ:i~:15 _:_[:~tr ~土主として 111 の持行するところとなった。

しかしてこれらの I(拾の机行には， ;;ういノ、ヲックfit心 F氷)，よそのi也の杉恥、:こともなL、，ぬ;.:)¥，、l土佐j

iiíの改陀・新設・ ;ií$Mの拡張・~{~りょう・ i' lIJ川・ぷj 日・ i ノjく・術以下，íßO) ，j{I_:_l~'1¥がHトJ立的に起され
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た。そしてこれらの諸工事にIlll述し必然的に水道・ガス・沼気・電信・電話・下水等地下型E設物の

1i~iJlll どとともなった。

これらの日Hi&物はその同知および関係事業者が:i-fkであり，施工の方法および技術23も複雑であ

り，工事t-~ もまたばく大な鉱iにi主 L ，しかも!在日11'"，*の進行のいかんは泣妓復興事栄の進尽に j;;;響

をきたすのみならず，その撤去・修JI ・新設に I:~I{ l ，その系M~自己タ"0 ~:i~~IlHし，秋ri-> をlEす必要があ

った関係上，市も'[u:i五に復興}ii;およびWJ係方iuiの伐術者の会会主求eOfi1JWJとなく極々の問題につい

て協議会をfiliした。

この会合においてはまず第ーに十日本I1IJNllとして地トJl!li世物の自J[えについて…iEの似準を確定し，

i在日IIと統ーを図る必1tがあったので，大正14{¥二(l925iF)6 )'J25 1:1に復興}i-I;• ~II~怒23i出・市土木・

水道・ JCJ折・ 'd1:気の千品1 ・ ;ill1言 }i;-j ・}fü~{屯灯株式会社の各代表者が会合した。各事業はその施工の

方法を烈にし，技術的にもそれぞれ渋った住雑さがあって，工事~tmnや補償料のi~~ y:Wも拠ったの

で，会議は期fUたしたが， 1以引J)i;iよりの限ijf:策会中心lこ協議調整することとし，さらに巨iを設ね協議

をつくして，大IEl4{1'.(1925{!'-) 11 n 28日にいたって卜"己のように自己抗日:咋の決定なみた。

1 1キ)丘路の悩 11 ご止に地下tlIt設物の配ii~l~保準["1を決定した。

2 15メートル以 fのf封筒にはtiょ・車道の区JJIJを設けない。

3 j)l liiI~は L~'[ 型とせずU'y 却をi荒川

4 18メートル))，1:のi1'!路にはr';:iJ_E水道・ i:';jJ_E-J;'スの{)'[[1';:を設け， Ý:tillt'\' の位[汽を取り，その目ê )tìJ~主に院!して

決〉ιuこ。

また川)J24日にはlfu下町B泣物の性JAプJtl、についても移転T品lしのむl本方式がひと71よされ，その質問:n

IIIの担分についても似~~)i'J とiI，との 1mに数 (kのJ片的がf-jわれ， (1)土地区間設H!l地区内の工fl物

修転主主主1!1'iのf!lUはそのbA医!者のfIlF[とすること。 (2)ll'l執行の幹線街路二[;:'1¥あるいは日liFiJ工事

により工作物の惨転在必要とする場合の主主迎引は国負担。 (3)iIiのなす愉lVJ綿f.E]~;s工事t'l は，Iiの

i1t!lと).Eめられた。そして大正15年 (1926{l') 3月15日にはさらに工作物のJ，J![i.長補償巡査内規が).E

められて，全額，半額， 4分の 1~百とそのケースの決定をみた。このように各施工才、者と関係者と

は工事の計画やその他の問題について，民主密に述終協定をなしつつ，念胞を要する工'，1"から;百手1

るにい主こっfこ。

かくして震災地域の区[山政現地内の自己水fUおよび給水管等の務設笠理事業は水道局の所管として

行われることになった。

第 l筒1 配水管および給水管整到!

}仁川4の k つにI也 l、年ilE泣物1ið，: {;H)j主!の i)と山を九るにともない，水道 ~Ij}-i，jは大iEl5{!'.(19261，!'.) 5 JJ 

から ~:H~lt~;:、r，;;およびおドはの 12辺\.:[::)\:に必干した。これらの工τ\1'はlI{j f[[ 5 '!. (l930il:) 3月末をもっ

て洛成したが，この仁:'1\ の fliìt白 IJJ係については fめW-~'l\およびjiVK工事について，その名口径別，

l陀別にそれ;e').'t， 1 t1¥J ~~í Uむよひ 1か河川りの市lilliな協定 L，一仁ι1(0)位i'tおよびその'[l:!?:)ffによっ

て，復興院の査定のもとに定められた補償ヰ 2にしたがって，全諒iのもの，、!と似のものあるいは会事i
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水道府負担のものなどの区分で計算され， WJ.t~"J補償されたものであったが，当日jは復興院とわITi々 j)Î

;脅し多許証の補償2とうることに努力した紡果，別記のとおり市の負担はifz少の掠1をもってこの埋設伎

役理事裁を完了することができた。

なお日Uのように関執行のものと Ili執行の事業にともなう埋設営整理事業をIlft¥注目1)に区別すると

次のとおりであった。

1 回執行の諸工事にともなう埋設管整理

(1) 区画整理地区内整理 問において執行のE間絵JAI也氏は節 1(i!切羽め〉ら天i'i'L1J巡り付近)，第 2Cpi ffli 0 

御所!IJ ・防m付近)，百~ 3 () f古1¥・西戸部・ 0叩抑J付近)， !:i14 (花咲河付近)，第 5(日ノ山町・初音PlJ・[t

IIIJ・白iTmli汀!、口[I)，古¥13(WI内-~l;:) の 6 j也氏であって，行の口径は内告， 2インチ (50ミリメートル)から

18インチ (460ミリメートル〕に及び恰の新設は29，446メ{トルに及んだ。

(2) 地区外幹線街路工事にともなう整理 この主)jもは回の執行した地区外幹線街路のうち，ZH 1 (子安i1T郡

J立~保土ケ谷町岩[i¥!I::J8 ， 505メートル)，百'~3 (木町4丁目~ス問問。;iここ前f11l4，520メートル)， :i:r~ 4 (大白

椛~プド牧町民m日4，710メートル)， 2í~ 5 (古木町v七ijtfllJJ___，六角橋T{-，iIWTIWII境1m2，182メートル)，自i16(保土

ヶ谷町椎子.........m古田IHrrlll3，737メートル)，第7 (附戸部町扇1l1~千秋橋間訪日lJ 2，354メートル)，第 9(桜

木IIIJ1 丁 ICI~ 日ノ lH町 lTI:l lm 546メートル)， ZHlO (平1[11;%.-.-制浜駅前日1567メートル)， tiSl1 (神奈)11寸

;(filllT----:m刊!た]llmlnJZ29メー lノレ)， !:iS12 (5ド iH柿.........ìJlm-frm709 メ ~I ル)の 10 路紋の街路ヱマj\:にともなう

J.m~)t%;整理であって， 1什1.E2インア (50ミリメーわけから20インチ (510ミりメートル)まで新設13，570

メー lル， l{ü去 10 ， 068.6 メー i ルに及ぶユ ~Jì:であった。

(3) 橋りようにともなう整理 111において執行した i有りトう架設工事にともなう鉄官整1;rJ[工事は入江橋ほか18

j高で，伎の大きさは内径2インチ (50ミリメートノけから 30インテ (760ミリメ{トル〉におよび，そのた;

成延長は新設 3，069.5メートル，撤去 2，578.5メートルに及んだ。

(4) 選河および護岸工事にともなう整理 国において執行した述河および議岸工τ!日こともなう鉄管室E理は大附

)11護j~. LL!主椛~一本橋1mほか5か所で，行は内筏4インチ (1日日ミリメ{トル〕から10インチ (25日ミリメ

ートル〕に及びその落成政長は新設 838.6メートノレ，撤去 667.9メートルに及んだ。

(5) 下水工事にともなう整理 匹lにおいて執行した下オ工事にともなう出設{í:\;~JÆはわl'耳、 )11七i[if Jl1JU: J?，，16かPJr

で， 管は内径2インチ (50ミリメートル〕から 8インチ (2叩ミリメートル)正で， その詰成延長は$Jiiill:

426.1メ{トノレ，撤去 377.9メ}トルに及んだ。

(6) 維工事にともなう護現 [目におい亡執行した雑工'1':にともなう ~J({i:i;笠球は鶴見~神去川 11 l];îO~J且線路jri設工

事ほか3かj凡その他小工事 25か所にて， {i:i;は内径 2インチ (50ミリメ{トル〉から 8インチ (200ミリ

メー iル〕までその治成延長は新設 1，087.7メー iル，撤去 1，221.9メートルに及んだ。

(7) 固執行事業にともなう給水管および給水私管箆理 上記 (1)より (6)に及ぶITl執行す三?とにともなう鉄管笠

理工事の施行によって生じた付和給水1:\~コ ~Tjl，下水切削し工')1:および区間主主辺地区内パラック移転にともな

う給水管取付替工事ならびに布パラック移転、にともなう給水私むr11又十J替訴の工事が施行された。パラック移

転にともなう Jlj'付替戸数は 47，589戸に7えんだ。

2 市執行の諸工事にともなう埋設管整理

(1) 区蘭整環地区内整理 ill執行の区世l秩型地いは下記のとおりであって，出:aS;の整理法rrz*z狂長は1'1径2イ

ンチ (5日ミリメートル〉から20インチ (510ミリメートル〉まで，新設 28，294メートル，撤去 17，351.4メー

トルに及んだ。
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(21 地区外街路工事にともなう整理 jljにおいて執行した地区外街路工事のうち91路線街路工すねとともなうfE 

1理工事であって，管の大きさは内自~2 インチ (50 ミリメートノレ〕から 36 インチ (910 ミリメーわりまで，

落成延長は新設 10，723メートル，撤去 688.4メートルに及んだ。

(3) 橋りょう工事にともなう整理 市において執行した椅りょう~設工事にともなう鉄管整理工事は弁天橋ほ

か24橋りょうのm孔弔で，内径は2インチ (50ミリメー lル〉から 26インチ (660ミリメートル〉までで，こ

の延長は新設 4，473メートル，撤去 3，755.8メートルに及んだ。

(41 河川護岸工事にともなう整理 市において執行したi"l!11護岸にともなう鉄管整理工事は中村川設岸，翁橋

~可1橘I出ほか 18か所にて，管は内径 2インチ (50ミリメートル〕から 15.5インチ (395ミリメートノレ〕ま

で，その延長は新設 2，501.2メートル，撤去2，462.3メ{トルに及んだ。

(5) 道路舗装工事にともなう整理 市の執行した逃路舗装にともなう鉄:i1整理工事は証主席l町通ほか 8 か所に

て，管の大きさは内径2インチ (50ミリメーいけから 24インチ (610ミリメートル〉まで，その延長は新

設3，989.2メートル，撤去3，026.6メートルに及んだ。

(61 下水工事にともなう整理 TIiの執行した|一水工事にともなう鉄管控]盟コ ;>lfは石川仲述，その他 160か所に

及び，内径 2インチ (5日ミリメーわけから 12インチ (300ミりメートル〕まで，延長は新設2，593.9メ

ートル撤去 2，249.6メートルに述した。

171 雑工事にともなう整理 jl;において執行した雑ェー:jfにともなう鉄管の主注目!をなしたものは，名地67か所に

おいて鉄1'r-内筏2インチ(50ミリメーわけから 26イ シ チ (660ミリメートル〕にいたるものでその延長

は新設 3，925.8メートル， li'tl去3，763メートルに述した。

(81 市執行地区内外給水管および給水私管整濯 rliの執行に係る鉄管整理工事にともなって給水管工事，下水

切回しおよび地区内パラッグ移転にともなう給水管取付替工事ならびに右パラッグ移転にともなう給水私皆

取付替エl)l:を施行した。パラッグ移転にともなう]臣付替工事は 5，113戸を完7した。

第 2節迎設管盤強!費勘定

埋設主~;笠rm工事はX;，'e工 '1\ 飢 1 ， 174 ， 603 1' 114 伎を主主いほかにEむれとIlH伐として 17 ， 6381'154 主主

を支出したが，これに対する補償として受けた事iは919，444内 79~J; (うら 1W1lは設計凶作1.'::として

鉱山されたもの〉で差引 272，796ILI 89;i!主が本diの:ill1J.となった。 よなわち工事政の 77だのrlii償を

y:けたしだいで本diとしてはま乙とにYJ利なIUJたとあったというべきである。

埋設皆整理費年度別支出額および補償金額

11lE1111当 J面面E4tJ!??IZJ」一師会

明持;E5J i 咋慰EM
:fiq;:21341:::出文附 lji 143，650.52 

補 i依金
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第 9編 関東大震災車後から満州事変まで

〔大正 12年~昭和 6年〉

第 1字社会状勢

Zí~ 1次LlJ:Vに;戦の好況に酢った1:1本経消が， ;kjE 9 if. (192001り戦後のu:mリjによって大きく t'i1ら

ざ，火山:甘えを来して JJ米，不刈の ì/tから)g~し切れないう ì~ に1)\1京二 ~í1l災を交け，まさに~J~J りはにた
かわぜき

たり 11 の!卓があった。あまつさえ LH!i;~i~収支の~JI1Jから対外為校キLW/JI立卜怖の一途をたとれIlH和 2

ir(1927ó l')には災災子j[~lilìii'lの問題に端をご発して叙行JUf，HIï刊が起り 3 月から 4 Jlにかけて銀行

のiill:.I2I':があいつぎ，経済界に大恐慌を引き起した。モラ 1リアムの公刊によって一応平静を取りも

どしたが，段門的となった不況にながく低迷し浮び 1'.がる見込とてなかった。ことに昭和4， ~\三 (1929

{j'.) 10月アメリカ株式市場の大お訴の ìl;zが7iil止を呼ん ~C ，たむまちにして jll:Wi1&i?iへの大F杉符を呼

ひ起して，全IIt!Nにわたる六恐慌が起り，口木経済もそのi'JUに巻き込まれて物{llIiは採部L..， IUなあげ

て不涼気のと恨んlieにうめき，失業活はちまたにあふれ，労働争議は随Pfi-に起り，大きな社会同区iと

なった。このため昭和4年 (1929il'.)10月にはi!i1吋職業総介所で失業者の登録が開始され，同 661'.

(l931{jη6 Jlからは 'IX }1ょの 1 削減体が災bもされた。こうした不景気の必中に何年日月 18 日に~虫11 と

して満州事変がぽっ発した。 満州'll主主は刈<){どろi'iAに踏み入るように抜きさしならない深入りとな

り， :'1'変はますます以大し，その巡lí~ とともに'!lfおの大脳な要求が起り，これを契刻として奴気はよ

うやく上昇し，昭和 86j三 (1933il')ころから工業生産の活発化を呼び起すようになった。しかし一

方社会不安は一向に解消するところなく，幾多の子ロ行為のひん発をみ，政界・財界の要路の指導

者があいついで兇手にたおされ，ついには昭和 7年(1932年)5月15日の 5・15事件の発生となり，

同11年 (1936il') 2月26日にはいわゆる 2・26"1¥件にまで及んだo そして昭和12年 (1937年) 7 
ろ

月7日には芦溝橋の一発の銃声がついに日文'"If変への進展な見ることになった。このように幾多の

テロ事件やグーデター的事件からさらに満州事変や日文事変への拡大となって，非常時のかけ戸に

j王せられて勢い政治経済各方而にわたって大きな転換が要請さわし，非常時態勢からさらに様戦時体

制jに切り替えられ，生産力拡穴，イ yフレ{ショ Y政策へと駆足が始まったのであった。

第 2主主横浜市の状 態

横浜市は関東大震災によって壊滅的なた被害を受け，その復興に大きな負債を生じ， liij途に評易

ならない負担1を背負ったしだいもあり， -r!i 1'1休の財政、ll:'mからも，まだ上記のような大正末期以

来の深刻な不況11年代に処しての岩槻，以 1-1W~I}"]1社!の ~;I:~紡財政のJ旨J/l性からも，さらに1Ii~Iにおりる

経済事的からも，'JI~災復刊工事がうこ了した後l 土日間円 3 年 (19281，1')および同 6 年 (1931"1二〕の行政

後史1¥による人H役所があり， ~?~縮につくがに以前五のj;針が堅持された。すなわち附和 6!f. (1931'め

のごときも深刻な経済τl'↑Jjから前年米の緊縮方針にー?Liの111[[¥がかけられ，長年i]IJ'J.に支給された
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住宅料(給料の 1lilj額〉が廃止され，その半額が給料のうちに加算されて月俸xx円50銭という様

なはんば給料さえ支給される時代が続いた。さらに昭和6年 (1931年〕末に陪金輸出禁止が断行さ
，制

れたため，翌 7年度には為替相場の下落がはなはだしく，復興事業債を外債に求めた市としては外

債利子支払上一段の苦痛が加重され，市の財政はすこぶる苦境に陥った。そのため一般経済界の不

況沈滞の事情ともあいまって，同 7年 (1932年〉の予算においては前年の大節約にかかわらず，な

お一層節約方針が採られ，市の体面も捨てて公用自動車を廃止するという思いきった措置がとられ
か b<

たほどの整理節約ぶりであった。しかし金輸出禁止以後咽対外為替相場の激落は日を追ってはなは
，わせ

だしく，支払に際しては当初予算に計上した為替レートの半額に下落する惨状で，外債元利支払過

重のため歳入欠陥を招来するおそれさえ生じ，市名経済においては緊縮に緊縮を重ねた当初予算を

さらに実行予算において 3割減な目標にできうる限り節約または繰延べを命ぜられたほどであっ

た。しかしひとり市財政のみがこの窮乏下にあえいだばかりでなく，一般の経済事情も不況の連続

に苦しみ，外国貿易の衰退に市勢も延び悩み，失業者はちまたにあふれ社会的施設の運営や失業

救済事業が大いに活躍するという世相であったので，市吏員の給与等も何年も何年も据置きのまま

に，昇給の停止やや繰延べが続いて市民とともに筋乏に耐え忍んだ時代であった。

第 3章震災後の水道事業

震災後は前線に記したように給水運搬から応急復旧，災害復旧，復興工事と夜に日を継いでの強〆1

行で局員全員をあげての大奮闘ぷりであったが，その問にも，水源の荒廃による道志川の混濁があ

り，震災による収入滅の反而，震災景気的物価騰貴と復旧工貨の多端による財政困難，さらにその / 

対策としての料金値上げ，ついでは復興にともなう配水量の増加に対処しての節水宣伝等，全く事 l

f告は目まぐるしいほどの幾変転の時代であった。しかし市民の復興への気力が昂揚して市勢は上昇!

一途の剛士であったので，水道事業としても次のように新しい企画や新しい事業的な飛躍が見られ(

た。すなわち大正15年 (1926年)12月には多年懸案となっていた横浜港船舶給水事業を民間の各会

社から買収し，水道局宜営のもとに給水を開始し事業の紘大をはかり，さらに同年から昭和2年へ l 

の2か年にわたって復興による給水戸数の増加に対処L 給水量の不足を緩和するため全計量制を ! 
敢行し，水量においてお%の節約を得たうえ，料金の合理化を図り，また昭和2年 (1927年) 4月

鶴見および保土ケ谷町外7か村の横浜市への合併に際してはその条件に即L，鶴見に対しては総延

長56.5キロメ「トノレに及ぶ配水管を 6か月で急行敷設し，よくその要望にこたえ，保土ケ谷町町営

水道を吸収し，配水管網の拡張敷設をするとともに，切他の新市臨時を新設する等，給水区

域は一躍4倍近い拡大が見られるにいたった。とこにおいて当局は市民への給水サービスの一端と

して，機構を拡張し給水課の新設および市内に 6出張所を開設した。昭和4年 (1929年〕には拡張

工事の一環として施行の予定であった西谷配水池築造工事を，市内給水対策上別途に急速施工して

これを完成し，さらに進んで第3回拡張工事が業工されるにいたった。また震災の打撃によって全

く窮迫疲弊した水道事業の財政回復策としては，大正13年 (1924年) 8月から水道料金の 2割程度

の値上げにより，おりからの物価騰貴による支出の増加と震災後増加した生活困窮者へのおびただ
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しい1m:料給水の11)(入減という両航における失狩をよくカパーし，また船舶給水D~l'nfによる別収，五i

It({!iiJによって升じた余剰ノ'1<26必の水i止を$Jr-ity11~1{方 IIIIへのも、給水によってイT収化を図り得たこと fニ

ど，間々なI111以慌が11Zとが』んで一時金<II止先に詩I!した水道事業財政iこ強IIiIな基礎と光明とをもたら

し， T[j一般Hオ政よりも一歩leく安定の歩調を示したのであった。

第4章震災後の給水状態

コミ 23災において，わずかに24 ， 317戸の~1t*ri~)'1:を放して， i号立うにである需妥当之の大止を失った水

;江市栄は，九ずからも1，時W'lIJ艇の災;ifを被り，その施設は版減にひんした。ここにおいてzr:z災直後
~i~ーの11ふ 1\ば飲料水を失った市民への水の配給であったので，施設の I，L:、乙:復旧工'1' を 12 く命かたわら

イヰブ'FI(Jjの応lì1を{守て，あらゆる jj~立を講じてこの地味た11一事を;12 災!な1:&から大IU351'. (1924年) 3 

刀求まで半年余のnll続行したのであった。一方市民も絞災の打般にもめげず被災市民の多くは政

情~，みずからの復興と'I/î勢の復興発肢のために骨身を悩まず献身 ~~lこ。このlIîKの努力に対し全

同氏の応阪や.-j¥tWの同町ある援見JJが乱13f!とされて， dj災当時半壊を介せ27，000::;-'戸の残存宗尽を除

いてはーi市の!t土と化したf史跡に， 13を追って復興のっち?fも日くパラッグながらも建物が限統と

怨設された。

そして給水の申込も次のように念ピッチの iBXt~1振りを示した。

年刀(放任:言|長|共 !日|計|円i12!刊1I早

大山主同II 1附 9 1，342 I 7，537: 19醐| -| " " 

大正昨6JJ i 16刈 6! 5，出.7 24，739 4叩 2 1 29，750 1 皿 6

大正13年12月 29，710 8，454 26，430 I 64，594 I 17，922! 38.4 

大lE14年6月 36，制 l 附 8 ぉ，329 70，713 1 6，119 I 日

大 正 昨 町 1 41，拙 9，5ω 24，叩 7日 42 5，四 7.1

このように給水戸数のI14加が限3む!'')であったので給水設も米躍的に問IJI1L.大正13>1三 (1924年〕

8月には給水戸数がまだ50，000戸余りにi過ぎなかったのにすでに 1日法大西日水訟は94，874立方メ{

l ノレに淫~， 設備能力 1n 96，日日目立方メー lノレに迫るにいたった。;kに 1人 1日当り 320リッ 1

ル g~ r:主に 11i り当時としてはnに破天荒な使用 !J であった。これには震災の上弓な火災??によって生

じた配給水~-~;の潟水が大きく i;ち多用していたので，当局はー而宇一i肖1'i:者に対 ~~jj力節水宣伝に努める

かたわら， EZ災後のi潟水調授を会TITにわた勺て計間的に災施~，給水の円滑を密iるために努力し

た。

大LE14il'-(192併のには当初から水古lの紺内が祭ぜられて大々的なtii'i水'{y伝に努め， 111~阿用の"ç:

-rt~を作製し市内および保オヶ谷~ITの作119~iilii館に配布して土映を依頼 L ， ';[1車内に党伝掲示を~，名

衛生組合長にも印刷物を配布して mti_{;li:の注nを望むき予 知7}:1こ市民の協力を得たことと，大正 14年

(1925年〉に入ってからはおりからの不長女tと医阿'1;tlAの進行"mで給水戸数I問))11の勢いが頭打ちと
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なってlt1'び悩んだことおよび作品水制査も奏功して，ょうやく無ヲ!>'JlWIのピータな)1¥えることができ

たのであった九

しかしこの非~も長くは統かず翌日年 (1926'1') には 4 月 24 日から.11 水せん制限に/fl千 L ，さら

にがj，q~同様に各国の如水'丘伝に一応努めたにもかかわらず，梅雨明けの 7 月 17 日討対にわかに}JIIわ

って給水jdがi政治し， J!'j'J](却の科t村が悶JlIfとなって同日午後4時から53暁 51kiーまでii':TI1断水のやむ

なきにいたった。その後は一周知ノIJ<.宣伝につとめたが 7月21日には 4U:，nm，日2nlには 6n~~f'! :U ， 

B 月 6 日には 611~j'!1\ 1 ，河 14 日にも 611~j' ll\ J の 4 匹i にわたる 11年間 iHr7J<のよぎなきにいだった。ここにお

いて引続き漏水調査に努める一方氷年放任給水に倒れたi\'i~ï，-Ik を抑制するため，かねてから時jノ}、対?ふ

として計日nri1 であった余円計封印jへの務行を念淡に~X行に紗し/こ。この全引主Uf;ljの結果的水成131は

顕著にあらわれ，次のようにff{Hll元'1'.(1926'1'-)まで水の悩みにIVJけ訴れたさilるも，その光h止を1;!'

た昭和 2"1' (19271，1'.)の又はノ'J<2山下Jに杓 ~í な余計iを生じ全く 12iびを附いたのであった。

1 fI最大自己水北 1 rl 平均丹目的日
年度 I

|配水依! '1¥"1ム減九:: I 自己ノ1( _111: I Jl'lム減 i11
! 立方メ円}ル| 立方メ トル| 北刀メ -1ル| 立方メ円トル

大 J巨 13年!日4;874 - 74，761 

14 年

昭和元年

2 年

日5，940

102，079 

82，835 

1，066 

6，139 

ム 19，244

73，312 

77，872 

72，38ヲ

ム 1，449

4，560 

ム 5，492

しかし限和 2年 (1927年) 4月に鶴見聞T，保土ヶ谷IlIr，その他7か村を合併し，和市城への自己水

!t'NJl\~長数設の進行と IFITliM:における復興の進行とあいまち，給水戸数はにわかに淑i~í! L-， ng;f日元'1

(1926年〕における年間給水百まxi~íは 4 ， 751 戸であったのに対し， !m 2 il'(1927長めには 9，391戸，

認3年 (1928"1')にはさらに11，203戸のi!1}Jnという数値を5']，l， ][?芋の給水不足が気づかわれた

が，同年は計 iiU¥;-I]による効果と比較的削天の多かった天然に忠まれ，一方では復興工事によって他

行された野毛UJ・西谷・川チ!の介自己水池が完成し町一水:li.tも明強されたのでー比、引なく給水の需裂に

応ずることができた。しかし 7 ・ 8 月のころは汗同の機会を利111 し誹lI~l~fLlíi ，ポスター，印刷物

などによって大いに節水の必~~Jを宣伝した。

とのような情勢であったので，つとに施設の材、張;n'wlî~.こ l ，\;.j-j- る孤立を L ， ilR%112年 (1927"1つに

はその成案を得て工事施行に以lL.mの7併な求めたが， ~1:Í ILlj: }II~ ~):{[ml していた川公水道との水ì!日Jjg

設令同施行について尽から中し I {llがあり，この間Jmをめぐって iWtJl号 Ith;~;誌にIl在日し拡張主主lro) μ\'ïïlIÎ

はいたずらに見附みのこう 71i状態に陥った。そのlHl lこ l:sいても昭和 2~3 1，r C1927~1928{1っと小成

を得た給水状惑も昭和4年 (1929il')に入るといよいよ↑11]~r(iは台、転したりその年は夫1史上からも rlî

の少ない年で年削除同日数わずかに9211，ことに1延期は少なく， J:Fj ::!(:もまた既iHOか年の平均Fl:i}止

に比へはなはだ少f11であったので，]2の配水訟はこれに反比例して前JJIIL， 1日最大自己水足は，前

年の 98，125立方メー}ルlこ対し 108，189立方メートノレと 10，000，~ブJメートノレを滋える ìlJ\1判長りを
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示 l，1日平均配水:filでも前年の74，547立方メ戸トノレに対l80，456立カメ トルと 5，900，主力メー

トノレ余のI目}J[Iぶりであったから立にはいってからはdiJ1t7J(J止は述IJd引崎能力を12ii位し，

14日以降り n4 IJまで述日のj うにIf，lH!Il断水のやむなきにいだったd

昭

JJ 日 附

7 14 1 午iIII

7. 16 ~ 18 3 " 
19 ，._， 23 5 " 
24 ，.._. 31 8 " 

8 1~ 2 2 " 
3 ~ 15 13 " 
17 ~ 19 3 " 
20 ，._， 25 6 " 

8. 31 ~ 9. 4 5 

言十 46 

fll 4年 の断 ホ状況

7)( 肘J 1m |時 1mI 

10時一一 !r.~，{:: 3時 5 

10 " 
10 " 
10 " 
10 " 
10 ノ/

10 " 
10 " 

" 

4 

2 

1 

2 

4 

つM 

1 

6 

4 

3 

4 

6 

4 

3 

3 

JUI H¥l 延

5 

18 

20 

24 

8 

78 

12 

18 

15 

国

ついに 7FJ

時 1m 

ポここにいたって昭和4年(l929iめにはかねてから県と水源問題がおり介わないままに今日ま

で延び延びになったjJL¥oJ;工事を急速に断行する必要を認め， jn砲を二lUJにわけytiと折衝rl'の水源工

，nを後悶しとし急速施行を要する導水.nヮk工事を 1J羽工事として実施する案を立て， さらlこ7)ci原

問題の解決を見るまではず;îJ~l~郡大沢村大向地先において相模)11から伏流水をポンフ。揚水する師1，時応

12施設工事を施行して，)jf:水を補給する引聞とあわせ行うこととし， それぞれ:1干先行へrl1Uiした。

そしてt)L，張計同のうむから四谷(fr*#;jに配水池を315iliする工事をZlJに抜きIUし， JZt泊した給7)c'I¥C↑111

に対処して11i'水f止を沖15良するヱ'Ifを迎行し， ~.~ 5年 (1930年〕のIDこ倣えることとした。

前前15J，r. (1930iつには配水i立が設備能力96，600立方メー iノレを超過する日が次のように:!lWJrl'

54日にも及んだ。

5 J] '1' 

1 FI 

?己n'1'υ'~I一土土'1'ど8 J1 rlりゾ止…γ1土?土竺一二1rl' 

ワ
ーd 日 2幻1 R 22 1'1 54 日

しかし附谷西日水池のt開設工事完成で~~J'* JIl:がfM1Jr1したことと. ~}~; {Jzの筑として丙谷l[rノddj.?;の内径
畠たひら

15.5 1 yチ (395 ミリーメー!ノレ)~'-~;を切り将えポ yプを取り付けて阿谷Yr，ノk芯;fFを流れる 1111f子 )11か

ら揚水して綿附補給したことと， 而にはjb氏のiWi7J(観念、の徹底も手伝い，辛うじて附水をまぬが

志"びら

れた。同!JY.JLl哲iにおける純子川l陽水日数は 6FI rJ' 3 FI・7月中13日・ 8月'1'10日・ 9月'1'211'1すl'28 
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日でその湯水笠は 148，140立方メ トんに及んだ。rT['{和 6iJ'. (1931ilつには 6FI15日以降早くもれ
かた~"

6 )11311からが[J，j'.F/]係枇ヲ )11防水症すfiめたが^~~去Lはなはだしく

自)J121Jからそのll)jノj(，土D¥;J始して

大iRiG水1m:)]をJ七日'先般Llこじりで，

ィ

dhμω ぷゼー)
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IHJ践となったので，

またj!}水治はtn3 [~l拡張じIfとして {G}，施した川1J 1'(í，水場 --T~í谷/írノrK:lJ;jl tIJ の i叫径 1 ， 100 ミリメート

ノレi草水管が完成i週木し， ) 11 jH'f，Jj(JJ，j上流ll!llにはI特村地IJjにおいて既設内経361/'チ(910ミリメー

トノレ〕符に IJi1Jb日ンプを取り 1"1 け ).l~(7}C H:においても 1 1-1 5，500立方メー iノレのWI1Jnをはかり，医rr水

を免れ得た。

nn手117il'(1932il') 7 月にはおX~ 3回出張工事によるl勾筏 1，lC日ミリメートノレ将水竹がI"IJ!lj 1111 rn 1"， 

-J:Jの起点から日!升浄水i}jまで完成したので， ritに ~WJ&Jl!1水 '1' の)lljH町谷間の内ft 1，100ミリメート

コミぬ臨!1;]:11)iJ](の完全利lTlによって治水満々として配水設を揃って余りあり，ノレ導水 !r:~; とあわせて，

数年間にわたり年【l'行事とした止水せん制限や節水'自伝を取りやめ，手欣しの給水をし得たのであ

った。

~， 1訓州一一一-，-1百五函
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震災前後から昭和前期における給水状況
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しかし内問的に見るととの聞における財界の不況や，当時の緊縮政策が直接関t~自己水量の矧勢に

日夕却し，ブレーキ役をなしたこともいうまでもないことであって，震災復興が一応完了した昭和4年

(1929年〉を頂点として，給水戸数の増加も水道使用料収入のt同勢もようやく頭打ちとなり，その後
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はさらに一般の不況にたたられ，給水戸数の;¥'I1JIIはとみに鈍った。すなわち震災前においでさえ年

1m 4，000戸ないし 5，000戸， ドにして平均7形程度の14力11を示していたものが， IIWnl5 "1'(1930主う

には 3，221戸の治加に涼む，同 7jl二 (1932ι1')にいたっては 1，643戸，ネにして1.45%前にまで低

下した。このような不況も問肢がJにオ認のj主J与をWJけていた一因であった。

第 5章震災後の水道事業財政

震災のため施設を壊滅し，その k符tt先である需要家の大半をペ2に5たった水道事業の財政は一

方において大きく収入滅を来たし，経常経授をさえmうのに図書院であるのに加え，従来の市依の上

にさらに復旧復興事業に|刻する工'1"1'/をflirlとしてillねることとなって，創設以来35年間営々とし

て築き上げた水道事業財政の自主従も恨木から出り動かされて，一挙に左前に転じ財政は危機に陥っ

た。まさに創立当時の111(入不足による財政回目f:時代につぐ第二の財政危機を招来した。すなわち震

災前年からその後数年にわたる収支の状況は次頁に表記したとおりであった。

なおほかに震災m:旧のために大.TE12"!段および同13年度における応急仮|日11
(，お上び六五13年度

から r~i和 4 年度にいたる復興卒業1'1が特別会計として次のように施行された。

岡山中1311'r:rIグ 14'rr:rI…I "2 "f.1ll'万 3年.[/1r-/~示計

γ叫Jiiiんihi:出
応急復|日 j'l と災守復 IEIî~の財源としては 1:記支出額合計 1 ， 251 ， 329 Ifl OHQの弓ち， 内務省は

1，234，049P-161銭を補助交定額として決定C，その 85%すなわち 1，038，580円06鈴の国席補助があ

ったo ，しかしフ:iE12年度においてはまだ国防補助金が決定しなかったので，実際には積立金のすべ

てである 404，241P181銭を充用C，不足額は塑年E皮E訪古放2入を繰上け

そして大正1臼3年E皮E以後後‘にM服託次分t約術lV肋リ功]を，叉けたものであつた。また復興授は4分の 1~買が国時補

助で，その綴は 739，113 fIJ56 fXに達したが，同町11補助以外の財源は水道事業経済から 180円の繰入

金があったほかは，すべて市oに仰ぐこととなってアメリカ市場において 2，249，820円の米1]:公僚

が募集された。この米1~公tnは大正15'J'- (1926年)11月に募集されたので，それまでは国庫からの

借入金で過した。米tT公mは利子年利6分・7G金償還は15f[すえ目立の条件であったから，昭和2年

度以降は利子支払の函においては若干の増額がみられるが，大j司に影響するほどのことはなかっ
かわせ

た。しかし後記するようにやがて明和 7年以後為科1日場の変動によって大きなしとりを持つにいた

ったのである。

すなわち，次表のように大正12年 (1923年〕は震災後ただ運搬給水と応急復旧に箪日なく，日夜

努力のうちに終ったが，給水戸数は一挙に71.44泌を減じ，料金収入は前年の半額に止まり ，M'1~越
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金その他の全収入をあてても終?日 ff，yJ~ やlI iíZ(の元利をまかなうことができず， 355，681円の放入欠

陥となって当日1'.1立以入な総 kげ充当すむのやむなさにいたった。

京大lF13 "1-(1924{1つは給水戸数は未だ 64_59<1戸に1的ぎず，J~~~ 災 ì(Crìíj の 4 分の 3 :fMI.丘であり!一

日己jIiJ:[j一度不;E1liの紋 kげもあって，到底収入段IHのノミランスがJIZれなかったので，[司if8月1日から

料金値 1:げを行い別収を図るかたわら，私文金として保れした株式〔水道ポ業費税金:金569，448PJ， 

i世+HY!j'，:金、 8，98J1'1 ，立~ 2 -:iミra-fj'l"j'，:令 5，932円50:rC水j立改良ならびにtri;;'}K刊積立金 158，513円

:iI-742，876 r'lso ~O ，および I:JUlf~ ぐ288 ， 770 円〕の処分投入そし，歳入の欠陥を制iてんしょ弓と

した。しかし~l_í !l~tj:~i1券市場の不服低:問によってその機を得ず，処分を見合せたためと，この年から

tH2公1立CtH2 ITmJl\~n工事t't英it公[m の元金fR泣閃始の巧に ~~í り 150.000 円の支IH!N もあり，乱l

H;)~íjドJftにおいても40:r~万円の投入欠陥をみるにいたり， iWi-1への収入繰トーげとあわせ80万余円の

放入不足となってヨ二:wnr収入手，;V;J'，(-Y充:与のやむなき本ff8となった。ついで大正14"]'.(1925'0 I立に

おL、ては-riif:ijの料金C'J.TEにより収入額においてはお災前の料金収入をJ-_阿る主でにいた円たが， 11

f出泊券および I:j也の処分はいまだその限そえず[てVTび売却見合わせとなり，加えるに木iffifにお

いてr;災応./~t， 施設切に対す(，) iiifJ，j'.J立への校 l二げのため， 354，089 PJ を1"[悶'Jji~に繰入れたため九 {rn:t

分において30万円余りの歳入欠陥となり.liij1f)lこの不足と合せヰヲ年度II¥Z入の*'V!_Hf充当程H:l:;Uこ1¥二

nn料金総に近い 1，100，000円を突破するにいたった。

震災 3年後、大正 15，，]'. (1926 jJ'.)皮にはいるや応急施設工事在終えて復旧，復興工事も')Yf々と進

み，さらに多年の懸案であった紛航給水事業の買収に上り直営船舶給水が行われるようになり，ま

た全計五U!ilJûtíilli も実路され，jf業内科が断次充実するとともに，給水戸数も80 ， 493戸に達~，震災前

の95%となり，さきに行われた財政危機救済のための料金値上げもようやく実を結んでミキしい増収

振りを示し，当該I，lel主としては支出をまかなって余りある収入をあげ得たが，震災以来年々の巨額

に kる前年度へのij¥(入繰 tげが累積したため，例年の通弊としての翌年度収入線上げ充当を県に許

可をf~J く'のやむなきにいたった。

その後昭和 2"-'3年度 (1927~ 1928'le)に及んでは水道事業の内詐'はいよいよ充実し，仮駅工事

のi並行，全引拡;r日jのうしT，鶴見拡'm敷設工事の実施や凶谷間e7ti也摂j丘工事のlfeごr.等科1mにわたる事

業而の了c;jミとあわせて.ili勢のn-I開発!民ならびにTl-j械の拡岐による給水戸数の精力!Iはいよいよ清し

く，料金の増収はますます順調となって，)¥栄の財政は全く好転し，当該年度の収支残金をもって従

来からの現年!主収入繰 I:J百の帳消をなしつつ， HTi~f:n 4年 (1929年〕にいたってようやくこれを完済

するiiliびとなった。翌年度収入の科uげ充Iilは県知事の許可を婆した事項であったので，大lF12年

度から始立って照打13 年度におよぶ 6 聞にわたる同様な手続には t~~ 当局もついにミ告を:れやし「照手11

2年度ニハ巳ムヲ得ス許可相成リ侠モ再ヒ新グノ如キ'11態ニ!桁ヲサノレ様子守処アリタキ円Jの一札に

およんだとともあった。

しかし空前の穴災容に処し危険にひんした財政の処現に当って焦るととろな<，よく所信を貫い

て将来への財政の見とおしを誤る処なく，立、耐と努力を重ねてついに水道財政を再び援実に埠き，

昭和初頭の咲かな財政の""泌が順次築かれていったのであった。
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今震災以来の料金収入の足取り在追って，これを分析するとつぎのようになり， -jlij料金収入所

における復興状況を物語るもので，この}L:1ばりから大正1311'.(192410 8 J J 1 !!からの料金改立に

よる 2割程度の値上げと大正15{!'.(192611'.) 12月16日から開始された船舶給水料金を別計算にわけ

ると，残った数値はそのまま市民給水の復興状況を物商る資料になるのである。これによってみる

ときは反災後の 3年間はなお復興の途一仁にあわ昭和2年(19271のに入って初めて震災前のj戒を

越える程度に復興したものと言うことができ，その後水道財政は順調な足取りを示して，その五一目立

を悶めていったことが了解されるのである。

震災以来四料金収入の足取とその増加割合
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しかしその後復興事業にばく大なfIf!tを ~rf負った横浜市IiJ政は白íT認の上うにおil'!汗しいものがあ

ったので，おりからの経済不況l均一代に処して時のず;俄・浜口河内閣の緊縮政策のii患にも向調して，

大西市長は横浜市財政復興のため緊総主義を徹底して弱々と特別処置を採る方針を示した。水道事

業もまたそのわくにおいてi府和日年 (19311下〉皮の当初予知においては終常経質のみにおいても前

年より 363，075円の節減をしたが，翌7年(l932{めには京況がいっそう深刻jとなって，さらに経伎の

節約247，499円に及んだ。このような横浜市の財政不振にいっそう愉をかけたものは昭和 71，['.(1932
かわぜ

年〕における金輸出禁止による為44相場の恭治であった。 1黄浜市は水道事業も含めて震災復興'1'業

債をアメリカに求めたものであり，水道本業は日IJにlr~ 2悶拡張工事債を英貨僚に負っていた関係も
bわせ

あって，t~ぅ待相場のおj告は水道:j:!-\設にとってその元利支払のうえに彩~tW したところまことに大なる
かわ芭

ものがあった。すなわち， !~_i和 7 年 (1932年〕のごときは為料相場は当初予算計上額と実際支払額

とのf，lJに大きな開きが生じ，ために公{仕切の追JJ!1予31が計!二されたほどで，歳入欠陥のおそれも生

じ財政上擦心に堪えないものがあったので，緊縮予算のうえにさらに諸経費において 3割減を目釘

して実行予算の編成が依命通達されたほどであった。



取

費 大正時|大工吋 jc1E日年|大正 14年 昭向 元 年 | 昭 和 Z年 昭和 3年|昭和 4年

年司経常的J買;λ 目曲| 円且| 回 1'3 f< ~VI I 円蝿 l H岨

使用料・千数判 1，2:'10，0詔 88 661，024.15 923，473.53 日22，701.16 I 1，(;95，983.93 I ヲ881，318.80 I 2，口67，197.37 I 2，132，562.22 

財 a 収人 161，577.95 164，612.72 I 12邑，812.90 88，065.35 I 99，6財閥 92，0回目 町，622.91 I 66，791.13 

雑収入 12，000.48 I 11，337.22 I 38，949.57 I 60，762.43 I 78，0日 74 I 68，日85.171 36，601.421 21，6ι19.17 

給水エ事 352，026日 284，039.97 I 911，273.02 I 443，33口09 I 421，895.08 I 474，904.101 5拘，853.07 I 413，自，1-1.59

小 計 1一商……田即g引II 川1…2
臨時的収ヌ、

視 越金 1帽，1-12.70 I 30，548.89 I 3，4'日1.61 I 12，400.51 一 一
財産奇払代 319叫 59，但3.58 I - I 36，379.47 岨，179.94 I 3，日間4fj I 48，421.77 

私立主悼入 関，874.00 I B8，512J!8 I 86，056.50 I 114，96日75 I 15，101.00 I 521，回目 821 73，34呂町日 首 3，439.02

柿 同 企 31，684.00 I 133，自16日01 373，005.00 1 284ョ628.011 611，39自由01 373，361.79 

'ii L~t および品入金 一 200，000.00 1 885，188.581 250，叩0.001 100，000.00 

他経済より紘入 昌17，879.581 .'5，316.291 102，984.771 9，815-.52 

小 計 1B4."E7百 15日，詞居語 429，111同 缶百，ED1田 725947U却 し749.701.87 I 9部，zr1.361 1，出5.2盟国

収 λ 合計 I 1蜘 294.70 1 1，279，田9.411 2時 1，619.71 2.181，360.91 I 3皿 1叩 97 4棚田 321 3岡山 131 9…田

支 出

費 日 |大n'11午!大E叫|

結常的経貨

事 務 費 167，1帥 2.' 186，儲2.87

j官 裳 費 182，910.99 100，334.48 

修 持 費 1日5，479.05 14-1，岨5.01 134，596.72 

:t'lj 子 :172，443.02 日s.J.9S1.15 417，057.47 

荷 受 却，251.85 39，町5.fII 60，490.19 

件水こ|事" 350，010.00 2日目，060.00 間4，284.54

，> '十 1，297，21拓，15 1.明日，49S.21 "自31，19畳80

昭ポ11年

2ユ9，3(;2.04

204，278.9l引
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かわせ
昭和 7年度白為替相場

当初予羽音1Jニ為かわ替せ レー
かわせ

J]IJ 災 支 払 為 替 レー ト

英 1'i 2ポンド 0シリング l}iペンス 1ポy ド5シリング?fベンス

卦ミ 士号 依 49ドル 3i 下iニ期j関 31ドル?f
23 0 

このような外貨償還の弓引Uil以冶らついに昭和 9"ド(193，11ド〕皮は大蔵省と協議のうえ償迭を見合
"bせ

せ積立金として信保しfニカ，この為t1不利はその後も長くIJしいて，水道経済のうえに霊くのしかか

ったのであった。その反lMI悩*113年 (1928年)まではその治勢がをfしかった水道料金収入も，翌4

年 (1929i:j.C)に入ってiMtうとみに鈍り同年以降経i丹市況の不娠が反映して，船舶給水の減退や工場

など大盆iitiiJl(者の使}円減7)-'防止::'1:))昭和 7il'， (19321，1')ころまで収入は一進一退して西日水景品の増尚

にかかむらず収入はそれに比例しなかった。

年 llt 給水川 |指数!1日最大配水l>' 1桁数| 水道使用料収入

立プ'5;t-]，ル " 昭和 3 irC 101，087 100 98，125 100 2，057，738，67 100 

4 !.F 106，469 105 108，189 110 2，119，843，72 103 

5 !.[ 109，690 1ω 100，124 102 104 

6 (，f. 111，825 111 106 2，051，285，26 100 

7 (，;ι 113，468 112 110，440 113 2，124，025，78 103 

第 6章水道事業と時代性順応

つぎに水道事業がI時代のすう勢にそくして実施した社会事業的施筑としてあげられるものは震災

後の生¥i1'1頚筋者に対する無料給水が大殊に対して相当長期間続けられたことであり，さらに昭和5

年および 6 年 (1930~1931年〉皮において当時経済界‘般の傾端な不況のため失業者がちまたに添

れた際には，社会政策として冬期失業救済の事業を起して国およひ市のW:~i!î に応えたことであり，

またrHJ7 i-ト(1932"1'，)には 般市民の生活資負担軽減ならびに制民数済の趣旨をもって， 1 "1'，4 JUJ 

徴収 l期分概算金古ir払制を!充止し，毎月!le金制を採用し，さらに共用せん料金の引下げを行って時

代の!1t[訪に応えたことであった。

またrITの方針に従ってIli勢の発展策に協力したものに， HHキ日8年 (1933iのにおける船舶給水料

金ならびに工業など大:fik需要家に対する水道料金の引下げがあった。これは昭和 6'年(1931年〕こ
ぴよ雪

ろから横浜港への船舶の投錨も少なくなり，船舶給水~jl業主た退潮の傾向が吋許しい状態であったの

で，船舶に対するサービス改:i!fjによる顧客吸収策を誹ずるとともに港湾繁栄筑の一演を担わんとし

たものであった。また震災後市は復興銀進の旗印としてひとりりf1易のみに依存した従来の市の政

策の械を拡げ，工業立rIJの大目線>2掲げて陥海工芸会地帯の埋立てと工場招致に努めた。

水道卒業としてもこの市の方針に即応して，工業別ノ，jz';iiiW今家:~~.大社副!}T)者へのサービス料金を設

定するなどよく 1時代の要求に従って111勢繁栄の市策に協力した。
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さらに昭和元年 (1926il')12月には多品i懸案となっていた横浜港船舶給水事業を氏聞の各会社か

ら ~ï収し，水道局[夜営の下に船舶給水'I";\\'泊s. rfわれるにいたった。 i甚ì;~J行政一元化O)~~;~に ì{~ つての

良水口ilt11岨供給を良おして横浜浴の繁栄策への協力にほかならなかったのである。

第 7章 船舶給水事業の市営 〔大lE15年〉

第 1lti 公 営 化 へ の め 1;): え

横浜の開港とともに付近の地下水を積んで船舶に給水するという事業が民おで経営されてきた。

その後営利を目的としたこの事才、について港湾にお吋る悲本事業的立場に立つ港湾関係者から幾多

の弊?'Jj'が伯摘されて非難世間が起り， これを公営化すべしとの論議が幾度か起ったのであったが，

長い間の')ミ怖と確WIたるj也憶がものを"って，その尖現をJVJすることが容易にできなかった。

すなわちIVlif;2351'.(1890il'.)創設水道がや1';iiJll)'，'，D'ら横浜市に移竹された機会に，最初Jの船舶給
~~ 

ノ1(di'lヨ;奈カリ!附されたが， lりlif;2 51'. (186951'.)以米船舶給ノd<.'If援を白んで司、た海老採らを小心に多

数業者が ['11討1して航礼:i;Y11i米1i1f会社を組織して， t民i民地内向百iJi'Iへの7}:道水供給JI:i吸をL1¥似したの

で， !司社に"1'販売を許可し1Ii'i出来は作り j、りれた。 その後横浜港の発展に従い， 船舶給水、1¥主、

'2'tJむ者もIPi力11したが， その経常ぶりについてはjll変らずいろいろ非難があったので， 町J1fi42 iド

(1909il'.) いわゆる新f)l と品、されたrj~笠の rö成に際し， 大政省はその弊~JJを除くため自家n~cll_{とす

るすi困をたてたが，各給水会社から税関当局lこ対し強制に抗議し， 1m営が不適当である点、を1)È-j'~í し

た結果，大蔵省直'tl:~.~長も紙上の計百i に終った。

ついで大正11年 (19ZZif)横浜港trS3別協張工事が起工されるのを機として，船舶給水事業が港

i汚発展上重大な昨日泌をj~fつ点にかんがみ， TjT当局は横浜港百年の大u-jとして船舶給水n't符を実現す

るため， ~íll、i 横浜J14ihL合資会ìl ・横浜給水合資会社・長滋良水合資会社・ゼラール給水株式会社宅

;従者を173いて間々:1si;去したが， その交渉の途中において， 大正1Zi['. (19Z3il') の関東大í~rt災にあ

い，そのままうやむやとなった。

民災後l土復興資材をはじめとして，横浜港には愉1!J1入貨物の集積ミ押しく，船舶の出入もまたEti取

を1電め自民向11給水も'J;:~忙であったが，作業者 rmの競争は常に ì)Jki礼であり，加えて各社の受けた反災の

相i王子もまた)1令市に)(きかったので，その回復に没頭してその経常はしだいに営利本位となり， ある

いは水道水lこ地下水さと1記入し， あるいは水舶の修理を怠って ~I， imj二1'1'" となり， あQ いは料金につい

て協定外のI'，:;iul!i;'d_ ;iii * ~どするなどの4R515が続出~， その非難はただ港湾関係者だけに11まら<J'，

会のrlJJ足立となって火正13年く19241j三)8月 4rJのTli会には議員から「水道料金調査にl到する佐f品集」

が提出され，船舶給水ilT'Sに測する;;P;1戸が1Ii会議場に放たれたのであった。 この吉正一の~'旨は iín与

横浜における船舶給ノj 年収入の33 ， 600円に対L，小伶治におけ，~)i引]'[，，)ノlく設のそれは 239，5911'1に

も i主するものご，大í}~災後の!日政í)>.i乏のおりから努めて ;j，thすへきであるとの孔併であった。

この建議案l主\011f，1 託となったが，その結県船田1'1給水業者にけしては今後 '1\ 才、について献立~{;!j:院

干ftとしジihIiの料金て了は厳に戒めるとともに，よ誼サi1;;:機会に料:'11:のe)(，dを行って収入のJI;iJ}J[lをはかる
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べきであり，また船舶給水卒業の市営については巡切な事栄ということは明確であるが，今日渓災

復興その他多，jl多難なlliの現状を考慮すると直ちに予を染め);1[;いので，復興先j広を待って時WJを改

めて行うがよい，との結論に到達した。しかし"'cの後においても一部の議員はなお船舶給水市訟は

港湾政策上の見地から諭ずべきで，公営の必要性i則自在である以上すみやかに実現すべきであると，

何回も機会あるごとに主~l、を続けたL.当局者としても平くから公営の必~性は認めていたが何分

にも給水業者は明治相)11んからのkv、災績を持ち，そのrllJJi!}江市の大断水や，震災時の応急給水の際

における1))51ーもあり，またや会主iの事栄内容も次のようにさわめてj眼前で相当の利益を収めていた

ので，買収談には容易にドL

各社の営業状況

11) 各社別水道水給水量とホ王室掛金

| 三 iE 13 年度 ; 
会 キj 名 卜一一一一一一一「一一一一一一一一;

!水 荒川Km料金 j水

一一一一日'/;τ石可一一一一一 両一丁一一

横浜消泉合資会午1:1 109，169， 8，508.22 

横浜j水T'iff会社 30，9271 2，4日5.37

長塚良水合資会社 75，433; 5，946.59 

ゼラール給水 1 AO刊 d Q 山氏つが株式会社 l τ0， '山"，υム v.....'"

計 256，3141 20，476.40 

(2) 告社の収益状況

大 jr~ 14 年度

設|水道料金
1_7](::1::主 15 年皮

i，; 1水道料金
立方メ m トル( 円

瑚，1411 13，203.821 

128，0581 10，612.35 

140，017 

20，051 

11，504.06 

1，866.09 

立1Jメートルj 円

65，8271 5，447.19 

日0，5臼1 6，677.8副

67，64副 5，564.76

制8，2671 37，186.321 214，0381 17，6鈎.83

Ju hh 社 名 大]，年 14皮利益 大正 15年度利益見込額

内 Fl 

杭浜 rN)r:(合資会社 2，327.36 4，904.22 

杭 m給水合資会社 3，992.82 7，129.00 

長塚良ス色合資会，，1 16，960.36 14，507 .62 

ゼラール給水株式会jJ 8，641.66 3，595.00 

第 2節買収協議の成立

" ，え

大正141ト(1925年〉水道瓦)tJi!司から水道j誌が独立し， :thlli'工lIYi己が局長に新任すると船舶給水をTli

ぽとする方針を決定し， 各会社に対l.-， 個別に港湾政策上-fb"'ill'の必要なことを力説して折衝・懇

談を重ね，ことに松前I瓜R

に守引i入れて内函的に各社を説き，同時にお2易芳、者・ i巷 ì~~関係者・船舶業者舎のすべてが市'gへの移

行を強く要望するようになり，各給水染者も順次情勢の裕一移や必然性を祭知iして了承するにいたり，

最後まで絶対反対をとなえた横浜1i!1';).il.合'i'f会主!のiiIJ二信塚らもlliの長老小中IIji次郎のmt_ねによってi茎

に了承するに及んで，大正15flミ(1926年〉ここに船舶給水市栄の，Ii直営拶行が決定されたのであっ
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た。

i!f'E_t修行が決定すると従来からの給水染者である 4会社に対する買収補償金が第二の議題となっ

fこ泊"， 当応はあらかじめ詳細に司sをした各会社の営業状態や，主主主主内容にしたがって次のような11

収補償金の基準を$j(WL，協定安を示して各社の|司芯を得た。

この買収協定擦は営業補償資と船出w:託収貨に分ち次のように計算した。

(l) 営業補償貸

まずt~穿ミ補jJ:U~を総f，n 50 ， 000円と~， これを次のように大正13ij二度， jiijlMI一度および|司15.11'-肢の 4JJ~ 7 

バ!日10水道料金合1担額の割合に応じ比例分配した。

営 業 補 償 金 計 算

ι 
ュヰ

一 一JEE4jddij1'1 村

言十

(2) 日目 虹i ij~ 1主

百分Jt[…同ltや乗じたf，ii
(補償金額〕

%r f11 

36.04 I 18，020 

26.14 13，070 

30.54 15，270 

1∞.00 50，000 

業者所有の船舶については専門技師2Z1に委嘱 C，その評価額をもって買収額としたもので，その方法は次

のように主ず新造船悩怖を決定~，その後間々について経過年数およびミ以内状態を調査してその比率によって

それぞれ船怖を定めた。

FI !別 100 

船体|
かん l 

ポン プ.n ~fIT 

(イ) 1ii 

ン鉄船

四

11，500 

4，230 

佐

~ヱ 船 f匝 4各

100トン木造*船

伺

11，000 

3，960 

12トシ小誌汽船

同

21，200 

h lJ;一一主 日!日IJie IJ!:， J't ，Jc I~~三位 ( jl lン五

U匂ト

Jム

ポンプNきノk目白

オ

3 日 520 

13 1，085 

2 

1 

133，022PJ 
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横浜山県合資会社

横浜給水 {-iff会不i

長控訴 i占水イiYf会主l

ゼラール給水株式会ネl

市

計

2品c:3節

A 
宮 提 案

日XJ，n償貸 船舶:tYJ祝賀

18，020 

13，070 24，028 

15，270 43，997 

3，640 28，877 

50.∞o 133.022 

船舶給水買収議案と市営日目薬

船舶給水事業のltr営(229) 

TI収補償査定額

37，098 35，000 

59，267 60，0日。

32，517 33，000 

183.022 183.∞D 

ここにいっさいの協定が成立したので，船舶給水11['辺に関する的議案が大正15"1'(1926年)11月

15日の市会に提案された。 1rrl-ltl!1給水'1>設の買収授については. I!~iぬとして，日よ災記41:社会"11予告授か

ら 200.0001'1 を t:~~入札， 繰入金に対しては正)'6分 5Jj互の利子をi、Jl. 元金は大正17:fr.}jfにおいて

*~~りもどすこととした。 そして開業後の"1'紫綬t\'ï-~は給水料金を財源として， ]反りあえず，大正

15>)'， (1921"1つ!12における 4か月分'2fr-lょした。 この議案のけjtに際して右吉忠一市長は市会にお

いて次のように説明した。

船舶給水の ill'ì~tO) r:ilJlIiはすでにrI，会において続々論議出みの問題で今更詳細な説明を必裂としないがと前位

きいただ市営とす匂ことの利益を1にのようにあげた。

l 衛生 l民常よりも公営のブJが安心践を与えうる。

2 公営とすれば諸般の設備を完全にかつ便利になしうる。

3 民主iでは供給訂によって水料がともすればまちまちとなるが，公営なら統一されその楚いがない。

4 公営とすれば水料E低減をはかりうる。

5 m'の収入を地加しうる。

'di会においてはなんらnl-~n も討論もなく， 9名の調査委長に付託された。委員会は1UJl9日およ

び同月22日IJ'司会，審議の紡栄，出LE長を可決し1"]月26日の市会において直らに可決された。

m当局は[立ちにとh占禁引継その他のijE備をし，船舶給水料金について水道使用条例第29条首'}2 -~} 

〔その他の船舶給水は 131:方メートノレ 1PI以内とし市参事会の議決を経てこれを~む〉により同年

12JJ 6日の参事会に民家ーして次のとおり定めた。

給水せんより直接給水するもの

1 :::，_'[ブJメートルに1，1 ;~: 2日Sl

n:{j-;J:、船により迩搬~:{î7J、するもの

l立方メートルに付 :ili: 50~x 

ただしIW波域外は Lii:方メートルに付き l海里までごとに金w，去を増す。ての海里程のiJI'J定は防波堤突端

の亦灯台を起点とす。

夜間または荒主の場合には古ij各"の料金の2剖を増す。
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かくして事業の引継といっさいの準備を終え，大正15年 (1926年)12月16日から市営の船舶給水

活設、が開始されたのであった。

2 市 営 の開業

大正15年 (1926年)12月16日給水認に船舶給水係を設け，その営業事務所を市内元浜町4.-J目42

番地に設置した。

施設は従来の 4会社のものをそのまま引き組、ぎ，係員および従業員は次のとおりであった。

1 3 3 2 3 

水失火夫

28 

.う

定問i夫

2 

計
門
出

主事 書記 監を? 船長 機関士

なお引継ぎ当時の採算的もくろみは従来の災31iに徴して，年nn次のとおりと.I~込まれ， -1分市の

収入の上に:ぜ与される計算であった。

収入の部

使 同
77，760円
129 ， 600~J 

。阿 l 岸壁班景給水お8脚立方メートル⑪2日銭
運i般給 259，200 グ @50i~ 

日 |蛸給問 5側臥対する日0分の l

とU
計 l 抑制|

制i 付

剖t l但

支出の部

給 料 I 5脚内|諸l婦も2Wm円

I 1 船長》機羽土，監将各3人 月持~ 85円
雑 給 1 51，281 水夫火夫，人夫雑役，計35人日給2門外に時間外加給，liKTl 

賞与その他

部 用 授~ 1 3ω9市 | 胆問雪弘矧込法却習狩附苦伊桝品号知j

修 絡 費引( 凶問 | 襲鵬鵠鑓 1時6郡E器糊兵慨 4仰潟円

| 氏ワ刊 | 給水廷に 100 の2の漏水設を加悦L，単価1立方メ{トル
水 代 l 62，791 釘崩じたもの

予備費 1 2，525 

計 1 179，041 

積立金及差引残金

iJ124扇動を時と見込み叩に勾可抗z-
Fi江 - 7瓦「一一一一

積 立 金|
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第 8 主主金計量i!ìl]の実施(大正lsir"'__~~s ;f:!j ♀年 J

第 1i:罰金苦1・1主制実施計画

n本におけるfist初の水道色tJ日条引lでめるl対抗20;ト(1887')'.)5月311"に路行された横浜水道給水

規則に計器使用料として径 2-j}の 1インチ (13ミりメー|ノレj 1 ip月 17銭， 径 8分の 5イソチ

(16ミロメートノレ) 1かrJ20;il， 1.土 4 分の 3~: "チ (20ミリメ l、ノレ) 1か)]25&且とあるから，創

設水道の給ノ~'(とこもに 4 分の 3 イゾチ (20 ミリメー 1. "レ〉以下の水泣メ{ターが使用されて.計量

給水が行われたわけである。

しかし空"悔いむ(pる1戸引きはi止低f'r金)]1円と v う当11年の拘mij詰数日らすると法引な刊1直であ

つにため，まだ文化水市が低く家三n::，役をおしまなかった当時としては，ほとんどすへてのili民が

低H.:，IZのJUI!せんそI'l'J11したため， .;;j-1ci:せん124Fは二l(E'S~=t::あるい l主抗争みのものに I浪らi しまことに微々

に心ものに過ぎなかったロすなねら計ffせんと敗11せんと共)iJせんとをむ分i七にすると別表のとお

りでJ汎dì29--ï"~:_(1 896if)におぜては『-i iiiせんはわずか 5%に過ぎす， 85~;までが共JlJせんであった。

その後年を絞るにしたがい，戸、川せん使用者は年々 Fji%線をたどラて， 10年後には16泌を減じて

69話となり， 20{j::'Y去の大正 6，:r:(19n;めにはさらに 7泌を減じて62%となり，震災直一副Jには全体

の半分にまで減少した。しかしこれらの共同せん位HJ者減少のはね返りは計並せんには現われず，

主とレて)j):任せんの地)Jll:こ吸収されて，計並せんは大正 6'1' (1917年〉ころまでは 8~9%内外で

1割に満たない数であったQ

.. 給 水戸数 |百分 lt I 

T -2EJEEEEー13二Edi山塑正

9，502 I 11，303 ， 24，937 i 75，742 
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しかし水道'ljJ~i~. としては当時に4品、てもすでに金計乱立川の必要を 1iií芯 L 大正 5 年 (191G年) 7 

月水道条例改正ι.' tJéf~に際L.，当防"1fI工市会におし町て「将来全部計i抗告ノt.~.こ筑ーしたいが財政」ニ;百



!:n9A品 1 Y;!;l!I:民災 n'H~から i品川'11変まで(232 ) 

らにできないので，今は言j'iil給水とする標準を， (1)50坪以上の家康， (2)居住人員11人以上のもの，

(3)L!日 !J~ 4 ¥iJl以上創設するものとしたのである。Jと説明しているくらいであった。

その後大正 9"1'(1920;のころから漸次給水不足が災面化L-，ポl1u，qおよびnW(192lirニ-1922年〕

また戸ごとに吏.&1 を派してìHî~の取締あるいは文訂や1央闘を利用し，Jこはぽj*立伝の悶始となり，

さらに止水せん制限等あらゆる節水のガ策を訴じたが効果のあがる方法がなかったりや巡祭をし，

ついにかねてのねらいであった全計長制を計踏するにいたった。ので，

この ~.'j 阪は大Æ12年 (1923年) 3月末における非言j':fi_1給水せん数43，132せんにまJL-. ["J"Iから 3

その効泉により在米給水設の 4分の 1討を節水しうる言|か年計画をもって水道メーターな設澄し，

d-j会に提案されその議決を経て， l品特 ~l~l庁に認可を'i 1t~のもとに，水巡j!l'HJ条例の改正在企図し，

9月1r:1 のiY>lJ!じ().i~災のため審議 rj 1であった申請11ーはrJ"請したのであったが，火正12年 (1923年〉

務省において焼失し;横浜水道また諸施設が域滅するにおよんで状況一変し，その復旧に重点、が置

さたやみのやむなきにいたったのであった。かれ，全部î~-j-:ill:il討はそのまま}決策され，

一目立文化水準のrIlJしかるに22災後市民の努力によるE明者な復興によってTti勢はいよいよ発股L-，

上とあいまって! ~'lJ び水泣のお安が;ßl，WI L-，大正14:ij→ (1925"1')I1手には平くも給水能力を超過す

るy目白litを示すにいたって! ~t1~i:rlî水:B:伝に乗り 1111 L-， l1J氏に協力を求めかろうじて断水吉まぬが

れ得たが，翌日年(1926"めには 4 月から平くも節水を強調し各綴の方策をよ~{したにもかかわらず，

ついに 7月17日以降4固にわたる全市時間r!ir*のやむなきにいたった。

しかし当時給水人口 351，400人，;ともって 1日最火自己ノにむ 102，079立方メートノレを消波したわけで

あったから 1人1日290リツ!ノレのがii'lに相当し当時としては過大の使用金であった。

こうした状勢はひとえに多年の放任給水制のために自然浪授の弊害を生ずるにいたったもので，

当局は急ぎこれの対液としてさきに計画してさたやみとなっていた全Nlill:制実施についての再検

あえてその実現を食図し，行詰った給水問題解決の討をし，震災後の財政悶詰11'の時ではあったが，

ため最後の手段を敢行したしだいであった。

この計画は大正14年(1925年)12月案を得てT[J会に提出されたのであるが，すt'filii上は FB日他都TIl

のiiliiliilU実施のJ;X:絞に徴するも約25%のJ自民水盆を節約しねる見込であった。

時一一一誠
司

績成施実申l量計白市都他

lli 朝l

33.8 

戸

者1

神

京

29.8 141. 65 名古住'r!i

24，9 均平

この言1';量制の実施により予定の節水効果をあげうるとすれば，現在の施設立もってしても次のと

おり大正20{1'(昭和6年〕まで給水可能となり，能力限界の年限を 5，q=.rL日延長することができる言i



官~8M 全音|設計J由美施 (238) 

tr-であった。

計量制実施による給水量の予想

月ι…出EF4l玉子m州育~雨露，ッ1M;ll| E俊樹:盤kよ碕立方メートル E1立日方*メ最四大jトii:ノレ

大正15年7刀 98，381 73，786 

大正16if_7月 104，283 ! 78，212 

大正17年7月 394，786 " 110，540 82，9日5

大正18年7月 96，869 418，473 " 117，172 87，879 

大正19年7月 102，681 443，581 N 124，203 93，152 

大正201'['-7月 108，842 470，196 M 131，655 98，741 

大正21年7月 115，373 498，411 ノf 139，555 104，666 

1 実 施計画

ことにおいて，これの実施について財源と財政計四・工事音|阿・全訂部制災胞にともなう*i立使

用条例の改A等について調査し，そのj主祭をTlj会に脱出した。すなわち大正14{下(1925年)12月，

水道使用条例改王家・ i止水器設iU工事費支!日方法にi則する案および=r:τIH'Iに充当のための水道事紫

第 4公的条例案が-1:丹市会lこtjli架されたのであってその内符はびくのとおりであった。

1i~ 祭理 r:-] 主

井市水道ハ 1人当リ 4-::"[方尺 (111リットノレ)800，000人ニ相当スルモノトシテ建設令ルモノナルモ， τK-Wf1iノ

発迷文化ノ進歩ハ当時ノ計四ヲ沼シ人1_1400，削O人ノ今日己ニf石川ヲ完全ニプじスヲ得サルノ実情ニアリ， コレ

主 l シティマタ大部分放任制ヲ係りッ、プルニ~j~閃スルモノェシテ，計 Itf引l ヵ之カ救済力へとトシテ歪l!ìノモノブ

ル各都-mニ於ケノレ災総ノ l現ニ示セル iコロニシテ，木-mマタ財政問紘ノ今日アェテ之レカ実現ヲ企悶シ以テ現

在行キツマレル申告水|問題解決ニ資セントス。

コキ改正ノ限 FIハ 1:述 iI-!却制実施ニアリト~!i!モ外ニ料金ノ改.n-::，使用料 jj_\fW知ノ TÌÍî徴，約;リ!ヲ 4JUIニ氏分立ル

等ソノ他幾多ノ点ニ於テ改XEヲ行ヒ以テ辺朋ニ資セントス。

予算案

金942，000円

内訳

水;li=fIT~sn r-jl:fi1:水器i;'Q: ì?ì:1Ï

金639，000同 大正15.1芋度支出宮1

金303，000円 大j[16年度支出額

この財源については内 42，000円を水ill事業切から繰り入れ， 900，000円を公依に求めるもので，

同時に水道事業第4公依条例案も)kのような32??で提案されたのであった。

横浜市水道事業tr~4 公依条例(摘釘<)

1 本公{ilは証i国 900，0001')を大正15年度において 1日告しくは数日に孫県 tるものとす， 1nl-都合によりー

fi-s叉は全部を翌年度に繰越すことが出来る。



(234 ) 百~9 縦 i到来コ震災直後からi白川事変まで

2 木公的の発行価額は券市 100阿にi守1日O円と F。

3 木公{i'~の%'1率は券llií仰に対し亡 1 5pOOO 分の 8.5 以内1:'J一。

4 木公ほのフじ{ti:Z主び利子はノtzi任事業収入を以て支弁す g

5 木公的の元金は大正18年度より大正27if-isf古でに別表のi亜り償J)iする。 fqL 川政!の i~!\介に工り日;抗iU.lc

の償ì~:;l告なし償還{ff.Rを短縮(..，又は低利 1えに{[l換えをなすととをね。

!il 水然設問~Jj(~Jtfllli

1 木;jH叫は大iEHイ!'-(1925イnl吃ポにおIJるlYJ!J'1そんわ工びJI、川J)んに対L，山水7.;;舟 ;i:.';:~l;: L令市計 iif給水

制を施行Uんとするもので，大正151!，-(19261!，-) 1主 J~.伶jì'l 力I]-J- ;;:，給水戸数に対すω分十上、1i;が[:JJ.E二予算を以て

施行する。

2 大正14年度jfミUI在の専用せんおよび共用せんに対する坑水務所要見込数は下記の述りとする。

専用せん

私設戸、用止ん

《設共同せん

予備数

J
 ，J せの

U幻5
 

4
 

「
民
日
M

‘BIga--EP
，E
・E・-EP'

J
 

，d' せ4

8

0

8

 

9

4

1

1

 

8

6

4

3

 

1

1

1

 

d
佐

3 Ji1:水黙の"筏531]内訳

口fE 13ミリメートノレ

口径 16 u 

口径 20 u 

43，151問

1，697 

422 

専用せん月]

私設共同せん用

公設共用せん用

問
問f
 

nu 
7
 

勺
臼

，
 

民
d4
 

一一目日

haa--
、，EE--e

4 i立水器;立法年度制

大正15年度

大正16年度

5 1it水器設ir受理Of1;

(1) 放任専用せん (巾〉

29，300侭

14，652個

(2) 紋任専用せん (乙〕

(3) 放任専用せん 〔丙)

(4) 共用せん

これらの議案は市参事会に提案得議の結果，水道使用条例の一部を修正可決し，同月24F1市会に

上程され， ili会fi:l問手委伐を選任してこれに付託した。委民会は審議を京ねたが1県，さきに参事会

において修j[したJJJ;!'を削除して，保安とおりを可として同1i29日市会に祁告しだが.本会議にお

いては果然この修正問題に関して議論がふっとうl..，さらに新たな修正Z23Lが)11
1てそれが解決され

たのであった。可決後夜ちに水道使用条例その他の祭何についてそれぞれ内務・大蔵両穴圧に，(，討j

l..，大正151jo(1926年) 4月161"づけで両大R1から一部修正のうえ計可された。

2財源

全計翠1[1:jの財ilNについてはち初 900，0001'1を起Hiに求めることとし，大iEl5年(1926'0 1月初

日主務省に許可申訟を行うとともに，事業の~Æ ;fIJ.伯から」記資金入手までのつなぎとして~IJ途積立

中の大正 14・15両年度のf112公的償還元金 300，0001'1を一時当該経刊の一部に充mしたいと主務i'i'



第 B章 全計設制。実施 (235 ) 

に願い出た。 これに対し大阪flぞから同年8月16fIづけをもって公的額面 900，00日円を 1日日，0001TIに

J，EiEWI可があったが， その紐冒としては，

(1)さきに文Jム停止をして積み立てたtrs2 悶水道公(立支払W~{!1lI金 300 ， 000 円を木村 1(*1'1に根付光

当すること。

(2)jìtj記光勺金および計可された起債矧以外の日村民は~p}.\t !iî J.'(の Wfì約その他に なお不足する

部分に対してはこれに相1討する事業をI閃:{j'.T1:tに紋下げ施行すること。

(3)nJII，I'，皮の起((t1i(lについてはIVJ年度においてあらためてせん議すること， 主主税金:余のーn:!j'光ITI

に院iしては第2回公的fEtj塁ブ'Ji去の変更であるから，その手続をすべきである、 と通知lして来た。

ここにおいて当局は大正151，1'(1926iめの瓦の給水事情にかんがみ，翌年の玄には給水が-f'?~I{i!，

迫して断水iJ~いよいよはなはだしくなるので，大正16年 (1沼和 2 jf'.)瓦までに全 E事を完了する計

[図のもとに， まずIHi'~;[lこついて起債計百J額 100 ， 000 円のほか大正1<1・ 15fiìIT年度分水道tí~2 公m元金

償還準備有t3白金 300，0001'1を木事業火jlミ15年皮所要額とし， 翌 16年度 〔昭和 2{ド〕分供述官民

150 ， 0001可を木事業16'1'1.ぷ(同市12 1， 1'，) 所事Jt日にぐれぞれ振り終えず己}目することとし，水道~r~ 2公

{;H1~~1F(Xおの変j犯を lii会の議決をtEて火jU51， 1'， (1926 1，r-)10月 25n:=t才j]"rìに IPijN L， [!{_{干112'1'， (19 

271，1') 3 月 31 日内務・大蔵両大r~iの許可を得た。

そして資金を次のように繰り入れならびに借り入れた。

同愛記念病院から借入 100，C日O円 (B1.Xの方目、によるもので河愛記念病院が応怒したもの〕

!'nZ公w償還f11立金繰入 450，000円

簡易保険積立金借入 300，000円

事業銀収入をもって充当 92，000円

計 942，000同

この当時は利子が山総していたため， !，r可愛記念病院r;è，:~b~の市{立は年 7 分 2 !.'IT 5 毛，簡易保険局か

らの借入は年 6分 5厘という苅利であったので， この起1J!1および借入金はその後低利伎に俗り持え

主こ。

第 2節 工 事 の 実 施

ここに準備が全く成って水道メーター設夜工事は次のようにllliめられた。

1 水道メーター試験設備

2 家屋および倉庫

3 水道メ戸夕 μ のnm入

式

乾式復際環車裂 金

" " 
" " 

大正15年 (1926if_)6月初日結成

" 
45，270個

当 初 寵

型

r'J 式 A 

" E 

ノ/ 柱

8月19日 p

入 内 言里

型

型

{寸

盆|単価|
1 悶 1

1∞J I 11.80 I 

10，日日3

4，(日日

11m1 

13.30 

金 額

向

11，800.00 

115，000.00 

53，2oo.C日



(286 )百~9 n品 限京大m~河後から満川事変まで

1:1 
筏i "' ~~ :全 椛1

ミlJ7 - ド1 1') 
13 ':li:式 mHJl:吹 :In)~'_~ 出 式 1，削)0 11.}lO 11，削().(川

/〆 " " 4，000 11. :m 45，2α).山}

" " Iミ 111 " 
1，日日目 10.20 10，200.00 

" " " D 浬j 4，0日日 10.5日 42，OC口00

F〆 " ドイツ・カールアンドレー式 76 12.90 980.40 

寸、 計 25，076 290，180.40 

16 位式{主匝'児市型 ド イ ツ ・ シ ー メンス" 2，000 10.70 21，400.00 

" " 金 r'J 王t A ~2 3C日 12口0: 3，600.目白

小計 2，3∞ 25，000，00

20 乾式復限斑車型 iドイツ・カ{ルアシドレ 式 i 951 1590| IA1om 

グ| か |金 円 式 A 型| 日o， 15.70 ! 7，850.ω 

|小 計 弼 9，制初

計 I ーヲム'-11 トムム瓦
13-16 1 泣ヌk苦言 E 爪 1 10，000 I 1.7111 17，110曲

" I グ 1D't 付 16，3叩 2剖 5I 38.2お 50

20-25 I グ i 560 I 3剖oI 2，2問。胡

小 計 i !mol|57，閥 90

準備態勢が強うと，二こ百二15ij二 (1926年) 7 JJいよいよ7}zii[!'メータ{設促T'liに庁汗ーしたが，同月

17日にはi円水泣欠乏のため全市町水の余儀なきにいたり，さらに 8月末日までlこ前後 4問全市附水

する有総で，全fj'\'iit市IJの以急実現ブJが~F，\]切出されたにもかかわらず. :Jミ'1'1';-1土7fJ'l'に 1，307{II:し

8月下1'779悶， 9Fl'I'1，OOO{!司設抗という氾々たるj並行ぶりであったので，計間を促進して大医15年

l丘中に30，000{1/:1，'!.;116年!立に15，27日倒を]以付けるよう¥iI阿を変更し六五 15{ト (1926'ド)11月 1日か

ら次のように泣水球設同派脱法市および|司烈お1内規を制定しIT!.tt?l:のjjs行をはかることとなった。

ftノ'j(r，}i 設';ifi:~Gn T¥¥内 7見

1 111水器設ifi:ハ課程主主格ニ依リ施行スルモノトス。

2 "泣悶ニ契スル~Hlノ人員ハ職工，ヱ夫各 l 名， JEU，1i失，人夫名 11:'，ノ限時ナルモ別紙岡市ユ日;ル巾ノ反M

ニ偶スルモノハ職工叉ハこ亡失 l人，定仏li央，人夫各 1人， -~t 3人 iス，乙ノ医bxニ問スルモノハ職工又ハ工

夫名 l名，定問失，人夫弁 1入計 4人トス。

{ilシ，先日Ii失J;l_jニハ彼此流用スルヨトヲ件。

3 就業時間中 1組ノ設問スヘキ 1日ノ撚準諜稗ハ 7個トス。

7個以上ノ"世間二対シテハ 1f同ニ付各 1人1crニ1t長嶋トス。

4 次ノ場合ニハ課程標Nニむくラス?言問ノ日申告知ヲ支給スルそノトス。

日) 附3九天災及ヒ 3尺以上ノ郷削ヲ要スルモノ又ハ共他課程ニ官、ルim--、サル 1，a2メタ場介

fロ7止7]<栓ノ変更ヲ要スル場合

(サ l克設亜鉛引瞭鉄):'Çニシテ j主什ノ/1\来ザルモノト1[;;，~i'T11ユ於テ認メタルUJ介

炉.) JI二水位ノ不明ナル場介
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i芸合環エヨリ止水ノ目γ1ヲ述ァ、ルJ，g合1剖

キ→l'ミ規ノ、大正15年11月1[]ョリ出行スーコ

一
刻
一
却

は

L

1

2

也
記
lwード回

収

泣

一

円

2

山
地
一
町
一
人

1

1

1

U
一i
一

ヨ筒一
j

国

l

叫
lm

F
L
士
一

:

一一旦パ
J
r
川

山

山

川

時
上
白
川

z
l

z只
一
人
山

任
一
制
一
缶

約
一
側
一
的

手

一

円

3

悶

(
z
…

利
一
川
一
人
山

一
附

(13ミリスー iルメ ~Y-l 倒11 り〕

名

謀程 2基準による工費

2.30 0.15 0.30 2.00 0.15 夫工

1.80 。150.27 l噌 800.15 

0.40 

定J晴夫

D

q

 

5

9

 

1

A

?

ι

 

1.50 0.000 0.40 0.72 1.80 夫ノ¥

計 1.56 1.74 

]ff，号:lcリ 1.13 1.56 2.7<1 

ただしIII杓， I'Y_J外お主び fiil~-之 .111山広 :r~況のJ$;i {i机ヱョ士夫のうも]人'ì刊li犬，人夫九 1 人対 1オき備

1 仰、 i り~\tl(i 費80伎となる。mとし 111 のえな tl~ 7 Mâ~F'í:υて ~t 511JGO~k となり，

しかもでき山i!日lによる方~':l.， t\己 1芭の芯~iKをそそこの課程による計算は予算額よりはる日に少加で，

さらにi昭耳目2年く1927'0ここにT戸2は一段と進行したが，るもので一石ニド;在得るを!Jqtがあった。

2 月からは江戸川j 水道町，f;'~'~':ll合から };'i.~.l~20名の It:!豆もあって， I司王f:3月には設I包数12，559倒を数

え， 1昭和元年 (1926';1'-)I江には予定数にi迂¥'29，586Mを"立法し主!2 11: (19271の1立には10広までに

こ*'1{i-ii¥'4'日，8H1尚のJI/'I'げを終，)!全i¥¥r，Jt-lltj¥i'1の工事完(をみるにいたった。17，288加を'.;eJ交し，

に従事した服 r.・人J之告の延へ人民は 42，130人に迭し，総工事的は 728，920円75主主で;人記のように

予算古fjに!:lへ 213.0791'175f.leの節約をなしれ}たのであったω

表i況

|口径山メートノレ|口径日りメ{トル|四ミリメートル
設 li:i: tI{ ;設 間 数設 仕千 数

状置設タメ道'1' 

1，307 
779 

1，010 
1，411 
2，914 
1，664 

115 
8 

1，307 
127 
261 
5 
1 
2 

652 
749 

1.291 
2，905 
1，662 

n 

大正:5年 7rJ 
8 
9 
10 
11 
12 

年

3，330 
4，612 
12，559 
1，297 
6，311 

1 2
1
2
5
1
 

1
 

7
1
7
2
0
 

2
1
5
8
1
 

3
5
5
2
3
 

3
4
詔

1
6

1月
2 
3 
4 
F 
d 

昭和E年

5，356 
2，214 
1，(時2
1，師1

47 

L

一l
z

一

5
4
1
9
7
 

お
乱
抽
出
出

4

5
2
1
1
 

6
7
E
E
m
 

46，874 124 1，728 46，022 計
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会計量刷工事質問駅

科 円 ~:~ 組 守it、L 1語 主目 ゑ引残額

四 円

市Jr ?寺 ~~ 28，246 14，704，11 
13，5194l5同..809日I

JJH12 1 Jく 1{-} 鱗 入安 591，473 532，278.0口 59， 

目者 犠 械 Ti 170，859 102，防2，78

ヱ τIT 用 ?i野粍品費 .;，402 2，897.29 1，504，71 

tR 7K器試験設備授 7，750 3，995.l2 3，754，88 

探 呉 新 i羽 !'1 4，044 3，688.77 355.23 

9; ブ] fJ: 110，626 日8，512.49 42，113.51 

血官。 J.! 修 事:)1 '1'1 600 166.55 4:33，45 

制t '1'1 24，叩O 115.14 23，884，86 

童十 942，日日日 728，920，25 213，079，75 

筋 3館会計 ~9t:?IìIJ実胞の成来

全EJ 主i制笑JJ~の結果は r' ltJ;した ζおりの好成績で， jjミJj~WIT(})*正15年 (1926il') 夏は 1 日最大配

水批 102 ， 079 立方メート yレにi主して，前後 5 臼にわたって全fj1"の断水を行ったほどの急迫~tI!i.にあ

った給水も?全計量ji~J実施の巡行とともに rì~íÐj水泣は~k.1.f、に緩和され，昭和 2~3年 α927~1928

年〕は1冷水人口の1出JJI!にもかかわらず玲水全く安定L-，全計量;il司言!割当初予想したとおり水量の官Il

~(Jをみることができ，給水の安定と言1 ，)illm~力ド;R~!を数年り先に引延し持た。

1人 1目当<):平均消費水量全計量実施前後比較

野
刈く

z 

F

7

6

J

4

 

1
才
又

3 

/ 

Z f It? 1/ λ 1<34";; ι 局
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計 最 制 実施前後白比較

持持l
1
1IH"*吋1川 配水NI川水叫山内|比率

計 遺 骨j実施前(大正15年〕

昔rl童市j実施の途中(昭和2年〕

金計盤制実施後〈昭和3年〉

l~~~~~~-I--~;!:~~dJ~I-----"-;記汗 "'1 100 

82，835 

98，125 

72，380 

74，547 

85，189 

95，486 

第 9章鶴見町・保土ヶ谷町ほか 7か村

併合と給水拡張 (昭和2年〕

むs1 ~布市域拡張の経過

しろさと

850 

781 

85 

78 

大医14年 (1925年) 7月ごろから市当局は，鶴見および保土ヶ谷の 2日Tと城郷・大綱・旭・大同
〈宮治白 ぴょう♂1日

川.rJ"下./R風ケ泊・西谷の7tすを合併して，大横浜を建設しようとする方策を定めて荒々準備し，

大京15年 (1926OIo) 1月にはその実現方について県知事に申請した。

県においてもその必要を認め，同年2月内務大臣に対LE!1話の手続をとった。

この市Jrx拡張は 2.44方旦 (37.032平方キロメー lノレ〕の横浜市を一挙に 8.68方J[!.(133.875平方

キロメー iノレ〉に拡張しようとする大規模な百|河であったが，そのHf↑占は都i!iNI闘が]見地から出発

したもので次のような硯rllに悲くものであった。

1 編入しようとする地域は西谷村を除いてい-nもも杭浜市都市計開区域に属しているものである。扇谷村は

区疎外ではあるが横浜市水道の水路に当るのみならず，tTノk場が設罰されている関係と，同村の人口の過半

数が保土ヶ谷町にあるお士査品IJj納会全i工場の験日および家族であるとともに，将来横浜市の住宅地域とし

て開発する必要があったからである。

2 港湾関係からみると， +it'ii民地拡張第 3 抑J~tjilîiが進行 rl'であって，近く大柿浜肢が実現するが，その滋域に

は鶴見町地先の海荷主でを包容していて，港内の完全なJill 'l{_~のために後方地帯の連絡施設を完備する必要が

あるので，同一行政区岡正する出、要があった。

3 横浜市の将来性は工主主都市として発展させるべきであるが，市内は丘陵の起伏が多く立地的に適当な地域

がとぼしいので，隣接町村の併合によってその地域をうるほかなかったのみならず，横浜市は当待子安お上

び鶴見地先の大埋立を計図準備rl'であったので，そ白ためにも鶴見町合併の必要があったのである。

4 当時横浜市の復興は治々と Lてi並行L， 1rij見町および保土ケ谷町とは事実上述 11:'Gて同一市街を形成し

~く区函はなかった。またその他の隣接地は将来横浜市民の住宅地としての発股が予想される地流であった

ので郊トへの膨張を乱雑不統一のままに放任せず，計問iJ'~に都市的施設を行う必要があった。

しかし納入すべき町村のうち，鶴見i町だけはTをお河論に分れ，たがいに論争し世論の統一決定を

みることができず，その実現を遅延させていた。その事情については衷固においてあるいは政治的

その他に種々紛糾した事情や感'!'?iのもつれがあったのであるが，表図的に反対論者が打ち出してい

た言語拠は次の二点であった。
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その第一は，水道問氾iであ l)，第二は復興事業貨の負相関践であった。 21~ーの水道の問問につい

ては別記するように元来的日間IにはわkJ-Uの悩投がなく，しかもヲ!水の水Jnl.土すこぶる不良であっ

たので，水道施ι没こそは|司111]民 的から緊急に実現方の強い裂す1があったのであら。しかしiil日1水

道施設をするには 4 ， 000 ， 000 ド]の工作を-~ーするのに対し，横浜市の水道施t没を拡張して給水すると

きはわずかに 600，000円引u立の工切でこと足りる計算であった。カ!日F横浜TITの水道はjれこ*-1誌の不

足をtiIげ，大正151j'.(l926"1'.)の文には前後日聞にわたり全市川!日j附水をした行総であったので， 11ft 

浜市合併反対論者の有力なJII'IIIとして火にililをiJぐ始末であった。またi¥llJ1H'lf!JTJのnn氾iについて

は，横浜市の22災復興事業に要した巨布1の終的を合併後的見IHT民が将来にわたってながく負担1する

ことは苦痛にたえないというのであった。しかし水道問題は当時施行中であっ?ご全計卦ili!Jの実施に

よって25必の給水節約ができたので，鶴見方市-tii?に対する給水に十分な余裕を得たし，配水f也の

I間設もあわせて施行することによって，全く断水の裂いなく者g-J.，給水が可能であるということにつ

いて，水道局長が鶴見町の議孔その他に怒切な説明を行なった結果， 7kJ自問題は解決し，復興1~の

f!{llについては，横浜市将来の財政計filJiを記 il~J して~f'1!nの加JRされない liEを納得させたので，ここ

に反対の論拠もdiえ約I"Iに近い1論争もようやく終り':'2:'11;-げ， nH和2年 (1927年) 3月末鶴見町も

編入にTI成するにいたり， I百J"I'.4n 1 1:1をもってここに大横浜市の実現を見るにいたったのであ

る。そしてこの編入の訂後新I!J岐に対して行うべき市の新事業にWJし次のような声明がなされたの

であった。

1 Xill¥入l町村はいずれも小学校の往設計Iilliを有していたが， ;Ijはそのま古乙れを継承して実現をはかる。

2 鶴見町における上7!(iuおよひ下水道の知設iiHilljを行う。

3 10か年継続"jr:.nとして鶴見町に街路制を司自する。

2高2筋線兄拡張敷設工事

野昇段町村の合併ことに鶴見町の併合については iiij記のように横浜水道がそのまま鶴見給水が可

能であるという現実が強く作mして，さしもやかましかったt4日入問題を急速解決させる契機となっ

たもので， 7J(こそは結びの神として，横浜水道がI'iiiじた役討はなかなかに火きかったが，それだけ

に鶴見町は水になやみつづけた町でもあったわけである。

元来鶴見町はすは東海道行還の小駅に過ぎなかったが，京浜のn日に介在Lて両都の発INが出次祁l

を延ばすにおよび，順次市街地を形成するようになったのである。ことに大正 61f.(1917年〉浅野

総一郎が鶴見地先の日ij.jy:をjlll立てて浅jl予辺自民所を創設して以来，諸工j話が11:'H続と集り工業地，ii?とし

て目覚しい発展をするようになった。

しかしこの地方は元来水にとぼししかっノ'](1'1も不良で飲料に過する升水がなく，住民の大きな

なやみがそこにあった。そこで大iE8年(1919イiつ1rJJ1Ut(汚!lILsL会社が旧生見m村・町田村および

出向付を給水区域とする水道政設を中治し， I司10ol'(19211，1')内務省の許可条刊に基いて浅野総一
1たち{まな

郎ほか8名の人たちが発起人となって桶樹水道株式会社を設立し，次のような計画のもとにその事

業の推進をはかった。



工事 n:
給ノム人口

1日給水能力

給水区域

発起人

!:î~ 9 i江鶴見町・保土ケ谷町ほか7か村併合と給水拡怯 (241 ) 

たも"な

橘樹水道株式全社の計薗

3，500，000fJ 

1閃，000人

400，000:;1:方尺 (11，132立方メートル〕

臨む!日r(削伺をふくむ)111品村およびこれら白隣接地先海岸埋立地

il~!i'kt~-I~!í，大)11平三郎，安部手兵衛，尽日次郎，ノ\卜，Çij規他，1，浅野恭次郎，今泉};r.

一郎， iJlff宗寺次郎，白石元次郎

しかしこのくわだては々の後の打色付財界の不況と大渓災のため災施の述びにいたらなかった。

一方III(:Y，)，;)でも:1)封地刊としてIlJr勢いよいよ発IK~，人口のWIJJ!l 詳しいものがあって) !HJの保健衛

生上」水道の解決はもはやひ含のばすことができない事肢となったので， 11汀訟でこれをliti自iL-，大

正14iJ刊 (1925'4')8バ1111会の議決を経て主務省に認可を q"Jdilした。その言Iill!i概裂は次のとおりで

あった。

1 鶴見町営水道計画概要

工可If l'士

給水人 I~ I 

l口給7}<:ti8)J

給水区域

コ市 可i十 JVJ 1:11 

4 ， 544 ， 200~J 

150，000人

600，00日立方R(16，700立方メ{トルノ

鶴見町および隣接する地先海岸埋立地・旭村の一部

3か年半

しかしこのように工事の中訪を提出して見たものの，ユ二τIri'lが多官目を!}gし田I氏のtltJlにたえがた

いのみならず，工 IOVlfHIが長過ぎて，急追した:;_jr↑山に合わないこと ~S~のため，この案に符検討を加

えた結果，当日jjのl町長は独立の水問、を持つことを不利とさとれ横llIから分水を受けたい旨のqJ~ 

wをしてきた。すなわち横浜・鶴見の地境の横浜水道配水幹線を利用延長して配水を受け，これを

給水するときは，災に|古jnlJ単独施行の場合の水道工事針の約6分の lをもって施設が可能となり，

f止も現%的な祭であったのである。

横浜市長は， (l)jlí氏の衛生保健J:r~~lR!町村ことに IIJJ続さである的見への水道給水もまた必1t:であ

ること， (2)全計itU!河原則によって木市水道に相当の余簡を見込みうること等のJlJ¥r[]からそのqJしL!I1 

を了承し，工 1"の設:iL l! i政;i'-hlIii~S';いっさいの計図lについて木 rlí から参臨することになり，大正15

61' (1926{!'.) 7月j北京在得てl川会に民IHし議決を経た。このことが災に1iYiiJ¥・総丸同地，Jj:):芸の動機

となり，さづなとなって，やがて分水から合併へのi立が聞けるにいたったわけである。この設計は

l昭和 2"!'く19271!'.)3月30日エヰ3随行認可のお令があったが， ÿ; l;;j~ には翌々 4 凡 1 日鶴見聞[は倣浜市

に合併されたので，横浜市がこの工事を引継ぎ施行することとなった。なお 3月30日鶴見IIJJ水道工
たち1ぎな

'1'認可とともに，さきに鶴見地区内に水道政設の計可をねた尚樹水iE株式会十jに対しては， r11-J日づ

けで内務省からその給水区域を鶴見町のうち海岸坊!立地である ~~:fi I!tJ および末広田Iの各 1 ， 2γ仁!

の地域と変更された。

偽.Q.llJ f合íJi と [l-IJn}j に，水道ん.)1土 1illSM也|豆水道敷設工事のため 1'1 白 t~1Jl\0I~jJJ;没 ::1\ 務所」を設[長して

4月から工事に7日子したが，当初 1か年計百!Hをもってhilif'Jの予定としたのを，合併の際回Jの要望に
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即して， 6か月に短縮することとしたが，予定どおり 9月には落成させた。内径 410ミリメートル

以下延長 56，454メー 1ノレに及ぶ配水管工事を半年で光了したことはまことに大スピード工事であ

ふ。一
つ，~。

2 ヱ事概要

この工事概要は次のとおりであった。

付)給水区域

とl炎町・鶴見開I・京寺尾可・湖町町・市場町・菅沢町・小野町・矢I旬開J・江ケ崎町・5¥ミ!ム同J(1， 21日

を除く〕・安c，))illlJ(1， 2丁目を除く)・平安町の12か田Jを15給水区域に分け，工誌と住宅の区械を考t@:

L 将来の給水i止を算定して配管した。

fロ)給水量

1日fE大給水盆 10，830立方メートル

(一般用水
内訳 4

1工業用水

料工事費

605，945円

料水圧白概要

6，100立方メートル

4，730立方メ{トル

水圧は鉄管の末端においていずれも22ポンド〔有効水頭15メートル〉以上を有するように計図した。

(胡配本鉄管

(1) 自己水本11は内径16インチ (410ミリメートル)鋳鉄管を干'1'奈川ブ'3mi本管の末端に接続して，これより

!日東海道国道にそい汐見橋分岐点にいたる延長4，246メートル

(2) 第 1支告は内径12インチ (3凹ミリメートル)Ili鉄l'fでi日国道より総持寺前鉄道線路下を横断し，総

持寺前より内筏 8 インチ (2凶ミりメートル〉となり，北ìili して盟問小学校付近通路交2\(~};-l， にいたり内

径6インチ(150ミリメートル〕管となり森永製薬工場付近にいたるこの延長16，784メートル。

(3) i:l12主管は内筏 12インチ (300ミリメ{トル〕鋳鉄管でIn国道から新国道を横断し，汐見水笠椛を架i立

して神i出木ili終端で内径10インチ(250ミリメートル)管となり，県近海岸線にそって)11崎市田島町境

界に述するこの延長 2，900メートル。

(4) 苛;3主管はI'J径 6インチ(150ミリメートノレ〕鉄管で!日|司i立を北巡 L l!iJ品神組前にいたり〔この延

長1，862メートル〕一方は矢I句町・江ケ附町方面へ，他方は管沢(1可・平安町1Jllliへ分岐。

(5) 新IEIì邑にそっては内径 3 インチないし 6 インチ (75~ 150ミリメートノレ)管を凶id南側歩道に般設し

て将来その左右両側における人口増加の場合の給水に資した。

(6) 消火せんは街路の交差点その他必要な場所に 125メートルないし 180メートルの聞に設ほ(毎秒0，8

立方尺-22，26リットルを加算して配水管を設計した。〉

(7) 敷設鉄色戸の口径別延長は次のとおりであった。

F L1III口て-J171竺三
内任 16インチ(410ミリメートル〕銑鉄管 1 4，42別内径 6インチ(15日ミリメー!ノ")ili鉄管 1 8，7日9

12 11 (300 グ)グ 1，48311 グ 4 か (100 " )グ 1 19，98国
10 11 (250 ρ ) " 1 1 ， 39~刊か 311(75/1 ) 

8 グ (2加 ρ)" I 1 ， 544~! 計
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ト) 工事費量瞳額 470，919円

(ト)工事由後記

ヱτJi実施に際しては各道路幅只が比較的政いにかかわらず，交通量が多かったためやむなく夜間作業を

行う0]:，凶雄をきわめ，工 Jl進行上大きな支陣となったうえに，埋立の方Tu1はわき水がはなはだしく作業

上不測の支障もあって工 Jlはなかなかはかどらなかったが，敢闘よく 6か月をもってコアJiを完結した。

第 3錨1 保土ヶ谷町町告書水道の引継
かぴたら

保土ヶ谷は従来鉄道および雌子川によって水陸迎*IIiiのu!'1ごt'u'んだ関係上工場が多く主t設され，か

っ横浜市の近郊住宅地としてその発限目覚しいものがあったので，上水設備の必裂を如'ili!i<L，大正

9年 (1920年)11IJ営水道を全国iし主務省の認可をr又り同年 3月15日横浜mから分水を受ける契約を

締結するとともに， 鉄)~:敷設工事を横浜市に委託した。工ヰi は同年日月 21 日に泊予 L，何年12月

31日溶成した。かくして型大正10年 (1921年) 1月以降横浜市水道から分水を交付て市民に供給す

る町営水道を営んで来たのであった。

昭和2年(1927年) 3月末|司町が横浜市に併合となる直前の姿は次のとおりであった。

官 判

径 延 長 I lA ZIJ 戸 数
インチ メートル 戸

6 11 専用せん 1，384 

目己 ノk 4 3，621 給水戸数 共用せん 2，474 

2.5 1，199 

2 6，140 E十 3.858 

保土ケ谷町の11;への編入とともに，この水道もまた配水管の迎接したそのままの形において様浜

市水道に継承された。しかし当時この水道の災状は給水区域も狭く横浜に近;ました低地域にとどま

り，全阿荷積の 5分の 1程度を給水したに過ぎなかった。またその分水量もili外給水の関係上 1日

625立方メートノレを限度に契約された制限の上に立っていた L.その上料金も割高でその普及も限

界に達した状態であった。それが横浜市編入後は学校等の公共施設も増加し， 731台方面も白宅とし

てrm拓発展著しいものがあり，料金の点においても市の水i立使用条例によって従来より安い料金の

適用を受けることになって，給水希望者が急増したのでl昭和3年 (1928年) 3月同方閉山台その他

へ配水管の増設にrJ¥jして追加予算を計上して大いに自己水網を拡充して給水の型i‘2立に努めた。

旧町営水道と市水道との耕金目比較

使 m $IJ 1カ月仮定使用量|横町山使用料!旧保土ケ谷町水道使用料

10立方メートノレi
I'J 門

家 用 1.00 1.61 

営 業 用 13 " 1.25 2.12 

共 周 せ ん 家賃 10円未満 33 .92 

" " 15 1/ 60 

/ノ I拶 15円以上 1.00 
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むj);4 ifrj I日大同}[同・!日大綱村その他の地域への給水

鶴見・保土ヶ谷と同時に編入された 7か村については，住民の街1立が少なかったので，従氷水道

の施設は全くなかったのであるが，木市指Hj入後!日llihiiに近法した地I"Qから順次自己水{j¥;'a:延必 ld給

水の普及に努めた。

編入後間有14年 (1929{1ト〉皮まで 3;r-rmにおける配水管敷設延長は次のとおりであった。

内筏|延長 i 工事 1~
三下九 一

10インチ (250ミリメートル〉 378 

8 " (200 " 〉 1，545 

6 " (150 " ) 3，393 

色 作 (100 " 〉 22，898 

合併当時における横浜市と編入地域白人口そ自他

間J 村 4~1 ト1 翌L 人 ，-， 1M 千Ht

F 人 1i!11 

1毘 dE 95，377 405，888 2.44 

保 土 クー 谷 IlJf 6，082 28，570 0.90 

的 1~ 四J 11，195 50，120 0.81 

城しLろ 別さと
村 1，281 6，811 0.96 

大 ~iì'句i H 1，002 5，710 0.92 

旭 村 81日 4，705 0.63 

大 |河 JI[ やJ 650 3，307 0.48 
くさ か

日 干 H 687 4，156 0.97 

Ji1ぴFょう MおL ケ i，n 十J 617 3，123 0.2<1 

山 谷村| 528 2，691 0.33 

計 118，299 515，081 自‘68

注 }_I以および人1_11よ二二]1::140:1'_(1925Jjリ 10111 fI [ji[q沼山i去による。

第10章西谷配水池増設工事 (日目J日4{iド~5 年〕

第 1設計 画

昭和 2年(1927!の全引iF制の確立によって 1戸当り給水誌は25%自民のti'iiノkをねて， {:t)j:、i'i'ii水

:G:-(:;2 '2 ::q::. rj-l行、1':とし，大正 1511'-(192611'-)にはついに全lIiにわたる時11¥1[:，rr水をさえ引き起した水不

足も一時的に絞利する日Eびとなっ frが，鶴見・ W[ ， ヶ {V:~~ 2 lHJ 7 か村のDH''ìによってi'fび配ノ'l(:~-li:.の

114外にi-(P-![をかけ )jlJlie C) ように lN)Jllの ~-.;j~ 企 Jこどるにいたり， ことに 1:t1-.:におし、て IJ-/O;J(:itをンにさ

くと問って， ¥lHf日41r (192911'-)には1'1'びllfr*を k;;~ i) ;sすにいだった。



立~lO i;í: i白谷自己水池IYi設工事(245) 

当日JJはすでに水j祉のJ自力11に対処し，次期j削j、 _~j'l' 1図として~g 3回i出版工事の設計が完了し，事業員f

このl山手114il'-(1929'>1') 7 PIの断水に処してお11当の抑L[局長が忽l)ilnJ中市ljのiiliびとなっていたが，

内務省にiJ" IT員協議し， 1Il¥'m;j'l抱!のうちから配水池tita泣二に'11を分附 G，:G1，述に)Jリi主随行してノlcl込不足

ι こに ~i1寺i'Þにあえぐ交の給水lAr'lli給に5えすることに f併を;守て，

このi装集は!目前!4 :WJl.tおよび 5il皮 (1929年-1930'1三〕の 2か年継続がもくろまれたのであった。

年jり1，どもって施ij する ~jl Ìl.!_l Î として，!J会にj定安された/.，.，参0)\会における詐議に際し当時経'1'1緊紛の

れrjばれたおりからであったので，ぷn多数のな」ょによって極力経伐を節減するよう修立:動議がI:Uて，

ついで同月25日市会のj点、設計拡i500，000ドjに対し 5:iJ減の 475，0001'1の工事切に減額し可決され，

議決を総て， [勾j77ffにlll;i8して|可i['.9H20口事業:認可を得たしだいであったが，そのトJli混在!類には

;xのようなl'llrilや泌iり]がi寸せらjした。

tP12告の事↑11

当時給水能力は 111 96，000 :s'C:JJメートノレで各自己水i血の干r0Jn-i水能力は次のとおりであった。
ミ Y

)c今

22，500メートルi出谷羽目ノk池 (~;n 1-~;-) 2 W，j 

" 16，500 (m2-~;-) 2f川11 

" 13，700 2和!~lf毛11Ji~~水池

ノ'11，820 1削l)IIJj配水池

" 54，520 音十〈ロ

すなわらirjノr}¥fjEゴJ0::54，5ω 立方メートノレとするときは 1[1平均 94，000立方メートノレの西日水誌と

して*!~14 f!，j"IIU 99，000 if_:万メートノレの配水id;とすれしば約 13!l，)'I1.¥lの耐久i時!Ulを有ーするに過ぎなかった。

しかるに木市水i創立大正12'>j'.(19231['，)の大渓災前すでに文字において使用水加工最大供給能力を

し泊〉し担j品し断水のf副(免にさらされたが，コ;UJ{のため人口が減少して 時給水虫Ilから免れし得た。

沖~IX人口がjEl に i注し，大 ìEl4 ij'. (19251，0 からi'rび使用水泣はi古水能力を超過する状態となったの

で， ;:1(J]:15ijo (1926fl'.)以降全両lli_i:H刊を災胞ししばらくの!I.¥J小践をねたが，昭和 2#二 C1927fjニ〉隣

人口とみに泊加し以後羽び毎年夏WIには断水fよ9か町村吉併合し大横浜rlJの;AJ];¥をみるに及んで，

するの4~}~):、となった。

当時の酉E水量と給水能力ならびに有効貯水量四関係
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|給水川 i

l 山

i立

13.5 ノノ
" 95，940 75、742

ブ、iU31j

141j令

12.5 " " 102，079 日0，49315!.ド

16 ノノ11 82，835 89，88-1 Jl3-FJ12 ii 

13 11 11 98，125 101，087 3 ij 

4:'1 12 

ことに1l{HII/1:q:.(1929{I'.)のur;]::公山激烈で降I，Hがはなはだ少なく， "t)'IJil より(史)jl 止、 ii! のilt大~(;'

しく 7月12日には 100，651)1:方メートノレの自己水対立記録し 7月16臼以後迎日時間的に断水をしな

11 /ノ108，189 106，469 
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ければならない日が続いた。

ここにおいて限本的に給水Wlt関をたて的すべき大拡阪工事施行の11寺WIが到来し，すでに成案を得

たのであったが，拡張工事の完成までには相当年月を~L，さし迫った約状をただちにおf う III がで

きないので， これの応急策として西谷i'f'水J))j十市内に有効I¥i'水量116，500J1'方メートルを有する配水

池を哨設 G， L'it設配水池のll'i'7~ :fil. 5<1，52日立方メートノレを増大して 71，020}工方メー iノレとし，使用

水量に対する耐久附l-rl'lの延長をはかり，もってJili年の断水の窮状を緩和しようするものであった。

工事設計説明書

本計[世lの配水池は既設田谷Zî~2号配水池とi河形同大のものでその隣按予備j也に築込するものとした。池の大き

さは内担、長さ72メートル師~46.8メートル，水涼 5.5 メ トノレ，有効容も:t16，500立方メートルとした。 i也の椛誌は

配合1・2: 4の鉄筋コシグりート]Jiりとし池の中央lと隔壁を設けて 2個と L 各池内lこ29，誌の埠i記壁を設け水

の流動を円滑に G，一角に停滞することのないようにした。上部には1早さ 200ミリメ{トルの天井を造りこれに

厚さ 750ミリメートルの盛土を施し外気温度の影響を防ぎ，上ぶたの各所には空気抜きを設i泣L池内空気の換

気をはかった。泊の側壁内閣には浮き10ミリメートルの止水「モルタノレ」を塗布L 底部企部には止水「アスフ

アルト」を施工G，紡水の完全をWJすることとした.

第 2節財源と工事星空

工事費 475，000円の財源については 400，000阿を昭和4年 (1929年〕皮において市僚に仰ぎ，残

金 75，0∞円は水道事業資から繰り入れることとした。

ヱ事費予算内訳

経 日 ;昭和 4年度 i昭和 5年度 l 言!

配水池築造!~ I 
円 陪 阿

350，900 63，100 414，日80

鉄管および偶兵購入資 25，100 25，10日

鉄 1B 数 fiO: 1~ 1，600 1，600 

キイ 料 運 搬 費 4，700 2，400 7，100 

検 査 1~ 695 205 ωo 

器 兵 機 械 !~ 5，525 2，075 7，600 

4、 計 386，920 69，380 456，300 

給 料 5，600 2，800 8，400 

雑 給 2，476 1，518 3，994 

話; 用 'i! 5，004 1，302 6，306 

4、 計 13，08日 5，620 18.7∞ 

合 計

第 3節ヱ事の実施

• 
工事は}"!の給水に資すベく昭和5年(1930年) 5月までの完成を闘均して係員の昼夜兼行にわた



Z1111î~ 失業救済事業 (247)

る努力をすすめた結巣，工程すこ

ぶる順調に進行し当初無m!とみら

れた短期間に付帯ヱ事の-r:mを除

いてほとんど完成し， usキ115"1' 

(1930年〕の給水に多大の守f与をな

した。 ここの1也の古己J占;lこより千f~JJ

貯水能力は71，000.]1:カメー iノレと

なり，当11;]'の予想された 11ヨ1il大

西日水量 110，000立方メ-lノレに対

してもなお15時間半に相当する貯

水量を有することとなった。

西省浄水場第3号および第4号配水池

第11章失業救済事業 (昭和5年〕

第 1節 ろ過池修繕および配水管敷設工事

昭和の当初j以来経済界の不振はますます深刻となり，失業者がようやく増加するに及んで， この

対策として例年失業救済事業が行なわれるようになった。明和15"1' (1930年〉においても第6凹冬

季失業救済事業が施行されたが，間五i刊には水道事業としてもこの失業対策事業に参画することとな

り，凶谷行F水!oJろi位地修総工事ほか3か所の鉄管敷設工事を冬季失業救済事業としてもくろみ，エ

1'1202，442 f'1をもって1"1'1'-11月18日起工した。然主ii労働者約 9，000人，未熟制労働者約33，900人な

使役する比込で，その工事jnI!l!iは次のとおりであった。

2高2節工事計画

本計凶は(1)横浜市中区本牧町・磯子区間以岸町tHJ自己水管の管末述絡と， (2)神奈川区篠原町・取締

向日ITlUJ県道沿いの郊外住宅地および， (3)[司区長i肖品目J内凶貿易地，;i;の配水管敷設と， (4)!Ji1ニkヶ谷区

川島IUJ四谷浄水場情内ろ過池の修絡を行うもので，その大主主ーは次のとおりであった。

1 中区本牧町・磯子区西根岸関配水管敷設工事

'1'125:本牧町字矢内径390ミリメートノレ配水管終点から磯子区illi+RW問I坂下総ぎわ野毛山ii車内径

300 ミリメートノレ配水管終点、にいたる延長 4，275メ{トノレrmに内径300ミリメー iノレ欽犯を敷設
たきがしら

し，途中磯子区i，'~~見 Uj八幡市自においてi見設西谷線 355 ミリメートノレ配水管終点から 355 ミリメー

iノレ鉄管延長90メー lノレを分岐放設しこれと述絡させた。 l孟tnJJ!l 1 か所のt高架設と 1 かF;r の'~U: lii

軌道t#il!frをし， 101回の山j水告、と 2個の排気弁を設i宣した。

2 神奈川区篠原町・南綱島問配水管敷設工事

神奈川区篠貯(lUj妙注守1Ylj内径 150ミリメートル西日水資終点、から県道を北逃してFrj綱品目1)にいた
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る延長 4 ， 798 メートル間!に内径 150 ミリメートノレ鉄{f~;を敷設し，途中内筏 100 ミリメートノレ鉄管

在もって菊名から安凶方剖へひとつは市坪より太尾方面へ分岐敷設し，ひとつは橋j~ より回[，，1都

市住宅経営地方面へ分岐し内径 150ミリメートノレ鉄色終点と辿絡させた。この延L1，382メート

ノレに迷した。

3 神奈川区表高島町内閣貿易地帯配水管敷設工事

神奈川区高島IUJ1γ悶における既設内径 200ミりメー lノレ配ノ')z'i'i台、ら分岐し， !)~ 1壬200ミリメ

ートノレ鉄行 570 メ{トル，内径 150 ミリメートノレ1~\; 345メートノレ， 1什径 100ミリメートノレ¥，;;574 

メー lノレを敷設し， Fi1j区表向島町内問貿易担t31:J也市;ーに船舶給水設備をするもの~C-， 9か所の鉄道

横断をし10f屈の制水弁と 7f回の給水せんを設位するものとした。

4 商谷ろ過地修繕工事

保土ヶ谷区川品目IJ白谷(it7Jd};}梢i什絞述ろ過池 2i也のlま当日 5，760!平方メートノレに1与さ 127ミリメ

ートノレ， EE合 1 2: 4の鉄筋コンクリートを』品し，側壁および底部 6，908平方メートノレを!早さ

2日ミリメ -1ノレ配合 1: 2のそノレタノレを主主ギliL， ろj担問の洗浄を行い， ろi位h月Fi'iliの玉石をコン

グワートブロックに変更改修した。

ちなみに関東大震災で破J員したろiffl!池8ffilは常時目立水に追われ，かつ災害後経1'1:多端のため，

修理をするいとまもなくそのまま使用し今日にいたったが，昭和4年 (1929;1')Js_においてたま

たま県波より 8 制 5 分の補助を受けた水道災~~~:f2I.1日貨が剰余を生じたので，これにより 2国の修

理を行い，また閃年度経'品位で 11百を修理した。ここに本工事において残り日地のうら 2池の修

理を施行することとなったしだいである。

失業救済事業費総括表

!国 政[ [外国政!
工 事 名 ij; ブJ gy [ [ 小計その他

! | 材 料 究 [ 材 料 貸 |
| 円銭{ 問 題j 附剛 司お一一一一一一百I通

商谷ろ過池修 ~:tl ユ、1" 1 34，422.60[ 24，5S1.000[ 59，003.6C削 -1 288.00 

木牧八時務I1lJ自己水守政 22工市 i 21，825.5日155，954.739[ 77，780.23到 5，016.7611 150.C口

市制応方 TM 目配~ 7I水、 t官了 i数泣 J設I工 1市iド，; 1 10，79幻3.C似D民i2却9，1孔10.3剖48剖[ 3犯9，9叩口3.34副 2，9叫49.3お521 600.(∞ 3 

去山品ω附関貿悶易地帯制自配t水岱政仰己投2工訓:;1，'川 3，5初.却訓ω叫1 9，39川却蜘6醐問i1 

1 工 司事下 f授空 と の P押剖引河l 合
エ 3事iι下 名 i :ヱ工凶1市"1究Tモ白h司|卜一…一一一一一一百罰訂昨士叫F制 7抱芯出-南h叫 L 田す M旧

一一 3 | ドfブ即時官 E43q調書喜望iiiPF2
i 門銀払 ? 州 ~， 

西谷ろ j挫池 {Iy 総工 1;; 1 59，291.601 58.06 1 41.46 1 99.52 
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第11章失業救済一jf;'s (2淫9)

第 3'NI'i 察当主賓と財源

この失業救済'J¥:t主れは lfi己のとおり 214 ， 4391吋と 1J_込みその~!~'i'lj;iを 1 [If'官補助およびrlit立に仰ぐこ

ととして予算を引 iしたが， ~):;:Jjむの結果下口己のように精算用J~をノh じ， 波紋1のうら 35，0001'Jを11日

午nll年!立にねいて紋!:(:fm;:l1~!こ。なお起(古の形式は地方HH資金から~MúTh行のJf:~t:~をもっ

て179，000ド!のfii入をしたもので， 1白人、{!'-5fリド4分 8~11 ， II()利5年以降戸J9 {I'， (1930W~1934jl'，) 

ですえi泣，同10{!からj;;]l9{1ーまで10かI，r賦でfぶ遣した。

1I 

Eオ i原

'F r，c :~l 

毘誕

35，392 34，283-43 

179，000 179，000.00 

47 

214，439 213，283，43 

22.46 

591.18 

平} ~ J前

間同f 補助金 l
市

雑

一一一一-p] ~品 一
昭和 5:1:1反 33，669.79 

グ 6年度

。7.11:'..)主

主

Li
 入

計

コニ 事 費

科

事 務

工事

計

1'1 I予算;和算!摘 要

!円!長f-l!iI寸ー

'i~ I 11，凹7 3，812.800 i 四郎

ft l 肌叫 : 叫 犯3.242/ 服?知結i能川敷設器:;話器
')1 A A~n 1'70 <')/"¥C: ()A') 篠似・雨納品rm I! 札腕師I 214，剖 i 178，2凶，ω21 内問715地務 グ 11，233.6お



第10編第 3 回拡張工事(昭和 5年~12年〕

第 1章 拡 張 調 査

白sl節震災前の拡張調査

施設問水能力 9j問 (1日21，600:ilヲワメーわけから一路40側(1日96，000立方メートノレ〕へ飛躍

的にf目強した訂~~ 2 問1拡張工事も，わずか数~1:_1;査の大正10年(1921年〕ころから水設の不足がようや

く架ぜられる上うになり，これの対策が繰られはじめたが，まずその明っとしてかねてから考究さ

れていた計聞に保オヶ谷仏げiJllIf地内に大Iti'水i也を築迭する祭があった。この言!'ffiiifj:大正12年 (1923

年) 6月25日には実地測jjtによって約10，000，000石(1，800，000 3'J:方メ{トノレ〕をJ11水しうること

を確め得た。 f古いて震災後の横浜復興計阿においても横浜市嘱託となった内務省技削工午同士牧;)'6

七の理想的r.llj!，百i聞のうちょ下水道その他において，このえん堤築造による大Itiノk池計図iが大きく

取り上げられたが，その後の当問者の1*用するところとはならなかった。

吉区2節 震災後の拡張調査

調査の方針

汲災によって人口は一時疎散したが， i>lifr {j~jli勢の復興にともない配水量の増勢も著しく，ス正14

{f. (1925年〕には節水宣伝が;こわらわに行われ，人口も向年10月11:1の同勢調交には 405，888人と

なり，近く鶴見・{来:1:ヶ谷その他の町村をね1令する予定であったので，将来の人口 1，000，C日O人を

想定しての:こ横浜市水道すi阿についての調査を進めることとなった。

2 水 源 の 選定

七11¥張工事において最も大切なものは水泌の選定であるので，各科1の7]<ilM案について次のように子

細な検討が行われた。

(1) 地下水

'f，r[珂・杉田その他T!HJ'l"I5-地の地下水について調査したが期待しうるものがなかった。

付) 宮間地下水

水量1日5，OOC石 (0.38個〉

水質アンモェアこん跡細菌300

(ロ)市内地下水

水ill.l日1，000石 (0.075伺〉

水質硬J1ft~î< グロールおよび耐t慣が多かった。

位) 関谷下貯水池

水量 1[1 143，611石〔約111問 25，900立方メートル〕

工事費 4，700，000円
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水量 1立方尺当り 5円5銭

この 1 立方尺当り工事授が比絞{向者IJI~]jであって，例えば車時5大都市の平均が 1 立方尺当り 3 円92銭で

あり，次の11都市の平均では日円27銭であったが， 30f，snlの平均では3円97銭となるので，この案はエーIf

f空の採算上見合わせられた。

(3) 多摩川取水案

水量31個を取り入れる場合のエ'1lfl8，000，000円

1立方尺当り 2円99銭

多摩川iはかつて水源の一対象であったのであるが，その7kft_t:について蒋調査の結果，拡張計画において

求める水量を得ることは至難であるだけでなく，東耳・荒玉・川崎・玉川水道なとFの水源であり，将来水

道拡阪の場合について余怖のある水設をうる望みもなしまた内務省技術当局の怠向も承認を符られない

模様であった。

(4) 芦の湖取水案

水源としての73の湖の利用に関して，大正15年(1926年)6月堀江局長・大野工務課長・島附技師が実

地調査に出張，湖水の状況や同協から発する深良川l・早川・須雲)IIJIiiを調査し，さらにそこに設備された

水力発泡の水力ならびに水量などに悶L 詳細に災地調査した。深良)11はほとんど静岡県下に属 L その

水量の一部は現に 800町歩のかんがい用水に利用されていた。この調査には，時の有吉市長も大いに関心

を持も，迎7月jli長・ Jhli江局長および朝倉m気局長も向地に附張 Lて湖の水量・水力発足やかんがい用水

の模様について詳細踏査した。

その結果，問湖の集水TIIi記:1は比較的小さく荷主tによる水量は70立方尺程度で，湖水の一部は静岡県地方

のかんがい用水(深良水手出!l{j30嗣〕に利用され，また発電許可もあって(東京電灯株式会材60間，常用

28個〕横浜水道の最大水量{財合の能力に乏しいとに水源としての位[0:も横浜との距離が長大で，工事費も

20，口00，000円を要 0，1立方尺あたり 7円5銭の勘定となって高額に失するなどの諸点から見合わせとな

った。

(5) 遺志J11I自加取水案

現在40伺取水しているが，なお取水の余f(Iがあって，工事費は配水池を合めて 9，240，000門で1立方尺

あたり 3円45銭で比般的低額であったのでー架として保留された。

(防相模J11取水祭

(1) 伏流水取水

相模川の河底の伏流水を!j，水する目的で， lJ;:の3か所在選定L 大疋12年 (1923年)11月以来ポーリン

グを行って調査した。

(吋 前座郡新磯村字上磁宮市砂利用地帯 2か所

(b) " 田名村宇久目[# 2 グ

(0) ρ 大沢村字大口~ n 2 グ

(吋の新磯村字上磯部では宝石突りのじゃりまたは架右で，地 l:iJiiから 5尺以下でゅう水したが， 7KM 

少なく， 10尺以下にいたると簿茶色の粘土用の地山となって水量はいよいよ減少し，それより以下はま

ったくゅう水の見込みがなくなったので中止した。

(耐の問名村久所では，地層はノl、じやりまたは宝石に荒砂を安えたもので，地上から 3尺以下において

ゅう水を多量に認めた。なおそれより20尺にいたるとゅう水が多く，地用はあらめの小じやりを主とし
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(ロ)

て， I也l から叩尺まではじやり府からのゅう水が多況であった。 32尺でおí:l~に淫Liこのでボーリングを

中止した。

ic)の大i}'1'f'i大山でLtあらめのノトじれりに小1ゅな山入し IUUか九3Tとn下でゅう7](を犯めたが1 そ

O)IHノJ(-!il: !:t ~_V :iÎi: で引き th'~l 、て 18~19尺 2 で抗i: ったが依然少!止であった。]自 J-_/p九22JLC?:ifZに;，tLj~ーの

で j~'~ りンクな II-t_r!‘ Ljこ。

これ 1\相 II'~\J11日ポーリング羽交は附11/2イ1:(1日27年) 1 IJその:r'li作終えた。;;(})結;命と L~C は， J 

日の t<)に?名前じご， f干l'庁とも別)1てねI1主でじやりNjであむが，+抗争を混入してい心だけでたく， ii1lr本

l土HfIとはL、L、がfこく， したがって水道弥張計測の氷久水淑としてはn.ti'c~ごなし、と認められた。

J三流水取7](

相似Jllm j-;~(:::tsltる地茨木をねる候補i也選定のため昭和 2 年 (1927年) 5刀23日制7"1日長・大町工務;;:12

長・品附技師その他一行は~-~R主1拡大沢村上7( ，I，"-，'jにおもむき ， t凸i主上1指名所在路交 Lt 乱け~， i:':jNI11引11尻村

rti]ケ原Zc i'i~の目立引拡i世帯を恨削してJfZ入口とすることを r!.fれと認めた。

;i~ 3W  向ケJJi{取水拡張計酪主主

!二JcÝ伊丹についての水源調去を総合比較した結果，指 It史川安流水を向ヶp;1左1-'1':において :1<める ;f~

を絞 iのものとした。

この向ヶ原JI7ノ'J<fj--j同が決定された当日年の市勢l土附和z11' (19ZN.) 4月 1日約一正IlIJ・保土ヶ谷間[

など 9か担'H'Jを似合し， さらに子安・ノt表地先ibJHU6日万坪の大型11築工'IT在施L， その先立ilJに大山政

を設け， jí)ji，l:z堤を築造し}f(i只述i可の完成とあいまって，臨海工場J-llr:g:の発取をS).;:L，貿易の仮~"l! を

1¥H，と L， Itj日iの巡IKとともに)l!i'(cの大貿易?告としてはも々たお発 IJ'~への光IVj を !ìíj ，;_主に j!j っていた。 j' 

fこ横浜市都市iitDIijj世カまとn会の潟交をみても， 1守来総人 111 ， 200 ， 000 人のうれ )11陥Ilî~除きプトT1J

1 ， 050 ， 000人に達するのは必然であったので，この ílíh~の弘肢と人 nのtplm，工業の降YJE，貿易の繁

ヨミに備え，急速にIlj内給水の前首1を図る必要のあるものとして， i大の計闘を加工うとしたのであった。

(11 給水区域 横浜市一円

(2) 人口

本Tll将来の予1'J.l人nは航浜市都市計岡地方33只会において決定した推計:による平均f(Ij加率 1，000分の37

をl%り，大王14イf.(1925ij') 10月同勢調交の人日 514，576人を根拠とし， lTCl利28年(1953年〕においてl日

jljl或800，OC日人， $rrj!r域250，000人，計 1，050，000人を予想した。

(3) 1人 1rr ~I}大給水fJは製造工場に対 F る給水fj?を合み 209 リットルとした。

(4) 配水竹

隣接町村を併介した将来の火Hi浜市としての所セのl由加人口と市fAを想定して，全給水区j戒を{!II也阪と

i'i:j地!烹に分けて， さらにこれを細分し各地医の而穏と算U¥i咋3と人口に対L.給水坑を定めて円t:7j(t:'fの敷設

日!-Dffiを決定した。

筋合 4tすl 神奈川県から水源合同施行の提案

昭和2年(1927年〕 9 月上記の i古]ケ !J~U反水拡張工事計同;;~が完成するとただちに， 10月15日J)itii工

局長その他は言|阪案および設計図而をたずさえて神奈川県庁に三輪土木部長を訪れ， 当局の方針H!
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I濁その他について説明し，水道拡張百十聞に関する事前の了承合求めた。しかるにおりから県におい

ても湘i~，j地方ー祁に対する以白水道の計 rlliがあって，折よい機会としてm-r[iにおいて水泌を共同施

行してはどうかと勧誘された。

しかし即答のできる問題ではなく， J!.f.は非常に重大な案件であるのでその成否，工事，財政およ

び管理方式などあらゆる点、についての調査研究を必要としたので，さらに寝;品することとしてわか

れた。

I!15節 向ケ広〔取水変更主主

本市としては>RTli合河施行案について調査研究を進めるかたわら，単独施行の場合についても，

引き続き絢査を進めていたが，チí~仰の向ケ民o庇水案はその後jl}調査の紡架，財政計画上工授削減の

必要を認め一部計TI!fJを次のように紡小変更した。

1 所要7}:主t

水主tは給水人口を90万 1人1日最大給水量を 0.2日9立方メートルとし. 1~秒 2.177立方メートルとした。し

かるに既設のJI，水量は毎秒1.033立方メートルであるので，これを陛除して木計図取水量を毎秒1.144立方メー

トJレとした。

2 ノ'j(!原その{也の設備

水源は神奈川県高陸部川尻付字谷ケ原の相模川河片11亡沿い，その左岸である岩磁地帯を掘削.7l<門を築造し，

それよりずし、iEによって汚水をi草き水路と l，ぞの日d止fiH:T2.5立方メートル，延長 221メートルにてその下流

苅座郡大沢村字向ケ僚にポンプ所を建設する。

ポンフ，OFffには 30日馬ブJm動機直結J3ノkポソプ3台を設備し，[向ケ原白河台に築遣する 2i阜の沈でん池に陽水 L
つづき

原水をーi分以Lでんの上内径 1，000ミリメ{トルの鉄17により 1'1然流下で都筑郡部岡村字JlIヲiーの浄水場接合主|ま

で20，0叩メートルをユ草き，さらにli;1径鉄管により 8，450メートルを隔てた川品町四谷;1，水場に送水するものとす

る.

3 浄水場施設

西谷浄水場には急述ろ過池5池を新設し，原水は-)，iI¥を既設経述ろi邑i血， j也は新l自の急速ろ過池によって浄水

L 内径685ミリメートル鉄けによって新規に築造される配水池に直結する。

4 lio 7}: C，'i' 

市内配水管は神奈川および的見方市に対しては内筏750ミリメートルないし500ミリメートノレ管をもって西谷
かたぴ九

百e7k池から雄子川を横断 l，岡野会話[1を経て河ブI;il!i一帯に給水 l，大同方市に対しては別に 350ミリメートルな

いし300ミリメートル告をもって給水，さらに市内日台ととに恨岸方市一帯の水圧不足著しい地減には，ボYフ.

所および西日水瑞を設i?i:L，内径 450ミリメー!ル4げによって間合一円に配水する ζととした。

第 6節道志川水源主主

昭和2年 (1927if.)において上記のように杓模川水i草案について認歪を完了したが，この案の欠
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点とするところはポ γフ.揚水のため透年経'{;~~ïttの橋加をきたすことであったので，翌日!?和 3 年(1928
あぴ

年〕にはさらにt113::fそとして，現fEのi且;ぷ川系統純子既設JW入口をそのまま使IlIL 現:(E線路に沿

って導水する方法についても調査し成案を得た。この計画は経qJj:がJには相模川系統|古]ケ JJ~( ，l~ :/プ防

水よりも有利であった。

第 7節 その仰のJ畠本調資

綴浜市は昭和2年(1927'の 4月鶴児その他隣接9か町村を合併し， HlIHtは37.032平方キロメー

lんから一路 133.875平方キロメートルに紘践し， 人口もまた 411，5ω 人から 529，300人にJNJ]11し

たので，今後の状勢は Ifí-に過去の禿恨の動向だけを法réèに舵定し得ないものがあって，将~(の所要

水量決定の要素についても次のように種々の調査をした。

1 将来人口の算出について

将来人口の算出については， it小二:耳切ムをHJいることとした。ただし ]_:~j己のような特殊の'1rt，'iT

にあったので， )血j戒を 31KNiにわけ， I[J横浜市を 1!R，鶴見・保土ヶ谷を 21K，その他の編入町村

を3区として，各院について過去10か年の統計によって各区域別に治加の割合立計算し，将来の人

口を算出して市全体の人口とすることとした。ただし大足12年 (1923'1')の関東ス震災によって人

口に大きな変動があったので， 1日eJi域の分はことに大正11年 (1922il')までの10か年の統計を基礎

とし，新市域の分は昭和 3"F' (1928il'.)までの10か年の統計をもととしだ。

2 給水普及率と給水人口

現在〔当時))u京iIiの普及率 97% 

大阪TIi グ 98% (地域拡張iiiJ)

これに基いて木市における給水普及率を;t*去にも徴し次のとおりとした。

!日市域(幻1区〉 10年後 98%にi主Fるものと Fる

鶴見・保土ヶ谷地区C:US2区)25il'後 グ グ

その他の新地域(百)3区) 38年後 70% 11 

(起伏はなはだしく他の地区とはnr.怖を異にする。〕

すなわち次表のとおりとなる。

ー
ワ
M

q

o

別日戸 J 一三l最大

区 |一 92.
G I一一

区|
区 |

千r 及 :Q大普及率となる 4E足

9.44 

% 

98 

9日

70 

第

州

山

第

rq:: f:fI 13 1下

56 11 28 I! 

11 41 1/ 

この3Jiζ及率を各区別の人口に乗じて給水人口を算出すると次のとおりとなる。
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~~……←|一 一|……一「一一丁一%!つ 下一一~寸一弘

昭和13~ド 12Jl末 1 430，28同 1 1 1 11 98，11町 1 

相川町泊6吋出 川 一 的 刊 川 町74
435，02高 96，672i 405， 180i 釘入0401 93.1411 105，10叫 23，3581 62，469 
438，81判 97，5141413，1861 91，81則 94.1611110，70制 24，601: 69，422 
442，印司拙，35間 420，7371 93，4971 95.1611116，29到 25，8441 76，572 
446，39耳目，1981427，8201 明i，07引 95.84!1121，8941 27，0871 83，893 
450，1831100，0401434，426: 96，5391 96.5011127，48町 28，3301 91，382 

45叩 4肌開21440，5d 97，8961 97.0411叫開41 29州問附
457，9631101，724; 446，1301 99，1401 97.4611138，67引 30，8161106，682' 
461，5531102，566，451，170: 100，26司 97.76il144，27引 32，0591114，444， 

iS:?;1112212i:諮問;湾問iZ:2112Zi|!日 i

472，92誹 105，0921463，4551 102，9901 98.00詰 161，059

3iiiijij捌ii期総iliij
帆叫肌ω2148丸山|即 1J 弼 001， 189叫
495，6631 110，1441 485，7351107，9411 98.0011194，6291 

! 499，4531 110，9861 489，4471 108，7661 日S.OOj:200，2241 

[ 悶…一…2羽叩竹午4羽T?31?l「1叩1一1叩 悶qむ中U山lド目川山ι1日山山山1日山山1.2山2μ羽4必121l 開M叶叫咋ω4十←!トト2幻1州
日)刀7，033訓1112.6701 

¥区|!日旭ほか 6 か村 l 横浜 全市

-. 訂 正Ult1~ 7)'(ヌ日τ有末τTif'11 "-~{e7~ n J;王V' I 訟\*ÀI:I と -~7fJ:~"'"Wl
勾 ¥万1) 1_3~L_l~_W~ι| タ~_LL. "ft.~}Þ-_]~_il 談数|主」主主y，: 1-~~_*

度見よ 1人!I } i 数|人 nI J--i 数 lm7fpi|人口|戸数|人口 I) i 数 i普及率

1 1 11 肌~0~1 I
一 l 一一

3，5101 7801 9.4引1567，93判126，2C副455，97判101，32出

1，07副 12.5町i578，43問 128.54引472，4731104，994
1，37引 15.6町i588，9411130，87副 488.77剖 108.617
1，G7引 1S.G2i!599 ， 44~引 133.20副 504.85削 112.1日0
L9S引 21.5211609，94司 135.5411520.67引 115.7日71
2，31判 24.3訓1620，4501 137，87引536，21剖119，158

27.0511肌 95s1140，2071日 1，3721122臼 7
29.7011 641，456i 142，5401566，1771 125，817 
32.25i1 651，9591 144，87訓5以)，4871129日6
34.7司1662，4621147，20削594，4241132，094
37.1到1672，96司149，53到607，8201135，071 

39.4判1683，4681151，87判620，9421137，弼7
41.6司1693，9711154，20町634，0421140，898 
43.7的 704，4741156，53副647，1191143，804 
45.84! 714，9771 158，87引 660，1141146，692
47.8引1725.4801161.2041 673.0071 149.557 

49.7叫1735，983' 163，53引 685，7831152，396 
51.5011746.48日 165.87国 698.4241155.205 
53.2副 756.98剖 168.2031710.8831157.9741
54.8出1767.49剖 170.53回 723.1291 160.6日51
56.4日1777.99日 172.81到 735.1341163.3631

57.田p田 49剖 175.2C剖 746醐 11臼 9751

総人口と総戸数ならびに給水人ロと給水戸数およびそ田普及率推定表
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上記統計に装き昭和24!['(1949iOにおける給水人口を 750，000人と推定し，これを計画給水人

口とし7こ。

3 給水量

付) 1人 1日平均給水量

横浜市水道の総配水量を給水人口で除した 1人 1日に対する給水Jilは従来次のとおりであっ

た。

1人18に対する給水量実績

I 1 I 1 " I 1 l. 1 n I -;17~./" ， _.J， I._;"'"r I この実績を基礎として最小二采法により昭和24年
年 次 1，;人 1D. j}，人 H，11平均に対する!

I '[' 均|最 大|壮大の糾合 i._____ _.'.-../ l___~l~___ /'-I … |における l人 1日の給水試を!日T[j内においては 7β
l 立方尺l 立方向 l 

大足5年 5.9 ! 8.00 1 1.356 1立方尺 (217.07リットノレ〕と推定し，新市域はその
6 6.1 8.30 [ 1.361 [ 
7 1 6.3 9.10 1 1.444 170%として 5.54立方尺 (154.18リットル〕とみな9.10 

8 b." 

9 7.3 

10 6.5 

11 6.9 

14 8.21 

昭和1年 7.93 

2 6.79 

3 6.37 

平 j-!oJ 6.84 

9.10 1.319 

9.50 1.3日1

8.50 1.3C日

9.30 1.348 

10.64 1.2日ヲ

10.42 1.314 

8.66 1.275 

8.13 1.276 

し，それぞれの人口を来じた全水J止の 1人 1日の平

均給水量を算出すると 7.0立方尺(194.81リットノレ〕

となった。

(t1) 平主主政古水丞と最大給水量の比

平均給水量に対する最大給水量の比は木市にお

ける大工E5年 (1916年〉から昭和3年(1928年〉

にいたる12年間の平均は1.325であり， i土近のi昭

〔社〕大正12 ・ 13年は23災のため兇'ì;~につき行時 利 2"[';および 3 年(1927年~1928年〉における比は
昭和2年以後は全計赴制尖施のため減少

1.275および1.276であったので， こiいしらをしんし

しゃくて1.3と決定した。

6大都市田 1人1回平均給水量比較

ノh"¥、 戸 i名古庭 ii
言F 均

立方尺| 立方尺 立方尺 立"Jj尺 l 立方尺

大lE11年 4.90 4.90 6.90 4.45 3.70. 5.008 

12 4.60 5.25 5.46 3.59 4.725 

13 4.00 4.46 5.38 3.49 4.333 

14 5.45 3.70 4.53 8.21 5.20 3.52 5.102 

昭和11 5.69 3.56 4.89 7.93 5.31 3.27 5.108 

2 6.22 4.12 5.14 6.79 4.92 3.56 5.127 

(1) )l，京および積浜の大正12・13年は設災による異常数百Lにつき省略。

例 l人 1日最大給水量

以上げ)および(ロ)によって計算すれば， 1人 1日長一大給水量は旧TIT!戒においては

昭和24年 (194911') 10.14立方尺 (282.2リットル)

グ 48;1'(19731f) 12.35立方尺 (343.7りットル〉
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となる。その端数を切り約ててそれぞれ10立方尺 (278.3リットノレ〉および12立方尺 (334.0リッ

iノレ〕とし，かつ来li市域の分は多少低下する実例によって，この70%(1人1日7立方尺〉とみな

すときはその平均は次のようになる。

旧-m域 500，.589人x1C立ブ'3R=5.005.890立方尺 (139.314立方メートル〕

新市域 246.299人× 7:{L方尺=1.724.093立方尺(47.981立方メートル)
iit 7布疋88)( 6，729，98仕方尺:(187，2目立方メートル)

6 ， 729 ， 983立方尺~746，888人口 9立方尺 (250.5リットル〕

すなわち 1人 1IJのザJ台給水-ii;を9立方尺と定めた。

また(叫により l人1日以大給水i止と平均給水訟の比は1.3的であれさらに 1人1日の最大時給

水量は 1人 1日以二三給水illの1.4f告であるのでこれ在笠却すると次のとおりであった。

A 1人 1日干均給水五日: 7.0立 方尺哩w ットル〕

B 1人 11:11じく給水量 旦.0主主尽史50.5リットル〕

C l人 1日最大uti給水盆 12.6立方尺 (350.7~γ トル〕

4 エ 事 費

相模)11以・抄ilJtrH共同水原案に基いて，上記計闘を災訓liすると次のとおりであった。

工 事 別 lF浜 市 白 1[[， P旦日旦割ムiL4
第 1 WJエ 'Ji'1'1 I 7，220，000 I - I 7，220，00日

第 2 J即l工事!(!: 1 2，075，000 1 795，000 1 2，870，000 

瓦:J: $ _1一一…( ;ii…γ 1ii…J 
当初!illWJ工']¥:は 7，420，ω01刊を計上したが，その当附より物価もいくぶん下向き気味であり，

さきに自己水池築造工事に際して参事会において物価lの関係上、工事貨の 5%低減方意見のしだいもあ

ったのでつとめて削減を加え，銀、fl古代を!徐いて当初予算より 5.6%の減綴をし 7，220，0001'1とした

のであった。

またこの財滅な次のとおり見込んだ。

f 国月l補助

ロ 起償額

3，000円、
6，907，2001'] I 

> 7 ， 220 ， 000~] 
ハ秘立金 248，000円 l

ェ 司工業収入 61，8∞阿J

国庫補助については他の 5大都市には最近補助の似がなく悶燃であるが，目見災の派手な受けた横

浜市の事情を特別に審議を請う芯t~を持ったものであった。

また起債のずl可も函雑であるが，断水に悩む横浜市水道の現状では万難をJJI~，懇訪するほかは

なかった。

5起債

額 羽

子~j(金

7，195，0日目円

6，907，00日円〈すなわち 100円につき96円〕
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利*

償泣期限

6参考

(11 水道使用料収入

lC日分の6以内

昭和以 ~ì:..t立からI1[Hn24年度まで15か5J:.rm

二d巳13il'-I立から l
}平均 1P~í り斗 nn一般水道使用料金 18r[J13 ;f，1~ 2 J!lI 

l昭和 3!f['.J1fまで j

(21 ノrj(i配)1業経lx

l昭和12iドどと l
}三一均 lF:jりに計算した{flill経貸

昭和13年度 J
51可66jUJijf 

第 2章水源施設県市合同施行案に関するいきさつ

昭和 251'.(192751') 10}]15 日制Ü~水道局長がYA庁に三愉土木部長を尋ねて横浜水道の拡張íì-j-ülû~f

について了解をぷめたとき，析しも杓桜川を水両;l として件Iljÿj地方一帯に対する水道施設のJ)y~を持

っていたlti土， Jtが相絞川上流からJF(水した水を途中から市に分水する祭にしてはどうかとの提案

があったロ

堀江!苛長はmの施設の途Iドから分水を受けることはどうかと思うが，水源の共同二日11'とすれば研

究の余地もあわなにぶんにも重大同組であるので市長の~tg2を聞いたうえでと保留したのであっ

た。ついで翌 3年(1928年) 2月16日lll土木部長が*局L-， ~~~蛍水道計凶をもたらして水械設備に

ついて県市合同施行を j;lll!Jしたが，その計四n~'Sは将来の人口や給水盆およびずい道工 F切などにつ

いて瓜jl;のrmになSr!.の|引きがあって間々 論究の'1'，となった。

そのIHlにもノIJ(;立主局としては引き*:icき単独施行の場合を引告して路mT.-;!¥:jjlI!!IIについての調jftを

jjl;め，谷ケ原l伝永ポンプJ持氷~~が逐1! 経常 1'1の t((j}Jnする欠点、があるところから， ;1170)11現水it!;iをそ

のまま使Jflする拡張計!山Î!t~在的立したので，その後 6 )j 19日およびl司JJ27日の以土木部長・ j¥l水辺

局長その他の会合におし、ては，この lÌÍ- S~(施行;楽-\:;， mnî合同施行設さについて間々論議検討が重ねられ

その結束次のような点に i山、てお見の一致をみ，そのχ苫を]以りかわすーまでにいたった。

511~ Ili合 1 ，'];事法lIi単独安に関する冗:~~i:

(沼祁351'(192811') 61127 日 7k;1î ~jJγ合ニ於テ1日'， Ii会 fr ノ際決定〕

1 ;立志I11ノn!11ノ流j仕ハ住I11ニ及ハスト雌モ， -f!T1F独ヨミニヨルJjj水虫70炉lマテハ之ヲ収ノドスルコ}ヲ得。

2 IJ 川ハ下水ノ放ìfiê多キヲJ:!テ Jr;-t水ノ 71)1時セラルル円、ili;t!;~) 11 :3リ大ナリ。

3 ;ICi広川ハt!，岱ノtj(i.IJ;¥i'昨交林ヲ行スルヲ以テノ!J(l漂泊l史上位位iZiヲ占ム。

4 S'i~11JùIJJ~主ノ、能別問題ノ解決ニf!!i益ヲ有ス。

5 工可lfix. 維持j~ ・ 1争7J(í"~下両案作[レモ大差ナキモノトス。

6 11:111ハソノコ市ニj!，'llllアルヲ以テノ'](11ヲ不fk.ナラシムル長アリ。

7 !.rl~ -i\ i 口 j司祭ノ、経 ::u 将来ニ繁雄ナル関係ヲ主主ス欠}~，i、ヲ千fス。

8 Sll~ '1¥1 (ìド;"];1ミノ、 ;JJ411 ノ聞係ヲ洲崎1 ン{!}ル g}.'~i、ヲ千l ス。

このようにlj-i1j:合同13ミに対しては， ，J.lI~のために古 ~~5 されることをさらって治阪がjで)主志川系統
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の拡張言I'iilli案を堅持していたが，その後PIL側から市長に対し合河¥lliilliについての残設およびti;rl!!に

ついては全部的にTliに委任することもさしっかえないという条件で合同随行案についていっそう前

進方の~望があったので， IHにおいても向年 7Hll日， 12日の両日にわたり市長・助役・水道局長

の協議・検討が行われ，市川も水imtJjilif~県市合同施行案に従ってì:lliむことに決定し，本絡的の調査

を開始した。そこでTIiとしては，この計画に!対する要綱として次のような方針を明らかにした。

1 7](減は佐)11とすること。

2 総J&スd設を 150倒と L，YI~Jliの JI'水設をそれぞれ50倒， 100仰とする ζ と。

3 工事授はJm水盆に応じあんぶん負担すること。

4 工事の主体をJliとすること。

5 維持~r.Jlは」lAが行うこと。

6 維持~s;nlに~する経費は取水IA にあんぶんiUnすること。

この想定のもとに本市の工すも計図はifi々i:lliみ， 1附f府f和4'1'. (1929'1年三つ)4月21日1には7水kiiゆ源かh、共同経i営左醤fに

f侠関詰均iする党主忍p~悲;主Lヨ茶5のi協f古f

知知l事室において阿者百脳il!jドLを3交互えたヰ本;格的なす打I合止会が行われた。

出席者

県側 池田知:lf・南波内務部長・三輪土木部長・ 1田県技師

市側 大西・田村両助役・堀江水道局長

内務省河口内務技師

この会議においては主として堀江局長から工事計画について説明があり，池田知事から次のよう

な各種の質問があった。

1 fil!用量 1人1日9立方尺 (250.5りットル〕は多盆でないか。

2 将来人口のHH-~は多すぎはしないか。

3 工業用水と一般用水とを区別したほうがよくはないか。

4 'dJの所要水1i141il~j に対1.-， 100個の水利権は多すぎはしないか。などなど

これに対L-1絹江局長から水盆に測しては現在 1人 1日につき 8.13立方尺(226.3リットノレ〕能川し

ているし， 11日和2MI'.(1949年〕ころには10立方尺 (278.3 リットル〉となるが，?(新Tri市町城分もあるの

で9立方尺 (α25印0.5 りヅトノルレ〕とした計r計7
烹衆Ey，υ法J去ミで;計j'-j-~却]すると， 1町mザ杭1和24μ'1'.(1四94必9il'.)にlは土7布50，0∞00人， 50年後には 1，OC日，000人の計算は不当

ではなく，また水祉については現在はHi411悶， )'，\2011~であるが，昭和48年 (1973 il'-)には 1001耐と

なるからその余祁をみたもので，ずい道工!llにしても技術仁ずいi立の断面の故小限度は701困であっ

て，工事授は 2，000，000fIJ を~令するから， 150側とした場合にもわずか400，000刊のt世話iをみるに

すぎず，この際15日個の設備をすることが将来のため適当である。また1ITの立場からすれば40筒だけ

の拡1K工事をすれば，単独自世行による75山水源系統弘張家のほうが有利であること，工業m水につ

いては， 1也の都TiTでもこれを区別したものはないが，十分研究すると説明L-，結局以も市開Jの討IT同

で進むよりほかはあるまいとの結論に到達した。

しかるにこの由



C 260)第10縞 tH3団結張工事

22 日新任山県知事をw~r-rに訪ねて，水道問題に関する従来のいきさつを説明し，LRの意向を聴取し，

}.¥?-市合|司施行工事i'12，4∞，000fTl1:jl， !fi~負担 800 ， 000 円であるが，その総僚が悶難である場合は利

息を保証されるならば市がー11年立替えをしてもさしっかえない旨の申しいでをした。このように両

者の協議は順調に進行し， Tl市111は 8月68 {えのような「水道共同経営に朕lするii::=-Jj:J L点茶を作製し

て市長・助役の承認を得てj早世uに提示した。

水道共同総弘'にIJfIする党詩集

l 神奈川県ト横浜市トハ納税川lヨ日毎秒 150:;Lカ尺ノ ij]t丞ヲ取水スヘキ水道官 I-!illiニ伴フ白 OJl~O百110村至。

YI~O~部O村間ノ水道工事及之力行政ニツキ左記条項ヲ巡守シ，昭和5年末迄ニ各Jtノ議決機関ニ本計百l ヲドl

fi&スルコトヲ契約ス。

2 1古墳ノWJ口迄ニAL又ハi!iニ於テJlノ計画1ヲ議決機関ニi、I議スルコトヲ得サルーlr.情ニ主リタルトキ又ハ付ス

ルモ通過ヲ見ルニ至ラサルトキハ本契約ハJtノ効力ヲ失フモノトス。

3 前以ノ場合ニ於テハTlfカ単独ニテ別ニ計画ヲ立ツルトキハ県ハ共ノi主成ニツキIJ_¥五一得ル限リ援助スルモノ

トス。

4 右契約ヲ誌スル為本党苫弐i卓ヲ作製シ各7L迎ヲ保有スルモノトス.

"JC n 11 

E氾

判1奈川IW，知事

横浜市長

第 1条 水道エワjfハ11Tニ於テ之カ設計ヲナシ県ニ協議ノ上之ヲ実施スルモノトス。

第 2条工'M~ (用地m~m9_設計 EtfキJI]ヲ合ム以下之ニ戸j シ)ハ県1， Tli 2ノ割合ヲ以テ之ヲ分担シ，分水

i立ハ工'lf1'1分担ノ出I]Uトi司一割台ヲ以ツテ各之ヲ使用スルモノトス。

立'&3糸 川J条ノエ'lf1'1ハはIlrJll1651皮ヨリ川 8Jl:.L立ニ烹ル fmJ!;~及 -dj ニ於テ別ニ協定スル所ノ分担1'iニ応シ之ヲ

分担スルそノトス。

W"ハ前rslノ分担額ヲ各年度ノ当初ニ於テ市ニ交付スルモノトス。

百14 条 T1fハZHl 条ノエ Il竣成後工 'lf1'1ノ fii<S~[古ヲ作成シテ之ヲ県ニ提出シ lìíJ条ノ交付金ニツキ剰余アリタ

ルトキハ， Jt ノ来ミ ~ffi ヲ -m ヨリ 113ニ返ill シ，不足シタルトキハ，共ノ不足額ヲ瓜ヨリ市ユ交付スルモノ

トス。

百15条 水道用地及工作物ハ県及111ノ共有トシ，共ノ持分ハ第2条ノ削合ニ依ル。

Z116条水道111j也及工1'1 物ハíIíニ於テむ?l~ll ス。

立'S7朱 水道エi1物ノ改築修]亜共他tS;IlHニ袈スル1'inJハ1í~ 5条ノ持分ニ応シテmlえdf之ヲ:(11旺スルモノトス e

7Jci荘Jrjl也ノ管理ニツキ亦同シ。

JP、ハliir項ノ分担額ヲ各年度ノ当初]ニヱ於テlliニ交付スルモノトス。

Jj':)_立中途ニ}j七テ追加予算ノ必要ヲ生シタルトキハilLハ共ノ子統終了後退滞ナクJtノ究)jjヲ 111ニ交付ス

ルモノトス。

Zf1;S条 Tlrハ毎年度目J条費用ノ柿:c;t:gヲ作製シテ之ヲ県ニ提出シ， j)iJ条ノ交付金ニ付刺余アリタルトキハJtノ

剰余金額ヲ市ヨり県ニ返還シ，不足シタルトキハJtノ不足在日ヲP1Lヨリ -ffjニ交付スルモノトス。

以上

この原案に基いて県TIiの陪1に隙々の交渉が進められ，昭和4年(1929年) 8月16日市役所におい
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て県市代表の会議が行われ， mの科方内務部長，市の大西助役の協議によって種々修正が加えられ

次のような党喜一を決定しfl{:i和 4'ド(1929"1'.)8月281，1両者調印を交換するにいたった。

一一( 水庶第叫c.--"

1 昭和4年8月23rI 市長

神奈川県知11ゅH

水道鉱強工事ノ一部合同施行ニ付党議交換方照会ノ1'1

子市御区議中上候水道弘娠ヨ二 Jr.ノ一部合同施行ニIMIシ必要ナル事項別紙ノiillリ相定メ党主}トシテ交換致度此段

及照会候也。

水道共向経常ニ!引スル党主:

一 神奈川県生n:.I':ト横浜市長トハ相絞川ヨリ毎秒150立方尺ノi走塁ヲlR水スへキ水道計図ニ伴フ，白神奈川県

津久JI郡千木HH3':神奈川県副I史郡田名付IllJノ水道工'1':ヲ瓜(又ハlIi町村総台)ilT共同事業トシテ1L記条項

エ依リ経?当スル方針ノ下ニ該計画ヲ実現スルコトニブJムルコト。

一昭和5年末日迄ニliij瓜計閏ニ日フ予算ヲ>H(又ハ市町村組合〕市各該当議決機関ユ付議スルコトヲ得サル

トキ，叉ハドJii義スルモ通過スノレニ至ラサルトキハ本覚書ハ効力ヲ失フモノトス.

前項ノ場合ニ於テハ市ハ単独ニテ計画ヲ立ツルモノトス。

昭和4年8月24日

"己

神京川県知r.jト

IJIi浜市長

L[J m i'古 (;B

有占忠

(1) 工事費(l1J1~YJ収資設計r;Kf. t~l!_( ヲ也、ム t).下之ニ同シ〉ハ県(又ノ、市町村組台) 1 rJi2ノ剖合ヲ以テ之ヲ

分担lシ分ノk最ノ、工事費分担ノ割合トi司ーWI]Uヲ以テ杏之ヲ使用スルモノトス。

(2) 水道1TJ 1~及工作物ノ、以(又ノ、 T!ï町村組合)及-m ノ共有トシ共ノ持分ハ前項ノ訓合ニ{ムノレ。

(3) 水道工作物ノ改築修班比ノ{也管理ニ要スル'I'1}f1ハ lìíj羽ノ持分ニ応シ J!;~ (又ハlIi町村組合〕及f!i之ヲ分狽ス

ルモノトス。

水道府地ノ管理ニ付亦問シ。

(4) 以上ノ外級目ニ付テハ追テ協定スルモノトス。 以斗
ここにH目手和日 2 年 (α19犯27戸#ゆ占う〉以来種々もみにもんだ水I減』涼江問経題iもようやくにして協調がなり~ ，相模川

県一I市献開行臥附共州閃叩一B包附時m同行慨鮒悶案知都泊が2叩に峨…乗恥μつ北た一 で吋あd

第3章第3回拡張第 1期工事設計書

すでに大lE14年 (1925"f.)以来の給水不足に加えて，昭和2年 (1927年〕における市域の大拡張

と，さらに市勢の著しい復興発展にともなって配水量は年々激増し，ますます給水の不安に附まさ

れていたので，水iWI問題にIYH- るよil'~r!iの協議が成立し，県はいまだ実施ょについての具体的成案は

持たなかったとはいえ，水泌を相模川に求めて県1¥iの共[五eJJj包設をなす根本l]iWJには異論はなかった

ので，昭和4"1' (1929'1') 7 月 12沼水汚jUj~設を Yil- rti令同施行するという前段のもとにifE3 間拡張工

事計悶案宏司I参事会に村議した。

しかるにその審議中翌々14日から暑さがにわかに加わり配水量が激域し，貯水池の水量が底をつ
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いてついに以後述日断水を繰り返す始末となった。局長はこの対策のため，内務省にJ:U践して極々

説明の結Jlミ，拡張工'lrのうち配水池築造工事を切り出IIL別途ζ.ròiliすることの了解をi~ll，たので，ささ

に1Ii参事会に付議したtl13回拡張工事にIllJする議案は11Lの態度決%にいたるまで保留することとし

てこれを撤回し，同月 20日間谷配水池築造にWIする議集を段~した。

その後おりからの水不足による断水摘は水源施設の即、1Ii合同施行折衝にも5frlいil'::tj'!となって忽述

な進展を示L" iiii記のように同年8月16日には児科方内務部長と火百助役の会談によって「水道共

同経営にl到する党司」を決定し，同月28日にはその調印を交換するにいたった。ここにおいて木市

においてはtr~ 3臼拡張工事計凶をill会に提言在すべく準備したのであったが， liij FJ 20日間谷配水池築

造工事予~ft1を参事会にiE案の際，当時経ï'ì:然~{(í1 のおりから極力工事'1.1fの自l減を計るよう議良夫多数

の意見もあって，その予算な 5分減じて可決された事↑U(，こかんがみ， tH 3回拡張工'lf子r，!1!}にもおも

近の自己ノk池築造:レ!rJl1購入材料価格を予算単価として採用することとして予算制を更生し，さらに

同計画中県市合|言jに限JJ:T:する水源・水路・沈でんj.~jなど，なお111 と施行」二;協議を嬰する工事は江S2

WJ工事として後日に自主川本I↑i詩i5dtにて施行する凹ツ谷送水井以降のJ..1}.7}(・浄水・配水工事など緊

急にIPi強を35する諸工事をJillWJ工事として，急述災胞に移す方針のもとに，下記のとおり事業計

画家を取りまとめ，昭和411二 (1929年) 8月26日の市参事会に悦楽した。

第 1節拡張工事会体計画

1総員IJ

本計図は相模J11を水協;1としてえん堤およむl1X入口を築造して分水升に導水するいわゆる水源工事

を神奈)11)';¥と合同施行するものとして計百11した。すなわち神奈川yωIt久力君11左岸千木l¥tjcj宇赤隠お
いつ

よび|司市右枠内郷村 ，:_y::1'ij:ドJ)i1地内に相模JIIを横断してi誌i5kえん堤を築造し，天然水位を引き上げえん

堤上iJíE:!i. )-i~に Jlj(ノ'1<);与を設[註する。これより原水を巳I Yc主流下により，延長 212 メートノレのずい道を経

て排砂地に導き，ふたたび延長10，773メートノレのずい送によりほぼ相模)11 t;:}手に沿って三三沢村)llvL
台よ

地内をすぎ，市住~nj大沢村大字大品にいたって硲渠となり，延長 1 ， 291 メートノレを経て阿部田名中j

字四ツ谷における分水井に淫する。ここにおいて本TIi2 ，神奈川W~ 1のWlJ合で]脱水し，木市はおfti
きょ

水を日目l_¥さによりZ挺Ji11足手口i血をす一ぎ 2仰のiえでん池に導いて， iιでんさせたうえ，いったん送71<J1に

集め， これより西谷浄水場にいたる既設導水線路に沿って延長24，460メートノレの)M水線路を築造

し， これに内径 1，100ミリメー iノレの鉄:i':;;を敷設し甜〉筑郡部[肉付大字上川)1に新設するJII井fiiノ'1<i也

を経て四谷i'i'水#liに導水する。

j!1j谷i争水場にはL¥:t設急述ろ11th也に鱗桜してさらに 5i回の急，!liろ過池を的設する。配水車Vrよは既設

幹線の自己水区域を変更し， 11ftこlこ四谷(il本J;["j同日ノ'1<)1から内径 760ミリメートノレ鉄竹 1条を数設Li'J

水町・三ツ沢を通過して鶴見方市に[Iî~;Jcするとともに， L1t設 i:';íIK~G;J<水口Pの UI手11I J 末端である内径

460ミリメートノレ鉄伎を延長し， 1HWIsTrJ否111に新設する西日水坊に導き，ポンプ設仰によって相当

の水圧におめlHi苧・山手方聞の給水ぜ|一分にする。

上記工事のうち田名村学問、ノ谷の送水井から関谷浄水坊にi主する j~~水工事，西谷浄水場のうち浄
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7)(工事および西谷j'f'7)( tJ，)から鶴見方面iに述する配水位ならびにwu手河合に新設する恨洋自己水場工事

のいわゆる配水工事その他これらにf祁iliする訪工τ11:なもってZiDJVJ工事とし， Jlx入口から閃名村宇

四ツ谷に達するいわゆる水源工事と白名付手四ッ谷におけるi;l:でん場工事ならびにこれに付!尚する

諸工事をもってm2 JUJ工事と区分し，まず1:iE1期工事を総行する。なおその附原水取水の増強策と

しては，m2WI工事1';{1iS(にいたるまでの一時的設備として別途計画のもとに尚康郡大沢村上大品地

内に湯水ポンプを設ful，四ツ谷送ノJc井に送水しー1I，lj給水能力の不足を補充することとした。以下

各工事の計闘については火安次のとおりであった。

2 計画給水人口および所要水量

計四給水人口は75万人で計凶 1入1日最大給水笠を25()リットノレ (9立方尺〕とし， 1日中の使

F時水量は名11与rm一線ではないので，西日水幹伝の計四に必要な 1人1日最大時給水量;を 350リットノレ

(12.6立方尺〕と定めた。〕栄!日水および船舶用水などは以上1人当り使用盆に含めた。

本in阿においては収入 1-1から分ノI()Iにいたる!日jは以市水道における所要水盆のほかに将来の余裕

を考l省、し綴浜市[lj秒2.782立方メートノレ，神奈川県llHy1.391立方メートノレ，合計 4.173立方メー

トノレのJJji水協に対する設備を l，その他の諸設備はli可記給水人口75万人に該当する総所要水量毎秒

2.174 立方メー 1 ノレ rl'l~設設íri/ì 1.143立方メートノレなさじ引いた毎秒1.031立方メートノレに対する

諸施設を増設するものとした。

3工事計画

(1)導水工 事

(イ)得水鉄也

鉄1~;線路は四ツ谷送水井から既設水道線路に沿い都岡村大字上)1I升の韮;水池を通過し，本市西谷

浄水湯にi主するもの-C，四ツ谷送水oJL )11井設水池間延長16，010メートルに内筏 1，100ミリメー!

ル鉄管を敷設し，そのUUJJk勾自己を 711分の lとl，)11井金水池と西谷浄水場箔水升間延長 8，450メ

ートノレに内径 1，100ミリメートノレ鉄管剖Uft設し，その動水詰西日を 600分の lとした。導水鉄管の裂

所には限ノMI'をij-!ttill，線路地盤のお低に応じ排気弁または排泥弁を設設し，鉄管内の洗浄ならび
I}J::~ 

に鉄管修理に使利のようにした。なお精液その他巡~1 の[羽Iリ?には1í~; の !'I'絹に支持がないよう設備を

白血すものとした。

(ロ) 問ツ谷送水jl

i丞水)1はl竹ff6メー|ノレ，泌さ 5メー iノレの円筒形で則合 1 2: 4鉄筋コンタリ{ト造りと

し，mc入管は沈でん池からの内if1，100ミりメートノレ鉄1[f，流出管は四谷浄水場にいたるI丹径1，100
‘つ どろ

ミリメートノレi早水鉄管とし別に溢水管および11e吐行を施設する。

付 )11)H，lノ'ki'ls

id水池は内法，長さ， ~~~とも 30 メートノh 水深j止大 3.5 メー l ノレ，ぷ小 2 メー i ノレとし全部配合

124 鉄筋コンクリート巡りとした。この池は~ifノrJ<_ :[S;: rドの水圧を減殺するとともに，池内の隔

壁に設ける欠口により流ノk誌の測定ならびに調整を行いうる仲~;_去とした。

(2) 浄水場工事
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西谷浄水場内には急速ろ過池5池とこれに付随する薬品注入装置，薬品混和池および沈でん池も

増設L-/争水能力の完ベきを期した。

付) 薬品注入設備および沈でん池
ほん

既設薬品注入室に乾式注入機 1iliを増設する。硫酸潜土は注入機により水笠に応じその注入量を

調節するもので，殴射装置により溶解したものを薬品混和池において原水に注入混和させ，ついで

沈でん池に導き緩慢な速度をもって流動させ浮遊物を沈でんさせた後急速ろ過池に送る。

(ロ)ろ過池

急速ろ，sl!i也は圧搾空気および水圧を利用するジューエノレ式ろ過装世を採用し，その構造は既設と

|司型で，既設池に接続して 5池築造することとする。そのろ過能力は既設とあわせて急速ろ過池 1

日89，092:sL:方メートノレ， (ろ過i主区fl日145メートノレ〕て、ll:E設綬速ろ過池ろ，sl!能力99，603立方メー

トノレ(ろ迅速度1日4.85メートノレ〉とあわせ 1日188，695立方メートノレとなり，給水人口75万人に

対する 1日最大給水量に該当させた。

(3) 配水工事

市内既設自己水幹線はJ11升配水池から1:1'，る内径200ミリメートノレ"Il，西谷浄水場からの内径36イン

チ (910ミリメートノレ〉管 1線および24イYチ(610ミリメートノレ〉管2総と，野毛山西日水池から出

る内f壬26インチ (660ミリメ{トノレ){i:i;および18インチ (46日ミリメートノレ〕管の 2線を加えて言1'6

線であるが，現在各方面の人口密度は既設配水管の計画当時とその状態を異にし，かつ市域拡張後

における新市域への給水に際しては単にその方市の幹線末端;を延長数設したものにすぎなかったか

ら，十分なる給水をすることができない状態であったので，全市を 136の給水区にわかち過去の実

績と将来の発展とを考i告、して各幹線の分担受持区械を変更し，将来工業地帯として発達すべき鶴先

方面に対しては別に幹線1条を新設し，その線路は一部11道によるほか大部分は新線路を開削して

これに敷設することとした。

また西谷浄水場から出る高区配水幹線は途中多量の分水を要する関係上，その末端jに位する根岸

IilJ，山手町方面はしばしば給水に支障をきたすのが現状であるので，根岸町字江雪田に射水池，ポ

ンプ所および配水塔からなる新配水場を設置し，同方面および山手一帯の給水を十分ならしめると

同時に相当の水圧を保持するため消火の設備を完全にする計画とする。

将来施行すべき第2期工事

(1) 水源ヱ事

付)えん 堤 工 事

えん堤はi益水式重力えん堤とし，水位を約8メートノレ上昇させ， I~;î さ水上から最大12 メートノレ，

最小8メートノレ，えん堤頂枢4メートノレ CSJn形)，数枢16メートノレ，構造は堤休仁h心部fj:粗石入り

コンタジ{ト，表面は 1: 3 6コングリートでおおい下流制j表面は玉石張りとする。

(ロ)取入口工事

取水i暮は友岸に沿いえん堤に近い上流に設け，鉄筋コンクリート造り円筒形とし，導水ずい道流

入口を関口する。この計四取水位は標高 120.273メートノレとする。
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的排砂池工事
きょ

排砂i也は導水すごいJUが小j莞をもも仰げる地点に設{註するので鉄筋コ Y タりートの11([挺Jl;と L，池内

lこi結成をz没けjA〔水はこの控上をif1JII)icし土砂沈でんの目的をーi分;こして放水路数はコングリート]i石

張りとする。

判ヘヰ*ffill工事
きょ うものりこう

導水路はずい道および11;fl思とし， rl'Jijl百は内法扶径問および中央高とも 2.1メートノレの応てい形で

全長12 ， 276メートル，その勾~ê1 ， 800分の l と L5'I 関所要流五l は毎秒4.173立方メートんであった。
きょ

分水子iーは横浜市水J4 と神奈川i止を:水道に分水するため却水防災の末端，総~.~ 113.445メートノレの

佼霞に鉄筋コンタワー lにて築造する。水盆の;附および長水のために i{l認しおよび門品を設[ft

L，別に土砂吐きおよび余水吐きを設け，いずれも四I材料桜川に放流することにする。

制沈でんtiJ工事

沈でん場はI~':îtt郡江1:(，付守'1l'Iッ谷で業 1日11.足利池と沈でんi也を設lちする。

?!t~J刊誌L手ni也
をよ

分水:Jl より原水はDH涜によりいったん主主JWdn和泊に入り :'~r日';;1;でんをするもので， ~;íHffiに陥照を

設けて!51水が十分断HfuJして架rHdU::手111こ引必Jになるようにする。

じtでん池

ar~品1児科litl!から}]{7}くは i;l;でん池にjft入する。

沈でんi也は 2i同とし 1i症の有効特有(14，4卯 3ケガメートノレで， 27血をもって木立li明I1日jfk穴給水

量98，784立方メートノレに対して 7附i羽分のが止とした。沈でん作Jl1を良好にするため 2i也をId会c

連絡L，雨池をくまなく綬流した後その上表水が送水)nこ2早かれるようにした。

4工事費

::;" 10，090，000円

r 7， 22Q，.OOOj~ 
内訳十一

{ 2，870，000円

t，，t工事賢

官~ 1期工事分

横浜市単独施行分~~2J明工事分 r 485，000円

{ 2，385，000円 神奈川県・横浜市合向施行牙

内訳明細

第 1 WJ 工事 l 第 2 WJ 

一五一「τ1::;"τ11 m I n 
rull …-ー←一一一一一一一一一「

jJ平水工事 ft~ I I 3，370，8叩11単強施行分

|線路 築 造 費 | 即叫|沈でん池工7仇

四ツ谷送水 7，3001jl 築造費.，vvvl 
川手I::ffi:水池築造1'1I 58，1日日l

i i丈でんそう築造n
i鉄 管 お よ び
}属 nn持入 1~

河川横断 1~ I 54，41叩

詰主義 fgい肌叫迎

鉄管敷設費[幻l酬

物

i 鉄 ~1 敷設 1'1

ï~ i 
1 i反日:物資

|両町で吉田
「雨;示:

352，

721003

凹

α 

α 

288，200 288， 

55，100 55， 

9，400 9，400 

28，290 28，
2193MO0 l 

8，130 8， 
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第 1 別工市 11 百.~ 2 期工マli

l~-:_=yi-~ = r二三1 二1三~.~~i仁 ;:E 工 1[;EiFRZFI 
I'JII 問 円

浄水場工-'j1j~ 1 1 395，70011 1 jJ:物新築 1!(I 20，1601 20，1曲

沈でんそう祭出資 1 67 ， 30011 材料 i草加 j~ 1 2，700; 2，700 

ろ過池築造 j~ 1 223，60011検 査 j~ 1 4，叩01 4，0001 

鉄校および I RR 7()(¥!1. 1>'.'. r 1 Wf. 1:01: m~ I 叶1 88 ， 70011'器共機減 j~ 1 5，6C可 5，607 民共購入党 I ，-，，-，，，vvI11Ht 7" ]1，;:; 1% J..J.. I .....''-''-''1 

鉄作数政 j~ 1 16 ， 10011 補償 1~ I 45，62問 45，628 

1， 355，80011 1 JII 地買収 1~

125，1∞11 1補 償料

147，6∞11 'Ii 務 質

779，9朗日予 備 1'1 

303，20011県市合間施行分

97 ， 2日 011 水 ifJ~t J-: '1f 1'1 

仮建物質 1 35，88日

住物新築費 I61，32011 

円~ 7K =:1: ~rr 1~ 

根作自d水場:CWI'J
時

H
m
H
び
技

法

設

よ

入

築

数

お

腕

路

管

行

共

線

鉄

鉄

同

F主 4汐a 1'1 

叫
i
判
|
ぬ

4

1

9

 

4

4

お

41，480 

4，148 

33，950 

12，125 12，1251 

醐

初
叫

j

瑚

筋

四

えん現 T.τj¥W I 23R，40ol 158，933 

材料運搬 j~ 1 1 213，叩O

収入口工事費 23，6001 15，733 

検査 j~

m話架設費

器具機械 1~

担IJ:Gt 製図 1~

M U't 1~ 

175，100 

17，500 

りF砂池築 i主i'l1 35，2001 23，4671 

J早水防 T.'Ii ï~ 1 1，703，20司 1，135，4671

械工一n~ 狩 1 38，78司 25，857 

31，7C叫 21，133155，73問Ill'物 n
39，3日開電日架設 1'1

713，66司|測友製図 1ft

ITI j也氏収 j~ 1 577， 280111Jli iit j'l 

f也

iit llli 

Yli: ;fJj 1'1 

予備 1't

合計

川

u
l
l
A
U

M

m

 

ハU

ハU

1

2

 
13，667 

6，826 

H 
料

抑

制

叩

7

1

9

 

q

U

1

i

件。
-

川
叫

l
I
N
U
-
-
H
q

回

目

山

町

山

田

岡

田ー:::1i:: 
505.40011 

則的|
「一一一寸
1 7，220，0∞lfi 

務 11]: 

(日

ァ

計| 12，870叫 2，075

第 2節 拡張工事計闘の市会審議と事業認可

1 市会の審議

J二記全体計[山iのうら lií!i~立 l:~;三ZIをwするU~ 1 Jザi工事の施行について経i'l節約という1Ii会の芯 [ii]

にRllして Ft-;Lを]可検討し， 神奈川県とのr:日の令[IiJ施行にWJ-j"る党主も取りかわして， 工事i't

7，220，000円， nHrn4年 (1929{1っ!12から[it]8 iY-J:Lfにいたる 5かij縦続コド設と L，I!ヰ泊、は大J部分を

-mf?iに求め，--tfl¥を水道 11栄作と水;u可i下::¥'Cj'l積立金から繰り入れをし，また反災後のため佼弊した

市財政のたてまえから一部のじ~I席補助を阪l っていっさいの成案を終え， -Iti会拠出の進びとなった。

実に昭和4年 (1929年) 8 月であって当初~~3 回拡張計 i到の実施について111 と協議した日から 2!.f
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有余のn~J 日が経過した後であった。

dr0に院宗された議官:は①継続'('1WJUIおよび支1l11:J;j)、 也②)公[官偵f丘ι条f有似例夕知刈11 @⑥)1附r山1仔仰F布和114t，斗¥'，1山立d以長入il川l円1迫)加IJ[1川}守

3拡tl!片:であ

7叩0佃お Cよヒむび~ 10ω0例]収反入れと， }I;~ rlT {i!司 150i同収入れのぬfTの i二弔問のi七悦，泊、潟水iú~[に E る完成後

の給付 '['i'!J.，;さみとその元利昨日主計回1および他111材料と労力O:Jlzの;悶へなど明細な参巧引な添えて続

出された。

議案は 8月26日参事会において可決され， 9 11 3日のIli会に付議された。有吉TliI':i土議案につい

て説明したが，相模川新水泌がコこさな IYA心市として参事会でもなぜノl}cn~を相模川にボめたかとただ

された。 "1ti-1三は相模川は水主t{;::'，;i;で水'[11も良好であり，かつllLとのfil司は終済的に有利であるので

この案を採HIしたとj出ベだ。;よ'ふは151うの，:;f:[1付託となり， 9 n 6 日そのzr~ 1 !El水道以~l~委員会が

閃かれ， t昂1工局長から水源地選定の辺'111および工τIr，Hilii索令の説明があった後，<kのような興川、あ

る質問があった。

11) 地下水についての訓去の行加，またその対照につし、て永りたい。的見同日、線路l土IH)[]i.{j践をfH-lnlj-J-ωか，

または111辺を利ffI寸むか。
か1ヒぴら

12) 現在水不足で断水を制;続中:二かかわらず川升浄水Jj'hでは余'1(を純子川に放流するが日Jl山し、かん。水源に相

，I，lJ 11を3窪んだJ:IHrllv、かん。

131 以;[ドイツからツエッへりン飛行的が飛来したが~íMは車to:!j'の J& {fにおける防空の設備を考慮しているか。

141 杭l枝川にえん現在築造することはJIl'航その他かんがい1I1*'i)について児論ないのか。

(51 相悦JII%I<について下流でポンフ Hj水寸るほうがWEH牲も泣く工1~も低額となるのに上流取水の事怖い1)'ん。

16) 公依利率を6分とした根i地いかん。

17) 鶴見配水線路の郎氏および延長について永りたい。

ついで 9 月 16日および17 日の川日 ;JiJ 1E委H-jJ現地の1JH;~があり，日 11201" さらに委民会を!則的t

1...-11t';上一部議nから総工れの 1訓減;北，主たは5分減iJtが1-11
1た。!点茶tt成政もあり活発な;;，J;¥義の後

当局担11のTI-n材料は1IIi'Illliで見符iったため， これ以 i二のi成宮iは x:'1トJ主行七|羽目Iである竹の説明を了併

し，もし政府が金解禁を~iï: して 7i一物{曲低ì';与の際には，百\2 JUJ二CJ\ 子 ~q~'ì-l.J:の i\~木工事の F~}Jを

同時に:更正する日の条件を付して!ポ架を可決し， 911261:1 の， 1;会によ tj~ されtl~t，j功一致JJ;~案は可決さ

れた。

ついで昭和4!f 9 J1 30日本工事のこlア1I認可LjI請について内務官に， また起w話可LjI日に限iし内

務・大政河i'i'にそれぞれ次のような乎続がとられた。

2 事業認可の申請

水庶第877.S

!:l~3 問水辺t主張工事認可 rp:m ノ什

ヌドT!T 7J-c ;t'iハ近時1'Iî~)~ ノ発民ニ伴ヒ他ITI水医者ルング明大γ既設設問!ニテハlill成11m; ノ話;111 ヲ i~l~j タス能ハス，

E華々断水ヲ持スノ情状ニに有之， vnl同ハIliノ発展rilJJ_ヲr;tl'j!;:スルコ i花、ノキfrri己ナラス， 1~長tí前ヨヒー 11 モ1i

i過スヘカラサル義トllHf0，。甘くテ以テ今般Jfi水itノffi加ヲISIル{，.')水道拡仮工'11ヲ計百Hン，内itモ急ヲ2llァ、ルfJ5

1期工事ヲ施行致皮候条向}認可相成122月'1紙理由;!_::Jtノi也水道条例ノ〉七人ル必要1!?矧並回同相添へ此段中部伎
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也。

i且テ工事ヲ 1WI2WIェ区別γタル司l' rJIハ付属 ~n罰巾ユ明記致段候次:2nに有之，同和16 年夏季ヱハ一時1'1 1'.]J+1水

f完封Iiニヨリ断水ヲ防止スヘキ in 岡ニ(0'，PclJ'ir↑17御問禁ノ上至急御認rìr~;目成侠線御詮議*Ilf用供。

昭和4年6月30日

横浜市長

内務大阪宛

頭1[1'1許

木T1iJ)(JUハ明治12年5月lJill寺ノ給水状況ヲ問問シテ l人 1n給水長 111リッ iル (4)(カ尺〉給水人口8日日，

00ヲ人給水総量89，045立方メートルヲI，Q丈トシテ;i!問セラレ，明治43イf-8月起工，大TE4年3月竣1)Jシタルモ

ノ之レ即チ現花ユ於ケル設備ナリト甜!，竣功後既ニ十数年ヲ経過シ， "l=ノ同市勢ノ発展，文化ノ進歩{:前生思

想ノ普及発淫ハ共ニ相侠ッテ給水人口ノ著ルシキM1Jf1ト 1人当使用水Jil:ノ t¥'i1Jllヲ治致シ，大，05年J1季エハ遂

ニ時間断水ヲ為ササルヘカラサル窮状ニ烹レリ， C~1j表第 l 号首S2 号参照〉

ままニ於テ{也大都市ノ例ニ鍛ミ節水ノ -rfi トシテ全部~.tiitヲ実施シ，幸ニ断水政11:. ノ災ヲ挙ケ得タルモ， 1昭和

2年 4月鶴見外隣限8ケ町村ノ併合ニヨリ jli域拡大スルヤ，給水人日朝ニ激的シ存ヒ断水ノ脅威ヲ受グルコト

トナレリ。

殊ニ木(，1夏季ノftnキ給水長ノt¥fj大著ルシグ:Q大給水能力ヲ凌世Jスルコトi!TI円ユ及ヒ;主ニ 7月14日以後9月

上旬迄ハ殆ト毎日 3時間乃至6時間ノ時間断水ヲナスヘグ余儀ナキニ至ル。(別R古13号参目白)之レ実ニ水道

経営史上特策スヘキ恨司王ト謂ハサル A、カラス。

之レヨリシテl昭和l以後ノ給水状況ヲ推測センカ，給水人口ハIsi[!1mシ断水ノ程度益益散"ヲ加フルコト(別

表第4号参照)eヲ見ルヨリI1IJラカニシテ，ノトニ於テ適当ノ方策ヲ樹ツルエアヲサレハTh民生活上ニ一大脅威

ヲヨ<~ ，北ノ帰趨スル処i韮ニ商工業ノ萎際不lIiiヲ招来シ， jl，-勢発展ノ-j:;:uri礁トナル、キパ勿論，保健衛生上

将タ又防火施設ノ却lキ保安上ノ見地ヨリスルモ亦山1タ安心ニ堪iへザル処ナリトス。

実情既ユ如斯ニシテ之カ対策ノ極メテ味要且一日モ短縮ニ付スヘカラサルヲ慨ヒ，主主ニ経'1'1総額10，090，000

I'lノ第3回拡張言1悶ヲ1Mテ，内ノk加工事ニ腐スル 2，385，000円ヲ県市合同総行トシ，既ニJjlj紙写ノ如キ党ミ??ヲ

交換シタル処ナルモ，来夕日LハiIIiEefitIT耳ニ伴フ干t7.ltノ他ノ必要7宮項ヲ当該議決機関ノ議ニ{寸セサルヲ以テ，

工事速成上合同施行分ト Jt較的司、急ノ工事 1ヲ第 2JVIトシ，導水工守Ir，6'水iLJ工事~Q~c水工事ノ I打単独施行分

7，220，000円ヲ第1期工事トシテ宕l滋之ヲ施行シ， ;$2期工事竣功ニ至ルマテノ nn}\~下山注郡大沢村字 l二大島

地内エ一時的jsj水噛筒ヲ設ケ，昭和6年夏季ヨリ給水能力ノ不足ヲーrr寺補充セ Yトス。

参考表

第 1号 1 給水人口県年比較

2 給水量累年比較

第 2号大j[15年夏季給水f立

第 3号問手114年J1季給水量

百~4 号 将来ノ給水人目立E給水量推定

第 5号 共同経営ニ関スノレ党書

この間終始給水不足に悩まされた当局は事業の早急t許可のため関係当局にI¥iliWi説明につとめた結

果，昭和 5年 (1930年) 7月 2I"j寸 I怜務省四字11衛官~ 159号をもって内務大阪の許可するところとな

り，同月10日付県を経て指令書の送付を受けた。
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第 3節財 源

第 3巨lおお長2n1 WJ工事伐の財源は1Ir的・悶JiI[llii肋ならびに水道事業'1'1および同事業積立金からの

繰入れにまつもので次の内訳を持つものであった。

llt rf>] 訳

年 度 |所要:仁ワI1 1， 1 1古川:補助金|繰 入 金 も~[

阿

'" 同

nrl ;f:n 4 年4 1l|14，1U回56，，Cu叩m円
189，000 

11 5 4，日56，000

か 6 ::下 1，130，000 1，000 64，3印 1，064，640 

" 7 4f 1，078，0日 1，000 日0，760 1，026，240 

" 8 !.f 767，000 1，00日 5，680 760，320 

計 7.220.000 3.0!珂 309.8ω 6.907，200 

1 国庫補助の申請と却下

創設水道以米tr&1恒1，1:Hz閃およ張工事および震災復興工事と従来の大工事はいずれも同席の補助

を仰いでいたので， tr~ 3回路張ヱ事に際しても当時大震災のわ漂いまだ全くいえず，財政閑縦の窮

岐にあったので，さらに弧張工事について多額の起債を重ねることは将来の元利償迭において財政

の筋乏を告げること必然と見られたので，窮迫した財政の緩和策としてぜひとも tr~ 3回拡張工事に

ついて凶庫補助を仰ぎたいと}IHrll舎を付L，昭和4年(1929年) 9月初日事業認可の巾誌と同時に

主務省に巾諮した。

しかし内務行としては当時はすでに拡張工事に対して悶昨fから補助する見込みがなかったので，

そのせん議されない場合に対する工事伐IIオ跡、の処硯について!照会があったが，木市は従来の骨11によ

って同席補助のせん議あるものと確信し，財政責|砲をたてたが，万一不可能の場合は絞'出資および

設備投の節約をはかり，かつ財政tilTI山11'1こは日J-J:しなかった l人当り使JTJj止の別加にともなう自然

増収とをもってこれを補い，な.~ti不足の場合は水道使JTJ料の114微によるほかはないが，現実にIlnL

て善処したいと答qlした。

しかしrfJ防相IiWJの問題はついにせん議相ならずllH和 5if (1930年) 7月18日付をもって県より次

のようなJm告があった。

上水道工事i!t悶J¥il補助の1'1一週間i

摂記ノ1'1昭和4年9月30日水!ff;j(';878号ヲnテ内務大距宛申請相成候処拡張工事ニツイテハ補助詮，lifn成雄

キ守内務省土木局長ヨり週目有之候条世JT知布i成度。

追テ右ハ今間同行ニ於テ補助ノ胞団ヲ制限セラレ江主エヱー]f完了シタルモノノtJ1IiJg主了If2l.委任水}liニムlシテハ

補助ヲ見合スコトニセラレタルニ[51ルモノニ行之候。

2 起債の許可と継続年期の褒更

(1) 起債許可の巾百円と更正許可

tf~ 3悶拡張工事Dtllii!i:lはすでに予算に議決されたようにその大部分を起債にまつことになってい
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たので， 1昭和4"1' (1929) 9)'j工事予算とともに次の要領の横浜水道事業?j'c9公債条例が議決され

ると同年 9 月 30 日起債王子 fl:!:;1}，借入および償還方法，水道事業経済収支予定調べその他の :~rrnを添

えて起債の許可方を主務省に願い出た。

公m条例IDPJi

l 起債額券市 起債予定額 7，195，000円

内 訳

昭和5年度 N 4，225，000p] 

昭和6年度 " 1 ， 109 ， 0 日 O~J

昭和7年皮 " 1，069，000円

昭和8年度 " 792，000円

2 発行価椅券而ニ対シ 100分ノ96以上

3 %リ Zれ 11手1，000分ノ回以内

4 5e金償i塁 昭和lC年度カラ阿24年度ニ至ル15ヶ年ニ償i塁スル。

このすj'iilliは!A-c3回拡張US1 Jりl工事1'17，220，000円のうち 6，907，200円を起{立にまち， その他の

312 ， 800 円を水道}í:業収入によって支弁しようとするものであった。 ~íll年水道財政の状況は悶防相Iì

1リJの可']jil!iには財政;お迫の状態を述べてはいるが，給水戸数は逐年前加し，収入のIi4加もしごく順調

で従米の実績からみて起íúの元利金は FjË1r-ìx支のとおり IIrHn24{1ゐ (19~9年〉求までには優に償還

しうる見通しであった。

しかし当時は緊桁n政策の区内をもって鳴る浜口|勾131のI!i政方針から当問の促進の渡部にもかかわ

らず市議は容易に進まず， l'j1先行;こ F5いては当初配水れてに，Jjを削除し埠ノk工事および浄水工事のみ

を認めて超低を計可するむ向であったので，前向は駆力西日水r¥"工事急速施行の必要性を強調し，そ

の寸併を求めてようやく計回1全体が認められて大政符に回付されたが，同省では政府の緊縮方針に

即して新聞としてこの~~に I11'J ~í5:せJ-"，木計聞から配水管工，，:の削除を要求した。本市では配水の状

況その他について詳品111に説明し，ょうやくにして苦|断全体については認められたが，起偵のわくは

とりあえず導水工市一および({，水場工事に限られ， これをI1s手115年 (1930年〕および6年 (1931&1ミ〕

の2か年間に随行するものとして，これに対する起{丘総額 4，901，000刊をWfi1J1--，残余の配水管工

jFに対する起債は改めて1¥1誌を受理した止前可する方針に決定された。

すなわち昭和5年 (19301，1奇)7月2日付で次のように内務大使および大級大臣から起債許可制に

ついて更正の許可があり，同月 9日付で神奈川県内務部長からこの件について次の指示があった。

実に三三年余にわたる折衝によってようやく一部の前可を得たものとはいえ， ~!時極端なIl;\政緊縮

政策をかかげた政府のもとにあってはむしろ好結果というべきであった。

起債ノ更正許可

内務省4判'1也第 121号

神奈川県横浜市

昭和 4年 9 月初日ノk庶冒~880 号取箭起債ノ件左ノ iill リ ]!l巨シ許可ス

昭和日年7月2R
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内務大臣安述誠蔵

大蔵大臣 ~I 上司E 之助

第 l条 フド公fW-'、水道事業担、nmニ光ツル;ょうメ明和15年度ニ券市3，109，00日円(実収額2，984，640円〉以内，昭

和6年度エ券市1，792，0日目円〔実収額1，720，320円〉以内ヲ募集スルモノトス。但シ工事叉ハ財政ノ都合

若ハ経済界ノ j};況ユ1kリ起依年度内ニ方、テ一時ニ募集シ又ハ其ノ一部ヲ繰上ケ若ハ繰下ケヲナスコトヲ

得。

前項ノ起m額ハ第2条手耳正金割合ノt自加ニ伴ヒ之ヲ減額スルモノトス。

五地第533 4号

昭和5年7月9日 神奈川県内務部長

横浜市長政

起債ノ1'1

客年9月初日水庶第 88日号ヲfJテ烈訪中日成候標記ノ1'1別紙ノillf許可制成候処右ニ関スル内務省地方局長並大

蔵省盟財局長ノ:iill牒ノ次第有之侠条左記事項御了知ノけ目::H印措m:相成度。

HC 

- 起債ノ主主官民ハ11明日水管ニ WI スルコ二 1\ ヲ後年度=繰り延へ;~~(水管ニ関スル工事ヲ昭和 5 ， 6 両年度ェ，i.~_I:~íE

行スルモノト 74 メ差主リ!}~水管工事ニ袈スル起債ヲ認メ 12)工事1'1ハj長近討作均価ノ低落ェ j監ミ総工事費ノ 5骨

i成ノ純回ニテ施行シ得ルモノト誌、メ 13)工事材料ハ出来得ル限リ鴎/?J:品ヲ使用スルモノト認メ詮議セラレタル

コト，尚配水管工事ニ要フ、ル起依ハ更ニpj!詰ヲ f)~ ッテ詮議セラルヘキコト。

岡原被助金ハ交付セラレサルーを之レカ為メ矧起mヲ為サス且ツ予定ノ償還年限ヲ延長セサルコト。

一 昭キ16年度ノ起債額ハ子メ内・政両大匝ノ承認ヲ受ケ，公債寡集ノ成績ハ"ノ都度報告スルコト。

ー償還年次表ハ更正議決ノ上報告スルコ 1。

(2) 工事政および継続年期の変更

:U~ 3回弘張工事は昭和4"I'L主より同 8年度にいたる総統事業として昭和4年 (1929年) 9月30日

事業認可とはなったが，その水道事業tiE9公的の許可に際し工事の一部たる導水管および浄水場工

事に~する総伐を 5 分減じ，該コニ'JT.を昭和16 年度までに施行するものとして起債について更正許可

されたので，その方針に基いて工事校総街 7，220，000円を 5分減じて 6，859，000円とし， うち1早水

工事および浄水工事を前記起債許可の条件にしたがって昭和6年度までに施行し，残余の自己水管工

事はfIl内労働者の失業緩和を図る目的をもって，その随行を 1か年繰り上げ，昭和5年度から箔手

して，問 7;下lltまでに完成させることに変更することとし昭和5年 (1930年)11月22日工事授なら

びに継続年期の変更に関して市会の議決を経て，河Jl28日本県知事に次のような継続年期および支

出方法の変更話可を'1'訪した。

第3回拡張工事費支出年期変更表

年 度 |限定子 tr 額 li 吏予算額~- lIl' I~既定守; ~~ゐ変更干算額

函瓦瓦副;丙J丁一両町一両孟瓦二両汁lLiF
。5 〆/ 4，056，000 3，299，950 ρ8  " 767.000 -

。6 " 1，130，000 2，704，285 針 7，220，000 I日，8国，∞o
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収入

!I [川-1-1 ~-J' ¥l ))'1 ド何川h一!州市口川附:示雨1f:瓦瓦詞i元孟雨i-貢~iいいい;片片同一……l日…1
占i問h司1 l'咋ド 補 助 : jbb山:子i示而耐F雨耐i副1 方Z3i 11| ii;i羽羽 1，0訓i説1 1蒜雨!--~，~I

!l<i!!五m'i1---::1 正γて「ー可一一二仁ケイ
柑!吹から…[印刷 1叫 土亘仁竪7601 5，6801 6i~8001 

沿l変時変師更予算附額配11，刈0叫何 叫 句，淵制吋i ふ一一二7正而

主搬詰幣草忠j杭 山 l既m 叙州| 川 | 印叫 → 1 190 
i…帰…忌詰品釘副iT13瓦示…而r-一一一て二可|一「干一二「一寸元雨E;扇函函h 

制 m允M金か九 |附子刊拭糊翻l臼，刈凶o! 一べ| | 一-1 一→15臼8，刈川∞側0 

れ!日時|ム子イイ イ二「寸 58，000

-一一一了可否両ト一一久瓦両市，司五示干高両市捌l

司f

告オ

ば幅三品副一て下五ゐ1，函示雨戸 66函;f 寸両両ムmlr州 ω山由刈五両川(元正面不函;示局
長時 I-~ゐ，両工一五雨:ム4， 2筋1 6(5，吋 16，瓦而

支出

|子持別(町Hn4年度昭和15jl'-l1)'1昭和6年時間171間同和… JI 

-\;|両市iI:~~， 9:0 1 ー-LJZ仁孟通-Jパ示耳三瓦」
|変静岡 川 8C 一一示一01----s?S601-52五01----=]-2瓦叫

雑 二百両-11-24-，6461司 1 耳石可不平江戸
桁;通語m'i両7函「正証!75叫 づ 166 ， 3~41Tlm予算削 I 9四|… 7U託叫耐一一一一一一一一

空竺巴f竺ι19.5日1 9.吋 11，吋 I 50.嗣fm町 [3即日 78一二「可;吉正副
重予算面 二1 2 • 106:41雨函7吋 一1 -13.肌脚

質 1:::出-ー…二一一 -1捌叫
臨時額 1 - 21.2可瓦示----=]

107，2凹 1 395，700 

|制 1ω

下 k T :'l¥: 11，> I rÆjË~r:tt;1f~J二三1 _18::~~01 習:子主竺竺∞
山中一 ι ハ|変更予算額| 一|ω5.川田0.1吋必1.424 -j1.抗叫

てーで-7R5瓦円司コ云干一五可 11.3401 一一一

三 1:)') J'( I 雪量i二五唖J五五「五可1~2~
97，20日

95.35副

'1 I-;i:~:-I--汗山剤三割予算額 1 -1 1偲吋 苅，吋 19州
工戸扇町二I13 3，0501 1山 1 1日 4
3よ |変質予算配 -1 105，1州 57ml 11叫検 主E

13，嗣

213，300 

204.600 

175，1001 

174.10四
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6年度ニ左ノ通募集スルモノトス。但シ工事又ハ財政ノ都合若ハ経i斉界ノ状況ニヨリ一時ニ募集シ或ハ

其ノ全部又ハ一部ヲ昭和7年度迄逓次繰越スコトヲ得。

昭和5年度 328，000円(実収314，880円〕

昭和6年度 956，0口D円(実収917，760円〉

内務省五神地買&93号

昭和6年 3月31日

神奈川県知事政

起債ノ件illi牒

内務 大 臣 地 方 局 長

大蔵省理財局長

償浜市水道事業拡張起債ノ判許可相成候処左記事瓜御示迷相成度。

両日

本事業ノ施行ニ付テハ失業救済上相当効果アラシムヘキ様fRj古スルコト。

本事業ニ要スル材料ノ、出来得ル限り凶成品ヲ使IHスルコト。

起債必ハ差当リ昭和15・6&1.'.両年度分ヲ認メラレタルモノニシテ昭和7年度分ニ付テハ吏ユ諜諮ヲ侠ツテ

詮議セラルヘキコト。

この起f?ìの計可により西日水工事も同様施行の述びとなったが，工事伐と起債の~9 可在員との関係は

次のとおりであった。

年 院 I 第 1 団組依許可-額………一額i|i 第 2 回起依許可額

刷工 事1T( 起債許可額|尖 収 配水でIr1~ 1 起依許可制|尖収制

昭和1HI' 1 (189 ， 000 水道 !lf:)兵銀jc:~íI) 一 一

グ 5JI' 1 2，984，950! 3，109，0001 2，984，6401 315，0001 328，0001 314，88日

グ 611' 1 1，786，2851 1，792，000 I 1，720，3201 918，0肌)1 956，000 I 917，760 

7年 一 一 一師市 一|一

計 摘。 2351 1，232，640 

第 4章工事の準備j

第 1節 臨時水道拡張部の組織

第 3回拡日長工事は工'j::i'(10，000， OOWJをこえるもので本TIi水道としては空前のス工 I拝であったの

で，工事施行については似重なるm怠と万全の準備をもってめたった。まずT.::ji:遂行上のHl::f]Jの難

問題である IIJJ也関係から ~:n記 ð :tfに歩み宮入れ，担1J111および諸調Tfなと補償上の準備を進めるーカ，

主務省に，p訪r!:lの事業認可コむについても極力促進につとめ，その計可の見通しなうるにおよんでun

和 5年(1930年) 6月16日， U~3@]拡張工事の急速かつ円滑な位進を図るためN:;3長工事を担当する
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臨時水道拡張部を新たに設置し，その機械を次のように定めた。

庶務

臨時水道拡張部

コこ ~J f. 

務係

四l

t血

係

係

，工務係

l設計係

認) {~担 l 工区事務所

(一一一一節2工区事務所

1百i3工区事務所

第 2節 臨時水道拡張古11諸規程の制定

ついで臨fl~J 水道拡張日目に WIする規程および部内通達などが次のように順次制定された。

1 ~M時水道拡版部処務mw

(昭和5年 6月16日庁i主第21号〉

2 臨時水道ifMl~ITli4:r課各1品分部方JI務=関スル1'1

(1昭和5年 7月3日部述第 1号〕

3 描出荷水道拡張部エIR設白tノ件

(昭和 5年 7 月 11 日庁迷茸~29号〉

4 臨時水道路張部工事課工区ノ工事区域iIQ骨;l;f事務ノ件

〔昭和5年 7月14日部逮第2号〉

5 臨時水道拡張部長専決規程

crrcnn 5 年 6 月 16 日庁迷宮~22号)

6 臨時水道拡服部現場職員勤務規程

〔昭和5年6月16日IT述第23号〕

7 臨時水道拡張部職夫服務規程

(沼和5年 6月16日庁述第24号〉

8 臨時水道拡張部市内出張旅費支給規程

(昭和 5 年 9 月 1 日部連~~4 号〉

9 臨時水道拡張部職員旅!J';支給規定

(昭和5年7月22日庁述第32号〉

10 臨時水道鉱張部現場職員勤務手当支給ノ判

(昭和5年 9月1日部逮第5号〉

11 W外ノエ広ニ在勤スル職失定品li夫特別草務手当支給ノ1'1

(昭和5年 7月28目部i宝第 3号〕

12 横浜市臨時水道拡張部物品会計取扱手続

(昭和6年 2月7日庁淫第4号〕

これらの規程はいずれもおおむね水道局の条例・規則と阿紋のものであったが，ただ月古[i旅1'/お

よび現場手当の綴において，臨時卒業であるだけに経常部よりやや厚遇されたもので，おもな規程
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の内等は次のとおりであった。

(コ臨時水道拡張部処務規程〔附利15ij→ 6 FJ 16 日庁迷宮~21-~}) 

横浜市古~3 I日l水追わへ張工事施行ノタメ臨時水jli姑服部ヲ設ケ共ノ処務規鴨ヲ左ノi1l1り市IJjヒン公布ノ flヨリ之

ヲ施行スノι。

2111条臨時水!li拡張rmニ1首長ヲ抗キ水道局長ヲ以テ之ニ充山部長ハili長ノ命ヲ承ヶ11M:若ヲ統轄ス 0

U~2 条凶時ノk逃出張日目ニ左ノニ諜ヲ段グ。

庶務fCl~

工'1¥課

1í~3 条 諜ニ課長ヲ i丘キ主コlr又ハ技師ヲ以テ充ッ，課長ハ部長ノ命ヲ承ケ共ノ f'* ノ事務ヲ処理シ課員ヲ mtm~iL

官ス 0

2114条 11日長'If故アルトキハ各課長J(ノ:J3'竹下務ニ付之ヲ代四!ス。

z.g 5条各課ノ 'Iqjj分掌左ノftnシ。

庶務課

郎氏ノilliis・n罰・給与Jtノ他人:11:ニ関スル1ι羽

公正11 ノ(f1~;jニJY;J スル~lori

文，t;: ノ収受発送及ti;，'主主保存ュ関スノレ 'Il~'j

予算ノ経理ニI悶スル']¥"司i

支出命令ニ関スル可Irm

物品ノ腕!7・製刊・修理及nm'ニI苅スル:]l司王

不川物品ノ処叶ニ!到スル'JO:ri

人夫及舟IjJ:ノ脳入ェWJスル事項

土地収川ニ|則スル'Jm'l

f也i諜i却県ノ;主t{i:;;詰ニJi号立セサル iド争n貝

←仁 JÇil~

工'1ド十ノ"詑立"リiニ!閃則ス山ノルレいl判fjl 

:nトノ胞行及liffニ!則スル;jlfSj

工事m物品ノ試験及検主主ニfYJスル JD:ri

工 'lfnJ地ノi調査ニWIスル 'llD'j

工11{ノ干1'n1ニ問スル事羽

:Jtfl也:Uj¥:ニ!悶スル:'1¥別

U~6 糸 工 Iflj血行上必要アルトキハ工中諜ニ工区ヲ説グルコトヲ得，コ二Iまニコ二区長ヲiEキ技姉又ハ技子ヲ以テ

之ニ充、ノ，こ1:1主主主ハ課長ノ命ヲ承ケ!K務ヲ処llflシ:Jtノ円I問[1ヲ指F1i肢符ス。

江'~ 7条本規f¥lニ定ムルモノヲ除グ外水道同処fJi規程ヲ11")日ス。

節目条 本規程施行ニIYIン必要ナル刊IllJIJハ;首長之ヲ定ム。

。陥i時水道拡張日目工[互設立Lの刊〔昭和 5<1'.7)JU日 庁述第29~5') 

~k[，1l寺本i且肱'mrm]:~'l\却ニ左ノ:1二l豆ヲ従グ。

工区ノ工事区域及分京τlCfj}ハ部長之ヲ定ム。

名称 、F務所位泣

2t11 ::r:区 神奈川県内陸部上rl\~mJ:7(字上淋 296 番地



第4なコ:←li の準備 (277) 

第2工区 神奈川Im:;m筑'iii;都岡村大 I'_I，) 1131'2155帯地

1H 3:rこ区 制浜市神奈川口E17木町平北-十三IUj3497帯地

C臨時水道似性、rilí:r::~jl:~;*工1" の工三IHx: J，\è及分~;;t 事務の1'1'(1昭和ISiド 7 月 14 日 官官述百12号〉

臨時水道拡張;刊工'1時車工I:{ノ工事区域及分:;;t::;)i::{Ji友ノi且'よメ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス。

1 工事民主主

~11 工 I[ 1'1 大品目W!~j]IZ入所，至尚陸部火野村導水木~!~ノ終点

百}2工区 自己 :jm5郡大和IH-i，l;(水木管起点，至高1;筑前知;liùJ ，H~if水木管ノ終止1

第3コ二日正 自都筑WI都[Iroj村埠ノk本官起点EE航浜市保土ヶ谷区川島町西谷iJ'η'1(1);1

2 分殺事務

区域内ノ Iコl'施行及監仔ニ関ス )[_.:~JfJJ1

一工事HI品及材料(鉄管知及セメントを除ク)ノ試験並検3!fニ|叫スル~}i:rtj

一 其{血村ニ命セラレタルミドJT{

ffi3 工lまニハ前名羽の外左ノ ~J;)r( ヲ分部セシム。

ー鉄管類及 kメントの試験並検査ニ関スル事項

一 鉄r;¥.紅!ノJlli腕t並司己申告ニWIスル寸nT(

なおほかにこの工事が臨時事栄であるので，旅1'1および手当~給与|長i係において水道局の経常事

業職員とは次のような区別があった。

月額旅艶および特別勤務手当

魁品 R寺 * 
j且 t!b 5長 fm ノι ill 局

額ilr外旅の工区にな助する京王litliHおよびこれに準ずる者に支給するjJ
t¥主

I 額派IK域旅出所内'{'{にを也巡到泊すし市る外者ににお支給けする受る持n 

職 ぅ;リ |外却Jを主とする者 11斗勤を主とする者 四餓

~銭 円鍛 三i f!i長 者 18.00 
技 制: 30.00 

rJ f4i 120 1'1以上の克員 15.00 
月 体 1201'1 1~ _Iの史此 21.00 18.00 

)J体 1201'1未満の}l!fl 12口0
Jjf事120川未出iの五ill 18.00 15.00 

厄: 9.00 
属員その他これに司Hる者 15.00 12.00 

山 人 6.00 
市外の工区に在f政tる職工・ヨニ火.'iinJ;!i夫勤務 1日に付 30~Jl 

TIl jj見 月蹴 ;ョ 手 、JJ (勤務 1日に付〉

1 !lf'M:ミktm亘平[区 月'I

飽

}1I 11 ('1 伴者) 70 it fl 35 

ili 土n (j 1 伴者〕 50 40 
lfll 30 

え己 iミ 又 11 コ: 千 40 30 



( 278) ml0X~111 第 3 li_l!拡張工 'If

第 5主主用地の収用

第 1節準 備

拡張工事にともなって工事施行上必要な用地を質収することは，いつの時代においてもはなはだ

困難な問題であった。それは買収によって水道拡践工事が施行されても別段地元に苓与すべきなん

らの福祉をもおみやげとしないからであった。しかしその用地収用の進行いかんはひいては工事の

進行にH封書影響し，時にはm地問題が工事の施行在はばんで思わぬ支院となった幾多の例があった

のである。

したがって本弘張工事のように急速施行の必要に迫られた工事にとっては科目IJの準備が必要とさ

れたのであった。そこで拡張工事の計四がまとまると，その事業認可の中間中から用地関係の準備

に恭手(__，昭和4年(1929"め 10月工務諜の肱張調コjE係を拡張係と改めて，拡張工ln:}jI!ifj_L一歩前

進したのを機とし，いl係に「拡張工事用地調査に関する事項Jを分掌させ，さらに庶務課の臨時二!二

地調査係分:子会事項中に「拡狼工事m地質収にl主1す一る:!¥:r.ruを加え:白々準備態勢を主主えたうえ，その

月の2日日には次のように「第3回t邸1;工事用地1ft収事務取扱要項Jを制定し用地収用よの規範を定

め，さらに用地補償の査定標準を決定しその澗査に乗り出したのであった。

1 用地買収事務取扱要項

〔昭和4年10月25日貯J長決扮

百:~lJ;t ~昔日'I

~S 1条 航浜l!rm3 回71<;且 iι業拡張工事用地買収fjJ務取扱ハ庶務諒臨時土地~~~J査í.f~並工務課拡張係ニ於テ之ヲ行

フモノトス

立'&2 条各係ニ]，~スへキ '11務左ノ列1シ

庶務課臨時土地ijiJ'il'係

1 '1;:業認定ノ中読

2 補償額査定(土地，物円， {白地権共ノ他ノ縫利補償iIf!路荒シ補償〉

3 買収協議

4 収用審査会裁決申請

5 官有土地水両使用並同物件移転手続

6 買収以外ノ土地取得並土地手続

7 功程日報作製

B 登記手続

9 買収土地台帳及凶凶作成

工務諜拡張係

1 買収土地所有並関係人調査

2 幅杭調査

3 尖測立会・土地並地上物件調査

4 実測iIf!問図作製



5 官有土地"H上寺地調査作成

6 境界探設問

第 2:ii'i: 土地調査

百S5~正用地の収用 (279 ) 

百S3条 Y1収区域内ノ土地物nニ対シテハ税務署並登記所ニ就キ調査シ，地帯・地日・ QH:&・反別・地側・所在

者並所有権若シグハ所有権以外ノ椎利関係) R北米登記日IJ等ヲ明ラカユシ調査詐 (E11式 1)ヲ作成シ副司王主主J

IJ J:ニ当該調査者捺印スルモノトス

官有地，戸i川敷地及担寺地ハIRHkr(fmニ就キ調査ン !ìíj項ニ刑リヨ HF~F (書式 1i程用〉ヲ作成スルモノト

ス

第4条 買収土地幅十九調査終了ノ上ハ土地物円ノ miJ査ヲナ γ，之カ調査=Jr(:;~::式 2 ， 3， 4)JE副2通ヲ作成シ

五議毎ノ突出t図並建物ノ配置悶ヲ作成スルモノトス

Ti1j項立入測量ハ*業認定前二在日テハ立入ルヘキ日ヨリ 5日前ニ.tノ日時及場所ヲ立入ルヘキ土地ヲ管

轄スル市町村長ニ通知(古式日)ン， Jl土地 I~i有者ニ通知1 c.~: 式 6) シタル後'}Û子スルモノトス{旺シ地方

長官土地抗日日公告(以下mニ公告ト1'/J;ス)後ニ在リテハ立入ルヘキ日ヨリ 3日liijニソノ日時及場所ヲ1じノ

土地占有者ニ通知c.与式 6)スルモノトス

土地物1'1ノ;J自主fニHイテハ}Eニ各市有者ニ通知 (1??式7)スルモノトス，公告後土地所命令者叉ハ関係人

カ土地物1'1ニ対スノL澗，1: ヲ 11 クルコトヲ拒ミタルトキハ法{ド土地収!日fよm21条!:f~2 項ニヨリ司 13 ヲ作成ス

ルモノトス

2115条 前条立入測j止ノ為) 811荒シタルJ~~fl 物 Y_~i シグハ伐採リタル並木ニ付テハ場所，数量一，所有者名ヲ調査シ

iEi f ナグ報告 :i~:: (:，g式8)ヲ11:成スルモノトス

宮~6 条移設ヲ要スヘキmf主ニ付イテハctt ノ位置，番号，}4数，架線数並建設官公和I名若グハ会社名ヲ調弦シ梨

設他所ノ見取図ヲ作成スルモノトス

第7条 t113 条乃主1l~7 条ノij)司五及図 jf1iハ泣ニ庶務珠山時土地調査係ニ送致スルモノトス

百~8 条 買収土地登記完了後ハ直ニ境界lFヲ設fLi:ン境界百悦位置図ヲ刊 J点スルモノトス

1H 3 'I:江補償額査定

百，9条 土地価絡ノ、HH:若若，登iieFJi-，1~~~工銀行，役jふ~会並光Fl 当 'J':者~~ニ就キ土地売11削怖算出ノ資料ヲ;111

登山評価委員会ニ給り決定スルそノトス

第10条地上物j!!oJtノ{也ノ補償金額算定政準ハ予メ討!副委員会ニ諮リ之ヲ決定スルそノトス

第11条第5糸ノIR荒シ報告アりタルトキハ[白ニ訟議ヲ為ン補似征iヲ決氾スルそノトス

第 4iii: 買収協議

第12条工務課拡張係ヨリ土地訓読書括iノ送述アリタルトキハ土地物1'1台帳 (13式9)ヲ作成シ買収協議書(呑

式10)ヲ発送シ協議ニ入ルモノトス

第13j話 公告後協議数回ニ及フモ承idiヲ得サノレモノニ対シテハ】日後協議:Ji:ヲ発送シ土地収朋審査会ノiflWとヲ中前

スルモノトス

第14条協議成立ノモノニ対シテハ光政関係者知 (:J}式11ノ内〕エ悶印ヲ了セシメ登記完了ト共ニ代金ヲ支払フ

モノトス{且ン物 1'1 ニ I~ テハ協議成立ノ際I~企ノニ1:1踊ヲ支払ヒ談挺iハ該物1'1 ノ撤去光了ヲ認メタル際支払フ

Jモノトス

代金ノ訪ボニHテハ訪求~，~:: (投式11ノI)j)ヲ拠出セシムルそノトス

第 5i;r: 登記其ノ他

第15条 川地買収協議成立ノモノニ対ンテハ巡滞ナグ円jiHii移転登記ヲ7'e了スルモノトス

|司手続完了後ハ直ニ免租JtIllil:届ヲナスモノトス
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Zf&16条 買収以外ノ土地取得及土地手続並官有土地水雨及社寺地位'JTjニ付イテハ各法規ニヨリ Jfj扱フモノトス

第17条 買収協議進捗状況ニj，jテハ梨月 5日迄ニlIIj日分ノ功根ヲ貯広ニ報告スルモノトス

第18条本'"~~;ll:務ユ関スノレ記3 ト、各課事務別ニ監理編纂スルモノトス

2 用地補償査定標準

用地買収に際して補償査定の基準についてはあらかじめ次のように決定された。なおこの補償額

査定の基準はその後述続して施行された第3回拡張第2期工事および第4悶拡張工事においても!司

様の方法が踏襲された一つの基準となったものであるから， iKに詳制に記すことにした。

土地主s物の買収または売却については市の規程である「土地建物評価税程」の定める価額の評定

を評価委員に;j{j::kL ~C ， その裁定にしたがって災施した。また地上物1'1 その他の補償金額1草定1東海

についてもあらかじめ土地述物評価委員会にはかり決定するよう規定されていたから，この算定標

準についても問委員会の決定を受けたものであった。

用地買収ニ際ジ借地権喪失補償並ニ地上物件移転料其他，損失補償金算定標準

l 借地権ノ喪失補償

(イ) 土地yy収価格ノ l割以内 3分迄ヲ1s'H!l椛ノ補償率トス

(吋 転Fi{IYアノレJ};}fri-!{白人力，賃貸人ノ承認ヲ得テ転貸シタトキハiiijJ.Q補償 1'，I;IJ以内ノドォ， u{-l¥'人ニ 4分ヲ

q，，{告人ニ 6分ヲ補償ス

付 賃貸人ノ承諾ヲ求メスシテ転itシ賃貸人カ転itヲ認メサルモノニ付テハ貸借人ニ対シ補償シ借地者ilm:

!日1ニ於テ{壬13協定セシム

(エ) 他地権エ付テハ実地ニ就キj，ノ坪欽.{-t¥'j:也料・使用ノ目的・契約ノ時期及期間等ヲ::Jlj盗シテ認定ス

2 建物且造作ノ;例日料補償

建物及造作ノ移転料補償ハ在日己名りュ fj{l~

日) 建物及i主{乍ノ寸見在ニjjセケル新築u団十i'rヲHti;i.シ， Jtノ!日怖ニ対シ大i*左記標準以内ニ査JEス

名 称 股 移 拒{ 1昨 内 移 築 'Ii. ブ1

% ラ， ラ，

塗壁 7 ノレモノ 60 25 
(大〕 25 E主 i立ナキモ ノ 55 45 

23 

掘 三L 70 

部 除 均l 日0

加') iiIj項ノ率ハ完全ナル状態エアル建物及遺作ニ対スルモノユシテ破損セル場合ハ左ノ程度ニヨル

a) 大破一前ryj新築1~ ノ 20%以内トス，但シ帥部ノミエテ造作ナキモノ

b) 'l'li直 前項新築資ノ 35%以内トス，{Uシ雨漏リシ其他一般ニ腐朽シ修繕ヲ要スル程度ノモノ

c) 小破 iiir項新築資ノ 50%以内トス，j!]シ壁下床下等協朽シタル程度ノモノ

付 家主及i自主主人ヨリ建物及造作ノ申告3ヲi故山 y!ニ災地ニ就キ建物所在地ノ現状ヲ矧察対照シ， JI又殻シ

務転ノ要ナキモノハ構内移転叉ハ曳jJヲ以テ足ルモノト認ムル等其災況ヲ参rfjシ，仔)現Ff定ノ補償率ノ範

囲内ニ於テ相当補償額ヲ定ム

判建物ヲ切取ル場合

a) 建物ノ帖部ヲ切JIQル場合ニ ，j~テハ，新築線ヨリ 1 尺 5 寸後退シ，共後退線ヨリ尚 3 尺以上実況ニヨリ
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部~~シテ切取リテ坪数ヲ定メ，之カ補償率ハR全部ノ*=-依ル

b) 2 j'i波長尿ノ JJ;J{ìニ於テ 1 戸ヲ切Jliルトキ Jt ノ切断J自i ノ修J:m1~ トシテ l 戸~]nntl:切ヨリ 3 尺ヲ加山

!ili坪ヲJtム，補償ネハ除郎ノドニヨル

吋 建物ノ村部ヲ切Jli りタル~i果，技部カ従来ノ fl的ニ j面白"サルJ)}úハ 'j;況エ応シ耳目殻移転b'ハ改築ト

シテ算定ス

納付係ノ物1'1 又ノ、 t~lj'I'P ノ τjí的アルJn{ìニ於テハ前記ノ t京市ネェIkラス')ミ況ヲ斜問シテ査定ス

3 雑ヱ作ノ移転ハ災地ニ1i\tキ別交シJt ノ補熊本ノ勺〈休左記際司f~ ニ 11<ノレ

)
 

イ(
 称 l係数

恒 Jl 1也 l

ゥ;ミ

4ヨ

，Jτ ド

下水士 t'¥' 曲

印

開

聞
1

1

 

有

斗

斗

、也 官置

百査'!J 
ll.!. 

コングリート

以二何レそ中破ノ場合ハ35%

% 

60 

(吋 m灯・水;u・瓦!町ヱヰF

:ie!(!J:ヲ補償ス

4 動産移転料ハ左記各号ニ依リ言IWス

{イ) 剖J月トハ， ~1. ~兵. Jtl也i主fiヲ除キタル家財・商品・材料

品等一切ノ防波ヲ指祢ス

加)屋外動産移転料ハ災地ニ就キ適当ニ見積ルコト但シ家財ハ建

物ノ坪数ヲ標準トシ，便宜左記区分ニ依リ:lIJ~スルモ， r'~'l ホ:t

J血ニ就キ念l'fシ，特殊ノモノハ相当取減スルコトアルヘシ

70 

家 111 i'li搬 料計算標準

区 八μ ||1以0 坪内伺1|11以3 坪内pj lE Rl m 以 t内T同1li以5 坪内円||3以0 坪内問1;3以5 坪内問||4以0 坪内問||5以0 坪内伺1I~以0 坪上同

営業者 17 1 21 泊 31 ~I 35 ~I 招 42145149 

非営業者 21 24 28 1 31 お お i 4 2 45 1 49 1 52 

料室最ノ算出ハ大要左記校、準ニ{ムル

石材 1才 18ftJ'J至23貫

木材 1石 50y， 
ド)荷馬車 1台ノ積載量ハ 300~t文ハ 240 才トシ，手車 1 台ノ限;I&J止ハ80貫又ハ64才トス

(時速iiハMur;r巨一台工{サ 5flJノ荷造人夫1y及前i主!(!J:共ニテ 21可，計71'Jトシ，使用台政ニヨワ l問問jγ手車

ハ 1 台ニ{寸 2 円 5C銭，荷造人夫t1及iiMn~t50銭計 3 円トス

{旺シ特日Ij人夫ハ 2 円 50S，是トシ T;~潟市10台以上ハ 1 台 3 円5日銭トシ，又{者泣ヲ1J?セサル木炭等ノ如キill1

i般....，TiU馬車 3台迄ハ 5~J ， 5台以上ハJlノ7~~íIJ 3円50j長トシテ算定ス

{V:W移転料ノ、大体本表ユ依ル

記 zロf 立f 泣 |人夫人数 1i 金 i立 具 代

Pl 鑑 円 以 阿組l

1 700賞以上 5 17.500 8.000 25.5日O

2 600貫 " 4 14.000 7.000 21.000 

3 500 fl " 4 14.000 6.000 20.000 

4 4日Oj'[ " 3 10.500 5.000 15.500 

5 300 rr " 3 10.500 4.000 14.500 

6 200 l'! " 2 7.口00 3.0日日 10.000 

7 150 lt " 2 7.C日O 3.0C日 10.目。。
B 100 rt ノ/ 1.5 5.250 2.000 7.250 

9 80 l'! グ 1.5 5.おO 2.凶日 7.250 
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5 商品移転車}ハ災地ニツキ溜当ニ見殺ルコ l

但シ，運搬賃金ハ動産移転料~;t出表ニ準拠スルコト

6 営業休止及家賃損失補償日数ノ計算

(1) 営業休止及家tt損失補償日数ハ大体 2 ヶ月以内トシ建物ノ移転工法ニ{j(ル移転所主耳目数エ依リ~fI" í制的

ス， "'ノ標準左ノ如シ

建 Tl' I (巾〕 普通壁ノア ! ω 内外板張リ
ルモノ ノモノ I (丙〕宮部ノ ~n ∞調建バラック|

" 日 日

5 坪以内 32 25 12 

10 。 40 34 28 20 

15 " 
町) 43 35 25 

20 " 56 48 3ゆ 28 

25 " 60 51 42 30 

15 Jf n J:_ 64 54 45 32 

加)数戸建家庭]臣殿移転ノ場介ハ借家人ノ各占有建坪数ニヨリ円数ヲ#iIiシ，間I人]移築及曳カノ場合借家人

ハ1Il1i主~I干数ト向日数トシ，除却ノ Jj日 fyハ 1 iWノ除j-il正t坪数エヨリ名占有者ノ営業休11補償日数トス

付構内移築ノ jt~合ハ自íj表摂iV'ノ 80%以内，除却及曳方ノ JLjí'fハ戸l ング 50%以内トス

件) 湯屋・清涼飲料水ノ製造・火薬ノ製造・私設市均等ノ如キ官庁許可又ハコ J_J，}j tノ{也日IJjJ使用者ノ却1キ移

中五ニ多大ノ日数ヲ要スルモノ， Jtノ{也検主Eヲ受グルタメ休業日数ノ多キモノ，特種ノ営業叉ノ、荷造等ニ多

大ノ日数ヲ要スルモノハキ11当制酌ス

7 家賃ノ損失補償〔建坪1坪ニ付金50銭)

移転ノタメ家賃ヲ収得シfEワサルモノニ対シ，左記ニ依り家賃ノ損失補償ヲナス

(1) 貸家エHテハ建物ノ所北坪数， tUi料，Hf行ノ 11年期及契約期間等巾告(?tエ家主及m':l:J主将ヲ以テ申告セ

シメ， i'，J"J~í市苛ヱ就キ Jミ342シ，実際ノ家11 ヲ:1!~礎トシ 1 日分ヲ't7 I-H シ，之ト前J}'fニ定ムル補償日数ニ乗シ

得タノレ金wnトス

加) lel己間住家庭ハ II下河リ新築巾怖ノ 100分ノ 25以内ヲ標準トシ， rl，'J敷地ノ広日、， IJ工Il'lノ有無， i苛i断↓ノ

関係，共他物件所在付近家iYノ向低等ヲ参酌シテ杓21ノ山田jヲ加フ

前各号ニ ii<リ jj'l'~rγタル金官民ヵ ;þ: i.兄ニ応シ，不布l主i ト認ムル l キ又ハj'.I-殊ノモノニNテハ実況エ応シ迎

当ニ査定ス

8 借家権ノ喪失補償ハ現在ニ於テ補償見{fセ民レリ

9 営業休11二ノ補償

日) 木人ヨリ営~と状況 rJl告:;t}ヲ微シ，}tェ jc地エ就キ仕入古文ハ売上金FI，収入~n~下ヲ羽衣シ，尚商品ノ

現官一文ハ従業者~Jt&税務事?ニ於テ決定セル収益1ル市役所並ニ町，村役場エ於テ決定セル営業税，課税際

司i等ヲ参酌ンテ収入基本ヲ椛メ〈ロ)及〔ハ〉ノ方法ニ依リ所得金額ヲ計算シ.}Eニ税務署ノ所得金額ノ

決定745宰ヲ参酌シテ 1ヶ年分ノ所得金額ヲ算定シテ 1自分ノ所得額ヲ求メ，之ヲiW項ニ定ムル営業休止

日数エ来シタル金額トス

(ロ) 自iT号ノ所得金証iハ総収入金官ri沼リ京市m也ノ飼;りも il:入品ノ原価，原料品ノit価，場所，物門ノ作総

資，又ハf-/_\'料，場所，物件文ハ業務ニ官、ル公課，原人ノ給料，共f也収入ヲ得ノレニ必要ナル経ï'l ヲ tJil'~ ンタ

ルモノトス

判 前号ノrm円計算ハ観!立税務署ノ所得算定椋ii"率ニムjシ3WU以内IJIl);l:シタルモノヲ摂1("トシ計算スル'Ilヲ
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得，但シコノ場合エ於テ百五人ノ多寡，文ノ、営業ffオヲ他人ノブ]ニ依ルモノ共他，業況ニヨリ相当flq滅斜陣]

ヲ1mエ適当エ査定ス

炉肘) 11服t汐ヲ受グへキそノ/カfJ1;担j、人ナルトキノハ、f最品モ近キτ事l匹Eう栄佐年皮ノ営'¥c

i付守前各号ニ準シ百討I'~仰算rス

(柿倉庫，物[託~Iþハ m'家損失，及効m移転料ヲ補償シアルヲ J~テ営業休止ヲ補償セス，但シ特殊ノ場合ハ相

当制町Jス

村営業ノ種類ニ依リ移転ノ為メTI¥iJ芸営業エ関係ナキモノハ大休左記標準ニ11<ル

(1) 大工，左Tf等外勤ニテ給料，月定メノモノハ補償セサルモ然ラサルモノハ多少ナりトモ自宅ニテ仕組

~tf也ノ仕事ヲナスモノハ共ノ状況エ応シ補償ス ， i日シ具、ノ標準ハ大体1週間l以内トス

(2) 牛乳配y主販売ノ如キ外売ノモノハ"t状況ニ応シ約3制ヲ創的減トナスコト

(31 魚類行商ノ類ハliij同様劇的ヲ要スルモ向己ノ7;似前ニ相当ニ利益歩合多キヲ以テ之ヲ相殺シ剥I"YJヲIJ日

ヘサルコト

(41 製造販売ニシテ卸ト小売ヲナシ移転スルそ何レカ一方休業セサルモノハ其ノ休業セサルブJハ補償セサ

ノレコト

(51 和洋IlHfJ主主ノ如キ特ニ!古釧ヲ要ヒサノレモノハ約3:';11倒的減ヲナスコト

161 旅人宿・料税陪;・ nfi.-F宿等ノ如キ開業前後エ特ニ相当準備時日ヲ主主スルモノハ約2訓協酌泊ヲナ

ス，1¥ヲ妨ケサルコト

(71 貨物1'11!山市浪・前回m運送業・土木訪i1!1eノ如キ外業ニ従事スルモノハ6割以内ノ時的減ヲナスコト

但シ仏11人ヲ使用・休業スルモ給料叉ハ食費ヲ支払フモノハ夫々相当制的問ヲナスコト

(8) 女髪結ハ 3制l!'fffii減ヲナスコト，但シfH稼専門ハro1 {JI~ ニ ñf~ スルコト

19) 按'-!f::. /?[婆舟ニシテ宅診アルモノハ災況ニ応シ 5'，判乃至7制ヲ補償シ外業ヲヨ:トスルそノハ茸>lfiニ

lj，スルコト

側 ベシキ職・鋲ブ]職ヱシテ外業専門ノモノハ第 1例ニIj'シテ自己活5!日ニテ相当従事スルモノハ第9例ニ

f，xルモノトス

問弁護士二シテ随時業務ヲ行ヒ得ヘキモノハ3制酪酌iri!.ヲナスコト

11日 残築制負業ニシテ営業場ニ於テ控築fj込弔ヲナシ， 11'-ニ詰:(1;長ニ止マルモノハ4出J1耳目白減ヲナスコト，

尚本業ノ如キ広キ1~芯ヲ干Tスルモノハ得.\:.'.ノ喪失ハ半在日以内トス

(1由芸者W'毘ハ多少.l.t}ù ヲ ~lfl ニスルモ得意ノ~~失ノ程度少キヲ J:Aテ it ノ自失補償ハ 5 1:')ノ齢酌減ヲナスコ
ト

日~I 'i~，由主主ハ 3 刻乃至 4 削減トヅスコト

H日臓ヱ・職人等労役者ttf也ノ仏11人ヲ使用シ休挺却l問中ト雌給料又ハ食費ヲ支払フモノハ相当倒的ilfjヲナ

ス台}

日目季節営業ニシテ移転スルモitノ業況ニヨリtf1失少シト認メラレルモノハ相当則前減ヲナスコト

間借家ノモノハ自己家屋所有ノモノニJtシ砂市ム容易ナルニ付 1訓乃至3制移転日数ニ齢的減ヲナスコ

ト

10 得意喪失ノ補償

(1)移転ノ為メi;}.窓ヲ喪失スト認ムルーでノニ付テハ営業休止補償額ニ対シ20'，1，'1)以内ニ於テ営業開始ノ経過年

数z応シ下記標準ニ依日補償スルモノトス

1年未満

3年未満

月収ノ 2割以内，但半年ニ満タサルモノハ補償セス

月収ノ 5害'1
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5年未満 月収ノ 7~}IJ

10年 11 1/ 10訓

10年以上 汐 15'h'j

20 11 グ却訓

fロ)卸街ハ移転ノ為得意ノ喪失ナキモノト認メ補償セザル方針ナルモ実況ニ IJ( り;fll~料酌ァ、ルーをノトス

十守 j品展・傾草小売・私設Tlï場・床屋ノ如キ仲間ノ?苦渋ニシテ移転ノ為メ全然営業椛ヲ失フ者ニ付テハi-~'万

ノih失補償制以外ニ'i:Cf:;休止補償月初ノ50'，Ii'1以内ヲ累加シ営業権者ト営業l'iト奥ナル場介ハ営業権者エ補

1ftス

品1考 tll同村Jtれh関係町村ユ於ケル'Ft業収益歩fT補償本左ノ如シ。

1 引司 即

物

子

7 ，'p， 受

年収ノ 8.4% 

グ 5.6%

か 21.6%

11 20.0% 

ρ30.0% 

11 6.0% 

グ 60.0%

2 荒

3 ]'f 

4 手車・牛馬車製造

5 同修理

6 tt{ 

地上物内補償椋I~

1 "jr_オ類

間材類

(1) スギ・ヒノキ・マツ・サワヲノ知キ将来用材ヲ目的十シ人工的ニ廿立タルモノユシテ朱タ利用ノ

i或ニj主セサルモノハ今迄ニ要シタル費用備ヲ補償スル

刷 所グキIJ用ノ域ニifEシタルモ立木lofiニテハ過""ノ費用ヲ償ヒ得サルモノハ過去ノ貸用価ヨリ現在ノ

プf木価ヲ控除シタル残額ヲ補償ス

{サ利則域ニi主シタルモノ， npチ目的ノ1M令ニ到達セルモノハ伐係費並ニi軍#tli'lノ合算額ヲ補償スル

モノトス

2 キリ・ケヤキ類

是等ハiq重村!トシテE11ブヘキモノナルモ木用地関係町村エ於テハキリ却し文ノ、ケヤキ林トシテ仕立タルモ

ノナグ宅地内ヤ又ハ~Í'I近畑地ノー問ニ存T スルモノナルヲ以テ是等ハ現イLノ立木価ヲ算定シ，担ノ 7 割ヲ補

償価トス

3 tJi 段材

グヌギ・ナラ・カ γ ノ州キ薪炭材ニテ未タ予定ノ伐1'1，1明ニ歪ヲサルモノハ材木!剖望価，即チ，伐1lIl~!片ケ

ル収入ヲ逆ユj盟リテJt前価ヲ補償ス

iBシ，立木価ヲ有スルモノハゴt価格ヲ控除シタそノヲ補償ス

4 竹林類

竹類'''JflトノK久的三年々一定ノ生産ヲナスモノナルニ付， j也代管理î~ヲ控除シタル純収入ヲ算定シテ，コ

レノ'1'-5分ニ相当スル額ヲ補償ス但シ立竹倒ヲ出徐ス

5 果 rSl 'M 
グリ・カキノ果1，\1類ハ ll::;'LÏ~m，年pYi_ 悶Eニ地代行J:m費等ヲ見込ミ，且ッ Jt ノ果樹ノ生産寿命ヲ調査シ

テ，tU!i収入ノ後価ヲ求メ，然ル後1![!ニ現1Eニ遡りタルiiij倒ヲ補償トス

6 桑 枯I
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繁樹そ亦果1Mノ如グ生産寿命アルヲ以テ同一法王\~依リテ算出ス

7 ~花桔J

茶樹ノ、成木迄ニ3C年ヲ主主シIIノ生産舟命モ7fj、売;/ト7K久的ナルヲ以テ:llノ生徒it，地代管理費等ヲ調査シ

純収入ヲ算定ジテ，之カif.'..5分三村1fiスル矧ヲ補償ス

8 庭悶桔I

庭悶1M'花升.~tmニ対ンテハ移f'[I白n ヲ補償ス

9 蔓モノ類及林立モノ類

移植賛ヲ補償ス

立木類補償算定標準表 (本及石当リ〕

種 |直筏設煙草;1r1:!日|叫| 摘 要

ヒノキ・サワラ下ホ R[ 阿 脳 .内日05650贋|1 i 

グ 080

" 
6 095 095 

" 
7 115' 115 

ヒノキ・サハラ 10 6! ，120 12日

" 
15-，20 10 ，210 ，210 

" 
.25-.30 15 .370 130 .240 :締償費ハ費用{而ヨリ立木価格ヲi成シタル

モノ

" .35-.40 20 .840 470 370 

" 
.45-.50 25 ， 1.550 1.00日 550 

(石当リJI (石当官〉 f石当町

ヒ ノ キ 55-.70 220 860 1.0曲ー 費ニ用テ補何償欄問ハ伐木費，立木価格納ハ運徹費

" 
.75-1.00 

lj(。m〉日
((1 .ググ806) 0) 0 0 

〔1P.1)40! ハ其合計ナリ

" 1.05以上
(グ3〉00 ~グ3)00 

サ グ フ .55ー .70
(.グ22〕0 (P7日〕目 (グキ

9 

" .75-1.00 
( .グ28〕0 〔P70)0 (グ9〕8D 

" 
1.05-1.30 

tgF3C3 3 やらお 仁1'F1030 

ス ギ 下木 3 050 050 

" 
4 065 .065 

" 
5 .080 .080 

" 6 ¥ .095 095 

" 
7 .110 110 

ス ギ 10 6 110 110 

" 
.15-.20 10 200 200 

" 
.25-.30 15 .360 .15日 210 補償侃ハ使用価ヨリ立木価格ヲ減シタル

モノ

" 
.35-.40 20 780 380 400 

" 45-.50 25 1.180 700 480 

" .55ー .70 25 〈石12d〈石器dで協|EE用価榔ハ伐木費，立木醐欄叫搬費
ニシテ補償侃ハ其ノ合計ナリ
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5

5

0

一

7

0

1

汁

比

一

‘

l

研樹
一

号 075

.100 

寸、下

" 

ノF

ス

松

1日3松

補償A而ハ笠r~ '1目ヨリ立木側協ヲ目当シタル
そノナリ

20口

.20口13日

10 

15 

初 25

3日 35
" 
" 

υ 230 340 20 ，10-，45 " 
/ノ

byt z
 

知市
阜、

ノm山格
l
J

h
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ー一不計
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、
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ニ
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補償問ハ立;1、Illil'ヰノ 7制ヲ計上セリ

" 

" 

" 

/ノ

" 

" 
" 

" 
μ 

" 

" 
ノF

25(1 

附
川
一
吋
加
の
別
、
川
刷
、
川
叩
山
吋
町
山
川
却
、
川
刷
、
川
問
、
川
刷
、
り
刷
、
川
却
、
川
刷
、
り
刷
、
1
J
湖、わノ一脚

日

1
(
l
c
l
(
2
(
3
f
I
1
4
〔
5
f
6
(
8
(
m
r
L
2
「
3
〔
3
〔
4
〔
日
f
7

.720 

ぐζさき IJ)! C石当，'])

25日I .960 

(品目 L24 
(ゐiibゐ

I (グ〕
I 3.500 

I持6，OOu 

Iみ
9.500 

I 12-.500 

lljHo 
3.500 
(，，) 

， 4.500 
I ~首1
I (11) 
1 7.0C日
I (μ〉
I 9，000 

1 〔グ〕10.0冊

号 97025 50-.60 

65-.70 

" 

松

75-1.00 " 
1.国一1.30

1，15-1.25 

1.30-1.45 

55-.65 

85-.95 

1.00-1.10 

.70-.8C 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

キ

1日)以上

EO-.95 

羽

田一一
0

5

 

0

2

 

1

1

 

キ

" 

ぺ'

" 

" 

" 

" 
" 

ケ

薪炭材・かし・〈拍ぎ・なら等田幹甚なすもの
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第 2宣E 導水線路用地のi収用

実地調査と事業認定の申請

現地の線路およびI11地についての測量・調査はまず工事の順序にしたがって川井，西谷両1{ft7_k#]i

i甘1から始め，ついで上流導水管二:.'1':起点、から日1;1i'fηk場におよlます順序をもって， 1昭和 5"1: (1930 

者) 2月3IJ i!!IJ設ならびに調査班を和 11}Jt fi~{ちに現地に ~-u~長させ鋭dむその進行を図った。

この結果調査半!r-lでい:1"1'-8月20日にはいっさいの測泣および調査を終了したが，その進行にとも

ないj順次土地収川市業認定の手続について準備し， I司年 7月10日拡張ユ:)1¥認可の指令をfnJいでから

わずか11日で次のように F去、認定にWIする市市4トがHl1IJIされたほどのスピードぷりであった。

事業認定に関する Ijl訪は11{_{和 5;j'.(1930ij:) 9月22日づけをもって内務大犯から土地収川法によ

る:1工業認定を受け， j， iJ Jl 29fl 収IlJすべきこl 地納 11 の羽 71 をf)~II\ L，公ihヅJのIjI ijl¥をし，ドij1j:1O月10

1ヨ YfNÆにな紋された。ついで li'JH，にして l .i北側浮ノJ(T.'I'起点から川 Ili下水jJJ~にいだる IIU の村、.)1ミ1'.'1"

I!Iに供するこi地収)!Jに関する '1':業認定は， tl¥l!i古川I111地A;Nであ臼!:':j/'Ii liIi 1] 1 名付・ I.i持IlIf・似im+-J• X1r 

磯村・大野村分については明和5年 (1930年)10月3日巾訪，向 6"r(1931"1') 3月31日つII卒業
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一… L捕 り中市7月引子hrA1

lJF:(川jf品川iJi

認可を受け，東京rlt地11¥であるI十]多摩郡市村分についても同年 2月 4日卒業認定を受けそれぞれこt

地細lヨを公表した。

土地収用卒業
認定申訪

J)k IK iilJ rp 

横浜市保 kケ谷L~川島町から
1111奈川以出筑山部l河村まで第 1回中訪
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rlll五三川llull岐部大111村から
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第 2illl t:!J訪

!:!1 3 [ITI [j:!詰

公用地の占用2 

その，':iJTJについてそれぞれ官製者または所千J者に所変次にう早水線路<1'公111)世と交Xーする地点は，

の手続きを経て，次のとおり承認を受けた。

公JT1l也占丹!の創刊としては主として近日告に対する交通 iの文院がないようにする乙とが立要事唄

で， j也に水路についての!}t:望および工事尖施の際の伎役人夫についての地元 8~1 のÚ~役~fii1t_~ があ

っ主こ。

申請又は 許可又は
|川会年月 Ii |承 z詔{I月 11

I11日羽!年月 11 陥fn:{し月日
Ii I 6. 7， 21， 6. 10. 27 

:;:0.:型者又は}リ;訂苛
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11 5. 12 " i'lI I1ナ『ヤ i

"、}1~ " 
11 5. 11 15 5. 10 " 村}t'D1t府市多/!;~郡日1府県辺政 i~ì JlJ 

20 8 5 1 7 5， や11 rll鉄道株式会ト1月]i~ì 数道軌

21 8. 5 21 8 5， 小田応急行;E鉄株式会社" 
2 5. 10. 25 9 5 キnj史 鉄 JU株式会 H" 
16 8 5 26 7. 5 長十JrmJ 古日神奈川liL都$[郡部同村用I~i 敷道路

29 7. 5 26 7 5 Jj 本J谷神H鎌倉郡糊谷村" 道路EdNiW;敷占用
考よ

道路1立i持記数 !~Im 19 5. 10. 16 8. 5. iょ干すT十j村7tJ京R'i南多摩郡i%

27 5. 11 3 9 5 i、H ，[11 づえ神奈川県副l主郡大和村" 
2 9 5 15 8 5 j;主村mf :大チC[!J'村" " 
17 8. 5 14 8. 5 長磁新新磁村" " 
13 6. 11 15 9 5 II 中fz持11，( 麻?品村" " 
24 6. 10 13 8 5 長jl 上.U品1'1" ノ/

3 8. 10 " 長村名旧同名付" 
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3 用地の買収手続

買収すべき用地については土地地績の担IJJ;1:，地上物干|のt同窓を行った後，当局においても税務

署・登記所・ ZEヱ銀行・役場・民会および最近における売買の当事者についての笑伊l等各磁の資料

を調査し，あらかじめ適正価絡を記入して土地住物評州委員会の議に十n.-，評1illi委民会はさらに11，
自の立場に立って調査の上回収価格を決定して，臨時水道拡張官1Iに通知してきた。

ここに取得すへき用地の価絡が決定すると，歳11'，予算に定められた50，000PJ以内の不動肢の取得

についてはTli参事会の委任事項となっていたから参事会に議案を提出してその議決を求めた。

本拡張工事についての最初の評悩委員会の評価査定額およびその後の市参事一会による土地質l以議

決は次のとおりであった。

評第号

昭和5年 8月 日

土地建物評価委員

横浜市臨時水道拡張部長

掘江勝巳殴

土地評価ノ刊

小島岩太郎

江間延舟

飯野寅之助

北川満多雄

尚橋幹雄

本年 月 日附ノk拡庶111 .~;.ヲ以テ i割l請求ニ係ル神奈川県都筑郡都田j村大学上川 lチi 字日原耕地 472 番ノ l 外

3Eitニ対スル土地買収価怖ノ1'1ハ御liT:ll¥悩絡ヲ相当ト評価伎也

土地価絡算定資料

税務署ノ相続財}21~和吋品調査，土地時悩抑止?

税務署ノ土地賃貸料価椅 ~V，ij:l-~f

税務署ノ土地台M等級及建物等級並ニ建物価絡ê~査簿

登記3ノ売買仙絡調査書

i良工銀行ニ於ケル見積価総司i

現在ノ賃貸料金調

比路地ノ売買実例制

l)，J二ノ外地方エ於テヰ地ノ売買二週暁セル信用アル人物ニ就キJlノヰ7見恥司iノ上買収価椅ヲi!:feシ之カ発衣

確定額左ノ如1シ。



Zl:; 5 J;'i: 用地の 'Ix m (293) 

(7;irjfLJ五11i与と汁-41j由

;turll:Jlfd l;jJ ili 
" 4.500 

" 

" 
" 

鎌倉郡瀬谷村

市多摩郡市村

" 
7jj f:哩郡大和村

" 

" 
両国~ 1l~大野村

" 
" 
" 
" 

" 
山 lili郡新磯村

山 tli郡版部付 4.0C口

5.000 " 
" 
" 

尚 庄 司lよ泌日J

汐 I自名 村

。/'-沢中j

制

剛

棚

脚

棚

醐

別

加

棚

制

叩

醐

訓

剛

醐

3

3

4

2

3

3

3

2

3

3

2

3

3

3

4

 

側

側

側

醐

制

醐

醐

2

2

3

3

3

3

3

 

6守∞3

6.50日

7.000 

4.800 

5.000 

4.000 

4.500 

4.800 

要

1.800 

2.0日日

2.000 

2.000 

2.000 

1.500 

1.600 

1.800 

2.000 

2.400 

4.000 

1.800 

1.5日0

1.800 

2.00日

1.900 

一土 'r'I ，~ IふELldτιhι
ま子 | 阿f日百j8 作 | 同銀

i平 円餓 t手 円俄

俣土ヶ谷区川，~0 I町白根!旬 一 一 216.78 5.80 9.29 3.50 

部 |吋 !'J 今 m 俗日芸影品・組巻・ 11日山・ 114.381 5.00'866.85 4.40 1，346.47 3.50 172.47 2.00 

ノノ " 生} 111¥ 
52.941 5.00 

" ノノ 下 宿 280.411 6.501150.161 4 



第10MI~ 第 3 日拡張工 τJI

大
|宅 地 1 rlI 1[11 

I H~j立|単側 1 11収!11…i T1 11141 
~f: ι

J
r
 

t

一

( 294) 

一
泊…

8
 

J

一
ド

中

日

ノ

ユ一
5

I

一

H
P

一
泊

区

一

昭

同銭

2.00 

2.00 

坪 1

149.91 一

郎

訂

作

ヮ

“

0
3

同

日

822.t10 

銀

一

一

向

4.40 

坪 i

oil-h 

M
却叫

円銭

6.001 

5.00 

幻

坪

巾
引1首

9
 

3
 

ロリワM

J

つ

山

川

じ

ト

仰

閉

山
五

U
1

谷

京

・

地

叩

州

山
北
耕
谷

ツ
山
司
下
阪

信
三
符
大
坂
市

「卜
1

・

H

ハ
t
J

84.60 

行i

" 

ノ、
f 村l叫

" 
" 
" 

U[! 

1.50 [1.195ω98 j[ II[ " 

1.50 

1.80 11.008.79 

185.33 
↓1
1
「
」
|
J
M吋2

 
4
 

3
 

1
 

6.50 9
 

7
 

7
 

{臼

谷

" 

下

JJil: 

ヨl'
jド

ITs和15~ド12月 221]

111 

" 

111 村!日!

" 

" 

才市

" " ノ/

2.00 

2.00 

2口3

1.80 

2.00 

一ーー悶
l

叫

山

間

川

崎

l

m

4

D

9

0

9

 

6

5

2

9

0

 

1

0

5

5

6

 

1
1
1
1
1
2
「

3

別

加

叩

却

一

回

印

3

3

3

3

3

3

 

779.22 

185.14 

242.12 -1 
4内 -1
4.50385.37 

山

田

一

回

一

副

部

!日]

谷

11日

ir~ 

1m 

町i荊16iド6日2-1L1 

" 

'{IJ.l 

持11

下

磁

í'l:r~ 

千

中I

村

本J

村

H 

U後

谷

，'11 
7bi 

" 
博司

新

l恥;

'一i判

/¥ 

2.00 222.12 Hミ;ゴ:ノ/

1.80 

1.901 

1.80 

旧

口

一

刊

m
m

幻

3.00 

3.00 

4.00i 

日

印

一

目

的

i
U

1

9

5

4

3

 

5

8

4

0

1

 

2

8

1

1

 

一

一

一

一

一

一

加

一

一

4
 

幻同|

ト三ノ原

'1'二:-!，} 

林

Lli 

稲本:j林

j_f~ 

コミ

r持

3持

ぬ

" 

" 

昭和6年 9月21日

」

大

下I
 

m
 

町

キJ

r持

沢

i持

" 
上

大

再一

下久保ノ/" 

2.40 λU1 
5
 

4
 

冷
凶

l
l

叩4
 

-il市 山7
 

Q
o
 m

 

昭和6年11月17日

的型fすて

i義協収買4 

zr~ 3 悶拡張じ-'Jrの79-ノk線路月]地として収Iflするのは í(~î ，I~h:mj fll名付から同市上ibi!lll・版部It・新l議

け・大野 11 ・大和11 ・ }tn;( /f~fl\:"j 多，i?~-i日 I;:'.íll ・ p~fn出 i細谷村を総て fililJUl日在日間付の 111~hTfノJ(lJ.}にいた

Eらに1，，)11からi[iI1ol1H:ヶ谷ほ川，i;ij11]JのP_Li谷I下水1)/)におよぶ延長20キロメートルの1mを在米のり，

この t出のようなj火 J~ì'江 j 山積を求め。水道線路の帆'2平均5メートノレ内外似1mしょっとするもので，

あとがたをJ巴

ネtEそのものの成果も土地と

ことは，地主側としてはかり lこ川、政のGけと、なHつ場.0-にもあまりにも小l面積にすぎ，

また~~rìの金額もまた少官iで利HJするに;il らず，くするだけであり，
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H
川1:11 51;!: 

一方耕作者にとってもそれだけ料地jm私の減少をきたし， >>[íJ江~:~，交の温床ともなり，は関述なく，

ひとえに防荒しその{也の迷惑を交けるだけであり，すへての，r，l，iにおいて-1地光波しには妙別、なく，

lAこJトっ水JIC~l\::1~に対する地元官\1] の耳目lfê と協力にまつのほかはないという宏、条刊のもとにあった。

てjki寄fいJには rillY悩絡がIHJ;illの解決を/T 右する決定的の~:ぷであるともみられたのである。

当r;-i;のi止終その芯!司、から}IJI也氏収係以はkHJJからi減;むをもって各土地所有者を戸別にぼ訪して，

さし主りご二JtI!の与に対するyi収だけについて協議した。ft凶作主jJbJミして，

:C'jl: の;t{.I，胞にj自られた ι!\:'I' IIí-を~;n しく述べて工事茄子のjんじをう協議が位わずながU、く J必介には，

おりからtt淡JUJに際会したため土地刈(1者にjliiJtしても払;決する乙とも芯のとることにつとめたが，

このことは地元li¥l]の日戦でもあって他とのふりあいともすjしばおくれがらとなった。おり ;11まず，

-filH出さらに地:1 相互のJ2li~'告によって W]係区長や千1 力地主の会合となれを眺めて甲子必に!Jとせず，

ついには村会議.Cl， [生k:J-3よひ大1-111力地主滑から委11を選U11l主主の策ifVJもあってi相[?x*N点して，

水道局とIJ]体交渉するようになった。

当J;'iJ としては乙れとは月 IJ に地:1:の似 )J リ IILUiを ~.;')'~(t;!こが， i'll変らすといずjしもi也のI也立ーとのふりあい

を気にして状勢をうかがっているだけという始末で，完封lのやむをえないことはが知lしながらも進

んで態ui.を町]らかにする者は少なかった。

ついで 7)115 FI 委 011\1] の招きによってf1~1 回の卜，11休会議が行われたが，地元側i土次のようなw外

向11 I IIJ 朴
一同銀 "俄 i 函銀 四面戸

3.50~3.00 1 1. 50~3.50 

まったく話にならず物別れとなったロ

I1向 I 111 
巨1~ Jll 露4

4.50 ~ 4.40 

'L j止

問銭 円鈴

7 叩 ~5.00

~ 

な側絡をjjl示して，

Ji¥ 1附jj、J足
、J
J 

10，00 13.00 17.00 3日目)~25.00Ji¥ 1出"、』足フじ1也

まゆ

その4の者附の'!Mii(ni秋のl1T8{川ドiにおrUj地元の状況は長五見合民家の生命としてきたもので，

あまっさ対し3PCJ80j主も{ll部〉によってjJZ家経済ははなはだしい打皐をこうむり全く iJti";i'iしていたロ

え中jl}iのJ.:::~: st M~l f遊間であった横浜銀行が数日J!休淡1¥'であったため，いっそう不況に愉をかけた形

となり ，J_;_~L\(:のふところ仰'JíËからは 1:地買収は上ヒ較的好機でもあったのである。

地元民の通行に対して極端に厳絡であったのしかし、[lIL)"はまだ水道，'1I品がノ'1(;立級協のr，;:W¥J:，
{Xのような点で非難の戸も大き一而には地元一般人の7](;{i J;-;j に対する日'出の反!~も千{ぷい，で，

く，ノ>{_í~ の拡リL:r. :]I については.)1 協力的な出!がた」んにうかがわれにのであった。

出21司1)1;'11口 1':(1川治米JIJI から大J日jl見11 にかけたこL'I') において当時土地所訂者の}K~iiを符ずもしくはl 

多大のluVi0) r，li似をせすに続j山内にこ!ーをJf;亡主たは村れを放政L.，またはかんがい用水を1;[1.11:-J-~:J :<i:ど，

i主::)5;':l: 与えられたとその !~ii配到し斗(l'.j処:円を11:'l:li抗議する者が多く， ~îlf与のしこりをなお践して，.).二。

本辺級協が'HflJ級協であるIt'!，U 、!ill、いI-[.IJ&のill!fiはもちろん一般地元lcの通行さえもうた止したことにつ

いての)ド怖とり;日見IlO)!sU止に;，J'Jるふんまんャ，かつて違反古に対 Ltit発の手続までした J'-災や，や]:i丘そ
きT

0)1也泊~\;"Í O)jii'LHi;i:: X:V，íj町二 -'1-- ，1じの迎行しう ω 山んじの施設なく，主たi持活 iの出問についても水路の施設も

り

しなし 1のに，いたす F)に行J1Hの1)'&.'[(なことを非班す ω在が多数あった。

このような空気のなかにあって， }T]J血係iトiは引き続き戸別訪問jして，各戸についての経済状態，
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J!Jl依の関係，交際の関係などを潤交し，あるいは希望条件を聴取するなど，個々についての切りく

ずしゃ説得につとめたが，一般地主はおおむね次のような芯I勾を持っていた。

1 土地と建物および地上物件を分離しないで，何時に補償料を協議する ζと。

2 水道線路については一般の迎行を認め， '1馬車および手引の通行に支隊ないように設備すること。

3 用水路の設ill~l::.rj 芯すること。

4 工事に際しては隣地内に土を拾てまたは材料等を放1?1しないこと。

5 工il[に使役する人夫はなるべく村民を使役されたいこと。

~~であった。

こうして日一日と長びいているうちにも，一方では工事の急速災施が要話されて係員の辛苦もな

みなみならず，あるいは地元有力者を逆に説得して協力を仰ぎ，その協力と努力を大きな支柱とし

て交渉につとめ，あるいは土地収的事業認定の伝家の宝刀をかたわらに[泣くなど折衝あいつとめた

結果幾多の山析を絞たけれども， )(古1，分l脱澗に協議が笠い，一日日未了分に対してはl同布17年 (1932

1，1') 4月土地細目公告の 1oJ'.1削延長をE1J;jl1iするとともに，収用審査会の議i).とをql訪したのであった

が，その後順次円満に協議の長結がみられるにいたって，次のとおりようやく所要土地いっさいの

買収を終了することができた。

堺7.K線路買収地

日収予定

延長 11，360[自

珂数 34，959.93坪 (itt水池則i也2，128.04坪を也、む)

導水線路買収予定地坪数ならびに延長一覧表

町 村 数 延
定間| 土所行者地数名I 作

数 |摘要

士子

)11 !:，'j 226.07 120 2 6 I 益合水む池丹J2，128坪04を
〔外共有者729名〕

都 [{u] 11，333.79 3，414 3C自

持R 谷 2，293.00 343 11 22 

I十i 2，129.34 945 24 75 

大 キ日 1，639.06 974 32 66 

大 野 4，127.82 1，795 
〔外共有者252名〕

日7

新 磁 590.38 249 13 25 

正t i持 8，421.87 1，983 
〔外共有者294名3〕

167 

上 2，109.00 590 44 

国 名 2，日89.60 947 
〈外出有者319名〕

102 

イムム副 11，360 開著ii77 ii2 
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5 導水線路用地寄付安納

り水純日yiとして収liIすへき JIIJ也のうむ、'i)，ω九九の!jJLjHに対 L， iJ(の]うに11(1羽15 {I'- C 1930 

{I'-)にtJ}l_，u:ut;ーから '.J:lこ~" (5 ')'-(1931'1'-)には久elw，的一郎・ノト1111恥3if鉄泣株式会計おJび

1財見鉄道株式会社から1j刊のl-jJLIHおよび承誌があって参'1¥:会の議決を絞て寸i'Hを受納し/こ。

寄付上納土地

]1: 村 '子
I j也rI1 ~í\ 数|品 Z152| 守苦 H 手7 1， 1'， 

都筑 部附 1:.1 11)1 坂下谷 ぷ4!?o1od| ぷ6，凹吋| ( 1 m 1 1 M 1 1 1 m m3  -m 

" " 
ノノ 11; ll， 111 林 4 市

136.961 {都筑附丸二、1附7ゐ村-ヒ.111)同 3

日l':1~. 大型? 上約!1¥1大 野 鉄日im!血 7 "iエ

" " " Vi2 .~;， " 4 市

" 1: i持 中43J- " 6 

第 31沼 間己水線路用地の収用

鶴見配水綜路の選定と地元の協力

(1) 問己水線路用地の?十H，J 受 ~:II:

1.17'， 48_39小川川、之3行鉄道問、式会ネl

14_77 庁

29_151 中II!日鉄辺株式会村

11i初鶴JJ..配ノrJ(線路は西谷1下水場から八[子以j且 lこ 11 11 て|河野公{主Iを横切り，判I~;~) 1¥lx_，lr木町三企ヅ iR

を経て， 1..11丈六角稲川にいたり， i持の口111Li立に?ilt、北進し同|王'Mjt'l問I妙注予付近でPAfE在離れ， 1百j

lZ_jJEj行一応!日[，幼児灰馬場11l[合終てPIrえ束力尽JII[のl;IT?にいたり，鶴見IX:鶴見町に〉虫給する予定をも

ってその計阿を進めた。 しかるにIlii和5年 (1930年) 11月15日， たまた主同ブjTlii地元有志の発起

によって同区篠原町地l人!の線路用地については市付 i二約するから，相[¥8メー 1ルの道路を築造し

て，公道としてiiJ!Jりされたいとの希恕隙↑llfがあった。

ここにおいてこの隙↑11をもとに改めて調交に涜千L，日1¥兵・ヱ)l課長以下数?xの災地防衣の結

果，経済上および配水上の見地から全線にわだり I妃計両に羽検討を加え，まったく新たに*Jn~'cfを選

iEした。

この新計同線路は四谷1'itノ'J:jJ)jから八王子113j立を経て同町公I，;qをお{切り，神奈川尻:il
()之町三ツ沢に

いたり，これよりルートを変えて神奈川区片倉町にでて， !IIJ区篠h1H町において小机PILi立を横断L，

さらに河区~'jf， lll[において~:-j名 i也およひ滞の仁iPILi立を横断，同区間、1 尽IIlT ・鶴見区馬場111] を経て同

区JfZミ右足!日J の'[;，~~i台にいたって，鶴見区鶴見町から同区御子谷lこいたる活路にJ::Jl配布するもので次のと

おりとなった。



「 両j珂吋同町吋r' I一一一‘ J コτ瓦-罰町叫rrl 寸 了 1 一寸ご二;江J 
町名 IILI斗刷旬門町噌|55担研抑!目附1叩概1昨ri子集引仙制仰い阿仰附h司m判l問附町王町f

h問川5引l 陥九 1潤目 問 叫 B断'¥'! 町町j 問l 印 刷l 限

延長 l 開o 25司 772i 1，OOf:i1 ~6司 39.11 'j印 1附 .202 3811 1ο98 

附 1，叫一|-lI，41，協|ui6-i 時 1 ， 6o'~1 4 ， 23~1 
何~ ，，' ~ 

lm|現日叫班設世間i:l[I凶行刊誌~~:件|糊併| lmijF 
斜路線路|民 路 1111新総 m利総 1m新株!rt~ 杭 I}日新総I '.'，̂，" r'w，"" r" . ，" 1路 I~;~1"''''''' I b;~"""'I'J" j A~ ""1 I部

前 夜
!dI!!/ 

この新ルートの計 lihjがなると， ~l r 
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音十

刑
制
杯
一
同

罵叫

4

そのおj況を符，背r~:jí:hlD-;主将来公J:úとして一段に閉山して地元民の Il[TCをtl るという OQrむを説明い

そのためには線路)!'illiについてはさきにrl1;_. !:Uの篠原fU~地内だけでなく，全級協にわたって市f'l に

つし、て協力されたいi迎行を友!閉して， :ltIのちす力者にあっせんを!3fil.'jL-， とりあえずiV，lfrl6年(1931

珂) 2 民地元の苅弐 i.二}jlJ也，~:IJ:こ関する交抑止依似した。

当局はこれらの'(1'0、の人々を介して各lTIjごとにItlfHIJJ係者会をfHll.-， ~_íNりから b係nが H'i UÜlll! l

ドィ (!)Jiと/IIυ_:;n;没近協の必~~:を力説して， j口元の -i/í~;IJ について ;}Li;~: につとめた。このような会介がい

くたびか行なわれた後閃{吊者の万地主計;ぎとなり，32.渉に碩々と I羽知はあったが，ょう平くにして全

~!~にわたって次のように火間3分の)IJ泊の布 i寸を交じる迩びとなったc

寄付上納土 地 目 録

K 町 ff 十J' J: 1'1 百
| 寄付土地1i11 積 〔坪車)

I :t: ----;;-1 fiTつ111 1111 司ワ「l

{品 見|束三"応

" 

" 16.64 

47.16 

47.97 

160.58 

64.84 

372.82 

<14.11 

" 
" 
" 
，. 

小計

l北寺尾

μ 54.44 

42.45 

141.00 

112.49 

19.21 

143.65 

85.11 

" 
d、音十

馬 J品 56守69

" 
" 刷

出
防

相

判

市

山

ー" 

1I I11 ，.'， i正ザ; P'I 

h 川勝 之 助

16.6，1 I lk 品 分o;J.: {.!，) 

47.161 八木下幸太郎

i 47.971松 日正

160.58 I五件l'

64.841 1'.'; 丸

372.82 

50.51 I金 子ド

政

晴

寸

ノ

ム

帯

v，?判

6.@ Ll-. 1:， 

54.441 兼子

|山l沢里1

6.40 1 147.40 

出:肘

Rjr ょに

37.40 206，58 1石

117.06 I原

187.59 GH 

l幻ぽl玄

;;: 材kJ 

97.85 仁 太 郎

田 F若手11

1')' 幸肋
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区 間]
| 寄付土地国税(坪数〕 ; 

容トl上納古

宅 地「!fii112下1I「1干 i1Il一石梓 ~.I
tド Hi

f品 見 .m J)J; 15.78 61.53 161. 74 239.05 フ〈 Tf III ゴ1ー3 

" 
94.43 163.51 0.36 258.30 1，: 時 ←1lァ1 i註

" 
182.19 31.54 213.73 )ι ~rf ←J』己

" 
118.42 118.'12 析 Tr F九"， 

" 
120.95 47.76 168.71 1ι Tf 粂 {X i相

" 
161.58 1G1.58 :て T A i'fi 

" 
323.84 137.24 461.口8 :1lt 千 お 中市

" 57.48 57.48 金 Jt 位

ノ/ 6.43 176.92 183.35 ノ山、 JI 1fJ. -t 1-z 

" 30.89 30.89 Wi ii ii:~ 

" 55.88 55.88 111 口 rノヒ? -tg z 

" 69.98 69.98 r~ 原 政 1校

" 140.09 61.35 201.44 111 円li1 久

" 27 27 入 オミ 下 3 ネ

" 
15.56 15.56 八木下手太郎

" 6.77 6.77 ヨE 刊l 泰 車H

" 108.34 1回目 i五 わl' 伝 、ì~人e (!n 

" 140.48 34.90 175.38 {Jo 1入 rm i品 夫

ノ/ 257.05 270.13 527.18 iR 日'l' 防 久

小計 71.66 1.045.43 2，062.00 578.60 3.757.69 

神奈川 内ミ'i'r己 112.36 112.36 ;ι4t3 』 JIl，:i ードす 間 向i

ノ/ 27.71 112.36 140.34 朝日 n= ì/f~ H~ 

" 86.28 86.28 余子 {Ji 五兵 Wi

" 
25.31 25.31 W !ll三郎J(. fiii 

" 98.08 66.56 164.64 太 111 武 平

" 119.54 119.54 太 In 佐 fi< Wi 

" 79.31 79.31 内 余 7記 自E

" 
12日29 120.29 古宮佐治兵衛

" 3.70 3.70 fJ ~J 院院 保 政

" 51.62 4日日 42.48 99.09 PiJ jN~ 才 1大 rm 

" 
40.11 40.11 m 水 jJlJ 太 向1

" 
41.53 79.16 120.69 持 ゴL ト 訂

" 333.97 333.97 t年 " 降

" 
104.40 104.40 l人l

づ、 言十 51.62 562.90 249.91 685.60 1，550.03 

判!~~ )11 羽 三日 15ト4.19 154..191 磯 n 33「 海
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! とじ

有三 付 j也 臨i 1';'1 (珂:数〕
rK rllr 

出!I i LLJ 

司令{、j J: 納者

i也 Ifr 林

神奈川|菊

伴 土下 土下 土下 年

96.09 96.09 吉田三郎兵 i訂

" 27.55 27.55 松 引 正 日iei→ 

" 173.55 173.55 rU ボ 日 j，，， 

" 28.50 28.50 鈴 IIil 
" 

小言十 479.88 479.88 ! 

やl'だ 111 1宅 !川 36.72 36.72 :也 111 ゴ伝 -Eb J 

" 88.33 88.33 石 111 itJ12 1 

" 

" 12.00 12.(日 日: ，二，'/ 太 ~日

ノ/ 18.16 18.16 :("1: 林 弥 郎

" 44.47 44.47 jJl! 港 " 
" 499.18 48.22 309.30 856.70 1111 JLf 与 七 郎

" 79‘45 79.45 jJl! Jig~ Jt 五 郎

" 
198.83 198.83 金 子 知1

N 91.41 91.41 政 辺

" 27‘56 27.56 tf 間 三 郎 兵 衛

" 
464.72 464.72 平 政 Mt 

" 
100.99 ! 100.99 日 ~I 友 次 白目

N 17.20 17.20 臼 チ{ 義 久

N 365.19 100.28 24.06 489.53 主長 ì~~ 弥 白日

ノノ 180.05 180.05 制つに tj 助

N 35.30 35.30 ι; 初'"ζ ーじ 競

小宮十 17.20 1，341.35 1，口19.35 363.52 2，741.42 

判3京 )11 六 fつ1;f:i 497.01 2.93 499.94 ま-ミuー 同 泰 次 l~!1 

N 70.86 I 70.86 UJ 宝 同 作

N 13.66 13.66 干前 ~ミ 千 校 子

" 96.30 96.30 1也 同 泰 車咽

" 171.26 171.26 新 )11 武

" 5.84 0.82 6.66 長 !輯 ノ ブ

小計 5.84 849.91 2.93 858.68 

神奈 川 n 4良 129.25 129.25 ~~ 寸J 同 ー口と 実

N 178.61 178.61 イιiコj 悶 ー口と f専

" 26.10 26.10 立 1ι ・ 秀 士口

" 203.63 203.63 渡 ミ且 越 戸声か市づξ 

N 63.74 63.74 同 H王 士口

小計 601.33 601.33 



( 302) 苛~lOÎ111ì 第 3 fD]拡張[事

容 1、I 土 Hl! 而 官T (坪数〕
t王 町

むIl!.! ! 1I1 
一一一一一i 寄付 I二納宥

11' 1間
i'F_ 士宮三

2よ訂| 坪-I 22埠.37 i北村 治政神奈川1I "1'大年

4、 言十 22.S7 22.37 

177.84 1ml 鉛 木 マ 、/

11.09 109.70 120.79' .';1， ;守 万: ;~: l~li 

11.53 11.53 l-;![ 凶、旬， 松

N 17.79 17.79 ム主 J:i( j'~I; 

ι， 69.04 231.63 抽 0.67 持 [1<1 ;)~ 同;

/ノ 15.67 15ム 67 11~ 由日

fノ 46.14 46.14 怯 寓 五 自'i

" 93.59 93.59 +主 }J;~ 且.';

" 197サ73 付 I!ai 戸七

小計 86.59 E泣 .CQ 243.16 981. 75 

総 計 間 相 I3，042.11 I 6，450.57 : 1，剛・21 11 ，513.37 I 

(2) 山本~:fJm告の川地l'W

しかしこ c)F¥l:二主品、ても酒谷i1"1ηI14Fいら{ム['，]・干11R ]lllrを粍て本!同町にいたる rKIUJ は‘ 7}G8:甘fHJ~"i~!

路であって， ，立院に供すべき u也ではないため， TY~立を要L，また1鴻見~êホ干:終~~;'!lj における鉄道横

l明に要する士Jtlャ 1 ヲ1\:rll t1H!配7.~WT'lrキオ糾 íì~i:;L} と L ，後に鶴担112水ìlJJW世に転、!日しすこ|地など

はレずれも道路イJt.;i)IJtでないだめ，世然買収の対象となぺてそれぞれ摂取の協議が;itめられた。ま

たr，lr;:泣引;立路供ITJ1血Iこおいても， 二刀地球において{也に所有 l~がなく，そのt-.l世が大部分道路とな

るような v也f明石者や，安計IlHmな百五制[地?t，~j にあってはiiH3JW也をWi'Iさせることが1!!~加である

J}~) {i i:あ 1) さらにil!lのJ111分は市十!しても，この 'fl;分の士氾だけは詐N，i'不能であるという者もあ

i) ，あるいは県江戸い、の i地などはJ!{(.二'セI也としてのj血I!lliも品く'仔易に主十Jをi北詰iL得な1i¥:tl:'nの
宇fもあゥナニ

この主うな市 Hf' í' (，~か与妓された一部の|北については買収の.1'0、廷があったので，別記のとおり

地建物評価委只会の在定を経てち γ くちのく買収のItJi;i誌を進め，順次収Iliしていった。なおjllj谷

浄水1Mから(!、自]I!l rを経て当'I:，;j lq:口、たる[!?のせ~11l線路 IIJt血については全都買収の関係上，町7和 7 {!~. 

(19321，'.) lZJ'l12日あらかじめ i二1也収用市業認定の申請をし， s~ 8年(1933年1 2 月 6 日「人務大Fc'~

からその認定を"1:けだ。

買 収 J地 問 紺 !

鶴見町水線務用地のうちn収された七地は次のとおりであった、
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買収土地明豊田

てデて二Lt血百一|宅 地 l 回 | 畑

l 亙?とま翌Ifk'i空やオ:互[三 τ互-丈I{ìz~_空-
;，;'. f'J 坪Fl坪阿

昭和6年度買収

鶴見区馬場町 l
昭和7年m !1 収

鶴見区民間町

ω
 

1
 

4
 

9
 

5
 

3
 

l
l州
出
「
l
l

q
d
 

山
山4

 d-

神奈川区篠原 町

辺

一

日

可

ム

ヴ

，

剖

幻

1
 

7
 

1
 

Q
U
 

1，673.91 

昭和8年度 目収

神5/、川区菊名 III[ 261.821 3，997.271 

終日け可[I イ -l 
、一地 11 I 山 林 1 1i l 

¥開およらみ J一一一丁 l 一一「一 |摘 要
町 制町出|金額|坪 臥 | 金 額 |

一… 一一一一…一一三「一一一一一一下下一一一一一一可一一一一一一一石「一一一一一一

12.951 

" プミ向指町

" 片方町

保土ヶ谷民不附阿J 226.73 

ρIII 111 III[ 135.01 

グ 仏 r(iJ町

" 

昭和6年度立収

鶴 見 区 民 t呂田[ I 9
 

4
 

mm 
3
 

P 片倉町

保土ケ谷区準同町 1 602.95 

ρ 布I01 WJ 

ρ il、向町

昭和8年度 目収

神奈川区菊名 町

グ 篠原町

3日75 185.99 

98.95 147.26 1，603.42 692.65 

439.50 2，197.50 

m
m
J州

|
J

W

叩

4

3

 

紅

白

一

時

四
4

5

 1
 

13.79 159.461 

24.43 149.49 2，433.94 

93.09 35.33 671.27 

294.19 2，740'55 

16.01 160.1刷

場置料4
A
4
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偶
後3

 
9
 

2
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幻
1
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l
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3
 

3
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4
 

4
 

2
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9
 

1
 

84131621| 鶴見配水管用地

216 1，889. 道路供用線路

327.38 3，513.6司 " 
439.50 2，197.50 " 

1，日D3.60 15，610.57 水道専用線路用地

263.43 5，953.88 " 
13.791 159.46i " 

556‘011 6，737.日司道路伏用線路用地

16.011 16り.101 " 
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このようにして的見配水線路l土地元の協力によ η て次のとおり成県を得た LだL、であった。

5，994n日(2月127UlJ54問)延長linr1四è71\~J明日f

l吋

2，628n1l (lfg7J!fJ48InD 

108[l日(1町48nfD

3，OOO[ll1 (1 rj114HlT) 

:血

既設道路

路仲間…]
 

仲
汁i
 

路
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f
x
U
汀
r

f

j

一-

f
f
j〆
1
1
t
t
t

凡え
号
日新

ず:

2581'111 (4町1町li!)路~:)~ rn 
J丘町?日1:n ) 0JIl ~(í!lJ J ~':1l1 

r"1 l沢
l疋 h又 延 Zく 軒、!"'f ;l?;; オj也刊ilr行れ

評判]虫 'J:'i Ji:~ Ht( 

"' 
Jド Ji'. 上干

!一)
:372.82 (~守) 7 

'{(f¥ I，'c!.区;二!1"1'( jlfJ 1，09号 4，277.91 147.40 (グ)日

日~ nj mJ 3，757.69 ( I! )23 

神奈川Iズ同寺 尼 ml 381 1，550.03 1，550.03 ((り145 

" 110 -11 nrr 202 1，035.89 479.88 

/ノ 篠山 rnJ 660 2，974.17 2，741.42 232，7516  3 

im橋町
858.68 3同 lmG

ノ/ 7'1 :;根町 394 1.809.76 601.33 

神大寺町 22.37 (守)1 

" jffT 町 1，421.25 開1.75 棚田 i五ji

昔十 ぷ|瓦ERi1513Ujijii引

〔イ〕

~í1 料!III (ロ〕

長 11' 政 yy 11)( 地 |二l地所有者数

問 i 日|
2日 I 1，2削 82 7 人1，280.82 

延j!~~ 

l
 

I

I

I

 

m
N
m
N
m
m抑

l河

III 

Jiij 

f>ど

い

令

利
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民、子
み

tケ土ロパ

高区配水管用地2 

市内 '1' 区藤棚田Jにおいて既設IJ~ 11:22インチ (560ミリメー iノレ)r;';jlK~~;~から分岐した山手正~j合方市

の自己71<を日的とする?'~区間日水~\・敷設工τ!日こ際し，向ノレートはおおむね市内の道路に敷設したが， 'ド

トII1IJ地内における急坂立上りに際しては一部道路数外:こすj立設のため，日i{和 9"j'. (1934lf.) 7月5日次

のように用地の釘収をした。

人lJ矧(寸-FLjhlJ数-J7!日 11
け1問問(ム|ldhl114d心 1 1正73! 4ん!ん 2ぷ 5

名町
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第 6章 工事中の設計変更

第 1節 電気溶接鋼管の採用

水i主'古は従来f!!鉄告を使用することが'i~.~t~であったから当然第 3 回拡波工事も蹄鉄'，':'1止用の計 iilH

が絞り込まれていた3 元来水道工事はそのズ部分を鉄管工 }f~ニ，~めるものであるが， ことに本第3

~m拡~1~工事のようにJ鼻水管の延長が長大におよぶ工事にあっては，鉄!i:'ì:j-I，立がプ〈きく工事引を左右す

るしだいであったコ

木市ではかねてからこの鉄管の開題について~~-~2白拡張工事におけるマン不スマン制官|史郎の先

例もあり) j)J ;í~~ 使JllIこっ"、て研究を環ねてきたのであったJら たまたま捌;iJJfii長が万回三業大会出

jREならびに欧米各出水ili校奈のため，日目干日4'1'， (1929{子)12月から i!.~~ 5 年 9 月まで海外川3長を，~た

のを機として， ij~y}lli!o.二'l~íYIJならびにその)x誠について精査して帰l'J1 した結果，木工事をi止も低口!t

にかつ墜却に~Yé成させるには，鋼鉄管刀使汀Jが最良であるということに決定したが，その討論とす

るところは次のとおりであった。

(1) すでに木市水i芝11~ 2悶拡張工事において，手iUJから11尻ずし、近まで延長6，148メート 't1日jにいi任42イン

チおよび36インチ (1，050ミUメートルおぶび 910ミリメートル)~刺鉄也が敷設され1 2年経過後のI止在

(当時Jなんら文洋はなかった.主た外国におし、て名rJrに使用百れた経験についてたづねたが，なんらの

事故も聞かなかった。

12) 鉱鉄竹は業袋および現場施工に i 分配I注意を払うときは~!.i1)å汗こ主さるとも劣らないものごある。

(3) 対鉄告は l11ii引の広、て'，1 常に低L1~であって工事貨の邸主品 ê(;訂正〈たv寸まことこ之ifIJ" ーあ d， 。例，大ぬ

，_.，JI，)i:WJO)1付記入100ζjメートルr誌の九につJ ても約掛万)'1の減官iliこなの司 h.であ)/;こ。

H) しかし川jl'~西谷1m はがい:__.-OlliJ1がi量il'ilであるのとコ下期限の :;;'1沼 I~. ， ';i fl J;i I州のとおリ;i1lr;E，入計企使

HJする乙ととした。

たん

必:!l三本IL'が1主JlJL た鋼鉄管はガス鍛I長官であったiJ~， ιzしは当IkJ山地には製造施z設をj!jつ工場が

なく， U包設することはばくだいな設備 t!i' をWL，災行不 í-fti~で，外国からの愉入に仰ぐほかはなか

ザー

つ;，_a しかし，約人することは政府の[-~~，rm奨励の忌 C/ こ Ij L，そのr(i-liT;;') _1~j 主 Jまもな ll~ けたコそに

で屯全日出i主!IL;が-Y;-Jl'tt芭れた。 'tb:気i存法は:AS-iKノ、戦j去、 fヅむよひ7メリ力に起(ハ :1';1;1;:アメリカ

ではすごに'kHJ的水準にi主 J 各五llYli宝物に利 !IJ されていにものむあった。 ~fil\i; l:)u; 1とはつぶさにこ

の実的をみ，よ 1.;'-}t;.呆を収めているので，その1%，C;を決定Lたしだいであったが? わがJ1Jではし、ま

だ海軍において熱むに研究されつつめった:ü_~ぽで，実lìIの域には迷していなかった。 したがってこ

の種の製法による管の採用には:まい考慮が払われたしだいであるが，検;すの結果存ifljとする点が多

く，設僚においても多額を要しないで， 日本の現iA

認めらnなかったので，!Jj断をもってこの採刑を決定したのであった。

昭和 6f)'. (1931年)5月15日そのf止聞についてとくにI'i務省の認可を持て日名~川:;I:t:jmのiFZ水管

に使用されたのであるc しかし訟の製作に当っては細心の1'3，むを払い，海'if_{の専門家を委帽して監
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3賢官と L，優秀な技術.slを製造工

場に';';;;mlさせ， dft支]:も技術試験

を経て熟練者のうちから選択従事

させたものであった。 t;は長さ 6

メートノレとし内出ij7スブアノレ i設

り，タトf部はアスフアノレト・タング

にひたし，シコー iグロス巻きつ

けの承口付犯とした。ただ現場抜

合においてお〕コーキングの際， jJk 

口部がfljlびてゆるむ場合が一部に

あったけれども順次改良が加えら

内径 1，100ミリメ{トル鋼管の製作〔昭和6年〕

れ，その埋設に当ってもtilJlLをm似しないよう防護しつつ慎重に行われた。

この管はJIjj設後すでに四半Ilt紀を経た今日なお文昨なく， :~:ll: i1j)l:も起らず無 h1!l!J1I'I'であり， ~-l;m 

はZl'J.:41司紘日長工王Fにおいて撤去されて dil司自己ノ}三代に転j刊され，二度のiVJめ，どしているが，撤去の際

の状況からみると内面もたいした呉状なく，外部はジ←ートグロスによる保設が比較的健tE"C，ア

スファノレト被肢も原形をとどめていて， ジュートグロスの破!fl筒所以外は腐食は認められなかっ

主こ。

このままの状態に泣けばなお多年使1はできるものと認められ，当時この行をNi用したことの)jJ(rJJ

を物詰るものであったう

~1~ 2節i 配水管工事の設計変更

i草7J(lefT'liが進行して事当tの重点が自己ノk工事は移行しようとするに先企ち，自己オ、Tljjに対する刊

検討が行われ次のような設計の変更をみるにいたったの

すなわち当初計凶では新設すへき餓比四日水木:iS'は西谷i'i'水J}))から 1'，11壬760ミリメ戸 iノレ日をもっ

て一部JILi互によるほか，大部分新線路どと築造して的凡区東ミIj:t~ の I\';j{::~を通過し，鶴見I!lT別 j引也什で

内i壬510ミリメ{トル{it;'に焔少してIBι1;且にいたり， i¥iJJ見iiITi付近で既設11，i壬400ミリメートル伐とj主

総する計困であったが，その後鶴見方面の工場地ffとして，また住宅地としてjijはな発民ぶりに似

し，鶴見配水管は既定計闘をいっそう増強する必要が認められたので，四谷浄水域からjJlji主施行の

鶴見自己水池まで新たに内径900ミリメートノレ管を1泣設して，鶴見自己水池以降はI!j径即日ミリメートノレ

ないし 600ミリメートノレ符をもって鶴見総Ni'寺前において既設告にj主総させることにした。乙のよ

うに本系統の飛躍的増強を図るとともにそのノレートを可及的都jlJ計間線路に併設し，将米紙E告を道

路として開放し極力地元の使訴に供して，その発展に資するために線路経過地の変更をすることと

した。この自己水符口径を犬きく変]Eしたことは工"I"i'/にも!Niiu在きたすはずであったが，すでに埠

水管に採用してなんらの支陣もなく，その価額i低成のj総h'i'iH#鉄?'iに侍えて似!!lJすることによっ
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この配水位 1--11壬増大によ (1---方ではttjlしかも 2てエ伎の低減をもたらし I官官置の必要がなか「た。

奈川区i'I1t京地，lifへも本営からの給水が可II告となり，将来別iこ殺設を見込まJした1，，1地区配水V?f接的言i

画を必要ζ しないばかりでなく，他方閣谷浄水場かり新たにa政レ1の予定であっに神奈川・背水方而

向15;こ対する Ii-';j区配水管による負担給水区域もまた新:在的比配水本j泣からの配水が可花こなって，

その新設が不要となるなど， まったく大口径出鉄資力事UJ11による災質的千"rMJな変史て持あうた。

また111手方rlllï;~;;民配水管におU ても抑ぷ)11 ・ 55 不lfhff\(j〉配水を鶴え配水本官に分ll!させた給

米，回谷浄水揚を起点とする必要もなく， !主'1，'i ，，，<~1/( MJIIIr:こお ρてL[;主内任24-{ :.-チ(610ζ リバー

iル) I，::i 区自己水オ1~1Í-~;から l何 9壬500 ミリメードル告を分111" L j日 FI~I. I台¥の事IY「tFlを増設して rtE世間d水

もリろん十~~i平自己水{'i~; と辿絡することにより，予定の根岸自己水島ーの設備をも rj 1 J上する乙とができたっ

ーノj、;I刊分の尚台に対しては給水不十分のきらしが品るが，場の阪り中めは有効水~11が多少減少し，

これら一小部分の高所はしばらく給水の必要もないので，将来その発展に応じて特殊の設備を 15'庖

することとしたc

l市'I'(におし、てもすなわら大間的にキて本計画むように自然凶下hこよる給JKに変挺したもので，

lfiJ手自己ノ}二場工事i'U18，900Plをi武在日し得ただけでなく，将来l刀ポンマ J主本台こ裂すむ総?行総伐を的i戒

この引 1 1 '1 変:æは JI!;~f廿 8 {). (1933li'-) 2月201，111会的議決を併する0'i多大の利益をもたらした。

[可年4月25日内務省、に認可を申訪 L， 何jil'91J191Jづけをもって沼町を受けた見， iH'W(;変史の河存1，
次のとおりで，工:'1';'('/ においては鶴見自己庁、臼(J);'r~; 任1{fJ)-:，によ ξl伐のI前倒はtH手配水上羽詰焔到'1..'，;や

工事費総額にむし‘ては変史えよ'..ものごあったが，lilfJ)O) f~じ LWIである 111.1め官')1.成宮tをもって悦1.(')

二 (T j 食会心二:~~_~ J，j'- J立まに~lU;)cq'. JtJおよびJZt!'，}i?l、0)f;l i 'j'.J丘中には完成山見通しを仰は合 p たため，

主交をしに。

リ;~ n- ltJlj 

nJ I 1';:;'¥]'-1: ! 日 長 I'1':;' 紅

ミ1)_，，_トル ヌ戸ト '1'

同 谷~印1~riL/Jく池 900 10，2.10鋼鉄管

鶴見配水i也~市 4応仙rl 剖 u; 7ヲ4$ii訟で

i _41、¥， ，，， "i~総 J、l 守的 I 600; 2，脚 。

計 12，983'

Yじ 布十 州

区一 tl:J I智内 筏紅 片 i;e 
lミリメー-，ル メ町トル

谷~鶴見町別所 760. 10，053 1'，却、む:

所~的見同 5101 3訓ヴ

諒

立

7]< 箆見富畠

H' I 似

tE 

).'11 

3
 

剖E
 

計

拡張工事副長~，_')r~llおよび支出方法の亥史

r~定4 道 li*~空中広îH'ist6，859，OOOP 

;{R 内

要I 11:首

?ν 
F
ふ

1
f
J
 

h
ゲ

山

ザ

刊
人変

主 ι'I 
L 

" 

二F ~，:制

目

189，000 
3，2即 ，950
2，704，285 
388，0加
m，765 

~ X[ 干算編

阿

189，000 
3，299，950 
2，704，285 
665，765 

度

昭和4年度支出撃1
" 5年度 9 

" 6年度 。。7年度グ
" 8年度ヴ

"-'r 
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拡張工事費更正予算比較表

究 目 i既定予算額;更正予算額 j差額増ム減|問 要
一一一一 ーっ一 一一一回，-， …一一百「ー…-'-f'f---一一一一一
軍事 水 工 ~i 'i~ I 3，190，300 I 3，190，300 I - I変更なきにつき内訳省略

浄水工事費

配水工 '11 j~ 

根岸配水場工事 j~

線路築逃 j~

鉄骨およびJr兵問入費

鉄管敷設費

E主 物 i~ 

似建 物J 安

建物新築 H

村 1'1 返 証l ft 

元b 主主 '!1 

電話架設資

器具機械費

評判 i立 製 f司 ~~ 

布市 iit 1l?: 

司与 j五 j~ 

4"' 儲 l'i: 

合 言十

384，1⑪3 384，100 

1，2日6，800 1，303，5口。 16，700 

118，900 L:.. 118，9日日

139，800 168，100 28，300 

741，600 797，2帥 55，600 

286，団O 338，200 51，700 

95，350 75，030 I ム 20，320

35，870 35，870 

59，480 日9，160 "" 20，320 

204，600 2日7，170 2，570 

174，1日O 175，150 1，050 

16，600 16，600 

135，047 135，日47

37，600 37，曲。

682，898 682，898 

4百0，130 480，130 

川 75 I 171，475 

6即蜘 I 6腕叩

第 3節継続年期の変更および;事業燥越し

ノノ

当初計画はI昭和4年(19290i')&からftlJ8 ij;_ C1933年〉皮にいたる 5か年計画をもって成架された

第 3回拡張tl11Hf)工111:ではあったが i;ii記のように越前計可条件にしたがって事業期羽をIP{幻 7:i二

度(1932 5つまでと 1 年繰り上げた。しかるに用地の貨)~<その他に意外の時日を~:し iお手1-17 年(1932

年〉皮の完工はとうていおよびもつかなかったので，ドId1::18年(1933of)2)3 設計変，~に~;;: [._， I司8年

度まで継続年期の延長をしたことは前日己のとおりであるが，その後 l年経過後もなおi8:d配水管王

事が未了であり， ~-ffJ十水脇工事にいたっ亡は色I，;ili ろ@池の型式についてなお審議中でその方針が決ま
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らなかったので， 1昭和 9"1 (1934"1') 2)J 20 1，1ふたたび継続"I'.WJおよび支出方法の変吏を L，1別手11

S1J'俊民E5i:-f'~日古 )277 ， 765J'i を分げて!司:'Wlft172 ， Oω1' 1， 1I(H119oj'.jJ;.'105，765PJと r:qを今史iEした。

しかしこの再皮の延長もなお!l{_~お19 j_I'.I~I-tl に工事の完成ができず， ζi述ろj品 i也およびÎ，~~水Y'，;;こ仁'j\

が米?であった。そこでnrr平日10{j'.(1935年) 3月にはすでに財iU;tは}二Xf.浅草lをもってまかなえたの

で未了工事だけを事業繰越しすることとし，昭和101， 1'皮当初の追加二J， t;i として次のように事3t~*~総

さらにIl:'{;j日10年度訪くにおいても，米了;l部分に刻しl別手11なおその年院内に7(;成できず，しをしたが，

11年度へ同様の手続をもって事業の繰越しをした。

拡張工事望者繰館予算額第 S回

<IVr，1手1111年度へr.~W組子:~~>く昭和初年度へ繰越予算>
!'] 

389，909 ?íD lUl結以ヱ'M~~~9 款
]，] 

597，152 1，{ 説、百~7 ;jS'( 

11，869 1~ f)5 l五164，202 n j芳~'J ¥" 1 'Ji 

378，040 

310，510 

1!1 

11'ノ'I(J品工 'Jr11 
ぞう

沈でん槽築造n

コ2m 
l 

532，9号。

318，700 

1~ 

2
 

5
 

間

以

品

事

築
工
一
引
秘

N
F
刀

ん

白

、

げ

に

つ
λ

ふ
ん

ー

コ:2立l

i 

3，300 3，300 

212，110 急速ろ J品計h築造1~220，300 ;t~ i主ろ i邑i也築;i1n
81，200 SJ，、公および問兵問入î~81，200 却、1[1およびh，j~只的入1r

13，日目)1-~ 
叫し

町民1肢
1んι

'(¥' iV):: 13，900 lt "〆9J_J.[ 付
U 鉄

36，240 '[lJ: 水自己つ4 
161 ，~町);l~ 

" 
水自己ワ

“ 

20，000 立i~ tf'o t皇

。。
羽

剖
1

3

 

6

6

 

]1]: 
ιもそ

1L!. 築路産車

4，840 鉄t:';;および民共腕入11(鉄管および胤兵P.llj入1!i:

11 ，400 ~(( 
f 

" λ  品、37，0α1 1r 
μL 

Uえ政"牛
I斗s;k 

26，5以)'i~ 

打、と

:jl，~ J1 3 28，3山)1~ 物?主3 

20，600 ι!，)金/.l J位:也|日制r~主'N20，600 :Gi，述ろ過池 1:1主新築1r

2，070 jq:Ji dí ・む _U公 ~i;Pî築 'i~2，070 'JLftJリI・主fl公合新築n
1，似10町北 l公 f7新築資1，950 臓に 公舎新築 1r

1，950 :{x Jji， 3，680 j~ ユ:t正

1，800 I'xl 型L制4 8，950 gl( 凶!}~ ". !l¥. 4 

7日}1北L主%i 
F 
d 2，880 ill'， 

2ピhl( 機ll-if 5 

2，220 jl( i也III 6 12，170 1S: i也liJ 6 

w: 設計変の他のそ百~ 4 trri 

ろj過i血の構造および池数について11日;['1112年 (193N，)にいたってその後におけるJムノk升工事や，

の変更や，四谷i'f，水場内に盆水池 l 池新設および世~Jよ方面自己水行の i\~Jii立勾 )jIfü'\ 両i を己:\(;jJ L-!Jí~h した

1，糾J百liilli変更について取りまとめ，何年3月内務大i互に対しヱJjf;i岡変革iに対する認可申誌をし，

5月26日づけの計可指令にIZしたがその内終は次のようなものであった。

大島送水井 新 設

原計画は神奈川県と合同し銘 2Wl工事である水市1工~lfを施行することを前提として，送水井の位訟をおJ出
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1出回名村守悶ッ谷と決定したので

あるが， I1Lはそのf相I'tj地区水J症の

ノ，](i聞をすでにはるか下iTLlこコミふろて

_ìì't手'1;の ~n 両l をたて二口Ifを治手する

にし、た， 1このと，本diも壬たノkィ!J;i_

L'lrを51lI'_l IjffifI" 0)ヘJむなさ!こいた

ラた。ここにおいてFl:J!二かん!ki:!J;i

-l~-'-h:O);;'giil を {11 なし、主主に ， 'i;lf'，i_ 

I'I':Jにt払没したliM，lls，n})}(;j'!kf:iiiを引き

わiきji1;j11したI))i!ird'.，さきに木川

工事とのIYA'li'むた氾した送ノi，jlσ〉

{立花?を，附!lfiiJj水l没怖との述討U'，
χ 品 j丘水井

ならびに古山水利 TかムのWU!J:)，!~{ノドt:f との WI係をも考隠して，新たに前出郡大沢村大おに位位変}Eの l 築造す

るのを使:flと辺、め，その位l'い〉変更をするとともにポンプ運転の故怖に備えるため， ?fIJ止を町!大して IJ'Jf手間

メートノlの有がL、式I'J筒形ノjくそうとし '::tた'II;'L]Jからの既設持水悼のj苦{t井として併閉する関係 J:，池内に

隔壁を設け 2s，~宮に分けた。この大向送水引のj:lí誌は有去のユミ g，~jtf {ì ~l より摂1i が低いため， 'lll'1J Jか九の活;)(

f止が日量約12，00031:;]メー iノI.--lNjl目するにいた )lこ。

2 急速ろ過池の褒更

}Jj~計[唄においては既設と問視のジューエバ式ろ過池 5 仰を附設して，既"立と{r~つぜて 10仰と~， うち 1

仰を予備として，ろ過i虫l立1H .115 メ… 1 ル止iJl~TítHこ 11189 ， 092 立 )jメートルのろ過能力とする í'íÎlであ J

fこが，使用実織にかんがみ検討を

犯するものがあったのでいろいろ

と研究の結烈，そのおi曲述度はや

叩過大のきらいがあり，かっち過

府の洗浄方法についてもなお改良

の余地があったので， 1¥1定fitIilliを

変'fl':~r，主設およびl開設ともろ迅速

度をl日120メー lルのfit$rとし，

tH設ろ過池はボイラ一式によるこ

ととして， その1止を 7佃にt(11Jn

L 既設と合わせて12池としうち

1池を予備として l日目0，110立方

メ{トルのろj品能力に改めた。

ZH3間拡張第 llVJヱーIfによって増設された西谷浄水場

;Gli車ろ]fi!1池の内部

なおr;EE!iおよび市設ろ過池の洗浄に{Jじするためj:rrたに急 1主ろ過池南側~::.内径10メート;t.'，有効，J(I京4メー

トル，有効貯水盆314_l[方メートル，ノkそう if:i水位ノ寸呂池ノ'J<iliiJ')1，75メートルの鉄廿i昨ili銅銭抵気清11:'の洗

浄用高架水そうを築造した。

3 西谷着水池の新設

阪計凶におし、ては内径1，1日Oミクメートノt--JJ;(ノI}(~:'; はその終端西谷(ft;.k 1J"，jにおいて既設清水井に旺人する予

定であったが， JII升ill:水池以降の各Jn*I[S(J)流s:を測定 jプるとともに，緩述および急述1>6過池への分水量
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をrtr~節測定す〆lJl~ 要を認め， うものむ・長さ19/ートル，服1日メー 1，/1-，ノト探 3メ".'ιo)~';.ì~盟主γ力寸乞鉄

筋コンクリート辺自長万Jf0そヲ日苅本池~:tL.l:水池を桁l主 Jた。

子安方面配水本管の新設

神奈川および尚児両区内の思立地完成にともな1， -.::r.Jl:jJt1J.;t正として心発民荊しく，ユJ;~'，，'IJjl-(O)'，，!，-;_j止もまに n

を追って激増す。勢いで晶ったので， この新;t古川安に I，d~るため預託内径900 ミりメートノ)..-1i~凡百しノkヰ:官ーの

途中，神奈川区E寺尾町字刈，~におρて子 't:_)jl[:i ~:-:.~:二地帯への校告として， 1ヘtili5曲、りメ }ル向紋tJr邸

官主分岐新設し， l号間近 UlnC[!tu)入iJ日付近において既設内筏16インチ (410ミ"メ 1. ''..--)円し水1:¥.に

連絡させ神奈川区辿充足立主区への収.iB)百強をか1!こ。その延長i土2，190メートIレにおよんだ。

鶴見回水線路配水支管新設

11品見配水機路 l土地7じの要請が，1-)りかつl也元から糾E品川 IJ也の大刊;分"'，~'11 を受けた|羽係もあって，線&'-(íを3主

克してその踊iヨを 9メ トノH二tド;).、~， なるへ〈羽目 fiJ-i"iA1道路線と一致させ， 1司抱7らの発民をi司る筑を立て

た。しかるに寺内総告にjì~ う地減は従来から欽料水をうるのに困難であったことが大きく発展を史書していた

関係上，内径900 ミリメー I ル配ノリく木管の新設を椴と L，木管から分*~沿線に泊って次のように配水文信?

を新設 L 既設~~水管との連絡をI司り，沿線11域一帯戸、給水に資した。

(延 iょ〕 〔事{設費:

1 Jt fd"""1i:t;!jj(・nt!1fJ，U出iJ i八径 150 ミリメー~ ~レ ti.";; 1，32Gメ ー ル 8，8，;，1rl 

2 篠原・日 j!}_;rr~沼~郊名・溝口県道山i " " " 1，430 ノ/ 9，581/1 

3 青木町民区線 " 350 " 950 ノノ 15，2国"

4 五f;昆高区紋 " " " 日町) /ノ 14，1加"

5 " " 
1日。 n 92口 " 12，604/1 

6 ノf " ;150 " J ，530 " 17，136JI 

言十 78，ω5" 

第 7章 工事の緩急と進行状況

第 3@拡張工事はすでに附作 2Ijo (1927主Iつ にl正案，直ちに若 Iの子;とであったのが，日iとの1111

に水源問題について種々折衝を室ねている聞にむなしく日をすごして， 3年fl;!の iJ-'句主をきた L，よ

うやく昭1'15'i'-(1930年) 7月施行認可を受ば司:¥i:.9 月 8 日にはE!J谷i'i'水JJ;j- h"~ 叶において朝日yの

名士多数参列のもとに起工式を挙行するにいたったのであったロ しかし1t53D副!IIAて:C:'jlを施タ了寸一 ε

第一の要点ば当正?水不足に悩む町内にまず7hl7J(を設かにすることで占ううたので， 二1'，~';f;;: 1;む ri史上 tit 

弱点とした部分の拡張工事を緊急に随行することが肝要であった。

当時の施設としては水質に也、まれていた関係ヒ， i'!"7tli包設はろi挫述伎の加巡によって給ノ主訟をま

かない得たが，収水盆と411水品lはまったく余ffがなかったので，iV-1和15年(1930#'.)工事ノ若手とと

もにきたるべき昭和 6 年の又を I~ ざして lEbJdít と埠水丞のt駄目を図ることが先決であったc

J か し第 3]]拡張第 1Wiニ:{J]:の起点目名から終点西谷t{i't水揚にいたる全延長24，460メートノレにわ

たる工事を一挙に解決することに困難の ζ とであ勺たので 最初の目標を;!I井絞合弁から西谷浄水

場11118，必Oメー|ルの区mJに泣いて肉径1，100ミリ川一トル叫，*告工事を急施 L，)1111妓合升上流側

には途中東京府南多摩郡市村地内にお町， 'て玩設内径36インチ (910 ミリメートん〉導水%~，こ Jnli.Eポン
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ブを設置してAi三L，もヴて導ノk註の地強を図る ζ ととした。このためれ布15';F (1930'1') '1'には

次のように所些鉄Yi類の供給契たが締結された。

t午 人一

市
川

給

一

江he 
田

μ
H

R
 

2

4

 

世
一
久内筏 1 ， lúO ミリメートル昔ì1íl圧鈎鉄夜管675~三外21点

。 1.100ミリメートル制水芳一 6]Jタ>4点、

" 8日日ミ 1メートル長さ 6メートル鋼鉄陸管27本外31点

731，576 

13，635 

14，375 三菱造船株式会キl

Ot) 三若造船割、式会討に発注さ日た鋼鉄t:n土常気出接官として白木におい亡初出て製作された水辺併で

あって，同会村布11'1'τ工場において製造された。木管は将来配水工事孤児配水せに政府されるむ闘のb

とに，一時的にお時樹木fA怖に転用するため急いで発注されたものであった。

ついでi昭和 5年 (1930'j') 7 月 3 日鉄管!，主査および淫取を主管とする2í~3 工i豆事務所，および付
昔、た【"

，!{J~構内鉄管 i在Jt} を水陸ヨミ;且 l刀(il!を考慮してや11系川住一古木 IIIT北幸，I\T3 ， 497番地(横浜!!R !i~悦子)11:廿ν.)

に改訂一 L，その建築および構i司施設を急いでl可壬l'8 H24日には検交i斉み鉄;i;{のj斗初の1Mil'がみられ

るにいたった。
つず室

一1方1"iS鉄先ふ7管iι:I")必l忠3泣e設コヱ吟耳事下を担当する第2二工uβ仮3玄'.，計JE河1務主糾i
誌i詑古され ，亡のτ事iFE務F所庁i倉吉F且~\の主絞主悩倫iおよび職.8J;'街"百!守7会凡rn主在♂来公4余子の改;造斗i修室司弓恐l'一を f行コい' 二工仁狗区一ご事fq務具所附;設没σの〕

叫刀伊〉ら11凶i品白:当iちにj導草7水k総路σのJ築i造去にノ茄右手し 3 その進行を図るのかたわら同i;:_9月1日から?I引から西谷

に向って l竹径1. 100 ミリメートル苛\*~*\\'款設工事に7fl三したD まだ下ifiUli'Jï四谷 l[t7Jd_対からは初日

工区lこ1'[汁A る四谷闘の手によフて同1I;lj:;こ川井に!匂って鉄''G敷設工事を進め Tlli]者の協力によって日日

平日 6'1'.(1931f:'.)7月には延長8，450

ハートルにわたる1ri"lr;{I:¥Jの内筏

1 ， 100 ミりメー 1 ノし fk可~::~;';(政二CJI:

を完成L，)]:Jに!J包設した川l主談合

)1ヒrJTWUJi羽村地1¥における既設

内径36インチ (910~リメー l ノレ〉

導7j(:f~f加圧ポンフとめいまっても

i目前16年(1931#.)の廷はその埠

水能力のi並大によって断水立免れ

0itこむワこっTこ。
最初の導水加圧ポンプ所昭和6年東京府南多摩郡市村

;たに取水位!-j_!:í~ 3阻拡張第zWI

三司1ーとしての水滅工事に待つしだいであったが， J日との合同j}~fjJ~についての解決がみら日なしの

で，いつの日に取水増加の目的を述しフるかの見通しを得なかったから，別途計画によって県ー?ifh

i~郡大沢村大島地先手11模川河川!般における伏流水をポ yプ揚水して道水管に連絡注入する臨時防水

施設工事を起し， これの工事を主管νかつ大島-JIIM.!lに内径 1，100ミリメ{、ノレ埠水管工:qcの上

流側工事を受け持つ第1工区事務所在1昭和 51，1'(1930年)12月8G ï:~ ，íF主ltfLl-ji(inに設置し，まず1.11&



!:117 Jji:工事の緩急と進行状況(318) 

時揚水設備工事に精励させて，う耳6年 (1931年〉日月12日には初めて 11'130，000石 (5，4日D立方メー

トノレ)を揚水しうるにいたり， liiJ&t:.E[は 1日最大配水対103，989立方メートノレに達したが，木施設

による原水補給によって，よく給水¥:なんらの文降もなく断水をjl;jl1することができた。

このように Lてさらに川和17年

(1932年〉のl{lこ備えるため， .J:uk 

大g，)~JI\jll日118 ， 680 メートルの内

筏1，100ミリメー lノレ埠水鉄行政

設ヱマF色合、施する i必要があった。

このエ司王は首~ 1 二仁 lメと ~n2_::U与の

tth力によって別利 6'1 (193lil'-) 

3 pl 5 11 1二下戸iî~品からこ1 ~'h に 1日干

し， ゴゴ 7守 (19321，1'-) 5 1125 U に

いたってようやくれ通をみるにい

たり，同年6月 3日川j+H'水場に

"'つ

Jg(7)、線路築造 (%13 回拡張立~U日エミ\0
内陸~ìl;麻i持村山ノ枠における切型l

おいて汲水修紋式をあげ， [WJ月18日には四谷行}水場において県庁関係者・Tlj内各官公庁長・市選11.'，

2号衆両院議員・ W，会議員.iIi会議員誘320名を招いてfb大にJm水祝tl式を挙行した。

この大局~JII井出118 ， 680 メートルにわたる!KI'BJは別記のとおり内径1 ， 100 ミリメートノレ電気治按

鋼鉄管を敷設したものであって，その所要欽官級は昭和 6~I二(1931年〉度において<5;:のとおり契約

されたものであった。

f午 名

金 額問|供 給 人 |||}西l摘lチ谷1:1活げ水'1<1池也お入水よ要管び
ニ{ドル ノミルフー a司

2121，，145300 株久目式立保製会問作鉄村所工所 用導水管問
内径1，100ミりメ{トル制水昔、 2倒Vt6，:i，

ノノ 鋼鉄直(管1木 1，4ミ060木メ 259，0日0浅野造船所 " 長さ ーいレ〕

" 鋼鉄山管 55本外9点 301，615 横浜船}ツ援ク制式会干'1:1
" 

このようにして従来の背山水恨のほかに問時施設ながんた，I;}jに新しい水泌を持お，主た二二品以降

雨谷浄水場にいたる内径 1，100ミリメートノレ洋水恰もrt;IDどとみるにいたり，設備能力は一挙に明大

したので，別手 7'1'-(193211'-)後半は主として(f'水て!Jcや，自己ノ]くれ工寸iに司令点がWlかれるよ弓にな

った。

すなわち昭和 8'1' (1933il'-)には潟水工事の淡ゴ:"IrとしてJ11) 1元水池も完成し， p~谷浄水坊のずi

*池・ itでん池・羽il1iM:1入所もまた7完成し，西日水工事も進み，臨時揚水の活用とあいまって問谷7汚水

最が増加したため，年とともに給水訟が著しく1¥{l;こしたにもかかわらず配水上なんらの支持もなく

過こ.すことができた。しかし緊急の工事に追われてζf速ろ，@!血その他米了のT'lrが残ったので拡張

T_:m:は昭和191，1'-(1934'1')皮lこ継続砥長された。円Eノk工事においては昭和16年以来すでに配水線路

の築造に}ff手し，新設線路内の鉄管敷設T-"Iiも進行して，昭和 9ij'. (1934'1'-)3)'J 151Jには新設内筏
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900 ミリメートル総見配水本:;-~\"の週水>2みるにいたった。鶴見自己水木管は従来給水不十分であった

鶴見方商工場地TUPおよび鶴見・神奈川の I~;J台への給水前強をかねたもので，神奈川三ツ沢方而・鶴

見京守尾 .w台方面にも本wJkから配水支1!~; を分岐した。昭和 9 '1'. (1934!fつの支にはこの配水位新

設は大きく斡いて 11:1l42，859:s1方メートルの最大配水認を記録したが，新設;iAt;Jく包および臨時揚

水の活用によザ断水の苦労を味わうことなくすごすことができた。

一方関谷iCi'7](場にf岳民する念i宝ろ過?也は当初]既設1型式であるジューエノレ式をj;tUflの予定であった

が， そのf後去郁一々=考ち

のうむi刈;河H似い区:配水j竹f抗l"_工に守事!ドEω泊が，.米4長之 fであつたため， 1町附町川i和 9'r (1凶93但4必叫'1ド屯つ)I皮立にjお3いてこれら心の1ワ〉コ 1事jl:司|附対矧f官係1系早だけ

z企ωkりi焔I府i干和l日旧]江1001'.(1935'.1'-) 1よ丘Eに*.:世越しJ事jl業とした。，:山向!日苛:，区自配日水d管l白-工仁ιi拝nは土f';j年}'f-rJJえしたが， 急速ろi坦池はホ

イラ{式をf去月iすることに決定してなお工事'1'で完成せず，さらに11日前IllW(1936年〉皮まで事業

繰越しをし，昭和12:{:j三(1937年) 3月末をもってようやくいっさいのf、l，li?工事を合わせ終了し，全

一1".'ドはここにまったく完成をみるにいたった。

工事由進行と設備能力四増強表

1 l-lJi.l大|似水能

1'. 円配t水 f註正 ifhμh…}千討刊T7古引li'l什1I州1
北万メ-→H叫可 立万メ向トル川| 立万メ{トル

昭附和和削l川6 I 10ω3，E叫 96，刈川凶醐O引; り ω
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世
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36，000 " 
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閉

山

田

8
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担

問

山

1

1
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-
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9 " 

" 
178，171 " 

" 

) ) 

|帥能力(浄水能力| 附された工事内容

的トトル| 町;l-1- "'1 日メ白川 lí，\~1時的水施設1fir成

101，4001 101，4叩1 139，0001南杓111庇ポ γプ警備'VVI '"'， ，vvl 叶 )lljj'~田谷11ii内出1 ， 1日 0 ミリメ
1 ~ 1ルミヰ水行部成

132，0川 190，3001 グ j 大，，\~)llj i'!'n内筏1 ， 1佃ミリメ! J._.;Jv，vv"l I ートノレ7}~(7J(!i士市成

凶，0001 ，， 1 グ!大川同州く175.¥!l:!J1台前川
" I j:Jh送水jj!;';成

" tυ 

" m吋新設忽述ろ過池使川m始

かくして抗 3回!Jt'Jj江市はH日新15 'j'.(1930年〕ぷ子以来延々 7年有半の自主月を総て昭和12年 (1937

'1'.)全く事業の完了をみたしだいであったが，この工τJr.χi工後は給水能力は年とともに町立大し昭和

初頭に味わった附水:ti~戸;J，数!.j'.l lJJ何抑!のように災施した節水宣伝・止水せん制限笥の年中行，jrにも

終JLn:をうって給水の72~~を図ることができたのであった。

第 8章 工 事 費

:主主jl弘Fの財源についてはすでに記したように当初予算7，220，0001'1のうじG町907.2日OPJを起債に，

その他を悶席補助および将I入金としたが，当時の国内財政事'l'itfはつとめて事業を抑制した緊縮政策

時代であったため，悶席補助は却下となり起債の計可も]E正され， :f1~知を 5 分減として次のよう

に大帆にJ:E縮された。

!:0 3 闘拡11~工事Itオi的

予算和U 6，859，000ド]
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6，602，88日lτ]TllfW 内訳

256，1201'1 水ilrnl主総入金その他

起fu許可証i

4，901，0ωPl (:i，I;(ノk工事j1分〕!:nlill1起m許可椛!昭和5年7月2U 

1，284，削01'1(配水工事分〕" :0112回6年 3}131円" 
6，185，000円計

I f!¥'入，I')'J11 

lif:!和"月 n
5. 12. 22 

しかし 1:;;じの!i'l可を 1_1Jtことはいえ~Vl:~仙人オしをしたのは}たのとおりであった。

'1 
孔，，.
9 1"， 先人"， ，~(似

rl 

2，587，引)0

liE 

同1f~~ お町f干!! 5 !.r. n~~ 

2n9会h't大政 "rYHi St:: fil; 397，4削)9 ワ

ー6 /ノ

j(i;! 品1，232，600 ワ
4 3 7 7 

mn公!立" " 932，10日5. 30 7 
" 

4，751，900円年前J6分
397，4日3Pl グ 4う}2)ij( 

内訳 f~!~ ，kJ， 保険!司
l大l凶'rnn{v=n日5，149，300 計

したがって災際にはこの起日間lと水道!_tL';長引からの繰入金256，120刊の{i計官{5，405，42日1'1が 1"1;

l:'I，:');ljむに際 L，持ノ'](;'(¥;および自己ノ)(1[':，;;にが成立r，;:にキ十えるにi'lHi似の総てとなったしだL、であるが‘

鋼鉄管を{車問したことと，;;-n材料の削除が低治したことによって木市人創立もってしてもなお剰余

1:を生じ， mJJ1iの仁'1¥である鶴見配水域l泣-Mii;fl?に 出金制を先月iしたほどであっ 1"20

その 1:'11は批も低限安価に完成しすなわらtí~ 3囚紘張第 1JVI工事は物{胡低誌の時JVI:こ施行して，
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摘要 '< 4年度 l

矧 1189，000

事業繰越矧 l
官(ii 23，979 

46 

FT~ に対す :GiJと ~I;t<<nt 土 rXのとおりとなった。
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第 S図鑑張工事費工事完1I支出額
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663.041 

1p67386} 

2，1日3.66¥

お12.50

電話架設1'1

(，~J~機械fl

附 T製図1fti 
7.0 326，618.1口111 山山相官

0.2 5，213.6201 7，302.380 'l'I 純

制，500.5014.656，211元:i，丸五五司 1HF40

ポ干すnjllViJ二~r，:t7E予算吉(jより

支出経13:ti iV\~k: したのごあったが， J 況をは il年まさに経済界の不lJC深刻合ねめたjl，!if~であったので，

物価賃金の低拡が詳しくすこぶる安上がりにできた。ことに長もT.fi'のかさむノ'1({e;~および配水i守

口事においてi司鉄管1iEITliこ上る経jl:節減は物価の低溶とあいまって宍(二130JJ円余の剰余を生み出

171，475.0C日ii i怖

すなわら木に!日土 8'1ミrlllという ]1121外の長期間にわたったため，

まことにユミ~}lí症というべきであった。なお木工τllTrOJ__i: ，;l. !Jすれによって示すように神

水こ!っji:48.9b，両日水工事21%，(pηldj，l工事i11'7 J~ ， 事務的13% と木瓜民:仁、Jïの詣点がiZEーに埠7.kWl強

のための浮7)(工事にあって，

しfこことは，

その第二が鶴見方l前工場I似11への両日氷強化にあ η たことはこのlヒ芋が

明白に物1苦っているしだいである。

三日

7をぶものと比枕すると次のとおりであったn
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貨や物と い自動上車げ " 9.00 

:i¥込ト 記 月 額 73.00 2日厄.00 5課4長.00 

技椛
手 " 

80.C日
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( 818) j~110~~1I1 第 3 li.il以張工 1¥

前記の物価去にみられるとおり，言'J3悶拡張第 l期工事施行当日'f(昭和16 年 ~12ór.) の一般物

価は現在と比較すると米f¥が4日日分のL 人夫伎が385分の1，新聞が366分の10)科医であるに対l_.，

工事の主要材料である鉄恰代は鋳鉄骨が現価の即日分のuこすぎなかったことからみても，この ul(

授が低廉となった率的が理解される。ことに鋼鉄管の使用によって〔鋼鉄管は現価の 1，150分の 1

で製作された〕さらに符代において低限となったのみならず，その 6メートノレという長尺の利点に

よって鉄管滋合数はその 3 分の l を減じ(内径 1 ， 100 ミリメー|ノレ管だけについても田名~)Il井[m

の鋼管使用によって当時 l 口あたり 32 fI!~35内を要した接合授が2 ， 30011 内外減少した〕その土

工， ，lli搬その他の諸問を加算すれば，その節減は著しいものがあったしだいである。

上記の事情はおよそその20年前に施行された1AS2回拡張工事の場合と比政すると，米代は1倍半，

人失負は 2倍半に田631ーしていた時代において，鈴鉄管の値」りはわずか2割程度すなわち1.2倍に

すぎなかったことをみても，また物資の需給状態からしでも工事を実施するにはまことにやりやす

いよい1時代であったことがうなずけるのである。

第9章 第3回拡張第 1期工事の特徴と効果

第 3悶拡張第1)罰工事はま平水ヨこ"Iiに京点、がおかれたもので，第 1@]拡5長工事が創設工事に対して

複管工事といわれたように，木工事もまた首52間拡張工事の複l1;工事ともいいうる工事であった。

したがってこの芯味においては構想としてはとくに新たなものはないが，この工'1;:を中心としてア

ウトサイダー的関迎を持った別途施行の臨時揚水設備工事と西谷西日水池築造工事および鶴見配水場

ulr，さらに臨時揚水ならびに寸y.71d~1設工事等によって，一方では原水の補給をし，他方自E水能力

をt時強 L，水路張工'Ifとともに，かつて，昭和 2年 (1927年〉当時 1日96，000立方メートノレにすぎ

なかった施設能力をー肝'1121ιoω立方メートノレとしτ，昭和13年 (1938年〕における 1日最大配水

没210，161立方メートルの給水にも耐えた強力設備となるにいたったのである。

本拡張工事の特徴は~nーに日本でネ刀めて泡全\i1ilお岡 {l:干を使用したことであり，第二は施設的に配

水管工事における総見・神奈川~~工場地!日への大幹線による増強と河台地防への t~l?<:線配管の充実

であった。

すなわち従来1J¥1内・神奈川総の末端から延長された西日%;のため，工業用水の増勢をまかない得な

かった鶴見方聞に対L.，西谷汀十水j:J;から政I去に山手lWI環状線を通って内径900-800~600 ミリメー

l ノレの鶴1j~~ê7)(幹線が政設され，途中神奈川子安方面の工場地帯に対しでも内径5C日ミリメートノレ

枝管を分岐し， lCiI方面の配水を強化した。また戸i区制止としては山手地区に対し従来の車椅経由東線

に対し浦舟町経由の回線佐敷設して両個1Iから同方面を税強し，さらに神奈川地区荷台および儲見丙

f?に対しては鶴見配水木符から分岐による校級と鶴見配水塔によってそれぞれ給水が5剣じされたわ

けであった。
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おr;lOWi: 苫13 回f)ti~ 品百'&U日コ斗噌7;走水出i工'11 としての臨時JJj水設備工事 (319 ) 

第3囲拡張第 1期工事暫定水源工事と

しての臨時揚水設備工事 (昭和6年~7年〉

第 1節水源の問題

昭和4年 (1929il'.) 7 Jl， Iとわかな炎Jit-に奔出するように急閉した配水立にたえられず，同月14

日以降しばしば断水を繰り返すにいたって， ~~;t，1、に1Jili設の拡張を悶るため，かねて計部中の第 3 囚

拡張工事の登場となった。この工事はまず}.1~~水工事から急速施行されたが，その水源工事は神奈川i

>~との合同施行によって和史 )11からm水する計画であった。しかし県の工事態勢が設わないままに

治手の述びとならなかったので，従来のままの取水能力では昭和6年 (1931年〕以降の予想される

配水量をまかないきれないことは火をみるより明らかであった。

ここにおいて第 3@]拡張工:;1\の~~2 期工事として見送られた水源工事の完成までのつなぎとし

て，昭和6年 (1日311J')以降の水拡に対処して， IM定的応急水源として取り上げられたのが臨時揚

水設備工事であった。

第 2岱i 工事計図

本市はかねて!:iS3 回fll\'Jl~工事の水源調査においてすでに粉模川の伏流水に関しては調査済みであ

ったので，この主，日以に装いてnト久升;ml湖南下j地先〔湖南村の地域ではあったがrAL心からは左岸のtii

l'El部大沢村大，1;blJIIJであった〕において相模川の伏流水を然水くみ上げ，既設iJ1水管に連絡注入して

原水を補給する~{，~n当初水設備工事を施行することとし，昭和 4 年 (1929年〉その準備を整え翠 5 年

度当初予算にその工事授を言|上しi司年5月22日内務匂に事業認可の申請におよんだのであった。

昭和5年度当初予算白うち簡時揚水設備工事予算

予 予 ~-l- 説 明

主主 l]'i )予算額|研 目|予算額| (臨時揚水設備資関係〉

同 同

首11款設 的 * 
481，492 481，492 

3 建設物 n 148，867 148，867 

l 建物資 12，857 0ポYプ場新築工事'l'I3，600円

2 設備改良if.~ 136，010 Ollk~待揚水設備'l'I 122，300円

4 捺兵機械新調質 8，334 8，334 

1新器具語機i械1~ 8，334 (うも4，100p]臨時J防水設備工事用〕

首，2款 nt jlE n 14，800 14，800 

l 土地買収授 14，800 14，800 

1 土地買収ï~ 14，800 OポYプ場敷地買収費 1，800p] 

臨時揚水設備関係工事費合計 131，800問



(320 ) 第10制 tn3 [日i拡張工中

水源の位置およびその水量の概算

フドi原の位置 fljl :t;~J 11県津久井郡湘南中「地内の杓絞川で J[j入れ刀法は湖南村地内相11呉川左W!'J{外河川敷地

に集水埋きょを敷設し周囲のじゃり府により自然的に荒ごしされた原水を集7kL¥t;¥7J(t::により阿地内に

設けたポンフ坊の吸水，1に務き，さちに同所に設備した泣l[UJt控泣紡2段ターピンポンフ 4台 C1]J水能力 1

15 につき， fd秒0.141立方メートル)をもって~'~庄郡同名付宇四谷の送ノMI' (百，3同総阪工事第 1WIT1H~

隠するもの〕に送給するとととした。

2 7]<盛田概算 JR入場付近の流水盆は次のとおわであった。

年 月IJ

コミ lE 8 {ド

9 年

流域 TfrT利雨hUE|主流域に川河水

一つ宮古士わ「一一22幼リットルI 25 .O~~íメートル

1，130 

7~-!~~---~-l 

29.06 

36.27 

29.177 

32.838 

40.985 

32.970 

(jffi1; ;"f:f;く)J司1読まこによる)

ヨ 所 要7界最 本計fJlDにおし、ては粍授のつごうL:t::し、Iりlf{.1和 9'1'.(1934年〕度末における総人口630，953人，

持及率100分の87と推定し給水人口550，000人，その l人 1[l :1(1:大使用長250リットルとして， 1日給水

民137，500立方メートルに対L設備許試を.w山水源J&1Kffi:1目96，000立ブJメートル，大島扮ノkポンプ目 R

48 ， OOO~vブjメートル什iftþO.564)~{.)j メートルロ20.255li~)j尺〕訂 144 ， 000立方メートルにWl強するものと

した。

4 京水量とかんがい用水の関係 本JR水計闘によって決耕用水に影響をおよlま?ーものとしては津久井抑制

Tií村ならびに布団に郡大沢村j也先下i~tにおける下記III?市かんがい用水で，左日Jかんがい前杭既設の分と H下

U!'TI岳rJlのものとをあわせて19.746'1');ヤロメー lルにHし毎秒7.401}'[カメートル， tïjt~かんがい国1級 2

082平方キロメートルに対 L毎秒3.478立方メー lル，合計毎秒10.879立カメ{トルの水設を必要とした。

しかるに京入日予定地点、における同水量は別表のとおり 1r}/_l/毎秒25.086立方メートルであったから本

nl'filljにtt-9-;;'"J流ノ'J(')1111置を取水してもかんがい円1*1こ刻してはなんら影響を与えないものであった。

1 Ji:. J't; 

(j'l /(1) 

同 :fi N 

Iば ill; 村

3ii品l庁U者L磯名水村利村お改よ良・び吉|)有岡生馬I村m以下村

昔十

2 右 w
?柑 TtJ ホI

l下沖中J.il< 011 H 

言十

3 左右岸 合計

(かんがい反別〉

0;169平方キロメートル

0.198 

19.379 

19.746 

0.099平方キロメートル

1.983 

2.082 

21.828 

( 取 水 fiD

毎砂;0.278.:.¥i:方メートノレ

0.278 

6.845 

7.401 

0.139立方メ{トル

3.339 

3.478 

10.879 



第101';';: !:r13 IÐ:l拡~lHn 1 則こ仁 -'IPI~_'f;，-t水源工マ1I としての臨時防水設備エド (321 ) 

士吉 3節工事の施行

木工事はn{3和 5年 (1930年)11月 11:1，もしポンプl'庁{寸;[Iにおいて十分のノ'J()i¥を符られるj具合に

はなるべくポンフー場に近接して耳、水埋きょを敷設して ι平氏のtlfi約をJむlすようとのノト述があって認

可となり，杭i棋)11かんがい水引用およひ河川敷地占)IJならひに工作物設[況の1'1もまた同月17日前可

となり，昭和 6il'. (1931{1') 1月27日工事に泊手した。

しかるに lúJ1，!~は 6 月に入ると配水訟急増しl司)]15日以降 lj.!. くも述 1:1 給水能力96，OOOOLJ-jメートル

を突破したので，名)，速に以水flli，'合を裂するにいたり，木工事のにtJ主施行に担当1liがかけられ，突貫工

事を*fcけた結!f1，;]JI'.8): 121Jかb待望lのj:M水をIJ日始するにいたった。すなわち同年中は10月6日ま

で，凶IkJ' 必~:に応じポンプを近.!1i!i，五 L ， 1 L1 5 ， 500:立方メ |ノレ住lit'2H.jノ'MIIi給 L，よく断水を免れ

た。

本技術は L:ti己中111安川{口J) 11放に限設した具、水四きょおよひfL水告によって蚊ノJ，JIに集水した水を
うづま2

175M;力u_i結口径300ミリメー lノレiA¥巻式償却ポンプ 4{ì くポンプ能力は各おH~60 メートノレti話毎秒

511M)をもって，キ1:1払:!JIIi'iJ ii'の附がいをはわしたl什j壬8C臼ミリメー|ノレt正予uhH'正ルijr;_:により，市j60 

メー lノレのIi:J: i::)tjノ'J，L， I~，技大，~~jt主合~I にけ人して， 1;1] 6 (，1とりいそぎ既設内筏 36インチ(910 

主リメートノレ〉仇にji{*8したI柏村加)[ポンプにより力11)王将水させた。 liij;i己11I 5，500立プノメー 1ノレ

の揚水註とはこの前付与水!JIIIJポンプの主主主Iであったわけである。

しかるに迎 7"1. (1932{1'.) になゐと，かねて iソド 11 1 0)首~ 3 凹弘政 I~-'_Ii.!県水'é' 1".'1' J '.iAt lH1llll 1'， ~) 11 

JIIi¥lq)I}'1I去し100ミリメー iノレ欽治 :Cj，がすこぶるj脱i制にiffi千'[L， Utl!IIj1こ冗過をそムる述びであっ

たので，ノド“I'phi~I'I 初の ('J~どおり本E泣備と新設jrf ;}( {ì:~，i との述総工事在jEE ぐ乙ととなり，1!f.1和(;"j'. (19 

工事中(左〉と完成後(右〕の大島臨時tPIノk設備(首H次)



(322) 第10編第 3 閏拡 5~ 工事

31年)10月6日防水ポンフの運転を休止した後は，さきにポンプ坊がけ七から!日線路上を既設大，iQ)

j主合升まで仮設した内筏800ミリメートノレ欽r，;;を撤去し， rJiたに下流にrii]っておHU山田名村におけ

る新設内径1 ， 100 ミリメートノレ導水行犯以までの述給{í.~;に転!日~，その敷設工事を緊急再開した。

本こ:-"，は昭和 7!.l二 (1932fF) 5 月 22 日までにいフさいの工事をrr~i、え，同月 25 日から揚水を開始し

て管内ピ):ìIW~\11l ， 6 n 3 日からがr~l~;のJ垂水を開始する fこいたり，必~:に応じて~&;j'(ポンプ4台によ

る全能力 (2011日〉の送水も可能となり自己水能力の1.".1こχ さな力が加えられるにいたったのである。

かくして昭和7年 (1932'1つは数年米経験した本i!?の不安からまったく解放されて安泰の又をす

ごすことができた。しかし配水量の州大が急ピッチであったため昭和 9年 (193411')JJ互には追)J[I'予

算をもって翌1011 支のJlx ノk能力を J\ÍJ1Jf1するため既設と日，jjJ，の 175}~!~力fE動機TI~[~i8内径300 ミリメート
5ず.舎

ルr<<!J巻ポンプ 1台が増設された。

Zl13 ¥iil 拡政計岡県オ路三z. HII 閲
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第 11編満州事変から第 2次世界大戦まで

〔昭和 6 年~ 16年)

第 1章 般情勢

昭和 6 年 (1931'1') 日月四日柳条潟の銃戸がJ断次波紋をひろげてついに:品川i~-n 変となり，戦前が

全満州におよび，型 7'j' 1月には上祐f事変が起って大限に日夜以烈な蛾|拡がj長:mされると， !'¥)I内情

勢もようやく緊張~，少ji]lr人による 5 ・ 15 事件が起るなどますます世相の変化が目立つようにな

った。

f昭和8年(1933'1りには満州事変の首;i'l役である国際連却のソソトン調査団の報告を不満として，

白木は同連盟から脱退L狐立への第一歩を踏み出Lた。

当時国際事的の否11きは活発で， ドイツにおいてはヒッ lラーによる独裁政治が確立し翌 9::q 

(1934主ト)12月に;主ワシン|ン海軍条約の満期とともに同条約は廃棄された。
かbぜ

このような情勢下に国際H¥Jの感fitは怒化[_.，相互の敵手rIも乏しく，その上に前年制定の外国為替
υこを

管理i去による拘束も災して，函際取引はますます表徴 l，っし、には椴mr~~~港以来の老f;i\ìとして Ilî氏

になじまれた英 1番官官ジャーデン・マヂソ Y際会さえ営業を続けることができず，横浜支f占を閉鎖

して日ItJ!;げるにいたった。

この悶際不安の情勢は勢のおもむくところを知らず， ~~~1O年 (1935;1')こ'ろ7)>ら列強各[週間に，

flnli備競争をもたbしてJ_l(備拡張が1ft進され， 1司11年 (1936'1') 1月にはロンドン/Jlj_!lY平縮会議も

iv_QM L， jJill"lには 2・26"I，:nという )_lfK与の;ルトがあり， :'1': i'Iに討がいこも大きくじ:えられて日本に:'(;

命起るとか，ターヂターがfjわれたかにJI主りざたされた大事件であった。

国のV'I外がこのよ 7に探迫 L情勢が急迫したので，政治的にも社会的にも大きく転換して非問時

風がl吹きまくり， Jli備!l1i11~に加えて i 制 '1'1' 変の拡大やJjlIj事変の激l~flに革慌のih大いよし、よ著しく，

注業界は活発となり重よさ長IJlI1!i，の株はi，ij)j恐が目だったョ

~i和12i1' (1937ゴ1') 7 月 7 日戸溝橋"l，:y~の突発によって iJ 主事変への進展となり，戦'"]はがぜん

J広大され北土;から'1'文さらに|当支と全支那にわたってjぶがわ当'13ij'.(1938年)にじ漢口の戸稲と

までなったが，戦線の:d:さとIムさと付久イ凶こいよいよ!盟;JJをあげての総力戦とな〉て，国家総動員

法が発動され， j_以紅"品品品J江;ユi

~- ，ガソリンの組問iが災施された。鉄2刊のご三きは配給統制よりさらに一歩を進めて使州統制iにま

で規似され，同12'1'(1937年)10月からは鉄剣工作物築造許可規刻によって，鉄筋コンクリート・

鉄骨・鉄'fu':Ujlはもちろん琵鉛鍛鉄板の使用にまで工作物の築造に計可が必要となった。

また統制は人の雇汚閣係にもおよび，昭和 13年 (1938年) 8月学校卒業者使用制限令が発令さ

れ，翌14年1月には圃民職業能力申告令が制定されて国民登録が笑比され， r可年7月には凶民徴用

令の発布となワ，応召と徴用の令書がひんぴんと恩呉を動員した。翌日年 (1940>ト〉には従業員雇
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入制限令も発令されて人間統制もまた一段と強化されたのであった。

さらに一般的には国民生活安定のための低物価政策が災施されて，資金放1:1:'，抑制のかたわら税率

の引上げ等もやめられた。そして1肉質節約が叫ばれ不急不問の事業や新規事業を抑制するため，町{

和12年(1937年) 9月臨時資金調整法が純行され，同14年 (1939年)4月には資金融通令の制定と

なり，資金の借入れも制約されて，その調達の商はいっそう図書mとなった。

他方国際的には八方ふさがりのうちにあって天体事件以来の問題解決に資するため日英東京会談

が開催される一方，ノモンハンにおいて日ソ両前線の激突があってi止界を衝動させた。またヨーロ

ッパにおいても昭和14年 (1939年) 9月ついにドイツ翠のポ{ラン F佼入を機としてイギリス・フ

ラyスの対ドイツ宣戦となって，第2次世界大戦への火ぶたが切られたのであった。

このようなめまくるしい一触即発の国際情勢のもとに，有事に対処する軍備拡張をしながら空前

の大消耗戦となった日文事変を遂行することはまことに容易でないものがあったので，挙回戦時体

制の施策がますます強化され，昭和15年 (1940年)4月1日からは鉄鋼需給統制規則等も制定され

て，経済統制はますます厳しく，ことに鉄11，11・非鉄金問・燃料・石油その他の各種重要資材の割当

;需給事務が複雑多岐となり，軍需または生産力拡充以外の一般民需はほとんどmllみられず，入手間

競となった。また労務においても昭和16年 (1941年)10月からは国民労務手肢が実施され京需産主、

以外の事業では労務者雇い入れが自由でなく，労務者自身も勝手に織を変えることができなくなっ

て，労務者の震点的配Eまがいっそう厳重に災施されたロ

このような統制の傾向は政治面にも，社会面にも現われて，政党は解体されて大政翼賛会が組織

され，ファッショ的色彩は一段と波厚となった。昭和16年 (1941年〉の春には外ではアメリカ・イ

ギリス・'1'悶・オランダによるいわゆるA.B'C.Dラインが結成されて日本を包囲する戦略体

制が進められ，さらにイギリス・アメリカ[ilu悶は在イギリス・アメリカの日本資産を凍結する経済

封鎖な敢行し，様度の経済的圧迫が加lえられるにいたった。

一方では日支事変という大消耗戦を戦いつつ，一方では国際的に経済のきずなから断ち切られて

孤立無線の形に陥っては，国内経済の上にも当然:こきく彩機されることとなり，前年の15年 (1940

年〕における砂糖・マッチの切符制を皮切りに， !WJ16iiミからは米の割当配給，野菜・みそ・しょう

油・砂糖・菓子などの切符~liJないし配給制が順次実施され，国民生活に大きな変化がもたらされ

た。ここにおいて政府はアメリカとの緊張緩和を図るための日米交渉を行ったのであったが，不成

功に終れついに昭和16年 (1941年)12月8日太平洋戦争に突入した。

第 2j雲 横浜市の状態

横浜市は大震災後の復興に際して工業立市を市是として向く掲げ，工場招致のため臨海工業地帯

の造成を策l..-，鶴見・神奈)1/1也先ー引の大型rr立 idtを施行し，昭和 6:fj三 (1931"1')には末広i吋・'J;;

善町地先の海岸収立が成り，同 8i手(1933年〕には山内.i\Jj品の両J-h'~頭，戸]10年(1935"めには瑞

穂埠頭が完成し，また恵比須町・宝日I・大黒町の広大な地域も昭和11年 (1936年〕までに順次埋立
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てられ，工場地帯の完成とともにしだいに幾多の工場の新設・拡張が行われて，この地域一帯に立

ち並ぶ無数の煙突の壮観は日本三六工業地刊の名にふさわしいものであった。

水道事業としてもIII是に従い，工場ね致のiBにUIJl，第3悶拡張工事を尖)Jhlして問方市1への給水

の充笑を図る一方，ぐの料金においても昭和8''1' (l933i['.)には工業用水等多量j;水量使用者に対す

る特別割引を行った。

当時におけるこの市勢の発展は外に向つでもさらに穴きな魅力となって昭和11年 (1936年〕には

金沢町およひ六iHHi付の合iJIとなり， :!!，!12年には JJi刊Jが併合され，さらに阿14i['.(1939年〉には

戸塚町ほか16かJIIT付の市域紛入となり， Hi域および人口は色、i))kな肱張・増加を示し， T1Tの規模の拡

大，市勢のlf'!隆はまことに院をみはるものがあった。

しかも大正 9ij' (1920年)1:111次官上界六戦後の反動以米渓災景気を除いて京微沈滞した長い不況

時代がようやく lls和 7年 (1932>1')を境として転換し，前記のように満州事変の長JtJ]化とIB際情勢

の変化にともなう軍滋の活発化によって， [I{{手11801'(1933年〉ごろから工場'1.:泣はがぜん活況を呈

l，その後も再読備の進行によってr1H和11年 (193601'.)ごろにおける事業界の躍進はますます著し

く，したがって水道使用主もまたi拠出したのであった。この情勢はさらに同14"1'(1939年〉にいた

って甲却i占体制への拶行によって A 段と興隆 L，:m:需工場はi百況にあふれ，工業用水の需要もそれに

比例して，水量は急テンポそもって橋大していった。

とれをT1iJ或・人口の線からながめても次のとおり異常な限進ぶりを示し， 10年間に人口が1.5倍

となり， 1，000，000人にまで達したことは，ひとり'rh域の拡大による人口の増大のみでなく，工場

のiを盛にともなう要員の都市集'1'のあらわれでもあった。

年 次| Hn f1'1 
人口均F音波

t向 ;型
ールにつき

、fJjキ四^円ト" 人 人

昭和 6 1ì~ 133.875 640，800 1 10日.0 1 4，787 

7 133.875 661，500 1 103.2 4，941 

8 133.875 682，6C日 106.5 I 5，099 

9 133.875 703，900 1 109.8 5，258 

10 135.630 704，29日 109.9 5，193 

11 168.020 738，400 115.2 4，395 金沢町・六irli荘村合併

12 173.180 759，700 118.6 4，387 日 T~-fH. {ìiJí

13 173.180 777，5日日 121.3 4，490 

14 400.970 866，2日D 135.2 2，160 戸海InT外16か町村合併

15 400.9'下O 968，091 151.1 2，414 

16 400.9干O 999，4日日 156.0 2，492 

さらにこれを経済的にみると，この期限]はJ:iむのように木市の工業:l:fu~H; である鶴見・神奈川方前

ならびに新興金沢地区における工場の充実発民苦しく， j位産またI首j正で，年々巨額の生産が日ま

れ，日本における三大工業地，貯のーっとして非常時日本の生産力を双周ににない，その|在感繁栄ぶ
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りは工業立市のm是ここに実るかの感があった。 また貿易もしたが η てめざましく， その翻も著し

く t~lc~員~，人口 1 ， 000 ， 000 の大都市として横浜の活況ぶりは ν 白よいよ ihIJ立の寸主にあった。

第 3コ生ヨユ
辱L

第 l節

水道事業 の 状態

配水支の猶加と 対旋

経済界の好転にともなう水量の増加〈昭和 6 年~9 年〉

満州事変J王っ発の当初は:ij:i:事活動としての活発な[jI}きはあったとしても，いまだそれが産業界に

反映して水道事業に信望?なおよぼすほどの急激なものではなかった。 こ乙に筋3回I仏政策 11即l工事

の導ノ"x:_:~，.工:'11 と臨時揚水設備が昭和 7 年 (1932iド ) iこ完成されて，配水能力がにわかに増強して給

水はまったく安泰した形となったから， ひたすら浅余の;より長工事の It巡を図っていたのである。

しかるに昭ね 8年 (1933，，，)にはいり経済界が好転~， 一般的なil!i況がみられ， 給水量も揺:'J自

し， ことに鶴見・衿奈川方面の工業地帯の給水話要がとみに均加するにおよんで第3回拡張工事に

よる鶴見脱水本管の急』むを図るとともに，，1;IJ途崎行による鶴見区馬場i仏国台に鶴見配水拐を施設し

鶴見工場地帯の給水を強化した。

ついで昭和9年 (193Mめには軍備WI係の需主主も激増し，物価も1底資 G，経涜界はいよし、ょ活況

を呈して水量が一段と増IJ~ L， ことに鶴え自己水幹線の週水による西日7kの円滑化に主 b鶴見方面使用

水量も急激な増大ぶりを示し，ノk泌を腎定施設である電力依存の臨時揚水設備にまつことは不安定

きわまりないので，第 3回拓政策 2期工事の7JciAl工事を昔、速に実施する必要に迫られる;口、たっ

Tこ。 しかL水源~rJIDlについて相模川取ノr.笑;土 l\\が相模川の河水を統制して多用途に刺用 G ， 合せて

洪水の調苅にも資する芯閣を持って計四十lであったので容易に巡ちょくをみず，横浜市単独水源、施

設案はとうてい災現防磁とみられるにいたった。

2 稔水量の増加と各種施設の増強〔昭和 10 年~13 正〕

ここにおいて昭和10'1'(1935'めにいたり相模，lli水源案については，後日 114の相続川河水統制I~\ï

業に参加してそのう}ノドを交けることに方針を変更し， ~+~ 3回拡政工事の水源と Lては工事の急速fJr

1，.>:を~-，るままに次期JjJ叫'1:、までの中間十Jt~l，、擦に計凶を変1EL，~ i主志川系現青山水:?/Jl~の拡張計匝を主

務省Jこ11'討した。 しかし i告さ主その他の Mìfmlll遜に災さ ~'L ， これもまた容易に認可とならずz

くにして限12吋 (1937fl'-) 3月に起工をみるような始末であ勺た。

干- .; .Ji'~ 
c、/、

この 7~~f!J:~工事がこのように日をむなしくして，定廷した1 1-I Hこも， [l{:{干119"1'(1934年〉ごろよりは

1Ìî勢とともにノf}~}立事業も前記のとお 9 発展好調の一途に飢え， さらに同年O!応大学の日吉移転に際

こ机を契機 ζ して昭和'12年 (1937年〉日吉村のjli域してはこれに協力してとくに給水の使を悶り，

合併にいたらしめたことは，その前年における金沢町および六im荘村の新市域合併とあいまち，給

水区域拡張して事笑ますます進展し，経済界の好調またこれに拍車をかけて配水量は年ごとに常非

な増加ぶりを示すにいたった。

この関水源拡張工事の空白1:寺':¥';i立大島における凶時揚水施設を順次増強してかろうじて原水の補
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給につとめ， また一方では第 3回拡張第 1lVJ工事の残工事である戸s水工事その他の進行を図った

が，すでに昭和1ï !， l ゐ (1932iO 度にむJx. したそのよ~lA(告は配水量の土問011に追わオじて不足となる鮎末

であったので，附手inZij'(1937年〉には臨時溺水ならびに諮水加圧増設工事を起して導水官に力日正

ポYプを設置し 1旦60;12Q!L立:Li!:::.J:!1c2J水主増加を図った。

一方このili内配水の増大に対処しては，昭和12i!:(1937年〉には鶴見海岸方商工場地平i子の給水増

加を図るため， Iベ筏500ミリメー「ノレ配水管の敷設E事を実施L また向年5月18日日吉方面給水

区t主編入許可にともない， J苦桶Ie[における既設内径 150ミリメー iル配水管の末端から丙径配水管

を E吉まで延長し，同方面に自己水制を拡~H した。さらに新京浜t主1;主が築造され毛に際~，あらかじ

めやjl奈川七島・生変地区の阿道路内の工事を施行するなどちぬくちゃく配水管の充実を図った。

また配水の強化に資するため昭和13'半(1938年〕の当初予算には古谷配水池の改造工事がめげら

れ，その平面的な底訴からtl'lていた出水口にヒットを築造し， H1水i誌を下げることによって，従来

平岡的なためWi水量の大部分が配水上の無効水量となっていたのが改良されて，突に 5剖の有効貯

水震の増加がもたらされた。

この五うに施設の光美強化のために不明の努力が総けられたが，さらにこれに笑を結ばせた ζ と

'"'な

は，かねてから鶴見区末広IIIT方面の一部を給水区域として営業中であった愉制水道株式会社の買収

であった。 I昭和125[二 (1937年) 5m1日この懸望号訴決によって全ii'域内の給水区域統ーを図ること

ができたのである。

(1)第4回拡張工事の茄ーr:.C明和 15年〉

このようにして昭和9年(1934まうごろ以来配水設の増大に対処してあらゆる方策を講じて，その

場その場の対京がたてられたとはいえ，ヲベて 1 11lm拡張、もしくはl~r，Îl II~j 応急的な瞥定工事にすぎず，

恭本的な計illYとしては吋吹 111払営相絞川河ホザ~J日l)'，~，から交付るう:九"1<J訂正秒 5.55立方メートルを

水源として，これを111，)jに配水する一主iよりJ出張工事にすべてをかけるのほかな，p った。

こ乙;にこ2おδ叫しい、てI似凶凶1有和4刊叫jは13引f内1二 (α19.幻'38が:I-jωリ J上ニuμ4必宇料抑)，以lM4奈Tη川j凡11仏}ιiよ;;'，必，営畠相楳川"

も J翌J，:l九jロl比45年ドこれZなEノ水j，く;託指1括，~i とす主るム 2却i存'S41凶泣占弘ムω4版kコL写引[を毛引剖1計n~，陸凶u:__ て j j);N;μJの逃f長に比例して急増しつつあった配

水itミとまかなうため附有U5JI'(1940主ド) 3μ まず，Uぬを裂するJQ水:iSI引から活工した。

な~2 節 I砕局の進展 ι水道事業〔昭和 11年-16年)

1 工場招致策とエ薬用水料金の低減(lIiHl1ll，;1') 

l)i-iMならびに:t!l量拡jr:/~J保工場が活況をitL ， L3た)fj;J(j五史が激増すると， 3L141の他IIJ2';に応じ

て料金の負担が大きくなって，ょうやくユ;諜I/J/)(の単価が問題となるに先だら，工場招致のTh廷に

]1'して11百戸llJfi: (193611つ4月11:1 ipら工場j刊水料金の l割引下げおよび船舶給水料金の引下げを

実Ifiliした。船舶給水料金の低減、また横浜港繁栄に資する一段となったのであった.

Z 時局と消費節約(昭和 12 年~16 年〉

昭和12年(1937年)1ヨ支事変がぽっ発すると，満州事亥以来の好況に拍車が加えられ，物価は一

般に騰貴しことに金属類の騰貴は著しく， トン当り 95円程度の鋳鉄管は一躍 170円と 18刻のお騰
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を示し，合金鉛管はキログラム当り36銭から53銭と15割の騰fiを示 L，ために追加予算が討とされ

たほどであった。

しかし時局の重圧下にあってあくまで緊約百ii'戒を必要とした市態であコたので，河'1'-9月27C1111

の方針として11寺局にかんがみ子符の322理節約方の;]h主があわ液13年 (1938年)7月初日にはさら

にl時局重大のおりからとてitFCt節約に|対する依命通達が発せられ， 1)'1策に問]して予算の 2'1;11ないし

3 ~"J額の節約がされた。

l沼f官141.ド (1939'1'-)には崎市のj住民はますます急テンポに;fu?ノ) f" X'~ 調ωえに際してはlRから「仏t

}~J重大宮1J11え物資労;)0)需給制~\t_~í(iìljiJr節約に [YJ しー限切な相成れu とのj岳i主があり，予1筑1の災行

には2緊t拘焔h政策をい

とするよう綿i杭七、な;指日可示ミがあつた。

昭和16年(1941'1'-)になると様相はさらに急転し， Tli長がその子J11.編成方針として説明したとこ

ろにしたがえば「日文、¥1:変と欧州における戦争にかんがみ物動計阿にともない，いよいよ物資労力

の需給制喰・げii'ti'i'iiK:'，)の徹底が!}.t約され，木Tliでは米1'1公{ム利子科n*出の問題も1I，lj:)';;)の現状から当分

好転の見込みなく，貿易物資の統制，その他II~j防の彩特に基く T↑f民経済の変動は古ÎI途の楽縦を計さ

ず， IT{HrUS1j:.肢から地方税の大改jTーもあって税収入の見積りに読しい変化があり，政IHにおいては
かわせ

震災関係米貨公債の元金償還開始の11:1')切に入り，おりから対iこ為替の下活はなはだしく，また一般

物価・ジ~s.wの騰it も砕しく， 1隊員に対する物価税伐にともなう諸手当の給与も憎大し，かつまたl時

局関係緊急経授の~{f\!ì~~ によって収支の均衡図版となった」としているが，水道事業もまたごたぶ
かわせ

んにもれず，ことに英1~公依，米iT公依の為千年の逆制に大きくあえぎ，職員手当の増額や時間関係

伎の主:I! I1 r¥Ijの陥みに，ょうヤ<iiiY1主困難なるかにうかがわれた。ことに水道事業用の資材がいずれ

も極端な値上がりに加えて，11り，)下の11/)ff*.先制の強化に上り，入手間械となったため事業のJiTI杭はこ

の点、からも凶総となり， 1山 F;~)にかんがみ防虫と戦力問強のため以外の経常的工事はいっさい節約た

なJ:ォアとさ'etこ。

3 時局を反映した諸事業の実施

L: iì己のような1l!J'.).-，jの ~ii;nが反映してノJ()ぽ'Ftょの上にも， n:j同色tとともなった二三のf1:'¥1:が表Tfiiに

現われた。

(1) '1'Wili'リ水道メ ターのJ五日J(叫仰111年〕 一般に水道メーターは水の料余に比して'hlJifijでか

つ市価と予算の関係から'ìl~に染者とのl出入折衝に引が11rれたものであったが，たまたま:unirdi水道

局の発案にかかる小型中 w~II水道メーターのIH現をみるにおよんで， n~li:Jt，Jがら資材節約，経r'l節

減の紋に日II L，在米の染者製rij1の購入'主とりやめ，その ~~fl をJおけすることに決定して，昭和111ド

(1936il'-) 10月から吏員以 F3 名を東京lIi水道局芝浦工場に派して，口径13 ミリメー l ノレ巾W型自l~

式単匝水道メーター12，000個の組立製作ならひに検定受験を災施した。

(2) 給水装在二1:予の制限 H年周の進Jj~切迫の及ぼすところ， 111上一般にも強く反日央し，他人の家

l主建設も資料人子~I[由、らようやく頭打 b となれ給水戸数のi\{JJJln111総は念、1般に鈍った。また鋭，*~お

よび非鉄金属類の総質および割当¥JjlJによる入手難から局有資料支給による給水工事が不能となり，
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給水工事の施行は手持材私有者に限られるようになった。

(3) tm模原隊w施設への原水供給(1昭和 13年〕 昭和lll'I'-(l936'f1') j'.' :j世界都防相!開[に際軍士1?r~v

校が設立されて以後， i~~;jmCH日相1'wJ~{mT~;:j;:は陵却諸施設が昔、 rl'約に建設されたが，昨似{和1臼3年 (α19犯38

年〕向E問町1汀1大E 

水ブ方fの要訪があつて，主務省の認可を符， IヰノrJ(管から分岐管をだし水道線路ぎわにおいて分水し

た。

(4) 111;""施設の実施(1昭和 13'1つ昭和113年 (1938"の日支事変の;11限によ 4 てl時局の様相がよ

うやく緊迫し，ついに 8月27日にはmから防空の1jfli設に1)[1し必袈設備資材についてのl!H合があ円

た。初めて出現ならぬ防空の施設にWlする問題が本絡的に取りとげられ，当局は消火せん設Viiiの的

強をはかることとなった。

(5) 木炭の自家j官製炭(1四手1115年開始〕 ガソリンの統制以来， 811はlUlの一滴にも比べて貴重と

なり，一般ガソリン自動車は木炭による代用燃料粛に代わった。しかるにl別手P15年(1940年〕に至り

木炭もまた配給統制!となり，所要況の入手間昔話となった。木炭の不足は工司王卜lこもまた自動車の運

行上にも};;.;絡が大きかったので，九府jはi誼志水市1林において自家用製炭事業を起し，山梨県の許可

な得て横浜に直送，自家mに供し， }b~主主主g訟に資するところが大きかった。

第 3節 水道事業の経済状態

満州事変のぼっ発した附和6年 (1931年〕のころは経済界不況のどん民同イヒで，外では河年9月

のイギリスの金本位制{-';;11があり，内では浜口・枝問と二代の緊縮内閣によって不況時代を財政の

緊縮に上って耐えIJ-， こうとする方策がとられたので，年ごとに潔~:ìÎIに緊縮を重ねて水道事業におい

ても昭和6年 (1931iO [主には経'ii;;予算の 5分に相当する 363，000円の終1'!の節約をしたほどであ

った。

このような経済ilfjj'/カ〉ら一般市民も不況にあえぎ萎倣疲弊していたので，まず水道事業としても

nT民の負担軽減を図る目的をもって，不詳であった水道使ITJ料年四季徴収一期分担j納j[jlJを毎月集金

制に改め，概算金古ij納品IJを廃止し， Jmえるに一部料金の『際減を図るとともに， 11寺l止に即して料金減

免の純聞を拡大した。またう司 7'1' (1932iのにはいっそうの深約方針が採用されてさらに 247，000
ヲかわせ

内の予算削減をみたが， lìíj年末51ミの金輸出終止の彩絡を受けて f，VM~相場がj股n~ L"公日1'{!1において

300，000円の税額支払を要するにいたり，整理公wの発行によってかろうじて処理した始末であっ

た。しかるに昭和8年(19335のには長かった沈滞期の不況がにわかに好転L-，経済界に光明がみら

れるにいたり，満州事変以来の軍需の的大による工場主1:.iW:の増大とあいまってようやく好況の1止を

迎え，水道事業収入もまた昭和 9 年 (1934年〕以後は収入t(~額の趨勢ミヰーしいものがあった。

しかしこの絞i斉好況の反国には物価のJJ.~t~i も漸次進み，昭和no1'ド(1935"のには金!lïì~î，ことに
かじせ かわせ

鉛や鉄管の暴騰のため，追加予~r.iJ;計上されたほどであり，また為替不利による為終差損充当のた

め216，841円の起債も必要としたが，同年の収入の好剥がこれらの財械をみたして余り，起債には

及ばなかったほどの憎収がみられた。
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翌日年 (1936年〕には工業立市，貿易振興の方策の一助として，工業用水および船舶給水料金の

1割程度の引下げを行ったが，給水の好調ぶりは収入となんらの影響もなく治i収となれさらに12

年 (1937年〕にいたっては拡張工事の完成と新市域の編入ならびに工場地帯の配水管増強によって

給水が一段と増進して従前に例をみないほどの増収なもたらした。しかし一方では日支事変景気に

よる需要増大が原因となり物価騰貴もますます著しく，そのため追加予算が計」しされた。

また昭和13年 (1938年〕にも水の工場需要増はますます料金収入を飛限的に増加させ，さらに同

14年 (1939年〕には工業用水の需要が一段と111可決したため， その増収ぶりも破天荒の勢いを示し

た。そして一方では昭和12年 (1937年〉以来の時局にかんがみ毎年予算の数理，節約方のiill達があ

り，年々節約に節約が重ねられたので，勢い年々残った剰余金は翌年度へ丘一カ〉に繰越され，臨時務
かわ町

水設備工事や配水管の拡張敷設ならびに為柊不利による外債償還さ!j;の追加財源および鉛管その他の

値上がりに対する財源等を補給して余りあるものがあった。

すなわち次表のとおり昭和 6&1二 (1931年〉以後10年間に一部料金の低減があったのにもかかわら

ず収入額が音増したことは上記の憎勢を十分に物詩るものであった。

年

昭和 6年

7 

8 

9 

10 

11 

2

3

4

5

6

 

1

1

1

1

1

 

度

使用料金収入表

使用料金 1 年 間 増 加 額 増 率 指 数

お
刊
日

1
m
問

日

M

2

2

 

同

72，740.52 

110，975.36 

182，344.27 

100 

104 

109 

118 

131 

141 

161 

175 

190 

200 

209 

2，235，001.14 

2，417，345.41 

2，691，808.84 

2，894，068.10 

3，311，811.02 

3，59日，983.25

274，463.43 

202，259.26 

417，742.92 

279，172.23 

309，349.26 

208，322.49 

183，560.29 

3，900，332.51 

4，108，655.00 

4，292，215.29 

第 4節給水事情(昭 和6年 -16年〕

昭和の初頭は大正以来の経済界の底知れぬ不況がたたって市勢は111'ひ附?'" 給水戸数の増加はま

ったく頭うちとなった。すなわち従来は震災直後の激憎を別として，おおむね年々総給水戸数の 7

%程度，戸数にして 5，000戸内外のt草加がみられたのであったが，昭和4年 (1929年〉以後は次記

の表のとおり，その増加率はにわかに低下して世の不景気をそのまま表現するかのような姿となっ

た。 しかるに前記のように満州事変以後の情勢変化から昭和8年 (1933年〕を境として工業需%i'

がにわかに増大し経済界の好転をみるようになって，給水戸数の増勢若しくなり， その普及率も

84.3%に達し，ことに昭和10年 (1935年〕における列国の軍備再設備ミ字国際情勢の勧きにつれて軍
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需関係の生産はいっそう明強され，京浜工業地，iiiをJ体する横浜においては，工場の新設・ f開設があ

いついだ。したがって工場要員の来日する者がIR加し，市の人口も急激な上昇級をたどり， l1?i荊19

年 (193M!こ〉以後年々の給水戸数も珂び5，000戸内外の噌加を示すほどの協進1時代を十日米したので

あった。

まだこの年々の給水戸数の実数を昭和2年 (1927年〉における第3回総張第 1Wl工事の計画予想

と対照すると下記グラフのごとく，震災復興完成の年すなわち昭和4年 (1929年〉における呉?i?を

除いて昭和9年 (1933l1')までは言i間の子15給 二1"1二一年皮|年末給水戸叫 l 刊li咋増1世ω~J.υ仰j
水戸数の線に達しないが，河川年(1934年〕以 i 戸 f~l 

!昭和3年! 101，087 
後は予想線を t悶ったカーブを示して， 1時代の

4 1 106，469 1 5，382 1 0.053 

変化をそのまま物語っているのである。 5 1 109.690 3，221 1 0.030 

またこれを給水泣からみると昭和6年 (1931 I 6 I 1ll，825 I 2，135 i 0.019 
年〉の l臼の最大配水;止は 103，989立方メート 7 1 113，468 1 1，643 1 0.015 

ノレを示し，前年より 3，865立方メー lノレの増JJII 1 8 1 116.336 1 2，868 1 0.025 

セあったが，一般的には工場等の多量消ï，~者の 9 1 121，313 i 4，977 I 0.043 

減退が目だった。 10 I 126，399 I 5，086 I 0.042 

11 I 131，260 I 4，861 I 0.040 
しかし，この年は8月中における降雨がわずか

12 1 137，680 1 6，420 1 0.049 

2日で酷暑がはなはだしかったため日々の給水 13 1 143，151 1 5，471 I 0.040 

量がI船員したが，既定計画による穴品臨時4易水

設備の焔工を急ぎ 8月12日のJ鼻水開始によって原水を術給[..，導水は)11升浄水J)A上流側南村地内の
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内径36イYチ(910ミリメートノレ〕導水管に臨時設備した 275馬力加圧ポγフーによって 1日5，500立方

メートノレの ì1i t i{t増加を図り，また}11 :JN'flη')(J;i1;下流{則は第 3 悶拡張工事によって完成した Ij， i~ 1，100 

ミリメートノレ導水管により，なおj争水施設としては震災復興工事によって随設した急速ろ過設備の

能率きわめて良好であったので，これら施設の活用によって給水に支障を生じなかった。

翌7年(1932年〉も夏期降雨お数少なく，干天i-tきで 1日自己水量 110，000立方メートノレを突破し

たことがしばしばであったが，第 3 回拡張工事によって内1~ 1，100ミリメー iノ1-~l}水管が完成した

のでまったく心配なく，過去数年来の!l水せん制限や節水宣伝を取りやめたほど久方振りの給水安

定吋1'1tであった。 (1税制171f.の 1I1故ス配水批 110，440立方メー lノレ〕同 8年(1933"1')も降附が

少なく加えるに産業界の好転によって西日水量の鳩加者しく，前年より 1日平均11，693立方メートノレ

の増加を示し， 4月においてすでに青山取水量を突破して96，000立方メートノレの配水をみたが， 5 

月から大島臨時揚水ポンプのJ!s転が開始され， 1日平均22，015立方メー lんを揚水し夏季を無事す

ごした。(この年の 1日最大目e7kiit127，559"i，ム方メ{トノレ〉

l府和 9"1' (1934年〕にはいるとI青年以来工業の[¥，を盛lこともない，鶴見・神奈川方荷の水足需要急

激に憎1)日したが，おH3間航照宮'11WI工事による内径900-800ミリメ{トノレ総見配水管が洛成L，ま

た自己ノk支~j;も重点的に同方面に敷設されたので，給水はすこぶる円滑となってなんらの支降もきた

さなかった。 (1沼和 9 年の 1 日最大配水盆 142 ， 859 立方メ ~I ノレ〉しかし給水量の増加は止まると

ころなく同年以降は年々第3由拡張工事計図のtl!定配水長をはるかに上回る情勢であったのみなら

ず，昭和10イ]'.(1935年〕には第3回総5長官HJVI工事による， '[úî台地区配水管工事や鶴見配*.x~j も

完成したので，従来とかく給水脈であった苅合方面の給水も順調となり， 1日最大配水iZは 156，8

68立方メートノレに迷す一るにいたり，このままではやがて水禁不足の日が近いことを思わせたので，

懸案の第3凶拡阪第2却]工事の緊急施行の必要を認め，尖現性のあるj呂志JlI系統biIL¥i昌弘張の線に踏

み切り事業の申請を主務省に総出した。

昭和11年 (1936年〕には市勢の発展いよいよ者しく， 1日-171大配水設は 178，171'IL方メートルを

示し， 1日平均配水:hlにおいて前年に比し一挙fC31， 205立方メ ~I ノレ(前年の 1 日平均配水益の 2

わj自分弱〉という空niTのIH勢を示した。この 1日当り最大西日7};:111は実に前年fC立案した第2次大向

臨時揚水設備工'1':が昭和14年 (1939年〉を目標とした計図水主に匹敵したもので，その激増ぶりは

驚異的のものであった。

しかもよ11水の'おW!:増強の要望はなお依然としてやまず，ことに的見工場Jlli;:日において著しいもの

があったので，鶴見町から市'1fEl方面に向って内径 500ミリメートノレ両日ノ，](r¥をJ141試し，また神奈川I世

区工場地;徐に対しては鶴見配水本管より子安方面に向って内径500ミりメートノレ配水管の敷設を L，

さらに金沢方l百が新たに木市城への合併にともない，同地に対する配水管の敷設をするなど，給水

J盟強に対する適切な対策により昭和12年 (1937年〕には給水笠はさらに一段と憎加した。 (lIH&

大配水量193，420立方メー|ノレ〕これがためついに給水:fl1-の大きな不足がきづかわれるにいたり，

第 3 回拡張第 2 期工事の洛成を待つ1院がなく，さらに臨時揚水ならびに~i'hJ(加圧増設工事を起し，

大島における揚水ポyプの増設と既設導水管に加圧ボ yフ。を取付けて導水量を圧送増加する方法が
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とられた。

ついで同 13-14年 (1938-1939>j二〕と配水設はますます附加し， (昭和 13年 1日最大配水量

210 ， 161立方メートノレ，昭和14年 1 日最大西日水i~-~227， 179立方メートノレ)1M!'のごときは家事用水は

前年の 7%程度の埼:加に対して工業用水は実に25%増という需要を示L，工業用水の盆が家事用水

の王座に迫りつつあった。

一方昭和12年 (1937年〕ごろから一般に物資需給統制が強化されてすべての物に対する節約が強

拐され，節水もまた時代の掛け}おとなった。ことに附和14!Ifゐ (1939flつごろから泣カの需給がi斬次

調整困難となり，特に瓦と冬の潟水WJと石炭不足によるfE力不足に際しては"立庄ならびに周波数

が低下し，揚水ボyフ.も加圧ポ Yプも逆転不認もしくは低能率となって， JjX水誌や導水援を減少さ

せ，昭和14年 (1939年〕日月 7日にはそのため西谷j争水場への活水長不足L，全rlI断水のやむなき

にいたった4Ji.ftiさえあった。

これがため[昭和15年 (1940年) 1月にはあらかじめ潟水に備えて家庭用7):1こ呼びかけ 1:刻節水巡

却jを起し，鉛1ノ'.k1L{:去をするとともに，引l水弁によるf!jlJ限や夜間の制限を実施して，一回断水の災厄

を防ぐとともに生成増強のため工場用水の確保をIZIった。しかしながらWi水量においては 57%ま

で，導水量においては32%までポンプに依存し，すなわち電力に負う結果，変則のピークにおける

給水量不足と，さらに冬の潟水JUJにおける'む力不足による給水能力の低下からの断水が案ぜられる

ようになった。これがため一方では周波数低下に備えてポンプの羽根車の改迭をし，また揚水ポy

プを増設するなどJlf水設の確保を図ったことと，他方沼和15ij'.(1940年〕も16年(1941年〕も節約

宣伝による家庭のiili水や電力規制にともなう休屯日の実施による工場の休業などが給水の不足を救

って一応支障なく配水することができた。

このように家事ffIの節水のうちに工場用水のIR勢はいよいよ ~1~: しくなって，昭和16年 (1941年〕

には年間有収給水:lli:44，076，400立方メ{トノレのうち，家事用水は 42%その他 139百に対して工場

用水は 45%と初めて給水量の玉肢を占めるにおよび，上水道の性格を変改するかのごとき潟県的

な実態を示すにいた円た。

上記の給水事情について年々の 1日最大配水

量について足取りを示すと次表のとおりであっ

Tこo

すなわち次記の図表についてみると，昭和8

年 (1933年〕にいたり沈滞期から脱して，ょう

やく経済の好転をみるにおよんで(給水戸数の

憎勢は表面的で好況の現われた昭和 9 年からt~

加し，給水量は潜在的で好況をもたらす生産拡

充の波に乗り始めると同時に増加し l年平く兄

タートした。〕給水量はにわかにつ省しい増勢を

示して年々大娠に増加し，ことに昭和11年(1936

年

昭和 6年

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

j品Y査!語句ifAlt闘力n指数
立方メ』トル 立方，日トル
103，989 100.0 

110，440 6，451 106.2 

127，559 17，119 122.7 

142，859 15，300 137.4 

156，868 14，009 150.8 

178，171 21，303 171.3 

193，420 15，249 186目。

210，161 16，741 202.1 

227，179 17，018 218.5 

233，534 6，355 224.6 

245，026 11，492 235.6 
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年〉における増加は顕告なものがあった。さらに何回年(1938年〉における西日水設はわずかに 7年

にしてIfi{fn6 '1'-(1931年〕の配水却の 2伯に達する限進ぶりであったが， 11i{和15年 (1940年〉以降

は'i'-lt力不足による極々の|Jt13によ寸てこC)}/)の休栄や一般の節水が物をいい，そのf後去やへやコt1i

りがみられたG また年々の 1日最大笑配水位のカーブを1153回拡張第lIVJ工事計岡における昭和6

"1'. (1931ioから同1401'(1939年〕にいたる予恕水量のカーブと比較するときは，その角度のあま

りにも相違した限進ぶりに驚くのほかなく，さらに前記計岡を是正して実際に[111すためにたて直し

た第3回拡張第zWJ工事計附におけるflj{和1051'(193511'-)から同16年 (1941iOにいたる 1日最大

I{I，定自己水最の子日、カーブ合もって比絞しても，なおその上昇級に追いっけなかった状態であるが，

この増加こそはより低い給水人口の増加比It~と比較考祭するまでもなく，ーに工業用水需要の詳し

い増加を示すにほかならないもので， fln和3'1'.(1928年〕を100として 10年後の河口年 (1938if')

を比較した場合，給水戸数が40程度の昨~1Jnt日数に対して配水量は突に 215 の激IPiぶりを 5F~ している

事実が雄弁に立証しているのである。
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第 4章時局下実施した諸事業の内容

第 1節鶴見配水池ならびに配水塔築造工事(昭和8年-12年)

鶴見方首は逐年者しい発展ぶりを示し，ことに満州事変から日文事変への進展は臨海工場地帯に

おける軍需工業にブーム的活況をI¥ifび，勢い給水の需要にわかに地加C，加えて同方面背後地とし

ての鶴見荷台地帯も住宅地域としての発展めざましく，問地域~~mの水量不足が悶だっ状態となっ

たので，この情勢をi塁手口l，-， tf~3 回拡張切 1 期工事による鶴見配水木繁をいっそう有効に活用する

ため，鶴見区高台の馬場町に~ì:水池 1 i也およひ配水J，J:1悲を築造する計画をたて，限和7年(1932

年)4月市会の議決を経て， 0月10日主務省に工事認可の中誌をした。そのご[IJ>i('/予算額は299，000

円をもって次の諸工事を施行しようとする計四であった。

0目E水池

工事予算額 215，000円

規模 内径60メートル，水深5.5メートルの円形と L，その容積15，550ft:方メ{トノレで，将来低区方而

の1日最大給水m:30，922立方メー iルに対し約 12時間の貯水量を有する計画とした。西日水池敷地前回水

道線路を走る rl~jf;!'Nbj(木管から内径日日目ミリメートル ~:çをもって池に導き，内径 800 ミリメ{トル管をも

って配水する青j-umとした。

構造鉄筋コシグリート造り

0配水 147

工事予算額 46，5日目円

規模 当初は内径6メートル，水深4メ{トルの高架ノkそうとし，雨水位63.95メ{トル，低水位 59.95

メpートノレ，その容も，'1113JL方メ{トルにて，将来的見向台方面の計図給水人口， 22，750人分に相当する l

H最大給水盤5，697立方メ{トルに対して，約 30分間i分に相当する貯水量とする計画であったが，同区

荷台-t:の急激な発展にともないrt'i'7Jci立を城大する必要があったことと，送水ポyフ，';m転の故障に備え，

水そうを内径三立メートル総水深22.63メートル，高水位標高65.5メートルの円筒形配水塔lz改めて，

その有効貯水設を680立方メー

トルと L 前記1日最大給水量

に対L約3時間分の貯水量を保

有させるζととした。

構造内側全I百に鋼板を張りめ

ぐらした鉄窃コングリート治り

とし，鉄骨ドームでおおった。

0ポンプ所

工事予算額 12，800ドj

設備揚水能力毎秒0.056立方

メートル， 20馬力電動機直結口

径200ミリメ戸トルターピ"'.
鶴見配水池(左〉と~，水塔(右〉
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ポンプ3，討を設問し西日7)(塔にtif水¥_，内径400ミリメートル鉄管により同方面向台に配水するととと L

fこ。

木工事は昭和 8oI' (1933"f'.) 11月27日から所要鉄符類の検査によって開始され，同 9"1'(1934年〉

5 月四~7j(泊の工事に7El手 L，自己水池は[立を:一部請負，自己ノ>):1荘は請負施行によって，間12年(1937年〕

3月31日をもって完成した。!j丈脳設によって鶴見方市配水量の時間的変化をf¥fI，j殺するとともに，一

湖西日水本管のl的手土手にすこぶる有効な機能をもつこととなり，また配水溶によって械販であった鶴

J;i!.-Iuj台への給水問題を解決するえな鶴見方雨l配水一1:1こ笥与するところすこぶるスきいものがあった。

第 2宮11 f耳2次臨時揚水設備工事 〔昭和 11年)

昭和7年 (19321，の臨時一揚水設備の治成によって 1日48，700立方メ{トノレ (20{悶〕のlW水能力を

増強して一応給水七の安"fJ~'2得たとはいえ，判定的仮施設であったので水道事業の太平楽も長〈は

統かなかった。すでに附和9'F (1934"1'-)には 1日最大自己水訟は 142，859"方メー 1ルに主主L，!:+~ 

3回拡張第 l期工事計阿において想定した何年の予想 1日312大西[.7}cft..:137，843:_;;'i方メートノレを5，00日

立方メー lんも!回り，現 10年 (19351，1'-)には 1日最大配ノrkjjU士156，868;'，:方メー iノレとなり， Zi

11;]'のlW水能力たる7守山水源の 96，000立方メートル， 7¥J:i水源の 48，700l'i.方メートノレ， 百1-144，700

立方メー!ルをこえる給水状態となった。しかるに待恕のtí~ 3回拡張1:112矧工事として凶行予定の

水滅工事は依然として言i可の見通しを得ず， V~ ~_lí局は相模川 lの河水統制事業施行の怠紋に燃えて，

横浜市がH~隠した相模)11にダムを築造して取水しようとする単独計岡は係りつぶして許さず，市に
ヘ

対しては水源、対司王として臨時湯水施設を拡張して充てるようにとの勧告がしきりにあった。

木市としてはこの主主延び延びに原水tn強の機会をのがすことは水長需給に事欠くことともなる

ので，やむなくこの補給対策として， ti&2 ik臨時揚水設備工事を実施することとなり， 昭和 11，[' 

(1936年) 3 月主務省の認可をえて「はちに工事に~Yi手したが，その計聞は次のとおりであった。

1 計廼給水人口と所要水量

本計画は昭和 14年 (1939年〉における計商人口を 820，OC日人，給水人口670，000人〔給水率82%

弱) 1人 1日没犬給水:fJl:は工業用水および船舶用水等を合み 270リットノレと推定し，その予想 1日

法大配水量 180，0003'['方メートノレを基礎として 1日36，000立方〆ートノレの湯水設備をIPl設 L，関

投青山水源96，000立方メートノレ大内既設水源48，700立方メートノレとあわせ 1日180，700立方メ{ト

ルの施設能力とする言IWtとした。

2 工 事計闘
"きょ

木工事は津久井郡湖南村地内相模川堤外地既設の集水1里漢に隣接してその FiiIUJI1Jに， iii)"回と同様
2まいu

の埋量三を敷設し，伏流水を集水して鉄筋コ Yグリート符によって吸水井に34き，電車1)，"ンプによっ
，いきょ

て既設の大J}，)3垂水対に潟水し上うとするものであった。すなわち集ノk坦1擦はliiJ回と間切!のものであ

ったが，既設の経験、に裂き，その埋設i京区および延長等は前回よりi京くかっjよく，平水市下約5メ
たて

ートノレとし，その延長は59.7メートノレに迷した。揚*ポYフは 250馬力i古田J機直結竪型単段ターピ

ンポ Yプとし， 口径は 350ミリメートノレ揚水笠毎秒0.209立方メートノレ，全揚程 62メートノレのもの
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2合を施設するとととした。

ポンプ場から既設大島送水弁にいたる延長167メー十ノレ!'l-¥Jは内径700ミリメートル鉄t'¥を敷設し，
つは

うち急坂部は特に雨鍔剣管を使用した。またポンプi笠転到j力として神奈川県!日1白首相!ボ村東京電灯

株式会社橋本変泣所から延長3，805メ-1ノレにわたる100平方ミリメートノレ山!王 1回線を増設し，既

設ポ Yプ場変'a1:l!l~を経て新設ポンフ場に配線するほか，昇圧部その他の付，IF;設備を施工した。

3 工事の効 果

第 2)J;:臨時揚水設備工事は昭和11'j'-(1936
'
1す 711 ')e1点し，湯水の述びとなった。問先の自己水1i1

は1日最大178，171立ブJメー iノレとなって，前斗より 21，303立方メー iルのIiq加を市 l，また年ml

の1日平均使川ノ1J(1誌によJいても142，991立方メー iノレにi主L，白Ij::q上り 31，205-'1プJメー iルの急I首

ぷりであったにもかかわらず，給水上まったく支降がなかコたことi土木工'1l:1こよる涼水確保にほか

ならないのであった。

1);1; ;j節 臨時揚水および導水増設工事 (昭和 13年 -14年〕

1:記のように!日i和10年 (1935年)tn 2次臨時湯水工事な起し， IlfHm4il. (1939JI'.)を目IIRとし，

その推定 1日i比大西日水lil180，000j'Lプノメートノレとして施t没した]脱水能力も，横浜における工業の躍

進は北に協した的見.t'll京)11IiM，1Uょに築地d!日の繁栄と， j十jに新たに興った金ift地区の工業の発股によ

って _W:I)、なノ'j( J立 Jsj裂を呼び起し，すでに百~2 次郎:'1時 f:!;}水i泣{lm::'T了 lr:ù 奈のこli，_!II 1，1'. (193611'-)において

1 Ll J止大配水_II!は 178，171立方メートルとなり，技師;川iE力にほとんど到達するにいたコfこ。
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ついで昭和12年 (1937年〕には， 1日最大配水量は 193，420立方メートノレにi主し， J]j(水能力も導

水能力もその限界となって，翌日年以後のt活力11する水量に対しては緊急に泊設問強の処世を諮じな

ければならない事態に追い迫られたしだいであった。
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取水路設としては第3回拡張第2期工事で施行予定の水泌工事がいまだ完成をみず，とうてい翌

年の夏を目前にして目鼻のつく状態ではなかったので，大ぬ臨時揚水胞設の増強以外に巡がなく，

三度暫定工事を施行するはめに立ちいたった。またi~~Ç水管はすでに第 3 回拡張工事ーによる施工は完

了して，もはや拡張すべき計画のすべてが終ったこととて，現施設を最大限に有効に活用して導水

量の増加を図るほかなかったので，その方法としてとられたのが， iF水管にIJP圧ポンフを設霞する

ことであった。すなわち昭和12'1'(1937Jjo) 10月臨時扮水および導水増設工事な企酋し， 2か年に

わたる継続事業として次のような計凶を立案し， I可月29日市会に提案してその協賛を経て主務省の

認可在得た。
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2 計画給水人口および所要水量

本計闘にあっては突起iに照らし合せてU[i和15年 (1940年〉における言|耐総人口 825，000人，給水

人ロ705，000人， 1 人 1 日最大給水訟を工業111水および船舶JlJ水j:~ーを含めて330 リットノレ (11.9立方

尺〉と推定し 1日最大山水量を233，000立方メー lノレを目械に次のとおり施設をするものとした。

目

印之 {品 1 21即日配地 i円31Jtf力i木九君主力
一一一 一 一 ←一一l 立万戸川 口メ【トル! 叫んトレ

取水誌仙 233，叩o 18日，7日o 54，000 

導水設備 1 233，000 i 192，6帥 40，400

3 工事計画

(1) 大島臨時揚水増設工事

既設大島湯水設備工事のうち昭和 7"f(1932;1')に施設した最初の設備は，その後数回にわたる
こョ でい

洪水によりi己土のため断lx集水困難となったことと，既設ポンフaすえ付函の関係ヒポンプ述転の安
まいきょ

全を保ち難いきらいがあったの~e ， 木工事においては虫、水埋渠を増設し， '.肢ノk升およびポンフ所を

新たにしてよ記当初]施設のポンプをこれに施設替えすることとした。

なおf府和12i，ト (1937'1'.) に都IJX:した第 2 次蹴[!~j潟水純設はít水盆に1k祁があったので同盟のポ γ

プ1台を増設することとした。

付) Jj)(水工主

，‘雪よ
/'It久j i-者1\i相frl村字小倉地先相模川tr.ft~堤外地に新設する集水J:m渠は在来何様の構造のものを延長

念いきょ

140メ{トノレにわたり敷設し，埋渠末端から内径1，000ミリメートル鉄筋コンクワート1:r-延長60メー

トノレをもってポyフ巴吸水井に浮くこととした。吸水井は内法長径7メー}ル，短径4メートノし，おi

さ10.2メートルの鉄筋コンクリート送り長円筒とし，上部は鉄筋コンクリートふたをもっておおう

こととした。

(ロ)ポンプ場工事

高度郡大沢村大島地内にポンフ下ii'd:新設し， 1日ポンプ所内既設の175馬力直結口径300ミリメート

ノレポ Yプ(湯水量毎秒 0.141立方メートノレ，i話程60メートノレ) 5台を移設し，別に 250馬力直結口

径350ミリメ トルポンフ.(揚水定毎秒0.209立方メートノレ，揚程62メートノレ) 2台を増設し，計7

台〔うち 1台予備〉とし，毎秒 0.914立方メートルの揚水能力とした。

導水木1ì~ は IfJ l壬 800 ミリメー}ノレとし， がけ下において既設内径 800ミリメートル鉄管と接続さ

せ，また l開府112{1'.(1937，qê) に洛成した ~12 ポンプ場には既設と向型同能力のポンプ l 台をi由設

G，既設と合わせ湯水能力毎秒0.627立方メートノレとした。

(2) ;早水力日lビポンプ設霞ヱ事

大島送水労・川井1tl水i也間およびJ11井量水池・西谷浄水場関の導水禁の治加を図るため，それぞ
つづき

れ策京府南多摩郡南村字鶴間および神奈川県都筑郡都岡村字今宿地内に既設導水線路隣接地を購

入，ポンプ)iITを新設し，上流~司令l ポンフ下庁には揚水量毎秒1.587立方メ戸トノレ，全協程15.5 メート

ノレ，口径 900ミリメートノレポ Yブを，下流側今宿ボ γフ.所には揚水量毎秒1.748立方メートル，全
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揚程15.5メートノレ， 口径800ミリメー}ノレポンプを各1台ずつ既設内径1，100ミリメ{トノレ導水鉄管

lこ直結し，前者はfr}秒 0.315立方メートノレ，後者は毎秒 0.46目立方メートノレの流援を地jJPしようと

した。

4工事の実施

本工事計画は昭和13年(1938'1')3月1i3，工事認可とともに河水利用および河川敷占用工作物

設置の許可を得て， [宜ちに工事に75手L-，昭和13年 (1938年) 7月には第2ポンプ固訟のポンプ増設

を完了し， il4!14年(1939{1')J1までに?í~ 1ポンフ。室の移設ポ Yプ.j陥没ポ yフ。等の設備を終え， Jjj( 

水工事号車とあわせて同14年If_の給水に文体なからしめた。

また導水加rEポンプ設備はいずれも昭和 14年 (1939"1')の笈の給水対策として施工され， 7月

より逆転開始の迎びとなった。電力依存によるitJ定施設とはいえ木工事によって配水能力は 11'1 

233，000立方メートノレをiOfするにいたり， -t1J-内配水上支障なからしめることができた。

第 4節 電力不足ならびに河床変動と臨時揚水設備の補強

日文，1\変の発IN以来軍需工場および生J2f工場~~の電力使用設は急激に増加し，昭和I 14年 (1939

11'.)ころからは屯力t{(j約の掛け戸にもかかわらず，その不足はようやく著しく，折からの石炭不足

ともからんでことに潟水別にはは

なはだしいものがあったので，勢

い釘の終ちた心力，すなわち問波

数の低下したfE力が供給されるよ

うになった。

ことに昭和114年 (1939"1'.)9月

のごときは周波数急激に低卜 l，

ポンプ逆転停止して揚水不能とな

れ 断水を招来した騒ぎがあっ

た。
電力向波数の低下に災いされた大島揚水ポシプ

当時50サイクノレの?4力は48サイ (J，j1 1ポンプ場〉

グノレに落ち，はなはだしい時には46サイクんにもなることがあった。このサイクノレ低下は電動機運

転に影響し，ことに綴砲のi沿い回転数の大きい揚水ポンプには致命的で， 48サイグノレでは揚水能力

まったく低下し，それ以上低下すれば自然停止するという状態で，当局も対策にすこぶる苦慮し，

東京電灯株式会tJに対し正常iE力供給方につき強硬に折衝したが，日本発送電株式会社の関係もあ

り，容易に解決しなかったので，さらに日本発送電株式会社やJ笠智'Erri=である東京地方逓信局にも

日参し， lllJ記のように非常の場合には畑仕~処置として東京の一部枢要地区への送電線である強力な

八ツ沢発電所線からの供給を受けるという協定を結ぶことができた。

周波数低下対策ニ関スノレ協定書

横浜市〈以下甲ト称す〕ト東京電後株式会社(以下乙ト称ス〉トノ間ニ於ケル甲ノ上大島揚水ポYプ用電力
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ノ需給ニ関スル閥波数低下対策トシテ左ノi11iり協定ス。

1 日本発送電株式会村(以下丙ト称ス〕所管ノ橋本設立:所ニ於テ乙カ丙ヨり供給ヲ受グル電力ノ周波数低下

シ，甲ノ揚水制筒運転上ニ支障ヲ生シ，甲ヨり要求アリタルトキノ、，乙ρ 乙ノ入、ノ/R系統ヲ単独運転トナシ

同系統ニヨル乙ノ電力ヲ丙所管ノ変震設備ヲi亜シテ甲エ供給スルモノトス。甲ハ毎日午前lO時ソノ前脱ノ

貯水量ニ応シ，前項ニユヨルソノ日ノ供給所要時間ヲ乙エ通知スルモノトス。但シ前旦i=ヨル供給所嬰時間ハ

1昼夜ヲ通シ 13時IHJヲ超ニ乙サルモノトシ，緊急ノ場合ハ別ニ甲乙協議スルモノトスA。

2 自iJ項ニヨリ乙カ入ツ沢総ヲ単独運転トナ、ン，丙ノ変危次官1iiヲi迫シテ甲ニ電力ヲ供給シタル場合ニ生スルー

切ノ電力国失ハ之ヲ甲ノ負mトシ， rpハ左記十~ =依リ ;itJrシタル損失並ニ左記料ノ料金I価ヲ染シテ符

タル金額ノ毎月分ノ累計額ヲソノ月分ノ冠力料金ニ追加シテ乙ユ支払フモノトス。

付損失窓

乙ノ入ッiR系統ヲ単独運転トナシ，丙ノ変屯設備ヲ]車シテiJt申告スル時間J1時間iニ付， 1，450キロワット

時ノ説。

付料金単価

乙ノ丙ヨリ購入スル常時電力ノソノ月ユ於ケル平均単価

右協定ノ証トシテ本苫式二週ヲ作成シ甲乙名々ソノ一週ヲ保有ス。

昭和 14年 9月 12日

的記

横浜市長

東京電燈株式会社
取締役社長

昭和 14年 9月12日 午後 3待30分東京地方通信局電気謀長室ニ於テ

背 木

林

周

問中電気;課長，旋回水道局長，新111*屯営業部長，大石}luIl横浜支庖長問ニ於テ&記ノi車リ申fTヒシタルコ

トヲ附記ス。

前記協定ノ通リ八ッ沢総ヲ単独運転スルコトニヨッテ生スル電力損失最ニ相当スルITt)Jノ、， 11本発JX'i立株式

会社ヨり現在来'tIt二割当テラレタル沼力量ニ迫力日シ， n木発送ai:株式会主J:~ リJ1âL':ニ供給スルモノトス。

J:L _Iニ

しかし屯力は依然として不足し，サイグノレの低下はすでに恒常的とみられるにいたったので，コ穴こ

ぬポンプ場にはサ fグノルレメ タ一な{儲l枯tえ亡，7f品i佐3日時J与)'J点，l，i

E受主1凶5年 (α194必0斗年e)には声胤J波数低 fごの場合に]適菌合するポ yプ羽恨翠をE矧別1リIJj偲回に製作し，周波数に応じて

取付け替えをするようにした。

また昭和12年 .13年 (1937・1938年〕のば水のため相模川河床に変動を生じ，取水量が減少する

傾向があったので，これ含祁}うため万一条水国難の場合には，表1m水の吸水井注入ができるように
幸ョ〈

河原に取水枠と導水管の念、設をするなど，苦肉の:'kが議ぜられた。

そして昭和14年 (1939年〕にはさらにJ1î(水の思維の場合を補うため，百~l ポンプ設に 250 潟カtむ

動機直結口径350ミリメートノレ揚水ポンプ 1台を予備として増設した。
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ヲ要スルニj品キス，ソノ発展ヲJVIi与ヒラルルニ拘ラス，耳、寺'tUノレflr7Jzi'1不良不足ノ為開発ヲ日IIレタルコト著シ

キモノアリ，為ニ木市ニ対ン上水道ノ分水ヲ姻認シ米リンコトモー再ニ止ラサリシ災状ナり。然ルニ今ヤ|司町

村ハ木市へlJj:uノ機迩熟シ本'1'10)'J 1 rIヲ以テソノ制入ヲ実現セントスルノ事態ニタチ主レルヲJ'Lテ，同町

村ノ熱望ヲ容レ編入ニ先立ッテf!f外給水ヲ計画セルモノヅ')0 

(1) 計画給水人口及所要ノ1<2立

1)); ，1ぇ区域内人口ハ木TIï水道筋 3 回拡玖~'i 岡ノ故終年度タル昭和22年ニ於テ人口 20 ， 121人，給水人口 10 ， 061

人トナルモノ 1 ス。(人 I~l ハ [ljmJ統計防発表人 n!ft計プノ式ニ依り予怒シi古ノト人1:_1 ハ511]ぷノ虫[1キ判及率ヲ以テ

推定シタリ。〉

人口 l人当リ給水量ノ、現在木nl内ニ比シ，ソノず， 2分ノ lノ見込ミニテ上述昭和22，1'ニ於ケル最大 1日1

人当り使用f立ハ工場用水ヲモ合ミ，之ヲ 140リットルト撚定ス。然ルトキハ 1日最大給水盆ハ 1，409立方米

エシテ本市計函水笠243，362立プJ米ニ比シ儲カェ 0.58%ニjmiスルニ;@!キサルヲ以テ既設ノ導水，官重過ll(Zニ

~ê7j(等ノ諸設備ニハ何~ノ変改ヲ JJnフルヲ要セサルそノトス。

(0) 自己*1_，r-工事

自c71<"í:ì;ハ四谷U~ 2 -'，~配水池ヨり1.1\スル限設 24 インチ官ヨリ分岐セル 18 インチノ末端〔中 iま笹下町武者ヶ

谷地先〉ヲ起}，I，iトシ，内径 350粍乃五 3001'E官ニヨリ県道第25号杉田戸塚線ニJ日ヒ磯子区杉田町字%frisニ於

テ，国道官~31_t;~紋ニ I_Hテ内径 2501托行トナシ，神祭JIUII~久良岐部金沢町字b~同ニ入り'1;';;附橋ニテ 200 粍tì;

1シ， Jf，Jmr字谷川子・寺liiJ・町民・川崎ヲ経テ排日rit官ヲilit~， r吋径 150将ti;tシ， [i'iU]I¥六11日荘村字瀬谷自Jニヨ:

ルモノトス，而l、ンテitliil給水ノダメ別紙以ImIi且リ 1仙粍又八75粍給水位ヲソレソレ分岐セシメ， [WJY..給水管

ノ末端並小部洛ノ給1ニハ 50粍管ヲ敷設スルモノトス。

配水管校総ノ各内径別延長if，:ノ虫1シ。

/ノ

35日中E

お3

150 

75 

300 

400，と

2，715 

内径

" 

200粍

1日0

50 

4，4547と

4，843 

3，200 

径内

" 1，603 " 
" 2，405 

3，646 総延長 23，266 " 
配水管ハ時il!日広大 1 人~，í 1日給水泣ヲ 175リットルトシテ，ソノもτ径ヲ決定セルモノニシテ，ソノ名地域

ニ於ケル地上動水圧尚ヲ市住ハ次ノ 1日シ。

11) 杉田聖天 t[~ 30.04'米 (2) 官 附 I高 20.79卦一

(3) 金沢文]iJI釈前 20.79 (4) i頼 戸 f高 18.43 

(5)六角 分岐点 16.48 (6) 瀬谷崎終山 14.06 

この申請は夜jIJ'6月30日付をもって次のとお句認可となった。

111話収第 14，409号

RE7和 1HF7 )']14 r:r 

令tm 
昭

木 昔日

長

長土

横 浜市長澱

水道給水区域拡強llfZ工事施行言1可ニ関スル刊

昭和11年5月12日付 11ノ1<*発第107号申請水道給水区域並工事施行ノ件別紙指令書ノ;m内務大臣ヨリ認可荘i

成侯条指令書及交付候。追部本件ハ特ニ左記事項ヲ遵守スルモノトシテ詮議市If;l:タル議ユ付キ御了知相成民族。
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~2 

木給水区成内ニ於ケルノk圧ノ、防火用水ヲ考慮スレハ不十分ナりト認メラレルニ付将来給水j_I::ノt(tjJJfJニffヒ1 

適当ナル増庄ノ方法ヲ鴻スルコト。

内務省やi'街第 11_';j 

7打浜1草'" "、I11 ~ 神

昭和1l~ド 5 1112日11水波発Zg107号tJlfi古水道区域拡波注工事施行ノ刊認可ス。

昨t来日 11*6月301'1

車日之i1i ，c 品川内務大阪

ヱ 事 の実施2 

l認可をまってiI'lらにi府和IllJI二 (193MI'.) 7 fl 3日本工事はあらかじめいっさいの準備を笠え，

工事に弟子 L，急i生施工をl苅って合併の当日の阿年10月 1r，1 から逐次給水を r~\Jt治 L ，順次給水区域

を広げて翌12"fミ3月末にはいっさいの工事を終了した。

工事概1}Jは次のとおりであった。

工事区!1lJ f王

" 
26，640 

:長|配水管|延内 f壬|

ミリメー 1

150 

100 

:'C '11区間

プミiiliii: 11 J也h主

四

H

F

7R，280 

i之i::仁

叶

叫

判

的

叶

6

8

メ

3

ri~ 水 f{;; 日
I r吋 筏!犯と

ミリメー lル1

350 i 

1-:-II1Y rJ，) 'i存l'11f[ 
訓川

五-!li内杉川町 l

75 2日)

iJ 泊、;二
711~ !!1Ht~: l'村山北
に!!l~f;ì;?i~品iiVì'î

13，8日。3，200 50 1，906 

4，442 ! 

2日)

200 
75，240 

5

5

 

9

5

 

4

9

 

l印)
主h
 

山也J
 I

 

m判ー、}
 

土

75 

らなλにイtfJi:p'(lii[(fI{HrllO年10JI)における同IIITHι〉人11:;-5よひ戸紋;ょikのとおりでめった。

，-1 

人

8，266 

町村仇 |lhl m; 人

刊))'1'ロメー lル

9 国IiJ~ 企

1，128 

2，汚9

5，740 

14，006 

13 

22 

十t

計

凶-

;j:主r吊ムノ、

〔昭和 12年〕鶴見工場地帯配水管増設工事宅高 6節

鶴見JI[以来に位する鶴見r~湖問問Iおよひ末広町方面に対する給水は，従来同川を波る汐児橋水管

1需による内径300ミリメートノレ配水管をもって配水したが， [111方面工場地帯の顕著な発展により治

さらに近く工場の新増設の計四もあって，既設配水位をもってしては水量水圧とも11[水量急増し，

にとうてい需要をまかない得ない状態となったので，急速に湖出および末広町方面工場地帯への水

量増強を図る必要が起り，昭和12&y. (1937年〕新たに内径500ミリメートル配水管を次のように増
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設した。

鶴見区鶴見町 973番地先において) PÆilll:鶴見自己 7_)\.~言内径 600 ミリメートノレから分岐し，同区生変

間n，289帯地にいたる 270メートノレ聞は既設内筏 290ミリメートノレ管宮内径500ミリメートノレ管に

敷設替えし，鶴見川i横断に際いては鶴見陥浴鉄道大仰M~鉄橋の既設コンクリー 1. t[f，ijl.11を利用して新

たに水管紙を架設し，同区制問IUJ下町谷を経て，小野田I弁天下 2，535番地に達する総延長 2，469メ

{トノレにわたって内径500ミリメー lノレ:n;を敷設し，途中 3か所において内径250ミリメ -1ノレJ;)、

上の既設ri;と述給した。:;j三百2水位のI14E古によって次のとおり申告水増強をなしうるにいたった。

目ê7)ç'ûのj車水能力と rfiJブIj{úîコ二場の ~J n与の使用水hl

66目立方メートル週水f訂正時I'j径祝日~150 ミリメートル管:'i:i: iI( 自己
f品

IしJrie 

" 1，300 " " 内径 500~3日日7J( 自己
L 

Il>と志庁

同方面主要工場使用水量

:r 1 か月 I 1 か月

i使 用 拡 | 水 道 料 金

| 立万メートル
i 

内

14，000 1，000 

7，500 

名

フォード自動車工場
ソ【 N
E; 述

lSJ ! 1 か月
1 1 か月工場

| 
コ 使用語;水道料金

l一一…一一~-------- -ir.1r;亡日「一「一 一百一|

芝 iili 製作所 I 40，000! 3，000 11 
ドック I 

船 ill I 4問。|開O i 600 見的匝T浅

工事f'x-r128，290阿を計上木工事は昭和11'1'(1936"1') I正追加予算として日4羽i在繰越金に求め，

こにTltil"備にす!千二したが，昭和l1!rl.:]Jtr叫に法成をみず，1 JJ28 日議r)( さ~/)."l..，昭和12年 (1937年〉

翌年度に事業繰越しblli行した。

J!l ヱ
符銭

1，345.6日昭和 11年度支出額

108，692.45 " 12 " 
110，038.05 計

買収
たちば伝

橘格j水道の第 7節

昭和2年 (1927，[1') 4月鶴見町の横浜市併合にともなって償浜水道の給水区域もまた，その地域

当時)]IJ に的見I1;Jのうち安~:!\;[Ilj・末広IIIJの 1・2丁目を申告水区域とす

たし

'

て

が

し
た

在
つ

存

あ

が
で

社

の

ム

ロ

た

式

み

株

を

道

張

水
島
訟

d

h
U
ほ
μ
k
b

の
口
楠

へ

る この水道は元来東京i/:s型I!立会社がI，;J地域の水道敷設を計爾

し，大正10年 (1921年〕事業認可を 32~けたが，大í~!.~災ゃうち続く I財界の不況のため~~f手の運びとな

その際に東京湾担]立株式らないうちに，昭手12"1' (1927年) 3月鶴見町訟水道の'j¥業認可となり，

会tlの給水区域も鶴見町のうち安普IUJおよび米広11I[1・2γねのI'ZM'に改められたもので，
"'らほ江

司条干i二に基き浅野総一郎・安部卒則的・白1，î7c次虫IS~手 8 名の人i主が発起人として才商品}水道株式会

その許

社を設立し，東京湾境!立会社の給水事業担tjf，のii'j可な得て工事にj'{i手したものであって，昭和4年

日設 4，500立方メ

(1929年〕に完成をみ，給7TI'のものであった。

水源は鶴見市場町にさくチ¥'L，i提JI戸itTI(ポンプによって地下水をくみJげ，

ートノレ程度を給水していた。
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たもほな

この給水地域一帯は元来工場地帯であったので，橘樹水道もまた主として工場用水給水を目的と

して施設されたものであったから，施設の当初の昭和4年 (1929年〉においてさえ工場用水は全立

の85.7%を占める圧倒的需要を示したものであった。したがって満州事変から日支事変に進展する

に及んで，生産増強のため工場用水が急、消し，昭和10年 (1935年〕には5年前の!昭和5年(193Mめ

の2.16倍の給水量を示~，ついには施設能力の限界を越えて，給水量;の不足はなはだしく，需要家

の苦情続出したため新たにさく井を試みるなど努力を続けたが， 7}cii_l・水設とも怒のままになら

ず，まったく施しようのない状態であった。
すたちぽな

このような'1¥的から昭和6~l二 (1931年〕における芝浦製作所を皮切りに，橘151水道給水区域内の

諸工場は向水道の了解を得て，横浜市に給水方を求めるという始末であった。

このような状態で用水維が同方面工業発肢のうえに幸子しい降答となったので，ついに昭和 11年
たちtまな

(1936;めにいたり橘樹水道株式会社も横浜市への売却引継を決意するよ弓になった。

横浜市においてもヱ業立市の立前から工場用水のE重要性にかんがみ潤沢な給水の必要もあれま

た市域内水法事業の統制上からも，この磁水道の買収1JI合のf5:図を有していた際でもあり，たまた

ま神奈川県当局においても横浜市と同級な怠向であったので，その悶に立って穏々協議あっ1iAの労

をとることとなり，買収に関する協議が三者によって重ねられ，最初相互の売買価格に隔たりがあ

って号容易に妥結なみるにいたらなかったが，以の調停により価格440，000内をもって買収の協議が

笠い，昭和12年(1937年)5月21日，その随設および給水戸数とともに事業のいっさいを横浜市に

引継ぎ，ここに横浜市水道は全市J戒を一括してその給水iま域とするにいたったのである。
だち~t.ε

橘樹水道は貿45i古iTその給水区域内において，一般専用せん 300戸，共用せん 153戸，工場 22，i島

屋14，百十489戸の給水戸数を有していたが，その水源である鶴見区市場町のさく井は水質良好でな

く鉄分の合有が多かった。

ことに活力によって揚水する経質も多額であり，横浜市としては，その水源を引続いて使用する

~志はなく，自己水包'の述絡によって市の自己水池から給水の予定であった。しかしたまたま昭和12年

(1937年〉この水道の引継ぎ当時は，本Tljにおいても人口の別加ならびに工!j';との隆自によって給水

設のt国加いよいよはなはだしく，緊急に取水ならびに導水の別加を図るためその矧強 [-'11.ごと施行'P

であって， 予定された同年 8月1日の送水開始をまさに一日千秋の思いで夏季の配ノ')(7詩情勢に耐え

ていたH寺であった。
たもほ立

したがって原水増強施設完了前に，橘樹水道買収による毎日 5，000:!L方メートノレ程度の給水量の
たちほな

増加さえ悩みの種であったので，当局はやむなく橘樹水道引継ぎの 5J12111より 7月末日までの72
たちほな

日間は従来どおり繍樹水道の設備をそのままiililJl運転することとしたο

たちほな

この 72日目立の運転現およびその後illI転中」と後の施設管fA貸さ字は橘樹氷滋賀紋iN40，000円ととも

に追加予算として言|上市会の議決を経たものであったが，この買収によるi収支の状況は次のとおり

で市水道事業に大きく寄与するものであった。
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収 入

総 7]( 1日£ II~ 入

'r{ ij'Q ~ï (，!'-皮|強 f出 要 都f J司令 4ド 度

17P 0 
~ 

一般家庭 月使用長 10立方メートル以内

" " tJ.J 130 3，108 3，613 

工場 22 98，945 115，014 

湯霞 14 1，611 1，873 

私設共用せん 153 868 1，009 

言十 489 106，362 123，549 

支 出

資 自 I j市 市
古 11収当年l主

給料雑給

諸'i'l

m I:音質

各池掃除'i'l

動力'I'l

=i1):記・内記補2名，技手1名，
点検民・i!ミ金貝各 l名

場F

、
J
A
 

H
判
ずー谷円

M
」ーるすf

 

ムメにf
2
 

y
n
f
 

水
前

況
減
山
口

内
素
除

域

協

ね

区

び

中

水
よ
転

給

お

迩

道

土

場

水
ん
水

な
4
4

け
ば
浄

』
ー
や
制
限
湯

山
町
印
刷
硫
市

グ 動力'i~

" 
免ちばな

橘私I水道給水区域内配水丞に対する西谷rr，水場
動力費

向上大島ポンプ場U"1J力資" 

変

名

絡
1

修科川水

夫

給
び

ん

よ
お

せ

H
l
u水

水

配
四

品

質

料険

水

盟

問

保'D 

給

修

火

言十

差ヲl 剰余涯I

差引剰余額のmR'i~ 440，000円に刻する比率

阿

4，321.51 

892.58 

455.00 

536.40 

9，閃0.10

757.41 

4，970.00 

670.11 

12，943.61 

16.83 

35，063.55 

71，298.45 

0.162 

平 年 皮

肉

5，003.50 

1，034.25 

527.00 

1，136.00 

7，455日O

776.47 

14，998.15 

19.50 

30，949.87 

92，599.13 

0.210 

tI1 8 illii 日吉村給水〔昭和9J的

慶応襲撃大学への給水

哲三も屯

"陥1古H目白吉村は昭和12年 (1937il:)4月1日，その欠上川以iNの地Mが横浜市に併合されたのに

ともない，本市水道の給水区域として給水が行われるようになったのであるが，これに先立ちいま

だrlîJ或編入以前の昭和 8 年 (193Mの当時東京三百i より .VI~下日吉台に移恥;が決定した皮応義塾大学

への給水方について東京横浜電鉄株式会社から35訪があって，しばしば折衝がくり返され，同年12

月9日にいたって，日立応義塾大学から次のように給水に関し申しいれがあった。
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給 水申込書

神奈川県橘樹郡日吉村ニ建築中ノ本塾大学子科，来ル昭和9年4月 1日ヨリ開校ノ干52ニ有之侯ニ付テハ

在記ノ通リ賀市首水道ノ給水相支ケ皮此段申込侠也。

昭和 9年 12月 9日

慶応義塾長 小 泉 {言

横浜市長二三 回 一 郎殴

』15

1 給水ヲ受グ ル 場 所 神奈川県橘.l!郡日台村陵応義塾

但シ校合位置~f~ニ :li方ノ希望スル給水個所及ヒ敷地内二於ケル埋設線ハ別紙悶

而ノ返り。

2 給水ヲ受グ ル 時 期 昭和9年4月1日

3 1ヶ年ノ消費予定水量 10，950，000リットル(1日30，000リットル〕

f!!シ将来 1日平均 40，000リクトルマテ増加ノ見込ミ。

4 給水開始IVJェ於ケル学生生徒職員予想数

学生三EiA' 

教 職 員

5 給水開始3ヶ年11ftニ於ケル毎年学生生徒職員増加予想数

年 学生生 徒 数

<; 

第 l 年 1，200 

第 2 主手 2，400 

第 3 年 3，600 

1，200名

150 1:'， 

1品 民 数

<; 

150 

25日

300 

ここにおいて市水道局・ B主応義塾大学および東京積浜TIl鉄三者のf，iJに種々協議が重ねられたが，

一方市会方而においても将来日吉村の市編入を見越して，皮応義塾大学の同村への誘致に協力する

動きがみえ，同年12月15日にはTIi会muから皮応大学給水に関する次の建議案がもE祭可決された。

第2号議案

左ノ事項ハ之ヲ市参事会ニ委任ス

財団法人慶応義塾及東京横浜電気鉄道株式会社ト柄品j郡日吉村地内二新設ノ腔応義塾校舎及其ノ付属施設ニ

給水契約締結並試ノ給水工事ニ必要ナル追加予算ノ議決ニ日}スル事項

!沼和 8if. 12月 15日

その後水道局・目立応義塾穴0[:..東京横浜'RE鉄株式会社の三者の!l¥lにおいてしばしば協議が重ねら

れ たtjI果，ょうやくにして皮応義盛大学に対する市外給水に関してTliと同二三学ならびに東京横浜電

鉄株式会社との測に成突を得，次の契約を締結する議案が参事会に提案されてその可決をみた。

契 約 "モu 

上水供給ニlJ&Jシ検浜市ヲ甲トシ，財団法人皮応義w1ヲ乙トシ，東京横浜電鉄株式会主iヲ丙 lシ契約ヲ締結ス

ルコト左ノ如シ。

貫'}1条 甲ハソノ経営ニ係ル上水道ニ依リ乙カ判i奈川県稿樹郡日吉村地内ニ新設シタル校舎及其ノ付属施設ニ

給水スルモノトス。
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第2条 給水工事ハ甲之ヲ施行スルモノトシ，其ノ'i'l用ノ負担蛍施設物所有ノ区分ヲ友ノ1ログ定ムルモノト

ス。

l 横浜市内ニ府スル分ノ、町之7Jg~用ヲ負担シ共ノ施設物ハ巾ノ所有トス図

2 日吉村地内ニ同スル分ノ内部市界ョリ乙ノ校舎般地ノ境界ニ到ル区間1分ハ丙ニ於テ，乙ノ校舎敷地ノ

分ハ乙ニ於テ之ヵ質問ヲ負担シ， "1;ノ施設物ハ"tノエ資負担ニ従ヒ夫々丙及乙ノ所有トス。、

第3 条 1百条tr~ 2号ニ依リ，丙ノrn-1Iニl潟スル施設物(郡T1T界ヨリ乙ノ校舎敷地ノ境界ニ到ル区間二属スル分〉

ハ将来校舎敷地力慌浜市ノ区域ニ限スルニ到日夕ルトキハ中ニ於テpjノ当該ヱ事1~負担金額ト同一金

額ヲ以テ負担スルそノトス。

貫14条 将来乙カ叩以外ノ者ヨり給水ヲ受ケ若グハ校舎敷地ヵ横浜市以外ノ市ノ区域ニ偶スノレニヨヲjリタルトキ

ハ木契約ノ、其ノ効力ヲ失フモノトス。

但シコノ場合ニ於テハ首12 条第 1 号ニヨリ巾カ負担シタル 'i'l用ノ '1'額ヲ丙ェlj~テ巾ニ対シ補償スルモ

ノトス。

第 5条木給水ノタメ日吉村地内ニ鉄管敷設ヲナスニツキ必要ナノレ道路専用出願継続ハ乙ニ於テコレヲナスモ

ノ lス。

首'E6 条給水開始g，乙E丙ノヱ*g~負担金額及支払ノ時期ソノ他木契約ノ実施ユ必要ナル事項ハ横浜市長・鹿

応義塾長良東京横浜電鉄株式会社取締役之ヲ協定スルモノトス。

第 7条 給水料金及共ノ支払方法共ノ{也特ニ木契約ニ定ムル事項ヲ除グノタトハ横浜市水道使用条例E同施行籾

日IJノ伊lニf主ルモノトス。

本契約ヲ証スルタメlE本参i車ヲ作成シ，各7昔j虚ヲ保有ス。

昭和 9~f 1月31日

横浜市長 大西

財団法人皮応義弘長 小 泉

東京横浜電鉄株式会社取締役 五 島

郎

信

殴 太

党 引T
"Ccl 

木日上水供給ニWIシ横浜市(以下甲ト称ス〕財同法人st応義塾(以下乙ト朝、ス〉及東京横浜霞鉄株式会社

(以下丙ト称ス〉トノIi日ニ締結なラレタル契約ヲ証スル契約書(以下本契約書ト称ス)til6条ユヨリ横浜市長・

慶応義塾長・東京横浜電鉄株式会社]院締役問ニ協定ブナスコトプE ノ ~II シ。

trn 本契約記 ~11 条ノ開始}明ハ昭和 9年 4 月 1 日トス。

百12 本契約書第2条ユヨリ叩・乙及丙ノ負担スヘキ工事賞金額ノ、其ノ工事諸手前甲・乙・丙三者間ユ於テ協

定スルモノトス。

I古墳エJj¥1'支払JV]ハ乙ノ負担分ニツイテハ給水開始ノ時，丙ノ負担分ニツイテハ給水開始ノ日立リ起算シ

テ 1 ヶ年以内トス。{且シ本Wlfl\lì[:I~了マテニ乙ノ校合敷地カ横浜布ノ区域ニ属スルニ到ラサノレトキハ吏ニ申・

丙協議ノ上決定スルそノトス。{日シ共ノ時WJニ於テ乙ノ校舎敷地カ横浜市ノ区域ニ問スヘキ見込十分ナ場合

ハ共実現迄可!ハ木ヱ'Irl~ ノ支払ヲ要求セサルモノトス。

木協定ヲ証スルタメiE木重量N!ヲ作成シ各壱迅ヲ保有ス。

昭和 9年 1月31日

浜市長

財団法人殴応義塾長

東京横浜電鉄株式会社専務取締役

大西 ~B 

泉

島

信

民 太五
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この契約は昭和 9ef' (1934年) 1月3臼調印され，ただちに工事に着手L 市内網島より日吉村

日吉台における慶応大'r校舎にいたる庶に配水管を敷設L，同年4月1日の大学照校!と給水を間に

合わせたのであった。

この工事費総額は57，690内を要 L，契約に基き三者間の分担は次のように決められた。

:tl!i浜 市内 分 44，980日 横浜市責担

殴応大学敷地区 3，23白P:; Ii量応義塾大学負担

11 古 H j也 r'1 9.48日円 liE京横ifiiti鉄株式会社負m

2 日吉村の合併と給水

その後昭和11年 (1936年) 9月26日東京横浜電気鉄道株式会村は伺社が日吉駅前において経営す

る住宅抱の水利きわめて怒く，日照口が続けば井戸水混mL，消火!Mくはもちろん飲料水にもこと

欠く実情で，居住者一同の困却はなはだしいものがあるので，同会社において給水司王家を営みたい

から横浜市水道から分水を受けたいとEiuでてきた。

しかしこの叫については， Et骨官庁および地元町村の意向・方針が分断したうえで処理すること

乙して保引されたが，昨J和1211'- (1937~;'-) 4月 1日日吉村の弓ら矢上I11以喧の地域が横浜町に編入

されたのを機とし， T1Jは百l年5月18日付で岡地域を給水区域とすることの認可を受け，一般給水を

開始したことによって解決した。また市ir氾礎応義塾大学給水の際横浜町・授応義塾および東京横浜

電気鉄道株式会社 11日に締結した契約にt，，~ 、て，東京横浜r芯鉄株式会社がその負担において旧日吉村

地内に敷設した鉄管は，同契約第3条に主主き市域に編入にともない横浜市は敷設当時の価額をもっ

て東京綴1ft屯鉄株式会社より買収することになってし・たが，その工事設はいまだ横浜市の立て終え

となって同会ネ|は米jL，¥、であった関係!-.，両者のfl!lにおいて金鯨を相殺し，敷設鉄管の所有機をそ

のまま横浜市に移転することの契約書を]反り交わし，ここに日吉給水問題はまったく解決した。

第 9節 ]JEi谷第 1号ト配水池改造工事 (昭和 14年〕

I円和6年 (1931年〕の満州事変，翌7年の上海事変のぼっ発以後は軍需ヱ業の曜日詳しく，その

ために工業用水需要7)::激憎し，市内西日71<1設は逐年急激な増加をみるにいた})，局13年(1938年〉に

は 1 日最大自己水量は ~10 ， 161 立方メー 1 川こ達 L，既設主主l水能力を突破したのであったが，配水i也

刀貯水量をもってしのぎかろうじて附水を免れ得た始末であった。

しかるに当時配水池の有効[同水量ほ鶴見配水池の完成により87，25日立方メー 1ノしとなったが，昭

和13年(1938年)の 1日最大高むrki誌に対し平均1'，101，，，間分の貯水量に柁当するにすぎず，逐iJ¥配水

fEの増加Jこともなって出水量のI時間的↓七Jr~を%~~トiL，一羽m:水または一平水設備に不胞の事故を生じ

た湯合には数時間のうちに全市断水のうきめをみるは必定で保安・衛生・防火上はもちろん工業生

皮のうえにも重大な影縛をもたらすおそれがあった。そのため，配水の詞主主上配水池を増設するこ

とは急務中の急務と考えられたが，当時大量の~却資を必要とした拡張工事が施行中であったため，

非常時間の緊迫化にともない，さらに重ねて配水池工事を急速に実現することはまことに罰難きわ

まりないことであったので，まず既設設備の有卦活用化を図る目的で取上げられたのが，西谷第1
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号配水車の小規模な改造によって，有効貯水震の増加を図ろうとするものであった。

1 工事概婆

西谷第 1号配水池流出管は平坦な底部床版上に位?をする関係上，池内の水位が水深 3メートノレ

以下に低下すると流出口のま上にうずが生じ，配水管内に空気を吸引する危険があって，全貯水量

38，279立方メ{トノレのうち流出しうる有効貯水量は22，500立方メートノレにすぎないのであった。す

なわち全貯水能力の42必はまったく用をなさず配水池としての機能不十分のきらいがあった。そこ

で流出口底部床版の一部を破壊し，在来の床版下に幅2メー 1ノレ，長さ 2.5メートノレ，深さ 2.4メ

ートルのピットを鉄筋コングリートで築造し，流出管を現位詮より 2.5メートル低く敷設替えする

計画を立祭実施した。これにしたがい既設流出管である内径1，050ミリメートノレ・ 960ミリメートル

および610ミリメートノレ管の総延長282メートノレを撤去し，新たに内径1，050ミリメートノレ， 960ミリ

メートノレおよび610ミリメートノレ鉄管を総延長，300メートノレにわたって敷設替えをした。

改造工事の結果有効貯水量は在来有効ni'水量の485''::に当る10，88目立方メートノレそ増加して33，380

立方メ{トルとなれ全貯水量の 879百までを有効に使用することができるようになった。

工事費と工期

本工事は工費75，07日円をもくろみ，昭和13年度当初予算に計上し，冬期配水量の少ない時期を選

んで施工する計画をもって主務者の認可を得，昭和13年 (1938年)12月1日工事に着手しいっさい

の工事を終えたのは向 14年7月末であった。

問 和 13 年度

昭和 14年度

54，512円 11銭

13，559円70銭

68，071円81銭

10節戸塚町水道の引継 ( 昭 和 14年〕

戸塚町水道の;百草

昭和14年 (1939年)4月1日戸塚町が横浜市に編入されると同時にその戸塚町水道もまた横浜市

水道に引継がれたのであった。こ ζに倍1単に戸塚町水道に触れてみることとする。

戸塚は古来東海道のー宿場として街道筋の寒村であったが適当な飲用水に恵まれず，山すそにわ

ずかに散在した井戸を源泉として竹，木管などによって低地の井戸に導水し用を弁じていたもので

あった。その後鉄道戸塚駅を中心として国道東海道に沿った平坦な地域が順次市街地に発展した

が，ほとんど治水を得ることができないため簡易な水道を敷設して飲用に供していた。しかし大正

12年 (1923年〕の関東大震災のため，これも全滅のうきめに会った。そこで伺13年から15年 (1924

-1926年〕にわたってその復旧と将来の拡張に鍛えて町債80，000円と一般歳入からの繰り入れをも

って水道設備を数え，各戸に供給するようになった。この設備は谷合の山すそに横穴をうがって集

水量合設けた簡単な水源からの自然流下によって配水するもので，戸塚町大字戸塚 3，273番地(第

1水源〉および4，644番地(第2水源〉の 2つの水源地における 6つの集水禁からなっていたが，わ

き水の量はまったく貧弱で，最初のころは 1日1，100石 (200立方メ戸トノレ〉程度であったが，漸次
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減水し，ために水量;が不足Lて夏季は毎日前?

水をくり返すのやむない状態であった。この

ころの給水戸数は右表のとおりであった。

この水量不足の状態はi$;[次急迫し，同和8

-9"F-(1933-1934年〉の大ひでり;こは水1，~

はまったぐ枯れはてて暑中を1mじて日中は-

i荷の水もない悲惨な状1L&、に陥った。

このような事情であったので新水師、を求め

;f. 次戸棚総人司|給水人口|給水普及率
人 ラゐ

大正13年 4，456 85 

14 5，463 4，535 83 

昭和 1年 5，549 4，529 81 

つ】 5，560 4，666 84 

3 6，028 4，剖5 79 

4 6，049 4，935 81 

。 6，286 4，996 79 

6 6，300 5，14日 日1

て種々調査したがなんらうるところがなかったので，折から神奈川民営で椛I有地方に給水が調始さ

れたのを機とし，明和9年 (1934"め 7月には町会の議決を経て県営:水道の給水区域に編入される

よう隙的1..-，さらに翌日年 (1935年)12月に県会に対し阿段位管の意見書をtrEI:nしたが，ついに目

的達成にいたらなかった。

しかるに一方では日Iの発展と大工場の新設によって水道需要量はますます治加の一方で，出rr水禍

はすでに季節をHflわず恒久化L，iU乏の生活をおびやかして町の発肢を間五L，日IJ改上ゆゆしいm:

大問題となっていた。ことここ lこいだって当局はやむなく YI~ 7_k:ÌÌÌ }j~J と土庁径をmねその fi'砕を得，県

営水道フミ給地区の内径 150 ミリメートル配水~':'clミから分水を受けることに協定がなり，戸塚町にお

いて松竹大防jl品影所のところまで内径 200ミちメートル腎を延;"Jミ L，tH常フお亙よりの受7](設備を完

成する計をたて，限和12"r-(1937年) 4月5日工事認可の申請を拠十1
1
1，何年7月28日許iilを受け，

ただちに工事にお手1..-， :r:i't51，769 ['1を投じて同年10月8IH却ました。この|川壬200ミリメートノレ

管はその後さらに県符水道大船l!)~水池まで延長 L ， ;!三市ifli水池から5tノ主するしくみになってU、た

が， この県営水道からの分水を受ける ~r~'TIm 目途は次のとおりであった。

1 計画悶途昭和20~ロ

2 計百紛水人口 7，700人

3 1人 1，1給水最 平均 100リットル ft1大 140リットル

4 1 日使 用 長 1，日78}工方メ一、ル

5 工 事 視 要 配水管延長内径 200ミリメートル守 5，390，5メートル，一部司1I!噴断部を除

きユタニット官使用

1-[11奈川県ト戸塚町トノ升水契約書

相奈JIII¥¥ヲ甲トシ!戸塚町ヲ乙トシτ 神奈111県営水道骨7kニ閣スノレ契約ヲナスコト左ノ虫11シe

N&l条分水ニヨル料金ハt:ノiliiり定ムルモノトス。

1 自費用開始ノ月，'1':昭和 15年度 1ヶ月ノ分水量

11，132立方未マテ 612円 26銭 以上超過卦 l立方米ニ付 4銭

1 S昭和16年度，主昭和20年度 Lヶ月ノ骨水量

17，880立:米マテ 768門 8，j銭 ι上超過分 1立方米ニ(寸 3}}'1厘

第2条分水量ハ乙ノ設備セル量水器ニヨ U毎月末百甲乙立会ヒ検針ノ上之ヲ間定スルモノトス.

訴項i量水器ノ故障ソノ他ノ事均三依ム佐水量ヲ測定スノレコト能サルトキハ10日間三於ケル分水量

ブ標準トシテ甲乙協議ノ上申ノ認定ニ依リ之ブ決定スルモノトス.
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:第 3条分水料金ハ毎月検針後<rノ発スルf~~額告知書ニ依り乙ハ必ス指定期ml内ニ之ヲIt'! tサスルモ J トス。

乙ニ於テ前項料金ノ納付ヲ怠リタルトキ目当該1料金ニ対シ，日歩2絞ノ古IJ甘ヲ以テ指定期限ノ翌日

ヨり分水料金:，"'ê~::lfノ当日迄ノ司数三法日計算シタル延約金ヲ百時ニ甲ニ納付スルモノトス。

貫主4条乙カ 1 ヶ月以止分水料金ノ納付ヲf2~リタルトキハ[1'ハ乙ニユ対スル分水ヲ停止スルコトヲ得ルモノト

ス。

第5条 町ハ必至喜二二ヨり何時二テモ乙ノ設備セル益水器ノ点検ヲナスコ、ヲ得，此ノ喝廿乙ハ)1，、ノ点検ヲ拒ム

コトヲ得サルモノトスe

第6条天制限，H、ノ他不可抗力ニヨリ断水右クハ制水スルコ rアルモ乙ハljlニ対シよじノ抑協ヲ請求スルコト

ヲ得サルモノトス。

f'i;7奈 将来舟*..1，ニ科二必要ナル施設ヲナシ之カダメ分水料金ニ変h~J ヲ具、ストキ川 1f1乙協議ノ土分，，<料金ノ

互;改ヲナスモノトス。

第8条 本契約ノ;有効期JIl'，]-'、分水日制古ノrJョ j昭和 21年 3月318迄トスc

右契約締結ノ清トシ本=JJ:弐通ヲ作製シ各Jtノ ~t通ヲ Ü~有ス e

昭和 12年 10月 1日

1~1 五三 J 11 Yr~ 知事 ニ|一

鎌倉胡;戸塚町長 ~.!'.!. 

批
川
島

111 

-4i 

その後昭和14":'(1939年〕にいたって隣肢の豊田村に京洋電気俳式会社その他の工場が設主ーさtし

るにおよんで，同十マおよび閃会社から数次にわたって戸探11IJに対して給水方の裂さ!があった。戸塚

町としては近くあいともに横浜刊に編入が決定されるl主i係もあり，将来のためこれを了承するとと

とL いH至150ミ，1メ-，ノレ管を分岐し河方聞に給水守ることとして昭和 14'，' (1939年) 3月10日

給水区域拡張について県に闘いいで|可月 31 日長の話可を受け世田村への給水を~if.tむするに ν 、たっ

Tこー

この工事概~は内径 150 ミリメートルエタニット管延長 702 メートルを敷設したもので工事費は

11，156円を姿した2

2 横浜市の引継

ついで，昭和114年 (1939年) 4 月 1 日戸塚町の1i~浜市編入とともに戸塚水道は横浜市に捗管される

こととなり， +111浜市は来との分水協定を踏襲して戸塚水道の経営に当ヲたのであった。

戸塚水道の終期ならひに横El市引継後の状況は;土のとおりであった。

(1)給水戸数

L 出叱山豆半Lι
昭和 12"1' I 450 18 I 468 

_f/ 13年 I 549 14 I 56日

丙天夜便百n
I. ;:-Q *主

C 2 ) 

C 4 ) 



(354 )第11編満州事変から第2次世界大戦まで

(2) '31継当時における戸塚町水道債務

借入年月呂 借入金額 {昔 入 先 手リ 率 元金未償還額

円 何餓

大正13年12月26日 60，000 簡易保険局 0.048 36，816.31 

昭和2年5月31日 20，0日O " " 8，605.12 

" 8年5月31日 3，000 大蔵省預金部 0.032 2，677.58 

/ノ 17，200 資小学よ校り茶繰木入財れirtiおよび同改築 そのまますえ置く

なお戸塚町水道51継の当日現金有高として金 6，055円 04銭の引継を受けた。

(3) 引継後の戸塚区水道受水設(県営水道から受水〉

昭和14年 (4 月 ~11月間 8 ヶ月〉 179，187立方メートル 1日平均量 7，344立方メ{トル

15 (12月 ~11月間1) 犯7，820 " 
ノノ 7，863 " 

16 " 339，062 " " 9，289 " 
17 /ノ 318，014 " " 8，713 " 
18 " 394，800 " " 10，816 " 
19 " 

411，124 ノ/
" 11，233 " 

第 11節 祁模原陸軍施設への 原水分水 〔昭和 13年〉

昭和11年 (1936年) ~~j座郡佳日[lj寸に陸軍士官学校が移設されて以来，高座郡北部一帯相模原の地

域には陸箪施設が各所に建設され，あたかも窓都の観を呈する状態となり，果てしなく広がった相

模原の原野もしだいに各種施設によってその姿を変えていった。

その一環として高座郡大野村に第l師団の演習しょう舎が新設される計画のもとに，その施設の

一部に対する給水方についてi昭和12年 (1937年〉第1師団経理音防〉ら次のような照会があった。

l ケ・ル・エ:li1399号

昭和 12年 8月21日

水道府水分与相成度牛照会

第l師団経理部留守部員 菅 野 真 敬

横浜市 水道局長殿

今般陸軍ユ於テ神奈川県南座郡大野村地域~IJ紙図面ノ位置ニ演習廠舎新設可致ノ処之カ給水ノタメ問所付近

ヨリ貿水道用水ノ分与方願度此段且照会候也。

追テ給水ハ原水ノ{藍ニテ宜シグ 1日ノ所要量ハ 10，000右以内ニ付申添候。

この照会に対L本市では，まず水量の点においては水源より J11井立水池までは内径 1，100 ミリ

メートノレおよび 36・22・18インチの4条の導水管があり， J 11チl量水池以降西谷浄水場までは内径

1，100ミリメートノレおよび38・20インチの 3条の導水管で，従来から川井長水池上流側の埠水能力が

下流側に比べ，次のように!些少の余硲があって，'tji;に余剰水を放流していたので，上流の大野村地

内において当時の導水能力 1，290，00白石 (232，700:lL方メートル〉の0.8%にすぎない 1日10，000石

(1，800立方メートノレ〕程度までの水量は陸軍に分水してもすこしも市内給水ょに支障ないもので

あった.
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導 ヨド 管 流 最

大島送水 井 ~ 川l井量水池山 川井益水池~四谷浄ノ}、場開

一言可否百1訂 流 量 主詳オ管内筏

ミリトートル

流 盈 (立方メートル/毎秒〕

可.;~ I (加

" 
22 

18 

圧〕

〕

1.587 

0.881 

0.168 

0 

2 

1，100 
イシチ

38 

20 

(加 圧) 1.748 

0.825 

0.129 

2.702 

すなわも川共益水池L:i車問uの導水能力は fiiTe官11Jに比へ1rf秒0.021立方メートル(1日約10，050石〉

の余裕を有するので， この陸軍の要望に応ずることとなり， その単I!lIiの算定については， この分水

に要する水震は大島断言1I;¥.j鼻水によって拐水導水するものとして，その版慨を次のように計算した。

内

原水 l立方メートル当経質

大烏ポンフ場における， 1か年間の総揚ノk盆(昭和12年度)21，936，000立方メートル

この経質 219，484 Pl 

r9 訳

113，491 円 大島ポンフ場における年間経常費(昭和 12年度〕 (内訳③〉

60，168円 大島ポンプ場・大野村間諸施設建設i't1，203，342円に対する年5歩の金利(内訳⑧〉

36，244円 建設授のうち臨時揚水設備投および大島送水井築造費〔その建設費合計 543，651円〕の服用

年数15年に相当する設備償却'i'l1年分(内訳@)

9，5811'1 ~設授のうち大島構内鉄管敷設'1'1および導水鉄管敷設費等(その建設1~ 574，833門)の耐用

年数60年に相当する設備償却費 l年分〔内訳@)

1立方メートル当り経費 1銭00056

(青山水源の場合は年間]水量59，166，0日立方メートルに対 Li経質・利子・償却授の合計額は 478，352円に

て1立方メートル日顔。8に当る〉

各内訳の計算基礎

訳 @ 

大島ポシプ場における経常授(昭和12年度予算)

(1) 大島ポンプ場運転貸

(2) 大鳥取入所および送水井維持管理n
(3) 監官民給料および月額旅費

計

同

109，596.87 

2，741.91 

1，152.00 

l1B，4!叩.78
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内訳@・@・@大島;fミγブ場大野村間水道施設費

名 称 | 依の却も年柑山の数机U〔内l臼恥訳5@〉 i のもの(内訳I!il)I (内訳⑮) I lW 要

出地買収投 l
同 阿

6798;4d 

臨時jZ水設備工事究 486，913.53 486，913.53 

大島送水井築浩賢 56，736.67 56，736.67 

向上構内鉄管敷設資 25，203. 25，203.12 
内

m 7J<線路築造工事~ 16，875.01 内鉄管代 15，219.95

導水鉄管敷設工てjf1'1 549，629.63 〆r 407，768.47 

計 印刷4574，832.汚 1，肌341.451

このような算出器礎に基いて，m:への凹容をffibJ(1立方メー iノレ当り l銭 5座で給水したい旨問

答するとともに，水道供給契約書案を送付したが， 1[1:からは次のように料金安 1立方メートノレ当り

1銭とすることおよびその他契約条項について嬰型の申し越しがあった。

横浜水道供給契約書=Wlスルi'I照会

昭和 13年 1月 19日

横浜市水道局長 脱 出 弘 直殿

ml師団経理部 川 上 中 佐

持啓 時下厳冬ノ候益々御消防ノ段奉y'i侠税者神奈川県南rM都下ニ於ケル陸軍施設給水方ニ関シ種々昨日成

ヲ頂キ悲深謝候就テハ木日契約書案ノ御送付ヲ受ケ仮処左記ノ点ハ御再考ヲ奴ハシ修正ブI;j;剤取致皮此段?守口

立候也

友記

l 茸~2条料金ハ l立方米ニ付金 l 銭 5厘ヲ 1 銭トセラレタシ，先般料金ハ 1 立方米金主銭ニセラレタク書面

ヲ以テ御願致シ本省方面ニモ之ニ{点リ予1;'j.ヲnウコトニ致シタル次第二{す右様御詮議札1成l立当自ili管下ユアリ

テモ甲府聯隊ノ如キ浄水ニテ l鋭5厘ニ有之候

2 第4条ハ削除セラレタシ。

本条ノ如キ危険ナル契約ハ陛草ノ克グナシ得サルP1Tニ侠ヘハ寧ロ全条ヲ自リ除セラレ度

図に第4条とは「甲に於て市民の給水に支障を生ずる日記ありと認めたる場合又は乙に於て他に適

当なる水源を得，中より}JJ¥水の供給を受くる必裂なきに到りたるJj).;合l土中乙相互llllに於て何時にで

も一方的意志表示により本契約を月平除することを得るものとすJというのであったが，種々協議折

衝の結果，料金は 1主主2陸と L，1:114条は削除することとして陸軍と次の供給契約を締結すること

とし，昭和13年 (19382ド)2月5日市会の議決を経，同年 2月18日第 1師団経理部とその調印をJ]ji

りかわした。

契 車百 主?

償浜市ヲ甲トシ，第 1umrn経理m[Hヨ'IJW:fr:P~J:ヲ乙トシ，ノrk:i立以水供給ニ昨]シ締結スルコト左ノ虫11 シ。

第 1条 甲ハ其ノ経営ニ係ル水道関水ブ神奈川県河鹿郡新磯村地内ユ於テ乙ユ供給プ、ルモノトス。

第2条 7);最ハ l 立方米ニ付金 1 銭 2 J.!立也トシ毎月末消~'1盆ヲ計算シ乙ハ!(:ノノk料ヲ翌月叩ニ支払フモノト



第4帝時間下実施した諸事業の内料 (357)

ス。

1:+13条水道工一J¥又ハ天災3Jl変此ノ他己ムヲ得サル'J¥I1¥ノ為正rr*又ハr';;7Kスルコトアルモ'PハJlノi'lニ{壬セサ

ルモノトス。

tn4条本給水工 1¥ハ;;1-1;1:器設i?I:iJiiFJi迄〔添付回同ノ{立ii{i:)ハqJノi'rirlニ於テ之ヲ施行シ災ノ他ハ乙ノ ull!ニ

於テ施行ン之カ維持皆目!ニ付テそ亦阿区分ニ依ルモノトス。

百15条 ンド契約ノ有効期flllハ契約締結ノ日ヨリ昭和14'1'3月 1日迄トス。

1llシWJn¥J満了 1箔月前迄ニヌド契約ノ継続エ付双方ョリ別段ノ芯志ヲ衣刀、セサル iキハ次ノ 1筒年HlJ之

ヲ継続スルモノトス。

ι¥1をノ持JIlnニツキ亦F']シ。

!1'& 6条フミ契約rw行ニ[則シ必要ナル制rI ハ悦浜市長及乙111互1m ニ j/~テ協定スルモノトス。

右契約締結ヲ証スル為木1日2illlヲfIリ各 11且ヲ保千jス。

i沼和 13il~ 2日 1811 

拍'i i民iIi i，丸山木 同

乙 百D師団経理部長 菅 野 1，)( 

このようにしてnr::l手1Il3i!"(1938{l') 2月よりド士本に対し原水分ノIJ(泊二日以白さオした。

その他日1先は大野地区内の東京臨時第3陛l!i病院であったが，ついで日13年 (1938{1'，)12月25日

からは同所の降11氾伝初日出隊 CtíE88i~部隊〕も使間をrm始するにいたった。しかるにこの分水につ

いては~i;:H官庁の認可を経ることなく災施した結果，ヨヨ14年(1939 :qó) 6月初日には神奈川民f羽生

課より路市への区域外分水についての'1:れ!照会を受けるにおよび，翌 7月28日改めて阪水分水にWl

L<Xのように弘行官庁へ認可を中話した。

14水庶発第 217号

昭和 14~ド 7 月 28 日

di 長 む

内初・厚生両大臣宛

水 i笠原水分水ニ関スル1'1

木市水道原水ヲj11下両陛1間判的，tJ世11.1ニ於テ左記ニ依リ陸軍エ分水致度候条仰認可1日成度Z'J紙説明書祁添へ

此設及申訪絞也

J品

1 分水先

明 " u 

東京第3陸平病院.'i立{言ml聯隊

2 分水ノ時

昭和 13::4:'2月 18日分水契約締結

3 分水ノ場所

高度郡新隣村大字磯町》字大型t4，339番ノ21号ノ l地先

4 分ヱfノ 方法

問所敷設ノ910陀及460粍却水管ヨリ原水ヲ分水セルモノニシテ問所盆水器ヨリノ工事ハ1ftニ於テ施行ス。

5 分水盆並水料

宅申込ハ 1日1万石ノ予定ナリシそ実績トシテハ左ノill!リ。



(358 ) 第11編満州事変から第2次世界大戦まで

昭和 13年度

1日平均

水料 l立方米ニ付

6 本市給水ユ対スル支障ノ:有無

426，355立方米

1，168立方米

金1銭2嵐

本市水道施設導水管ハ国97}:勾配ノ関係上水源ョリ 111井量水池迄ハ内径 1，100粍， 36吋， 2田j'，1剖寸ノ 4条

(上流一部ハ1，050粍〉ニシテ111井冠水池以降西谷ir，水場迄ノ、内径 1，1日0粍， 38";;， 2日吋ノ 3条ニシテ従来

ノ実車両ニ徴スルニ川井量水池上流日iノ導水能力カ下流ニ比シ，惚少ノ余裕ヲ有シ，本池ニ於テ常ニ余剰水

ヲ浴水放車セシムルヲ常トス。 1'11:ュ上i志向座郡新磯村地内ニ於テ混在本T!l[]i大導水能力 l司1，290，000石

ノ約 0.8%ェi邑キサル 1日10，000石ヲ臨時的設備ヲ以テ陸軍ニ分水スルモ木市給水 i二日1)ニ支障ヲ来ササ

ルモノナリ。

これに対 lA~15"!' (1940年) 1月1日次のように認可されたが，神奈川県、当局からは事前首可申

請の手続のなかったことについて遺憾の旨の迅速を受けた。

厚生省 14神衛第 473号

千111 ~'ミ )11 m 横iJ(司j

昭和 14年 7月29日14水庶発第 217号申請上水道原水分水ノ件認可ス。

昭和 15年 1月 11日

厚生大寵 秋 田 1荷

内務大臣 原 直

15衛収第 238号

昭和 15年 1月 25日

笹 察 部 長

土 木 昔日 長

横 浜 市 長殿

上水道原水分水認可ニ関スル件

昭和14年7月29日付14水庶発第217号ヲ以テ申請有之候上水道原水ヲ県下両座郡新磁村地内ニ於テ陸軍ニ分

水ノ件認可相成候条別紙涌令書及交付候也。

追而右分水契約ハ昭和12年度ニ締結ノ上昭和13年度ニ既ニ相当多量ノ分水ヲ実行シタルモノニシテ手続上遺

憾ナル旨厚生省衛生，内務省土木両局長ヨリ通機ノ次第モ有之自今充分留意相成度。

その後この分水は5!続き実施されたのであるが，昭和20年 (1945年〕第 2次世界大戦の敗戦とと

もに軍の崩壊となり，]r施設はあげて進駐軍の管理に属するにおよんで，この原水供給先の元陸軍

施設にも進駐王手の駐とんするところとなり，同軍よりも引続き原水供給方の要望を受け，河軍と供

給契約締結のうえ，その供給料金の支払方について神奈川県に次のように請求した。

水庶発第 78号

沼和 21年 4月 6日

横浜市水道局長 藤 田 弘 直

神奈川県内政部渉外諜御中



第 4章時局下実疏L，t諸事業の内特 (359) 

進駐軍ニ封γ原水供給ユ関スル件

今般進駐軍ニ対γ原水供給方左記ノ通取揮メ候ユ付テハ分本料金支払:ttノ他ζ付可然向~i意和広!IHt段御報

告努々御依頼候。

両日

1 分水地点

(1) 神奈川県南高郡相模原町大里子地内

(2) 東京都南多感郡南付鶴間地内

~J上ノ 2 ケ所

Z 分オ判

原水 1立方米ニ付金5銭ノ割トス g

E 分水供給量ノ算定

毎月末現古ニ於ケノι分オ供給量ヲ量7k器ニ依リ討童スノルコト， 但シ垂水器ニ故防アルトキハ1人 1日

2C日リツ人 yレノ制ヲ以テ供給量ヲ算定スルそノトス。

4 分水料金ノ主払

毎月末日現在ニ於ケル骨水供給量ニ付単価金5銭ノ割ヲuテ算出シタル分水料金ヲ翌月中ニ神奈川県ヨ

リ支払ハルノレコト。

また1*~ 3陸軍病院は終戦後除草の解体にともない，国立相模原病院の名のもとに経営主休が変更

されたが，その原水供給に関しては引統き給水方の要望があって，同病院と改めて次のような契約

を取りかわした。

契 約 ヨ主
日

積@市ヲ甲 kシ，国立中円1芦原病院ヲ乙トシ，水道原水供給ユ関シ契約ヲ締結スルコト左ノ如シ。

第 1条 甲ハソノ絵宮ニ官、ノ'"'7.Ki主l京水ヲ甲ノ市内給水二支障ナキ限り神奈川県高血君向日模原町大野地内ニ於テ

乙ニ供給スルモノトス。

第2条 料金ハ l立方米ニ付金5銭トシ，毎月末量水器ニ依リ官時告量ヲ百十震ノ上乙ハ其ノ料金ヲ翌月中ユ支払

フモノトス。

第3条水道工事文ハ天災其ノ他己ムヲ得サノt.-J}Jroニ悶リ断水又ハ停水スルコトアルモ甲J、共ノ葉ニ任セサノレ

そノトス。

第 4条本分7]<ニ要スル工事ハ，甲ノ水道線路敷内ハ甲ノ負担ニ於テ，其ノ他ハ乙ノ負担エ於テ夫々施工シ，

之カ維持ニ付テモ亦河区分ニ依ルモノトス。

第 5条本契約ノ有効期間ハ昭和20年四月 1日ョリ同21年3月31日迄トス。但シ期間満了前1ヶ月以内よ二本契

約ノ継続ニ付甲乙組レカ一方ヨジ Y，-!Jg主ノ怠芯ヲ表示セサルトキハ次ノ 1箇年間之ヲ継続スルモノト

ス。以後ノ期間ニ付亦同シ。

第6条~契約ノ履行ニ関シ必要ナル細目ハ甲乙相互苅ニ於テ協定スルモノトスa

右契約ヲ証スル為本書2週ヲ作成シ各自其ノエ泡ヲ(:;，有スルモノトス。 、
昭和 21年 12月 1日

甲 横浜 T首長半井 清

乙 国立相模原病院院長伊 咲 月 雄



(360 ) 第11編満州事変から第2次世界大!被まで

第 12 節防空施設〔昭和 13 年~20 年〉

日支'Ir変が!11，;三進展し，閣僚間の対立的色彩が首長厚となって， 1司内には戦時態勢への移行が急テ

ンポにi生められ， !í)j~，~の実施が必要となって，昭和13 1，r (19381，の日月県'1.竹詩的からはi空の実施に

関する必裂な設備資材を国同IriliWJするから巾訪するよう I照会があった。

水道局関係法してまず消火せんの強化設備を計世ljL_-，さらに年々 '1工業自体の[:}j空のための整備を

次のとおり実施した。

(1) 消火せんの強化整備

T!ir}jの最も重要なる区域に 500側の消火せん急設計iilliを樹立し， lli:)f日13"1'(1938年〉皮より I財布1

16年(1941斗〉広までにstJlI:l-，さらにi，;'17if'-[去には潔急初空計図として特にI[i内枢~な地点に対

し内径 300 ミリメートノレ以上の配水木1:~;に双口烈強力消火せん10基を設註した。また昭和18年 (19

43年〉皮には全消火せん 4，504侶のうち重要な筒所 2，083随所に原誠元ぴIを設抗した。

防空施設として設置にかかる消火せん関係工事は次のとおりであった。

i押消F肖j火せん設 r託'i:I工工工今 1事l= I 5由 J i消f円与 ，吐ん | 消火せん i摂票 J誠品 f灯I 

土土j|亙E亙主E三子?九忌匝E立主同聖E土竺4:ス}喧丞主-習日干王'1¥ '/~!亙亙匹叩i耳即PE日日研!F戸Tγ 

一

昭和臼附年1，1，11品; お則，点E田8;.』9品司 肉寸寸~I - 内到 | 肉f旦l 阿

14 1 7祁5 1 9，6印04.041叫 14，95印日0.0口叩側口凹1 - 1 斗 i 

15 i 208 

5∞|  

16 

17 

18 I 

計;

25，856.95 

1，692.64 

5，口50.00

5，000.00 

:l::2::12-63，172.5601 2日，830.001

ぉ…I -

86，831.蜘 |20m0.ω
l
l
N削
1
j

F
O
 

2
 

A
U守

内

4

，
 

2
 

6
 

活棚04

(2) 防空防護費

ついで事態の緊迫化にともない水道事業の防空として，次のように各種の防護工事を実施した。

施設| エ 極|

庁 舎 防 火 改修賀

郡水線路

大島送水井

西 谷 i:J'Jト水場名建物

凶谷絞 i主ろ過池

西 谷 急 速 ろ過池

西谷高架水そう

西谷急速ろ過池

防護戸および1m仕切戸工事

張芝，日目墾して偽装

植樹して偽装

主主装による迷彩

大掛りに水間に似せた偽装をなす

植樹して偽装

塗装による迷彩

耐弾工事

昭和 18年度 | 昭和 19年度

M62却 | 将一

10，373.47 55，768.746 

1，450.00 

2，752.800 

計 58，521.546 7
 

7
 

• 7
 

向

62
 ，
 

1
 

。ι



m4~ 時局下実施した諸事業の内容 (361 ) 

(3) その他

ζ持軍幕・検守j( -i::; ・作業汀や職民非常笠庁Hl自転車ヰ防~~Y-jj'6十材の笠備および貯水そう・H'I' ポンプ

その他sjj;機材の充実を悶札応急復iヨ費や防空!現係諸狩を年々iにのように計 1:~，日常の実務と

{じじつつあった防空に従事するとともに万ーの場合の用怠に{JI¥iえた。

I~玄F\ fぞLJ二-_引い川E罪和刷叫副抑引ヨ -~竺えL 支 日出1 直 支 l出目額 ;又 出在惣耳 jトaぷ主 !川H 甑 l

一一一一一一一 了一一一 ~一一一一寸rJ"iι 一一一一一石lilfγ一一一一一寸iJjj剛 一一-fIJf!l

語材技{究 11，330.66引 10，929.3501 4，244.8781 1，069.仏12) 27，574.834 

防護施設費 44，976.01同 5，655.6361 -1 -'1 50， 63L706 

諸焚 3，800.0，同 12，.657.81明 7，186.46328，803.41司 52，447.789

29，批剖言f

第 13節 自家用木炭製炭事業

道志水源における製炭

1
 

4
 

9
U
 

1
 

3
 

4
 

1
 

1
 

29，870，354 130，笛4，329

111梨見、 T~Wtff!{百 ，ltf;;t志村におけるおW~市所有水道水iJ，~!林は b起業35にもとずし、て経?すされていたので

あって， IEI 入会地における製炭!日材についてはfド'<Jl]: ;-t付に対~， mnl材結のis討すをJムいT げてき

たのであるが，年々tむ業旅所長肱に対し残存木を千干してし、たのであった。

i\l，{和15年木炭の統~tifJが立fjtZ って?kili当同も車工 fH木炭の入1")'111こ手止やくよ弓になった。木炭f土

当時ガソリンのfUlIとして自動車の返札;燃料に能川され手riltな資材であ司たので，当局は従来道之、

村に払い干げてきた2Q炭H'村の4々の政'j寸殺を利用して， I~ 家製炭にのりだし，コ平日|ならびに叶

業Jll木炭の確保を凶り l :n~~fli営 l二支昨をきずこさないように JL給計図をたてるにいたったロ

すなわち昭和15年 (1940年)11月20日初めて山

梨県知事に対し木炭県外移出の許可叩請を十':!i:/_L11し

てその話可をf号，以後均々これを繰り返して自家

用製炭を続 ~-7，最初は'1:産主iの3分の 1:tr山梨県

に供ぃ1.L-，自家月!として当局へ3分の 2'2送付 L

h 

"白

目安問分 1，，¥ l!t出分

" 同

悦歩 1f主につき L~OO 1，400 

検 千正人し 0.016 0.016 

木そ炭鉱i制め点数が他 0_05口

~r;~ !J十l$t日巻 M紙 0.0却

迩 ijjl lr~ 0.275 0.225 

言十 1. 711 1，691 

供11，自り、代金は1依 1円95鈴であった匂

最初当局が計四した木炭の製炭1~および供川訴

の収入代価は右去のとおりであった3

かくして昭和15"1'.C19401.n叫 fE年々道志十lに

おいて自家用~~炭を続行したが，召集・世間123z のため，悦夫の減ノ:þでj制?r::~ミ産低下の傾向をたど 5

ながらも，生~奨励に努め競争による年間}多産者に食品を則るなど極力士官lJ立を図った。

その終戦前までの生産状況は{)(のとおりでめった。
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年度別|生旋 盤 | 生 産 経 費 | 主 管長aEi供出木炭数 i住吉っ苦 1供出代金 1

昭和15年 6，781 1 11，975.71 1 1.166 一 一
16 1 10.227 1 18，631.76 1 1.822 I 2.895 1.967 i 5，694.95 

11 3，905 7，719.55 1.977 1，000 2.042 2，042.00 

18 11，921 22，616.04 1.897 2，000 2.330 4，6印日日

19 4，541口 12;395.80 2.13C 2，407 2.907 6，996.79 

20 1，966 14，641.36 7.447 1，000 12.200 12，200.00 

計 29，E40| 87，980.22 9，302 31，593.74 

4 平均 6，557 2.253 1，860 3.397 

ついで昭和22年(1947年.)~こいたって木炭統制手続が変って自家用木炭は政府に供出し，山梨県

木炭事務所から供出木炭代行の許可を得て?神奈川県から割当配給を受けることとなった。これに

よって同年4月1日付をもって10，000俵の自家用製炭の願い出を山梨県に提出lしたところ，山梨県

では製炭の 5 割を山梨県-~宜供出とし，残り 5 割を!~外移出許可の方針で神奈川J\Uζ移出するとの

ことであった。しかるに神奈川県においては移出された 2叡を生産者に割り当てる方針とて，本市

水道事業には 1，000俵の割当となった。かくてはとうてい需要を満たすべくもなかったので，神奈

川県および山梨県当局と種々折衝に努めた結果，木炭耳f't古が切迫していた時ではあり，横浜市が輸

送に良から協力するならば山梨県供出分も県外移出をしてきしっかえないとの了解をうるにいた

り，また神奈川県からも供出量の半分の割当てを受けることの許可を得た。こ乙において当局は自

家用トラノグを現地に派遣し，輸送に協力し3 ガソリンの特配を受けて道志村大月号R悶の自動車輸

送に当り，木炭の搬出に努めた結果，神奈川県へ7，502俵を供出し， 3，751伎の割当をうることが

できた。

ついで昭和 24年 (1949年)8月16日農林省告示によってふたたび木炭需給調整規則が改正され

政府の買上げは廃止されたが， 水道局は神奈川県・山梨県当局および集荷機関等と協議をかさね

10，000 I去を生産[._， 7，000僚を受配し得たのであった。

2 青山における貰営製炭事業

水道事業の所要の木炭は道志水源林において直営製炭を実施Lてきたが，製炭夫の徴用や輸送機

関の不河i骨写のため生産能率が低下し，計画数量の生産が間続となり，また本局治1ITiも思うに任せ

なかったので，昭和18年 (1943年〉にいたり紘張工事および配水管工事当に要する木炭については

別途に青山水源付近において物色し，津久井郡内郷村地内1<::適当なる濡炭林があったので所有者で
~". 

ある綿子部落代表者と立木の売買契約を締結し，昭和19年 (1944年)2月12日杓奈川県主り1，000

俵製炭の許可を得て自家製炭を原始した。供出量は 2'1:11の条件であったコ

昭和 19年 (1944年)度においても，この製炭割問を実Ji(R1..-， 2，0001表製炭の計可を得た。しかし

実施の時にいたって同年12月焼夫との折衝にあたり，焼夫賃66銭値上げ方の申し出があった。当時

人夫賃金t~高騰し政府の木炭単産対策奨励金交付 (50銭〉等の関係もあってやむを得ないので，そ
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の値上げを認めたが， 1年を越えてふたたび同方面における各会社工場の自家用製炭を企てる者の

増加や，各町村に対する生産責任量の割当t首加にともなう製炭賃金の増加ならびに俵装材料の入荷

回難等の事情から，俵装材料は水道局持としてなお焼夫貨も20銭増額方申し出があってその要求を

いれ2月1日以降実施した。

また原木の手当については阿2日年 (1945年) 3月内郷村寸沢嵐IC約 540石の立木を購入，その準

備をLた。

その後も薪炭価格の引き上げ生産関係者への食積物資の特配，戦災地への里見急増送運動等があ

り，ついには薪炭の最高販売価格が決定されるにおよび次のように生産費も順次値上げされた。

次 I:;¥: *' T' :'i I焼
焼 夫 質

年
歩|浬 首 i俵及縄|検査す正!築

ヨヨ和18年 月I立芳メ伊トル 阿
関 円 円 円

500 3，000 1.00 .20 .23 .0ワ

19. 12 I 333 1.998 1.8号 目別 .26 

却 2 2.00 
..2600 1 

21. 1 I 6.00 

21. 5 9.00 .50 2.50 

22. 1 ! 14.曲

かくして青山において自家製産された木炭数は次のとおりであった。

昭和 18 年度

11 19 '! 

ν 20 11 

" 21 11 

900俵

1，070 

1，032 

700 

(1俵当りにつき〉

窯|会 敷| 計

河 開 問

i5 .02 L6~ 

.02 2.2.' 

.日E 2 ， 2~ 

.日5 6.6E 

12.0( 

14.0C 
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第 12編第3回拡張第2期工事

(日召手口 8 年 ~15 年〕

第 1章相模川水源本市単独施行案(昭和 8年〉

君主 1節 相撲}II水源泉市合同施行主主から単独施行主主

までのいきさつ

第 3回拡張工事は水源問題について幾多の波乱があって容易にその決定をみなかったので，念、施

な姿するままに水源工事を分離して導水工事以下の諸工事をそのns1期工事として巡行せしめたの

であったが，水源問題については次のようないきさつがあったのである。

おs3図拡張工事の必要に迫られた桔lii兵市水道が， 1津』芋E久ヲ升I材!

て取入口とする拡3波E言討i阻凶1について，あらかじめ応の了解をうべく，昭和 2ifく1927!1三)10月15日堀江

局長以下が県の三輪二土木部長を訪ねてその言!日引を説明したとき，県から当時ALが:立図していた洲]問

地方のl民営水道と水跡、設備について VI~ • T!i合同施行方の勧誘を受けた。しかし合同案は重大問販で

あって，その成子!~，工事，財政，管理~~.将来にもわたってすべての点において制査研究の必要があ

ったのでさらに審議することとした。しかし一方においてはこのような審議宏しながらも拡張に関

する別交は依然として進行され， ~~ 3 年 (1928!1'-)には )JIJ にノIj(i))~に対する 1l~ 2奈が検討された。そー

れは現在の青山系統括与収入口をそのまま使川 L，別:の路線に沿って潟水する方法であって，さ

きの!X)11告である[ÍlJ ケ J.>;~におけるポンプa湯水案が逐!I 経常伐のtH加をきたす修Ü[iJあるに比ベ有利で

あったので，この言ljiljj案について測況や設言|も完了したのであったが，水派合同計画についての協

議が進行していたので留保されていた。

しかし昭和4年 (1929{1つになるともはや配水111は設備能力の限界にi主し，ついに 7月以降断水

を繰り返えす始末となったので， 371急にU);3悶拡張工事の成祭実施以外にi立はない左して， ，VI-~ TIT合

同水{原案についてPAとの折衝をHt進L，日"1ミ8月16S ~!I~科ワJ内務部長と I巨大西助役とのrmに合議狭

い同月28日合同水j原案について両者の党え者交換の運びとなった。

この合同*1原案は相模川を水源とし，神奈川県津久井郡左岸千本兵村守赤馬および同君f>t~i芋内~l!E

付若1卯地r1jに相模川合横断して溢流えん堤e築造し，水伎を上昇してJI又水明よりJlii7j(L，以下ずい

道および陥きょにより三沢村・川尻村および大沢村を総てIn名村主で自然流下し，同村田ツ谷にお

ける分水井においてHi2・mlの割合をもって分水する計画であった。

しかし県側においては工事があまりにも巨額に達するため財政計画上実現の見通しをうることが

できず，机上計画のままでその内部的体制や諸手続きも整わず，工事実絡について協議を進め得な

い状態であった。

しかるに本市の給水事情はすでに約迫してこれ以上工事の澄延を許さない状態に迫られていたの

で，市はやむなく全工事を 2WJに分割し水源工事は第2期工事に談って， i31施を要する導水工事以
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下を第1期工事として施工することとなった。

そして一方水源工事施工の段階にいたるまでの液水設補給対策として昭和6年 (1931年〉夏期ま

でに高座郡大島に臨時的揚水設備を施設することによって断水をまぬがれようとした。

このようにして第3回拡張第 1JVI工事と田知侍揚水設備工事は進行され，工事の進ちょくにともな

ってあるいは既設設備と迷絡し，あるいは埠*10;にjJ日庄ポYフーを取り付けるなど，ちゃくちゃく水

長の増加を図って毎年の夏に対処していたが，一方本格的な水源工事は県側の財政事情に左右され

て，本市の'I'}I足にかかわらず合同施行の国にはいっこうに踏み出す様子もなく，ついに昭和 8年

(1933年〕には県は県営詰111羽水道の*1原を相撲J11下流言~Jlljcl に求めることに変更した。すなわちこ

こに相模川県市合同水源に関する協定は事実上消滅した形となった。ここにおいて本市は水j原工事

について単独施行の阪を回め，かねてからの調査にもとずいて，県との合同水i原案すなわち相模川

千木良取水突に対してやや下流の津久jj郡内郷付において取水する設計に切り椋え，緊急に測量そ

の他の災施の設討を終えて，第3回拡張百cz期工事として陥和8年 (1933年)12月15日市会に提案

し，即日可決されて，同年の苓も押し追った12月28日事業認可の巾誌を次のとおり主務省に申諮の

ため県に提出した。

第 2節 相模川I水源単独施行主主主事業認可の申詩

水拡庶発第 1288号

第3白水道拡張第 2J回工事認可申請ノ件

昭和5年7月2日，内務省4干'1'衛第159号ヲ以テ御認可ヲ続開下工事施行中ニ有之候木市水道第3回拡張工

事中ノ第 11目工事ハi!i:グ完成ノ予定ニ有之候処之レト不可分ノ関係エアル第2期工事即チ水源ニ偶スノレ工事ヲ

引統キ施行数度侯条白i認可i日仰皮別紙理白書並水道条例ノ定ムル必要書類相主へ此段申請侯tfl.

昭和 8年 12月28日

内 務 大臣殿

E里 出 3ft 
口

横 浜市長大西一郎

本市水道ハ明治42年 5月当時ノ給水状況ニヨリ 1人 1日給水量 111.3リットル (4立方尺〉給水人口

800，000人給水総量的，045立方米ヲ基本トシ第2回拡張工事ヲ計函シ明治 43年8月起工大正 4年 3月竣功

ンタルモ爾来文化ノ進捗衛生思想ノ普及並ニ製造工業ノ発迷ハ l人当リ使用水盤ノ増加ヲ誘致シ計画給水人口

ノ半ニモi主セサル大正15年夏季ニハ既ニ給水能力ノ不足ヲ告グルニ五日，一時計設耐j実施ユヨリノj、康ヲf早タリ

ト錐昭和2年4月鶴見外隣接8ケ町村ノ併合ニヨリ給水人口明ニ激増シ再ヒ断水ノ脅威ヲ受グルコトトナリタ

リ。ままニ於テ本市ハ之ガ解決ト同時ニ工業都市トシテ将来発展セントスル情勢ユ備フル為第3回水道拡張計画

ヲ樹立シ，先ッ以テ断水妨止上最モ急ヲ要シタノレ貰H期工事即チ，潟水工事・浄水場工事及配水工事ノ御許可

ヲ得テ目下実施中ナルモ水源工事ハ当時神奈川県ニ於テ計爾中ナリシヲ以テ}時中止シ第1期工事ト分離施行

スルコトトセリ，然ルニl県ハ其ノ水源ヲ下流寒川i村ニ変更シ実施ノ認可ヲ得己ニ若手セルヲ以テ密ラ県市合同

施行ハ不可能ナノレエ至リタノレカ故エ，ままニ市ハ総工費2，880，000円ヲ以テ本工事ヲ単独施行セムトスノレモノナ

リ@
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1抗浜市第3問水道拡張第 21明工事目論見者

第 1 水市i・水道線路且沈i曜池ノ位i註

1 水源ノ位前

水源ハ神奈川県iilt久， j 都内郷村大学者柳西阪地先制枝川右岸(別紙回而ノJ1l1リ〕ニシテ河岸ハl)~i*世鍛及砂ま;

ノ互層ョリ成レル岩悠ヲ露出シ洪水ニ遭遇スルモ絶対ニ変化ヲ来ス受ヒナグ *11ハ別祇試験表ノ如グ良好ナ

2 水道線路

水道t路ハ神奈川県津久井;fi日内郷村大字詰柳字国際ニ起リ是ョリ挺i直ヲ揃童話シ1;'-1付大学寸沢胤字1百本地先ニ

於テ有1校)11本iJicニ架設スヘキ水1!'橋ヲ波リ同郡三沢村字名手地内ヨリ再と隠道トナリ時+n校川l左岸ユ沿ヒ閃郡

川尻村ヲ経テ高座lf日大沢村ニ至り H百~llit間IlIiトナリ，悶1時間名村字的水エ新設セシ i スルi;t澱J)];.:::: 述ス，沈澱

場ヨリ更ニ新斜路ヲ築造シ問名村字m水地内エ於テ既設水道品惚告(第 11明工事ノ分) I連絡スルモノトス。

3 沈澱場ノ位l!!i

神奈川県高座郡田名村字消水

薬品 iTL和池

沈

送

澱

水

池

，1' 
1相1

3 1困

1 1閤

第 2 給水区域ト人口及 1人 1日ニ対スル平均及品大給水J1

1 給水区域

2 給水人口

3 1人1日ヰ'J!<対抗7](Rk

4 1人 1日J壮大給水jill

横浜市一円

1，000，000人

265リットル

340リツトノレ

第 3 人口増踏及多量ノ水ヲf日フル製造時一ニ対スル給水量!i!il.川ノ見込

1 人口 1('1 M 

木市J 、!昭和12{1'4J11f1隣阪9ケ11町村ヲ併合ノ結果，共ノ人口ノ街fJl及別加率ハl口市域ト新商品入地減トJ];シ

グ法違アルヲ以テ之ヲ!日市域ト総見・保土ケ脊両l町ノ祈編入地対及"tl也ノ新編入j~j或トノ三向エ分ツテ ITn;j ス。

日]チ毎年ノ地1m人nハIIJrli域ハ大正2年ョリ阿lHj'.ニ主ル10ヶ年[mノ統計三ヨル 3，790人的見・保 i二ケ谷間町

ハ大政 8 :11~ '"り百円相 3(.1"-ニ烹ル10ヶ年間iノ統計二ヨリ 5，595人文{血ノ新編入地域ハ阿シク最近 10ヶ年ノ統計ニ

ヨリ 1，118人ナルヲ以テ全市一ヶ年ノI世加入口ヲ10，503人ト定メ昭和17{1'.12月末木i1fa調査ノ現制人口620，192人

ヲ恭礎トシテ算tBスルトキハ昭和 4 年末ノ ~Ilî人口ハ 1 ， 053 ， 445 人ニ述ス。/&ニコノ i砕ニ於ケル給水普及率ヲ

10日分ノ95ト推定シ給水人口ヲ1，000，000人トセリ。

2 多量;ノ水ヲ用ユル製法工場ニ対スル給水:m:J~11J[1ノ見込

製造工場ニ対スル給水武ノ、計阿 1人 1n lIi大給水)jtノ内ニ包合スルそノトス。

第 4 工事方法

別紙設計説明~li: ノ iffi ~ 0 

第 5 起工並竣ヨ期限

起工 昭和 9年 1月 1fl 

竣工昭和112年 3月 31日

第 6 工 'jrg~ ノ総額

l 工費総額金 2，880，00日円

2 財islハ総テTliitlニ1う:ッコトトシタ。
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第7 水質ト水量ノ関係

1 相模川水質試験成結五

観測個所神奈川県津久井郡内郷村大字若柳地先 硫 酸 痕跡

相模川 附 酸 痕跡

気 i1rll摂氏(華氏〕 12・(53'.6) 亜 目1 自主 検出セズ

yj( I且 11(11) 10' (5目。 0) 7 y モ ニ ア " 
HJ 1自 (i罰rA:) 殆ドj査明 硬度(独乙度〕 1.4 

浮遊物 彼主i ア ル カ リ 皮 8.8 

色 (色JJI.) 殆シド無色 過マンガン酸カ担ウム消質量 3.344 

央 味 異状ナン 図 形 物 総 長 108 

反 応 徽弱アルカリ性 細 菌 20日

グロール 2.556 

{崎考 化学的成分ハ 1りツトル中ノ「ミリグラムJヲ示シ細菌ハ 1立方「センチメートル」中ノ筒数トス。

細菌学的試験ニ供用セル寒天培挺基ノ「寒天」合fiハ其ノ 100分中1.3ナ ム

2 取水量決定理rb

本市水道 1人1日最大給水武ハ既往ノ実利iヨリ見ルニ都iII文化ノ進運ユ従ヒ前次増加ノ傾向ヲ有シ，昭和8

年中ユ於ケル最大給水量ノ、， 243リットルニ述セリ，然ルニ将来下水道喝;ノ衛生施設ノ完備セラルルニ於テハ，

益々 1人1日最大給水泣ノ地加ヲ来スヤ明ラカナム依ツテ附和 48年ニ於テハ 1人1日最大治水量ハ340リッ

トルェi宝スルモノ}想定シ同年二於ケル木市給水人口ハ 1，000，000人ニilスルモノトシ， 1人1日最大給水量

ノ、340りツトルニ述スル。総所要水量毎秒3，935リットルノ巾既設i草志川取入水盆ill秒 1，152リットルヲ控除シ

本計illTIノJjj(水長打王秒 2，783リットルト定メタリ。

3 水源ノ状態及m水個所ニ於ケル流水量

本音 1"J!lij]1liノkニハ林系)11Y，t津久井郡内~J~;t寸大字若柳字西原地先相続川右岸ニシテ付近-:;)\:ノ河岸ハ主ユ粘板岩

及砂岩ノ互府ヨり成レル古成府ニシテ路盤ヲ露出シ洪水ノタメニ河I11ノ協心ニ変化ヲ来スカ如キ憂ヒ更 z ナ

グ，該JR入口付近エ於ケル流水設ハ左記ノ如グ木川l潟水量ハ 1，2月ヲ中心トシテ笈季ノ減水ハ低水盆以上ニ

栢当スルコト多シ。

軍事ロエ於ケ Jレ流水畳表

別 IIAT.JI両税|語域12方粁E iF12方粁主|室内対ス主lFFス主

平方粁 日ツトJレ 9'YトJレ

大正 8 年 909.98 22.19 28.51 

" 9 ir 909.98 29.05 42.22 

ノノ 10 &f. 909.98 36.09 41.14 

均 909.98 29.11 37.29 

{llIi考木表ハ通信省水力調査書記録ヲ基礎トシテ計算セルモノナリ。

4 取水亙トi寵瓶用水トノ関係

リ'Yfo，レ 日、Yトル

20，192.00 25，944.00 

26，435.00 38，419.00 

32，841.日D 37，437.00 

26，489.00 33，933.00 

フミ計閥ノ取入口ヨリ下流=於ケノレ本川筋滋i耐用水ハ別表ノJillリ既設分ト目下計画中ノモノ lヲ合シ毎秒 13，

747リッ lノレブ必要トス。然ルz取入口予定地点ニ於ケル潟水量ハfIIi掲ノiffiリ26，489リットノレニシテ本計聞ノ

取水量毎秒 2，783リットルヲ控徐スルモ尚 23，707リットルノ流水量ヲ残存シ下流瀧瓶用水及本計画最大取水量

ノ必要ナル時季ニ於テハ本川流水量ハ前述ノ如グ低水量以下ユ降ルコトホト Y トナキヲ以テ本川平均低水量



第 3[UJ拡張第2却11二'IiZf-C12明同(368 ) 

33，933りツトルヨリ本計画ノ毎秒 2，783リットルヲ取水スルそI判31，150リットルノiJie7J<最ヲ残存シ，下流協統

所要エY-lシ何等ノ支降ヲ及スコトナシ。

相模 JII筋濯海開反田l及水量鶏

j芋

村 名 1i甚淑

"h-: 

1，391回目。1，983 大野村、平嫁r!i390.00 0.268 

6，957，00 22，日85

5.982.00 4.0笛計7.765.00 22.641 

13.747.50リットJレ26.706平方粁計

村

中「

麻 f~i 村

新磯村以下農業
水利改良計 画

沢

名

大

rrl 

計

工事前同 1斑説3 

本百 HiIiiハ百13 同担、~n工事ノ一部ニシテ 1'1下施行中ノ鈎 lWD二フlï ニ述絡スルi._i"j，水路ヲ完成セントスルモノテア

ル。日11チ付京川 Vh1t久引部内郷村大~'{f'':柳字im ノ原地内相tÝ!:J 11 :(=1 )'f~: ニ 11立入口ヲ設i?I': シ rjj'E水ヲ 1Fi入レ，相模川ヲ

的断シ，対j'\~ ナノレ同郡三沢村宇名手地内ヨリ時々中日間川ノ左耳元ニ ìü ヒ延長 5C 日米ノ附渠及 9 ， 480 米ノ終選ニヨ

リ津久井郡川DLHヲ経テ苅陸部大沢村=宝:リ，11::ニ延長430米ノ時架ト30米ノ日日記ニヨり，1nJ郡田名付宇治水

ノiti噴l:[jニ埠水ス。沈澱場ニハ薬品I足利池，沈il官官池及送水jlヲ築造シB;(ノkヲ沈i守セシメタル i二日目*ニヨリ一日

送水jl'~!fiム，之ョリ内径 1 ， 100 粍鉄竹延長318米ヲ以テ第 I l1Jl工事 1 シテ施行シタノレ1 ， 1日目粍埠Jj(鉄管ニ辿給

スルそノトス。

計 四ノ規校

沈澱i品設備ハ昭和24年ノ給水人口750，000人エ対シ 1人1日i拡大給水量250リットルトシテ計算セル総所要水

最iU秒、2，174リットルノ中，既設々的1，031リッ 1ルヲ主;除シタノレ1，143リットルニ対スル約 131f1j:IHJ分ノ容長ト

ス。 ?f早水路ノ、工事ノ性質上将来更ニ拡張ヲナスエ困難ナルヲ以テ，昭和 48年ニ於ケル給水人口1，000，000人ユ

対シ 1人1日j巨大給水長340リットルニ該当スル総所要水量毎秒3，935リットルノ中，既設道志川1取入水笠毎秒

1，152リツ lルヲj官除シタル不足分毎秒2，783リットルノlf;(水量エ対スル設陥ヲナスモノトス。

算予ユこ4 

横浜市継続費水道事業盤強費収支計算表

1 

1. -!li O

D

 

叩
∞

開
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Q
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9
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h

J寸一戸川idi:|:ょ12:lilf 111J領

lh-hhd-
|肌州蜘，州蜘，mim脚 2，邸叩i

入

計

腎主

合
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川口文

科

救

1 水道事業
拡 張 1Jj

日 |昭和|昭和 j昭 和|昭和;n

羽 1 8年度 19年度 110年度 111年度 1

沼8，0001田0，000，9印，0001672，∞o 2，田0，000:

l 語iyc長沼呂，醐1960，鵬 9印'吋 672，酬 2，880叩0:

説

1.給料

2 雑給

3. iM m !1li 
4. Jjf.ノkコ:.'liC n 
5 沈i殿場ヱ'W(I'
6 建物 'i'l
7.検査 n'，
8 材料運搬費|

9. m訊 架 設'i'l

10. 器具機械11'
11 測 :ill!J.ì~問先

12.補償 'i'l

1 13雑貨

I 14.子 1品 1'1

同88，0001蜘 .000:肌叩 672，000
1

2，風脚 i2，肌 剛合 言十

第 3官fj 単独水源室長工事認可申請書の握りつぶし

13日，375

51，574 

12，651 

1，807，100 

550，000 

29，100 

9，600 

1，400 

12，000 

24，70叫

17，日00

155，500 

7，000 

72，000 

この訂~3 回総iJldH 2 }i)J工事Ll--INi!j舎はi昭和8ijo12月28日， 8 i封4)132，948勺をもコて県諮察部に受lA

されたが， ~!Hj:ïは以土木部において下積みに1'1[もれてまったく日の目を見ることがなかった。すな

わむ ~~í!1，lj: tll~ においてはAHJ)の償iJ1との相模川合同Jr~水策から )I~i;': して，いつの!日lにか以内陥ーの大

川相模川についていっさいの水利を統制して総合的に活用しようとする議が起り，ひそかにらぐく

ちゃくとして新しい企図の調査研究準備に忙殺されていたのであった。その構tp、は下流へ影響をお

よぼさないことをtfEーとしてa豊水，洪水時における過剰水i誌をダムによってl円'7KL，これを1黄浜・

川崎両TIiの水道に供し，かつ相模原|羽田用水にあて，さらにダムによって生じ符た務差を利用して

県営事業として発返しようとするもので， 1町水池候補地は日 i削寸flJli~予部落中の広大な河川l盆地とそ

のよiAtであった。

すでに県当局の腹採がこのような構想に~脱した以上，さきに県市の間に協定のできた相模川!水

i師、合同施行系のごときものは，この新企匝'1遂行上支障あるものとしてすべてその陰にかくされて敵

みられず，県仰jは横浜との合同施行の協足当日与の滋i古jとはまったく異なり，すでに県営湖南地方の

ノrKi誼言|阻jにおいても自ら前記覚え主主を無視して相模川下流から取水をD目立古したのであった。ここに

おいて横浜市としても長年渇望の水源問題を緊急に解決する必裂に迫られるにいたり，昭和 8年

(1933~) 暮本市単独水源獲得のため，共同施行案とほぼ同一地点に単511施行のιJI，~1L1をなすにいた

ったのであった。

ここにはしなくも県の計画と木市水道水源工事計画とが同一地点をめぐって競願の形となり，県
句
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側もあわてて相撲川総合計図案について一日も早く立案を確定する必姿に迫られ，構想線認の技術

資料をうるために昭和9年 (1934年)度予算に「河川!波相模際問問調奪i'fJとして50，0001'1を要求

したが， yj~会はW~および二大ï!ïならびに卜数か町村に影響しかっ膨大な工弘、と二L)UJを要するかくの

ごとき事業はl時期未到として 3，000円に修正削減した。同様にして昭和 10年 (1935年〉ふたたび

50，000阿の調査授を計上して， 4，000円に削減された。このような情勢で潟査は淫々として進まな

かったが，すでにダム地点も決定されていたことではあり，この事業とあい反する横浜水道の単独

水源工事の容認される余地はまったくなく，県ではしきりに将来の相模川総合水利院制事業による

償浜市水道への分水をえさとしてこれが確定するまでの悶， I'，:~ì 国~j日大沢村字大ぬにおける臨時揚水

ポンプの増設により相模)I[から揚水補給するように勧告した。

この間にも相模川[iiTI水統制に|刻する県の調査研究ならびに準備は推進され，ょうやくその災現が

期待されるようになったので，もはやl司ー筒所における本市の拡張工事水源施設事業のごときは県

が取上げて進達するはずもなく，まったく可能性を失うことになったしだいであった。ここにおい

て市はパスに乗り;b1れるより進んで県の施行する相撲川河水統制事業に参加し将来の水源として，

そのWbkHie獲得することが有利であると考えるにいたった。

しかし横浜市勢のとどまるところを知らぬ発展に配水量は年一年と増加し，すでに西日水能力は相

模川河水統制事業の液成をまつまでのいとまなきはもちろん，その問臨時揚水施設の拡充もまた限

界に達して取水補給の増加を期し得られない状態であったので，木市は河水統制事業完成による分

水を受けるまでのつなぎとしての水源中間拡張工事を施行することとし，かねてより調査研究中の

水源計図祭のう b既設青山水源の拡張案を採択し，昭和10年 (1935年) 8月27臼，市会に対し間有1

8年 (1933年)12月 15 日相模川水源工事本市単独計画案として議決した水道事業費百~3 罰拡張ti~ 2 

1刷工事の計illtiを変更し，その継続年WJおよび支出方法を合わせて変更する議案を淀川し同日可決さ

れた。

そして|可年9月2日次のような工事施行認可の申請を主

務省に提出した。

この相主刻 I[木iiiEJlj(水案から道正(J1 [J巨水祭に方針が変って

事業認可の書類が提出されると，県ではこれを機会に多年

湿りつぶしていた未決主主主(iのうちから，さきの杵模川本iAE

本ili単1却夜水に関する初3回拡張第 2JVI工.~flÇTIß可申訪の書

矧を昭和11年 (1936'1')10月13臼右のような符せんをつけ

て差しもどしてきた。

災に昭和8年 (1933年)12月28日以米3か年近く県の書

類の下積みとなっていたわけであった。

認ト 本内 横浜市

メノ、

及震候 言夏更T z覧御中t 

依

然不自

用 ! 神ノ内
μ3、

灼 )11 

シ W， 
タ
ノレ

警

モ 察

ノ 昔日

入作HE1 

f軒
生

第
課

長

ブJ四L し

号

昭和 主
伝

年
十一

月 扱

日
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第 2章 青山水源拡接工事計画への変更(昭和 10的

さきに苛}3 凶t郎長U~ 1則工事においては計illiiを昭和 24"1'. (1949年〕における給水人口を750，0∞
人と必定L， 1日 187，500立 Jjメートルを給水する計画であったが， 1凶和日正l'(1934年〕にはすで

に 1日最大配ノ'K訟は 142，859立方メー iノレとなり，上;ii2W;1 WJ工事の想定した当年の予想自己水量よ

り5，000it:1jメー lルも多量;の使用をみるにいたったので，本第 2Wl工事の計聞に際してはその言i

凶回途を尖悩に日1Iして改め，昭和22年 (1947年〉を間限に申告水人口 860，000人とし，その 1日最大

配水量を 240，800立方メートルとして立案し工事の言|闘をたてたのであった。

第 1宣n工事認可申請

10水業発511216号

水道第3団結m1t12WJ工事施行認可中誌ノド!

昭和 5 1:1'-7 月 2 日内務γ'ì 4 神街宣1159 号ヲ以テ仰認可ヲ経 1:1下じjE施行 '1' ニ有之~木-rli水道立\3 囚紘認知 1

WI工事ノ、近グ完成ノ予定ニ手之侠処之レト不可分ノi沼町、ニアル日il!:i12即l工事即チノト似ニ崩スルヨコliハ議ニun申1

8年12月28日U8水拡庶発第 16日号ヲ以テ相模111木流ヨリJli水スルコトトシ工←li施行認『可及中日古罰伎処問工事

ハ布11$1111水干附tf同上民主iI司ニ於テ尚tn立1苛ヲEノ姿アルJ虫ヲ以テ容易ニ之カ尖別ヲJUIスルコト能ノ、サルjλNiニ有

之候そ同7kiJ~iヨコliハ本Tlí水道ノ現状ェ i世シrù早 1 日ノ綿子ヲ Wrササル緊急施設ナルヲ以テ前日計I時間 )11 水引』問題

解決ニ主ル迄ノ中継施設ノ急要三迫り，新エ河第2)問工事トシテ道志)11 ヲ水間トスル現主I ノ水源施設ヲ拡~n シ

HiWjノ急エ応セントスルモノニ有之候条事↑i'i-fi!l諒努ノ土木1'1工事施行ノ儀至急御認可籾仰[良JjlJ紙関係書類初添

此段及中訪伎也。

i府和1 1O ~r9 月 2 日

内務大臣 f長 時 文 夫~;

横浜市水道第3@1t判長第2WJ工事目論見当

1 J く il，~( ・水道線路>Il'Jjj(入口・排副血・ it澱池・接合子l ノ位前
あVご

横浜市長 青 木 日i

7J<ilf，(ハ神奈川県津久引郡出川村大学古山字飽子地先道正:川右岸ニ於ケル既設1m入口トシ，ソレヨリ既設71

山隠i誼ニ依り排砂池ニ主リ!司所ヨリ新設?早水路ニ依リ既設沈i殿池並ニ之 V ニ接続スル新設沈澱池ェ導キ，是ョ

リ既設隠iEトIJI行シテ$/1設ノ城山隠ill並1!(Iillエヨリ津久井郡中野町字太升桁f引11右i苧城山接合チ|ニ烹リ既設城

L!J水管椅ヲキIJJI]シ両岸内径1，000粍(橋上内径8001托'iJ) 1 条ヲ !t~設ンテ相模川ヲ横断シ阿部三沢村宇I'j_1沢ナル

l陵台チi ニ i主 γ克ユ!lITî~ニ依リ戸HlII川氏村字谷ケ原ノ按合引ヲ経テ内径1 ， 100粍鉄管ニ依リ，久保沢淡流ヲ i度り，

阿1;日川 IJLNcn，'o原ノ接合弁ニ入リ，1l:レヨり晴tí:3ニテ ~':îr宅都大沢村守上原ノ t~{';-升ニ i主ス，本tt2合弁ヨリ内径

1，100粍場ノ，)<鉄行ニヨリ Irij郡日l名村宇治水原地内ニ於テ1'-11U日工事トシテ既設ノ内筏1，100粍導水鉄1Jニ連絡ス

ノレニcノトス。

2 給水人 "

(1) 給水人 rI 現1fノ設備ヲ合セ人口 860，0日O人ヲ悶途トス。

(2) 1人 1"1平均給水il1 215リットル (7.73立方尺〕

1人 1日最大給水量 280リットル (lO}'C方尺)

(3) 人口増3ii!i及多量ノ水ヲ用ユル製造場等ニÎ~ スル給水丞ì\1 1J~ ノ見込ミ

最近ニ於ケル過去数年間ノ統計ヲ基礎 lシ内閣統計間発表ノ人口推計方式ニ準拠ン将米ノ人口地加ヲ推計
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シ昭和22年エ於ケル全市人口ヲ1，000，000人，給水人口860，000人ト推定セルモノニシテ前項ニ拘ケタル 1人

1日給水量ハ特ニ多量ノ水ヲ必要トスル製造場用水等ヲ包合スノレモノトス。

3 水質ト水量

(1) 水質試験去

一取一水一一箇一所 l~間神弘奈一川口ぷ賠)l;~殴津!久とし井目μ指崎費者i段j許I1位脚可-闘i劇11 取 水 筒 所 1問取神奈入川口県曜(JJi津担久井日町(神保沼奈土凶崎川ケ谷水県谷浄〕横区水浜川市場島

採酌月日 昭和咋 問 10九1947ンモユヤ検出セス 検出セス
月18日

気温(摂氏) 221ll' 21皮 号マシガン壁カ l却2 1.078 
ウム消費

ノI)( i益(か〕 19度 201ll' グロール I 1.349 1.349 

色 無 色 生活 色 硝 般 11註 跡 痕 跡

1宵 濁 殆ト 澄明 澄 明硫酸 " /ノ

具 ~ 異 状ナ シ 異 状ナ シ j 硬度(独逸度〉 1.350 1.4日日

1芋 遊物 微量 62 60.8 

)j[ 応 微弱アルカリ性 微弱アルカリ性 細 m 56 2 

亜 iii!i 殴 検 出 セ ス 検 出 セ ス 11

備考化学的成分ハ lリットル中ノミリグラムヲ示シ，細菌ハ 1立方セ Yチメートル中ノ個数トス。

細菌学的試験ニ供用セル惨質t主義1t:;ノ寒天台有量ハ共ノ 100分中1.3ナリ。

(2) 取水量決定ノ理由且流水量

(1) 取水盆決定理由

本市水道 1人 1日最大給水量ハ既往ノ災品;'{ニ見ルニ本司勢ノ進展ニ伴ヒ漸ij(tt11JJ!シ既ニ昭和9年中ユ於ケル

l人当世最大給水量;ハ 256リットルニ述シ今後益々増加ノ傾向ニアルハ明ラカナル所ナルヲ以テ本計繭ニ於テ

ハrTfHn22年ニ於ケル l人 1日最大給水量ヲ 280リットルト想定シ，同年ニ於ケル木市総人口ハ 1，000，000人ニ

i主スルモノト予想シ内給水人口ヲ860，000人トIf;>Eシ， 1日最大量時ニ於ケル総所要水量毎秒2，787りツトルヲ

]匠水セントスルモノニシテ現在ノJij(水長毎秒1，152リットルニ対シ更ニ1，635リットルヲ増加セントスルモノト

ス。

(2) 7J<i原ノ状態及取水個所エ於ケル流水設

Jij(入口ハ神奈川県津久jj郡串川村大字背山字飽子地先道志川l右岸ニシテ既設III入口ヲ一部改良シ取水ァ、ルモ

ノトス。取入口付近ノ地質ハ第三紀層ェ属シ河床ハ概ネ竪硯ナル岩盤ヨロ成れ洪水時二於テモ何等炭鉱ノM;:

ナキモノナリ。取入口付近ニ於ケル流水髭ハ別記述信省水力調査書記録ノi且リナルモ，昭和7年以降木市ニ於

イテ弱査シタノレ最大流水泣ヲ示セハ左記ノiillリニシテ前記述{言省調査ニ比γ幾分使少ナルヲ示セルそ右ハ関東

大箆災ニ甘くル上流地域ノ ÌÎli壊~林野荒廃エ韮悶スルモノニ他ナラス，従ツテ近年間流域内ニ於ケル砂防工事並

水源溺張本怜包業ノ進捗ェf'i'ヒ年々 t日jJUシツツアリテ将来夏ニ館林事業ノ完成 1.j日侠ツテ益々増加スヘキハ疑フ

ノ余地ナキPJfナルヲ以テ本計図ユヨル最大水盆ヲJW水スルそ{可等懸念ノ袈ナキモノトス。
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逓僧省ホカ調査審ニ依Jレ京入口附近涜水量

イ流域 [ 平 水 笠 | 低水盆川水盆 泣 4 武

而 秘 |府珂五孟玩瓦福i面函函五函函亙函当Ff耳吉珂耳耳罫玉耳1五高戸五五融耳函耐=靭批憎悦肘1汀T沼?r克f弓E帥凶凶凶凶附山泊車郁蹴附o以附1滅附或必主収T沼而昨z兎羽h=司訴|医ム………l占示…i五向i向点

i土己l:剖:詰司lll :出::22:i1iil1官:司到 :日1;司2到l 日:羽号ヨ! i日1:三三
竿 均|川 印刊 9.7犯イl 刊 5.8巾叫8鮒吋釘門l 刈3川叫印飢叫11| 叫 3犯日

横浜市水道局調査エ依Jレ最小涜水量

年月 Jrl r昌水月日 長潟水n日

昭和7年

8'1 

911 

10年 1月

2 )'1 

3月

i最小流水盆|

1 りツトル

3，346 

月 |最小流水盆|1I 年

11 昭和畔4月 ロH
n

U

門

門

刊

門

川

門

阿

1

1

7

1

1

 

4

3

1

3

1

 

2月14日

7月6日

3月8日

30，1 

21 [1 

18日

問7

3，220 

3，230 

8

7

7

 

日

幻

お

4

3

3

 

4，616 

3 JI"水鼓トitii.政用水トノ WI係

本計岡ニヨルJW水量ハr，正設分ヲ併セテiiIj記ノ如グ 1日Jil大量時ニアリテノ、， jぽ秒 2，787リットルトス， ITIiシ

テ]医水口以下桁校川I{i流l;';，ニ主ルIHlニ於ケノL本川純1脳血l秘並f'Jr要水量ハ左記ノJlfiリヅルヲ以テ擢i瓶ニ対シテ

ハ何等支障ヲ及ホササルモノトス。

遺志川原入以下，相模1II合斑点エ蓋Jレ間潜灘面積重量所要見込水量調

nlJ 名 i荏 1既 I創刊t F雌見込ノ陥 i j前 主主

民 制砂リットJレ

右 岸中野町 9.000 

左 岸内郷村 7.0日日

/ノ

" 1日本 57.000 

" グ J-iF<胤 100.000 

合 計 173.∞9 

4 起工及峻功日限

起工 昭和11年 1月

竣功 i目前113年 12月

5 工費ノ総額ト予算

(1)工費総額

(2) 財

1，870，000円

i車 水道事業収入及起債ニ仰グモノトス。
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(3) 収入内 訳

種別|

水 道Z間収入 l
"，Ii 1立|

針 l
(4) x. IJ¥ 内訳

昭和 10年度 I Illl Hlll年度 I !ls ;ffl12年 ば 1 nn I'1l 13 1f-~ I立
円 l 円 l 悶 l 同

120，000 I 一一

脚

刷

出

一

間

山蜘

700，000 400，000 

同

開

削o

o

 

m
m
 

1

7

 
ー

1，870，0日0

費 目

給料

雑給

前打J J~ 

水淑コ仁，1¥:!/~ 

jlJ， ノk 仁 τ11'J" 

ill 物質

器具機械 J~

補

諸

官t 1Jl 

費

計

I昭和 10'1' n:t I 問和同皮

同 l 凶

8，675 I 34，700 

川|
1，607 i 

2，63日|

16，640 

6，000 

74，000 

竺竺上

10，619 

3，481 

163，550 

414，840 

1，630 

1，250 

5，120 

問。|

防0，0∞i

昭和 12{j一度

何

34，700 

10，619 

3，481 

180，980 

449，030 

3，630 

1，130 

2，720 

13，710 

700，0∞ 

!I[:! ;fn 13年度|

同 1

26，025 I 

3，474 I 

82.340 " 

267，430 

720 

2，36日

6，6日。

4∞，000 

四

104，100 

34，357 

12，043 

429，5日o

1，131，3日)

21，900 

9，100 

84，200 

43，5日O

1，870，000 

工 事音|闘

木工'1ぃ、現在ノ胞子収入口ヲ改良シ，沈澱池ヲ増設シテ，内山ヨリJi'IIWII布施行ノ内径 1，100粍導水仇吐白

点ニ連絡スルニ至ル1mニ隠道・Il音1阜及ヒ鉄r~Ç ヲ敷設スルモノテ以下計町ノ要項ヲ示スト次ノ通リトス。

j国ホ木第 2Mヱ事計図ニ1'1ヒZl11J明工'1吋低行ノ導水位ノ、r;!:住ノ計岡ニ民シ，最大量i温水ニハ不;t.スルヲ以テ

将来}Eユ導水管増設ノ引間ヲ1Mテ配水ニ支障ナカラシムルモノトス。

(1) 水源工事

現在ノ水源タルi草志I11 ノ流盆ハ上流流域内ニ於ケル砂防工事並水ifj;t揃波林1jÍl1~長ノ ìlli捗ニ伴ヒ年ト共ニM1J11

ンツッアリ，近年ニアリテハ最渇水時ト雌モ毎秒3立j;米ヲドラス，将来班ニJt:'11Jnスヘキ傾向ニアルヲnテ

木弘張工事ニヨム収ノ!J(;ui:ヲ咋i加スル

(イ) JI又人 n

U!1Eノ取ノ、r:1タル他子ニ於テ其ノ JluJ盈ヲI目加セシムル必要 1:，HiリfP付近ニ}/~クル、"日 11 ノ流心ヲ控'-"，

併ヒテ刊rr*ノ移動ヲ防止ァ、ル市，収入口F付近ノ迎当ナル位前ニ鉄線蛇筒ニヨノレ7J(il山一ヲ1血ス 1共ニ(¥米ノ

Jl~入口ヲ一昔附(jミスルモノトプ、。

尚J"入日ヨリ排砂i也ニ?Eル既設15山隠道ノ、(可等IJIIエプ、ルコトナタ現状ノ健使用スルモノナリ。

(ロ)排砂池

11山隠i出初出ェj妾統セル既設ノ緋砂池ノ、1futfllノ的!JIlニ向ヒ水位ノ士I'd二ヲヨ:ス結果上流I羽夜間1ノポ:;401剖

蹴ヒヲヅシ，水槽ノ一部ツJU側ニ1)!、大シ全池ヲl人Jil、1[:20.45メー lノ'"前，P3メー lルノ矩形槽ニ裟児スル
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そノトス。継足昔日ハ何レモ鉄筋コンクリート造トシ内jrlIニ 1:主主ヨヲ施ス。

付薬品目入設備

既設業品注入所 1:原ヲ 1JL\~長シ内部ニ鉄筋コングリート i主硫限怒:Li容解械 41" ，銅製'，H，'ï，主灰1容解村lj 2tJ;;]止

itJJn量調整糟1)，¥兇ヲ設i時ス。名柑ハr"Jt主2.0メートル， ìJ~3.37 メー i ルノ円筒形トシj在括的内ハ動力ニ

ヨルliiJ転翼ヲ装訳、ノノ九111ノi1'iMニ資スル。榊ノ内HIiハ硫限惑土!f1ハ鉄筋コングリートj主 1凸j主J正日1ハ銅製

トス。

判沈澱 z也

既設説;澱池ノ東北側予備i也刈仰シ池ヲ73グ。池ハ鉄筋コングリート泣トシ，内法長69.8メートル，長

100 メートノレ，水深4.7 メートル，底凶ハ 500 分ノ l ノ勾自己ヲ附シ~:1jt ニ 3 条ノ隔壁ヲ設ケ 4i'也ニ分別ス。本

池ノ容長ハ32，200立方メートルヲ有シ，既設沈澱池ト併ヒ 1，1長大配水f止ニ対シ 9[I~jmJ分ニ相当ス。広川、

ハ沈澱池入口側ニ近グ z泣ケタル品川;tノFl'刊ニ穿テル多数ノノト孔ヲ述シ ~J~~;状態ニテオミ池ニ流入シ，沈澱ヲ

i茎ケタル上，流IH1:1 ニ j丘グ設{i'(セルi羽根ヨリ i益m~スルモノトス。

(ホ)述給水路

既設排砂池ヨリ沈澱池ニ主ルrmハ既設述絡官ノ外，新タニ勾配1，000分ノ1，内法師1.5メートル，中央

部水深1.2メートル乃豆1.05メートル，低田l弧状ノ最初コングリート 3主導水町!日延長474メートルヲ設ケ，

マタ i;t澱池ヨリノ ìj{EU~，ノkニ対シテハ既設流出tr-ノ外íìíj記入平水防犯ト[司ー断削ノモノ延長 424 メートルヲ築

設ス。

(21 導水工事

(イ)導水路

導水路ノ、全線勾配1，500分ノ 1延長7，179メートルニンテ， 内隠i五延長4，983メートル，l!iitQ延長2，196メ

ー lルトス。隠jE附I町ハ内法扶径.¥1[(ニ中央高ユn.9メートルノ馬蹄形トシ，計画取水fJ:侮秒1.635立方メ

ートルニ対シ， _11 !九ノ1(ì~781センチメ トルトス。榔iiEハ全部:コンクリート ~Üi ニシテ内ïWニハセメントガン

上塗ヲ施ン漏水ノ万一ソレナカラシムルモノトス。 jMシテ隠迫ノ 1m壁コングリー iノ!平サハ地質ニヨリ 2砥

トシ，沈i躍場ヨリ中野町南不;中倉山IAI"J町太チ!字ノl寸潤ヨリ城山11:'合引ノ問主トシテ粘板千;ヨり成ル部分延

i主3，733メートルfmハ1芋サ220ミりメ トル 1シ.~~ノ砂燥用及壌土，t~~，ヨリ成ル部分延長 1 ， 250 メートル

開]ノ、厚サ300ミリメートルトス。時時1ハ隠道ト[日jー断lfiiトシ周壁厚サ220ミリメートルノ鉄筋コングリート

stエシテ内部ニハモルタル上塗ヲ施ス。

(ロ1m水鉄官

導水鉄管ノウチ相模I11ヲ横断スル祝設城山橋上ノ、既設 800ミリメー lル官 2条ノホ力支ニ同提ノモノ 1

条ヲ増設スルコトトシ， 1司橋両岸椅誌ヨり Il:'合"1 ニ宣ル間ハ内径 1 ， 100 ミリメートル1~各 l 条ヲ敷設シ，

久保沢渓流横断箇所及 1'，ノ原接合主|ヨり iui座郡大沢吋ヲ経テ戸11tlifll名村宇治水原地内既設滞ノk鉄管ニ述絡

スルマテノ区rmハスヘテ内径1 ， 100 ミりメー 1 ル ~1; ヲ敷設ス。

コノ総延長ハ800ミリメートル管218メートル1，100ミリメートル管3，70日メー lルトス。

付接合 jj

相模川並ニ久保沢E主流横断個所ノ鉄管ト隠道:{Jiグハn1a渠ト迎絡スル個所ニハ内法長6メートル縞4メー

トノレ， 上ノ原地内暗!.Rト鉄管トノ速申告箇所ニハ内法長，幅トモ 8メートルノ鉄筋コシグリ{ト造接合井ヲ

設グ。ソノ水深ハ何レモ暗渠苦グハ隠道担リハ2.23メートル鉄管エヨル流出側ハ3.43メートルトス.
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第 2宮古 青山水源工事計画に対する地元の反対

第 3凹拡張第2J哲l工事として古山水市、埠i築案が具体化すると， ，立志)11/品伴IIIJ付の日氏および;:It久

井漁業組合員等に刺激安与え，昭和lQ!io(1935i向日月同案のjli会総祭のころからli，J工事に対する

反対期成同開会が結成され，一つは大正初頭における第2悶I!l;，r工:jI城山ずい巡工事の際の地ド7)<:

枯渇事件の再来として1l'~2の城山ずいililこ反対し， 市つはi直志川よりの横浜水道のm水が40j聞から

100j困への憎1mは道志)11下流のi'，It量を減少し/11，¥主に影響をおよぼすものとして， [TiJJlI止ifit各I111栄者

C '1'野111)・内郷村・市川村・ ';1i lff }JÍ~村・牧野中J ・ C[ ，'í'i:民村の各付〕および水車業者の生活権をおびや

かすものであるとして侃烈なる反対を主張するにいたった。

1 地下水に関する捺情

この拡張工事iこおいて城山ずいi互に平行して新しいずい道抑制の計画は中野町一併のft民に大Jj

2~3 年(l913~1914#こ〉における現城山ずい道ユ~-'Ir 当[l;!fの井戸や沢水の枯渇事件を，官、い起こさせ，

第 2の城山事件到来とばかり町民大会が聞かれるなど反対気勢なあげるとともに，さっそく中野町

長からは各種の要望を感った別紙の陳情設が抗日1された。当局としても工，Jr_!:jl戸や沢水の枯渇を

沼来した場合の対策も検討されたが，災地踏査令で種々と脱出1も01二じ，荒川地区の簡易水道や大沢

川を利用する水車， '1妥喜f魚~1注限係者および7水k回かんカが:込しい、 j畑1羽3 水{使史用者2笥T宇;鴻カか〉ら折相1ついでそれぞれ次のような

隊隙!'ì杭f古Ir~!己古1古;

地下水関係E蹴隙11↑悩古釘;書書

以i も11 " " 
11町 '1'野，太~I 及三クオ、名i布部ニ~D: flilì ノ水活水源ノ、M レモ汁町内-)j ヲ Htlヒニ縦断セル城 111山脈ニ発市\J'すシm

リ供。

i布団賀市水道拡張工 jf.ニ際シ， [IIJFIí"ニ隠近関車E ノ為前記部市ノ I!~111野，太引 l'Jf古ノI1戸-;-{f敷澗沿シ飲料ノi、ノ

不足ヲ告グノレユ至リタルヲ以テ武市ト í~1協議ノ上設備資金21 ， 500円也〔竣功マテノ給水ï'lヲ也、ム)ノ i却交rlJヲ

キ目受ケ現水道ノ布設ヲ見ルニ五日夕ル次第ニ有之候処，今回拡張工事ノタメ近グ現健JUユ並行シ新タニ隠道JJill

盤ノ由氏問仕候。而シテ|司隠道端~ノ結果ハ.tIill盤位52 ヨリ考察シ中野・太チ!・三三ケポノ名水道ノrkiJJ.iノ、当然酒渇

スへキモノト思料{土候。右ハ関係部落民ノ生活上ノ一大脅威ュ有之以枝先般来ヨリ数次町民大会等相似シ之力

対策ヲ考究シタル次第ニ有之候。然リト雄投T拝水道ハ公共!存立ミニイf之怯ニH-"iffljトシテそ之カ Y附:ノ;主成ニヴ

イテハ可及n"Jf町if供与致JJiト思料f士供。就テハn'fIiニ於テ左t氾仰Jミ口jjiill号庖羽l臨iヒ両者共hノ渋ヲ半グルね

致度勿論左目己施法ノ彼ト出i モ縫道~í1盤ノ結局~:\Eニff:f，lf;水ìJJji洞渇減少ヲ介、シ飲料水;石川ノkニ支附ヲノ!シタルJ)/; (I~ 

ハ日11時賀市本;liJJ，~山!i>道内既設鉄管ヨリ原水ヲ JI:(入レ減i邑ノ上各部落ニi.bkシ， 1仰カノ不T!JI!!!之j.，致JAト仔1/

ニHテハ*'I'II1'1j向11M絞ノ上何分ノ御取計相成度此段及御願候也。

昭和13年 1月 日

津久井~lI~rt-l野町長 成 瀬 義 治

横浜市長 古木周三殿

u己

1 中野水道旧配水管ノ修理及南区沢水ニヨノレ水道整却~fZ中野水道ニ於テ必要ト fdムル諸費ニ充当ノタメ金
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3，0日日刊也仰補償相成区〔為参考同設計書添附〕

以下名"列記ノ二二 1\'ハ W21~f__ l-l守 r!f ::::.Mチ月IJ紙i;，;f，ll各設計書ノiif!リ f却施行;tR成時完成ノ」ハ木町ニ引継1日成

JiJ 

2 中野水道既設水jl，C(3り溢過i也問ノ小%Cヲ消拐修理スルコト。

3 lIIiR己水道瓦季渇水時ニ処スル施設ト γテ，同設計ιU:ノi且り賀市水道城1I1隠道内既設鉄骨ヨリ原オヲ取入レ

之ヲ櫨過シ既設本管ニ送水シ符ノレ紘一切ノ誌側ヲナスコト。

4 I!-¥野不f，ltf.j水道水路ノ一部エ覆lu(コングり{ト)ヲ施スコト。

5 太升，三ケ木部落各水道ニXJシ河:泣計書ノi亜リ水源部桝及水位ノ一部改良工'1:;ヲ施行スバコ}.0 

6 1\1野水道ニjc，tシj;~J止す!芯ノ迫リ水源及貯水桝ノ改良工事ヲ施行スルコ}. 0 

前記ノ 5及 6掲記ノ工事ノタメエ姿スルnH也及労力資ハ当該部落ニ於テ提供ス。

Cf;;t: t 1- tf} ~ñ-) 

阪: 1古 nt 
'" 

今般御I↑J水道担、iJn工事施行ニ伴ヒ御TIlニテ rt1野水道ヲ完備下サル趣ノ Ðl誠ニ欣快ノ至リニ御~候。然共之ブJ

完関i ニ{干フ lilì充ノ水政トシテ中野町宇管ノ沢ヨリ初出スル沢水ヲ引用ナスノ曲l計四ヤニ I.A開致候。従来コノ ir~

1ヲ大沢JIIト称シ問リ百人ハ之ヲ利!日シテノ1<1n主主魚並ニ水車等ヲ経営シ生活致シ居ル者ニ候。以前ハ大沢川モ

r!lmrl町r列車ノロョり初出スル沢水ト合流シ相当山町ノノ1](1止アリタルモ.袋二中野水道開設ニヨリ樋ノ口沢ハヲ!

水位ラレ快故ij'ノfJ{ノtn水ヲ唯々料ミトシ1，1;'ルモ是レトテ半舷ノ際ハ心細キ程少キ水量二候。是ヲヲi水セラル

ル時ノ、j まニJl主将者ハJt ノ大沢JII ノ i二 ÎJÍEニ{立スル故共ノ影響侃メテ甚大ニシテ~[:}jfj ヲ wサルルモノニ有之候。

今回此ノ設要ナル沢水ノヲ|水ノ御前凶アルヤニ開キ及ヒ驚将致シ木年 1月27日御市水道局背山派出所エ陳情

致シ安心致居候処間々今日大沢川流減水利権者ノ会lliJ等開催セラルルニ鉱ミルモ亦此ノ御計図カ実現スルモノ

ニアラスヤ l推測 kラν出ニ5苦慮ユタエス候ニ1寸此ノ引ノd(ik!l計百i'、絶対ニ仰欣楽下サル様主主ニ述署ヲ以テ陳情

仕候也図

i昭和 12年 5月14R 

荒川水道並ニ11佐世E用水エ関スル判

神奈川県津久井郡中野町中野

II 利浜 口

外9名

今次出浜水道jJi、リI{工事執行ニ際シ横浜市当局ト中野町会トノ!歪次ノ1協剥ニ法キ荒川INu易水道ノ既設工事ノ補

強設備 1シテ浄水池grUlf.ZKS'1総ノ改良施設ヲ被下成トノ陸承知致!日;校。然ルJifr今後itrJ局隠道工事ノ進捗エ従ヒ

現花ノノ'l(i[!;i及淀川lノf!Jj!:H7k洞尚減少ノ、佐チニ飲附並ニ滞i低用水ニ文附ヲ米スコト勿論ナレハ割、ノ JY_d合ノ、質問ニ

jj~ テ立níilJ ノ方法ヲ以テスルモ従前ノ如グ荒J l!7kJ立及水田i甚法E用水ニ不I坦ナカラシムル様適当ノ方法ヲ講セラレ

皮関係者ヲ代表シテ此段I!m:m致シ鉄也

昭和 13年 1月 611 

横浜水道局長 府、 岡弘司殿

荒川簡易水道組合長

太升i甚猷用水{刷用者lalt

丹「 田 干司

これらの地下水問題は地元としては大きな関心事でしつようにくい下がってきたが，その後相模

川河7](統制事業の進ちょくにともない道志J1 [JjX水計画を 100佃から701悶に変更したことによって新



(378 ) 可'n2kil~ 1H 3 日trlÆ~第 2)同工τ1:

将水ずい泡掃:削を]絞りやめるにいたって自然解消した。

2 鮎漁業者に対する補償問題

i荘7t、 1111白山存iH:~~ ，(îの反対は現災に道志川流量の減少にともなう漁獲~:すに影科するものとして，

その生活椴擁護の立場からいっそう 5iIi烈であった。木市は漁業者に対しては極力事業の公共性を説

明し協力を要請したが，漁業組合jRijは結束してとれの解決条件として一時報償余数万円の多額を要

求してやまなかったので，1*1係町村長および漁業組合代表者司令とト数回におよぶ協議折衝をかさね，

そのtll1!l;しもあっ旋に来り/111L， m当局および町村長の奔走によってようやく附:r'li1lo['(1936年)10 

月18日にいたって協議成立の}lliびをみるにいたった。この協定は毎年3，500fIlをl1iから県に寄付 L，

:g:ff!}jを放流すること， ~f流の7K利を考慮し収入口以下の流;Ei を毎秒1.391 :CL方メートル以下に減少

させないことを条件としたもので，当初の漁業者間ijの'1'しl引と比絞すると木市にとっては有利な解

決であった。ここにおいて当局は昭和Wl(1936年)10月26日本市と1'1':久子n河内道志川沿岸l町村お

よび津久井漁業組合とのrmに次のような党え者を交換することについてTli会の議決を経て同年11月

18日本市青山水源地において調印党えJLの交換を終了するにいたった。

}i: ι1i: 

hVimi1T水道m3 回 t!li iJn!:f~ 2 WJ工、1.ヲ施行スルニ:liリ鮎漁業ノ補1ft~J寸航ìnj)î及津久m部内道志JII沿岸町村並

津久井漁業組合ニ於テ協定スルコト左ノ虫nシ。

1 ;註志川水源工司F完成ノ上ハj旦芯JII下流部ノidt五h)主少スルニ伴ヒ自然f{!族ノ遡 1:ヲ妨ケJfl鉱山亦相当減少ス

ヘグ干恕なラルヲ以テ之7Jllfl!rtトンテ，横浜市ハ毎年金3，5001'Jヲ木門出張工事ユ依ル取ノk閃始ノ年ヨリ支

IHスルモノトス。JnシJlx水Rおむlカ3月以降ナルトキハjl;ノ翌年三リ支出スルそノ iス。

2 I抗i兵!l'i"71(J:U拡 5n;;i繭 Jlí(ノ'Jdl(ハt~t汗可11bl(武ヲ fT ゼ毎秒 2 ::¥7:方メートル 787以内ナルモ下流ノ水利ヲ肌慮シ

Jlx水ノダメ収入口以下ノ流litヲ毎秒 l立方メー lル391以下ニ減少乞サルモノトス。

3 補償金3 ， 500['1ハ稚ffi}; ノ放流i!;~鮎漁業きい旦防止ノゐ寄与スヘキ施設ï~ ノ財iif.i ニ光ツルそノトス。

4 補償金ハ当一l'者ノ 1'2受ヲ :tì阿佐ン，横浜市ヨり「九t12神奈Jl!mニ指定寄附スルコトトシ lìíf号鮎i'，(~\~~哀ill防止施

設ヲ神奈川YI~ ニ於テ;時セラノレノレ様知'1'ニ対シ申請スルモノトス。

5 iìíj各号ノ:外本刊ニトJ;m スル事項ニHイテハ、~lí:'lr者日[Jニ於テ協定処理シ新タニ1出浜市ニ対ン!'1mマ!川へサル

~é ノトス。

木党，1Jヲ証スル為説gs述ヲ作製シ各自JI;ノ一週ヲ保有ス。

昭和 11年 11n 18 rI 
J出 I民 -m Jと

" 
オ〈 周

i1t久訓郡中野町長代盟WJ役 }il( if(i 認 ifi 

" 内郷村長 H: f干 JII 自日

" 市JIl村長 平 オ〈 文 平

ノ/ 背野原村長 間 間 栄 之車市

ノ/ 牧野村正 d山r 自苛 1原 y古

" 市根村長 lY.1 )コ えノいi I行

" 漁業組合長 tíi~ 沢 泰

t 湖南村長 毘 穂、 作



第2'， ì;'，~ 'í~，;山水i原拡弧ヨヰi計 ffiHへの変更 (879 ) 

立会人津久井郡111尻村長 1J}1 膝 泰 次 白日

" " 三沢村長代政助役 1;;1 j成 1行 9) 

" " 烏犀村長 ヲミ 里f m J花

ノ/ ノノ 佐野川村長 鈴 ホ 時平 り

" " 与瀬町外2ケ村組合長 下 ノるrζ、 今じ

ノr
" 7I野町外2ケ村組合長 申書 型f 順 次

" " 日迎村外1ケ村組合長 7z 山 1'，1 向1

ここにこの党ぇ;!?の交換によし県も水iIJ:I紘張工事施行認可申訪誌を内務省に進達し，木工事は

昭和12年 (1937iの 2月事芳、認可の述びとなれ!町ちに:CjIに活手したのであったが，その後昭和1

13年 (1938"011月にいたり，神奈川県が多'1 の !~!E;宗として鋭意計悶を批;jf;した相模川河水統制l事

業が実現に踏みI:Uすに怠よんで右"1>業と不可分の関係にあった木市水道もまた右戸I水統制事業に参

加して，その分水を受けることとなり，そのためのー迎の施設新設工事を別途に第4回路張工事と

してもくろむにいたった。

この相撲川河水討しiHIJよりのlW水誌とそのJW水可能の時期についての見通しにもとずき，さきにそ

の落成までをつなぐための巾問拡張工事として， Hげとした木第3凹拡張第 2Wl工事は河水統制事業

の進ちょくとにらみ合わせ一部設討を変型することとなり，当初計画におけるJjji水量 100偶を701悶

(既設分40似，拡張分30個〉に紡少することとなった。

このJjj(水tt!:減少は本ï!îがさきに地元町村長と取り交わした道志川 IJjji水に関するう t え笥のi，~{!業補償

金に関しても減額の必要を認め，党え主1の変更方について漁業関係者と協議折衝をかさねたが，双

方の見解は相当に懸隔して容易に決しなかぺた。しかるにその進行中においてたまたま県の河水統

制'li'才、においても相模川木流の補償問問に関して同級交渉の途上にあったので，解決条件を均等化

するためllAからのrjlし!Hもあって本|問題の同行jとを民当防に一任することとなった。

民は本問題解決のために極力作走したが:果，木市からf[¥，fj漁業損失補償金として一時金23，0001"1を

交付することによってff.1}iif.¥!業に関するいっさいの問践を解決するi立を選んだ。この解決策による木

111の支t[lj_[時補償金23，0001'1は当初]の党え主による年々 3，5001'1を補償するのとさして相違はない

としても，下流への残流誌の保訓その他将来の義務負犯をいっさい削除したことによって，木i!i将

来のためすこぶる有利なものと考えられるのであった。ここにおいて昭和16年 (1941&1つ9丹市会

に対し「昭和11年10月26日議決横浜市及沖久升郡f付近志)11HH'~~!町村並ilt久'11 漁業組合トノ問エ交換

シタル鮎漁業補償ニ|主iスノレ覚書ノ、一時補償金トシテ金 23，000ドiヲ交附シ之ヲ j油禁セシムルモノ l

ス」との議祭を提出可決した。そしてヒ記町村ならびに漁業組合からは次のような承諾書を徴~，

ここにいっさいの解決をみることができた。

51< 

金23，000円也

fiti 一t十
M 

{旦シ紋浜市水道百~3 岡弘張工事ニ [\1ル津久~I 郡内iE志川沿岸町村及i:tL久井漁業組合ニ対スル鮎漁業煩失補償

金。

右金額御交附相成侠ニ付テハ昭和11年11月18日付賀市トノ間]ニ作成セル!覚書ニ依ル名条項ハ全部之ヲ拘禁ノ上



( 880) '1112編第 3 回拡~~第 2J明工τ1\

横浜市水道第3間拡張工事ニ閃リ既定取水最ノ外更ニ301囲ノ取水ニ対シ異存無之ハ勿論他日鮎漁業エ関スル付

帯'1>D~相生シ候場合ニ在リテモ当業者間エ於テ之ヲ協定処理シ新タニ横浜市ニ対シテ負担自ヲ1円懸ケ若グハ何gri

異議申立問敷組合総代会決議録相添へ各連名ユ依リ此段承諾書拠出侯也。

昭和 16年 9月14日

津久井郡中野町長 成 出1 設 i'f:i @ 

" 内郷村長 コこ 利l' 11I !j[ @J 

" m川村長 オミ 文 平@

" ~!;野原村長 院] fn 、4、F、2 之 助⑮

" 牧野村長 佐 時; !ム 近⑮

" i
l
;根村長 関 λ/、1 1Ii @ 

" 漁業組合長 梅 1尺 7長 三@

横浜市長 半 11 m DIl 

第 3節 事 書長 の 認 可

:;'-;-山水源拡張について地元の反対もおさまったので，県は事業認可三百:類の進i主をL，翌12"1'(19 

27年) 2 月次のような工事前可指令がTliに発せられた。突にtl~ 3回拡張jH簡を樹立して県との折衝

をしてから10か年の長年月を和白L-， 2;13 回拡張第 1JlJj工事着工たら-1_"I必，1~てあった。

昭和12年 2月26日

神奈川県

神京川県

警 察

土木

部長

部長

横浜市 長殿

水道水源及導水路拡張認可申請ノ件

同{手111日年 9 月 2 日 107](ê\'l発第 216 号 rl1 Uf水道水源及導水路拡張ノ判 ZIj紙指令~~:ノ通リ内務大胆ヨリ認可相成候

条指令書及交F>H候也。
追テ右ハ友紀条宇|ヲ遵守スルモノトシテ設議相成タル儀ニ有之候条御了知相成度。

同己

(1) 排砂i也ノ容最ハ現場ノ許ス純回二於テ成ルヘグ之ヲ増大スルコト。

(2) ì:t澱池流入水路ニハ既設及新設各池へノ流入量ヲ調節シ得ル;lID ~!í ノ設備ヲナスコト。

(3) 城山導水隠道中iJllj点30乃至45附近ニ至ルnJJ殊ニ相模川ニ近接スル部分ユ7Eリテハ干メ地質調Itヲ光分施行

ノ上路線ノ位位ヲ決定シ隠道ノ保安J万全ヲ期スルコト。

内務省11神衛首17号

昭和10年 9月2日107](!¥oと発第216号申請水道水源及導水路線拡強ノ件認可ス。

昭和 12年 2月 5 円

神奈川県横浜市

内務大使 川原間稼 117

神奈川県指令河第1040号 l員 E
 

J
 

1
 

ili 

昭和10年9月16日付水!ri発第233号県民道芯川流水引用説河川敷地占用工作物新築改築ノ何許可ス。

ifiシ左ノl1l¥リι4与へシ



第 3"1主 ~Hl曳川i日Iノ主統制4);:)'，、と江~ 3凹拡日li1ii2 JVI工 1Iの設計:主克 (881 ) 

日日制111i下12fI 4 fI 

神奈川県知事 半 チi ij!j 

記

1 Ili用"工作物新築改築ノ場所ハJil志川知IJHt久;;tI:!ftf:串)11村大宇古山字飽子地内ニシテ願手?添付図面lノiffi(河

川敷地占用面積436.22平方米〕トス。

2 山mnf，工11物新築改築ノ詞的ハ水道用水Jfi7J<ノ為トス。

3 川水:iitハ悶許可分ヲ frヒ1r}砂 2.782立方米 (10011'1)以内トス。j[1シ取水11下ii!eノi主力lヲ毎秒1.391立方米

(5011'1) 以下ニ ìl;，~::J;、セゾムルコトヲ 1;f.ス。

4 許可ヲ受ケタル者ノ、前号{旦:g ノ水:fll~J! iJ!l I ノタメ必要ナル施設ヲ議スヘシ。

5 ，'llfI並ニ工作物存WIJUJ限ノ、ns和22年12月末11トス。

6 工事施行ニ附テハ所持 l二木l:I¥iH、所長ノ指示エfiEフへシ。

7 許可則ll¥l中ト離そ内川ニ間スル工事ソノ他許可ノ後エ起りタル事実ニ悶リ必要アルトキハ何時ニテそ木許

可ヲ JtZ消シーL1計可ヲ受ケタル者ノn用ヲ以テ既設工作物ノ移f法改築右ハ徐向lヲ命スルコトアルモ許可ヲ受ク

タル者ハ之ヲ拒石シ又ハ鼠~;:ft古倣ヲ訪求スルコトヲ得ス。

8 出府WJffílì~;ì了シタルトキハ[tLチエ既設工作物ヲ除却シテ原形ニ復シ，ソノ官所轄土木出張所ニ届出シテ検

査ヲ受グヘシ。

9 íiíî各号ノ外大JE9 年 5 月神272川県令Zí~53号河川敷地及流水並河川附筒物占間規程ヲ遵守スヘン。

第3章相模川河水統制事業と第3回拡張第 2期

工事の設計変更 (昭和14的

~13 回似係官IZWI工事の :I~r- ÙJ水稲i施設工事はlÌÍT記のように，明和10年 (1935年) 8月2HI市会

の議決を絞て，ただらに事業認可の手続きにおよんだものであったが. ，丘志川上iAr地域における町

村氏のisE';主権およびずい道新B没にともなう補償問題が起り，解決に窓外の日!砕を夏ーしたため認可滋

延のやむなきにいたり，ょうやく認可を得たのは1I{'，'flllZil'(1937年) 2 fl 5日で，すでに本工事予

定工期たる昭和101jニ(1935年〉皮より|司14年 (1939年〉皮にいたる期間の半ば，iIくを経た後であっ

たので，本市は認可j旨命とともにただちに活工L.工事の緊急施行に努めたのであった。しかるに

一方神奈川県が多年の懸案として検討中であった相模川河水統制にmlする計画はようやくm当局の

:[)tJ:i'.t完了し，ついに昭和136下l月に県会の議決を終て，同年11月には事業施行の認可を受けいよい

よ実現の迩ひとなった。

相模111は県内1%ーの火iriJで，東京・横浜・川崎の大都市に近接し，地理的に絶好の水利条件を備

えた河川であるの~c， 早くからノ'KJù ・発泡・|羽田等の水利計図lがあいついで企てられ，さきに木市

創設水道ならびに陥11~li'均ノ'J:技術の水1mそであり，主た!Å13 [回拡張工事水iijjiとして企図されたのみなら

ず，さらに京{[¥11阿佐工業地，jiFのヱ業用水水泌としても附ドIされ，あらゆる視野から魅力のある河川

であった。したがってここに神奈川県が，その水利を統jJliJL，①横浜市水道の給水，②JI1崎市工業

l1l水の供給，③水力発注c.④相模原台地問同開発の 4大事業を統合し，合せて洪水n寺における下流

山の流量を前七をして水容の災いから免れようとする総合計画を立案実施することは，ただに神奈川
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県内産業開発上緊要であるばかりでなく，国策上においてもその軍要性が確認されるしだいであっ

て，実に我国における河水統制l事業という新しい分野を確立する新食聞としてil自の的となったわ

けであった。

この相模川河水続出j事業中横浜への給水については毎秒5.55立方メートルを分水する計図で， 21

吋の 1 日最大~~ê水足193 ， 42Ü}ï.方メートル(昭和112"l')の2.5僚のJI~水権を新たに加えることになり，

実に水道百年の大討をたてるものであった。

また工τI':l~においてもその大規模な事業の一環として施行され，すこぶる経済的であり，その分

水泣案分の負担金は 1，710，000円という小古賀で有利なものであった。したがってここに本市は当然

相撲川河水統制事業へ参加し，これに依存することとなり，その分水の受け入れに対する対策として

議ぜられたのがすなわち1'-114悶拡張工事となったのであるが，この河水統制!工業への参加ならびに

第 4 凹拡張工事施行にともなって，当時工事実泊中の~~3 回拡張第 2 期工事についても当然、再検討

が必要となり， {Xのような設計変更が企てられることになった。

第 1節設計変更の内容

水量についての窪更

~S3 回拡張第 21甘!こ ~_~tn'{j:::Jこ自íJ後から木市水道使用量は! lii勢のfljl長と市械の拡張とあいまって人

口の t~1Jr1押しく，そのうえ了一笑の !Icilft的発展によって，にわかに激増し，昭和13ij三(1938年〉夏季

における 1日以穴自己水抵は 210，000立方メートルを越える勢いを示し，大防腕時揚水設備の拡張を

全てたが，本市の全JI~水能力は毎秒 2.693 立方メ{トルすなわち 1 日担~，-旦QO_5L方メートノレで昭和

15年く1940年〕皮に子世!される Nr:~水泣にすぎなかった。しかるに相撲川河水統制lの)';';)j~は一応昭

和16年(194lfOの予定とされたが， 11;\-)司下事業施行 k各種の時1j*~iJミら f品成期間の選延も ';~-Rまされ

るので，一応その安全を期して昭和20年(19451わにいたって相模川fllf水統制を利用するものと

仮定し，第3回拡張工事はそれまでの中関野定鉱張工事として同年を目標として言iillijすることに変

更した。現状より類推すると，昭和20年(1945年〕のHl:定給水人口は 820，000となり， 1人1日給

水量370リヅトノレとして 1S配水量は303，400立方メートノレと推定されるので，この所要水量に応じ

うる飽商において木工事を次のように計画変更した。

目 途 年 度 昭和20年

関 途 7]( 量 毎秒 3.511立方メートル ( 1 B3日3，400立方メートル〕

既設設備能力 背山水源毎秒1.152 " (グ叩，5∞ " ) 

大島水源 11 1. 541 ノノ (か 133，200 " 〉

今回拡張すべき水泣 0.818 " ( か 70，7日日 " ) 

ここに第3回拡張工事の水源工事について， I昭和8年(l933ijo)に!正案の相撲川取水J単lj1(li主行案

以来の計画目途の変化を示すと次のとおりである。



第3m 相撲川河水統制事業とW3悶tl¥ijh第2期工事の設計変更 (383) 

ー時lヘ¥同白 血山||| 成案年月
百十 商

間._-___一 ド1i主4'ik 給水 ^';-117:可町並下高逼五五
一一一一一一一 リットル
相続川取水単独施行安 i四手r18 &F 昭和 22q~ 860，000 1 280 

ill志川取水当初計商案 グ 10年 " I! I! 

" 設計変更案 グ 14年 rfi.1手口 20iト 820，000 
司701" ， ~O~ぺ?υi 、，) '}r.Q

すなわち昭和10年 (1935年〕以後世界の列強諸国間に起った再軍備総争の進展によって各生産工

場の活況著しく，ために工場用水の詰g要急激にt国IJ日し基本計図に影響をおよぼすまでにいたったし

だいで，上記昭和10年(1935年〕以前の計図 l人1日使用水量が280リットノレなのに同14年 (1939年〉

における設計変更案においては実に370リットノレとなって， 3.2~書jの増強となったことは工業用水需

要の激増ぶりを如実に示すことにほかならないのであった。また相模)11単独.IN水案も道志川当初案

も白際、の言!-iilli配水笠に対して，既設青山水師、取水設備40!聞をさし引いた60侃に対する設備の増強に

あったのであるが，本変更設計案においては，相撲川河水統制事業への参加を古iitfEとし，その完成

までの中間拡張案となったため，計図水量96.5!固から既設青山水源.IN水設備の40!屈とさらに臨時揚

水設備の26.5偲をも考慮に入れてさし引き， 30イ同.IN水I由加の設備に縮小したのであった。

2 工事期間についての褒更

本計画が前記したように各種の事f奇から工事の認可の運びにいたらず，当初計商iの工事期間の半

ばをすぎた附和12年(1937年)，こようやく認可となったしだいで，当然ヱ事期限の延長を要するに

いたり，改めて限引111年 (1936年) 1月から閃15"，'(1940年) 6月までとした。

3 工事費予算についての褒更

昭和12年(1937年) 2月本拡張工事の認可を得たが，この年以来インフレーショ yの進行によっ

て物価・賃銀の高騰著ししとうてい悶定工事費にては工事の遂行困難となって，別記のとおり工

事費の3.7¥'1lJ程度の噌額を婆L..，既定吉十聞のまま遂行するにおいては2，560，000円の巨費を要するし

だいで，ここに本計iilii変].!のごとく規模を縮小することにより，からくも既定予算額の節酒内にお

いて実現を期することとなった。

この工"lf$llによる予算の対比表は次のとおりであったロ

第3図鉱強第2期工事費変質内訳農

主主 工 司王 ~IJ l 元町?l変更設訓 I~自 要

費 i
阿

総 ヱ 1，870，日珂 1，870，000 

(1) 水源工事質 429，500 315，900 L>. 113，600 

イ取入口改築費 6，300 6，300 

ロ排砂池改築授 2，400 3，80C 1，4日。
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首~3J申相校)11)iiJ水統制"If 混と首~3 ITi]紘民百~2 抑IT'líの設計変更 (385 ) 

手↓ 11 li 
事: (田1回収水の場什〕 変1l!:祭 (30個JI主ノkの場合〕

JJ;T単る 価に 変更る単も価に 勝投l-t:W 阪よ単る価もにの I 変よ更る即も怖のに I ffi抵抗比%率よも 0) ょの

" 問 % 

81，200 124，000 47 

4:J，500 64，5C日 48 21，500 I 28，600 I 33 

補

諸

4 工事についての遊受

(1)水師、工事

元計図におけるl医水並毎秒2.787立方メートル(うち既設能力毎秒1.152:s'L方メートノレ〉を毎秒1.97

立方メ トルに変更したのでこれに応じて水i.~U血設の総!小さと行った。

(イ) J反入口

既定計画通り実施

(ロ)排砂地

排I沙1也待jtは施行認可の条{'Iにしたがい，取水11[:を減少するも元計四のとおり施行することと

した。

例架品注入設 備

JI~7J(:区の減少にともない既設楽 l \1âj 入所上陸を!拡張し，内的に鉄筋コングリート造り硫酸ばん

U¥'fW?そう 2j悶，銅製ソーダ灰溶解そう 2個を設備することに変y.!:した。 o流Fをばんとそう 2

削減〉その寸法構造は既決のとおりとした。

制沈でん池

変1f:: i克でんi血は内法幅53メートル，長さ69.7メー l ル車ド 11~t~mí~こJヰ流泣を設けノ'KÓ'5.45 メー|

ル，有効谷弘 14，600立方メ トノレとし，既設i凡でんy也4i也とあわせそのもI~JJIl i 水j止は 67 ， 000.si

ブノメー iルとなし 1日続大削水誌に対し約 9時!!¥lドの沈でん能力を iI寸る十こいたった。ただ

しその桃山はすべて既決のとおりとした。

。同 i主給水路

既設J非紗;也より沈でん池にいたるmlは勾配1，000.，iC)1およひ7ωうよσ)1 ，内il、悩1.5メートル，

'1'央水深1.2メー 1.!l.-，底ifn弧，IJ、の水路延長201メー iルを築i!iL t :i主'1'における/r;Xを手IJJllし

て i汁、流させて当~I 1111 ìJ'~ ;f~1を完全にし，また沈でん池から送水)1 にいたるドパ!には勾配1 ， 000分の1

内法服1.5メートノレ，中央水深1.65メートノレの水脈延長68メートルおよひ勾百日570分の l内法鰯

1メートル， í~li さ1. 2メー|ノレの圧力水路延長 57 メー 1. !しを J之~:J，その隣近はいずれも既決の

とおりとした。
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(2) 導水工事

元計四においては青山沈でん場から向liliì日大沢村地内上ノ係i主合~I にいたる聞はずい道〔一部

Ut;議〉を新設して毎秒1.635立方メートほ導水し，間接合井から岡下回名村宇治水原までは

内径 1，100ミリメートノレ鉄管を敷設して既設導水管に迎給する設計であったが， Jfi水量の減少

にともない ~I!f山沈でん場から城山水管橋にいたる問はずい道の新設を液りやめ，既設ずい道な

らびに線路内に内径800ミリメートノレ鉄筋コングリー 1，'1i' (下流側一部は鉄管〉を増設し， 1)&山

水管橋左岸中沢接合弁より下流上大島接合弁にいたる聞は既定計画にもとずきずい道および陪

'" 渠を新設し，同t~合井以降は既決のとおり内径 1 ， 100 ミリメー i ノレ鉄管を数設L-，高~llil田名

村字清水原地内既設導水鉄管に連絡せしめることとした。

付)導水1ii;

青山沈でん場より津久井郡中野町地内城山ずい道および太井ずい道を経て城山水管橋左岸中沢

接合弁ーにいたる延長5 ， 658メートノレ問は既設ずい道・線路内に既設内径1 ， 050 ミリメートノレ鉄t~;

に平行して，新たに内径800ミリメートノレ管を増設するものとした。この使用管については当

時の鉄鋼統制の図策に沿って，水l王の比較的低い城山ずい道内延長 4，388メートノレ陪!は鉄筋コ

ンクリート管を使用し，他の区間1は水圧の関係上やむを得ず鋳鉄管を使用することとした。

また上大島接合井からi，'17-")京地内既設導水鉄管に述1告するにいたる問の延長2，601メートノレは

既決のとおり内径1，100ミリメートノレ尚級鋳鉄管を使用するものとした。

'" (ロ) 導水ずいi品およびH音渠

城山水管橋左打"I'iF，J:主合井から下流上大島接合引ーにいたる間は既定のとおりの断固のずいiE延
きょ

長 2，757メー iノレ(ほかに水路橋延長38メートノレ〉暗渠延長437メー 1んを新設することとし，
きょ こう

ずい道および暗渠の勾配や構造は既決のとおりとした。 く導水能力は古山における全取水量毎

秒1.97立方メートノレ〉

第 2節設計変更の申請と認可

本設計変更は昭和14年 (1939年) 3月24日事業計四の変更とともに，水道事業費継続年期および

支出方法に限iする変更方につきjti会の議決を経て，河月28日認可を申請し，周年6月29日付をもっ

て主務省、の認可を得たもので，継続年JUIおよび支出額は次のとおりで事業認可についてもなんらの

条件がともなわなかった。

， ¥ll iilli IIlBfP竺|竺;f:nllifJ1f旬一一InBfn1叫'，ln，Q，rn1<<ei!f[llsrn15吐土
山 [::::1叫::2111一回。;[;;21



14衛発第128号

昭和 14年 7月 18日、

横浜市長殴

立t3Iji:相模川河水統制事業と~13 回師、%百\2期工'1(の設計変更 (387) 

勢路部長

土木部長

上水道第3回拡設第2却i工事一部変1l!ノ1'1

昭和14年 3 月 28 日 14庶第6M}申請上水道第 3 包拡張工事第 2 1V 1工τ1; ノ一部変1l!ノ刊別紙H~令書ノ通認可制汀点候

条指令普及送付侯也

厚生省令l'街第228号 神奈川県繊浜市

昭和14年 3 月 28 日ノk庶発第64号中詰水道富~3 回拡張!.'t12 JtjJ工事一郎変更ノ什認可ス。

t協和114年 6月 29日

厚生大臣広瀬久忠

内務大臣候爵 木 ド ヨ事

第 3節用地の収用

立~3 図!;i，'JHH 2 WJ工'11は水泌o::.:--j¥:においてはJlx人 1)および排砂地の改造であり，沈でん池のt首ぷ

は古山沈でん場情内に増設するものであり，潟水)~\.もほとんど城山ずいi且および既設導水線路I付に

敷設された関係上，ほとんど用地の収用を要するものがなく，わずかに汗山沈でん場における架tfJ1

注入および公舎用水確保のためノ'.KilfJ{ならびに水路別地を買収し，また FiJI{側大島t也内におけるWE設

導水管との収り Hけ線路を民?収した程l交で，収用J1i!也は I~-ij己のとおり微々たるものであったからIn

地買収に|刻する限り 1JL\~1~ユ『仔としては珍らしく容易なものであった。

買 1~ 問 地

場 所|地FoII 1平 数 l単瓦! t両 ~ 

津久井郡串川村古 111月夜野|山 林
jif--「瓦['W函九品川玩'[f山市均五

び水路用地

グ 柿浜 " 80.28 2.00 " 
I[;j I主郡大沢村下合 宅 l也 266.54 7.00 導水線路用地

" 畑 1，口84.23 4.50 " 
" 山 林 25.27 3.00 1 ノγ

むしろ用地問題の難点は津久井郡川尻村rI'沢からI~::i座郡大沢村大ぬにいたる導水ずい道工事の上

部j目地の補償問題にあった。ずいi直は地上に現れないため，付近の地主としてはいずれの線をどの

くらいの幅で通るかについて疑心暗鬼の形で地元川尻および大沢河村役I易からはしきりに上部補償

の協議方について申し入れがあったが，その後三角点、も設置され測量上の補償も行われるにおよび，

中心線も判然し地元もようやく安心した形であった。ずいi邑は第2闘拡張工事の城山ずい巡の際は

上部用地を買収して後，旧地主に対しその土地に永小竹権を設定したものであったが，今回の久保
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沢ずい道の場合には上部用地を取得せず単に地下にずいi草を施設することについてその存続期間を

通じて土地の使用を承認させることの補償をするにとどめたのであった。

すなわち下記の党え書について各地主と木市長との聞にl調印を取りかわし，地主にはそれぞれの

使用坪数に応じて補償料として坪当り 1円5日銭ないし 2円40銭の割合で支払った。

党主?

横浜市水道第3回拡張第 2J加工事ヲ施行スルユ当リ隠m用地補償ニ付揃浜市及関係土地所有者団!ニ於テ協定

スルコト左ノ如シ。

1 左記長1分所有土地ノ地下ニ対シ横浜市水道!:l13 問拡強~12 却i工事ニヨル隠道用地トシテ其ノ使用ヲ 7T\~{:;'ス

ルモノトス。

Z :hW浜市ハ右承認ノ補償トシテ坪当リ金 円也ヲ土地所有者ニ支払フモノトス。

3 木土地エ対γ テハ隠道工事jG手ノ日ヨリ 2ヶ年間耕作ヲ見合スモノトス。

4 将来本土地ノ所有権ヲ移転スル場合ハ譲受人工対シヲi統キ無償使用承認方ヲ引継グモノトス。

5 木承認知Jr"~ハ償浜市隠道存続中トス。

木党書ヲ証スル為証書弐通ヲ作成シ署名捺印ノ上各共ノ壱通ヲ保有ス。

昭和 14年月日

横浜市長

土 地

73 木周

所 有

ずい道用地土地表示〈略〕ならびに所宥者および補償価額
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11年(1936年〕度にいたる閣に，券面額3，000，000円実収額 2，880，000円(募集制絡は券面額の100

分の%以上〕年利率 1年100分の5.5以内とし，昭和11年 (1936年〕俊まですえ泣きその後20か年1民

i遣の計画をもって横浜市第12回水道事業公債条例を制定したものであったが，この案は実施をみる

ことなく終り，同10年 (1935年) 8 月水il~をi直志川Jlj(水の拡張に変更することとなって財政計画も

変り，工事'('11， 870 ，000 fIJのうち120，000fIjを水道事業収入をもってあて 1，750，000円安T官僚に求め

ることになり， ，"!IIj記第12白水道事業公債条例を下記要項のごとく変更することに'di会に収笑議決さ

れた。

(1) 起債

:43.竺|竺 lW 匂 1-聖児 |… 尖 収
ro 悶 I

昭和 11年度 670，100 I 6日，000 j 1叩分の97以上

庁 12 I! 721，600 700，000 " 
か 13 庁 412，3日O 400，000 " 

計 1，804.0∞ 1 ，市0，0∞

(2) 年利率 年4分51!且

(3) 償還期間J 1，1昭和1320年年度度119:{:j:.IUJ 
五昭和

l刊 ふ
日

すなわち昭和8年 (1933年〉当時より金利もゆるみ，起1rtも緩慢となって有利な条件となった。

この起債は本来の事業認可と同時に許可となったが，どくのように起債額を交正された。起W:額を減

らされたことは利子不月]見込事i~ ，jf;業費に光2iするようにとのIlf;旨で， 11!]韮年次去を1t.iE}JiW1
1する

ことになった。

起 債更正許可額

年 度 l瓦 1M 額 「 玄 瓦額 1 1: ij~ よ司 fT 

mjHr I 6ぺ川 6mfl 100分の97以上

" 
13 か I 401，000 389，凶o " 
計 I 1 ，774.1∞ 1.肌

ここにおし、て大蔵省からの指示に基き，起債額を減らし利子不要見込額を事業費に充当する考え

で償還年ÎX去を~正して主務省へ報告したが，この償還計画においては各起依年におtうる起債を後

半年臣Zとし，その年度の利子を半分とすることにより，昭和11年 (1936)年度から|可13年 (1938

年〕度にいたる工事期間中， 3か年の利子不要額は 42，093円に達し，起債実収額の減額29，000円

く1，750，000内と1，721，000円の差綴〕をおぎなってはるかに余りあることとな IJ，工事中における

資金操作によってこのように大きな利益をもたらしたのであった。



Z1~ 3 !Tc 相模)111i'J水細川波と首，3恒l拡張第 2!tjI'J>の設計変質 (891) 

年 寵i
度 J 申請額 1，田4，0∞円 i ~IE額 1 ， 774 ， 1叩円 | 弟

起債の場合の手l仔 | 起偵の場合の利子 | 正

FJ 問問

昭和 11'F [立 30，154.50 15，077.25 15，077.25 

12 11 62，626.50 

13 11 81，135.00 

14 /，〆 81，090.日O

15 11 77，899.50 

16 11 74，470.50 

17 ノf 70，888.50 

18 ノF 67，144.50 

19 グ 63，229.50 

2白" 59，139.00 

21 ノノ 54，864.00 

22 11 50，4日0.00

23 11 

24 11 

25 11 

26 グ

45，733.50 

40，860.00 

35，766.00 

30，442.50 

24，876.00 

19，062.00 

12，987.00 

6，637.50 

27 11 

28 11 

29 11 

30 11 

計| 989，406.∞ 933，768.00 一∞
一
間

一

窃

45，974.25 16，652.25 

70，771.50 10，363.50 

79，749.00 1，341.00 

76，608.00 1，291.50 

73，237.50 1，233.00 

69，714.00 1，174.50 

66，033.00 1，111.50 

62，185.50 1，044.00 

58，162.50 976.50 

53，959.50 904.50 

49，567.50 832.50 

44，977.50 

40，180.50 

35，167.50 

29，929.50 

24，457.50 

18，738.00 

12，762.00 

6，516.00 

756.00 

679.50 

598.50 

513.肌1

418.50 

324.日0

225.00 

121.50 

この政府の指示に装き，次のように市債を起し，昭和10年 (1935年〕度分として繰入れの水道事

業費収入120，000円と合わせ合計1，841，000丹念日iilJi¥として工事を災施した。

年 「主 起 m 額 起債年月日 辛リ 半 借入札先

阿 附和 組事 月 臼

昭和 11年 度 650，000 12. 5. 31 0.040 間易保険局

12 11 682，000 13. 5. 31 0.042 " 
13 11 389，0日。 14. 2. 28 " " 

針 1，721，0凹

その後昭和14年 (1939年) 3月計閥変更に際 L，I可時に継統年期および支出方法を変更し昭和15

年度までエ期を延長した。

第 5節工事準備

昭和12年 (1937年) 2 月 5 日付をもって，百~3 回拡張第 2 期工事は主務省の認可を得たので[11ち



百'nz制 2，1& 3 11_111幻長第21UI:1:'J， (892 ) 

その終末を:当時li:に1:Jl[1尽な主{本として!iう 3IilJllli')長官¥1 JlJJ に'1¥が施fjr11で，に工事準備に入ったが，

迎えつつあハたので，引き続き木工']1'を施行することとし，JJIJ段人ιIUにも1世間 ['Jこも特別に]以り1:

また市 ÜJノ'J(ì'~のI反水11/])JII も i児;泣設Nl!の改修 IP11花がおもなる1τiト Cほとんげる dくきこともなかった。

11:{~'i112 11'.(1937 かねてから)目立した前IJ試を，i:)'lfrす心とともに，ど用地収川の必裂もなかったので，

3月に工務課に木1事相当のための工IKを新たに新設し， 1Y~ 1こにい:.'1¥務所をす山派U¥Ffi'内に，年〕

~'); 2 :C!主事務所を大，i;}j派Lllljijf内に泣き，従;TfIlの11告白Jiki'iや特別勤務手向が定められ，ずいj立工事

施行のため入坑手当が支給されることになった。

こうして!以1'Cil251:(1937年) 3 F)261J iiiJIJJ(il):UiIllこfJL、て水i旦関係者ならびに地元iY.，止、参列のう

え起工式をノ子行し同「ちに工事に若手した。

経過工事 の自主6fiii1 

主ず 4

JI 1 I1から lzj山沈でん池 2i也の知的に泊手した。そして重点をこの討しでん池築造二1'.'1"1こ依いて，ドiJ
制こ じへやご

年12月にはi且志川.(fi白子Jf;i入口の河川t刺殺のため蛇犯のJぶたをし， ~lQ13年からはJjj入口の改良工事や

昭和12年 (193711'.) 3 H 起工と同時にノff手した工事は主として 'i ' j' L!J7J(jJk工事関係に!戸~L， 

排l沙f也改築工事およびjjl1i'Ti也~沈でん池llIlの水路工事1こ芯手した。

しかるに昭和13Ij'.(1938Ijつ11月t'ド奈川以内:多"1検討をmねたキ81l)¥)lli可水統制の事業がいよいよ

災現の述びとなり，木r1T水道の法木ii-l-Ilniにも主主廷をもたらし，間?i1Jノk税制'Itfi'より毎秒5.55:)1方メ

:c，]r ートノレの取水1'ft在J箆f_け一るにおよんで，本百13回航法百¥2 jlJI工事は応急白J定じ]1'に切り十与え，

2池125迭のこのため沈でん池工，]，:においても，

]行ii;，ともぺてjl:iii'JIJII'のところ 1i也のみの築泣に変

''f_ tこヌ14水].)l\:~，土当初')\'i'N Ll.!から!Ã~ 2 0)城iとされ，

1[1ずい逃XH[t.(のJtfiffiであったが， lEbJ(:!i:l:の減少に

こもたい、lill}j'5ミ35手をさし、わいにこの言liiliiを全面

先
成
し
た
市
山
水
山
路
代 I'¥"J:'こ11疋りやめ，Ji'iJ!liliJ*)，:30{1'11立IJ，j王町)0ミリメー

も Jて送ノjくすることと L，[tL没JJ~I1iずい

;江 l竹山 H~:~泣 1 1.;i壬1，050ξ リメートル例代古 {WliiliCI

Jitから)のf-ij!-i日lf航路を利JIIして必(，没することと

ゐ
ひ
=

仙
川
守
収
入
れ

L， fJ，ドルt山ノk符椅まではすへて既設水;ll線路に

した，) JïA!山ずい泣 1)'1 の ~\T)li はまずコングり

;E-σ〉千~.U='IJ'-Hf 800ミリメトそ台を ;n~(fî: L-， 

ール鉄筋コンクリー)，ri在敷設したのであるが，

オミJ也がj大すぎるため行合 1 本ずつあとずさりに~i主

計岡宅と ~{ì小することとなった。

位して，接合して行くというすこぶる困難なるも

しかし暫定工ιjt としてのこ二f{~t{fî減のためにあえてこの方法をとったしだいであった。のであった。



!)13'1Tt: t日筏川河ノ'kMeiljIJ)]川と;:'i¥:3]í l出';1、江~ 2 J [j j_[~J\:U) ，;~~;i! 主 U~: l S9:i ) 

またこのい聞は低水口である関係1:とくに 4キログラム庄の鉄筋コ γケリ j ， y，;:な Irl~ 1II L，時間 1

に日11して鉄材節約な図った}ずい近以降は水庄の間jikL鈴鋭、恰を{史111した。

城山水r，;;橋は大jF4 {j'. (19 

同〕川 Iil!1Jl¥ 'H~ __I)jlの胤 l 1 
1也
よ
り
σ〉

.I/( 
ヰ、
" 
1民

11 

!けf

にかかり内r長政)0 ミ'1メート

ノレれ 2条が[.f恕さ れといた

が，~ぷ(J) ?竹下1Iからあらか仁

め，，，，1れ 'll条t'/I;O:派知可能σ)

オ，)1{，' j:i った :JI計ご似1'F i~).I ，

たもの℃あ ，Iこから，本'i¥(J

これを科!日して相!F<¥ 1I1 ì.!~' 渋川ー

した。

しかし相校川左岸JH__\_-.O)川氏ずい道以降相，1~}}J(Hlrの火山j主 MIーまでは， wt~立水道線路は主として

籾t9~川左}/j1に沿った断践の<1'阪立ぬい，内 ff 36インチ (910ミリメートノレ) 22インチ (560ミリメ

一トル)181 yチ(460ミリメ

苦 -1 ル〕の 3 条の鉄t，;;iJ ~9~JìJ

入

jili' 
Jし

ノk
t'.X 

りftl没されてあって，さらに新

しく l刊行、800ミリメー 1ル¥'¥'

合 ~J)~;;!}:-jゐ余地がないのみ

ならず， キ弘山恥'iHのお'I¥'jlてやfli

税協の苦~J;~L:立 Eったく[付出1Iに

して 11;':;:人:心一る1":{'1を ~ltする状

fE主であっf;ょこわ ょこにおいて)11

}jl_，から中日iI-1Iポ台地の地下をず

いj主としてj}，(き，ノk路として!大山に設抗されるj主イラヲiまで治水するのほかなしとして，この設計

が!:K!IJされた。なれこの京の

I:1UII に ~I'I i'j ikの kつな何々の

市Ij}，l，i、もあわせ与えられた そ

。 )~i~-"-('j:;$lr (i¥.( 11I iJut'-{i ) i"，o);n 

!山i7K1古のl片山 )j~，こ工:J }(/7J-( -)I:_-

とくにLiAci!lllσ))jJ'Ji壬800ミリ

メー iノレと制限された，(¥:の川

水散を r~:l i 11に1111減でさらこと

であり， mAは川氏ずい辺1')

¥j;千は危険きわまりないI析が1，、

三
成
し
た
け
山
山
川

ん
川
吻
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の線路であったばかりでなく，一部は県の河水統制事業計画の津久升分水池築造のため早娩廃止し

変更しなければならない運命にあったが，ずい道の施工によってこの線路を廃止し得た。さらに第

三はずい道illl水後は廃止線路にある 3条の既設導水鉄管を撤去し，他に有効に転用しうることであ

っTこe

上流側内筏 800ミリメ{トノレr:fの敷設工事は昭和14年 (193Mの下期よりI¥f備に入り，翌日年

(194日年)JAより本格的に工事に若手し，河年度末これを完成し，ずい道工τ!日立附和14年(1939年〕

11月7日活魚施工によって泊二にされ， [可16年 (1941年) 1月14日I年2か月を要して完成した。

第 7節工事星空

第3回拡張第2)羽工事費は既記したように水道事業費繰入れならびに起債によって 1，841，000内

の収入な得，工事11(支出総額1，827，442同70銭安まかなったもので，支出の内訳は次のとおりであ

っTこ。

工事費支出額内訳

年 度

一卯

…
昨
一
阿
川

…司
H

-

n

u

一
四
削
一
お料

給

冊

以

グ畔円一[グ岬[グ一

:jJ;:112ji|:;f115jj 
用 385.290 

開

117，658.87σ 

58，480.590 

14，348.054[ 

給

雑

需
6，897.日70

時

以

明

日

時

H

究

組
H

E

t

t

 

ー
ョ
号
S

L

州
判

工

工

物

機

償

源

水

φ

具

水

沼

述

器

補

-1 157，957.43削 58，559.720[ 61，203.制時 40，878.626[ 318，599.616 

i 255，943.860 

-叶 6，596.190

454.25町 5，065.640

3，062.24凹 13，983.270

-1199，954.33町710，0貯.40割1，165，985.598

m
u
削

叫
叫

l

叫

釘

m
M

お

寸
叫

J
明

39，730.392 

8，853.630 

55，805.3日O

3者 i~ 4，735.幻削 7，617.670[ 2，513.95司 8，322.420[ 24，791.340[ 47，980.邸O

-at  I …~;~r 49…|…示…心;，371.58011 ， ;~7 ， ~;j;~

貫主8節 第 3岡拡張宣言2期工事の成果

第 3@]拡張工事は昭和2年 (1927年〕に計画され，同 4年 (1929年) 9月最初の事業認可の申諮

をしたが，水源問題が神奈川県との関係から第2期工事としてあとまわしにされ，その計図は一

転，二転，三転と変更すること再三におよんで昭和10年 (1935年〉ょうやく決定をみ，事業認可を

得たのは昭和12年 (1937年〕で，次に示すように実に計画の時より 10年，最初の事業認可申請の待

から 8年を経過したあとであった。
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第3回拡張工事本i庫工事由変遷

P1111計四州立一一一二一本石子
2 

3 

4 出0，0001240，80011岨，旬。

5 820，0001303，41叩
l 70，700 

すなわち木拡張工事は最初iIl~7ド的に明和28年 (1953年〕を目途として当時施設を 2 倍大とする説、

張計闘を全てたものであったが，その後施工内容においても， lKi原の位J置についても，幾度か変転

を経て，その問急、を要した第 1期ヱ事の導水工事はすでに昭和7年 (1932年〕に洛成週水をみたに

もかかわらず，本水滅工事はその後9年を経たiil1WJ6全(1941年〕にいたってようやく完成すると

いうこま切れ百十聞に終り，すべては次の第 4 悶拡張工事を前提とする-~r性のない計聞に終った。

結局第3回拡張第2期工事は道志J1jJj¥i水1匿を今までの40j聞から7日{聞に増大拡張したことが唯一の大

きな意義であり，ついでは遠心力による鉄筋コンクリート管を導水管に試用 L，鉄管の節約を図っ

たことで， 当時としてはかかる大口筏のものを相方長い区間にわたるL:.*ill~~1水管として使用した

例はなく，戦時本市IJという特別の環境下にあったために， この踏み切りができたわけであったが，

本市の使用合契機として，次々に他都市の k水道でもこの使用をみるようになり，木市が楽したノミ

イオニァ的の役割は忘れではならないことである。なお延長 2，282メートルにわたる既設平行導水

事r3条〔内径36インチ・ 22インチ・ 18インチ鈴鉄管〕を撤去して， さらにこれを市内配水管として

再生活用のj民間いた計岡位と，既設自主設やJ早水線路の利用によって極力工事費の節約，低Fを図

った経済i生が取り上げるべき特徴であった。またここに経験した前記鉄筋コンクリート管の試用は

その好成績にかんがみ次の第4回拡張工事においてさらに大きく採用した。 したがってテストケー

スとしての役目を果したことも確かであった。
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第13編第2次世界大戦時代(昭和16年.-20的

第 1京戦時社会と水道事業

第 1節非常時局の進展

交:7}11'IrJ.¥' 0) J毛1111にわたる消粍に加え，さらにιj¥:;!__t以後の[i抑制Y.If!i，の氾1、化から，アメリカ・ fギリ

ス.rj 1閃・オランゲのいわゆるA，B， C， D， U，州市による経済問主のだめ， '[(要資材の愉入は

11司維となり，物資の統制は年々強化され， IIH前116{1'(1941"1'.) I主下切においては物資，労力需給制

喰とiri'1'l't!i'i*'Jの倣lit在則したものであったが，そのイ!の科れようとする12月8fl，日米y:iJ_!，;不問を

契機として太司r洋戦争lこ突入Ltこ。太平洋戦争におけるfl!{frll6年(194111'.)末から引17年にかけて

の怖かGv'KI1戦の戦果は売551!的なものであったが，その反l(!jにはいよいよ火山将戦への移行から計

図的経済への進行となって，物資労力の(vm~\空間怖はすべて市需が優先し，一般民郊に対しては非?r古

時の掛け戸のもとに?肉質節約の徹底が要望され， 'j'-¥'公特には機構の簡素化が;1とめられ，職員の絵理

が行なわれるなど資金，物資，労務の動員言ljiliíがむべくもふぺ実施され，軍需工場と生徒カ咋~~Dlの

ための工場や軍事胞設にのみ防が宅i1)， 般民おや干キrlJi'R;主はまったく日陰におしこめられた。こ

の上弓な状~)~\力、ら名詞:の商業に企業数怖が行われ， 0;'カのmrnや学徒勤労動員が強行され，各耳rr1i:;
工場はこれらの人たんによってふくれあがっ止。

ぬ守:は初期1の戦果にかかわら F長JUI戦化とともに詰&の反抗もようやく強化し，昭和18年(1943年〉

ころから攻守F庁在科えnk勢ょうやくおおいがたいst附となった。 ilEIをあげて戦争完遂のためにJ

0) --'i\t\ に主って労力や資材のほとんどすべては 'I !i:';)，~に傾けされ， 一般予知執行の方針についても，

疋点主筏と主:JJ*j::誌の制点から 1-1十?を定めて立、111L ，つとめて終灼を咲J1H緊縮して，新規終決の抑

制引湖一ょう l¥1-;日され，さらに阿19"1'(l944W) ::，、た 'J↑141勢はますます!m化 L，決戦力プ}ii;処i立の 4

1'，のもとに不急不Iflの 1:木可i工業はi'i;Jl:または}J切られ， 、y時(1;なl三則前jI1ij(i'，"1工務や事業は停止され

た。そしていよいよ空襲必至の状勢となるにおよんで，学?ドの集団疎開や家族の，~WrJが Mì 去り，さ

らに進んで防火線用ならびに重姿建物周阿の家内取りこわLHDrJも実泊されたが， l:'，j)._.:-f洋諸君ì~ ，%

の ')c::陥以後，昭和19{1 から20年(l944~1945{r) へと決裂は湘(kJiÍl~!! さを )111え，その目標も全間的

::jI1.;大して大都市， 11:1都市のみさかいなく B29爆幣俳誌の常裂におじ ?) !JJi ，l、どたった。

首， 2節水道事業の非常対策

この目別市ドに処して水道事業も I"U'.[I心術も L くは '1ご，;j 力的 'J~~のため以外のー般的新規事業はすべ

て見送られることとなり，~!;_m7:拡充のための首S 4 II~-I拡張 l 事のほかはも叶(まら初常態勢強itのため

に立が;1がれ，防空前"没'1'1が計上されて， --UHノk成事業白身の~-{ìjj主流在引裂から守るため各施設の

1持淡およひ防備をなすかたわら， -l! î内全般的に消火せんのJ首波を i~( -~-とともに， H~袈地1正には強力

消火せんを特設するマ}消火山;止のフヒ災を図った。
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一方においては防空泌習が盛んに行われ，水道事業もまた，それに日[1して特別防談団の編成をな

し各種のはn習が実施され，非常召集，非常登庁等の方策が練られた。昭和19年 (1944年〉以後は漸

次その演習が現実化される危機に迫られつつあった。しかしその問日支事変以来職員の応召出征す

る者あいつぎ，太平洋戦争斑前から戦時中にかけてはさらにその数を加え，昭和18年 (1943年〕皮

においては非常時局に処する事務の簡素化と労務の節約を図るため，水道メータ一点検および料金

徴収について従来の毎月点検・集金制を 2か月分をまとめる附月制に改めた。さらに明和19年(19

44年〕事態のいっそう潔迫化にともない決戦非常処置として， TtfのFJjf¥'iに当りかっ市民の保護およ

び指導に任ずる司令本n!iたる市役所を不燃焼悦建物へと移転1..-，非常の際の安泰を図ることとして

市会の議決を経た。水道局もまた10月15日匹反西戸部町3τ 白286番地図戸部国民学:校校舎(鉄筋コ

'/!Jリート逃りで学童疎開によってあいた建物〕に移転した。

昭和19年(19445の後二!三からは敵の空襲がようやく激化し， [i}jJ品態勢は夜を日についでますます

↑亡がしく，夜中の非常食庁の悶数がひんぱんとなるにおよんで，この災行図難なるiliJI度を廃止し，

夜間l~ì}~Fjjjllî J，lr任の1[ 1核防衛隊を選抜組織して，庁舎付近に寮を借入れ，ここに防衛隊員を宿泊，

;官駐させて防衛の任に当らせた。かかるうちにも他都市の空襲被害にかかわらず，昭和19年(1944

年〕を無事にすごした横浜市も昭和20年 (1945ij会〕に入り 2月13日の生表方面への爆列台投下を皮切

りに， 4月2日の平沼町への燦弾投下，同月 15日の鶴見・保土ヶ谷・中村・八幡橋の焼い弾による

火災，さらに5月25日夜間空襲とあいつぎ，ついに同月初日の昼間の大空襲により全市焼野原とな

って壊滅しさった。この被害は次のとおりであったが，水道事業そのものの施設にはさしたる被害

もなかったとはいえ，末端の給水装霞はまったく破壊され，焼けただれた給水せん取りつけ跡から

の漏水が焼跡の全面積にわたって噴出して地f:1こ流れる始末となった。

戦 災 状 〉毘

Yff丈〈 ';I;;IJ 手人

戸 % 

111，868 52 

31，62艮7 29 

530，25人0 52 

この大空鎚によって一挙に4，616人の死者と2，042人の重傷者を出し，あるいは故郷に親戚知己を

頼り，いなかに遊間t疎開する者が統I:Uし人口も一挙に 6日0，∞0人に激減した。この大空襲後のあと

始末として水道当局はただ給水の復旧のため，全力をあげて漏水の防止につとめたが，その後も翌

月10日には杉田・本牧における軍需工場や軍事拠点をねらったポ1:-'ト爆慰があわさらに 6月か

ら7月， 8月と鶴見および神奈川臨海工場地帯への爆弾攻繋が続行され，被笠続出して昨日次生産力

は麻ひしていった。そのため時に市内配水管も[出容を受けたので，そのつど応急修理に当った。そ

して昭和20年(1945年)8月151'1ついに終戦の詔勅が発布されて，ここに敗戦のうきめのうちにほ

こを収めるにいたったのであった。
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第 2章戦時中の給水事情と対策

第 1宮巨人口の動態

日支事変の遂行rl'ヨーロッパでは第2次欧州大戦が起り，昭和16年 (1941"1')Iこいたって太31"洋

戦争がぽっ発1..-，ついに全世界にわたる抑次世界大戦に発換したbrそのr-mにおいて戦争の消耗

は大きな軍需を喚起し，横浜市の擁する鶴見・神奈川および金沢地区における工業は繁忙をきわ

め，市勢もとみに活況を呈し，人口の治勢も ~x しいものがあったが，この状況下における市の人口

および水道需要についての状態は次のとおりであった。

I人総 人仁II指口数人給水口人|指口数防|普及水率配1日水最大量配|水指量数(| 1 日 設 備 能 力
王ザτ:“U 仲い間Z 寸1唱霊 僻力

i田f日151f.1 968，09111，000: 739，78911，0001 76 1 233，53411， 日日0割靖1子 'i'i'I!]f 1-255，600 

16グ 999，4001 1，032i 762，35411，0301 76! 245，02611，049向上工事進行 255，600 

181111，028，師 111， π5，U2 I，049 75 262'1208221|i l '122 圧河上ポ工ン事プの設以苦らに進行とjJ日 291，120 

20，，! 684，9941 645， 334，0801 4521 49 戦災による漏水はなはだしき時代

すなわち市の人口は附和13{トからは|可15年 (1938~1940iF) にわたって年品10万人内外という人

口の具'ì;~.W!力日ぶりを示したが，間前116 1 1'. (1941'1'.)以降は資材統制によるとふ医の建築が制限を受

げ，また都il1における食'!';IHi(i;が日だつようになって，そのtzt勢はにわかに減退し同年は 37i人の増

加に止まり同17"1'-(1942年〉は 1万5千人，翌18年 (1943年〉には 1万 3千人の増加をみたにすぎ

なかぐもた。それでも同18年 (1943fのにはついに総人口 103万に達した。しかし翠19年(1944年〉に

は食f品目Lがいっそうはなはだしく，かつ戦勢の不利も手伝い疎開が目だって人口はかえって 1万人

の減少をみた。そして[Ti]20年 (1945年) 5月ついに全市にわたる大空襲によって中心地帯は一面の

焦土と化し，人口は四散して激減したが，その後漸次復帰してその年の11月1日現在では 623，658

人となり，さらに平和問復と迎合国軍のilli!!iから，あるいは臓を iξめ，あるいは風雲を史んで来市

する人々の数は顕著となって，人口はふたたび押しい速度をもって治勢の-;全世たどった。

第 2節給水状態と対策

この目、HI::における給水状態についてみると，年々の 1日最大西日水]j:1:は太平洋戦午前はほぼ毎年3

%程度の増加ぶりを示 L，その憎勢が漸(J¥設備能力に迫るにおよんで，導水符にjJ日圧ポンプをJlfり

付けて一時をしのぐとい弓形であったが，このような粁定処院ではとうてい給水不安の校本をとり

のぞくことはできなかったので， ü~4 同拡張工事が企部され， rlt1和151，1'.(1940年) 2月その認、可を
I 

ラるとともに工'Irに清子し， /j Ût~北 1 設もあい路とした埠水恰工事の進行を急いだのであった。しか
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るに戦争ぼっ発とともに西日水量の憎加はにわかに高まり，年々 5%すなわち10，000立方メ{トノレ余

りの水量が増大]__， 11;周辺随所の向台などには給水不良筒所が生じ，ことに鶴見・金沢方部等管末

地帯における大工場には水が届かず，常に給水増強への!要請陳情しきりなるものがあった。ここに

おいて昭和17年(1942年〉には野毛山送水管や金沢線等の配水管に7抑圧ポンプが設置され，西日水の

強化が図られたが容易に円滑を期することができなかった。

かかるうちにも昭和19年 (1944年〕にはいると学設や家肢の疎開が行われ，さらに建物疎開も実

施されて市の人口は減少し，また戦時下に処しての市民の節水も徹底して，一般家事用水は大きく

減少し，そのはんめん工場用水の増大が著しくなって，創設以来長い間給水量中の王座を占めてい

た家事用水は，ついにその王座からすべり，初めて工場用水が一躍一位にのし上がれ 100万人の

使用する家事用水よりヱ場使用量;が大きいという，あたかも工業用水道の感をさえ抱かせるほどの

異変が起った。

すなわち昭和17年(1942年〕以後における用途別有収使用水誌の内訳は次のとおりであった。

:日正竺J昭和 17年 I I昭和四仁昭和 19年 | 昭 和 m 叶昭和 21年

引ー叩RZIZ

この間本市水道局においてはーl而節水の宣伝をするかたわち給水を円滑にするため，おりから施

行中の第4回拡張工事の1ft進を図り，資金・労力・資材の獲得に努めた。資材のごときは戦時下の

配給制のもとにあっては内務省からの割当わく内での数盆では不足して，いかんともしがたいもの

があったので，市内各軍需および生産拡充ヱ場の協力のもとにその連舎によって軍需省にも割当増

加のill!動をなすなど，横浜水道に課せられた使命達成のためになみなみならぬ努力を続けたのであ

った。

しかるにそのおりしも，昭和19年(1944年)3月横須賀鎮守府から金沢地区における海軍施設に対

する大量給水方の要請があった。当時すでに杉聞ならびに金沢方面に海軍施設および軍需工場等の

新橋設が大規模に行われ，にわかに給水の需要が増大し，そのため同方面への配水管iC加EEポYプ

を取り付ける等音肉の策を誘じたがなお不足の災'li'iで，ロ径の大きい配水管の噌設が必要とされる
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事態であったから，海軍の要請を契機とし金沢方面の配水能力t梧強のため，大|尚弘明寺から杉白を

経て金沢泥亀町にいたる聞に，さきに不要撤去した内径22インチ(560ミリメートル〕および18イン

チ(460ミリメートル〕導水符を同方図配水管として転用敷設することとL-，突賞作業をもって際会、

施行した。そして海軍の要請である 1日， 10，000立方メートル程度の配水量を増強し，終端のi己亀

町地先において海軍に給水したが，昭和19'1'.(1844年) 9月さらに海草から分水増強方について申

越しがあった。しかし根本的には水没の情強には拡張工事の完成が大量給水のíÌíî1.J~であったので，

海軍に対し大葉給水に応ずる反I踊，工事用資材などの増田日方について特別/.(';1麦をこい，かつずい道

工事促進のため， ì'fjiWち PJT1~fセメン 1 配給わくから現物支給方について懇Jfi した。しかし当時はす

でにt112次I¥t界大戦の戦勢まったく不利となり， TIIも防衛胞設の附終に忙がしか勺たので容易に木

市の要請を受け人れる余祁はなかった。

しかるに昭和20年 (1945年〕にはいると空襲ょうやく激烈となわついに同年 5月29日には横浜

全市の空をおおう 600機の大空製によって市街はまったく壊滅した。

戦災当日は全市域にわたって消火せんは欣水したままに放置され，見出Eすかぎりのf.l.U:からは各

家紋跡の'~J~ けただれた鉛~S;からの雨水がいたる所に噴出し，所々の爆弾孔には自己水t~;が爆破されて

いるという惨状で， 1月谷浄水場までの各施設にはさいわいなんらの異状もなかったが，ざるのよう

になった穴だらけの給水末端から無制限に浄水が漏水する悩みが大きく残ったのであった。

すなわち目を転じて当時の総配水i立に対する行収給水泣の引j合についてみるならば，昭和17年

(1942年〕当jl，Ijは55%，翠18年56%，I百J19'jーには54%であった千T収水設のl七3ftが，昭和20年(1945

1j:)には 4月以降ことに 5月29FIの戦災によって37%に低下し，さらに翌訂正i三には漏水の防止が十

分に行き 2どかずついに28%に洛わた。すrs..わリ/1日午11201r(19451\つには63%のノkが主た~.;I21年に

は72必の水が耐水その他によコて!!!f，11立水ldとなってinえ去ったしだいで，戦災のれ幣がニのi訂につ

いていかに大であったかをうかがうに足るものであった。

戦災前後における醍水量と有収水量

水 泣 | 日昭剛剛附即日引m刊川干引利ド11川1川1川 | 叩附川刑利川lパ1川ム i 刊…lけ川川iリ岬1泊W川川川9引川山イ刊削悦l刊山1佐立 | 制m酬[日日山1げ2

l 立コガげメ一叩叩トル ! 立万メ F町一トル l 立3方tむJメ-1ル l 立J方Jメ白山】トル l 立ηメ-トル

年 11問[甘出i日1*総z配y水'.kI坑j止tI 8倒4，89虫1，53拘9 I 8白5，2沼86，3お39 I 8剖1，1凶57，C叫48! S幻3，2μ45，791 I 98，558，749 

竺竺i 47 ， 029，~とi ー引 43， 979 ， 793 I~問竺1 …4
向上比率 i 55.40 I ωI 54.19 I 37.06 I 28.04 

戦災の翌日からこの復旧のためにただちに全局員を動員し，さらに当時川崎に院とんしていた陸

軍の神奈川狩備隊に応授をこい，また戦災地地元市民の協力をえて全'1，1:災地域にわたって応急的な

放水sf:i:r(fのたたきつぶしに回った。

しかしこの方法は焼けただれた給水管については効果少なく，潟水が止まって水圧がとがると他

の弱点から新たに漏水するというような恋循環を繰り返したので，この応急的な作業はほどなくや
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め， J上水せんIUI止または給水管撤去等の恨木自]な漏水井l液を災掬した。

しかし一院大火災によって全国的に似ついた配水管以下の装設は容易にPJT矧の民的を達成して本

来の姿に帰すことはできなかった。漏水はいたる所に生じ戦災前にくらべて水庄の低下が著しく，

あるし、』立WJこれら不良地域に対しては，そのために各所に給水不良地区を続出 Fる有様であった。

あるいは鶴見方面のごとく矢向・ !λ手および市場に名や神奈川方面のごとく配水管の新増設をし，

おいて本ili曲目水管と川崎市水道配水管を述絡させ，水道メータを設置して川附水道から分水を受け

るなど積々な対策を談じた。

かくして漏水の防止と給水の強化復旧に一段の努力を傾H しつつあったとき， !uJif 8月15日つい

に戦い敗れて終戦の幕か降ろされたのであった。

この戦11寺中における水道配水誌の状態について分析すると次のとおりであった。

説話JTYT|川目使用水産

た1日最大配 11日最大h日平均
ノk況のJ-t 1 _l_ ，-， ":':'，/'1 

リットルl リットル

316 I 266 

「 十両約 16i!を
王均 1 1 日平均 I~凶とする l

|配水盆逐年 i
量|昨'1JJU水盆 i[;1 '，1;均配水量

1 1Tiあ{
立;jメ【トル

9，639 

日

J
叩

W
叶
ぷ

水

υv
同

7
1
 

立

日長大 1

主¥:I fj~ 

ル
ー
唯

一↓ぷ

水

H
m
一U
2

1 

自E
昭和 l年次

118.7 92.6 15 t
?
I
 

;
l
i
 

m
r
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u
 

279 321 115.4 100‘O 15，630 212，327 245，026 16 

294 333 113.2 106.6 14，032 226，359 256，238 17 

305 338 110.6 111.6 10，623 236，982 262，102 18 

19 

中え

328 品

一
3
 

105.1 118.0 13，551 AoO，533 263，282 
BJf 

119.6 3，:334 253，867 20 

すなわら 1I1、|づ-"6J自己水;止は戦前は4々 1IJ sy.均10，OC白立方メ トノレfjl]JIの増加を4、し，戦11与'1'は

ことに年を終るにしたがって 11'1平均配水10，000:;1カメー iルないし15，000立ブiメー lルにのび，

ltlと 1E1 Hi大配水批の比がますます iま近L 11日午1114'1'.(1939年〉ころは支の 1日j止大配水笠は年間

1日平均四日水量より 2割以上の多盆を示したものであったが，昭和19年(1944年〉の初期にいた

このことは支も冬もない工業用水の需要量増加をはってはその差はついに 5話にすぎなくなった。

さらにこれを人口増加の比率と当時の横浜市水道のχきな特色であった。っきりと物EEるもので，

対日視するといっそう明らかで前表におし、て，昭和16年 (1941年〉を 100とする人口の増勢は閃 17年

同19年(1944>1')(1942>1つが101.7，同18年(1943年〕が102.9と100分の l強恕!交の増加ぶりで，

そのtHには100分の l の減少を示しているが，水iiiのお裂は年々 100分の 5 紅度以上のt~11J日を示し，

持ははるか[ゴ人[:]の増勢幸町二回って工業1117.ト需裂のやl'長を明確に表わすものであった。

戦時中の水道事業財政第 3章

戦時下における水道事業の経営も時局の袈誌に即してつとめて節約を旨とし，防空経錠等時局に

関する事業以外は年々の経'{'(も規制されて，わずかに給水盆の増加にともなう揚水ならびに導水増

強用ポ γプ述i!lE電 JJï~の増加や物価lおよび人夫t'iの脱設による追加主主事情やむを得ざるものだけが
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認められるにすぎなかった。

しかし給水量一の増加による料金収入が好調であったから，その支出を十分にカハーし年々翌年度

に繰り越す剰余金は雪だるまのようにふくれて，財政的にはL_{qこ順調な歩みをつづ円て行った。こ

とに昭和1811'(1943年〕には多年為校換算ネの下部によって重圧に苦しんだ英貨公債および米食公

伎は，外貨処理法が制定されて，同年9月政府の府代りによる低利の邦貨僚に借替えすることがで
かbせ

きた。このことは為替差損のため長年元利償還上大きな悩みを続けただけに財政に大きな寄与とな

った。

しかるに昭和20年(1945年)5月横浜を怒った敵機600機による大空襲により，全市が一挙に壊

滅するにおよんで，その復旧作業費に多大の終貨を要するに反l__-，一方ではまったく収入の源泉を

失い，同年8月ころから-i'm焼け残りや給水復活の需要家ーから料金の徴収を開始したとはいえ，そ

の年間i収入は 2 ， 510 ， 000 円余りで前年の半ばHをわずかに越える l~ 皮であったので，戦災復旧その

他で増大した支出にはまったく応ずべくもなく， 11121前からの繰越金の謎絞をいっさい使い果してな

お足らず， 800，0日日伺の赤字公債を発行して政入欠陥を処理した始末であった。ここに給水需姿家

は激減し収入の基本に勃慌をきたし，支出に対処し得ない収入欠陥のため，創設l時代ならびに震災

後につぐ第3の財政危機時代が到来したわけであった。

第 4章外貨債の政府肩替り処理

~1節水道事業の外債

本T¥T水道は明治42'1'-(1909ijミ)~~2 囚拡張工事施工に際l__-，そのJl才師iiを外mに求めてイギリスに

おいて発行した第2公lJ!t(716，500ポント.J¥ilr換算7，000，000門〕と火iE12ij'.(192311')における

関東大震災の復興工事技財源についてアメリカにおいて発行した復興事業公lì~(l ，245，831ドノレ・チ[:

l!i:換算 2，499，386円〉のイギリス・アメリカ 2か国の外貨公僚があったが，その後年々の元利金償

還に際し立もレートの変化によって，その負担額が年々変動相違し，ことに昭和6年 (1931年〕金
かわせ

輸出禁止以後は為柱換算上邦r'tの低落が著しく，したがって外債支払額はかさみ，その財政上にお

よぼす影響多大となり，その後長く外償支払の重圧に苦しんだものであったが， 1r; 2次世界大戦中

における外貨{責処閣法によってi沼布118年， (1943年) 9月邦貨ii1iに借替えをなし， この債務は政府が

府答りすることになり，多年の重圧から免れうるにいたったが，その経過は次のとおりであった。

1 英貨公債

明治42年(1909年〕発行した5分利子付英i'i:第2公債は，その公債規FJにしたがえば発行後15か

年すえおき以後30かヰ(昭和28年1953年に当る〉以内に6か月前の予告をもってその全部または一

部を償還しうることになっていた。したがって償還年次表どおり供述すべき義務があるわけではな

かったが，償還方法を定めて閣の;許可を受けていたので，発行後16"1'目の大正13;1二 (1924年〉度に

は，その第1回元金償還として150，000円の支払をなした。しかるに翌14年度の償還期を前にして



第4意外貨伎の政府周椋わ処理 (408) 

治わせ

震災後!司際為替相場は低j品の-i主をたどり，はなはだ不利であったので国家経済のうえからも，ま

た震災後の木市財政困難のおりからでもあり，前記公依規程の含みにしたがって大蔵省の許可を得

て大正14年 (1925年〕広の元金償迭を見合わせ，これを支払準備金として別途に積立てた。翌日年

度も事↑背が変らなかったので前向断とした。

しかるに大.iE15年 (1926年〉に計画した全計量制実施に際して工事費総額 900，000円の起債許可

を申訪したところ，大蔵省は金額を100 ， 000円に減額更正し，さきに支払を停止して積立てた~12公

償支払準備金 2WJ分300，000円宏右事業伐に振り林えJt':当するようにとの拘令があった。

ここにおいて木市はさらに全計量制の緊急災施を期するため，翌昭和2fl' (1927"1')皮の第2公

依元金償還額150，000円をも，昭和2年度の全百十盆制事業tti:に振り将え充当したい旨のfj!j可申請を

して，同年3月31日その許可を得た。かくして 3年間の支払いブラングの後昭和 3il' (1928{1二〉泣

から~貨第 2 公債の償還計画を新たにし， 1-f-々元金の償還を統げたが，昭和6
'
トく1931fl')12月に

診を2ぜ

いたり金輸出禁止が発令されると，国際為替相場における}[SirはみぞうのiIli誌をなし(祭u:1i甘2

シリングOベンス 8分の 3然止後 1シリ γグ2ベンス 4分の 3)，このため昭和7壬ドく1932玉三)rJt 
か目

のtis2公債の償還に際して，木T!Tは多大の損失をこうむることになった。そしてぬ付目場はその後

もますます不利の傾向をたどれこのまま既定iih塁年次表によって公h'lの償迭を続けることは，本

市の水道財政をいっそう問主!lにみちびくのみならず，国家的見地からしてもきわめて不幸IJとなるの
カわせ

で，昭和18 1'1'-(1933年〉皮の償還は~11，!j 見合わせ，将来為材相場好調の時刻lを待って，これの償迭

をする方針に変:a:l， I可年の償逃予定額209，7C日円は別j主に筏立てする乙ととし， di会の議決を経

てi昭和17年 (1932年)11月9日主務省に申請した。
カわせ

これは外依支払に対する為終選~j員を緩和するとともに， -@資本逃避防止法の)ifOX;;:にもそうもの
カわを

であったので翌 8年(1933年) 7月4日付をもって為替相場が平価に似さない場合でも， 1¥1偵のjli

um低併によって， J:;'定の?A貨r獄図金額のi=i人償却を行いうる場合はすみやかに災行する乙とという

条iq，-c-，この世~2 公債の償還見合わせは許可になった。

この当時すなわち，昭和8年 (1933"，卜) 1月から 9月ころまでのi司，ポンドのレートは最尚 1シ
カわせ

リング 3ヘンス16分の l最低1シリング2ベンス16分の lの程度であって，為殺の F溶は現在これ
かわせ

を償還するよりも，かりに10年を待って為替の回復後に償還するとして，その間の利子を加算して
かわ往

もなお為特回復の11寺期を待つ方が有利の計算となったので，これを支出準備金として絞立すること

に決定されたしだいであった。しかしその問においても取扱銀行である日本興業銀行との聞には街

接にi車忠告し，'li~に寅入償却1の機会をねらし、，昭和 9 年(1934年) 12月12日には間行に対し第2公i古

賀入償却について次のような依頼をした。

l 賀入償却券四i総額英貨 3，100ポンドま℃

2 賀入価格券習剖3ポンドにつき最高80ポンドまでとし，なるべく自主価のこと(その他路〉

そして政府に対しても昭和10年 (1935"，，) 1月21日づけをもって本公債券の低落を機とし，市仰に

よって頁入品をする方が有利と認められたので，第2公債予定供i室元金として別途秘立中の昭和

8年度分209，700円および同 9年度分220，000円合計 429，700円を資金として買入れうる額を貫入{賞
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却したい旨の許可を願い出で，同年2月25日大蔵省の許可を得て，日本興業銀行を経て横浜IE金銀

行ロンドン支庖の手によれ昭和10年 (1935年)3月から翌11'1'3月までの聞において429，555円の

買入償却を行った。同様にして昭和11年 (1936年) 3月19日昭和10年度償還元金 231，200円，同11

年度同242，400内音1"473，600円の償還を見合わせ，これを資金として賀入償却方の許可を中訪し，河

年4月その前可を得て，日本興業銀行に依頼し 473，373円の買入償却を合ぃ，また昭和12年(1937

年〉度においても 254，951同の賀入償却をなした。よって明和13年 (1938年)}1!l.においても従来同
かわせ

様質入償却方について大蔵省為経局に許可申51したところが，同年 2月14日付をもって当分の問右

公債の貿入は討可なりがたい旨の指令に接したので，戸j年段以降は市議会の決議および大蔵省、の前
かわせ

可を得て，毎年皮予定償還元金とその為替差損額および既往の償迷不足額な合わせて予算の討す範

囲において別途に積み立て，将来の償還の資にあてるこ也とし，財政の確立を期したのであった。

かくして!;fE2公依街英貨7l6，500ポンド当時邦価7，0∞，000円に対し昭和12年度までに償還ならびに

民入償却をなした額は次のとおりであった。

第 2 公債白 償還 状況
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すなわち公{立発行額7l6，即日ポンドに対し償還額は 201，380ポンドで未t1:;遣は 515，120ボ y ドで

あった。また昭和1l2'l'1正までの予定償還抵1229，813ポンドに対しては 28，433ポンドの償還不足にか

かわらず，邦貨での支払いはすでに当初の予定額より 170，205円の過払いとなれさらに前記不足

の28，433ポンドの立もレートを 1シリング2ベンス替えとするときは 487，422円となり，合計して

昭和12年 (1937年〉まで14年間において吉弘低落のため元金のみにて白7，627円の不利をもたらす

結果となった。この綴は当初Jのこの年までの償還予定額2，245，200円に対し 3割弱に相当した。

かくしてこの年〔日日和13年〕以後は外貨債は年々の予定償還額に対し 1シソング2ベンス替えの

邦貨を別途積み立てしたほか，昭和12年度 (1937年〕までの:!1i11償還不足額に対する換算邦貨額
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487，422円をもい)13年 (1938年)Iifから15年 (1940;.ト)皮まで年々の剰余金のうちから追加納てん

し積み立てた。

昭和 13年度以降の英箆債償還準備積立金
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1も" 24日5，500 25，129 430，783 

2 米貨公債

米11:公債についてはr)!u巨大震災復興事業財源の紛に述へたとおりで，わi)'fiFrliの復興事業所要紙と

して:ミiEl5fn1月米1tt19， 740，000ドノレをニューヨーグにおいて 6分利付で発行したものの一部1，24

5，831ドル，邦1M免銃剣2，499，386IIJ(1ドノレにつき 2I'J0062終え100lTJにつき49.845ドノレ斡え〕を水

道事業総i斉分としたものであった。本公wはおか1f.tillになしくずし償還することとし， lIi:.{r:.-ildii:金

総i斉に繰入れをなし，一般経済分と合わせて償却またはjlllせんによって元金を俄迭していった。し
かわ越

かるに昭和 6{1'.(1931fl'.)金総tH;fJl以後為特不利となってからは多大の不利をJHくようになり， fl{1 
かわせ

和 8'f (1933f]'.)以後壬|々 の外1'i:W元利支払いにさいしては，為務相場低郊のため追加予告?をiiLI
かわ注

し，その為112ま擦充当のためさらに{I :々fltA型公偵を発行のやむない状態となり，飢!rj大きな悩みの

種となっていた。すなわち一例をあげれば100f'Jについて49ドル16分の 13.5で借り入れた公依では

あったが， 1昭和U2{F(1937Jj'.)には29ドル 8分の 1，Flj131.f-.には27ドノレ16分の 5，1MFには23ドル16
かわせ

分の 7というように為材相場は低;;>;の一途をたどったので，年々の損失は多大のものとなった。し

かし償還に努めた結果昭和16年 (1941年〕までに457，246ドルを返済して向17年には未償還額が788，

585ドノレとなり， i塩分比価では1，582，059円の計算が，当時の換算寸;1ドルにつき 4円25銭をもって

するときは3，351，486['125;>)(にi主する状態であった。このようなしだいで渓災復興事業として米貨

公債を大きく背負った横浜rIT~般経済財政上のす]取ははなはだ大なるものがあったので，当時ちょ

うど東京開港問題が起りその反対に関する種々の隙↑育運動が行われた際のJ])(引として，横浜市の約
カわせ

が、')j(済のーiザJとすへく，半升IFj市長およひTli会の抗運動によって政府もこの外偵の元利為替差鎖充

当資金市僚に対して凶庫補給金を支社けるようになり，財政 Jc.大きな成果を収めた。水道事業経済

分もまたその余E互に浴したが，その後は国庫補給{J7.は一般経済に限られ，事業経済への補給金はj1 

ち切らオした。

3 外貨債の邦債切養えと繰上げ償還

昭和18年 (1943年) 3月外貨僚処理法の公布によって，当時当局が背負っていた外貨伎は政府の

肩代りにより邦貨僚に切り替えられた。すなわち第2公債である英1'i公債の当時未償還額515，120
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ポY ドおよび復興事業公債未償還額787，070ドんはそれぞれ第2公協は 5，399，800円， 復興事業公

日iはし978，600円の邦i1li¥に切り終えられ，政IHよりの借入金と目、ったが，この換算割合はikのとお

りであった。

。ポンド ポンド ~ 

英貨公w: 515，12 5，399，8日日円= 1 10，4826 
シリング

1門 1 11ペンス
ドル '" 

内

米貿公 1占 787，070 1 ， 978 ， 6日目 ~J= 1 2.514 

=100円 39ド4ル78 

，わせ

この割合は1l~1和 60' (19310')金輸出祭止以降の為終レートのiix!AIこよって氏をついた円，ボン

ドレー iの 1ゾリング2ベンス程J1fおよび円， ドノレレー iの23ドノレ 5程f廷に比較すると民に有利な

{昔替えとなった。

ことにその利#も年 4 分 3}豆の低利で，炎tを公1ftの 5 分米11î公mの 6 分に比~，その負j1]は大き

く経滅された。すなわち?A1'i1こ例をとれば借終え前は米償還額 515，120ポンドに対し毎年度の支払

利息は年5分の25，756ポンドに対する 1シリング2ベンス持えによる 441，531Plに迷したが，借替

え後は5，399，800P:)に対する年4分 2犀で226，791fLJで足り，久しかった掠;寺不利による重圧から解

放されて外貨依ノイローゼを脱し得た感があった。

外貨依は上百己のとおり邦ti伎に借終えられたが，戦争のぼっ発によってアメリカにて凍結された

i¥iの在アメリカ減償基金や雑貨充当法金および米貨公債ならびに英ti公債利払基金29特殊財産管別

勘定に払い込んだ分について，換算ー率変更による超過額331，367円あまりを昭和18>1'(1943年)12月

18日大蔵省から払いもどしを受けた。ついでur:i*rng.{jにはかねてから償還繰延へにともなってtis2 

公俊償選準備積立金として毎年度積み立てた金額が次のように 2，868，439円に迭していたので，こ

れに何年度繰越金を!JUえ;て第2公依{il初公iEの一部材:上げ俄迭を行うこととし， I司年 1月16日ili会

の議決な経て内務省にゆ訪し， r司王l'3月15日から災施するにいたった。

水道第2公債償還準備積立金

昭和 13 年 569，560円

" 14 "1三 440，771円

" 15 年 747，668円

" 16 _{j 430，783円

" 17 .1f 342，857ドj

" 18 1j 336，800円

計 2，868，439円

水道第2公債{昔替公債繰上償還額

発 行額

昭和 18年度償還額

主主引未償還額

繰 上償 迷額

差引残額

5，399，800円
239，即日円

5，160，0日O円

日 ω，凹0円一財源(震2公債償還準備積立2
2，。∞，α刃円

2，868，439円
291，561円
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第 5章水道局戦時防衛体制

水道事業の非常事故の場合に処する応急処霞は昭和B年(1933年) 7月14日局i主によって水道局

応急処置計図内規が定められ，これによってそれぞれの場合に応じての非常笥集その他の処置が定

められていたが，その後満州事変から日支，j1'変へとIl，lj局の進展にともない一般の非常時防衛態巾jも

強化され，市役所にも特設防護団が設置されるようになったが，さらに昭和16>1'-(1941年)12月9

日には庁達叩第34号をもって横浜市防衛本部規程が制定されて，横浜市防衛官Ij函に基いて市役所に

防衛本部があtかれた。そして翌年8月24日にはこの規程に基く水道部の処務規程が制定されて水道

防衛の組織および"li務分~';tが定められ，さらに同月 31 日には水道郎防空災施要綱が決定して非常査

庁，灯火管制，対~監視，詳報伝達，庁舎警備および防火防衛，救i生から一朝~I 常時における飲料

水の供給，各施設の警備防護および応急修践にl刻する事項誘いっさいの計函lが綿密にめぐらされ

た。そして幾度か防空間i習に参1JIIL-.水道部特設r}j;;苦日!としての訓練を重ねる一方水道施設の防空

としては，各y也や線路を偽装迷彩して防衛し，また消火せんを憎設L-.消火せん府、議灯の設置をな

すなど防衛態勢の強化につとめた。

しかるに昭和19年 (1944年〕にいたり B29爆柴機が米製するようになれそのつど~~星野報が鳴

って炎上世の初空に直而L-.空襲はj利次昼夜を関わず激化L.そのつど深夜にも岐にも非常登庁に追

われる冶様となった。しかし途方j詰住者の夜間非泊登庁は尖際的には無限であったので，当局は独

身者，家政疎開者を*h説、して防衛中核隊を組織し， f礁に収容して，勤務!時間外の水道本部の防衛と

各支部へのXli*ßHYî tílIに当らせて，庶務Ã~! l;去を入寮させてその立に任じた。またその他の各作業所，

浄水場その他はいずれも構内に職員公舎の施設があって，その公会居住者によってー此、訓常態勢も

すEっていたので，一般戦主主の非常登庁はその後取りやめることとした。

これで家肢とともに家庭防衛に{散しうる乙とになって，非常登庁のねiみがなくなり一般職員とし

てははなはだ気が楽となったが，横浜が受けた最大の空麹は皮肉にも勤務時間中のことであった。

この寮は当時水道局庁舎であった西区西戸部町現泊中学校舎のすぐードの隙成寺を借川したもの-c，

その後の戦災局員の宿泊にも，来客の宿舎にも利用され真に使宜に供された。しかし寮職員はこの

後も引続き戦争末期の定期便のような毎日の空銭には文字どおりの尽従非常勤務をj完けたものであ

ったし，終戦後はさらに進駐軍指令による24時間勤務体制jの中心ともなワ， ~I:'H~時に ftP し当 n~î'のき

びしかコた食生活の乏しさにも耐えて，よく身0.:'もって活践をなしたものであった。

，第6章戦 災

第 1節最初の敵機来襲

昭和17年 (1942年) 4月1813土曜日の正午であった。 1機の見慣れぬ形と色彩の飛行機がごく低

空で山手の丘をかすめるようにして西方時間の方に飛び去った。
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j'lか緊迫したざわめきをともなったが，あとから高師以鳴って村民て!紋ほとわかった。倣機の

とおったコースでは機銃j沿射つがあったといい，また鋭い力一ドが散布されたともいわれた。 '1':災])，'11

ノ内では浴場が 1戸焼けた。

この空襲は日本近海に進IL¥した航空I;HJ監ホーネッ]， -~5' の n~;i .J機が I~I 木の各地を空襲して， rI '[現に

I匂って'fFtび去ったものであったが，取り」げるほどの被害もなかった。

筋合 2節本格的空襲

第 1閏空襲被害

I似和20JI'-(1945年) 2月13日きょうも東京は跡、黙を受けた。当11年すでに}iutr・大阪.-fl ï~l-H'ごはし

ばしばの空襲で二三きな被容をこうむっていたが，横浜はいまだ無傷だと思った瞬間， :~t表方閣に94

7古な響きが起り火の手があがって夕空をHがした。最後の紙i隊機が帰りぎわに残りの爆弾を岸谷itd

坂に，そしてよt変のキリンピ ノレ工場府内に裕していったものらしい。 名所に家屋の被寸Jがあっ

て，キリンピーノレ工場の木村倉怖が炎々と燃えた。 250キログラム爆開の洗礼であったがさいわい

水道施設にはなんらの被11もなかった。

2 第 2回§襲被害

昭和20;:1'(1945"1'.) 4 月 2 日 J~'Uli く低くたれこめたiHLのうえで B29燦然機料千!の金同[1'，なうな

りが響いていたが，やがて肢にこたえるような地税きが伝わった。ついで'f'沼田J-t11eがひざを没す

るLU水であるという州lらせに，ただちに中村町配水む係に急行させたところ訪日r{'ゎ江鉄I虫干m駅わき

で内径30インチ (76日ミリメートル〕自己水木常がやられているとのことであった。だちに伐lHl田Iで

出11ノk弁を締め切り水が付近の後川に流れ前らるのを作って調査すると， 1 Iン燃仰の的情lこょっャC

l勾i1C30 iンチ (760ミリメー lノレ〕行は巨大なすり鉢のような火の底lc:よさくはをIJ日いて飛んでい

た。ただちに導水線路からの応筏隠(iを呼び中村IIIJ自己水作業凶とJ:Iコ， ド11に分けて工事を進めるこ

ととしたが管内の水はくめどもくめども排出しつくし得なかったの~('，戸部消防署に{よWliして自動

!+iポンフ"の出動;をこい，午前中 2台のポンフ。が排水にかかったがいっこうにらちがあかなかった。

午後にはさらに 2合の自動車ポンプ。が協力したがそれでも桃川しきれなかった。消防平fは非常消火

)甘の資重なガソリンをこれ以上消授できないと引き妨げた。やむなくち局の排水ポンプの総動員に

よって排水を続ける一方，事務当局はP止 fî'に~Irの急を告げ，非常用ガソリ yの特別配給を怒~N' L， 

これをもってさらに消防署の救援を求め，ポンブ。の参加をfJてようやくにしてお!水しおえたが， liiI 

記締め切った制ノ'](11'は現場からのhlr同日は UfiElnU9ωメー lノレド流側300メー 1ルでその問における内

径30インチ (760ミリメー!ノレ〕管内の水設の大泣さに手を焼いたしだいであった。

それからjJ:tlii1j，鉄管υJ許可，放設， l-t;~{j とユ:.'11:は|司夜を徹夜什業し翌日立た伐を{散して岐にいたっ

て落成した。その|昔]，たき1:1:¥しのため非常米の配給を受け，本局において炊事巡搬したが，夜食を

含み 1日4@]の大人数のたき /-[_!Iしもテンヤワンヤの騒ぎで現場[iil様徹夜であった。

3 第 5間焼い弾による爆撃被害

昭和20年 (1945年) 4月15日夜の東京市部・ )11附・鶴見および横浜市内の名所の焼い郊による安



首S6 '{五戦 災 (409) 

裂は大規模なものであった。この空襲で横浜市においては鶴見と保土ヶ谷・!}，i'，ノ内・入申請橋付近に

火災が起り，鶴見方而!の被容が最も大であった。

焼け跡には無数の漏水がさ!二じ，また鶴見方面の一部には爆弾による鉄管の被容もあった。この修

理については保土ヶ谷・堀ノ|対・八幡織方而はそれぞれの所管の出張所に任せたが，鶴見は被訟が

大きかったので特別のfl";¥cJJEを組縦し工務課長を総指j何者として修理に専念させた。そして現場が

鶴見地尽に片布ったので作業の能率をあげるため*fHH事者以下全員を付近の旅館鶴戸間i に fì~m さ

せ，主として爆破鉄{ì\~の修理引!および給水波医漏水のJJ:.*せん~'ií切りを緊急施了ーして復旧につとめ

た。また一方では被災者給水のためドラムかんに治水して各所に自動車述!Bl給水をなし，あるいは

路Jに臨時共用せんを判設して被災者に無料給水した。この鶴戸館における合1t;1は当初は60余人の

大人数であったので，配給統制 Fでの食私l獲得には事務当局の苦労もまたひとかたならぬものがあ

った。

4 第 4回焼い弾爆撃被害

昭和20年 (1945'ド) 5月25日夜半横浜市内各Ffrlこ悦い弥燦繋が行われた。T1i1什各所に小規模の火

災が起きたがさしたる被7fもなかった。しかしこの空襲で水道局野毛山公舎のー怖が焼失した。

5 第 5回焼い弾爆撃被害

nB和201，Y.(1945年) 5 Ji29日ついに横浜の最後の日がきた。おく時れi笠んだt間空をついて空襲斡

怖が鳴り波ったと忠、うと，もう敵機が横浜へ来襲していた。 Hllまた 1但iとB29の編隊はそ‘くぞく

その闘を拡げ， 600tilzが横浜全TITの笠をおおって'b'tいgniをたたきつ吋て飛ひ去った。

およそ午前中

2時間jほどの問

であったが，全

T1i泊，-~昇にして

火の討1) と化~，

火炎が天を焦が

し，みるみる甲

市内の戦災状況 (同和20'1') 僅が横浜の上空
〔終戦D'[後野毛111から伊勢佐木町限l!ij方[向を~む。)
fJ司法10日年記念Fラフから に充満した。速

く千葉・茨城の方l百まで焼けた紙片が飛んでいったとのことであったoLI':後2時ころには横浜は見波

すかぎりがれきの焦土と化し，消火せんはホースを取り付けたままに放棄され，各戸の給水装[Z;ーは

焼けただれてーimに水を噴出していた。

水道事57ζはここに広大な関税にわたる l伐災地の雨水幼止を際急に災liIliせねばならないことになっ

た。しかもこの緊急の1l:'Jfに取り組むべき局Hの多くもまた側々の立場からするならば，一般市民

I"J様戦災者でもあったのである。しかしー刻の泊予もWfされなかったので，ただちにその日のうちに

焦土の中を西谷(ft水i誌に局員を派して，ノ)(i!ffiから浄水場までの古事務所に桁令~，市外の無傷の舟
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員にヰ2日から11】内11'，張を命じ，隊ごを編成して戦災地を端から一つ一つ止水せんの締め切り，鉛管

開放口のたたきつぶしを施行させた。

市内の職員については主として事務職員は運搬給水に，技術職員は漏水防止に従事させた。しか

しなお入手不足であったので， ~~}30 日には川崎市に駐とんの陸軍神奈川地区防備隊に吏員を派し，

その応援出動方を求めた。原田旅防長の好意によって，一個大隊の兵隊が~Æ31 日から 1 週間にわた

り焼け残った小学校や寺院に分TR1.-， 全戦災地に分散してかなづちを持って鉛管の漏水をたたき

つぶす役を務めてくれた。ついで各地域の町内会に対しても労務の協力をボめ，漏水の防止に一役

買ってもらった。当時はこの全而的雨水のために水圧はまったく低下し，明日水管lこはただ水が流れ

ているという程度で，市民の多くは水におし路上の消火せんを勝手に開きわずかに流れ出る水を消

火せん言わこくわえこれをすくって使っていた。この状況が随所に見られ，それが原因となり結果

となって水圧はいよいよ低下したので，当局はその取締りに奔命した。しかしこのような努力にか

かわらず一皮たがのゆるんだような水道は宗給水とののしられたほどに修理しても修湿してもあと

からあとから漏水がH-llて容易に止め得なかった。ついには市長直属の作戦隊のような雨水発見隊が

繰りIl~され，市内を巡視して，ここに，あそこにと漏水筒所を記録して水道局に通告する始末であ

った。これらを一つ一つていねいに修湿して界力と忍耐を積み重ねようやくにして順次雨水を減ら

していった。

6 その後の爆撃被害

その聞にも河年6月10日には磯子区の日本飛行機株式会主i工場付近と本牧三i玄関・八聖段付近の

市の拠点やlfi需工場を中心とする大型爆弾の様車により，磯子区富岡駅付近において 450ミリメー

トノレ管 2か所， 100ミリメートノレ管lか所の損傷を受けた。

またこの前後から終戦までなJm じ，あるいは昼間の戦苅機による llil~1貯や夜間の B29による爆咳は

述日定期使のようにひんぱんに行われたが，焼きつくされた市街にはもはや被害を'叉ける何ものも

なく，爆取は主として鶴見方面工業地帯における個々の工場に集中され，水道施設そのものについ

ては時に配水管に底繋を受けた程度で損害も軽微であった。

要するに今次大戦の水道路設にもたらした戦災は市内が主で，水師、から浄水場まではわずかに大

島臨時揚水脳設の~n~~c銃繋によるi筏微な損害があったほかは，古ったく無傷であったことが何よ

りの強味であった。 iIjl勾配水守も大小延べ 114か所におよぶ爆破被;11があったが，それよりも全市

にわたる給水装置の漏水が何よりのいたでで，その処i伎に悩まされ，そのす{効適切な防止方につい

て早急に処理を徹底することのできなかったことは遺憾であった。

また焼失した給水需要家の激減による収入滅が財政上の大きないたでとなり，順調であった水道

事業財政に 1トン爆際のような大きな穴があげられたしだいであった。

第 3節戦災状況

古~2 次 111 界大戦の空襲によって水道事業が受けた戦災被害は次のとおりであった。
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1 給水戸数の焼失

区 月リ 7守 数 ~2J 人 口|給水戸数|給水人口|給水せん数|

戦災前の状況|

戸 入、 FI 人 せん

215，790 1，019，366 156，398 738，199 145，270 

戦災状況 111，868 530，25日 108，693 515，204 100，236 

残 存 数 103，922 489，116 47，705 222，995 45，034 

戦災比率 52% 52% 69% 70% 69% 

2 水道施設の戦災

(1)水 i涼

大島揚水ポ ~7'rJ)';用受;!l:J，'iJll線路 断紋 5かJiff

抵抗器 25日馬力 ポンプ用 破 損 l 

開閉器 250馬力および175馬力ポンプ問 " 各 1

屋 内 自己 主民 断線 6か円?

(2) 西日水管爆破状況

ミリメ -1')川 ミリメートルl

3日o I 250 iJ411 
ミリメートルl

100 I 計

84 114 4 
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称|位 {寸 属 P主 物

神奈川出張所|神奈川区栄町| " 

(4) その他施設の戦災

専 J用電話線路 焼失 15，500メー lル

木 造 水 船 1!'C ドッグで修理中のもの

3 戦災による減収推定額

三水遺二使用王14 l F T 4 m明醐日主4，7主凧相主翌土E2帥7刷 T五日2.2旦19，8主20 
手数料 5，545 I 6，424 i 1，077 I 5，347 

給水工事収入 71，178 I 202，658 I 44，374 I 158，284 

計 4，河7，571 I 4，939，706 I 2，拐6，255 I 2，363，451 
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第 4節戦災の影響と対策

1 戦災直後の対策

111内焼失区域における給水管漏水のため水圧が著しく低下し，戦災直後は広範問にわたり減水断

水地区を生じたが，その後鋭意復旧に努めた結果iiir次その区域を縮小していった。しかし戦災のよ

うに大きな被T!?を受けた吻合配給水Vfの災害仮旧は一部が完了して水圧がJ:がると他の弱点の部分

が破J員IAii水「るといった恋循環をなすことが一般的であったので，応急作業を終えた当局は第2

矧の刊誌水r¥)jllJI業としてもっぱら11ニ水せん防止作業を念、施するとともに，給水不要の地域に対して

は配水riの切断もしくは撤去工事を災施した。

このようにして漏水防止作業に応、命の努力安つくしたが，なお管3lミやお台および商用建築233の給

水を解決することができなかったので，これら不良給水区域に対する給水の増強に資するため， (1) 

配水魚ーの新設をし(2)自己水管に1J日圧ポンプを設置し，さらに(3)鶴見区の管末区域に対しては3か所に

おいて，川崎市水道との配水管連絡によるポ宣の補給な受ける等，積極的に工事や胞設をすIたに

し，市民給水の充実に努めた。

戦災後雨水防止ならびに給水tpj強のため施工したこれらの作業や工事は次のとおりであった。

昭和20年皮中の作業および工事

エ 手}手 主ヨ よ 1J' {中 ヨ2 t南 要

1 iill水紡止ii::l'，

(1) 戦災地漏水応;i[~~方JJ二 戦災地全而

(21 ~，(破配水官修JJl1 11件4 

(31 配水竹内1水修朋 414 

(4) 漏水防iI:.JJ水せんIYLu 72，7せ9ん4 

(51 給水せん取付 6，540 

2 水圧IP!強対~;:

(11 山本特別設に j¥

l吋f壬:lOOミリメ トノしr，; 短長
メ8四 2トル1
582 I i~f ~仁区1N 1~1 阿J

か 250ミリメートル干i; fノ 301 lド 医 111 下 町

I! 200ミリメートル(it，; " 450 や¥1 ::;'f JlI 1ま 七 島 町

グ 150ミリメートル官 " 
300 鶴見広 11】 j見町

。150ミリメートル作 " 275 港北 l~{ 1tU名町

(2) 配水}Jn圧ポンフ設備

(イ)t-G広紋山手方面内径500ミりメートル管
120 馬カポンプ

1日増力n7k量20，0日日立方メー}ルci甫 舟〕

(ロ)木牧線本牧方町内径3日Dミリメートル管 75 11 ノ〆 10，0日) " (問ノ橋)

(31 鶴見方間給水不良地区給水見守車

川崎市水道告と迎紡受水 3品、F百 矢肉・尻手・市場

また~W昭和21年 (1946年)[f.tにおいても引統き雨水紡止策と不良給水地域に対する給水増強mが
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強化され，終戦後はとくに進駐軍も本市のためわざわざアメリカから漏水探知機を取り寄せるなど

の使貨を与えてくれ，その活用により地下漏水の発見修理も容易となり，銘出漏水の急速修理とと

もに引続き能率的に作業をjji;股した。

昭和21年度において楽施した作業およひ工事の内容は次のとおりであった。

(1) 漏水防止作業

数|使役人員[ヱ事費 l
-. ... . I 人 間

鉄管漏水防止 568 I 5，004 I 85，813 I 

消火せん修理 1，254 I 1，208 I 14，671 せ ツキング液4換9 
，462 

ilill 水#修盟 199 I 729 I 10，314 給水せんn，付 6，514 

給給水水管装お罰修よ理び 80，071 I 35，067 I 1，日72，241 止水せん用閉止そ¢他 5，811

言十 82，092 42，008 1，183，039 

(2) 水圧増強工事

仔) 配水管増設および加圧ポγプ設N'i:

名称|工事盆|場

ド ミ.~ ;i:;'ト.w メ【トル

同?

内径 100 延長 36日 鶴見区盟問 町

" 100 " 85 " 末吉 町

" 75 " 165 " 馬場町

30馬力加圧ポγプ 神奈川区白幡町

10馬力 " 南区大久保町

20馬力 " 戸塚区小菅谷町

10馬力 " FFI 広 三 春台

2日馬力 " 保土ケ谷区お井原町

2白馬力 " 中区山手町

司下 由

戦
た
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つ
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j戦災により水圧低下若しく給水不山っ
た地区への地強施設

水庄低下のため進駐軍から増強指令のもの

旧

18日

1，246 

63 

159 

460 

681 

584 

487 

411 

/ノ

" 
神奈川区幸ヶ谷

" " 
" 北幸町

/ノ 反町

" 鳥越

" 
区桐松不影老畑町町中
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2 その後の対策

このようにして戦災促興工事は昭和22'1'(1947年〕度以降も問様に施行されたが，同24年 (1949

4つ皮lこいたり ~1，Ul 僚を完了して，同年度以降は土地区岡!笠躍にともなう配水符の移設替えを主

1:1的とする7仁'1¥について 5か住総統による基本計闘を樹立し，その紋に即して年々の計画を笑施し

た。さらに同27!，1:(1952Jl'-)r廷にいたり物価変動にともなって1.56倍の工事技変更をなすとともに，

その後はl!2収地の解除にしたがって配水守の敷設終えを要するものを合めて，新5か年日iiilliを樹立

して実施した。

らなみに昭和122守(1947'1二〕以降に実施された給配水行の漏水修理は次のとおりであったロ

(1) 給水管修理(経常fTl;の分を総合したもの〕

初 別 |附1122午日皮 ina:f1123年司両示五両日記五反 iL512町 叫 昭 和27年度
一一一一一…一 一 l 一石「… 下i一一 両一 円---------.rí'~， ~←一一一-p;

私行符有料修 Ni1 18，4901 20，52引 23，21岡 24，913j 32，22引 31，208 

私 有 官 無料修総 45，3811 43，56引 79，1591 51，436; 41，6511 35，990 

給水管 修結 9訓 4刷 10.41判 14，ぉ2' 15，川 μ 制

計 73，叫 印刷| 112mi 90A1i m，O1t 弘凶

(2) 四日水仇修 J'I!
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(3) またこの開戦災復興事業や応急復旧7作業により給水出:強のため配水管新設および加圧ポγ

プの増設されたものが多く次のように施設された。

(1) 戦災復興事業
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加圧ポンプ設置

30 11 

苓用電話線 f五!日

|日送電線仮" 
nl1 íl~ 

p 機割j¥s 

戦災復!日工事費と財源

戦災復l日費および戦災復興費はその工事費について前者は2分の 1額，後者は3分の l額〈ただ

第 5節
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L昭和25年以降は 2分の 1相〉の宮町補助があiJ，そのi也の財源は主として市民に何日、だものであ

ったが，昭司2;:.i1"~主以降は起債せず担E資金によったっその千守主史の3GJ!，額と百f~tおよひ国防iM!)

会。認は次むと-}-;りであ司たa

1年 1i~ ~直司費 鞍 Ei 海鳥費
度!

ili I責忠岡 支出 j~_ 市政甑 国司I'_A事里六百 立市在

22 1'...- i :"，(11)(.， OOUI 1.13，コ，154 4，((10，913.371 _， 1l~ 2可
23 " 1，2((1目 1 ， 5Z~ ， 7S3j :2-: 5.5l，自国 6(0 

:~， 4:91 ， 670! 9，日札742.D削

27市-! - -1 3，4，0， 

a 々 一I -1 -1，軒号 制，C.71，8E，早 0

29 " - -1 - -， 3，58')，8801 7，192，405，0口

~6 節接収解除と事業費

終戦以来市の中区地帯!の広犯にわたって長し.，nr:続いたjØ'~lZもrf:Xならびに当防の嬰1)によってb両

日;解除の見通しをうるにいたり J i~~_{キ回7年 α952年〕以隣接収解除1自l互に対し問、形復!日として配水

t::iならびに水道メーターの笠間1およびiril7J(調査なら口、にpJjJL;:'l:;~長を実比したロ

ta収解除原形復旧費は全紅白庫補lυ」でおり， I丈収解除水な復持事業弘、は国J司了負i'I16日FJ，県't'I64

短波叡は自己資金であったコ

j"~収解除l京形復l日なちびに水道復県専業質的支出額および長liY，]貨の|大ミI{ならびにその事業量は;J~

の Eおりでð~， tこ e

r~ ~!~沼 I~~ 0;: {r1-f~ 事1 党 I fi: ~';( Jie F:i'請、 :_I:復子毛布全長
円 立 i一一 }十一一一一一 y 一一 一! ー ー I一一一一一一一一一一

i~ _ ，，_lli I日門戸羽|主，H 泊Lず ー出 i国車中F点IJ"均即l_l1J竺 IJ，司
1 1 " 1"  " 1 " 1 宅

昭和町度 1 -1 5川町 5以前。 1' s.~胡州バ叩l 均 G叫滞 z詑E目J弓胡剖 n
2 2羽8 ， 一斗1 s 目E 剖 ，~マ旬2 l)! :;-1 目z臼.34，7巴E却0 一- 6 目4胡9剖4，0舵:0 ι 1，2:0 9，55畠ι7包

29巧 4目岨3，643 4，403，晶3

30 .t: 

'3-1 ~ 

整担解除地水道省興事業

実施場iif

2.，709，20則。

3.73:3，600 

も267却01

253，040 4~257 司ヨ 611

5，49.o冒コ刷

L，DL 6，29L..:25ヨ
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'1'区間外地区(翌日間:事長自:警ZtZ品九鱗:li由時:鞍品ヤム害時ニ伊佐木町一部)

j'!ll奈川I[孟ドf切れ出区(市幸町I・北幸mr・|河野IUJ)

神奈川区京神奈川|地区Ciili島町・京神奈川町・創出町・神奈川新町・仰殿町・神奈川辺り 1-9丁目〕

み施内容 以[:3 地区 474 ， 000 伴内における接収解除後の土地区函整理のための配水官の技術は日径 250~

100ミリメートル総数芯延長17，780メートルの予定をもって災1if!iしたが，そむ延長は次記のとおりでi間有1

31壬1~lj.[で打ち切りお成とした。なお東神奈川地区は未解除のため施工せず打も切りとした。

!昭和27年度
i付 f千

ミリメーートル メートル

100 824 

150 216 

200 

250 

2 接収解除地原形復旧事業

災施場所

接収解除地水道復興事業

f1n利128年 度 ! f目前129&F.IJt 

メートル ，四トル

2，728 2，839 

34 142 

308 

218 

昭和30"1'. ul' 昭和31年度

メートル メ四ト，..

2，414 1，758 

879 

453 183 

65 

中[正日日内地区(北J!!1通・;;ヨlrj'illi・常盤町・ H:i¥町・尾上町・元浜町・弁天通'H[，I'nlr・口木大迎・n砂町〉

グ[[[飛行場地 [x~. (末古町.:(~i:xUJJ ・伊勢佐木町)

グ明町i血[0{(熔町 i部)

南区花ノ木地[:;:c官元町一部・花ノ;木町・?吉岡J)

災施I什存

以J-.4地区の配，給水管のJJjU主j¥i[日，漏水滴交ならびに防止，水道メータ のiii[EIを F;j'己のとおり実施し

昭和29年度において打も切り部成とした。

接収解除地原形復旧事業

~ーー ~I:. 皮 . 
ぺ 1 昭和 27 年 度|昭和 28 年度|昭和 29 il 度

一一一一一一一一一一-nr;l三下司 一一一 三Z下万一一一一一一一……一戸同 一…了一一一一一ーヌ二日，;-

鉄 t子政試 40 147 

/ノ 50 248 

" 75 829 

" l削) 93:~ 488 470 

" 1日) 2日)

" 200 361 

水道メーター 設 i在 1，45個9 10倒1 

回1 回

:同 水 itllJ 主主 l 
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第14編第4回拡張工事

第 1章拡張前の水道事情

第 1節給水事情と施設

数次にわたる市域の拡大と， ，歪 ~r~g?i1迭を続けてきた横浜市勢の発展は，日支'Iï変のぼっ発以米附

局のi主に乗った軍需工場と多数の時局産主主の隆感によってますます拍車が加えられ，これにとも

なう給水言語要の増加はいよい上苦しし昭和14年 (1939年〕玄には 1日最大配水量は227，179立方メ

ートノレを算L-， 1日230，000立方メートノレの配水設備能力に迫るの勢いを示L-，このまま推移すれ

ば-ji百年内に給水窮乏という重火事態がひき起されることは火をみるよりも明らかなこととなっ

た。

これに対して木市水道施設はすでに昭和5年 (1930年〕市勢のfrl15長発!渓に対処して第3回拡張ュ一

本を起したが，同 9"1' (193MI')以後の経済界の好況と時局の進展にともなう給水激増の実状を考

慮し，さらに施設の地強を図るため臨時潟水ならびに~(水JJnJ:E設備等臨機適切な暫定的補強施設を

行い，また第 3 図拡張百~2J明工事を追いわち的に施工し， 75山水源における取水設備の増強や1~- iJl

~大島問のま12水~ff増設によって，上流慣lは一応昭和20年 (1945"0 を目 4111 とする施設の完成が期待

されていたが，下流側の回名~)II升!l.\ lならびに)11労~西谷1mは第 3 回拡張第 1 期工事によって昭和

7年 (1932"1')内径 1，100ミリメー iノレ管が敷設されたまますでに 7年の歳月な経て，加j王ポYプ

の技法によってかろうじてその後の急増した給水量に対処しつつあったもので，設備能力のうち水

係施設においては45%，iff水}ji!i設においては48%までが臨時暫定的なポンプ施設による応急補強策

にたょった関係上，おりからの屯力不足にともなう不安や機械的な故障等のうれいもあり，経質の

点においても電力料金の増大をきたし，不経済きわまるものであった。

しかもこの応急的初日強策による水設増強施設もすでに極限に達L-，もはやすみやかに大拡張工事

計画をたてて実施することを，一日もゆるがせにし得ないまでの実情に追い迫られた形であった。

第 2節相撲川河7](統制事業の起工と拡張計画の促進

この時にあたり，ある時は木市水道ノ1j(1I，mと競合して問題となった注目の相模)11 i可水統制事業がつ

いに懸案を解決して神奈川県会に上提され，昭和13年 (1938年) 1月可決となっていよいよ実現の

絡につくこととなった。この計担!Iには木市および)11崎市水道の水i師、も織り込まれていたので，木市

としても当然その事業に参加し，その分水を受け，かつ将来の水利権を確保する必要があったL-，

またとの相模川河水統制zjr業のごとき大'1\業のー環として水iWI引を合せ施工しその水利の jt!~によ

って工事貨を応分負担することは工、1>伎を軽減し財政的に非常に有利でもあった。

ここにおいて木市は上記の給水事的もあり，この村1奈川県相模川河水統制事業に参加することと



第 2l~[ fJb張工'11:の企匝i(419 J 

なり，これを水源として市内西日水までのー述の工事を~，~ 4閲拡張工事として企爾するにいたった。

第 2章拡張工事の企画

第 1節計 画

第 4回!Iム張工事計一凶はまずその罰途壬j:.Ufを問手口2Mr(1949"1'.)におき，その推定給水人口を940，

000人とし 1人 1日佐川盆390リッいし， 1日以大配水H366，600:<ι方メー iルを 11村!として諸般の

計値lを進めたもので，工伐総額 20，000， OOOfllにi主し 5力!tYff1主総本主主としてもくろまれたもので

あった。またその工事内容は相模川1iiiJ水統制事業によワ I1ト久jl郡川11辻村にι泣f白!される分水泌を起点、

として， I司 jiffからずいi立ならびに時擦により久保沢を横断し!~:J座'm;IJI:f1村地内にいたって分水升

を設け， 同水路および分水チ升!は1将守来も秘世浜.J川11由附:むIfI両j一I巾h

f量量に対すす司る設備とし， I可地には沈でん設備として1dJ111記手11;也・沈でん池およびi主水井を設りること

とした。 i主ノ'jx:jl以降の導水工事は既設j})水線路に;，[-;い内j壬1，500ミリメー iノレ;i'.k'i'1(7Jx:圧が比較的

低い部分は鉄筋コンクリー 1，~"りを敷設し， )主1，1-1iI';jrili:{出版潟村に水1:1:の低減をti-l也fこめ滅工J:7]x:そう

を設け， JII~I:il'水J}/)にいたって新g没主[水池に入り， htノk池以降はいJi壬 1，350ミリメートル鉄r;'によ

って既設導水線路にHiい西谷j下水場にいたるものとした。西谷(j，7]x:J具においては構内に拡張水試に

対する急速ろ過設備とこれに付til寸ーる自己水チlその他の諸施設なな[..，市内自己水工事としては磯子・

鶴見および河台地，HFに対する配水幹線を数設することとした。

磯子幹線は在日谷町t水井からI'i筏800ミリメー lル欽むな政設し!滋子II!JIこ新設する自己水池にいたり，

これから内径700ミリメー lノレないし5日0ミリメー}ノレ鉄行をもって磯子・余沢ブ!JUllを給水し，鶴見

幹線は内径 1，100ミリメー iノレ{Io;;;をもって西谷げりド場からや¥1芸zJ11区間知iを絞，~ii京l'J(日:]i草に iLiい鶴

見区に入り，同万国一帯の給水を補強し，;句区幹線はf4~土ヶ谷区仏向町に新たに同区配水池を設

け，西谷から同池ヘポYプ揚水の上向池から内径600ミリメートノレないし400ミリメートノレむ'をもっ

て保土ヶ谷および神奈川方面荷台一裕の申告水に資するものであった。

第 2節 T官会主主主主から事業認可まで

しかしながらこのぼう大な拡張工事の施行に当っては事業の財政状態ならびに時局の緊迫進展に

ともなう資材の人予測から一気にこれをi三行するというわけにはいかなかったので，全工事を2lUJ

に分割しまず最も急施を~する工事をもってj:f& 1 期工事として活工することに方針を定めた。 ~L 1 

期工事は昭和114年 (1939年〉皮以降5カ年i出L事業をもって，昭和18年 (1943"1卜〉に到達すへき給

水人口を784，000人と総定し 1日最大282，24001:プJメートノレの配ノIJ(に必裂な次の施設を行うこととし

てコこ伐10，300，000刊を日u二した。

すなわ b"，ìír;氾したように当時の)jlß設 111 1止も l泣陥能力の劣っていた).!~(ノJ(:l'~';: の肱張を急務とし，つい

では増加水量 Iこ対する浄水施設と設工党地'出たる鶴見・神奈川および軍施設や軍需工業の新興若し
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い磯子・金沢方市に対する配水管工事:を施行することとし，この計画に剖lして財源を起債にjとめた

予算笥ならびに計画案を市会に提案した。

第 4回鉱張第 1期工事費収支計算表

収入

Ji二[二Lhfj十竺トf1116il'UtImH:~:年~.IIIßi1~~:'1t1_二L
償;市償J::hhd:ir::::1;:::::i

支出

目 i-4昭 和町ト和一一度|昭和1判 官!

?JJ1flltJklf記171:;Jtf

岨1，叫 1 1，27刊 0

ユニ "1¥ 

給 料 12，780 69，000 69，000 69，∞D 

雑 能: 14，日81 70，950 70，950 70，9切

~~， i 用資| 5，139 19，550 19，550 19，550 

768，000 2，340，500 2，340，500 2，340，500 

19，550 

69，000 

70，950 

開
|
J
l

刷
出

ミヰ水工事政 735，800 1，939，700 434，900 

浄ノ1]( 1~ 173，700 615，9日目

丹L7J(I)jfi~ 132，0目。 1，115，6日O

建物資 3，200 28，100 82，000 

器具機械費 2;000 16，000 15;40日

補償資 2，0日。 29，000 55，700 

よ者 1主i 25，0目。 22，000 21，000 

1，479，100 1，799，300 

243，200 5，900 

12，000 2，6日日

103，400 
8，7鵬∞I

21，000 24， 

288，780 

297，881 

83，339 

9，630，0日0

3，110，4日O

48，000 

198，800 

113，000 

本計画は昭和14年 (1939"1') 9月4日市参事会の議決を経て同月29日市会に提案された。市会に

おいてはその重要案件にしてかつ緊急実胞を要する工事であるにかんがみ19名の問査委員をあげて

とれに付託し急速に慎重審議を進めることとした。

問委員会は10月913四谷i'f'7f:坊を始め水道線路を規祭した後，同月16日から23日にいたる 8日IBI

北陸地方(新潟市北組製紙工業JIj水・富山県黒部)11電力送水むつおよび関西諸市(京都・大阪・神

戸・名古屋および阪t'l'水道〉において鉄筋コンクリート管使用の実状を誠一をl.-， ?いで同月26日日

本ヒューム管会社鶴見工場においてヒューム管水圧試験の調斎をした。その結果として同委員会は

水道第4回拡張関係各議案について原案を刊とする意見を11月9日の市会において報告し，市会は

委員会報告どおり満場一致で原案を可決した。

ここにおいてただちにエ事ならびに起償の認可方についてそれぞれ関係主務官庁に次のように申
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百ftした。

147]([任発第325-~j

限和14年11月11日

WW~市長 周水

内務大臣伯爵 児玉秀雄殴

J!): ~t 式院 j~r fIl ，立政

水道拡張工Hr認可申訪

-rIi勢ノ発INニ1'1ヒ上水ノヨJ日者ルシグfH加ンJJl状ヲ11テシテハ給水ニ不足ヲ生スル開打之自主ニI，j別紙目論見

』ノi血リ水道組、張工事ヲ施行シ以テl研水ヲ未然ニ防止シ， -m民iIR蝕ノ安全ト市迩ノ発肢ェ蕗巡1協ナキヲJVJン医

院条本1 司王ノドサH~モ合施ヲ要スル1i11WJrJ\施行ノ依荏11認可*11成度市会ノ議決ヲ経水道条1，'}ti13 条ニ依リ此r~

申請t克也

添付書類及図雨follJ，

理由Zf，目前1見書，計聞記，一位代iI国表，継続年期及支出方法議官と1!}，歳入出追加予算書，工事図面(以上略)

上記申読書を主務'ï~\庁に í'Ji:I_[ 11するとともに当事者はしきりに本省に出頭し関係係官に'1'誌の主旨を

説明して，本棚、工~1i:O) ~i抑制なる二，]\:'1'8を説明しペの促進に努めた結果i昭和回以盟主三

月17日付をもって次のような工事認可指令に践した。

J学生省14神i荊2-í~558 ~5. 

神 772川県相il'兵 111

単組弘主込)'J11以生以訟辺詔主辿説本弘山込4国耳ぷ』

昭和15年 2月17日

以1:.大 l~
" 

m 1究

内務大阪伯爵 児 玉 秀 !d[ 

しかし:li附潔迫した叫んjが反映して鉄材のf申告'jと防空上の見地から条刊がi、ト止らオ叶'1'奈川県から

次のような通達があった。

15尚収第62-63号

昭和15年2}j29日

横浜市長殴

笹務部長

土木部長

上水道拡張認可ェ関スル1'1

昭和14年11月11日14水!!i'発第325号ヲ以テ申請エ{j[;、ルj水道拡限ノ1'1認可相成侠条指令書且交付候也

追而右者左記事項ヲ遵守スヘキモノトシテ詮議セラレタルモノニ付充骨留意中1成度

瓦J

l 時局柄鉄材使用ヲ最少ニスル方法ヲ誹スルコト。

2 実施ニ当リテハ，防空土木一般指導要領ノ主旨ニ悲キ遺憾ナキヲ期スルコト。

3 第 5回以降ノ拡脹ニ付イテハ特ニ左記司可1ニ就キ切窓スルコト。

(1)導水管ノ敷設位illハ既設管ト別采統ノ位uiニ逃走スルコト。

加) 浄水場ノ位置ハ現行ト水場ト別ノ位置ニ選定スルコト。
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第 3章工事の準備

第 1節執行機関の拡充強化

自ij記のように主務官庁の認可を得，いよいよ活工の巡びにいたって，第 4回拡政ヱ事の重要かっ

急』留を主主する火事業にかんがみその遂行の万全を期するため，昭和14{j手 (1939年)12月 1日本拡張

工事執行のためとくに水道局内にもお長訴を設けるとともに，一向li工'!i:を工務課に分担させるさ5工事

執行機関の拡充強化を図った。

その事務分笠は次のとおり改挺された。

水道局工務課・拡張謀関係事務分掌

改

0 工務~

工務係

」正

1 営繕ニ関スル:'jffJ{

2 水質ニ関スル'jDj.i

IJij 

3 沈澱池・溜i也池・自己水池拭ノ他~fj同コ刊

物ノ新設，変更及維持修繕ニ関スノレ事以

4 浄水ニ関スル司符i

5 他官、ノ主管ニ偶セサル事JJi

E4 水係

1 配水線路及配水管ノ新設，変更並維持修

繕ニ関スルZj五B{

2 鉄管類ノ検査ニ関スル，jf似

3 其ノ{也配水ニ関スル'lrrti

下司、 j立係

l 下水道法ユ依ル下水道ノ調査設計及工事

ノ施行ニ関スル事項

拡張 係

l 拡漉工事ノ調査設計]}.施行ニWJスル事項

2 水前i1立導水浄水設備ノ改良ニ関スルヰj:)J~

改

0 工務課

工務官、

jE 

1 営繕ニI>Jスル'I"J1

後

2 工!"jf.及作業費ノ経11Hニ!到スルド以

3 JJj.用私設電話ノ 11守政ニi刈スル')1'f)1

4 業務上ノ調査及統計ニ関フ、ル耳1羽

5 他係ノ主管ニ属セサル'1"J'i

1下水係

l 水質ニ関スルマIUli

2 JIぇ水・導水及j'Jr水作業ニ1*1:;<、ルヲIIJii

3 七t澱池・溜iê池・自己71<池ソノ他'ItH~工作

物ノ維持修繕ニ|期ァ、ル事項

4 凶谷首;水場内拡張工事ノ1直行ニ期スル事

項

目日 水 係

1 flie水紋路及配水管ノ新設，変更並維持修

瑚ニ匝]スル事項

2 配水設備ノ鉱張及改良工事ニ関スル事項

3 鉄管共ノ他管類ノ検査ニ関スル'JHji

4 其ノ{也配水二期スノレ司nJ(

下水道係

1 下水道法ニ依ル下水道ノ澗査設計及工事

ノ施行ニ関スル事項

o V1i ~.&認

工務係

l 工事政ノ経理ニ閃スル'JrJj'{

2 ~~務J ノ制笠及統計二二関スル~Jf.rn

3 他係ノ主管ニ Ji]~セサル事例

a-!" I!副 首ミ



改 _iE -rIIi 

鋭、 2節資 材 お よ び 労 力 の 確 保

首~31を工事の準備( 428) 

改 lE 1:& 

1 JI<7)(・潟水丑汀?ノk設備ノ拡張並改良工可if.

ノ企画調査ニ関スル事項

2 ]民水・ 2皐水及浄水設備ノ11M，，"改良ヨコj;

ノ設計ニ関スル'ICJj'j
工事係

1 取水及導水設備ノ鉱張i¥，改良工事ノ施行

ニ慌!スノレ下IfJj，

2 鉄管Jtノ{也管矧ノ検査ニ関スル'1刈1

i回fII14il'-(l939{!'-) 9 J'J欧州の一角に突如!としてj易かった戦三は，たちまちにして一大のろしと

なって全欧州に持きあがり，ひいて戦禍は交戦図筒領地にもおよんで，第2次世界大戦への進展の

1&~'うを示 L. 会[1'1のfi易』立jjiは 変L-. 'l1E[機能はあげて事詰3111の石信叫に{正iiJさオしるにいたった

ので，日本においても満州市変から日文 lr変にわたる長い消耗に加えるに，諸資材の入手紙により

皆しい形誓jを受けて物資9JJJの不足はますますはなはだしく，したがコてその統制はいよいよ強化

の一途をたどった。

このle与にあたり，木市が企画した本総張工事の遂行を期するため，さいわいに別記するように資

金調達の道がDT1けたとはいえー時局は金よりも物と人の確保が先決問題となった。この災情にj栄く

なをmいた本市は工事進行ヒliiJ記執行際関の強化拡充とともに工事J1l物資・労力の入手確保のため

大きく采り出した。

物資の調達工作

(J) 当初の対策

まず本拡張工事に必要な主要材料および労力について，その所要数量を調査して下記のとおり

「第4侶拡張第1WJ工事工程ならびに主要材料および労力所要数調書」を作成し，乙れについて所

要資材別にその獲得のために係員を総動員し，それぞれの関係官庁・配給統制組合・公団等に陳情

し，工事の緊急性をつぶさに説明し，その所要量;配給方について懇話した。

当時主要物資はすべて配給統制jのわく内にあり，ことに拡張工事として最も主要な鉄材について

は，昭和12flo(1937年)10月20日以降「鉄鋼工作物築造す「可規刻」によって鉄筋・鉄管および鉄骨

~1;の築造物はすべて許可制となり，鉄は配給統制のほか使用の面にも束縛されることになった。そ

してi司15f1二 (1940年)4月1日には鉄鋼需給統制規則の制定があって，統制jは一段と強化され，他

の非鉄金属や燃料その他各種資材の統制もまたますます5剣じされて，割当需給事務はいよいよ複雑

多岐にわたり物資・資材の入手維が深刻iとなった。ことに木拡張工事のように規絞すこぶる膨大

で，その所姿資材の種類も多く，そのfEも大盆であり，したがって関係官庁および団体の数も多か

ったので，係長は迷臼JL当局や凍京の各方到に米んで入国六ぴの活躍ぶりであった。ことに本工事
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の主要資材fこる鉄鋼材の入子力については最も大がかりりに，別記のょっな判別配給ブJIllE3I1?をi引

さらにjli1人j各ユflU5年 (1940{1ユ) 3月内務大医・尚工大lit・企lilij院総裁.'1'['1;三川it知、[，に拠出し，

場が木市水道の多i止r目的者として，各事*0)生産 1一本拡張工事の急胞を盟??]してャまないとの[iJl!'l'，'i

追が木市に拠出されるなど，各工場においても鉄鋼特別配給方の[tJ;;討に協力し進んで同様限'IWを航

i兵商工会議所会頭にいたl_"商工会議所会頭がこれを村って夜JX間工省その他に本ヱ'1¥:への鉄鋼の

特別自己申告方について陳情あっ旋する側面工作を1ft逃するtf，官民一致の協力は木市産業の育成発際

ヒ本市水道のになえる使命の重大性と本拡張工事の緊要 'l~l:t，~ーを如災に表現することとなり，商工省

においても木市当"'訪、らつぶさに災'l'i-iを聴取し特別配給方の切実な恕Hflに答えて，阿6Y，5月11日係

'立のノd<i的そのi也各水道biid設の現場mまたがi'jわれるにいたった。

第4回拡張第 1期工事工程ならびに主要材料および労力所要数綱審

表

工*
レ一ト日

p
u
w

…メ

m
A

…
捌
側
同

5qjuQd 

程コ:事ヱ(1) 

名|茄子年 )'1

事|問問3月

'11 I昭和時7月

:r: ヌ'J(

9，820メートノレ
3，254 11 

11，640 グ

ユ:

;仁

オく

ノk

汗ト

自己

J: 築主主

(同

3，899，00 

53，90 

26.701 

113.∞| 
4.日3

87.40: 

78，501 
8.78 

135.00 

16.60 

15，874.00 

1，442.00 

4，461日日

1，075.0日
1，455.0日
250.00 

6，350.。日

依|
[ I府和115ir度 目f_H1116ij一度

17脳 001トンi 問。01

6，500.0町メ{トル|

1，438.1叫ト ン l

お1.80 グ 1

426.4民グ

21.20i '1 

298金団 グ

256.目別 M 

29.8町グ

965.C別キログJム

121.001立方メートル

124，374.0町 袋

1日1842.∞l口メートル

22，5臼 00: '1 

1，075.日曜 ゲ

4，664.0司グ

1，608.日日i ゲ i 

1日，050日日!リットル|

訳

I Ili1:f1l17 &j皮 | 叫叩[18年反

乱叩 001 8，910ぷ
3，5日.00: →

悌 1叫 捌・40!

115的 1∞101

83.001 182.70i 

5.281 8.2司
57.101 129.ω 

46.80i 110.70 

5.711 12.98 

275.001 42日.00

40.001 59.40 

55，0叩 001 <12，田川01

4，600.001 3，80日.00
8，700.001 7，400.日0

主要材耕所要量表

内

3，00日00

114.30 

110.00 

47.70 

3.64 

24.00 

20日0

2.40 

135日日

5.00 

11，000.00 

1，000.00 

2，000.00 

長延設

長
敷

延

山
仁
川

U

M

U

L
l

ト
ト

一

3

一

送

長

長

リ
長
長
関
経
延

摘
一
グ
延
延
子
官
官

ン
設
去
機
水
水

コ
敷
撤
'
配
配

筋
官
官
谷
子
見

欽
鉄
鉄
白
磁
鶴

i
i
 

円

凡

円

凡

円

円

何

川

阿

川

年

3

3

3

U

3

定

年

年

年

一

瞬

年

F

9

9

9

9

 

ニ

一

I

I

I

-

成

一

利

和

利

和

活

昭

昭

問

昭
何

日

円

凡

叩

3

h
A
1
h
m
l
 

5

5

 

1

1

 

命

制

治

相

昭

昭

』

シ

ド

ト

オ
可

1
1

利 l所要総長

鈴鉄管

鉄筋
コングリート管

鋼 材

制水井

~Eì塊
ヤーン

松新

コ{グス

木 !k
ゴム

石村

セメント

砂

/(1 

1，409.00 
518.00 

3，000.00 

1，400.00 
700.00 

500.00 

400.00 

140.00 

200.00 

砂利

ろ過砂及砂利

鉱宰砕石

木村
jj ソリン
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{日シ本表ハ[町営工事トシテ当局i'ltZ'ノ所要数量ヲノミ lii止セルモノニシテ請負施行エ係ル工事材料ハ合マサ

ルモノトス

付 労力 所要員数

名 称十|卜使 役 数巾lト凶所糊一要鵬脚叩総糊側一員削判数副1単叫位!rrI可司両J品一i

工ι三 一…ぞT王l一i)!土到[ 一丙t咋均ii己d::1;1| it叫|寸
同所要臨水量と本工事計画による導水量対比表

244MU-制二二一ナす己:1F11
1 _. . 1 - 1 - _.. 1六日lJl1fE(印O馬力:新設い，凶りミリメートル

盟|湖吋 229，吋，，_ 8，吋 24，ωol附川叫部;)変更!トト管 2，捌メートル孫成

昭和 1 253.3001 "j 判。 1 40.3001何 iI1 (4印グ〕地設ド，剛ミリメートル鉄筋コング
16年 1 253，3日01 "1  ぉ，9朋 1 40ぷ "1 1リート行3，凶Oメ{トル孫成

昭和 I267，州 。 1" 泊，胡0
1 日凶 日現ミリロ品;hFす功罪

17年
1

--. '--l 1-
--， --'--1 

1 i落成
日

一

昭和
1 282，5001 ，， 1ム 5日間 53.1ωi ド，500ミリメー iル鉄管643メー

18年 1 """'__"1 I~ """""! """""1 1トル務成

鉄鋼配給のため関係各官庁に提出した申請書

15水拡発第18号

鉄鍛特別自己申告方ニ関スルfl

木市水道ハ最近時局下軍司，~生産工業ノ飛~1Æ~l'D発展ト隣接17ケ町村併合エヨル市域ノ姑大=伴ヒ上水使用鼠激

増シ，既設備ヲ以テシテハ明和15年夏季以降断水ノ危機ヲ招来スルノ民アルニ吏レルヲ以テ，予テ主務省ニN~

4 同拡張第 1)明工事施行ノ件申請中ノ処ffß和15{f~ 2月17日i、i之レカ事業認可ヲ同年3月初日起m:許可ヲ得，円

下施工準備中ニ ~ï之校処向工事ITJ鋳鉄管並鋼材所要量別記ノ i亜エ有之11;内各工場ヨリ別紙ノ ffii陳情ノ次第モ有

之候ニiilテハ此際右資材配給方ニ問シ特別ノ御詮議棉限度此段及中訪侠也

I問手n15:ff.3月27f[

川irrl!J長 71 木川

2f~4 同 111、阪工事i:íllWI工 τ1I緊急施行ヲ~スル型Hrl[

木市水道ハ1fT勢ノ発展ニ伴ヒ数次ニ京リ拡張工:'Jトヲ1i[s行シノト 1'[ニ歪レルモ;lI:時T1i域ノj広大ト工業地帯ニ於ケ

ル軍需生産工業ノ服進発展ハ水道需要ニ拍車ヲ加エ既設々日Iiヲ以テシテハ到底其ノ需要ヲ満ス能ハサルニAレ

ルヲ以テ将定的設備トシテ袋ニ臨時防水設備ヲ増補シ吏ニ導水1Kニ加圧曜日向ヲ装置スル等応定[llili設ヲ施シ 1fc[ 

昨日グ 230 ， 0005':方米ノ J~水~~導水能力ヲ有スルニ?t~レリ然ルニ一方木市水道 1 rb'巨大使用琵ハ昭和[13年ニ於テ

210，161立方米昭和Wjこニ於テハ227，1763'[方米ニ述シ現施設ヲ以テシテハ附fll15年エ於ケル需要ニ応シ能ハサ

ルノ実情ナリ。

件l本市ノ、昭和13年 lR以降神奈川県高座郡大野村地内二於テ臨時東京第3限ifl病院1l[t;:sf3'f官1聯隊等ニ阪支

ヲ供給シツツアリテ木市水道ハ市民ノ保健並生漆J拡充上緊要ナルfm己ナラス国防J:JTi大ナルilE命ヲ有スルモノ

ナルz鑑ミ現時間下ニ拘ハラス今回拡張工事ヲ企図スルノ己ムナキニ至レルモノナリ。
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数称名

銀材および鋳鉄管年度別使用量 (第4回拡強第1期工本分〕

| 年度別 1 1 

泣 l昭和l伴度|昭和l昨夜|昭和酔度|剛山間|昭和l畔皮!摘 要 l

J 11iZiiz… iR FZ| 大形型鋼|

中形担鋼

小形型 5間

小形棒鋼

78.7且
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4日0.78

厚 0

8

2

0

0

 

7

1

8

0

7

 

2

4

4

8

0

 
2

6

 ヴ
，l

 

板

板

板

村

計

18.60 

落

線

鉄鍔符 I 17，063.40 

20.00 

7.00 

580.00 
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4:jI-I 17，063.40 

計 I18，824.101 816.601 4，302.781 3，461.7副 ι149.50: 6，103.52 合

横浜市水道現在施設概要

1 水源ノ現在]臣水能力ハ背山水源地(自然流下)ニ於テ 1日99，500立方主!と大島臨時揚水設備ユ於テ 1日133，

印 O立方米合計 111 233，000立方米エシテ附和16年3月完成ノ予定タル第3図版張第 2J由工事竣成後ハ背山

水源地ノ能力明大、ン大島水源ト合シ 1日合計 303，0日目立方米ニ述ス尚別途県営施行中ノ相桜川河水統制可Ir;!;

竣エノ腕ハ 1日480，000立方米 (20倒〉ノ分水ヲ受ケル計画ナリ。

l 浄水並配水設備ノ基本号i箇ハ 1日1.87，問。立方米ニ過キサノレモ浄水設備ノ、原水ノ佳良ナル為溜迅速度ノ増

大或ハ塩素滅菌設備ニ依り又自己水設備ノ、経常工事トシテ配水主管ノ期設或ノ、臨時加庄ポンプ設備等エ依リキ

シテ話要ニ応シッッアル状態ニシテ之カ設申請ノ拡張ハ前記導水工事ノ進捗ニ眠i応シ緊急施行ノ要アルモノト

ス。

横浜市エ於ケル所要水量ト'//対策

現在設耐差引過
者百 て lv 方 法

年 予想1日
第 1 WJ PJ; il¥ ，i間記

)i'l 2 lVJ I広監ぜk兵|i導増立具方水メ加z能戸トJ量力ルI備考度 所要水鼓導水能力jム不足最 i草水工事内 容 l導増水加能 導水工市内

年 立方>四ト~立7iメートル 立方メートル

13 209，800 229，40日 19，600 

内径鉄l筋，5コ00Yミグリメ トル
222，700 229，400 6，700 リ{ト管延14 

加長圧65ポ0メートル敷設
Yフ設置

内径鉄l筋，5コ00Yミグリリメ.-トト管ル延
15 批 2叩|肌400A. 8，800 

iJ市議J二

長加2圧，3ポ50メートル敷設
ンフ設i在

16 ム 23，900内長径鉄3l筋，，9SコLB0Jンメミグーリリメトール{ト敷ト管ル設延
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[~H ti~í' 主?

現下ノ非常時局z 処シ吾君、工業経営者ハ日夜生産力拡充ノ国1i-Z.:::服応シ奔命努力能在伎処工場運営ノ旅田jカ

タル横浜市水道能力充分ナラサル品多大ノ不使不利ヲ忍ヒ己ムヲ得ス其ノ一部ヲ海水又ハ井水ニ依リ補ヒツツ

アルノ実情ニ有之候

殊ニ昨J[ユ於ケル水道断水事故ノ如キハ事業経営者トシテハ致命的ノ打撃ヲ~{りタノレ次第ニ有之尚今後ニ於

ケルヱ場ノ拡張等z 想到スルトキ14ニ寒心ユ堪へサルモノ有之侯就テハ此ノ緊迫セル災情詐賢祭ノc;車ニ御市

水道ノ強化拡充エ関シ特別ノ在配慮相煩度ままz 下名等連署ヲ以テ及陳情候也

昭和15年4月5日

森永製菓株式会判官(}J~T.~括長 石 丸 興 平

外出会社・工場

横浜市長 w木周三段

(2) その後の受配運動

こうした装本的な資材獲得燦怖を行うかたわら各4半期ごとの配給割当却lをねらっての配給量増

加方のひざづめ運動の努力も重ね，さらにその附j，平常11寺にも関係官庁に出張のつど局，課長以下

各係員は必ず資材関係課を訪ねて懇訪するといった調子で，資料の割当増加とその入手確保のため

に全力をあげて県・内務省・商工者・1iIm:省・企図院とさらには各統制l会・目è~治協議会・組合・l!Z

扱問屋・メーカー・工場等ありとあらゆる方Tfliに関係職員が八万にとんで，いつも書類と図簡を携

行して説明陳情に熱怠をつくした。そしてこの辺動は主要資材にとどまらずI il1iJ資材のすへてにも



( 428 ) ;r;14Ij~ 竺4@堕駐きも

及び，しかも大 ijtの数であったからまったく大変なことであった。

しかし第2次 Itt界大戦の長期化， yiti耗の大規模化，戦112の激烈化にしたがって軍部優先がいっそ

う強化され官公署配給が乏しくなると昭和18年 (1943年〉度には当時の歌い文句であった 1咋止力増

強のために"を掲げた次の配給要望書を関係各筋に提出L，在日当の増強ユ舎に努めた。続いて昭和19

年 (1944年) 3月にも市内軍施設ならびに軍需工場および主要工場に対する給水の危機を訴えて所

要資材の緊急配給方を申請した。

目下施行中ノ航浜市水道官ï 4!iiJ !lb張工τ存 /)ì境力地強 i二ニ Jj~ケノレm:要性ニ就イテ

1 木市水道ノ村ニ)jl11f:&生産拡充 k不可欠ノ関係ヲ有ァ、ル~lr出

木lif域内ニ於ケル鶴見及磯干方問ノ工業地帯ノ ~~~iìri!~ f1党シキそノチリタルモ，今次ノ大東Iffi.l被争勃発ヲ

契機トシテW1i庖設及生耳1/1充工場ノ新設拡張相次イテ興リ，従ッテ之等工場ノm常ニ欠グヘカラサル工業用

水ノ供給ハ戦力tFi強上喫緊ノ1ft要問題タルニ至レリ。本lIiエ於ケル最近 1日最大使用水昂ハヲミニ 262，000立

プJ メー l ル 1kニ述スルモ内工業用水ノ供給jむハJt ノ 4 訓 5 分ヲ凌駕スルノ尖'In ニアリテ今後ニ fj~ケル工業ノ

発展膨脹ヲ考慮スルトキ本市水道ノ現有能力ヲ以テシテハ到底，1;ノ需要ニ応スル能ハス断水ノ危機ニ逢苅ス

ヘキハ言ヲ侠タサル処ナリ，木市ハ此ノ i也勢ニ対処シri!~附%/115年 3 月第 4 白水道路民主τJ> ヲ起シ，水i原ヲ

県営相模川l戸J水統ili'i'J工主ニ索メ鋭意ヱ事ノ完成ヲ急キツツアルモ，戦時下工事用資材入手雑ノタメ予定ノ進

妙ヲ見ル能ハス此ノ鑑ニテ推移センカ工場給水難ヲ招来シ戦力的強ニ一大支N:ヲ来スヘキハ火ヲ踏ルヨリ明

ラカニシテ木ヱ'Jrノ完戸Eハ1日ノ猶予ヲ許ササル喫緊事ト間ハサルヘカラス。

2 第 4回水道拡張工事ノ規模並工事中村ニ急施ヲ要スル工事及"ノ主要資材

付)第4白水道拡張工事ノ規模

本市水道ノ現有能力ハ取水設備ニアリテハ道志川ニ依ル取水量毎秒 1立方米97及相料、川大島伏流水ニ依ル

取水量毎秒 l立方米54ヲ併セ合計毎秒 3:s'L方米51(1 rI300，0001l:方米)ニシテ幾分ノ余絡ナキエ，1サル

そ，導水及ii"水設備エアリテハ 1日200，000立)j;)¥と二部Jユルニ過サルタメ到底急激ニJP1加スルノk益ノ部要

ニ応スルコトfEハサノレニ依り， J，草7](設備ニアリテハ応急施設トシテ導水管ニ加圧明間ヲ装置シ極力其ノ1(1

加ヲ計ルト共ニ，浄水設備ニアリテハ専ラ穏T邑速度ヲI自大シ需要ノ別加ニ応シ来レルそ， 1肝グノ如キ応急

f江ヲ以テシテハ到底給水ノ安全ヲWJシ得サルニ依リ， TiiJ記ノ如グ昭和15年3月第4回水道拡張工事ヲ企図

セルモノニシテ同工事ノ規模ノ枕主主1Lノ如シ(略〕

(ロ) 木出張工'J>中将ニ急地ヲ要スル工事及Jtノ所要資材

オミlIi水道ノ現有能力ハ前述セル如グ深水並エi1'水設備::.jj~テ大ナル不足ヲ来シ居ル実情ニ 7 ノレヲ以テ，之

ヵ充足ヲ悶ルノ緊要ナルニ鑑ミ苅ヱ以来}J~ラコノ方而ニ全力ヲ傾倒ン~ミレルモ; :l:~書資材タルセメシト，

鉄材~;ノ入手難ノ泊予定ノ進捗ヲ見ルニ至ラサルハi立1，昔、ユ耐エザノl 処チリ。ノト本て【]f中特ニ急施ヲ要スル

工τ1>，11ニ共ノ所要資材ヲ表記スレハ左ノ ftnシ。

工事名 !<Tr ~Ij I 形 状 寸 法 名 称 I所数 百宵量¥年昭入和中度ナ司ム菜ー7||||度半別昭和第炉会1咋日3年長・ノ4l|||A資r 怯1:t:&，~材

(イ鷹's面市行ff分i司 内法延幅長削七 3・5 メートル セメシト ち7ト0ン01 1，2ト9ジ51 7~8ン 5，67トs7y 

隠道 4，166 " 一一一一一一
鋼材 971 211 5日 26 

ヱτ1>I ('ロ)本施 T!i行単 独分 1 1吋延i1~稲長田j共 62，1印94 " 
セメ Y ト 6，643 1，295 727 4，621 

" 「材|ゐ|云1 24 
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工事

浄水[急速 i昼過池
工τ1¥

16 池 ノ 内 8池分

-1 2，297 

配水崎司京事i hi鉄骨| 刷 工一二「ゴ函
I )，- /J'. U I 一一一一一一一ート |一一一→一一一一一ート一一一

工事同守磯子配水行 1 1 グ | 叫 寸 -1 5将

軍宮I I二戸川」ヲ守

合 計

セメント131，8151 6，9431 2，08副 22，792

55i日
3 主ナル軍又ハ生産拡充関係ノ給水先並ニ現在使用水盆

(1) 軍関係給水先並エ現在使用水fa調

(明日fQ18年 9月〕

和号I:"' 隊 名 | 所 在 地 12刊ケEl bi 考

[相而… 1-，(-G~;"'~ITßi'-' 1可 一一

厚木海耳1航空隊| か大和村

|横浜海 軍航空隊|磯子区富岡

|海軍航空技術廠| グ六浦

| 臨時東京第3陸軍病院 | 商盛和段目模原

|東部第 88 部隊 l

30，000 

10，000 

15，000 

35，000 

9，000 



(430 )第14編第4聞拡張工事

(2) ，Elnt1C関係給水先並現在使用水量調(昭和18年 9月〕

者J号 | エ i話 名 l'汁 ずE 1車 i 管指定盟ヱ監場督別 現使在用1ヶ金月 {rl 引 考

1 三菱重工業横浜舶~(中 区1'， 町 海軍管理 i
立方』ートル | 

140，日00 j首加見込

ワM 日 オミ 3、j3K 船株式会社 M 新山下町 臨海軍管理 寄託 E生
3 神奈川食品 " " 1):1村町 ノr 9，日00 f自加見込

4 "1 非開発 illl " " 九ij=i I町 陸軍!H~ 持 4，000 3{古tJti~R

5 rI 木 発 条 " 磯子区磯子 l町 グ指定 4，日00 2f古グ

日 司1 1、，、 Hli " " " 陸海m管問 .1，0日3 増加見込

7 11 本飛行機 " " i::; li1.] mr 1持'ifl:グ 6，(旧O 2 fi:it広張

B 石川よみ航空機 " Fノ

" 陸海市か 9，000 t¥11m見込

9 大f1:;tq"撚'GI同製作所 " JJiI¥仁I1"[ " 17，000 3f出始~1~

10 大日 木 兵器削商工機工場 " " " 20，0α) 2怯 グ

11 日木光学工業戸塚工場 戸採広戸塚町 " 12，000 5{汗グ

12 iJ コ)L 製 {t pff ノ/

" 海耳J:fJ:l~ J.IH 8，0白日 I告知見込

13 n~ t'í~ ~li:気戸塚工場 " t倉田町 籾抹廠指定 4，000 j見 ~~ 
14 W:!Jli特殊製鋼工場 ノ/ 矢部町 協 mryJ.IJl lfr 日刊又

15 i1î 河電気工業活池 1~刊 Nf f~H:ヶ谷伊豆川町 限海m グ 20，0似) i¥1)Jn見込

16 日本百円子株式会主i " 仲J'i町 i1i.j工 If_i'配管 10，000 j見 状

17 保土ヶ谷 化学 工業 " 天王町 限海耳[¥':{CllT 60，000 i(Q1.川見込

18 11 オド 金 日1 コ二 うA占;'i 中 区間久保町 " 112，0日。
" 

19 京i'f:~江気 1I立 ìa 工場 ノノ

" " 20，000 " 
20 沼士 ILJ町紡U1l!R土ヶ谷工場 保土ヶ谷区峰岡町 ノノ 10，00日 " 
21 古川電気工業電線製作所 神奈川区間平沼町 " 60，000 " 
22 }lZ海 ;ITit1 株式会予i " 宮家 l可 /ノ 5，0日O " 
23 日本カーボン株式会主i " 新浦島町 " 10，000 " 
24 日本鋼管浅野自由民 ノノ 1青木 町 海軍管理 14，000 " 
Z5 日本石油椀 m 製力11iiJf " 守 屋町 限r'ifJ'm:'s'H¥ 40，0日目 " 
26 ヂーゼル自問1)rt'f工業 " " 1:，ト可ti守 r~ll 18，000 ノノ

27 昭和1屯::I_:Wi浜仁場 " 恵比寿町 問主行管IJj[ 130，000 増加見込

28 n :本 一i説g 事f株式会村 " 守殴 11可 隣市管理 12，000 " 29 円 l摂 1'1 到1) lH " " " " 120，000 " 3日 出i ]二 A丸町〈

" " 千若町 臨海軍管理 8，000 " 
31 京浜コークス神奈川工場 " " 商工行政将 17，000 現 ，~ 

32 n i;'t製れ11 1黄浜ヱ ;lJ~J " " 農林省R主将 4，000 " 
33 新潟硫隙株式会 +1 " ]5比"，1町 " 5，000 " 
34 昭和I産 業悦浜工場 " " " 8，即日 " 
35 7J:立官よ気株式会社 港北 l王新吉田町 臨海軍ff理 20，OC日 増加見込

36 岡本機 械製竹 Fir " 箕輪町 " 10，00日 " 
37 ヂーゼル自動車鈍物会社 的見!}(下末古IU[ " 5，000 " 
38 帝悶 I~ ijijJ 車工場 " Tl1 j;&j I町 陸軍管理 3，500 5'，刊t!U';!.i6
39 森 ノK ~~ 来株式会社 " F末iiTU可 陸海JlII}}i，:将 160，000 現 ，~ 
曲 l員 浜 i& " " 平安町 " 56，000 " 41 株式会社京三製作所 " " " 4，000 ノ/

42 東京瓦}軒株式会社 " 安静町 m 指定 16，000 " 
43 ヂーゼル自動車工業会社 " 末 広町 陸 軍 主rI.!l[ 18，000 6~，!切増見込

44 東京芝浦電気会社 " " -i1j;軍管沼! 140，000 現 状

45 芝 浦 共同工業会村 " " 陸軍監替 3，000 地加見込

46 石川島芝浦ターピン " " 陸海軍殺到 14，00日 " 
47 z 行自 ヨ: {乍 機 1占 " /ノ

" 13，000 5，刊地見込
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考

現状

増加見込

町割増見込

現状

5倍拡張

2倍鉱張

増加見込

現状

増加見込

現状

増加見込

3割増見込

現状

増加見込

現状

現在 lヶ 月 |
使用金|

立方メ山トル

25，000 

5，000 

260，OC日

150，000 

10，即日

7，000 

14，000 

13日，000

62，000 

30，000 

3，日00

3，日日3

58，日00

27，000 

8，000 

25，00日

第 3章

自前|院議員 l
厚生省指定

海軍管理

陸海軍管現

厚生省指定

陸海軍管盟

隠耳I1f:E_!H 

需要工場

海軍管理

厚生省指定

民林省指定

陸海軍監督

11也

鶴 見 区 米 fL町
ググ

ググ

ググ

グゲ

ノ'1 11 

11 11 

グ大黒町

ゲ 生麦町

1/ '1 
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/〆"
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京関係又ノ、生mi拡充関係ヨリ特ニ工事ノ急速施行ヲ要望セラレ居ノレモノ

係関7巨(1) 

4 

相模ru}海軍航空隊ナラヒニ厚木海軍航空隊(1) 

現在 1 日{ì~ri-3 ， O日目立方メートルヲ給水シオルそ同施設鉱張エ伴ヒ，近グ 1 日 10，日目。立方メートノレノ給

水ヲ要望セラレツツアル実情ナ日。

海軍航空技術版(P) 

目下施行中ノ木市磯子埋立地内~.~主設サルヘキ向技術院Eエ供給スルモノニシテ昭和19年度当初ニオケル

水道話Pit:il~:ハ 1 !l *，~4 ， 0003'1 ブiメートノレナルモド;j~rr立工事ノ進l!)iニ伴ヒ合計 1 日約 30 ， 000立方メートル

ヲ要スル見込ミナリ。

(2) 釦主拡充関係

大日本兵器宮陶製作所イ

大日木兵器湖南工機エJ});ロ

日本光学工業戸塚工場

帝国自動車工場

ヂ{ゼル自動車工場'" 
芝浦工作機械工場

現在ノ 1日間水能力，最大配水量，，pn袈水量且業態別使用水量5 

262，日日O立方メートル

" 262，000 

1日

1日

現在ノ配水能力

現在ノ最大配水盆

現在ノ所要水量 " 280，日日O

(昭和17年度〉

1日

業態別使リ用水盆調
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積 f，lj I使用量 imE矧
一 一γ 一一王誠仁一「 …… 

家 τIf及 営 業 用 25，446，067 43 

官公署及学校 1 1，948，3日7 3 

工軍用 26，396，604 I 45 

協 医 用| ム肌附 7

iil 由(1 用 1，121，752 2 

富十 59，039，598 1∞ 

このように拡張工'1;:の推進のため資材の獲得に専念していた附，昭和11901'(194411つ3月横須賀

海軍から金沢地区において日駐日，00031カメー lノレ程度の給水増強方についてql入れがあった。水

道局はこれがため新たに戸l方面に対し配水管の敷設を突11工，nトにて施行してその要目的こ応ずること

としたが，水丞増強のためにはまず当時施行 '1 ' のN~4 閲紘張工事のうい守点ずい道工事その他の要

緊急工事を完成する必要があったので，その事↑ltを説明して，反対給付宮]に第4@1拡張工事用資材

について前の応1R(と Rめた。海軍 ~í防も現場祝祭ハぎ行い横浜市のi合水τlf. ti1í その他を調1TI:L-，その必

~性を r Jl\して， Ht{mf'li1i.Flj:脆i設tm当局からずいi草:己IHIJセメ:/1. 6，000トンの現物を支給するの

約束をうるにいたった。

この成wにさらに一歩をjiliめて一挙にずい道工事を完成に浮くべく，残余のセメント，鉄鋼等は

ノl'産拡充IY，Ji品工場への給水強化を理上11 に ~tm~拡充のわくから受給の討をたて，昭和19年 (1934年〕

5月11日軍需省総1抱負局長あて次のような申請:fHーを提t:Uした。

ノ主庶発音nso号

11，丹羽119"J'5月11円

梢浜市長半井 清

軍需行総動員局長 椛名悦三郎殿

H!i浜市水道服、俣工事ニ要スル資材緊急特別配給ニ関シ中訪

木市域内ニ於ケル工業地帯ノ発展ハ聖戦下'1ft施設ナラヒニ各~l'生日空工場ノ新設拡充ト中日侠チテ，近";ï' トミニ

官IT箸ナルモノ有之，従ッテ之等工場ノ運営ニ欠グ、ヵラサパ〆工業用水ノIz要ハ!ヨニ月ニ激的ノ一途ヲタトリ，

木市水道ノ混有能力ヲ以テシテハ到底ソノ需要ヲ充ス能パサルノ情勢ニ立到νルヲ以テ，木市ノ、之カ給水ノ確

保ヲ)明シ重量ニ昭和15~'. 3 月オ ;:['f1114 回 fJli張工事ヲ起ン神奈川県常柾l*~!川河ノk統制市業エ 7jq原ヲ索メ鋭意工事ノ

進捗ニ努メ以テ今日ニ及ヒ仮処，偶々木年 3月初日付ヲ以テ横須賀海軍施設部ヨリ所管'!f!施設エ対シ，木年7

月以降大量給水方ノ要求干f之，本I1ム張工事ノ急1缶、 1日ノi韮延ヲ許ササル実情ト相成続。然ルニ戦局ノ進展ト

共ニ工事用資材ノ入手愈々図縦ノ!亙ヲ加へ為ニ予期ノ進捗ヲ見ノレ能ハス。此億三シテ推移センカ軍施設其ノ他

m:要工場ノ操作ニ司一大ナル影響ヲ爾シ決戦下前jニエ寒心ニ堪エサル所ニ有之候。

右'If'r.者御賢察ヲ賜リ別紙王理由;J)ノilli重要資材ノ緊急配給方特別ノ御l司自己籾仰度， i.lfj此儀ユ関シ何分ノ御商示ヲ

問度理白書Jtノf世間係書類1円添へ此段E申請侠也。

添付書類 ~l H 

一理由香
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参考

古~ 4 f!iltri張工事計図書

日]¥ riJ :?} 

不rli鶴見，神奈川及臨F(.，.方fulニ於ケルヨ染地帯ノ扱盛ハifi:fii]"'ifDニ只覚ンキモノアり。殊ニ大点亜戦争ノ勃発

ヲ契機トシテ軍施設並ニ ~l 産拡充ニ要スル大工lJ.ijノ新:泣説、阪+1'路 f テ~~リ，之-，';;工場用水ノ fil婆ハ年ト共ニ政

J~l シJ\ ノ供給litハ全両日ノrk_ILt ノ 5:~IJ ヲ凌駕スル史的ヲ示シ，之 11 供給刊保ノ、戦力羽田:上尖ニ哩3 !;í，:~ノ rJì:要刊i監iタル

ニ鉱ミ，本llîハ議ニ llH上大配水量 366 ， 6叩立ブJ米ノ計回i ノ Fニ i同事!151!~ 3 J1 ns 4 lfiJ似%工事ヲ起シ繭来鋭芯

工事ノ完成ニ遮】tシツツアリ， i再々木年3月30口附ヲ以テ枯i須賀海軍施設部ヨり Jiwa施;世ニHシ木年7凡以降

大fit給水ノ嬰>Rtラルルアリ，本拡張工事ノ竣成ハ 1日ノ遅延ヲ詐ササル緊急車タルニ拘ラス，戦局ノi1t1!，ト

共ニ資材ノ出迎益々拡ング為ニ工事ノ進捗著シグ阻守セラレ，断水ノ約境ニj圭泊ス、キ情勢ニ立到レルハ現下

ノ非常時局ニ処シ?¥J)ニi監広三堪ヘサルPJI"ニ千J之候。

而シテ木拡張工事中公そ急施ヲ要スルハフ草ノk能力ノ増大ニアム木市ハ此ノ矧内ヨリイi'T以来導水器産地(延

長約10 ， 000米〕及導水管ノ完成ニ主力ヲ ìJ キ，隠i且工事ニアりテ八割ji盤工~þハ全長ニy-f リ時々之ヲ完了シ，出

現i土巻立亦3押JtJミノ工程ヲ終エ，今後二於ケル「セメント Jjili型 h1約11 ， 000lli!Iノ目山市ヲはi民スルニ fj~テハ木年

10月迄ニ完成シ得ル見込ミニ有之，潜水管工事ニアリテハ lìíj記導水隠ia ノ下流出;ニ }j~テ附ユ 1 ， 5日 0 粍官狙長

8，200米ノ新設ヲ了シ， JJII庄捌筒ノ増設ニヨり一部導水能力ヲ明大セシモ，導水杭ノ到能力ハ漸グ所要水抗ヲ

導水シれ}ルニi曲キサルヲ以テ，今後ノ『民主Eニ応スル為ニハ引統キ 1 ， 500粍~:Í'延長3 ， 100米ノ W:;iX並jJ日}j)即日ノ !\!j

強ヲ急務トン，之ニ f!< リテ 1\日 IJII シ 1~J.へキ i，iþ水ittハ 1 口約35 ， 000立すj米ニンテ之 ")J FJr~ :Ci材ノ入子ノ、、i 刻ノ巡虹

ヲ許ササル問ニ干f之候。

内務行ニ )j~テハ木工 lî ノ緊急刊ヲ主視シ従来|セメン I. _jノ特別配給ヲ実施セラレ，ノト伶ニ)/~ケル j肝要九{

11，000賂ニ対シテモ3，凹0庖科H!tノ配給ハ期待シ得へク又海軍施設部ニ於テモ6，C日O賠限度ハ特別融通ノ使主主ヲ

供13セラルル見込ナルモ，不足ハ生保拡充ノ見地ヨり是非共l'l'庁ヨリノ特別配給ヲ得/3t次第ニ有之， 1'i;J}"lr鉄1S;

2立鉄線ニトIテモ!務作ヨり一部入手可能ノ見込ナルモ，不足分エ対シテハ「セメント 11司以iIU-Jノ削哨止，[[.1ニ依

り左記ノ通夫々 ~in;IJ配給ヲ1\}， J)、テi珪グモ本61ドサニ前記導水]ラ11ノ竣成ヲJUIン)立f'Jr存ニ平i之t点。

絃ニミJnll]'ヲ共ン十告別ノ御I珂鑑ヲiqlグ次第ニ御座族。

緊急主 要 資 材 調

見 込 内 訳
Hl ，;1) 

海 軍施 設部 |不 足
11t} 型

総 FJr要 1 . 1 : 内 務 省 分

トν トン
セ メ ン ト 11，85り 3，0¥)0 6，000 

2，68550 D 

主} 鉄 タi'i 1，650 1，000 

鉄 総 230 130 100 

しかし 3n~j敵潜水艦のぢょうりようによる給舶のあいつぐ沈没により，原材料および両IJ資材 ~lfの

輸入のi立はまったく閉ざされ，設備・資材・労力などもすべて駿行的な恋、循環をくりかえし，生産

力はまったく低下するにいたった。また一方では戦局の不利著しく防備用陣地構築の資材が最優先

確保され，重喜善資材は一般には少しも出回らず，横浜水道拡張工事丹]笥には一片の増加割当をもな

し得ない笑↑l?となって，上記の特別中訪も，品IjTIJ:の約束もまったくほごと化L，関係者の熱意もつ

いに実を結ばず，すべてはから回りに終った。
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ついに第4回拡張そして最後に横浜の戦災という最慈の事態にいたり，情況は大きく変転して，

工事は未完遂のまま一時中止のやむなきにいたったのであった。

戦後の対策(3) 

しかるに戦後〔昭和21年一1946年〉別紙のように進駐軍当局から水量増強のため，百~4 回拡張ユニ

事のうち，緊急に水量の増加をもたらす即効的施設工事施工の指令が発せられた。

配水管各所に大型IJP圧ポンフ。をJfx り付けることと，[有村~JII労相lの xo.水管未了部分約1 ， 500メートノレ

この工m:はj~f • 

当時敗戦直後の混乱時に内径 1，500ミリメ{トノレ管の敷設をすることがその主要工事であったが，

ことに特定の所要能力のポンプ。および冠動機を求めて， !¥.-;;に探昔i代においてこれら工事用資材，

また導水'i'fJfl鋼材の特別配給方を懇話して内務省から放出制村の1!目、ut?!tこれ努めた係員の労苦や，

これをメーカーに支給して卸町市をきわめて民主価に製作させた資材関係職員の手柄，努力{すを受け，

また制官製作にl出正しては副資材たる主主料的アスファノレトやi!ü~~'等もなみなみならぬものであった。

当局職員の手によって現物を確保し支給するというしだいであった。の原料努iにいたるまで，

当時ii土4，ついで昭和22年(1947年〕進駐軍から2i&4回拡張工事の本格的再X3手がお令されると，

その応援プJ入手l割統であったセメントについて，次のような所要量調書を進駐軍当局に提出して，

を怒諭した結果，同!jIの好意により IAi工上必要としたセメントの全設7，0001ンの大量を]11J111手持

設のうちから放出されるにいた叶た。 l砲手1115年 (1940'1')木工事活コ:以来入方に懇訪して常にみた

さらに骨材の採取ここに所要残全量を入手しうるfこいたり，し得なかった悩みの種のセメントも，

および速倣周ガソリンについても，進駐車当局のPD工事として商工省に優先配給方の日#1伯i主動が

その後工総も;G*，込:に進ち上くし効を奏し，特別自己~:告を受けた。そのi也各種の資材も順調に入手~，

昭和2MI'(1949J(! 7月待望!の導水ずい道もようやく洛成を見るにいたった。て，

i セメント盈(トン) I 出来高

別 |及一一否t莞夜迄万 I./ 
i使用車l_1_l所要 :1111 70 

ずし道工事| l l 
大型ずい道! 4，4加 2，9ω|

2，4ω| 

650 

進駐軍に提出[，，1::菰張工事所要セメント量調

要

津久井分ノk池，下溝沈でんi也IUI
{延長ム166メートルのうち導問削出メートル切拡
1，135メ{トル巻立2，749メートル施行

{延長5，388メーいしのうち糊掘削19メートル切拡
439メートノレ，巻立2，749メートル施行
(延長8日6メートルのうち掘削捌メーいh 粒 π0メー
トル施行

荷村， )11井fli水i也IHl

i慨二E分告日= U B包米

66 

43 

20 

3，030 

80 出
記
事

" 
U-li 

'lf 

型

コ二

小型

I ノk導

1，500ミリメートル鋼管延長1，500メートル85 400 i 管水ぇ草

1 i也，側段鉄筋コンクリート施行60 200 140 ;也オく主主

西谷iq，水場内* 工フk1争

81也鉄筋コンクリート施行10 66日300 急速ろ過池

連絡暗涙コングリート巻立施行15 

自脚[二i汗-
140 ~ 

計

管示告迎
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資材の問題も七j己のとおり乞メントの大髭確保を最後として，終戦1&u、iを絞るにしたがって豊訂

となり，統制のわくも順次は Fされ，かつては統1tlJntf.f¥に工場にまでH'，向いて¥lrttHを懇話した'!'!1.方

も，ょうやく机に洛荒いて，ぞがて売方が平身低頭して， CIIJI".立争に什Hをけずるi時代へ大きく転

換していった。

2 労・カの募集

第 4回鉱張工事の当初から応召と徴用にようやく人的不足が各方市に1'1だった。ことに11当局産業

の降?をにつれ地方12付労力の流出は停i↓ニするところを釘lらない尖怖のもとにあって，前jt)I第 4巨|

拡張工事工程ならびに主要材料および労力所~:在日調書」におけるようにきわめて多数の使役人夫獲

得が至難であることは改めていうまでもなかった。すなわち当時の人間統制の規l~ì\についてみる

と，昭和13{I'(1938年) 8 月 24日には苧校卒業者i車問制限'0-がまず制定され ~W14年 (1939年) 1 

月20日には同氏職tM出力中台令によって凶民主tKi;7Y::なされ， IWI'.7 Ji 8日には同氏徴日10が実施さ

れて労務統制はますます強化され， '_If{f!li産業以外の事業の労務者の記い入れはまったく不自r:11とな

り，労務者自身も勝手に職j戒をかえて白山に弘、々とする己とは治されなくなった。そして~n 2次111

w.火戦!対戦後のJ，i)17JI'(1942ol'.) 1月10日には労務羽生令が随行され，労務者の重点的問i?i:がいっ

そう厳重となり，ついに臓障によっては男子就業吠11令による就;註不可能のものも生ずるにいたっ

た。このように労働者の払!まとi史!日制限の強化から，とうてい市内および水道級協沿線の地元供給

I肢をもサてしては労働力を充足することはできなかったので，昭和115iJ'.(1940{ドヲ 3fjまず係員を

派して東北・!f\，l!1!ブ'jj (J i の労務状態の調査を行い，これに;I，~l.、て償i民労働紹介所の協力のもとに， ~i'J 

:i'-f.5凡打jめ1，，)Jill係以および本Tli係長iをまず新潟.rtiÎおおよび I liJl~の各県← 1こH日jえさせ，各地の職業

手fi介FIiをぼ訪してIUかせぎ人夫の派ii:i方を依頼した。そして翌月ただちに各制介所には収入，宿泊

設備，工事の内容その{也について汎I列したポスターを送付した。当時はすでに止記のように労務統

制が強化され， IBJ主登録や労働手帳によって就職，就役については個々に職業紹介所の計可が必要

であったので，地元職業紹介所の介在なしには労務の募集はできないことになっていた。したがっ

て労働力を確保しているこれらの地方の職業紹介所には常に各軍需工場や時局産業の工員募集のポ

スターが壁一i削にはりつけられ，それぞれ好条件をもコてその獲得に努め，中には工場からの派遣

民がn'!l1j各紹介所を巡回し，また地方の縁故者を募集係に任命して常駐させる等，労務者の争奪は

あらゆる方策を講じではなはだ激しいものがあった。

木ili水辺拡張土'.Jl従業員としての勢集釘務者は土工人夫であったので，とうてい好条件のもとに

ある産業ヱ民との待遇上について競争することはできなかった。そこで木市は募集人夫の重点を主

として投開期のH.'，かせぎ人犬に置き，季節労務者を多数招致することとした。

これら人夫の受入態勢としては工事場付近に数むねの綴場合建設L，夜具ふとんを貸与し往復の

旅祭を実資支給した。

本拡張工事はこの飯場人夫と上溝職業協介所からの地元人夫によって，主として掘削，述搬，コ

ンクリート等の各種工事が進められたが，その人夫貨は飯場人夫は藤棚労働紹介所に，地元人夫は
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上i持職業紹介所にそれぞれ立替え資金を繰替え支出して支払を依頼した。その後職業紹介所(総械

のみは労働紹介所と称した〕は勤労動員暑と名称の変更はあっても，相変らずその手引によって地

方人夫および地元人ぅ!とのあっ1主を受け，相模原・上海・西谷とそれぞれの飯場に分宿して引続き工

事に従事したのであったが，戦局が激烈となり，食組事↑ltの窮迫に加え内地の各所が爆繋におびえ

るようになってから，来rIiする地方人夫も削減し，したがって工事のi1tちよくも;11々 として進まな

かったが，ついに昭和20年 (1945年)5月IJIi!.兵市の大32裂を契機として拡張工事が一時中止のやむ

なきにいたって，各所の官民場はわずかに飯場長を残す程度で空家同然となった。

終戦後拡張工事再開後は従前のように直也、工事を中心とせず，主として 211負施行に付した関係
ょう

上，所要直ilrti人夫員数減少したのみならず， IVJ¥後はすべての労務統制が廃止されたので，労務に対

するいっさいの手配も従前のようなわずらわしさがなくなった。戦争中の飯場制度も時局のきびし

さに押されて自粛され別段なんらの事故もなく，労務者も誠実によく倒Jいて工事の進行に協力し，

似lく新潟県;¥.山形県人としての別行iを放していった。ただこの人達にとってはいわゆるーチl飯を

食う百姓阪をかかえて，配給:)fとでたえてり〉く重労働が何よりJifにこたえたらしく，これが飯場長と

して最大の悩みであったことであろう。

第 3宣告用地の問題

1手続

第4 回拡張工事においては各池の構内および鉄骨敷設線路その他永久的Jj~設の用地については質

収し，ずいi立等地下深く構築され，用地収得の必要ないものは補償し，仮設工作物については借地

することとした。しかし導水線路中，阪1t~減圧水そう下ifití)ll!から大野地区行:十一道路にいたる導水9"0;;

敷設区間は，当時の陸軍士l;i"4-:i立日j地のため軍に中し1[-11て借用して恰を数設することとした。この

方針のもとに次のように手続きを進めた。

(1) 土地収用関係

まず用地収用の準備として昭和15i!ゐ (1940年)3月日日土地収用法による収用手続上次のとおり

土地立入り測量または検査を中計H-" さらに同年8月土地収用事業認定の申請をしてそれぞれ計可

を得た。

土地収用法による収用準備のため土地立入り測量または検査申請

立入るべき土地の区域

神奈川県

津久井郡111尻村

両陛郡 大沢村・回名付・上部町・麻潜村・新磯村・大野村・大手1付

横浜市戸塚区瀬谷町

保土ケ谷区一円

中区部回町・井土ヶ谷町・中品目f・宮元町・共i1t町・榎町・時間町

磯子区一円

神奈川区一円
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鶴見区公表町鶴見町

東京附市多目im!;荷村

このqJ;iNに対L-tXのようにそれぞれ神奈川県および*;か府知事からI許可があった。

日 延 期 中 I--:.~:-c;r .tr. n n I 
許 IIJ則 Illlll詰 J1 Hl許可年月日|許可則!日]申~í'i }JIJ 

。 I "ノ まで

15. 3.28 I 16. 3.27 

15. 3.22 16. 3.13 I 

// i /1 去で

16. 3.20: 17. 3.27 

16. 3.11 I 17. 3.13 

神 31マ )11 m 向171¥ 

1と京 JfI 何 711:

土地IIYHl'll:B是認可中前

神奈川県知事経由 内務大!'ilE!J説i昭fIl15;r.8Tl28日中訪

}j[京M ρ ρ I自制115"1'8 1115日rp市日

(2) 公用地占111

別に土地収Jjgjr栄認定[1:1iir'lよならびに工事災施上必裂のため道路，河川1，軌道数笥の占j日方につ

いてikのとおりむ理者または所有者にI照会しそれぞれ承認を得た。

公有地占用自照告と承認
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(3) 陸:軍用地使用

洋水線路中日座郡日高i~jH 大字下{品字 f 三のmr4 ， 122番地先から 1")liIl大町村大字 l二鶴間宇内 3-~;.4 ， 6 

72番地地先にいたる，延長 3，038メートノレの区!日lは附荊1l1{1'-(19361，1ついらい当時の賎ボが士'bl学

校泌習場とし，また東京第3降1]:病院あるいは電信連隊敷地として，水道線路をはさんだ両側-41?

の広域を陸軍用地として買収した関係上，詳&4回拡張ヱ事において同区間に新設すへき内径 1，5∞
ミリメートノレ :t~: ~I日設敷地として線路拡張が不可能となったので，在来の水道線路内に埋設の余地な

い笑悩を具して，器等接陵軍用地内埋設方について無償使用の前可をそれぞれの関係部隊を管申:1，する

;lî: i~íおよび~S 1 .II~州市関経理官1Iに申請した。

第1師団関係

区間

高座郡麻ìl\~村大字下溝字|一三の原4 ， 122から向都新!被村大字!被部字大~!r4 ， 324のイまで

一一陸軍士官学校敷地延長 2，077メートル

i8I座制l新磯村大字磯部字大里子4，324のイから阿郡大野村大字上鶴間j字丙三号4，719のロまで



一-~~~持東京第 3 陸軍病院敷地延長 443メ}トル

位置および幅員

上記区間横浜市水道線路南側

使用幅員 2メートル堀制探 3.5メートル

近衛師団関係

区間

第 341:工事の準備 (441)

山陸部大野村大学 u即日字丙三号 4，672のロからfiil?m大野付大字 i的問::Y:Pi三り 4，719のロ主で

一一電信第 lJ1l!隊敷地延長 518メー Tル

位置および幅員

!:記区間j横浜市水道線路市例l

使汗j幅員 2メートル 1四削l来 3.5メートル

これに対し工事施工|についての種々な条件がついたが，昭和15年 (1940年) 5月30日近術およ

び第1両師団経理部長の{初日許可を得 6月早々訪引を出111
1して，ここに無償使用7T認をうるにい

たり，用地î~節約 l 大きな利主主となった。

(4) 相模原土地区岡整球事業区域内¥[):7J，ずい道築造許可

古川目Jlrt、張工事の導水ずい道工事は!K.llllrill:j腔lllifill完成町大字下九沢字横山iii274の2から同町大

字上i持字-J一号5，504の1にいたる!日jは神奈川llLが施行，+，の中日1央原都市計岡事業相模原土地区白投l'!J!

事業区域内であったため， I司事業の定めるところにしたがい昭和16年 C19411~) 9月22日ずい道新

築についてヱ事施行の前可を申請し次のような前可を受けた。

神奈川県指令都第80号

横浜市長

昭和16年 9 月 22 日付申訪ニ軒、ル宇!I;;:て川 }nt面行制限原都市fitîilli~liι業相模原土地区間整担i区域内工作物築造ノ 1'1

左記条ド|ヲ{寸シ許可ス。

昭和17年3月24日

神奈川県知事 近藤浪太郎

1 隠i立及~I ノ付属工{十物築造二要スル敷地(以下敷地ト称ス〕使用椛ヲ得ル場合エ於テ従lìíj ノ土地内ノ敷地

ト換地内ノ敷地トニ於テ使問権ヲ得ル場合エ於テ従前土地内ノ敷地ト換地内ノ敷地トニ1、テ形状及地官iニ差

異ヲ生スル場合アルモ異議ナキ??ヲ明記セル乃~ari~~: ヲ土地所有者及関係人ヨリ徴シ~t ノ写ヲキm絞!京都市建設

区間整理事務所長ノ指定スルWI日迄ニ同所長ニ扱出スルコト右jJ%~I't;~~:ヲ得ラレサル場合及従fÌÍíノ土地内ニ敷

地ナグ換地内ニ敷地アルタメ土地所有者エ於テ当該換地ヲ受グルコトヲ承認セサルぬ合ニ於テハ敷地ト共ニ

ー宅地ヲナス土地ハ特別処分ニ依リ県ノ:mムル許制i州他ニテ横浜市有トンテ交付スルコトアルモ異議ヲ述へ

サルコト。

2 敷地ヲ買収シタル場合ハ~{:ノ旨相1'1ffi(都市建設r~~p由主主現事務所長ニ応/111、ノルコト。

3 換地処分liij所有権以外ノIUU設定ノ登記ヲヅササルコト。

4 ，U古場筒i'1iニハ木県施行ノ開m排水路ノ計画アリ， "ë ノ維持管玉虫二支障アル別手〉ハffrr~ ニ変更ノ余議ナキ

ヲ以テ変更ニ依り生スル質問，災i也本一1':楽施行ニ官くり土地区岡整理事業ニ変更ヲ余儀ナカラシメ文ハ其他ノ

E里由ニ依リ損失ヲ来タス lJ!日キ場合ハ其ノ費用ハ横浜市ニ""テ負担スルコト。



(442 )第14編首14回拡張工事

5 T.'11施行ノ際ハ相限照都市建設区間整理事務所長ノ捌軍ヲ受ケ且ツ施工細目ニ付同所長十打令セヲ為スコ

6 行為現場ニハ許可摂干しヲ掲示スヘシo

7 行為完了シタルトキハ遅滞ナグ竣功股ヲ拠出スヘシ。

この許可条件に裁き当局ではただちに関係地主30名から次のような承諾書を徴L，昭和17年 (19

42年)10月28日相模原都市建設区間事務所一長に提出した。

:if'( li告書

町T1fノr]¥ilftn4 ITn j)l\~n工'1ロ成スル将ノト隠i宣設G1!: ノタメ誕ニドl分所有地内ニ健i亙~iÌl~~ ノ 1M下 m仕伎処左記承諾

JiIl I吋敷地ト神奈川県施行土地区函笠現ノ為交付セラレ /l-- U~l血予定地行シグハ!知血内勲地 1 ニ於テ形状E地統工

方:奥ヲノ1:スルコトアルモ民俗担之右jj¥，，，1t伎也。

Il{~ 布1l7~f~ 月 11

j也l: 1¥ 名

Hと 1屯

(5) 臨時民地457士理令ならびに臨n;j:農地価格統制令によるす:可

jjll寺食綴柏戸iの残iiijから設地管理iが強制され，悶氏各自も食*Ji1の自給補給をl'f.fillHこ考慮し災行し

つつあったn~i代であったから，農地を{也目的に使用することについては厳重なる規則によって制限

されていた。すなわち臨時農地等管理令によって束縛され，かっその買収および借地についてもそ

の側格は臨時農地価格統制令によって許可を受けることを嬰した。したがって本拡張工事において

も水道用地として農地の買収および借地に際しては，そのつど波地符迎令および農地価額統制令の

許可を受けた。

2 用地の収用

第 4回拡張工事の用地はl昭和16年 (1941i1')当初のころにおける，高座1111相模原町地内麻j蒔沈で

んil也~減圧水そう!Hlの延長1，070メートノレにわたる幅4.5メー lルの導水線路質収を除いてはほとん

ど第2次世界大戦中における用地収用にて， tE地転用その他についていちいち繁雑な手続を要し

た。本拡張工事用地買収の方針としては当局はつとめて誠窓を旨とし，なんらのかけ引きもなく，

当初から土地建物評価委員会の裁定による公正価格をもって協議を進め，ことに大戦トにおける軍

需工業用水確保の使命に虫つての国策的重要工事である旨を説明し， JTJ地l収用のやむを得ざる事怖

を述へて地主各伎の協力を求めた結果，地主側もよく理解し各地の賃収協;誌は比較的順調に進んだ

が，ただ相模原町古山台の麻i制止でん池用地の買収には交渉すこぶる ~fWそした。当時この予定敷地

に隣妓した広大な農地の一帯がすでに陸京士官学校演習場として転、換所みであり，さらにここに古

山地Iま丙台の肥えた渋地30，000坪を失うことは，付近一帯農家の生活を脅かすものとして買収に反

対し，あるいは換地を求めるもの，あるいは日fi格の引上げを要求する者，また祖先オ目{去の土地を手

放さぬとがんばる者ーなど続出 L 合同協議会は実に11回の多きにおよびそのつど i荒更にわたる話

合いも結論をみいだし符なかったので，その問一方では係員は各戸をlHi訪して，それぞれ事情を開

き，説得にこれつとめた結果i開次話合いもまとまり，昭和17年く1942年〕そうそうにようやく協議

ととのい手打ちをみるにいたったもので，この貸収はまったく悶維なものであった。またずい道上



第3意工事の部開i(443) 

部土地については県から相模川河水統制事業と同-Jj;調をもって綿みたい旨の中越しがあってその

補償方法に1，，1する方針を協議のうえ次のように決定した。すなわち工事期間中，?往時係員および工

事従事者~~.の通行のため用地使用に対する補償のみをもって打ち切り，地下{車問に対する考慮を行

わぬこととした。

このようにして第4回拡張工事として買収した土地は次のとおりであった。

1日iL? UUUι一一一一i一………J}，:j一……一一一i一←

市
古

引円午引Z宅l目v!日ι日t;h計計日日日山l11:;ih;;ii日勾;:i日招;jf担¥!市!市出臨斡容皆f竺マ
~-_l~竺空堅空竺杢空士竺一1戸F叫!日山J午~I団血主凹凶U臼盟百堕!L!!!I豆色副1 1，卯叩空型!mιm一土竺雪 5三:竺竺到| 一一

三己一……!一………4jj…刊1一一一一叩l町函;iill-TEM--!ノトー
… 一一一一一一一一l一 一一……J 一一山栓 3.0到

訓導水線路用地|堕!?!ZlmhL-J;f!?一一一 一一一

530.07 

戦後の用地買収

戦後拡張工事の推進にしたがって用地の必要となった主要なものは， 1ft滞沈でん場と川!労---'fillヶ

除問f(f.水路用地で，その他は市内自己水線路の一部で下記のとおりであった。

麻古事沈でん場についてはすでに戦前約30，0001'1'(10ヘグターノレ〕にわたる用地の収用を行ったも

のであったが，戦後沈でん池の設計変更にともない，ナ!初言 I~íilliのコンクリー!椛i告による池の築造
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を'1'11ニL，従来の予定敷地の南側にある自然の低地を利用して土えん堤による大約水池建設に変え

たため，ここにあらためて15町歩余りの沈でん池用地の収用を必要とするにいたった。しかしこの

うち10町歩 (10ヘクタール〉近くは終戦前にお切る旧陸軍総兵湯舟地であり， 511可歩余りが民有地

であった。元陸軍用地であった国有地については軍解体後農地に還元することとなって g~林省に

おいて農耕地として分割払下げ準備中であったが，市はいそぎ土地の使用を申訪しその許可を得

た。この国有地はその後大蔵省に移管され予定受手続中のまま現在に及んでいまだ解決をみていな

い。このように政地の大部分は好機に便乗して収nJ，-"得たが，残余の 5111T!TC5ヘグターノレ〉余りは

氏有地で買収を必要とした。版iIIii:tでん池用地の買収はすでに記したように戦前の際も当局として

は非常に手を '(51いたものであったから，この百~2 次の買収は地元明Ulc故知とかけ引きが加わって，

いっそう悶郊であった。地元の地主は間給して委員長を選出して団体交渉にでて í~:)î額の知li綜i と綿

々な条件を持ち11'.して折 1)介わず，地元天見、院における数次の徹夜の交渉も務易に解決のいとくら

をみいだし得なかった。ここにおいて当局もやむなく阪を決め，これ以上:3i:i止、の余地がないとし

て，最終の線に応ずる人と調印を取り交わし，不服の向きに対しては本工事がjjj;ljjiWP D工事であ

る関係上，その処置については軍当局の窓向に任すのほかはない，と宣言，-"，交渉を打ち切りが']3

分の 2の地主との調印を完了し，調印済みの分から土地代の支払いを開始した。この当局の強硬態

度に未調印の地主もあわてぎみとなり，即時調印するから土地代の支t_¥¥を向I侍に願いたいと， 1¥1し

出る者が多くなって，まもなく全体のW，zJ日を行いうるにいたった。

仮名戸三J-rR111Ehhlt4備 考

司 ;:|

; l  
相模原tn'-I水池問地

t1 収 J也 17，437・04坪

国有地未買収地 27，109坪内補償なし 5，186坪



その歳出入追加予

算と継続年I切ならびに支Il!!方法に関する件および横浜市第13回水道事業公債条例制定の{サーがあわせ

この事業資財源、はすべて起債に仰ぐこととし，昭和14年(1939年〕度から同18年 (1943年〉皮に

tJ山|:年目年;:J:Jl計 l品目fiRE

til可dfhit--::::;:::UjijiJ
lL…~I…訓示;叫ん昨…ぃ…01 110，3∞0001 

林寸 IUI m 寸~ ;f:tk i1ii 積g'II t"i't --._" fr 

…7-j111J-J171-

( 445) 

Jili 11市丙ふ
坪|坪 i

72.621 2，022.621 2四

3，094.001 3副ゴ凶祐次郎外

61 

岩間七郎外

大探宗志郎外

杉尚喜兵衛外

足立政春外

代表氏名

代表氏名

いたる 5か年継続事業として，各年度の歳入間予算および公債条例雲寺次のように定められた。

工事の準備

(第1期分〉

241 

22 

昭和14年 (1939qO) 9月24日市会に水道第4回拡張第1期工事計画案として，

問 4，621

横浜市継続費水道事業第 4囲拡張費収支計算表

収

138.00 

第 3i:;1:

長津田配水幹線敷設工事用地

戸啄自己水幹線敷設工事用地

入

日
一
宅

叫
出
|
矧
|
|
明

什

μ

J
目前

士也
sド一一…一一 l 

山 林|畑|
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支 出

zf|-L1ム出:Jl171年:127日正 JlE

三且EJチ)，両

7諸畏 113，000十

合

横浜市第13団水道事百点的条例(lll:::JD
第 1条 水道 l;'Y北浪費二充、ノル{(Jt己ノ通リ起1Rスルそノ lスa

l百平1114年度券両知 824，000円以内〔実収矧 800，000可J;)，内〕

。15 庁 " 2，577，000 11 " 2，500，000 。〕

/1 16 11 。 2-，577，000 Jf " 
J〆

が 1711 ，. 2，577，000 11 ( " 
.， "、J 

11 18 11 " 2，061，0日O ノF ( " 2，000，000 11 
、

合 計 10，616，000 " ("  10.3∞，∞o .' ) 

日ij項ノ起笥右目ハ茸12条ノ手取割合ノ時;IJnニ{4'ヒ之ヲ減額シソノ寡集ハ工事文ハ財政ノ都合若グハ経渋界/

状況ニヨリソノ全部文ハ-j~l~ヲ ìlJ}j次続上ケ又J、繰越スルコトヲ得

第 2条 木公i立ノ茶i;fミ冊格ハ券百額ニ対シ100分ノ97以上トスc

第 3条木公fi'tノ利率ハ券而翻ニ対シ年1，000分ノ42以内トス。

第 8 条本公的ノ元金ハr~柏114 {j'.m，:マチj居間キIfr_l和15年度ヨリ昭和47年度マテ 33年間二償還年次表ノilli之ヲ

償還ヌ。(以下略)

市会においては事業計i羽案とす百L，有，i;述したように194当からなる水道拡張工事調査委員会に付

託し，委員会の審査を経同年11月9日の育会において原祭どおり議決された。

ここにおいてただちに起債の許可について内務・大蔵再大臣に申錯したが，当時すでに長期にわ

たる日支事変に加えるに日米交渉も門前Lなる調控をみず.悶i捺危局のおもむくところまさに世界大

戦の事;夜の感があって，資金統制もきびしかったので，とくに中諮容にf土木工事の緊急を要する実

情にかんがみ神奈川県知事に対しでも「叶巾舎を提出して手続上の万全を問Lた。



起債許可禦訪

日水庶発第326号

昭和14年11月11日

内務大臣伯爵児玉秀雄殿

大蔵大臣 桜内辛，; !;fE 鮫

第 3主主工事の準備 (447) 

!l1i兵市長 車

円 木 郎

起債の件許可察詩

密昭和14年度i
差昭和18年度}継続授水道事業第4国間関充当ノ為別紙ノ通起債致度市会ノ議決ヲ経候条御許可相成度関係

書類相添へ此段及瑛訪侯也

添 付 ミ 書 類 自 叙

1起債理由香 2公債条例(略) 3財政計図書 4ヱ事計図書(目的 5自昭和14年度主昭和18年度水道事

業費継続年期且支出方法伊丹) 6昭和14年度水道，jit¥'m歳入歳出干算書(略) 7昭和14年度水道事業資歳

入歳出追加予算書(略) 8横浜nrm依一覧表(略〕

9市有財産表(目的

起債理由 zqr

木市水道ハ明治20年我国最初ノ近代式水道トシテ創設セラレテヨリままェ50有余年間来市政ノ発展=1半ヒ年ト

共ニ需用哨加シテ既ニ数回二百リ拡張工事ヲ施行漸グコレカ急用エ応シ来リタルモ近時各種工場ノ異常ナル発

展八人口ノ増JJIIトキ日侠ツテj，ノ需用制ニiZx増シ本年夏季ニ於テハ既ニ配水量22日.OC日立方米エ逮シ木市現在設

備ノ最大能力 230.000立方米エi七シ共ノ差幾何ぞナグ今ニシテ"'ノ対策ヲ訴スルニ非サレハ必スヤ近グ重大ナ

ル結果ヲ招*スルコト火ヲ踏ルヨリモ明カナリ之レunチ木lliカ物資献し制ノ現時関下ニ拘ラスままニ総工費 20.00

O.日目。円ヲ投シ (第l期工事10.3日0.000円，第 21開工事9.700.000Pl)本拡強工事ヲ施行セ Y トスルノ所以ナ

ム而シテ本拡技工'Jiハ木市財政"'物質労力司一ノ関係上之ヲ第 1J開及第2期ノ再期ニ区分シ各別ニ施行スルコ

トトスルモ実揃ニ於テハー休ヲナシ雨期工事ノ完成ニヨり始メテi'rrJVJノ効果ヲ挙ケ得ルモノナム其ノ工事費

並施行年度左ノ如シ。

第1)開工事自昭和14年度
町五 11 18年度

すE自昭和16年度
第2期工J至グ 20年度

iIt 

総工費 10.3C日.000円

総工費 9.700.000円

20.000.∞0用

内第l期工事ハllllチ今回許可主主諮分ニユ属シ?f12WJヱ事ニ付テハ物価ノ変動資材ノ配給関係等相当考慮ヲ要ス

へキモノアルヲ以テlEユ考究ヲ滋ケ成案ヲ符タル上一同年度ュ}j~テ中誇スル予定ナム木繁FJjニ係ル第 1 期工

事ハ前記ノ如グ総工費10.300.000円昭和14年度ヨリ同18年度ニAル紘継'Ji業トシテ別紙工ヰl=a--r画会ニ基キ之ヲ
施行セントスルモノエシテ毎年度ノ事業資金ハ市財政ノ現状ニ鑑ミ之ヲ起債ユ求メ其ノjli償ハ別紙計画書ニ示

スカ如グ今後ノ水道使用料ノ:現状ヲ財源トシテ昭和15年度ヨリ向47年度二五ル33ヶ年間エ於テコレヲ償還スル

そノトス。

尚目下施行中ニ係ル水源工事(第3回拡張工事〉ハ昭和15年度ニ完成ノ見込ナルヲ以テ同水源工事ノ完成漉

本計画ニヨル導水管ノ敷設及導水加圧嚇筒設備ヲ昭和16年度迄ニ完成セシメ以テ埠水能力ヲ増大シ本計薗ノ完

成年度タル昭和18年度迄ノ給水ユ支障ナカラシムルモノトス。



(448 )第14制第4 回~)1張工事
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年度 i
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4，726，90613，364，9531 

4，734，4071 3，583，284 

財政計聞説明

1 上記計図ハ昭和14年度ノ議決予算ヲ基礎トシ特殊ノモノヲ除キ毎年度地減ナキモノトシテ計上シタ。

2 第 4@]拡張計画及相模川i河水統制*~'l堂本市分担金ヲ財源全部起1立ニヨルコトノ iîtHill ノ下ニ rk ノ年'，\'1]制ト

11¥4悶鉱り長賞¥2押l工 Jr'I'J
円

1，700，000 
1 2，日日0，000
I 2，000，000 
I 2，000，000 I 2，∞0，凹O

9，7'∞，叩 I 1，710， 

1，870，317 

1，叩4，7幻i
1，940，169: 

1，976，6751 

2，014，27酎

2，053，005' 

2，092，896'， 

叫 鈎

1，574，258 

1，449，774¥ 

1，446，95町

1，418，58副

1，392，672 

1，359，叫

ソノ元利償還額ヲ公償資中ニ計上シタ。

年度

昭和14年度
" 15 11 

11 16グ

11 17 11 

グ 1811 

11 19 " 
" 20 11 

賀川田拡張第1WJコニヲ]f'l'J
同

800，000 
2，500，000 
2，500，000 
2，500，0日日
2，000，000 

計 I 1ω 

他

民

746，1381 

746，1381 

746，138 

746，13住

746，138 

74日，138i

746，13ぽ

746，138'j 

日

8

0

田

町

町

田

6

5

0
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1

0

 

1
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1

1

 

741，叫

741，33副

741，33副
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判
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明

日
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M

M

M

一
一
一
一
一

1，241，338 
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" 400，000 
410，00日
450，000 
45日，000



(450 ) 第i4編第4闘拡張工事

3 外債エツイテハ米貨公債ハ為替相場ヲ28ドル替トシテ計算シ英貨公債ニツイテハ昭和13年度主降ノ元金償

還ハソノ送金為替ノ許可ヲ得ラレル時期迄見合セ別エ税立ヲナスコトトシテ革ザ予ハ為替相場 1シリング 2ベ

ンス替トシテ計算シタ。

4 収入エツイテ

経常llnl;

使用料及手数料ハ昭和114年度予算ヲ恭礎トシテ悶15年度以降毎年度100分ノ 3~ß逓増スルモノトシテ計上シ，

猫オ 15年度二於テハ幹塚町水道合併ニ伴フ使用料 17，233円ノ増加ヲ見込し給水工事挺ノ、昭和14年度ヲ袋

路トシ同15年度戸塚町水道合併ニ伴フ給水工事収入地加見込額 4， 023 円ヲ加~~シ何年度以降税減ナグ，又l四

手1115年度当リ問18年度エ歪ル4ヶ年ハ歳入不足トナルノテ官'tie金繰入ニ伴フ利子収入ヲ減シ其ノ後ハ増減ナ

キモノトシタ。

昨1 f待官1

昭和15年度ヨリ問1B年度マテ歳入不足トナルノテ次ノ述リ秘立金ヲ繰入補填シ英貿公iflハ元金償還ヲ見合

セ税立スノレノテソノ利子ヲ計 lュシタ。

朽 祢|昭和日 4山|昭和 16年度 1

i 伺~

繰入金内訳 I 28，602 I 117，731 I 

5 支出ニツイテ

経常部

事務費且作業資lIJ(維持主主ハ夫々 昭和14年度予算ヲ:!!i陀トシ毎年 100分ノ 3宛逓増スルモノトシテ計上，但シ

昭和 17年度

円

312，998 

度A尚
1

Q
O
 

ーキ昭

R 

103，012 

昭和15年度以降制民工部ノ完成ヲ見ル主主臨時潟水及導水加圧明筒)lli転勤力主主ヲ年々次ノ週日立湖シ附19年度以

降ハ工事完成ニ随ヒ)旺1次ソノ減額ヲ見込ム。

符

30，000 

昭和 16年 度 |

15 ， 00~ I 

曜日符運転動力質

問竺17年平 ni3ャ1日度 l
同 i 悶 1

43，000 1 76，000 1 

昭和 19年度| 昭和20年度

..鶴岡 l 滋鶴間

207，800 I 177，800 

昭和1154二度

給水工事費ハ昭和14年度ヲ2皇陛トシ同15年度ニ於テハ戸塚町水道合併=伴ヒ給水工事資支出増加額3，584円

ヲ"十上九ツノ他テハ15年度ニ於テ戸塚町水道合併ニ伴ヒ県営水道分水究11，018円ヲ増額シ，ソノ他ノ年度ノ、

増減ナキモノトシタ。

臨時部

設備費ノ、昭和14年度ヲ恭殴トシ阿29年度マテハ増減ナキモノトシ1;，]30年度以降5日万円ヲ増額計上シタ。英貨

公債元金償還ノ見合トシテ端、相場1シリング2ベンスノ割ニテ償還元金換算額可i立テルコト z計算シタカ

昭和18年度ヨリ I"J24年度マテ八歳入不足スルノテ積立金ヲ滅シ，昭和25年俊乃至河29年11ニ於テ之ヲ補填スル

コトトシタ。
宅E

当時の金融事'Ìi~'についてみると日文事変ぼっ発武後の昭和12年 (1937年) 9月15日，不急不用の

事業抑制のため臨時資金調整法が施行され，まず資金の制度化が行われて，新規事業の施行は非常

に夜!縦となった。ついでl"I1MI'-(1939年) 4月10日には資金融通令も制定され，資金借入に制約が

加わって資金調達がいっそう鋭府となった。このさなかに第4白拡張工事のごとき多大な資金を要

する工事を遂行することは，資金獲得の国からもはなはだ困難のことであった。そこでこの申詩型
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を主務官庁に提出すると，関係職員はしきりに本省に出頭L，当該係官lこ申誌の主旨を説明して，

本拡阪工事の潔切急要な率的を訴え，許可の促進に努めた結架，昭和15年 (1940年) 3月15日一部

変lEを行うべきものとして次のとおりせん議された。

内務省14神地第124'むし

昭和14年11月11日14水l1f:発ffi326号累計j起債ノド1)己記ノ通}t正γ計可ス

n{J干ロlS!r_ド 3)]3011

神奈川県横浜市

内務大臣伯爵 児 玉 秀 雄

y' ).:It 大蔵大臣 朕 内

14地第3，791号

昭和15年 4月23日

わ11j;:、川県総務部長

横浜 市長殿

起債ノ 件

昭和lMpl月11日ノトJU':'発第326号許可謀説ニ係ル特別会計水道第 41日拡張費充当起債ノ 1'1今般別紙ノiffi更正

許可相成鋲処右起債額ハ足当日，昭和14年度分ニ11.:メ J主 '1\)，ハ大島111111:吻筒JJi ノ設備及導水管購入lc~ ノ一部エ

止ムルヲ過当ト認メ詮議十日正タル他ニ{寸御了向lf山il:1主

3且テ1ttìi~~次表吏IE ノ七報告( 2迎〕中日成!主

この更正問令に悲ささきにTIT会で議決された第13回公債条例を次のように変iJ::L，また俄i塁:i1三次

長を変lEして主主査;こ臣に平日告した。

第1条 水道事業tJti'J長ニ充ツル為昭和14il'lltニ於テ券Iiu傾400，000円以内(実収額388，000Fl以内〕ノ起債ヲス

ルモノトス。前項ノ起償飼ハ第2条ノ乎Jli(剖fyノ311加ニ伴ヒ之ヲ減額ン;主ノ募集ハエヰト又ハ財政ノ都合も

グハ経済界ノ状況ニ依リ主主ノ全部又ハ一部ヲ翌年俊ニ繰雌スコトヲq.¥}

第8条中「主眼前147年度33年!日IJヲ「主昭和40年度29年IBlJニ民ム

ここに大蔵省の許可に悲き第四回水道事業公的，短期公債は昭和15年 (1940年) 5月31日次のと

おり募集した。

発行額 388，000円 (手]巨額 388，000pj)

利率年4分2厘

借入先 保険院関易保険局

償還期間 昭和15年ヨリ昭和32年度マテ18ヶ年

(2) その後の起債

第 4回拡張工事の起債については上自己のとおりさしあたり昭和14年(1939年〉度分にとどめ388，

000円に限られたので，翌日年 (1940年) I支~)、降の起1ftについては当然改めて中訪をせねばならな

7:Pつ士こ。

当時はすでに叩ゐ戦時態勢下にあって，物資・労力の需給調書主上，革rr規経授はやむなえないものだ

けに限り，かつ極力節減をはかり，既定分といえどもっとめて打切り，中止，減額すべき旨予算

の実行について通達のあった際で，新規起W-tv工作詩に困難であったが当局は事業の緊急必要な耳rr

止:1. 工事の進行状況，資材入手および手続状況，鉄鋼工作物築造許可関係および一般給水事情等lこ
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ここにおいて限和20年(1945年〉皮からの第4回航張伐繰越残金をもって工事を施工したが， ~， J 

22年 (1947iト〉にはさらに進ffi:tllIから本格的鉱張工'Jfの災施方について舟令が発せられ，当局は進

駐軍PDヱ事として， これの工事lik巡を凶るため，主t持活庁に当年度分25，350，000PJと繰越J!l副主二]三

定額である9，362，000円の言l'34，712，OC口内に対ナる起ば許可を中訪したが， PD工事であることと

当時はいまだこの樋の工才』で111.から施工の許可を得たものがなかったので全額起債が認められた。

ついで昭和122年 (1947年)には予算額70，000，0001'1のうち60，000，000fllについて起依を l， 1司23~r

(1948年〉には140，000，0001"1の予算額に対し120，000，000刊の起債をなし?と}た。

しかるに昭和24年(1949{j'.)にいたり終凶 91.ポ則に悲いて，地;j!liの抑制がきびしくなり，災議

復旧i1(，経済安定公共事業技および公営事業にのみぷ少限度のた;仙が認められるという闘の方針に

よって，本工事の起債もまた狭いわくのうちに他の E作業とひしめき合う形となり，ミL二務11当局に拡

~K工事の緊急重要性を説いて隙的懇願の末，ょう干くにして河!r-j:.lftは410 ， 0日目， 000 1' 1 の当年波予算と

30，0∞，000内の繰越財源子定制に対し310，000，0001'1，1'，j251'1'(1950年〕皮は530，000，0001'1の予算額

に対し400，000，000P]， j"j26{['，(1951年〕肢は470，000，000円に対 l3五0，000，0001'1， li，j27i[' (1952年〉

j立は510，000，0001'1に対 l400，OOO，000PJ，制28年 (19531"ド))止は267，5日)，000ドjにtJl230，000，000 

円，同29{["(1954"ド))主は37，500，000円に対し30，000，000fllの起伯t許可を待たしだいであった。

すなわち25年皮から26年度にいたる問は予算領に対し70ないし75必程度の起11!1わく Lかm可とな

らず，年々 1億円以上の予算が資金不足となって繰り越された。

このために起償額の入金までは一時的入金をし工事費に充当してはいたが，起{ム許可わくの絶対

額不足のため，総体的にはこ仁IJ;:の進行にR51訟をきたし，ずい道工事のごときは子役!外に工事の進ね

なみたのでdj負工cl!費支払資金が間に合わず， 1 !rfn¥Jも文lム不能となって猶予をこうたような始末

で，このJUJIi:Jの資金不足は工事施工」大きな悩みであった。しかし昭和27年(1952ij:)以降は公弘

俄ができるようになって以後の起債は比較的順調に述んだが，この時はすでに工事も終末に近く起

債額も漸次減少してからのことであった。

2 国庫補助

戦災後は戦災応急復旧工事針閃復興工事抗日および空襲被容による歳入欠陥をおぎなった歳入欠陥

{員の元利に対する凶庫協ll)Jならびに補給金，また終戦後は進駐軍の指令にさ主く液体塩素の注入増加

に対する補給金g_rj，すべて戦争によって生じ，敗戦の結果派生した事項については，一地方公共事

業体の負担とすべきではないといった観念から凶w補助金や国庫補給金が支出された。おりしも

進駐軍の緊急指令工事として再開をみるにいたった第4回拡張工事は終戦後の物価・労銀i可にわざ

わいされて工事授がかさみ，ばく大な額によって，本市水道事業財政の将来にもわたって大きな影

響をおよぼ l，その負担はまことに容易ならないものがあったので，その進駐1uからの緊急指令工

事であるというやむにやまれぬ事情と，進駐軍給水という国家的重要使命をになう主任完遂のため

にも，本拡張工事費に対しぜひとも国庫補助の給付を受けたいとして次のような申訪を戦災復興院

に提出した。
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22;1:1争喜正実1斗

昭和22$1J口L日

戦災復興九総裁 川 m; 主i τ' ，1::.' 1M llct. 
，-¥ぷ

逢駐車指令水道拡5H工事費田町t補助自詰にMす-5f'干

横iJt:I-人代史.i!J!.I)役

米:ïj(の古市進駐以来その宿舎並兵合~~:-8 を逐うて昭如L-ïl，rにそ町長町本旦並々敵地_. :-J(道の現右能力を以

てしてι 般W"f:Hu7;、を極度にj:P:J-;-_rるも水庄，水LtJtに不足し:t":底そのJj，:!Eifを充す能見ざる実1百となりまし

た。進革t'ICご吟{はこの窮枯に徴しこれが対策として"Cliにて予て施行口の第41[/措;長工'1'*最も宕iJ;[gを要

する一部T}lf立市内ßöK施立の増強工事を早令に実抗;するの主主甚なる~r.~3 1.)::七眠ojnlîニ対しこれ等工 1干の施行

方をHr令さるるに笠ワました。

本計刊立本緊急、指令に従っ亡主主材。入手経めて困難なる現状のもと只管工事の完遂に選進し来れる』そ'"工

貨は~大 Iこ上ヨオミー fí水道~j.:-l政の現状では到底そのÞ!花に乙lliえ科ざる所であります。

J;O~吉 ζ してa 本緊急括返T'I'，:の I三l宗的Æt.(~~1 を iill腎怒r~ fJ i訂要工止に対する国IWfiHW;:こ院し特別の世詮議

を仰ぎたく関係書類相添え蚊!土中52i守る次第であPます。

li1W補助申副知王点苦;

宇iliノ'k::位現-rnmコJは1日270，000立方封、の給水に耐えるのであるが本ih位戦災により者[n1i白太平台余レ水道

地設即日左大なる損害を毅ヲ為:ご 11，，'1給水に一大支障を来しました。本mは水道巴使i最重大正 0:'こ~';j--J~施設

む復IEIIこ遊進L完全給水の実現に努力を泣けて2ごた次第であワますがき終戦後米第81ftの宿舎援に兵舎等は日

3主主うは~~ÜI L之れに聾するホ道使用量ì'J:~芸大をl色め現品設をはてしては水'E?tfむもに不足 L一見詰市民給水は

極:zι 恥IJ~豆

i五駐軍にみって江こに実情にi辻 L之が対抗と Lて上記の;工り子;fJて見守中。~'~.ç !!J7}:道!J!;強工!i~1や最も~~怠

施行主要するー削工ーも並111r司配本D!t誌抱強工:1\を!I1_~，こ'ktii-!ゐととむ玉三もま切なるを語白チメ奴Ij孤の通り百

5在は事前;己対しζれ司こE事の緊急施行方を指令するに至り主した。

木工卒の施行により増加する白bxktは 1 日初40 ， 000立方悲の~~.Si.でありまして，とれにより窮迫せる給水被

を打倒するため本緊急指令に遵い所要資材の入手目1:，を極むる現状勢下只管工1;:6)完遂に適己主し来れるもその

工費は昔克己の通り39，6帥，000日の百額に上り本市水道財::&0:り買拡を以ては到底その負担に堪えざる所でありま

すので絃lこ特別の御在訟にまり f;jÇ要工授は対する国時前1~ーを中~fj-.~~:6次第であ bます。

(以下添付書類時〕

この国庫補均申請の運動は効を奏レ， 昭和23年 (1948年〉度において国庫補助が認められること

とな哲次のような内示に迭さ改めて申請を行いJ宇一生省の上水道i自制改良工事として20，000，000円の

補助を受けるにレ白たった。

23河乙第811号

昭和234~ 7月 81ヨ

神奈川県 土 オミ よ主

4員 浜 ]11 長 殴

沼和23年度公共事奨貨につ0'て

核~C(J_)':!f l，こrJl L官官下C水道に対 L~'J紙切迅杭防予定が再生省より通知がありましたので車年度で劾来を挙

げる級討曲iをjdt立の上別紙英領により厚生大田宛同席補よりjの申請を児島f巾のJ二来る7))20日迄に拠出されたい。

上 記i重達に対する国庫補助申請書
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23水庶発第116号

i沼手 n23~ò 7月23日

厚生大臣 竹 m儀一般

昭和23年度第41i:i1拡張工事費国庫補助申請につい1

金20，000，000円也申諮額

水道事業第 4回拡強工事に対し右の巡り図/iI(補助闘いたく関係書類相添へ申誇致します。

|対係 i'J偶 者 紅i

m41目拡5H工 11'1旧f!l23"1'.JJi.ヱヰ叫む行方出日十凶i説明書(陥)

昭干1123斗皮U~4 回拡張工可jf;Hj"1 概要書

!数

首'~ 3 i{C 

，，1 

(21 

額

四

金f団
関

単f立-t
 

)"". 
旦'.

42，515，937.50 
1，069，970.00 
33，499， 153.501 

6，419，828.00 
346，841.00 

50，018.75 

32，523.45 

32，099.14 

ートル

池

ト ノレ

メ

メ

850 

1 

1，030 
200 

1 

ずい 道 工事

大型 ず い i皇授

下九沢分水池 1'l
小型 ず い i旦 rl
鉄筋コングリート管政;品質

雑 工 '1¥

自I'Ji 

式

83，851，730.00 

1，999，954.00 
17，040，000.00 
3，631，575.20 

669，830.80 

池

立方メートル

メー ト ル

式

1 
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計
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池
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ん

水

水

き
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活

貯

管

雑 コ:

23，341，360.日01

2，046，440.00 

13，326，810.001 
396，470.0。

18，604.00 
26，131.00 
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式

メ110 
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ノ
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水
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導
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浄

急 5，654，520.00 式1 

ユ:
過ろ

5，654，520.001 

1，394，682.60 
1，290，544.50 
2，953，210.00 
244，232.90 

23，244.71 

3，687.27 
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~è 7.ι :r: 'li 
戸 線 自 己 水管投

機子剖水営資

自己水加庇ポンフ設備E若
手E 二C :m: 式

5，882，670.00 

2，500，000.00 

2，切0，∞O.。民
3.500.000.00 

2，500，000，00 
145，500，000.00 

I -I 14，5ω，000.00 
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(456 ) 第:14車両第4@jj拡張工事

(3) 財 i原;叩 31

源

事業費 j[主lふ補助金115交補助|志 位|孟ム 14Ji;2宮ZI合 計

liihiLJ…調二[…q- いiiiit「ぷ雨lii示。

(4) 資材利，!:

l'i 材名 要|単位 I*" jj:: j 

1ト ン| 川|木年度所要セメント迎合軍から放附

釧 グ 1 80 I 

キ材i' "ρ'/! 335 I 
管グ| 幻

1，叫 1，恥りメ一トルヒユ一ム管 (4キロ咋削管酌) 

8問。|
107，0日O

セメ 、ノ

特

鋼

鈎

線 鉄

材 " 
ヒユ ム ~S; " 
オく 材

ガソ 日 ン

宣z i!ll 

コ グ ス

カ

ノ、

ハイ " 
ぎ ノ/

摘

60，000 

40 i 

12 

6 

ついで昭和24年(1949年) 8月8日この洛成認定について次のような巾請書を提出した。

なおこの国主11補助については昭和23年度においても 1"]様認められ，昭和23年度20，000，000円，河

24年度 20，000，000円計40，000，000flJの補助を受けることができたが，その後は認められなかっ

た。

247](庶第176-r;

昭和24年8月811

横浜市長石河京市

厚生大臣 林 誠治殿

昭和23年度水道敷設事業竣J}J認定並残存物料使途認可申請について

tf記事業の竣ザJ認定並残存物刊の認可を受けたいから関係書類初添え申請致します。

(1) 事業資精算額調

三竺 '!il型IllI唖亙L型空旦翌」?-吋型」国庫補助問1額

即日o， oo~ I 1印刷 0011 2 日 O叩 oo~ I 164，189却に 20.0ム孟



第 3'l，'<工事の準備 (457) 

(2) 珂庫補助金受入調書

国庫補助金 受入年月日 捕 ~ 
同

5，462，000 昭和23年12月24日 昭和23年第2，4半期

6，969，000 グ 24年2月26日 " 第3 " 
7，569，000 グ 24年5月2日 fノ 第4 " 

(3) 事業費精算額財源調 ._IJ:

'1>業精算額
内

国同f補助

説初

出

〉

酬
町
山
町

内
同
は
月

川
円
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uw
∞

(
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∞
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ー
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一
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側

一

問

一
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一ω

一
(4) 事業務成訓!~;

子別:1: • f:__1 n，，~N，þ I拙 I)~位 I )~伽金 ?|童|綿漫|
E1l!"M4104醐!

1 池 浦叩ω100ρ 望号度からの設

i小型ずい道工事 833メート 373730684 31，429，659.560j! rr 全ト長ルの5，出う70来ち3高メー
23年度

導水管きょ工事 524l M 14，413.9911 7，552，931・022直営 2全ル3長年の度う65ち以4来メ高ート

雑 I 784，167.071 給給久保水水沢，維大大持島島部部落落

沈工でん場事 11，480，505.373 

126.543' 10，123，400.133 

主え5ん5堤メ長2 メ{トル

えん堤.5最メ高ー
貯水池築造工事 諮負 14 トルl

有80効O貯，0水00立量方メ

ートル

架補 空修 工索 事道 1，140 直'[!f;

i給時 i持水ヱ工車場事 370 774.324 286，509.00日 請負

雑 コこ: '1' 573，117.370 そえんの境f也地盤調査

導水工事

値判
導水管敷設工事 5001 " I 42，630.2111 21，315，105.342 直営 lヒト，6ルユ0鋼0{ミ管ムリ管おメよーび

川路井測西谷量i由工導水事 7，180 " 59.3361 426，0313印グ



(458 ) 第14編第4囲拡張工事

穂別F iJ在|形状寸法l数量i単位|単 価|金~ 額|誌|摘 婆

lt品目1--I~'詞tj……副 976.3雨戸i
品Yグトト高 I I叫本 I3，930叫 明則 5971直営

3，001，335.646 

坪 14，733.571 928，215.0日目 3坪むね(1むね
21T1') 

" 9，063.333 543，800.000 麻庫j持1セメント倉
むね

415，964.1961 他川計井量量器水上池犀上そ屋の

1，063，551.450 井西そ谷のセ材他メ料Y倉ト路倉庫JIl 

49，805.000 セメ Y ト倉f;!1震
燈工事

1，624，275.060 

" 6，558.800 導ft水管置Jl1換地

1，617，716.260 量産思議望号詰

噂水路築造工事
用主要材料購入

2，405，7お .75司直'自

419，561.395 

7，678，257.198 

|平方 8.1川 3，452，691.490 424 メートル

雑 ~I 

浄水工事1

急速ろ過池築造

枕でん池
築造工事

薬品注 入所
築造工事

lYl7](i也築造工事

1，37白か 2，572.240 0

8
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Aυ 。。 227，029.2801直営

72，396.8日3

6，147，911.8191 

叩 35.8561誼活|
1 2，533，ω0.2341直営一;

司昔日言r'1負i

車1， :c '1> 

自己水工事

膝榔 75馬力
ポンプ設置

星川 75馬力
ポンプ設波

560ミリメートノレ
460ミリメ{トノレ
配水管新設

400ミリメ{トノレ1

! 460ミリメ{トルI

配水管新設

100ミリメート Jレ
配 水 管新設}

200ミリメー 1ノレl
f'ie水符新設!

建物費I I 
公舎新築工事

倉/lfi新築工事

1，0951メートル 865.009 子

」
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1481 I! 741.52副

ポンフ J~そι 也
新築 工事

工総修物残

雑 工

補償費

補 悩

3、草水管敷設工事
用1，650ミリメ
ートルヒユーム
管

セメシト 900ト
シ
丸鋼60トン等

留柱移設，電力
設備111弁量水池
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11也 11.55メ{
トノレx9.35メー
トル

i土でん池 11也
前年度分からの
技工事

薬品注λ所電力
設備
土拾場整地その
f也



1A13f;'i: 工事の準備(459) 

:11一円-4-J:斗劃一1m 'JJ! 

器具機械新調費 991，274.750 

ρ {妻絡主空 121，499.000 

1，043，051.590 

1 147，843，118.3ω 

1 21，126，603.9101 

1 22，272，413.100 

1 100，664，000.9801 

3，780，100.400 

1 16，346，272.720 

164，189，391.1101 

諸 費

工事費z

tj材和 史

本費訳内 労 務 1~ 
役務 1~

雑貨

I 1 1 I 
合 計

(5) 使用資材内訳および残存物1'1前山
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↓
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石 E量
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ヒユ{ム管

軽 池

82，900.001 

24，510.00 

昭和24年8月15日

7，050.00 

横浜市長石間京市

厚生省宛

昭和23年度公共事業年間実績報告について

本市上水道地縮改良工事の年間実績報告につし、て}Jlj紙の通報告致しま寸。

公共事業年間実績報告書

横浜市水道局
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i旦王 H! ~ Ij I _1.91_ '1'型空空J旦三旦一一一一空Jω む型号室I I Il~資材名
すli 1持忠誠| fitfbttlfZfiiJ1 i務|資|両信EJ

;すす寸llli:1-1，函Uプ77レ 833.;<土下"司 百戸1 函!?11
業 i管き主工 jf1 2∞メート川 304メート川 152%1 別主!T_(--I一一一一一副

完瓦ιJ21生担よ!ふーん-JJ 雪量|材 19同一一
j管きょコ:'I( 1 220メートル 230メートバレ，1 104%1 
1出 水 路 1 100メートル o 1 0 I~ーニι=二τ二二二---

j北|哀示-El--部て--r;;r-繭戸下~1---------9研 IUSIIK :0-1空土旦
全主主主 生1_8_/里(1:主主!日 型金主叫一一一一三空回|ヲi111司熟練者i87，815人
560粍自己水~1jtlifi出 541メ{トパイ 1 1 . . .-. --1 

度目竺乙三一二-----旦とと日一一一一一1 Illff不熟練者1223，001人
400 I! 11 グ 350メートノレ 1，134メートノリ 1 "'r 1-'-.--1 
10011 /1 ρ| 3 1，mlメート川 | 務 1 ;;1' I 310，816入

団高扇子示!E一一一一一「 1 --l守 1----1 
ポンフ・設設工事| 山中'nl 2か)ilil 100%1 1 

I[割引業 4五必「量五五rVI(:i(1叫んll1I /J，司事務雑費

瓦 dJ-瓦h，miJn!ム示;Lii日示i。日示~I山00， 0001示。0 ， 000

;示JJ-一一!示示副示瓦ム 3，780，2…|示ji一一43114ii:;4L1;ιムム

'tf 

金 1--------1.:.- ---j Ic一一一一一寸 1-，- 1-，---一 一 IA IA I l凶差引残 額 111，611，61519，033，5叫 2.239.4州 2，474，3901 2，343，11到1，846，2721 4，1田，391

~31 (1) i~*戸時ネ千円以被害を干潟するl 

:l竺??竺す干何1 lJ!tEl!i:iJl~ 47，000，000 I'l 'ii:WI1Tる

(41 時間給水区域の制限解除

3 財源の年度ZIJ収入状況

上記のように起債，国庫補助および川崎市の分担金について収入状況を予算と対比して表示する

と次のとおりであった。
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1，3501 -1 ー1 1，35む
2，1001 -1 -1 2，1001 
2，3001 -1 -1 2，3001 
3，6001 -1 1，0001 4，6001 
6，0001 -1 8401 6，8401 

20，000 
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第4輩工事の実施 (461) 

第 4章工事の実施

第 l節起 〕二 式

諸般の準備ここにまったく繋って，昭和15年 (1940"f.)P月28日，吉日を選んで西谷浄水場にお

いて第4回拡張第 1W)工事の起工式が挙行された。

定実1)神奈川県知事，市会議長その他多数米安飾品13のもとに神事おごそかに執行され，市長式m~，

水道局長工事前回説明につづいて知事， ili会議長の祝討があって正午過ぎ閉式，ついで開宴，木市

市勢の隆盛をを祝福してi技会した。

第 2節第 1期 工 事

着工当時の給水事情と施工方針

第4回総張工事15工当時の水道施設は水源設備が第3回拡張工事1JHZ期工事の洛成により，道志

川系統古山水rlhiにおける認可ぷ~大1低水iUF秒1.97立方メートノレ (70個〕すなわち 1日170，000立

方メー lんとなり，大島臨時十品水設備とあわせて 1日308，000立方メートノレの破水能力を有G，昭

和19年 (194M!')の恕定配水訟をまかなうに足るものであったが，導水能力は昭和6年(1931年〉

1Jf-C3@H主張第 1JUJ工事において， 日:hl168， 000立方メー l ルを悶 j主に内径1 ， 100 ミリメー l ノレ活~7j(1ま

の敷設を行ってから10イトを経過したため，すでにiffizK:lli:不足し，昭和13年 (1938年〕以来南村およ

び今宿において加圧ポ γプを;没泣し導水訟の地強を図ってわずかにしのぎつつあった。またi争水施

設としては道志川系水質が治下手であって，大向水泌が伏流水である関係上，ろi@J速度をあげて対処

することができたのであった。 tf:同施設的には導水施設が最もあい路として取り放されたわけであ

った。

当時の 1日最大四日水量と設備能力の関係を示すと次のとおりであった。
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上記の事f古から，昭和15年く1940年) 2月第4回拡張工事の事業認可に接すると，ただちに一方

では路線用地の測量;に着手し，もっぱら施設上の弱点である導水工事の緊急』包行を図るため，各種

資材の受給獲得に努め，まず内径1，500ミリメートノレ導水管について1，000トン余りの鋳鉄管および

札000メートノレの鉄筋コングリート告の発i主なした。この内径1，500ミリメートル導水管工事はその
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起点、たる相模原町下}持に減圧ノ，)~そうを築i1l ~， _，-. Hfi 水'\'iCi) !~ll!(，. !てJ刊11からのノ{riJくをJ¥fJJJHさせるとと

もに，iSiJ水そう以降の浮水管内の泊代圧を低減して， !可水そう下流illU6，000メートルにわたる低圧

部に時局がら主主管H:':日lとして鉄筒コ Y7リート匂を数設L，以下川井までの3、700メ 卜ルには鉄

管を安府することと L.，この工耳を急J，il:___た。

内哩1.50:' ミリメ{干 Jレ鉄僚コソク J ート管は三本の重量 4 トンにおよぶもので.とれの記長-~~'ì

.:'(-刀品質 J:からも IBI蹴て4あったので，発ì~~ の際の条件こして木市より敷地を提供L，相模原町大野

地内水道線路沿いに工場を建設させ現場で禁管させたa

しかし~~*:ßの急迫はそれらの工事を待ついとまもないほど急速f首強の必要があったので，沼和

15年く1940if'.)早々 に上流制導水守および，111井~西谷間導7](1;'(にそれぞれ大島および今唱におv、て

1J Il EEポ γ プを新IS設し，昭和国~16年(，194日~1941年〉の夏に対処した。昭和17年 0942年〕には

rl:;jをし5∞ミヲメートル鉄筋コングリー 管敷設工事を延長 3，口00，)~ } jL-!JJ!J設し‘既設内径 1，100

ミりメートルユ~*1~ と述絡させ，また川主l'~圃谷聞はf;'t設 1 ， 100 ミリメートル~~;)'1f;[[ポンフqの動力

を380尽力より 800馬力に強F己~， 18271，68日立方メー i、'/の導水能力を有するにいたη1日最

大256，23日立万A ートルを配水した同年夏をなんら支持なく給水することがて♂きた。

L 7)"" :__第 2!J: lIt界大q，~{王っ発以来生「行自強のための工業J刊7Kの需要倣W: L_"配i(量消却の1事前]は

F12}よ目、1に消しいものがあったので， E主余の叫7)('0:工事についていっそう急施を問主，~、警に迫ら

れ，鉄n:コンク)ー l管月セメン、および鉄筋付の特別配給方ならびにその〈手について躍起の詳

走を L，翌日是正(1943年〉玄までに減圧水そう以孫6，000メ← lんにわたる内径1，500ミりメ トル

鉄筋コングリ- i'-~<;工事を終え，そのドiAt/!l~~と前年来会1設仁j:: ，:';:つ|勺壬 1 ， 500 ミリメ -1 ノレ鋳鉄管工事

の進行とあわせお付ポンプ湯村i庄の]二流三で延長自，125メートルにわたる ;'1径1，500ミり p ー卜ル新

時水管を敷設して，既設内径し10口ミリメー iノレ主主水WI，とifNiさせ，また7(，1，¥)において既設|司i圭36

fγチ (910ミリメー iノレ〕埠7)(ri'にも加圧 j，ンプを絞り付け，ユ早水能力は 1日308，16C立方メート

ルと会ヰ教な t~íJ告を示し， R::r-における 1日最大犯水量262，102立方メ{トルをも僚にまかなって余

りあった。

上記新呼水管敷設にともない同区間1における iiL7JJの導l(!I~\!である内径181 yチ官〈創設水泣敷設

のも0::)i'l:.不mとなり 除去しi也に汚どうす主目余裕さえ子寸にいたったほどで， fiJ19年 ~1944年〉も

20年 C19~5年)も尊水量Ii:配7."\.'jうにすJ'~て数宮間にはなんらの六安宅示さなかったが，市清にお 1:;- る

ホの需給は急激に迫った地切、防に幅fl~ L i.ニ給水需要のだめ 2[ii:~ß~ァkFR誌をもヲて Lてはみたし得た

い地域も生じ，一日刊の-iI11に給水ス良地械を生ぜしめたことはやむを得ないことであった。このf32

7)(事情;こft[JL 当時鉄鋼配給統制l の jj~{tで新苛の入手:，j:すこぶる困難ではあったが，さいわい第 3[:

拡張第 21明工事に主る久保沢ずいi誼の速水に.J::って不用となったその間の導水管(1'"径36インチ 3

22インチ， 18インチ〕をiill~去し、斑計画の配水管工事に転用して配水の強化を策したa すなわち昭

和17年(1942年〕にはおりから内務省jにおいて雄工中の第2京浜田i車工事の進行にともない，東神奈

川駅商に主り ~t迭する同聞道内;こ内空 l 点目ミ')〆~ f Jレおよび910ミリメー 1.Iレ管を延長 1，700メ

{トル敷設した。
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浄水:[:'1¥:については一応品川IJに弟子したが，配給の主要資料を E立点的に導水工事に光足したた

め，勢い資材不足から工程はII延々としてi並行しなかった。

第 3節第 2期工事

1 事業認可

第 4回拡張第lY羽工事のjfi工以来その進行に努力を重ねつつあったが，非常時局の進展はますま

す生産の増強をw訪してすこぶる念なるものがあり，京浜工業地帯を給水IKMにおEする木市水道事

業は工業用水供給について霊大な責任と使命を有する関係と，昭和18年 (1943年〉を目標とした第

1期工事の施行のみをもってしては不「分であったので，これと不可分の関係にある第2期工事を

も実施し，一貫した工事計図の遂行を~ß急に必要とする事態となった。そのうえ本工事の水源とし

て分水を受けるべき相模)lli可水統制事業の滋行状況からみても，その受水態勢を整うべき時機にい

たったので，昭和15年 (1940"1')12月，昭和15年度から同20年度にいたる 6か年継続事業として工

費14，500，000f工J(うらJ1I崎市負Jn額 2 ， 850 ， 000 円〕の百~4 問拡張第 2 J明工事官1I函を市会に提案し

た。 Tli会においては木工事の重要性にかんがみ特に特別委員会を設けて慎重に調査をさせた。委員

は各所のずい道工事などについて現場調査を行い，翌日年 (1941年) 2月の市会において原案を可

とする旨の報告をし， jtT会も i前坊ijJ~n誌なく可決した。ついで主務省に申訪~，昭和16年 (1941年〕

3月その事業の施行認可をうるにいたった。

本工事計iillの予算は次のとおりで財源は川崎市との共同施行分に対する同市負担金 (2，850，∞o

円〉のほかは1;(¥1)羽ヱ事同様すべて起債に求めた。

第4回拡強第2期工事，ヱ事費内訳

1 工事 費

内訳 l金額
悶

14，500，000 

13，599，000 
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5，000，000 

1，452，800 

2，908，000 

738，700 

1，948，300 

274，600 

2 事務 質

950，000 

134，950 

191，65日

901，000 

給
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需

〉

〕

〕

1

2
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料

給

焚

262，575 

400，448 

用 237，977 



C 464) 第14編第4閑拡張工事

2第 2期工事@着工

1lT1和16年 (1941年:; 5月諸般の準備が哲三うにおよび，開，県，とtt元町村および木刊の関係者多数

参列のもとに長大な起工式が行われ木工事の前途を祝摘した。

ここにおいて第4回拡張工誌は第 1則および首i2WJ工事とも河時施行のかたちこな'，'知 2期工

事におし、て:1緊急にその二f!iij(工事である洋水すごい道工事泊二の襟備に入り ずい道中心綜の地]弘

斤Jj白および地悦調査などの別金および試掘を L 設討を名山、で，昭和16if(1941年〉末JlIく主弓や

くこれを終えるにいたったコその概要は相模JIlì可 7}c~~[~!j!f事業の津久井分7Ic i也を起点とし.相模原沈

でん池にいたる総延長10，360メ{トルで， うちと[jiE引り下:)l?，N分オ池までの 4，166メ{、ノレは川崎市

との共同』包設として，その1司法を扶径引とも3，5メー 1-/レとし，分水泡下Wm1J6，194メートルの本計)

単独随行分l土内ildfmとも2，6メート叫する設計で，計画j組は上流f明大型ずい透4001阻"流

11111小]t~ずい)且2001匝とし ， -r~大流量はそれぞれ600個および300飼主で流下しうる儲遣とした。

20工事は昭和16Jj'(1941 Jおの歳末に入札に ~'J' L-，工事所要セメントてiE杭の条件をもって金3，550，

000 fIJで味式会制熊谷組の活Jしするところとなり， ~;.t175r=-く1942年)1 P] 15iJ 消工した。またずL 、

追T流ItlIl の nlU!~?土でん池については昭和16{1- (1941年〕末 JIlJi由収Hlのた白地元との折衝を絞りた

が，その j:J iìln= l'1~1世j に陀'í[i士 r~ キ 1'1の開設にともない，前~r~~村の1(:î合一科がI司tdl兵場月]地として広

範に買収された1)fJ係じ ~_1)t地の滅φをJ1Nli に 'tl収に応ぜず， i日持¢つり!こげを図って幾度かの協

議にも"ltiY2を市LT予劫に決しなかった7，1':.，当局の熱意と半年以 iにおよぶ説得にようやく協調成っ

て芳江7-{1牟(194Z{!っそうそう:n収を終り，阿If.3月4!:Iにじij;でん7也工事のくわ入式を行い， r司ゴ民
事m材料運般のため相模鉄道m~~-í府釈に 111応、引刊の材料税幻匝11斜を特設し z ぞれより ìtでん池敷læ

まで架空索道を設けた。

かくして fl"、辺工事l土計 ~fi)i也行によ IJ ， iXでん池工事は直'r;iDitif:とし，それぞれ工事現場付近に

ft~坊を設けて人夫を11\(1'1' L-着々と工程の進行を濁ったが， ζれらの工事はコングリート工事を主と

する関係上大認のセメントを必安とl_.，また骨材である砂利 紗のJ保取や日I!!般にガソむンを必要と

するため3 これら資材の入手についてはおりからの戦f与配給Hdtituヰrtl1tのもとに_， ~il(:Jf;優先に支配さ

れて，コミきな:，~'):iを重ねたものであったロ資付関係職員は勺務省，商工~r ， !Ii~庁，統制会などIY-'H系

官公署に日参し，配給の懇1清iETItりlこ努め，またセメントヱ院にI-U向し1てHJlffjを依頼して入手をW供

するなど活発な迎劾を続け，ある n~!i' はれirp司県呑存のセメント工j誌にまで出張して出荷の促進/]につ

いて運動するほどであったn そして次のようにセメン lを入手した。

セメント 入 手 量

年 主|初 当長 1 入手 j主 J向 %t= 

昭和15年度

I! 16 11 
11 17 11 

'1 18 11 

1，. 19. fI 

/f 20 fI 

トン ，~ 

3，480 
1，760 
3，730 
2，800 
3，600 

1，561 

3，480 

1，760 
3，730 

2，682 1 設設118トγ打切り

2，551 1 9叩トシは軍需管理部よりの山市守指図書が得ら九ず打切りとなる.

1，561 !第 1 ・ 4'!とIt~"て
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導水ずいi立一仁 ilfi，lIiH11l71，1. (19421，ド) 1月活工以米， に事i¥'備および仮設ユン1':1こ11、j'1r:''{l( L-，そ

の:qはずい道総延長 10，360メー lルのうち民設j草tJt6，700メートノレの品1:;jsにとどまったが， 1別手1118

"f，(1943{1' )米には導坑似進10，120メートル， うち切鉱1:f5，100メートル，巻立 1，600メートノレとなり

昭和19年(194411')末には導坑は貫通し，切拡げは7，243メートル，巻立4，103メートノレとなった

が，その間多誌のわき水に悩まされ，あるIr!jは暴風雨のためずいi直は満水して棋の升戸と化L， 2 

か月余も1'1'*'1 ' 11 のやむなきにいたり /~~m もあって3 緊色、に秋弱地般のコンクリート士号立を必型?と

したがセメントの不足から~í:1のごとくならなかった。

当!市としては当時涼水ずい道に主力を集'¥1し極力その進行をはかるよう努力し，あるいは横須t-l'

海市よりの給水[11l_-HIIに仏、じてその資料わくからの応皮を得んと図るなど，あらゆる方策を講じ工

事の進行をlUIしたが，物資の入手抑止に加えて労力もまた応沼，徴用， '11ι(1UJ気の引11<きなどによっ

て従事人夫が減少し，工fS~は遅々として巡まず半ば停止iK1t~に陥ったIhlj:，昭和20 11' (19451の 5月

横浜大空襲により木工事もまたーIk]:中止のやむなきにいたったのであった。

告54節第2次世界大戦と白s4伺拡張工事

第 1~次計画褒更

これより先i山和16{f(1941年)12H 8日突如として日米tJ脱出の火ぶたが切られた。当時ヨーロッ

パで戦われていたtr~ 2次欧州大戦と大陸における日文事変とが一つになり，さらに大きく輸をか

けて，日本とイギリス・アメリカ問の開戦となって全[1げよをおおう第2次世界大戦へと務行したの

であった。

このLill の~"!亡をかけた)， iì'írú戦のために，鉄J.111，セメン!などの主政資材に I~Jする入手上ならび

に使用」ニのWIJちゅうは一段と強化され，入手紙はいよいよ深刻となって， 11";lcな数主lの資材を必要

とした第 4回拡張工事はとうてい既定tH凶どおりの遂行は52むべくもなく， r!~j:mJの転換に沿って計

闘の変更を行い，規模を縮小するのやむなきにいたった。

すなわら，まず第 1 に川崎市制~の分岐点、変更にともなって合同施行によるずい道延長が短紡l，

分岐点以降は木市単独にて断面な縮小して施行することとなり，また時局の影響を'又りて鉄材の使

用節約を図るため j早水:I'~;低)_E部には内径1 ， 500 ミリメー l ノレ鉄筋コングリート tr-~;をなお l条!~設し

て既設鉄管を撤去し，これを市内配水i主に転)IJL ，さらに四谷~)lljHUlの導水管は事業沼可条件の

意向日い，ドW~を考慮して既設線路とは別途のノレー l に求め，仰印刷こ鉄筋コングリート管を使用

L，沈でん池およびろ過池をJは小規模に約小して資材のt(ÎW~を図るなど，叫んjのHI:砂に巡jむした計

画変交をするかたわら物価・公金のí(_Grr~.; 'L流しくなって，工事授に不足をきたすにいたったのでそ

の地獄をJJII味 L，Il{J手1119年 (19441，1.) 2 )J;iH~iの変質と自包行年WJを昭和122J j. (1947{1'.)まで繰り下げ

第 1J告]， 51¥ 2 JUJのIllij工事を一服して施行する計耐i擦を市会に上程 L，その協賛を経て主務省に中訪

し認可を得た。
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第 4回虫張費計画変買収支計算書

rR 入

償(皇室 8001 2，700 
8001 2，700 

5，000 
5，000 

三r空(}|£(三Liz1~"~ 

iii;14:;j;:i 
科 目 l回目l昭 和li /~ I :~ I 

一一 I_::_~~'~， I_ ~竺堅1_ 15 16 i 
チf'll 手悶j 千円

舟 t日人 I~定 1 50l l，∞o 
E ~L 変更 -1 5日i1，000 

計

出

目|回1M

i53141 
品 l 品 1 {~ 1 

z，J品iz，Ea2.3
品|品!£ 141£!言

千伺

10，3日目

14，500 

34，0日日

第 4図書官張費計画変更増減内訳

費 目 zにl訳elt割Lg滅合ーII自 主主

円%

総工授 2001 8E 

2工事費 2001 93 

4f加即Li醐討「 時 トル誠水工掌 j路E530帥，ω015，940川 恒0，000ム152川 i-16 1，ω'2，叩 115lIl Lメ1ー旦~長
メートル増

ルヒユーム管増
導 0メートル
工司事E主削 6かt一開，0設圧トD 

ポシフ 3かjif

i工i'~í~ 事 y1k2 2，010，1002，746，000 735，9日口 52，700 司 683，200 931 {罰16J泌~IMに詫変iZ:更に変な更きも

壁;智百工日 事 7政k 6，474，3008，773，000 2，298，7口0 300，7削 1311，998，000 871 {t~Q b~額ト目 立ン
大に

建物資 653，0日日 16，000ム 170，叫0:-10同寸 186，剖O[l168i1建急取JA止5過め百に飢よる4誠防
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この計画変更のねらいは時間の影響を受けてまず鉄材の節約に重点が位かれ，次のとおり鉄管の

セメントの使用地はやむを得ないものであっ使間を抑制して鉄筋コンクリートt¥'に干与えたもので，

た。

[託ìlli減圧水そう・大野間6， 000 メートル区間に内筏1 ， 5日 3 ミリメートル~}，Mj コングり←ト管 1 条をさらに増1 

'iGi:l，同区間]既設内径1，100ミリメートル鋼管および:36インチ (910ミリメートル)鋭鉄佼を撤去し.ih内配

水管fに転用

西谷・ JII井聞のうち5，000メートル区間に内径1，350ミリメートル鉄筋コングリート告をft核使用2 

鶴見配水管に一部鉄筋コンクリート管を使用3 

以上によって資材は次のように節約されることとなった。

減ムf目ヨl変更設計所要拡 ; 差

トン | 
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1，3日O2，3日Ol，OC日線鉄

次に工事費のょにからしても鉄筋コングリー i谷工事は次のとおり鉄管工事より低限で工事貨の節

約に役だった。
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またJI1崎市とのjYoj係によって大型!ずい道の延長が減少しく大却!ずいJU1メー 1ノレ当り施工'('/620

円〉ノトlillずい道の延長の増大く小型ずい辺 1メートノレ当り悩エ1'/500jlJ)したこともずい道工"11:t'/

しかるに埠水工事授において延長6，000メートノレ区間に内径1，500ミリメ -1ノレ

鉄筋コングリート笥 1条をIifiE没L-}f;eのド!l¥lのほt泣治撤去伎をもi'IlJ:.したとはいえ，白11記のごとく

の減額を招来した。

なお工事総額において37匁に当る 9，200，000FIIの地愉工事費の大幅節約があったにもかやわらず，
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となったゆえんは，すべて戦争以来の物価，賃金の尚騰に彩縛されたもので，詳細!にその初会を検

討すると， ~F{illì伎を含めた場合増額の885百までがi直一二がりによるものであり("術的を合めないJ;Ðj

創設ヨ竺立i息i訓 JζよJ.，J¥;i蜘恥糾芯ぬる。

¥ 海軍の給水増強要望と金沢方面配水管の強化 j 

、一一寸笠間紅花汗Lでそi時iEItUE17Z7両i五五1937年〉横浜司I~，こ合併と何時に水道給水が関
始されたのであったが，その後の発肢にともない配水量増加のため，同14>1'-(1939&1'.)には上大間

に1J日圧ポンプが設註された。

しかるに大東亜戦争のぼっ発にliij後して，従来住宅地として発限しつつあった同地域は，横須賀

に近JHEの'1>1，';-からにわかに軍部工場地t併として大工場の建設が目だって，エ*発展の急述な開発ぶ

りに水道需要量も急激な増加在;示し，昭和171.1ミ(1942年〕にはさらに加圧ポンプのi官設を行ったが

とうてい配水量の増勢にはおよぶべくもなく，線本的に配水管のtli設が必要とされる事態となっ

た。 こωのよ目う刊州川な幻削同il吋札l埼i仇， 煩鼠'9予叫ド) 3 月胸3ω0日峨砂航伽胸11f必制窪須郷lぱ仰t

用i巾ドの給水は水主設t:之rマ支椛bぷ:あるのでI増自削5強虫するとともに， さらに 6月末には10，000fこ/恕皮の分

水を受けたいとの'1'入れを受けた。

1黄施第28号ノ22

横須賀海軍施設部長

拍1'( in -I1J 長殴

水道水分水ニ関スルi牛附会

沢市水道ョり給水巾ノ磯子阪給水ハ能力低グ使用上支障有之候条至急増強方御配慮ヲ得度就テハ木給水ノ外

史ニ口 Ht)O，OOOj也ノ給DH内ニ於テ米ル 6fl末駁ヨリ分水利受ケjA希望ニ有之能否ニ付範囲ノ御回示ヲ得度，

1，1，'J川井浄水J};)21リ分ノド巾ノモノモ使用益次第ニ増加セシヲ以テ日量約6，000~程度迄分水可能ナノレ総増強プJ

併セテ御配慮ヲ得度(路)

本市当局としては，かねてより金沢方面配水管増強の必要を認め，すでに拡張工事の進行にとも

なって不要となった既設導水管内径22インチ (560ミリメートノレ〉および 18インチ (460ミリメート

ノレ〕管を撤去し，昭和19年 (1944年) 1月以降同方阪へ配水管の増設工事を開始したlたであったの

で，海軍よりの申し出を快よく受け入れ，逆に本市が最も↑尚みとしていた第4回拡張工事に閃し資

材，資金の阪に海市の応絞を受け工事巡行の~ß}J とするにしかずとのtflH市に達した。

ここにおいて当初上大同ポンプJM以降に内径 460ミリメ -lノレ管敷設の言i間在さらに1羽区弘明:;'_'i'

rIi泡終点にさかのぼり， 1"]所における既設内径 18インチ (460ミリメー 1ノレ〕配水管から金沢町瀬

戸検まで内径460ミリメートノレ〔一部内径560ミリメー iノレ管〉を延長することに変更し，上大I'ilすに

はさらに75馬力電動機底結加丘ポンプを地設した。

従来の20馬力直結，1、ンブが14-J私l¥21メー lノレ容怠毎秒51リットルにx-.]L，新設75馬力i直結ポンプは

揚程24メ{トノレ'作Jヰ毎秒 150~ッ|ノレであったので，加1上ポンプのみにてもその治3rt1は許しく，日

開¥1における綴浜海軍航空隊の4踏にもノkが/J:l1るようになった。
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しかしながら木市としては乙の配水地強工，jlは，jH本的には]医水設備以ドの各純設のH泣強が必:虫

である 'J¥↑}lJをfZti;fif1出邸主:i)ii'jに訴え， ~~4 回拡~K工事について応援方をこい，ことに Fい道工事片j

セメントについては海草配給わく内から6，000j. yの文給方を要請した。

この交渉の進行につれ横須賀海軍施設部長および機関参謀なとの横浜市水道施設および第 4回拡

阪工事の現場視察となり，海軍当局は悦祭の結果横浜水道施設の規模のスきさにIIiliせられ，その後

は給水ni])lQにいっそうの関心を村ら，昭和19'1'(1944'[0 9月4日にはさらに次のように分水増強

に[到するj照会に践した。

制鋭機管M~53'，~. ノ 421

咋111119&1:9 )'1 4口

横須賀鉛守府参謀長

横浜rJ，' J正取

fW!IIhili:if北へ分ノ'Jd首強ニWIスル刊日立会

横須tY~J1守IIWi'下海lF諸施設所要ノk盆I自 ÎJI1ニ {'I ヒ笠利谷ブIj[削ニ:kJ シ本年 8 )1 以降持iiJ:~HJ営水道ヨり 1 日 Jí.i:大

10，000立方メートルノ分水ヲ相1::l:グルコトニ協完成二:ぇ:jjUir!I ニ '{C， 之伎処今般吏ニ左記ノ i且リ分ノrJd\'l強ヲ得J.1U~

込ニヰJ之候条右御合ミノJ二施設ノ整備等可然御配慮相成l立

退問目下施工中ノ横浜市第41白水道拡強工事ニ対シテハ分水域強ノ為可能ナル限度ニ於テ所要資材ノ入手ニ

関シ協力可致候
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この海軍照会の水盆についてはもちろん配水上支院ないFY皮のものではあったが，当局としては

ィ従軍の本市水道への応援の限度が問題であったので，その問にもこれらの問題について細かい折衝

がたびたび行われ，木市は当時最も困窮していた資材の入手と工事資金確保について海軍の協力方

を依頼した。こうした交渉の進展はついに海l[f当局から金も1j_11そう，資材も続供しよう，しかし水

量に対する特別料金契約を締結せよというような話となり，次のような分水協定三!?を示してその仏、

訟を求めてきた。

横須賀鋲守府 f!Vi浜市 分水協定詩集

横浜市営上水ノ縦須賀プ';UH海軍各部ユ対スル分水ニ|別ンj由主imN;'nHト俄浜市トハ左ノ協定ヲ締結ス。

l 横浜Tliハ其ノ I水日在日50，0日目立方メートル以内ヲ机須賀鎖守府Fn首各部へ分水スノレモノトス。

iIIμ:ri分水ノ受給地域， iIE大分水損，分水開始j則及分本1也市ハ左ノi盈トス。

受給地域 I 1日最大分水量 分水開始 WJ I yノJ、 ノk i也 t片

立方メ四トル

10，000 

叩者叫i4111||世話瞬間調i10，000 

機 ;1E!I11}止u 10，000 Y2 12fj l El l }titiRII1磯子区金沢泥f色町
20，000 グ 22:1:j'.4月1日

計 50，000 
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tiii頃ノ分水量，分水開始時期等ニ{寸天災其ノ他不 îirfJL力等己ムヲ得サル市山ニイより変りiヲナスコトプルモ悦

irtl1iハ其ノ責ニ佳セサルモノトス。

2 横須賀鋲守rf.fハ成浜市水道!'X~4 閉拡張工 J\予算額37 ， 934 ， 915['1 (11ii利19{fl立迄ノ:r::Ji 1'il J i Wニ対スル経過

利子1，134， 915~1 ヲ合ム〕ノ内525刀 pJ ヲ工事1~ ノ一部トシテl昭和19年度中ニ槻it~iIiニ交付スルモノトス， uIj 

Jf~交付額ハ工事1~ ニ一昨シキ変動ヲ当シタル場合ハ村算変更スルコトヲ得，分ノ'J<. ニ必要ナル施設ノ改必，災~;rr

1，¥i1日当ニ主主スル経費ヲ生ンタルトキ亦同シ。

3 分水料金ハJj lj)主契約 ~l~ ュ i1<り之ヲ Jî2ム，iJlシ分スJd止日翻30 ， 000立方メー i ル迄ノ、 lìíJl}'~交付金額ニ応シ特JJIJ

ーノ考;I\意ヲ t~スモノトス。

4 I員須賀銭守n:l~、航iH íliニ対シ可能ナル限り 1民浜市水道zrE 4 I包111"，1，工'1川]資材ノ入TニWJシ斡旋スルモノ i

スb

r.H諒師事 lTi

繊浜市水道附和19年度エーJiニ婆スル資材ノ内「セメントJ6 ， 000 魁ハ海軍守IJ~í物資枠 1_1 1 3 リ横浜市ニ対ン"t

ノ枠ヲ分割スルモノトス。

昭和年月 IJ 

横 須 賀 鎮 守 l{l

横 i民 111

この分水協定書:について海軍の1m:のうちを推測すると海郊の所要水量日置50，000立方メートノレを

確保することが第ーであり，徴浜市が第4回t広張工事を遂行して日量 366，6C日立方メートノレの施設

能力を千lするにいたる岐には，この50，000立方メ{トノレを獲得するため， 366，600分の50，000すな

わら第4回拡張工事費37，934，915円に対する5，250，0日OPJを木市に提供し， 1日給水笠のうち30，000

立方メートノレ分に対しては工事費提供に対する特定料金とする。その特定料金算出の基礎は昭和18

年(1943il')皮水道事業決算額のうら料金徴収関係の!(!IJJJを除いた経常経費を年総自己水量で除した近

似1直l立方メートル当り 4銭をもって給水を求めたい腹案であった。そしてそのためには第4回拡

張工事についてセメント 6，000トンをそのわくから支給し，そのほかの資材についても応援すると

いう条件であった。横浜市としては第一に総施設の 1割 3分に当る臼量50，000立方メートノレの水量

を横須賀市域を含めて海軍のため分水するということに鈍色があり，ことに金沢泥亀町の末端にお

いて日量40，000立方メートノレの水量を確保するための施設j!1の関係もあり，この問題は将米市内配

水にも影響のある大問題でもあり，双方とも種々な観点から討議を重ねたが容易に決しなかった。

その間物資のわくだけでもとセメント 6，000トンの支給方についてそのつど話し合ったが，海軍当

局もそのころはj~í太平洋における諸基地のうた陥から，自分の各陣地における防衛態勢確立のための

コングリート構築に1亡しく， j横浜市水道のセメ Y トどころではない実↑むもあって，セメントも容易

に支給されないままに分水協定問題の進行も鈍り，やがて横浜市が大空襲を受けて事態がまったく

一変し，ついで終戦となってついには海軍の解体となりすへてはャみからやみにnqえてしまった。

3 戦災による拡張工事の中止

昭和20{!'，(1945{!二)5月29日綴浜市に1JIIえられたχ空襲は一挙に木市の二ぷj'を壊滅し，水道事業

もまたほとんど全区域にわたってその末端施設が多大な損答を受け，市内給水は全身不随のかたち



第41;'( 工事の災施 (471) 

となった。水道局は給水需要家の大半を喪失するという一大災害に際会し，戦災復旧に全力を結集

し，ひたすら市民給水の確保に全力を傾注するため， -11年拡張工事を中止し，工事関係職員をあげ

て市内戦災復旧に応阪させることとなった。

第 5節進駐軍指令による拡張工事の再開

1 一部指定工事の着工

昭和20年(1945"1'-) 8 月百~2 次世界大戦は終結し， iT{j-I!_Lの日本巡回となった。横浜はアメリカ

!f!.;S軍の基地となり， Jiij1f(の治令による軍施設への大詮給水確保のため一般市民給水は制約を受け

る状態となった。しかしこのことは市民の生活上にも，環境衛生上からも，その影響がはなはだ大

きかったので，進駐軍もこれをき芝えて市民給水場強方について種々要主在宅どもたらしたが，当時戦災

復旧途上にあった施設状態では水量，水圧ともに低lL，いかんともなしがたい状態であったの

で，当局は水道の現状を説明し，これのI盟強のためには中止していた第 4回拡張工事のうち最も述

効的に配水能力を増大する工事在災施するのほかはないとして，その実施計出lを提出し軍との協議

を重ねた。この結果， 1問手n21"1'-(19461，1') 5月18日進駐耳1から下記工写jfの即刻尖施方について施工

期限づきの工事命令を受けるにいたった。

進駐 箪 指 令 工 事

l 南村・ )11:11ニ間内径1，500ミワメ{トル導水管約1，500メートル間ヱ事

6月10日までに苅手L， 9月1日までに完成すること。

2 川i井錠合弁工事

8月16日までに使用開始すること。

3 1有村ポンプ設備を川井下lliEの上)11井に移動し)11:14・西谷1mの流量を的大Fること

7月1日に上)11升ポン7'J);jの建設を開始し新規ポンフとも 9111口までに完成すること。

4 四谷i争水場宕」主ろ過池8池増設工'JI

[立ちに建設を開始し9月15日までに完成すること。

5 鶴見配水幹線に加圧ポンフの設置工可Jc

8月l日までに完成すること。

ついで向1:1年lド占6月2幻1日f付、，jをもつてさらにヱ耳事Eのi追阜加』施I!i1行す方につき次のようにj治旨令された。

l 背山において内t筏壬42インチ (ο1，0邸50ミリメ一トル)之導草水管にj力加j川口圧ポンフ

9月1日までに完成すること。

2 大島・下溝[日]内径1，100ミリミートル導水管に!JI日IJ.:..r-ンフ'設置工-h

9月1日までに完成するとと。

これらの工事が完成すると麻滞i威圧水そう， ) 11)1浄水場開に内径 1，500ミリメートノレ導水管が先

週し，その上流側は古山において1111)1:ポンフ"を設泣して大島にI盟主送水し，さらに巳l名に加圧ポン

プを設置して大島より n~il持i威圧水そうにt目送し，また下流側は上川チ|にIJP)1ポンプを設置して既設

の今宿加圧とともに 2段加圧によって西谷浄水場菊水を増加し，同j予水場に新設される急迷ろi/&

1也によってろi@の上市内への配水にl'fせんとするもので，その完成の淡には既設設備に対し次のよ

うな増強となるものであった。



(太線増設分， .-0・， j川B:ポンプ
例 4括孤I叫数字l土日却設備能力単位、.'i:)jメートル

(ゅの数字は的内径lこてIFfiLiJミリメ{トル
凡

百n4編第4回拡張工事(472 ) 

"4IJG40) 

iIJ品。) 1;高

il心暗;

井i

[ 
61，840 

立j刀'J;<-トルi

訂

山 1

2窃5印別…吋9日叩5悶判却4| 

立")jメートル1

313，440 

緑

色

出

川
l

ナ

立方メ【トル|

138，000' 

46，080 

一
肌0

 
8
 

3
 

同|ぽ6880; 1叩
山1向明|

選I(川6.64Gリ13jz-r

，1 品[隆司週

四[マ万円拝|
!下ぱ3.8制下

ル

G
o
o
-

叶

刈

錦

町

四

一

心

何

回

目

m

M

I

1

2

 

一

却

5
 

0
u
 

盟
副

既設能峨tl
増設分能力 i

叫史官

353，040 345，360 計

すなわち既設俄のうち最もあい路とした導水能力 (1日流量的;潟減圧水そうまでは 313，440立方

メートル， )11井頭;水池までは314，880立ブJメー iノレ，凶谷ji'J7J(oflまでは 291，2∞立方メートノレ〉をJlli

ノk盆に応じた流量にt時強 (1f=UR:ノk誌を359，52日立方メートノレないし353，040立方メートノレにifJ強〕

するもので，施設をぷ大阪に迷効的に活問する最も近辺であったわけである。

そのとおり完遂できなしかし軍の指令工事となると一つ一つの各工事ごとに期限がついていて，

ければそれぞれの責任を明かにせねばならない問題も生ずるので，職員はまったく n;}lIJであった。

それも各所要条刊にがっ致したものを必要まず所要資料として 7台の大口径ポンプとその芯動隊，

このポンフ。設備に付設する数多い大口径災型管と 1か所につき 3f回ずつ必要なとするものであり，

さらに荷f村・)11チl問1，500メートノレにわたる内径 1，500ミ口径1，100ミリメー iノレ以下の火制水弁，

リメ{トノレ管とその制水弁など，終戦後の混乱期にあってはあまりにも大きな特殊需要であった。

ょうやくにしてこれらの工事もつつしかし職員のb¥l常な努力と巡!日原町令工事という大手J.板で，

その関係職員一!五lの努力は別記したように民にその労を多としな

ければならないものであった。そして本工事の完成によって上記のように水設において 2割の増強

がなく完成することができたが，
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を得たのみならず，そのヱ事費が終戦直後の混乱期の凶難を巧みにすり抜けて進駐車その他各方国

からの援助によって非常に工事貨を節減し得たことは特筆すべきことがらであったが，それにもま

して大きく取り上げねばならなかったことは，終戦後いずれの公共事業も時局の一大変転によって

ほとんど拡張や新規の事業/);'I=~l止されていた中にあって，ただ一つ横浜市水道が進駐軍からこの第

4回拡張工事の再開についてtifj可指令を受行たことであった。全国にさきがけたこの大工事箱行に

関する1'¥1令こそは当時綴i兵水道がになった責任の大きさと進駐lFがその成果について深い関心を示

していたからにほかならなかった。

しかしその反間ポンプ増設の結果として，これの操作運転授はにわかに前怒lL-， nn和21年(1946

年〉度と翌22fl'-(1947年〉皮を比較すると1E力料のみについても次のように大きな相違をさtじたの

であった。

導水加Eならびに揚水ポYプ電力使用状況

問中rl2 1 年度 ! 昭和 22年度 |差引憎加

設備困EUE日;lJHSI'IJV;1宣JJiiJiEUihlH出生|
導水 1 庄 4 3'出品目品2d:苅刈ぷ副|川，oo~1 91 4，詞羽3犯2，品山丸iし12川，

臨附時妨1二ニ…一J!:f二竺…当 一竺T上日i二1，イ竺竺!空竺塑!空型51一'蜘叫|叫凶Jド川刊1，4刊，4刈4拍03捌 H凶叫143，7丸3，7加
91 

し|川4孔叩吋吋叫叩，7吟刈叫7叫吋叫町仲吋叫恥1し川'点6叫吋11…i
2 本格的拡張工事の再開

上記の緊急防令工事の完成によって水量はー!l-'!.í'小康をi~'たが，その後r!T勢の復興とともに生産も

振興し，アメリカisの持品?による工二監の出iil巡もあり，配水ifは一段とtjbJ加した。そのうえ当時氾カ

の不足がようやくはなはだしくなり， '，11::;1)危機はついにポンプ!I，主に大きく依存する横浜水道にと

ってはなはだしい不安をもたらしたa すなわち多数の加圧ポンフ。にー刊]電力または機械的な事故あ

る場合はたちまちにして送水半減し西日水上に支仰をきたすのみならず，今後における給水嶋iJrl <2~号

慮すると，施設の現状はnにて!主ljの安!~Mも治されないものがあった。ここにおいて屯カ依存の給水

不安定を一刻 L，自然流下による埠配水能力の確保を図るため，拡張工事を本格的に再開すること

に関し， ;iliffil 耳L当局になにぶんの配慮を~R百した。アメリカ!1~8 軍当局においても本市水道の実↑fj

に徴しその必要を認め， G.H.QC進駐軍総司令部〕および経l斉安定本部にこの問題が提出され

その施工の必要性を説いて種々折衝に努め，協議の結栄ftll刻本格的工事の7IiIが勧告されるにいた

った。ことにアメリヵ1:118軍からは当時入手悶燦なセメントを 7，0001-/1司軍手持量から放出する

という好窓の引出物さえ添えられた。

3 第 Z次計画獲更

ここに第4巨!拡張工事は本格的に刊一閃されることになったが，当時物価・ tCi金のおi院はとどまる

ところを知らず，資材の入手間難また深刻lをきわめ，既定言I-jilijどおり施行することはばく大な工授

と歳月を要するしだいであったので，極力工事の規模を縮小L-.rn:<J2水設送水について最小限度の
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1ft:止i

変{化七に処し， J基主本H計|凶をi附附干和112幻7年 (1凶95臼2斗)にi泣立き総人口 1，OC∞0，日∞00人， 給y水k入口 7乃96，0∞0∞0人 1日

最大配水f設を366，6C日立方メートルとした。導水ずいi亙は既定計画のままとしたが， Ti.北部延長496

きょ

メートノレ聞の圧力的架はセメントの品質低下の現状に徴し内径 1，500ミリメー lルコングリー i信

2条の敷設に変更し，沈でん池は 2i也を 1i也と L，ろi@!i也も16池を 8池に縮小し，ろ過速俊の増加

によって一時をしのぐこととした。 1早水管は上流担jに内径 1，500ミリメートノレ鉄筋コングリー l官

をさらに l条Wl設して既設導水管を撤去し，市内配水管に転用しようとする剖TI!iiを取りやめ， J 11升

・前谷間についても~M左上総附した新線路築造の予定をやめて既設線路に沿って敷設し，水源およ

び導水管工事完成Jこいたるまでの応急施設として青山・同名・上)1 1升の 3 か所にIJ~ 圧ポ γ フーを鳩目立

することとした。また市内の配水池築造はすへて中止し，戸線支線やÎF~~区西日水幹線も取りやめ，配

水管能力の不足に対する応急処澄としては所要幹線にIJ~ 日ミポンプを設所ーすることに変更した。

この計図は昭和22年 (1947年) 2丹市会の議決を経，同年 3月主務省の認可を得たものであった

が，このような規模の縮小にもかかわらず物価，賃金の向騰は工授総綴において 6僚に治額のやむ

なきにいたった。

工事費内訳

費日 工事
涼予算額mjill歪自昭昭和和1240再J第-凪F2削h阿次ヰ昭沼和和Ei2211年年闘度度前変見込更向額悶1額ヨ I~--I

円

総 工費 34，000，000 14，285，449 191，714，551 206，000，000 

1 :>jf :m!l~ 2，173，000 1，477，521 17，693，479 19，171，0日3

2 士事費 12，807，928 169，921，072 182，729，0日日

5，940， 6，386，587 30，821，413 37，208，000 

沈でん場費
2 :r~ ~h 2，310，000 399，921 18，411，079 18，811，000 

3 ?革水工事費 8，971，OC日 3，205，483 59，979，517 63，185，000 

4 浄水工事費 2，746，000 657，981 20，416，019 21，074，000 

I 5 配水工 '1':'i'1 8，773，OOO[ 926，011 28，746，989 29，673，000 

6 建物質 653，0日日 228，520 8，650，480 8，879，000 

7 布市 償 5主 1，287，日00 447，799 1，076，201 1，524，000 

8 器兵 1隣減 ~i 318，000 300， 846i 650，154 951，0日目

9 .，j者 'i~ 329，000 254，780 1，169，220 1，424，000 

3 予備費 500，000 4，100，0日目 4，100，000 

4 再開後のヱ事施行状況

第 4回拡張工事の本格的再開に当っては，まず昭和22年 (1947年) 8月相模原拡張工事事務所を

開設し，ただちに導水ずい道工事に再活手した。

しかしずい道工事は中止のまま長期間にわたって放置されたため， rif水地帯の巻立未済部分の切

り広げか所はほとんど崩摂していた。このため工事策手の準備に相当手間取り各入坑口の復旧敷市首
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を終えて，木J)Lのjlffiljll に進んだのは翌年のことであった。本坑jltli進にかかった後も刊lの弱い地~Ht

の箇所はIb.ljhlil'iリ部まったく iili地l，iklllにt;r}めたがあとからあとからiilil主l，J1aii'jllf立←-tTも，前jjj;

できない状態であったので，ついには中心線を変}Eするのやむなきにいたった問所もあった。しか

し，再開後は進駐却のセメン l支給その他資材の入手が確災であったので従来にみない快調な遂行

ぶりを示した。またずいi草工事のほか西谷浄水15における浄水設備工事にも711手L 急速ろ過池関

係諸工事および活水池， i:A:でん池などの工事についてその進ちょくを図った。

宮高6節規模を飛躍的に治大した第3次計画変更

1 飛躍した計画

しかるに昭和23年 Ci948年〉にいたると横浜市の戦災復興のテンポは著しい快速調を示して人口

は859，324人に達し，この市勢の発展と市内工業の復興に加えるに，進駐軍の使用増とあいまち西日

水量はようやく増大し， 何年の 1日最大四日水量は前年より一挙に 21，000立方メー lノレをf国加して

337，078立方メー lルに達し，施設能力 1日322，000立方メー 1ノレを超過するにいたった。このよう

に市勢の飛躍的発自主態勢と水道配水設の急激な別加に処L 横i浜民市将来の発!民E計沼に備えてy水Kく{道直Z耳事n l 

業もまたこれに対F凡L

れ，前年変更した消極的な現実即応主義的計阿を排し，規模を極力増大する次のような計画に変更

するにいたった。

すなわち百十両日燃の昭和27年(1952年〉を向33年 (1958主nに改め，総人口 1，200，000人，給水

人口996，000人として 1日間水況を既定前回より 102，000立方メー|ル治大して配水能力を 1日468，

000立方メートノレの規模とL" iXのとおり TI:z~'-!を変質した。涼7}:ずい i泣は従来どおり変更はない

が，その下流の沈でんi也工事は7ki~相模湖の原水渇皮の;i~七初、ら，沈でん池町ノKfi'(の j\~大を裂する

にいたったため，まったく梢仰、を新たにして土えん堤による大貯水泌を築造することに変更し， i:A: 

でん池以降のili'*管については，既計蘭にi引]して)11)j浄水坊主で完成した内径1，500ミリメー lル

管の流量を新計図水量に増大するため，川)H'f'水場内低15.1:夜に接合井を築i査し，さらに川井接合弁

から西谷浄水場への得水は同僚合弁より既設線路と限れて鶴ケ峰ーまで丘陵の稜線を縫うf;~護のコン
グリー l水路と L 鶴ケ峰以降は従来の水道線路に沿って欽竹を敷設し，一回流量の増大とともに

鉄鋼の節約をはかった。また浄水施設としては導水量の増火と相模iNl原水の級相にかんがみ，さき

に81也に縮小した急述ろ過池を旧案に復116i血増設することとした。

次に市内自己水の状況は戦災と巡駐軍のtí:i収などのため地域的水量需1~は戦前とまったく状況を異

にするにいたった。しかしこれの整備は早急に笑現不可能のしだいもあり，かたがた接収解除後の

発展の動向にも訟をもちいる要もあって，現段階においてこれの解決は悶蹴であるので配水工事の

拡猿は施行済みのものを除いては， lßに本市水道の思忍にì'{~さない戸燦方而に対する配水幹線工事

のみを実施し， i也は別の機会に絞ることとした。

この計画変更は昭和23年 (1948年) 9丹市会の議決を経， ~~百年 3 月主務省の認可を得たが，この

計画変更にしたがって要するヱ事針は物価・賃金の高騰もあって次のように 912，000，000円を算
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L， 11'~ç 2次計部変更額の 4.4{古にi圭l..，昭和14年 (1939年〕当初の原予算に比較すれば40倍弱には

ね上がった。
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なお本工事は進muq日令工事として，また国際都市として木市のìíftかれた~'~1'b't~性にかんがみ，政

府においても本工事の玄要性が確認され「上水道t問的改良工事」として国の公共事業に Jlj(り上げ

られ，悶席補助の対忽となワ，その財源も次のように変更された。

第 S次計画 変更の財源
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2 工事の進行状況

本;n山i女児によコと悩必 J':Ii:はふたたひ本給U"Jに机j丘に手iとった。おりしもir、i斤9W¥lリによって一

般地方的が+r¥lHjljされる:いな日JiÎじのような事的から起[ムが大~h\に承認されたばかりでなく，さらに

|週刊(rllill)]さえ給付される与いう凶の託金J心的があり佳則 i!L1iJ司からは機械，資材などあらゆるilll

に援助をHS しま ll) {i'lHB的な好芯の応j互に桜l_.，金と物とをTl'illf~~ ~q~}て-Að:工 )fの1ft巡に努めた。

この説j 5t~工'1"'1'のiri霊山、として:UJを沿いだ導水ずいi注工事も泊:仁以来かつてみない進行ぶりを

"ミL.， 111，:(手口24年 (1949年) 7月

18日には 6年有半にわたる辛苦

がi7iili目してついに完成をみるに

いたった。1I({:frJ2 '1' (1927ij')神

奈川以と令|司随行の訪しあいと

なって以来，また同 81ト (1933

，1'-)には木jljj手到lにても取ノ}くせ

んとした，懸案の相模川本流の

水がようやくここに括的兵ノrJ(lilに

受け人れられ，似ieヰ減rrノkそう

]九州 1:'1←と'::~) (二/f;iN.したド九;n分ノ}(i'也 1: IiidHlIの全IJ11JIポンプ(青山・

大向・LllMチポンプ均 (\~Iil!淀川将 I f;:2，505，IJ5 -.JJ)および大品開II!時防水ポンプ〔設備校:!Lt2，625馬力〕

はまったく不)11となり， 'Kに{!:Iin670万I'Jにおよぶ'dJ:jJ料金を節減しうるJこいたり，この砿張::cn:
'1' の Al-).:… lーがたる J平木ず 1，、i立の :/éJ此のむ~\fは ~'i- に大なるものがあった。

将7](ずい ;tr:r-'!UÎ~J)~ f-をはじれの汚点は沈でんぬ仁ιIU，，'主び14水~í1工事と時l次下流11\1'に移っていっ

f二。

i;tぜんJg]巾 1¥にあうては池!人jのj也ならしとも"If.のため主mJ:JF~lí応よりフマルト{ザーおよびキヘ

リオールなどの U::Jυ問機械のjd供を J迂lJ，;;11ifl人下]，¥，機械と1片)IJして大いに機減力を利用l_.，ま

た引I-['，Hl内i壬2，000ミリメー lル糾げの製vn:li版およひ現場敷設をした。

持7](コー市においてはが)'1'，*施f7q ，の 1(~) ケ的・日可谷浄水場[1\l!}g 1壬 1 ， 65日ミリメートル導水1~敷設工

、Iiな終え，配水工守!日こあってはln~ 見方mi配水強化を図って昨jiùl開]において内筏 900 ミリメー i ル配

水木引に加圧ポンプなtf之l?i:するとともに， 11~ßnlx.l!îf_ìならびに矢向方而四日水IFl強のため，鶴見北幹

線問ノK'i.';:として鶴見町水池11¥r-lから1)'11%00ミリメー iノレおよび400ミリメー iノレ管を分岐し，延長

964メートル政設して， U123K1民間近内 U~f:~):1''] 1壬400ミリメートノレ{tiに妓統させた。

~~ 7節 配水管瀬強のための筋 4次および第 5次計画変更

1 第 4次計回lIe更

そのU¥1横浜市勢の復興発!民も皆しく，人口のJ，k'1'ますます念、調となり昭和23年 (1948年〕末には

900，0∞人になんなんとし，また鶴見・神奈川方Iiliにおける名工場も経済9阪貝IJに治って生産の復興
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増進顕著となり，そのPrr~水量もますます激泊して給水不足の戸はようやくやかましくなった。こ

とここにいたっては，強力配水幹線新l泣のほかなかったので，ささに将~~の計 pllj として1lHYlした似

見方 IÌlÍ I~ê水幹線一仁。!1'の施行を f2.[汗iする乙ととし，己れの ~J{~:i!.、完成をj制して JI']I立 lìl-jlhi の変lJ~をなすに

いたった。おりしも[昭和123J，r(1948年〕から24年(1949年〕にかけて fンフレー γfンのこう ;1f;は

すさまじく，物倒賃金の i%JJÆ~はやむところを知l らぬ経済激励JVJであったので，ふたたびj;'E定予算額

では工事の遂行不可能となり，そのため工伐のI協員をなすこととし， ili-i和Iz4iF(1949イfo) 8 nにl土

、工事伎を 1，55日，ω0，000rlにI首領変更した。 iiij@]より 1.:11→にして 7'，liIJにおしEJ工事授のiì~燃が行わ

れたしだいで，住[j 比四日水:(~を合むとはいえ，当時の経済変動のはなはだしさを物話るものであった。

ヱ 事 費

1z 原子 w- 矧 百14次計図変更稲| ;11 引明知
円

1吟 'jf 912，000，000 .1，550，000，000 638，000，000 

王fJ] 106，871，000 152，221，000 45，350，000 

:r 802，529，000 1，395，179，00。 592，650，000 

l ずいili工 'jq~ 150，439，470 212，657，730 62，218，260 

2 沈でん jf斗t 
仁'1¥

135，257，530 225，889，210 90，631，680 

j早ノ.~ I "jl:ï~ 278，901，320 380，547，620 101，646，300 

4 汗トノk コー可jq~ 71，272，150 210，868，890 139，596，740 

5 目日 *:c'1': ji( 108，077，550 291，084，570 183，007，020 

6 :0/] 4初 ![fj 18，779，980 21，179，980 2，400，000 

7 補 tit j!( 9，537，000 11，637，000 2，100，000 

8 :mn機械 '{11 16，668，0ヲO 22，168，000 5，500，0印)

9 ~苦 13，59丸山)0 19，146，000 5，550，000 

i崎 'I~ 2，600，000 2，6凹J，印旧

2 ヱ纂の進行状況

Il{j和25{j'. (l950{1:) にはいって工 '!l は沈でんj易T'I::に加えるに !r-A水~~'í口市が木持 1'!"Jl.こ -(~J話した。

すなわら前年米の施T.ii';jiliょうやくなって1，;J{j'.3JlJIIJI:・鶴ケ峰rtllの将ノ，j(路工ι!'に必干した。木工

事はj在f広却l限の短縮をはかるため， 1三rm総延長 7，077.6メートノレな 31まにわlJ;;iiirl}iIlIffとしたが，

入札の結果大成君主設，三万主工業およひ万三体制lの 3 引がそれぞれ~Wl'しするところとなった。 またこの

11日大食谷戸および梅田谷戸 lこ架する鋼防水路橋はそれぞれ日本側{i:~株式会計および東日本重工業株

式会社の請負施行と決まり，さらに鶴ケ峰接合井下流の内径 2 ， 000 ミリメートルj!，\~鉄行は東日本重

工業株式会社のtfi負と決定し，それぞれその進行を鋭うにいたった。

導水路白施工 区間と工費

第 1 民 111 2 12: n~ 3 区

j!O 竹下 2，546.8メートル 上 2，333.9メートル 下宮 2，196.9メートル

ノ')C 39，500，000円 111 37，叩0，000i'1 !IH: 30，500，0町)円

川明大f再建設株式会干l )1: 三i!:r.'I"株式会t¥ チ!塚抑z式会11 大林和1

O~，~~一八八一へ一一

鶴桜

ケイ干

降JI
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ついで配水工事として戸塚配水行工事の線路架造をするとともに， I司配水筒工事に1t!'Jflすべき告

として，状、張工事によって耳、J1Iとなコた旧得水引の撤去， Bimt lt1j抗，佐野I!に努め，また鶴見配水

幹線から引去におし、亡 Ilil壬600ミリメー lルを分岐し延長 358メー lルの海洋級自己水管新設工事に

j吉手し同方出i工業地郊の四日水を強化した。

3 朝鮮動置iと第5次計画蛮更

!:rE 4次計画変:a:により，昨{和27iF(1952{¥'.)皮完成を I'1 l-;;l，~に工事の!;;}，述 ìfßiJに努めつつあったと

き， 1可25{¥' (1950イn7)1 "ì! ~nぼっ発した初目下動乱はふたたびこの工事に大きく彩終[..，工事遂行

上積々な防需をViけ♂かけ，五JA計間変更の余儀なきにいたった。すなわちI1H和241iゐ(1949年〉には

いりドソジ政策の災施によってインプレーシコン抑制jの強行策が奴られて，その効果をみたのもつ

かの1m，明HJilVJ6Lによって鉄鋼，セメン iなとれの主要資材は急激な;主要を喚起し，J3不足と(直!ーがり

著しく， i1金も lは)践し，またもや工事伐の不)止を十日米した。加えて子vJ乱以来金融政策は引締め方針

を堅持したため起的は裂しい制約を'受けるようになり，資金の不足から勢い言l'iilTIij'.!主I}すには工事の

完成不可能となって継続{F!UIの延)(11な余儀なくされた。また|司時に昭和2411'.(1949年〉以降の木市

人口ならびに配水:lttWl加の顕官なる打j移にかんがみ， 計聞の 11途を 3年繰り上げて， 昨1手，130'1

(1955司〉と変1I~した。この言I~内i変.~に主 1) 工*:tS: 1土2，090，000，000刊と尖に当初計画の84j百にせり

1:がった。この議:12i土， nrn証126{¥'.(1951{¥'.) 911 Tli会の議決を経，翌27年11月主務省の認可を得た。

5主 こ仁 :}¥: 1~ 

エ 事 費

総 ~: 1'1 

'Ir 務 1~

ヨ 'li: 11: 
1すご い iU 

工 ι¥> 'i~ 

2沈でん均
工事問

3 -j串水工'Ir校

4 i'ft水工事'1~

5 自己ノト1二 "J>J~

6 9]物 1~

7 補償 î~

8 器.Q機械î~

9 ;:r， î~ 

予備 1~

u1 5 次変更予算額 | 
民〔予算証i []!J_1'.，，0I::u:'-I，:.'I_" I "TJ"'_，，0 C:.1-r::'_~，: I 差引:l\~L;;.減

:TIT-をLlE起暫亙 ';il'
町内l 同:剛 m

1，550，000，000 1，129，開0，00019印，100，000'2，0同，000，∞01 5岨，0ω，∞副

32，000，000 152，221，0日0: 108，471，0001 75，750，000， 184，221，000 

1，395，179，00011，021，429，0001881，750，日〔副 1，903，179，000

叫 日 開01 叫日開ol |叫657加

国間9川間町叩4川，叫山田川

拙)，547，620: 291，7訂，6201233，蜘，ωo! 5抗 739，620;

210，868，8901 121，428，89町15日，000，0001 271，428，890 

291，084，5701 150，024，5701 337，308，000 487，332，570 

21，179，980[ 14，279，$叩1 9，500，00町 23，779，980

11，637，刈川凹脚01 1叩，吋 丸υ悶7布5

22，168，000町 15，368，000町I 2，500，C日〔別H 

13，196，0001 3，700，00凹

2，600，日00

508，000，00削

108，400，000 

145，192，0日0

60，560，000 

196，248，0叩

2，600，000 

1，550，000 

4，300，0001 

2，250，000 

。。∞∞ 
6

0

 

4

0

 

1

6

 

9

2

 

ム

ム
0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

口

師

側

、

側

7

6

2

 

4 その後の工事進行状況と議成

m和24ir(1949"1'.) )~i干した相模原i:tでん池工事と導水路およひ銅構水路橋工事が拡張工事の重

点として極力その進行が閃られていたn:!j:，突発した朝鮮動乱はこの鋭、張工事に大きく影響を与える
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こととなったがy 惇水路工事や湘排水路橋工事なと干の大工事令がすでに訪負工事に討され工事のi1iJi

I! であ J た三とはドliliであコ fこ。すなわち ~]j~;L:ìí;の qj.仰をも J て日i f- i'l.{'Jlニオコ u で，このせに1):.;す

~;) P.ふりはい"，:Lるi;!)j釘プームのらちJ'I-で二['11は低沌l二泊1-1できた。かくレて'm鮮1リj乱のJ主hにもか

かわりなく，拘(11" fL.iごの酔:"j_Ji-:こもめ ~Y-f'， ~1h~I::\ 工事のif!Ihにま L 寸在した枯れ 1(~f!j27ゴf' 0952ノf')

8jJには椛瀞沈でん池，何年 9月初日には:'!tH'I'7J)'()~鶴ケ峰tll'合::p: (1日の !;Lþノ'K路工事が宍成し，相

模湖を水it';fとする西谷浄水妨までの ff した新しいノレートのj;Y: :?K{r:~'路による送 71::7)'開始されたっ

この Jm7k:土 r;に)~:;rえあるもので sミ」問暫定施誌としてなノ'kt:の各所;こ施設された加茂ポンプは

ここにしっさ L、不安となって廃止され1円干1126:iド(1951ll'-)仮におh てiJ 19，399，489マ， GJ27l[' 

(1952{r) I立前、判明においては日，296，3401'1とし、う多阪の料金を支I111した在力問の叶械をなしうる

にいたった。

ちなみにt114 [111 ~.!t張工事 jh工以来の :1二:，t;f!i'をあげると次のとおりで.戦後の f ンフレ シ=ンの

進"Tによって:じ1>授の数守が背~}~CI/~にIR;たしたことをろ憶に入れても，その↑:1.11来引が'，]ミヲーとおり 1

IliHI:Z3{1'， (1948{" ，)から|司27斗 (1952'1'.)主での rmはや方的1の段目)Jに上って，ヲU コ山J';Ji:~injのíiÉ 誌

をもって笑Uiをあげていったことを如iることιで3るのである。

年 度 ]jIJ コニ 事 費

戦前 およ び戦 時 1， 1珪 '之

年 JlI ヨ r~ 4 l豆 ヨ: f? 

伺 11 日

l同市j14年 !jE 9，260.18 !i nn:ti 21 1l'-(主 26，827，7口9.23

市 15 11 778，570，76 η 22/ '1 56，070，319.16 

1' 16 11 1，735，590，73 /! 23 1/ 151，685，135，61 
/ 

μ17 グ 3，001，597‘58 I! 24 1/ 316，81日4，783.40

i.' 18 1/ '3，190，985.51 h 25 /1 431，276，600創)

)/ 19 11 -1，612，863噌51 /" 26 11 382，506，705，00 

1/ 20 /1 日56，580.59 /! 27 /1 255，8-11，745.0口

11 28 1I 349，915，103.0日

11 29 11 104，776，094.00 

昭和284(1953年〕以後は工ιliの重点は四谷浄水iみにおける;8.!主ろ，J?1池16i口開設の践り B山分の

ヱ事と司水そう 1"J ろ i凪場木百1の建設およびr1: 7k工'1下刀戸1逗*;~および的~-J..j:C午MW3水工'1 [に降ったc

浄水Jg工事はろ i邸主および水そうドl 本館工事に主力をi~i':l した。急速J31邑池の設計はJÞ:而を新た

にして屋外!こ1止設することとし 4泊ずつの.r_t~I:l tNl作式と L， 4~，~fJ!の木町jは 1 t円を主務室およ

び会議官に， 2 P市を展示室に 3階をろi坦112沈「予用水そうとし， iill陥は機械宅，吐き~.1~';主点よび:ul判こ

あてた。また立~~m成育iにつレても集巾ä入1;剖Tをすることとしいっさいのj地設を~;~出Iした。これら

の工事も昭和29年(1954;ニ)101: にはその整地主 '1>よその他:，r~lJ，;工事のすへてを終 'J ， 1 1'1ろ過能力

468，0口0立方メー!んの大目下水場として完成した。

開S7}<.工事のうち戸塚配水管工事は一部|人J筏 90日ミむよ{トノレモノレタルライニ Yグ鈎鉄骨を使用し
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たが，大部分の鉄行は創設およびU~ 1[ü1七L\;mT:~lf(，こ江主ノjぐi\ として }jÍ!i ~i)之され，今回のj仏政二仁 'J\ によ η

て不)[Jとなりt故当、された1)，i1'560ミリメートノレないし460ミりメートル鉄むを佼)[JL， 1別手1126{J'(lS 

51年) 2凡そのにを起し，←}:'J¥順調に進んで'1227!J.(1952'1'.) 12JJ光成し，戸塚lスに横浜水道の水

が初めて配水され，多，q にわたった判l-;j~Jllttl~'m水道からの交水に終止ねをナ!った。

1H日比配水幹線については臼'HJ，・神奈川方Illi工場l也rlUの給水不足に対処 L，["J地域への給水上回強を

図ったものであったが，おりから神奈川・保 l汐谷l向い在itく口米行政協定道路工'1¥:の i並行に[1[1

L，このル i を利川して立:;21t由比配水幹線を施設した。この主l~ 2鶴見幹線はが、村)t¥@nlのおりから

車li位をIWI入敷設すること IJばく大な工伐を攻するので jl}水ri;のうち低水Jlnl)の既設が、告を鉄筋コ

ングリー 1.'i":に蚊i泣nえして撤去転用することとし，まず11{{;f1127il'(1952il'.) 10月から!林潟減圧水

そう卜 int lJ!I[3 ， 6ωメートルに内iJl， 500 ミリメー l ル鉄筋コンタリー i 仇 1 条をWiâ~l ， r見『没の!)~{f:

1，100ミリメートノレおよび361ンチ (910ミリメーいけれをjiji去し，さらに不;ι分は上大品談合井

以降の低水!上部を[，，[1幻'j}.tによって撤去し，鶴見配水幹線に転、II[した。

また戦後11:宅地として急激に発服した氾北院長i[':IllプtjUliは従米水道の!邑itIに討さず，その発1mと

ともにノrf;u前J，泣の法治しさりなるのみならず， Jí}i"j もまたその必~:を認め， 11日和29i.l'(1954年))I[ 

')[ 浄水場から1"[ブIJiuIに撤去告をj とした内ff:510ミリメー lノレ自己ノ1(%;を敷設し(イm鉄筋コングリー

ト'(:，;他!IJ)将米1，，1l也jj li;およびri'l.l.iプ'jT国までの配水の|、地として先へんをつけた。

別に1早水行 ;líl水後その流並訓交のあ:f !l~， 1tf-J 今崎~四谷 11\1に敷設された I)， i壬 1 ， 650 ミリメートノレ t.~

が;r¥-XiCuk誌なドluI
'
)j町民主にi主しなかったので，この弱小区!l¥lを揃強するため11i"]I>( IHIに相枚以大品

地内から撤去した内iD，100ミリメートノレ伐を1Ji;泣した。

かくて!日1和129il'.(1954年〕の半ばをi也ぎるこむにはこの膨大な百~ 4凹拡張工中もほとんどその]ー

をおえ， 1，，1'1'10凡，古t:l>~ヒ i望んで n日谷i 'f;ノk場において，本計Il\~長工，[\関係各界のぞI士多数参列のもと

に盛大な ri;n\<:払~f.1式がどト行されるにいたった。

第 8節総工事星空

この151[公にわたった火拡践工事の工貨は次のとおり 2，089，992，644円06銭を裂したが， 従米

の拡政T.'[¥:がい Fれも工事の'1'心が鉄管敷f泣にあって，鉄i:i'ftは工事貨の主要な部分を占めていた

のに対L，木工'Ifにおいては導水ずい道および水路工事等の大工て)¥:¥Oゐ重点となり， 11年同の民三響から

全工事WlIllIをJffiじていかにして鉄骨の節約を図るかに終始努力が払われたことはiJ:t三|に{，lliすること

であったが，…illiには水道工事のl時代的な打HJならびに進歩を物訂十るものでもあった。なお木工事

は昭和U5(r1'-(19401めから1，，129il.(1954&1-)にいたる!日J， 1昭和20:(1'.を境としてliiJWJ3分の lの5:1_f

mJは戦時 ["1ンブレ-:/~ンjf[ l;[iU政策による低物 frllill~j 代であり，後期 3 分の 2 のlo::r !1\ Jは戦後せき

をi;JJったように符民的に_tl隠した刈物悩I時代であった。したがってー辿の弘政工.'[¥とはいえ， liiJW[ 

r!-l Jjillh した])[-':は戦後施行のココjfに比して ~I 日に問医師に仕上がったしだいであった。このJJ: 1J4.にお

いて総洪水泣か戦時干その給水区城にはする};(tJü1ìエ;荘地，l作の生itr: J!;(/iJ&のー演をにない，そのも~命

と武{去を全うし， f血の各組工')1が1I{i'}i:jiこ日[1して，[，止または繰り延へとなったさ，[，に，物E2237力の統
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1~j1J強化にも j凶せず，長も i羽蛇なる時期に工事を起し「主力をあげて工 '1'，の推進に努め，戦時下の低物

価ìf:'Ji代;こよく!、記のとおり 30ヲ併記j立の工程の進行をみたζ とは，この拡11~T)1j:貨を低械にし，よく

201.立 9千7jPl以内にとどめ得た実情であって，水道'1>;主将来のJ!;j'2上Jこ好結果を'1む大きな成果で

あった。

もし戦後におしてこの私日hエドを辺二lこしたとするならばおそらくは的額の40低1']を込ってしても

なお足らざるものがあったであろうことを組問とする乙き，この拡京工事をいちl手〈相続J1 ¥ lliJ 7J< t1~ ~j;lJ 

引業と結びつけー時j苛の国松下に芯せず泊工した:!I防者の英断こそは今Jこしてと、えば随設11'11酎から

しても，財政l約国からみてもうIt:JJ.のIljJある功労者と ν て潰えられるへきである。

第2次世界式戦終戦時における第4回盤強工事進行率
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計酪変更のいきさワ第 9~Î1 

J，j衣子j茸~4 凹!ftÆi工事は!1~ 2 ;)'(1リ界大戦(J))jiJ:riij 設時 IJlおよびij't後を通じて)jiliりされたもので F

史以来の ;n~H;11と Fù にげ11 13-しご :lí -fJJからYii'-1' ， ~:!力，資金に r川ii. O)司、氾士見こち，戦争の{泊予'IJ化とげj

さらに収f去のとと J 。ところはさインフレーン三寸ーま寸はなはだしく'ls.， 1.; ， 耗性のI哲火によコて，

あら千!~~ . ~{i'巧の i')JI/~ !Iì)J自Iiこ j'~J呂~，幾多(}_):);;t:'，_-I_J を乗り縫え，ョンの j主(rによる n;Yj首 If~lkiJ~詰しなど，

ゆる回世Ií:と 1~~1lい前後 15'~r. ~)桜 JI 在経て冗 1 したものであった。

さらに戦後アメリ沿:iVのj笠間となラて'J'その m-j戦争末!む!の大')~践によって1í 0::;の松市 iが変 L.

II'I"J人口創立 l二大きな変款があり， j也Mr'rc'絵本';，1;i::dのえJi主枢i白[?のrl:純[lf.!(こむfニ匂 I'{Iほかあって‘

r;i，の IJ炉、段，あるL、はi~f却の4JJ. [EJ ，IltHIおよび経済制17の変1恒Iこ処L，も大きく変化するなど，

52，開設などにftr1.-，て本j仰にcドもその時その1fr;こ応じて尖に五次にわたる設計応変吏をもって対

ここに言1Huiや工'In)1jの内容について-};5L -Cその1'¥1のいささつを》るすことこする。処したロ

時局と計画の翠遷

(1) 人口と 7kld:にフいての言¥.íl~刊の変;~

11;'-;¥'1114イ1'，(1939イド〉立'c4 !!ilI!l;:ijlt:l_::'I:のけノ}tilnm ，"7)人仁1 江上びノi立の U;j~ は次のとおりであ;J i日。
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訟のi~j~'l ?Jによってl !-î:~誌の状訟は大きど変転 L. ， l'日hI2:!f" (l947{f，) 2 jJ不 j-;-'I-EUのu::z~k?X~に際
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すなわt;;>~:i製により人 11 激減したためp 戦前の人rJ(こi史寸ぬのは10'1'.1主の III}札29年と見込まれ、
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1人 11:1 'l].llilノ'}<:'ILl土即日¥-I!!リ力 39日りットルにかし íæJIJ水 IIその[:I)ff]}刀〉らみるとぐのj:~~1JIが円だって，
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進年!::-ij1:と νIうノk仰いの荒 v ノ';:，[jJiJII Xが汗l斗し たことによ uものであったσ

1町長をJ監じての 1人111 íd! l1 l:tì の変化をみ芯と {7.~ のとむりであす 3 た cすなわら戦uij，
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工事計画についての斐遷2 

T j'.J，¥ Jt( (1 

W 4 rulH、JL，L'jlの庁、i:);i:よ、l_j:j，刀から叶弐J11 t'l~'f~性!校 J 1 1;同i*統)IirJf~:こ d 久升発首m水そっ(判i奈川県

ィドÿ，jlli日!I 11Jè村地内〕より分ノ，jq士'1:けるものと，~唱出お119 1 j ‘ (1944 1 1')刀?i51次計画J変更において

パベリl 先ιia-J~'に j"，泣 L ， [，'':'?LcJ)lミさ:30メー iノレ，配115メ_.，ノレのil'久井分*i也を;よ42ょすることにな

とt'!600，口00ト'1を計上L.， ) 11梢 }!jと;lJ，I:.1主主、ではト久Jl:5i::屯m工事とのI日m長からやl'荒川県iこ委託り，
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i明和22
'
1'，(1947"1っ第 2ix変!tにおいては物ulli目指iせにより Jj'ti士1，355，0001'1に変更し方包Ijした。

た。

ずい ;il_:_r. .;J¥ (2) 

合よ

11相]す|位iにおし、てはil'久，1う)-:;Jc;也 ~-t込山、としりJJcずい iliおよび令部目立浪延長10 ， 175メートルによ

り i~王座1出火沢村 .Jj持田J を経て， I<*itlitt地内にいたり分ノ1Z:J1を設け分ノK:JIおよびずい道は本Tti・

しかるにその後)11陥市においてはその拡張工'1日!闘を変班川崎[ilur!iの共同施設となすこととした。

[I!ij 

司iそれぞれ_f1i.独で施行することとなり， I昭和1l9ij'.2 }'j ~~ 1 {xli同l変更によって次のょっに改められ

Iitu'.djの分水地点、を相模Di¥lllr-J、九沢にぷめるにいたり， F，I分ノk池より下流側はIITr百iを総小l，l， 
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三ミ"m 施行方法称
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下
分

)I ~Ì 
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本工}~lÇItl第 2次世界大戦が起ったが，戦争のi5Jx別j化とともに，燃料などの入手1旬、ら一般にセメ

"ょ

このセメントをもって下11Lf協の庄;)]11:，泌を築造することの不安
きょ

この区I!¥J496メートルI1IJは圧力tlii架をやめ内任 1，500ミりメートル鉄筋コンクりー 1-{l:~';; 2 

ントの~flln低下をきたすにいたり，

を感じ，

条をもってIt付することに変更し， I山手[12よir-(194711') の/4~ 2次計 "[1m変更の際これを改めたo そし
きょ

てufEV4と鉄筋コングりー 1，lj;のii.tff:)r， }，l，i，に虹吹般合:J 1:~~O:けることとした。

その後物idfi，賃金のliJ品質によって計百災支のつど次のとおり 41司にわたって工事校予算がI211泌さ

l 昭和14ipl)j 町:ifI119:q~ 2 n I H{-{和22ij'2 11 I昭和23年 911I昭前出4年 8)]
1原 'iil-' IITfi!第 1次変犯!第 2次変克|立， 3 次変克|百~ 4 {人変Z

i 内}阿i 肉 1

:1，959，棚I 2，595，0即時，519，0001 81，044，0301 

川 崎削0' 白川i 判，9701

一寸 2，必0，000， 16，お3，000; 66，519，4701 

-i 帆町四川I 1，355叫

5，000州 5叩同|同州 150，439，470

1印刷 ISBto24年度 Ifl135ff124is皮 l

1，5引)，970

111，372，019 

1，355，日日

阿

98，409，741 

む

(岡市 介同施行)
大型ずい Jll :f~ 

([iilj TIJ {i F1J 施行)
下九沢分本池 q~

小型ずい ;niJt 
Cw， 111合同施行j
津久チi分 水 池 :fi

ユょ

わした。

212，657， 計

昭和24茸皮昭和18年度IIJJ 定子成完

導水ずいi草工事の終端商Jili郡府~ji品村における古山台地に， ~iS~d昆tfli也，沈でん池および送水井よ

沈でん場工事(3) 
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当初Jからノrki'lfslおよびt手水ずいi立エ Jtとともに第2WI工事においり)1);;る沈でん坊を}jI!it¥立する計 i山jは，

て次のとおり bWの予定であった。

:1t: 料lI r);JW JJ: x ~M x保|池欽|
メートル 1 

22x6x3 jli出!~シグリート造り
-出鉄lil)コングリ ト
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'" tlW 名"又1Ai 
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セメント25の主要資材の[l1i*IJを裂するにいたりしかるに~S 2次II}:界大戦ぼフ発にともない制材，

別府119"1'.(1944"ド)2F1沈でん池n立体iの容:lrJを紺:小 l，元92，000立方メー lルの有効I貯水量を64，400

立方メ トルと 111 ;;1'1<1日11じJ目t水主tに土Jl8.5時!llJ分と規模を縮小した。

さらにj頃撲を前E小する必要を卦戦後は物{d!i，lR金の-r¥':ill{t;などのため既定iH削のj主fill'1統となり，

じ， !l?1和22"1.(1947"1.) 2月には限定の沈でん池 2;也築泣の予定を半減して l池としlr効Iti水設を

32，200立プJメー lルとした。

そのi:.iしでん効果を発しかるにその後水的対日模刈rli;';)，!;後の総恥iに徴するに際水は'Ijl;lk'j:i'見出i著しく，

!iliするためには既定計 l聞では貯水量過小のことが判明したので， 11日和23年 (194811') 9月の第 31J;

設計変更に際l，既定のコングリー l 沈でん池J，6iiを隠し，以上自 l十J側~l!:ìnの自然山地を利用して土

えんi足によるχi下iノK池築造の計同|に変更した。

メ_，ル
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脱 出 刷版 tJJ i 有効貯|

長|川幅I~ ，呪 山;τ一五「現羽瓦i去副総!水 利湖水位
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その間物írlliおよび賃金のr~'-:î，般によって 5回にわたって次のとおり工事費の変更をした。



C 488) 立':;ltiri'IJ ZH 4l!_1_ltrli~mエコ11

科 日 | 昨開1手1114計3手11問)]|| 沼!沼手1l119ik4ド変2交n 百IW521122ik年変2更円 1沼目前31幻ik51変9H1L1 ii1日11h124418fi||lvihi26519H 
，1 ìJ~ 変吏j1ç 5 i.¥:変更

ド1 I'J 

2州側3 
It ノk 池 ï~

出

2，394，314' 3，394，314' 3，344，314 

薬設 品{時川 1f:tIi 75，300 159， 2，278，000 3，947吋 6，000，000， 11，2C附，0001

?止でん池n 1，177，000 9，830，000 102，901，567 175，803，281! 265，400，0叩

送水井 1'1 13，400 20，100 279，000 4，965，633 6，879，O 118，540，削)O6 

仁v ミ， 自L n 66，56000 0 
294，7肌) 3 ， 304，凶~::l 18，689，389 抗 9払 6日 40，日4，悶

~i:i:: 地 J'1 1引J， 182，6削| 2，790， 2，359，000i 6，900，000， 5，250，000 

計 1，452，800
1 

2，310，000 1B811d 肌祝 悶 肌 肌 州 制 加 引

問予定九

('1) '，ii:t水ヱヲ1"

虫干)JIJI1"，j;tでん場からi山谷(1，*1，誌にいたる総延長25，464メー lノしにわたる導水行二I十)1の施行をな

すものであって，途中 r::j陸部日灯時半J字下溝にjJ;主任ノ]くそうを，)1 I~I 浄水場内に盆水池を然治すること

とし，そのうちiえも:tI¥Ij包を裂し/こ減圧水そう・川升 :[J水池1I日延長9，724メー lノレ[こi什f干し500ミリメ

ー 1ノレ官(うら上流出1)5，980メートノレをs).;iiJ;コンクリート{((;， -1、ifidJllI3，744メー|ルはiVi?HDの放

設工事を!:í~ 1 WJ工事とし，減圧ノkそう上流側の[人11モ1，500ミリメー iノレ行犯K6，953メートルおよひ

)11升・ i山谷II!ij(ft水JJ，drmの内f干し350ミリメー|ノレ!i";;延長8，787メ，-1ノレの敷設工可与をlii2 JVJ工ιl'とし

た。しかし11"12WJ工事とした工事区間についてはその:)"1日正にいたるまでの埠水)d)';~加判定的施，j立と

して，上 ilieiJ悶は山:庄市大沢村火山地区において既設内fむ，100ミリメー|ル鉄骨に450馬力 J心部I]!{提出

結口i壬1，000ミリメー iノレポンプ lflを， また FifillJ品川JI・i田谷11Uには市内保 1，ケ谷|文今1日間TJ也I!j

に既設内径3810/チ (960ミリメー lル) i阜ノ1(~;;; に600!';力 'iü:[VJ機[ili i占1.1j壬900ミリメートノ川、 y プ

を設置することとした。そして新設さ早水管の放設完了後は創設ならびに第 1回拡張工事において施

行した川升 lft71d}/JJ掃作¥1)のい11壬18インチ (460ミリメートノレ〕および22インチ (560ミリメートノレ〕

下流側の|勾径20イY チ (510ミリメートノレ〕および8インチ (200ミリメー lノレ〕県水管を撤去する。

fjJニが当初Jの言1-fi1ijであった。

しかるに 1]文事変からさらに太3ド日戦争へのiftl毘によって資材統制iによる鉄鋼の入手難から， ti5

1次設計変変;こlだしIFRii注減圧水そう・ )IIJド(ftz}cJJ}I1IJにI斗径 1，500ミリメー!ノレお'敷設のほかさらに

向1玄関'1'水圧の比較的低い 6，000メー lルにわたりいi径の鉄筋コンクリートむ 1条をiH設[__，この

区間の既設内径1 ， 100 ミリメー i ノレならびに36 インチ (910 ミリメートん〉附鉄:ì~1; を撤去し， jli IJj自己

水管に転J1Jすることとし， ) IIJI'i立水i也・西谷浄水域防]は新線路の六日11分を既設線路より附|捕しノレー

トをlLd台方面に選んで;i'Jす限り鉄筋コンクリートむの使川を図った。また資材労ゴJの払ほから工事

は思うように巡まないのにその反面配水抵のW/)JI1が;年しかったので，これに対処するため涼ノ')<)JIIIJ

ポンプは大島・ I.}j付・今悩とさらにJjiti;泣を強化することとなったりすなわらl川和19'1'-(1944{J'.) 2 

月i伐1時下の設計2l2lJiとして， itJTJ ，11，のili!llJ， li)j ?J!r'I-j5~liliから112ノrJz:G ノレートの削除など戦時色彩を盛
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ったものであった。

11，lj: 111_11したj広版 1-.'1 正も終戦後;f!J\ì:'i P: の tbW~j_[Uil にとも!1{{f!120(! (19，15(1.) 5) 1のjJJE巳(こJ、 1)

ない之.l!主にノト ~j:，: O)l\{l強が ~X ， il';-:::':~L --i'H;述効tY)tJ:_~J 引の i\f !i i，]が ~n-i7 されて i[iJA長の-h1i初l二l!nして計 jlhj

規模を説l小したiiJI計12史が1Jわれた。，なわら1林J持減IJノト;2ーヲ・)!I)I (iトノトj品lHJ咋ノl，'i'i);]広i'iIi分1，5ω

色、メートル[Ktmのじl' については当 1 1，1 火山径の鋳鉄千i の大 it主己主は資材的にも{州各 I'i'~ ~こも不利で，

つJUlIlrI的にも工-'JQA令j目以内のVj;;'i1"1縦なる Jr'ht; もあり述製可能のiE気持ミ淡S:II~けを í0'nJして急施

この区:r日!にさらに11，1壬1，500ミリメートノレ鉄筋:fj:q¥J令!目以内に」二日じこに 1;のj出水をうど]1えしたが，L 

コYクリート r;;1 条IEig没による I~Jlt埠ノド鉄伐の倣去転11Iを図る計 N!iや，防空的見地から川 11' • Qlj谷

両(i.ノr}cJ}，)11IlにiJr*J~ hloをぷめたtIIi訂出1[は戦後その J目、裂もないので取りやめ川)1・P_[jt子lillは悶波紋u:oに

i'{jって11，{壬 1，350ミリメートノレむを敷設する元の“l[iliiに返った。また水iffilおよびJ9水位工事完成主

でのfi\]の L';i水~ijtWl1J日に資するため，既定の大山・今'ri'lのかJJ!I]Jーポンプのほかr\Ll.! . IJI-t，・上)11)1の

この~j'¥間変更は配水誌のIlt大詰しく-1¥'1竹の給水不足に対3か所にさらにJJII].E，:'ンフのli

処し可担げ)j.!f.ノkの l({l: I)~tc: 閃コたものであったが， fI!{平日22'!'-(1947'1つZJJ終戦後の1'1内総済状Utzの

その必要とするi止+1民)立の L'I'胞11にとどめることとしたのであった。混乱期に処L

しかるに、l.in年間tノ'1(::，止のW:JJllはいよいよ汗しく :!.;~23イ l' (1948イ!-) 7 nには円己批14はi主11;去ノk元日ブj

1 1] 322 ， 000 -，'iプJメー lノレを越え附ノ，j(Jの不安ははなはだしいものがあったので，1，il'I'.9)[ ifl同ノ']¥.11]，

u:" -f亜ゴj大きくするためi土も弱点とした151ノド工'1:の片12ょに努め次のとおりす!雨変更するにいたった。

これlこ」二流。jllr人Hモ1，500ミリすなわち川jl'([.ノ'M，b!昨l人jに既設設水i也より低水f"lの接合弁を新設し，

メー lノレ浮水ri;を切り将えて仁1W，流下による流琵の15六をi到るとともに，J 11井・四谷間はn~~D: k:;~ IT'ii 

にJJiI'i"1敷設のi!-j-¥illiを変1tして，北IJlIJi'::i，壬?のF主総に?'{:'i勺て新たなノレートを;'iliび在日ヶ的まで延長 7，153

メー iノレIl日に鉄筋コ γグリー i水IT'tiを2311iL 257K111-Pの川大を図るとともに入手同紙な鉄材のi'jj'i

約を図った。フ圧水fi''ii終始i的ケ的に設ける接合弁以降田谷までは既設線路に沿って工事を胎i行する

そのiJIe:l止のJE大にともない内筏を 1，650ミリメートノレ{(，;;に明大し，鶴ケ峰桜合弁と水道線路述カ"

総点までは内径2，00日ミリメ トノレ2問符および鉄筋コ γグリートれを使用することとした。以上の

百I.[iliiの推移を表示すると{Xのとおりである。

政役割~ {i'li;の I句径と稀別とその延長

両3Z子ポ元稲荷7Lf商品前←

;;Ai j ;芯 ; メーピ

庶溝;忠てん場~JII井浄水場開導水工事

t千
ミリメ m トル

1，500 

内
路

帥
同

日
刊
M
M

九
7
は

川
凶

川

昨ノ£fliij 

羽n*n14イf-11 YI 
高t iH 田i

主i

3，719 7，053 
6，000 

1，500 
ノ/" 

昭和19~f 2月
第 1 次変更

1，500 2，219 7，053 1，500 
" 

同1手1122il'-21¥ 
r.r:; 2次 変 A

1，500 2，219 7，053 
3，6日日

1，500 
ノr" 

昭和24年 8日
第 3 次変 A
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川井浄水場~西谷浄水場問導水工事

;n. [1111 料!

[沼手n14 i下111月i 
E原;江~ ;i計| 同阿l 

昭1利司'111四911年lド一 2 1川j 

第 1 i次士変 l吏l! f 

昭1和内問12忽2i司年iド'.2 1灯l 
百第.~ 2 次 宝変1: 1班主

fl日キ日23五ド 9JJ 
2第'}3 i次k2変主 豆貰1 ;i日目院院印削削削問j日川附附11巾附!砂矧歩升|池杢鶴ケ告架長

t接ヂ 台 升井千

自鶴ケ3峯長j援占
合3引i茸京1問谷
Vバ浄{骨E 水 f場品

!沼干n26{1ド二 91月3 
第 5次変吏

1白 II[~I 跡
地~ra:}ケ接
接介井

口鶴ケ謀tll'
合i月五回谷
i争水:fJJ

l 施 設 の w 類とその犯
@I'i --------- "̂ "'_ 

l 形状寸法| 、筋コング|高級銑鉄吋|電気il11妄 l
|り二二ト-JLI ヘー l制 民

! ミ"メ m ト凡イ メートルι メ-トルl メm トル
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ト 水 路
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在来線路北側の丘
陵陵線の新線路
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首~ 4 1';'<:工事の j、脇(491) 

本二Uliは延々27，000メー lルにおよぶ大工事で， )11升ft水池の上流側と下流問11ではJjlii工のi時期と

いうよりむしろ1I.'dtを :Nにし，ことに l、流íl!lJ施 :1 につし、てはそのl!;jî:]~.j I'I'-.J色;彩と斗f↑r!í.r:. J: 1) ，そのル

ートにおいてもiJliiT)f!l、についても大さく変似した後， lIiH112351'. (1948{J'.) 9)jの初日次計[由1をJll

終決定としてJiUj工されたものであった。木工事はl別手1115il令 (19401めからj"j29ij'.(1954年〉にわた

る長い期間に施行された関係上，その間物価および賃金の市iJ肢もあって次のように 5自におよぶ設

計変更の余儀なきにいたった。

Fη1 問叩vy原F伊伊4申利11叩1
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(5) i'f'7)(1品工事

浄水場工事は当初昭和24{J'.(l949iのにおける計画配水量たる 1日366，600立方メートノレのうち

既設能力200，000立方メー lノレをこえる166，600，主力メートルに対する(1;りk設備をする計四で;h，!.述

ろi品池16)也および(、Jli五施設として治水池 1):也薬品山手口池および沈でん池各2池田E水チi'l池を関谷浄

水場内に築造し工うとするものであった。

しかるに太平日戦争のぼっ発にともない資材節約の必要上当初計同のろ過述皮 l五E夜 120メート

ノレの設計を 140メートノレに増加し，ろie池の面積を小さくし、規模の縮小を図ることとなり，昭和

19fj→ (1944iJっ2月これを変更した。しかるに戦後物価， r(金のt:iJimはなはだしく資材の入手難ま

た深刻jとなり， と弓てい原計阻iの全lfr1J'内J主行は吃lJ.バ守ざるところとなって，昭和22{j三 (1947if.) 2 

月最ノI'IV;(皮の工事施行にとどめることとなり，刊J主投inを和l小して急速ろi直池16)血築造の計阿を 8

池にとどめ， Wし設設備とあわせろ iRi! i主[笠を純度に明大しです，1~に応ずることに変更した。しかるに

明和23年 (1948'下) 9月TiT勢の推移により計両容認をできるだけ大規模とし，埠水廷を増大せしめ

たので急速ろ過池もまた21初計荷lどおり路地築造に変更した。以|二の計[r!1jの推移を表示すれば次の

とおりであった。
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科 目

前夜間日水池Js水管験設11(

両区間己水守政投資

配水加圧ポンプぷi品質

第4章一に :'11:の実施 (495) 

FT『1mliHE即2担割れjZヨ211?寂EEFi索室長
82444411  
202，600: 5肌0001 ーi 一 ~I

一 ~I 2，627，0001 9，807，76日 12，080，210: 12，174，570 

一 言十 !iJ…~I ~，耽脚! 29，673，0001肌眠叫肌ω4m| 唱7，眠悶v....'.......v'"'l """""vvvl ~""v ，...， vvvl 'vv，.........-....vl 

7瓦'f; /.示;7 -瓦ι|…一l一副iじ川川i……………………!占戸戸凶…i戸ふ山…2幻m一…4叶一i一叫一副1… i一…!.I'-J…lυ山j皮U主
第 10節 tr;4閏拡張工事施行の効果

本工事による効果の最たるものは横浜市としては毎秒5.55立方メートルの水源を獲得[..，既設能

力とあわせてi別手口40刊(1965年〕までの需要};:J，(令じうる水訟を純保することができたことであった。

すでに相模原ì5tでんniまではその施設が完成し，今後必~2!:に応じそれ以降の各工事を施工すれば足

りるのである。この企抑lは従米に例ざとみない，計間五:将来にいたした大規模なコ也事として特却され

るべきものであった。

<Xに本コ事完成による自然流下の結果l土、!田和 5{I'. (1930{1')配水量の増加に兄、じてやむなく大

島に施設して以来， I限次その }jÍ!i設を明大していった1~~II !l ;lj'H1水設備や，同じく既設導水管の>>'1水量;を

増加するため応急の策として導水r;:につぎつぎに1m圧ポ γフ園を取りつけ，しかも順次増大されてい

ったその孜備がまったく不問に帰[..，過去 4ミ1'111紀にわたって泡力不足や，機械的故障に支配され

た給水不安が解消し，また町1和23年 (1948{I'.)成予算のごときは年間 4千万円あまりを計上したほ

どの動力伐の不経済からJJ~t し得たことは践に大きな災級であった。さらに配水管としては第 2 鶴見

配水幹線を新設し，一方磯子金沢配水管線を5$1じし，同工業地帯における多年の要望にこたえて工

業用水増強に努め，なおまた戸塚方面四日7]<本)f;;を新設して神奈川県営水道よりの不足がちな需給に

苦しんだ岡地の給水不足を解消し，さらに港北方市に対しては新たに長パト回配水管を敷設して従来

水道の恩恕に浴さなかった|司地域への給水を開始したことであった。

しかし木工事は前記のように長期にわたりかつ激動期のさなかに敢行されたため，当初の自主工は

附Itの変転や市勢のIH移によって法、わぬ支仰を生じ，また，戦時耐乏時代の材料 品質の低下や労

力不足は工事上多少の欠点、や手述いを残さないわけにはいかなかった。

第一に新水源、の!京ノjくが相模湖を経rl{するため-}jtこう水による潟水が流入すると， i罰院を形成す

る粒子の大なるものは沈降するが微粒子は沈降 ["~II: く，微粒子を合んだ湖水が長期にわたって流出

することになった。この相模湖のごとき広大なところで沈でん作用を受けたのちの非沈でん微粒子

を多設に合布する i~v í'l水は，その後の沈でん処理がはなはだ闘世11'であるという災情に直前するにい

たった。また晴天と1且緩がt泣く期間はオ目模出lにおいて微生物が異状に急繁殖し，そのろ過i也への流

入によって前記微牧子i昂度とともにろ過池の閉そくを促進し，その持続時聞を急迷に減少して断水

の危機に陥ったこともしばしばであった。このろiff1i也運営上にもたらされた新たな苦労こそは新水
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様相模湖のあり方についての大きな課題となったのである。

第二は阪I持減庄水そう・ JIIJニ接合升 RIJにおけるi早水管のうち戦時中の製拾にかかるI斗径 1，500ミ

リメートル鋳鉄管による延長2，300メートノレ民間のぜい弱性である。本$Ji鉄t:;;はU{J和1601'.}立よりI'，J

20年 C1941~1945年〕にかけて2tS2 次 nt界大戦たげなわの11寺WJに製管敷設されたもので，戦[1~1干に

おける資材ならびに製行上の欠陥からか，敷設以来今日まで12悶におよぶ突発的破裂事故を起L-，

主要w水管たる関係」二そのつどf!i民には断減水の不使をかけ，また現場付近における出竹物に多大

の被害を与えるなど， j員?Jは多大であった。

木むfL¥iiH工事の将水工事lこは鉄Ii1Jコンクリート行を似IJL-， 主た開i詰品?ち主式t似W鉄紡制州j有ω紡fi:市i:;コングリ一 i治り 1埠q

E路E を施設するなどつとめて鉄材の矧*'~約、'1を凶つたが，地勢上あるいは水庇 1";) き Wii所は IØ'合方法の容易

さと従来からの工法の常識からやむなく鋳;?，Þ1~;が使用された。それにもかかわらず前記のごとき市

放にかんがみ，その後に施設されたものはすべて鋼鉄官を使mしたためなんらの不安もなくなっ

Tこ。

第三に市内のIlè7K包系統は最初大正 4 年 (1915年〕の百~2 回路張工事によって~，::j低と地域的[王分

によって配水系統を盟主理L-，西谷浄水i坊をかなめとよーる)'J，i形放射状的な基本配水系統が形成され，

さらに震災後のT!i勢に応じて時日1*)~の新設や鶴見合iJí による純一弘拡張リW(設 ， 1X~ 3凶拡5H工事による

鶴見本位わ新設およひi'，::j区別水木~i\;の主rr設ならびに補強などがなされ，以後に本Zg 4 mH広仮工事に

よるtr-&2 鶴見自己水幹線と戦時rl'の増強工事としての金沢線の増強および戸塚・長i~l，11Iなどの来月111域

への自己水!í~: の新設がいたされたのであった。しかし震災を契機として市勢の復興躍進や凶際港都と

しての発展，また工業~)'r:111を災現した鶴見・神奈川の臨海工業地f11Fならびに新9，1)金沢地区工業地，iH

の発展に対しては， _I二s氾程度の配水幹線の別強やC:r=-々 の予算により施行される配水管のtpi設をもっ

てしては，とうてい配水不十分であり，戦時中においても給水不良13械が!日台ゃ末端地肢に'1じ，

~lilJ水弁による配水制限やtm水J~I伝のi何らかな呼びかけが行われてきたのであった。すでにして戦時

中においてこのように即1)111f<硬化成状を呈L，2í~4 闘拡民工事による tf1強に期待されるしだいであっ

たが，その後戦災による市内人口の移動， ;fß~t1þ~段収による市勢の変化とさらに状勢の変澄ゃ工事

i'tl!オ孤の問題ならびに資金総などが強く作JTJL-，配水工事はその性質 t:M:も影響を受け，計四変更

のつど配水工事にしわ'，¥fせされてしだいに削減または中IIされ，事士急やむを得ない百'，S2鶴見幹線や

戸塚幹紋ならびにKi'l子同配水f[{などのiWJ開設に限られた。しかるに戦後市の人 IJ[yJ態はlli内中枢地

域の戦災と，その後のアメリカ軍の接i肢によって，人口はいきおい市の周辺に移動し，各地域に集

問的住宅街と i也j戒的中心紫革itïを形成し，lIi周辺地.h&"'~;:日ャの給水況は急激lこ irí大L-，さらに民地法

の;5951から住宅が7:lj"e1i本問地区に建設されるものも多く，既設配水管径では供給不十分となり，配

水幹線はおろか，小配水位にいたるまで加圧ポンフ。の設問;を余儀なくされ;その設備状況は30余問

所におよび， gijj力馬力数は 3，500馬力にも迷している状態で，なお引続いて:ilMJ日の傾向にあるしだ

いである。

これを要するに，本第4回t官、張工事としては配水工事については上記の平日iから恨本的解決の施

策を講じ得なかったもので，今後ftr!限地の解除， HU\!湾海面I限立工事，国鉄恨g~線の新設とあいま
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て， ますます，1，ろうのff"il容が期待されるとき， これにともなって同1水系討しをjjEメド的lこ，かつ%1力に整

備J:(~.Y虫することの必要な乙とは前}をまたないところである。以上のように耳'\ 4 [日拡張工1では幾多¢

点について後 11十騒々批判も'ユト了らことであろうが，エミf~/f，/j、~?~にも有史lユヰ;の i到鮮の時期によ:Ð: L ，

あらゆる ~[II:<[を克服して.本111第 2 医拡張工事に匹敵する附則的大仁訂zi::完成し， ~ヨ絞測をJ1ziJh1.:~己

主:f(とする水道現施設の il~l:l'pを築き tげた功績はやiJ人といえどもこれを否定することはできないであ

ろう。
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第15編第 2 次世界大戦後の10年間〔附日2ljf'.~32 "J')

第 l章戦後の社会情勢と横浜の姿

戦後の村会は敗戦による粁il'l'的自:たから午i会のあらゆる百iiに臼ilーを失った混乱が起った。やみ市

がfl'ii主の竹の子のように諸所にできた現匁が端的にその姿を示していた。無秩序の経済取引がやみ

からやみのrj1でn，コれていたので， niWI2ZJj'. (19471，1つには法下It第 171りをもって政府に対する不

正手段による支払川fi;j、のIi)jiI♂に19Jするi1ゴItが発布され，公定liHi絡による公正取引が袈訴された。ま

た戦後の金融II位置として，まずlIili'il21Jj'.(1946'1'.) 2月17日には金融緊急措政令がjjI!ifjされ，預金

封鎖による新PI切符えが1-1われたのであった。しかしこのような人為的な諸指置も国;mをかけてす

ベてそfょした1攻守Hこよる校併と物資の窮乏はいかんともしがたく， iンプレーションは恕1舟の勢い

で進行し，経済的不1i5立は生活不安をかつて di氏を希烈なき生iKに追いやった。そして初会不安は

ついにn{{和22{¥， (1947'1'-) 2月における 2.1ゼネストにまで進!践したがG.H.Q(述合宿総司令部〉

の阻止によってその実行はjr~\' げら，'1た。しかし f ンプレーションはいっこうにとどまるところを

知らず，同23年 (1948年〕にはいってますます激しさを加えるにおよび， 1司I，fl2月には述合軍総司

令部は健全財政の確泣，徴税の遂行，不急、'1''''''に対する融資の制限などいわゆるドソヂ政策に11;< 
終1月安定 9原則を日本政府に勧告し，また経済自立安定のため拡大の努力を払うよう勧奨した。政

府は翌241.ド (1949{1')1ンプレーション抑制強硬;首位をとって総合均衡予算の策定，税制制度の確

立などデフレ ション政策を刻むし I"J'I'.4 Jg 2313には!部レートも 1ドル3601刊に決定し，さらに

9 )'115 rlにはシ iーフ.使節問による勧告もあって，税制のうえにも一大変革がもたらされた。ここ

にようやく安定政策の効果があらわれるようになり経消界は不ぷ公Lとなった。しかるにこの傾向も

つかの間で，翌25年 (1950'1')7月突如としてぼっ発した朝鮮事変はその激しい消耗戦から日本国

内に急激なアメリカ箪の特別需要が起り，中~lff!~ ブームの名さえ出現する活況をてい L，ふfたこ7たこび特物J 

資話潟it給合の調手和日がl破i技Eれ物{悩11旧尚1日旧liμ刈iとベ一スアヅフ砂のJ官[世F

後+籾月剣Z事iドL変も伴戦となり， 1別手126{1'.(1951JI'.) 9月には 2?i1次世界:)dl'世話和会議の開催となって，

'~;!27W(1952年)4 月その発効をみるようになり， I中ijiik社会的にも経済的にも洛AiきをJI又りもどし，

戦後の復興のiis肢をみるにいたった。

この11¥'1横浜，1，はl別手1120{¥-(19451，1'-) 8 I1終戦後迎合IEI市の進駐以米アメリカ;:n8 'Ilr:のlUI!lとなり

dil吋'1'十区間1¥が広範なWi有iぜこわたコて段収され， ~克け残ったー1::'2::ピルディングもまたほとんど段収さ

れるという状態となり， ilil立は川辺の地域にFH，、のやむなきにL、た〉た。その後i'j-j~)í 同および市民

の躍起の接収解除i主[UJにもかかわらず，解除の足取りは巡々として進まず，このハンデキ 1γ プが

中心を5たった横浜の復興を大きく jl_i延させた。 iは;liにいた〉て妓11¥(11'111;1<の述皮ょうやく進むにい

たったが，すむ lこ充阪の1えをi生した 11 ，lj 機IYJO) ズレから 1\lli荏以;ISI劫および尚T~tii'iの '1 '心をなした

1l\11勾 1I訂正さえ，今なお空地のままに}j~i置され19M，牧場と :!l~ 口をたたかれるほどの荒廃ぶりで，今後
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の復興発展に大きなj招待がかけられているが、慾である。しかしながらその反面市}/ijj立にmuした，11

氏は，従来の関[人lや伊勢i，木町のような拠点中心主義と巡った繁華を各周辺地域において形成し，

各地域にそれぞれの小銃早街を持つようになり，そこを'1'心とする]lilill人11の前大が戦後の特色と

してみられるようになった。

第 2主主 戦後10年の水道事業

昭和20年〔戦災漏水訪止と進駐軍給水〕

戦災後の給水の川iーの11燃はざる給水とののしられた川水の防止にあったことはし、つまでもな

く，これがため~-，\;;i'l.tの昨t，j水防止班を編成し，さらにì'l'l.j ノk符}I!認が設"なされるなど，戦災l在後の 1 ;1 

有半は漏水と Jlii り組んでの i引け?{~れであった。その!日iにも点、戦といJ i1 ~j に述合 IJiI"I(の進駐となり，横

浜はアメリカ首~8 :，P'のiPIsとしてlP:が'g;;Il-!j蚊到することとなり，これに対して完全給水安ボの践し、

指令が発せられるにおよんで，当局は戦後の給水対策の恭子本方針を);くの三つの 11校:に絞って勿;lJす

ることとしfこ。

(1) 施設の復111と漏水防11

(2) 完全給水の将及による市民生活の保全

(3) 進路tlF給水の確保

己の日仰のためまず第一にiniノ'j(II)j11 に懸命の労力が払われた。しかし一度戦災のような大応に似つ

いた施設は似11'1作業の進行にかかわらず成県は容易にあがらず， 1日悠への完全復旧とまでにはいか

なかったので，給水不能の地""や水圧低下の著しい区域が生じ，昭和20年 (1945"1')1])'においては

各方Tíriに配水仇の新設や，加圧ポンプの設i丘，さらに鶴見の]，f，]辺地域に対する川的水道との鉄~'i;;込1

絡による';1:水給水などの処置が誠ぜられた。

その聞にも戦11古川1 の疎開者や，戦災巡縦者~~一時郷思その{也に四I1xしていた人たちもふたたびïlí

に復帰するようになり，戦災地の復関もようやく進んで昭和22年(1947年〕末には総世帯数 177，892

111帯，総人口814，379人うち給水戸数97，464戸，給水人口672，5日0人に迷し前年にi七し給水戸数にお

いて 11，115戸，給水人口において99，243人を 挙にjt初日L，有収水位も年間 39，977，683立方メー

トノレと前年に比し尖に45妬近い12，343，089:iL:ljメートノレの地加を示したのであった。しかもこの増

加給水訟の内訳は京事m水が4，312，30001:方メートル，進駐可illlが7，16日，900了1.方メ{トノレで， この

両者あわせて !\ü }Jn水盆の93%を占める状rYcであったことはいかに給水戸数のJt~1JI1が著しく，また新

たに登場した進駐'([1:がいかに水i史いの荒いはごな大宣言;-i~:者であったかを物訪っていた。

2 昭和21年(給水不良から第4回拡張工事一部再開〉

元米進島1)11給水は昭和2111'-(1946f卜) 1月31日付対日1'li1令書にt"き，事に対しては俊先的に給水

する義務をit~~せられていた。しかしながら第 4 回以政工事が戦争の日~~l{j!を t芝けて)')日lの進ちょくを

みず*完成の主主であり，また戦災による耐ノkのため給水不随の山千をf!ったヌjCdiノ'j(JUにとって

は，この防令はなかなかの難事であって，軍施設への大iLl給水確保のため，勢い一般市民給水がilliJ
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約を受けるのやむない状態で，各所に不良給水地域がk:;fc!.l¥-J-るありさまであった。リiII~j の各医月 IJに

よる給水状態はfXのとおりで最初はまったく 1日中週水をみなし、j世城もあったが，順次改良されて

し、っfこ。
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このような給水不良の状況をつまびらかにしては進初 LI)~ ~::J肪としても，日 jR必需のJIJ ノkを欠く市

民生活のr-m燥を11!、い，かっそのi詩境衛生1-.からもを崎、(_.，給水強化ブJの強い1"¥1ノドがあったか，木d】

は首~4 図拡張工事の逆行なくしては完全給水の不可能である τJ':↑討を l洋側に説明したので， :i]iとして

もここに横浜市給;j('li↑!?の深刻さに1tき，給水コlf'l'N改良のため木diの13JょをいれてIIfl:['r121SI'.(1946 

"1') 5 月 18 日 tr~ 4 回j!l; 1J~工事の iMとして， L1{，[~主導水慌に 1JII圧ポンプ舎を l没泣 F る応急工事再開に!刻

する指令を発するにいたった。
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百~ 2 'ì;': 町長10il~O)対空主主( 501) 

しかし，ちにうと附取のかみ合せがれったような，終戦[京後のHl，~条件のもとにあって，このtË1令

工事のJ主hは'子千劫ならぬ大'1¥'丘、であり，またfbしいi品川iな仕事であったが， この恕条件にめげず}iii

1.'1ー|μjの府政::lkfjの 01]が災って，この~II 工事を知事yじ成することができ，これによって配水能力

がWl1JJIし給水は一時小I.tlt在うるにいたった。 FなわらFt米112ノk設備能力日:hl291，200j_'L方メートノレ

の水設は3 この1J11圧設備によって 353，040j'人力メー iノレとなり日鉄61，840i人方メ トノレの水がTli氏

の台所lこJiiJIJI!されたわけであった。しかし今までが不足であったから増加したとはし、え，すぐ焼石

にノ主のように日1化されて， 1，，]22jF (1947JI'-)には 1IJ iil大配水盆が-[1/.326，273立方メートノレにも

i主した (uijJIの 1lJ-Jr.l:大配水;ifより 31，319止プJメートル:Wl)ほどで，水がUJ1れは11上いたいという行

きわたらぬ給水に対するiliRの[ts'h!j'を和l尖に公現するものとなった。

3 昭和22年(第4回拡張工事の本格的再開〕

このような状態に加えるにl川和12211'(194711')には日本政fHから工t'122，695， OOWJにおよぶ進sJj

:dJ: Lì: ~-tオ、牧地K水辺住;\1:]ア1\ の特命があり，また If，勢の復興も漸次進み，生直復関による各種工主、

も活況'2呈するようになり，円じノiがもますます以titし氷がの不足が公隠されたばかりでなく， i;-U:ブ1

"11'怖が i巴{じしてその不足が〉干しくなり，ためにかえってポンプ庇送に依存 Fる給水不安がはなはだ

しくなったので，この給水ィ、2どを一手に解決寸へく Id'J!tドさらに1;1:，];工事を本格的に軌道に乗せるた

め進駐 Lj_i:~Jí JpJに L市立;施にi対するiJt>li81_1_:そf)J/[11 した。アメリカ-;:n8 :rp:はこれをさらにG.H.Q(i'f合

軍総 'iij~?1刊)および経済:tc.'í-Ë木 fm と協議 l ，その必!}J~が認められ， !:í~ 4 凹拡張工'1\ の ;Jf~ ，iil，災胞がよ広

認され，各方iuiからの多/(の反則Jのもとに工事のスター iを切るにいたった。しかして一方当時申告

水人 ffに対する配水祉の'hlJ令が Jlo'ii;;に大きかったので(ii， 1昭和22:Ljの給水人口 672，500人にて年

IHI '1'. JeJ 1 f_[配水:h¥:295，434立方メ トルすなわち 1人1日，)'均id!IlJ!tt440リゾ lル〉巡則w:当防も不

得の111\をもヲて似本 ι1"'1'，';を糾 iりJ~ ， m:d'k者に対しては厳重tJlrtを1¥持ずるようJ百令があって，当局と

しても水辺生;態;羽査を千r"、現泌をつまびらかにして<Kのような結論に達した。

本市水道耐tJの諸民(J!Jと出先についと

水道出水の諸以[日
ぎれつ

1 )保持による自己ノト~[}の破壊(j立H2N~段以外に叫般威力の~t諜純国内の廿のfß裂，あるいは継ぎ手のゆるみな

ど)

iJ・ 1也下山JノLにしげg;!，[主I，[iなるものを除さはとんど修JAi月みなり。

2)家居疎開地における給水装iiJ':撤去後の笠理不|一分

a ほとんど修理済みなり。

3)焼失地における給水辺ii'への破l'h

([ : 鉛~.'i; 回収i'I':IC、により大半修fÆを了寸。

4)弁類，消火せん，kJjせんの部分的問托，そのフもでも特にハッキングのl'li減によるもの

説。 給水せんのj'h.jノ')<1土少此といえども大な ~'j;t国となるをもって，継続的に修理および取替えを実施せ

るも，資材の品質低下によるIilIU立早くこれが改，~?に努めるとともに経常的に作業を続行中なり。

5)主主任，鉛也戸その他の腐しょく .~11 しょく

注ー )司円[i'1~にしてこれが発見はrmltなり。
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6)凍結による鉄管，鉛管のl苗裂および1Tl裂

/1・ 西市プnむlに起こる現象にしてそのつど修l_q[-j。

7)地盤沈下による陵台古[:のゆるみ， または位打郎の脱出

iJ: ， J~線不良(国立地など)のi也j主に限ちる。

なf5{:)(越m;のiiijfをは)'，¥'0)破出あるいは縦ぎ子にゆるみが生じゃ JいのでHにJ悶:1[-J-る。

8) J也氏， ~rili_t物の ìilil敢などによる役割Jまたは民叶aノk前任による継ぎ子のゆるみ ~:ì;休の破裂，分水せんn:i付

けか，'I[O)!liJfi

i..t : 4，'j'に進駐'，FJ日正1h1物的送ひんぱんなるため多々I'1.11せらむ uもJE見[日間Itなり。

9 )地下".'[\，ことに地下 r}.li ü!t物コ [1に上る [((j藍mít~

I七・ ~.n;[iの iも;f74二日(らる。

10) 鉛竹山I韮 fy耳、 1:4.，民水器，せん類。)JI~í寸け不iミ

i1.: î(i!症 ~":;;=L'lffln n人の施行によるものが多い。

11)過大なる)J(]Jによるf;，その他のfnltJi

it 深夜における制点#の制限災施のためJM{!I;的 1ご起る。

12)不iLGによるも"111伎の末端のlmJi!l:， または[~[ll 不|分相当 Jitぁ Ó~~込与にしどこの点刊に1I )1.\:0つ協力にま

たなければならない。

以上は水道同点。)一時的の諸)点[JC[にしてこれの山本ドの低下についとl.:t経常的に1'1::1¥，、を続行しかつあらり〉ら

ブJjil、を講じ似IIIに努めてし、る。

このほか合l~Niìけの給水工 '11 による~?，i水と，計;.11:熔焼失にともな古 ~-il創出IJO) 尖胞により， ilU~の傾向は相当大な

るものありと見込主れむのである。 !11; 要Jil:出_\:JVlO)盛夏をi主えì!，~¥水防止およU首IノLに出lしては刊にdil(の協力を

婆認してし、るしだいである。

4 昭和23年〈給水増強策)

以とのi古来lこ1"いて厳にI良貨を抑制する必要を認め，昨lHI23イ['-(19480['.) 1.乏には前ノk防止の徹底

を図るとともに節水の強化と収入14を図る 11的をもって，水道メーターの防人，修*~L すえ??えを

計図的に災施L-，多ilH出mおよv'J七mせんに対する水道メーターの整備を行うにいたった。

しかしこれらの努力も戦災と進路j半接収によって市民的住の移動が著しく， 地域的に給水需要量

が大きく変化したため既設配水f"E'i惜しjをもってしては配水がともなわず，随所に小加圧ポンフ"をJIliり

付けたが，根本的解決とはならず‘市内各所に給水不良地区がt.3cll，_ljして，当局には常に陳情区|が殺

到し，応接にいとまがないほどであった。このような事til.J'から年々一方では水庄のtpl強，給水の円

滑を図るため戦災復関工 l'による回日・給水ザのtpi設を{了い， I!H和23:'11二 (1948il'-)には弘l明寺 -1二大

岡聞に内j壬560ミリメー lルないし400ミリメー lル行800メートル， TN!'{I吋ドrJ1iモ2，900メー iノレおよ

び鶴見[KI"J内径150ミリメートノレ管1，200メートノレの敷設を行い，その他給水管も給水不良地区に対

し延長5，000メートルにおよぶ敷設を行うなどらゃくちマく給水能力の強化を図った。

また引き続いてl潟水防止の徹底を図る努力も重ね日明日く有効なn~if:rlを収めた。すなわち総配水!止と

千T3-:JJ水設との比較において終戦l直後は30泌を I1引Jとして70括主でを無効とした，εの比宇治'1別手rJ241r

(1949年〕にはついに日日%を有効とし無効水量は40%以ドにとどめうるようになフた。しかしここ

までに到達するには戦災以後 12，500，000ITJの包伐と 41..1の日叫が投ぜられたしだいであった。
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5 昭和24年(導水ずい道工事の完成と不良給水地域〕

fl{:~ 利24{ 1'. (1 949{1'.) にはüíj1j 米の水辺メータ-J:\{lt泣計闘にさらに一歩を ìlliめ，付~lii jの全iH-BtHiljへ

の復帰を企i'~1 L， 3 か~q 継続ド業としてうじ返する üti1llj をたてた。これは戦時<1'水道メーターの1~J1t

が不能のため定杭irWJ-e給水を開始した各戸にノド辺メーターを11/f、1':九 また既E在111ドjけ'1'の水道メ-

Fーをすえ終え，修理をhうもので， 会的!には11¥(入I?iを閃り， -1耐にはdi民の滋賀を)Lll‘してtm水

の11!'()に添わす守[二幻を〆1<める@y:rであった。そのn-¥lにも， li，j24{1'. (l949{1'.) 7月にはかねて政

府のIflWr1liD)Jおよび;1!Jjl::r.!iの交付I2iJI)Jのもとに極力 Cjfの進行在図った第 4['il!li;.m工事の呼水ずし、

i丘二にτ1¥が完成し， f !i'~n 0)相1見1関係水がjriノkして， }..:，~，jlì:I\I; 1lキJよj水ポンフ'および r~l'lll ・大品・ 111名のイキ

1草木IJIIIJポンブの)ji和、が不必:}2となり，ために屯力料において約 6，700，000万円にのぼる大i't(i*':)を

も/こらすにし、fこった。

しかしこのような計 11j_1]が 1:)，、くf":;>0¥'く災1jされまたす九、道:r:'I(.が7し成したとはいえ，白ijrむしたよ

うに:伐後，fj内<1'心j似i;のi二期協IWのため，1m，の大多れが問辺にJgilーする傾liiJ(主， ll!l f，Uiの)践ffともあ

い主ってい 民間[内出現 1也域が，Iiの

mJ;立会所にでき，iit米の刊か')，'i'i'.:kJ也，ji;の各jiJiにおいて大なるノKi且の;jJ裂が起こるようになった。そ

のうえにわl'f.'i I11・鶴見など臨海上fu':i:

におけω大工業J[u，;:¥¥:;//-;j、める大;jz;安ノトjklはさらに的加lする 方であったので， これら幾多の恋条1'1

が重なって， iiUとの配水系統およびf の'i'i'il>lをも 3てしては谷砧に必安ll!l械に必要水祉を必1t:の時

nnにlitHJ かねる ;II~!@ であ寸た。 これがためやむなく九、急対策として， T1i内配水告の名所に幾多の加

)五ポンプ。をtN~i'7:したが，相変らず íli1内不良給ノL地域は町?次各ブtjluiに生じて解ii'j-j'るにし、たらず， [1{:l 

和25'1'-(1950i1')にいたってもTIJi1'JIこなお311天城の改良を必要とする給水不良地域があった。

6 昭和25年~26年〔配水管増設と漏水調査〉

したがってこの立I策としてn{i和125刊 (1950{j'.)I止において四久保JlIj・弘明古!日]に内径 560ミリメ

一lル!i:;，'"2 3，446メートル政設 L，弘明寺大|品iおよび時間方而の?kJli:i世話1を図るとともに， 一方三

ソ境11宅地の給水のために内筏460ミリメートノレ管3，750メートル， 300ミリメートル管1，800メート

ノレ， 250ミリメー lル'，';'7;;0メートルの敷設をし， uこだし3C 日ミリメートノレ'í~'I ，900メ}トノレ， 250 

ミリメ}トル'i'i'1，300メートルを撤去した。 なお木工事授は 4分の 1傾を相模鉄道株式会村の負担

とした。〕その他不良給水地区に対する配・給水管の新設は例年のとおり1Ai工され， またこの年度

からは耐水防止は~'-I 同l的に順次!が成を限つてのぬi水調査に乗り ~_Uすこととなり， まず鶴見・神奈川

港北地i互に);悩しゴ.;l26{1'.(1951{1'.)1正はやIr(nllおよひl百の山地~;mーと保 l ヶ谷・ l判の一部， liij27 ij

(1952{1'.) 院は市・ '1' ・ r/'~子日と各地i互についてフロソタごとに雨水の調査を行い， これをj'Gl明発

!~して[与j'Il'j'る方法を;生めていっ fこ。

7 昭和27年~28年(第 4 回拡張工事のうち沈てん池および導水路完成〉

昭和27ij'.(1952{j'.)にはかねて tT~4 回拡張工ドにJsv 、て施工中の相模原沈でん池兼Aí 水池と I11列

l10fl汁 lJ.I;:tの洋水路…工，j'が5じtJ~ L， UIIチi・ノ，.'uiなどに一部残存していた埠水告の力111五ポンプもす

べて不111となり， 水ib:tより自然ifiCl-によって既設とあわせ 11] 468，000立方メ}トノレの水設が抜か
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に西谷浄水場に活水するようになった。

しかし市内の配水管については， !:t14回航5Jt:r.ltrとして飢ょぬr12配水木!i¥， :Ø: U-~川ノ']<1許 Ijl，戸jふ

配水幹線などdTPiの配水斡官に一日目の増設工守;がfi"われたとはいえ，特殊)Jliliに対する部分的I白強

が行われたlこjぎず"!IIj記のように戦前とまったく様相を児にした戦1&の人口円己i?i:や給水iIz裂の地

域的天変化に 1J11え，昭和27年 (1952 1，のころから市内J~r見地の解除も進み，中心地の復W>\lもめざま

しいものがあって水誌の需要はtすます附加していったので，これに対する西日水行1iUii没の弱体が11

だち米端に水が日iかぬ恨みが前{切となった。

(主}昭和29年~.30年(第 4 囲拡張工事完成と給水増加〕
出血怨it(1954 1， 1'.) には第 4 田弘51~工事の一環として， )lljl'i'i'水場より港北区の新ft'仁地長il':11I

方面1に対する内径 510ミリメートルの処女別水管工作を施:にしたが， [O'J工τIrをもって!:t'14閃拡張工

事の有終のみのりとし下，出弘岨原傘立必級三去と三的主主主辻ti:2子，戦iIIJ，戦11，)":)'11，以後在

J]lじて15年にわたり， 201.0:1rlの巴伐を投じた火工事はここに完成を告げたのであった。

しかし本拡張工ilfは前記のようにJ!X水， jJ;水，浄水に疋点がf?i:かれ，円己1)(r¥;.:仁 ln土，111什の今後0)

発展に1111してikWIに施1-Jするよう見送られたのであった。しかるにI昭和221，)'.(19541，のにはかつて

の海軍施設を戦後そのままY止カゐ引き継いで給水rl'であった戸坂 I;{:;~:nn地区の申告水について， fU，ノ0'

ら横浜水道よりの給水を受けたいとの似NNiぷあって，Y;~ と折衝のうえその配水施設を口収して給ノrj(

15.J戒をおよ張L，またI瓦収地の解除も促進され， j託収跡地の建築がIJだって進み，翌3011'.(195511'-) 

には給水戸数か年nnー 11110，000戸羽加L，さらに新設的見幹線による民業!ll水のffi力11および港北区

fUlt同方而の給水1m始による精力11などがあらわれて， -，ITI勾配ノ'}::i円の系統および配水行総については

恨本的な佐伯しを必良tとするおI附にたらいたった。しかしその改良については次期1iMK計闘にまつ

べきであって， I.I-l}主ミ!とiまなこHJtによって併決すへき問題ではなかったが，さりとて給水不足にあえ

ぐ幾多の給水不良地区のさし迫った災'l"Nは長く欣i丘で27ない有総でもあった。

9 昭和31年(配水管整備計箇〉

ここにおいて昭和31il'(195611')以降10か年にわたって1H:1f2億円T:il皮の配水施設の増強をなす

配水施設整備卒業を計出íL 次のとおり市内全般にわたって配ノ1(:i~:';;制の地強を行い，ノ);J玉水ij-の強

化を図ることとなったのである。この財源は長期にわたる巧々の縦続事栄であり，起Uiの対象とな

らない事情から，自己資金によるほかないので，同3111:(1956斗〉皮より水道料金を約 2 刻 5 分T~J

HZ値上げ L~flllli':'J 2位、5千万円の地収安見込みこれを工事'1'1にあてることとした。

ミリ羽 詰i加圧ケプ 21 1リ到 tl 
i1:;:レ11到i:;日

l ポンプ
ム叫

I i:l 叫
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第 3章戦後10年の水道事業財-政

第 1節 戦災とインフ v_-;:ノョンによる数次の料金改訂

昭和20年 (1945年〉皮にはいってn.n もない 4 月 15日，鶴見・ í~~土ヶ谷・ 1:1 1村その他の地域が戦災

をこうむったのを手始めに，同11'5月にはいってからは全国的な空襲によって周辺の区域を残して

中央部のほとんどを焦土と化し一挙に得芯先をiたった水道事業はその収入の限仰をう人一い財政にわ

かにプ刊irとなった。

すなわち，紋災後は1::T!Tにわたる川水のため給水耳、如}jに|桁り，ただ漏水の防止と残仔家庭への

給水が先決I-Hltillであって，全般民をあげてこれの対策に従事せしめた。かかる間にあっても戦災の

応急仮|口とともにl'阿<k残作家伝およびパラッグへの給水状態を戸別調査し，新たに料金徴収台帳を

作製して，給水の災↑inこ応じ一部は同年年 4ミころから 8月分にさかのぼって水道料金の徴収を開

始したのであったが，給水淡存戸数は全部で47，705戸にすぎず，しかも一部給水不良地域は料金徴

収を減免したので，そのfが史跡にをl!:~位されたハラッグ約 22 ， 000戸を1JOえても焼失自írの給水戸数 156 ，

400戸が![ニみ ~U した料金におよぶへくもなく，昭和19{1' (194411')肢の佐川料および手数料収入4，7

16，392F150銭に対 L，l，iI20il'， (1945{1') I主は 2 ， 511 ， S80r%8&~ によぎず，その反lIli支川においては

i被災復旧iJtや進出t市給水到などの新規経世のfjlJを余儀なくされ，文1+11'<<8はいっそう憎加して歳入

欠陥となり，多!.j にわたコた順調な財政のお績によって li1tみm~-Jた刺余繰越:ft7. 3，056，175円40銭を

i史い来してなお不)ιL亦こf公wso万1'1をj@!Uして念場をしのいだ始末であった。すなわち，昭和1

19年(1944年〉肢と2011'，(1945if)皮との収支を比較すると次のとおりであった。

科
文 IH の 部

Ili{和20年 度

l 収 入の m;
日…寸!f-↓ 

昭和 19年度 I!1[{和2011'度

使用料お上び
手 数料収入

財法収入

給水工 11'lli1入
雑収入

相官助 金

0

3

8

2

5

 

5

9

9

0

8

 

F

2

3

7

2

0

 

9

3

7

4

7

 

3

2

1

6

2

 

6

8

1

3

7

 

1

6

7

9

 

7
 

バ

計 |開札717科

2，511，880，5副 -'h: 務;J_t(

819，239，2411日常 iS:
44，374，0111給水工作!ft

1Iオ nt ，{~ 

i甘 j~

1 公 的資
li利子，雑貨

|守f H 全

ii IW 空'1t

|一般日以
l公 m'itC元金〉
!秘立全〔株式)

1 戦災復旧 1~

[進駐m給水質

l 繰特金その他

日

佼，d
 

Q
d
 

l
 

布
引

何
日

pl 阿

792，840.74' 1，475，630.46 

1，246，659.13 1，743，956.71 

1悦，974.371 71，945.951 

18，702.08' 14，360.141 

山川3i 雌，579.76

627，886.32: 790，岨5.37

48，994.00) 

28，回341i142230

500，000.00， 500，000.00 

780，098. 13， 798，704.52 

54，000.00 

652，687.99 

108，828.63 

75，000.日。l

問。，h
R
U
 

7
 

5
 

E
 

no n
 

g
 

拐凋
斗

このような，If'li'i'で給水戸数の激減による収入滅から事業の財政的法陀が動fJRしたので，独立採算
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のたてまえからflF1和1211，1'(194611'.) 2)']から水道料金の{直ヒげをするのやむなきにいたづた。水道

)，;Jにとっては需主主家の激減した超非常時であったので，収支のノ、ランスをとるためには足、いさった

値上げもやむなく，長年続しまれた 1 月 1 門という水道料金を_~11[16 f古にせり上げたしだいであっ

た。またさらに制民主七においでも， n{1和2:if二 (1927年〉以来ド引当してきた百十泣がlによる給水制度が

戦争の前後をJlliじ資材郊のため水道メーターの購入ができず，その1m:允のj註を夕、ってついに全計:fft

制を放索[._，新たに定額itlJを設けて放任給水を併用するのやむなきにいたった。

しかるに終戦後インフレーションのにわかな I~"1j巡により，諸資材のJ?2/日誌や従%;民給与ベースの改

正がくり返えされ経ï'i の支 I!J1は大柄にH~大L.加えるにi注目lIl~ t- fí 令による出;f~it入 J~.:の増加や，持

団E水能力の増強のため芯力授のW11J日などが設なって，経常経費はとど主るところなく W11JOにつぐtpl

加を示L，ためにその後，日目和21年 (194MIっ11月，附22年 (194711'-)7月， I;;J23年 (1948年) 6 

月と何回もの料金値上げが繰り i思えされた。ことに昭和23年 (19481F)はインプレーションの前i進

による物価IU融資がはなはだしく，前年に比絞すると術品1'1は1. 61古，日1.1" 1j 1~ は1. 81白， 上京用材料お

よび総兵，業IH1JJi.光熱i1f，食糧l113などは 21;'1に， ii:i托I¥-i，l土2.31古，機械Ej，羽生lfllは2.5倍にl捻it

した。このためさらに， 1昭和2311'(1948{の 9月料金の改訂を行い， ~-J，む '1，:-:\';0)1(;立をみたかにみ

えたが，それもつかの間，たまたま附月から認せられた芯気新税と， 12月より災hitiの11余ベ一夫改

訂および-m)物価の補正があり，さらに，;'12411'.(l949{1つ 5 Plにはガソリン悦1m刊の訪H~~があり，

また経済日原則に基く事業伎の削減やi現時(1llìlリJの 11 切りもあって -~h~1~ のi'~'，lt~が主すます関紙とな

るにおよんで，水道事業の自主性からも，またm民給水の万全を}明するためにも， !盟'11料金に改iH

の必要を認め政府に申請し，同年7月以降料金li!Uc.げのi且いずlちを行った。主!I年水道料金の己主;;rは

政府の1'[J定によって計可を~する規定であったので，物価IU官FIや賃金ベースの改訂に遅れて災胞さ

れるのが常であったから， !I与問的なずれが常に資金繰りにも，収支の勘定の上にも行かされがちで

あった。当時の物IllIiや賃金のうなぎヒり的状況を知る一端として11s手1123{J'.(19481，1')皮における当

初予算と追加額を合めた最終予算とを対比すると次のとおりであって，追加楳11土主として物価!肢は

によるものが大きかった。

11 悶

人

材

電

内

料

力

公{i't 臨i 係 j!

受 *i1:および 分拘全

そ の仙 の経 i'l

E十

品
目
党
究

当初予算額 i j当分比率|
ド %

32，251，914 I 32， I 

抗日，田2 I 28 

15，984，476 I 16 

8，952，731 I 9! 

3，170，057 I 3! 

迫力日j純子1;知 |百分lVf'~ I J(~鮒IJ{_ì

78，039，捌 I 3~ I 四

12 

'¥5，413，509 

49，841，557 

14，797，246 

6，209，353 

14，949，169 

164 

312 

11，182，474 

鈎 1山| ∞
 

22 

24 

7

3

7

 

165 

196 

134 

209，250，062 100 211 

日目和24年 (1949年〕の 2月にはいわゆるドッヂラインと称された経済 9Jff則が実施されて，イン

フレ抑制強硬14t罰が請ぜられ，さらに 9 月にはシャーフ。使節I'Dの ts~mlJ勧告があるなど財政施策の強
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カ遂行により地方的の起債獲得が15'1縦となって，成人欠陥債は不W!可となり，出来以'[有f!l¥補助金は

防止され， Hllトi復興事業のf.[lill)jもY::_TLーされるというように国家財政の21納は水道事談の財政にも火

きく影響した。ちょうどこの(，[から 3 か年計四をもって災前iされた水道メータ -tF術事業î'kやj1，i~京

i，QI到貨ならびに1"14横浜に開催された笈JUI国民体育大会のための!frf's山プール12備切などはいずれ

も当初起伎ないし的llj)貨を1'1 あてに計附されたが.J:iì己の 'l~怖からその後I!iì尽を}l':jF ~， 1司年7月

料金改訂によるt11収料金[17入をもって償ったものであった。

昭和25'1'-(1950{1'.) 7 JJ iiïl鮮事変が'先発~，北~:'.'t;:38r~*J~をめぐる近代戦の攻防はかつてない物資

の大111ft戦を叩び起し，その ;;~';~B~ によって日本[1， 1也においても軍需の急激な ~，'i~を初来L 定).J[，i;jそ

の他資材の+[I/U'とその側絡の版社は許しいものがあって，水道事業におよぼした影響もまた多大で

あった。すなわちこのためふたたび水道事業は収支の均衡を失うにいたり財政保全のため何年12月

にまたも料金改訂のやむなきにいたった。

また河{I'.10月には横浜の1m:パ品都建設11:の同会成立となって，そのIJlli!1:i災現のためにすべてをあ

げてその最前日限lこりJいすることとなったのであコたが，シ tープ勧告に退、く税制改加があり.政

府の方針にのっとり収支均衡予算を堅持したので :1\*的にもさしたる )I~百fどをとげることなくそのわ

くのうちに収められた形に終った。

烈昭和26司(195111'-)皮にいたっても籾@，'('I¥変による彩管は(fしく，鉄道運行， 31L力料の値上げ

給守ベースの改;nおよび一般物価の)l.~trlによって支 11'，のWI}JIIに明えず，ノYì誼τ'1\:1:1\1政保全のためさ

らに料金の{直 iニげが必要となり， 1五j{f'.12月料1:改;nが行われた。

U~ 2節 イ ;/7v_  V =1 ::/と復興による財政規模の拡大

戦災後における水道事業の収支はf1.Ie!!ll の巡I民によって給水需要家の治}JIIをみ宝<J~その財政fいJ~，~

礎を匝lめていったが，それよりもインフレーショ Yによる財政的規模の拡大がいっそうにきわだっ

た。当時施行中であった拡摂コ事政を除きまた一時的の巡m金やt最終金を別にした戦災後から企業

会青|の発足まで([府和21年皮~昭和26年度〕の収支の状況は次のとおりであった。

収入

科

使用料および千数料

財柁収入

給水工 'J. 収入

銀収入

I'i'I 県支出金

財 探 究 払代

住宅建詑給水工事収入

戦争保険損害補損金

終戦後の収支の状況

の 状 況 (結怯コ :1':光当ilT(凸および料般企を除<l

11[¥ ln 21 ;(f一度 l 昭和 22 年[主 l昭和 23 i! 度

食 街 !wrXQJt[ 金 額 ;ti畑川金 知 l糊比
ro ，阿 ro

20，349，457.6剖 1州 66，614，5幻矧 3.271 223，976，850.101 11.01 

258，330.191 1.001 648，606.72[ 2.51[ 1，874，605.461 7.26 

1，567，142.0叫1.00

1，486，551.7判1.00

2，753，496.9四1.00

46.50 

465，040.00 

5，605，193.58) 3.5民 18.469，543.81111.78 

1，217，299.86! 0.8引

1，466，0印 .6判 0.5引

…日:[
14，994，598.05; 10.09 
32，580，443.201 11.83 

9，6日5.291

13，047，621.001 ー
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lTl?1LおJY11111Ll 余

計 30.173叫 1判 1…… 3.3/

H 

ノl、

I甘

合

H 
[Hi 羽124 !.F. Jif. 

金 額|糊比|
悶

454.690.409.001 22.341 

1，730，323.681 6.701 

35，738，495.451 22.801 

8，496，835.901 5.72 

52，272，457.701 18.98 
33，505.91 

11 

使用料および 下数料

財月収 入

給本T. 'Ii' [I~ 入

雑収入

ItJ県立 IH 全

財 j){: 売払 ft

日宅建設給水工事収入

戦争保険比l刀 補損金

小 計 1(552，962，027.64)120.571 

市 山 1 6加，叩0.0同一i

合計 553，562，027.64118.351
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6，877，777.0削 2.50

216，683.52 
2，151，000.00 
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1-113 抗戦後10{! のス i:ù:cl;:~財政 (509 ) 

~~~ 係 1~ 

ーヒ ノk iti î~ 
ルN品 世il n 
/.u. 、 fぜ

~t il~ 

位ノi器技術，庁舎建築
その他特別設備n

進駐車その他住宅
建設給水工事

小守[建設工事の1
ロ k収入のi'i'うもの/

戦 災 復 旧費

戦災 i豆 9'1 ï~ 

3日 :iJ r Ql !I:'l i'i 
両区別水告別設 j~

戦災復興下水道 IH 設 j~

i1í路事業配水管移設 j~

(T!i fitを財 iJ!，!¥ノ]叫

8，113，764.811 

… 111:: Rs::
i 邸閃即|川2川 91 687，50削仇1し，削 4わ24“州州3鈎側3割l 

1 ，v，vvl v，.，vvv，.v， ，v1 つ 1

11 
I!i_l {;II 24 年!立 1 1田和 25 年度|昭和 26 ~.l 度

制 11附 tl金 額 115額比
内 pl

128，982，775.42119.981 180，105，773.00127.901 

231，645，395.68126.13 

87，651，703.71187.92 

287，455，155.0町32.431

95，006，047.00195.301 
元 9，727，163.0叫 l
，し 141.381 
1'IJ 68，358，670.8町

13，507，000.0回 5.44

23，651，575.00 

(677，811，383.89)132.77 
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9，183，615.97 

1，660，862.58: 

元 34，276，587羽 43.38
平日 47，571，586.9町

30，786，000.0同12.401

31，548，971.94' ー!
(592，463，020.85)128.64 

12，329，502.00 

9，689，742.日0

べすなわち戦災の復!!~ f~:Uý~!関係はその財源を I主1m，の補助と rlíïi'l にまら，その他は料金その他の収入

によってまかなわれていて，各年Ilfの収支も昭和25咋皮が繰越金にくい入ったほかはほぼ順調であ

った。しかしこの 6年間における財政規模の拡大は貝に円をみはるものがあって，昭和21年 (1946

年〕院に対し 5 年後の昭和26年 (1951j，1'-)皮には約24ft'fに i主~，収入においてはその中心をなす使

用料および手数料が，昨1平日22jj'.(1947'1'-)院が 3f-;¥， rr;']23{V.皮がll{古， 1可24年度が22倍，同25年度

が25f古，同261f.皮には30H?rに主主L 復興の進展による給水戸数のtN:JJPならびに工業の躍進ぶりと料

金{直上げによる収入I自の姿を如実に示している。そして|司様にして 6年間に57倍近い増収をみた給

水工事収入は上記給水戸数激I自の事情を妄評するに十分であった。支出の而においても総係資は給

料のペースアップによって 6 年間にお倍にヒり，事業運営の諸111も物倒・賃金のI~釘~百力料の値

上げなどによっておf:t[となった。そして設備校においては物資窮乏の激しかった昭和21年(1946年〉

のころの41準からすれば，物資ょうやく /11
1回った明和26jf(1951年〕には 1∞倍にも達する額の施

設が施行されたが，インフレーショ γ下にあっての施設としては取り上げるほどのきしたるものも

なく，従来からの給水不良地区の解決にもほど遠かった。また公償資においてはインフレーショ Y

下に敢行中の別途施行の第4回拡張工事が年々巨額のl官僚を重ね， 1析次その利子を増大して 6年間

に41f官に遼~，ょうやく返る元金の償還開始期を技えて将来の財政になみなみならぬ重圧を加えつ

つあったことに注目されるのであった。
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第日官[J 収支の分析

次に前記の収支}!;，))i~を S\jの幻~};[Uj"，らすれば， 収入而においては次去のように使用料および手数料

がj誌に収入の'1'心iこるはもちろんであるが， 昭和21{1'.~23;判長はいまだ総収〈の75:?~右上下の型民

でおり， ，#124'1、民以降十こいたって82%から84%と清実に増収してようやく太来の姿に帰った。 また

給水工事現収入もゴ九}"の 6話程度の収ノJ9河25年度以後は10%をjほえる収入にf1fl力l:__， ともにjl1勢

の復興に託行して匹手足の躍進ぶりを示しfニコ ただここに注目すへきは匡l県支出会すなわちliIiJ泊金の

額であって， 1 日平1!21:~t:-"'_'24年度の m;ì，'j: ~~2.収入の10%住友を占めて 1.('_ るここにね災の復If] ，復興およ

び進!J:I平tf:ノ:Jzì'~-:' どの判別4-~川について間々の凶から明íll)J を ':11いだ当時む1\-'1\11' の-tfJ を物 lii るもの

ぜ，収入減の当時としてはl!1i原掛tから戦災復興事;!?:を中心として新規事alはすべて但i!lに財iWを"

めて市債をIUi;fj[1したこととともに終戦直後の財政処理の特徴をなしていたc

終戦後の経済性し乱のはて院しを罰った経済 90~(PiJやシャープ初告による脱出1jCl'J:正などによって，

nr{手1124Q'.(19491f)以後はm;;tl{ r': n L) J金やI!-TWのi坦ilミも I"frた lòたが，泣くiE ド主~~o)~:+i汗も["IlT lTI l もの料金

値上げに kって順次Jl.l改保全:，')方法も説ぜられ， ö:張工事費IE f!M以外の年々のれt'乃はいっさい I~' 己

itf-:$:によってまかたいうるぷうに :L'0 [1~\ ってい川二。

づJ文i，ll[i可については次夫に示すように'iJ:1告の1¥'心をとすものは限九の給料計iii告で総決算矧の

これにつぐものは原材料と;:'11.1i1施行Yl(-:2Iii}者は

15.2%ないし29.6.ア~;， f&者は6.8，%ないし 13.1，9~でその〆守訂 T'):jは 35.6 %にj主して"、る。ま7こ公lii

子)";;)332::';:;と3分の l官民を占め，27.6なv白し40:'0，

関係は|円相23年 (19.:18年)I.ltまでは 6.7が以τ、であったが，以後インフレーション下に政行ーされた

百~ <1 r己l改jJ¥T'Jrnt弘えのため， I"J24守山以降は工作のilI去とともに次第に利子の支払傾がfVl)Jr1して

そのl三ぬる上ヒドが71!大[..， やがて元金院選開始。詰のピーク11寺に対する亦1:1りともなっている。 また

'r!l):;刊についてはそのE'I':j支よ山の!I!，'J羽であったH日和2止年 (1948iF)I立の記仰のみにとど主る出 15

ヲ6i止い企古iがr立ぜられていたことは，反田iボ γフ給水による給水不'1iがいかに大さかったかをHi;114

のうちに物請るもので，目白和2411'(1949作)tJ、後は航京工事ーの;主行によってJ子ンプがつぎつぎに不

要となり立力料金の支Jムいは刊行次軽減されたコ

こうして収支の均衡がほ全されていった11号、 ~Iß和27年 (1952骨〉地方公営企業訟の制定hこぶり企

業会計が実施さわし， lil~i1:計算その他の会計諸表によって事業成績が明らかにされるようになぺて，

そのi宝営もちそくちゃく FE1:さを押li守されるにいたった。

収入比率

F[l 訳 I !;iH日2U?度|昭和制度 i附判 断一 度! 昭和 知→ 企画 孟副 昭倒 的

使用非:~ J!I..手数料
~1 J1{~ 収入
給水工事収入
自 収 1

y;~ 支出企:

住宅ìJ!設給水工守liï~
配水管，分科余

戦争保険拐古境情金

計

一 石一I 石「 一一石 「 長 l' " 克

75.7! 74.9 l 73.4 I 82.2 I 84.7 I 84.1 
1.0 I 0.7 I IL6 i 0.3 I 0，1 I 0，2 
5，8 I 6.3 I 6.1 I 65 I 10.9 12.4 
5.5 I 1.4 I .:l.9 I 1.6! 3.2 1 2.0 
10.3 I 1.7 i 10，7 I 9.'1 i 0.6 I 1.0 

15.0 143!-l  0.5 0.3 

100.0 肌日 1ωo i 100.0 I 1∞.0 i 肌 O
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支 出 率上ヒ

I f!ßf'fl2峨|昭和22~WJit 11両両j立川函両両両面 I nTHn26ij度

12871333I40;| 礼 ;lA133;

i勾 訳

給料諸給

賃

原

金

利

7.1 

15.2 

10.4 

6.5 

14.7 

6.1 

1∞o I 

6.9 

28.7 

13.1 

8.1 

0

6

3

4

 

7

9

9

3

 

2

1

 

6.4 

29.3 

6.8 

11.4 

キオ

訪負施行額

|- -1 
8.7 I 13.1 I 

1∞o 1 1∞o I 100.0 

(1主〉 附和21.22年度は上記以外の比率を求め符なかった。

昭和123:fJ'.lft以外の電力料は111材料貨の内にfT算されている。

第 4節地方公営企業法による経開

限利2N.(1952{y.) 8)'] 1日公:Uiされた地方公営企業訟が戸1'1'10月 1日から実施されるにおよび

その規定によって昭和27:iT巾 (1952年〉皮下半期予算が文言形式をもって改めて次のように編成しi宣

され，事業計聞とともに市会の議決を経た。

昭和27年10月 l口から日日和28年3月31日まで横浜市水道事業会計予算

入 l 支

悶|

44山

61口1，幻277，1凶62 11 迎 "詑l泣立 改

IIY 出

425，586，407 水 i宜 1，: :;[ ，(~ 11 ~ j，品

資本収入

:~~ 1~ 

良 n 611，277，162 

3，500，000 

5，958，400 

ffl 

償品還金=

-ー~制1i r~ 

1 1邸 1，321，969 11 

5，0日0，000

昭和27ft'-(1952年〕度決算による事業収入は811，941，419円で，その81%に当る661，521，400同が

水道料金収入であり，その他は 150，420，019円で19認に当っていた。一方支出国では総額819，840，

000円のうち人判授は 251，839，618円で31%，公債翌日が 115，010，651円で14%，物件費その他が445，

091，150円で55泌を占めていた。しかるに拡張工事は物価高の!時期に盛んに施行中で年々起債額は

li¥増して昭和2M1'-(1951年〕末lこは起債未償還額は1，257，304，408円に達L 昭和33年 (1958年)[lf

までの問に赤字が 30，000，000円に達する見込みであったので，昭和27年 (1952年〕度より毎年 10，

000，000円ずつ積み立て償還金のピーグ時にFIJ意することとした。しかし限和28年 (1953年〕疫に

はいりふたたび物価騰iTと賃金ベース引上げの怒術E誌によって事業の収支均衡を失するにいたり，
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財政保全のため同年5月料金の改訂を行い，料金追加収入 107，992，800円十i引事業追加収入(船舶

給水) 15，683，000円計 123，675，8C日|司を財源とL，当初予算に米首u二であった維持将司!に3どするn官

経貨や，建設改良1!1:を追加した。この料金値上げの結来日日干f1Z8ir-(1953"1'-) 1.正の企業会計による決

算においてはきi年)足利主記事i余金として， 76 ， 599 ， 8131'1 を生み LL~ L-，この処分として， (1)利益準備金

3，900，000円， (2)iiidil積立金 30，000，000円を17iみ立て残 42，699，813円を利益繰越金として翌年度に

繰り越した。

昭和29Q'.(1954iの!正お上び同30イl'(1955年〉皮はできるかぎり経費のiW，i約ti:ほと L，事業の能

率的運営を|割るため諸般の改市を行い，経営の合理化に努め，営業資などれ常的絞授は使用料など

経常的~)(入の純IJiW，においてまかなうという健全財政のたてまえを採ったが，昭和30'年 (1955年〕

皮にいたっては首14間拡張工事企業ti1t元金償還籾が 147，981，100円に主主L，riiil，rーの 21-13となって減

価償却資その他のmYll~勘定切í!!'，資金の大部分がこのため充用されて，残り flji原をもってしては従来

のように市内配給水管その他の新設改良工事などを一!分に行うことがようやく IJ'I出lな状況となっ

fこ。

問刊行30年 (1955イ1)I主の予算についてみるにl¥x~rt的には給水戸数約10 ， 000戸の増加を見込み，総

見幹線の完成にとも危う戸l~!'!\m水お J びì}J!~tEìl干 rn::J;ijij給水rmMiによる哨JJIIなどによって，水道料

金は871，036，000ド!を見込みliijiFJ、り 520，890， OOQllIの咋14)(を閃りうる似iiZであった点、 ゾJ支州市

においては公{立利子は支出総仰の 12%を占め元金の償還と介わせ 231，883，000円となり]Iij年度より

26 ， 204 ， 000刊のJ~~ 7Jll となり，また減価償却ï'lは支 I jI， H~，前!の14.7%に迭するなど次のような鎖;!&な傾

向を示すにいたった。

収 益約収支計算

平ヰ 11 収入見込知 IJ叶 F↓ 日

水 iE n 1: 936，232，1539日23l186.%酌i馳只 給 fJ - i~ 

給水工市収入 125，664，593' 11.5'， )¥' 

ヨ1一一
t主

フ 11)( 入 i'1 Tl ル 2，391，loo|1O E31 48J 

その他の収入 24，687，228' 2.3'， ;!l 力 g~ 

公低利子およびJFl!!lTl

減問1';'¥;'11および除却n

計

乙
L

…1
似い
lいH」H」
一

一

1

一

ll|ll|l||3! 一

一

郎

一

一

，

-

市

一

Q
V

一
，司
B

-

B

-

nu

一
，一
1
一

一
側

s
 

一

回汚nwv 
鴎nu 

賀
…

経の

計

他の

支 IH日制 I Jヒネ

431，377，48同;1 3996 d 

33，221，510 3.1 

228，803，745 21.0 

39，398，919 3.6 

126，162，037 11.6 

157，585，0円 14.5 

72，426，297 6凶
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t 0.2 t-jレ収入

Ht ~専給与費

14. 8 ~o 
~í立{由 f富tIJ脅

21，0 % 

脅

7]， t~ 料金

物 件
うも8 6 
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却償如i減

企業的発行差金般剖l

1MBm21 計

このような状態であったので一応i民主主計算においては均似をたもったとはいえ，減価償却資その他

の俄諮問J定留保資金をもってしては企茶依の償却に追われてまったく新規の改良ないlA防長工事施

行の余絡なく，漸増する不良給水地区解消の芯図はまったくfillかれた併にひとしく実現性を失っ

ここにおいて昭和31年 (1956年) 3月にいたり一面には漸治する経費に対する財政の保全を談Tこ。

さらに飛践して，従来一時的な応急点』況を論じたにすぎなかった市内不良給水地区ずるとともに，

への給水IE強施設を一段と活発化し，計;伺n'')にこれをIH i1tして配水の強化を図る配水施設1\~fj[l込jl業

これが財i'~\ として起依を起し， 10年計四をもって市内配水管制を吉備似充せんとするの案をたて，

にごiとむることの不可能なる現状から料金をtH徴してこれにあてることとし水道料会の改訂カを市会

に上程した。

ζの料金改訂は従来より率にして 2 割 5 分程度の値上げをし作 rm2f.'~5 千万円限度の常収をも

うち 2f志向内外を年々自己水施設整備事栄授にふり当てんとするものであった。市会におい

その財源を水道料金の増徴に求めた料金1直|二げに対してては本整備事業授には抗論はなかったが，

たらし，
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は-tJ[)の!N論があって慎重に審議され，いろいろの意見もでたが，当局の原案どおり可決された。

第 4章戦災後の料金徴収

戦災後i!1-jj水防止と水圧増強による給水強化に水1立}i誌の総力をあげてまい進しながらも，一方では

収入の恭本策定のため料金徴収に対する準備を進めつつあった。すなわち戦災前の 156，400戸の給

水戸数を一挙に焼汰ーしその 3V切に当る 47，705戸を残すにすぎなかったが， そのいずれの家屋が残

存し，そして残存宗尽の給水状態について被災後いつごろから使用可能になったか，また，現在の

給水状況などの点について戸ごとに克明な調査を行ったうえ，新しい給水台恨の1'r:~~に当ったので

あった。しかしその問にも戦災地には順次焼けトタンその他諸資材を収集してパラックの犯築が続

々進んだが，これらの人々もあるいは共!日せんの使刑者かまたは焼け跡の捜設管利用の水道佐川者

であったわけであるから，順次料金徴収対象者として説査の手を延ばしていった。しかし戦時 '1'の

男子就業紫H規則以米集金事務は点検員兼集金員として従事せしめてきたが，それも応召，徴JjL

州郷，転職などによって定員数をWIJ ったままの人員で，そのうえ食粒事前の続問著しい ~'í n~j であっ

たから，この調査十台wの笠備も J且j主に日.Eばなかった。しかしようやくにしてまとまった;必至近に装

いて次のような恭準のもとに料金を徴収することにifcめた。

(1) 戦災後の料金は昭和20;1'8月にさかのぼって徴収する。ただしそれ以後に姐:ト築したパラック

は正ß~誌の月よりとする。

(2) ハラジグにして水道管の引込みのないものに対しては戦災後各所に設立[した臨"時共用せんの

{止111者とみなしパラッグ建築の月より共j目せん料金を徴収する。

(3) 各地域の給水状態に仏、じて上liUの料金をさらに次のとおり減免する。

付)水のillが恐く 1JJのうち20日以上もノkがよuないような地域 免除

(ロ)ノkの 11~がill\いが 1 月のうち1013 以上20日間位 IU るような地i或 半額

(^)戦時中から水道メーターの不足がはなはだしかったため，戦災後のパラック給水はもちろ

ん， i_lW家反のものといえども水道メーターの取怯えは不可能で，事実上全litlit市IJは放誕

のやむなきに立ちいたったので，昭和21年 (1946年) HJの料金改正に当っては家族人員

による2巨額料金が設けられることとなり，そのため各戸について家族人員調査を開始L，

水道メ タ の点検同級陥fJごとに各戸の人員調査をなし料金を翻5与する。

このような方針のもとに部交を行い，いよいよ料金の徴収ということになったが，少い人民でさ

かのぼって~，!，ï l"、料金の徴収をすることはひとかたならぬ1'-1"析であった。集金のつど-}j，fに 3~4 か

よl分位ずつまとめて似収したがiぼられる方の立l品からはそんなに一度には約めきれないという苦悩

もあって，この辺れを1以りもど F徴収の強行には容易ならざる苦~'-j'ーがあった。ことに q:l ，乙. ~可地

[互に分けて交互の似JJil、金制I-Cあったから，勢いそのテンポも半分ずっというわけで，述急な解決

なWJし得られず， ldUJljllを姿したが，徴収関係:者の絶えざる隠記、と』民主\，主~tむと努力によって昭和1

21iJ'. (1946{Y.)度末ころまでにはすへての撚王却を完了することができた。
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この終戦直後にとった料金徴収方il、の特徴はl町内会，隣組の利JIJであった。判11寺定員数を欠いた

数少ない水道メータ{点検員や集金負を百抱負して司IUfrや料金徴収に手が凶りかね， ことにiliくさか

のぼっての徴収であったから，たとえeJf-o'i;;;n，jにおけ心升'li1;徴収だとはいえなかなかにらちがあかな

かった。ここにおいて当時食粉の配給その他でIII[F人l会や隣組側がー単位ごとに治脱していた主主にXi

日L，この町内会，隣(:]lに依頼して一括取りまとめ方のブf策を考え，これが実現ブJについて点検員

集金員をして名隣組に求端事務取扱方を打診させた。 11日i一日1¥の田II人j会からはTliから町内会に続々

の仕事をさせすぎるという苛怖があり， ，)11)¥11としてはその統制のために町内会に仕事を依似するこ

とは医長会議にはかり市長の許可そ必要としていたのであった。しかるに点検討が防車[[名戸の家政

人員調査に隣組長宅をたずねた際，手十戸の水道料金がそれによって定まり，その料{t:取 ηまとめブJ

の依頼のT1]百についてれ伶すると，話はトントンと決まり， Hfl肢に引き1:けて料金を問、めてくれる

隣組が多くなった。 ~Lィ1ì:f1は各戸を阿らず隣組[日の拒l収 1\1! てと -nî組長に脱して総長'1:だけで 1月むと

いう訳で， fE取が上がるので定員を欠いた人数の少ない虫、令nをもってさかのぼったUS余までもす

るにはしごく立子つごうであった。

隣組長には謝礼としてi，'，I)Y金般の100分(10_)討iを支給 jることにしてサ fuに-lli文1_11
1したが， これ

で事災上の委託集金というか，以りまとめ;;のfk11j'iというか，隣組身、金ができJがってしま「た。

果して市長のiì!j 可も得ず区長会の了承もなしにJJVJ，Jで~んでしまったこの隣組l利月]については，当

の責任者の課長の独断専行について市長からしっ立された。しかしこの集金方辺、は現災(1")には順調

に巡んでいたので別にこの徴収方法を改めるということなく，引きあtき昭和22{卜(1947!:f')3月ま

ではtm~~:~をあげる有効的な方法として実施されたのであった。しかし滞納の笠理も ìï'iみ i4iÍ[?}(平常状

態にf主するにおよんでは， II!dtのIIiJJからしてもサービスの向上を古ijにして，いつまでもこうした

他力本願的な変則徴収に似るへきでなmったので，昭和22'['(1947'¥") 4 J Iからは[[]米に復して当

局の各戸保全を仮泊することと~，集会長のH~Hを予算に計上して，その後3ft. '(t~'のレールの上に乗

せた。当時，)J，1，隣組数は 5，450組であって， 24名の徴収員によって調査，集金されていたが，各戸

隔月集金のため徴収員は35人に増員されたのであった。その後給水修理工事't~の徴収については耳、

金員による料金徴収とはおのずから事悩を異にし，地域， 11寺WJなども一定でないので，これを集金

員に徴収させるには混乱を生じ不便でもあったので，本市退職者の退院、料受給者のうちから Cill隠

料受給者会の般的を受け〕臨時に収用し，地域IYJに[友分して修理工事l'iの徴収のみを工n-可に仮~1主徴

収事務を取り扱わせた。これも特認さF務に対するJI~mいの一つの飽?ムとしての試みであった。

第 5章進駐軍への給 水

第 1節進駐直後の給水状況

ポツダム主i 討を受諾した敗戦 "1木がJ~Etì'dî 総訂l令制I\(G ， H， Q)のl'iJ政卜に灼令された進出 Cl!{

給水も一つの話題として残るべきものであろう。当 11~'i戦災で弱休iょした水道にとってJHかざる強力
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な珍容の出現に，しかもやっぎばやのそのぬ令に応ずるのにはまったく奔命につかれ果てることで

あった。数次にわたる空襲により横浜の中枢地引は全滅して焦土と化L，水道事業はしつような焼

跡の漏水防止を主とする戦災復!日工事に忙殺されているさ中の昭和初年 (19451め 8月15日終戦の
しょうちょ〈

JB勅がドった。|百j月30口マックアーサー司令官の!平木)1，米後ただちに横浜進駐となり，ニューグ

ランドホテルに宿をとることとなった。その古iJに設営部隊の米茄があり to:伴委員と県および市の関

係係11 が当日厚木に呼び集められ，木市水道局からは工務諜長がI-H~J1 L-本1¥]水道施設の説明に当っ

た。当11与は戦災により水圧の低下が著しくおTちゃ 3階以上のピノレディングにはまったく水が出ない

実情であったため，ニューグラ Y ドホテルや兵員，{~l舎と決定したó1'.糸検査所その他高層建築には新

たに向揚ポンプを急設し給水の完援を期することとなった。

アメリカ京の日本進駐と同時に武装した二世兵士を通訳代りにともなって技術将校が米局L.，た

だちに浄水施設の検閲のための視察案内を命ぜられ，西谷(1，水場を案内したが，その結果戦災水道

の汚染は常識的にち;-[@:されることであるとして， J1Jt~Ht入の放イじが指令され，管米において 0.5

ppm (百万分の 0.5)の残留出来が検Inされるよう， J拡素滅的機の噌設がJ日令され，軍の所有する

JltI:，{;~を持参してまで急速に実施方を指令された。ここにおいてにわかにいわゆる薬くさい水が市民

の台所に放出されて問題をかもすこととなった。お茶がまずい，楽くさい，気持が悪い，こいや金

向が死ぬなどの声が八方に起った。しかしそんな市民の戸にはとんちゃくなく在日谷浄水場の管理は

厳重をきわめ，日p日lt将官が，米場1&]::在し，毎日市内各所 (25か所〕の管末にて採水L.，残留底来

を検出試験し，その結果を進則被にy，!1告しなければならなかった。また巡!titIII は首~8 軍の基地を横

浜に泣くとともに，横浜上陸部隊がしだいに内地に移駐してゆく中継地ともなり，横浜の~i施設，

宿舎兵舎ならびに諸機1J'iltJ:どどしどしI開設され，関内および山手方商の焼け残りピノレディングは片

端から抜収されるとともに， I対外および時間方面における戦災を受けた平坦地は広大な地域にわた

って兵舎建設のため接収されることとなり，焼け跡に残てられたパラック居住者は481時間以内に強

制立ちのきを命ぜられ，その地域の人々はフソレトーザに追われるようにして，住み馴れた地から市

内問iJj互の地に移動せざるを得なかった。水道局においてはこの大量移動にともない接収地内の給水

管および水道メ タ 籾の撤去について， I浪られた期限I'jの大京な回収作業に努めたが，これらの

土地のほとんどはいわゆる埋地であって地ド水がi¥:;jくわき水がはなはだしく，またかつての関東大

渓災に地盤沈 l、しその後幾皮か盛り土整地されたため，管の埋設がIまく工事はすこぶる凶維をきわ

めた。このようにしてアメリカ第8簿恭地として山手地域における軍上級者宿舎， Iltl外・尚聞方前

半坦地における兵舎，関内ピル街を'1'心とする，諸機関の事務所などの配位が終わるとこれらに対

する給水がまたたいへんであった。

戦災によって低 Fしていた水圧は山手(，o;j台や!持層建築への給水が思うようにできなかったので，

税関庁舎・郵船ピル・I.IJ手カールタライヤーピノレ・ヨットハーパーなど接収主~建物にはさらにそ

れぞれ5潟力ないし 1，li!~力の向揚ポンプを取り付け，また iUj台給水のためiiiìJ;]-nrrや西ノ橋におい

て，向区配水管や本牧自己水11に 1J自尽ポンフ、を 11又り付けるなどあらゆる応急l，1j~i設を講じたが，これら

の所.~加圧ポ yプを探し求めることは戦;:から敗!l~主流後の当時ではたいへんな仕事であった。
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しかしこのような苦労も答易に尖らず， 11告により断水し， &，.'!:'な時に7}:のHljない不自由さが， 1立

りとなって水iilJ品に向って1器発した。 それもそのはずで:!tG:!1:dj官会で夫人が入浴r(l，執すぎて水を

うめようとして， いくらひねっても水がI11
1ないかんしゃくから，TP:技術部ノト;li)}~Jのこじ{{:，I'Iをが叩l

刻呼びつけられ2川!日!にわたってい町立;不動でさ ι〉つけられた。 またそのJlUい'[1:"/):Jj(;立Jf，Jにはね返っ

てお討する。まiI込者は毎日のように '，]':W日系 '[~l から li .y_I I_ Jj しを':\1:け，おノト d ないただく始米であった。 11 

n，j'各種のH1令はJ_P:l収絞にあるいは終!í\lè ì主的事務J，-， j を;l!1じてもたらされたので Ik~ に;tÉ延することもあ

り，述絡七一担]をと'1'う場合を年[，むして，終戦述絡事務局に水道局吏艮を派jfUt~!åì し，軍側の2Q:Y!ff1

令などについて述絡させた。 アメリカJ]_fは川水がことのほかさらいであったので治水があると夜半

でもたちどころに修理を命ぜられた。戦災による漏水もいまだ残コていたl，.， そわしでなくても平I災

を交けた管は弱く潟水の修絡が順次巡み， また加U工ポンプもJIiiり卜jけらオして lit:i内の7}:庄がIJ日わる

と，新たな弱点、から水がふさIJIIるという調子であり， さらにまた自己水1，.5;;は進駐軍重;丞車両の交通ひ

んぱんによる継ぎ手泌水のtJr.ll'，があって修理ははてしなく， いわゆるさいの河屈Lというにひとしか

っfこ。 したがって軍の修理命令が241時間をJmじて各所から殺到し，車両不足で機動力の乏しかった

当局にとっては迅速に対処することのできないもどかしさに1!H労した。 ことにiitmtl削もない当時は

夜間iの通行の不安がはなはだしかったから，修JÆ班はトラッグに3~4名を同乗させて進発させたが

それでも途1]1百平氏ーやいたずら者によってス 1ッフを命ぜられ， またホールドアッフロの脅威にふるえ

上がるような思いをさせられたこともー刊にとどまらなかったl，.， 自動I:fiから降ろされて乗り逃げ

されるようなこともあったので， 1ft に~~iJして夜間の I-U!fVJはMP(:.占Ji;)の;)'iJJ.iI，¥jを'i';Jとし， さらに

軍から Water¥Vorks Emergency Service (水道緊急行業〕という十しをもらって単に IJ け，公m~il

も受けて交通の佼先安全を闘ってもらったロ しかし一方ではIIYはさl)iiJに対して24時間際立lサービス

の待機を命令してきた。すなわち if~ !l N: fl1 J刻出動の準備万をm令された沢で， ここlこおいて当f誌は24

時間にわたって巡回:w:からの電話受付けの専門係G5l)Eを特設し，辿総係員を 6名指命L.， 3交替

制にて24時間にわたる辿絡事務に当り，指令後30分以内の現場到35の安誌にこたえる乙とに努め

た。 この嬰務をさばくため昭和121'f二(1946年)当時進駐軍関係の市直3延長は次のとおりであった。

町現 員 i 木

年 1革 重1 員

月 i事 Je 員

属 民

{¥Ii 人

計

I品|中村阿II 船 舶|神奈)11エ|巾エ 11
i配水管係|給水係 1'1川務所!Jtf.務所

人

1 

。
“ 

l 

4 

|人|人 |人 l 人

1~ -1 - -

1 l 1 

2 2 2 2 

4 3 3 2 

人

2 

5 

9 

16 

2，00 

1. 70 

また浄水場に対しても直接やつぎばゃにつぎからつぎへと軍の均令が発せられた。一例をあげる

と次のとおりであった。

i昭和12lil'(1946三ド) 3月28日
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1 清水池水位毎日 711寺， 11時， 16時~':' tH~~; のこと

2 次の場合は報告すること

a むよJz1ill"寺niJ.10，000立ブiメートル以下のj品:r

b 導ノ，]())附:ポンプその他に変化ある}ヰfT

C ilil勾配水管に依院または変化ある場合

d 円t ノ'k~fuノH立 1 号および 2 -~;'が 7 フィート (2.13メートノレ) Hlで， 3 -"}， 4刀が8フィ ト(2.44メ

ートル)1;(下となりたる周介

3 J~i来日入iRは30卦ごとに記j主報告のこと

4 2ppm (100万分のめとなるよう塩素をil人せよ

lppm (100万分のわ以下となるときは，そのHlr.tlを報告せよ

昭和12H手5J'J 3日

1 ~:f速ろ過i血掃除の場合前日に報告のこと

2 i也掃除後は必ず辺水すること

3 i!H水量は砂頂上 3インチまで上げること

!日1和21年 6月4円

1 I京ノk水質変化ありたoときは報告のこと

2 突然水の混濁せるJJjJ合械で1のこと

3 表面水泥水の場企報告のこと

4 主なる管が般裂またはての他の事故0)場合報告せよ

5 24時間i以内に次の報告をせよ

変化の時，持続および終りの時11\1，かつ!~本水をとり分析の l 報告せよ

しかしこの反田原でも当f司に士Jし女子，Gをもってi産11にi'117};C，ijう力ならひlこj互D))も1JYしみなく j定供

され，ことに最も欠けていた機動力の整備については特に立を)日い，アメリカ 1!Jが~-:\型j1した|日限'fIT

の貨物自動車 1-数台を水道局にさげ波すなど特別な{史'I'fの供与を交けた。当局はこの自動車の供与

を機として輸送班を設けて機動力の向上と整備に力をそそぎ，よく今日のゴtc:;xへの2h~ fJ:~を iiH いた。

第 2節進駐軍からの給水調達要求書

もともとこの巡駒市給水についての基本的要求さ?ともいうべきものは， I切手Il2ll，r(1946年) 1月

31日付をもって次のような調達T:::';1'くが日本R3nfi代表者に対してHtlt¥されたものであった。

昭和21年 l月31日

m令'，'Hi'i";' c E~8 A S C-P D-725-46 

対目指令苫(訳文〕

1 日本政府は京京t~j浜地区駐{l辿合JF に対 L飲料水を供給すべし。

rÌÍî項飲料水の地域的，水質，ノlJ< jjtならびに水圧については，対日行政~;í"坦町品(JJTRAAと附す〕が命ずる

ことあるべき指示に従うへし。

木条の適用j明日日は昭和21年2月 1IJより 6月初日までとする。

2 日本政府は受命者が施行する'Jnnにつき総合月報を提出すべし。

!ìíJ項綜合月 19は受命者の!l別報告ミヰ i:t!~き」れを作成寸るものとする。
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がjJ.良報告:討は飲料ホにつし、ては述 (rJf(消費者のm'lÏi~;; ， i，2~if:~甘にjよさ，二r:'JI につし、ては述 Ú:[Jl: 命令者のこ了 ~w;t

成認証討に1&きこれを刊!iX:寸るものと 1-00 

rìíj取にJM10，飲料水については，虫台市消q~i刊隊 f，主たは機WJi"別にそのi'l'-ílï l~~:î ならびに金加を，ご[.'JI につ

いては工'J十命令升別に記I防3 るを~:す。ただし工事伎についてはその内訳を事せ「。

3 本指令出に11~ く RAA と受命者Ii日の関係については tí 記手続によ ω

a 11本政Jft:主'立iib荷にjjlZi:;i己'J':fj'jを命 Fベし

イ 適切なる弘行をなすこと。

ロ 経常ならびにれ主につき段状を維持す ωこ」。

ハ f!:.Wi.lに努力的なる職員および労務者をそなえること。

n本政I{.!は受命者に対し前日i命令をなすに要する左記物刊のfff怖を命すべし。

イ水源地

ロ 施設，機械器具な hび[ニj[!itb¥tl

ハ JI又換品および拡張工:I，)n資材

ニ 応急工事用機械器共なんびに交付

-LI 本政府はr立命(f-の人)y~たんび:二物的要点を担保し，これが行効i血切な ω佐川に努力すへし。 RAAI-ctfifH主

に述(rJ'ji'の利益とむ ωJ};j:iに限り，判定地の飲料水の供給な t')Oに1ι製設につきコヲh施行を命ずωことある

ベし。

b 日本政Jけは交命者に対し左z氾'11取を命 F

イ 現状を維持寸ること。

ロ 11四時r:日修理作業をなすこと。

京京，横浜地[互におし 1て水道]1'1'1ならびにJI，告さ:1:')，をなすこと。

ニ RAAが特に指定する述合JliおよびIr;1付It!i機関に対しiiij記エヰ十をなすこと。

c RAAはn!Jh'，lb'iin地区内特定地の一定時におけるノ'J(iu:.水圧ならひにその{也当以nにつき指示を与フ Q

ものとする。

-liij;1eiω或IliJ水道施設に対 V:Tiillfなる変民をj111えまたは給水を停止する為には， RAAあるいはその代理者

と打合せをなしその承訪をうるを裂す。

d 受命者を分ちて大受命ならびに小受命者とよ。

大受命者を指名し. 1) *京都水道局， 2) J Illrejlll水道Jtd， 3)航浜市水道応とす。

(注，横須賀市水道部もぞの後指名された。〕

小受命者とは左記の者をいっ。

イ〉東京，横浜地区間の狭小なる地域に給水寸る者。

ロ〉水道所有者にして大受命者の施設と辿粘 る水道ならびにポンプm施設を有する者。小受命者の供給よ

る飲料水が米jiiの要求に添わざる場合は，大受命者施設との述結を撤去す。

出iJJ1の場合ソト受命者は，その給水せんに口Yd可文をもって飲料に通せざる旨の掲示をぬナベし。

小受命者は大'立命者の給水に故ヰを与へざることを挙証するまえ任を有す。

小受命者は辿合ljiならびにいl付属詰民間に対する給水以外に椀依せらるることなし。

小受命者はRAAより大受命者施設との辿jkt撤去を命ぜられたる場合よって生ずべきJ員害または資用に

liIi肢を受くることなし。

e 日本il5cK守はRAAの指抑命令がヰ指令.;_t;:内lこ合む諸tiFi"ならびに会制において，確実に退団zなくつL行せ
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らるにつき監禁するを主主 L，もし本指令認の主旨に反する職員または使用者ある場fyは， RAAの指示に

従いこれを即時罷免すベし。

f 受命者はi主総員および工事命令書受領者として，英会話をなしう ωUIニ(.JWIii{{-を月干しうる通訳をI"H1ι

する〕職員にレc}:kJk.版浜地区内水道工:rhに粁対ある者 Fくなくとも一名をエンヂニア，オフィスに派

ill-:tベし。

右のほか'市時RAAのlful革命令を{去i主 F るに~:-j- る ìlfi~)Jj1をも派ill-J-ベL，

{1m考

大受命者は日本渉外局より受命者の指名通告を受けたるときは涼もにこの旨をRAAに報告すベし。

小受命者についても，その水追ß~設述絡状態視祭の上指名せられたるときは同じく RAAに報告「ベし。

小受命者が本文~~3 条rr;d項第 6号の規定に反するときはその述結施設を撤去せらるベ LRAAは小受命

者の給水が故障を与えることの有無につき必要なる誹j査をなし，もし故防あ引とねむるときはほもにその

辿結を撤去す。

前以施設のilil日についてはRAAの|司窓 ~i:をうるにあらざればこれを前さず。

ー寸
《j
 

第 3節 進駐車から拡張工事施行の指令

上記の要求書に基き進駐軍の給水に重点が泣かれTiIj記のような種々な苦労を重ねて鋭意給水の

円滑を凶っていたが，耳Zの使用水量はますます増加し，昭和21年 (1946}1')末ころは進駐軍使用盆

は本市全使用量の22話に透したほどであったから，--̂P占市民の使用水量;を圧迫して，市内;8J台や周

辺地帯には給水の円滑を欠き不良給水地区が随所に生ずるようになった。 ]1においてもこの給水不

足の状態についてその彩緩を潔い，水道当局をiß3~ してその対策を協議するにいたった。ここにお

いて当局は給水能力の増強は!被災以来休止中のZg4回拡張工事の淫行以外には逃がないとして，現

在施設のうち週水能力的にもっとも弱点、とした部分の補強i曽強を行い，即効[1'，に水;iiiの地強をWlし

うる緊急工事の計凶を提出した。軍当局はこの計闘に対し検討の結果，昭和21{1'(1946年) 5月18

日市内の円滑なる給水上最も緊急工事として必要なる下記工事の施行について， 24時間勤務体制jを

もって実施するよう横浜市水道局長あて次のとおり拡限および復旧計百日についてぬ令3が発せられ

た。

1946年5月18日第81ft指令(訳文〉

水道拡張工事および復興計聞に関する1'1

l 横浜水道局は市内の給水増加にともなう拡張工，)¥:ならびに復興計TIffiを祢興すべし，すなわち給配水管の新

設，既設官の出コ延長，既設ポンプの復興，新ポンプの設置， itでん池，自己水J也，ろi邑l品の新設およびこれ

らの付帯工事を遅滞なく直ちに24時間制基準により高田村一ベL。

2 同時に他の計図すなわち現在の給水益を最大限度に持続確保し，かつ運営改蔀に必N::なる計聞は可及的「

みやかに着工すベし。

3 審3空会は資f司から提出せる計濁に基き言I.i函決定せる順序次のごとし。

計画第1

木年5月2日付指令どおり各所杭のポンプ場1::使mしうる3由主iなるポンプおよび電動機を合め補助または
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l甘j負Jljとして数組のポンプを入手設罰すること，乙れら各ポンプは当方の承認をうるため計図書を提出す

ω こ~，子附ポンプ四の"己j:;{;， l1;[~& ポンフ。破損の際転換j，g刑事J要する場合その工事内容i!l:j"，7;llllのとと。この

，;'i岡はi立ちに爺手し 8J'J 1日までに完成するよう続行 tへし。

HIilii~れ 2

市村付近より)11井にいたる60インチ官(延長約1，500メートル〕の完成， ζの工事は計画第 1の i}.:に7'0工

6月1日に開始し 9)'JIRまでに完成のこと。

計画百~3

60インチ管の完成にともないよN1.仰せる導水廷を受けいれるため)IIJド泣ノ'.K7也を完成すること(治手間口位1.05)

6 月上旬 ~ìfi手 8 fl15日までに完成試験の土使用すること。

計百第 4

川井，凹谷ml導水itl:WiJJllのためT*î村ポンプ~(Hrill ( 3 ;りを上)II~ 付近に移設すること f諸手順位2 ，00) 7 

月1日にポンプω場建設にdi干し9月1日までに新ポンブ.すえつけ完了すべしただしこの補助ポンプとし

てはす!悶第2の完成により不)IJとなる潟村ポンプを移設すること。

5十回第5

pq谷浄水jJ;IAJ来日空 ~\ìiPう泡i也 8 池を完成すベし(現II 約10%完成) (7[i手順位1.10)11月15Flまでに完成

するように在[ちに活工すベし。

iitii!TIti56 

約見。幹線lE加圧ポンフ.を新設すること OYi手順位2，05) S月1日までに完成耐用試験を完了する ζ と。

4 t).Jニ6訂聞の完成に必要なむ資材，器具5;刀を確保入手 Fベ<，かつつか{f.5月88tJl:IJI，せるi汁阿を上記工

!f;'tI聞に合致するよう内容および期日を修正すベし。

5 各建設工一!fごとに詳細なる百 i 阿î1~}を抗 I:B寸ベし新工事の分はjE工前当方の承認を受くベし。

6 工事の進行状況報告は詳細に各月の初めにfJJHけへくまた必要に応じ当方より中間報告を提出せしむべ

し。

7 他の拡張;nilJi1については11下溶丘中につき徒日これが決定を週目iすべし。

Headquarters Eighth Army Engineer Section Water Supply Sub-Section 

Ey A. C， Tester 

恥1ajorC， E 

1946年6)121 [Ij，j 進駐軍指令書(訳文〕

古LlJ，下;再開iに加圧ポンプ新誌の1'1

1 首llliの刊に!到し佼方提11.¥の報告書により密殺するに次の如し。

2 現在121山からの流下設は毎秒76立方尺であるが今城11I付近において 1，050ミリメートル涼水管に下記加庄

ポンプl基新設すればその流下及は毎秒日7，5立方尺となる

ポンプ容量 60立方尺/秒

協程 72メートル

馬力 225 

3 上大島よりの流下最のI自加を図るためには大島下i持聞の 1，10日ミリメートル導水位に下記加}f:ポシプlf

を新設2段1川圧する必要あり

ポンフ.容量 84，55立方尺/秒

揚程 17，1メートル
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馬7J 760 

4 11方民出の計tl)-lによれば大島ポンフワ悲の防水ポンフは最大能力毎秒51立方尺である。この全長を送水「

るには大島，下泌rmの361ンチ導水特に左記IJI出二ポンプ1台を新設2段加IEする必要あり。

ポンフ。容益 44.05立方尺/秒

j易程 13.8メートル

f号ブJ 315 

5 jìíIr_r~のボンヅ新誌のあかっさには7K阪かι下淋成庇水そういk佼 101. 5 メートル)への流入 i立は現在の

1，100ミリメ{トル 36インチ， 22イγチ， 181ンチ{i;により従秒138.52立方尺となり，下i持から)1併にい

たる自然ijji:下位は(l，500ミリメートル官の工事完成後)138.14立方尺/秒となる。

6 T{'j村ポンフ"11;) に設 ii'l~ した耳11'1→ポンフ.はすべて1:) 11)1 ポ νプ場に移 L1，100ミりメートル， 38インチ， 20イ

ンチ1:ftr mUi:i:すること。

今慣のIJ日庄ポンプは現1'1 とおり運転すると 3 れば上川升ポンプの運転により )11 ヲ I'~内谷川の流下能力は毎

秒145.04:if:方尺となる。

7 上記計画にJ、り商谷jrtノj、fdは毎砂28市ブj)-;__;，_をW:!JirJ-， 'Jなわち従来のrl本i止の25%Wl( t日17，500万ガロ

ン〕に相当する。四谷のろ過設備の精強によりて前“OK_lil_を処理できる。

8 1'1局は即時に上記 2，3， 4の明記載の設備に架する 3台のポンプの能向に努むべ L，jl刊な容設のポン

プ.入手不可能の場合はそれに近似の品にても可なり。

あらゆるポンフヨ'"Jび冠動機の所古をたしかめ 1，500 リメー 1ノL作完成の1制限たる 9月1日までに引i度

しおよび装i(i:を了寸ベし。

9 木計開についてはその進行状況を記IfH!l ~l; すべし。

Major A. C. Tester 

2高4宮iJ 進駐築指令拡張:J二事の計図概要

上記指令に基きざ当局が;昌吉|した!)1;仮工事の概要ならびに工事はixのとおりでこれをアメリカ軍当

局に報告した。

1 荷村川井間導水管工事(Ils%n21，{ド 5;:J18日{、JHj令計画第 2)

持ノrj( Jù:WllJflのため阪総減圧水そう ~JII升 31f 水池!lXlの導水管工事未完成日1I分であり下流出111.50

0メー lルのi玄関に I斗径1 ， 500 ミリメートル管を敷設する。本ユ事完成により[~設のrNH 600，l.l; 

力および275!芯力の両加圧ポンプならびに延長9，700メートノレの内任 560ミリメートノレ管は不安

となり，導水能力は自然流下にて現在より 1日40，000立方メートルH(l)m-rる。木工事は拘令完

成期限の切迫せる関係上従来N!1lJの鋳鉄管はその製作が間話11なるため， I平さ14ミリメートル銅

版による tむ気筒t12却1管を採用することとし，t1ili.Jl!伸縮に{JiIJえ途中に10仰の1'1'計百継ぎ手を設ける

こととした。

2 )11井量水池築造工事 (1~1和21非 5 月 18 日付指令，百 i 関i第 3)

古(ljlJ{の導水情工lot';.に!苅述L&:、然il，に随行されねばならぬもので，内法，占とさ， f~ll~ とも 30メー

|ノレ鉄筋コングリート構造とL，中央に隔壁を設けて池内を二分し，また流設の調整および洲
.， 

定に資するため角訴し滋水i匹を設i(I:する。既設の設水i也とは!JtJ擦により迎絡する。
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3 上川井加圧ポンプ所新設工事(昭和21年 5月18日付指令，言|爾第 4)

川j:j::lii水池より四谷n，水場にいたる 8，500メートノレ|ズ!剖の導水管拡張工事はまったく未施行

であって手ζHこはこオしのう:eJl.止をWJすることがとうてい悶燃であるので，上JIJjH血内において

新たに既設内径1，100ミリメートノレおよび38インチ導水管にそれぞれ600馬力加IEポンプを増設

し，下流における既設今宿加庄ポンプと呼応し 2段加圧により 1日告1-410，000γf方メートノレ

の導7](:fitーにl({1加するB.tIiliiで，上記38インチ管用ポンプ設備および建物等のいっさいは不要とな

った潟村ポンプ所から移設する。

4 商谷急速ろ過i也築造ヱ事(昭和21f!'5月18日付拘令.言i岡第 5)

西谷i'f'ノk坊におIJるろ過能力はすでに板liHにi主L-，これの拡充は一日の猶予も許さない窮状

であるゆえ限定計百円急速ろ過池16/也のうちますと 8i也を緊急完成しようとするもので， これに付

隠して;0水池 1i也;tJ11沈でん池 1i也， j斗:七訴HI-i装置，ばん土注入設備など一式施行する。ろ過

i血は，1、イラー式として 1池の大さは87平方メートル，ろj主述皮 11'1 140メー iルとし 8i也完成

のうえは 1日ろ過能力84，00031:方メー lノレの増加をみるものである。

5 鶴見幹線加圧ポンプ新設工事 (1府和21年 5月18川、Ij日令，計預i第 6)

ililI1滋北区および的見|ズプ')11古lの給水[1-Ji1ij-を図るため設-1D:i一るもので神奈川区:三ツ沢町地内に

おいて既設r:;~J-~自己水池送水木管 (900 ミリメー l ノレ〕に500h~ ;JJ)JIII王 Ic ンブを;直読し毎日 12時間

)ilii!ii、として送水設12，000立方メートノレの地加を企凶する。

6 青山知圧ポンプ新設工事(昭和21&f-5月21日付指令〕

中目線川河ノト統制事業を水jJfi¥とする本市相模原時水ずいi且工事は現在'1'止しているので，その

治成までは応急処置として，既設の巡礼~:JII-!-tJ山水源地より下流大島送水井まで 1 日 20 ， 000立方

メートノレの湾水設相加を図ろうとするもので、 W111i:tでん{也構内において既設し050ミリメー

トノレ導水管に200馬力IJnfEポンプ@そ新設する。

7 但名古日f:Eポンプ新設工事〔昭和21&f-6月21日付指令〕

前記のとおり相模原ずい道工事洛成立での応急点~ftまとして，大島送水ヂlーより麻i持減fE水そう

にいたる潟水}11!ìr~加を悶ろうとするもので，相模原町田名地内において既設内径 1 ， 1∞ミリメ

ートノレおよび36イYチムヰ水管にそれぞれ700罵ブ]および500協力加fEポ γプを増設し， ヒ11fEにお

ける既設大島力川正ポンプとともに 2段加圧により 1日計 40，∞0立方メ}トノレの導水量憎加を図

ろうとするものである。

木工事のうち500馬力ポ yプ用主t物鉄:r{flf.iはm村ポ Y プ所より移設する。

自~5 節 進駐軍指令拡張工事の施行状況

これらの工事をそのJm，ËJVぽ~1人]に完返することは，吐íJ!寺戦後の物資，労力の払底のおりからであ

り，その物資の収集に!N'，市の努力が必嬰であった関係上，係員は入方に飛んで諸資材の獲得に狂奔

した。

ま fr何やJ"~llljHt刊の鉄?士については内径 1 ， 500 ミリメ}トノレ鋳鉄管は1111;絡においても巨額を~し
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たし，また製造工科3も1"5定期限内にずし納のJ，l.ii]i~IJj縦であり，さらに接合同鉛の入手も ~I 常に烹献

の状態であヴたので区気j符110J.f;l~l i'(i;を[喧!日しi主介部もまた現場i'M症とした。 '>'in!j.は戦後諸物資JM(

のF訟であ J たから，例代{主主~IlJ のiIIlやアスファル!などの部資材にいたる主ですべて当局が資材の

収集にさ1らざるをg]t，なかった。このため所!史資材の受給については関係職員は内務省および商工省、

にでむき，木工事がi1!J1t'iTfよりのJ旨令として国史的使命をおびた事情を説明し，その資材の配給方

について懇願L，所~物資に対する配給を確保した。その入手のためには訓資材のカーパイ 1， :"，~ーに

ついてさえわざわざ吏員を新潟県まで派遣するほどであったo また特に鉄鋼のごときは!日軍放版物

資のうちから無償交付をt受け，これを支給材として鋼管製造契約者たる日本鋼符株式会相および三

菱重工業横浜ドジグに交付 0，{i:¥;製作ftを低限にするととができた。さらに両工場から現場までの

符のJ3!t般については長尺ものであって，当時輸送機関はガソリ γおよび投物自動車jMi:しi軍縮!.'iは

非常に割高であり[訪問tなるものがあったので，進mtllIに市のトラッグ{lffJil方を懇話したところ軍も

当局の工事遂行の熱情にその要訪をいれ，肢かな機動力をしかも運転手ガソリンっきで無償配車を

受けた。これは工:'1¥の進行上はもちろん，工q1i:t:削減のうえにも寄与したところすこぶる大であっ

た。 JJlliJミポンプおよびd心動機の確保についてはなおいっそうの渋労があった。すなわち当時はまだ

終戦後各工湯の~\Lちほりをみせず，各rf!の製造工場をたずねても，ただ亦阪の林立が見られるのみ

で作業はほとんど再開のt;!3lllしを得られない状態であったので，とうてい奴JUllliJの工事指令期限内

に多数の泡動機およびポンプなどを製作発iJの余裕がなかったから，勢い旧耳Ij点j¥'，物資，または敗

戦による注文流れや工場の縮小転換その他により不)f]に帰した放11'，品などの弓ちから調査収集せざ

るを符なかった。しかし3琵動機は馬力，サイグル， I屯数，回転数などの関係があり，ポンプは口径，

回転数， j湯程，容量などの関係があり，所要のm去にかなうものを探し11¥すととは大きな窪!般があ

った。聞き耳をそばだて，↑113慨にしたがって*京中を調査し回り，またわざわざ|苅前方II!iまでその

伎夜の足をのばずありさまであった。さらにj町現数20数筒におよぶ口筏 1，200ミリメ{トル以下の

大型jj;-日水弁についても.新たに製作するいと主がなかったので資材係長の悩みの極であったが，さ

いわい川口の永瀬鉄工所に寸部弁i本の~l~~jM，r-t!や鋳放しの材料などがあってこれを確保して製作を施

行させ，上うやくにして所契時期に納入せしむることができたfベ工事期限との関係上この製f"Iは

最も心配されたものの一つで，個々の弁についての工限や納期の短縮のために工恐慌将官のような

形でひんぱんに工場に通ったものであった。しかしこれらの符食を忘れての努力や工事施工関係者

の13T主にわたる敢闘が実を結んで，すべての ITL~条 1'1ーを克服してwのお 'J' した!り!以内にそれぞれの工

事が完成されたことは百跡的な成功であった。

第 6鎖 国己水施設拡張工事の指令

上記のー述の導水地強工事が軌道に粂ってちゃくちゃく進行すると，次には山手.!Hi予防合およ

び本牧方面の広範な地域にlfIが準備中の進駁1iI住宅ならびに諸施設集団地に対する自己水増強策にっ

ぽ、て，軍から種々の協議があって，昭和21"F(1946年)9月23日には次の指令に接した。
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横浜市水道府あて

水道配水装慣の枯，1<(訳士)

百.~ 8 W.技術本部

給水および持J1二建設部

1946年 9月23日

1 南区および本牧区域に給水明加する担::3kin同の刊に!則する会議および1946年9月9日の諮問に間「るもの。

2 ?J水道局は1947年1月1日までに次のエ'1¥を完成すること。

a)下溝川井rmに現在盟設の560ミりメートル佼ド')5，500メートルを撤去すること，本送水管l土川)1にいたる

1，5叩ミリメートル告の完成に上って不必要となる。

b)西谷と藤棚付近の[ぱ1"*県本管である660ミりメートル主幹とのniHこ560ミリメートノレ管を約4，200メート

ル敷設「るとと。

c)草稿・元町nTI:こ5印ミリメートル告を約1，270メートル敷設すること。

d) W慌にポ Yプ.l};Jを投出すること。ポンフ.は12日馬力妨限23メートルで 1R20，000トンftt。

e) iili舟ボシプ.札j(二 j(~早!ボ yフ.を ;ütíTc -9 ること，新ポンフ.は175 【ß )Jでmf~35メートル 1 日 24 ， 000 トン致。

3 トヨコIrの完成によって西の杭と院側のポンプ j-J;は不出型!となることを子刊lしている。しかし実際の付業状

態を検交することを希望1する。もしこれらのポンプ羽がJJ!tlの均所に不必要とわかったならば。

a)西の椛のポンプ場l土木牧の補助給水用として現i'1の場所に設問すること。

b)現在使用中の捕IIJ町のポンプを車総に移すこと。

c)現在の時捌ポンフーはirlililに移した強力なものをもって設備すること。

d) (31にi抑 TされたT*O)完成は(21に紙日??した工事の完成後将来決定する。

4 柏!iiHへの給水L主将に対する iltffiDは， 1946年1月31日付CE-8-ASC-PDー725-46および1946年3

月26日付修正にijli拠してアメりカ t午に十分なiil:を給水 L，給オ場所における:nおよび木事務所によって指示

された庄力を維持すること。別手iの給水状態は満足でなく，給水改科に対する上記の概略のごとき計画は上

記fJIJ~主要求の 3 a t市に従ってヰ"11:IJir可と共同して柿iJ(7)z;i]J;i)が咋備するものである。

水道給水および衛生部隊中佐
ジ守ツタ 拶エー ヒシマシ

Jack. J. Hinman 2世

第 7節 配水施設拡張工事施行状況

上記指令lこ基きj妄収区域たる[主i内・関外・山手・本牧などの配水系統を強化する工事は次のとお

り施行された。

1 野毛山線の調整

(11 従来の凶谷，-._，lt!-i.毛山陪]は本市創設水道以米の内径20イYチ (510ミリメートノレ〉および15.5

インチ (395ミリメートノレ〕管をもって送水されたものであったが，その施設も年を経るに

したがって弱体化はなはだしかったので，昭和17年 (1942年〕には内径20イ Yチ(510ミリメ

ートル〉送水管に20日馬力[直結IJ日圧ポンプを増設し，野毛山配水池への送水量増加を図った

ものであった。

(ロ) 昭和23年 (1948年) 9月下記恨岸沿;i区線の強化(下記2ーロ〉のとおり四谷~藤棚問に内

筏560ミリメートル管の増設にともない既設200馬力ポンプは不裂となり本牧線強化用に取り
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はずし，内iD5.5インチ (395ミリメートル〕に75馬力1ml王ポンフ.を設[託した。

2 根岸高区線の強化

げ) 恨/^~丙区線はíDîI主50メートルにおよぶ中村田J[f[r援をはい上がるもので，配水笠の増加とと

もに水圧が不足するにいたったので，昭和20年 (1945'0rド区illiJi]1町において内径 500ミリ

メートノレ根!戸内区線に12白馬力 n~I結加圧ポンプを設置した。

(司 従来のiRi下同区級は際問において四谷i'f'水場より発した内径24インチ (610ミワメートノレ〉

111手間区線から分岐し内径 500ミリメートノレ管をもって限停荷台への配水管としたもので，

昭和10年 (1935年) 4 月第 3 悶拡張tí~ 1期工事として施行に係るものであった。しかるに1[1

手根岸地区進則市施設のf14設にともない西谷~際問問のi);水管が不卜分となったので， Usl¥l 

23年 (1948年〕新たに同区nnに内筏22インチ (560 ミリメートルHiをi\n~Q:述給して配水系

統を整理補強した。

(斗 昭和23年 (1948;下)j，.記付)の叩?な田Jl20馬力加庄ポ γブ@を175潟力l亡咋)強した。

(司 同年度に l~. ~己175馬力をさらに200í~力にI71強した。

3 山手高原線の補強

げ) 附Tm31ド(1948;ド);II]);I.IIII，!'ンブ場からj故去した 120.1.¥，;!Jfa紡ポンフどを司'q:;rr;ぎわにおいて

i司径24インチ (610 ミリメー l ノレ〉山手-I~:G低利!に設íí~t L-FiJ ~:;j! を補強した。

(ロ) ns和22W(1947年〕本牧地区7j(j世間強のため1Ft;誌において山手市v:紋から 1総を分岐し本

牧112 と述絡し同線を補強したので，本管たる山手，~.:î !K糾も強化する必裂を認め，野毛L11線か

らはずした 200馬力山紡ポンフを設おした。

V市 urJ手123'1'.(1948'1つ illtlffii~設 120応力)]11)]ポンフを 170応力 11日針1 力Il '-E ポンプ (ILliliìJ;1 日IJ分〕

にI自強uこ。

4 本牧線の強化

本牧地区に対しては従来関[人j ，神奈川総から給水していたが，進組 :d)'給水i~ljJ[1のため不足す

るにいたり， jii-ji¥(より IP13虫の%1::~Ilに HIlL-， J!j径24インチ (610ミリメートル〉山手μil3線から

車橋において内径22インチ官 (560ミリメートノレ〉を分岐し liir間続まで1，200メー lル聞を延

長敷設して本牧級と連絡し，従来の限Jr叫，神奈川1111を戸Jfi可で締め切り，木牧地区へは[:~:î\K紋か

らの自己水にIJJ'J仔え強化した。

5 上記諸配水管に佐川した内筏 560 ミリメートノレ鉄??は~q;ii件減圧水そう )1開設ノjく池!問に新たに

内径 1，500ミリメ トル竹 Gii4 liil拡張ヱヰl施行〕のrt日〔設完成にともない不川となったその1m

の内径22インチ (560ミリメートル) j~(?k符(第 1 回拡張工事において随行のもの〉を撤去転)11

したものであった。

本名工事の完成によって山手線・ IUl区総・野毛山ifBなどは次のようにIfi強されるにいたった。
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進駐軍使用水量調 (昭和12Up2月調J

1 1 11 総配水11::(内訳〉

区 分|別注目t水 f止|区分比が 12JAj払2
l 一一一一五百メ二干τ-~，一 一一ーヲγ 一一一一一王強〆二.~)~-一

一 般市 民 JTI 1 209，800! 78 I 1日000

進駐軍JlJi 曲川o" 22 I 30，000 

合 計 270，叩 I 100 I 札蜘

2 自己水系統別i1t~l 市 1 11使用水五十

日千 料! タ1 JJ~1[ f0iJ ll* 'Iit: [足 分 比 p%d [l木る工予事定立施w方1行1メ'JIーl水にトルiよil: 
立7i..Jートル

ホ q~ 料 26，500 d4 I -i3，OOO 

1"1 k fJ~ 9，200 15 7，000 

!よ 料! 17，000 29 ! 8，000 

~n' ーヨレ『 1I1 制 3，200 5 2，000 

jiY 日1 総 1，100 2 

JII JI tJ!l :3，200 5 

合 言十 60，200 100 30，000 

かくしてIlrWI2W.(1946;)'.)はこの進%l.:;p:指令工事に終始したが， "'12211'(1947'1'.) 6月には神奈

川県を泡じて日本政J(fからjfs!J1市1I宅木牧お{!;2地区水道建設工事の特命があり，総工授22，695，000

内の工伐を百11して治 iした。泣いて'1112311'.(1948背〕には恨;;ι地医;:lli%:nn:宿舎ならびに戸爆地区

進駐11}:施況をj山知こともなう給水工'1":に[却しふたたび特命をそけた。本牧地区工事は開23年(1948年〉

9月前JjH，， +Hiド・戸}ぷl山]地区も T-j:Eどおりが;ri;;したう

首~8節水のi監費取締方についての通達

一方ではこのように給水増強のための肱仮工不が実施されつつも， 1111ノkは依然として多量であっ

て，全局員をあげての努力にもかかわらず防止の効果をあげることは容易でなかった。この災情に

3誌をにやした進!5:Ufi当局はついに昭和22iド(1947年) 6月26日次のような浪伐節約の実施により円

滑なる給水に資すべく駁急に調笠処置を談ずるよう政重なるj"[l令を発してきた。

出i毘Tlf7kl宣伝j仰r'll

水 道 浪 費 に ry，Jするi'!'(訳文〕

1 偵浜市の水道ìl~~ 1j:を除去寸 ω強力なるこ了段を講ずること。

横浜地医土木修司!班
主ヌ ラトキン

水道i課 N・Ratkin

Wi浜市の 1 人当りの水道使用品tは依然として~~jî < .過去において実路された漏水防止の問題は現在なお行

われていて多症のノkを保存するに効果はあったがい主だ十分と IJいえない。日木人個々の消~者による浪費

は隠然たるものがあω。i邑mの負担を政せられてい匂航浜ノトi_uはとの不注芯無関心な浪費乙とに:R:の期間中

の浪~の負担には耐えられない。そこで術浜市ノ'}:;ûjiiîは家庭のノJ(並節約在日的とする計画をもってi良質調査
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をなし在、製とあ九ば部]笠JbFiをとることを命ずる。横浜市民はこの計画をね極的に支持し協力する ζ とを予

知lしている。しかしもし木目l阿に支持と協力とがささえられなければ，かかω日本人i!Y民に対しては懲罰的

:二i市浜市水J世間が必要と忠二草するJ0H111::わだって給水を停止することを命ずる。

ここにおいて当防はただちに全1liJ戒にわたる水辺実惣調査を行い，水道需望者の現況をつまびら

かにすることがでぎたので，これに2"いていっそう雨水間止の充実を図り効果の;(;j拐をWIした。

2高9筒i 第 4問拡張工事の本格的工事雨宮自の許可

かくしてまえ次にわたるi住別軍施設JH強lこともなう水道施設H1令エヰEも完成し， ，}(設の羽強はます

ます増大していったが，さきにi立m1:11i:のJR令によって再開したtn4凶材、張工事も緊fJ、に応ずる仰がj

l町工事に重点が百万〉れ，主として将配水符にJJnlIポ Y フ。を設[註して， 給水能力の増強を則するもの

であった。しかるに戦後の竹15経済の弱体i生は，ややともすれば各方面においてただちに潟仰をあ

らわし， qi力のごときもひでりや石炭不足にただちに電力制限がIUIばれ，しかもij?fl日数回にもおよ

び，その不安はこれを動ブJI日i とする JJIIIJミポンプの1\1Eミ盆に大きく依存していた力 II~lの水道にとって

は， 主ったく 'ií~ f::'i"立氷なEiFiむ111ρで，iis力不安に]、る給ホ不安はnにおおレがたいものがあり，か

つ';-u:動機およびポンプ。の1X'i'v&i'I'J !V，!'(\の !J}{i- も ~~-llk!:するとさは，給水上の 5J%休はあまりにも深刻で自

然流下による本然の姿に改良よへく，本I詩的計t;i]長工:~irを ~1{;包施行することはまさにしょうひのむ、に

迫られたしだいであった。ここにおいて当防は進ll1l!!:に士jし上記の給水不安の実情とかつはiilimJ軍

関係給水立のiNJJl1とさらに市l人!の復興による市民給水のIFi大とあいまって，水立不足して不良給水

地18:がtV/JJIIして， 般市民給水の制約がますます狐火される割、況について説明し，本総 I'J'JJIおJ~rrr

実施の緊忽必J}g:な '1('1.，.;を訴えた。百'~ 8 '_i(( :di ;-;:，)もこの↑i;'y~l:&;.廷rill: L ，水近江&4 図h主張エドの本格的工

事の必主?を認める:こいだり， GHQ C11{(ilH五百j令)I部〕お上び経済安定木部に推進してその必要組

について説明，あっ続これ)~めたtJi来，密交を通過し，木絡的工事の計百Iが発せられるにいたり，

?í-~ 8 :11'[からはその所信のセメント 7，0001'/を1県水ずい道工事用として大量欣11'，するという協力の

ほどを示された。

第10宣告 進駐軍給水気:と料金

ì!.%:l:J京使用水ßは当初名使用者のサ 1/をそけ~t'lî殺す!して軍の校術木部係将校の認itæを受げる

のであったが，出先の責任者をたずねてサインを受けることも大変な仕事であったが，せっかくの

jj&ffjをiJkln しでも，容易に~:;~TI自にその認HTI を受ける訳にはいかなかった。日?の将校はアメリカ限lF

の野戦給水言i問のe:tlfjを提示L.そのような大i立ノ'1(i誌をu1.iJTJするはずはないと19:ばくし議易に使川

量について承認しなかった。しかし野戦と呉り戦いも終って一応都市の文化的空気にi去った人々に

は，野戦探司Eなどでまかないうるものではなかった。当局は音1-1立訟の表示した結果と強制して弁ば

くこれ努めたが， )]1.はその計長表は使用者のサインのないことを主張して承認しなかった。当局は

従来の慣習と規定から水道メ ターの検針に際し使用設の告知1はしても，その使用量の承認は符て

ない??を答えたが， 111:はあくまでもそれを必要とするとのことで，それからは検針に際しいちいち
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もgmlJ:についてサ fンをボめることになった。ところが災際にはことばの;31"1じない点検良が説明し

て会戸からサインをもらうことはまことに然活!なことであったから，軍から1'，戸に対して「調査の

うえこの伝説にサインするように」とのm市設を'又けて，それを点Iii!HのjB;札とあわせてjjl訴して

サインをもらうようになった。それ以後、は別に和Iの文民7 もなく毎月明、討した討l〆:J~~':!:を民!日し， lj'iの

サインを受け終戦辿給'11'[01弓にJ足wして水道料金の支払な交りるようになった。

昭和20'1'(194511占〉以降のiit騎手給水誌と料金は次のとおりであった。

22 11 

万
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丘
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臼
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ヌ

進
川
和

It 
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刊 t

~)_t :!F I 
水料金|

阿

237，635 

3，022，634 

12，389，902 

34，246，105 

120，850，559 

95，381.228 

117，322‘358 

#，:，;;71<._;1::に対するv河台年度 i
昭和 20il皮

27 I! 9，559，599 95，899，848 

"' M 

1.8 

13.4 

20.2 

16.1 

27.9 

20.0 

18.6 

15.0 

21 I1 

23 I! 

24 I! 

7，272，709 

16，964，032 

25 I! 

26 fI 

11，826，695 

II ，761 ，023 

6，279，190 

102，194，755 

99号527‘920

91，447，818 

96，244，645 

12.5 28 I! 8，629，203 

29 グ

30 I! 

31 11 

8，281，688 

7，596，890 

11.2 

9つ

7.2 

第 11宣i1 進駐軍給水のめげくれ

昭和20'1-(1945'9') 81HJoい1&れて， ]Í上!~ti!l という新しいj在力者が主主Jおし，献しいifí~Ì' j 右にi，

に飛んで，戦災で非力になった横浜水道の般にしたたかの拍車が加えられた附から説和会議の成立

まで，横浜水道事業の年代からするならば，戦災によって半身不随になった弱体給水から泣ちょが

るべく雨水防止にやっきの努力をなしたì~!Q災応急仮!日時代から，進駐軍指令による24時間勤務l時代

を経，第 4 囚拡仮工事の応急Ii[l~;lJ工事を遂行し，さらに本格的工事に治手して，その主要火工事た

る導水ずい道工事を完成して相模湖の水を横浜に通7)<するにいたコたまでのJUII日lは，日本の政治も

経済も，そしてどの社会l習でも常に進駐軍を床のfmにすえたように，横浜の水道芸J，):*にとっても進

駐車給水がまず霊点的に扱われたことはやむを得ないことであった。それはlV，j~ll2l il'. (1946年) 1 

月の日本政11せを述じてなされた対日i"IJ令 ~I::による緊要な命令でもあったからである。

しかしす℃にしるしたようにilliilll:Wo;，オーダ はきびしかった。ことに進駐早々のころは夜間の

即刻修理などの命令がくるとぽlを見合わせてため息がLUる始末であった。修理要員を采せた車も幾

度かホーノレドアップのうきめをみ，また車から降ろされて来り逃げされたことも一再ではなかった。

しかしされ、のことにはどの訴もかれらの最も好まない木炭燃料によるエンジンであったのですぐ

車はすでられてもとにもどった。
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しかしこのような初めのころのお互の感情がい主だ疎通しなかったころの幾多の悲喜劇を梁り越

え，局長，認長は{';:Jtして先方事務所に!日むさi主総， "見町]に711り，誠芯をもってその処現に当った

ので、 lli貯Jの窓のあるところも理解され，ついには進引:i_Fから軒先して幾多の媛D!Jや↑お力を受ける

ようになづた。そして当初のころはやっぎば干のPDやオーダーにめんくらったほどの工事や修理

H1~Î'も，力局の努力によって給水の光%とともにj1vf!減 L jft引'IF給水もれ与を絞るにしたがって順調

になった。しかしそのしわ'市せはi!îR給ノkに現われ，ノkの 11 11ない~~TfNが汁hむこJ'~î'J6まれて.その解

決には四背八泣した。ことに1中命令によるj信者 il 入の強化にはTlî氏もあわてて，ごうごうの!ド~mを

よせ，その"jl:'j討を説明し納得をうるまでには'行易なことではなかった。そして当局係員は問の日も

瓜の1'1も述ElTliI'，全主kにわたって;にめらjもたJ}/}所のt主水をな l，'i主t官H;[来のjki兄をI!Itこれifrしなけ

ればならなかった。このように当局の，減13と烈巴に対し}生息UjI当局が市した好怠と協力もまた大き

く，進則市がVì;}tn した 1 1-1 11 ノド 'q"i:部の財政材料やl't :~IJ 1'1動車を本事業のために}jJ.r-HL"あるいはわざ

わざ却の名によってアメリカから治水民知機をJhzり11fせ，本Iliに貸与して制ノ'j(j:jjJl:のj並行に資 l，

また狐仮工'1¥の施1jについての 1(/括的Hi:i生やff村のj氏iJLj投械の貸与，愉i左上のJ五ll)Jなど~--!(ì\すべ

きものがあコfこ。

ヲドf1i関係に:liった進則市河川は節目'I¥'i'技術本部で給水および術'1'建設部から，その後は横浜地区

土木修¥'IDJE水辺諸!となったが，その[1¥1にあってジ 1ソグ・ヒンマン11-1仏，テスター少佐，シ zファ

ー少11，:.エヌ・ラトキンIj'，[kJ:".~' のひとびとはとくに木i1i水近とも[共!迎l京く，木卒業に好むと ith力が

与えられ，その思dfは大なるものがめった。この;1fJjl7jf*出水の時期も70ilニの流れの中の一つのエポ

ッグであった。

第 6章地方公営企業としての発足

首~ 1節事業の泉本計画と組織

昭和27.11'(1952年) 8月 1日法律第292";;地方公営企業法および同年7月31日法律第290号地方公

営企業労働関係法が制定され， 111]1-1:'10月 1日から施行されるにいたった。木市水辺事災もまたこの

il，{ドに悲し、て， II({恥127年 (1952'1')10月1日地方公'日企業としで新発見することとなった。ここに

おいてこの法の11的助何にしたがって企業の基本吉j.miJ，組織，財務，従事以五iの身分取扱い，その

他iÈ~の1日本""可f が〉しめられた。すなわち法の定めるところにより芥?と終合;のため水道事業f日当常

国!者が設託され，水ìiî)i可iてがこれに、，_tí てられた。また経常的には企~JEJKの経済1'1:を発判( L，)企業

の)広架を切らかならしめるため，従来の現金主淀会討を主とする官庁会計方式を改めて発生主義，

決算 1'\1心主義による企業会計山ijJftを採JTJするとともに，独立一派手~íllljをいっそう確立したのであっ

た。 したがってこの法11':に止去11日干1127{j'.(195ZW) 10rJ 1 11 J)，除去リ1'.3月31日までの水道事業会計

予算を改めて，次の方針をもってili会に捜索した。

1 I'誌の形式は文74形式をほillした。
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~ ~F1f官民 $fH\の J!H\~ (JJJíH!lj として， n[{和田7~1'-I主当初J~f.tX0:H;陀として特殊のものを除べ以外9JJ 30日空での

執行見込征lを技除した殺事iを;11上した。

3 1!Wtのものについては動力伎の前 1 がり区則投開地!X'に対十ω/f(:Ì佐保明!-'l\:-}~'{S:お ]::0 給/j('1、 tu山崎に対す

ω品川、:i:ì'の~;没改良，f(ts:どの追加l計上をなした。

4 ノドiE使用料その他山収入については10;:]1 f1U，1昨;W!.['.3rJ31円主でのた収制在日LLLic， 

また町1:f:1127-年(1952il')3 ) 131日を悲準日とL. F'Pj'.lO 11 1 11 を刊評価 IJ として資I~rの再評価を'人施した。

そして10月 111いよし、よ地方公日企業として発見に行 1)ιIq主的な次の処f:!Hを t町立した。

(1) 1:;;X.!R古ならびに水辺同の設定

杭m-r!iI!lÍj'j分口止条例に抜く水道局をl'i1i止し，新たにWiìf(1! 1 公日企業組織条例を制定 L" 本道 -~Ji:;;tJl!:!i官f!ll

者(水道局長)ならびに企業wとしての水道問を設定した。

(2) 高Ij収入役制度の廃止

企業の111
1納その他会計 'Jr務を仕組者の依限と L，副収入役引JTlr在廃止した。

(3) 恭本計四の設定

国際山部としての木市将来の発展にそなえ~れに迎 fTすべきノ'}(:ÌÛ"!f荒σ〉恭平日 )'~!Ij を設定した。

(4) 総理方式の切替え

企放の綬"i'i)五HtをIりlらかにするため従米の'(1fT'会計によω税金主義経班);i¥を企業会';j')による先立さ}民経

朋方式に切替えた。

(51 'i'i'l型規定の制度

新たに制定された企業管球規定は次のとおりであった。

1 峨浜市水道局公示令述規程

2 横浜市水道局'Jq五分立規程

3 航浜J!jノk送局係長IJ計百規程

4 横浜市水道};i)公印規程

5 t¥l白浜市水道ej¥::'t会計主!H!J¥

6 I員 iJ~lli71(i[U司報発行腕:f;J

そして地方公お企業法の悲本原則たる企業の経済的を発H[するとともに公共の福祉をtbt巡すべく，

その経蛍の基本百i聞を設定するため，昭和27年 9月12日市議会に次のとおり横浜市水道事業の基本

言I[図書さを伐111
1しその議決を経た。

基本計画

水第 g.!%議案

t\llì~ T!T*;lCl\:*Oつ基本\]"-1 耐に住1'，'る 1'1

4出浜市ノド世帯業の11~木;n 沼は，次のとおりと「る。

I別手11271f9 PJ 1 2日tR:t-U

横浜市長

記

第一 基本音|匝i の 目 的

平 111 タむ

本r!r水道事utは市民の生活用水の外，工業日l水，船自f1f1171(，消火H17I(その他の上水を供給すbもので，給水区

域は木rli-rlとし， IIj民の福利w，進と本 11[0)発!民を~H ることを1:1 的とす色。
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~f 毛 111 配水池 2 i出 13，7肌)

鶴見配水池 1 池 15，550 
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(2) 目ぽ幹線「口径300ミリメ トル官U_U

ぞi 品、 挺 長 J向 型

fi-ト"

!到内神奈川総 18，165 

* ヰぇ *J~ 17.235 

n!i 毛 1I1 約! 22，520 

恨 ]:1 総 11，765 

時間，閥t子，金沢総 34，265 

時同 谷 企庁 5，530 

42，065 

*]~ 見
7，800 コー

" 
上主記 12，000 ]一

(31 IJI' 圧 オ ン フ

f， 品、 I J"I t1¥ 民 )J 力11 11 t昨 k:)~ 

i鳥カ

型民 1刈ポンフJ品 800 1，0日) Ji!， 5虫

沢ポンプj品 7ω 5以) ノノ

V: JIIポンプj品 7叫) 330 時 111 ，嗣F(，金沢~;J~

保Jヶ谷ポンプJ¥，j 450 260 /ノ

1，大間ポンプJ}'J 300 140 H 

I11i j¥tポンプWi 400 2UO 4艮 純!

ル~~ 1111ポンフj品 450 200 本 4政 乱世

j'lCJjく【古川は，持ノkおよび(ftノk能力的限山内で，Q，i，)tに仏、じ，;A次iWJLxは変りlする乙とがとさら。

民訴さ l~H r-tl 

l山 )j公営企11 日、ffi4 条により，横浜 111水道:~I\:~SのよL木口 j"iiffiを定める必要があるので，この突を提出する。

第一 2節企業会計最初の予算

同H問 11皮 G協調引A122)断i[】水泳iげ出。1叩

ur f!lJ) 

RH 1 条問中)!27i山(昭和ZI714123) 榔~iU州事業会計の干算は以下に定めるところによる。
〈収入及び支出〕

!:i&2条 収入及び支出の予定は次のとおり定める。 ilil_-， "'11務blの周知iによりJ'i)IJの金額が不足する場合で，法

務iiJ. O)ì\~jJ[lに伴って収益が1~11Jr1するときは，その一日告を法務述'Ëí-J 直接必要とする1'1用に充てるととがで

きる。

(科目) (金額〕

収入

第 1款 水 道 事 業収益 440，044，807円

第lIJj 営業収益 325，648，6511'1 
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611，277，1621'J j， 良改以9.] 第 21ま

36 ，887 ，662['J 1~ 良己主!;f~ 1 )J'i 

84，389，500 FJ 1S: li_'-e l血Z!12 Jj'i 

490，0α)，0001'1 1'1 f長計八第 3立i

3 ， 500 ， 0001~ fi 投第 3~'J~ 

3，500，000pJ (佐l'i 11-) Z111 m 
5，958，4001'1 企 業 fit依 i宝金第 4~_j; 

5，958，400ド]企業依依滋1，:第 1rj'，f 

5，000，000ドj1'1 備第 5~\主

5，000，0001'1 1:t 間;守主n， l!Ji 

(一時借入金)

一時のilS入をすることができる金額は常時400，000，川口円以内正定める。第 3条

〔議会の議決を経なければ流用できない経質)

これらの経貨の金額をこれらの経11]:のうも， i血の経.1'i:の余翻に，むしくは次に掲げる経質については，第4条

これら以外の他の経費の金額に前府 l，又はこれら以外の他の経貨をとれらの経費の金額に流用する場合

L't，議会の議決を経なければならない。

告白〉(金資〉(経

167，893，068I'J 1'1 ← τT 給員申酷l 

267，200円'l'i 広三ヨEつM 

0(; m 平1-b'U民rlHミIJ 昭和27Oj三9月

昭和27年度(制22m占122)横浜市水道τはす|回

度I当区分 I'If rn 

57，240，000立方メートル_n. 
止sノk自己i与え

~.o:.-(1) 町

.!J.l， ~~ l 

314，504ρ 

139，593戸

1日平均
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F十"
1凡4 叫1二目苛[壬

3，口00['1
15， DOOI'I 

itfE目立才、上ひ改治
下i，.i~;i主計『

3、50肝7メ-トル敷J
2，182 ウ fi世担ヨ〈

7事情Qλ-f-:1-敷設
1， 5以)り t~"{-'1、

( 川 {lm~訓ミいい円しょJ(:~" ，:
75~100 

l ，，:ilI"i'，;， {卸ミ jメー卜給水仕 ./25......，50ミリメートル
iての他施設改良工-'!i

闘し

'"乙

E主 iぇ

Jよ[4) 

【戸塚区矢沢町:二回m，hlJiI庄ポンプ 1台設置。
{円し水 ~'::;10 臼 ~200 ミリメートル 9，386メー町ん敷設
(給水竹50ミリ月一、ル 12，000 J! 般~:';~

/沈でん池u世の恐怖工事
1;包述ろj釦也および洗減水村Ijj寸本館築ii:
J ik子両Jノト幹線 700ミ Lメ-I'.'e 1，500メ トル政投
1川" (1，1U0ミ uメートル 3，500 か 敷設
|しす比 " l:JGインチ 3，500 ρ 拡l泣
¥]'1'ほか 22--'18 /f 5 ，口 O グ政設

jι'JL -=.:'. ~:lf 
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えピ弘3】主主旧
制(1) イキ制定。〉経:A3 

44日0.14，807I1J:iii H 

425，586，，1{}7ILJ )11 

Jヒ釦Jn (2) 

3，500，000ド]
29，594，70口PI

J国益出/Jjjヒ7)>九
l'f平v日YEfか):-)

33，09.1，700 fl J ノ、収

33，094，7001'1 

29，594，700["1 ) (資事同IJ)_Eへ611，277，1621IJ 

(tHtitWJ)'己刀、i'， 5，958，400['1) 五，958"1001'1
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58l_，682.462PI ~~ 

581，682，.462111 出え

当年度分とこのようにして発たした11日和27年 (1952年〉皮下半期の企完成績として決算の結果，

昭和28年 CI953if.)10月次のとおり*!J余金処分して70，348，476内29:>.l2の剰余金を生ずるにいたり，

が決議された。

I昭和 27!q~r.t til'l iJ~ l [1 ノk迫ヰt 史料金余処分~[l"'p:-~I:

" 70，348，47日2抑二 j}トlA未担分手品~jW"企1 

利益剰余金処分額2 
円

3，600，000 金ヒ
目

伺
鴨
川W: 主主~'J (1) 

20，000，000 金立依減12) 

35，041，905.0。
35，306，571.29 

11，441.拘5減価償却引当金ヘ充害

:伊f;. f]Ü是jl~利益剰余全

(3) 

3 
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また昭和28年!立における年間剰余金ならびにその処分方法は次のとおりであったο

l 当年度末処分利益剰余金

2 TIJ誌剰余金処分額

(1) 平1) 続準{曲全

(2) 滅的税立金

3 J;!~j'.!_主繰J!'!利益剰余金

阿

3，900，000 

30，000，000 

第 7章配水施設整備事業

76，599，813 

33，900，0日0

42，699，813 

大正12斗 (1923"1う 9)~の大震災後22年間m氏の粒々キ芭の紡品として築き上げた横浜市の感知

が，百~2 次世界大戦の終末も近い昭和20年 (1945年) 5月29日敵機 600機からの大空襲によって焼

きつくされ， Thの様相に一大変化なきたした 7J~ ， さらに同年 8 月の終戦によって桜浜が進mu!):の基

地となるにおよんで市内中枢部はたちまち大きく接収され，市民は順次背後地に移住を余儀なくさ

れ， jtiの周辺に大きく人口の移動が行われた。ために従来人口密度の汚かった周辺が急激に11こ宅地

として発限膨張をみるにいたったのであった。このことが戦後市の様杓にもたらされたn~2 の変化

であったが，この傾向は住宅地としての地悩その他の関係もあって，戦後年を追うごとに交通の発

達とともに助長され，特に丘陵地や周辺地域の集団住宅の建設や予定地，山林の開発があいついで事

業化され，郊外地の発展がいよいよめざましくなっていったが，これら住民からは剖ilj-iの文化生活

者として11然水道の需要が殺到したロまた一方鶴.1i!.・判1奈川・金沢・戸塚などコ J;&))血411は工業の活

況発JIoによって， :r.;t;Ffj水の需要も急激なテンポをもってI岡大した。このような状勢から戦前以来

の既設配水管系統とその配水管制による能力に対する戦後の地凶作jな水道;jけ要誌とのアンパランス

がようやくはなはだしくなって給水不良地域な分み， :qごとにそれが拡大するという伝うべさ状況

にたちいたった。

元来横浜市の地形はjli内に丘陵が幾筋も辿なり j¥::j台地引;今が非常に多く日i台には学校や i上宅

が~ちならび，ために従来から日区と低区とに配水系統を分けて配水してきたが，水道の水圧を一

定に保持することがi羽雑であったばかりでなく，むしろ低水圧に悩む地;:\~:iJ~多かったのであった。

またrliの周辺地域は道路交通も不備で，いきおい住民も比較的少なく，したがって配給水管の整俄

も貧弱きわ主るものであった。しかるに戦後上n己のような事情でZii敢に住民が修部1l，J;J辺地t11;が

急速な発展を遂げたので，水道需主Ef立がにわかにiJ;x憎し，配給水管の整備に努めたが，とうていr1_if

Jmの方法をもってしては焼石に水のごとく，需要に応じうへき状態ではなかった。このような状態

から駁急に配水むの整備事業を必要とするにいたったが，配水管の拡充に裂するl吋似は政J{fのカ主!

として起債が認められず，自己資金に依存するほかはない現状であったので，いきおい物価や公金

の騰貴に苦しんでいた水道財政では配水管工事の抑制をきたす結果となり，伎の増設には多額のj~

用を要するので，やむを得ず暫定的に加庇ポンフを設註して聞に合わす使宜主主主に陥り，ついには

その設置数30数か所におよぶありさまとなり，給水技術上好ましからざる状態となったのである。
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そこで新たに1!J勢発JKの状況に即応して市民の要望にこたえるため，配水管の笠自主"1工業を企図iし

たが，これが災現に，;J:， 2，250，OC日，000Plの任官Bを要 l，とうてい短い年月にとれを達成すること

は財政 u刊誌Ii:であったので， 一応10か年の継続事業として駁急度に応じて順次施行することの計回i

を倒立した。すなわち10か年2，250，000，000内年間225，000，000円の財源ねん出のため 水道料金の

値上げがもくろまれ，昭和31年 (1956年) 3月給水条例の一部改正が決議され，そのl収入増額見込

み年lliJ250，000，0ω 円のうち年々 225，000，日日ofTJを配水施設整備事業財源としてふり向け，不良部1

7Jd也氏Wlii【!と未詑及地医への新設のため10か(，1音i両事業を起したのであった。まず的手口31"1ミ(1956

4つ!立予算に計上しその後10か年にわたる計回iのスター lを切ったのであるが，その事業内容は次

のとおりであった。

(1)配水施設新設資

自己水1:i'主主的資として給水不以地域の解消，ならびに水道の普及のない地区への送水mとして配水本位または主

管を敷設する。

延長内径200ミりメートル以上のもの 79，100メー lル}
トiit 1，200，OOO，OOOrJ 

p 内径150ミリメートル以 Fのもの 169，050メートル)

また上記西日ノk恰に付随して配給水位新政改良資として末端tで自己水する小管，ならびに今後必要となる現在予想

図版なるものを合め， 4日0，000，000J'J 

その他 1_:;I己諸施設咋j強にともない水道メーター，述搬Hl， i-':;î梨ノ比そう，給水事務所などの附入ならびに新設'1~

400，000，000円。

(2) 配水油設]反校補修't~

老朽管の撤去，不姿加庄ポンプの撤去，内径300 ミリメートル以下の小配水管および給水むの取替え.l~ 250，00 

O，OOOrJ 
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第16編新たな飛躍

第 1章第5回拡張工事

第 1空白計ー 闘

[昭和29{1'(1954イ1')>:(¥ 4 [iIlJi;政1:'[¥:をコじ!点して-_t"、っく rmもなく， 日二仁す[¥の計 WI[[.;全イnklこる昭

和31"f(1956"!'.) 1立が到来しだ。事完このイ!の 1nl日;乙同日.7lz:fj:は 425，639ιガメ トルにi主~，従

来長期間にわたコて r{~収合受けてきた広大な iljの，[，収地域も逐lízWI除されて 1~':ï I計処築物Jがつぎつぎ

と建設され，また戦後にわかに発展したTIl周辺i也!日ーも引き続き公村([，氾やが、設flc宅が続々建築され

て人日明大~，さらに日本ヨ業界の心臓ともいうべき木市の擁ーる:r)I')由，ji干の|海 F議はますます詳し

し給水区:)戒の広大と給水需要11(の悦 })IIは今後いよい上 j世~lilnドj江↑!守勢を子i~-J-(.こL、たっf二。

ここにおいて市民の保健 I前ノL [Ijj 火上はもちノJん f五I\;~{港 1~11および工業都市としての復興発取の

うえからも，この水道需要にIi[)応してj11?Ir I，l， j;:'i;;~ 1:s..給ノlくをなすための随従をι市ずることは市Rならび

に市政に対する本j立と!工業の使命であり， J.¥1T:'C'もあるので，ここに初5問折、民 Lτiω:7iTZ[dHX1工され

るにいたった。江c5 F司1JL¥')K工事はその計 f，l'i[ 1.;主を1l{1布140イlにおけるHi:，i!本'!l1総人 1I1，470，000人，

給水人 Lll，200，ωo人， 1人 11:1 f，H[J;li¥470リソ lル 1fJ JIJ:大佐川水日564，000ii:方メー lルとして，

既設能力 1 日 468 ， 000\'j方メー l ルにx，[~新たに随l没を fP1強せんとするもので，総:l:j'/ 1，830，000， 

000['1， 1!1i
'
，jを起ulに求めて11(¥;[11311，1'(l956{1'.)皮より 5か(，f~11'D出i をもって iXの i\MT.'ji左腕れすら

こととした。

(1) *泌\~[事

i前ii山ijff問i[j拡1せ也lム台ω、.¥，;リ張;
水:残主h拭tたるf毎1叶f秒2.1~\丘1二方f メ ~I ルをノ水'J(i以l出L1 と寸るも Uの〕で，そ水施設は?l'Ç4 問拡張1 弔におL 、て完成し

ているのでそのままl，jiJ[Jする。

(2) 導水工事

既設J(}.水施設'['， ;[，久I1分水池~相模原沈でん)j')[::JI0，750メー lノLの)/;tノド寸ぃL、JEと川7[i下水JJ;j----

鶴ケ出手段合引!日[7 ， 150 メー i ルの rm水路はその築法に際 Lh?tJ1t J 将米のわ:J.:;'H~ を与え， IlJi間を拡大し

て地工したため，そのま主にて今回のjJi;張ノr}(:M:~早水に支隙ないものであるのしかし相税局~ixでんJAi

~)l 1井(f'水場rm に~g4 回拡張工事として)j主工された I什筏 1 ， 500 ミリメ トル符ノド伎は昭和15年 (19

40年〉からliiJ22{r-(1947{めのrmの随行に係 1)訂IT!ijノ，Jcij(が 1日366，000jI:ブJメー iルを仁11:¥1とした

当時であったので， I~HI123{!'. (1948i!，.)に日['fr1l[11途を 1日468，000立方メ戸トルlこfP1火した際は，)11

井浄水J身内における低iJfijに佳子付iを築造して，既設内径 1，500ミリメートルj!f7j({i"，;;のJVJ水勾自己を

急ならしめてifiU誌の明大を図勺たもので，本田 11日が最もあい路とされるものであったから，木工三[，

においてはこの1mに内径 1，500ミリメ トル得水行 1条をIPJ設することとし，相模原貯水池引1I11し
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管内fIt2，000ミリメートル符より分岐L，既設導水線路に沿い)11升j争水場構内まで， J二IJIdl¥lJ低水日:

昔日6 ， 3C 日メートノレ区 I 1.\ J を鉄筋コンクリー l 管 '-[~-mし IJliJ3 ， 6∞メートル区間はJ!~J~立コンタリ ト管をf¥[i

月けることと l.J:こ。

(3) 討しでん場工事

m4回拡張工事にて築造した相模原沈でん場をそのまま使用するものであるが，その千]一効貯水主1

883，000立方メートノレは今回の日liilliJI:i水註に対し約 11'1半lこ相当することとなる。

(4) ((lη'KJ易ヨコIf

四谷{fr7.K!.@jはすでに拡張の余地なく，また阿(f'7JCJJ初当ら以北相模鉄道沿線地帯の発肢が幸子しく，

今後この方面に対する両日ノ'.K!W強の必要にかんがみサ新iT'7J(~品位置として i主主主されたのが， 1mケ山下終

合弁付近である。この地に 111 100，000立方メートルの処政1能力を干{する((，7)<.J;誌を新設す一ることと

した。この(j'水場は相模湖!ボ水の実↑fjに徴 L，~JI，沈でん微牧子二による1碕JJÊ と Z51スした微生物を除去

するために原水の前処理に重点をおき，従来の楽Ildatでんに代わり [;';j述}1tj-t触沈でん;去を深川 L，

ろ過池の表面iUj，をも行うこととして次の施設をなすこととした。

付)l!'i水位およびid水池

既設的ク時限{Tjlより 30メ |ル Lükの75水路から分岐以水L， I悦子 1 ， 100 ミリメートル lí~~; をも

って話水池にいたる。 li¥ノ'J(地はj什tt5.5メートル深さ 4メートルの鉄筋ゴングリ ト十NJ";主で益水袋

[i35と具備する。

(ロ) 1'::;攻&接触沈でんそう

内径22メートル，泌さ 6.5メートノレの円筒形鉄筋コングワー l造りの沈でんそう 31也で，各水そ
M い

うはそれぞれ反応'~~:，分自It~iおよび汚泥沼に分れる。反応:c\iは l什径 9 メー l ノレのドl筒形で吸不I性物
か'"ん

t8:をI手遊させてhl水池から流入する}泉水に接触させ， Jii杓機でかきまぜじよじよに上昇して分tlj!t?i{

に流入させて，ここで原水中の微位子を動的に分縦 l，il-i澄水はそうの周壁より溢iJ'i-eして水路によ

りろi01也に流入するIIW治とする。 ブtjltl.部i'ii尼訟には排I1己r('が以り i十けられ)以ノ'kl↓IのI品質が分l推さ

れて汚泥となっては;でんし随II~j 担I=I lJj される。 1 ;:也の処JJH能力は 1JeI35，OOO立方メー iノレとする。

(1市急速ろi邑池

急速ろ;@池はJJI力式ホイラ -~W8 i也とし，各池は1"1法長12メー|ノレ，柄9，65メートルの鉄筋コン

グリー l.jJ?i迭で 1，也のろ過il百績は95平方メートノレ 1日ろ過i，IWl'140メートル 8池 1日のろ過能
きょ

カ107，000了!:方メートルとする。木施設にはfllbrS忠， 1良水:[~;，げ十水Il~; ，洗(jlぺf，表 i国訪\;ロペ，排水

?を， 1先iN忌水ポンプなどを配備し，却とI111出入， 'j'先(!!η碕皮，水素イオンif;皮などの{j'ft/[:;'，虫およむ寸く

15'i:， iJi，しがなどの一般:(¥:]Aはすべて屯気操作によって耳、rll:i:tIA方式をj:;()l1する。

(5) 配水工事

配水lこ I~Jする施設は現在最も不足をかこつ状況にある。すなわち第 4 凶拡張工事においても主i初

は配水管ならびに配水池の計四はかなり充実したものであったが，首E2次世界大戦による資材不足

のため緊急を要した導水工事の施工で手一杯となり，すi両された神奈川・磯子・戸塚・丙IRの 4~ê 

水池の築造はさfこやみとなり，則水tまも既定計画の遂行が不可能となって，わずかに導水管中不要
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となった管の撤去利ITIによって，鶴見・戸塚・金沢・長刊を府方ilITに西日水位の新情設を行ったにとど

まった。そして戦災と終戦後の進駐軍接収とが設なって市の人口分布に大きな変化が~t じ，市のJìlJ

i互に摂集地広ができて，新たに水の需~が激ilqするという状態となったが，接収解除f去の事態をも

勘案して，水定配分の状態をきわめるにi到縦であったので，やむなく木格的自己ノk工事の拡張は次回

に談ることとして，不良給水i也阪に対しては応急措置として各自己水管に大小の1m圧ボ γプを設慣し

て一時をしのぐこととしたものであった。

その結果況水池においては現在総有羽川ァ'k:m:はわずかに 100，000立方一メートルに満たず，昭和31

年 (1956年〉の 1日最大西日水量IC対しては5附問あまりにすぎず，西日水量の時1111[1内調教も困難とな

り，ことにー制導水管に事故を生じた場合にはた bどころに市内配水に彩縛してl祈減水のやむなき

にいたる現状であり，また配水管lこは各配水系統にわたって30余か所のjJn圧ポンプが設i夜され，は

なはだしきは2段 3段におよぶJm圧があって，その操作管現に非常な[1-1難をきわめている現状で

ある。したがって本拡張工事においては新設鶴ケ峰浄水場情内に，'，可区および低区の配水池を築造

し，さらに磯子金沢総の途中に大久保ずい巡配水池を新設することとした。配水行ーには新たに鶴ケ

降浄水場より磯子金沢総および鶴見総，戸塚線への1開設ならびに三ツ沢方而への新設とさらに長パF

回線より中山への延長を次のとおり施工することとした。

付) iiJi区画日水池

鶴ケ峰(1'水場構内法布地盤に急速ろ過洗浄用水そうをも兼ねた|勾径31メートノレ，有効水深5メー

トノレ有効貯水量 3，500立方メートノレの円筒形鉄筋コンクりート情迭の西日水池1)也を築造する。流入

管は['，径500ミリメ{トル，流出管は内径600ミリメートルとする。また自己水i也i人1ml監に沿って深さ

1. 5 メートル，幅 3 ， 5メートノレの方形断面の水路恐!i!'ì 水~を築造して(容f止450立方メートノレ) iiti'i' 
.よ

用水そ弓とし，ろi邑洗浄用木管，基E而洗浄川本ノ誌に述総 L，ろ過池浄水E震には50馬力の揚水ポンプ

3台を設癒して本池に揚水する施設とする。

(吋 低区自己水池

鶴ケ峰浄水場低地盤に内径43メートノレ，有効水深5メ{トノレ，有効貯水量 7，000立方メートノレを

有する円筒形鉄筋コ Y グリート構造の低区向け自己水池を築造し，内f壬1，100ミリメートノレ告をもっ

て流入出管とする。

同 大久保ずい道自己水池

保土ヶ谷区狩場町および南IZ大久保町の第 l号国道に沿った丘陵地411にif:iさ，析ともに 3.3メー
てい

トノレ延長 4，000メ{トルの箆蹄形断面のずい道を構築L， とれを総容!社33，000''>ブノメートノレの四日水

池として活用する。本ずいi誼はコ γグリート巻き隠さ50センチメートルとしi勾1mには淳さ 3ミリメ

ートノレの鋼板を巻き立て， ゼメントガYの吹付けをしてさびを防ぎ， 1属7Kの万全を期する。本配水

i也の築造によって既設野毛山配水池系統への側面的補強となり，中枢地指四日水増強に資するととも

に上大河・磯子・金沢および戸塚方面への配水調教上一強力となる。

伺鶴見配水管

鶴ケ峰低区自己水池より ['1径 1，1α)ミリメートル干;をもって八七子街道より保七ヶ谷医自Hl町を経
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てれ11設水辺、'íll 与の 111線路を 1"11正(!， I(，jmrJtn にいたり glf: ~j!J: ~H 1鶴見回目水幹税にJ引先し1;;1似を強化す

るうこの[10の延hA，(I()Oメ iル1 ある。

日4大久保 Fい)丘明日水ill!.J_ム水位;

木i差水t:はnfJ Z~(fl-ノ'Jd易から大久保ずいj位向êYk池、、のi主水を rl I'I'Jと十るもので)tJ'1 4悶砿張工市に

て戸塚田~7}( i:er: *J~ として四谷浄水場から保!てケ谷灰元町主で建設した I吋径 900 ミリメ{トル管をさら

に同所からPIi子守をもって分岐延長して第 1-'ij: 閃j宜に治って大久保ずい近目e7kiU!にいたるものでそ

の延長850メー lルである。

付金沢配水飴
円o必 」 附

金沢方面目l::;、を火久保すごいiE配水i也lこ切り竹えるため!万l池より内筏 900ミリメートル管を!:HL上

大[iii]まで 1，125メートル敷設L それより杉岡街道に沿って内筏 70日ミワメ{トノレ管を既設 450ミ

リメートノレ管に並行ーして架木町にいたり杉岡街道と分れて3在利谷・上中里を経て，金沢文庫駅付近

まで延長 7，800メートノレ政設して.既設 450ミリメートル金沢目E水管に接統同線を強化する。

(刊 戸塚自己7}:t'，;;

t1:G&戸燦配水幹線のJ二inEffil)は大久保ずい巡回U水池送水告とし，戸塚方部への配水は新たに大久保

ずいj註四日水池よりの配水に切り伴える。すなわちずいi宜配水i也の中部lから内径 600ミリメートノレ包;

を取り/Jl1 し延長 500 メートル敷流して~1~ 1弓国道にいたって[人Jft450ミリメー 1ル既設配水管と接

*~'éする。

例三ツ1克明日*~!，:;

現住三ツ境・ l傾谷ブ'jjmに対しては川井浄水場から配水しているが，鶴ケ峰・二俣川・三ツ境など

相模鉄道沿線の人 r-!l~Íj ÎJIlは (1に顕;与なるものがあってー Jllji'/ 'f'りr}ö;f;;の能力をもってしては不足をき

たすので，新設鶴ケ峰山R配水池よりの両日水に切り行えることと L 同池からrJi径 600ミリメー|

ノレ管を H:II し昨木街道に沿い二íi~J11まで延長 2，5日日メートル敷設し， これより内径 500ミリメートノレ

管をもって希望ケ圧まで， I草木街道に沿い延長 1，500メートノレを敷設する。

(防中山配水管

官官4回拡張ヱ事によって)11井i'f'水場から長津田方面に対して敷設した内径 500ミUメ{トノレ長i'll

PI配水管から新たに内径 300ミリメートル殺を分岐し，十日市場町・新治町を絞て中山町まで延長

4，000メートノレを敷設し同方聞に対し水道の思15なわかつこととする。

第 2節進行状記

本第5回拡張工事計画は昭担elO!loよ1里55年) 3月 1日市議会に提言長，同月29日議決を経 4月 1

日厚生省に事業認可の巾訪を~，設31年 (1956if) 1月24日認可を得たもので，同年12月8日東京

都南多摩郡南村鶴間において起工式をあげ，まず導水管路中の最弱点部たる相模原沈でん場~川井

浄水場開の内径 1，500ミリメートノレ管数設工事から蒲工L ついで大久保ずい道配水池工事，中山

配水管工事などに箔手，ちゃくちゃく進行中で昭和35年 (1960年〕度落成の見込みである。
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第2章工業用水道建設工事

f活1節工業用水

明治16年 (18凶作〕横浜の創設水道百i而iに関するパーマーのtH告設の弓ちに，水引決定について

次のよ弓に;fiかれている。 Iイギリスにおける大市街にてはげj粍の平均概数およそ l人につき 1日
き" むん

21ガロンな t)..• ;TIl'ì日の攻作用およびil~JT1ならびに科穐製造所用，消火川， I持栄知除ITI，j¥iilii持i7](nJ，
鉄道用，便所川，ポンプmなどなり，またよlは l:JnのTI-ttff=lにて佐世すど):jt '.!:'も合千j 寸。その~~，ti :n:21 

カわや

ガロンのうち 14ガロンは廊JIj(便所月])をも合め当記事JIJ に同~， 5ガロンは製iliおよび部川に凶

し 2 ガロ Yは自余の諸月]に隠す，横浜にては製造用のために多設の水を要する製造i~庁なく」と初

めから工業用水の需要は認めていなかったが，事実，創設水道において 1人1日使用量18ガロン (82

リットル〕を)l~rl廷に計画された水誌の法本は明治34年度 (1901iのにお成したおt~ 1回拡張工 J':にお

いても，そのまま附設されて，その¥H115ojーの絞過も Flin戦争の介在もj¥;I'せになんら工法的立ばえを

もたらさなかった。しかるに明治37~38年 (1904~1905年〕の日露戦争に際しては，ょうやく戦時

物資の需要ltri;!，によって，袋内工業ないしは小規模工場の発生がみられるようになり，戦後も引き

続いてfß~inpJ;の IYJ係から造船ごに場を中心とする諸工.，又がぽっ興するにいだった。明治43年(1910{j'.)

に~工された横浜水辺第 2 問拡張工事においては音líilli 1人1日使用水泣を 111リソトルと，従来に

Jt~40必近いJNJJJ1を行ったことは，明らかに工業の発途から，工業日j 71，くの i lfJ JJ[1を初J定にいれた~h~~

であった。その後明治のーよから大京年代に神奈川およひノj'.:JU出先の日官庁+が行われ， このi叩立地およ

び鉄道沿線の平沼・関野町方面Iなと事立地条件にll:まれたJI!lN，に各積の工場が設えにされ，さらに大王
しゅんせつ

9年 (1920{J')東京湾限立除式会社が鶴見川河口付近の遠浅ihJTI同を渋深して，大規模な県立乍業に

17手~，工業地帯の造成を行った。しかるに大正12年 (1923年〉突如WI京地方を襲った火設災によ

って繊浜市は賎滅的大十l曜を受けたが，その復興の1s(印を従来の貿易一辺{刈から工業立j¥jに冷り終

え，工業のお数，育成，発達を図り，水道料金もまた工業など大段使用量に対するj@減訓引をする

など側間的サーピスに努めた。ことに昭和2W (1927年〕鶴見町を合併してからは一段とその方針

を推進して，的見川河口r)，f羽生変地先の海洋市営埋立111業を起し，昨附T和1日1年〔α19鉛36例oF-)1ロ2月現在の

京i浜毘工業地;祁目出;

成しfたこ。この地，!1Fは日本政治経済の中心地である耳目京に接するげfj陸交通の軍使さと，その臨海とい

う土地条件l己恵まれ，経済のjlj1jモとともに年を迫って発展の一途をたどり，ヂ千種重工業や大工場が

干君、集し，折から日文事変から第2次¥1上界大戦にいたるW.vIIi拡張時代，終戦後の経済復興から生産的

強時代と幾多の変涯を終，つぎつぎに施設の拡充がみられて今日の椛況をみるにいたった。

この生産工業と不可欠の工業用水についても，水最の需要は工業の発展とともにますます増強

し，その増勢ぶりも次表のように戦時中には一時工業用水は全給水量の'¥'ばを占めたほどであり，

戦後も生路復興とともに前憎しつつある状態である。
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1 n 最大 f主用輩出i合

|使用長 I~] ~~ I言葉iての112
立フ(;.i:"'"而 l一一一司一 内 包

Z94，S54: 33.9' 35.61 30.5 "-i --'.' --'， 
326，273] 26.21 37.6' 36.2 

ぬれ078] 27.3j 36.4; 36 

327.02刊 23.51 29.3' 47.剖. I - I -!  - I 
343，578 27.11 31.9 41.01 

i _ . i _. ... _j 
360，宮29' 27.1: 32.2 40.71 

364，吋 27.41 叫羽 41

377，299! 28.0， 36.2! 35副

1..1 ._，1 
却4，尉li 29.0j 37.4 33.5 

118，2781 31.5
1 

37.9 3i唱6

しかし上ノj 道0)給水jJEゴJ が年々~>>~!見する ìlî民給水に追わJ，;_，-c， とうてい工協の姿氷する全治安を

みたしうべくもないので，各工~Jð~土地1、水あるいはúlj 7]'くの J比九妨げ使用のやむなさ状態となったコ

しかし海ïKの I止mは耳，..分による機械iWi，~;'の級官が生じ，地:、方、のiRlc'妨げは他校沈下を焔Jにするな

と;日)民家の悩みは絶えなかった。ここにおいて本T官も第 4;m拡張工寸Fにおいて，さらにtH2 偶 J~配

水幹{!?を新設~"ê給水の 1'1滑を期したが;匝*後1.('< ばくもなく rtの r\Jfにi主L.，ふたたび不足の

戸を!日日くようになって，これの解決来1i: J~jずることは生産性向上の函からも，木町工業発展のため

にも，喫黙の要務となるにいたった。しかしながら元来工栄汚水のf¥1題は単にその所要量を満た

す，政たさざるにとどまらず，生産/j?i悩に~;.;~話するがゆえに，その側恨の J.~ もまた一つの要素をな

すものである。戦前 l立方メー lル8.5主主で，しかも 300立方メー 1ル超過料金は6ι鋭という時

代には7](代に無関心でありえた工場も戦後の料金催上げi去に，エ11].によっては月々の水道メーター

の検針に工場の庶務課長が立ち会うほどになった。まさに生産/JE怖におよぼす水ftの値上げが政〈

裂いた一面で，生産の合理{じが検討され，強詞されているとき，あいにく水iE料金はとの傾向に逆

行して値上げの~，T:主をたどったのである。ここに水It~1下げの喪主!がj逗払ことに隣弘;11附市が附

手1114年 (1939年〉以米地元工場の協力にぶつて，専用エ業III水泊を全国にさきがけて新設し，地元

の上主主;明11径と市勢の送illfに大なる貢献をなしつつある現状に徴L.，いうそう渋処方の斐誌が本市工

業界に強く起った2

てよ'c本l¥r水道事業として主主 i水辺とは別;こ，工業用水道lJr設の調査検討を行いつつあったが，

昭平lヨl"~ (1956年)6月工業用水法の制定によっていっそうその緊急実流の!日、安が桁感されp 一方

工事脇工上の難問であった財i照も国席補助につかて明かるい見透しをうるにいたったので， とこに

専用工築用水i4の建設を計画し 関係工場の協力を，jくめ，低戚~:{_\な原水を供拾する工業用水道を

迷議して，工場多年の要望にこたえ，本市工夫地帯における工場の生五klさl旬土とその健全なる発!民

に資せんとして，昭和32年 (1957年.) 8月2811，耐港工業地帯埋立の創始者とし，またその先克者

たる 1!J:i長 ~f総一郎の銅像のたつNl;玉川区子安台の浅野学I"jにおいて，関係者多数の参会なねて議会
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のうちに着工式をあげるにいたった。

第 2節計 陣I

計四i の~:制

本工事Haiiは11，1i'fl3t11'(1956ije) 10月 22 日市会に択一架され，同月 25S1 その~:1Qi)とを経たもので， 1V3 

手rl3ZJf(1957Jlo) 8 月 1 日図作?11ì助金の内示 ~11JlüJ年11Jl その決定を受けた。

(1) 1!1i~iと事業年[立

本工事の総工伎は 1，000，0ω，000ドjでi吋似は。!'fl¥を地元Wl係工場の協力lこ;)ミ(}J，~ti\\受 111[:引受け

他を企業ほと目~lWìllìD)Jに仰いだもので，昭和134\1- (195911'-)広までの 3か年前凶として，次のとお

り資金調達計百iを定めた。

-~ア皮 )jlJ
資 金内£¥¥|

山 l山皮 | 昭附附山和和附附i白仰3鈎お判川i叫山 l 附山必問

同州補 助

il 

企
U 
J、

jr1 1.: 

安益者引受iE5t; f立

合 言十

5印0 帆oo~1刈dぷ訓;q! 肌加

H 1凶6，叩0，削川 4必2，0削00日刷酬

6仰7，0凹日8，日川 14拙)，00抽0，凹司

「i 臼，刈川附削0，0凶J川凹 凶，0凶'∞叫

i 勾却0剛州 必422卿州
(2) 給水区域と計画水量

;;1 1 1，首嬰

問1

240よ口0，0001 約4分の1

94，000，00町約127}の1

333，000.000: 約3分自1

333，000，00間 約3分の1

1叩 000.0∞|

オドij-j-D白は鶴見・神奈川の眠f，yM工業i世情と仇土ヶ谷区一部のヱ城地帯の38工場を対象に給水せんと

するものである。このお工場の現在使用する 1日の工業用水量は海水 484，500立方メートノレ，地ド

水57，500立方メートル，上71(63，5日目立方メートノレ，地表水22，5C日立方メ{トノレ，合計 628，000立方

メートノレで，このうち本工業用水としては地盤低下をきたす地下水の大部分と，価格の向い上水道

および!機械のJ員紙のmu週となる海水の一郎を切り終えるため 1!J 100，000立方メートルの[5水を供

給しようとするものである。

工業用水供給対象 38工場の使用水量

JJl況使用水泣 1 ;1 回

需!工 叫 日 JiliJ'd< lill雨上不言 I-~、三日品 *1 己討 pg
~} 岡戸川五点二下ルー百可Z岡戸日ーが工下ルIMF石'1五万五百戸

… | 仁 /口一 ど月し /81 /.尽上一…ど13ー どjll ど旦

1 大日本削除式会主i附民主場 I -1 1，捌| 叫 1，叫 -1 1，520! 3佃

2 鶴見コール興業株式会十LI - -1 叫 叫 」捌 3001
3 日柑製鋼株式会世鶴見工J品 -1 必81 4倒 斗 制 1，叫

4 I東 京 瓦斯株式会社鶴見工ぬム側: 1，1501 5，叫礼叫胡，叫 仰 0

5 1日川行株式会問見製鉄所 1
1

_jl -1 ι72011 4叫 51川 55吋 6剛

6 1川 E瓦斯株式会社末広工場-， 5001 日切I 85同 7，2旧同 8，剛 500



T.%J1l水道 ~L:;':TI.\l: (54'7) 吋~ 2 1'(:: 

i 現況 iu! 11) 水 量 I ，11- 1'''; 1 

「一一一「二一 一…丁一一一て一一l一 一一「一一[抗日|
j 工 j助品 γ抗B 川血主誕民/水'j(1円エ也 r，本円q依川fド川〈叶l上水i辺且 | ぺ小、 目ιl川!jl叫此 水 l ノ汁f 計 水 i逝色 l l 百玉河弔F 司九立同ゆも;c;一斗h山ル判惚k立M印万泊山〉ト-→トル凶町→叩川I-，'}.-川ル斗j伽 ζ斗吋抗川トドいr):-iル刈Jイitr.)，王tr.J:山一

_1  _Lと旦且ι一--'イイ江T恒豆一 /口 /1'11 /f円1川1 /1百叶1司I /r日l 

! …;斗三I

石川島芝冊捕jタ一ピン株式会4干社l乙
一

;¥I' 

n 
u 

7 

5瓜t制的3臼0300 3日ON 8 

5001 2.3.60 1，020: 1.340， 1，340 日本鋼管株式会拍鶴見造給所9 

2，500 5，800 5，8日2，800 3，0日日旭硝子株式会主l 鶴見工場10 

2.()∞ 1，214 1，214 株式会制大阪造船日7品i浜工場11 

1，0001 4，000 750 750 

問。

京京瓦 jt:r株式会， 1 脳出工場12 

7山}10，500 10，000 500 担A 
二，，;;玉L事t村もλ日13 

700 18，400 17，000 1，4叫)7001 700 社ム
ュ、話‘寸、述見"~'. 

1尚14 

1，500 6，500 6，5明)4，50叫2，刷JO時l麟 麦 酒株式会札杭浜工場15 

1，500 3，675 70叫2，975 日7日2，100 相ム
ょ、式』本業鋼1.11 16 

2，1日011，000 1，000 1 ，口00日産自動車株式会副鶴見工場17 

1，0口0

1，0日0

3，000 

17，730 

m
|川
叫
|
叩

17，000 

7，661 

5，000 

730 

2，070 

3，430 

730 

810 

430 

1，260 

3，000 

" 
味の実株式会干1:l'i浜工場

f:1~ ニ比ゲ谷化日工業株式会社
鶴見工場

亜細亜石油株式会社横浜製iUIN;

!~~; :l日五f業株式会社18 

19 

20 

7，000 577 577 21 

20，0正06，50則120，0001128 ，500 6，500 日夜化学工業株式会社横浜工場ワワ
“d 

2，000 千1ι 
:.c，、

斗

耳~抹ゴ]百iJj~ * 
23 

8，01 17，却01177，uool 194，000 7，100， IO，1Q()j 日木石油製粉株式会社横浜製illl所24 

1，20副17，9531 14，4101 3.54副1，583 1，96叫大司本精糖株式会社横浜工場25 

5，5C州9，3日間8加8，5001 3，0凹5，50四" 日産自動車株式会副26 

5001 4，42: 4，1001 323 323 日本鋼管株式会社子安肥料製造所

2，500 3，460 1，650 1，810 1，810 昭 和 電 工株式会社横浜工場

40C 1，204 1，2日48日4400 松式会社日本ピ グター

30日1，90日1，900 300 1，600 明 治 乳 業株式会社横浜工場

400 470 47日

叫 12;:i
昭一

1，500 10，885 9，210 1，6751 

1，500 

2，50出

" 日消製油 株 式 会 社

1，200 

7，600 

5，5001 

7，600 

16，1同

5，500 

470 

1，6751 

6，00宅

1，1001 

3.00日

2，00日754 
坊|古河電池株式会制 1 -1 ー| 呂田

1 22蜘 iEY回|

1，6日目

2，5日

" 日本カーボン制式会制

15，明日

三華日本重工業株式会社横浜造船所

横 浜精格松式会社

古 河 電気工業株式会社
横浜電線製造所

保土ヶ谷化学工業株式会社
目、土ヶ谷ヱ場

日本硝子株式会社横浜工場

27 

B

B

D

1

2

 

2

2

3

3

3

 

33 

34 

35 

10，0口O19，500 19，500 10，000 36 

1，000 

判。

2，150 1，15日1，0抽 l

計合

37 
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(3) 水源

綴浜市水道は現在M;t，)1I 系統 1 日 173 ， 000立方メー l ノレ，相模川 ~11J水統制半身、から 1 日 480 ，ωo立

方メートノレ，言1-653，000 i'!:方メートノレの取水能力を1Jする。本計凶Iはこの取水能力のうちから 1日

100，000 i'L方メートノレのJI)(水を行うものである。しかして横浜市の水浴は目下昭和40ilo(1965iの

における 1日最大所要水量564，000立方メートノレを回途に第5囲拡張工事を施行中で，残るJ&水能

力は 1日89，00目立方メートノレとなり，本計画にiJして 1日11，000立方メートノレの不足をきたすこと

になるが，これは西谷浄水場における洗浄その他の雑用排水を変生使mする予定である。

(4) 潟水胞設

潟水施設は第4回拡張工事において施設したものに第5回拡張工事前回を加えるときは，鶴ケ峰

接合井まで 1日653，000立方メー 1ル導水の施設能力を有するので，木工採用水の施設としては鶴

ケ峰接合弁を起点とするロ

(5) 京浜地区幹線

(付イ) i2主;ア水kコヱ♂ヰ

在鵠島L見ιおよびや村神!ド:よ奈?去t川I地血!区互の工j場品に対しては鶴ケ1峰嘩I接斉合主升井|ド占喰泊か冶ら保土ケ谷i区孟白I似ι山則11旧阿lJ河JJ.滋北区新JHUJを

絞，一!::1~r 悶 IJliにいたる丸700 メートル1mに新線路を設け，これより先は長Q;設道路と一郎新路線によ

り神奈)l1[Z羽沢!日Iを経て，六角焔北町にいたり，既設'(I;(4見水道線路に沿い神奈川区凶寺尾IOJ地内に

築造するこf安調盤 'j(そうにいたる。この総延長は11 ， 000 メ{トノレてイォ筏 1 ， 100 ミりメートノレfil~J~立コ

Yグリー l管を数設するが，本路線中長IfR町およびj二菅田町付近の導ノk勾配線より皆しく lはい丘陵

地 700メートノレ1mは断面 3.6平方メートノレのずい道水路を設け，平時 950立方メートノレを貯水して

淵主主池の役目をも栄すことにする。

(ロ) 調盤水そう工事

湖主主水そうは配水管内水圧を低減するとともに，配水量の時倒的変化を調整する目a的をもって，

神奈川区西寺尾!日I地内 i'~;î台に築造するもので，内径10メートノレ， I業さ10メートル，その容量 510立
いつ いつ

方メートノレである。溢水口密設けて溢水は入江川iに}j!(iAtする。

外配水管工 事

配水管は子e安調整ノ'Jzそうより IJ'11玉1，100ミリメートノレ管を数設 L 村:ノ水IIIJを経!;+c1京浜IWilに

いたり，ここにて内径600ミリメートル管を分岐する。内径 600ミリメートノレ分岐管は第 1京浜国

道沿いに延長 1，350メー lル敷設Lて争t>'詰)11地区工場に給水する。内径 1，1日日ミりメートノレ本管は

国道沿いに新子安にいたり，守屋町を経て工場地品‘にはいり， 75比須械を渡り， ttE比須IJlJ・宝alrを

とおり大黒町にいたる。この聞の敷設延長は 5，000メートノレである。ここにて幹線は内径 1，000ミ

リメートルと600ミリメートノレに分れ， 1勾径600ミリメートル支管は大黒mI-;m:の工場に給水する。

内径 1，000ミリメートル本管は北上して産業道路にいたり， 鶴見)11を:iiJtり末広IJI]において内径 2日0

ミリメートルt1;を分岐して弁天IJI)を総て入内IillJJにいたる。この延長は丸020メー lルである。木符

はこれより内径800ミリメートルt::となって延長 1，550メー iル放設して米広IJlJ・安部川のヱ場地
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帯に給水する。

保土ヶ谷地区幹線(6) 

i什径 500ミリメートル管を水道線路保土ヶ谷地区工場に対しては凶谷浄水路ijfl水池を起点と~，

これより内径300ミリメー iノレ管と

なって八王子街道を横断して市電i:lW耳目I車庫前にで，軌道を横断して烏l関子岡橋を波り(この延長
かたびら

1，100メートノレ)内i圭250ミリメートノレ管となり雌子川に沿い平|尚ttEをU主って凶可'泊wrまで 600メー

首凹!日Jまで3，300メートル敷設し，に沿い坂本i町・ oill.JlllUIを経，

さらに l斗径 200 ミリメートル :i~; となって相模鉄道五沼橋駅前主総， :ÜÚf!hlW~を横断しトルv}x設し，

388，510，000， 

333，806，700! 

11，340，000， 

12，837，3001 

9，100，OC町

8，000，0日間

13，426.0001 

て詞島田Jより:&:1:上WIまで延長1，550メートノレ敷設する。

制 |摘要
~! 

1，000，日日O，OOO[

920，590，0001 

r， !工税|金

工事費内訳

î~ ユニ

1~ 

3 

総

鶴ケ本接合井~子安司J控水そうJ1lJ
r';1壬1，100ミリメートル， 10，200メートル

延長側日メートル

延長3C日メー!ル

ili水也ユ，j':1~ 

JE.水ずい i註
工 'jf ~ 

き1

間以工事!{~

水管椅工 'j ，:q~

J~ 

エぷ水工 -li:j!( 

1に

(1) 

1. 

内径1，100ミリメートノレ，延長64メートル

依llli 

ユニJ柱

16，880，000 (2) s! 1¥1' ;t -'e f~ 
内径10メートル， iGjlOメートル，
容量780立方メートル

1，100ミリメ{トル 5，000メートル，
1，000ミリメートル 3，02日メートル，
8日0ミリメートノレ1，550メート Jレ，
600-100ミリメートルー12，500メートル

延長620メ{トル

16，880，白日o

醐

醐

棚

田

蜘

加

に

ひ

っ

u

'

4

4

4

7

 

;凋主主水そう i~

配水管工事'IIJ:

水管橋工，jl~

(3) 自己水ユニ'jl'IIJ: 

600，000 it も直補

9，180，00日

19，側，000i

19，5ω，0001 

!C(i コ仁主fl

î~ i出)IJ (4) 

U
Y叫t
 

7
，ι
 
、

M

引"地土

150，00刷

79，410，OC日

43，510，0日

2主i也{I!j~ 

6，500，OC日

37，010，0日日 、

! 札 5肌叫
I 5，4開田oi

i主.本工 'j::はその後変更されてH目利134年 1月i苦悩1，3日日，600，0001'Jとなった@

35，即日，0(日

H ;:日 11_(

ィ補助対祭
.付 ~l~ iS: 
(1) 事務付帯'IIJ:

(2) 工事付帯賓

ロ補助対象
. f寸 ;:W 51:( 
(1) 事務付帯~

2 

(2) ヱjf付帯n、
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第 3部 70年の記録
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第 1縞工事の記録

第 1主主」創設水道

白書 l節設 計

創設水iEEの到回当時はi'tlIJlr!については11土地il刊誌}払り自iiUである内務省地浬献の比凶ができていた

ので，11?1上の探究は可hiEであったが，当日当はいまだ鉄道は，横浜械はもちろん子央総もなかったl時

代で，パーマーが多}章、川や相模川の」二流まで山fmへき地在Jこずよ、で，事会、に対する理解のない村氏

を杓手にいはかからいなかを回り J}となる三f}~'，肌習を越えて 3 かおのうちに実地州立から計百i

までも IJ:::._，遊げたことは，たとえ三田神奈川.n技師iその他経秀な人々の協力援助があったとして

も，まととに汚~~~.としなけ札ばならないことであった。パーマーの子孫の人たちの[刊さイ三えによる

と，水源地方にlli張の場合は引にピストルを防帯して行ったとのことであるし， まだこ0:.;1用の材料

はくぎの 1本にいたるまで本国(イギりス〕からはり寄せたとのことであって(それほどでもなか

ったであろうが)，いろいろな点でずいぶん苦労があったことと忠われるのである。

占~i*JJパ{マーは1 ， 280 ， 000円あまりの工!jf:l を予廷し，鉄)~;は将来100 ， 000人に対する 1 日 2 ， 000 ，

000ガヨン (9，080立方メーわけを児込み， ll~入口からJ Iljlまでは内径21イγチ (530ミむメ i 

ノレ〉官，以下野毛山までは内径16インチ (410ミリメー， .'レ〉告を{車問l.-， ，Ii 内田~71(むの本包は内

径201ンチ (510ミリメートル〕 h=を敷設する計闘をたてた。しかるに政府は工事釘を1，日00，0001'1

に減似し施行するよう， 貸付金について指示してきたので，当然一部内容について変更を加えねば

ならないことになった。

そこでパーマーがいったん帰国後日去来初して阪間土木師に任命されると，いよいよ着工に先立

ら民に巾しいでて次のように計画変更方の許可をX11い出たのであったc

まず 1人 1日¢公!用水量を 1書出品じて， 18ガロン (81.7リットノレ〉とした。 したがって設備上工

貨の節約を図りうるわけで，設備能力 1凱減の対策と Lては水道メータ{を設置し，百I-f立制によっ

て水の浪貨を防止しようとした。またさらに辺水告の動水勾配を強化することによって鉄管の口径

を縮小じ工事貨のf削減を図った。すなわち取入口からJ11;ーまで内径18ィγチ (460ミリメー lノレ〕と

し，JIlollから野毛山まで内径15.5イγチ (395ミリメート/けとして，町内自己水管の木管を18インチ

(460ミリメート Fレ〉に縮少しF あわせて主主刀導水f仕路の延長を短縮しようと図ったのである。 しか

し実施に当つては上流W~~ 百棋，11118いの|折岸は当時人のあまりIlí~みいらぬ地であったため，短い調査

期日におわれて，この辺地の実情をつまびらかにすることができなかった結果，笑胞に際し現地に却

したルートと当初の予定とは，お低位置を具にしなければならなU場合ができ，あまつさえ工事政

に抑えられて努い水源漂~:~をおめなければならなし、こととなったのにす目逃ない。さりとて水源の鯨

?":jを前めるとしても， :lnW川は元米勾配ゆるやかなため所裂の撚刊である 124j-1'1レに達するに

はj[[;こ治って長い民議をさかのぼらなければならないので，早水~í~;は短縮どころでなく，長大とな



( 552) ~~ 1恥工*の『氾話

って工事貨の1巨大をJ甘くので 'Cのit策として収入口は言i困のままとし， JI~人口よりポンプ湯水に

よって所要の標苅を求める苦肉の策にでたものと思口れる。このポ YプJij水は週水1&3主ノkの不安定，

fま~~の不経済， IT1JJJ用右炭の;jf撤回剖j，など幾多の忠条{ヘーがlli:なって経営上のわざわいとなり.スき

ながんとして設されたものであってここに泣憾の点があった。

なおこの工君主j'/1，OOO，OOO円に対する比較資料として，当時の物価をしのぶと日;のとおりで，こ

の工事政が"、かに当時巨縦のものであったかがうかがわれるのである。

米it 171- 6佼-7銭 5JlIT 

iJ;'.i主Q 2~1 

;tlt 1 続

人夫f1- 1E 25主~

明治23年度出浜町のifj[.入泌額 54，114[']

第 2節 イギ?コえからの材料購入方法

IVJi白17flo(188，1年〕イギリスに帰国'-1'の顧問土木師パ マーに対し同年12月14日および翌日年 l

!J 12日外務省より従織をもってイギリスにおいて!lllf}入すべき鉄管その他8種の水道材料入札取りま

とめ方の次紙をした。パーマーは信用ある会社を指名し，何年2月27日入札を執行，その場で閃lし

せず，封舎のまま入札書を携行してただちにイギリスを出発~， 4月11日横浜に米着， I司月 15日神

奈川県庁において閃i.L その当否を審査して同月 27 日外務省を経て当苅のイギリ兄~，j 在i'flJì相公fll' lこ

電報をもってイ1<WIiL.，各商社と契約したものであった。

この契約は，日本政府と荷社との閣に締結するもりで ~iiJi組公伎がすべてを処限した。代全の支Jム

いもイギリスの港にて船積みの際，契約額の7~8剖を支払い， 横浜港着のJ~ 5 分を留保した!&~誌を

文払い，いっさいの契約完了の際保留額をロンドンにおいて支払うこととした。このためロ y ドン

においてはi羽田iij{Ij:fを在外会計主任官とし，またパーマ{の F仕鳴によりウノリアム・ホープと契約

して，木市代理人として機械・材料の選択，仕様書についての]~:'!ff .検査，メーカ{との折衝・機

材の輸送および船舶奴船の際の処理などにあたらしめたが，終始熱線とたんのうな力をつくして，

誠実ことにあたり 30か月にわたってよく横浜水道事業のためにあっ旋して，功討i大なるものがあっ

た。，1，ープとの30か月間における往復文書をみても21日田の多きにわたった。またホ{プftr5!人の指

II下に経験に富むlilH:J'fi:な数人の検査員を起用 L製造所に派遣してよくEJ慌に当らせた。

なおイギリスから¥!，I/}入した創設工事用の主なる材料および機械類は次のとおりであった。

名 :Fr. E品、 入 先

開

普通斑官 10，331.7 …61 奥 山管 68，728.039 

ポール?など {"'Jlii: nl 55.0 9，487.05日



(553 ) i量ノ}、設訓j5s 1 i(i 

l 

開 1

87街活 I1グヲスコー
1Iアール・レイトローfl

l，51().947:1 ，i!-'，¥iEi 494 ， ~71 r-JK97;1 [i 

H，301.012 i ョーグ悦
-)'ェ ・ブレ〔ゲ;1"7-1-1

17，466‘14R h 

10，0日2.411Jリパーフー Jι
i f ;¥1;7，♂ f(:-;J.くr.Hrへ:i¥ノモ，1

:口2.959IJ 

2記上即時 i 

~，\ì 相生"ι 主

2.465!ぺ

4111 ，~ 

川
HN

Lへ

t~ :i'じ'(!(;)o;1 ロ;1'~'l' :eσ可也

'J:(i 

日J

λ:j:iI 

日

鈴

?ii 

品

本

大

k 

f 

t; 

71、

.Ik 

ii 

釘;

IJ )J 

向

1 1、ノM 

」日

ゾ 3ーヂ・ワゲ J ス"ートi4、'm，1.; 111 :，: 自;'j(¥1'1 rt 

グレン・ヴイルド il

アール・レイドロ -tJ
ロy'F/' 

ジエー・ピー・ロワイトF止1:'1 
アγ ドルー・ハ Yヂサ ir担

57.s.:J22 

1，533.790 

50，854.465 

2制

ご文土1干'28fJi

11' 

n. ノ、

トラ γ ドセメン↑

!日

オ、

凡

;f，}J 

~JJt 
v 

u ，k 

;:-; ~ 

462.997 11ι ノkr1i't 

市ーマン・ロッジェル干

フ4トルコルク製鉄会長!

G24.S9S 

H8.675 

-'， 1. 

" 
ノ日fR釘および'主 ~;lM

十世 間 I え i寸 !日
Wi j および gr~ ~1， 1_~ Y ンガ

51路 mljj大レシカ

事、(i，~ [?.j 11， 
キゾグ兄~;H191.145 

ドーバト γi~132乱31

へーソーン・テ ピ-，

¥.バマ ノックヲグレンフイ，lド利

子ユーグス・コ-，レァン・
ス町一クスti

bーヌ24，132.1-1R 

9，690.255 

ボンゥ2i'¥i!i'3

6001;，{ 

ifJ水ト、ンヴa および概1[1

λJ lt JII 

1，056.229 1.:1府およびジュート"ロス

1 .日55.'1:19険:lf.11f.~t: ';r::'料"，!，的投資その他

627，755.236 計

ほか!こ給水仁 lilj1村れについての外l司31品仇入辻給ノト、:-C'lj:のJj:jr二;L'、て『己j'kJ'るこ t.lーした。)
 

E
 

J
l
 

(
 

またこのほかにイギリスにおいて事務弁理授として代理人手九 IH張旅費， iffifHq~r，印日mその

イギむスにおいて支出した総抗lは 105，034ポンド19池l三要 L，Fニj)i'T'lは合fil6，779P121?~7隠に達し，

シリンク 11ペyス (1十に対 ¥..3';;)~グ6ベγ ス4分(7) 1~3';; リング 0 へγ ス13分の12斡え〉邦11

634，5341刊.15銭3}liiであった。突に総工事授の59?':;が海外打、いであり材料1-ttの憾だまでが愉入Jltであ

ったわけである。

工事の実施第 3官官

その工事内雰は次のと工事は明1fil以下 (1885{I'.) 4月")(j千。向20作 (1887年) 9丹市成したが，

おりであった。

水源工事 f当時名称，用水取入所工事〉1 

神奈，111県if!!吹歩間三升村字川井

UJi! ì-'lt久井郡i~l:久井町〉

初戦;ll，道芯)1¥ fîÌt)~J， l;-tìfr 

1時間
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を322臼 1[1:よ 1日iH鋭 (frCc)



第 1:?i'j: 創設7I( i立(555) 

l~/.\，_TJil'~;:，①京入lつ小lf〉口，②J剖水草 1:，③践械およびi'\1旧安，④沈でんi白からなるものであったヲ

(1 )取入口小:肉、口

附がいの下にコンタ J ー卜造自 I'fPi石~l~ りの 2 佃の突堤により，而私3口同 (99平方メ{ト fレ〉

水深l字常に 57イ-ト(1.52メートル〉以上の小路口を形成し市内の水準を?i31工海牧 3547

ィート (1司7.9メーいの以上lこする構造とした。

(2) jlll 水ヂi

抽ノ'1(1i"1:l:内窪10フノート (3日5メートル)の円形で 1深さは機械室床限より 267ィー 1.(7. 

宮Zメー lん)とし，異形レソガの 2枚程iみによって壁停を1.5フィート (4日センチメーわけ

の構造とした。レ γガはさE読みでァ山脚からの差じ7]<をも空|中に浸透するようにし， 7'三日pな

どによって河7J(i町笥の涼は表iだ水を減じ唱状if;水や山脚からの差し水を初日]てーきる上うにし

.，.-
d、-，

収入口小1九ロと :1111水~I との述作はれi壬 18 { ;/チ(46口ミ仁メート/l.--)炉鉄骨2条をもってずl

っfこ.

同機械および汽かん室

洪水の被害から守るため，在来日J帥かられき 217ィート (6Aメートノレ〉頂1'1司27ィー|

(61セYチλー 1.Jレ〉長さ249.57/-f (76.0メートル〕の墜を設け楼同室をY呆;IEしず二c こ

こに直径16イγチ (410ミヲメ -1ル)， ~JHj154 7ィ 1. (lG.5メー]ル)t~水量毎分 90日ガ

ロYない1..1，250ガロ;/(ι087~5.657立方メー l ノレ〕のポンプ 2 合をすえ付け，そのÃlliむの

ため横型複式凝結汽機(ホリゾY タル・ダブ Iι ・コ γテ、γシγダ・ェ γヅY)2台を装雫J:'!....-， 

その動力用とじて"?'，/f_気機関3台を装供した。 との蒸気機関の司1院はイギ日スから的入Lf二

耐火レ γガ造りとし3 煙突は高さ607ィー 1.(18.3メー iル〉内訟 2.5フィート (76センチ

メートル〕の方角形で側壁は下部207ィート (6.1メー 1.'C)は 17ィート (30センチメー

/1.-) (レンガ 1枚半)の厚さとし:中h国7夫て「汗?

袋尼Lたむ iti豆i立に唆械22の床国より 29フィート (8.84メートノレ) í~~:í <:含|河保14インチ(355

ミヨメートル)W延長200フィー 1.(61メーいのを政設樗水することとした。

(4) 沈i1~ 1也

i土澄池の大きさは長さ2117-1 - 1、(64.3)一二ノレ〉相8.57ノー 1.(2.59メー lル)iJさ

4.6~67 -1-ト(1.4~ユ 83 メーいので諜高は407.77 イ- )- (124.27メートル〕と~，構

造は底部'ii.IWさ1フィート 11イYチ(S8セ Yチメー 1.!けのコ yグリート造りとし， fnll~~ を

レンガ造りとした。地中にはスグリ-:/および隔壁があって，主jくの通過時間は 1日0分と L，

その問一端からはいワ沈iました上層水が{也端にある活水のたまりを経て， '~i(7Jc管に fl一入され

る装置であり，流量測定のため時辰骸装置による自記記録式霊水器を設備した@

本施設は取入口を道志川系統青山に移転後廃止され，現在に日本における近代水道官l設記念の地

として史wfとなっているコ



( 556) 第 l納 工事の記録

創設水道旧m~入口に到目立された記念日

2 導水工事

三川村JJ~ilJ;こり凹毛UI浄水JJ)j

t町内にいたる延長 144，064フィ

ート (43.91キロメー 1.Iレ〉にわ

たる全広f1jj，刀iJ!'HA.線路築造お

動
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上

水

間

川

(Co 斜路主主i立

(イi ::(S 1 I玄

Jjii入口より津久引郡三ヲl

付・中沢村・川尻iオ(以上現津久井郡城山町〉および高度郡大島村(現相模原市〉にいたる

問で相模川左岸に治うf析

がい絶~j't:の中肢に線路を

築造してt型討を敷設し

た。その延長は 38，190.

79フィート(11.64キロメ

ー lノレ〕であった。

この夜間は111 のïI;jH-~ が

絶望主で単身踏破さえ閑難

であったので.測設は烹

械をきわめた。まず仮線

路を開き，その後に初め
断力%、の中肢を縫う導水線路

て予定線路がようやく確定できる状態で，ことに山の端をえぐるずい遊の担l'定についてはそ

の悶期tはことのほかなるものがあった。

線路の閑さくには地形がの ζぎりの協のように，切むたった組{止がはなはだししあるい

は翠硬な岩石. *!J主な岩，その閣にやせ土ありという地質で，線路の広!;~民的など，一定す

ることができず， 67 ィート(1. 83メートノレ〉の径路を開くために常に30~407 ィー 1. (9. 

1~12.2メートノレ〉の両所から切り下げ，時には60~707 ィー 1. (18.3~21. 3 メー l ノレ)の日

所におよぶとともあったほどである。そしてカナテコとツノい、シに主る人力の1政砕のほか，

怒覗!なおには爆薬が仕掛けられて工事の推進が図られた。

この区間中その数24，長照合わせ延長官十737フィー 1.(224.6メー|ル〉におよぶ， !':A 6 7 

1-1. (1.83メ{トノレ〕の木造の橋を架設し，その上に鉄管を添架した。橋の多くはE主流の

上にかげた綬椅であったが，川流村ノl、倉り道路上にかけられた椅は最も長く 22.6メート叫こ

およんだ@



ii'& ll~: 自!武水道( 557) 

また級協の築造不能のかFIiにはずいi江をγnI!lした。その数24か所で， TiJIL合わせその総延

長6，178フィート (1，883メー iノレ〕におよんだ。ずいi草はすへて市さ 4.5フィー 1.(1.37メ

ートノレ〉制 4フィー 1.(1.22メ{トノレ〉にて，その桃造はil¥ll".fおよび上扶はレYガ巻き，底

的は石またはコ Yグリート造りとした。 24ずい巡のうち19は自由水聞を有し，前後にJ在令;)¥

を設けて，鉄:i¥;とi主総止しめ，残りの5ずい)旦は内rmに鉄管を敷設した。

(ロ') Jn 2区

山と山のあいmlをぬって京流する相模川がiW久:Jn出の東部jにi呈すると，転じて相模台地の

中央を;刊って間流するが，この境目のあたりから水道線路は第2医問となり，川と別れて大

品村・ 111名付・|一品目J・当時t村・下潟村・磯部付・ 1信州司村・下鶴filH"J(以上いずれも現在，

粁Ij立原市〕およびT1i多!利目的rillドJC現w京都市多服部向付〕鍬公1出版谷村〔現横浜市戸塚反

納谷川fカI前〕を経て百illj;W¥U'.III)¥付i(1'PILi(現航浜市保土ヶ谷氏!こ)1¥;)¥日10に築造する)11升

版{UIにいたる。この延長58，813.03フィート(17.93キロメーいので，この附は二三のお1

低はあるが，おおむねいわゆる相税収のjム々とした平i旦の地域で，一気に30，0日日余フィー l

(9半ロメートノけを直線で吹く灰聞もあった。

iUlll山に設けた談合引は14制115フィート (4.5メートノレ〕怨ililh9フィート (2.7メートル〕

の長円形で 3 附の rjl心~千干する界躍を設け 1也の水深は上流抑116.27 ィート(1. 89 メート

ノレ〉下tJfE側11.9フィート (3.63メー lノレ〉とし， コ'/!/リートおよびレンガの構造とした。

川引接合引の探苅は海抜292フィート 8イYチ (89.2メ{トノレ〉でllil入口説でん池から 1マ

イルにつき6.47ィート (845分の 1)の勾配となっていた。

なおとの区間はI~I;'i13 7ィー 1.(3.96メートル)，長さ19，165ヤード (17.52キロメートノレ〕の

氏有地をrJlり入れ}ili倣道路を築造し綴11を架設し経悦軌道を敷設して鉄管その他の材料を迎

担:した。

的 tl-~ 3 I正

川升|主合)¥から部HL1出1:)11升村・ )11チn寸・下川井村・今指令!・川島持・三反m村・.1::.，，'1).111
出J.t.ι ，.岬ら

村."奇樹郁坂本村.{l、向村・下早川村・附子IIIJ ・芝生村・ ~;:'nflU1J ・久良蚊郡戸部町(いずれ

も現在市内にて保土ケ谷区および西広〕を絞て野毛山さく井にいたる延長47，059.84フィー

1. (14.34キロメー l ル〕の区rmを N~ 3 !8:とした。)11チ1m甲山の起点と野毛111の同さの差異

は136.97ィート (4l.7メー lル〕でこの間の到j水勾況は 1マイんにつき147ィー 1.(371分

の1)であった。
かたぴら

この13<聞はノ')(fFIが多くその1mに丘陵が倣在起ikL，かっ中if'子川が)Jill討してわうように流れ

ているので，線路を求めるに大なる苦心を32ーした区間であった。第3区も11'-&2 lKと同級綜ffiIi

に治って柄30フィート (9.1メ{卜ノレ〉延長41，059フィート (12.51キロメートノレ〉の民有地

を借り入れ，迎1.防辺~í5'2築造 L ， lr~32かi荷を~~;泣 L，巡版道路に経{Ú!i\YL道を ~J~設して鉄管そ

の他諸材料のBH般に資した。

(2) 鉄竹敷設
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水道工事用の諸材料は日本では初めての材料が多かったからほとんど輸入にまつほかなかっ

た。そこでかねてからイギリスに波文してあった鉄仇Pその他の材料がl明治18年 (1885年)11月

初浜にJiIJ治したので，まずWix工を原い入れ鉄千九7検査を行うとともに(鉄骨はさび止めの赤色下

絵塗料だけで横浜に送られ，検査後 lciftの烈色i1t料を治決した)， S1d干のJK合方法について請

視を行い，完全施工について技術習得に努めさせた。

この当時はまだ利用すべき鉄道もなく，もちろんトラッタもなかったl時代で，，，)ぐふその他宝引

物のillilfllは非常に凶維をともなうものであった。まずt!li浜港に総jLされた鉄管その他の諸材料

は海辺の長住町に特設したfr}1jLにはしげをもって巡燃し， Jこ住田J;(JWよりは担I毛山山頂や速く

第1ヱrKまでも敷設した経{史軌条により牛馬を使役して，このl'i:7Cな一二関にわたる輸送をなし

遂げた。この反問中長住町公庫近くの鉄道京I11線との交差は施設上やっかい視されたが，鉄道の

好意によりグロッシングを設置し平面交差ができ多大の利四号た。和政設工事はlfz入口沈

でん池から川jjoj差合井まで〔延長97，003.82フィーのはずい巡lK.mJを除いて (24ずい遊のうら

19ずい道は直接水路として述水した〉内筏18インチ (460ミリメートノレ〕鈴鉄犯を敷設し，J [J 

列接合引以降， rrrI'毛山まで〔延長47，059.84フィート〕は勾配の関係ヒ内筏15.5インチ(395ミリ

メートル〉鈴鉄拾を埋設した。その;lfi水{正は上下とも将来をおもんばかるパ{マーの:立図に去

さ100，0ω 人への配水を目途として 1日1，800，日日0ガロン (8，170立方メーわけを聞け、とし

たものであった。 明治18年 (18日5年)12月7日鉄管敷設の準備まったくなってまずJ[J升~野毛

[li Ii日から工事に ìYî:t. した。おりから厳フどを冒し水 [JIにすねを没する泣~!fí:を敢行しての工事であ

ったが， これに服するところなく似凶よく努め工程版協に進行した。川:Ji'~野屯IlJl1í1の最低nlí

は，約 1平方インチにつき 120ポyド(1平方センチメー 1ノレにつき 8.4キログラム〉の水且

を受ける iH 引+であったので，この|王聞については鉄r~;敷設終了ごとに 200 ポンド (14キログラ
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ム〉の水庄試験を行ρつつ工当もを進めたが3 試蛾のiÌù~-~(，' :.(J点結良好でいささかの故|涼もなかっ

た。すなわ b皆、管の良質とl，ilii~Lの辺秀さ在物証l るものであったc. 1t、昨水守主は第2回拡3長工事や

震災復興工事および第 3 巨!拡張~~2 リl工事による久保沢ずい道の完成などによりそれぞれ一宮1\

が不用となり撤去されたが，百~4 岡弘]長工事の完成により西谷~野毛IlJ間以外はまったく不用

となってほとんど撤去されて現干7しない。

5浄水場ヱ事

野毛市

野毛は1は当時の横浜市街の西端近くに除i起する丘で，久良岐郡太田村と戸部村にまたがり z

その苛績は 2日J2反2畝 (2.3ヘクタール)1京高165.5フィート (50.5メートノレ〕で，相模川原

水所よりの耳目配tは27マfノレ(43キロメートル〕余り， :Hl枝川低水面より低いこと 188.27ィー}

(57.37メー汁レ)，また川~it 接合:J1までのrrTUWf:l--;t9マイノレ (14.5キロメートノレ〉同接合井より

低いこと 127フィート (38.7〆ー iル〕であった。この野毛山をj}.水場と定め，ろ過池 3i日，

貯水池 1池，清水升， i"i，7](ノ.Ii:，配水11'1キ1および排水jl'2を築造した。

(J) 活水jlゃ(当時各称，弁HAj1〕

川井接合，I!よりの内径15.5インチ (395ミリメー 1.1レ〉埠水管を入水管としその管末には導

水位の不時の事故の際，ろ退出その{也詐池から水が逆流するのを防止するため，自動球弁装置

〔戸1mカr.iiE止弁〉を設備した。またtU水告は内筏181 ，ノチ (460ミリメートノレ〉管でろ沼地と結

ばれた。総迭は底部の粘土厚さ1.5フィート (46セYチメートノレ〕の上にjEさlフィート (30

セYチメートル〕のコングリ

ー I'!占巳と L，{lllJl'Hi l'jjiIT~レ

Yガをもって品lさ 9ノ γ チ

(23センチメー lル〉の二宜

巻きとした。形状はfJIJr~で「た

径127イ戸ト (3.66メー lノレ〉

}定さ 8.5フィー，. (2.59メ一

、ノのであった。また担胡|υノ水rj({i佼? 

レは土|十川l

メ一トノルレ〕 とし排水子到Hに乙i迎車絡

世しめた。(木邦に付設しずこ
時毛山(hJO:見元手!戸〈明日i34年ごろ〉

自EリI]J:R併は川m主合計 lこも入水平lの'C;'*に設ill:した。〉

(2) ろ泡i也〔当時名称，ろっ'j(itL) /~. 

ろ ~f&1也は山上北C:Wi\ した位置~::1 3 ill!鍛造された。

1 i位の大きさはーにさ政面120フィー卜(36.58メー lノレ〕上辺121フイ{ト(36.88メートル)，瓶

底面70フイー、 6インチ (21.49メートル〕上辺71フィート 6イYチ(21.79メーリレ〉3i罪さ B

フィート (2.44メート Jレ〉の割判やや円殺の長方形とした。
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明治35年ごろのUrf毛山j'f!子水場ろi也池

そのtlW，i21は池氏は「干さ 2プ f

- 1. ((ilセγFメー iノレ〉の刊にiー

をさ主礎とし，そのとにくり石を

ìì~: き)予さ 1 フィー 1. (30センチ

メートル〕のJrI:/出コングリ -1

を施工し，間11，主は下部はコング

ート_¥:{仰は角石をtl1tみ1Il_ねコ

ング 1)-1をてん充 liこ。 i也氏

の'1'央には平岡県有をもってお

おった幅 1.5フィート (46セγ

チメートル〉の砕を十I~， 1氏111唱

コ γ タリートの i にJ持と雨角に~ìi~ 4 ィ γ チ (10センチメー i ル〉ごとにレンプf条を役所~，さ

らにその 4イYチ (10セYチメ{トル〕のレ Yガの空間の上にまたがり悩 4インチ (10センチ

メー!ル〕のレソガ条をつくり，レンガ而の kにそら豆大から小Wl:';l¥i大のじゃりを，上部に1iE

ってこまかいt¥'(とし 7イYチ (18センチメ{トノレ〉の!平さにi噴き， さらに{)'ii細!な砂を1'/さ2フ

1 -ト5イγチ (73センチメートノレ) )j~いてろ過床とした。

ろi邑砂については各方面から， こまかい砂を取りょせ検討の結果ょうやく横須賀付近の内)11

新聞(現久忠i.fi:付近〕においてその質完全とはいいがたいが使用にたえうるものを発見し，こ

れを使用した。

ろi畳能力はろ過池 1池の底市l有t8，400平方フィー 1，(78日平方メーわけでろ過速度 1日12フ
/~ì …一一¥

イ{ト (3.66メートノレ〕と VlW1日竺理11カ100刈B立方ゴイエ(_(2.，850立方Jート1り

であった。ろ過i血の入ノ'y，11'，水管はそれぞれ内径 18インチ (460ミリメートル〕鋳鉄管で排水

:r:";は内径8インチ (200ミリメートノレ)j存主主主?とした。

(3) ~ê*ì血(当時名称 111'水池〕

自己ノ1z池は 1池で野毛山上I将に侃し，その形は凹隅ややP1:1止の長方形とし_LsfH頃れをなしたも

ので内部には導流壁はなく，震mは木ifi亜鉛ヲWk板ぶきであった。寸法は長さは限而1日3フィー

ト(57，9メートノレ)， .JC辺196フイ{卜 (59.7メートノレ)，闘は底部144フィート(43.9メー lル〉

上辺1507ィート (45.7メー|ノレ〕で， i出さは20.5フイ{ト (6.25メー lノレ〉水深18フィー 1，(5. 

5 メー l ル〕とし，!!?水足は3 ， 154 ， 000ガロ~ (14，320立方メートノレ〉で人口70，000人に対する

1人1日18ガロ Yとして 2日半分の使用水況に相当するものであった。

構造と施工について説明す一ると底部にはまず厚さ 37ィート (91セYチメー 1ノレ〕の粘土

(良質なものについて八方探索した結果横須賀ブJ直iにおいて発見，これを使用した〉をまず談

陀としたが，これを 6fdに分けて各層ごとに多数の人夫の足踏みで十分踏み悶めさせ，その

上にくり石を並列してコングリ戸トをす丁った。側壁は四周に下部37ィート (91セYチメ -1

ノレ〉ヒ部lフィート (30セγチメー 1ノレ〕の粘土を積み重ね，コングリート迭りの表雨レYガ張
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面

仕笹

Z千Tt Jト主

れ

(2.l3メー l ノレ)，頂上)~~~さ 4.5フィー、(1 .37 メートル〕でありで，m~~主刀 1早みは 7 フィー i

レンカっγこ。

まに下部64.'司には一向 illí レ γ1/を仁川28ji1?;，には架凶レ γガを使JFJ~ ， j:，':;は程n

中目川石をもって装うた。

ンガ1民りとし，

ll i水池の入水， 11.¥ノ'l<E:はそれぞれドィヨ18fンチ (460ミリメ-1'/")'制ノ，j('，'Ui!、{先iFi'ne:1人Hf

8 iγチ(200ミリメー iん〉主(i，;iJ，;t'i:各 1炎とした。

nノkノ 1)iT./[(九(、'111L]":名月iJ;)
 

j
 

d
l
h
 

そのIIBjパこれを配水池または配水)1 に送る tt~ 合 I1 で?るi岨池または行水11からホを t乏げて 3

はi直径8フィート (2.44メートノレ〕の r形にて107ィー j.6インチ (3.2メートル〕の泌さを

ALLIノ1]('I~;:はそれぞれ j'i{Ê 18 Iンチ (460ミリメ トノレ〕的そ:7)Hll~ -;lli (.j: ，{I:本.)1と|可Ikc，有~，

鉄悦でめったc

j'ieJJ() 1 (5) 

w径 87 ィート (2.44メートル〉の門-Jr~をな浄水を!!'fχJ(ì'也より受けて市 jJi に i_~~ ;tJ<するノl で，

入tU水管はそれぞL，iA'住吉207ィート 6ノンチ (6.25メートノレ〉と L，'11巳ieH土ノ百水チlと司十五で，

れ「へ径18インチ (460ミリメ{卜 Jレ〉的鉄t，;であコた。
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排水~I C当時名粉、
いつ

主'/MI)。

j益水などの場合のIJIλにを当時実*)1と称L-. f'iL水池および伊水)1';' ，と 71~:Ö:}~~11 用の 2 引があ

って， それぞれ直径7ブィー 1， (2.13メートノレ〉のJ"'I形で，泌さは257ィートく7，6メートノレ〉

とし， レンガi主り O)N11i';:止とした

ご;

白1出"f長弁

TI1内配水管に級制などの手故が乞じたJø}合#~常のJ4L孟がヂi~li\τ るおそれがあるので，

創立水辺配水 {í'~; [';(1 

自動的



( .564 )耳~1 ~ílli I ::Jfの iiGHi 

に動作して鉄弁が管をふさぐ機能を有した自動n長弁を配水)1 のI-~I 口に取り付けた。

木工事による野毛山の諸施設は大正12年 (1923'の 9月1日の関東大浪災で壊滅したため現存し

ない。

4市内配水管工事

市内の給水区域は!:rJは山手・中村の丘陵のふもとから，北は野毛LlI・太旺lの丘陵のふもとにいた

り) }Uは海岸から西， l'i，金 1111 ・桜町の紋にいたる，いわゆる関内・閃外の地を主と~， ほかに戸

部・花咲・ i:::jIゐ悶Iからやl'五~)II .古木1111の地域の四日水をめざして恰の敷設を行った。

すなわち野毛山四日水升から野毛・吉凶I町・)，j，j11IJにいたる内径 18インチ (460ミりメー lノレ〉配水

管を基幹とし，これより 6本の内壬 Bインチ (200ミリメー lノレ〉文官をWL，さらに 81:.-'チt;

より内径 4 インチ (100 ミリメーいじ}~q)~')-~ ピスパイプを分けて給水する仕組みとしたもので，

その配水系統は次のとおりであった。

~~水~系統および配水地域表

1，0 ←ーん 1 14インチ|
8 í ンチ 1~8 イ γチ奈引経過池|終 端配ノ'](IK M~ サーピス riè /]( IK J品
川水位|よりのう}il!X)~，q iEI: )¥'2 It!.I I il'，' '11>1 IIL IJ'- w_ "J"， I作 i 

第 Iuhlf 屯 111 戸川 I，:':j 山町|附IlIJ，川町|則条 I{Jtg~\札情的町 Fi古川
5. 6TII I 'ii'; 土~~ lrF， I神奈川 )jf自11 ! '，~，'，-， /;t I 

I iJj ...L ..)0.:，. 11;;' ! ノ i "ZH2条|桜木!日j，内川町，長IUI/)

i I W3条|列島町，神奈川駅 'j'i'本町

行111川以 It 郊 l条 11長君II/J，日の出町，改余IHj
1"'L"'lt3~町，相J 丘町，三容IUT.i立川

閃外低地-;:ザ|仰条 l'長選町9了間，末恥ιf川i
叶。ろ反と 江指'tzU!r，Wr+1町， 1111 1/町 ， mg~

2;zl15』'ょ腎乱11以芯

2H 2立公 λIl!H!T. 1'1¥¥ 
1江Inj史文，li

H.:古l町7Tlli/"出II/J3TII

立}:3.文官!oN FlI I日Ji訂

1

8川間!同

百~ 4 'J(日 I;j;) 

In 1，，; I本
車道

IUj I WII!j ，1七日目
本 11汀外13凶J

II/J I山川町|日企 II/JI析す，'1UIII.'N'J 
n-士見 II/j1 1川の1m，I対外市

1市-;m:

;:(~ 5 ::t ti~'i; I ].-pi II/j 
尚fと 1昨44 l1l品汀 I 本 町 |1F!内州

MHWJ也-ff元町

百.~ 6 -立 'j'i'1 扇小町咋、18イン 九= 相J 松 Jj0 !IlJ! 外;Jr低11I1地11以区T{<.i ノIYJ チ，';

出 7-~乙 ~~'ì; I ~!f 毛 11ドi 
自己水池 I Jl 1吋町 長訂町7チI?A?|1す1る8JjffJJ yは述水止ず

8イン ンチlこY1出111it:守 あ
特別 4イン 野池毛ド山川本町毛町 ~!í' "'8 町 什の子
ヲ iL211 ，，

" ':"; 111 11/) 

:zr~l 条

!:í~2 条

江~3条

!:i& 4条
河15条

沼町J， Li_:_ "hiilJ ，向車i立z公WI

港町，抑止EIHJの中!l¥r-杭

住吉凶J，雨1'1'逝，耳目U]'

太田11IJ，，l:r~車道，元弁天一日;，
木川j，海岸通一帯

!:iD条 lず;悶J，不老町，万ftll/J
情。 k If長者町2丁目， 1丁目，千歳
如ゐ高 IIII/J，山間l町，三吉町，5](楽町
第3条 If山間町，長者町3T1'1 ， 4丁
州 A /x_ 11日，官士見町，山吹町，Jj，楽II/J
W"l)1<: I 託金町一帯

!JDj正i外11:1人情W{l也

知2糸 1 " 

W3;1正! ρ
立14朱 1 " 

百九条"

郊 6条 IníïU1 U1i より元IHJ~;: 't\

11扇町，iflllf，紅);¥jHJJの各 1T
立11条 Il'i'iより 4丁目
立~2 条 lifMより石川 1111]'，およひ '1'

I1HII/I1¥1[発ilhiJJ!¥('A 

利
引除

以

川

一

例

毛

毛

一

品
川
か
ぷ
品
川
一
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これらの配ノ}ぐィの水圧は最Î~~î 1平万インチにつき7臼ポンド (1平方センチメー lルにつき 5キロ

グラム〕ていどとした。

また自己水支~j;の分岐首!'!!iJ には各)~;ごとに必ず llmiの言 l 盆器(イギリス入ディーコ Y新築の微分fi

水器〕を設置 L，随時各系統I什の消費水mを長11るための艇に供するとともに漏水の発見に資した。

工事用専用電話と軽便軌道の施設5 

~IM，!l;(五話料(1) 

創設)l~;Ii工事施行 l:'t~ リュ・職工などの工事現場に且1 刊1するため，水掛から町内にし、たる l自]に

そしてその述給過1;-;-三井 H ・大向付・鶴間中す・川 )1 十ておよび l'l毛 LCI 刀各JÎ庁に 1:11， 5KP1~を ';m: ~ -r lこc

こりi'[;m施設工'1れまlりIi古18'↓(l885ll'.)10刀251:1ノil

その総延長

J二本庁とÍfj-U1!~Nrに専 JIJ'，t[釘を設i丘 Lfこε

工 L，'~!19ll'. 1 月 21 日大ぬまでi'ifl止した。ぐり後さらに三~I 付ば入所まで延長し，

i主153，579フィート (46.8キロメー l、ル〉に速し， 工事釘は3，261何67銭 l犀Y2:<JZじた。工事施

工事完成i創立山抜所の整問統合をなし.J 1I水収入所・大工者は-w:京JyH;誌の引l'牙太郎であった。

沢付派L[-_I!iリr' 出[ìii]トJiI~llllm .日毛ill1ti水JJ)，" Ww:水道事務月τにそれぞれの正副院が設 i位され

fこ。

!jii 1ム!帆 J且(2) 

これにillMWÚ'I~韮を蚊J立し，I山口18iト (1885lY-) 61'1 ;M，い地fjをもうて辿搬道路をつくり，

レ。、νγガなどの重量作J運搬の叫にじらすることとなった。右，セメ Y1'. 鉄管，弁類 F~かん，

ず~Í毛IUの山ll~ と ì:':î!~'bi1it;大品までのi!:Ji設をし，大ぬからJ[;i入所までは線路の聡定した後に川iコA

この軌道はイギリスから ~inlìしかし荒川政船場以西は河水による舟述も二こいに利lJlした。しfこ匂

この特設泡hE と仇i瓦の施設は前者は工事の打合せ上に，後者一は長大区間1の重tit l，;~輸人したがr

ノミーマーのこの工法は当時のわが凶においてはざん

~i[ ts.新機訓I1としてa目をあびたものであった。

送 kにすこぶる創立をもたらしたもの戸巴，

取入所変更工 事第 2章

実施の背
中工{:;，t 1色h

f刊誌水;E8{f二 i目 lにわたっての経験は，有 1払J川の r: ンプJ:H水によるば本~'.ii1、につして， hむt主たら::J

8JJ 水'il);~ をiιム，1;これを自然流ドの方法に改善のため明治2MI'.(1895年)に迎営上欠iliuを見出し，

さかのぼること 3 ， 000 メートル~ j:lt;:人弁H日宵山付にi'frJti入口を設í_(~ -:..-， ;lil~.~)jj(こ Yf~ って新

2 ~r;;;-j 余の後

に求めて，

l日41:路と連絡するユニ司1を起し，*)~~告を築遣して三ケ木利地 1'" におし、て納税川を波り，

同羽生l'(1897{1') 11月15"結成にいたらしめたc その工c，ji内容は次のとおりであった。

事

ifr 

ヱ

水

L原

J~ぇ

J.K 

)
 

I
 

(
 



C 566 ) 第11同 工事の記録

位置 津久井郡青山村字山王久保小瀬戸(現背山沈でん場構内)

阪入口は道志川のほとんど直角に左折した点よりやや下流の岩壁の側部における天然、の小湾

を利用したもので，河との聞は高さ 15尺 (4.55メー|ノレ)，長さ27尺 (8.18メートノ，.)~Iliî 5尺

(1.52メートノレ〉の鉄柵に宝石を詰めたものをもってへだて，その一部に幅3尺(0.9メートノレ〉

の流水水門を設備した。取入口からは内径18イYチ (460ミリメートノレ〕送水管をもって370尺

(112メートル〉川下の沈でん池に導いたが管口には金網および外柵をめぐらして障害物の流

入を防いだ。

本取入所は第2回拡張工事による飽子取入口完成後は廃止され現在はその跡をとどめるだけ

である。

オ

" IlJ 

wu;乃:'::~:'/~~' ::;， 
ー~<.~.、'，，~ ，->.・:石川〆・_._'o'・ 同凶 。，'.，-.;'.:. 

取

~.':-.;..-...-.:....!...!'_也、J・Ì!_':;"~'! ~ ::.;.-;:;~~:.:も'

~星~

ヘ匡正基冨f一

(2) itでん池

入 iiR 司Z 出 臣|

道 吉、 111 が:

沈でん池はコン夕日ート造りで長さ，幅，各100尺 (30.3メートノレ)， i架さ19.5尺 (5.91メー

トノレ〉と[..，中央に高さ 7尺 (2.12メートノレ〕の閲壁を設けて両分して 2池と L，底部には

100分の lの傾斜を付して清j晶に便利なようにした。

側壁および底部のコ :/!lリー!の厚さは次のとおりとした。

T 



第27江収入目↑変更工ヰ1: ( 567) 

各部 | 下 段 |巾段|上段

底 的 I 1尺 (0.3いトル〉

開

トH

壁

些

2尺 (0.60メートル〉

4尺(1.21メートル〉

1.6尺 (0.48メートル〕

3.2尺 (0.97メートル〕

:.2尺 (0.36メートノレ〕

2.4尺 (0.73メートル〉

水探はコンクリート壁の高さ7.5尺 (2.27メー]-!レ〕に対し6尺(1.82メー~ノレ〉で， コングリ

ート側壁の上部は玉石をもって1割の法を有する高さ12尺 (3噌64メートノレ)の亀肢石垣を築き，

上部を最大洪水面以よ5尺 (0.9メ{トノレ〉と Lた。

本池の川側半分)"J:;!J'l在記念物としてE号されているが使用されていない。

2 導水工事

(1) 線路開削工事

線路は沈でん池から旧線路 ζ の取付けまで，津久井郡青山村および三ケ木村(現津久列国J)

にわたるものであったが，主志川がその高地をえぐって切り割るように侵蝕したその急傾斜面

に沿って線路を開削したもので，山「記竪硬の岩石と取組み，工事は至難をきわめた。

最初これらの工事を請負施行とするため入札に付したが土地の不便なこと，本工事測量な

どに対する地元の態度中人情の執ようなことを探知して，京浜虻名の業者は入札を辞退 L，あ

るいは予定額の倍以上を要求するなど容易に契約の締結をみるにしたらなかった。しかるに折

しも地元津久井郡の請負業者から，地元人夫を使役すれば地元へのうるおいも少なくないの

で，地元に工事を与えられたいとの懇請があったのでp 波 ~I l乙舟としてただちに水道常設委員

1名が出張し，青山においてかれらを指名し入札に付したがz 前回の入札額が反映してふた

たび予定額を超過することほとんど倍額に遣する始末で，決定をみるにいたらなかった。 L

.~l)"l ，入札者中工事の施行

を希望してやまない者が

あったので，交渉数回にお

よんだ後，地元請負人の賞

担力ならびに工期の短絡を

考慮して工事を 8区に分劃

し，日名の請負人を定めて

地元請負とした。線路は道

志川右岸に治って延長11，

769尺 (3，566メートノレ〉の

津久井郡青山 "11'天淵における導水線路(l;iJWIJ) 問，幅Z閑(3.64メートノレ〉

の線路を関駅したもので，この線絡は現在鉄管は敷設されてないが道路として使用されてい

る。



ef;6B) 第 1細工事の記録

(2) 鉄橋架設工事

新線路は道志川・相撲川合流点付近に終るが，その終点における三ケ木村仁現津久;FI日J)の「仏
とぴ

の座Jと称する巨岩が対岸，相模川左岸の三沢村〔現津久井町〕地内「鳶の巣」と称する巨岩

と相対し，その位置は川に対して直角でその距離，すなわち川の幅が50メートノレに迫り，古か

らこう水の激衡にたえて，基礎強固な天然橋台の位置と形を備えていた。そこでこの岩石上に

相州堅石をもって隅石・けた受石・笠石・柱石・などを設置し，コ γタリー lを埋めこみ，椅
げた

台として，次記のような直立，端柱の「プラット」式構桁鉄橋を架設した。

せんかん

径悶両端間栓梓の中心開

160フィート (48.77メートル〉

げ~

幅 横桁両端rm
14フィート (4幻メートル〉

げた せんかん

H4桁向中央栓得出]

20フィート (6.10メートル〉

せんかん

格|田両隣栓梓の中心問

20フィー 1.(6.10メートル〉

絡IUJ~ 8個

そ り ~I-I 心において 6 インチ

(0.15メートノレ〕

その他使用木材はすべてけやき材をもってし

fこ。

この橋の製作は横浜市山下町英 1番「ジャー

デンマジソン」商会の請負いにかかりその組立

は市内高代町の太田鉄工所が施工した。

(3) 鉄管敷設工事
相模橋落成後の姿

鉄管敷設工事は内径18ィγチ (460ミりメートノレ〕鋳鉄管を新線路内に敷設したもので，その

架橋工事中の相模桶

延長実に11，781尺(3，570メ

ーいのにおよんだが，橋

に添架した部分は松材をも

って筒状のものを作って保

護し，管とのすき聞にはの

こぎり屑を充てんしパγ ド

をもって締付けた。鋳鉄管

は入札の結果高間商会がイ

ギリス製のものを供給する

こととなっfこ。



第 2茸取入所哀更工事 (569)

;j三区間の静水管はtp;2 匝I!，t~良工事による成山ずL、近内 'fk1普通水後不用となり大正 8 年 (1919

年)j散会された。

1m良橋架照位置の現況 c.t，、線がそり位慌〉

京入所変更主 事7草木線路閃

4
F区

甲

部

d 甲 鰯

%12節工事施行上の難問題

しかしこの工事は線強開削lこ施工上大きな困難があったばかりでなく，むしろ工事の付帯的な仕

事やその前奏に幾多の難問題が伏在していた。

1測量

その第一は木工事施行上地元民の無理解さがたたったことであった。当時住民以外のいわゆる

よそ者が村に立入り，住居の周囲や耕作地などをうろつき， i!1，~量機械を持ち回り，くいを打つと

いうようなことは地元の人だちにとづてはなはだ不愉快であり，かつ不安でがまんのならないこ



( 570) 第 l編工事む記録

とであった。 Lたがって当局としては測量に際して'0庁や，関係付当局と十分協議を重ね，密訟

な連絡のもとに作業したにもかかわらずけ民はあるいは出入を拒絶し，または作業を妨害L，く

いを引き抜き，はなはだしきは測量員に則って扶石するなどの暴行ざたにおよんだことも一再に

とどまらなかったので，水道常設委員が出張して妨害排除の折衝に当るほどであった。また損害

賠償の協議に際しては地主相互に境界を争い，仲間げんかが起るなどいろいろな問題や事件が次

から次に起って，作業員の団黙は言語に絶するものがあったが，その間よく隠忍辛苦を重ねてよ

うやく測量を終えたしだいであったc

2 用地買収

当時地元民の感情は祖先伝来の土地を手放すことは尺寸の土地といえども容易ならざることで

あり，恒産を手放すことともなるので，まさに罪悪視した考え方であったから，用地の買収はま

さに困難をきわめる仕事であった。

求むべき代替地がなければだめだとし，まったく交渉le:応ずるけばいを見せなかったし，tとま

たま話が進んでも分筆しては残地の価値をお正すと Lて希望にそわなかったり，また共有地など

は一村の基本財産とじて売却は不可なりと主張して談ちないなど，苦↑者百出して収拾のつかな1ρ

ありさまであったが，終始水道常設委員が出張して沿線村民と協調をはかり，将来永遠にわたる

事業の運営を考慮して，強行策をまったく置けて隠忍自震に努め，常に談笑のうちに事の処理を

期するなど，苦心さんたんの末ょうやく解決することができたのであった。

Z 材料浬搬

運搬も主たはなはだ区間tな仕事の一つであった。当日手交通不便な山間のへんぴな地に， しかも

断がい絶壁の悪条件のもと長大な距離にわたり，鉄管・セメントなどの重量物を輸送配置するこ

とは幾多の手数と冗費とを要したものであった。ことに大雨の際には相模)11は満水して連絡途絶

l_" 目用品さえ事欠〈始末となり，材料のAtnxなどは思いもよらなかった。当時の輸送経路は除

湿ならば八王子以西をう回l_" 1品立た山を越えなザればならなかったL，舟運による時は平塚に

回り相撲川の急流をさかのぼらなければならなかったので，大雨l乙際してはぬかるみにひざを没

する難践に悩み， 7¥nEによっては河水はんらんして材料を流失するなど，運搬上の危険，困難は

言語に絶するものがあったD との難事業は主として横浜岡送株式会社の討資施行するところとな

り，その絶大なる努力によって完7できたものであった。

第3章第1回拡張工事

第 1箭工事の実施

第 1回拡張工事は明f古31年 (1898年) 6月11S.起工L，同34年 (1901年)12月25日に搭成したも

のであるが，一連の計画とされた取入口変更二事や，ずし、道漏水防止工事など一部の改良工事は，

本拡張工事の着工をまついとまなく，すでに別途に施行されたので，木工事は主として既設設備に



第 3章 第l回拡張工事 (571 ) 

ならクて創設水道施設諮力の 2/自の施設を新たに増大する〔創設水道配水能力 l日8，170立方メー

トル拡張配水能力 1日16，350立方メーいけ工事を施行することと，新たに山手地区にその給水を

及ぼすことを目標として，実施されることとなった。工事は次のような緩急の順序にしたがって行

オコjも7こ。

野毛山第2号貯水池

位置 野毛山

新設野毛山貯水池(配水i也〉は既設の第l号池とは構造を異にし， 内壁はすべて直立し隔壁によ

り8分され浄水は各室を順に流過させることとした。各室のよ部はνンガをもってアーチを築き土

盛りしてこれをおおった。その構造寸法は次のとおりであったコ

寸

m 

E長

ell， 
い

長 146フィート 1イシチ (44.53メートル〉

幅 127フfート10インチ (38.74メ{トル〉

1軍吉〔有効〉 18フィート (5.49メートル〉

v 
」 の容積 2，266，824ガロン (10，290立方メ一、ノレ〉

コンクリート造り

底

Ir.ll 

部 下層粘土屠 厚さ 3フイ{ト(日 91メートル〉

上居=ングリ←ト 厚さ 2フィート (0.61メートル〕

空E づ可さ24フィート (7.32メートル〉

j守さ下部 9フィート (2.74メ{、ル〉

上部 3フィー 1.(0.91メートル〉

V'I商直立コシクリート， レシガ 11虫積llidサけ

外而4骨のl停応13~1フィート (O.91~O.3メートル〉の粘土をもって包むc

弓守
/¥¥ 

当筑~1 回t胎z釘?張R工事後む野毛山?汀1
T而悶
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隔 壁 下 部 3フィート (0.91メー 1.Jレ〉

)，.部 2フィート3インチ (0.69メー lル〉のレYガ積み，その一端は品位置を違え

て，悩16フィート5インチ (5.00メートル〉の週水路を設けた。

Wi 径問16フィート5イシチ (5.00メートル〉

苅さ 4フィート1インチ(1.22メートル〕 厚さレシガ4枚積み

貯水池に使用した粘土はとくに千葉県房州産のものを使用した。

本i也は大正12年 (1923年) 9月の関東大震災で壊滅し現存しない。

津久井郡三沢村三井第8号ずい道上口〈上の写真ととれを

廃して新たに築造した外国り新線路(下の写真左恨哨庁崖の中段〉

2 導水工事

(1)導水線路

在来の導水管に沿って上

流側に内径22イYチ(560ミ

リメートノレ)，下流側に内径

20イYチ (510ミリメート

ノレ〉管を敷設するため線路

幅員を拡張したが幾多の付

花工事をともなった。うち

最も困難なものは在来ずい

道部の改造工事であった。

この在来のずい道は既設内

径 18インチ (460ミリメー

トノレ〕管を敷設するための

もので非常に狭く，かつ不

完全であったため，これを

次のように新しい線路に改

J斗した。

1) 在来ずい迫田外回りをう

lillする新線路を築造した

もの 8か所

2) 在来ずい道の上fiIiを閃削

したもの 4か所

3) 在来ずい道を18インチ (460ミリメ{トル〉管および22インチ (56日ミリメートル〉営を敷設しうる柄

に拡築したもの lか所

(2) 橋および鉄管受け

創設水道で，河)1 1水~に架波した大小の鉄管添架用橋梁および鉄管受けは踏む|に架した鉄
げた

桁橋以外は全部木製であったので， 10数年を経過して危険となり，本複管工事に際して全部次

のように改築した。



木橋を架したもの

鉄橋を架したもの

，17 

20 

第3章第l回拡張工事(578) 

鉄管受け白みのもの〈橋の形をたさなし、もの】 26 

(3) 青山野毛山間内径22インチ (660ミリメート .1:-)ないし内径20イYチ (510ミリメ{トノレ〉鉄

管敷設工事

青山取入口から川井接合井にいたる内径22イYチ (560ミリメートノレ〉および川井接合井か

ら野毛山浄水場lこいたる内径20インチ (510ミリメートル〉導水管工事は下記のように施工さ

れたが，この工事は既設の導水管に並行敷設されたので複管工事とも称された。

導水管工事が完成して野毛はlに導水されたのは明治34年 (1901年) 8月でこの工事に使用し

た鉄管数および労力などは次のとおりであった。

労力使用数
区 F品 鉄管噴用数 | 延 長

職工l工 夫 ! 人内径 夫
イジチ 本 人 人 人

椛1区 青大山島かまでら I 22 直具管および切管管 3，654 
型 557

49，7ト04ノレ尺〉
(15;062.0メ{ 5，139 5，462 74，539.93 

第2区古里22 22 直臭管お型よび切管管 4，57627 62，1ト55ノレ尺〕
(18，834.8メー 3，046 3，067 却，187.95

抗日出率良号 20 震9、智および切管管 3，468
型 132

45，0ト88Jレ尺〕
(13，663.0メー 2，758 I 1，525 16，186.71 

計 I 1 
1 (47.559.8何百円 1 10 嗣 11~.914.59

本工事区間中上流i則断がい絶壁の問を開削して築造した一帯は，掘削工事が非常に困難であるい

は火薬をもって岩石を破砕し，あるいは岩右の上に鉄管を据えて盛土をするなど，非常な困苦を重

ねたもので，上記の表示第1区の延長に比 L，労力使用の最大な数字がよくとれを物語っている。
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式導水管は一部上流仰iは第2困拡張工事および第3囲拡強第2期工事により，また下流側は第4回

拡張工事によって撤去され現存しない。

3 山手配水管工事

(1) 川井から市内山手にし白たる内径8ィγチ (200ミUメートノレ〉配水管敷設工事

山手配7水k管の内径8千 yチ〈α20ω0ミl'メ{トUノレけ〉管は削)川1

山?にζいたつて，さらに初音町から黄金持際を日の出'11/可岸に18-'"、長者橋を渡って，車橋lこ達L

石川り河岸に治って地蔵坂を上がり代官山に終るもので，これより内径4インチ(100ミリメー

トル〉枝官を山手各所に分岐させた。その使用鉄管その他の実績は次のとおりであっだ。

鉄管 I 使用鉄管数
使用労働数

区 間 延 長

職工 1工夫!人内径| 夫
イY チ l 本 |

川井接合井構内

入 人

川井貯代水坂池から
山手 官主で

8 Fおよび切i4，蜘 l 47』?尽 2四
型 239 . (14.367.4メート ' 1，294 74，595.55 

山手一帯 4 直管お主び切管管 2，523 25ー，7;ト52ル尺〉
型 2391仇鵬 6メ

本管は第2回拡張工事後四谷浄水場からの配水に切り替えられ，一部撤去された。

(2) 山手配水管周ろ過池および配水池

山手高台は野毛山からわずかに低い程度であったので，山手8インチ (200ミリメ{わレ〉配

水管用ろ過凶および配水池は新たに)11井接合井(現川井浄水場構内〕構内に設け，とれから配

水することとした。

@ ろ過池 /~ 

ろ過?也は 1 日lろ通量2∞，0ωガロンれ~08:li'労メートノレ) g;_援E撃として最大3∞，∞Dガロン

(1，362立方メートノレ〉までの計画として次の構造寸法の池町苧造った。

長さ 上部 72フィート 6インチ (22.1メートル〉

下部 71フィート (21.6メ←ートル〉

幅 上部 58フィート 6インチ (17.8メ一、ル〉

下部 577イ F トく17.4メ{、ル〉

ろ過面積 8，687.25平方フィー卜 (807平方メートル〕

構造 費毛山のものと向犠

山手方面配水1日ろ迅速度は配水量1日200，000ガロン (9日8立方メートノレ〉の場合は 8尺

(2.4メートノレ)， 300，∞0ガロ:/(1，362立方メート Jレ〕の場合は12尺 (3.6メ-r/ν〉とし

た。

本池は関東大震災により破損したが，修理して使用中である。

@貯水川〔配水池〉
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新設の川井川 水場平而図

).''11 

貯水池は野毛山の第1号池と同様の構造で，四壁は内面に傾斜を有するコングリートにレ

ンガの化粧を施Ll也の大きさは，

長さ 上部 76ヲィート (23.2メートル〉 下部 70フィート (21.3メートル〉

幅 上部 56フィート(17.1メートル〉 下部 50フィート (15.2メートル〉

水深 18フィート (5.5メートル〉

必要の場合は水深を 97イ{ト (2.7メートル〉以下とすることにより， 2池に分け 1池

ずつ清掃をなしうるように中央に高さ 97イ{ト (2.7メートノレ〕の隔壁を設けた。

貯水量 419，712ガロ Y (1，906立方メ戸トノレ〕

J 本1也は関東大震災で破損したが大修理を加え現在使用中である。

4野毛山第4号ろ過ヱ事

第4号ろ過f也は野毛山の在来ろ過池にならい，その構造も同様に築造されたものでその大きさは

次のとおりであった。

長さ 上部 121フィート 6インチ (37.0メートル〕 下its 120フイ{ト (36.6メートル〉

胴 上部 71フィート 6インチ (21.8メートル〉 下部 70フィートく21.3メートル〉
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深さ 8フイ{ト (2.4メートル〕

面積 8，687.25平方フィート (807.0平方メートル〉

木池は関東大震災で破壊され，現存しない。

第 2節第 1同拡張工事の特殊性

1設計

本拡張工事は明治24年 (1891年)10月21日最初の工事認可申請を内務省に拠出したが，草水管径

の大きさにつき，また既設管の敷設替えの可否その他について，横浜市の三回工師長と内務省石黒

技師との聞に意見の府摘があって，第2頗，第3願と互に申請書や意見書を交換すること再三にお

よび，さらに談会の解散や日清戦争のぼっ発等悪条件にはばまれて次第にのびのびになり，ようや

く最後に決定した計画が着工されるまでに実に 5年の歳月を要したのであった。その間一部の改良

工事の実施によって問けつ的に導水量が多少増強されたとはいえ，市の給水事情はためにまったく

悪化の一途をたどるのみであった。

この状態にもとづいて施行された拡張工事としては，本工事は企画性に乏しく，おおむね在来の

施設をそのままに幅を広げたにすぎないことは，だんに水量を増強した点からすれば拡張工事に相

違ないが，計画的な要素からみるならば一片の大改良工事にすぎないともみられるのであった。

ただこの設計について注目されることは山手外国人居官地への配水工事である。山手は海抜 131

尺 (39.7メ{トノレ〕の高台で野毛山からは自然流下による配水が不可能であったので，創設以来未

給水地区として残されたものであった。しかし県から横浜市への水道引継に際しては，引縦割二第2

条の末文に「特ニ山手居留地其ノ他横浜市内ニ於テ未タ給水管ノ敷設ナキ場所ニ対シテハ将来水道

/拡張ヲナス様」との要請がうたわれていたのであったが，なにぶんにも多大な工事費を要するに

対1..-，料金の収入見込みがあまりにもわずかなため，得失相償わぬ悩みで断念されていたのであっ

た。

それが時あたかも日清戦争の勝利によってわが国の国際的地位の向上と，さらに不平等条約改正

実施の時期の切迫など，政治的見地からの含みにかんがみ，日本の玄関的な要港として，市自身の

みならず国家的面目からも考慮1..-，とくに外国人居留地としての山手配水管工事が断行されたもの

であって，実に2∞，000円の工事費を費して年額わずか9，0∞円の料金を収益するという，工費の利

子さえまかないえない非採算的事業をあえて施行したのであった。

野毛山の配水池については明治24年 (1891年)10月28日濃尾地方震災の影響を受けて，中央のレ

Yガ壁がユ破壊され，また同27年 (1894年) 6月20日京浜地方の激震により，貯水池の四隅とj也底に

数条のひび割れを生じ，同年10月7日の強震はさらにこの割れ目を大きくし，漏水の量を増すにい

たったもので，本拡張工事で l池を増設し，ひとつはもって旧貯水池を完全に修理するとともに，

ひとつは需要量の増加に対処1..-，貯水量を増強して給水の完全を期そうとするものであった。
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2 鉄管とその検査

第 1回拡張工事は複管工事と称されたようにその主要工事は鉄管敷設工事にあったので，その工

資総額の半ば以上を占めた鉄管および属具の検査もまた本工事と Lては大きな仕事であったわけで

ある。

すなわち鉄管購入費は導水管分913，075円33銭B厘， 山手配水管用122，893円32銭4犀計1，035，968

円66銭2厘で実に総工費の54だを占めるものであった。したがって布はまず鉄管の規絡を定め，そ

の製作および試験方法について細密詳細な仕様を制定し疋厳格に処理したc

まず保土ヶ谷地内lE空111と水道線路に沿う水陸両運の裏地を鉄管陸場げ場兼検査場とl.-，施設を

整備して氷庄その他の試験を実施した。鉄管は明治32年(1899年)3月 7日)，1'lの結果ベルギー， リ

ェージュ市水道鉄管会社，代理横浜駐在7-，ープノレ・プラ Y トと12，723，141キログラムを1，016，441

円52銭(ト Yあたり直管.異型管を含めて平均79円89銭〕をもって契約し，制水弁等の属具類は高

田商会と供給契約を締結したc また工事中内径22イYチ (560ミリメートノレ〉異型管に不足を生じ，

明治'34年(1901年)I奇玉県川口町のilC瀬鉄工所と258本 163，314キログラム価格17，964円54銭〔ト

ンあたり 110円〉の供給契約を締結したロ
さし

鉄管試験の結果は次のように仕様書不適合の不合格品が相当出たが，その内外面のきず・挿口破

鼠・厚さ不足等のものでs あるいは切断l.-，あるいは加工l.-，あるいはそのまま水圧の低い場所に

おいて使用に堪えうるものが相当あったので，これらを不合格とすることは工事進行ょに阻告をき

たす点も考慮し.~成価採用の内規を制定し適宣これを採用した。

これらの鉄管検査には常設委員・技手・書記各1名および職工若干名がその任にあたり，供給請

負業者を立ち合わせ，外国検査・寸法・重量・水圧等の検査を順次施行し合格品はただちに運蜘部

に引き1使した。

鉄管検査の成績は次のとおりであった。

ぷ1直
検査数I守格数I減際用価数I格不 数 検査数i合格数l装用型l不合格 検査数|合{奇数(費用安|

ィγヨト

261 301 291 11 -

22 8，318 5，284 2，4胡 648 2，467 166 1，103 1，193 14 8 6 

20 3，173 2，251 811 111 471 : 167 127 183 4 3 L 

18 6 1 3 2 

13 6 4 2 34 21 6 7 4 3 1 

日 6，406 5，300 、979 127 351 180 106 65 8 7 1 

4 4，152 3，903 188 61 396 207 71 118 86 69 17 

計|叩51~6，771 1 4，4671 断片吋 判1.416
1

1日| 1161ω1  26 

3 鉄管とその他材料の運搬

野毛ilJから青山収入所にいたる延長32マイル (51.5キロメーいのにわたって重量物を運搬する
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ことは，当時としては大きな難事業の一つであった。まず第一の策として全線にn~使軌条を敷設

し，牛馬に輸送台車をヨiかすillH般を計函した。

すなわち明i't32年(1899年)11月9ポン ド軌条(軌出10.5メートノレ〕安保土ヶ谷鉄管試験場~J.:
かザ

J 11 ，ド問に，ついで翌33年12月保土ヶ谷~野毛山 11\Jおよび上川 ~I から大向産山間に敷設した。その後

上流青山収入所以降の工事急追~}jill工の裂に迫られ， Jニtiltから順次机3去を敷設Lて同34"1'.(1901il')7 

fJにいたって完成L 全線路区間iの軌道を連絡開通することができた。

この軌道は滞材料運搬の動脈として活脱したものであるが，よJII~I からj二i~E1IWは 1if!，Jjiが多く，冬

期jには:i11i ・雪のため総路があるいはDH り，あるいは宗11 どげのためぬかるみと化~，人馬の足や軌道

を没して愉.iliは11うようにはかどらず，非常な|凋慨にi:1!I;出したので，一部はtu巨愉illと，さらに初

段川の水述を利llJした。すなわち、'ill与はいまだ1"1鉄横浜t!日のiJi1通がなかったので， う[，，1して'1'央糾

により与瀬駅に到着した1~物をいj円lから相1呉川の水辺によったものと， i"¥!久升 m;川JJ，村ノト王?のiJJ[し

く王見小1.:\格付近〕主で軌道で~燃した抄Jを I"Jmから三ケ木戸J)JH までま~_lt\の 1m を中日t~川をさかのぼる

:二つの方i1三によった。このために，、~í Il !j: J:iJÍtの与制から Fìlit}-~/オくまでの和H~川筋の川 )11 をことごと

く目的してこれにあてたような n~j もあった。またllîl斗の山手配水刊の一郎は保土ヶ谷政助からiW:1

焔鉄骨[詮1品へilfiで輸送した。このようにあらゆる方法をH昨じた傍力が災を結び，明治34'1'.(1901 

!['.) 11月29日に全材料の輸送配i立を完了した。

4鉄管敷設工事

xrrl&内径22 インチ)!';l水笠 t ト J立のため~ill;な 1J!i11てした百~ 4 ';~.ずし、;ι

1厄門 之 図
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創設水道の導水管のうl:，Jニi主側ずいiE部はその後ずいi主漏水防水工事によって内部に鉄管を敷設

したが，もし地盤の陥百五6-石の崩落などによって鉄告に事故を生じた場合にはその修理に非常な

~n 1f司郎悦仁 lト(こ1ゐける旧un2~'~.-f ぃ辺を院したタ'~I\'~l り

判線路山久井出三沢村

I主1:'，:を感ずることがし、まま Cの災'Ii;であったの-e，木工'Jlにおいては極力ずいiQをJ売することと

し J止大日延k(310λ ー|ノレ〕であった第4LJずいi立を除いて10有余のずいillはすべて新たに線路

を築造した。

釘4号 -r， 、 i宣(i幸久井君~三沢村7 のJJ1 i.~

第4号ずいJQのみは坑内を取り拡げレ γブJのも、立てをなし内官:i~こ鉄告を敷設した。しかし水源近

い第1区は相模川に沿う阪神2い絶壁の中阪を抑制]した線路に敷設したもので，工'1け一こぶる困姉を
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きわめ，ある時は爆楽によむ岩石を打ら砕くなど作業はまったく危換と困難のため供給人夫は似日

してしりを割る有様であったが，吏員がとくに現場に出張して地元詰負人をはげまし，地元におい

て供給契約事務を取り扱うなどの便宜を図らい，つとめて地元請負人に局部訪負いをさせ，日夜大

いに人夫を管励して工事の進行を図った。

境川〈と〉と椎子川(下〉を渡る内径22インチ埠水管

〔第l闘拡張工'1>)，j也の1条は内径18インチ既設潟水管

また一方においては当時協力を惜しむ無理解な地元沿線地主からは施工上いろいろな妨害を受

け，あるいは損芭を名としてヱ事中止を迫られ，あるいは尚額の補償料を詰求されるなど，常に各

方面から幾多の苦情が百出し，その応接にいとまなく按衝に忙殺される有様であった。なお企紘に

わたり河川・水路・けい流の横断が多く，創設以来の導水管も大小50有余の殺が5担設され，うち最

も大きな相様川に架けた鉄橋以外はすへて木1憾であったから，創設以来すーでに10有余年どを経過して

腐初もはなはだしくなったので，本複管工事:においてすべて架設替えをしたが，径間の大きいもの

は，とくにコングリ{ト橋台に鉄げたを架設することにした。
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第4章第2回拡張工事

自~2 回拡技工事は工針 700 万円を計上し，宅:í If~j:ではまれにみる大コロ11:であった。すなわち当時の

本市水道事業の料金収入は年間 300，000口，その他給水工事賀'および料収入が65，000円合計年収

365，000円程度で，一枚経常的な維持授が150，000ドi.公債元利償還金が170，0001'1，計320，000門拓自

民であったから，料金年収の231自にも当る本以張工 Jiの規模の大きさが破格のものであったことが

うなずけるのである。

そしてその構先日計図も，従米ともすれば小規模に践して，すく水の不足をかこった点に日んが

み，飛躍的に雄大なものとし，また当時の新しい技術をlほり入れ機械的な料を尽したもので，完成

したこの施設は現在なお横浜水道道志川系統施設の基幹をなしているものである。

第 l節計 画

計画目標

給水人口 800，000人

1人 1日使用水量 4立方尺 (111リットル〉

計岡ノ'Kfよ 1 rl 90，000立方メー lル

2 計画概要
あび

JR入所を既設 ri 山JI~入所から 800 メートル上流の飽子に ;J{め.71山の沈でん7也を増設し，城

山ずい道および城止lノ'/('，':1誌を述る新線路を筑定して，従来豪雨のつど災害事故を起Lた危険な

旧線路を民』することこし 3それから下流は|白線路を姑張レ，)11チ|ーを経て新たに浄水坊を岡谷に

設け穴規模な施設をした。導ノド日'は背山から i止はI水管椅右岸までは内径42インチ (1，050-ミむ

メートノレ) t~; とL.城山水管摘とは内径32インチ (800 ミヲメートル〕伝 2 条をもって波り，以

降川チ|までは|内径36インチ (910ミリメートノゅう:¥" 111井~西谷閣は内径38インチ (960ミリメ

ー巴 Jレ〉行とした。 lln'l自己水は市域の拡張とjli勢の発展にll!lして根本的にその系統を改革L-.

内径36イYチ (910ミリメーいけ以下の官'をもって新市械にまで広く配水網をめぐらした。

本拡張工事は明治43J)ミ (1910年) 8月27詞諸手し大正 4年 (1915年) 3月31日治成した。

第 2節工事の実施

1 水源工事
たび

(1) 胞 子 収 入所
あと，< !n1J' 

場所 判:奈川 mì~t久労者一1\中川村大字二rE山宇鈎子平〔現津久井郡津久計町古山字駒子〉で既設官山

収入所から570閑 (1，036メーいの上流にさかのぼった地点。

構造

i立志川i右j2\"~ に幅lO)，- (3_03 メー「ノレ~，泌さ 7.71ミ(2.33メ{トル〉の関口部を設け. liiJ1凪にひのき
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角仕上り 5寸8分 (175ミリメートノレ〕の角泌を，その後に剣鉄製外祐子をもって流水その他dl:流

物の流入を[ijjぎ，さらにこう水時にはその背後のイギ日ス「ランソムユ・エンド・ヲピア」会社製
び

のストニー式制ノk門Jji¥(幅107ィート =3.05メ{トノレ，日さ 7.77ィート =2.35メ-fノレ，上下動
ぴ

T118フイ-1. =2 .44メー l ノレの軌跡l製)の昇降によって流入水批を制的しうる椛泣と~， I"J)Ji¥j長方
び てん

には内絡子を;泣け，小本H ・ ?'r;~の流入を防いだ。 I"Jliî~は賑子対重のi乍HJ によ 'J ひとりの力をもっ

て容易に者会助機をill転 Dm~.J しうるものとした。

J以入所の左右耳目面は表面レン

li~長りコ γ クリー l 造ワ，がJU面

は:fËi ，.{，jむ ~l，てりコ Y グリ{ト .;ii り

とし， こうノkの位入を防ぐため

上計1¥は山iさ141，，(4.24メー iノレ〕

なし、し 4尺(1.2メー l ノ，)のコ

ンクリート自調子践を1101'-(33.3

メー|ル〕にわたって投出jL-， 

]収入所上日1¥山!阪にはiIli岐をI¥}jぐ

ため]~:Y_îim りその{也のコ Y グリ

ートをもってがけを保護した。

道 志 "1-
/ 

ぷ入斗一一一

あ'"
コポ '1' の胞子]医入 1:1

あぴ

胞子 JI{人 " 平 川 | ぇi



主~ 4 :i¥'O:百j2jilHJb'm工。Jf (583 ) 

T'I叶九一「 J、1[3 {I' (1914司)3ト12511

ro ~JZ 大i[4 {I'. (1915{jC) 3 H 3111 

1~ {t::22，8811IJ03紋

1)'1 材料1~ 11 ，8961'183;¥ 

1'1 G，9841Ij20S，足

締切'{'( 4，0001'100" 

本施設はその後大正12"1'(1923斗〕のImk火iJ4災において， I1又入口七郎のがけがiW哀しll>i;Jく不能に

i市ったが，急ぎこtしをiUllIl，Jliノドした。 ま/ニfif.9;!lJ-~:!\:~I~ においてiiIi上京がけ出の修司l'を L，その後百~3

]iilllムリ長/4~ 2 Jり]:1:'11:においてj以水!止をIh!力11すむため吋部改J立し今11の出『泣にいた 3ている。

(2) :jlfi_]Jずいjfl

場所作久Jli!日，'1'，川村大字 l守山
あぴ

守的ヨ、F・ιト大三:"1'. 'hlJ i 

久保(現il!:久JI:I11:il!:久)1日1]'Jlj' 

LLi ) 

延長475，3411¥1 (864，24メ ト

ノレ〕附rlull'::jさ似各7尺 (2，12

メー lノレ)j主111交差1(1450 36' 

50" [ibK:JTIの長さ17，31911¥1(31

49メートル〕にて左析。

総i主

扶球 レンガ張りにて 1也1~1 の

hび

JI文人を開始 した鮒子 JI又入 I~[

硬軟により 3枚張り， 2枚'}Rりまたはぷ#，，1りとした。

側fl1:

側扶

勾目日

流:lil:

配合 1・3: 6コングリートifiり

" " 
1000分の l

水深3，5尺(1.06メートノレ〕にて
あぴ

100個 (2，78立方メートノレ/秒〉

本ずい道は純子1反入口から7i山沈でん場排砂池にいたる水路である。工事は地質は下口に近い小一

fZhH;軟岩石のほか，ほとんど、硬砂岩であった。途中けい谷下に当る 2か所において岩石の裂け目

から大iiiの水が鴻きいで， また上口付近の川に接近部分は河水の浸透もはなはだしく施工上すこぶ

る困難を感じたが， I隊械掘りと手掘りを併用 L，水中コンクリートを施工して工事を〉じi五しえた。

この排水およひ換気のために上口において15馬力， -F口に25馬力の宮町o機を備え，排水ポンプの

巡転および圧搾空気の送入をした。

工【JI泊干 大jE元主l'(1912年)12月711 

:品 hl' 大TIe3{f. (19WI') 4J'J 23 rJ 

n 113，8771'143銭
内 材料1'i 20 ， 538 I'J42~，6匝
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ゴ仁 iS 91，836円00銭4医

述剖liS 1，503PJOO鋭

本施設は務成以来今日までそのまま使用されている。

(3) 除砂池 ω判断也〕

場所 i，lt久升郡山川村大字IEJ 山宇山正久保(現津久チHllíW久~l 田]一山山〕

古山ずいi泣終点に抜統
弁，

水路闘7尺 (2.1メートノレ)，泌さ 4尺(1.2メートノレ)， 延長18尺 (5.45メよ卜ノレ)IJiJi足，鉄筋コ

ングリート造り。

水そうは 3そうに区間され水中のおもなる不純物雑物を沈でんさせるもので次のとおりの構造寸法

とした。

そ う i 服 | 長さ ! 日日さ
一一一一一一一 ト一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一←一一一←一一一 一+一…一 …一…………一一一一一一一一一一一一一一
立S1 そう j 日尺(4.54メ{ け 33尺(10.0メ{トル，) 16~E 尺(l .82~2.42メートル〉

百.~ 2 そう 1 12尺(3.64メートル) 1 20尺(6.06メートル 5~7R(1. 52~2.12メートル)

第 3 そう ! 1帆 3.03メートル) I 州 (3曲メートル 15~125品~3 凶メートル〕

的進

íU~壁および成部はコ γグリート造りにて各そうに排/1\口，および余水吐口を設けひのき角材をも

って角活しとし排妙ならびに7.k1ilの澗笠をしうるようにした。また放水路は 1，:石張りコ γタリ-[

とL-tこ。

山水管は内径36インチ (910ミリメートノレ〕欽犯によって沈でんi血に述給した。

こじJf.iIJ乎大正3年 (1914"IC) 5月3日

j作 成大iE4年 (1915年)1月初日

工授 9，521円73"2周

内二 i!t4，382PJ23il 

材中 li~ 4，8651'190$t21'11 

雑貨 273PJ 60"1 

本除砂?也は第3回拡張第2期工事においてまったく改造された。

(4) 古山沈でん池

場所津久升:/1日r['，)I1村大字青山字山王久保および柿浜(現，津久升郡i，lt久井町I:i~ì:山〉

池数 4i也

1 i血の大きさ

流入作排ii'Hl!!からの内径36イγチ (910ミリメートル〉符から，さらに内径28イYチ (710ミリメ

ートノし〉管 2 条に分れて各池の山手IJ!~から分;主流入する。
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i'Xt 111 {f~;;: 各?也の戸~J~~側に設置し

たzI1阿のl巧口浮却lyW;に目、

いり，ついで内タ圭421ン

チ(1，050ミジメートル)

l~:;iこ集合して背山!lE〆合;11

に送水する。 i'-fHfl11rg.i:t1:[ 

手.1手腕によって，水而

;!1くを浮枕しi池内水Tiiiに

i互いよ七校ì~I'~li_lNHな 7\: を引

入れる設計であった。

仁作中の市， 'i-tで/uj也〈昔日 21司1Iι~Jirlつ ixでんj也前水面は海抜 476.日

尺 (144ιメートノレ〕で流入水虫

過大の場合は池内の内径24インチ (610ミリメートノレ〕会水吐管により余水流出しまた池内治指の場

合には余7j( 1~ の下方池底部に111 り付けた制水弁を問き余水管を利用して緋H~，する仕組みであった。

沈でん?血はすべて配合 1:3‘ 

日のコンクリートをもって築造

L，壁体には容績の 2剖に相当

する宝石を混入した。監はl}J面

6分の 1の勾配によって， ヒ幅

は3.51ミ(1.06メートル〉で山手

仰ilI土正日さ14.5i'-(4.4メートル〕

で下揺が7.9)-!_(2.4メートル)，

ィ可f辛仰lは向さ:16.65尺(5.05メー

1. !レ〕下幅が8.68尺(2.63メート

ノレ)，間仕切壁は上幅4.6尺 (lA

メー 1，，1シ〕基部幅9.4尺(2.85メ

工:::[l:rt-r円引山i1;でんf由〈苛~2 :u.培、W:r.IIO~7t附士道志111 ，

石下の 21'也は取入口変:æ:ヱ~hによる旧でん池

一わけで，これらの撲は]早さ 3R(O.9メートル〕の器内コンタリートの上に建設した。 In:tii'i耐

を容易にできるように IIJ手側からTiiJ洋側に向って100分のlの傾斜をつけ，そのl手さ平均1.5尺(0.
つぶし

455メーいけのコンダリートで，その下はくり有および目前じペワの地形をfそった。ーまたひび羽れ

を防ぐため池1;J:;ldヰ30R(9.m)メー 1./レ〉角ごとにfqt純然ぎ干を施工Lfニ。この伸縮副主ぎ予はl早さ

平均4分の 3イYチ (20ミリメートノレ〉のアス 7ヲルトと1Zさ8分の lインチ (3ミリメートル〉

隔16イγチ (406ミリメーわけの鉛板を阿約およびrl'央を折り当i1げてコ':/-)'リ-，. rl'によJ入した

もので，喧体にはその官il百十こ，床には下部に袋ff!J:した。池の四伴jはとくに 1iンデ (25ミUメー l

ル〕丸飼を差し込んで盟問に Lだ。

沈でんt由工事のうち171夜工事は訪負いで施行された。そのJ!l!J:t;，主 I有・じやり・砂および肥 1:で



(586 )姉1編エ :'1¥の詑鉱

あっで取り上げ土砂は付近の護岸石垣望遠やi:tでん池予備i也j卓およびそのj司凶にE寄り立てたが，その

容績は6 ， 400余珂 (38 ， 400立方メートル〕に達した。沈でん池U~i車工事および入山鉄信敷設工事はい

落成した青山 i)しでん池

っさい直営で施行され，延べ 7

8，000人の人夫が{主役され，i:tで

ん池に要したコングリートの総

得税は2，400立方坪(14，400立方

メートル〉以上であった。

:1十1¥イJ千ユミTl元イr-C191UI二〉

川一… …… 12月13日
♂/  一九

〆/京 Jli. 阿 4'ド(1915'1'-)'
¥ 一一一

日___----- 2月25n
総 f:1， 180 ， 592 I'J25~，21IT[ 

1") 

材料費 134，167円49絞2医

労力1'1: 43，013円22銭0座

制t費 3，411円54銭OJIii

77山静tでん池はその後水tA-Eを変更させるため導流践の設置その他の改修が加えられたが，さらに

第 3闘拡張第2)羽工事において既設4池にならんで下手にi:tでん池 l池の増設にともない，流出入

水路の改造および各池の連絡による水流の変更等の改造を行い今日におよんでいる。

(5) 背山接 合弁

場所 ;'1，久井郡市川村大学青山学柿浜(現;コIl久升郡津久井町〕

t守山沈でん場構内

形状寸法 内径・ i張さ共 20尺 (6，06メートノレ〕円筒形

構 i宣 鉄筋コ Yグリート造り. ~まの厚さ 10イYチ (254ミリメートノレ〕

床のJItさ 9イYチ (229ミリメートノレ〕 基礎厚さ 1尺 (3，03ミリメー lノレ〕くり石

流入 tf 内筏 42イYチ (1，050ミリメ{トノレ〉管

流出管 内径 421:/チ (1，050ミリメ{トノレ〕管(新設〉

内径 22インチ (560ミリメートノレ〉管および18イYチ (460ミリメー iノレH'I(既設〉

~tr.石天端の向さは沈でん池の笠石と同ーのよ':jさとした。

ヨフI\q~ 2 ， 063r~3911 

内 キイヰ m 1，539円89$1:

フ;ヵ ï~ 523円501)!

71I山J五合jlはその後流出{r:iの内径22イγチ (5ω ミリメー lノレ〕および18インチ (460ミリメート

ル〕符は撤去され，また第3閃附f(]j'l2 WI工事に:[6'いて流入併は圧力水提と変り，新たに内径 800

ミリメートル導水管が流iド1，-，ることとなったが按合井そのものは今日におよんでいる。

(6) 沈でんj也護岸工事その他*11工事

沈でん?'~l，保護のため Wli:tでん池上手付近から下流へ延長239 [10 (434.5メー!ル〉にわたって設作



( 587) 第 4'ì-~c 第 2 臼拡~N工事

乙の護岸は当初岳部の主主j~長りコンタリー~笠または械設みを除き大部分~~fjtみ℃あを築造したc

ったがg 大正3'f.(l914ln夏の数度にわたる豪雨・ ζ う1](のため数Aイ

そのfWElに際 l，全部表面ιにそんタ/レのlelii，りをし，石l:e.天坊iをこ勺水lTIU:.約3尺 (09メー lル)

コングりー 1慌の一部Jよ況が，河川敷に入ξIので， rr有河111放使用手続に

よ:}神奈川lLtiおl'lfに申請し左記のとおり 143Tl'(472.76平方メートル)(回却75IJn=136.35メートル〕

以 tとした。

なおこの工事に際l.

の;;}(久保!nJの1'/1可を得た。

州主 111 町、指令J'~ -J)j;il~'~-

浜

川di4511'.5Jll41i 陀れ附it~:H 11 I _，;~.及ベ日一元午12) J 21 川附本山花百S2134 月 q山判刊、 H司11~ 1I'， 1 il H'j也 l'i;iî;J;~!l 1焔

ニj_;t千'i'ilfii司11'出ニ)1¥;1) )~， i '(イ ilH耳hE 仁 '1 随行ノ j'I:-~-Jf-lil ス

:I.:.. iF.2 10ド2JlW I 

;ーli品!入品二k有lq川県知市

大正元年12月8日工τIL;Y'(J

31干12月18FI 同i'f; n~: 

17，1O.j円31叙9r_lR工賢治制

訳I司

4，6日日円25銭
10，04日向41銭9匝

ヨJ角施行 J支給材料提
Hfl ff; In 1 

763月35鍛
1 ， 611;930~Jl 

空E
!{~ 

半4

:}) 
材
労(
 

行施hrz 
rH 

ヲ

なお741山沈でんi世敷地内には従前2条の¥:n、TfJEと数条の車道があったが，水路については新たに

i兎でん池の日i聞にi:~1き上を開削して{丁け替え遺志、1111こ ~Õすこととし，道路もそれに治って築造しイす

近の交通の1廷に供した。

"び
その他村選から沈でん?也および絢子取入口への連絡道路として前者は延長230閣 (418メートル〉

後者は延長143nn(260メートル〕の道路工事を施行した。

事ヱホ導2 

トJレ苦可)
 

1
 

(
 
現設水道線路ヒ流部は道7占、.lliおよび相模川の河岸断式..，1".、を絞ったため，察mごとに事故が続発し

た危険の線路であったので， t(~ 2回拡張工事においては上流側はとの線を避け，青山沈でん池から

さら山手{則にmJfi・三ヶ木・中野・太井等〈現津久井郡i:it久井町〕の各村の地下をずいi草で抜き1

に新線路を築造し城山のふもとにいたって城山水管続投梨l，対岸川mtす〈現城山町)に波って既

設線路に連絡する苅ルートを設定した。川尻村以降は大山〈現相模原市〉において-mlli打線路を7A

それから下流側は既設線路にrBい， J 11ヂl接合井を経て都筑郡西谷けて，新設大品接合井にいたり，

村(現保土ケ谷区〕にいたフて，新線E告を西谷浄水坊に達するもので下記のとおむ大工事は主とし

この新ノレ{トはそれ以来道志Jl¥系統導水管の基本をなしたもの

で1 第 31司拡j}~工事による~Q水鼠拡張の際にもこのノレートにならって橋設されたものであった。

て上流{IIIJに集中された広があった。
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青山沈でんl也から西谷浄水場にいたる .~r;， ノ'kノレートの工事施工内容は次のとおりとあった。

、A !Hj 

青山沈でん池一道志，11¥.相模"市j:;!

1日視川右民i一泊模川左jt.

相撲川左111ー.111尻付

]11尻村一大沢村j出I.li

大沢li産山一大島接合jf

大削除ヂトm井接合井

川井接合井一事E哲郎四谷村

i;~ if:& T 'j'.' 0) I勺''{;:

城山fい泣一線路一太手1ずい泣一線路(祈設)

城山肌管怖く新設〕

線路一，ìl\目L-fぃ ;-tl-~:J~路 01;'<)

1日主事務利用

線路築造〈新設〉

18線路IJA摂

" 
'i'ii)1充郡西谷村ー西谷浄水1島 | 純間禁法〈新設〉

(内百E司
城íJJず L 直\~青山ìtでん池構内に接Lて起り津久井郡部川村・三ケ木村・中野村(現科料、升~if，常

久井町地域〉を通過して太井村(現津久井町〉地内にいたるものでその形状l士次のとおりであった。

断面 1司法長径間10尺(3.03メートノレ)，中央高さ 8尺(2.42メート吋の馬てい形，延長2，397

166問 (4，358.5メートル)ほかに 2横穴延長124.5明 (226.3メートル〉縦穴延長88RC26

7メートル〉

コヒ守n立Jli訂正ili京橋本八丁11:l!3丁目 1守番地中野?与三郎の請負施行にかかり，セメ Yトおよびレンガ

を当局から支給し，軌条を貸与する条干iでp511負金額625，000円，工事矧!m契約の日から1，4'ω日を

もって明治44'f-(1911年)2月7日契約が締結され，同月 27日に起了一式をあげ，J-.口と下ロお止が
3

~"5 1 ， 1fC2の航坑の 4か所から次のように導坑の椛i¥ljが開始された。

l-.rl /llJi打44{f.(1911年)3112611 

~rD 出坑 IlJI?fi制作(1911'1'.):1 J1 7 1'1 

~:rs 3 !/か (ρ)31'113'1 

下rr // (グ)3月7ri

工事に着手するとずい道内の地質は上口から約 1，800メー十んぐらいの間は粘板岩で，それかち

t持 2 横坑まではけい石質水成岩，その下流1~llì士主右安りの赤士となり，下口の約 240 メートルはふ

たたびけい石質であったが J:口の糾板岩J土府首リして空気に触れると肱1t;膨fiRLて土圧を増L，支

{呆材を圧迫して危険を感じたことがしばしばであっt:。次にわき水は粘板民主ホ士の昔日分にはきわ

めて少なかったが，けい石質水成岩の部分にはすζぷる多量で，ついには上支部における井水の枯

渇問題を引き起すにいたうたのであった。ま?と t 口から導坑堀進中t'~170 メー l んから300メートル

にいたる 130メートルの問でほー稲の可燃性ガスが発生して危設となり，一尚一了事の施工}乙女附を

きたしたので，さっそく専門家の詞査を依頼した結果，可燃メタ Y ガスであって直接有害のもので

はないけれども 大気の欠乏した場合には箆息することもありうる L，また101:干の大気と混合する

場合には大きく係発する佐賀があることは各地の鉱山においてその例が乏しくないので，大いに心

配されたがその後間もなくがスの発生はやみほJとしたしだいでめったc

工*の!JJi行方法としては地質の[究官'U二百.~ 2横坑と下口方聞は手i凪りにより， J二日と第 11漬坑方而



司、

J!X III ずい i草

iはl 性l

促音寺山

t)7~山隊道横断面図

4 ヰ文そち

百&41;;; 百&2回拡張工事 (589) 

倒不や1

<:>， 



( 590) lí~ 1侃工事の記録

iij段以tJBlりで進めた。最初法制し内の点灯は力ンテラを安い，掘削した土石や材料O.>JA}敢には坑内に

18ポンドの軌条を敷設し， Jニ口方函への逆勾配に対しては'jを使fj(L.その他は八方によって行っ

たコまた述!孔関空気圧搾竣や詰IJ岩一機のための動力用として，上口に16馬力，第 1横坑に20馬力の石

/111発効機をすえ付けたが，工事の進むにつれ，迎仰やilft風用にさらに大きく動力の必要をみる1口、

たったので，訪負人は三ケ木村地内において道志?Iの水力を剰用して発電所を設置した。乙の結梨

この電力を各所f-c.四日電L-， }豆大は'，lli::tTに改められ，牛車は速度 11時間10マイルの15馬力電動車に変

り，石川l発動機は冠動機と取口替え，排水にも竜王)Jポγプが使月されて工事汚機械はまったく面白

を一新するにいたった。

とのずい退はその延長において当時の日本一長いずい道であったii'f:子トンネノレの 4，647メートル

に比へてわずかに35メートル短いという長大さにかかわらず，湖面積¥i，恒子トンネルの 3分の 1

にすぎないという小さなもので，空気の流通もはなはだ不良で坑口から200~250メー l ルぐらい進

むと呼吸が回目1となり， 300メートノレ行くと点火が消えた。 そのために?古に圧搾桜によって空気を

送らねばならなかったので，換気や材料i主的のilliを図るために下口とうn2 tU¥訪日目lこ2i悶の縦おじをう

がったほどであったが，一つの続可Jは永久に践すこととなり，他は部成後うめもどした。このずい

道工コ11ーの田MJ:さはさらに恒子 lンネルのようにー凶線でなく， r/-J央にrill線をはさみ p かっ勾同日もjIl:

子のように-n，な等勾配でなかった。そのよ横坑は本itと斜交するなど測池上にも施工上lこもはる

かに悶加は多かったG ことに途中あるいはìiW~~~'たj に i生過し，あるいははなはだしきわき水の 12 に当

lliIするなど幾多の悶難をきわめたものであ勺たが， ft:符員や従業員の努力によって工事は順次i並行

して次のように浪坑のお過をみるように進んだ。

i門1ft1 i前坑Tm 大正 3'1'.4円4円lF-liii91時10舟 茄工作 1，13311

コH11目指 C一首~ 2 Wi坑1:日明治制作llf'28日午後5時30分 不工倍2i5円

v-12 t持坑下口1m 11m台441，ド11月21日午後6持30分 活工後 2681'[

司ずい道工事の促進策F

しかるに大正2年(1913年)'3月ごろにいたって第2周拡lfi工事は全般的に急i車な進行ぶりを示

し，大iE3年 (1914年) 7~S 月ごろには他の工事はおおむね落成の見通しそうるようになった。

そとで布内の給水状況からみて，也の工事の工程に合わせ木ずい造工事もまたにわかに結成I時期の

繰り上げが喪主1される状態となるにいたった。大正 2年 (1913年) 5月 l日現在では上口， tfc 1 ty( 

坑問の導坑が延長3，056メー 1ノレのうち1，168メー lノレが22透未了で残工裂となってし、たほか，他の

部分は1草坑貫通済みであった。すなわちこの部分を鉄管敷設に支l;j'~ない程度に進行を急ぐ必繋があ

った。そこでこの区間における従来の導坑工事進行状況を詞べると 1日平均速度 2.5メ{トル余

でこの制合からする]~~は大正 3 年(1914年) 7月末に立返することとなり， したがって週水時期は

同年12J!以降となる勘定であったコしかるに市内の給水!:jfflil立大正 3年の夏季の給水切迫が目にみ

えていたので， 12月の予定を夏季以前にJm水できるよう繰りヒげる必要があった。

一方工事はむ力設備完成後は導坑のj瓜進もはかどり， 1 f:j 2.7メー lノレないし 3メートルの進行

を見るようになったのでF 請負人を特日Jして極力工三庄の繰む上げを国ら吐る可能性と必要世を認



第 4 :ì~ t五2回tli:i5!長工事 (591 ) 

め，詰llJ白人といろいろ協議jJí倒した結~R工則松りにげのため大正 2 11:' Cl913~ F-) 5月27日工事請負

契利を大喪次のように変更することとなった。

3宅F
且

。九
九.':J 約1証工 契

!Ã~ 1 M~成期限は契約の弓から 1362司すなわち大

，iE 3 !PO月31日とする。

追加刻字)fJj1第2 第 4を次のとおり改

め，なお!:fS5項ないし宜'&7写iを追Jmctる。

古~2 jj白f，代金内払も、は既成部分に対よる工1'1白

エ日分の 9までとする。
か し

'45 3 JI~l'E1!1 !~JtFmD l'初出 1801ヨrmはWf:契約保

;証正1金在のうち

0日間に丸対fしてはH正Lお"立汗王人辿手昇iの副"刀!ヰ;を唄し
f保只;刊l一金を沼付tる。

主1~ ，，1 大IE2イH /120FI吉での1I日汀:，に対しては

既成部分lこ対するT.iVi":'Kf:tをfLいはすもの

とする C

!:l~ 5 市九人が左のJFlt:J{l.::J.lìifにすい~íí'内地水管l担

誌の作業にさしっかえた Lζ認める程度に

?H，上げ工事を進行させる場令はそのIf，'WIに
応じ火l巨2~I". 4日21日以後のt-U来高に択し

それJずれわ!幻定める所の平和!により工事の

!N払いをするもの止する。

大.1:=:3 if-9 月 30~ 主でむとき

11 7YJ31日 p

" 呂月31ログ
ゴC~6 2r~6 唄の工費'1:'11自払いほ工事落成の際，祁

w払iJ!.[-しと寸るものとして，それまでのr'l
i立合は元契約の.i'1l仰によって支払うものと
、_，， '" 0 

工担増払l、の場合の単価および金額

広 契

お1 ~'f~成期限は契約白ヨから1460 日すなわも大

_it:: 41f-2月7日とする。

宜~2 訪 i:t代金内払L 、は既成~~I~分にMするエ貨の

10分0)82:する。
かし

ガ~ 3 1間企t，担保別悶内は契約í~司会の半額を水

沼町に保町するものとする。
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大正 2年 4 月 20日 | 原契約による額

九瓦干iI'. :r: jf， 111i 1"可五正証役

側壁コシクりー l、ご仁

仰担 、 :C
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J成 n! 
釘;

.'I/.:1平

自13.020
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1四，538.333
立均Y

97.861 

542.170 

9，940.625 
5，346.431 

。.085
20日00

22.550 

伺

43，546.100 
56，764.8冊

63，754.500 

1，459.831 

9，310.758 

1，957.360 

12，225.933 

9，940.625 
5，346.431 

204，306.338 



(592) !:1~ 1縮 工 事 の ; 己 採

工 通」fJJZ12Elt叫122JFMど間在亙|
一一一一一」呈』L空竺I.1j¥".fr I~' {Illi巴空空ι1巳五」ー竺竺手主主一

l 阿 l 開 l 日 I PI ， Fl I 丹

[:日 i平坑機減拘 110.00川 別，421.8001103.0口口 1 47，213.140194.0001 43，凹7，720

j抗坑ロ グ ロo∞川 69，379.20011日3.000I 64，964，160 I 94.000 I 59，287，6BO 

乙詰切払 56.no川 71，4日5，040I 53.500 I 68，217.31 ， 1 51.0口口

~Ij ~ v ンガエ 10.10日

制限 " 0，120 

側~，Í コングリ日トヱ 126.(口口

fRI j) 工[32.00C 

n<.l 

雑

h( J~ 

1~ 

2，146.810 0.082 

13，144，600 0.100 

2，544.568 23.500 

17，349，44012目。000

19，940，625 

7，974号 255

1，760，385 0.075 

10，953.833 0.092 

2，299.898 21.500 

15，180.76白 24.5日。
19，9.10.625 

6，776.222 

1，610.108 

10，077，527 

2，104今 162

13，283.165 

19，940，625 

5，885.761 

三二二七二ご|三極相二二両.938!三 714i雨
明加金む I I札肌曲。I 33，酬 000I i 16，0凹.口00

J成111-;' ぃ泣内部と I悦予42インチ j!~(/k銅鉄~:'\:

当局の繰土j品成貸与金をかけ

てまでのh切)(;JUJi:JU:;:りI'.;fの必

要'1';，とその決:0:とは，請負人側

にもよく反決徹底して，その後

訪ift人側もあらゆる方家を前じ

m力工:t;jlーの急速)'ft)i.~ì:::')J を入れ

て，その巡行につとめた~:;l;県工

事は次のようにヲこぶる]臥訓に

進み，大iF:3 "f(19Wド)6J13

1'1には伎にずし、i庄内の日7]()¥:敷

設にさしっかえない限度に進行

して追加契約第6頃による害IJj現

金を支給されるとととなった。

区 間|手坑町通 告立完成 l 坑外Ã~Í" ~r.:)I r.:.TéJ 

1: n一宮c1 ::民抗日 I::':(j主31f'.4凡..kli 寸前日時四分 ; 大iF3作611:10日 | 大F'.3'1'.9)'[1日I1

1411 t抗抗一切2拠出'lJ J 明治44{I'.llrJ28日 午伝 511~}30苛| 大i1::2斗 3月11'1 i 

第 2lt(ヨLー下仁I I'U I明治44'f.liJj21'1午?を6時日0分| 大IE2if.2月15日|

このずむ、JU工τ1¥の繰り上げ治成によって. n~2 四tJ1:;張工事のAくが大正 3 庇(1914年) 8月の}1の

ひでりにあえぐ給水不足の横浜に送水されたことは，当初の下広である12月ごろの週水に比較して

突に l年早〈通水したことと同様の価値をもたらしたもので7 文字どおりひでりに諮問の感があっ

た。断水と給水制限に約な市民の=i!5慨を救うとともに，当局もまたそれにともなう持経1'1の徒授を

({a ð得て大きな効~~があった。



江g4 ぷ首~2 li~~l jfム保二['Ii: (593) 

前!みれば本ずい道工事はU~2 凶1}l\~長工事中のJ&大な工')I>éあれ ií II~j として施工上最も凶I 討 i さ

れたものであって，二D)[j~)I i\lもまた長年n にわたり，この工事の成否は尖に第 2 凹弘張工事の巡命

を決する重点工事でもあったが，かくてみごとに完成をみるにいたったことは，まったく職員およ

び工事 ~Níf!人の一致協力と尽夜を問わず年中1!!~休の'f:lffJiJ努力のJ!日であったとい L 得るのである。

城山ずいi立の短長，コニヰf.t~(および坑内の椛造の状況~+は次のとおりであった。

ずいJilff'，'tj延長 2，397.166I1¥J (4，358.5メートル〉

外 lこ!日比 121.51!iJ (226，3メートル〉

日 1- 2，521.66日!日J(4，584.8メートル〉

1.. :'j;' :{~ 

，iii i"t ~九似 7:'>7，08511]013 

59，5311り5日)

181，409!lJ831 

'_k柏村朴セメン l

レンカ

、ーノ

978，0261 '339<1 

(1メートルおり2131'131i.l5担[)

7l1h;l;ι; 

0パ沿0凶| 閲 問 いい， 0引『口つ_， I n問Ii' I 

|レンガ 4! 10.0叫レンガ 4' 10. oool'~(:ノク irト I !o川町
10.000 1一一一一寸 ー| 一一l 一一一ト トー一一「川ヤ 17加日00

iレンガ剖 290.000' W/1}¥.:. I 290.0001 
3凶加01 ，!I _ _  - 巴ど乙リ トi
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(594) 1M削工事由紀鈷

位 置 hi:
U

~ I三一出品

訂!i出il戸ヨ主丸ι出l早三三」j舟正手戸1_1回7玉E4汚引4
t;1[肋!Jt I I i 

坑ii|二1FZlZドJ日三日し日

第 l横坑

人Jztιiti摘~

iJ:l M~l t.鈍坑，百-~ 2 ~，iìWGI mにおいて '1'1.圭印1m(1凹メートル〕の泊料をはさみi也は山線。

iJ:2 第 2 出i坑，下口11\1のM~!)tは泌さ 88尺 (26.67メートノレ) 11;径8.82尺ないし31ミ (2.67メー l ル ~0.9メ

ートル〕にてレンガ税み。

すごい道工事がTlîの~:型どおり法成の期日が繰り上がったので，当然変更された契約によって工行

がI国古目されたわりで，その工iJÍ' WJ~~額は次のとおりとなった。

間 11 l 合計コニ lf-1~

F} 1)¥: T-'- i/il¥ 

0 機械仰と n 

0 グ 搬坑日

'1' ""切 11:"1，

乙 凶切 1¥"
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起 目 |f子数「ι単町ι二I~王王1川iJL[市1間!川市下1il1 1戸侃側仙叩叩一一i江出凶仰問工巳叫叫凶E司事料!ド何王巧1

云云正i正云:三云i4:i2記7引i:1日::万;可i王[:7γ-1 "=1 一 両ぞ1ii|::::己土凸::i記土::1日:己biiij | 
ア刊スフ円Fプ/ル勺J人L品〕山ル川レ川ト| 附悶 0吋 醐羽制叫4引1 -1 -1 -1 師 3訓3叫4 

上切り btJlr之~PR且埋川付近/:>: ぷ300

切 石 202。1280 
丸 鉄 76木

側壁モルヌノL上詮こ1 541町.日O

I;~~~ 'I~'， T 250.00 

~ム， J)Iし 1 

竪 下 1 

m 1 

グキ枝椴 1成lJilil刊

雑
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支給材料
焼 J挫レ ンガ

的

6，359，073 

340.000 

4.000 809.120 

0.060 4.560 

0臼 0| 346.240 

1.426 30目。500

1，306.160 

218.870 

開

印

刷

m
m

4

凶

日

剛

山

2.500.000 

40，431.250 

15，784.850 

-1687.剖自 296

-1 180，932臼 11

一

剛

山
蜘

郎

50， .j31.2501 

18.412.674 

2】500む00

d按 たる

12，711 

伺1100備にワ. '"0 n"̂ ' 9，80口I.VV;non 477.2601 1 4.870 問1).黒且|員焼レンブJ

セメント 59，531.550: 

計一 し プ-:-1- 了一一…一…竺一~t 一 l づ一一一二_~l 一…….ぷ刈一一1.:一釦

合 計 I I 1拙削2捌叩貯即刊71 1 1 4ω自山市桁町7内ベ1

E沖本+ド;ずいi道草は百第'12区拡j炭i長t工;事2事11'においてそのl内有部にJλj/:佳苦4必2イyチ (α1，C応50ミリメ一ト)， /んレο〉釧む校LをQ般!邸蚊』泣!設し

たが，その後第 3 回拡張2r~ 2 WJ工事においてzKiB:噌強のためさらに内呈 800ミリメートル鉄筋コン

}'_2_土二上守主主並到政三主主tc.o い送そのものは築造以来の形で現有使用'1コである。

白)A JI"j己主J~>\，
f-1t久JHli¥太}1十tc現津;\}nll:i~'久ji.刊i)地内城山の北のふもとをrI通して，その延長5O:ill (91メ

ー lノレ〉断面内法任問 10尺 (3.03メートノレ)，中央尚さ 8尺く2.42メー]， /~)， Mtてい形とし，耐

ロから中央に向って 300 分の l の上り勾配で，扶環 ν ンガ 2 枚，一部 3 枚~~をき3 仏l' 墜は隠さ l 尺

(30セ、Yチメートノレ〉のコングリートとした。

明治43年 (1910年) 8月27日着手し，翌44年 4月2日搭成したc 工nは23，985円89銭 2医を要し

た。本ずい道は現在使用中である。

(4) 川 尻 ず い道

i'!tjônl'l;己沢村およびnl尻付く現員t~vJ凶~山日J)山内において|日水道線路のう四部を直子息に11

過して築造したものである。当初設計では延長272.8問団6メ戸、ノレ〉，断的う或iは半径5尺 (1.5



(596 )第 1編工事の ij~ fJ 

メートル〕の半I"J ，個U~主;r_;j さは3.5尺(l.lメー 1. /レ〉内法制j~扶ïJjjにおいて 10/< (3.03メー}ん)，

中央内法市さ 8尺 (2.4メート/レ〉としたが，明l!i1jUの結果一部を除いてほとんど土砂であったためB

巻立ての設計を変更した。ことに工事中明治44e['(1911年)8月 9自の?ffaf:jに上口における土砂の却i

桜等もあって，延長も短縮し， ~'完成をみたものは延長268.31出 (487.8メー i ノレ)， _j二日坑ド'J部3.51::1

(6.4メートル)1日lは供11t側壁とも 1尺ないし1.25尺 (30セγチメート/レないし38センチメートノレ〉

の鉄筋コンタリー 1" 去而をレンガ技りとし<.人の10ilI (18メ一、ノレ) nnは仰 j_;，H~ともレンガ 4l女主主

き殺り全部 3 枚巻きとして一部fD]抄、を省いた。本工司王;土地元の旨I'íi~!工司E として lザJiti43ij'. (191011'.) 

9月29日業手し， 1司45年 (19121の 5月31日治以 G，工費78，302PJ90;iJ'7医を要した。

木ずいi庄は許の形そのままで現存しているが内郊の鉄管はI:&~済みで，目下使用仙{立はなく，ご

!有7斉みのj序で放置されているc

(51 導水級協

青山沈でんJ~から新設I!5谷市水場にいたるnJJにお '.，t'. て，ずい道あるいは水1~;;橋部を除いて ;j~(水線

路築泣コ二与が随行されたが， -t$新設線路を~;r.v 、て大部分は説;主総1'6の j}L'Æ、で， !11i丘も利J[jされた。

まに必要;こ芯じ，道路のiすけ皆えや石l:IT:7)~~J1i:も施行した。工 '1'>'は主として地元りih?負によって次

のように他行された。
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4 I!、日 lt;'I ソ|カら
Ilcj谷村 )11，1.';げで

5 1円安付川ぬ か 九
l叶廿 iJcノIJ(Jよ，j"J:

1，270.00 

11l) I)R I.cl点官桁

城山ノトく 'ì!iI~は JJ&山のふもとと対岸の中11模台地とのお1;自ったLい、FJfに架設されたもので， J_'.;忠告u陥
l'詰まで数It立された内?壬42インチ (1，050ミワメー lル)i!);;j(鉄告を内在32i '/チ(810ミリメ -1ル〕

2 条に分けて橋上に i.r.~架した。~:~は左右iflJjギにr民会を設置し，戸j'1'に 211囲む柿l抑止コンクリート法

階台上にレ γ ヵ干fiみとし，笠1" ・r1ミ'"・ F明石は花 i" ，~rj4':~ 'â:'使用したのであるが，左側縞 IP.IIだけは-'&:.~I~~

でなく砂地であったため， 力一ブシ 1ーをつけた桁わくにより干ノ'J:ii日以 F36尺 (10.91メー 1ル〉ま

で沈下さ止てu:lffした。

tE台およびl:!i1J!1は次のとおりとした。
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く598) ;必 lMll 工~)';の記録

木工事は明治45年(1912'手) 3 月 5 ヨ活工したが所要鉄材その他の収集に多大の日 111/ を~~L，大

lE3年 (1914"['.) 4 J百15日にいたりようやく部成したもので尖に2年有余の年月を資した。そのtf-l1
ぞう

暴風I1'j，こう水可:に迎i邑しあるいは!こ));}， 1JフJの流失するのもあり?川市11)fl分の~m没があると1;，工

事はすこぶる図維をきわめた。

本城山掃は今日なお当i1!jのままの1怯で現存しその桜夫な安はfIト久jli努谷に，苫らにー封筒iを添え

るものであるが， Zg 3 ITil!KìH1.J12 期工~~i 1:において近よ，:111系W，水立1¥(OJI1にともむい，その時水沼でめ

る内筏800ミリメー 1ル鋼鉄官1条が新たにiJH没il:架され， 現在800ミu;-:一、ノレヤ'13奈が涯列上主さ

されて ρ る〔前Zi!のごとく当初から将来の拡張を見込み，さらに 1条支持し得られる撚iiiiであった〉。

1;& 111 Jk 1:1 f，可f，"f造白1

}

?

ι

、

i

岬

l
h
I
 

(7) 城山橋諜J~~ と述徹通路

城山tUり ;&:j宇はそのlmi台良から ;-~~Eì1すごい道入口まで急傾斜の絶壁をなしていたので，延長73.81i!1

(134.V - ;. ノレ〉にわたって護岸の石信を施行[..，この結援をはい上る鉄fi~\:~こは各管ごとに保設

コン点目{トを施工したc なお水道*J，~TI:l1と成山水管f，奇との迷路上この急1民事rをジグザグに!証!折する

運搬送路を築造した。この道路延長143.8附 (261.4メートル〕幅日尺 (2.7メートノレ〉勾自己を 8分の

lないし12分の lにとり，区間中 7か所に椛を梨しまた附水i障を設けた。

(8) 小企縞

jilt久JH1/(川尻村の向ケ原と谷ケER(現津久労 1111城山町〉の境界を絞れるIJ¥.'Mtに小倉水位織を架

成した。これは放物線状双註助氏E径問は両端ピン陥の距離707イ}ト (21.3メー」ル)rll央ライ

ズ77ィート (2.1メ{トノレ〕河助の中心間隔 6フイ二二九ト(1.83メー})レ〕格問はおのおの 77/

-1. (2.1メー lノレ〕 と[，，1;こo

上;'~\\iこは内径36インチ (910ミリメーわけ I[，;I鉄符 1条を文Niするほか， .ilil雪.Fl¥t圧に対し卜分
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安全な計算にて設計された。illÎiギは~ñl医]t，J:j当磐であったのでこれを利用 L，北"，i~~ して鉄筋コ y夕日

ート祈台を設け花!i!ii;;1iのl広石を設置したc

ノJ、倉指(高直I~nl川尻村)，右が内径36イ Yチ
郡水管，左は内径22インチ導水官。内径18イ
ンチ管は人道橋下にてみえない(犬正4年)

低水面

15尺 (4，55メート Jレ〉

桝i主底部基礎剖ぐりユ;:1

Z尺 (0.6メート

ノレ〕コンタリー l

2尺(0，6メートノレ〕

側壁鉄筋コングリ

-， 14さ 1尺

(0，3メ戸トノレ〉

管入出管内筏 36イン

チ (910ミむメー

Fノレ)'!i1 

本工~j_H'土工t~2 ， 141円36銭を投じ，大正 3 年(1914

年)6克13日jL手，同年10月 1日落成した。

本水省栃は第3@拡張5W2-WI工況においてrll1R.._，

大品目日に久保沢ずし、道が築迭され，城山水管析を渡

った 3木の鉄包が全部中沢接合jjに入って，そのま

まずいilil吋を流九るようになって， .111尻ずい道以降

大ぬまでの既設導水管が不要となって撤去された

際，鉄~~;とともにj故去されて現存していない。

(DI 按令子i

~i~(水管内水圧を抵~Jえし， これに対する工E止を節約

するため，大ぬとIIljドにそれぞれ接合〉lが築造され

④ コ4ぬ談合井

位置 正:j庫川大沢村大島(:[駄目1草原町文品〉

形状寸法円筒形内径 15尺(4ι5メートノレ〕

深さ 19尺(5.76メー lル〕

満水面泌さ 17，28尺 (6，24>'- :"ノレ〉

大時縫合井〈古!J2日拡張工事〉

知管内 径 36インチ (910ミリメ{トノレ〕管

富水管および余7J(¥古 内径 24インチ (610ミリメー l、ノレ〉管

木工作は大.iE2 I<f (191311二) G月泊予，ドJ1 if-(1815年)1月j高成したもので，ゴコ叫5，041円95銭5

E亘を要した。大島桜イjjlは第31日拡張第 1WJ工事ーにおいて下流側に大島j垂水チ!が築造され，ヲベて



(600) !:111削工'1¥:の記 j;止

の導7}:\1i'が新i主ノ'MI 在経るようになって不~とな~!Jt止された。

@川チ|談合弁

位 置都筑抑制iiiJH大学上)11)1 (現1111什í1~二Icヶ谷lε」二 )lljllll i)

形状寸法 f'J筒形

|斗f子 15J< (4.55メー lノレ〉

泌さ 17.63尺(5.34メートノレ)

満水面 16.93尺(5.13メ{ト

ノ，)低水面12.774尺

(3.87メー lノレ〕

川 ;込 !il-(¥'I¥ !也鍛îI~弱のため

むけ!ら在な L， くりヰヲ

}早さ 2尺 (0.6メ{ト

ノレ〉コングりート }T/ 

さ 2)ミ(0.6メー lノレ〕

を施工した。

川 jj: j1J -;;引

11111 町:鉄筋コンタリー 1， )'/さ 1)'-(0.3メー lル〕

行 入水位 |匂i壬 36インチ (910ミリメートノレ〉行

11I1水i口" 1内斗{壬 38インチ (960ミりメ一 iノルし)'i 
いつ

iEit水位および余ノ'1(!i~\; r明王 24インチ (610ミリメートル)'j'.;， 

l札I泣1%:1¥:)¥とは1'"ij'.18インヲ (460ミリメー 1.Iし〕犯をもって辿t討させた。

本主二三ドは大正2{ト (1913iド)10月;f:i子. Ilij 4 ij: (191511'.) 1月♂¥，}lえしたもので，ユ y1i'2，06511115践

を~:した。

本川 IJH長合 )1 は!:t~ 3 [回路張;，p;1 JUJ仁τ11においてJ11 J j-. ，:1:': ，)( ìU~ iJ:: J!j';泣さ).L'J~J ，I';(JJく :í.";: がこれを経るよう

になって不裂となり廃止された。

江~ 2 l日1出張こに市内径36インチi!~i水行(刻む〉政，，"こ二 'Jレ

白日 ~，~旬以 i泣

15山沈でん坊を起点とし凶

行 ì 'írノ'j(J)/~にいたる導水:j"';;:1

:11'1よ， L:iJklllljは:)iilir/lにして

かっ交通不似な i!日告であ

り， -rmはずい道内に敷設

己れる3，特殊のτ'jq'ifから

:i'i' J'IU二つとめて 1"-放のづ~~I

を泣ける 11(1'.;をもって， 1七

校i'I'，)'][tlじんにして安全なj，!，!，!

~Jç管が使用され， Ti.北側は



第 4J;'i: ~再 2 回拡張工事 (601 ) 

鋳鉄管が数設された。

@ 鋼鉄管敷設工事

IIi'U附 jlNjH 
城LIJ水管1号まで

l吋径 42インチ(1，ω0ミリメ{トル〉銅鉄管

城山水位椅右岸からlr:n 
JIIJ)eずいj宣J二口まで 32 { :/チ (810ミリメートル〉 " 2条

川氏ずいj泣上口から1RiJ 
グ 下口まで

42インチ (1，050ミリメ{トル〉 " 
川百出 36インチ (910ミリメートル〉 " 大応援合 JIまで i

一¥
1~Ç 11サ f千 延 長 制ノk告、 排気弁

内径 42インチm鉄11 19，715尺 (5，974メートル〉 2 6イYチ2

ノノ 36インチ " 8，399尺 (2，545メ{ト Jレ〉 1 4インチ 4

" 32インチ " 1，887尺( 572メ{トル〉 4 3イYチ3

この鋼鉄{r}は当 II~f 日本においては製作不能であったから全部海外から輸入したもので，マンネス
Hrさし

マン会社製紙11主制{í'~を他府した。 nJtì の長さは 6 メートルのもので，承抑接合とし自麻および糸鉛

i品 2 回 lJL、~hコ lr :ì，l~(*紘~:(í 5YITflおよびH.r附田il羽

ノ1

一一拡張線路

一・一目玉芯線路

図。拡張椛造物

門 O 既設相造物?

市 1宮工



( 602) 1¥'51純工事の記録

を使用し千J'i~合主 fこはガソリンエ yジンによる空気Lfj;1H長在もって前'ií めつけた。

Ý))[設に際してはずい道内 l~t\í はいずれも=Jk~而J に設けた鋭、管受台上に架設したが， M~路昔日は一部難

所やJ;ili~l:iの関係で，半以設または主主 l面上に敷設したもののほかは大部分は埋設した。城山総におい

て内筏32インチ (810ミリメートノレ〕管 2条に分けて橋を波した後， ) 11尻ずい道入口まではそのま

ま2条の管は「目立90尺 (27.3メー lノレ〕の断がいに治い 1割の台、傾斜昔日を各ti;ごとに鉄管受台を

設けて立上ったが， ::njl'は最も困難なものであった。

川尻ずいi草においてふたたび内径42インチ (1，050ミリメートノレ〕となった管は同ずい道下ロに

おいて内径36イYチ (910ミリメ{トノレ〉と口径を縮小し大応援合弁にいたるしだいであるが，この

rì; の縮小と肉i1~lr'に既設の22 インチ (560 ミリメートル〕および181 yチ (460ミリメートノレ〉の各導

水管との述絡を施行した。この既設li!fとの述絡は止流fHU内径 42イYチ(1，050ミリメートノレ〕管の

ilic況が下流側内i~36インチ (910 ミリメートル)， 22インチ (560 ミりメートノレ)， 18イYチ (460ミリ

メートノレ)li5;:の3条の台計 MtfJと相匹敵し， したがってこの)士総点から，ょ流問1Iにおける既設~-ff水

ri;を不要とし. f正米耳目立のたびごとに事故を起し断水術の似昨日であった危険ノレ{トに依存す一ること

なく，ようやく将水の安楽を1VIL.えられることとなったのである。

木将水情工、j，:は城山ずいi立工事の進行によってス正 3}f.(1914!f.) 8 n 8日づ主将 nnの11)統を完了

しilli水をみるにいたったが，すべてのお成をみたのは何年11月初日であった。

木工事は工1'1423 ， 970円 051)占を~しその内沢は次のとおりであった。

I竹任 42インチ(1，05日ミりメートル〉 釦il'iJ 312，394I'J101& 

内径 32インチ (810ミリメ{トル) I! 12 ， 718円 10~.k

内{モ 36イシチ (910ミリメー lル〉 グ 98，857FJ 851，主

木導水íì~中城山水{í{~;橋左W.閉がい上部までは現在なお使用中であるが，川尻ずいi茸以降大応接合

Lこまでは第3回拡張第 2J羽工事による久保沢ずいj宜の築造にともない不要となり撤去のうえ， rli内

配水管に転用された。

@ 鈎鉄管敷設工事

大島I~合弁以降はがf鉄管が使用された。すでに ζ の時代にあっては国内において大口任の鋳鉄管

が鋳造可能となっていたから下記の大島~川井問の内径 36イYチ (910ミリメートノレ〕竹および川1

~I:~西谷間の内径38イ Yチ (960 ミリメー i ノレ〕管は悶内製品が使用されたわけである。

区 nn 径 延 Jミ ¥l;IJ;本弁 りi 全L ザ「

大川 5島2 接!t合合 弁井 かま でら 36インチ 6298，227メ6フイー〉1 
(18 ， 982~ -トル 151同 3インチ171閤

川問 井谷浄接合ノk井坊 か主 でら 38インチ 2739，5750フィート3 7" 
4インチ 4"

(8， メ{トル 6 " 5" 

大島~川jnmは一部を除いておおむね平坦で工事の進行も非常なスピードぶりであったが， ) 11 

jl:~間谷間は丘陵の起伏がはなはだしく，その RftiñJ流を横断する筒所も多く，鉄管敷設に際しての

勾目己や，パルプの設置位置にWI しても浪部の iJ:~:が払われ，施工に際しては判i\ì!jlj)袈さ 2.5 メー l ノレ



百~4i;): 第2問肱張工事 C603) 

tU二におよぶところもあり， i也伎 '1攻守jのため1日11土の州市に悶~Ifを!高じ，あるいは---&i\;J{ :/プ2モの

述統逆転による排水をなしつつ，かろうじて工事を施工したような場所もあって，工事はまったく

難渋をきわめた。

この区間のFli;車の横Wfrは全部でおか所におよび，うち 2か所は7J(Ji:.;橋をもって波りf也はすべて河

V'f:[J¥雌とした。

これらの導水管工事は城山ずい道工事の関係上，上流側が未施行のうちに下流InlJの大島談合井以

降が早くできあがった。ちょうどそのころ市内では給水量が噌加して述日恒例の断水がますます長

期化しようとしていたR寺であった。

ノトP，J'Is付近の内径36インチ導水鉄行政，12工 11
〈刑1突の見える建物は向原ポンフ JJ~j)

そこでかつて風間ごとに断水

事故を繰り返したよ流側泡;倹t)~

~{íの万一の場合の対策として，

予備的にその下流jllllの津久升 :111¥

川尻jcJ向ヶ尿〔現城山町〕に別

途!H!i設した揚水ポ yプ設備と大

};，j以降新たに泌成した埠水管と

の辿総をし，相互を活用して大

正3年(1914年)5月3日以降

週水を開始して同月 1UI西谷(11

水場に着水，阿構内のろ過砂の

洗浄その他を終えて，同月13日

から市内配水を開始した。この際のliH)Jn水iFは毎秒 5立j;尺(1日1，200立方メーいのであったが，

水量不足による連日の控rr水禍を最短時間に切りつめえた効果ははなはだ大きなものであった。その

後城lliずいi宜が滋成L，官lli沈でん場以降の鉄管が完成して，新しく青山からの取水が新議水管を

通って西谷浄水場に2ff水したのは大工E3 if (1914年)8月15日であった。

本鋳鉄管工事は大正元年(1911'1o)11月1日着手し，同 4年(1915年)3月10日完成をみたもの

で，工事授は1，229，1日0円57銭を要L，その内訳は次のとおりであった。

r"J fモ 36インチ (910ミリメートル〉 鈎鉄管工事 805，3081'130鋭

グ 38インチ (960ミリメートル〉 " 423，792円27銭

本i平水符中内径36{ '/チ (910ミリメー lル〕浮yj('i'(は起点である|日六ぬ駿令JI'J;J、降上大ぬまマ

は第 3 回拡張5fE2 期工事による久保沢J~(7_kずいJtlの完成にともない， J二流側内筏36インチ(910ミリ

メートル〕鋼鉄主?とともに不要となり撤去され，現在は久保沢導水すごい道終点である上火防接合引

に述絡しこれを起点としている。また下溝減圧7Jくそう以降3，000メ{トノレの低水圧的は第4図拡張工

事において鉄管類を市内四日水1í~ に転用問収の目的をもって内径 1 ， 500 ミリメートノレ鉄筋コ Y グリー

けまと敷設替えして 2他の並行埠ノk鉄管とともに11官去されたため現存していないが，その他の内径36

イY チ(910ミリメー iノレ〕符およびI11九~西谷間の内径38インチ(9ω ミリメ{トノレ〉管はそのまま現



( 604) 書~ 1 稲ヱ ~lr.の記録

存使用'I'-Cあるc

(11) ;~愉軌i且の ?Jft ~.没

11IJdlの末ごろでは延々lOWC'10千ロメーいのにわたる長大な区閣に， 1木3，/，1こもおよぶ鉄管

その他の笠孟物をi出版し配註することはまことに大きな問題であった。 とれは王iill'Eでは想像もおよ

Lまないことでtγ内自動車のない当時， このかけ離れたかたいなかへの遠距離運輸方法としては経使

軌条を敷設して運織すとよりほかに方法がなかった。 こSにおいて木拡張工事力一事菜として青山

沈でんI幼から保c!:ケ谷にいたる延々40キロメー Iルにわたる新|日線路に1日ボ::/1'~軌条をもって軌蝦

27ィー卜 (0.61メー:ノレ〉のliif:f亘軌道を敷設L. 台車 100余台を耐えて自家用運輸事業を日日始し

たのであった。 この~t材料の約送は述 E にわたり，常時この区潤を1U0 余台の台車が東西に運行さ

れた訳で，その操作迎絡管理についてはなかなか大変な仕事であった。 ととに各工事の諾負人にも

資材愉送上この軌道を十分活用さぜたので， その混雑ぶりもいっそうはなはだしく， とくに軌道お

よび台車使用規則が制定され， また名工区の事務分担のうちにも，軌道の管理やfs輸に関すること

が一項巨としてあげられたほどであった。
か1:."'..fら

一般に材料の輸送経路としては向i豆によって純子川をさかのぼり，保土ヶ谷町引間または久保nlJ

の保土ヶ谷材料置場;こ01搬し，限，詰，1後軌道によって奥地に~椴した。最前jは市街地は入力による

台車運搬をしたが， 1去には貨物が市貸して汎将を処理できず， ~I 馬力を利用しさらに， やむなく夜

|苅逮捕tをも敢行するにいたった。

この軌道はヱ事施行 kの臨時流設として凶設されたものであったが， ?，~(illi1~: 協の維持管理上必要

とされる部分は， そη まま引き続き~ftまされることになって，経官;背1: につ l き総がれ， その{也のもの

はヨ二事完了後撤去された。

7 
υ 

木工事において!JJyfl止された軌i立の延長は次のとお')であった。

さL rm 

ill: (，人JI郡三ケ木県iU'" J点 111すごい;-0:_1.:口

汁

" 
l成

);， 

I11 

;団
山

石

ILJ 

I日

井

千幸

日l

1寸

:K ζ 

71¥_ 

Itr= 

ta 

|注

fT 

{~~~ 

ノh

" 
f、

" 
/j( 

m 

浄 水 場 工事

JI' ~北 111 7¥ 

:!;s "'"大 日; !-a' 

井 ~III 引 Iip 

JI' ~西 谷 浄

時

'1 i 

l、

" 

介

ョド

m 
I1 

JI 

b話

j対~久深田I保土ヶ谷材中I罰')見

Jf，) ，.._，回 谷 汀 ?1z 1ι 下

延 長

日5911日 (1，743メ{内メレ〉

3，14711 く5 ， 721 メ~ :./レ〉

2，26RI.ノ〈車線) (4 ， 123 メ~ :-1レ〕
マ-1'1ント，..腕

19マイル49チェ γ(31 ，556 メ~ 1./レ〉
タ【ンテープル12. ::lイント日か所

1マイル36チエγ〈単純) (2 ， 333 メ~ 1./レ〕

3マイル11チエン( /1 ) (5，048メー?ノレ〉

1マイル5Cチエン (2，616メート Fレ〉

53，139メートル

新たな構想のもとに新しい拡張工事の浄水JEii土，冬眠li1i;主について選考の結果都筑郡西谷村宇向

合(現市内保ことヶ谷広川向田T)に選ばれた。 -~の総iì'iïD'i33 ， 265.2伴〔約11ヘクタール〉の敷地が決



~~4J:1: mZI百l Þl;~長ヱヰト (605 ) 

凶 U山たo その叫』施山山むúiJ，~凶凶ユ工羽川:1功2占t

I血2i池也 . d泊I ノぷ~\:寸寸jオ列l' . i日1下tりノぷ):こj川l'. 円己Uノ水')()汁HおJ よび{紗ゆ向1沈j光v場i卦;ノ、古iが』悩む:泣三jれしfたこのtで0 あつた。

(1)ろ;的池

四谷(j干ノ')d持ろ池山崎filli能力はJi;[初日山および川11のろ池間]閥的、G，1U的0.373'[方尺

(0.8<15立方メートノレ〕の以水ろ過施設として， ~:á}iliìÎP[V ろ過池を築造したが， そφ計聞は 1il~の

fi:さ212尺 (64.24メートノレH日151尺 (45.76メートル)，IJlij¥'N:jさ8.51心ないし 91，，¥72.58メー lノレな
， '-------.._.ー/

い L2.73メー|ノレ〕郎官1871J干 (2，880平方メー lル〕のもの 8i也を設{i!1J山 liU)を壬必よレコ(1fH支

12尺 (3.64メートル〕のi似をもって 1日2，肌脚立方パパヨM602bJメートノレ〉のノ'J(:fl止を(1 i血

376，560立方尺=10，480立方メートル〕ろ過しようとするものであった。

ろj坦i也のt再造は池/1'(は *11(北九心々 201ミ(6メー iル〕ごとに I出さ 11ミ(30センチメートル)I臨'， 2

尺 (60セYチメー lル〕のr6

干 Jr~条il~ を品'1\ t) ，これにWIJぐり

工法院を行い，その i に !!;j:~" 1 

jミ(30センチメー|ノレ)，悩 21ミ

(60センチメートル〉のコング

リー 1)1げたを施工L，友商に

!!」さ 6分 (18ミリメー lル〕の

アスフアルトを漁り，升けYニコ

ングりー].I1¥Jの池山J土t州ぐり工

法慌のつきかためをなし，各11

げfこごとに厚さ 1尺 (30センチ

メートノレ)，方201ミ(6メートノレ〉

'IJ~! fJ ì 下水JJjろ過池築造工乍 (~~2 ド11 tJl\'JH工'JO

ごとの?也氏コ Y コリートを路工し，その紋ぎ平には伴さ 8分 (24ミワメートノレ〕のアスファノレト在

iJ入した。2i&1 号池のみは，地強力1恐かったのでil~fr:liコンタリ ~I 万一げたの r1\1似を 101ミ (3 メ~ ， 

ノレ〉にせばめ，幅を 11;:(0.3メートノレ)， i民さを 31ミ(0.9メートノレ〕と L，さらに池氏コンタリー

1. :こは怖天井式鉄筋を配した。 iJIIJllH'は l二版2.31ミ(70センチメートノレ)，下山由3.3尺 (1メー lル〉背

ITii1r<:紅白ij荷 8分の 1のt去をつけ，:正さ B尺ないし8.5尺 (2.4メー lノレないし2.6メー lノレ〉とした。

ilP前11継ぎ手としては間的20尺 (6メー¥， /のごとに伎を分割して鍬つぎとし，凸形に1JI1工した厚さ

8分の lインチ (3ミリメートノレ)， 1~1i\24 イ Yチ (61セ:ノチメー l ル〕の鉛版をその境い自隣接両側

コングリー lにはめこみ，副主ぎ手表面にはアスファノレ|を訪めた。また応部と側Ei:ーとのつけ根にも

アスファノレトを塗ギliL，底部には4届1)ミ (30センチメートノレ)，泌さ 5てj-(15センチメートノレ〕の

U滞をつけ肢体下部が凸部をなしてこれにはめ入れるようにし，さらにi也の四日JL投水草f壁および

中央浄水i持等，枢要な部分はfモ3分 (9ミリメー lノレ〕の枠鋼な 1尺 (30センチメートノレ〉依きに

さし入れてl'I¥悶を期した。

2池を分割する陥肢はml)陛と同級， J二削 31ミ(0.9メートノレ)i:"iさ8尺 (2.4メートノレ〕とし，fITiJ



!:1~ 1 ~~1l1 工事の記銘( 606) 

同に 8分の 1の訟をiすした。 ..H主勺は池内には配合 1 2モパ〆f;/レにセメン j.1切れにつき石けん

また背面には火山灰0.25:ii':J; 3 セp ント

1の火山灰モノレタ yレを塗った。

ろ過府の!守ーさは水深 3尺 (0.9メ{トノレ).砂用2.5尺 (0.76メートノレ). 

225グラムI明ばん 450グラムのシルベスターモルタノレを，

じキり用1.25尺(0.38メ

一j.JけといいL\-I~I\I-'j:レ γ カ 2 枚を~1&いたコ原水流入'ì'n土内径 38 インチ (9印ミリメートル〉木恰
いつ

から内径18iンチ(460ミリメー iル7文告をもって各i也を結び， ~f;i)j(官は|人.: i壬12イγチ (300ミリメ

ートル〕 11こし， 浄水管は内径18'(γ子 (460ミリメー f.'レ)に上って浄水本信内径36インチ (910

またろ.i@:五iミリメー卜ノレ) {i~~' に述絡させた。

ろI去のすJそくによるひ

この惣旨で採択された砂は千葉tj;~iIi1tHlj:j苧のものでじ

ろ過1iPのjf択については水質が良好であるので， m粧のものをt毛沢叶た。

ん:まんなかき1又り i-Jd手をj~けることとした。

た
ふ

7設を井各の次は

。
て

だ

し
ん

と

選

傑

ル
」
コ
説

摩

の

井

寺
J

池

k

は

過

ヌ

ち

ろ

山

溢

b

、

21珂

4フィート(1.2メートル). I亨さレ yガ1枚三|内f壬レンガ造り

t告さ乎j右8.5尺 (2.58メートル〉

18インチ (460ミリメートル) 1条内径菊水井!TI

ろ過i".I!用

{f，t; 
" 

フド詰1

12インチ (300ミリメートル)8条" 
1 ;告6インチぐ150~リメ- 1， iレ〕Jr 浄水井用

8 i同汚水 )1'

31団用水自己5 i伺ろ i也I也f日

但し 1池は内径 1尺 (0.3メートル〉4尺(1.2メートノレ〉内筏

ti礼11 枚半，下MI12 枚ない ~3 枚レYガ巻J-Ltさ

16尺ないし28r"-(4.85メートル~8.5メ{トル〉ìA~ さ

12イYチ (30日ミリメートル) 1条

( " ) 8条

日イ γチ (15日ミリメートル) 1条

" 

内空

" 

jE水升用

ろi@池m
v下;KJHlj

ん

u 水一一
J

、
1

" 
清水 j!

内径38インチ (960ミリメートル))草ノ'j(刊からの民〔水を受け，これを同任引をもって各ろi邑池に

分迭するもので，形状寸法は次のとおりであった。

15尺 (4.55メー lノレ〕知日号19尺 (5.76メートノ〆〕

14.5尺 (4.39メートル〉

長径l悟FJ 長

10.66尺 (3.23メートル〕7l<.i架i~とさ

i1'ヂ1ぇ244.28尺 (74.02メ- ， ノレ〉ノ}:'í~

fあi主は基礎訓ぐり石の上にH;さ2尺(60センチメートノレ〕の=ングリートをji包工L河司壁l土I::fm

こfもに21イγチ (53

セYチメートル)角のサプマーヂ|・オリフィス 2刊をJI¥iり付け治水j訟を量水した。

中央(ilトノK井

レンガ 2j!C!'二巻き，下部l司3枚巻きとした。 75i水升は'1'9とに附墜を設け，



!:J14な百，2日l糾ゾiJK工'1¥ ぐ607) 

ろi也i血からの(f，ノkを構内 2 池の配水池および町毛山~i~ノ')(ì也に送水するもので次の形状寸法とし

た。

1'11時 l}~tí: 15)ミ(4.55メー iノレ) ì~~ さ 16.21辻(4.91メートノレ〕

水深 12尺 (3.64メートノレ〕 水位 iirHk240.31尺 (72.82メートノレ〕

間iiEは底部はtiqftiWljぐり石

の上にI-~r: さ 2 尺 (60センチ

メートノレ〕のコングリー l

とr...liilP刊ではレ yガ3枚宅金

きとした。そして上部は入

f可のノレネッサンス式レンガ

22りのよ箆〔平田i積6.69r'l')

を設けた。

，，~~:;、可U:ß~

l珂谷(f.ノト j品浄水 jl:_I二斥

ごみ，その他外物の佼入を

[i}jぎ，ろif!lJ速度前整機を保

設r...，あわせて場内に美仰

を添える目的でレ:，/jfおよび花i品i石造りのルネッサンス式 U'¥1， 8むね〔各1むね平面積 411')

iJ:'建設した。

かくしてろif!lJ池の建設は終ったが，当時いまだTIT氏の需要は新設の 8ろ;f!/]池全部を使用するまで

にはいたらなかったので，工伎の節減を計るな味で 8池のうち 3i也に対しては当分ろ過材の設備

を見合わせることとした。ろi晶?也は明治45年 (1912年)6月 1日活エされ，大正4年 (1915年)3 

月31日に務成したが，工吹は397，731円38銭8座を要した。本設備は現在使用中である。

(2) 配 7)，i血

配水池は(f.7)cJ;JG桃内東部に位して，百t4号ろi邑j也lこ隣接して築造された。最初地質とわき水の模

様について調査のため 2か所をボ{リ γグによる試験をした結楽，地質は掘削にしたがって1;i土

伎を tt~ L.地総はますます良好であることがわかり，地下水も配水池畑削最i架部以下であることが

まっ泊、っ7こ。

掘削は平均深さ21尺 (6.36メートノレ)，底間続2，440余坪(8，066平方メートノレ〕でその土霊は8，430

立Tl'(50，669:iI:方メートノレ〕余りに透した。

配水i也の構造・寸法は2油相隣接し，その中聞に幅10尺 (3.03メートノレ〕長さ240尺 (72.72メー

トノレ〉の通路を設けて境とし，各池内法長さ240尺 (72.72メー}ノレ)，悩 156尺 (47.27メートノレ)，

のく形とし，水深は有効水深18尺 (5.45メーわけで. 1世の雨方両端における最小総水深は5寸

(15センチメートノレ〕の余絡を持つ18.5尺 (5.61メー lノレ〉とr...，これから隔壁に向って池底に200

分の lの詰自己を付け，隔壁下の最大総水深は， 19.25尺 (5.83メ{トノレ〉とした。 またj也底には桐~
肢に近く 200 分の l の勾西日を持つ下水liヰを設け池内消1;~lの{毘に供した。
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池内には附りと位一戸1の方向に心々 121て(3.6，jメー lノレ)ごとに1日間のJ与がts.tな並列し 1山を201主

自由に小分l..， その-liiを交互に相;mじて流入口からたえず流出口へ阿って流動Lて停滞するととの

ないIlli造とした。

また池内には縦横12尺 (3.64メートノレ〉ごとに支柱を設け， これによって本げた式天川を支持さ

せた。天主は '1' 央から1l1~じ両端l に布L 、50分の 1 の勾配をf'Iげアスフアルトを訟~'Iねしたうえ， 1~}: さ

2.5尺 (76セγチメートル〉 の

凝りこl二を施工し，外うKU品皮によ

る日夕~g~を \\}j'" だ。 まfこ天)iーには

48仰iの換気孔と 3]I¥llのIt光窓<i:

訟伯:_.， 85似(}y;li:1.:-rを備えた。

iA[!(:'1ノ、恰は， ì，~[入符は代任381

Yチ (960ミリメー|ノレ)， b1t1U 

Yi:(立内1壬42インチ(1，050ミリメ

ーいワ

ート 1:'-) 'ì':'.? ，治水)~; . {1jノ'J(~t; ・

;ili給 ~ì;，;;はともに内投24 インチ

(610ミリメートノレ)'i'，;とし 1，'

ずれも ~JJ'鉄守を使Ti'j した。

"可谷(f;l~凡;円己 'Kìむ築;1T.'!f C~X~ 2 l'uH広';n:r'll)

+司法はすべて鉄紋コングリートi止りとして次の方弘、によった。

底部 羽!くり基礎の上に柱の土f?となるべき部は 6尺(1.82メ{トル〉向，またこ礼らをつなぐ

縦横連絡げたの厚さは1.5

円t ノ，j.; y也 割、
んん

け均 制1 、1

Jミ(45センチメ{河ル〉そ

のf也のi'ill分Ij:Nさ8.3τ)'(25

センチメー|ん〕の時、コン

グリートを施工したコ

jll"笹 if:iさは底珂よ 20.25尺

(6.14メ一、ル〉なし・1..24

メ37尺 (7.38メートノレ)，).弘

セさはl:rm6.7寸(20センチ

12ートル〉下部1.33尺 (40

ンチメー 1.，ι〉とし，耳目:こ

Jて(3.64メートノレ〕ごとに

!日f古 2尺 (60センチメー lル)_l帽1.17尺 (35センチメー iノレ〕下幅7.3尺 (2.21メートル〉の

以墜を設けた。

!刊事I ，/，)~jム 刊さ21.5尺く6.51メート Jシ)，厚さよnFi6.7τ)-(2日センヂメーしIレ)，下部8.3寸 (25セY手

メートル〉とした。
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柱 }草流壁の方向に12;1長， ;m路の方向に 19列の大井;支持柱をz没けた。その寸法は1.6尺 (48.5セ

ンチメートノレ〉角で);_:)さは24.4尺 (7.39メー|ル〕ないし20.8尺 (6.3メートノレ〕とした。

ほかに隔壁 ].:{1Iiに，'，日さ5.37尺(1.63メートノレ〉の支柱を401主立て/こ。

Y主流E主 隠さ 8τl'(24センチメートル〕 副さ i'::i7}Q古以J:1 )ミ (30センチメートノレ〉

liIIl'¥t l;iiJ ~æの水面ならびにl氏

iuiは配合 1: 1の石けん木

をもってjおっfこそノレタノレを

8分 (24ミリメートノレ〕の

!平さに」討さりし，外壁は火

山氏モルタノレを刷工した。

西日ノk池の1寸;:Wbむ設としてiにの

自己水井をI，Hriさせた。

配水子i 川}停 {壬 18尺(5.45

メ l ノレ )ìA~ さ 23.3尺(7

06メートノレ〕

l氏nli I字さ1.25尺 (38セン

自己水池)( :J 1: !!ll.~ 枠

チメートノレ) 問壁 以さ 1.25)ミ(38センチメートル〕鉄筋コンクリ l iiiり。

よ!孟 八角形 ノレネッサンス式一|ニ民

四日水池は穴jE2 1，1'. (1913'1'-) 4 月 1 日工~!\: ~こ ;ifl 子l..， r百I4 '1'.(19151，ド)3月31日溶成したもので，

工j'lは349 ， 5701工113~~6犀を~:した。

本池はその後IlfHII14'1'-(1939斗〕に流出口にピッ lを築泣い流出管をI架く敷設干与えした改良二c

新設[i!i谷浄水場、1'-1M I三I(出 2IμI !Ji;阪に :10



(610 ) 第1.1品工 ιl'の記 >.t

ネfを施工し，有効貯水量は 1挙に5割近くを増大して， 33，380立方メートルとなって今日にいたっ

ており，なおそのままの姿で使用中である。

{坊 西谷浄水場各施設建設仮設工事

@ コンクリー 1用水

両燥な西谷口十水場においてろ過池や配水iL!築造のため裂した平均 l分山約2立方尺の工事川

水の供給はまず骨の折れた第一の仕事であった。
かたびら

その供給方法として第ーにとら九た方法ltlliffi予川からのポVプ揚ノ<kであれ第二は配水泊築造の
せん

|涼に試J凪した，穿井 1(回の利用で，第三は浄水場北方の谷に小えん堤をtRき，わずかなわき水とm

ノkを貯留し常勤小ポンプで扮水してお日ったものであったc

かたぴら かたぴら

111佐子μ1I持水はl)1lt子111}拡に内径 3Iミく0.9メー lノレ)i盟さ20尺(6.2メ-1，;レ〕の汲水井を捌削して手

持ちの中ォーシントン式蒸気ポンプ 2 台と箆型蒸気t~かん 1 台をすえ付 It，運搬送路の配水新線路

に沿って総延長1，597メートル(ガス管 3イYチ管888メートノレ， 2イYチ管 62メー「ノレ， 1.5イン

チ管333メー iノレ， 1イγチ営314メートノレ〕の配管工事をなし， i'(17X坊の東南部に設けた肖さ 9

1辻(2.7メー 1ノレ)，方2.5間 (20.66平方メートル〕の台上に幅・長さおのおの 9尺(2.7メートノレ)，

泌さ 6尺(1.8メート yレ〉の水そうをiまって給水した。

⑮ 材料運i信設備

{似左240余jミ (70余メートノレ〉の西谷i~1ノMiにおいて使用した工事材料は次のようにばく大な主

に達するものでめったので，この運搬は当時としては非常に大きな問題でめった。

鉄管沼i 2，198木 レンガ 1，423，511枚 (3，559トγ〉

石川 12，400リJ 木村 5，凹O尺〆

~k 材 1，460トン セメント 43，臼5たる (7，2471ン〉

じゃ日 5，476立坪 (54，76日トシ〕 砂 5，251立β(52，01日トン〉

'，¥")ぐり石 1 ， 055立~; (10，550トγ〉

まじの他鉛唱の剖品

これらの膨大な材料を 3か年に運搬を完了することはなかなかの困難な事がらであったのであ

ゾ

由。

、出 ら

そこでまず雌子川の水運によって保土ヶ谷1Bfの岩間まで運搬された機材を，陸連の設備として同l

I昨日ら坂本の四谷ji(l;j，場下にいたる2 ， 354陥 (4 ， 280メー 1 ル〕にq9l帳 2 フィ一、(日1センチメ~ i 

ノレ〕の18ポy::q;九条をJllt月単線で，後にこれを複線に改め敷設した。また坂本から((I*J昂構内にい

たる417関(758メートノレ)の問は道路険しく摘もJ長かったので，幅を 3悶(5.45メートル〕に拡張 L，

品目己を緩和して述|般道路を築造し， 18ポンドの複削~L条を敷設した。これを利用しH} 1頭により半

トンの貨物を l司3間運搬した。

また鉄管等の重量物は*;1)を使用した。 レかしこのJlli搬送路だけでは卜分でなく到底計図lされた

数民の愉送力にはほど遠かったの"'c さらに2fJ1t京JRの到目立をj-n-@実lJh'.._.たのでめった。これはイ

ンタライン施設の案もあったし，さらに牛馬を増して引きjj:lげることも三与えられたが，経伎の点で
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もまた後の配水線路工事の政工上についての院主等を考慮しても，架空京illがj訟も有利と三替えられ

たからであった。

この索道は玉村式を採用~，構造の大裂は次のとおりであっに。

1司谷浄水島，jWl 量器室と m 間~~~ ;立

~:.O)台地が浄オ )J)j C太j[4;1') 

この主将i基によってiiliJ服した材料は次のとおりであった。

制ぐり;P 965立坪 じ干り 5，320立耳

砂 2，736立坪 セ t ント '13，4701:こ。

1 }F結!式総路の延長3，925尺

くし189メー、/レ〉

1 Ijl!Î!f;~!の 1'-'; 底7.%_ 206);;:'(62.4メ

トルj

1 1分l時の迎瓶辿'lf

360)ミ(109戸ートル)

1 支Li 鉄十E 142主 本 柱 2基

1 JAl 苦~ 6 'iJ-(l) 1トン右t

1 1';1'要出IJ_}，I 25防)，'

l イ rIUlii，44{jc (1911'1') 13 
JJ ~ 11 

1 /O f丘 町村白451l(1912if) 3 

i'J31U 

1 l 1~ 16，601円25技

その後大正2i~三 (1913年〉又ろ迎用じぞり .lY宮司 220立坪が搬入され3 詩'~i基のみでは巡搬能力不足

のため，さらに臨U~ に既設軌道を利用して，抵の上と中政に15馬引の巻妨げすインチを設備し，

1，600尺(485/- Iノレ〕の絢栄を取り付けて 2)変にインタライン設備をL-，保土ヶ谷材料邑場から，

馬力でひいた搬車をインタラインにて上に引き揚げ，さらに構内を馬力によってi些般したe このilli

取は大正2'11 (1913年)8 H 1日に始まり'lli3年51'J5日まで要した。

(4) 西谷t0t水場におけるコンクリート工事とろJ1&i::沙のi)¥;j'i'

④ コ'/dケ日ート工事

ろifi!r池築造に裂したコ γクリ

ートの総坪数は2，491立内， (14， 

972立方メートル〕で，この!:~工

にあたoiJfノk場内にコ0/グ~' ~ 

トi'J't和機(17切糾〉をすえ付け，

その五方に砂主T，*方に乙や

ります(約 1か月半分を収容し

うるもの)を設澄L-，架空索道

により搬入しとi;j町およびしやり

をそのますにより検収し，中央 IJ 本にきたk初刀コンクリート ì~日 11岐( IJ~i谷(ífJj(J;)，:二すえ付けたもの)
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にì泣いた 2 条の軌条によってこれを混和|投まで;~j殺した。またセメントは 250 たるをいれるírWを

i比和機J二区のfr後に建築し，ここでコングリー i材料の則合をし同和機に投入した。民和|告は氾力

によってJ笠松し続方を終ったものは横転式巡航;!日によって現場に述ばれた。 11，1のコンクリート山

工主は約10円で 1Jfに対するl立力は約80キロワット時空1Q:l， 1キロワットi山の料金は 7伎であっ

た。当時この方法によってコンタワー 1，1 ぷ坪に対する白川は73PJ51~J2 51盟(1 立方メー l ノレ 21 り 12

ド J23~えの'川合〉となった。

@ ろ過砂のi凡i'f>

ろi且1少はほ地のl也勢Jーからも， J!EjJ批'1'についても，また|般入後においても，多少汚染されること

は免れえなかったのでijtゅの必裂を三認めたが， 11;1付がI~:;j燥のI也だけに水wuの{垣がJlL\ く，大放のろJ邑

砂全部をI光iT>することがむき t工かった。そこでやむなくふるい分けしてそのまま池rJ'に入れ，水礼11

からのjfi水をまって Uì~水によって排水{ï''';; を利JIJ lj主流してiJ¥X!fす一ること 5jlMlH1. ~)J.;t~80%を示すに

いたってもHfIを開始した。

ろノIJ(IIIの1111!'iHfiは当初Jl立方センチメー iノレに70内外であったが:1"，1]後にはわずかに20内外に減

少しfこ。

4配水工事

(1) 耐水線路，ずいj江bよびノ，](';'，'t品工'1'，

山ノ']('ì"~i; (，土 i として i丘凶にリ~)[;没されたが，一郎総協のささ Jii やずいj斗こしJドおよびノ，J(fì主総による ;'IIJ 川j:r't'ì

附[可の;ii1ユ'J¥::{(ともなうものがあった。

E日谷/i1ノk場から新たに政設さ

れた大口任の刈水i(;;のため， 113 

線路とのJbd、Iけ線路が築造され

るとともに， iU己の線路);;よび

*1奇払itm1~~二 1: ヶ谷川1のI見送の怖を

.jll¥iJ長するT)-l¥:カ1施工された。

ま/こ低1'<11己ノrj({i¥のうち元日Iか

ら本牧への!斗筏20インチ(510ミ

リメー lノレ〉作は筑輪以によっ

てはl子山台を通過するのである

f~~土ヶ谷間JI車内における内径36インチ配水位政iit工 jì:

C~0 2 [i_!l1lli'J1U:.:'JO 
が. .i，q:;J(勾問のI)ll係tJunnを政

ぷしては削水に支怖をきたすの

C， Sd/i守秘をうIin、げるためIIIT'に延長941:¥1(171メートル)のずいj止をうがってが、将を放1没した。

乙のずいi立は!吋法it6 r~ (1，82メー Iル) '1'火 I~':jさ6，5J，-(1，97メー!ノレ〉の応てい形でレンガ主、

きとした。また鉄ìu線路たらひに;úJ川のj故防側J')jには独立のノIj({ì~，i析を烈した。これは;'IiI!itがおおむ

ね11()¥切で，1)~M~に述i しなかったのみならず， J;Jやし、かだのl'IiLijもひんばんであったためで， "Jlニtl

jごの人J且柿に{5231 してはihTIVJによる談合i郊の不'};..:があったからである。このノ~({i己F橋は次のとおり鉄
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!ì:i;íe}~，'肘品 1 illf)II+&仰ijlil付17 rli外l 計19怖が:官官〆
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(2) 配水官敷設工事

rli内の配水管;主計I域の払張による給水IKk!iの拡大もあって，在来の配水管では給水不十分でめっ

たので，根本的に新たな梼訟をもって計画された。すなわち市内を18メートルのi司前線によって両

低 2地区に分ち，さらに低地区を甲乙2地区とし，西谷からの配水地区i'J:訂区配水系統および低E

のうち叩部地区系統とL.，低区乙部地症を羽毛山町JJ池田E水系統の受けNiちとした。事rr五iZg:谷に3ノk

:lJbからは 4条の配ノ1({if::がI:Hされ，うち 2条が配水不管であり也の 2条が止:毛山山水場への引n*合J仏

と内径 8 インチ (2-00 ミリメート aレ〕の南区~1水T-H!i雪であった。配水Ji~i; l'立メ↑三官からしだいにií'主的n~:

お ιEび支管と順~I(同部的に週水を計って行ったが，その系統はまず苅区配水管は西谷配水井からw

る内在24インチ(6lOミ Uメートル〕管を本管と L，途中紳奈J11方面丙台へ内径12インチ (300ミUメ

ー|ノレ)ü;，山手方面荷台に内径 8 インチ (200 ミリメートル〉の配水枝1{~を分岐し，五:{ì'fは最後に

は内経15.5インチ(395ミりメー].;1..-)管となってIH出主i馬場にいたるもので，会民告は己らに 6イ

ンチ(150ミ日メートル〉お主び 4インチ(1自日ミリメート/レ〉の小笠を分岐 L111台-lHに給水した。

ill;区巾 ml~也玄叩7!:木管は西谷配水ヲ|ーから !Iι る内保36 インチ (910 ミ U メ一、ノL.- ) lí~;; を万Ji~{ と μて i:_Q

rm:lーにおいて0.;1圭30インチ(i60ミ]メ-f /，)，ヲー咲i吾に"いて吠径三6j c-チ(660ミリメート i__)_， 



(615 ) !1~2 匝111仏5ftコー h 主~41主

J品'I~:' 鉄f官t話'e 
u í}~ 目ば

;'j} ) 11または
ilri 
A 

明性"石村およびνγガt3'[d;"1:品1J1，!I，
iHfi.辺住3~~ V:ノガ読む2J占

'i~，子、コンク~ -H1il"叶1弘~ 1) 

f壬

20ノ yチ (510 ミりメ-}/(~)

36 11 (910 11 ) 

24 q (610 n ) 

白日 /.f (760 11 )! 

[1'] ，1'.<' 

i'::j抵;jiT1t:丞配本木信

低区神奈川l昨112

名

!tui};.且説および
J.'r h~ J%，!i 

ft(iヰ)l!，

g{j お4

" 
" 

" 
人i且十ri}IJ仙台!古川和l川

i孟配水本t:'i的11 JJ，i¥ 

" " 1
 

1

1

1

 

1

1

J

 

}由主1

μ (000 μ 26 " 
h'; 
r火

" (560 " 
')') 

-“ 

ノ，

~，百台レンガ h'iみおよび1Ih_l 

" 
" 

" 
" 

" 

ノJ(4刷)/〆18 区配点本t:;')11 1，1 ト
u 

" (加。。ヲ
"'-"" !正日本本IL¥;

" " " 
" 

" 
" 
" 

u 

" 
" 

{51u " Kitド方、 )II~{~ 20 11. Il' 

; 11 7，且l

rri 

/ も工

山下了コンク 1 ート泣ヨミ川l司 i~J~ ~. " (460 ." 18 lぇ配本計r;'1 大

" 

" 

'1 

" 
}高台レン;l/M.7;.， l，引帥. ~H;ktt 

-J;f1{;i-はずー来7;'3正晴色[]石lii"il'Jl]，11古1[1，:コ
ングユ{卜1i判手立み

η " ドJ

" (61~ " ~" " 

低

寸一

'" ノF(760 " 30 l又:閉じYK本fム" 
ノ，

J〆

" 

低1
 

4
 f

 
L
 

プ一刻川
棚

(460 

(3臼5

(6GO 

" 
15.5 N 

26 " 

18 [凪 1!.~ z.. Y;'I;配水 -iJt\，

ゃ

ft
 

J
n
q
 

し

RE
 

白川
川

町
H
I一x

一
低

" 

11 日i
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馬車廷におuて拘径24インチ (610ミリメート Jシ)去薩J世間において内経22インチ (560ミV_..-.< - I 

ル)，元11汀におν、て内経20インチ (510ミリメートル)，よDi町において円径131ンチ (460ミリメー

トノレ)，!J、7告において内径15.51Yチく39cミリメ トノレ〉と il1nKその官径を~t，トして本牧に uたる

そ刀河，法制町追分貯におし、て河!lflnr方面白~*の"こめ F中正101γチ (250 ミリ ;-r.")もので，

やl'奈川および斎藤分間方面配水のため内径20インチ (510ミリメートノレ〉管を分岐L.> t;::i，l訪問および

ヰzjf方面配水のため平沼において内徒10イγチ (250ミリメー 1.)レ)および 8インチ (200ミリメ{

，. ，レ)告を分岐し，百戸r~!;万回目U水のため戸部 6 一日において内径15.5インチ (39E ミリメーいけ

さらに馬~{î; .横浜 rッ夕方面白水のため花民向においてtJi壬10ノンチ (250ミりメー ルJ1m;. 

車涯において税関構内船舶給水のため内径12'1Yチ (300ミリメートノレ〉管を，関門西部方面配水の

またJ)';J(j茸n切ヲ7回給水のためため♀条のl内径101Yチ (250ミリメート.1:..)告をfれぞれ分岐しp

陸rf;JI!Tにおいてそれぞ叫2条の内筏10インチ〈25日ミむメー i-/レ〕官を，元lJ1r方面給水のため阿Inr

において内径l白インチ (250ミUメー「ル〕営を，上l!J町方面給7)くのため伺所において約径 10イン

子 C25~1 ~リメー，. :し)'j':; 竹1Ei'可方 llf~{Î.if':のに出作-1'仁1いて「入lI王101 /チ(250ミリメート (...Y'S;

を，本牧原において本牧方面給水のため 2条の101ンチ(250ミリメ{トル〕官をそれぞれ分岐した。



立c1 Xil~ 工 '1': の記録(616 ) 

低15.地区乙部に対しては在来の野毛山浄水場からの配水管を地強したもので，すなわち従米の内

任18インチ (460ミリメー|ノレ〉本管な横浜桁まで延長し，途中長者町において市吉田方面配水の

また*J)音田Iにおいて Wi太田方面白日水のための内径 12ため内iL12インチ (300ミリメートノレ〉告を，

i 0/チ (300ミリメートル〉管を分岐し 1有吉聞からは内筏15.5インチ(395ミリメ{トノレ〕符となり，

途中久良妙、椅および恨nq誌において'1
'付I!I[および1H;平方問問点のためそれぞれ:内1王81 0/チ (200

ミリメー lル〕伐を分岐し，以下析からは 4f 0/チ(100ミリメー 1ノレ) Ir'~ を述く H~j，;~ì [iij止をへて

また般1日続蓬Jt2tf:j!Hlに内f壬121ンチ (300ミンド!日Lにいたって'1'区配水行の末端と相互に見B絡させた。

町毛111から発する 2条のl[ι没耐久k本日ーである|吋if18インチ(460ミリメーリメートル〕行を 'JY(~o.: L， 

トル〕行の相互)ili絡をなすとともに，途中氏政怖においてl十i北にさらに内任101γチ(260ミリメー

作刊の Jft有利saiをなし既設8インチ (200ミリメー lル〕山本代と述t討させ，

円己ノrjzのドJi甘を言|った。

lノレ〕伎を分岐し，

円己水:ì~~;工 .jl:の }jfu工に際しては， )凶器は一般に il\k~.幻で不良のlI!iPlr も多く，わき水のはなはだしい川

あるし、は|什fi12インチ(300ミリメー

';jた 1[~百〈や 1 11: 1\_\

いろいろと 1~f9!j もあったが，制Lオド;ゃ打Lれらをなし，

lル〉行以 1の1!l.I'i'i'や紛然]以Hけjl'U二日目方はコングリー iをもって保れ止めをし，

~~il~â Ht(同 im~ には例行をJIjい， ~:~~特には 111市r'it~ を設i世した。

もあって，

配ノk守ヨ:_:)-jnこjfz手したのは大正2:1ド(1913{J'.) 3)~ 21日であったが，生;13 JI'. 8 )'J には !~.;J 区配水位

内iモ24インチ (610ミリメー lノレ〕本むのJIDノkをhったのを干始めに，大lE4 jド(1915il'.)3)]31日ま

でにすべての工事を了した。

インチ インチ インチ

15.5 ~ 6 ~ 4 

その系統ならびにi泣設延長与ix去のとおりあった。
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( 618) 第l制:に }Iiの記録

第2回拡張工事配水管口径)3IJ延長
~r~ 211111Jl\~1、 r_-'I(山辺水記念欣水 C8 1lH，号 1:)

ドJ 犯 1と メート "1典~Î
イジデ 7イ日，. メー 1・"
36 14，303.9 4，:J59.7 

:10 5，728.2 1，746.0 

2() 5， 16~. (i 1，5n.R 

24 lR，3附 1 5，579.5 

22 2，731.8 お32.o

2す 10，876.5 3.315.0 

1R 15，211.5 4，63G.4 

15.5 28，8119.9 お，R05.4

12 12，175.8 3，711.1 

10 15，534.0 4，734.6 

8 28，294.8 8，624.0 

32，801.4 9，997.6 

4 204，381.9 62，294.5 

自主3節 第 2問拡張工事の特殊性

1 鋳鉄管について

拡張工事施行上材料伐の主要部分を占める鉄管については，当時においても最も深い関心が払わ

れた。すなわちこれの賊入価格のいかんにより工事貨を大きく左右し，ひいては拡張工事の成果に

大きなm~~ð~をおよぼすだけに，この第 2 回拡張工事?とおける所要鉄管の購入も慎重細心に行われた。

この当時においては創設水道時代から20余年を経過し，図内においてもすでに大口径鋳鉄管の鋳

造が可能となっていたので，国産Ifhが日出入されることになった。鋳鉄管は3回に穴別して購入され，

その第1回は向ケ原ポンプ)j))ff]の鉄管で，これは既設水道の弱点として，道志川および相枝川沿い

のと流側it;(水線路が暴風雨のつど事故を生じ断水の災摘を引き起したので，そのような万一の場合

を考慮して， ti') 2凹拡張工事の完成までのl回定予備随設として計画されたものであった。この管は

拡張工事の苦手水管が完成したi見は不帰となるので，配水管に転用する予定で，最初から配水工事Y't

支弁とし，ちょうどそのおり明治44年 (1911年) 2月1日経常昔日鉄管の附}賀入札を終えたばかりで

あったので，同月 10日前記契約者である釜石鉄工所に次の数友金額をもって追加契約された。

ti' 手下 数 jリ: {団 契約金額

n民h n 別協i mh| 23，38日悶。373

W~ 1世 1i 37.76 1 110.C口日 4，153.6日O

言十 411.32 1 - 27，538.973 

しかし納品の紡県は不合格IR1多く， cJJ与または減日lilAimしたが，納入は遅延して 7月におよんだ
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始末であった。そして採用管の粕算は次のとおりとなった。
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!:B 2 閃の防入は沈でん池，導水木管および(ff7j(lP.;用のものでその数却は国令 18 ， 167.36 ト ~:W.現

行745.75J. Yという大量のものであった。明治44年(1911年) 3 月 10日釜石鉄工所(東京〕・J1Uj~

堅鉄製作所(東京〕・久野鉄工所(東京〉・永瀬室長工所。JI口〕・大阪鉄工所(大阪〕・久保田鉄工

所(大阪〕・紀野鉄工所(大阪〕を指名し入札したが，再入札3聞におよんでj討しせず，ょうやく

同月17日にいたって終始最低入札者であった久保田鉄工所と直管な iン64円，具型!管を同じく 121

円74J>~ 1限8毛をもって契約を締結する運びとなった。第3悶の時入は導水木管，四谷(ff7)く場およ

び市内配水管111でH王子¥'12，800トY，典型信 750トYであった。しかるに明治45年 (1912年〉にはい

って物価の勝目が詳しく，銑鉄の市価が日々に市n浩L，現に当時横須賀水道用に州入されたものは

阪管 1ト:/;，こっき内保10i Yチ以下77r'1，10 iンチ以上721'1，典型管 1トンにつき 121円余で，新

たに入札を施行するときはこのiili苛lfT水道眺入額に泣いJii.im;の入干しが了~}X、されたので . 13i'S2回の間

入分がなお引き月泣き納入11'であったのをきいわいに， これと同一価格で追加購入することを得策と

して，折衝に努めた結果，明治45年 (1912I，f.)4月4日久保111鉄工所と前回購入分の追加として供

給契約の締結をみるにいたった。

かくして第2間拡張工事用。i鉄伎の肺入は次のとおりの数韮にi主した。これらの鉄管は納入され

ると木市の鉄管購入仕様書によって試験されたが，その成綴はおおむね良好であった。また使用 l二

さしっかえなくとも規格上不合格となったものが随時できたので，鉄管減価探用内mを制定して供

給人の申し出に応じ減価採用した。

M.' 

13 F品 入 相

'11 I平日 f円金 額

31，551;351@631w|1刈 2，印An
1，412.492 120.532 170，250.065 

!幻 467.727 I -I 2 部 1邸

2 鋼鉄管について

当初本拡張工事に使用する鉄管は全fil)&lJ鉄也'を使用する予定であったが，再調5まの結果青山~大

向聞は土地が遠陥辺ぴで，地鋭的にも重量物の運搬に不便であったのみならず，あるいはずい道内

や相模川の沿岸を通過し，けわしい地域も含んで工事の施工に非常に困難なものがあったし，将来

の維持管理上のことも考慮すると，万一の場合はその修理も図縦であり付近の被害も大きなことを

おもんばかり，比較的軽量で破裂事故の少ない鍛桜鋼鉄管を際用することが得策であると Lて，そ

の変更方について内務大肢に次のように申請した。



(620 ) 百El品iエヲ存の記録

存イr.4 月 15 日 [.11'村主計<12ìlll[P~H 217 日ヲ1).テ仰認可 .1111宜供 ~'í ilf水道拡仮T.-'jfJllj，J~( 7.k:+:官ノ全部i:)i鉄 'í:'; '1I!Hfl

スルコトニ的成問候処該木!ff級協中木県津久升郡市川村青山ヨリ I司lP、布団之君1:大沢村大島ニ主ル区!HJハ土地1同僻

ニテm封物ノ日E搬司、[出ナルノミテラス長や隠ili内又ハ~IH草川 lrHjt~ ヲ通過スル為メー朝鉄管破裂45、ェ i盟i邑シタル

IL17守ニハJlノ修:E1H拡タ悶世tエシテ且ツ:1こ地ノ被<-，!H砂ナカラスト思巧セラレ候ニ付比較的終世ユシテ且ツ破裂町j

ノl司少キ鍛f韮鋼鉄竹ヲ使用スルコトユ変更致皮候条詰認可Hl成度関係図書中日派此[立中訪候也

この申請書においては鋼鉄管の肉厚を内径42イY チ(1，050ミリメー!ノレ〕管は 8分の 3インチお

よび16分の 51/'チ (9.3ミリメートノレおよび6ミリメートノレ〉の 2種で，内径36イYチ (910ミリ

メートノレ〕代は 8分の 3インチ (9.3ミリメートノレ)，内径32イ Yチ (810ミリメートノレ〉管は 16分

の 5インチ (6ミリメートル〕とした。これに対し明治45{1三(1912年) 1月25日神奈)11)¥¥内務部長

から次のような!!官会にf廷した。

'九年11月11:1水間工m328号ノ 2ヲ以テ導水木笠間fJi鉄管ノーJ'fIiヲ鋼鉄管ニ変更ノf'Iハ左記ノ iffiリ設立|ヨリ

F1キモノヲ山!TIセゾムルノ i巴32有之t主総被認候条JI'羽ル、キ??内務省ヨリ中ilA伎刊iI何分ノ illJ'd中有之!立，

_- N~ 山ヨり甘~2 -~} (J!&11J)隠JWHnニヲジレ42インチ)":i'8分ノ 3インチJ).J

-)此11[1奇々 l

ー，城[I[同liijI"5.(

一， ;~~ 2日15

32インチ{i1i; 日分ノ 3インヂ

42{ンチ岱 2分0)1インチ

36{ンチ行 自分の 5インヲ

一，訂，2号1品川辺iiij伶 36インチ{['i; 2分の 1インチ

これに対し木市は同年 4月15日次のように答申した。

芥年111111117}:臨工なH'328号ノ 1ヲ以テt辺司中jrl致候木Tlf水道111;，1，:1:τI(.::::伴フ持ノト京廿rnIHMJノ一部ヲ剣

@')，:):~ニ変更ノ i正ニ WI シ {í':;;休ノ lマサヲ 1M)川スル行内示注ノ出敬，I'<JI<澗候処左ノi1!1リ仰~-n~不ノ!宇サニ ìJí'キモノヲ {It

f目、ノ目、ノf遠山内エ敗litスヘキ部分ニ対シテハ「アスフアルトi虫Jニテ防鏡、ンタルモノヲ用ヒ，土巾ェ11)l設スヘι

キ日目分ハH川ニ「アスフアルト山 j，外D'flハ「アスフアルトジユ ト!こテドjj銃 γ タルモノヲ使用スル係数!立

以ζ〈ノそ。

追ツテノト同ハ15ニ r~l同「ヂュセルドノL フ JTIèIマンネスマンレーレ:/，ウェ ルケ」会干!ノ製品工ツキ，:ITtJiL

1叫陥，品η，j\~fN'n-;収 ~J)，Jへタルモノニ(]之jに記ノ州1~f F'7サト為ストキハ:)1;ノ耐久力，及強l立勾ニ於テ充分安全:

ナリト?」Eメ士と。

111， 延 長

一， fj1左点王tj'}3り隠iull'，n 及~;j'~ 4う;隠iE内 17，406尺 (5，274.5メ{トル〉

ー，)J，I( 111 H1i i日 後

，城山崎 上

一， ~n2~'m 附 ;Lî:

ー， !1'~ 2号J，TIijiH;[ i刊誌

2，430グ( 736.3 

918" ( 278，2 

2，000グ( 606.1 

6，280" (1，9郎，0

" 〉
fノ 〉

" 〕

" 〕

1:f ~望 tn; f7 

42インチ 9 ミリメートル

42 I! 12.0 " 
32 11 9.5 " 
36ρ 12.5 " 
36 /，ノ 10.5 " 

この答申に対して明治45年 (1912年) 5月2213内務省土第ム729号をもって鋼鉄管はマ Y不スマ

y会社の製'rf~1 ~己劣らないものな使用することという注意のもとに答申どおり認可となり，翌大正 2

年 (1913年) 2月1日株式会社大企組とマYネスマγ;同信.;'1，620本を484，470円の価格をもって供給

契約を締結した。
ー¥

鋼鉄符はその長尺椛危なることも利用l..，その後市内配水管の水うt，;橋架設鉄1~'fにも使用されるこ

ととなって追加購入した。また納入後一部のi洲町係府もあって実際の附入は<Xのとおりであった。



~r; :1 Ji止 u~2 ITIH広政工事 (621 ) 

il"l 鉄 !i':~:; 1 ，620-，卜 '-182，5581I"J49H

が 1-1(;'1 18，6日11'140it

互属具について

\!U水許・:1;117K!iî'・平底弁・釧主'(jp ・安全弁・ íi['給付・i!j!J水弁目前=Hf-ì ・ :1司水力、支目TI~;干の民兵につい

ては主として大型lのものは外悶製を三井物産および~':îmn司会を3m じて机入~，ノ卜j明のものは永l刺鉄

工所およびj会.J's工場より;}¥のとおり腕入Lた々

内 地製品

永瀬鉄工附 1，2Z1f同契約il::{t: 29，532[1] 

(うも187{1!1lo¥引採用 1911J 4政吠初〉

ぼ足工場 7921!，'1 " 26，6GOrJ 

外霞製品

三~i:J~}J~ì':"t式会干! 811月 " 71 ， 085rl~ 

(ぅ ι61 fJì;jiI~bIJH~;IT 742F197H:iJt1百〉

::1 川 il司 会 51刷 " 38，449P] 

(うち14削詰~H聞はJf 129円80主til;え割o

4 鉄管試験

狐張工事にとって鉄管ぜlは最も主要な資本jであり，苅佃!な符料でもあって，その良否が拡張工事

の成果に車接):'6珪iする問lf品から，その試験・検査については最も重要視され，慎重かつ厳重に行わ

れたものであった。すなわら鉄管試験所という巧門の事務所が設けられ，水道常設委員または水道

臨時委員のひとりが分mして事務所に常時間到lL， t投入や試駁にも立会い;H廷のないよう政刊に任

じていたほどであった。

(1) 鉄 {j'";;;試験問

打拡1[\張工事に使F斤朋f目lする鉄{t~;

は，受入れ・管理・発送の悶匁

から水陸交通のi足利な広くかっ

干坦な地域を求めて，京拘|ι奈川

HL i;I のtJUU血を選んだ。 r~r;ifì44

年 (19lQ!f) 5月12日綴浜会ドl'

株式会社から最初5，0ω坪を舟

入れ，つLで1>500坪を，さらに

1，5911下とIllm!z!広町;した方

構内にはがf隙に12ポン 1:机条

を敷設し，その延長は 2マイル

(3.2キロメートノレ)に及び 3ター

ンテープルおよびポイン i宰γ32
計 2It~ 拡 ~J~ I.τIr却、守検衣場



C 622) ~， 1 刷工会h の記録

簡を施設した。

(2) 鉄管試験設備
うず

水圧試験FIJ水をうるために内径 1メートノレ， j';fçさ 3.64メー l ノレの )1 戸 1 か月?を抑削し ìl:~巻ポ γ プ

:こよってj易水イ車用した。

試験機は421 ンチ~23インチ (1 ， 050 ミリメー l ノレ ~585 ミリメートノレ〕鉄管府 1 台， 22イγチ~

10 イ γチ (560 ミリメートノレ~250 ミリメー l ノレ〉鉄管用 3 台 8 イ Yチ ~3 インチ (200ミリメ

-1 ル ~75 ミリメ トノレ〉鉄活用 l台を備え，ほかに典型管用としてブラ νヂ，ソケットおよびス

ピゴヅト IIJの欽ぶたをHJ滋した。この鋭、ぶたは口筏15.5 インチ以上42インチ (395~1 ， 050 ミリメー

トノレ〉までのものは鋳銅製とし， 12インチ (300ミリメートノレ〕以下のものは鋳鉄製とした。

鉄 ~~ì; 験

(4) 試験作業

(3) 水圧試験

水圧試験は当初は告の大小を

1mわずすべてill:lit5ポンドハ γ

マーをもって:{~;休をたたいた

が，このためにかえって管休を

煩似するおそれがあったので，

その後%<:の大小により使用のハ

Yマーを次のように改めた。

f人情内t干検究ハンマ{軍tn
ィνチ ポンド

42~24 2 

22-15.5 1.5 

12-3 1 

水圧試験が開始されたのは明t~ì44年 (1910年) 6月1日で，鉄管試験がまったく終了したのは大

正2年 (1913年)12月6日であった。乙の間2年有余の期間であったが，鉄管試験場は試験終了後

も鉄管置場として使用され，まったく閉鎖されたのは大正3年 (1914年)8月16日であった。

(5) 鋳鉄管試験成総

④ 釜石鉄工所納入分

鉄管試験の最初は釜石鉄工所との供給契約分についての試験であったが，この管は急速に納入さ

せる必要上，工場に出張して下検査を行い，不合格品は@:ちに改鋳させることとしたが，不良品続

出で大部分改鋳のやむなきlこいたった。そしてその後の代品の納入もまた成紛怒く(夜干1493木巾，

不良41本，典型管 174本rjl，不良27本入そのf-l::rflnもふたたび不成績で(うも陥債38本，典型管19木

不良〉であったが，減価採用してようやく所要数に達したので兆現管8本の納入なわち切り，契約

を終った始末であった。当時悶内においてすでに大口径鉄管の鋳造可能の域に達したとはいえ，い

まだその技術および設備はともに本市の求めたほどの進歩がみられず，幼稚なものであったことが

結果的に示されたのであった。
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久保EiI鉄工所納入分@ 

当時はいまだこのような大口筏管の鈎造の鉄管の専門メーカーとして』一つ久保田鉄工所でさえ，

ためにはその設備やm具について変更改良の必要があって， 11111時鋳造 rjt~始の運びにならず，その準

しかし納品の検査成総については次備に日子を要L 第 1*I'll倒を 4か月も延期した始末であった。

のように 3分の l程度を減価採用のやむない状態ではあったが，不合格と決定したものは少なく比

較的良い成縦であった。

続

J宇

不合路

ラ6

3.2 

0.9 31.9 67.2 

成

不合問 l 
本 7

319 1 

28 

<7.> 管直

比

合格同福司

多1円

iHl 

減 111fi 1 

採刑数 l

本 1
3，975 

月t

合か数|
本 l

5，811 i 

搬入数筏
d伝 知

'1:¥ 

イシテ インチ

42 "-' 30 

1 ，町田2，113 3，144 28 - 20 

l i|竺刊に

1.6 

2.0 

2.1 

27.0 

悶 6釘7.2 I 拍 8

計 | 羽制 I2勾B抑| 川

異型管の成績

γシヂーじ判 了… ------*--1 本一一一一一-*--i…
42 - 叩 1，110! 850 1 173 87 1 

3U I U1 a ! 
914 I 142 

71.4 

% 

76.6 

59 1，024 

8，151 

2，709 

17，745 

3，792 

26，422 

18 - 10 

3 8-

8.9 26.9 64.2 486 28 - 20 

2.5 

3.0 

84.4 27 1，083 18 - 10 

3 8-

鋼鉄fi試験成総(6) 

マYネスマン会社製のM~2 回拡張工事において使用した鋼鉄{íß:は内務省の指示もあってドイツ，

山ム山
節 4i 9 I 6，000 ! 

89 i 12.5 1 6，000 

m 

その数量は次のとおりであった。

長|数
ミリメー lルi

6，醐 i

rt. 
)Lt. 

本

20 

官| 災 型

zt同一司IKci長司数
本| ミリメートル| ミリメートル1

12 1 3，000 

管

ものを，大倉組の手を経て購入したものであったが，

日i
1--4;~r 門;同

48 3，∞日9 5 /ノ

4，2日日

9 

" 
29 

194 

3，000 

3，000 

12.5 

10.5 

1 6，0日日

" 

12.5 

10.5 

36 

6 9.5 

3 4，500 9・546 側

醐

醐

6

1

6

 

9.5 側

脚

川

氏

υ

9.5 32 

15 3，000 9.5 4 " 2 " 
3 10.5 4 10.5 17 10.5 30 
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叶
側

ln: ヨ~ !{i' 

Jit: I五 η|長(仰WJ1;;¥ :止
ノネ 1 ミリメ-1ルl ミリメ】トルj 本

2 1 9.5 1 1 2 

"史的

長|以
ミリメー lルl

6，000 

れ"1<1
' 

日 11(':;' 1'1 
治、 iξ リメ日トル

9 1 9.5 

何日

トi

Zf;1 

、 fir})I)1 i(1 

内筏 I行 !バ
インチ 1ミリメ円トル

26 1 9.5 

(624 ) 

つ
“ 

9 2 " 9 7 6，町)09 21 

1 9 1 " 9 F 
d " 9 ワつ

つ8.5 1 " 8.5 7 " お520 

4 8.5 " 8.5 16 " 8.5 18 

1 8 " 8 6 " a 15.5 

1 " 8 14 10，000 8 12 

9 10，日日日7.6 10 

日10，000 5.4 お

330 

4 

4
 

6
 

4
 

1
 

20 

10，000 

I I 

4.6 

4.0 

6 

4 

言十

;W;j;rJ(!il検査の結果， 1:1:線こJZ不迎格l¥llがーftj¥Isたが，使用上にはさしっかえなかったので，次のと

おり減{，lli係慌を定めてこれを減却li採用した。

準標価i蔵

f市口i稲田ミリメ トル以内のもの1.5%減問3%減価*口部行にき裂のあるものa 

0:5%減1川l倍野HJJrcIの」JEfT部不完全のものb 

" " へこみのあるものC 

5%ìll~fllfi iJ:J/，!コド ~ÊIO~，.. o) 31'.1.内σ〉も0)l句作不足のものd 

9 1'175，10)"中!;tTIj曲頂 iJt1英トンにつき:n'の1甲山超過のものe 

0.8%減lllfiすベてi;:;，の_ill_iiト不足のものf 

不 jffiij~作品内沢

l:iiL: a + e "" 2 >j， ! 日a寸 b~ 2~' 1:
1
1己a~ 3 ~入

b十 c= 4本" b =25本" 
C寸 d= 2Jj;.: " c = 4本" 
b→d = 1 ~ぇ" d~3 フミ" 
b十 e=S*" e ~49木ノノ

C寸 e= 6 -i!ζ " fコ 2本" 
検査の結束コド迎陥iRIはイj-fi-!-lOS*で， 5.8%限度であって立t:iLt也i位のものカ111此も多く， jよ0tm不完

全のものこれについだ。

山レlく弁務i試験成総(7) 

中容!以下のも

その試験成約は次のとおりであった。

i\ìlJ水 11'ま買は火山:のものは三井物12liおよび~';j目前会の手によって外国製i応を輸入し，

のは水神fi;îil<工所および松尾了:JJ1~~~の肉 l吋 )~~I引を的入したが，



i:t1.1 j'{i: m 2 ItiliILi.U~工 '1下〔 σ25 ) 

" 

22 インチ制水#

18 " ノノ

15.5 11 

" 
12 " 
10 " " 
8 " " 
6 " " 
4 " " 
12インチ平成 1f

6 " 抱式排気
つl'

4 //11  I 

3 11 fI I 

8 " 書式安全l
12 /! -(/11 %ìl日)~;'!

32 グ。|

永嗣~^仁所供給 1 松児工場供給

怜|減位l採用 i不イ了時 lHI入紋l巾 陥|減価採1，1不合情|阪入~~

6 I -I 二I 61 -I -一
27 32 

つ
“ d

n
山

四

位

制

作

6 

7 

お

お

町

内

お

u

1

1

 

5 

ワ
“ 

12 5 17 

25 

4
-
7
1

ヴ
t

E

1

8

 534 

4 68 

6 

9 

7 

20 

10 

20 

1日

よ

1 

l 

2() 

5

0

4

7

3

 

1

2

 

すなわち永l桁鉄工所納品は此校がJ成#i良好であったが3 松，Ffi工場のものはすこぶる不良で巣穴，

~~泡またはすり合せ不完全で漏水続出 Lたため I"J回も ft~rh~~li~入が行われた。

FfJf-r-T12JhF?叶7hJ
36 11 rノ 21 21 5 5 

32 11 " 5 " 
30 11 " 1 4 

28 /1 

" 9 9 

26 11 " 2 

24 1/ " 5 10 

36 か f門Iiリ水m; l 1 

22 庁制水# 2 2 

巳11 11 

'*型昔iUllくずfの試fft!については重量;はすこぶるlliく，検査設備に多くの月巳を裂 L，大正元年(19

5 l 

12年〉日月ごろにいたってようやく試験芝illiびにいたったが，その検査成政はす乙ぶる不良で鈎イ丸

気泡多く，すむ合せは不完全で漏水が多かったので，それぞれ当局指示のとおり修結させたうえ減
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師採用した。

搬連管鉄5 

ま73貨物自動車のな v、当時は貨物輸送21Eフ1は f~. に 1弘々たる姿であったので，寄~ 2 @]拡張工事にお

いては掴与1]7己のように工宮周辺lt軌道を特設 ¥..lニしだいであったが，各回全.;[1をの大fi刀工事凋寸料を

さらに水f原地方10旦 (40キロメー 1.!レ〉の奥地にいたる市内の各地域にわたる配水管制の末端や，

まことに困難な仕事であっまで，その沿線各地に所要材料をその必婆時Jt11こ輸送配置することは，

42イソテた。なかんずく鉄管顎ほ長尺の重量物であり，大型の制水弁比その霊堂 4 卜Yを越え，

これらをあるいは相(1，050ミリメートノレ〉鋼鉄管は長さ 6メートんにおよぶ最大物であっ7このでz

模川を横断しョあるいはけかしい山坂をi主え，起fk，府曲の激しい水的方面奥地への長距離輸送をな

すことは幾多の:Jl~条l'ドが irHlt して亘書↑f:'1'のf祉事ともいうべき仕事であったe

ここに主として各所への鉄管輸送経路を認して当時をしのぶこととしたD

守山水i広から同名にンたる制の各鉄管jfJ;J)へv:;j市議[11 

この辺保は鉄管試験所から当時鉄道院'itJ，港線i毎神奈川駅に持ち込み，横浜松橋本択にl3:物輸送L

たが._b$i側相侠JII横断以後の運搬については，工事用軌道の上を特別に製作した台車に誠せ，強

V:な~i!I'2 頭によってひかせた。

このi正問へり拍送鉄管頒は次のとおりであった。
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大野地区鉄管置場翰;L(ロ1

大野地区運l般のものは上流水師、付近のものと同級海神奈川駅から横浜紋原町田択まで汽車陥送

~，原町田駅からは私設軌道を敷設し台認によって illi撤した。その数訟は次のとおりであった。

243木b¥; ~~12 {i~ 2，880本H鉄lfl1Y

8日(同まnヲl

21弓83鋭2厩運搬単!日6，426.97トン主i!l:{守正l

18，201P118銭出版述

川弁および四谷鉄管置場輸送。市

まず東神奈川の鉄J己試験所から的で保土ヶ谷妙、官官主，1n+lおよび西谷万国への愉送分に対レては，

場に輸送し (ζの河の輸送量ならびに輸送訟は6，531.03ト/"{!Z拡15，877刊97銭であったL 同所から

しかしこの間の線路は起伏がは改めて川;JI'~保土ヶ谷日 1訪米水道総路の軌道を利用して桁迭した。

ある時は~燃の途 '1 '1ìi~告にて台車Hi突の不幸さえ出じたなはだしく，輸送関維のffiiJ肝も相当多く，

この方面の運搬数量は次のとおりであった。

I11 

相|年一-hf計五l
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"il.l， 
古摘(辺川i制 1山金

一上一_1
J五lA(

~I.:: 

l品l

ほどであった。

'" 
[Ll 

i主

)1 

ギ凶

" 
684 

500 

720 
ー
川
」

" 谷

1:)-

凶

川 " 

-n;内各鉄管iE場輸送

-miJij.]iliの利用しうるものはTJ，;reJまで舟迎i!il吋の各i'-is:場への輸送i土主として'i潟市tこ〈ょったが，

…十1
1

J

一

通

一

一

一

ム日川

E
U一一山

ヰ

j
J
m一

IITI)l)lli約数は次のとおりであった。
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第 5章 関東大震災復興工事

告~ 1節震災の状況と復興方針

関東大浜災によって壊滅した横浜水道施設の復興については， 1血の復興事業同様に，最初は相当

大規模な紙上プランが絞られていたが，その後，国の復興事業の縮小とともに，資金簡の制約もあ

って刈次規投ーは復旧を主とする現実的な姿に変っていった。

22災復興エコjIはまず災害の突出についての羽交をめん密に行い，この災害をふたたび繰り ;)jえさ

ないための用意としたのであった。

災害は各施設中，野毛山が最

もはなはだしく，その全1血設は

全く壊滅した。しかしこの施設

の復旧に際L-WI毛山は各池の般

民された:t~[i;~n日の撤去に多大な

労仰を裂するだけでなく，向山

上はすでに狭ますぎて十分な施

設をなす余地がないことや T市f打i 

j城或の引M姑iム、二火こした現在ではす』でE引lにこ引i'I'

ノ広主1場L品b1基主地としての立I地由白町的f甘J不1巡曲七似! 

~!f毛山i下水J;/)の民災による惨状
4待，;PゴのZ事iド玉↑刊11i'7J泊か、ら，Wr毛山には配水

池のみを{夏活し浄水施設はあげ

てi!日谷i'(，/I(坊に，f;:'設復興することとした。そしてiif水地I泣のiJdUol{についてはinjj(によるノrJ<j)J;
そく

彪がわざわいし， 1ポ水のJ叩りがはなはだしくなって綬述ろj白山の l;l-J2:~が促進されている状況にかん

がみs念;iliろi直法在七初fJすることとし，オ吋昔1'1'，な急述ろj位決位をアメリカから愉入し，図jIijを中tiりに

施『泣した。また!;í-~ 2 [.旦 ll!l;')j~工一:jç~{i-了後，新市城に品目人された{綾子・大lìúj ・ ii'j:III方面が在米自己水幹紋の

地域外にあって自己水が不十分であったので，この方而への配水を強化する-);，全TIiの配水系統を

flf整備した。この町毛山(f，ノ]く1品を隠し配水池のみとしたことと四谷のd包 iili ろ過池の ~~il主および配水

系統のft備がJJζ災復興こC:liの特徴ともいうへきものであった。

U~ 2宣i'i 復 興事業の内容

復興事業は災'JHt:急i主IIJコ二引に引きjiさ，大正131r-(192411'.)から11(j，f:l!<1:fj・(1929'1つまで 6年

|日!にわたり ，{Xのような既設設Mllの修純ならびに改設か随行されたのであったり

1 導水ヱ事

(1)滋ノ>k1H長ぷ

導ノ/.k~cr中下記区間に漏水が生じたので修f去を加え，i"i 111償問Hliに「アスフアルト」巻きを純し，そ



~ 
の上に板凶いなしう亡保設 L-i;こ。

埠ノ主管修紡

111井付lfur'j 1'1 j主 3Bインチ (960ミリメートル〉管

il幸村地内 内 筏 36インチ (910ミリメートル〕 11

[日名村地1'1 内 径 22インチ (560ミリメートル〉ぜ

I11ヲ1+11血内 内 径 22インチ (560ミリメートル〕官

tl:: 5 :I;'i: f):.]京大í11Jj~復興エljr (629) 

延長 548凶メートル IEf711弘前iめ泣し 189'"

延長 53日メートル 接合部副;め直し 168日

延長 1，621メートル}
十tit合部副i町立し 892口

延長3，386，72メートルj

この工事伎は4，846円19t);で大正15"1'-(1926年) 3月工事に着手し，同年9月i?;}瓦した。

(2) 城山ずい道修ii 

城山ずい道はずい道上口から延長1，760メートノレにわたって100余かj叶のひび割れを生じたので，

この被害個所全部にレ Yガ3枚の券き直しをした(この国税 1，596，427平方メートノレ〕。また側壁

コン FリートJll-さ360ミリメー iルの修総(函むI462平方メーわけをした。この工，j':i'1'は46，25Drl 

80鋭で， ;!ciU5{1'. (1926{1'.) 1凡に泊予し，同'1'.10月r作成した。

(日) 川尻ずい道修総
ノ

本ずいj4は鉄fルコ:/グリー!巻き ~'i て内T1il レンガ l 枚以りのì'i l;分かb これに政枕して，延長 29U

メー lルにわたり長取に縦にひび;切れを生じたので，復旧工事を施行した。全供巻l自L，うち35，3'1;

プJメートルはlヂさ 380ミリメートノレの鉄筋コングリート内面νンガ 1枚張りの巻立てをし，他のi刊

分の凶fj'i290 j平方メートルはレンガ 3枚よるさとした。工事i'lは16，2461'156銭でnr1:f日 2，ド (1927"1'.)

1月工事に治子L.同ij.5Fli出成した。

(4) その他線路修総工事

川jl以降四谷までの導水線路および凶谷以降野毛山にいたる水道線路について，一部阪の拡政お

よび路面の盛り上げその他の1-'Hi~' 工事を実施した。
ぺ Il; 1 

2 浄水場工事

野毛山ろ過i也は全日目使用にたえず 1日約10万石(18，000立方メートノレ〉のろ過能力の減少となっ

たので，これをliliうため西谷j早水場に 1日12Jj'石 (21，600立方メートノレ〕の能力含有するろ過池宮

復旧することになった@しかし浪災後水iJJiH]'[;=ttuI1および神の川の両岸は荒廃はなはだしく，降雨ご

とに混濁著しいものがあったので，特に機械ろ過法を採用することとし，薬品i者自平装置，言者品?見手口

i也， ìんでんi血を(、jfil 施E泣 L ，ろi品八、;:ìjU'Ml、は~'f><tかくはん式を妖附した。この言I'íillíのもとに次のよう

なエ，jfiJ'施行された。

(1)薬品混 %11i出

内il;lえさ13，34メー lノレ，脳4，5メートノレ，泌さ3.48メートノレの長方形の鉄筋コングリート梢造と

し，法院厚さ300ミリメートノレの釧ぐり工」二に池底は}早さ180ミリメー lノレ，ll¥1ll'li'尽さ平均250ミリメ

ートノレに施行し，上部は花凶おきを石をすえ付けた。 i血1'1は1.5メートノレごとに250ミリメートノレおよ

び180 ミリメー l ノレの 51同の !a:UAt~を設計，その 11 1 ;J~にJ 下交互に長さ 3/~1 ル， ~I~'î 1.24メート

Jレの悶水路をあげ，ノ'j(とt¥G品を上下に流動させ泌午，11のi史にまtした。内径500ミリメートル鉄管によ
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づて本t也に流入さ-t:， ixiE入口上部に薬品位入室から50ミリメ トノレ鉄告によって型iAをiJ入 ~Ji~~主

主主通過したノ'Kは1'1径600ミリメートノレ鉄管によって沈でん池に流出する装置と Lた。工事貨は11，580

円87銭で大正15年(1926年) 3 月工=れに着手~，昭和 2 年 (1927if-) 12月滞成した。本施設は第3

!日拡張第 11W工，)1:で流入弘、を改設し現在使J1Jrl'である。

(2) i尤 で 1-' r也

構造は鉄筋コングリート波哲|ね法長さ36メー I ノレ，阪23，4メー lノレ，泌さ3，84メートルの長方形

と~，基礎i1'f- さ 300 ミ 3 メートルの主もぐり工を施工 L.~也依隠さ 180 ミリメートル， lJIII壁平均250ミリ

メー|ノレと~， _Ln¥i;f"E柄岩笠石をすえ付けた。池の中央縦にJギさ 600ミリメートノレの附mにより 2

池に区分， さらに区分池を棋に231回のl平さ平均250ミちメートルのi主流壁を設1:)'，変互に反対i捕に

悩9メー 1.Jレの浮水路を造り池内の流速を均等に dfこc

;斗ji600，)メ{ト yレ鉄管によりそれぞれ各池に流入し約2時間半のìkでんをな~， I吋径675 ミりメ

ートノレ告によりろ過池にはいる装置とした。工事慣は59，328円76銭を裂し大正14年 (1925年)12月

工事に着手し，昭和2年 (1927年)10月治成した。本施設は流~H1~;を水路に改造し現在使用中である匂

(3) 台、迷ろ i畳f也

急速ろ過池は西谷浄水場四市川唱に設;註したものでジューエノレ式急述ろ過肢を装備した。

I1耳立il土全土之32.258メ トル，

1;;¥20.523メートルの鉄筋三ンタ

リ一、jiりとし， 611日のろJ曲壬

うを TN~tl，lJIIIII を対J!(1の[立 ìi苦に 3

II'Tつ配芦11l-， うち 1i且を予備

としたっ中決に1m路を設け通路

のlヰトを鉄~S:~ とl-， ろ過そう

おJ:び~~長官;~のーI"<ì浄水を!目ノk

する浄水そうとした。ヂム「止は51;，

均 300ミリメートルの書'1ぐり工

を仰ユーl-，その上に厚さ300ミリ

メー iルの骨i水そう!止を築造し

たっそうの外相Istを障さ 457ミ

リメ -fん， IJililli!':i'を464ミリメ

一トノιとし 1i虫ごとlこ内百1;にj:'-:j

さ2.413メート" 356ミリメー

!ノレのi'J，[;0支柱 5 削を~てl京阪

武ろzEiそうを支えさせた。 ろi坦

そう氏i土けたの怖1¥229ミ')メー

225i恒例 -'!~:，.n-c完成した凶谷i]':;:'(};特急速ろ過池〈上正百i，ヘーr)'J 日;) /. ;:..-~正5 さ 457 ミリメートノ)，と
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し， l-K，I\.~の JJj.さ 152 ミリメ -1 ルとした。 ろ過そうのXきさは各池とも括7.3メー!ノレ，よとさ10.4/ー

トノレ，泌さ2.51メートルで中央そう底から厚さ180ミリメ-l' Jレの二つの壁を立て，悩610ミりメー

卜んの導ノr}ql\~そ遣 ~j ， ろJ型床を二つに分けた。

ろ;~j.fのl平さは:1ジ t ゾ応381 ミり λ - ~Jレ，石英'14t 1ïJ;r苦686 ミ U メ~ }'!むを~c3刊し fこc ろ過Jg，上

屋外のろ過そうよには，そう底より 3.89メー lノしの nさの位置に床版式のy()j:をもっておおい，ろ過

そうを係議した〔天011v::けたに刊さ356ミリメー lル，幅329ミリメ- ~ ){.-_， f;ギ版刀r~: さ 102 ミリ J ー

トルとした入両ift!ろ;邑池のJ11 rni iこ 4.57 メートノレの耐iにて貯水そう也~ip ら;品さ1.524メノレのf立民

に品ミ!慌を設け鉄信室を造った。 この鉄管室床と3.962メートルの位!]JLt:二厚さ102ミリメートルの作業

同Jを設けたc すなわちIj'央通路でめってこの作業床を天主lとレて泌さ1.37メー iノ，，阪1.83メー 1
ひび

.'/"-， EI厚152ミり p 一人ふの流入樋を設けた(この流入樋J立1.303メー「ルごとに日さ 305ミ日メー

トノ:-， 'M254ミUメ トノ心Vょび討さ1.524"ートノレ，桶 254ミリメートノ〆刀けたで交互にj[えらu

る悩j造とした〉。

原水;立沈でんi山からめ流入'i¥C門径675ミリメ 1. ，けによハて流入杭に埠かれ2 門任460ミリメー

トルの流入鉄官を通っておのおののろ過そう '1'央の14水治にifit入し， 5本の鋳鉄髄によってろ過品、

に流入すξ装iをであって. ろ過ァkはちi邑そう量証書I';jこ訟1:ったス レーナーなxり. λ トレーァ-!こと

りつけた50ミリメー|ル鋳鉄告ラテラノレに流れ市ち， さらに各ろ過叫;の中央に敷7止さ礼た2.51メー

トFレ，訴さ 203ξ リメー lノレの鋳鉄製角形告げまマニフォルドに集まれ両:11112そうのマニフ 4 ルド

は，さらに巾央で内怪35五ミワメートルの鉄管に連絡さすし， r何 if410 ミリメート fレ鉄 t~ となり内保355

:.: ~ .;~ - ':， it...ベンチニリ_{:日をiffiって111水そうにはいる楠遣とした。

ストレーナーは日記尖で33ilMの小穴を有~，各ろ i邑そうに札口72 fl自を備えた。 ラテラノレス;土各ろ

過そうごとに 4列に 192配列された。洗浄シ)1肢は脱水の流入をとどめn 動力空白に設けた75馬力以持

械を辺転し圧搾空気を内任305 ミ H メートルの鉄~2で送風する。 305 ミリメートル官は各ろ過そうご

ζlこ2日日ミ);J.ート Jιi;!，訟は'を苛岐L，ろ:tl!そう I勺で二日Oえリメ-(. Jレ守2本ずっとな zてる地戸支で『

ニフォノレドに:;m~:'告 1上fF空気l土マニ 7オノレドからラテラルYえを;]j_り aス、レーナーより吹きIHL，

ろ過そうな下方からかくはんする。二主i'ilit五分でや的/，Xにろi@水を100馬力目動機っき lこ11:t355ミリ

メー fiレポンプに上り送水するもので， 610ミりメートル管により鉄官室にはいり f 各そうにそれ

ぞれ 410ミリメ-f Iレ鉄管を奇 l岐し，ろi邑水i品EH_'， 1~;を経て逆jftL ストレーナーーから川てろi且床を昇
，降、

流， iEil水を鋳鉄製髄によりろ過そう l じりとのNL*ì~与に凶 L ， 内i王610ミリメー 1ル耕水管に主f，;'外古['.

;こ出i且する装置とした。

木ろ過地内の各積鉄色「用制*1f目fj[1Jにはその作業を特易にするため，ぅ台、結以水圧式問1~1胃、と~，

各ろi@:そうには中央作業床iこ万「ベレーす寸ンダテープルを設け.八ンドルにi ッイβの問問をj霊f'r-J

る装佐とした。

本抱設工t~は273 J 193r'H2総を裂し昭和25['(192711'.) 9 月着工 L~ JJl_{拘i4 {I' (1日'29!1')1()月末

このろi品能力1:):1 ;也を子仰と L，GIl三てるj旦iililU'1 Ji'l'("1120;; - :ルないしl目。メート

1日のろ過能力は必，500立方ノー 1..'しない L55 ， 300立方メートル ζ したa 本ùllijj'むよ11~3 回1足、

済成したE

ノレで，



( 632) 百Sl制 1・，]1の記録

凶谷浄水場;包 i生ろ i品i也ジューエノレ式出巡回!

平面図 SCIl.Le~イq2

断面図 Sca.Le).1Q2 



m5f正 r(jJiI大震災f9:興工不 (638 ) 

平面図 ScaLe 比例

断 面 図 5ιιLe!;i G2 

張工事においてp さらに泊設され現在使用巾である。

(1) Rg谷町水池

flli谷浄水場隣f芸I世を新たに買収して築造したもので，問;fli.立内法Iミさ72メートル，隔46.8メート

ノレ，泌さ 5.76メー iんの鉄筋::::/"グリートittりで法礎は厚さ3C日ミリメートノレの苦11ぐりの上に障さ

250ミリメ-}ルの1也氏を築造[..，11:.水アス 7 7ルトおよび25ミリメートルモルタルを施工した，{I唱

控は平均!草さ325ミリメー lノレで3.6メートルrm:il'司ごとに状援を設け， f人面は厚さL口ミリメートルシ

ルベスタ モルタノレを佑工した。縦jftll"ま中央にて I手さ 1 メ-ルの rl~ H-flElt によって 2i也に医介し

て，rI'n~，佳の rll央にMl給制ぎ手を設けたD各分池内には縦I買に3.6メー l ルの間隔をもって500ミリメ

ートル角の支柱をI漬け，これに床nu式天升を支持させた。また諮問i墜と平行に各支柱日iを結ぶ隠さ

200 ミリメートノレの導流墜 9 条を設け?各最後の支柱閣の-tl，~i を交互に残して週水路とし，十1'7止を

回流せじめて附悦防いだ。天ヂーは厚さぬOミり£ートノレにて50分の lの誌配をfてjし上国に止水ブ



( 684) 抗1制工事由紀似

スプアルトを施 L ，そのよ部に隠さ 750 ミりメートルの15 り土をして ~lf;Lを施工した。また天井に

は:òO伽iの|可形の笠気j~ きさと"空けた。

浄水はl人]任 680ミリメー lル鉄管をもって西端より各2分池に流入し導水涯を間流後東端より内

径600ミリメートノレ鉄管にて流出する。工事費は384，384円28銭をML，大正15'1卜(1926年)7月工

事に治手し. I!H布I4 11'. (1929'4') 3丹治成した。本池は現在使用中であって，その有効貯水況は

16，500立方メートノレとした。

問符立， 2 号円日ノk池山浩阿



tf~ 5 l;i: 関東大震災復興工功(635) 

(5) i"i谷情内鉄皆敷設ならびに撤去

震災復興工事に正って薬品混和t也，沈でん池，急速るi邑池および配水池が築造された結果各池の

連絡および排水管竿の敷設ならびに撤去工事が次のように行わ礼た。

内径|敷設延長|撤去延長| 工 事 均 所
ミりメ【下.iT 玉三民，;.;---，~，..二五五寸一一 一一一一 一一一一一 ー ー… 一

91012¥  21 薬品混和池と685ミリメー tル絞速ろ過?也送水管と述桁

685 I 380 I - ，， 910 I! か U

610 四 l
510 83 i 115 

300 137 

薬品品和i也u:.tでんi也，沈でん泊と急迎ろj白地主のJili新

{諮糊水畑管と型恕陥]r沿t品雌砧
の一部徹去

各池と%e7.k接合弁との辺絡

この鉄管連絡工事は附手112年 (1927午) 9月より関41，r.(1929年) 3月までの聞に施行され，工

事貨は12，174汗19銭を要した。

(iJ) 封l水 ;;:i;コニ .'jl: 

各y山帰除のための扮*の必要 1:，同日水池・梨~tl i'1't:ln池・ i?~でん?也・急速ろ過池にそれぞれ排水~k~';;

を敷設し，その接合井を築造した。

排水符は鉄管および鉄筋コ γタワート管にて，延長272メートル接合jl:5か所を施設した。木工事

政は7，162門14銭で大正15年 (1926年)12月工事に諸手L，昭和 4年(1929年)12月落成した。

(ワ)整地工事

[四谷i下水場内に念品!ろi曲i由お4び配水池増設にともなって，その周辺およびその他の整地工事を

施行した。

(8) J 11井ろi直i也修繕

JIIヂi浄水1身内ろ過池は震災のため{耳目壁底的各所にひび割れを生じたので，池の内簡を)Ij:さ150ミ

リメートルの鉄筋コングリートでおおい，モルタル上塗りを施工したむしたがってろ過床も下府 γ

Yガの数込みおよびろ過砂の補給等を新たにした。木工事貨は 7，620円33銭で大工E15年 (1宮26年3

3月工事に子苦手し，同年10月落成したc

(9) J 11弁配水池修給

川jl目G7]，池は民災のため底部および側壁にひび~1~'1Jれを生じ. _\~.毘はまったく 1政i衷されたので， Ri

水池内面に惇さ平均 225ミリメートノレの鉄筋コ γタリートを施工しその表面はモルタノレで防水し

たコまた上箆は正面および哀側に鉄筋コ :/7ソ{ト壁を築造し，出入口を設け，屋根小E霊長日は鉄骨

とし，石柿スレー H百よごき ζ した。木工事狩は16，OooP130銭で大耳:1.5年 (1926{O3月工事に){;;乎

L，同年 8月i'fi.成した。

(1晴好毛1品目e?k.池

!日野毛山浄水場は震災のためまったく破壊されたが，ろ過池その他は湖谷浄水場に復|巳 L，野毛

山には旧ろ過地跡に鉄筋コンクリー l、造り円形配水池2ilhと78:水井および配水井を築造した。

自己水池の構造は特に大震災の被害状況にかんがみ周壁を円形とし，内経 41.25メー lノレt ~:まさ 6



(686) tiD編:r:引の記録

メ一、ル， ~'(?9J水深4.68 メート.1.-- ，その11iノ'f(j(f.6，85泊:v:ブJメートルのもの 2;也を相隣接させた。 j削吋

に.1;;正のI司心ItlfV:'lさ却fjミリメート〆 Q).l主流墜を設け，各1主流主f，土'1'心から放問状に2.9)ート/レ，

2.172メー j-//1 2.8S5メート Jレのl!日隔を右す{O460ミりメー i-!レりI'J形の文桟をもって迎給せしめ

!17"毛山 iL:~ * ?血'1' j而 I司

/ヘ¥ミミ
/ 

た。岐部および天井開;版式選形と L，;2diその地外力に抵抗する構造とした。耐liは惇さ 250ミ

リメートノレ131ぐ口お主びコンクリ-;-t{;を政きつめ，そl刀上に厚さおりミリメ-fんのコングリ{

トを応工したー i則壁はi享さ平均310ミりメ{ト Jレで5.6メートノレの閥隔ごとに扶墜を設け側壁を支持

したc 天井は浮さ225ミりメートルとL->!fG さ 285 ミリメー|ノシ，隔 225 ミリメー|んの l;-ì~ことともに

支柱にて支持された屯天JIーにじ盛土をなし張z"埠花などを捕えた。 i且の中央に 形出入口犀J刊を

設け，内部応版を造り絞7河台とした。又天井には42{岡の空気抜をl反り付けた。

着7K升ほis:S.5メートノレの円形で鉄筋コンダリ{ト造り東さ4掴802メー 1-lレにて床!仮式天)1を有

し.上に出入口上屋を設置したロ基礎訓ぐりの惇さ 350ミりメートル，庇ffjの隠さ 450ミりメート

ノレ，周壁の I享古平均355 ミヲメートルで天升;ま厚さ 15日ミリメートル，げたの{~:さ 400 ミリメ- 1. Iレ，

1/il30古ミタメートルとしたり

配水升はI月間5.5メー fIιの円苛3で淡さ 8.73メー 1んのE京協コンクリート i立1)とL.日、J"i武天)I 

を設Eナョ基礎調ぐりのFEーさ 35日ミリメート fレ，同慢の惇さ4日5 ミリメートノレ，天 .~j の斥さ 150 ミリ.~ -

トノレ，けたの;向さ40日ミリメ{ト.'t..-，枢300ミリメートんとした。四谷浄水l轟からの送水苦肉径20イ

ンチ(:.1(1ミリメー l'..c)および15:インチ(395'!)メ-1-，レ〉倍をもヲて::11円 mこ1:::い 11 ここか
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111"[ '-[; 111 配点池山 J主I'!J

(13脚川〉

断也 B-B 断面 A-A

ら内径20インチ (510ミリメートノレ〕鉄管で京右の配水池にはいり，池内i草流墜を回流して中央に

迷!.-，内径 26 インチ (660 ミリメートル〉のìjfE~J，管によって配水井に集まり，配水井からは内径18

1:-'チ (460ミリメートル〉および26iyチ (660ミリ λ{トノレ〕配水管をもって関外および磯子方



2.í~ 1 制ヨ二 ~j': 0) ~己 iJく688) 

またl"f;J，Jドと胤ノ'J(引をI宜j妾内?壬 26インチ (660，リメートル〉管によってρ回への配水干:とした。

工事1Jiは402，355円日自主主を婆 l，大lE14 i戸 (1925年) 2月ヱ守てに諸手 L，イパスとして述絡した。

昭和 2年(1927年)3月落成したc 木池は現在使用中である。

~j毛山出内鉄f百I故ヨミ(i 1) 

~f宅山自己主i且築造工事のため支附となった情内鉄告を撤去する必要をとl' 二 . ;'X の撤1~工事を b正行

ι _，、一。

460ミリメートル特ー660 ミむハートノ~ ~t\;一101 メート/レ， 510 ミリメートノレ管-99.311メ~ 1. }~'. 

350ミリメートル管 -43.908メー l729.139λ 一、ノレ， 395 ミ~.i -I ル許-204.659メートル，

200ミリメー Iル管一122.956メートノJIl〆s

ヲド主到1'i'Hi4，506円81銭で大正14年 (1925年) 9月工事に諸手し昭和3年 (1928年)3月i高成した。

配水工事3 

配水系統の確立}
 

1
 

(
 

その後に新たにlIi叫1 時間E水t':ì; の分布?士宮~2@1，拡張工事による配水幹線が根幹をなLて" たため，

j戒に編入された磯子.jl'!i FfI・大|司方而は既i1Y:~C木幹線から遠く離れ羽水沢一」分のきらいがあった。

復興工'Ifにおuては，これらの方wiへの配水強化を閃るため新たに幹線の'i]z設をおとなうことと L

F谷配水仰のと71設ともあわせw内配水系統を次のように更改 J三c

EiL設内径 36 インチ (910 ミ')メーわけ '!:i将J~ CN1iそ川本牧線〉イ

間谷~f~ 1り配水i也を発 l，低1&の平沼・戸部・刊1奈川・干安・Ilgf吋・フ Z牧方而に配水する。

[1設内11:241'/チ (610ミリメートノレ) iil~線〔市 1&線〕Iコ

青木・神奈川・ I-M太町・戸m;・IW予・北方方回目区-fL?に配水する。凶谷1141号fiok池を発L，

所設内径百10 ミリメートル幹線CTi'i 田Ir世子，~J~)ノ、

同谷第2号配水池から[.¥:11て時間・大!fIij• r司汁・滝頭・磯子方而に配水する。

新設66日ミリメートノレ幹線 (i有吉凹恨岸線)

野毛111自己*池からWIて低IKである初者町・雨吉田・中付.j的事方国に配水するもので既設内径18

インチ (460i リメー j ル〉配水干?をj~ý設持、えしたc

既設内径18i '/チ (460ミ'Jメーいけ幹線(問外拠地税〕ホ

~lfモ山町ノ'j(j也から :-J_! て低 r~:である日'fモ・ Wl外用地jij官へ配水する。

内iモ8i '/チ (20Cミリメートノレ) ~:i.~ ~:!~ ( m~ :1.:ゲ谷町区線〕へ

既設はI手RJ:~ を切千二千え!lljMê水池から発L-i(:j区である保土ヶ谷万函に配水する。

以 1:.6幹線を基幹として"'111勾配水の円滑を図ると ζ とし. f亙担1工事としての況水管工事は)J;:のと

おり施行された。

I 1_~l=の施行(2) 

5，685メート

川主|二~西谷 rl~内径200 ミリメー 1 ノレ送水守工事

}lfjド~四谷仰の["9/臼仰ミリメー lノL却水管中延長2，704メートル聞を敷設替えし

肘)
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ル1M]を荊'iiめ院し， 782メートルを撤去し，河川駅間的所についても補強修理を加えた。 この工事費

は10 ， 585門前車Qで大且:15~r (1926年) 6月工守iにrl乎 l，昭和 2if'. (1927ij'.) 3月洛成した。

(吋 lili111 1綾子 ~:J~

本配水管は内径 600ミリメー lノレ管で新設西谷自己水池から発l，保土ケ谷町・仏向日I・保土ヶ谷

町下岩間および官の下・東沖Ij;直線下棋院rr・中区久保町山間・南太rnlIlT大阪耕地・Jttずいi誼・大原ず

いi誼(河ずいi草とも来日たに復興工事により別途に築造したもの〉を総て南太田1i1f水耕地第13号線路

に達し，向í'1iにて内径 5日0 ミリメートノレとなり，降雨水管橋宮の前~~3 号線電車軌道を横断して左

右に分かれ，ーカは内径 450 ミリメートノレ管となって大同町猟浜t~~~工業学校(現悶大〕前におい

て既設内径200ミリメートノレ管に迎絡させ，他方は内径400ミリメートノレ管をもって電車線路に沿っ

て吉野橋にいたり，既設内径395ミリメー|ルに述絡のかたわら，さらに右方に内筏350ミリメートノレ

符を延ばし， rl-I村川に沿って陸橋を右折し，ふたたびJ}:i口I，<ljJll1こi{}いl綾子区八i除椅際にいたって既設

内径200ミリメー，./レ'Ì~r(，こ迎t告させた。全tf~g:1必要な筒所にはコングリートまたは鉄筋コ Y グリー

トによるjj)jiiif~となした。木配水~:';は現f正佐川 rl-t である。その延長は次のとおりであった。

61旧ミりメー lル{i:i延長 5，715.1メートル

550ミリメートル{i':'i;延長 595.2メー|ル

35日ミリメートル{t~;延長 2，486.0メートル

450ミリメートル官延長

400 iリメートル行延長

十J' ;:1'，:工 τJf

(1)紋路?X~ )1 

975.0λ ートル

755.0メートル

]一 11:1'1 86，9741'192" 

r-_:'ji:イFf 町lfI12~f. (192711'.) !OrI 

:r:-'If{作成附fll3イ".(19281['.) 3 IJ 

W!FIIl・磯子配水市;の新設にともなって次のような付帯的諸工事が施行された。線路の築造は次の

3か所に分けて施工した。

1 西谷i争水j;1\l~保土ヶ谷町~仏向日I問線路(築;fO

3 東ずい遺河口線路(築造〕

3 大原ずい道両口線路〔築造〕

( i )四谷浄水場~保土ヶ谷仏向町間線路

西谷配水I也捕外より仏向町杉山神社前にいたる延長844.75メートル，問5メ{トノレの水道線路を

8 メートノレに拡張した。切り取り， ~{t土の箇FJí Iこは張芝および筋芝を施 l，水路を設け7}:問との境界

等には石援を築造した。昭和3年(1928年) 6月工事に若手l，同年11月15成した。

(ii) 東ずい道両口線路築造

保土ケ谷町と南太田町を連絡するため公道と併用することとして築造した。その延長381.29メー

トノレ，怖5.5メートノレであった。ずいi丘坑内には石垣を施工した。昭和3年 (1928年)12月工事に

業手し，昭和5年 (1930年)3月洛成した。

(iii) 大原ずい進両口線路築造



く640~ !XS 1 r~1Iゴ~ :'liの記科

延長白0.49:l ~ ，. ，ι のr.i，塙 5.5 メ一千ゎ0.;.持活を業逼 Cf l• L二量坑r1f>ご z主石l豆を施工uこa 開

f百2年 (1927年) 1貝に若手 L， rc司年目耳活成 L:た。以上の続i'&築造の総工~f~主77 ，716円43紋であ

つ目工。

ずし、 i主工事(2) 

京ずい1:t築造

本ずい7立は保土ケ谷町よちI右太白町t:'iifiずる新設会道と併用築造した。延長ム68.11メ}トノレ，お

百~200分の 1 ，形状;生馬てい形で有さ 6.3メーい円相5.7メ「トノC，坑門両日から各2.7メートルは

dλtJ1コング 1)ート巻立て.その中P1!'111壁および仰洪刀厚吉 eooミPメートんの =γ タ]ート造刊と

レ，供腹一部内部コ Yグ日 ト巻立て，表面は惇さ 240 ミり ，....: ~rl1- 2 枚のコングリートプ戸ツグ

巻立てを施L frl誌からt~さ1.8メートルまでのおきに感土をなしy 内部に内径600 ミゾメートル鉄
管ぉ主び内経23(jミりメートルコ Yタリート誹水管の致設をなした。坑「可は鉄す，6::!γpIJート廷を

築造 L 表面 ，，-":-.1 ガおよび花筒岩張 b を~た=本工事習は91 ， 439円54絞で昭利 3 年 (1922年) 12月

工事に着手し，開5年 (1930年) 3月落成した。

大原料、道築造
ζ ゴ5

本ず'~...~~は廷長254.5 .J - トh 馬てい'"';こて河さ3.62メート川島1J.:244.) ート J~， .2CO)すの 1~配

としたュ河棋士主と.:!.9Sメ- ~ JH'士i寄さ，，:0ミリ戸一L....l. i[;伝杭コンヂ lJ- ~巻エてをな:..， n苅

-E
 

E
 

(
 

は厚さ，.00ミ1}_.~ートルのコ:/ ;t りートプ戸 ~.1 (Î の巻立てと，_，そ句史に剖<:~石をつめ込んだO

11笠および耳共ほコ I グリ，遣=にLてF ね1止には害，.;' IJ石を須き そ叩よ!こ 1~2 メー 1 .レe

r生こをない内部;こ鉄骨を般設したo j耳坑戸、 Jこ主主的=ングリ~!竪を子三て，表聞はレシガ志'J:び花

協j指)~りをなした@本工事"1~i主 72 ，554円40践で明;f1l 2 '下 (1927年) 6 rl工主主に后キL，現35i'(1日

28年) 7月1完成した。本ずい道;土現在使用1'1'である。

(3) i可mおよび鉄也桜町

今井川間研工百J
 

1
 

〔

防空 E・直・ミリメート._信手二今三寸|序曲町二号戸判医青色工事をJ~守工じっ...(-~運長17~~~~ ，.~ê 主ー

とが訓主主3騒ij'f;;:'・にめ長き3.64ょ-1.. JtJ白~<.."を 2YJに，寸t込み，そ~'，5割ぐ F 石耳さ 36L ミ子去

" jレ索開~.)r.:. _r ~ :K:::{_~<ベ包を羽列 J そて乃悶\t12f.:長明コ"/，:~r~l-t~こて 1示室した。主事!'，.:立 2 ，27.:fllW 

主主で，大王15;['.(1929年) 9月工事ヒ;宿主L. 同洋二日丹 1&成 47zo

(i i ~鉄道組閣阿部償却品
現土ヶ谷駅際久保町I也市、において東海道鵠~;F自切~，を横断し，内 1三 600 ミリメートノレ配水管を枇

タよ

:註の下にな設のためE こhの保護<7;1官渠工事を陶工したョ E毛主39.624三-1-<_， r，; Z メ~ 1-ん"，.;;で

1.77メー人んの鉄筋コンpvート構造で島Mt厚さ300ミ Fメ-1ャの;科く日工およびt)';、丸太HI}の{!

ち込みをなした。工事は東京鉄道局に委託施行したもので，工事ïN:i: 15 ， 157円31殺を~:~，大正

15'f ~192呂年)11月若干し宥和 2 年 (1927'n 1自阿部成した。

野毛山~初音町間鉄管敷設

関外西部および南吉岡・中村方而配水増強のため.り毛山配水芳:から発した内筏600ミザメ-l 

(r事
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/レifを延長し， tm白川内における内径460ミリメートル官に辿絡させるI'I'i吉山桜岸線内筏660ミリメ

ートル管延長 462メー iノレを数設した。木iまには途，+，にベ Yチェリー式水道メーターを設tei:した。

本工'1;:i'lは10，386判12銭で，昭和2司令 (19271，1'.)7月工事に治手し，同年12月潟成した。本管は現在

IlHIJIj'である。

炉)鉄行敷設作

]世12軟弱のためまたは*'i~'焔架設のため，次のとおり鉄管敷設杯工事を施工した。

1: ，) .. : -fl 卜1': 111 I…|延長川 班 :.1 イ副長法
制的・ 3自民11¥:鉄行政
北村え

百床Wt，f~:.;;~夜干
13め一時 it，rti~('J 政

liifHlノド行防部成につ
きi{:;却:L'jr

久fi岐水位防架設に
ともなう i0~=rコli

i主情~釧間li¥]$Yi:，:;敷
;;~l'fえコ :'Ii

師寺 水伝統架設工互1¥

( i) liiT 111 7]( ，~;: t品

出ii3は Fhli包式刷版けたとし，Wiの悩1.372メートノレ， ilJ}さ橋脚部1.219メートノレ，rjl陪1610ミリメー

トノレ，全任Im32，918メートノレで，川中に橋脚 2か所築造した。統合.iilll!，11は!日公道橋のものと共H1

で法従松J いを打ち割ぐり石を~泣き閏め， コ'/(Jリート造りでI担当守鉄告は内tf550ミリメー lノレ

:ti:でドイツ製波形鉄板をもって保護した。木工事伎は10，8801"1で，大正:15"1'(1926i!ニ)4月ヱさjlに

泊予L-， 11~{利 2 "1'. (1927"1'-)裕成した。なお本水:ì"~~;統は現存している。

(ii) 紋 7k ti' 1苅

十梓造は F路3M同板けたとし，総悩1.524メー iノレ，けた;;':;781ミリメートノレ，径問15.951メートノレ

で1 荷台は鉄筋コンタリート造りとした。 i'{，~~鉄:ìi1;は内径 650 ミリメー 1 ノレ ri;にてドイツ製法7r~鉄

阪をもって保護した。本工事!¥'は 5，386ドlで，大正15主l'(1926年) 7月着手し，附;[<[12年 (1927&1'.)

3月?が;;;;した。

本水'i'd品は桜川)'11立てのため撤去，鉄r，;.は地下に敷設ねえされた。(lIV，krI3日正ト〉

(iii) 久良蚊水管桁

構造はワーレン式カーブトコードトラスとL..，1¥ifiH "524メートノレ，山さ中央1.8メートノレ，径附27，3

メー lノレにて橋台はコンタリートi去りとした。基礎は 4.5メートノレ松丸太くい打ちおよび出jぐり

エを施工し，架設鉄管は内径 450ミりメー lノレ管にてドイツ製波形鉄板をもって保設した。木工

事授は10，088円83銭で，大正15年 (1926年) 6月着手し，同年11月落成した。

(iv) 時間水位:m

構造は下路式鋼板けたとし，申請1.5メー}ノレ，径nn15.9メー lノレで橋台はiE泌を長さ7.2メー 1ル松
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丸太くい打ち劉ぐりヱを施工し，コンタリー]， J.止りとした。添架鉄t-fは内径550ミリメートノレ管

で，木工事授は8，362円47銭で，昭和3年(1926年) 4月治手 L，同年7月潟成した。(現存〕

4建築

復興工事において建築した建物は次のとおりであった。

安平 阿 I

四谷山 154.40 鉄筋コングリート造り一日113階建 41，849.184 

西、rmノk泊メーノー工場 144.00 木造平氏!u! 13，叩0.000l'ス昭和同1にUj移敷浪地とも-)i

" 11I 4肋 耳J 32.00 鉄骨 iiiり干 ;;k迎 5，300.000 " 
庁舎 付附 '1;務所 57.50 木 i立二階!ill 12，110.000 昭和2Q.{卜戦災焼失

" 1.J附 92.45 鉄千?三階j]t 21，820.000 " 
型T 毛 111 ノJι、、、 パ口、 166.93 木造平家主ll5むね分 18，300，0日目

" 
そ の 他 建物 12むね オミi丘11むね鉄筋コンクリート1むね 31，439.886 " 
illi谷セメントカトl' 108bF 00 オミ i立平家 ill 6，4日0.000 事1

久保山J "占J1Jr 31.05 ノ/ 3，380.000 払下げ

108.00 " 5，900.0日目 " 
肝毛 111 Wi j"J Joli 165.96 " 4，439.0∞ " 
そ の 他 辿物 14むね " 7，915.300 

計

第6章第3回拡張第 1期工事

第 1宮ii 工 事 の 施 行

tí~ 3回拡張工事は昭和12年 (1927']'.)すでに工事実施の必要に迫られ，いっさいの言I'j国を完了し

たところ，県との問に水源問題の折衝に日時を要 L，ょうやく昭和5年 (1930年〕にいどって工事

着手の運びとなったものであったから，その閉 3年間の空白はすでに水量の不足に追われる形とな

っていた。したがって工事は，まず第一に翌昭和 6年 (1931年〕の玄の給水をしのぐため，施設'1'最

も弱点とした施設の拡張から始め，次いで翌7年 (1932年〉の瓦に備えて工事を進展させた。この

方針のもとに，まず昭和 5flo (1930年) 9 月 1 日工事に着工したのが川チI'~西谷間の導水工事であ

っfこ。

1 導水工事

(1) J I[ jj'~西谷信!

川 JI'~西谷間の工事は鎚橋 >$:1克として，上流川井11\11 を1;i'~ 2 こに区，下i南西谷111~を第 3 工区の所)~~とし

て，その進ちょくを図るため南側から同時に施行された。その延長 8，572メートノレにわたり，従

来の水道線路をそのまま似を拡げて線路の築造をなしつつ，内筏 1，100ミリメートノ!"'Vf-鉄管を敷

設した。この区間の下流側は丘陵の起伏はなはだしく，上流側は平地ながら多くの水路が線路を
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か?とぴら

縫うように流れ，下流側もまた丘陵を断ち切るように雄子日lが屈曲して幾度か線路を横断していた。

この間を内径 1，100ミリメートノレ導水管が縦貫したのであるが，その問主な河流についての横断方

法をあげれば次のとおりで，その工事がいかに施行上困難であったかがしのばれるのである。

1 )11井桶下川底伏越

2 車犀柄下ググ

3 五反出版トグ グ

4 ~)J 神崎トググ

5 以下焔ドググ

6 uij山 j{t"-F 11 11 

7 今市水骨折当~i&

8 鎧情下il-1J底伏j[A

9 I~'~ 山崎下汐グ

1Q 新川l島水管t高架設

I.:a日以外にも用水路の横断等

は，数えるにいとまなく，一般

に地質軟弱で常にわき水多く，

布掘りに際しても側土の崩壊の危険があって，土砂崩壊による犠牲者を生じたほど工事はすこぶる

今宿水管橋工事〈昭和6年目1931年〉
W3凹拡張工事当時としては斬新な電気洛接叛げた橋

困難であった。しかし配水量に追われていた関係上，昭和 6年 (1931年〕の夏以前に透水じて，

夏の需要に対処すべき目標を課せられていたので，工事は昭和5年 (1930年)9月着工以来突貫的

に急行され，付帯工事等すべての工事を終えたのは同 6年 (1931年)12月20日であ 9 たが，週水は夏

以前に実施されてよく期待にこたえた。木工事費は，今宿・新川島の両水管橋工事費を合せ841，184

円32銭 6厘を要した。この拡張工事に従事した人夫は当時の失業救済事業として，職業紹介所から

の紹介入夫ではあったが，総取締・世話役・小頭という組組織のもとに飯場i植によったもので，

気の荒い組人夫であったから働きにかけてはなかなかょいところもあったが，その粗暴さもまた格

別で，飯場付近の住民から常に苦々しく思われたもので，ある時のごときは工事施行上支障家屋の

移転方について，補償突渉が行き悩んでいるうちに工事が進み，その建物がじゃまとなるや，有無

を言わさず居住者の面前で床下を掘り，柱をのこぎりで切り始めるというむちゃを{動いたほどで，

付近の婦女は夜間外出もできないといった調子で，幾多の話題をふりまいたものであった。このよ

うな種々な支障や困難を乗り越えて従業員が目的貫徹のために無休の努力をいたし，実を給んだこ

とは特筆すべきことであった。乙うして川井から下流側が計画どおり工事が完成されると，川井上

流側がやや手薄であったので，とくに南多摩郡南村地内において既設内径36インチ (910ミリメー

トノレ〕導水管に275馬力電動機直結口径700ミリメートノレ加圧ポンプを設置運転し， 1日5，500立方メ

ートノレの送水を増強して，同 6年 (1931年〉の夏はまつだく後顧の憂いはなかった。

(2) 田名村四ツ谷~川井間

J)ffi江水道局長のヨーロッパ・アメリカ視察による新しい企画として，回名~川井聞の1鼻水管には別

記のように電気治接鋼管を採用することに決定された。電気溶I査は当時アメリカにおいてすでに建



(644 )第 1編工 :11: の記~1事

築その他で笑用J切にはいっていたとはいえ，日本においてはまだ海軍技術部のみがこれをとり人れ

てはいたが，その他少数の大工場において研究中で実用の域に迷していなかった。しかしアメリカ

における実用的な好成~iHこかんがみ，確信をもって率先これを採川して，工伐の上にコ;きな節減を

もたらした。その先党者的男IfJrはまことにたたえられるべき功総といわねばならない。
ザワク

電気的1;::;11，1'首の製作に当っては，市内における大造船工場である綴浜自民架(現三菱:重工業績浜船

渠〕および日本鋼1苦浅野造船所(現日本鋼管鶴見造船所〕の両社に分別して供給契約が締結されたが，

その製符に際しては'~lL気浴桜製包技術指導者兼総盟主'l!lfとして，特に海軍技術部から俊秀な技術者を

似;請して工場に常駐させ，その

補助舵何者にもこの遂の優秀鳴

門家を任問して工場に出張崎将

させた。またJ_~J易側の沼気溶接

従業員についても優秀工員のう

らから選法して個々に技術官設

のうえi正取させるという慎重ぶ

:) -cあったので，製符上にはな

んらの心向日もなかった。 また;ni~

刊の性白l_:i令装にも官，![重な丹j怠

をなし，伎を下塗り用エラスチ

ヅグソリ→ーショ:/，こトえしてジ

~_- Iクロスを巻きつけ，さら

に上塗り用エラスチヅタソリ

ーシリンをもって塗装するとい

う慎重さであった。管は内径1，

100ミリメートノレ， 長さ 6メー

トルの永口付管で現場において

Sii接合するもので，直管・;見型

管とも厚さ10ミリメートノレの鋼

板を使用した。

現場敷設に除しては鉛妓合後

i斗筏1，100ミリメートル銅色の塗装(1:)と

ジ品一 lグロス被援 CT)

接合部をさらにソリューションに;えしたジ丸一トクロスをもって被泌した。ま/こ敷設工事はfl~_(営胞

行をもって1ti震に行い，とくに鋼管敷設工事/J~ブ]":ì日をプジントして現場に配布し，土砂のlJ!!l5loしに

際しては移動用木製の屋以型おおいを管の上部に泣かせ，坦!民し土砂， kr石の投入によって ;ì~\ の被

後に損傷を与えぬよう，細心の配位をしたほどであった。また毎日毎日工事終了後には敷設管の末

端部にはいちいらi反木ぶたをして保;sQしたものであった。

本工事は大島における同"時揚ノkとともに昭和7年(1932年〕の瓦の給水対策としてもくろまれ
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たものであったから，夏前の週水を目標に昭和 6年 (1931年)10月着工し，上流側は第 1工区，下流

側は第2工区と両工区の競争的な工事の進行によって予期どおりの進展をみ，翌 7年 (1932年) 6 

月3日には週水の運びとなれ向日川井浄水場において大西市長以下助役・局長外工事関係者30名

が参集して週水式を挙行i_.，こえて河月 18日には四谷浄水場において県庁・市各官庁長その他300名

の来賓を招待してその披露を行った。

本工事区聞は延長 16，244メートノレにおよび，おおむね平らな相模原台地を直線的に買いた工事

で，山の神下・鹿沼・境川および川井浄水場下付近を除いては地下水も低く，との四か所以外の工事

は比絞的容易であった。木工事

区間中，境川・堂山・rflノ沢・市

メ沢と河流横断箇所については

管の性質上すべて水省橋を架し

て横断した。

境川における|付径1，100ミリメートル鋼管架設工事
〔右方の管が1，100ミリメートル左ブJの2条は既設管)

しかし鋼管敷設工事上意外の

事故に遭遇しない訳でもなかっ

た。まず第ーは)111H争水場下，上

流側の谷戸のわき水場所におい

て昨日敷設し完全に桜合したー

辿の鋼管(前後に仮木ぶたをし

た〉が，埋戻し未済であったた

めわき水に抑し上げられ，一夜の中に 10本6日メートノレの区間の管が浮上したことがあった。内径

1，100ミJメートノレ鋼管は 1本6メートノレでその重量1.6トンのため，多量のわき水で堀削あとに水

がいっぱいとなってryj;が浮き上

がったしだいで，従来の銑鉄管

にはまったく例のない事故であ

った。これにこりて，その後は接

合した管はその日のうちに埋民

しを実施した。また鋼管の接合

の場合あるものはコーキングの

際承口にひび割れがはいり，ま

たは延びて鉛の脱出や締付けの

ききめがないものもあって，そ

の後承口外側に補強パンドをつ

けることとなった。本導水管の

完成により 1日導水量89，100立

高座郡麻構村山の神下における内径1，100ミリメートル
鋼管敷設工事
前方右下を行くのが新線路，左方丘上に向かうのが線路

方メートノレを増加し，多年の導水量不足からまったく免れうるにいたった。この導水管工事費は中
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/沢・堂山・境21;の水管:lrf#工事j'(をあわせ759，499円06銭7犀をJ}%した。

本J、与水管はその後昭和29年(1954年〕にいたり，減圧水そう下1m3，600メー 1ノレ!K!111低圧;刊に内筏

1，500ミリメ{トノレ鉄筋コ './!Jリー l管 1条を増設し， この区間の内径1，100ミリメー iノレ管を既設

内j壬36イγチ (910ミリメートノレ〉管とともにt泊去し，r)j内四日水平:に1云用したため，この区間の内

径1，100ミリメートル行は現有しないが，i也の部分は現在引続きもUll'l'である。

(3) :ミド'Jm水升

J)/~ j町川l米川県内陸部大沢村A'r':大)，7;'(:)1¥iJJ(羽市11品;U.~;(llj 大，1;，))

悦泣鉄筋コ Yクリー!
がい

JI;状、I"il， :(]議['1Jf;ノkそうでI，'J心1'1形の隔壁によって 2主に分かれ，その、1/1，は外室内径30メー

lノレ，内室内径9，1メートノレ，水深，外室4，9メートノレ，内室6，9メー 1ル，水{立はMlじ':j122.4メ

ー lノレとした。

'~g~ノ，j( ~f;;はíXのとおりでllI山水市1系統と大jqj均水系統とはそれぞれ区分されて流入流出する構造

とLi:こ。

内 2211f 山系統

i~;' U-!からの内f壬36インチ (910 ミリメートノレ)， 22イYチ (560ミリメ{トノレ)， 18インチ(460ミ

リメ -1ノレ〕の各信が流入し，また流げ』するが，内径22インチと18インチ管とは本池構内にお

いて合して内径30インチ (760ミリメートノレ〉管となってはいり，同様にして内径36インチ管

および30イYチ信 2条にて池より流出し， Wi内において30インチ管は22インチおよび18インチ

管の 2条に分流して下ることとした。

外安大島拐ノk系統

外室には大島臨時tw水の内径800ミリメートノレおよび700ミリメ{トルの 2条が入水窃として流

入し，内径1，100ミリメートノレ管をもって流出することとした。

大島送水井工事は昭和 B年)1933年) 4月に着手し，同 9"IO (193Mj:) 6月工1'158，727円05銭7厘

をもって落成したが，昭和16年 (1941年〉第3囲拡張第2期工事により久保沢ずい道工事が完成す

るにおよび，同ずい道下口の上大向接合引から内径36イYチ (910ミリメー lノレ〕管および1，100ミ

リメートノレ管をもって本井と述絡し内径36インチ (910ミリメートノレ〕缶、は従来どおり内室へ，新

設内径1，100ミリメートノレ管は外室に連絡させ，大防水i町村易水の水と合流することとなった。

しかるに昭和29年 (1954年〕第4回掠張工事の完成にともない，大島臨時HJ水はまったく不m::と

なるにいたって，大山i主水井の使命もここに終り，内径 22インチ (560ミジメートノレ)および18イ

ンチ (460ミリメ -1ノレ〉管は撤去され，上大J0!妾合労こからの内筏36インチ (910ミリメートノレ〉お

よび 1 ， 100 ミリメートノレ導水管によって麻瀞減圧水そうに底送されるようになって木~i の使用は民

止された。

(4) 川井 iiI水 池

i¥L立[ 神奈川県，~ll筑WI部岡村上11191' (現横mrlfi~U:ヶ谷区上川jHlIT)

川)1:(['水Jt}構内を自主張し，閃f/li内にi成圧と水泣I!!IJ定の目的をもってiiI水池 l池を築造した。
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椛造寸法・内法1品・長さとも30

/~ ~ 'ï ノレ，水f~~9.2メート/レの

鉄筋コング ~ì - ~0 りで， I出

を隔壁によって"'11こ4室に分

;九内径1，100ミリメー 1ノレ 2

36インチ(910ミリメートル)，

22イYチ (56Gミリメートル〉

および18インチ(460ミリメー

トル)の15-lff)j( !i~~; 4条がそれ

ぞれ系統叫に別個に入水し3

4r系統の室も縦に 3~に区分
仁川lの川:)1:11十水池 (tr~3!己i!Ji;I.:J， ~11 !~i :r '1') 

t...，入水3，¥に入った六は知数の小穴をもった附主主を通してil'li7.k1{Iに入札ついで町古stJのI可動え

んを浴流して iii水 L 流出主主へ入る jnl造とし各導水)~-日日に IIIノk しうるものとした。

本 7 U!.:'土 I~_{和 6 "1' (193111') 3;~ 71iユニt...，阿 8:q:. 7月結成したもので，工市択は46，415ド157銭を35し

ffl JI' :'i 水池!(I'~ J1i !ヰ

平面図
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の~③断 IIU図

~，J，.______2_Q，_ 8 Q_ 

た。本池はその後内径22イVチ (560ミりメートノレ〉および18イYチ (460ミりメートル〉導水管が

撤去されたが，なお内径1，100ミリメートルおよび36イYチ (910ミリメートル〉導水管の接合井と

し，また量水池として本来の使命に任じている。

2 浄水場工事

(1) 西谷着水池

位置:西谷浄水場構内(横浜市保土ケ谷区川島町〉

川井量水池から着水する原水をいったん本池に導き，ここから綬速ろ過池および急速ろ過池に導

くもので，川井量水池と伺様tと各導水管ごとに流量を計量し調節するもので，その構造寸法は内

法長さ 19メートル，幅 16 メートノレ，水深3.35~2.4メートルり鉄筋コ yタリート造りとし，昭和

6年 (1931年)3月着工し翌7年12月落成したもので，工事費は34，回5円98銭1D重を要した。木

?也は現在使用中である。

(2) 急速ろ過 f也

位置横浜市探土ヶ谷区川島町西谷浄水場構内

震災復興工事で急速ろ退治築造の際，次の拡張工事の場合を考慮して増設余地を残Lて用意して

あったので，士吉3回拡張工事においては，既設設備にならって増設することとした。最初は既設

靖のジューエノレ式を踏襲し空気と水による洗浄法を採用する計画であったが，その後洗浄様式に

ついて種々考究詞査に時を皆 L，その着工もために遅延したが，結局従来の経験からジューエノシ

式は逆洗浄の際ろ商に空気および水が均等に行きわたらず，むらになることと，集水装置がスト

レーナー式のため損失水頭が多<，かつストレ{ナーの取付け部が折損しやすいなどの事由か



(650) 7111細工 :!¥lの記録

ら， ジューエル式どと変1I!l，ノjえだけの沈([，によるホイヲー式を選ぶことになった。J)i設ホイラ一式

のろ過il~1ん長 010.8メー i ル J品7.3 メートノレ， 1'京さ 4.:n メートんのもの 7 池と L ，既設設備とあ

た立エ111ろJ也述!立12臼メー lルをもって 1.1主96ふ 835.li五i)一二Uヒ(ζ，¥)虫ろi邑池のみの能力)の

ろi邑能力合引するにいたった。従来のジ~エノレ式においては本格的急速ろ過池としての初めて

の施設であったため，ストレーナ~ :E~f[J:その他各機械的装{在はいずれもアメリカから輸入したも

のであったが，木工τ乍1>下の設耐附i右iに際しては1流1涜E5却f

l品H弘1を{佼史mした。木工事f!?は 159，5011"174主主を裂したもので，昭和10年 (1935年)12月若手L-，各池

築造， ~:'k符工事およびj 原監休工事その他i"j-;:ìJ，:設耐iiのいっさいを完成したのは同12年 (1937年〉

3凡であった。

!:i13!DjlJt， 

干!被工事

i;1i虫ろj邑?世IlEii没に{す，l1干し， ii

ifh混和i也および沈でん池は在来

の既設のものと同形の梢迭のも

のを波んでJj[~~&した。新設問谷

Î(i;Ki'lll 上り)京ノ，](をず~r~;によって

新旧河;x.U 1日âl~~有Ii也に浮き，それ

ぞれ沈でん池に流入したのち，

水路によって雨池の水を合流し

急速ろ過池に導水した。また架

lfil混手[1池わきに新たに型、品/1入

所を設面白した。

師長山
U品

抗
巾
汁

mnM R
 

五

31} 品氾柏1i血|鉄筋コングリート

沈でん池 11 /，ノ

メートル メー 1ル

13.34 

36.0 

4.5 

23.4 

i't d手 )'J ，1 

メートル
落m成手昭和16 9 26 

3.48 " 7 3 31 

3.84 
11品1手成

。6 7 1 
"守 7 10 

木設備はいずれも現在使用rl"である。

(3) tij?'igノk そう

位置:四谷浄水場構内(償浜市保土ヶ谷区川島町〕

急速ろ適地洗浄用水そうとして急速ろ過場わきに建設した。

構造寸法: 1型鋼鉄接支柱8本に支持された内径10メートノレ，有効水深 4メ{トノレ，有効貯水l'it314 

_\'f方メートルの千n!rì:鋼板水そうで入水~~;は内径350 ミリメートノレ {ì:.;;，山水管は内係700 ミリメ{ト

ノレ {i~\:，潟水管および排水1;;';は内径 300ミリメートノレとし，中央に集合させた。

11日午'1111年 (1936{I'.)10月工事に7fi工L，'¥"12イド 3月決成したもので，工事't't22，995円92銭を要し

た。正見1E使用中である。
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四谷浄水場 í'~ 架 7JZ そう構造図

平面図 側面図
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 3配水工事

(1) 鶴見配水線路

鶴見配水線路は総延長2旦27町54間 (10，897メー lノレ)，うち道路使用 1思7町48間 (4，778メー

トノレ)，線路新設をなしたもの 1旦20町6間 (6，119メーわけで，専用線路4町18悶(469メ(トノレ〉

を除き道路併用線路を開設すること l呈15町48問。，650メー lゾレ〕におよび，この間山を開き旧を

埋めて幅8メートノレの道路を築造した。また別に菊名I!ilには 1町48間 (196メ{トノレ〉にわたって

橋をかけ，東横線および国鉄横浜線とは立体交差として線路下を横断した。

線路築造工事は昭和 6年 (1931年) 9月1日着工，用地の決定にしたがって順次施行し，同 9年

(1934年) 3月にはほぼ落成をみたが，菊名氾横断について地元から架橋の要請があり，その架橋

工事および前後の線路取付け工事がまったく落成したのは翌日年 (1935年)11月であった。木区間

のうち西谷浄水場付近専用線路 469メートノレを除く，道路併用線路および菊名橋はその後市に移管

し，公道として現在建設局の管理に属している。

(2) 鶴見配水本管

従来の鶴見区一帯の配水管網は昭和2年 (1927年)4月1日鶴見町が横浜市編入に際し，当時の

市境であった生麦町における内径15.5インチ (395ミリメートル〉配水管から内径16イシチ (410ミ

リメートノレ〉管を延長し，これを本管として新市域に配水管網を新設したものであった。しかるに

鶴見地区における発展，ことに地先海岸工業地帯埋立の造成によって工業の隆盛著しく，水量の需

要急増して不足をかこつ戸がにわかに強くなって，ひいては工業招致の立市策に影響をおよぼすお

それもあり，鶴見地区配水増強の必要が喫緊の要務とみられるにいたり，第3回拡張第 1期工事の

一つの主要目標として，重点的に強力な配水管工事を施工する必要が生じた。このような事情のも

一一一とに本工事の施工に際しては，そのノレートi三万いて主在来既設道路によらず，西谷浄水場から，やl'



ぐ(52) 211" 1 編コ巳 ~jç の記録

奈川I'1I~見の山手を抜けて，鶴見工場jm~:日にi主する環状主，'[/しー lをj主び，新たに料路を自主iEしてl吋

iモ9110ミちメー lノレ管をもって，日IJ;主総h'による偽克広馬場町の荷台 Mこ新設する鶴見配水i也を総て，

以下内径800ミリメー 1ルないし600ミリメートル:['1を以って鶴見町にいたり，既設配水管にr.li絡し

た。しかるに新線路沿線の住民はこの新線路が，やがて奥地原発の新J;ii状道路として，その築造の

j12主に関心をもっlこいたり，地元有志から協力方の申し出があったのでz当局も地元と協議合重わ，

将来水道専用線路とせず公道として活用することの前段をもって，線路奴の君子制方を要望1.-.地元

手~T;:~ もこの立を休して高力事に当り，新線路築造用地のほとんどは寄付を受けることとなった。

鵠見配水管は上記のように台、純E主要したので， I昭和日年 (1931年〕日月からは下流i日1J1:1l見地区東

寺尾・鶴見町閣におげる定時敷内に敷設する内径600ミリメートル況水管工事にFi手した。p:工事

l主往還激しいf}l複複線の東海道線の下と京浜急行電鉄路線を横断する紙工τFをともなったが，司自

年 (1933{1') 5 月落成し~ J]IJに同 7年 (1932年) 8月からは線路築法工事の進ちょくに従い，世田谷

浄水場から鶴見配水iiI.llこいたる内径36インチ (910ミりメートノレ〉お主び900ミリメートル配水管工

事に恭ヱしたのであった。この工事は西谷浄水場から既設配水線路にi詰って和庄町に出て，一部道

路を利用しさらに山手に新線路を求めて率[珂町にいたり，丘陵をえぐり回を埋めて片倉・篠原を主主

て寺尾にいたり，馬場町の鶴見配水it!に主主 L さらにここから内径800ミむメートル管を敷設し東

寺尾で前記内径 600ミりメートノレ管と述絡するもので，その羽西谷j争水場下から和田町にいたるn¥;
かたuち

は地盤悪く，梯子胴木を施行する等工事悶維をきわめ，その上雄子川を水管織をもって践し神中鉄

道軌道下を横断する等施工上種々難工事に遭遇した。こ記ミ空)1;迎夕横断1.[('l:最も腐心L，ピタ lリ

ッタジョイントを用い{也氏の上t絞的地質の良好な地盤を選んで敷設した。本管は現在使周中である。

(3) 鶴見配7](支管

刷、 内径 350ミリメートル管(三ツ沢緑〕

rJs径9日0ミリメー]， /:-鶴見配水木管から三ツ沢町にて内径350ミFメートル告を分岐し三ツ沢公邸

東北方を湿り含三、ノ沢市町および北~[~:!沢の高台を給水する l均区紋で，附和 9{に (1934年) 5月

初日若手 L，同101，1'(1935年) 5月31日搭成した。

(ロ) 内筏500ミリメートノレ管(子安線〕

鵠見配水本管の西寺尾地内国鉄横浜線横断i丸内径900ミりメー]， ) tJf~; ;0':>ら内径500ミリメ{トル

管を分l攻 L，横浜線と引行尚下し入江町にいたって第2回拡張工事で敷設した内径15.5インチ(39

5ミリメー lノレ〕管と連絡させ子安方面工場地帯の給水増加を闘ったもので， ns1:官10年 (1935<0

12丹1日に若手し，同11年 (1936年)6月10日落成した。

例 内f壬350ミリメー lル管(鶴見?A命線〉

鶴見自己水塔からI:Uて二本木方商荷台一帯を給水する高区配水管で，明有，9年 (1934年) 7月12日

に活手L，何年10月15日j品成した。

同 内径30Cミリメー 1ル日吉本営

その後昭和12年日吉ブJ而新市械の発展にともない内筏900ミリメー]ノレ鶴見配水木管から硝名目I

において内役300ミリメートル管を分1，正レ，東慣線Iこ沿って日吉方而lこし、fこる配水官を敷設した。
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体:) 1"11モlIlilミリ〈 トノl;_;(!; ~ [r1iu町!)!

II(~ 何 1~\1 にしイこり， 1"111' 8lH)、リメ i ノ~.'(fn!t!}iL水本れから分派 l，)j(H1W 2 !:I \l ;tl内を l~jJ{L川にい

たり~ 1五l沿線 刊剖flノJ(-Jーる1什作400ミリメ i' ![， {(，;; ~士 $Ii:没した。

H l!i} 見配水線路 1斗任150 ミリメー l ノ~ :r.'，;: 

W~) tJ.配水線路前線給水のため内it900ミリメー iルホ的から分岐 L，内係150ミリメー iルマ;を木

作に読んで敷設し削ノ)<Y'，;:とした，， 11日刊 19(['.(1934{['.}I Jl I2 日下~-õlr(.こj(iTL.， 1百)1f7Jl29日出成した。

(1) i::j [>':配水行

前 3r日)Jli;:;n:J:'H¥eノ};:L'}rのl，IJ'moコ…ーっとして仙iX:*忠則ノj<r，:の折、充があげられる。 ;-1_IILlj配水訟の咋l

)111にともないムのj;;-;仰がまず己:j[王線の給ノjく不<<11むとなって混われたので，このwwとのため神奈川・

鶴見のl;jf:~に対しては上記したように新鶴見配水本位およびその校校工事が施行されたしだいであ

ったが，南部の山手地区に対してはあらためですf市区間水wが数設された。すなわち西谷西日水池か

ら町一巳111配水池にいたる既設内筏 241:/チ (610 ミリメートノレ)日 IZ線から中阪府~VI[mJ において内

1'1' 500ミリメートルri;を分自主 L. ï!T~U線路 lこ沿って久保山・ ii日向町を経て，山手に上がって山手間

i(官 ~;m を給水する新山区配水符を敷設した。途中大同川およひ、中村J11の横断はそれぞれ太ITI• rl"村

雨水管I誌を架設して波り，山手荷台への立ち上りに際しては，がけを開削し，新道を築造し敷設した。

木工事は昭和9年 (1934iF)2月6自に71}手l-，うさ10年 (1935年) 4月初日落成した。

第 7章鶴見配水場設備工事

1 鶴見回水池

位ii~ :航浜市的見庶民湯川

Wi.)宜寸法:内径60メー lル， 1訴さ 6~7 メートノレの鉄íj}:îコ γ グリー i 造りとした。加の周回lは481問

のlE方形権備で，また天引は平版式情迭で覆い筏50セ Yチメー iノレの支柱41本によって支持され

た。上部はy，~土， 1K芝をして換気孔を設置した。ノ'Kj立は襟tH9メ{トノレ，有効貯水量15，550立方

メートルで鶴見下町方而における 1日最大配水却に対して12時間分の貯水量とした。

入水管 内径 900ミリメートル倒的

111
1 オ竹 内径 800ミリメートル鋼管

[司径 300ミりメートル銑鉄管

工事治手 町1和8年 (1933年)11月27日

工事務成 rr{刊日12"1'(1937年)31i 31日

工 'Ii' 'i~ 171， 9551'J 86117 IliI 

本池は現在使用中である。

2 鶴見配水塔

位置.横浜市鶴見区馬場町，鶴見自己水場構内

木池は鶴見方面高台に対する配水を受け持つため築造されたもので，鶴見配水i也からポyプt鼻水

L.，水{えに，0じて自jlVrスイッチによってi主Aくさオもるの
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構造寸法:1均径8.5"- ，ノレ， f:871<i空22.63メ トノレの円何沼ーの:jJJC UIは65.5メ iノ， ，ピカ必水 fl{

1 t 2883L方メートル， :rï効貯水1"680立ノJ メー I ノレとした。 rぽ tifqム(L!t\'を夕、 Tì; 二ン 3 リー~， ;iI :)と

して側主宮市は内 íf聞に持、械をめぐらし外舟~を }j~~i7.; ゴング仁ート.;'{t :)で-[iI!i"CL，__¥-;;品¥'i'Jt，¥i(下一ょで

おおいJ:Jii，jには道知針をf支出した。

入水宅 内経 4口0ミリノ戸 lル

tE水世 内径 350ミリメー、ル

ヱτFl'! 33，450[99111 

支配ノt::~は現在'占問中である。

3 ポンプ場

備児配水j也から ~G7Jç格ヘ扱7.1<のため20潟カ[~[給関:*ポ γ プ 3 t~li由設されF その上屋とあわせ詮設

された。その後だ合方面自己水笠のt¥;¥jJ叫こともない，昭和z3年く1948咋)~口、たり Z白馬力広告!rl持水ポ

ジプは40高力直結ポンプユ台，30馬力直結ポンプ3台にヨセ設されて現1Eにし Iたりなお使用申であるο

第 8章臨時揚水設備工事

主宰 1節 臨時場水設備の経過

/~3 日111;5長官~2 期工事において水源が最初判1奈川県とのJ\同随行当ちから始まって容易に決定 Jな

かったため，水源、了三F完成にいたるまでの時定的応之、処践として，水源t1H給のためとり上げたのが

臨時湯水設備であった。しかるに.tH3 f8拡張工事のzk滅工事は，その後ヰ1首長 JII取水iÐrl1i\i，手~;施行案

となり，さらに呉の何7]"(続制;:;'~~~TI~'I'mかち h'ftí;市 E)3 ~rf の採りつぶしとなり，水師、Nr;~豆 I士容易に沢一し

なかったが，一方では配水LI:.j:3ド止ともにWUmしてヤったので支杭はJN定M:i設として予定した臨時

揚水~ili設も Lだいに1貝をすえて，さらに設備のttH出がく 0 返えされた。しかもその後宮， 3 日拡ぷ工

事の水源が道志)11系の青山拡張宗と"'う祁牧ìN!l\.滅を前混とした中間‘i可完拡張となり，計画 ~r立も

臨時湯水のlf;{水訟を加算して水源拡張苦I-jlijが絞られた誌I係もあり，当初昭和 6~7 年を日間の日'~I時

的施設にすぎなかっ?でこの設的も，つ吋、には〉下」漠i，JJ:lbkの工事が完成するまで宗広20年の長年j毛足

:1ったり杭浜ìn7~}Lの1712vjL171 としてTh;大な n~i;:\1を来 Lfこものであった，

第2&'Iう こヒ識の主主焔

1 最初白書詰時揚水設備

臨時帰水設耐工事1;e1lT{和5年 (1930年)11月1日nをもって市業認可を受;)るとともに市ちにXr
手 ;_，J， !~.'!.6 ;r:_ 1月27司所要訣予知の;3釘宮町1t'f'i:__.まず 2)"にl主主木工事に走124L，tflU」然管1}(:設

工事，吸水Jj築iiE工ヰf，ポ yプJ}，1工事113ブ1工事、住築工事についていっせいに工を進めた。木

工計干の内，長水わくお工こF1JJ~7:<~'二i!二主~t\::こついて 1'-; ， :-~~fr mqi~~i~i.R.村大品問先きの何?足um可j!f~J:主 r，iJ屯亡、

をはずした左岸寄っ♂じマザF7iに施設した。集71dっ-<:.j: fIi~ ri庁にお it る平;jこfヰの7ト\mr~~-*/~，メー lルの

採さ(こ六際わから於18メ-1ルをほてて. 1主心に:1:王ーす行lこ延長，0メートル:こわたって互設し了こ吻



構造は生松丸一人を組み合わせた

方 lf~時祭式で縦横山吉こも各1.

2./~ -Iルと L，末口210ミリメ

一lルなL、L1骨コミリメ -1ノレ

の丸太をもって'['1わくを形造

れその四，r，¥Iにボ口 120ミリメ

ートルの丸太を約30ミ"メー l

ルの (~jfi\Mに Jtj" j;t，民側のじ中

り引を通過した以水をこの見ん
，~よ

げさから i}ft入させた。時l!渠G~~出

にはよ長水用として :~l :tlのノj，]1 を

百~ 8 1;t 臨I時J-g7}ミ設備1二度1¥ ( 657) 

大品目前fi!刊誌:;J(~rk {iiì!工事 ~k7J;:Æ きょC) .'}ili ì'i lj (11{{:f:1:6年〉

あけた内筏 760ミリメートノレのコングリ ト告を延長41メートル却設 L，この導水合をもって吸水

井に導いた。吸ガ ~f は{モ3.6メートノレ，深さ 7.2 メー|ノレの木';<1わくの井筒をitT設現:した。 i股水井

およびポンプ場の一明は洪本の被:苦からえ)'るため刊さ約 1メー)， /レに地主主りされた。 この工事7土地

元説負人の地fJにかかり，当)Mは4との急速進ちょくにt"f，I]jj)これ労めたが，昭和6"1. (1931年〉はし

ばしば袋附に|僚会山洪水のためその進ち怖くを阻害されたことはなはだしく，完成宕みたのは12

月3日であった。 湯水ポンプおよび直結屯勃践は次のとおり最初各4おを胞設 L ポンプ場上屋を

新築収容した。

戸 ンプ

ー量一干に ぎ -zーl一 五 j;"ι1反 証 ['-i~-~"-- W; 一五一瓦 ilillit'i "，' 

EHJEJii二主工一三二に-r日竺
電動機

製造所

芝浦お気

~竺 i 里 JJ_[ ~ß _. !J: _L里3 竺-
J i!Ii型 |U51 川 oI 1，綱

電力については当時ポyプ:I!Jj付近には動力総のJiill設がなかったので，速く高度郡相原村松司王変電

所から専用電力線， 1副総を新設して供給をd支けることとした。 この供給料金は最初は使用の程度

もl閃らかでなかった関係よ，東京ffiJJi会社との聞に特別契約を結び，使用の丹は li5尽力電動機1

合 1)その逆転料金と Lて金 1，800円の月ぎめ特定料金で契約した。鉄管敷設工事は直営に‘て施行し

た。主主管工事は7(ポ γプ所から第3回拡張1¥111矧工事におも、て1む行する南陸部臼名村における内径

1，10日ミリメー).，.レ導水管の起点まで九径800ミリメートノレ管を敷設し， これと3m申告する予定であっ

争旨ヤI，~
，~頃， 11f'l和 64'(1幻L年〕の忍ーまでには， まだJiJJ二1，100ミリメートノレ管工事の完成がみられたか

ったので， 一時ポ yフ"JMから60メート 1¥'のがけニに立ち上った古河工!日線路を左折， さかのぼってl日

大応援合jlまで仮敷設し， ここに11入じて既設36インチ (910ミリメー lノレ〕等水管によって送水す

ると".う計画をたて，昭和日年 (1931年〉支季の急にだ、じ再三。 ついで何年10月以降第3回拡張工事
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による前記内径 1，100ミリメートノレ導水管工事の進行にともない，当初の計凶どおり正:jlilillli 111名付

地内における新設内径 1，1C日ミリメー 1ノレ管起点に述絡のため，さきに旧大島接合弁まで!日線路上

に仮設した内径 800 ミリメートル~~~;を撤去し，大j占派出所前水道線路から右折し丘l名村における内

径1，100ミリメートル管起点にいたる|剖(一部内径1，100ミリメートノレ符使用〕の敷設終え工事に汗1

手L 附和7年 (1932{1')5月22日延長2，315メー|ルの敷設を完了し， !'n]:fト 6 月 3 日送水して II~{

和 7ifc (1932"i') Uには送ノ')c能力を一段と増強しうるにいたった。本工事に使用した鉄告のうちポ
つは

ンプ 1\\1係の内径300 ミリメー l ノレ {í~;およびがけ一二までの内径800 ミリメー l ノレ揚水管は河鍔鋼鉄符を

用いたが，このIr:i;は泣li:i;， 典型t~; とも制桜の氾父i容j主管で，神戸三菱造船所に特別に製造させた。

これは日本においても~1Tlされた最初の水道府電公的j五倍で，当時としてはいまだ電気浴接訟が臼本

に紹介されて間もないころで，その哲及が十分でなかったので"日気許fj~の設備および技術等に優

先していたやl'戸三菱J主的所に判命されたものであった。なおこの湯水設備は第 3凹拡張tP;2 ~羽工事

の水源工 :1':の終るまでのIlf，fI Il ~NjÍli\没とされた関係よ，この工事に使用の 800 ミリメートル鈎鉄%;紛は

J広張工'll:が鶴見配水管に使則するため日出入した官を一時転用の意味で敷設したが，ひにくにもこの

臨時!泡設は相IYiJ!; TIT水道のtl'~ 2 7J<j/Jliとしてち工うほうがられ，順次その設備を拡張してl沼取129if-(19 

54i1'.)立は回拡張工事の裕成にいたるまで，災に 4半世紀近い長期間活用されたのであった。

エ Jf.J~ flr.~和 5 年度支出制 28 ， 082円 34~Q

グ 611.'. 11 

11 711.'. 。
計

(1)昇圧器の設泣

66， 375 r~ 34j:.¥} 

12 ， lC 日円 OO~X

106，557向68銭

昭和8年(l933"i'.)にいたり配水誌の増加に対処し，大島揚水の活用活発となって，ポンプ運転

台数地加し，従来の送電線 l回線なもってしては'む圧降下し運転上文郎があったので，同ポンプ坊

に昇1工:r~ 1台を設置した。

(2) 臨時錫水増設工事

自己水i止の逐年の増加に対処する方法としては大助yKi!i1からの取水量増強のほかなかったので，昭

和 9年 (1934年)12月8日市会の議決合経て，昭和10年 (1935年〉の夏季を目燃に 7月までに在米

施設防水ポンプと同主世間施力の 175!!，力蕊結ポン7'1台の増設，およびこれにともなう向ポ yプ上

屋の増築をl..，さらに~:Il侠川 IU:l水による河床の変移に問l して J])(入口補助ポンプを設践した。

コニ 事 名 H日1'119年 i立 Il{J和 10年度
開 阿 同

おJ水ポンプ1台出設および付帯設備投 2，410.87 14，420.07 16，830.94 

大島取入口補助ポンプ設位1.'1 2，515.75 2，515.75 

大島ポンプ場上屋時i築工事11: 1，128.14 101.63 1，229.77 

計 6，054.76 14，521.70 20，576.46 

(3) 大1;0送水eJlとのl児辿
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1]iW臨1l，lj:l&j水 t泣備を均投した当時はあくまで応急~i'jな臨時}jf1i設であったので. I吸水井等も木造で

あったし，またポンプ場からの防水符が絶墜をはい」がったがけ」の大.ilhìJfi~I_l'，所構内には仮設の木

造タンクが施設されたのであったが，本ポンプ1品水の恒久化にともなって WI係施設も漸次本格化~.

1I(";1'n 9 1，¥'. (1934年〕には木そうタンクの代りに抜合~j な築造することとなり，第 3 匝l拡張ti'll JU仁に

11'において r':;jJ主1111FFI名村に設i?i:予定の四ッ谷送水jj のü/:霞を変えて 7\.)~b に築J1t L.臨時J見ノkポンプ

によるJli(水をiJ入するとともに日山ノ'J(1u;i泊、らの各J早水管もこの{也に流入させ，その約七Eをつかさ

どる大1~:j送水)1ーの出現をみるにいたった。

2 第2次臨時揚水設備

!l(J和101，1'(19351，1'-)各国のl_l!:Ili1i I!J技術が主主守ト的に起〉て'r.p:;前 U}jラッン』の11，¥1¥が到米 L. :1)品

j有ノkの ~Y，';::~は iJ、 iW{\こ上昇して，水jitの不足が者しくなり，やむをねす臨ILJ"iXJ水の設備が次のように

治強された。

この百~2 ;'欠陥川バlJノ1(;&間iT.'j¥:は!日LfllJ1{j.(l936{1.) :2)J泊 fーされたが. [rI'Jlt泉寺、に ft討されたノk

i止の;九安Iy)に対処するため.1:【1¥は尖J'l]二1¥をもって急的iL，幾多のl時総を克1111して 7月上旬には

ー比、ポンプ。逆転の迩びに乙ぎつけ包憎したいjil互の給水を ιとなく過ごし似た乙とは氏に大きな

成果であった。

本工事のJ{)(水こにドは前回liij依の構造で，似およびr':;jさとも各1.2メートルの松丸太を総み合わせ

た方形時きょを. lìíj[且より i~~ く平水川=水凶 iご約 5 メー i ノレの泌さに，水際から約 30 メー|ノレを隔

て，討レ心にほぼ、I'-í jに延長59.6メートノレにわたって数設~.末端より内径 900 ミリメー l ノレ鉄筋コ

ンクリ l むを延長67メー lノレ放z没して，吸水対に導くものとした。この工事は最初じマり採取船

によって品目削したが，川市IJ途'i'予期しなかった玉石累積胞に巡過してしゅんせつ困難に陥り，潜水

火を11"いよげて五石を{国々に排出したほどで，作業困難をきわめたが，ょうやくにして 6月末にそ

の埋設を終えた。吸ノ!zjlは径4メー iノレ，泌さ10メー lノレの円形のコンクリート造りとし， 下部に

カーブシ L ーをはかせ，潜水夫をして順次下部の土砂を搬削排除し，上に荷重を載せて沈下させ，

沈下にufってコングリートを打i止していく工法を採用した。

ポンプ去は木造平家経のよ屋の下に地下室 l階を11'り，地下室にポンプ(1l'2型).地階に屯動機を

おのおの 2台自主設しょこ。

ポンプ'および冠動機の能力は次のとおりであった。

~~刊 jíJî 名

荏版製作J'Jf

i"l 弥 i 1目 馬 い
一
山

tLjノIj(~~:は内 f壬 700 ミリメートノレ管としj色撲を火，(1;$水子i まで既設)~と ~Éベ敷設した。本ポンプの

附設によって既設IHJlJj)i'j低線は不足となり，さらに100平方ミリメートル高圧線 1回線を椴設した。

ついご ~;!12W(1 937il:') 支の給水に処して，同年 6 月間 ~!l~同能力の可動機付ポンプ 1 台を増設し設
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備能力を増強した。これら一巡の工事がまったく完成したのは昭和13年 (1938'1') 3月であった。

| エー11:
工事名|一一ー ー『…---------------"'" 

|昭和 10年度 l昭和 11年度|

l 同 I ~ 

]庇 ノj丈 ユニ 'Il: I 8，420.20 I 31，851.85 

ポンプ;北備投

送水鉄管敷設 i'l

送屯設 uili ï~ 

器共機械 ï~

補

強

述

E

T

E

 

-
-
-

似

地

物

d、 言十

給

納

料

給

品

μu" 11I 

'J、 計

3，625.45 

4，154.68 

9，7叩 .20

303.66 

952.64 

27，246.83 

2，422.50 

689.06 

131. 70 

3，243目26

15，780.44 

11，410.53 

14，892.74 

418.07 

78.89 

2，122.85 

3，200.00 

79，755.37 

， 
542.55 

707.84 

244.82 

1，495.21 

1~ 

昭和 12一年度 l 計
ro 阿

1，513.27 41，785.32 

9，847.80 29，253.69 

15，565.21 

24，682.94 

721. 73 

1，031.43 

2，122.85 

3，200.00 

11，361.07 118，363.27 

2，965.05 

1，396.90 

376.52 

4，738.47 

合計 ;ω，4ω09 I 81，250.58 I 11，361.07 I 123，101刊

3 臨時揚水増設(第3次〕および導水加圧設備

凶ねんのtr~ 3 回拡張工事の水源工事は，ようやくにして道志}II既施設の取水増強~tに切りかわっ

たが，またしても漁業補償の問題がからんで容易に進展をみないうちに，一方てーは配水sーは工業の活

況にともなって急激な増加ぶりを示し，~E3 回拡張工事や臨時1M水設備工事において計画した自己水

誌の惣定よりも年々はるかに多量の配水笑t~iを示し 2 政)1，びに 2 年分の増加f立を l 年に記鍬する

という状態で，来る年も来る年も来年の瓦に備える準備におおわらわの有様であった。昭和6"F' (19 

31!rf.) líf，Îl!l~HbJ水設備以米俗"1 あるいはポンプを地設し，あるいはおg2 次の間i，[l !HJJJ水設備をしてきた

が， nf:i和13年 (1938flつにいたり，ついにtiE3次の臨時JZ水設備工事施行のやむなきにいたった。

また導水管においても昭和 6~7 年 (1931~1932年〕第 3 回拡張工事によって tìÐ i没した。内径1 ， 100

ミリメートル管の流ftをもってしても，わずか6年陪iの命脈を保ったにすぎず，ょうやく埠水11の不

足が現われるにいたった。しかし，にわかに導水平:1!日3設のilllびもつかないので，1JII&ポンプ.を設置し

てー時をしのぐこととした。これが昭和12年から同14年 (1937~1939年)にわたる|臨時揚水ならび

に導水増強工事であった。

この工事は昭和13年 (1938年) 3月1日l(:i工したが，当時日支司王変による戦時態勢下種々の影響

を受けて，工事資材および機械類の納入は遅延し，労力また払底して工事はまったく:立のごとく進

まなかったが，係員の努力によってよく機材を準備し， 1'-')1311'. (1938{J') 7月には!i/;IlI守防水ポンプ

の運転をB日始L 翌14年 (1939年) HJからは導水1JII圧ポンプも巡転され，配水上ょうやくことな
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きをえた。本工事の概裂は次のとおりであった。

(1) 附Ik]'防水設備工事

(イ) I1又 A、T :'1¥ 

11日前17 '1'.(1932JI'.)に完成した政相Jの耳、水)'1¥きよは，その後数聞にわたる洪水のためどろがか:i主し

集水能力も低下し，さらにポンプすえ付 jIliの関係からも逆転、上安全を欠くきらいがあったため，お1

3次開l時ゆノι設備工 1'，:にfむとしてはこの|日出設を欣変し，新たに夜来より泌く平水川Jノ'j(j百iT約 5，3メ

ートノレの泌さに水際から約15メートノレ似てて流心にほぼ平行に延長 140メートルにわたって別設す

る乙ととした。その情逃は'1松l'I'角を組み合わせた内法脳・川さとも1.2メートル， }、さ3，5メート

ルのわく 40側から}J.I:るもので，さらに出きょ末品初、ら内f子1，000ミ自メートノレ鉄筋コングリート官

延長60メートノレをもって吸水;)1に浮いた。吸水一井は内法長径7メートノレ， ~\i:Î. 1壬 4 メートノレ，i'，::jさ10，2

メートノレの鉄筋コンクリートiiiり長門筒とし，よ部を鉄筋コ yタリートぶたにておおい，人干し二かJ肝

をs泣けた。

(ロ)ポ y プ 1肝

( i ) 木造平家池上!壬の Fに地ド;{~および地下室1f占のポンプ袋を設け，次のポンプ，'J:iよび屯動機を

設I.!Rした。

175応力的M 口径300 ミリメー l ル償却~iil，!j宅金ポンプ 5 il (11:1施設移転分〉

275 /1 /1 350 ミリメートノレ~Ifi~ターピンポンプ 2 Ei (治設〉

くii) l見i;;ta~ 2ポγプド:IjをJI{プ!ifこ拡張I世主任L-，室内にi児mtと|可型のポンプ(25日丹ゾ力的結口j子350ミリ

メートノレ堅型Fーピンポンプ) 1台を鴻設した。

(iii) 昭和 7 年 (1932ir-)最初に完成した山際の既設ポンプ川上底はポンプ修設後'~_U; jJ の交;，11:変'心

'"に改造し， ¥lU工調笠装置を設けHV土の降下を防いだ。

。市鉄管敷設工事

送水木管としてポンプ場から内筏800ミリメートノレ鉄笥延長125メートノレを敷設し，がけ下におい

て既設800ミリメ -1ノレ管に連絡した。

;:n2<X叫訓!j:HJ7J<ぷ出i~r.-~h:を終えた大!，'};ポンフ J品がけ上は大向j主ノ)(71
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mz次臨時jLi水IH設工事を終えた式応ポンプ));7

(1回申113if..)ワn上方は制H出川

(2) 導水加圧ポンプi出世工事

付) 大島送水jl:~JIU1:ji(水池間iE水IJ日正ポンプ

!;i& 3次臨時湯水設備によって増加したJl:2:zk:filを導水するため， J::-.記区!Hlrjl京〕江l{flYl多m.'ltIirNfJl也

内i与水線路隣綾地にj泣地な買収し，ポンプ"j:&を設け460馬力電動機直結口径900ミリメー lノレポンプ

cm水量毎秒1.587立方メ{トノレ，協程15.5メー lノレ) 1台を内径1，1C日ミリメー iノレ導ノ'J(:iSに取り

付けた。この工事はあらかじめ使用水註の比11(主的少ない冬JUJに2仰の引出し亡lと水位締め切りJI)と

あわせて 3 個の制水弁を設置するため断水工事を施工し，ポンプのJI~付工"jfÜ;'容易にした。~1j!1!j木

ポンプ所付近には高圧1E114;の配線がなかったが，日本芯力株式会社の協力を符て，同社間rrIl変泊所

から I~J圧自己fGI立が同会祉の負Hlで Miたに施設された。本ポンプ施設により {Xのとおり導水泣の!\glJll

をみるにいたった。

m ノト M-守 1日自然流下泣 l 日力日!工 ~q 7J、量

1，100ミリメ トル行| 97，500立方メートル 27，200立方メー lル

36インチtij; 69，900 " 
22 " 18，000 " 
18 " 7，200 " 

124，700立方メートル

69，900ρ 

18，000 /J 

7，200 ノノ

計 問問
副 加 219，800 

(司川チi盆ノd(i也~四谷({>水JSj.rm.J，-C(水1m]玉市ンブ
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lii]記によって川)¥~hl:水池にノ白水した噌 IJII水誌をさらに西谷口十水坊に導水するため，上記区|日1'1' ，

識別議問、村今w(現保土ヶ谷区今li'illlJ)地内導水総路側主地に敷地在j!iij5(l，ポンプ。所を設け380

!品力'，u:rrvJ機i白結口径800ミリメー lルiも巻ポンプ OtJ水主tfu秒1.748立方メートノレ，ゆA:J15.6メー l

ノレ) 1台を;昌也1. 1勾径 1，100ミリメートノレ導水管に以り付けた。この施設に際しては前記f{i，j村ポ

YプJ品の場合と河械に施工したが，当I1Jj本ポンプ;lJj付近へのi凶j王誕百総担当変'a1:FJfとしては，横浜

市保土ケ谷区大 E町地内東京芯燈株式会社天王町変IG所であったが，川!王線は問変泊所以降途中ま

でで，現場付近には述していなかったので， 1司会中jにおいてこの改修工宇に宅:i1)，本市は工伐の

一郎な負担して送屯を31けることになった。本ポンプ。施設によって次のとおり導水14 の J\~jJ]!をみる

lこし、fょっtニ。

導 水 百|自然流 l jlt| 導水 j川正泣|

1，100ミリメー iルザ| 山捌立万メートル 4叩カメートル l162，6日j立プJメートル

38インチ:(i; I 74，2日 。 I 74，200 11 

20 11 I 9，500 11 9，日)() 11 

E十 205，900 40，400 246，300 

第 3宣p 臨時揚水設備および導水加圧ポンプ設備の撤去

これ~~ー述の臨時妨水各胞設および導水IJPJ王ポンフ.. 0;;'7](IJ日圧ポンプはその後百~4 [ill鉱張工事'1'

水量の増加とともに一時ますます増設されたが〕は第4回拡張工事の進ちょくにともないI@l次不問

となり，同工事完成後はすべて撤去され現在はその跡をとどめない。

第9章第3回拡張第2期工事

第 1節 水源問題の難航

!X~ 3 回拡張工事が初めて計画されてから水源問題が落治して，着工を見るまでに10有余年の~V-月

がむなしく経過し，そのiHj三転回転してなお幾多の"1f.'I'i'iがからみ，容易に泊i工の迩びにいたらず，

まことにややこしい事態の述統であった。最初1I{{f:!l 2 年 (1927年〕の奈はí~':jJili.郡大iR村地先におけ

る相模川本流の水を水路でmいてポンプ揚水するものであったが，応との協定から上流津久井郡内

郷村地先にえん堤を築いて県市合同J{j(水する言|闘に変。，さらにltがいっこうに立ら上がらないの

で，昭和8年(1933年〕には単独施行によって完i草することとし，てiE;定申訪をしたが， llLの限りつ

ぶしにあい，その後民営相撲川河水統制の実施から， Jj，]事業への参加を前段としたIt1rl-¥jj限定拡張茶

に姿をかえて J基志川系 ilI山水i/j;[の ~JL\~K となったのであった。しかしこの案も ììl志川における似1([((

2走者との補償問題の協議が容易に裕治しないため認可とならず，工事着手の迩びにいたらなかっ
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た。ょうやくにして附手111年 (193611')11月ifif業補償問魁も解決して， 'H121j'. (1937年)2月事業

3認可，同年3月五i工にいたったもので，昭和12 '1' (192711'-)からlU-{jを経過した後であった。

111 

図 o l1J;摂帥 t作物

口0 既設構"拘

~ì官級

百') 3 恒1tJL¥ ~.長ヱマ1\ 系統ドl

空事 2節工事の施行

1 水源工事

(1)収入口改造
w乙 ~ザこ

位置:1中奈川県l'lt久井都市川村大字i!;-山字飽子(現 i_IJ:久引 11官主lt久升凹I飽子〕
あ"こ

本拡張計画により，従来の]仮水並:401図を30{団増加して70{固とするため，飽子Jlj(入口]区水:hlの地!JI1

i邑 ;ι)11鮒子 1医入所附近平而ilw 

ノ〆
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にともない土砂の流入を防く辺、要」ニ，既設角j高しをさらに 4.7メートノレ補足し，JIモ入.rコの l:・下流に
じぞか」

jミさ 28.5 メートルないし 6 メートノレのf干600 ミリメー i ノレの IlJ筒形鉄制に IA'íをつめた~rEM.: !}Z:H1J_]_:'

6か所を設置した。本工事は昨1手rtl3年 (1938"['.)4月治ヱし同(，:f12月rWJJX:した。

本施設は!lH和291，1'.(195MI') y，¥));相撲川FiJ水統制限強事業として. JIL J，~J 1Iの水を松nr"L辺)1，水笠
あびこ

のみを残して，全i'f!í相模川jに I主入する工事を施行するに際L...絢子 )I~入口における70綱取水を確実
えん

にするため， Lt仰をもって制水!Iif:を築造して今日 iこおよんでいる。

(2) 排砂山改造

位置・山山沈でんJ易機内(:rJ'!相|13Y川mi-p久丸山沖久井一lllf)

既設排砂i:1且をJII側に拡大したものであって，その構造は鉄筋コ y グリー l造りとし，内法長さ

20.45メー lノ，..悩13メートノレ. ì京さ 2.5メートノレ~2.8メートノレの長方形そうに改造した。

i1i' lLJ沈でん場排砂池間 i世間

手面白

イM イ断面白

主主匡正空宜空酉戸三
えん

青山ずい退出口に近く姐it墜を設けて下手にifl~流壊を設置し，!日口にスグリーンを設けて水路に

給び，土砂を沈降して上表の水を流下するよう施設し，底許1Iはむtでんこ1:紗を封|出するのに仰利なよ

うに3個の!H水口に向って詰配を十jL...排水路は:1刊M コングリートとして，道志川に放流する

施設とした。木施設は現在使用''1''である。

(3) 薬品注入設備

-f3'i.霞:??山i:tでん場構内

既設薬品i容解そう 6裂く!ii(隊ばんどそう 4. ソーダ灰そう 2)を改造するとともに1流隙ばんどお
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よびソーダ灰そう各 2~在ï\:増設した。

構造寸法は内径2.0メー lル深さ 3.37メートルのl円筒形鉄筋コンクリート j宣りとし，内荷はMCFl主

ばんどそうはタイノレリK り，ソーダ以そうは制板張りとし，架rf~の術的Fには電動機による回転認なも

ってすることにした。木工事は|昭和14年 (1939年) 8月京工l.-，向15年3月前成した。工事授は29，2

15円60銭2医を要した。木崎設には l二度兼薬品trF1iとしての建物工事を付45したが，その工if1eは 4，

614門23主Qであった。これらの設備は現在使用中である。

(4) 述絡水路

位置:-1可山11でん場構内

tJH州から沈でん池にいたるnnは既設内径36インチ (910ミリメート川鉄管のほか，新たに詰自己

1，000分の1および700分のlの内法幅1.5メートル，中央水深1.25メー}ル，延長92メートノレの水路

を設け，その下流部にベンチュリーフリューム式量水装置を設置した。

上記水路の途中薬品注入設備下流側において排砂池と沈でん池聞の 2.5メ{トノレの水位差を利用

し，連絡水路'"1
'
に長さ22.5メー lノレ，腕および深さ 3メー lノレの傾斜した長方形の鉄筋コンタリート

造り薬品iJ~5利水路を設託した。 1見和水路には内部の左布lこ 14条の阻iiÎE墜を設け，なお問it墜には一

つ置きによ日目角落しと下部i惜孔を設け水は回流しつつ，かつ上下に躍動する構造とl.-，完全に茶Ifh

i主給水路の iJL!X~ 阻 iJí~壁

を混和するに使ならしめた。水

路の下流仰Ui1でん池i1fE入間iには

勾配7口0分のL 内法幅1.5メー

!ル，ノjくi~~ 1. 2メートノレ，延長189

メートノしの阪市孤状の水協を築

;11 L-.沈でん池からの流出11日に

は勾配600分の1，内法問1.5メ

ートル，水i~1.65 メートノレ，延長

68メートノレの底部弧状の水路を

f1525 した。流LUf日1J ノrK~Í'ljj(fiIMから

は援併Fまで内法I~l，j)メートル，

高さ1.2メートノレ，勾配57日分の

lの圧力水路とした。本水路工事は昭和13年 (1938年)9月Af手，同14年 (1939fF.)12月裕成し

た。工事授は36，016円32銭 1座を要した。本水路は現在使用rl'である。

(5) i土でん池

位置:背山沈でん場構内

，1;(設沈でん池の下流11I1JにJょして 1i也前設した。

F年造寸法は内法長さ69.7メートル. 1~11\53 メー l ル，水深5.45メートルの鉄筋コングリ←ト立i りにて

中央に導iiíE墜を設けた。原水は 61~1の流入そうから多数の小孔を通じて均等に iJÎ[入l.-，同じく 6j阿の
、し
出j収からあふれ流出する櫛治とした。
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背山沈で出場第5号以Lでん池博造図

手 面 図

〉・

一
一
一
一一一一→ー

一
c-c断面

千j"))J'u_:_止は14，仮)¥';，ブJメー|ノレで既設 4池とあわせて総!!'jノ'j(:ht67，0ω立方メー lルとなり，1日取

水民毎秒1日7立方メートル (70

側〕の約 9，5時間の沈でん能力

を有することとなった。

既設沈でん1也はi乳取水長 11:1 

90，0003'[ブfメートノレに対 Li，:t'i官I

n，!i'!l¥114W!j:D-¥1であったが， 1ilÏ' if~i止

でんi世の'作li:はJt似(I'j小さく卜

"己のように約 9.51¥守n，nのimfl川
I}Jlとなり，従:)¥、ーより 4，51時間の

桁~~(となった。これは全休の工

事f_[lrの節減を関るためであっ
エンIfcrの'-;'[山21'15号沈でん池(附キ1114年3月〉



( 668) !:í~ 1 ~'jllj ココ]干の 2己保

立~ 31bli 五 'jJEj'~2J問ユニ 11:'(161)>'' した JV 山川;でんj品

百九号i止でん池 C+;iiiの 2i由〕昭和16{e

て，別途地設による薬品ij戸入Jilli

dおよびiJEtn装涯の完{主によ

り， U~~水の濁った場合における

前処理効県を卜分発拘1させ，さ

らに新設沈でん池I:U入口!¥fl設に

よる水路式構造としたことと，

主た既I泣沈でん池の改造による

効県と相まって沈でん効果を有

効に発仰しうる総設としたこと

によって柑}いうるものであっ

Tこ。

木工事は昭和12'1'， (1937年〉

4月来手し，同16年 (1941年)2月1完成した。ヱτ阿1['は198，339円41銭3買を要した。

木池は現夜使用中である。

2 導水工事

(1)市径80日ミリメー lノレ鉄10:;コC/!J.リー i守および鋳鉄管

区間:青山接合升から中沢接合弁にいたる区間(現津久井郡津久井町および城山町〕

青山;妄合チ!ーから城山・太井両ずい遂を経，城山水管1脅か一岸中沢接合ヲ{にいたる延長5，931メートル

悶に既設内径42インチ (1，050ミリメー lノレ〉添水管に平行して新たに内径800ミリメートノレ管を敷

設した。この間水圧の比較的低い城山ずい道内延長4，352，19メ{トノレは鉄筋コ Yグリート管を敷設

し，'i車部 1，578，6メートノレはお級鋳鉄管とした。また城山水管:統は建設当時すでに将来の噌設を'j'.

f.Et L-，今回t目設分を添架するための荷重に耐えることのできる十分な能力を持ったものであったの

で，ぞのまま本管を添勢した。本工事は昭和15年 (1940年) 4月泊三f-，同16年 (1941年)2月落成

したもので，工事授は鉄筋コ Yグリート管が172，063円11銭 5匝，鋳鉄管が106，661円87銭6医言1

278，724円99銭 1胆を要した。 木管は現在使用中である。

木工事施行の昭和15年(1940年〉ころは日支事変の最高潮にあって，すでに諸資材の統制が実施さ

れ，鉄管の入手また困難な時代であった。またこの苦難のl時代克服のため続力予算簡にも実施聞に

も経費の節減と資材の節約が強調されていた11告であったので， .j守山t~合チ!以降の城山ずい道内低f:E

11日の軍事水管にとくに鉄筋コ Yグリート管を使用したしだいであったが，当時低圧部とはいえ，水道

尽力管にこのような火口径の鉄筋コングリート管を使用した前例は我国水道界でも他になく，当初

は使用をためらったのであったが，前述のごとき時局がらに即して敢然と鉄筋コンクリート管使

j日に踏み切ったわけであった。ことに狭いずい道内の既設管に乱立列して敷設するため施工きわめ

て困紙で，完惑を期することができないという慾条件であり，さらに敷設後方ーの故仰の場合には

~~fの持込みも不可能で，絶対取替え不能という厳しいものであったが，あえて断行したのであった。

施行に際してはm本検交について干1411立を浸~f ， 入念な恭r11~工事を尖施 L" 抜いため悶採な接合1こも
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Heていして入i合、;こ凶 [L だれ'i~~ ， Tr合日1IにわずかにII{{.怖を生じた't>例はあったが，今日にいたる

まで大きな支附はなく印日lされている 4とは， 主ず成功したとし、わねば必らないものぜあった。
拾よ

(2) 久保沢i早水ずいi立およびlIi'g長

反rm 小沢筏合井からと大応援合JIーにいたる1m(現tド久対liIl城山町および相模原市〕

小沢接合弁からと大島1'10合主!にいたる問13，311.2メー|ルは苅さ・幅とも1，9メー 1ノレの烏てい形

導水ずいJflとし，途中愛JII~J11尻県道横断立体交差1刊を水路橋にて渡り，上大.r~j接合JIイサ近の下流
金，

!日IJを11音渠とした。その締法延長等次のとおりであった。

:C 桁 I ![ーに間 、引h，<< 

ず L、 jE 3，187.1メー}ル| コングリートを

7)(路情 40，0 11 鉄筋コンクリート

Ri? きょ 84，1 11 " 

昨さ|勾 自己

300ミリメートル 1，5日日分の1

" 
2日) " " 

本水路のH-j聞流下北はjl):秒0.818立方メー lルの時にrl'央水深60センチメートル，毎秒1，97立方

メ ~I ルの附に1j '9U}:i::f1.0メ{トノレとした。

木ずい道工事は東海工業株式会社の訂iff，にかかり，昭和14年 (1939年)11月苅手，同16ij'.(1941 

年) 1月14日誌成した。工、Jfi'(はセメン l・鉄筋当支給材料ftをあわせ 531，660円51銭 4庄であっ

た。本ずい滋は現疲れ主的中であって，nH和28if(1953"1') 6 月 11~ 4回拡張工事において施行した相撲

ずい遂と相模原市大山地内の立体交差点、において連絡水路を設置し，必要にf，L、じ本ずい近から下制l

の相模ずい泊への補給ができるよう附設した。

木工事は相模川i のんj_;~:台地の ~;MJl1 くをIT く工事であったため， J二Jtci部に凝灰石および砂れき府が

あるのみで，大部分は関東ロームFHの地盤良好なものであって，地下水に難儀することなく，工程

順調に進み予期のli'<;来を収め15た。:工τJ¥中昭和15年(l940，n10月3日豆台風による出水のため，

久 保 沢 f ぃ id 平田iI斗
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久保沢上流i叫に一部下再慌があった程度にすぎなかった。本工事のずり tHしは上口は中沢における相

模)11沿い当局用地のくぼ地に護岸して土拾し，谷ケ原においては横坑を設けて水道用地くぼ地へ拾

て，久保沢においては県道下の谷間に治て，下流íll~は向原・」二大烏に斜坑を設けて rlllll!lを補償して

3個所に土置場を設けた。

なおこのノレートの選定については，すでに第3回拡張首12期工事の設計変更に際し説明したとお

りであるが，川尻ずい道下口から大応援合井聞の既設3条の導水管(内径 36インチ 22インチお

よび18インチ)は相撲川に沿って絶壁上段に敷設しであり，一部管が上下に突差している場所もあ

り，あるいはときどき事故を生じた場所などもあり，単に新設~;rl1n設のため線路の粧を増大するこ

との沼維さや，その余地のない個所もあっただけでなく，将来の保全上からも危険線路を継続使用
きょ

すべきではないとの見地から，ノレートを山側に移しずい道およびH音渠を築造して導水することとし

たのであった。またずい道断聞は施行上の最小断面としたが，なお既設導水符の流設をもあわせ流下

しうるため，関連後川尻ずいj宜~大島11;'合:11問の既設導水管は不安!となり， i也に撤去転用すること

ができたのであった。 jfii去延長は内径18イyチ(460ミリメートノレ〉および22イyチ (560ミリメート

ノレ〕管それぞれ3，000メー lノレ，内径36イγチ (910ミリメートノレ〉管2，700メ{トノレであった。

最後に木工事における最大の不幸はヱ事中止i下した石のために人夫 1名が死亡するという事放で

あった。

(3) 接合井

仔)中沢 J試合升

正面図

'1' 沢 I主 {_f ;)1: 1日 )11 I司

平面図

s = Y300 s = Y300 



Zí~ 9 '1江古~:3回紘以1日2)むi工事 (671) 

断面図

s = 1200 

{寸ffl'::i-Iそ久升郡川尻村'1'沢(現i'l<:久:lml城山町〕

久保沢ずい道の上口に設けた接合井で内法師6メートル，底部を 3段にわかちそのi柴さ3.95メー

トル， 5.2メ{トルおよび9.4メ{トノレの鉄筋コングリート造りとし，上部床!仮おおいを施~，城山

水管橋を渡った既設内径800ミリメートル 2条および新設同径 1条の 3管はそのまま向精左岸の絶

墜をはい上り，巾月日のJ主合持前聞にさし込み.~l:~簡は直接導水ずい道に直結せしめた。本接合宍は

久保沢ずいi邑とともに請負施行され，工事貨は36，834内59銭 2陸であった。木施設は現在使用中で

ある。

{同 !っょ，Q，ti:'合升

{、7R ill陛郡大沢村大B印〔相模原市大，c}j) 

久保沢ずい活111}きよの末端に設け，内法長さ・闘とも 7メートル， i荒さ 4.8メ{トノレの鉄筋コ y

グり}ト造りとし 2似の制水弁室<!:~fi置し，上部は鉄筋コ Y グリ}ト床J:i~1こでおおい，盛土をし

た。本升ーより内径1，100ミリメートルおよび 800ミリメートルの 2条を流出管とし，内径800ミリメ

ー|ノレ管は途中から内径36インチ官 (910ミリメートノレ〉となって大島送水井に連絡させた。

本縫合井は久保沢ずいj萱とともに訪負施行され，工事針は17，232円65鈴8犀を要した。本施設は

現在使用中である。
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」二 三三 品 j~ ft井出 出凶

平面図

A A 

ー三
A~A 断簡図

旧lt~高
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第4回拡張工事第10主主

要

i品 4 回fJ~IJ~~工!ドは在来のJj;iL~\む'，t :;J] 1一円168，0uif'と友メー]， )レ(百， 31ヨ~JE~~Eコ二引の副 ïilij*i~ で， 9たれ、

は水i，Jiiは臨lI!joj詰ノM包設により，また導水:土IJ仙ミポ γ7にぶつて応急がjにf見LEEt能力はt邸主されていた〕

概の事第 1節

から一挙に 468空000三;方沖ートノιにI早ijtするためョ一述の以ノh・滋*.i'f'7)くおよび釘*工事をj止行し

たもので， yに従来に官jをみないスヱ jJであった しかもその工事施行の叫JUは戦前. lr_x I! ，)'~，~l，戦

その陪討会および経済界のìSk~W)WJ を，亙じて施工した関係上，資金・資材後にわたコておとを要~，

よくこれを五~fl1 lHJnの総力を結11、して完および労力の対策 Bこついては幾多のヨ釈にJ笠通したが，

成したものであった。

日 Il'lにおよぶ設計の亥:æ:をしたが， J1二[~!_í ネ<JJ 1I~~布1l5'1' (1940伝)は技手月給そのr-m同流にj芯じ，

85凡~J}記月給80円，人天安 11可80銭の予算が，的存29{j. (1954年〉工立落成の際は， 15，480刊の

そのmlの工事伎につ"ての変化だけを考えても Iltの変転のはな賃金へースでめったことをみれば，

はだしさがうかがえるしだいであるロ

ココ)>をI，)zjι本工事のうち谷ケJぷ分水池は県営相模J11 i'r水統制，)!業津久井発t誼所工事とのmJ係上，

そのほ水後のずい道工事については下九沢分水池において横浜・)11崎両市に等分分水*に委託L;-，

するまでの符摸ずい道および分水泊施設は岡市共有を前版として共同施行したが，工期は木下1がJJfu

jjした3 下九沢分水i也以降は本Fi単独で導水・沈でんUj・浄水揚および配水の各工事を胞iJしたコ

その 1日ずい道・土えん堤!!';水池・~!+.*~~・水路橋"è 刀 j!Jl各在z多彩のf泣i誌が地盟11\'条件にしたがって

悩見11'1"な企画iをもって協設された大工事であったロ

= T丁施の事コゴ第一2節

池フk分

谷ケ ffi~分水i血(¥: 

神奈川県津久井郡川尻村谷ヶD)~ (現沖久子Htl;II'¥;I1!IIIJ)

神奈川県営相模JIli"l水統制卒業津久:JH'6定所水そうにl-t;iiFする|品j係よ，神奈川県に委託して水

そうの 部としてぞのwNIJに築造された。本池は長さ却メ -1 ノレ，附10メートルで本T~J ・)111;，i 

位í6~

1，!jTIJ :Ji、'i'fの大型ずい道にJlli絡するc

水そうと本分水池のi昔lには次の4I'iの活動7，kf'Jを設けた。

4 3 

メ四トル

2.00x1.70 

2 

メートル l 

2.00x1.70 I 

一
ル
治
則

l

;

 

-
2
 

メ
×

l

一
回2

 

番r~ 本

f
l
 

t; 

この氾は分水池の名称ではあるが，木w似からすれば;X:7N血でおうて，本池hこは抗ノ?、悩および

× i叫
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余水路も設けられ，大型ずい道入口には1{1潜水門を設けた。 l悩和18年 (1943年)5月着工，同

23年 (1948年) 3月溶成l.-，エ資 1，875，388円を婆した。本設備は本1Ii・川崎両市の共有に同

し，現在使用中である。

(2) 下九沢分水i也

位置 神奈川県南座郡大沢村下ブLiR(現相模原市九沢〕

横浜・川崎両市の共河施行による大型ずい道の終端において両市に水量を等分するため設けら

れた分水池で，ずい道の出口に当るとともに，さらに両市への導水ずい道の起点となる訳である。

将来の紘持管理上露出することが便利であるので，土被りの浅い開削のきく，この地点が巡ば

れた。本池は長径52メートノレ，短径35メートノレの長円形で， r!l央に内筏16メートル，その外IJIII

に内径29メートルパ出さそれぞれ3.15メートルの 2霊円そうを設け，ずい道中心線に対しすべて

左右対祢の構造とした。大型ずいi立からの水はまず内そうに入り，内そう周監に設けられた多

数の円孔を通過して外そうに流出し，さらに外そう周墜に設けた401聞の量水えん〔両市20個ず

つ〉をいつ流して外周水路(悩2メ

ートノレ， 1訴さ4.15メートノレ〕に入り，

それよりI削 liの11t独ずいi主に分流す

る構造とした。なお本i也の余ノkおよ

び排水路は洪{壬・中央FJiさそれぞれ

1.3メートノレ，延長316.3メートノレの

ずいi亙をもって鳩川に放流するよう

古島設した。 11日和16年 (1941年)12月

;省工. Ill']Z4.{:ト(1949年) 8月j喜成し

たもので， Iï~ 5，414，4291司54銭(出

I五伎のみ〉を要した。本設備は本ili・

川崎両市の共有に同し現在位。畑中で

ある。

2 ずい道工事

(1) 導水ずい道工事

』

相模導水ずい道は出QJはi1>.久;11分ノ'Ki住から問名にいたる聞を横浜市単独で長径3メートノレヰl央

幅 4メー lルの!謁てい型ずいi4をJjtli工する予定であったが，その後川崎市と合同施行すること

になってノレートを大沢村・上溝田J• n:延滞付をiillじる線に変吏 l，その延長は10，354メートノレと

なった。この中心線が確定すると地質調査のため数か所の地点、について，まずポーリングによ

る調査をし，上流fJllJは関東ローム府中央部は砂れきJMのr貯水府であり， -F流側は再び関東ロー

ム府であることがわかった。その後川自(;fm-が拡政工事計四を変:a:するにおよんで，分水池は閃

名から九沢に変更されたo そのためにバト久チi分水池から九i尺に設ける川崎市との分水i也までム

193.8メートノレはl両市の合同施行区1mとなり，それから下ifitfJli16，161メートノレは杭浜市の単独純
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行に変った。断面は暴徒・中央l院ともそれぞロ合同施行区間j:3.5 メート，~，単独施行区間
は2.3メートノレとし，請負入札の結果株式会社熊谷組の"1o札する11fiとなリ，昭和17年(1942年〉

1月15日正{工した。

的負契約はセメントを木TI;の施設するずい道沿線7個所の命厚で支給する条1'1ーとし，また起

点11'ら492.4メ{トノレの久保沢搬坑以降は，およそ大型ずい道はし000メートル，小型ずし、道は

1，0ω メ{トルないし 1，500メ{トノレ区陥HUl!に級坑または斜坑を設け，それぞれ近くに土拾

坊を木市において用意した。

その後単動11行部は将来流下記増大の場合設考l長、G，断雨を由主・中央高さとも 2.6メート

ノレに増大し最大流量毎秒8.34立方メートルに変更した。工事は氏設導坑から始め第l尊右t，チL

ちい i草断面Iおぶび tir: lJ.凶

犬 型
D=3.51卯 tz昔i(in=aolS 
日=筑量点寝耳面識 型
5=;1謂詮 v=;克議

0GA2z=2酎z6t0面畳0積hV汚=5H物汎商斑担n=.{).OI5 門'ANNINGのう主主 白日
によ否

亀戸田WNING<o包;x
による

型の臓に切拡げていった。品i肖11の進むにつれ大型ずい道では，がけ山~下九沢分水池1m，小型

ずい道では7L沢分水池付近において，砂れき用を通過した地下水のわき水はなはだしく，これ

の排除には，なみなみならなし、苦心が払われた。久保沢toi坑や産山横坑からの自然流出ではま

に合わず 2横抗;にも斜坑にも排水ポンフaが1/a:'ii注されたが，ことにわき水の多量であった大島台や

九沢斜坑ははなはだしく，古iT者J土当初予定した5馬力 3台のポンプ。では排水しきれず， 20馬力

2台・ 30馬刀 1台を設置したが.当時機械不足のi時代であったのでその入手も思うようにいか

ず，手配がiti1礼て一時はわき水が半円付近まで達するという状怠Jこいたったこともあったりf走者

の場合も当初は 5馬力 5台の排水ポンプ設置の予定が，最後には50馬刀お主び30馬ゴJポンプ各

1合によって相tl:!:llしなければならな v、状態であった。
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このような有様であったから，大型ずい道にあっては砂れき庖aの地盤がゆるんで，地圧が大い

に加わり，切拡げはすこぶる図書住となって工事は難渋をきわめ，コンクリート巻厚さも50セy

チメートノレで不足と忠、われた所には60センチメートノレ~70センチメートノレの厚さとした。小型

ずい道にあっては，分水池以降内出斜坑まではわき水が多かったが，下流にしたがって地盤は

良好となり，ス型ずいi草に比して工事ははるかに容易であった。

大型ずい道のわき水の一例をあげると 3ユ草坑切t広中にi立過した淡雨によって，坑i立|勾に流入し，

また地層からi呈透した地下水は全ずいi丘を棋の:)1戸として満水し i汲めども汲めども水:lii:減退

せず，ついに 2か月にわたって工事は事災上中止のやむなきにいたったことさえあった。そのIHl

NE2次他界大戦の進展にともなう物資の不足はますます著しく， ~d~í1ilJは強化され， 1昭和118年 (19

43年〉ごろにはさらに労力の不足もはなはだしくなり，工事安全面的に手を拡げて施工するこ

とができなくなって，やむなく条約的に主点的に地質不良個所を主として純工するようにした。

工df用の諸材料についてはますます統制が強化されると，本市は主要材料であるセメントにつ

いて極力配給方のi返却Jをして，工事の推進を計ったが，セメントもI'iifr次鋭、砕セメントや水さい
げい

セメントが配給されるようになり，建国空白土をおもに使用して工程の進行を計った。しかし事

態は単に支給セメントにっし、てだけ配慮する域を越え，物資の不足と統制の強化とは工事施行

上のあらゆる所用資材についても，日ltJ負人に協力して獲得のためにあっ旋しなければならない

状態となり，ガソリンや坑木やワイヤーローフ.等についても市自身配給切符を獲得し，その現

物化をあっ旋する始末であった。このようにして戦争の進行にともない労務，物資ともいよい

よお!尽をきわめ，ますます工事は制約を受け工程Jlli)l足として進行しなかったとき昭和初年(194

5年)5月横浜は大空艇を受け，一挙にして市の中枢が焦土となり，市の情勢がまったく一変す

るにおよんで，本工事関係の本市職員もあげて戦災復旧工事応援のため市内に招集され，本工

事は一時中止されることとなり，次いで終戦を迎えたしだいであるが'1"止当時の出来高は.{K

のとおりであった。

三]¥: 4'， 工 同 一役一:t;一立1メ百一].一又?ト九ルーはで|lローム府 | i |砂 際 府 計

二L 進行状況% 次:官1L町同( 進二行状況引|一一設Jロが|下川ル |進行状7況6 

-'.9: bL 1 672.4 1 77.8 I 4，181.8 I 82.5 I 4，854.2 I 81.8 

iUJM 山 49.31 3印1.31 68.0 1 4.253.1 臼 O
大型ずし、i韮 2帥8，メ63ー6トル

コングリ-I.:r. 1 ~ 1 ~ 1 - 1 - 1 28.636.2 1 51.6 

11日きょこニ メ6ー01ルo 1 40.0 

下九沢分水池工 ']i 90.0 

2，906.4 100 2，460.7 96.0 5，367.1 98.2 

2，906.4 83.0 2，414.8 88.0 5，321.2 85.3 
小型ずいi立 252l万，メ13ー9ト.ル7 コングリート立; 55.6 

nn き上コ:
メー1ト1ル6 

40.0 
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乱回官民
口来車唱 瞬静E昔日限主

411ロ宗主回岬噌y
因。-47園 紛 r

" 

μかるにf きもE後，横浜は進駐アメリカ陸l1IU~ 8 111の本拠地となって，耳関係施設および1百合

25のI自誌にともない， その所要水誌について優先供給の結果， 戦災後願次復興したTiTl主給水に

不足をみるようにたって，進~l)IYから水:1llßil強のためtfE 41ヨl!t~:f工事のうち， Ull効的一部工事

について評初方の指令が発せら{t，昭和122年 C1947年〕 9月拡張工事令を再開したロ その後さら

に1T1においても第4回拡張工!j，の核心である本ずい道工事の滋急完成な Lには実質的に水量憎

強のm.をなさないことを認め， ついに:W:iN.:有のセメン 1-1，00ロト γをとくにJ/1.1泊して本ずい近

工事り緊急完成を要望するにいたったっ

ここにおいて本ずい道工事はふたたひ脚光をあび再開されるにいたったが， まず工事施工の

ために要する諸資材の獲得についてあっ旋しなければならなかった。すなわち-fyJをあげると

当11寺町重なガソリンも当局への割当切符のうちから支給してじやり・砂の採夜をさせる笥， あ

らゆる努力を阪出して工事の進行を計ったc しかしながら再開の深は，工事中止JW問中坑木等

も久しくそのままに放[置さ札てあったので，日ibi、地帯干の導坑切拡品目分はほとんど崩段して入坑

不能の状態であった。:再着手後は昭和22ir.C1947年)10月，まず久保沢棋坑の復旧を手始めとし

て逐次抗日の復l日をい翌年木抗の期制に進むこととなったが，大型ずいるのうち菖111~久保

i尺関および大島台斜抗上口のごときは18堀田リ部はまったく崩壊して，復IElに努めたが 1Sのよ主

行状況わずかに30てンチメ一、んにも迷せず p いたずらにずり出し盆ばかり多く， このまま当

初計図どおりのEMItを細進することはまったく図紙であ~，多大の日数と経質を要するだけで

先述の見込みがつかなくなって，大明ずし、近にては久保沢~荒川1651.9メー lルおよび霊山~

穴島台間;!180 メート Jレ|剖の rp心紋を変豆~ Lr 小型ずい逃においては九沢分水池~I斗 fJ:\m~70メー
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トル聞の中心線を変更した。また小型ずい遊末t;!iの目白きよは当時セメントの品質低下によって

圧力硝きょでは漏水多大となるおそれがめったので，時きょを 301.8 メー!ノレに短~I{~ L.，残余

は鉄筋コ '/!Iリート管を使用のことに変更した。そして11i'fきょ末端 tこは虹1!7とに妓合弁を設け，

当時食糧増産の要wのもとに，相模原台地H目発の二十回iをもって畑地かんがい事業協行中であっ

たので，必要に応じては余剰水分水も可能の施設をした。

このように幾度かの設計変更が加えられ，話負契約についても工事完成主で次のように 7回

におよぶ改訂が行われて，工事落，'i¥:のl擦の科'HH複は当初契約の実に461告に迷する巨額におよん

だしだL、であった。

ずい道および分草地 情 負 工 事 設 計 変 更 経 過

設計変a回数 原設計 l

|第 l凹!耳&2 r司l百c3問|百c4 回1I抗 5 凹!両第官百四|坑一7一岡一

~(\有l1p冊.1同。司1昭和 同和 問和 同1"'和 8協和 陥幸治
設計変更年月日 17. 1.151 17.12.111 19.6. 11 22. 3.191 22.12.18 23.8.201 24. 1.171 24. 6.17 

円四?l: pl 円 円円

前 f!ヱ ':Jft~ 

4;04日5.0005小i民E，Ol児折1i0而ず，0変い3日4営小道、E施世一75行市ず，0在い00部工変9立手'，17652並12121抑2州5制fこ375J工i1，1同6制i3L， 1山投0010エ州2，-66ド似9，4狩851[合5大道5品，却|2古6l川uす2m，Gい佃 18I丸;古M5]，1附4714竪斜5J.6坑3L02131 l | 1 

武 ~-I 変 Æ 机h

[岩 陪!ヰ 坑 1，メ加ートル7 1，メ7ー19トル7 l，J7am19ト'7b メ52m2トル4 メ52ー2トル4 メ52ー2トル4 J6'ー72ト.ル4 メ67円 2PJ4L 

査す=捕 WJ切 拡 1，719.7 1，719.7 1，719.7 522.4 品22.4 522.4 651.8 651.8 

砂磁用{導坑丸414.[ 2，386.4 2，386.4 3，563.71 3，563.7 3，563.7 4，叩2.3 4，181.d 四
し、〈

2，386.4 2，386.41 3，563.71 3，563.7 3，563.7 3.473.7 3，601. 道;ti11 t'i'1J9'J 邦 2，414.1

]一: 立25方，メ5ー69ト1ル 2立5方，メ3町自0ト.ルE 2立5万rJ3Eー80ト.B9L 2立6方，メ5ー09ド.ル1 立26方，A5ーJ9予ル1 立26方，メ5ーJ9ト.ル1 2以8ガ，メ『ーi7トZ2L 2、f87J.メ6ー36トル2 
pJ r 1l z2:Yクリート! 25，569.5 

目白きょコI J46-03・ル0 メBー01ト.n。b メ6ー0トル0 5d6-0恥F0レ 川6ー泊トn。b タ6ー0トル0 メ6ー0トル0 メ6ー0ド.ル0 

I~ÏiÍメー6トル6 短径メ3町5トル0 

下 九 iR 
長さ18.9 主主径52.0

タy 水池」二 l' aさ3.15 iWさ 3.7

j8-10Fル5 13J9ah45ト.ル7 13j9回65ト1ル7 1，メ96日 5ト.ル7 1，メ96m5ト.p7b 2 ，メ06ーd~ル7 メtー;0トん
2，060.7 

初制切貼 810.5 1，945.7 1，945.7 1，965. 1，965.7 1，965.7 2，014.8 2，014.8 

420.0 420.0. 420.0 4日0.0 400.0 400.0 400.0 

型

ず
420.0 420.0 420.0 400唱。 400.0 40日.0 ..;日日 .0

、，、

iA;i:1 
4，207，7 2，756.4 2，906，4 2，900.4 2，906噌4 2，906.4 21906.4 2，906.4 

道
4，207.7 2，756.4， 2 ，906 ，~ 2，906.4 2，906，4 2，906，4! 2，906.4 29l日6.4

ヨ:
'If コングりー 1立3方，〆65】 1ト凡9 2立9JJ，メ42ー8トル8 2立1J，3J9【34トル7 2立I:jJ，jO3】 4トル7 2立1方メmー4トル7 2立1プ，メ03ー4ド.ル7i 2立1方，メ03ー4ト.ル7 2立l方，J13ー9ト.ル7 

コ:
1，メ14ー2ト.ルg 133047町2ト.ル3 メ11ー6トル0 メ1-16FF0も J1dh16トル0 メ1ー16ト。レ メ11ー61トル0 ノl何1冊6トル5 

ずいi草r.*Y~mf 301.8 きょ

昭和22年(1947']'.)工事再開後は主要資材であるセメントの大iよ欣lJ_!I. その他各慨にわたる進駐

35の応援， I佐進があったので各種の資材の入手も詳易となり p 工担はかつて見ないほどのj胴剥



江llO~ W4凹鉱張工事 (6'79) 

な進行ぶりを示し，昭和2MI'(1949Jl) 7 nついにこの大工事の完成をみるにいたった。

本工事が完或すると下流に施設中であった相模原沈でん地の完成を待たず，相i管によって導

水管に述絡し水源相模湖の水を川oll浄水坊にI邸主自然流下によって送水することができるよう

になり，大島臨時協水設備・大島導水加圧ポyプ・田名導水加圧ポンプおよび背山導水加圧ポ

ンプはすべて不要となり，長年揚水およひ持ノ'ktiE力が包力事情のいかんによって支配された不

安を|徐き，日常経質の上にも電力料金地加に苦しんだ悩みが解消され，ずいiil完成の意義はここ

に大きくグローズ7ッフ。されて， 7年有余にわたる長期工事期間中の関係者の大きな努力や，苦

労も，その成果の喜一びによって一皮に吹き飛び， I!r]~ヰ124 {J'. (1949年)7月18日朝野の関係者お

よびアメリカ軍関係者等多数宮下九沢分水池に紹き，盛大な落成式をあげてにぎやかに道水の

導水ずい i立平岡図

l障が行われたのであった。 JID水後，相模原沈でん場が未完成の軒定期間は谷ケ朕分水池に臨時

に現if弘法入所を設け本ずいi且をーn~J:的の沈でんi也として利用した。

本ずいi立はその延長次のとおりで，現在使用中であるが，ずい道工事政としての文IU額は総

計j223，713，665 I弓99銭 5歴によ主した。

才l 祢|本体工事分!分水池州 向; I分 水 制 門11 I ，:1 
一ー ド メーが了! ーメコ両 I-------.--------:;t-::-~"ji，1一一一… ----，c.訂正ー

大 ~Ii~ ずい道 I 4，218.536 I - I 1.0 I 4，219.536 

ノト~!~ずし、 J込

分ノl、池

5，694.984 

52.。

(2) ずいi注工事と沿線引戸の水枯れ

11.0 1.2 5，707.194 

52.。

J(jノトずい道工事のlJIli行にあたって区間中起点、から 600メートノレ下流の川尻村前jケ原まではお
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盤!習であったが，それから下流相模原市大品にいたる1，400メートル聞と，起点より 3，45Cメー

トんから?九沢分水池にいたる約 750 メ~ ~ /:-nnの2区間1は， hit行地階がì';;I-~JJくJ習である砂れき

地質であるのと，付近に古i¥絡があり，そのうえにずい道施行基菌高が民家の共戸の深さの基商

高とほぼ近似して"たため，あらかじめ工事の進行にしたがって升戸へのJ:-\~~，日が予想されたの

で，最初から付近民家の井戸について綿密な調査を実施した。この拶響の考ほされる井戸は上

司t側谷ケ!万1および大島において22井z 九iH附近においてお井であった。こ工事が進行して坑内排

水が逐次増加するにおよんで，はたして井戸へのi苦渋も相当判然と現れて来て，そのままにj;!(

w:できない状態とたったので， It:l呪とも種々協議の上次のように処位した。

@上流1尉地域(JII尻付谷ケ原およひ相模原市大島〉

この地域はさきに本r\l~3 ]]拡張工事においてHi行 Lた三沢村中沢から上大品にいたる 2~水

ずい道が付近の地下をihi通していたので，部活12寄りの2個所においてずい泣に削孔 L，ポ y

プにより揚水して ζれを水源として各民家に給水した。 給水管は当時資材の入手が問自lであっ

たので竹管を使用して代)fJ管とした。

しかしずい道工事も資材の制約を受けて予定どおり進行せず，工事が長期化するにおよび竹

管では故障が多く，また水質的にも竹独特のくさ味をともない2 民家からの苦情も続出したの

で，一部本管に石綿セメント管を使用して敷設終えする等苦労はなみなみならみものがあった

が一応これによって解決をみた。

@ 下i高官u地域(相模原市下九沢〉

この地域は民家が比較的密集していたのにかかわらず直当な*1伸、のないことが給水上の大

きな悩みであった。やむなく民家の井戸のうちから相当i思しチ戸を lか所しゅんせつ L-. これ

を水市!としてポンプ1易水して各戸に給水した。しかし六十Jの入手到lからここでも同様に竹管が

{車用さtもた。

このようにして工事中の鞍定給水が就けられたが， .その後ずい道も迫水の~ひとなって付近

一帯が旧態に復すると，各戸の井戸も水位回復の徴{晃を示したが，民家からはエjjf中の釘定設

備を改良して存置方の要望が強く，これが不能の場合には長年月にわたって使用中止した井戸

の消掠その他の約俄のためi~mの支出方を弐めて多額の要求があったε ここにおいて種々ザ街

←1:1，おりから上流地方には神奈川県営水道のj]j水をみた際であったので，これから給水を受け

るのを最良の策とし，給水工事を当局負担で施行して併jえした。すると下流地方でも上流部同

様m営水道からの上水給水方について要求があった。しかしこれは距雌の間保上向、恐であった

ので井戸のi/H'll}I号等を補償して，井戸水に関するいっさいのp'-渉を打ち切り解決したa

3 導水エ事

(1) 相模原沈でん池~川井接合升tm

!:(~4@拡張工事の当初計画においてはl王座郡旧名村(現相棋風j\illl名〕に沈でん池を設け，

これからI'MJミ水量 1ICI 198，口00立方メ l' )レ (82 ， 5f同〕を導水寸るためW~設線問を拡張し，内

径1，500ミリメー iノレイ誌をJ11升浄水場まで 16 ， 646 メー|ノレ ~j}CÞ:立 L，途中"í:1;1主 41日河川制寸(相模原
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i!ifi，¥i)に|桃山i成)土水そうを設け， IJI名itでん池以降の2，400メートル区1mおよび!州出減)]ノkそ

う以降の 6，025メー lル肝¥1の水庄の低い区rHJは工費節減ならびに鉄材節約のため，鉄筋コンク

リート管を放設 Lf也は鋳鉄~í{\;を敷設することとし， うち問名沈でんi也~下滞減圧水そう|刻の潟

水y~;は第 21羽工事に絞り， W lJVI工事としてはまず麻滞減圧71くそう以降の工事念施を要する R

日目を附和15年 (1940"f)10月新工したものであったが，その後川附i!iとの分水点の変更その他

によって導水ずい滋が変更され，したがって沈でん池の位Iすは悶名から麻瀞に変り，沈でん場~

麻N，~i，威圧水そう聞の導水管は690メートノレに短縮された。減圧水そう以降の内径1 ， 500 ミリメー

iノレ鉄筋コ Yグリート管 6，025メー lノレ反聞は昭和18年 (194311') 8月完成をみ，青山系統既

設管と述絡させ有効に導水設を113大した。さらに下流問IJ鋳鉄管~泣設区間については，鉄材配給統

制!のもとにあって，そのWIJ当設の獲得のため関係官庁への際↑!?巡部Jに犯行努力 L，車k1:~; メ{カ

ーに対しては鉄材以外の訓資材のあっ旋までもする笥幾多の努力を重ねて 1メートルにI，J鉄

材 1トンを要する内筏 1，5∞ミリメートノレ同級鋳鉄管をようやくにして 2，300メートル分獲得

し，昭和19年 (1944年)10月までにこの区間の敷設を終え，東京都南多rr'fl出I朽村地内において

既設導水位に述絡して辺水L，有効に導*:0:を増大させた。残余の川井浄水場までの最終区rm

1 ， 400 メー i ルは終戦後百~4 回拡張工事の再開とともに進ml 軍の命令工事のーっとして随行さ

れたもので，内i壬1，500ミリメートノレ沼気浴tW鋼管を使用し， JE合も現場i者l妾することと L，

昭和21年 (1946年) 6月治工された。この所要資材についても鉄材，主主装用ブロンアスフアル

トおよび)'111類勾;いっさいの所要資材について関係主務官庁に特別配給方を陳情話阪iL，それぞ

れ叩!当を受けてメーカーに支給したロことに鉄材については内務省から旧軍用鉄材の無料大lu:

欣出を受け，これを製造工場に文給して鉄官製作伎を低成にした事務当局の努力や，当!I~~困難

で区'f.!tを要した述搬， ことに内径 1，500ミリメートノレ長さ 6メ{トノレという長大物の鋼管の輸

送について，進!!J:l:Wに~H{l して軍の重量物巡防トラッグの!日動を受け，無料で工i易から現場ま

で輸送した折衝C，lY;終戦後の混乱期を朽みに縫って，その工事の完遂と経賢官[J減への熱意と努力

とが実って， !lH和122{1'，(1947年)12月この工事を完了し，川UH'ff水場までようやくにして内筏

1，5C日ミリメートノレ管のiJiJをiillしうるにいたった。

(i)鉄筋コングリート管敷設

導水管に鉄筋コ :/IJ リート 1í~;を使用したことは，すでにtî'~3 回拡張第 2 期工事において経験

済みであったので，木工事においても鉄材のr自殺規正の強化にnn応して，鉄車fのIt用1:{，として

極力使用することとした。

しかし鉄筋コングリート符の性質上，自下水圧 l平方センチメートルにつき 2キログラム以下

の区間1に限ることとして高座1illrf，R HI}村から同郡大野村にいたる 6，025メー 1ルの平坦区間(と

の区間始点にとくに減圧水そうを築造し，的71'く圧を ~lilj御した〕を選んだ。

元来鉄筋コンクリート管は運搬中における損傷の危険が大きかったが，ことに本工事におい

て使用する内径1，500ミリメートル管はその震設4，5トンにi主L，輸送上のJjj[被いが慎重を要し

たので，木市はとくに木品の供給入札に際しては1:1:隊訴に現場製作を陥示し，木材敷設現場tilい
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の高l;:t11日大野村j由|竹本市水道線路隣接lt!lに臨時コンクリー卜管工場を設泣させ，この工場にお

いて木市係員l前作のもとに製i1ーすることを条件とした。なお管については種々の検討を加え，

次のように一般市:I})iS/'lによらず官厚を精力1It--，銅線のピッチを広げて特殊の工法，構造のもの

としfニ。

鉄 筋 コ ン ク リート智明細

岡山::引 ;iJ1 1 1 1 7i f 
1'1 ffJi 縦 筋[斜 筋|…ーいぶ日lFJ

ロ ム管| 引------:~r 司-;トー-Fil--ぉ1.251キ部

尚、い 1王|長さ|竹
横浜市水道局採用規格

ミリメ日トル
1，500 

ミ9メートル
2，438 

Zリメー，.，レ
104 

ミリ，-トル
1，780 4 キログラム~.~;

fi'1 .1 1，830 250 h 2，110 }iラ (

3キログラムtr-

同上カラ

2キログラム行|

向上カラー l

諮

問

犯

4

2

4

 

2

2

 

印

苅

曲

4

7

4

 

1

1

1

 

132 h 50 1，724 

2，039 h h h 

1，724 h h h 

1，775 I 250 2，039 h ノノh 

メーカー製作一般市場品焼11¥

4キログラ刈 I 1，5叩 6 
イシチ

1 112 

|司 i h 5 1，768 カラー

h 3日.34 0.216 i h 

h 50 10 197.7 1.603 日

下巻累綻筋

f王 l ピッチ

:"0 I ミリメートル
6 I 38 

か h 

h 50 

h fノ

h 80 

h h 

6 
インチ

1 

h 5 h 

h 52日

h 3，847 

同 上 ヵ ラ { h 23.24 0.198 h 475 

2キログラム符 ノノ h 8 131.8 1.603 h 3，P47 

同 一Iニカヲー h 15.5 0.998 h 475 

メーカー製刊一般T1iJJh¥11規11¥

4キログラム官 6 24 8 8 352.174 1.364 1: 1.25: 1.25 3，562 

向上カラー 5 16 35.935 0.164 h 416 

2キログラム管 6 24 8 8 96.972 1.370 h 3，384 

向上カラー か| 16 25.776 0.162 I h 409 

なお尚管については鋼板を'，'[気治療して製作使用し，鉄筋コ yグリート f~l"との接合はコンボ

によった。また36メートルないし48メートノレ間隔〔鉄筋コングリート符15本ないし20本に l本

の割〉に伸縮継ぎ手としてW式およびゴムリング式継ぎ手を使用した。

鉄筋コングリート刊の敷設工事は接合のコンポが最も重要であるのでU(l'i~g施工とし，従事者
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にはとくにその工法の講習訓練を行い執相者を選抜して施工させた。また本:í~' 数t没にあたって

は既設ノjくi且専用線路を砿~l~ して埋設し，ご! 被りは1.5メー lノレを枚、擦とした。

本工事は昭和1151，1'.(19401，1'.) 10月治手L.. I附品減iE水そう下流11111の敷設を終えると，さちに

ほ1蒔訴e<.TE水そうから献i持沈でんi也への敷設をおこない，昭和18年 (1943{P.)7月工事を完了し

た。

しかしこの附市内においては年々配水註の増加が著しかったので，その要μ!ljにUIlして昭和17

I，j'. (19421，1'.)の支には途中3，000メートノレの政設i高内径1，500ミリメートノレ鉄筋コンタリー]，!iJ; 

を既設J(，(水管と述絡し，さらに]118年 (1943年〕には 6，00町メートル医間を敷設して河様の述

絡をし導水裁の地加を計った。

木導水位は現在そのまま使間中である。

⑨ 鋳鉄管および釧管数設

内径1，500ミリメートル鉄筋コ γ タりー l竹の下流1l1
'
13，700メートル区間は， ~ìlC)l 1およびごつ

の小沢を含んで谷や.liの起伏のある地形で，*，圧も商いfJ¥1係J二鉄管が使用され，上流官1112，3日1

メートル間はØli鉄~W ， 下流jUU1 ， 400メートノレは鋼管を敷設した。

鋳鉄管は高級鋳鉄恰規格によったものであるが. tf~2 次世界大戦たけなはの昭和17{f. (1942 

年)以降の鉄材配給統制がますます強化されていた折であったので，配給についての陳情や

巡動の上，かろうじて獲得した初出切符により，当時鋳鉄管の配給統制組合であった日本鈎

鉄管配給統詰'1会全iから購入した。内径 1，500ミリメー}ノレ鋳鉄管は長さ 1メートノレにつき重震

が11. Yもあって，この敷設区間の所要設のおi当を獲得することは，当時の配給事情からすれば

察易なことではなく， f居4半期の鉄管配給震は他の工事を犠tlにして，すべてこの管の製作に

あてられたが，それでも容易に充足し得なかった。またこの管は統制会社の指定により久保田

鉄工所悶111)11工場の製作にかかるものであったが，当時河工場では内径 1，500ミリメートノレ竹

ともなれば 1日1木ないし 313に2木の鋳i色が限度であったから，製17i白根からもまた符易

に進行を見ることができなかった。

木鋳鉄管工事がtf~ 2次世界大戦中の配給制度下における工事であるのに反1...，その下流恨uに

数設した内径 1，500ミワメートノレ鋼管による導水引工事は終戦後の総行にかかるもので. 1~fは

J1さ14ミリメートノレ3開銀を電気溶接によって内径 1，5ω ミリメー lノレ，長さ 6メートノレに1:1:.L:

げたものであった。木工事は終戦後進駐箪の指令に蒸き再開された1t~4回拡張工事の最初に取

り上げられた工事で，鋼管を選んだ事情はその工期に叩して製管日数の短いことと，資材の1iii

*'~と工授の節減をねらったもので， I芸合も現場i者接することとし，電源は本市のIJP圧ポ yプ均

専用活力線から受電した。

管の塗装はジュー i グロスが入手難で巻きつけができなかったので，管の内外面を itft~f L. 

ことに内面はサ Y ドフeラストまたはメタノレプラス卜により完全にさび落しをし，管全体を力日糊

してピタス，パイプソリユーシヨ Y&下塗1...，乾燥後ピタス，エラスチックエナメんを相当沼

EElこてlii解したそう rl'に5分間没して1:rfp.りとした。また 120メートル間隔(20木にー木の初〕
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ごとにスラ fド附J立のf'j，，'liHWぎ手を差し込んだ。この内係 1，5(旧ミリメートル例代はlヨ木11，，;j1i-:i

Wf?見逃船所お上び?~:f造船所有l，{ i t1 F'ツクの製作にかかり，工場から現場までのこの長大物の愉

送は当uJj':ガソリン不足のおりからJI-，'I;;;にIIH!ff'でかつ経仰を攻ーするものであったが，進駐軍P，D

(プロキワメン 1・デマ γ ド〕工事としての命令でもあったので，JfIの施設関係者と再三懇談

J}.2:~lli の紡91，市のトヲッグおよびトラグターの1-1\!ItlJを受けることとなり， 1!~dj't迎加できたとと

は木市にとって非'!日な利減であった。

木工事の1)9相模原IIIJ六野以降の鋳鉄管のIJj!設区間は上j官官wの鉄筋コングリ{トrf敷設工事に

引続き， 1府和17
'
1'(194211'-)初頭から施行され， !!ii和20年 (1945年〉横浜空襲の雨前にはIh村

ポンプ場付近まで敷設されたが， ZE鎚とともに中断された。しかるに戦後進闘耳1'(41局から給水

j\~強のための P ，D，(プロキワメント・デマンド〕工事として川井浄水場まで残工事の潔念、実施

のH1令を長けて， ヒ記のとおり'~t1x\i存接鋼符をもって昭和21年 (1946年) 6 月 17 日清工~，同

年末結成させたもので， JR初は同時に落成した川lJJ:?iS2 j立水池にj主総，日池に導水したもので

あった。

しかるにその後昭和23年 (1948年〕拡張計闘を 1"1 468，000立カメートノレに変更梢大したの

にともない，既設木lì~"; の流設を新言!日TI 目標に明大するため， )11升構内低1:'i'[i(i:，こ新たにl主合升を

築造することとし，昭和27年 (1952"1'.)9月この妓合井および下流側導水路のだr成とともに，

内径1，500ミワメートル符系統を新接合:JIに述絡切終え，今日にいたっているのである。

(2) )111HY'水場~西谷i'f'水場開

この区riiJは当初音l"ii1iiにおいては既設線路を拡張して，内筏 1，350ミリメ{トノレ伐を敷設する

予定であったが，戦時rl'は防空を考@，、して既設lW立を利用する別のルートを選ぶことに変更し

た。しかし戦後はその必要なくヱ伐の節約|ュさらに既設ノレ{トに逆もどりしたが，その後間和

23年 (1948年) 9 月第 3 次設計変更が行われたp~，三度変更されて， Jllj!，i'f'水場~鵠ケ柴山7，

"よ152.3メ{トノレの開栄築i止と，以下回谷([1η~Jh~まで 2 ， 649メートノレの管路工事が最終的に決定さ

れたのであった。これはー而には鉄材のおと騰と，既設線路付近一郎には水聞があって農地改i革

以来農地の他目的転用および質収が困難であり，また一部は住宅地として急激な発灰のためそ

のrl¥i償に多額のj'l用をML，かっ地元との焚渉困難をともなう"1汁!?もあり，また交通ひんぱん

な八]一子県道・厚木県j立と所々交差する関係ヒ，工事の施行上にも交il!Uーにも多大のji-i?flI・とな

ることが考慮され，さらに上記tf~ 3次設計変更によって計四 1日iit大使Jil水量を366，600:sL方メ

ートノレから，468，000立方メー lノレに憎大したからでもあった。すなわち目立言!変更の当時はすで

に川JI浄水場上流似の埠ノjくれ'工事は前官I'ill!i水量によって施行i斉であったため， Miたに管lf'riを増

設するか， )11)1茄**i¥'r.を低下して流量の地大をすiるほかはなかった。当局はj走者の方法をj;K

nJ~ ， 上流問IJ設備をそのままの状態で，川i井浄水Jj).;内低位置に新縫合弁を築造することによっ
かたdら

て解決し，川井上流仰l海水肢の鴎大をJUJ し得たので，下流仰lは新接合井を起点、として~Ift手川以

来の庇佼を利用し， 11鳴ケ持基までI目 )JP水fil: を流下する丹f~ きょ将水路を築造し，以下鉄管および鉄

筋コ ，/(Jリー j-Yiによって丙谷n，水場に浮いた。この工法によってごf却 1'1の節約をなし，既設
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設備をして一挙に 111 102，000 :ù:)jメートルのJ51 ノ'l(:htl~~加をもたらしたもので，一石数!}』とも

いうべき通首の施策でもあったのである。

川 )1'(1'オ !};j___.刊谷浄水J)~JlliP，手水紋路平面図

@ 川井~鶴ウ家お]導水路

木[Kr/r]丘陵の撚il':j75 メー l ノレ以 kの防総をが:んで統的を~定 L ，途中大災谷戸・栴匠i谷戸・

11:~ケ準の三つの谷1mは水路橋を~してíi正った。水路は計四 ifiê水設 1 日 300 ， 000 立方メ{トノレで

あったが，将来の拡張iilを考慮L， 1"1 480，000 S'r.万メートノレとした。勾自己は10，000分の 6と

し用地を絞小にすることと水路の日光i青射而績を小さくするため，幅2.2メー lノレ i京さ2.4メ

ー lルの矩形UTrHIT'2 j]Iび鉄筋コ γタリー 1，iiIりとした。

水~~ I![r 1M l'安l

Bij ~ 墜患遺主恩

〆

ー
包忠工J 入
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ノ，)([[告の悲慌が口 F ム!引に述しない部分はその泌さ 1メー lル以内すものは!日!附 3メー lんご

とに厚さ0.7メートノレ，同水路陥刀コングリー l受台をローム府までとどかせた。

聞きょは耐袋詰Ii強を考版、し， 5 メートノレ間隔に断面150X200 ミリメー|ルの型*~設を設け，ま

た家屋に近接した日防や公道横断悩所は附きょとした。水路は長さ15メ{トルに泌さ30ミリメ

ートノレ，桁15ミリメートノレの麻・アスフアルト・マスチヅグによる{中計百継ぎ手を設けた。

鉄筋コシグリ{ト悦i生水路橋計出In同

広島叫 1 

j由形上土TI~ り 5.5 メートノレ以 1:の区M4 か所は悩聞きょと同様のずい道としたが，その延長

は lかjilf62メートノレないし192.50メートノレのものであったロ基礎ローム貯が深く， コングリー

l受台の11時1メ{トノレ以上のもの，または低地区の場合は水路橋とした。水路橋の1'l'前11継ぎ手

は)早さ 2ミリメ{トノレの鋼板を使用した。水路橋はTliJ後8か所におよび 1か所の延長18メ{ト

ノレないし336メートノレであった。

木工事は昭和125年(1950年)3月 1日，全線路延長7，152メートノレを 3工事区間にわかち，上

流側から大成建設株式会社・三怨工業株式会社・株式会干i大林組の三千!の討i:([t施行によって同

時に活工したが，まず111ーに路*J~75冶 E段の頂上を走る関係1::，すべての資材を丘上に運搬を~:

するのにかかわらず， !)(いlHJHのみであったので，貨物自動車の通行しうる道路の改修が先決

問題となり，各工事区間ごとに 11¥丈ずつ虫遊の幅を広げて数じやりを施行し， 3木の運搬道路

を築造した。 (J(に資材についてはセメ Y ト・什材・硫隙白土および鉄筋は木市から支給する条

件で， '71材は相模鉄j宣MR在日ケ架I!R----三{}¥)11駅間に下)11駅を特設して1"'1駅波しとし，その他の材

料は沿線に施設した木市倉防波しとした。 f.JWまでの迎1般については相模鉄道的ケ不駅に引込

線を新設し，陣営で各倉市へ自動車運搬した。コンクリート工事はMil1告に仕上げ防水工を施行

しない方針としたので，コ Y グリート*i1lりには則合を厳密にL.，ウオーセグリーターを使用し，

コンクリート施工にはハイプレーターを用い遊附石灰を防止するため frili自主白土をセメントに
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111升tt3(-リ I'~仰ケ ?f可能向;l 1:1 1lI-~!~(水路縦 Ij:[rlill' 作|

/ぷ/ ，jy .h~~~%Y .!>/ふr
jふLv?えん;子行 グヲ

?と#~ y 
/ 

ノ

¥ ~ I 
¥ トJ

J 

戸てn~ <:: 1:，1 

.. 0t:江盟
τr 

間鴎団員ミ主 E E 語 E員長itB RE EtR 3 5 35金銭533332 5EE E3 5 2 3S S5 3 
~ 官ミ 、ミ 品同 也同於お《 ミhミミ、ミ治 S除言、、せ応b食、、 於、、篭俗、、民 kふ hRQaミミ於 hhミiミ柏込還 、崎札 、員、、 民、 総、勾、於品 t、摘b 、~ ~民t 時、訟 をuミ、終

聾E転F培音 量そ、言 語ミ向記号、 s号、電、き、終、N日3q詰3SEb尽ぬき君5、雪 、R条31齢、5h25h1尖55怜 号33、5齢 、5ゐ4ゐ31E号14、3、 3冷3也 3、事3守5 

1:0.25の書1)合に浪人した。施工には継ぎ手を極力少なくするため15メ{トノレを限度として底部・

lTIlJ~とも一休に 1 同打ちとした。また型わくはすべて相じゃくりし，水路jRlJ壁の矧則にも使m

して，コンクリートのつき閉めを十分なしうるようにした。

ヱ 事 内

:r.'I':区間11I'i巧|訪れ人名称|工市延 長

メ【トル

百， 1 コー成9]J¥占株式会ネ1: I 2，574，5 

ZH 2 I三位工業 か 1 2，335.3 

百} 3 I制式会社:ょ林制1 I 2，242，5 

計 I 7，152.3 

訳

ぉ円 …。;
一寸 …o∞ 

:i:f水路の中心線には大宮I谷戸・栴田谷戸および鶴ケ来に次のような大あん部があって，こ

れをサイフォンとするか，水路橋とするかに問題があったが，工事費はサイフォ Yの場合には

大口任{N:の敷設となるため，ほとんどスゑなかったのみならず，前後に接合対を必要とする関

係上，水~NをJ員失するのをきらってサイフォンをやめ水路橋と1..-，開きょとしての一貫性をも

たせることにした。

あん

鞍部の距離と深古

里月iJ←|不空ーで工予再三L<<ぞとと
長さ 1 1:| メ【ぷ I ~;lι 

i~~ さ 23 31 17.4 
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水路稲設計に際しては政重となるのでとくに地淡および風圧に対処 L，_:_r:{ 'i'の減少を!到りま
均七

たi也f躍をちI.，lnA日村1tiffiの形をとり， fL{桁そのまま水路として桁を銅トレツスルでささえる構造

とLJこ。

前後の[対きょの附而は師2.2メートノレ， 11民さ2.4メ{トノレであるから，同町[而の水路とするた

め，主需のr誌を2.7メートノレ，中心の間隔2.2メー iルとし，これに輩詰および手すりを]附
げずー げた

け，水路橋上を歩行しうるようにし，維持1:¥:理の使を図った。 jjjは支11-¥1を20メー|ノレ，河jWIちを桁
げた げた げた

3メー|ノレを有すーる全長26メートルの単純桁とした。銀桁の各端部にはu型鋼板をもちい銀桁

との問にゴムパッキングを差し込み，締付けて1'1'約継ぎ手とした。人n官はf血税関交の乱li果にか

んがみ，大沢谷戸および梅岡谷戸の水田{問所および急坂11刊には径 250ミリメー lノレ，長さ 5メ

ノレの鉄筋コングリート杭れちをした。これは上部filj涯を均等に分布するため厚さ70セY チメー

トノレの床版をもって枕頭を埋込んだ。

トレツスノレは l段を 5メ{トノレ， J弘前を20メートノレとしたので，地形に応じてコ γタリー l

!仰を高めて司Itl節をはかった。

なおノjく路橋前後橋脚の[はさ 7.5 メートル主ではコ '/IJ リート水@~tTIîとした。

即刻，EI;t伸捕絵手

名 称

ユミ)'(オ路 j局

梅田グ

'(i1)ヶ当= 。

鋼構水路橋延長

法|班長

" 
1;i弔問JI :同メプ.'SZ:lHl20メ{トル

" 3 守'2 11 

-7一一一 [606 ---

銅山水路 Wi
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使用部材i!i必均表

都 MI記号 £長カ 使凋部判断面 i
橋脚 " 左右 t4u怯-dh~k《U怯4芝3、

dal--lI80 U，O 2日抑制 1dιmU42 

>K*I事対
(([-/)イU副"ぬ1.=875 

]L」[f702r st却'x7~7t必"."崎 .. ~.合'"
'- 省主

/μttvDρィ《ιL-9J} daL~ タ"
[日'"【 2CSl80x万"7郎"3，翠

封筒胡 (U'-/H./T2) 
daL-/!!:.事

J[ 2 [品 IS()a$):GS<(u:"， SS1 

(U'-2i-<l企ヨe "".;捌

αriJHIr5) d~・防雪 ! C 150豆 75.<5

(Lかイ"" 必l"，ZUO
r時調41 2L3 75M7hq (L，配は"" d蜘ι=唱依調。

対角材 "'0陥bl，'"ι"" [ 
Joinf 品乙困"'" I C 180" 1!u 7 

FJ，oxmed T d"-斗'"
dac'" 5硲 品、 20， 守0，守岳災抱

組指 Upper OQJ.-I/勿 γ 向2/LP調Sf品必担dZh由山必L為ク2rb忽m 
Fla.n，ge &u旨闇

ι。也刊" (jab.12aJ 2 L$ IS{)XI<<J.<Ii! 

FI=咽巴 〈ダ必0:11)'17 l1P13<却 ;14

危段 I PI /2 

銅山水f6U~1明lùi l" lおよびH~川部付去

"L軒容必n，地策時.除<1也事明日記5揺噌

ぬc 夫必 jJ(月也察力α4ι合-1.，')

本工事は基礎工事・航機工事・架設工事の 3部にわけられそれぞれ誌負施行とした。

水路橋の基礎工事は掘削し時の実情によって必袈lこ応じ次のとお州打ちな千Jつた。
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かくして川井・鶴ケ準間高台の陵線を縫って延々7，000メートル余のノ'khlIIは1mきょ.!l{iきょ・

ずい巡・水銘柄と各施設を織りまぜて{kのように完成した。

ヂl TfJI 延 lぇ

1ート"

聞きょ| 4，592.891 

附きょ 752.604 

ずい jE 406.5岨 GHl-'，}-.. ，"，Zí~ 4 -~}) 

コンクリートノj(i'o陥 制明(第1←第5ヰ川び銅山本)
。“ 路椛JIli!、lけi百， 3

制川 水路 thi 606.000 (Zl'~ 1-~>--'!Jl; 3り)

言十 7，152.299 

本工事はl山手1125!1'(1950!I'.) 3月:守L:l，い)27!I'.(1952!1'-)日月治成したもので，現在杓t良

市l系水hlS:::i"叫を埠ノ'Y'I'である。

的ケ本ノ']， ~!K jl::) 

木工'l':j'lは次のように嬰した。

時水路l'.'1¥ j~ 

rn 会 ~IT 摘出J
同銀

)1': i崎 1~ 317，356.72日 司 ;Jj1;:測日その lt!d~)11

正rt長:r.'1ト 1Tl 270，062，911.7刷}

ドH~l~: :L :'jI: 1f;_ 5，610，768.820 日F山Jli ~tÍ'Í改修，ねノJ(]':"'11，材料ii'i:
J};n;u也水路外仰など 1:'If'[l;_ 

1111 1~ 31，536，650.502 

富十 307，527，687.742 



立no立百14回似銭工'11' (691) 

銀構水路橋工事費

名 称|基礎コ 1:: J~ I 製刊烈設 j~ I ，，1 

-Z7J-LJl ムiJiJム 1------;:91… o~ I よiム;iz…
"'; IJ 1 水路抗

鶴ケ準水路杭

計

@ 鶴ケ率---[l!j谷 nWí~;路

22，501，138.0。 27，362，656.00 

15，388，837.00 

49，863，794.00 

15，388，837.00 

126，375，746.0。

川升 J長合:t1'~jllj谷口十水場附lのうち導水路以降 2 ， 649 メー i ノレは句協工事であって. 1~~ ケ峯接

合~I からi品ケ柴田I既設水道路線まで505メートルは新線路の築造をなし，内径2 ， 000 ミリメート

ノレ釧管を敷設し，世jケ系IIIJ以降四谷i}7J(i;&)まで2，144メートノレは則r:mz水道路線に沿いI人]径1，650

ミリメートノレ犯としたが，鉄材のii'ii*'Jと工1'1の節減を図るため，水r:E1平方センチメートルに

つき 2キログラム以下の両台部分の延長 1，215メートノレには鉄筋コングリー l管を敷設し，そ

の他のIKIUl延長929メートノレは鉄管を敷設した。 しかるに)"cの後辺水の結果内径1，650ミリメー

トノレ伎の流量では不足したので，さらにその区間に上流側において撤去した内径 1，100ミリメ

ー l ノレ ;W~1ぎを並列敷設した。

(i) 11:~ ケ朱抜令升~鶴ケ率問JI1l1
かたひら

1ぬケ架i主合~I から丘陵斜面を降[" L.， i¥，:王子街道およびIllfi子川を横断して，既設7)(;且線路

にいたる延長田5メートノレ1mに新鋭!stiを築造し. I]，.j{壬2，000ミリメートノレ制管を敷設した。こ

の区!lUは被imな地形であった。すなわち入王子街道までは急坂部のため係I:Pl敷設をおこな

い，ド!街道下および品開11右岸のがけ下をそれぞれ40メートノレおよび34:4メートルのずいj立

を品Ilj!ilJしてその内部に記民主した。 111住子川は雨水位以上にwじ隔8メー iノレの住総とした。本

区間の敷設鉄管は内径 2，000ミリメー lノレのflli刷3同行をi史)TJし現場浴l伎とした。またすごいj且

内はずいj立と管とのすき1mにはコゾグリ{トを充てんした。

(ii) 的ケ?f:，lIlf，__，西谷浄水i));[I-'I]

本IKIn-J延長2，144メートルはi見I世総E討を肱大して内仔:1，650ミリメー lノレ)jを敷l没した。

線路のI也1院は結芋J11支1えが流れる二つの谷と二つのUーを通過するため，起伏多く複雑な地

形であった。丘陵部は地部良好で水l王も 15メー lノレ担皮で低いため延長1，215メートノレのJ!¥l

を鉄筋コンタリート規格管を佐川した。谷部はノト圧がi\::jいため制ti:~; を使!l1 したが，穴部分~H

I:U~Jk設とした。脱出m)は 6 メー i ノレ!日!附 ζ とにì~~ さ占~~lÆ ~こ7土する竪図なコングリー j. il~ 目立を

設け，制\~~;の接合は四谷浄水1)/}から到J力iFilを架設し，現場溶接とした。 {[Il~:j(ì t:lt ぎ手は鉄筋コ

ンクりート仇においては20本に 1か所の'，1，'11合でW式ジョイントをJIIい，制約においては地ド

岨!設部は60メー 1./V， 以LU)~\)は30メー|ノレに 1 か所のfi-Ij{:ìに cll ろう it:合を設けた。 1}1筏1 ， 650

ミリメートノレ管の敷設によって本区間は一応計画の完了をみたしだいであったが，週水後比

五L出IJ5主の紡県，この区間の既設内径20インチ (510ミリメートノレ〉符はすでに撤去し他に転用



( 692) 百~ 1細工*の記 J:.Ii

された関係もあって，[!!j谷浄水場への清水量が計画fJ、より減益となるにいたったので，さきに

配水管に転用のため撤去した大島送*~I'~隊iNi減圧水そう問の内径 1 ， 100 ミリメー i ノレ鋼管在

この区間に増設することとした。この撤去首は受口付管であったがこのソケット郎を切断して

突き合わせの現場溶J互によって敷設された。

上記諸工事によって現在川井~西谷両浄水場開iは既設第2問拡版工事以来の!日水道線路に放

設された内径38インチ (960ミリメートノレ〉と内径1，100ミリメー lノレ導水管によって古山系統

の深水が導水され，相模湖系統は新設導水路によって鶴ケ*接合弁を経て，内径 2，∞0ミリメ

ートル釧管をもって鶴ケ峯H可に下り既設J早水線路と合体し，以降旧来の水道線路内を四谷浄水

場まで内筏1，650ミリメートノレおよび1，1∞ミリメー lノレ管の 2条が並列敷設されているのであ

る。また級ヶ年IIIJにおいては新|日導水色相互の述絡をなし有事の際に備えてある。

(3) 接合 )1

0) 11瓶詰5減圧水そう

位置 神奈川県ï~lj'* 11-11降水溶村(現相校HJjHti下i，¥'i)

l肱il与i成rE水そうは当初の計四では当11当日文事変下の鉄也入手難にかんがみ，その節約を凶る口

町Jをもって，相模原台地の平坦IR間延長 6，000メートノレ{悶に鉄筋コングリ{ト管を鉄管に校え

使用したため，管内水圧の低減をはかる必要上)早水線路に援する台地のはずれに施設した。こ

の水そうの設置によって， -F流側の水il1:制限をなした場合おまった静水圧， rrvJノ]く圧な一定水圧

以上はi~~流することができるようになった。すなわち相模川河水統制事業による新水源完成ま

での矧!日1，既設青山およびス島水源系統のノkを新設鉄筋コンタリー]，tr2:に注入し，導水虫の治

大をはかるためには本水そうを必要とするものであった。しかるにその後さらにこの水そうを

利用し干流加11低水圧部約3，600メー iノレの区間にわたり既設導水tぎである内経1，100ミリメー i

ノレおよび36インチ (910ミリメートノレ〕管を内径1，500ミリメー|ル鉄筋コンタリート管と敷設

替えし，鉄t¥;を撤去して市内配水管に転用 L jlï内の回目水強化に資 tA~'たことも本減lE7kそう

のもたらした効果であった。本水そうは内径15 メートノレ， 711 さ地上1L5メートノレ，水深{2 主~

ートルの円筒形で仰}jコYグリー l造りとした。問日16年 (1941年〉同工事治子，同174「:l争:;t
(1942{f) 7月潟成したもので，工費は65，652fI194鈴 5}li[(i副主築造授のみ〕を要した。

本水そうは昭和129il'，(1954'f) Iこかえあげして，深さを17メー lノレとし現在なお使用rl'であ
必Js.A，_pjl 1(1"/ "'¥ 

るo ZZ之戸航比にqふい仇

@川労長水池 *，:来→/'f"'L {ht/d，j似
内径 1，5ω ミワメートノレ導水管の中間接合井として)11井浄水場に霊水池な築造した。その寸

法構造は内法長さおよび掘とも30メー lノレの鉄筋コ γ タリート造りで，la& 3但i拡張J:守11'におい

て築造した量水池と同般のものを相隣接して設置した。i別手1115i['，(1940ij'-) 5月茄コL-， IIYJ'fr121 

"1' (1946年) 6月1&成，その]二伐89，537円24主主 7s立(泊桜築造伐のみ〉を要した。

しかるにその後にいたり l川和23年 (1948{1'，)江_c:1I~I似íJJο 1>:の第 3 次計凶変交に際L-，計阿

水量11盟加にともない，既設上流IIIUj草ノ/j( r~;の流量増大を図るため，川升 íTf水J見におりる接合井位
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s== ''''''Ioo。

二二二て三一罰

器量謹;
z宇

均



計量:孟
//  

i邑を低 h'r:itiによ!とめる必~J.:，新たに間内低1_i'r. -ìiicに川 jl 談合~I を築造することとなり，下流II\IJi!l

水路の完成とあいまち本池は不~に帰した。ここにおいておりから川 )1 浄水場からの配水区域

の防火と削ノ1<;hlの泊)JIIに対処して，本池をろJ邑{也に改造することとなり， Il{;{布126年 (1951'1'.)

に'1と分を，そして新水路完成後のいj.]281ド(1953Jj'.)絞る、|分をそれぞれ改造して，現在緩i主ろ

過池として転!日もHII'I'である。

。 川)l' J主合 )1

川 )1 '1'('ノ'):)}，;附ド、.J \qノJ<~Í'Íの始点に J 11 JIJ;{イ\， )1 を設hえした。 ;nmii ノKI古はL~;泣 i11水地から 8.7 メー

トノレ低位 lì~~，i:とした。本接合)1ーは内径15メー|ノレ外径20.6メートノレの二重 f'lそうで，Iljそうは当i水

池をも兼ねs外そうは」下2段の水a1nとなって I流からの内従1，500ミリメー|ノ， ，1，100ミリメ

I11 )1' ii' ノJ< J1，j 

(!，正方の1'1形が縫合子I'，Jの角形の池がlA水池，)
その下4池がろ過池，屋恨のあるのが自M 池/

ートノレ，36インチ(910ミリメー卜

ノレ〉の各VJ..水管が外そう H立に

入り， lJ~L水は外そう l、段と内そ

う下部との附壁にあけられた多

数の小穴を経て的水となって内

そうに流入す一る。内そうにはi!!11

定えん181回が設けられ，測定さ
いつ

れた原水は外周上部水路に溢流

してそれから導水路に流れ山る

1M泣とした。木工事は!T(d布126{f.

(1%1甘)7 1'1 iriT同年 9JH再1&

L， :Lj'18，829，650I'f(it'(j;{::r.j'l 



のみ〉を~した。現在使HJrl'である。

@鶴ケ峯接合31

fu:t置横浜市保土ヶ谷区制ケ楽IlIf

鶴ケ準接合31'は1皐水路末21jにおいて

鉄色とのi主統のためと， -，、ilitij{;; J~IU 

j県水_lti:jljlJI民または断水の場合にj忠水

を滋流させる施設としたο

Jよ合31のノ'}:(，i:は77メー iルとし，

構造は鉄筋コンタリー lihりでIliそ

うと，その端部に十jl，riする矩形そう

と外そうとから成り， 11すそうは径20

メートノレ， I提さ 2.5メートノレで十J/;ri

する矩形そうは幅4メー iノレ，長さ

10メー lノレ，泌さ5.3メー lノレとし，

外そうは内ii¥23.4メー|ノレ，幅 1

5メー lル， i'~~ さ1. 5 メー i ノレのクトJ~J

水怖を形成する。 JJ}(;J(は碍水路から

内そうに¥i'i!主流入し，内そうにj，H'ri

した矩形そうに似f'Jけられた内径2

0∞ミリメートル導水活からifitl-U-.1-

る附i立で， i!JUj_'， I-Iには制ノ'J，I"J IJí~を ii12

泣いこ。また余ノkは内そうから外川l

水路にifla流し矩形そうの一郎をしヘJ

lf[rして11%えした中1!¥1.5メートノレ，1.えさ

2メートル，i~ さ 5.3 メートノレのピ

ットに泌ち込み，1斗径1，000ミリメー

立HO~C( !:H 4 r白l拡仮工可11: (695) 

)11井楼令井王手面図

A-Q-A断面.

17.000 

叫し 77.000

かたひら

トルの鉄筋コンクリート釧ノj"ìぎによってIIJlt子川に )úìJ1しすることとした。木工事は II(~係1125 11' (19 

50年) 2 )'Jその蚊地の整地ユ::Jlに泊手 l， ~Æ五26_{1~ 2月本工:'Jlにjf!工， 1，判 9)'JiJ品I&:したもの

で，こにお t~は地JtJ し工中 954 ， 079ド 142主Q，ォ、休二eJl:6 ，201， 870JlJ75$.llく山 l主に伐のみ〉を~した。

二本池は現在1r.E日Jlj1でぬる。

(4) 1111 I工ポ ンプ

横浜水道は防水ポンプについては，すでに創li史水J4の当初jから三31村のJIJ人口で経験し，つ

いでl附 14511'.(1912 11') の百~ 2 !旦1!lli1k工事部成までの削l揚水ポンフ，さらに話学)11から西谷

への防水，およひ大品の師[111年JL3水設備とI"f恒iにもわたり，各jiJi'で施設されたが， )J日正ポンプに

ついてはこのように古いものはなく，本格的にその琵J}jjをみたのはi別手116"1二(19311.1'.)支の自己



コニ引の記 Hお~ 1 X柿，696 ) 

ノjく誌に対処するため第 3 回拡張第 1 期工事において)1[チI'~西谷間に内径 1 ， 100 ミリメートル1/J.

上流慣~大向~)llfl'l悶の涼水虫増加を図る必要上， f-i;J [d.1H1Jわ江府rii多L¥'Iノ主管の新設にともない，

liliT'，'ij付において既設内径36インチ (910ミリメートノレ〉管に設泣した275馬力直結口径700ミザ

このお11，ljにおける加)Jミポンプ]刷、jけの前後をii1lじ，メートノレ加圧ポンプがその最初であった。

7平水{j$:系統の111告図を示すと次のとおりである。
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太島357ド井

4 2" 

青山

穴島 i自 6~潟水

11日来日9年 (1934'1リ当時における導水能力は自然流下ill:l日188，0∞立方メートルであった

が，昭和11年 (1935年〕夏には 1日最大配水sが178，17loz方メートノレに達したので，翌 12年

またIt;C水告につに臨時湯水ならびに導水増設工事を起して，大島における揚水能力をI酒大し，

いては大島~川井問は南村において， ) 11井~凶谷間は今宿においてそれぞれ内径 1，100ミリメ

ートル導水管に加圧ポンプを設置し，昭和13年(1938年〉夏から運転して次のように設備能力

を増強することができた。
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一7T
一一一一

一山一二
一一寸前
1
1一
|
一

しかるに11{_{手rIl4年 (1939年〕支には l日最大配水設は 227，179:s'zプJメー lノレに迷したので，

第4同総張工事の着工を機とし， [，;J工事導水管工事完成にいたるまでの約定的処置として，大

nj~JII井町]内径1 ， 100 ミリメートノレF白'に大島地区において6日 D馬力加圧ポンプを設置し，南村の

既設ポンフ固とともに 2段加圧とし，荷村ポンフ.'J}iJにおいては内径 1，100ミジメートノレ管系統の

l況設460馬力可動機を6日3馬力に増大し，口径9日3ミリメ_，トノレポンプの羽1m巨を改造した結果

関設に対し 1日24，00日立方メートノレの潟水量を増加した。また川升~西谷間にあっては内係38

インチ (960 ミリメー|ノレ〉導水代に今r~l!也 13:においてI但村ポンプJ);} より撤去した460馬力浴田J

阪を利用し， 口径 800 ミリメー l ノレポ yプを新設した。ここにおいて導水)r~;tfitfítはふたたび次

のように増大した。
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ついでm和171，1'-(1942"1'-)には麻i持減圧水そうと，その下流仰l内f主1，5日日ミリメー 1，Iレ管3，0

00メー lノレ院1mのリIJi(設成り ;m水をみるにいたり，埠ノ，}:::lilのtifi"}Jnにともない， Jlljl'~P句作n日にお

いても今'Ifiiポンフ⑬JTJにおける内11:1，1ω ミリメートル系統IJII庄ポンプ。の屯!flfJ肢を800馬力にWr;A.:

L.， 11el呼水ldは川升 AtノK271，680-"プJメートル孔i符活ノ'K291，1203γ方メー lルとそれぞれの

!jfu:~'Q:Í!だブ J i.l ~~tiHιされfこ。

さらに'11，'18"['.(1943 1， 1つには i云日内{壬1 ， 5日日ミリメートル導水:í:~;はさらに延長され， 8，1:25メ

ー lルにわたって週水し，火山から臥i持減任水そうへは，大Lうに百， 2川l日:ポンプ功を;lQ:i託して

36イYチ (910ミリメ トル〕系統に今'ji'，fで撤去した380馬力可動機を刑umした口符 900ミリメ

ートノレポ γフ.を取りつけ導水原は次のようにIH大された。
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附和19年 (19441，め に は 麻i持減圧水そう以降内径22インチ (560ミリメートル〉導水管は南村

まで， また内径18インチ (460ミリメートノレ)j草71<rfユはJ11井まで撤去され， 内径22インチ (560

ミリメー lノレ〕管はitil寸において内径 1，500ミリメ -1ノレ管と述絡 L かっ同所において75馬

力屯iTuJl産直結ポンプ。を設!万した。
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そして柄、ibj~減11:水そうl:WIJI.I1の ;ì:'7ノ'1(:(，;;は内筏22 'f /'チ (560ミリメートル〕れも18iγチ(46

りミリメー|ノレ〕管もすべてドlスJくそうに流入させた。その結果前記のような系統となった。

l別手1120il'.(1945{1'.)の}防災f長しばらくこの:泣怖をもってi治水し，終草H全もj己fjされたが， II{~ 

f'1I21il'. (1946年〕にいたり進駐軍から給水強化の指令に援し-tM7kJit:ttI]強の手段として??山に

おいて内径42インチ (1，050ミリメートノレ〕導水告を加圧し，大向~麻溝!古1は相模原mrf11名に

おいて内径1，100ミリメート Jレ， 36イy チおよび22インチ (910ミリメートノレおよび 560ミリメ

ー!ル〉の各導水管を加圧して大ぬとあわせて 2 段加圧とし，阪ìll;~JII井開は内径 1 ， 500 ミリ

メートノレ導水管をJ11，ドまで完成し，在来の南村加圧ポンフ'は全部撤去し〔古山・同名・上J11，二

に各1台ずつ移設)JII~l~西谷間は上川升にポンプj易を設け，内径 1 ， 100 ミリメートノレおよび

38インチ (960ミリメー 1./レ)'(:;を加圧して今宿ポ yプ場とともに 2段加圧とする工事を逆行

することとなった。

昭和22咋 (1947i下〕上記工事が完成して次の形となった。 (太線および@が新設〕

書7)く 1菌室 自-L
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かくしてIls和 6年 (1931年〉以降増設につぐ地設をもってしたこれらの導水加圧ポyフ@も昭

和24年 (1949I，f.)に相模導水ずい道および横浜税水ずい道が落成して，相模湖の水が導入され

ると，まず青山・回名におけるポンプが不要となり，同27年 (1952年〉川井~西谷間の導水[fri

および管~15工事が落成通オくするにおよんで，大g'J • ) 11)1・今iHのいっさいの加圧ポンプが不安

となって撤去されるにいたった。

いま第4回拡張工事として脇設された導水iJllDポンプの明主111を表示すると次のとおりであっ

Tこ。
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か第2 18. 8 " 
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15fTおよび代末への給水不能となっ主た円e7kY(;の!mJ:Eについては戦災後水圧の低下押しく，

mJノ橋際における木牧料1の加圧を手始めにI!H和20年 (1945i1')にirli)1J'1町におげる商医tJE，て，

llJ勢の復興によ進駐軍の抱令工事を合んで，大小の!JP圧ポンフ'J易はつぎつぎに施設されたが，

る水道需要の域大は給水不良地区の続問によってさらに配水加圧ポ Y フaのt開設となり，市内に

は30数か所におよぶポンプ坊が存在する現状であって， r，正ti'の配水系統をもってしては戦後の

新しいノ1':üi: j~記~の現段附に1111応しえず，配水池および両日水幹線の新設，その{也m木町jな改良な

しには11J要充足のすべもなく，完全給水にはpi¥迷いものがある。

沈てん場工事4 

相模原沈でんì'!l~)
 

1
 

(
 

間@ 

沈でん泊築泣工 ιドは31i初計F自においては山jI.il~l出 IJI名付に総符}lk40 ， OC 日立方メートルの SJ~ír:，)コ

計附処理 Ijt:1日193，000立ブJメ{トノレに対して 51日ij:[1可分のhTiW/n，lj:rHJとングりート i也を討を;ill.

したものであった。

しかるに埠ノkずいj且了:'Irの変更にともな司て沈でんjJ~H\'t:íVì: をずい j白米;i;I'1j;':j FE ii :;11)，; iNi:H'に変更

l，総'介況を日4 ， 400~"~方メートルとして 1 "1 日 l' iiJil 処 flH水;止に対 L 約 B.5ILlj: 11\ 1~二相当させたが，

その後?í~ 2 Ik 111界大戦の戦局ますます激烈Jとなって， a手、H・セメン!の市ij目れ、よいよ強化され，

4 U!i'l"l1l分に計四iを紡小してJJn¥資材のi'ii'iir.&.を図るの余儀なき:こいたり?宇赴32，α)0'¥'，:方メートル，

しかるにその後水i'IJ:i相模出lのプしli!;:後におけるi:1:でん効民などにi1il]T_='作にjri千したのごあった。

また計 jíl~ 1'1 i生水郊のとうてい 41t-.'HHJれ1肢の[!{t-nfJでは不十分であり，ついての実行iに徴するに，

しかも時あたかも終戦後の fンプレーシ

ョ yは ~:lj]1ßし，資材の治的と欠乏の1許しい l' 態に処して，従来の形式によるコングリ- 1-;斗り

lN1J11も:信服され， lri'水f止の増大を要するにいたった。



2TnOl;1 'i:l1 4 11}]出版工事 (701 ) 

の大i北でん池袋泊はむりであったので，ここに ~n 川な改めて現地の自然((JI川地の J血 J院を利川して土

えん現による大!貯水川を築造すーることに大きく模係行三じした。本百i聞のねらいとするところは相絞

，111初郎副t勺ん場付 近 j山形作l

iMJの微粒子1罰皮;こ対処し， :l!~/J、の薬品却をもってj拡大効果をうるために滞留i時間を長くする，

すなわち谷泣の地大を闘ったものであったが，大i{'十水池計画の遂行によって配水上にも利使を

うること大であった。この貯水池百I'i羽は木堤延主1:255メートノレ，堤頂幅5，5メートノレ，耳目堤延長
たん

700 メートノレ，堤頂幅4~3メートノレj是ill;j最高19 ， 5 メートノレ， 1甚水面積120 ， 000平方メートノレ，総

'作;臼83，ωo立方メートノレ，有効容立660，OC日光ブJメ{トノレで，本系統1日配水量300，OC日立方

メー l ルに対~.約 2 日分余りに相当した。計岡水位は;潟水位際、商 103 ， 5 メートノレ，低水位椋

ioi97.3メートル. 7J<i空8，5メー lノレとした。

@工事

えん堤領土材料は現地からローム土を採l&転庄核土とするとととした。との関東戸ーム土

すなわち redsoilは東京都村山・山口両貯水池にも採用され好結果をもたらしたものと同一で
しゃ

あった。また堤心感水壁は粘土心墜とし東京都北多降郡箱根ケ精度粘土を試験の上採用した。

沈でんf血の築j査はいわゆる鹿市凹地の-i叩を利用して貯水池そ築造したものであったが，原

地形は1ft四方向 lこ ~rll血柄約270メー l ルにて， ii-.:fVt'!-¥i:'-ijl-士平均103メートノレ，右岸は同じく 99メ



(702) 1i'¥1細工事の記録

本

左

右

相模原沈でん場付近平商問

ートノレ，最低部は90メートノレで左岸寄りに幅100メートノレにわたって旧陸軍射撃場防弾土壁が構

築されていた。また低地の中央には最高97メートノレの独立高地があり，低地北東部は標高104

5メートノレで台地につらなっていた。

沈でん池はこの低地を横断して締切り，本堤と左右をめぐらす高Ij堤から成り，その大きさは

次のとおりであった。

勾 自己
全型 長 天 端i 官亘 最高堤高

内 相1)

メートル メートル 官d 'J メートJレ

tJ~ 255 5.5 3.0 2.5 19.5 

冨Ij t是 250 3~5 2.5 2.0 8.0 

高Ij 全官 450 11 11 11 12.0 

右副堤と本堤との接続部は鋭角となることと，本堤のみに粘土心壁を差し込む関係上ここに

弱点を形成することになったので，この部分は頂径50メートノレ底径 100メートル積土高8メ{

トノレの築山を設けた。これらの本堤.j!j堤および築山は堤敷の黒色表土を削り取り，ローム土面

工事中の相模原沈でん場

を基礎として，池内北東部高地

のローム土をもって厚さ20セ y

チメートノレごとに， シープス・

フット・ローラーで転圧し，

標高 104.5メートルまで積み上

げることとした。築堤の法面は

外側は全面張芝，内側は水際を

コYグリートにて法面保護工を

施した。北部地山部の切取り勾

配は 2割とし，内面にはコンク

リートを施した。
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相 模朕 沈で ん池 兼町水池縦断簡図

玖'.品

"白壁 四醐

31品 j 'z.df2_C 

長 Z 目
叫町田荷扱匁礎 I 

&__j1)緬

根氏怠ノー

本堤築造中の雨水の貯留を排除するためおよび本堤完成後診透水を排除するため，法尻に沿

って堤敷面下に盲下水を設け，鉄筋コンクリート管をもって排水桝に導いた。

貯水池の基盤はローム層の下部全面にわたってじやり層が分布していたが，その最大層は16

メートノレにも達L 延長は 1，000メートノレにもわたっていたので， しゃ水援を各堤下のじゃり

層に全面的に施工することは，工事期間の上からも，工事費の上からも不可能に近いことであ

った。ことにおいて漏水対策について種々検討したが.i也の水深が比較的浅いので相当の厚さ

相模原沈でん池兼貯 水 池 え ん 堤 断 面 図

ム_J_

混JI す"γ'"

ム且」己 と~

手F
、



(704.) ~P;Å 編工事の記録

によるローム層に漏水防止を依存しうる見込みのもと応，本堤体のみ池水I参透による崩壊を防

止する目的で，堤心に粘土心壁を差し込むことにした。

粘土1[.'、壁は粘土分60%以上の良質粘土に切込みじやり半分の割合で混合したものを堤敷商か

ら2メートノレ根入れL，T買幅1.8メートノレとし，両側にし 1: 10の勾配をなすくさび形心壁を

本堤積土と同時同高に転圧積土したb 百リ堤は本堤に比較して堤高が低いので，粘土心壁は省附

した。貯水池底は種々の点から平坦を理想と Lたので，標高95メートノレの線に平坦にし透水防

止のため十分転圧した。
でい

次に流入口池内末端から主取水塔排i尼口まで，地底中央を縦貫する幅2メートノレ，深さ15セ
でい て旬、 ぐり

Yチメートノレの排泥水路を設置し，将来の排泥の便に供した。池内面法面保譲のため基礎栗石

を敷きならし 5メートノレ角，厚さ12センチメ{トノレの鉄筋コ yグリートプロずグを打設し，各

コYグリートプロツグ中聞には受け台を付し，コ Yグリートプロッタ下端はすべりどめ受台

コ'./{7リートにて支持L.上端lこは防波壁を設けた。防波壁は水聞が広く周辺は広野で季節風

が相当に強いため，堤頂保護のため施設したもので，風向きを考慮し鉄筋コ Yグリート造りを

もって本堤側は高さ 1 メートノレ，副堤側は0.9メートノレ~0.6メートルとし， 10メートル間隔に

中間柱を設け上端には波返しを付した。

主取水塔は池内本堤中央法尻に内径4メートノレ，総高18.1メートル，深さ16.9メートノレの鉄
でい び

筋コ'./{7リート構造で次のように取水口および排泥門扉を設け，任意の水位で自由に取水でき

る構造とした。また塔上は取水操作室として池内監視を兼ねた上屋を設け，本堤との聞には全長

30.78メートノレ3径閲ゲノレパー鋼鉄橋を架設した。

取水口|二t i2， 
メートル メートル

上段取水口| 口 x 1.5 

中段 グ

下段グ

排 1尼門扉

1.5 x 1.5 

1.1 x 1.1 

1.5 x 1.5 

様式

角務式11<入口

鉄製門扉

" 
" 

別に左右の副堤の本堤際に各1，および左liiU堤上流始端にし計3個の副取水塔を設けそれ

ぞれ2.3メートノレ X1.35メートルの角落式取水口 2口を設け水位101.3メートノレ〔水深6.3メート

ノレ〉以上の表面水を自由に取水できるようにした。

富U耳対立場は内径900.ミリメートノレ~1 ， 200 ミリメートノレ鉄筋コ Yタリート管によって主取水塔

と連絡する構造とした。ずい道からの水は着水井に入り;ム内径百;000ミザメートルコ'./!!リ{

トライニ Yグ鋼管を敷設して混薬水そうに導き，さらに水路によって沈でん池内に流入する

が，その際右副堤法面に従って 9メートノレ落下し池内に入るので，流下の中間 3か所ピ水制を
じよ〈

設け氾底にはコ'./{7リートヌk祷によって保護した。守|出水管は内径 2，000ミリメートノレ(管厚

18ミリメートノレ〕の鋼管をもって主取水塔より本堤下を堤外に出て既設導水管に接続Lた。

鋼管の堤体横断部ほ管外部に厚さ40セYチメ{トノレの鉄筋コ Yタリート被覆をし，7メートノレ
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__.-
間隔にコンクリートパッドノレカラーを付し，さらに粘土心壁より下流側は厚さ50センエメート

ノレに粘土巻きをなし，取水塔取付部も長さ5.5メ{トノレにわたって同様施工し，水管!首からの透

水を防いだ。本水管は工事中は堤内雨水の排水に利用したが，貯水池完工後は堤外の制水弁の

切替えにより排水，排泥に兼用できる装置とし，排水路は内径 1，000ミリメー lノレ鉄筋コンタ

リート管および素掘り水路により射撃場を経て鹿沼下流に通じた。余水吐きは左岸地山吉1¥に半
いつ

月形長さ17.5メートノレの海水えんを設け i当水位時において1時間最大降雨量65ミリメートノレを

予想し， 1時間 7，800立方メ{卜ノレの溢流が可能な構造とし，内径 1メートノレ円形水路および

鉄筋コンクリート管により射撃場端を経て，素掘り水路にて鹿沼下流にいたるものとした。

本工事の施工に際しては，工事仕様書において地底部ローム層の転圧を十分に留意l.-，心壁月j

粘土の分子強度についてげー組iに明示し，運搬用架空索道，土工用軌条，工事用水，飯場，水な

どに関しては本市施設を貸与することとした。昭和23年 (1948年)10月西松建設株式会社その

他4社の競争入札が行われて，同社の落札するところとなり同年10月21日工事に着手した。

工事はすべて土工機械を利用施行することとし，キャリオール 1台，プノレト{ザー 7台にて14

0，00日立方メートルの黒色表土を削り取り堤外に搬出した。そして堤体の盛土転圧に際しては，

駐留アメリカ軍の好意によってさらにフツレトーザー l台，キャリオーノレ4台を借用して施工し

たが，機械の故障その他で工事の進行が思うようにならなかったので途中から人力も併用し

た。その後請負人もさらにブルトーザー10台を追加するにおよんで工程もしだいに進行し，昭

和27年 (1952年) 5月には一応沈でん場としての形態を備えるにいたった。この間堤体積土総

量約26日，000立方メートノレを処理したが， うち機械力によるもの110，000立方メートル (42%)

人カピよるもの150，000立方メートノレ (58%)であった。

沈でん池土工工事および付帯構造物の築造に要した工事費は請負工費 171，900，000円， 直蛍

施行額39，000，000円，計210，900，000円で，使役人員は延べ236，984人に達L，使用主材料はセ

メント43，4日日袋，丸銅 192トンを要した。またこの工事に使用した機械力の使用状態は次のと

おりであった。

出土 140，000立方メ←卜ルはぎ取り処理

キヤリオー
プルトーーザー延へ 1，427台

/キヤリオール

|ブルトーザ-
IJI:i用イ

lトラグタ-

Lシーフスフッ lローラ{

" ムロ8
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n
t
 

4
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I
E
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i
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7

4

9

8
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8
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7
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2
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" 
" 

計 6，175台

そして後記した現在施設概要に示したような形状ならびに容量の大人工町水兼沈でん池が完

成した。

例漏水対策

沈でんi也は当初からえん堤として漏水を基盤ローム層に依存することであった関係上，幾分
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の透水は当然であわやむを得ないもので，むしろ相模湖滞水の渇度と微生物の沈降処理を利

用レ，沈でん泊としての汚でいの沈積によって，透水漸減の効果に期待したものであった。

JjIJl乙本貯水池の透水防止については，いかなる防水材あるいは施工法が適合するかについて

種々の実験を行いs良質の粘土をもってすることが最も効果的であることが判明したロ昭和26年

(1951年)7月30日貯水可能の程度に完了したので，試験的貯水を開始L，8月10日水深3五メートル

において流入を停止L，透水量を測定 νた結果日童65，口00立方メートル¢透水が計算された。訴

査の結果えん堤築造時の表土の残置部分の旧谷部に多くの割れ目を生じたことが発見された。
き でい

この亀裂閉そくのため割れ目に治って掘削した溝河にi土泥を注入して閉鎖し，原水を流入し

て水漆1.3メートルにてず験したが十分でなかったので，第 2;'];:閉そくと Lて粘エ水を混合投

入した後原水を流入，水深1.6メートノレで停止の結果またも新たな亀裂が生じたことがわかり，

第 1回同様亀裂線上溝内に粘土水を注入し，また一部の亀裂にはセメントおよび粘土注入をし

た。 Lかしその結果はこの程度の低水位注入では亀裂内深部までしん透しないので，さらに第

3次として水深2メートんによって水締めを行うことと L，水面_cに丸太いかだを浮かべて襟識

によって亀裂直上部に粘土を混合して投下した。その施工は37日閣続行され，透水はやや減少

したが，その後の経過を見ると投下された粘土が30~45センチメートル厚さに堆積しているに
き

もかかわらず，それより数メートノレ雌れた個所に新たな亀裂穴が発見されるという状態で黒色

土表面からの処理では効果が少ないことがわかり，第4次閉そく工として右副堤側低地のき裂

群に対しては，黒色表土を掘削しローム層面亀裂を幅60センチメートんに露出し，このき裂に

渇度10，000度内外の粘土水を約2か月間注入水締めを行った。7)(絡め水深の最大は 6.7メート

ノレであって，粘土分のしん透の相当遠方に及ぶことを期待した。粘土でいの堆積は最大2メート

ノレ最少 0.3メートノレとなって好結果と思考古れ黒色表土を順次埋めもどしたD また左京到堤低

地のき裂群は比較的集中発生したので，発生面積8，000平方メートルの黒色表土を削り，ロー

ム層を露出させて10-"ートルX20メートル，平均厚さ20センチメートルのコンタリー tブ戸ツ

グによって被覆し，黒色表土を埋めもどした。

これらの工事を施工後，昭季限7年 (1952年)5月7日ふたたび原水の流入を開始した。この

結果水深の増加にともない透水量は漸増するが，第3次の時のように飛躍的な培加は示さず，

次の程度であったので，本貯水泊低水位である水深 2.5メートルに達して下流への送水を開始

した。その後5日後送水を中止し透水測定の結果，前回測定|ヰよりしだいに透水増加の傾向で

あったので，流入を停止し，水位を順次降下させたがjfl水量は;大のとお ~'50%ないしヨ倍の増
者

加を示 L，ふたたび亀裂の発生を物語っていた。

フk 霊長 27. 5. 7水流入時の 1| Z7.519水測玉三時の
透 量透 量 Wlj 合

メートル 立方メー9ト，ル6j~I 立方メ四37ド，ル。/。日。
1.0 3.8倍

1.5 15，000 39，000 2.6庁

2.0 19，200 46，000 2.411 

2.5 31，000 48，000 1.511 
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ここにおいて池底露出の結果，亀裂は大部分閉鎖されていたが一部元掘削側壁に平行G，ま

た元掘削中央部ゃ亀裂部より派生した新亀裂等が見られ，粘土水の濃淡や前回見落し亀裂の弱

点から生じたもの等が認められたが，全体的には微細なもので，従来のものKくらべて，吸い

込み穴も，吸い込み状況も非常に軽微なものであった。

この結果から亀裂の閉そくは，従来とった工法がちゃくちゃく成功しているように見受けら

れたので，あるいは粘土水による水締めをなし，あるいは黒色表土を掘削して，ローム商亀裂を

くさび形に削り上げて粘土を充てんっき固め，その上部に 150メッシュベYトナイトを敷均す

などの工法を実施した。この閉そく工事は前後約 1か年を要1..-，使用した粘土量は 3，700立方

メートノレに達した。 この第 4 次施工により池の透透~7.水k量も最初週水の際の 2お5~4羽09必百 i滅成となり，

亀裂の発生状況も通水刺11帆、年T

り通水を開始することとなつた， 8月2日流入を開始して水深が徐々に上昇し， 2日日後に50

センチメ{トノレ，65日後には低水位線である97.3メートノレに達した。この閣の透水量は水深 1メ

ートノレで11，000立方メートノレ/日， 1.5メートノレで 19，OC日立方メードノレ/日， 2.5メートノレで 32，

000立方メートノレ/1ヨであった。この間常時農耕用カノレチベーターを引船によって引き回 G，地
， 

底を絶えずかき混ぜ，亀裂の発生防止に努めた。その後は本格的送水を開始し，付近の濯測井

8池について水位の状況を調査しながら池水位を慎重に上昇させた。取水開始後， 昭和28年

(1953年) 9月の台風13号，同29年 (1954年)9月第12号， 14号， 15号の各台風により渇度85

0'~650'のj京水が流入し， I也底に約2，000立方メートノレの沈でいが堆積し，最大 40セYチメー

J-1'-'，最小10セYチメートノ九平均17センチメートノレの堆積がみられ，その後の亀裂発生も認

められないので透水もしだいに減少するようになった。

なお水位の上昇にともない水圧が増加するので，じやり層に対する処置として昭和28年 (19

53年)5月右副堤流入口付近に 5メートノレ間隔7子Lのセメントグローチングを施工したのを皮

切りに，同年10月に本堤側26孔延長280メ{トノレにわたり施工した。

制付帯設備

相模原沈でん場構内総面積は 255，500平方メートノレ (77，500坪〕に及ぶもので，本構内には

貯水池本体の他，各種の付帯設備が施設された。

まず流入管としては横浜ずい道終端虹吹接合井より内径 1，500ミリメートノレ鉄筋コ O/!Jリー

ト管延長860メ{トノレ 2条によって着水井に入札これから内径2，000ミリメ{トノレコ Yクリ

ートライニ Yグ鋼管で円筒形混薬そうに入る。混茨そうでは水流を高さ 1メートノレないし1.5

メートルの 3段に落下させ薬品混和を行い，流入口より貯水式沈でんi也に入る。

沈でんi也からの流出管は取水塔から発する内径 2，000ミリメートノレ鋼管の引出水路とこれに

接続する同径コ γグリ{トライュ ν ダ鋼管で内径 1 ，日~O ミリメートノレ導水管に連絡iÄl下する。

薬品注入設備は連続式硫酸ばん土溶解そう2.9メートノレXO.95メートノレおよび2.5メートノレXO.

95メートノレのもの各 1そうを有G，ばん土貯水そう径1.5メー lノレ深さ2.4メー lノレのもの4そ

うと同形のソーダ溶解そう，および同貯留そう 2そうを設備した。
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薬品は各貯留そうから計量されて付属ポユィフ....，.で着水井に圧送守る。また微生物繁殖期には硫

酸銅注入装置により滅様処理を行う。 ~IJにハイパス管として着水池より直接導水管に連絡する

内径1，500ミリメートノレ鉄筋コンタリート管 1条を敷設した。

3 浄水工事

(1)設計

当初計画においては既設設備を合わせ 1日366，600立方メートルのろ過能力とするため，滞

留時間2日分の薬品混和池および容量11，200立方メートノレ， 11:でん時間 1時間半の沈でん池とろ

過面積 1池102平方メートノレのろ過池8池をもっτ，ろ過速度1日120立方メートノレとして日量

171，380立方メートノレをろ過する急速ろ過池を築造L-， 洗浄水そうは4階建ての本館上層に設

置する計画とした。

しかるに第2次世界大戦の突発によって資材の入手困難となれ拡張工事の重点を導水工事

にしぼり，入手資材はあげて導水量の増量に資するヱ事に集中することになって，浄水工事は

二次的に見送られた。それは道志川水流のrtiらかさと，大島臨時揚水の荒ごしの相模川!伏流水

四谷浄水域平 1111 図

との原水の良質に依存して，ろ過速度の上昇が可能であったからで，浄水工事の設備計画も 1

日ろ過速度を120メートノレより 140メートノレに引上げ設備の縮小を図り，洗浄水そうも本館の築

造を廃し高区配水池を利用することとした。しかるに第2次世界大戦の終戦後アメリカ第8軍

の横浜進駐の結果，軍は衛生管理上横浜水道における基準以上のろ過速度を不当として， P.D.

(プロキワメ y ト・デマ y ド〉工事:として急速ろ過池の増設工事を要請して来た。

立こにおいて第4囲拡張工事浄水工事の設備計画を新たにじて，まず既設着水池に接続して

;長さ19メートノレ，幅16.5メートノレ，高さ計7メートノレの 2il占式新導水管用潜水井を設置し，地
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F留に幅9.9メートノレ，長さ 19メートノレ〔高さは上部4メートノレ，地階3メートノレ〉の混和そう

を設けう回路として，その末端と新沈でん池聞を内径1，500ミリメートノレ管をもって連絡し，う

回路および連絡管路流下中に薬品を混和するようにした。沈でん池およびろ過池の計画はその

ままとしたが，洗浄水そうは高区配水池の築造が中止され，ふたたびろ;Ai場本館建設の計画を

元にもどして，急速ろ過池の第1期工事分 8i也の築造を急ぎ，労力，物資の極端な窮迫，高騰

のうちに強行して昭和23年 (1948年〉多大の困難を克復して完成し，ろ過施設は一時的に安定

をうるにいたった。

しかるに昭和24年 (1949年)5月第4回拡張工事による導水ずい道工事が完成し，新水源相

模湖からの原水が西谷浄水場に到達した。初めは青山水源を主としてその不足分を相模湖系統

に依存したが，漸次配水量の増加とともに新水源の原水が増量するにおよんで，思わぬ浄水場

異変が生ずるにいたった。すなわち昭和26年 (1951年)5月には新水源の原水が低濁度であっ

たにかかわらず，突然西谷浄水場における緩速および急速両ろ過池を急速に閉そくし，横浜市

水道にいまだかつて経験したことのない異変をひき起した。これは相模湖に発生した韮器類
げい

のうち AeterionellaFragilariaによるものであることが判明し，ただちに塩素および珪酸銅等

の注入によって，かろうじて断水を免がれることができた。

ここにおいて相模湖水段、に関する根本的な調査をいろいろ進めた結果，道志;;I1系統とはまっ

たく水質を異にし，微粒浮遊物による高温J度の水が長い間滞留することと， 4 月 ~7 月の間プ

ラグトンのぎょう産による障害のため，従来のごときろ過速度の増大等はまったく思いもよら

ず，むしろ予備沈でん池の必要を認め，相模原沈でん氾の構想がたてられたしだいであった。

iたに急速ろ過池の実施設計に際しては洗浄用水の放流等も考慮し，各池の大きさを最初の4

池は各87平方メートノレ，後の4池は各90平方メートノレと定め，またろ過操作の管理についても

考究し，従来のとおり 1池ごとの操作とせず， 4 i也を 1単位とする集中操作法を採用して，そ

の施設池数16池に対し 4か所にて操作することとして，管廊を隔てて 4i也ずつ 8)也2群にわか

ち，中央部の 2群が接続する所に廊下を設けて本館に連絡させた。本館は4層建とし最上j菅を

洗浄水そうとした。

(2) 急速ろ過 i也

@管廊および配管
きょ

最初施工した第l期工事においては時局がら鉄管の節約のため，原水・浄水の本管を渠と

し，洗浄水は圧力水量とすることとした。すなわち操乍廊床版中央直下に幅1.7メートノレ，深さ
タよ

2.2メ-1ノレの原水渠を設け，これを多数の柱で支えた。管廊床版下は 5条に区画し，中央に浄
き k

水選(幅1.5メートノレ，高さ1.2メートノレ〉その両側を圧力水渠(幅0.8メートノレ，高さ1.2メー
きょ

、トノレ〕その外側を各洗浄汚水禁(幅1.2メートノレ，高さ1.2メート川とした。水渠のコ Yグリ

{トの施工については万全を期したが，圧力水葉の断面が小さかったため内部の型わく攻り外

しおよび内部防水には非常な困難があった。ことに戦時中のため伸縮継手用銅板の入手ができ
.よ

なかったので，いっそう困難に直面した。床版壁の厚さは25センチメートノレとし渠の内面およ
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i[tj谷浮水場急J虫ろ過池平副および断面図
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び床版上は防水そんFノレを施した。

第2期工事で施工した後の 8池の築造に際しては原水量は前と同一断面で延長L その末端
いつ 者ょ

に溢水口を設けた。そしてその直下を幅1.5メートノレ，高さ1.1メートルの洗浄原水渠とし，こ

れを多数の支柱でささえた。浄水葉については第1期工事施工の実績に徴しコンクリート構
宮 l

造物の亀裂発生の防止困難にかんがみ，常時係員の通行する床版下は汚染のおそれがあるの

でろ過池の直下の戸部を浄水葉に変更した。また圧力管である洗浄本管は鋼管とし基礎中に埋

設したため，大口径の管が管廊から姿を消した。

次に配管については管および弁ならびに流量調整機は取付定治支持に十分注意するととも

に，修理時の取はずしなどを考慮し要所にピグトリツグジョイントを差し込んだ。また圧力

西谷浄水場第 2急速ろ過池配管図

0'0 



型日喉:烹
水轟から洗浄管の分岐は特に大きなフランジを設¥jて葉の内面に一致するようにして，最初か

(718 ) 

ら型わくに取付げ，その周囲を補強してコングリーに中に打ち込むなど周到の用意をした。

以上各種管きょの口径寸法は次のとおりとしたa

1'， 称 i vrI即庄司 第 zWI工守吋子 t嗣 要

Jートル l メートル

原水きょ 1.7 x 2.2 1.7 x 2.2 

原 7): 俳日句
f_f ミリ，ー5ト0ルD 径 ミりメー5ト0ル0 ろ過池との下連絡，洗浄排水と共用 hle述1Ii大Nf-:Tlメ

ートル以

浄 管 " 
4日日 " 400 毛i!J泊との辿格，洗浄管と併用

洗 浄 管 ノ， 600 " 曲。 /，11述毎和約4.5メート，レ

圧洗力浄水木き管ょ
メート2ル0 

0.8 xl " 回0 持水本雪と000ミりメートル管にて述絡

説得排水管
fモ ミPメーアト叩ル

" 700 流中5速L排毎水秒約きdに3と汚水きょと述絡し途'l'原水管!:::.連総，
3.メー lレ

指 71-:: 管 " 200 " 200 洗浄管およびEe7J水きょよヒ分岐浄水きょに接続

ろ過そう
そう

ろ通話については集水装置はホイラー型と L.槽の内部は第1期工事は防水そ，レタル仕上げ

ホイラ{、版はプロ y グと L水圧に

@ 

を施したが，第2期工事はコンタリ -r2}ちのままとした。
ぞう

ろ遇措の構造寸法は次のとおりとした。て符き上がらぬよう定脅した。

分~IJ 工時j2 第折、-:o:n Jr ;工日j1 ~~ 自R内

9.4メートルxll.55メートル日35メートルxll:55メートルび長さ下-
e、お幅

90日平方メートル87.0平方メートル積而過ろ

鉄筋コシグリート紗』苦コンクリート政基

/， コシグリート壁外

/， 鉄筋コングリート壁
。
極
ひ
挺

隔

0，75メートルF同0.85メ-，ル幅* 』明長

7条IBt S同鉄筋コング Jート 6条7]( 排

監視室および操作室。
ろ過池4i也を 1単位とする集中操16池のろ過泊の管廊の中央部上には係員の監視室を設け，

ろ過j也に面する窓を大きく闘い

て操作を便利にした。

(8) i先浮水話付木鑓

急速ろ過池に接して鉄筋コ Yクリート造り地下 1階地上3階の4層建洗汀s水詰付本館を設

4 層を水語と L1~3層を建物として利用したa 本館は閉口 23.53メート内奥行き 13.93

4か所の名操作室内に 4台の操件台を設置し，作法を採用し，

¥7. 

メートノレ，建築床面積各周とも327.77平方メートノレで次のとおりとした。
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亜 E 

国国国田

園目盟国

~..fち

層 目苦

周谷浄水本館

高否S

亜 E 畳

目回目白

血回目固

床 標 高

モ5 百三

メ戸トル
機員械室室，工(高作揚室ポシプ，庄力ポシプ，送水ポンフ)ならび電気設備，係1 t也 r4~ 69 

2 l " 73.6 事務室，会議室，パイプ室，宿直室，小使室，便所

3 2 " 77.6 広間，書庫，パイプ室，便所

4 3 ノノ 81.6 水そう，ノミラベット

5 犀上 83.9 

@水詰

水

ろ過f也1~也 1 回の洗浄所要水量は 1 分時60セ Yチメートノレを洗浄速度として 5 分聞にわたっ

てなす場合，ろ遇面積90平方メートノレについて400立方メートノレをー要L， 1割余裕を見込むと

44日立方メ{トノレとなる。そこで洗浄水そうは本館3階の建築面積が約300平方メートノレである

ので深さを1.5メートノレと L，中央に1.9メートノレx1.985メートノレ角，深さ 2階床まで 4メー

トノレのピットを設け，その底部から洗浄木管を取り出した。洗浄本管は内径800ミりメートノレ，
いつ

流入管は内1f.350ミリメートノレ，溢水管および排水管はともに内径300ミリメートルとした。水

そうは建物の最上層にあるため水密には特に留意し，次のように施工した。

底 部 壁 部
メ E ト~

i架 1.5 

防水モルタル シーカ 混入
厚ミリメm ト3ル0 

防水そルタルシーカ{混入

アスフアルト防水用
ガラスフアイノ号ー

" 15 アスフアルト防水そ ガラスフアイノミ{入

" 15 
入り 5屑 つ リ5鹿

l坊 7kモ ル タ ル " 15 防水モルタル 金網入り " 25 

防 7kモ ル タ ル 金 網 -̂ り " 50 防7]<押えレンガ /ノ 100 

|防水モルタル " 30 
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なおピット部は幅1.9メートル，長さ1.985メートノレ，深さ4.05メートノレの底のない鋼製のは

こをつくり，四すみは型鋼をもって補強し接合部は電気溶接したものをピット内部型わくとし，
たて

かっ漏水防止の楯とした。

また水そうは汚染防止のため上国を床版にて被覆した。

(4) 塩素減菌設備

ろ

緩

西谷t争水場におけるろ過能力は緩速ろ過池 1日126，000立方メートル，既設第 l急速ろ過i也1

日142，000立方メートノレ，新設第2急速ろ過池 1日200;OC目立方メートルとなったが，これの庇素

滅菌をする場合 3か所において別簡に分散注入することは不便かっ不経済であるので， 1か

所に集中して漁素水による遠方注入を行うこととした。注入率は進駐軍の指令もあり，管末に

おいて， 0.4 p. p. m. (100万分の0.4)の残留塩素を保つため， 1.3p. p.m以上の注入の必要が

あったので，一応設計画注入率を1.5p.p.mとして設備容量を次のように求めた。

過 池 ろ過量立方メートル/時
塩素注入盈 1 塩素滅菌蜘ロ

lp.p.mの場合 I1.5p.p.mの場合 グラム/時)台数
キロゲヲム キログラム

速 5，250 5.25 7.875 2 

第 1 急速 5，900 5.90 8.850 2 

第 2 急速 8，3∞ 8.30 12.450 3 

すなわち自立型真空式塩素滅菌機注入能力 1時間5キログラムのもの 7台を設備し， 15馬力

電動機直結口径75ミリメートノレ給水ポYプを設置して送水することとした。

塩素滅菌室は鉄筋コ Yグリート平家建 (212.5平方メートノレ〉を建築し， 滅菌機室・塩素容

器室・同貯蔵室・係員室・ポンプ室に区別1.-，滅菌機室および塩素容器室は保温に留意した。

塩素ボ yベイは 1トンボ yベイ〈自重800キログヲムと合せ1.8トY)の取扱い搬入出を容易と

するため 2トγ巻揚げ5馬力ホイストを設備した。

(5) 付帯設備としての各池

第4回拡張工事における西谷浄水場浄水施設の一環として次の工事が施行された。

@西谷着水池

構造および寸法鉄筋コ Y(Jリート造りで2階建てと1.-，上部は既設着水池と同型に，内法長さ

19メートル，幅16.5メートノレ，寓さ 7メートノレ〔上部4メートル，地階3メートル〉とした。

工事費直接工事貸 1，976，807円73銭8犀

本池は相模湖水源系統着水池として既設着水池に隣接して，昭和21年 (1946年)12月20日起

工し同23年12月24日落成したもので，現在使用中である。

@ 薬品沈でん池

構造および寸法 鉄筋コ Yタリート造りで，その寸法は長さ45メートノレ，幅28メートノレ，水深

4.5メートノレで，流入側壁下部に設けた小孔から原水が均等に池内に流入し，沈でん処理
いつ

された表面水が流出側壁を溢水する構造とした。沈でん流速毎分60セ yチメートノレで
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沈でん時間は処理水量;に対し 11時間半に相当する。

工事費直接工事費 4，102，078円35銭1犀

本工事は昭和22"1'(1947"1')日月 17日着工し，同23年12月24日落成したもので，新設第2急

速ろ過池用薬品沈でんi池として使用中である。

6 配水工事

(1) 工事 の 方針

第4回拡張工事の配水工事計画は(1准号見工場地帯， (2)金沢地区新興工場地帯，⑧新市域戸塚

地区〔同地域にも太工場がある〕および(4)従来水圧不十分な保土ヶ谷・神奈川荷台地帯の給水

が主目標であった。

しかし第4回拡張工事が昭和15年 (1940年〕着工された当時，すでに時局の進展によって鉄

材は配給統制下にあって，割当のないかぎり入手不能であり，その害l当も少量のため鉄管類の

配給量はすべて急1jÍlîを要した導水管の取得に充当~，配水工事にはとうていまわりかねる状態

であった。ここにおいて，おりから第3回拡張第2期工事によって施工した久保沢ずい道の)]i

水をみるにおよんで，中沢接合井上lり大島接合井にいたる問の既設内径36インチ (910ミリメ

ー lノレ)， 22インチ (560ミリメートノレ〕および18ィγチ (460ミリメートル〉の名場水管が不要

となったので，これを撤去して配水工事用として転用することとした。そのころ第2京浜国道

工事が着工されていたので，道路内埋設物は道路工事と歩調をあわせて施工することとなり，

昭和16年 (1941年) 3月新鶴見幹線の一部として同国道内に内径 36イYチ(910ミリメートノレ〉

管工事に着手した。また昭和17年 (1942年〕第4回拡張工事として施工した麻溝減圧水そう~

川井浄水場開の内径 1，500ミリメートノレ導水管工事が進行し，既設管との連絡利用によって，

同区間の既設内径22イYチ (560ミリメートノレ〕および18イYチ (460ミリメートノレ〉導水管が

不要となったので，とれを撤去して前記撤去管とあわせおりかち水の不足著しかった金沢方面

配水管増強のため，南区弘明寺より金沢にいたる配水管敷設工事を施工した。ことに昭和19年

(1944年〕に入ってからは，当時の日本海軍より金沢地区における海軍施設への給水量の急速

増強方の要望もあって，との工事は突貫工事として急速度に施工された。

しかし昭和20年 (1945年) 5 月横浜市が第 2 次世界大戦の大空襲によって焦土と化~，各戸

の給水装置が焼失して野放し放水となったため，この漏水防止に全力を傾倒して，拡張工事は

一時まったく中止のやむなきにいたった。しかるに終戦後アメリカ第8軍の進駐によって市内

各所に軍施設が設けられ，その大量の給水要求と，戦災復興による市勢の復興と，産業の立ち直

りとによって所要水量が増加し，一方では戦災による漏水多量と拡張工事の未完成がわざわい

して，配水量は不足がちとなり，管末においては随所に給水不良地区が続出する状態となった。

進駐軍はこの給水不足が軍および市民の衛生に影響することを憂慮し，昭和21年 (1946年〕

5月給水不良地区解消をめざし，配水能力増強のため緊急処置を指令じてきたが，配水管につ

いては次の諸工事を施行するよう要望された。

(i) 時間機子線 保土ケ谷区星川町地内において内径600ミリメ{トノレ配水管に200馬力加圧
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ポンフ.を設置し，水景の増強を「五lること。

(ii) 不牧紋 巾区長者町車楕際において内仔~450 ミリメー l ノレ配水管に120馬力加圧ポンプを

設置し水量の増強を図ること。

(iii) 商区線 巾区浦舟町中村水管橋際において内径500ミリメートノレ配水管に200馬カ加庄ポ

yフ巳を設置し水量の増強を図ること。

(iv) 鶴見線 神奈川区三ツ沢において内径900ミリメートノレ配水管に5日日馬力加圧ポγフ.を設

置し，水量の増強を図ること。

川崎市

-，..エ絡鶴

第4回拡張工事配水管実施平而図

その後さらに本牧・根岸方面に進駐軍住宅

の大量増設に対処して，同方面水量増強のた

め西谷浄水場~藤棚町聞に内径22インチ(560

ミリメートノレ〉管を増設し，さらに蒔田磯子

幹線には星川町および上大岡に加圧ポンプを

設置し，配水の増強を図った。

昭和24年 (1949年)7月18日待望の相模ず

い道および横浜ずい道の開通をみ，水源相模

湖よりの原水を通水するにおよんで，大島送

水共以降麻溝減圧水そうにいたる既設内径22

インチ (560ミリメートノレ〉および 18イYチ

(460ミリメートル〕導水管も不要となり，撤

去されて，配水管工事に転用されることとな

って，昭和26年 (1951年) 1月これを鶴見枝

線および戸塚線に転用敷設を開始した。

その後市勢の復興も進み人口の増勢はいよ

いよ顕著となり，工業の復興躍進もまた著し

く，水量の需要はいよいよ増進したが，一方拡張工事も順調に進み，相模原i士でん場・導水路・

丙谷浄水場施設等あいついで完成し，自然流下のままで豊富な原水が浄水場に到着した。とと

においてこの増大した水量を需要地域へ配水のため，第4回拡張工事の最終的仕上げとして，

一貫した配水管工事を実施することとなった。

しかし時節がら，工事費の節約と資材の利用の二筋遣をかけて，既設導水管中低水圧部の鉄管

を鉄筋コングリート管に敷設替えし，撤去管を市内配水管に転用する方針をたて，上大島接合

井以降1，845メートノレ区間と麻溝減圧水そう以降3，6日0メートノレ区聞にそれぞれ内径 1，500ミリ

メートノレ鉄筋コ Yタリート管 l条を敷設し(大島においてはほかに内径1，100ミリメートノレ鉄筋

コンクリート管155メートノレを同径鉄管と敷設替えした)，前者区間の内径1，100ミリメートノレ

鋼管826メー lノレ，同径鋳鉄管1，728メートノレ，内径36インチ (910ミリメートノレ〉鋳鉄管1，572

メートノ竹内径800ミリメートノレ鋳鉄管273メートノレおよび，後者区間の内径 1，1∞ミリメート
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ノレ鋼管および36インチ (910ミリメーわけ鋳鉄管各3，600メートルを撤去して，鶴見配水本管

として活用し，渇望の工場地帯への給水増強に資した。

また港北区ことに長津田方面の住宅地としての顕著な発展に処しては，新たに内径 500ミリ

メ{トノレ長津田配水管を新設して，初めて同地誠にも水道の恩恵に浴さすにいたった。

(2) 各配水管工事の内容

Lイ)蒔田金沢線

第4囲拡張工事以前の蒔回線は西谷浄水場より内径24イVチ(610ミリメートノレ〉管にて星川・

久保町・南太田を経て蒔田にいだり 2条1;::分岐L，一つは蒔回線となって，内径 18インチ

(460ミリメートル)~14イ Yチ (350 ミリメートノレ)~12インチ (300 ミリメートノレ〕管によっで

東蒔田・丸山町を経て八幡橋にいたり，他は金沢線となって内径18イ Yチ (460 ミリメートル)~

12イγチ (300ミリメートノレ)~8 インチ(200 ミリメートノレ〉管によって大岡・上大岡・栗木を

経て磯子区杉田より金沢にいたるものであった。とれに対し第4回拡張工事として最初西谷浄

水場より新たに内径800ミリメートノレ管をもって磯子配水池にいたり，それより内径70日ミリメ

ートノレ以下の管をもってそれぞれ富岡方而および八幡橋方面まで敷設し既設管と連絡増強する

計画であった。しかしその後時局がら，鉄管の入手難から導水管の撤去管を使用することと L，

ノレートも変更Lて昭和17年 (1942年) 7月南区弘明寺を起点とし金沢瀬戸橋にいたる問の内径

560 ミリメートル~4ω ミリメートノレ管工事に着手し，同19年 (1944年) 3月末ようやく落成し

た。この間昭和18年 (1943年〕以後の工事については労力の不足に苦しみ，従事人夫はまた食

混雑にあえいで重労働に堪えかねて，しりを割るなど，種々の障害にあったが，当時の横須賀浴

軍からの給水増強方の要請もあり，請負人を督励し，i酋その他の物資を特配して突貫工事を実施

した。また工事においては撤去鉛の再生使用を一応考慮したが，との種の管径に対Lては特に

ゴムリ Yグを使用 L!'ポタイ卜にて締めつける新工法を採用して，鉛の温存を計って成功し

た。ただ導水管の撤去による旧管の敷設工事は普通圧管と低圧管との違いや，横ぶきによる管厚

の不同・片肉があって外径に相違があったため，ゴムリ γグ使用には各種の寸法を必要と L，

この点についての悩みが大きかった。しかし本ノレートは南区(笹下町〉と磯子区境の丘陵地帯1F

と富岡ずい道付近の高所を越す二つの難所があって，自然流下では水圧まったく低下したの

で，かねてからよ大岡に加圧ポγプが設置されていたが，管末金沢方面の需要増とともに加庄

ポνプも次第に 40馬力より 1C日馬力に増大されてなおたらず，昭和21年 (1946年〉には別に

保土ケ谷区保土ケ谷町において蒔回線内径24インチ (610ミリメ{トノレ〉管に260馬力加圧ポy

プを設置して 2段加圧とし，同23年 (1943年〉にはさらに上大岡100馬力を145馬力に増大する

始末であった。ことに終戦後は金沢地区内蒔田金沢線沿線地帯は住宅地としての発展著しく，

またかつて海軍施設の関係上，海軍水道より給水しつつあった金沢区大道・六浦・ i頼ケ崎等横

須賀市寄りの周辺地域が新たに本市給水区域に編入されるにおよび，いよいよ水量の増加をき

たし，給水はまったく行きづまりをきたしたので，保土ヶ谷ポyプ場より新たに内径22イYチ

(560ミリメートノレ〉管を南区私明寺まで3，420メートノレ増設して，戦時中，敷設した既設内筏
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22インチ (560ミリメートル)'~iに連絡して r_~è水の強化を凶った。しかし依然として需要量の

増加にはおよびもつかなかったので，さらに昭荊128年 (1953奇〕には戸塚配水管として西谷?争

水場より内径900ミリメートノレ管の敷設を機として，保土ケ谷区元町において同管より内径20

時間金沢総配水管阿

インチ (510ミリメートル〉管を分岐し， 1，560メートル延長して保土ヶ谷橋付近において前記

内径22イYチ (560ミリメ(トノレ〕金沢線と連絡し，かつては弘明寺より始まり，ついで保土

ヶ谷ポYプ場までさかのぼったが，常に途中から分派された中途半端な本ノレートをここに始め

て幹線に連絡してようやく一貫した強力な配水本管となったしだいである。しかしこのように

してもなお需要の増強におよばず，昭和28年(1953年〉夏には富岡ずい道の高所越えのため磯子

区杉田町に150馬力加庄ポYプが設置され，同線の補強がなされた。

(ロ)第2鶴見配水幹線

第 2鶴見配水幹線は工事費の節約から当初の計画が変更されて，神奈川配水池は取止め，配

水管も撤去管の再使用と変った。

すなわち昭和16年(1941年〕以降第2京浜国道が築造されるに際して，まずこの道路敷に敷

設することとしたが，折しも中沢接合井~上大島接合井聞の久保沢ずい道新設にともなって不

要となり撤去された内径42インチ(1，050ミリメートノレ)， 36インチ (910ミリメートノレ)， 22イ

Yチ (560ミリメートノレ)，18イYチ (460ミリメ{トノレ〉管を利用することとし，まず東神奈川

駅西口を起点として鶴見に向って内径42インチ(1，050ミリメートル〉および36イYチ (910ミリ

メ{トノレ〕管を敷設した。そして，おりしも神奈川方面の給水が円滑を欠いたので，既設神奈

川関内系統配水管より西区浅間町において内径22インチ (560ミリメートノレ〉管を分岐し，撤

去管をもって東神奈川駅西口まで延長2，570メ{トノレを敷設し，第2京浜国道内新設内径36イ

Yチ (910ミリメートノレ〉管と連絡させて活用を図った図

また戦後は鶴見方面の給水不足，綱島・日吉方面の需要増が急であったため，昭和21年 (19

46年〉には進駐軍の命令ヱ事の-~;M として神奈川区ヨ沢町において既設第 1 鶴見幹線に 500 馬
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力直結加圧ポンプを設置した。しかしそれもなお不足するようになって，さらに昭和24年(1949

年〕には同幹線保土ケ谷区峯岡町に1，000馬力加圧ポYプを増設して流量の増加を図った。

また別に鶴見区上末吉方面の水量需要に応じて，昭和24年 (1949年)12月には鶴見配水池か

ら第 2 京浜国道まで，内径400 ミリメートノレ~500 ミリメートノレ管を 1 ， 080 メー|ノレ敷設して既

設鶴見北幹線を強化した。

戦後鶴見方面工場地帯も戦災より復興して平和産業としての発展著しく，同方面における工

第 2 鶴見幹線配水管図

場用水の需要もふたたひ増勢をみるようになって，昭和26年 (1951年〉以後第2京浜国道工事

の進行と日米行政協定による新設道路の築造にともない，このノレートを利用して第2鶴見幹線

の完成を企図し，導水管の撤去管を転用して，西谷浄水場より東神奈川西口まで〔延長7，110メ

ートノレ〕内径1，100ミリメートノレまたは36インチ (910ミリメートノレ〉管を敷設してさきに敷設

済みの同径鉄管に接続l.-，さらにその末端を890メ{トノレにわたって生麦まで延長し，総計12，

217メ{トノレにおよぶ第2鶴見配水幹線を完成した。 との第2幹線の透水は既設第 l鶴見幹線

とあいまも鶴見方面に対する配水に一段の強化をもたらした。

的戸塚配水管

戸塚地区は従来神奈川県営水道から分水を受けて給水中であったが，第4回拡張工事を機と

して西谷浄水場から直接配水管を直通する計画をたてた。このノレートのうち西谷浄水場からの

2，116メートノレ聞は，水田，畑，山林を通じて新たな配水線路を築造し，これを幅員4.5メート

ノレの新公道として市民の便宜に供した。なお本区間中藤塚町においては標高70メートルの丘陵

を横断するため，やむなく延長92メートルにわたって内径幅5メートル，高さ4.55メートノレの

三心円断面のコンクリート巻き(底面じやり数〉ずい道を築造した。

戸塚配水管は西谷浄水場から新設線路を経て，保土ケ谷区元町まで延長 2，700メ{トルに内

径 900ミリメートノレモルタルライニ γグ鋳鉄管を敷設し，それから国道東海道に沿って内径22

イYチ (560ミリメートル〉および18インチ (460ミリメートノレ〉撤去管を延長 6，750メートノレ
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戸塚線配水管図

巾戸沼健 ，_ 開 時3

"，' 
ι<-----l必.'"包

主立
敷設して戸塚大橋にいたり， 2系統に分かれ，ーは上倉田町にいたるまで内径18インチ(460ミ

リメ{トノレ〕管を1，360メートノレ敷設し，大船方面に通ずる既設内径200ミリメートノレ管に接続

させ，他は内径18インチ(460ミリメートノレ)-300ミリメートノレ←250ミリメートノレ管を敷設し，

矢部・矢沢町方面を経て市内既設配水管に連絡させたo この 2系統によって戸塚町一帯は東西

から町の中心部に向って給水され，水量，水圧とも豊富にいきわたり市内最良の給水区域とな

り，旧戸塚町以来15年にわたった神奈川県営水道よりの受水は昭和27年 (1952年)12月限り停

止された。

判長津田配水管

第 2次世界大戦終戦後，郊外へ郊外へのブームにのって国鉄横浜線沿線の発展は著しく，こと

長津田・三ツ境瀬谷線配水管図

に港北区長津田町lこは県営および市営住宅も建設され，個人住宅の建築も相つぎ，好適な住宅

地として急激な発展をとげ，水道給水方について強い要望があったので，昭和29年 (1954年〕



C 722) 第1編工事の記録

4月川井浄水場から長津田町にいたる間延長4，059メートノレにわたり，内径20インチ (510ミリ

メートノレ〉導水撤去管をもって(上流側水道用線路内低圧部1，114メ{トノレは内径500ミリメー

トノレ鉄筋コン夕日ート管使用〕配水管を敷設し，水道に恵まれなかった同地方に対~，同年10

月以降水道の給水をするようになった。

第 3節第4回拡張工事の特徴

前書宰

第4回拡張工事は昭和15年 (1940年〉着手してから同29年 (1954年〕落成にいたるまで， 15年の

歳月を費してようやく完成をみたのであって，その問国家有史以来の激動期に遭遇し，終始工事資

金・資材・労力の極度の不足に悩まされ，さらに戦争末期の空襲による市内の壊滅的被害による情

勢変化や，終戦後のアメリカ軍の進駐と接収があり，ついで敗戦による経済的大混乱が起るなど，

幾多の事情が工事の遂行を阻害したが，関係者ー同の協力一致による団結と努力があらゆる困難と

障害を乗り越えて実を結んだものであった。

この第4回拡張工事がいかに大工事であって，従来の拡張工事の消極的な企画に比ベ，はるかに

そのからを破って思い切った大規模の事業であったかは次の表が端的に示すとおりである。

創設以来の各拡張工事計画水量比較表

150.000 

第4回拡51'.

水量割合 52.6 

註第3回拡張工事当時は別に大島臨時揚水設備によって 1日155，000立方メートルの取水能力を

持っていたが第4回拡張工事の落成とともに廃止Lた。

この第4回拡張工事の完成による第一のプラスは，従来水源取水量の45%までが大島におけるポ

ンプ揚水であり，その浄水場までの導水においても半量近くを加圧ポンプに依存したのをすべて自

然流下に改め，電力不安による断減水を解消するとともに多額の電力費を節減し得たことであった。

次には浄水能力においても 1日300，OC日立方メートノレという飛躍的大量の施設を拡充し，さらに

市内配水工事においても，あるいは鶴見配水幹線・磁子金沢配水幹線の増強による工業地帯多年の

要望にこたえて占分な水量の供給を確保し，また戸塚・港北方面など従米の未給水地;帯に対しでも

新たに配水管の新設をなし，あまねく水道の恩恵を普及させることに努めたのであった。
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また本工事はずい道・土えん堤貯水i也・大口径鉄筋コンクリート管・鋳鉄管・鋼管・導水路・水

路橋・無がい急速ろ過池と集中操作その他その立地条件を利用して，それに適合した考えうるあら

ゆる工法を採用したところに特色のある工事であった。

そして工事に使用された材料ならびに施工方針などについても次のような特色あるものがあっ

た。

2 材料

(1) ボールベヤリ Yグ装置鋼製制水弁

従来の水道用大口径制水弁は重量大でその開閉操作には数人の労力を必要とし，さらにまた
れつ

スピンドノレlこ摸力を起して，あるいは湾曲し，または切損の事故を起したことは一再にとどま

らなかった。本工事においては内径1，650ミリメートノレ導水管に付設するし350ミリメートノレ制

水弁の製作に際l.-，種々研究の結果，第一に弁体の重量軽減を図るため脚部，ボンネットその

他を従来の鋳遣に代えるのに鋼銀を加工使用することとし，第二にスピンドノレ鍔受部にボーノレ

ベヤリングを差し込み操作の軽減を図り，第三にスピ γ ドル材質について強度の弱い不ーパノレ

黄銅棒をやめステンレススチーノレに替えた。

この結果操作は 1人の力で容易にかっすみやかに操作できるようになり非常に便利となっ

た。

(2) 内径2，000ミリメートノレ補岡u鋼管

内径2，000ミリメートノレ鋼管は現在鋳鉄管および鋼鉄管とも規格外であって，一般規格に準

じて管厚を決定するとすれば鋳鉄管の場合には厚さ40ミリメートノレ，鋼鉄管の場合は厚さ30ミ

リメートノレ程度となり，非常な重量となって工事施工上の困難はもちろん鉄管費も多大となる

計算であった。ことに本管敷設場所は傾斜面の施行困難な場所でもあるので，敷設管重量の軽

減と鉄管費節約のため補剛鋼管を使用した。

すなわち内径2，OC日ミリメートノレ管の管厚は内圧だけに限定して厚さ9ミリメートノレ銀をもっ

てすることとし，外庄に対する強度は管外面に6日0ミリメートノレ間隔ごとに90ミリメートノレ X60

ミリメートノレの補剛材を取付けて強度を持たせ，鋼材の節約と工事の容易と鉄管代の節減を計

った。この管厚およひ補剛材については種々実験を重ね，その基礎計算に基いて決定した。

(3) ライニング管

第 2次世界大戦後における鉄材不足と価格の暴騰に直面して，この対策のーっとして採用さ

れたのがライニング管であった。すなわち管内面の防錆が恒久的であることと，モルタルライ

ニングによる補問jによって外圧に耐主て銅'苫や鋳鉄管の管厚を内圧に耐えうる最小限の厚さに

搭l.-，鉄材の使用量を節約することを目標とした。しかしとの管の採用までには管厚を異にし

た各種の試験管を作って， 10数回にわたりライニ '/!l方法や荷重試験，内圧試験など各種の実

験を行ったものであった。この結果成績良好であったので，戸塚配水管に内径 900ミりメート

ノレモルタノレライニング鋳鉄管を使用し，相模原沈でん池の流入出管に内径 2，000ミリメートノレ

コ'/(1リートライニング鋼管を敷設した。
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④ モルタノレライニ yグ鋳鉄管

使用場所 戸塚配水管の一部静水頭50メートノレ以下の個所水道専用線路 2，700メートノレにわた

って敷設した。

管の種類 内径 900ミリメートノレ砂型遠心力鋳鉄管を使用することとしたが，既製砂型遠心力

低圧管を利用しこれに，モノレFノレライニング厚を20ミリメートノレとした。

すなわち鋳鉄管厚13.5ミリメートノレ，モノレタノレライニング厚さ2日ミリメートノレ，長さ 6メー

トノレ管とし使用数は450本であった。

ライニング管使用方法 モルタノレライニングは鉄管敷設現場付近に仮工場を設け，鉄管工場よ

り輸送した鉄管をi庄工場においてライニングし，養生場所に運んだ。ライニング施工時期は

3 月 ~5 月であったので，養生方法は管の両日にふたをし，管の外側からぬれむしろををか

け内部は散水した。養生期聞を28日間として期間経過後現場において管体検査を行った。

価額 モノレタルライニング鋳鉄管の価格を当時の購入額によって高級鋳鉄管と比較すると次の

とおりであった。

名 ffJ; 

モルタルライニング

砂 ~~1 ;主心力管

普 通 鈎 鉄 管

(ロ) コンクリートライニング鋼管

関|悶

68，699 

f告
九

" 

80 

85，6001 100 

使用場所 相模原沈でん池着水井~薬品混和そう間および同沈でん池取水塔から主えん堤を横

断して堤外まで。

管の種類 鋼管の管厚は内水圧によって決定した，えん堤下の敷設位置における静水圧に50%

の衝撃圧を考慮1..-， 1平方センチメートノレにつき 3.5キログラムと1..-，さらに鋼の外側腐蝕

余絡や，また敷設位置における水圧ぉιび管の自重を計算して本管の肉厚を鋼管 6ミリメー

トノレ，コンクリートライニ Yグ70ミリメートノレと決定し，ライニ Yグには， らせんおよび縦・

斜の鉄筋で補強することとした。そして製作上 1，800ミリメートノレ鉄筋コンクリート管のキ

ャスチング・スチーノレ・ホイ{ノレを利用することとして管の寸法を次のように定めた。

己主JlfL示ι44J
鋼管は一般電気溶接鋼管にならい製作されたが，本管の特徴は鋼管の両端両側にフランヂを

取付けライニ yグ厚を一定とするようにし，またこのフランヂをつき合わせて現場溶接によ

る継ぎ手とした。異型管の前後には切管を差し込み，異型管は一方は受口とし他方は現場務

接フランヂ管とし管の伸縮に資した。
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本ライニング管と一般鋼管とを比較すると次のとおりで，本ライニング管は一般鋼管よ価格

り37話低廉であった。

(一般鋼管の場合は外圧の関係上16ミリメートノレ厚銀を使用するものとした)

管

63 

100 

計日h
J-L7司

73 ， 40~1 

格

トル ~_1 り重量
95キログラム

I 重 量 1 本当り州
げ管長司 川 i-1 0 ' "  1 s = 1鋼 管 ;l-1 計 i鋼管代 I~.イ 11

F苛Z「品τi干万戸耳瓦ヰ
「I;T~函FU7二一五ii;戸戸つ

五百

既設導水管の撤去転用(4) 

および経済的に敷設替えするの

を有利としたものを撤去し，再

1 

A不要となって撤去された埠水

ートノレ〕管，大島送水ji'~

生の上配水管として転!日し効果

を収めたことも特徴の一つであ

内径 18インチ (460ミリメ

川井浄水場開延長18，552メ

鉄管は次のとおりである。

っ主こ。

第4回拡張工事においては既設導水管の不要となったもの，

一トノレ，明治20年(1887年〕

敷設内径1，100ミリメートル導水鋼管撤去の状況(敷設後約2日年〉

内f歪22イyチ(560ミリメ2 

ートノレ〉管，大島送水井~川井浄水場開延長18，552メートノレ，明治31年 (1898年〉敷設

不要となった事由
‘ 

3ミ例ーー・撤去管
第4回拡張工事による導水管完成後)

 
1
 

(
 

J は大島臨時揚水設備の不要撤去ととも

に両管とも不要となったこと。

両管とも現在の導水管としては容量

また敷設後長年月を経て過小であり，

(2) 

流量も減じていること。

内径20インチ (510ミリメートノレ〉管J11 3 

井浄水場~西谷浄水場開，延長8，385メートノレ，明f古'31年 (1898年〕敷設

第4回拡張工事として上記区聞に施工された導水路および導水管の新設によって流量十

不要となった事性!

)
 

1
 

(
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分となり不要となったもの。

(2) 本管は現在の導水管としては容量過少であり，また敷設後長年月を経て流量を減じてい

るとと。

B 経済的見地から敷設替えをして，撤去した導水管は次のとおりであった。

4 内径Uωミリメートノレ管ー上大島接合井より下流側低水庄部，延長{鰭管ltZ二[;:
内径36インチ (910ミリメートノレ〕管一上大島接合井から下流側低水圧部， 延長鋳鉄管1，

572メートノレ。

内径 1，100ミリメートル管 麻溝減圧水そうから下流側低水圧部，延長鋼管 3，600メー

トノレ。

内径36インチ (910ミリメートノレ〉管 麻i骨減圧水そうから下流側低水圧部， 延長鋳鉄管

3，600メートノレ。

敷設替えした事情

(1) 戦時中から戦後にかけて鉄材払底およびその価格の暴騰によって，大量の鉄管の新規入

手困難となにかっそのばく大な額を要する工費の点からも既設導水管のうち比絞的低水

圧部の鉄管を鉄筋コ '/!Jリート管に替えて敷設替えG，鉄管を撤去して配水管に転用する

ことを有利とした。すなわち上記区間にそれぞれ内径 1，500ミリメートノレ鉄筋コングリー

ト管1，845メートノレおよび丸600メートんを敷設G，既設内径36インチ (910ミリメートノレ〕

および1，100ミリメ{トノレ導水管と替えたしだいである。(ただし上流側は1，500ミリメー

トノレ鉄筋コ Yグリート管管末で既設内径 1，100ミリメートノレおよび36インチ管と連絡させ

たが内径1，100ミリメートノレ管は延長160メートノレを鉄筋コンクリート管とした。〉

撤去鉄管再生

撤去管はクリナー，カッタ-ワイヤーブラシで入念に付着物をかき取り清掃し，鋳鉄管は

導水管内市Iの鉄パグテリヤ

ピタス・ピュティマチッグ・ソリューショ Yに浸漬

した後空気乾燥し，鋼管は最初内外面に上記塗料を

は毛ぬりして，乾燥後150'Cの余熱炉に入れ，さ

らに上記塗料180'Ci占液中に浸i責G，外面にはエナ

メノレ200'C溶液中に浸したジュートグロスを巻きつ

けた。

また鋼管の一部地上に露出状態をなす部分にはさら

にビニーノレ塗装を行って被幕を保護した。

この導水管の撤去再生は新管購入の場合に比較し，

撤去管再生代および代替の内径 1，500ミリメ{トノレ

鉄筋コンタリート管代とその敷設費合計額をもって

しでも実に69，000，0001'1の経針節減を招来したもの

であった。



場 J'Ji" 

戸按配水管

第 2鶴見配水幹線

金 沢 配水官

長津間配水管

3施工

(1)露出敷設

l内守lr径 1竹内叫メー管ト ミリ鋳メ鉄ーl
ル 鋼 ル 管チ鋳鉄管

メー9ト8ル~ I 
メートル

1，185 

3，200 4，800 

第10章第4回拡張工事 (727) 

4，740 

2，410 

5，210 1，570 

2，073 

3，740 

160 

11，600 

15，500 

第4回拡張工事における鉄管敷設の特徴は管の露出敷設が多く行われたことであった。傾淵

面の敷設や谷部敷設にはこの工法によって次のとおり施行されているが，この露出敷設区間は

いずれも鋼管を用い管自体の力を利用したものであった。

1若 円;

鶴ケ峯接合井~西谷浄水場問導水線路

" " 
鶴見配水 線路

(2) 新・ i日導水系統の連絡

④ 久保沢ずい道と相模大型ずい道の連絡

敷設管内径|傾斜部延長|谷部敷設延長
ミロメートル

2，∞D 

1，65日

1，1日目

メートル
183 

70 

メートル

170 

既設久保沢ずい道と新設相模大型ずい道とは相模原市上大島において前者が約10メートノレ上

位で立体交差しているが，この地点において両ずい道を連絡して，上位の青山系統総流量を大

型ずい道に流入できうるようにし，青山系統下流側の故障や水源、泌度の調節を必要とする場合

に連絡可能とした。

(同麻溝減圧水そうの利用

既設青山系統の麻i善1威圧水そうに新水iiJ;.l系統導水管も連絡させたため，背山系統上流側に中

故が生じた場合，もしくはその異状7部品J立の場合などには相模原沈でん場から青山系統のiJtt量

をも含めた全量を送水できるようになり使利となった。

。麻溝減圧水そう~川井量水i也間導水管の連絡

新設内径 1，500ミリメートノレ管は麻溝減圧水そう下流大野および南村地点において既設内

径1，100ミリメ-[ノレおよび36インチ (910ミりメー|ノレ〕導水管に連絡させ，既設系統事故の

場合には導水量減少を最少限度にとどめうるようにした。

@川井構内接合井の連絡利用
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川井低位接合井に内径1，100ミリメートノレおよび36インチ (910ミリメートノレ〉導水管も連絡

させ，必要の場合，導水勾配を急にして着水の増加を図ることができるようにし，さらに上位

の同構内ろ過池に対してはポンプ揚水によって必要水量の揚水ができるように施設した。

⑮鶴ケ峯町導水線路における導水管連絡

鶴ヶ峯接合井から鶴ケ峯町地内水道線路までの新設内径 2，000ミリメートル管はその末端で

既設系統全管路と連絡させ既設管路の上流側に万一の事故ある場合には内径2，000ミリメート

ノレ管の水量的余裕をもって各導水管に補給導水できるようにした。

4結び

しかしながら本拡張工事も結果論よりするならば，すべてが満点であったわけではなかった。第

一に水源相模湖の問題である。河水統制事業という多目的事業にあっては，その貯水，放水の方法に

ついても，一つの目的を達すれば他の事業にとってかんばしくない結果を招来する場合がある。す

なわち，まず人造湖相模湖の風光を宣伝する観光地化によって水源汚濁の著しさを招来した。水源、と

しての環境からすれば，心ある人のひんしゅくに値する現状である。また相模湖における原水の状態

をみると一反洪水となれば，渇水は長期にわたって継続し，しかも相模湖のごとき広大な沈でん作

用をうけた後の非沈でん微粒子を多量に含んだ濁質であるため，その後の沈でん効果は困難で従来

の処理過程をもっては完全を期しえないというはめになった。さらに晴天と温暖が続くときは微生

物が異状に急繁殖し，微粒子濁皮とともにろ過池の閉そくを促進するという障害を招くのである。

{J(に導水管工事において相模原沈でん場と川井浄水場聞に敷設した内径 1，500ミリメートノレ鋳鉄

管は昭和17年 (1942年〉以降第2次世界大戦たけなわのおりの製品で，このような大管製作上素材

および処理について非常時局の悪影響がもたらされ，すでに敷設以来卜数回におよぶ突発e'Jl政裂事

故が生じ，そのつど多大の失費と市民に対しては断滅水の不便をかけているしだいである。

最後に第2次世界大戦の空襲による大被害を境として戦前とその後との市民の動態の変化，すな

わち市内中枢地区の戦災とその後のアメリカ軍の接収によって市民は周辺に移動し，戦災前は中心

よりi斬次周辺に向って人口は希薄していったが，戦後は周辺の各所に衛星的集団繁盛地域が発生

し，市周辺一帯の給水量が急激に増大するようになった。これに対し第4回拡張工事によって実施

された鶴見・金沢・戸塚・長津田などの配水管工事をもっては，単に一昔1¥工業用水や局所的新開地

の給水増強にとどまり，戦前以来の配水管系統ならびにその管径および配水管網をもっては大きく
りゅう

変動した人口の也、!止に適さず，給水能力不十分となり市内各所に配水加圧ポンプが根癌のように取

付けられ，その数30数か所におよぶ現状で，すみやかに市勢の復興に対処すべき配水系統の根本自J

整備が要請されるしだいである。



第 1常事業休の名称の変選(72.9) 

第 2編経営体の変遷

第 1章ぃ事業体の名称の変遷

1 横浜水道事務所 cm'r:;;)

創設水道の孫成が附近かに迫って，神奈Jl[)'~は明治20if (1887年) 5月，水道事業運営の木拠を山

下関r236否地〔現中区山下!日T198番地沿電話局分局の位筒〕に定め， (五門は木IIIJに荷iして立った〕

位IW~水道事務所のず:のもとに開設し た。これは木市水道事務所の京I[始である。

2 横浜水道事務所(lli'i)D

明治23年(1890{ド) 2月水道条例の公布によって，同年4月 1rl横浜水道は神奈川県から横浜市

に引き継がれた。h¥'i浜市は11Lからの際怖をそのまま受け紘一いで，事務所建物もそのまま引続き横浜

水i立IJf務JiJr という [iiJ じ名科、で紙'E~ した。

3 横浜市水道局

前 1[，i[似民主-ij¥:C){作成を依とし， 1りJdi351，1:.(1902'r1:.j 5月横洪水泡τ[Ql'iFliは横浜市水道州と改fか

された。

4 横浜市水道課

江~ 2 I司拡張工'j':が溶成して j¥::詑が終日の紺持作JÆのみになったので，経t'lの 1((j~(]を図るため大lE

8 i!' (1919il'-) 6月21日水道局機構を約小して名称を横浜市水道課と改められたp

Jf :> 

S 横浜市水道 瓦 斯 局

大正11年 (1922{!'-) 5 n 5 F1水道課を庁g.， JUfr局とfr併して横浜市水泣JUfrJ，~j となった。

6 横浜市水道局

関東大波災後の似引い'[':のjffiむkく在閃るため水道瓦!町)市の分断がfrわれ，大.TE14il'-(1925i¥'-) 

6 Fl 11'!lm浜市水道局の名のもとに独立し，今 11におよんでいる。

第 2章機構の変遺

市 へ の 引継(明治23年〕

I1rlii123年 (1890ij'-) 2月23日法i章第9号水道条例が発布されると，神奈川県は明治20年(1887年〕

*k¥1;'討して問もない横浜水道を横浜市にヲ|縦ぐことになった。しかし，この水道は悶の資金によって

創設されたものであったから，この引初、ぎとともに国からの負m も ~~í 然iIiに府特わりされた。

2 市の経営方策と機構〔明rT:i23----Z4年〕

(1) 担l立探節制の確"11

fIjはこの水道事業の経'flfに苅干するにさiり，特殊のをf造物に|叫する事業経iそであることと，水道
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yj!;t':{!{tk 11 h'l'J 1刊の際におけるtIiの照会に対 jる「水辺住設j'1ftf!，ハ水)丘ノ経済ニI'Hリdlノ 叶立終

1月ニ及ホリナ~，ト lという政l{:fO)Fil干干のJl13f守に日1I して，市はノkì且 'jL~立を特 ~jIJ終i斉とすることと

し， 1明治23i('. (1890{1'~) 6 月告示苛~81 "Jをもって「木市常造物水道事業ハ日IJニ経j斉ヲオ:ツルモノト

プ、jという公告をないそのスタートにおいて，水道事業の独立採算制を想定する終消上の基木的

な ff:J~を樹立した。しかし，悶rll よりの借入金に対しては水道事業収支の差引剰余金のうちから，間

に:('1f立の元利をft¥i還していく約束であったから，水道事業の収支の状況については大政省から俗JJ

月例検奇を受ける立場にあった。

(2) 市長分任の専任符理者制度

水iE事業の終'f~{ 'íf~ rJHについては市当局もいろいろ考究の末， ~I:Í n与としては目前lの資本を投じた市

業のことではあり，特殊の新規事業でもあり，またき作業のもつ重要使命からしても日IJに事業運営の

機関を設{註することを最告の策とL，明治24年 (1891年) 7丹市長の職務を分任L，水道の事務に

ついて，市長に独立して事務を統帖する「水道事務分ぺ王者j を慣き，水道事務所長として事業の~

iヨを委任することとした。水道事務分掌者は市参事会員中から徳121・名声・:主力兼{市の人が選任さ

れた。そして事務所長のもとに「主幹j と「コ二師長J を ì~ì:いて，それぞれ事務と技術を分担させ，

その分野について課員を統率して実務にあたらせた。

(3) 常設委員制度

水道事務分栄者出JI1iと向H告に水道事業運'，1;¥'_!:の協力者として， Tlf参事会員およびih会議員中から

4名の水道常設委員を選任した。

水i且事務分君子者はその委員会の議長となり，毎週定例 11 に委員会を Dil\ 、て各仔とから+J~~n された戸|

;品を決裁し，次の週間行事および事務に測する運営上の決裁をなす方式をとった。

水道'ì日 im委員会の規f'~については明治24年 (18914二〕に制定され，同38j]'. (1905'1つおよび大王

3 年 (191411')に改正されたが，それによると次のような事項にjj~わることになっていた。

1 歳入歳出予算お上び決算の下調べをすること。

2 ホ;百改良にWl1る諦有をすること。

3 給水に測する手1]~fi:wnヰの~I~Hを F ること。

4 給水工 'IH'~徴収巾仙の料在をすーむこと。

5 防火せんおよび共用せんの創際leWIする利11tの調査をなすとと。

6 購入品の良否お上びその1同防当否の調査をなすこと。

7 完却品目"[1>の;tm否の;調在をなすこと。

日 二二 If設計の叶ii}の調査をなすこと。

9 仁~，11'の進もよくおよび成総の欧究をなすこ 2。

10 -，ア1¥:の/t;成，物1'1納!、!の延期ならびに述約処分の調布をた「こ 1。

11 料金のWJ減主だは徴収-Jnj、の調究をなすこと。

12 ~:/1入札の'Ef1:交をなすこと。

13 その他特に付:;R-jる1¥羽。

しかし吋Hぜの水道委員は決して単に委只会にI!'II，'I';してl訴を問き決j主;Li=jJiにj¥l'r[lしていたばかりで
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なく，盗事:な'Aff.iにはさ再光 L-clliH~ とともに現業の泌 総に乗I-_UL，職員十人jミを+ilij))してがんば

ったもので， あるいは水深泣い得水符の突発事故にはわらじがけで現場lこ;(EJfj-L ， !J~ }1iU:Fî 1_¥-1をもし、

とわず日夜ことに当り， あるいは水批不足による給水制限などに際してはみずから戦火を一手いて 1

#{[の班長となり，立11ゐを分ってその%務にl，tうなど，職員と労苦をともにしたものであった。

(4 ) 水道事務所の機構

ここに当!l;ljの F務組織を表示するとliくのとおりであった。

ノJ(3u -'li 務内iE一一

〔本，;(c'JCfJ5分千 ?O!

(;iJ口市立委員主)I 

|一徴収m長一一課

幹ー!-H¥~:1'1 tH lJ:← 
i-t6! W jJ-f l>f:一一

一庶務山長一一

[ - 1 仰長一仁川長一

点;u'{日，~!~ O~ U ); 

3 機構の改正

(1) ~f5 1 lD:l拡張ヱヰtと臨作水道建築Rdの設ii't(明治31'1'.)

" 
" 
ιμ 

" 

，. 
cl 

IVli合311!，- (1898'1:) 6 JJ 'il¥ 1同右主i;[ョコ11:の九日工に際 L，工事実胞のため特に水道事務所内に臨!J，!j

水道主主築防がJ岳山され，局長は水道事務所長が~IdI した。!石j建築}jiJは IVlit; ヲ 4 イj'. (1901'ド)12月25日

拡張工事の完成とともに廃止された。

(2) )苛に機構を折、充し認を設尻〈明治35年〕

?f~1 回拡張工:')\:/']:完成して水道純設が充実したので. ff;機t十刊桃『再》の!ヒ一にも新しい(仲iJ中恥判iドい判1い吋sり版j

わちI明治35イド(190211'-)5月，従来の横浜水道市務所という 15年3Kのn似をおろして，新しく横iJ1i!i

水)立貯Jと改め， 水辺事務所iえは水道防長となった。 そして従来の掛制を!克 LXlí しく認がæ:l~かれ，

のもとに係が設けられ:}(のような機構に変勺f二。
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そ

なお拡張コ二j[が完成された後，給水医域のね張にともなって，1;[(への給水サービスを関る必要カ

あるとして長島町・日吉防間Iおよび山手に出張所が附設された。

(3) 分訪問;llr正ならむ1ご版制!の変更〔明治3S'fj'.)

明治38i!，-(1905イf.)分法制!戊と職iHIJの iに次のような変交があ η た3



主f引休の変 i't¥)1H 2 rill] (782 ) 

次長:こは11)J{¥:~:どもっ、あて必'，W:iこ!ι じ防長 ~11ì仏のため次長在[泣くことがじ主ることとなり，

/こ

司)

訂正己のうちから総務課長と物品会計吏を兼ねる主t昨が任命され，技師のう t)から工務課長を⑨ 

1ftねる工郎長が任命された。

従来の主幹・技師・ 71 記・校三子・íii(と呼ぶ職íljlJ に技手術・;ヰ記~iIìが新たに力11えられた。。
従来の 4 分課を総務課と工務7却に統合 L. 科I-H51~所をi[fの法帖とした。巳弓

干持-nr: 
係

係~，Ifl 

"ト一一|ー給tt 一_.Í'，~~
"'.， 

係!日tz 

n 

一'Ilj' 1]1 n¥ 'm Fli 

f( 1J11 iJn )ilj 

l 大島 tn~n Fli-

lー 111)1' 11 ¥張所

一野毛t11U:¥ 5長FII

立)2 mHJ1\'J長工zll の ÎfiIと臨Il~\"~i!!lと日 1\の設ì?î:および同五時委員制度(明治421，ト〉(4 ) 

明治42']'.(1909年〕第 21m拡張工事の治エに際 L. 10月 18水道局内に臨時事業部が組織され，

拡張工事の施行にあたることとなった。臨時事業部長には水道局長が11:じ，副部長(必要ある場合〕

と技師長〔水道府J工削!

ろ〉を íì~;:いた。 τJ\務長は終瑚謀長の任務をJI~ り吸い，工事以外の事項については引制長をも附F

した。 J支{山長は工事課長をおj¥f，し工事に測する資に任じた。

そのもとに事務長〔水道局主幹〉には即J役である水道j言j次長があてられ，

j--'j;-務長¥01:到課長)-;部n
附¥!ド'F'ji荒川n一日川市長一一一

}技師 J毛 -\~'1 市課長一課 n

ついで，明治43年 (1910'の 10月 18 日には，工事~の事務分'苧を分けて本部と 6 つの土医とし，

別に1M神奈川駅ffHliに鉄管試験所を日えいた。

f止lべl: σ〉

あぴご

飽子収入所，...__ -;1)- 山導水木~.~.起点IHJ

1王コ;IK 

問1 ず
J

M
刈

NLll!早水木竹起点_._， .h&1 I IUf;32 .(ンチIti;但山!日1|正つM 立5

城1111昂32インチ但山~一向法 (dHllJ医3 m 
火，!:，1t'苦('i;J¥'.，._，阿谷導水木竹新線路程!~!，Ilil 1;X~ ，1 2H 

F可谷導7J，ヰ:包新線路起点~ I岡谷配水*lfì;wrr線路起)~t， nu民5. :1: 
ん J ず

!-1j 

同谷両日*木??新鮮指名起，1; ，.._，灯毛山およびiI打ノサ円日ノト工、1I全部にし、fこる!li1I>Z 6 
P内

外3

また同年121'14 1'1にはI市の開始にともなって水J草委員の1'11，[1)がひんぱんにな勺たので， 7KJ世附



第 2);1:桜椛の変遷 (733) 

州委員の:1日Ii長かでさて 4'むの委Hが僧員された。この'I~i~';没， !iMdlS'f珂委員はあるいは鉄管試験Fli，i町

谷浄水Iおおよび城IIIずいi丘のに'Ifl誌の事務についてそれぞjしJ)f.任に分担げ一るなど職員とともにii¥t左

京にあたり，大いに工:1¥のi並行を闘ったものでその努力は特匁すべきものがあった。

そして臨時家主主部の組織も次のように拡充された。

l 鉄管試験}町

|一帯 偶 i筋 4工

I 首第日 5 ヨ工:医
i 京刺i部1唱目f出H張戸列所j片r-一一|

I-ll築 I深--1 第 6工区

I 一節 1工|支
| 阿部!!-\~N円トーl

叫印 !i:-'l\-~\~;';I;一一 '-m 2 T. fx， 

| 一万~ a :-仁 K

I--i:_ ;n' f，y; 

終fI]I;;~!--I 

'-fi j'jr' 係

lnl;n }j， -'!r1i lÏl;および水!úlíilrllr，~委f:li!i r])立は苛\2同J!MJt:r二 I(とその終始をともにし，大志4年(1915{!っ
3 月初 2 阿 tll\iJl~工'1\:のめでたい部成を燃として防止された。

(5) 参与砧rJI主と @J収入役制度(1明治44~45年〕

nJ1ifi44{1'. (1911甘)lliiJ;rlの改正によって，1Iiは参与を設けうることになって，水道局とTCJ収局の

局長をTli参与とした。また翌45{!'.(l912{1'.)には水)立問に別収入役を夜くことになって， t!J1*19課が

22Etされ次のように陵情が改.iEされた。

l 庶務庄、

l給水仔

:心筋烈!介附将

n:，r;，j IJtT I j '， ~l< ji庁
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本 iEEli-i
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T nj Ic;J; 
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一
一
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州
内
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-11¥ ~IJi f;~: 
-W'¥_IJII¥im所

GilJ収入役がf_j'，tiJ，課長〉

(6) 鋭、張工事導水管週水による派出所の改廃(大正3:fト〕

第 2回拡張工事の一部治成週水により，浄水作業および導水線路管理J::，地理的変化をもたらし

たので，大iE3年 (1914斗)1UJ 16日従来の導水線路~H張所を派出所に改め，その分掌事務および



(784 ) 首~ 2編経伝{ヰの変 i理

rx: J，~の介仰について己主主 Lt二

干E:Ul日)"昨 /iOIIJ， nH~ ， 九日，川)ド， ~Il i宅I11

XJr;注派II¥Jili' 了;"111，'1'沢，六日'" 111Ji'，刊行， N毛111

(7) 名将)7;;lI;I;ijの1克11:.と助役の局長 n務II¥(j&C:k.iE 5 11'-) 

大刀 51]'.(l916{]'.) 5月， m参1子大谷 hji兵 f!:rj水道局長は~H 2同拡張工 11のU

し. (]';~fモを 1 \'1 L 1111た。1l.1jの安膝謙介iITkI:工従来の名;}~5:局長 jl11Jについて yll: った，~え力をもっていたの

で， これを伐としてfifT川口市lのiie11..;を定nすることとし， I百JJl25nill主主りに附する荒伊lを IYeJL 

し，ノ'j<iu)，;jJ去!こ[士一級[1M立， FCJ日rJ;';j1去には二級DJJí~之がそれぞれその任にあたることに定めた。 」

-，ザ
」可、一， 明治24'1'-(l891{1') U~ミ25{j にわたったTIHと分11:のぞI於j可 j 訂|山こか，J-.trがうたれたのであっ

fニ。

この改百:と同!L1jに水)ilTiiJのw、務規程も改正されて，総務課在的、務課と改称するほか係のcy:.I;Oがあ

り， また山梨県有のi立込:付水源林を御大典記念事業として買収取得 F る IJJt~~をみるにおよんで，

れの経常fi'!i;J.Il¥のため林務係が設i?tされるなど次のような機構に改正された。

(8) 

f存

干持

相t

l一庶務係 長町 11¥i!J、所
山一一一，.. 一一一一-"，1' ---， 

」給水係 '-，リi，!，7J I1lr IH政問

，-1 f五 t手 一世 m ゴー jも;

l 
一一… | 

j'-P[j 1守派 Il'1 jlJf 

l一川刀派 111
1 1川

:却ト一一

FE 

~* 

1吊
-k  .(右派 111

1 Fi[ 

l一小沢派 111
1 j可

-/i 111派 IH]1li' 

;日正己、派 ni i'~'f 

水道常設委員制度の廃JI:(大正 711つ

」

大正 71]'.(1918干iり 2Pl 20 日己主澄i去の新市会~IDnに，常任委~n制度廃止に関する発案を要求する

建議案カ':tJ~IH され， Jill日可決された。 ここにおいて汁同もこの線に添って同月末日をもって常設委

良市!皮を廃止した。

i買わしば水道常設委員は!明治24年 (1891年〉以来，災に27&1→聞にわたり，苦難の時期を事務当局と

ともに常に!:íÇ-~f~に.}1ってことにあたり， 'i工業のために尽した功績は突に大きなものがあった。

(9) 水質試験所の設置(大iE7年〉

大正7年 (191811') 7 月 25 日，従来 1-全病院に依頼してきた水質試験を院，{)~執行することとなり，

野毛山i'ft7KJ$)に水質Hj¥験所を設け工務課の所属とした。 また 9月には野毛山西日水池およびろjAQ池が

たびたびの修理にかかわらず， き裂のため漏水がやまなかったので， これの改築ならびに将来の増

~;Z青!間の調交を目的とする iH'水場設備改良調査係」を設けた。



!i~ 2 J~: 械情 0) 変 i哲 (7SS)

( 10) 本;ua~~ :二点11織的小(大 11:8 it'.) 

りわi'll()_)大 I♂ '1¥にあ)!こ ;1~ :2 HW川、1'. '1\:(とり己 ]J~ L.， ~:;ì!Kは余片ìG く L 、くとして;;\，::'I';;;~C あり . Xli 

たに企j!tII(:(!2lするほどの ii;たもなく， }[í.lこ終'ìi~'I']'，)な給水の '1\:務に終始するという段附にいたって，

H与の久保同政問T1Tf.lは水道防という大組織を必要としないという見解のもとに大点k百奇 8:{年下〔α19引19似f斗lの〉
6 }汀12紅1日水;辺草H灯昂"司:百J日I

目幼IJ1役立の局l長毛 IJCt務先糾JI収Ik叉対J扱及i制1;1問日井Ilは土 3イ甘iにして終り .~Iiたにコ JU課長が任命されたっ この大iE7 ~8 年(1918

~1919JI'，)のころは第 1 次 111 界大i肢の l;;';~~Wを'豆け. ji/]1miの1股it詳しく班員には臨H，'j手当が支給さ

れ，それが順次明書目されつつあ司た時代であったから， ~ ilITにば終針節約のための行政秩理でもあ

ったのである。この機構改市にともなって水道訴の会計事務はlIiの会計訴がfi'い，物品購買および

工'11請負契約事務は市の経JIP:ri県において統ゐfMけるという行政的素化がfiわれたのであった。

(11) ;立志}II水利権確保と水利調査係(大正11年〉

従来，しばしば;n立、川の水利利用にi主IL，氷山地方にえん堤や水路の工事を施工して発言Eおよび

かんがいを目的とする事業が税制され，ヰiIl水j互の水ル;iの安全性をおびやかされることが度々であ

った。ここにおいて市はむしろJu;t!::J11を市首にて開発し，その水草IJを"，，，j促することが及品々の方法で

あるとの矧点、に立ち，一方かねてからiE志川水源に深い感心をよせてきた市会の満場一致の挽滋に

より，六五:，11年(1922{1っ2月 6日横浜市は道ヰ:}II水力発活卒業の申請を主務官庁に拠出するにい

たった。ここにおいて， この事務を水道課の分室主として，水利調査係が新設された。

(12) 水;宜瓦斯同にill-D-(大正11年〕

六百:11Jf(192211'-) 5月 511，波辺勝三郎新i1TJ主による機構改革によって，水道課は瓦JtT[局と合併

して水道JL斯問と改められ， ()¥の 6;;~~が;迂位されたコそして iJj;橋工場は injg:jllìfに移転した。

ノkJiJ正郎防
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;;m--;-]-LltJr紙附lM'，
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l 野毛LIJ派tHFli-
lーゴ 務 係 l一四谷。

一川弁。

一水沼:工務課一一
-:-i持。

i一大 ，c，) /1 

1-'11 沢 ρ

ー臨時折I'm !-w 山グ
出iJ1f係 !ー水質試験問
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ーノj(%IJ調千_ti!{l
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(786 )加 2~~IÎ 粍灯{牛の変選

(13) 11J:災と臨時復興委員会〔大lE12~13年)

大正12年(1923年) 9月 1，日間n巨大災災の突発は横浜をー商の焦土と化~，水道施設もまた壊滅

した。T1T政は 1三くまひし，市民はH~)に耐えかねて水を求めたが，ひからびた"1司喉をうるおす~ì向の

水もなかった。この:JI:'ì)~'泌乱期に処して， -'IL~' Íl"Jではあったが 9 月 3 日には「市役所平常処務ノ

防波ヲ廃シ， }I 記~fi係ヲ設ケテ非常事務ヲ分利ス」というような非常命令がI L\て33係 1\1 ， 12$07}(J: 

'11 係 (cL任íiを ~J_，1_支自:ni) 13fi'i7J('}¥.務係(=I":i壬三基本主'10となって水をもたれ水道がj;e，:急fhlll]二[:'11とも

らいノkのillB加給水に奔走したII!Htがあった。しかし，これはほどなくもとの平常処務の分訴に復した

が，名 ι1\業の iだ災復I[こlの仕事がすべて帰納的に横浜の復[l1rJl}f~という一つの方針の大綱により合わ

されなければならない関係と，復興事業の使命の重大にして，その成果が市の興亡を左布する点を

.m視し，市会議nの協力を求めて大正13刊 (1924{f)10月24日に市会議n全日からなる横浜市臨時

絞り問委員会を fiii没~，その使命を市長の ~Vìll\l に比、じ，工事の災施設計その他fR~I;li ， f~l lr"!に関する JF

要 'j\~rnを得議する機関とした。そして委nの部隔を第一rm_:J→*'・ ?H=-. 1'1 I;t!!:当日・ 7応 部九州・水iE・

第四郎，正予<¥とした。その後i1J:災復![]， m:u叫の弁工事についてはヱヲ!日j¥'DlJj~，1コつど， このRn会:これ11¥¥

L ，その:.~rJ-1 によって処服していった。

(14) ノ'J<iiJ:}i;Jの独立〔大正14{jっ
大iE14イ['.(19251，[:)5)]，横浜の復興先i誕のためχ きなJUIi:iとり担をになって就任した官官忠 'Yli

I!i J毛は就f壬fj-l々 の 6n 1 Ll， Wiirtf.i.[fP!の促進をi到るため， まず阪j悼の改市をfiった。 この改革によ

りノJ(.ìú 'ijf~えは /1(;丘 I.r:!!lihiから )~;:ù: して;1<;立陥:二 fHf[î~ ， ?kのようにWJ先・二1:1主・会計の 3;i~~からな

る組織を組打点 L. {jI~'!JτIi'たを!f(ii!tすることになった。

そして仮Wli主興工事を初当する第一線の現業τl-qtJiJfを副所と L，1可fド10月5 [1 には ~!í' モ I [Jぷ Nf

を， 11月 14 日には問谷~I~jí庁を， 12月231'1Iこは久保!IlTaii所をそれぞれ新設し，工務却の代将:とし復興

係の次にll''_i:いた。

庶務係
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一庶お誠一|給ぶ 1不

一本牧派 1¥¥同
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f一戸fホ市一I首定t験f;川}Ji-1 115二工務係ik ;il J~0-一l

l-1 務 1深一|

日 ，!i，lJ町:1.:jJ，j 

反射i 係 |灯毛111川 l

| ー刊行か
一利下仁係 1 十久保山Iグ

H¥ 約係

-;:; ;tj烈 1~f1附係



5521立 t旨桃山公選 C737 ) 

(15) 船舶給水事業m[営と営!!I-、所設泣(大正15i['-)

大正15年(l926ij')12月s明治初年以来日、営によってをI業されてきた船舶給水車栄のT1収協議が設

い， fJ:::ifの記長祭であった市'iiiが災現した。 ここにおいて耐船1自虹舶{自l~給;可沿(合}水必;才1ζ三'J，:J務奇 J所町を設在似t してI山f!

f管i口3三事-)1'玉項にj加加』川!氏えよたこ。

(16) 全計 Jikifi1jの達成と係の改廃 (1昭和2年〕

f1H和 2"1'-(1927{!'-)に全計量iljlJの尖絡をみるにいたって， 11'11日づけをもって工務課にi1bJ，部

係・庶務訴に指針調査係および徴収係を設置し，給水制度・検針・徴収事務c.~- の盤的充実を図っ

Tこ。

(17) 給水氏械の肱張と給水設!の新設(昭和 2il:) 

昭和 21j'.(1927"1'-) 4 JI 1 11， j，nr"llII・保二1ケ会，IlIIその他I件以町村の併合とともに新市域への給

水が新しい課題となった。ことに鶴見町は水道施設の裂虫が合間条1'1ーでもあったので II白ちに鶴見

拡張敷設事務所を時"時設Ii~L 0. 鶴見方阪配水往路5H~YnlX工 :)fにまい逃して予定どおり 6 か月の突jti

工事を終えた。また保土ヶ谷I!IJの既設水道も引き継ぎ，ここに-Utl配水区域の拡政と給水戸数の的

IJIIをみるにいたり，昭和2年 (1927il')10月 1日新たに給水認を設け， 11;1吋に 6 か所の LLII~lUサ?を~Ji

iatL，給水、1¥:務のJI)I，及いにあたらせili氏の従'自を図った。そして災災後f泣位され， !，I!;務訟にMして

いた本牧出張所および神奈川出張所を1Th1lした。

なお!日iJH づけで工務課所管の中沢および議派出所は経質節約のため廃止して~i!31~JifÎ'とした。

この機織改革によって次のように組織が改められた。

l一庶務 係

|ー経関係

i却一一!-n品目係

i一対必訴

i 道志派tHJiJr

一回、 務

給水

-ILJ可I-B5長jiJ[

大 !li'iJ 1/ 

一神奈川 グ

lー鶴見グ

j一保土ヶ谷。

閥i子 。

一船向的合'1、営業ヲJrtliF/i

一庶務 係 1-:iN IJl i)li; In内

|一説路係 i大向。
|…一一一 |ー}II 井 8 

1一削水位係 !西谷 グ

;-i担問仔ffi 誠一一l- t i-Ef毛l.Li ~ii jiJj' 
;-trli~n~;j，\HH;'(: 1-[可谷山川

一ノト抗試験紙 ! 久保問J;lii I川

給

徴一一

則
本

*係

11)( 係

ノト ，li }，'i-I 

-h本総 1#，
1-!lH ;;st :i;;; f{つ噌官、

_，0. i 謀一一「I11 約折、
1-f.J W 係



(738) 2ì'-~2 制経常休の変 i運

(18) 復興工事の完成と係の改廃 (1附和 3~65j')

昭和4年(1929ojニ〉にいたり，水道事業の渓災復興工中は本市ならびに他の卒業経済のそれととも

に完成し 4月21日成大な市の復興祭典があげられた。これに先立ち復興工事の進ちょくにともな

い野毛山・久保IIITなど復興工事請所はI昭和 20r(1927;j司) 9月30日白色止された。 しかし復興工事は

l低水施設や滋水管についての拡張増設を行ったものではなかったのでLBS2回拡張以来の施設能力

をもってしては給水量の不足をみるにいたった。そこで次の狐張I.Hlすなわち第3邑i拡張工事への

推進準備が必~となった。一方fI{;{和 3 ij' (192日正うから昭和 6年 (1931"1')にわたり， 114災のいた

でによるrtil!.J政対策として経賢官官約のための行政控埋もあり， このような事情下に次のような係の

改廃が何回にもわたって行なわれたのであった。

庶務課庶務係と休務係二[ぶを統(IL，別にJ止、張工事準備のため，臨時土地調3主j;y，をil1i:いた@

給水~* l!i界不山:こ主る給水1: '1\の減少にともない11旧版いí'1 数の少ない磯子および保土ケ谷岡um~FJÎ な防

L;;8i苛として経伎の節約をj弐|った。

Tf主将 11{i和 4~' (1929ij') 4月 1円，従来の8係を庶務係・浄水[託・配水係・師、仮調査日、の4係に統介

L， i.担興事賞、|担保の官、およびi出所を廃した。また経伐の節約を回るため111井派出所をJi!Aiiサ?とし

た。なお|司oFlOPJ28日には拡鋭利査官、をtJl¥'J長係とL， J_:)jf，n"[@に測するもののほか丹Jj也料交に院i

する市立1をも分~~í: さ止 fニ。

会計誠変y!なし。

(19) ?íl3 回拡張工事と臨時水道拡張昔日(Il{j手f~ 5 i干〕

昭和5年(1930年) ， '/Pねての計 l国であったU~3 回拡張工事がいよいよ着工されることになって，

["J年 6月16日， これが炎泊担当の臨時水道11μKn日を水道局内に設け，部長には局長が任じ.M!、務訟

とこl二:ijf~深が泣かれ，次のような係と工区が設置された。

|ー庶務官、

「時務誠一「絞 日!係

-Ifj j~ 係

臨時水辺拡張郎一一
|工務 係

1-;& ~j"j係

ーユニ 1I 以 i一節 1]: 1" 

(20) 下水道調査係の新設(昭和 6'1'.) 

tn 2 :::r:. Ix 

2H 3 :J巨

従来，市役所土木防において随行されてきたド水道に関する調査が昭和 6'1'-(1931"1')水道局に移

管され，工務総に下水道制査研、がE没けられ下水道の災);Uiについて本格的問主主にのり 11¥した。

(21) 疑獄事件と機構改革(昭和 9il二〉

i昭和 851'(1933イ1'.)，)駄目まさ起った横浜rW~;~níjの火疑獄 '11件には，第 3 同拡張工事随行 '1" の水道

)"，0 もそのらむ外に立つことはでさなかった。幹f1附 iの大多数が辿H~ t_.，上N11i1)が壊滅するという悲

悩!j幼 A起り， この前後処ほとして，11(_1布19年 (19340ド)12バ 4 日，まだ江~31w自主張工事の施行中では



~['2!;'i絞哨の変遺 C 739) 

あったが，賄l~水道拡張部は廃止され，水道問機構を改正して拡孫工事の:;;;Jr~R;と人事のいっさいを

乙れに吸収し，工事の続行を図ったc 疑獄事件は水道局関係にあっては最終的には全員無罪とな

り，天下1mれてのfttNIを4たのであったが，それだけにその!日におけるま間ならびに当事者にとっ

ての述惑や影響も大きかづた。この機構改正によって水1丘院に業務課.*ilノI}:ii*.ヱ務課の3誤とな

ツ，会計課は廃止されて業務以に吸収するというように印宗化が図られるとともに，物品陥入や二

事fflí自等の契約~Iq奇は，一括して市役所経理課におν、て行口れることになった。

また同年 3月には拡張工事により川井孟水j也および部(l']ポンプ出設警の完成により，これの恰(1'

の必要よ，川井見31FiJTの重要牲にかんがみ派}JJ~~'にíJ.ni5した。

(22) 従前機構への復帰と係長↑Ii'J(昭和12年〕

疑獄事件後 3ilを経た昭和12Aト(1937年) 6月30日にいたリ， ~Ji:刊の申し子のような変則な機関

および制度は不i史なため改められ， jlJび{J~のようなも ζ の態却に反ったコそしてこの時から係に係

長を置くことになった。

一庶お ('i，

いl惟信←tt旦“

I-~{j 本係
ノ'}: ~--

料金係

水道 ""rー 一工務係

ーコ務 l

下水道係

拡 ~l 官、

一会計誹
一一!Hi 約係

倉庫係

(23) eiS 4団拡張工事と拡張課の誕生(1I!l和14年〕

昭和14年(1939E )，かねて計画中の第4回拡張工事が着工されるにおよんで，何正1'-12月1日拡張

工事担当のため拡張諜が設置され，これに工務係・計画係・工事係の 3係を7i:き，工務訴の拡張係

「庶務諜→二ZZ;
給 水 諜 一 「 給 水係

一料金協

課-1pヨ[ lJi ':ii¥ ←コエ t括6 川"J[C 川

ノ;( ;且 !r←- I-ri~ 71く rぱ、

7k;L官

誠一-1九ι-一」2ヨこ1 務係一出、 5]] rW--l-~!- T副官

七;手

会計課一「 日制 Li-
刊 Ij~1 (;7， 



( 740) 第 2制経営体の変 i苦

が廃止され， i!fiま水係が新設された。

(24) ?g銭による戦災善後処理のための機構改正 (ll{1手1120~21{n

@ 空襲直後の改正

百~4 回拡張工事のi茎行のため，上記の機構は 6::r-rmの長きにわたって変らなかったが.U$ 2次世

界大戦の敗勢が急ピッチとなり，昭和20年(194511')5月29臼， B29爆単機 600機による?g裂を

受けて全市が一挙にして1:Jtき)，{くされ，全市のtJt跡や爆弾の穴から漏水がいっせいに噴き出した

ので，水道局の総員をあげ，そして軍隊のjJを借りて止水に努めたが，戦災のような大被害を受

けた給水管は，一朝一夕にして復旧するというわけにはいかず，爆殺後2か月絞ってもこの状態が

改良されなかったので，沢'5fi.I 1日ならびに復興の急速~)jÍ!iをなすため， '1ft草分撃の適正化と I~j( iili

簡素化を図丸 刈li*と給ノkJflL分かれた球事務を統合して給水諜を防止し，従事員を工仰

に統轄して急速に耐水防止の災をあげることを却lした。 市内の工事事務はあげて工務課に移し，

料金その他事務のいっさいは，すべて庶務課に吸収した。そして戦災によって市内の状態に大変化

をきたしたので，戦災復旧に全力主とあげるため，百'&4閏拡張工1れは当分見合わす形となって拡張

泌をl発止するとともに，工務談所管事務中の水11}F ・iTf7J(I~.J係'1'務を独立して (p干水;認を設 l!~t した。

爆咳 2か月後の昭和201ド(l945{[')7 n 29日でめった。

l印務 a~!

工務 ;i*
ノ1]( iil }，，¥-I 

~ì'ff 水，，!日

一会 ;~ I ぷ

@ 漏水防止のための管理訴の設置(附和21年〕

かくして漏水紡止に努めたけれども，焼けてもろくなった給水位は修腕した後から，新しい破

壊口を続発し，日II水は容易にとまらなかった。やむなくZ'Jに漏水防止の機動隊をITiiーさ， -ml什を巡

回して随所に刊誌水を発見しだいその場において修理する湖水JjJj止班を設けた。また市長はrl1衛生

課の職員をf，t汁互にl-Uして， '，11内の潟水を捜査報知する巡視lJIを設けるなど漏水防止にg{ll起の努力

をなし， nH和21{f-(l946{f) 2月20日には漏水防止班を包担1!認に昇格して漏水防止専門の-1esが

できたほど，漏水IW11に以担組んだのであった。

(25) 戦災復興下水道事業の災胞と下水訴の設註(附手1121{['.)

11日午1121i['(19461['.) 4月1日，いよいよ戦災復興の者Ilili計図・区画投民事業も災施され，道路の新

設改路にともなう 1ごノrJ< i庄中\:~誌の実施をみるにおよび，従来工務諜の一波として翻査計凶に従事した

Y 水道係を到t_u:L， ド水諜としてrlr~}júìのことに当らせることになった。

一庶務政

t77 止理

ヰ、 ;11 本代吋代
1"1¥ ~~~ 

イ¥

一九、 zL14 tt 



( 741 ) 部 2-i;i': 械 ii~i 目立法

、「常j主勢への桟構改革〔附:ft.121.:4_:.~-(26) 

IliHI121SI-U946'1-) 7 11 3 i 1，事務議じこともなうl，t1、抗議。分三七'Jf務をう〉‘JてHU)Jf涼と経f!l1Y-.:-キ七市

の 2採に分剖 l. ![~;忠誠を民 d二 J て給水i~!を i旦{E L，約J\~li:fjjおよび、 tH長川にはjナ .6 ~tq')7をう，}j~0

一土， IKi次 t~lìíj の、 1'-'市の態勢への住Ulliを出i うたロ

:~~~ 
Jι， 
p; 一山、

経 m~ n H.津

w咋

M
J仲

司"・叶

"県

‘P 1)守

ノk

J/，: 

ノト

一一コ

" 

E古l

i主目l: WI対(R，担 l~~i Jコt¥::-j¥:務fiJrの;主'ii':l:(27) 

Ü~ 2 {)( l!げよ式戦終戦後.';:íUll!~給水と L う判 L '，. ， ~t'&I'j'J~;'ii-~~j~ の/_l-\l見 hこより，てのL11急施行命令プJ ゐ

にひたひ発せられるにj，i_;、二， lIi'J112111--(1百4651-)8 J J 1 日，j J ド 'Jh1a:;ìノ~(>í::;の i''((よ ;1 '¥'，現場事務JI_lrに つ い

工務l涼と給水訪1 との 1mのrJf :Î~; Ij rJJ[について析だに次のとおり区分した。その分1f:ιtq;tを定め，C， 

配水fI:XJ'i，l( i;' 羽生百l'i加可 v~-'iX 台、(イ)

給水~-']l':'hfhl;1、ノi
 

J
 

γ
k
 

E
 J在u~，↓E 給水|品 fl(;町と Ilïl ('j:D水↑日!係の主f0';二分::J;/二。(11) 

i甘f05ミリメ ル以 1:(U:i;i につしては(-IL止fF;¥μ;c分千と進tt'， !ι給水沼揺れ坊は工務却のJ:'lf'r~\; と L ，十す

-，斗 tf.:50 ミリ p ートル三I下町桔につL 、 ζ;ょ給水工'，~*ft)li:二おし、て 11;':以わせfニ。

di!5c;セ;;，.1之:二ツ句、 日:f;{i/く誌のjll日とし ;c:f し 'é; しψr世 J!J~二久つ tttt ノド 1: r，: 1i訪町立たはHs五戸11;こ打、}て 11'宅0)

↓担オヲ止f、。寸な 4コち ìí~O とおり FCi夕、っ t G 

域

中区および西区

保工ケ谷，神奈川
7円 I~ 1正
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j，{f日，yi tlj! r~ " " 

75、Lメートレl:(_I:I自己北
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|鶴見

大

i磁

ザ

全

ii1:ì 水 ~0，

1吋111 工務課内ris'

le 

給水説的1":'

/ノ

11I Ir.j 全域

¥1 ¥t.， ¥1ei i:{ 
1判 lズョ 磯子I烹

鵠旦 r~:，神奈川区
保土ケ谷i主，港北区

江主!!it'!tr松市 WIiii 
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ら
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所
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会
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1

、
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Y
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即

時

叫
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取扱事務 I'J

" 

11 

日IJfモ

" 

円 p
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I，ii] " 

|ぇf九/ノ
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そのI副長を|司るため進路~:tlヨから tî~ 4 WJ拡張工事の肝不j手のた~'ìまた11'1勾のVi~7Km:';'~i に刀ヨんがJ九

Cと受 ~J，山谷i'i十ノ'J<J}/jにIIMJi工事事務iryrを設置 L_ 'ii理作業のほか，巧附した拡張工事の施行を主宰さ

、
せた。

工務部の設û~[ (昭和訂正I~) (28) 

rn和2l{I-C1936ll') 5 JIl日 ;-1，W' <1 [iil拡帳I:'!;の円j;ff手伝~，戦誌の絞i荷促百II引に政f す心こと日間

かつ二Lドut/lの重大な使命と芯義にかんがみ， n{，ぴJ21f!'-(1936!Y.J l!Jj 16 iJ T')'IY'I係江士淑~Il と，



(742 )百12制経営体の変 i直

である浄水認と工務課の上に工務官[1を設け工事的係部内の強化を図った。

(29) 工務部の路止と拡~Nfm~ .料金f~の設iYl (昭和22='"1つ
昭和22斗 (1947ilつ8月11日市勢の復興，給水戸数の別IJIIにともない，料金集金事務態勢整備の

ため料金談を設ほし，また拡張工'1¥を計凶変更し，いよいよ強行災施するため， t1¥;J長認を復活して

機構を整備強化した。これを機にコ:t先制[1は民止した。

ノjに iu 1"ト一一

l服務訓

経J_111:tf村ぷ

1一料 公 ;百1

|ー給 ノ'l:. ，(;11 

l-ip諒

-iJr 7]( I~'~l 

Hム以副T

一会 jjt ;~ 

(30) 係制j廷の採用と次長制 (1部制123{1')

l切1'1123'['，(194S{I') 9月 1日には>n{J和lS i[ 以米廃止した係制度が復活~，各球のもとに係が設fli:

され， さらに|司ir'.12凡20仁iには，次W[，1jを(&:[;:1:したが，主'24i['，(l949ij'.) 11)[ 4日には， これを出

止した。

(31) 機械の紡 ノl、〔昭和24iF)

昭和2MI'(1949年)11月 4 日，次長HilJ のIió止とともに機構を前i川、~，!fUJ5訪1と絞却資材訴をあわせ

て総務訴と L，(il子水認を)兆してその;[¥務を1Jb5長訟に吸収 L，i主米の 8fi認を 6尚!に副首小した。そして

F水道に|渇する事務は建設局lこ拶管した。

総務 ~~n (府務係，労務iふ経理係， 1日I立係， ìü;tiJ~IHFli') 

1料 金 諒 (調定係，徴収係〉

申告水;~ (業務係，コ二一[i係，巾給水工 W'lf務所，神主主川市台本に，[十 jf務所， Jj;{;J/!\~l~liIÎ-. 隊Y. IH~長 Flf，鶴見

11Jj張所，陥liilf断水 [i務Plj)

工務課 (工務係，配水係，焔設係， c['HIIlJ配7Jci'F-;idJi-，r\1 付加LT.fYJJ;J，中村町ìhijj(~:ì' J:lll!lrl先円。

拡張日~ (拡張bY" ]::'[¥係，浄水係，二点111派出向1，大島派山川， IIIJI派/lU可1，問谷派出所，凶谷拡張工作

事務所，制1校出tvt5H工事'[ffJ;円。

会計課 Ul1納係，倉町係〉

(32) 拡張関係]事事務所の改廃 (1昭和25~2S{[')

tfE4回拡張ユ'[1:のi1f[ちょくにともなって，それぞれの地域の工事担当のため，次のように拡張工事

事務所が新設された。そして工事の務成にともなって限次出止された。

i目平1l25{1:(1950i[つ3Jl 1 11 的ケ準拡仮工'[i事務所新設 (111)ド~的ケ主任1m水路」に'lrおよび仰ケJ匹以降の導水

管工事担当〕

I! 12月1日 戸尿拡張工事 '[i務所新設(戸塚配水1:';;仁jf担ヴ〉

昭和27~' (1952ir) 5111911 的ケ峯拡張工九[P[i務所BiOk

幼児拡張←1'.，[ロ[1務);)1新政 C，{LC} ，~



対比五t 機!出の主主選 (748) 

i山科目的令 (1953;1'.)5)1 I11 T..;塚紘強工"1口iト務所憐u.:.，鶴見鮎iJiT'I¥'lll九州廃止

鶴見7111拡張工'If【J:I.品川E泣ifi

鶴見第2拡張工事、Jr務所設市

川府128'1'(1953{f'.) 12日2811 鶴見~11 t!Mn=cW~lî務所廃止

(33) rI， I'，:1'，日w叶の改1ft，その他(昭和25~26年〉

終戦後， 進!凱5恥ulfl閃見刻j係係i手軒給{合}ノ水k斗工::'1ドqι剖iり!凶当を丞}f点i;I，、と したt給{合}水.L'市iれLに川，)ボiド:仔j務主FJ川)

の目白『的f甘Jをi迷主し，一般iFdJ;i的な剖tl'i'i'i型i!が主となるにおよんで， 11日tIl25fl'.(l950fj')10月 1日給水ユ事

事務所iliUI立を防止してすべて H\~長所とした。|可)1，]'にその後の約況に応じて山区に f{!:i 出張所を設け，

大附出張所を升Hl\~長Ji/f と改品、し，鶴見・神奈川・仁l' ・ 1稜子と合せ 6 出張所とした。 また同 26'1 

(l951{1:) 10H 1 lò には，総iJH;却に(flノk試験所がWJi ，没され1"111年に料金日Q~に点検係がLiIJ:かれた。

(34) 公'i_:S企*1I;U山の発足 (ilIJ1'1127 iY.) 

11日和12711'.(1952ilな 10月 1[:1，地方公話会業法に基く地方公'i~企業制民が発足した。

そして企業:[.~;;.Elli腕払Iが制定されて"従来庁迭によって定められた事明はすへて官現jiJi訟によるこ

ととなり，水;ilJf，jの分説iliU!主は従来のとおりではあったが，凶j収入役制度は虎dされ， ;l:sのもとに

J リjWH.l当 ~Ifttを定められた係長が泣かれることになって，課長は係長のH1 J'í! íを'受けて執務すること

となり，従来のほ、制/lt.とは民ったiI;UI立をとった。

(35) 船舶給水営業所と西谷浄水場の昇格(昭和28{1')

i問手口28il'(1953年)12月28日，給水談所管船舶給水事務所を'll¥11白給水'fi¥.t住所とし，また拡張諜所管

凶谷派IJI1所を凶谷(f'水1Mとし，それぞ'''1町長，場長のもとに係長を泣いて独立させ，認とl司格の組

織とした。

(36) 拡張工clfの落成にともなう拡以工事事務所の/)I止と卒業所および事務所の設置

(昭和29~30年〉

!I{-i和29il'(1954年) 9 月 5 日，鶴見況水管エヰi のうと了にともない，鶴JJ.5f-~ 2工事事務所が廃止され

たのを機会に，新たに管理規穏に基いて各事業所の設置をなし，中村町西日水作業所の担当を地域的

に分割してやl'奈川西日水作業所が新設され，道lL:派出所は水ib1¥林事務所と改称した。

さらに悶30年 (1955"1'.) 1月初日には，水道線路管理の規程が改正され，従来の派出所制度はm止

されて次のとおり管理事務所に変った。この改正においては，従来の大助派山所は廃止さオ谷ケ原に

取水事務所が設けられ，また相模以拡張工ιli:事務所が廃止されて相模原i:tでん場事務所が設置され

た。

u-!ll /J削 'Ji務所 仲奈川県出久引出i-jt久井 IHJ-1-!il_lJ3， 482 (I[J /i'IIJf)~ 山内〕

谷ケ胤Jlx水事務所神奈川以沖久子HiI:城山町)11/](658

下九沢分ノr.ki'也訪pl( 相脱出l市 F九沢1，176

相模原沈でん場事務所 神奈川以HII!日以-m下i，W2，285(IEI相続出l拡張工'}l事務所)

)111ド{ir水JJ)j-'1イ;Jjjilr j抗 ìl~~lljí~HI:ク谷iぇ1'.) 111111112 ， 555 (1日)11，1派IHJiJi)

総ケ主民日 jリi!北浜iJi保土ヶ谷区守山町1，1日7



( 744) 第 2Ki[J 給付休心変 i型

問谷 iY. ノKJ訪日1浜市a，tヶ谷!:><:)II防l可522

(37) 次長~hUの復活と機構改11\ (1問中日3011') 

IlH和30{fo(1955斗) 8月2日，次長iH1Jが再びi弘前されるとともに，総務課をわけて1，¥'1:務総と経理an

とし，次のような分認制度となった。

庶務課| 庶 務 係 長 引 務 係 長 山 係以

ノ'}:iJJ~Utτ)，:務所長

経]叩ぷ一一終r1TI印 公 月i成係長

料金 課一-;J，'，)jli係長点検係長収納係長集会係長

給水 諜，--;r，務係長 ::C)li.係長

rl1・神奈川・的見・ i羽 "1'十j・磯子の名1¥11'1長所長

¥-， fij ;i~ーァー~l. fJí係長配水ífíd:k焔設係長

，__ Ijl付i可配水竹業所長 仰奈川町ノk判長j前長-C1j間以 内!スド!ì'\'-Jl1~ 事務)，'11長

j}!i 01く 1却 j"ÌÎ~JHiねえ j!flηj、係長工事係長

市111水市1-'¥1務所長谷ケffi(射水 h務所長相模JJ;(i止でん場!-lfTJiF庁長)IIJI浄水場 jffJ:i

!川、 iノ}、試験所長

会計 滞 日 ~~i~係長治l'1i係長

船舶給水常業所一-'51¥2務係iと給水係長

jiLj谷浄水場 伯l!lliii:-1(主随;&ifid之

(ω38) ι許幻j務務系i統占充i分2呼子

11附I(府{日i恥和13況1"1'-(1ω95日6年年) 4)月J1 日'主好経予王:王別閉虫占z記訟謀~県n と会=計十f~.深1 との I附間H削!の分?掌主事 1務奇を変E交:し，会討「諜却をげ廃色して司悶司皮訪訴! 

を設i註宣し，経理課はζY;'~1(および企業会計ならびに現金rU*l~事務を分学L ij可i史認は物:RIの購入およ

び工'1"訪負契約事務ならびに用品会計事務を分立することになった。すーなわら， この機構改三11によ

って分課制度は次のようになった。

庶務 課 ( 1if前どおり〉

経理課紅班1官4主lI~納係長

開度 i~~ 契約仔4毛:ûW係長

料金誠 (fiirIIiどおり〉

給水 i出 ( " 〕

←1:ま~ i~l ( /ノ 〕

拡 ~l、 u引 ( ノ/ 〕

船舶給;Jc引:n所 ( " 〉

間谷山本JLj ( " 〉

(39) 工業rn水認の新設と部長，次長時IJの改廃(問手1132年〕

iIT勢のよどみなき発以にUIJL-，水遂事業はさらに!:í-~5恒!拡張工'Fの施行の必要に迫られ，一方;;.w

の要望しきりなるものがあって工業用水道の建設に踏み切ることになった。ここにおいて，似ね132{j

(1957{I'.) 1月1011工業11]水訴を設置するとともに，この二大 1ブiものjf{進を図るため，似張課およ

びミ工業用水謀を~ï:J 星する正ßi没者。J乏を泣くことにして， 11日和30!1'(1955iO 来の次長引lを)js止した。



(745 ) !:t'1 2 _-i'~:機併の変 1j~

…H!; n !，ィ}
つj !寄付:;k: 

rJi ;i;V長一一 ~:i'l 財係長

こ j しによ J て iわりような組織とな ~Jニ、

-}'/ :1 係長

ー一一一一一一一一点源林 ")\":f~'i)川、

l一椛内係長
一椛 JII1， ，班長一一!

fー!日 約係長

，-契約係長
-;，I.l，j I!..t課長一一一l

-;(j W係 長

一的 11~ IH '11、山 J~，

伸次JIIIH'JJ川 、l二百JMJii
-111 lH 'JL川氏

一内 11'1'Jr Tilr Ki-J~に!と究部 )'1:
一同叶~日r"U'lj

]{'.j l-j'l ~L I川以 I i!ぷふ1;I川

一般干/\11 リ1: 川長金沢 ~ii IIII 

----;;1司iIi(-.1; k 

1-"，怜 L7長
i れイí~ "事 i丈一一l
: I…，q'~ k:II.] ("(; E 

I …f川長

|いれー

(一h
I 務 It~ 長 | 川水川併長

;施法係長

水.Hiサj:-;U!l.吐i
!i'¥;同市

7)( ;{f防長一
… ;t~ -05係長

一L'1¥係 J、

1-111卜J配水i'rXJ町長

一弾:)!(I昨日水iI"，'-:n町長

-T1i'FIl長
; 事務 1，f，1ミ

Ni 'm ~~~ Jこ一一|
!工事係長

一一一一一「古Lll水源事務所長道74:えんt)g川

一下九沢
一谷ケmorみ事務所長 分水池訪問

相模原沈でん拐事務所長

I11井浄水場事務所F 鈎ケ森| : I話{'ij!訪日i

1ノk試験所長

J甲ノ]， 1工今'1"'1ドH'_務h知jド川lリ川l

-ì1â\水位p![:~J;:nÍI町長

長

R
K

係

係

務

官

学

匹

E

Z

:

 

一一長諜水調子一ヱ

流出兵一一

-'V; :r存係長
船舶給水

¥ '，;;r;栄町長 -zh ホ係長

l-iiG0;.Yff7kil
"
.s"__:一行J_I!¥綜jこ-PG谷浄水場長一|

一施泣係長

Ca) なおこの[去に次の上ソえ1品構改革が行われた。

i自午113Mf9J:J 1 JJ PLi HII'I1 ~JiJÎが間営業所に昇 tK した。

昭和35:irユ2月1011 労絡l却が新設されて制度認が廃止され，その川)'\:~lrfjj(土庶務;;;nに徴収され， fJfi符浄水

Jgを山本世として取水から浄水までのコJj:~買を jilÎ'甘さ\!:-， tJJ-i1u;;曜を院して計図却を設置

した n 九 J，鶴見 HBl~所が鶴見営業所に昇給した。

機構改J昭和35年 5月10日



(746 )百12n司経科{本の変湾
、

第 3:卒事 務 所 - の 変遷

本 庁 舎

(1) 最初の木庁舎 (1知fi201r._)

横浜印1;泣水道建設の事務は最初仲宗川県の 1--本認の11:'1トであったから，、"，扶リムハγ、lにその事務rJr

がほかれた。しかるに，こ[Jj":がifl:むと将来横浜fx".11'I(rli制限泊以-Iiijは航I只大17.と呼ばれた〕に給水']¥

;l';の'1'心となるべき事務所を必主?とするということで，その付 i況を VI叶~¥二ilJ:¥，イト[孟!人J;IHYlJ也であっ

た本l川Jmと隊摩rnrとの附角の本IlIr;jfi236帯地にiEめた。この 1:)也は使応2イ1'.(l866{1') 11月23nH

約汗/'A"14 か条の '1' に公の~物敷地として定められ， 1りlifi2年(l869{r) 6 JI イギリスの飛脚所建築

のため筑波したが， 1司13']'-(l8801，f.)撤廃後，そのをま2在地であったのを， 1時の内務痢11および外務

時11:二中間L-， II.月1fi18イ!'-(1885{の12月29日その承認を得て，般地 313.5坪にτl'務所を住者自 L. ~!.;!19_{\ 

12F127日にいたって完成を見たものであった。

この本館はレンガおよび石造り 2階建64.5>1'，経築1't9，9401司を要した。カ11寺としてはまことに

ざん新な建物であった。その後ガス灯~m げ・ザit討・安内敷物・その他建物十円!?設備や，鉛工係五11

m新築等科m;立')l~'のため 8331'155銭 3 座を 1 1t L.全:仁i't10， 7731TI55銭 3座で建物総延J'1'は 136.1)1'

に達した。

叩1i'fi 35 "fごろの 1抗mノ'J(i丘'11'務!町

この建物新築後，水i江主11;設の

']f-IJ¥はここに移 :J，日月if，20{!'-(18
87~'-) 5月新水道事業開業に先

だ lh 改めて「横浜水道τIrr長所」

として経'ì~fの本拠が i?èかれた。

この位W(は現中i王山下|町 198番

地i!!'"j;:話局分安のiJl;;pfで本IlIrli!ll

に商してiiJ!てられたっ

(2) Wi浜市への引終と事務所

(1¥月Yfi23千ド〕

l明1fi23年 (1890{ド)，水道事業が横浜市に移符された[!~J:，この事務所 h その主主!↑】に移予;された

ので，引続き横洪水道Tj何事p庁としてここに本拠が設けられたのであつだb

(3) 最初の移転〔大IE10if)

大JE9 iト (1920{1')，上記山下11可の創設以来33年にわたったゆい緒ある事務所は"立話局として使

用のためj宣伝省に譲渡され，翌日年 (1921"1')1月初日水道課〔大正日年以来水道認となった〕は

隣地の!lj下町 235番地に移転した。



11務所の変 i1f (747) !1'~ 3 

fUJr fiにf各市ぉ 〔大jF10iF)

討しし、て大 IElu{I'(1921ol'.)5 1130 

)
 

イ1
 

1
 

¥
 

ーリノ〔

二こ刀 11{!'-(l922{1')5月 111，か

n. .t引IT11"112帯地および10高一

地の*thjfHrj1J~:!-í，ノJ をlI'，'JfI L， IUJγ 

のとしてここに!;務所を杉和、し

花咲IIIJ新築斤のに符転

(、 '1)

た。

(5) 

創設水道以来のuri浜水泣木庁s(大王5イ「簡保影〉
ねてから花咲町 5Jil71書地に処

築rl'であった庁合が務成したので

水辺ii!l!と五j祈)口iが水道正問問のずlのもとにあt介され， iTI! n7k;五訴はfE町の仮庁舎を引き払って新庁

その年の 6月10日新築ひろうこの新庁fT7は木造鋭、網モノレタル冷り 2附jJt332 tf.で，舎にft転しfこ。

会を行った。

関東大震災による籾焼〔大iE12年〕(6) 

大iE12年 (1923イド) 9 月 1 日，関東大22災によって，新~~rm もない庁舎は二階の床がおちてのち，

類焼した。

朔'fJ'tnt(l:去の本 )'11~ C7ciE12{jつ(7) 

震災後，-II;Filiの全燃併が焼1ぬった以ヰ:IlIT4了れのTIiの l'央防ざたtif介所建物にuミったので，水道〕じ

j済局もそのー怖にil¥Z符された。

ノミラック庁fiに符る(;くjEl2{j'.) 

ff主災後.T!T(.J:j"Iなおに隣tiI:地 (1足木町駅前〕にハラヅクの庁fI?を立tl花L，llIfi次J11I白いに大11締まで折、

(8) 

採した。水;liJCHir J};JはiTIJイ1'.12月27行大u稲際のノ〈ラックfl今fT?に作中ムした。

駅前パラックfγ合に移恥、(大JEWI'.)(9) 

さらこのころはパヲツグfj介であぺ/こので移到Jもはげしく，ノl<1E14{ド(192引ド) 2月2lflには，

:こ終木IIIT1TI11'1fi取の元市役所初4斤ff?に移「だ。

!一五銀行ピルへ移転(大A15年〕(10) 

大iE15イ1'.(1926司)5月 31'1，ノ、ラックをIJI1て太問問T2了目第十五銀行ビルデイングに移転した。

山下11IT革rr庁舎に移転(照不日 2年〕(11) 

限利時代に入り水道~Jr9主の復興もXi々;1!UJí)したので，庁舎も半永久的の建築をするこ è となり，

山下IIJJ211番地に残築落成するにおよんで，n{l.f1l21，j'.(1927{jつ2月27日第十五銀行ピノレから移転し

延500ff余りの本自;と{臨に付属怨物3

て事業経営の本ぬとした。

本j]物は木造石綿スレートぷき 21Wi怨;f!J.;~:判モルタル的り，



(748; Zl12~'司 付ーの変 jJj

州171'1'であった。

( 1:2) 附illllU'J"jJiづ?と交換移転(町刊IIIW.)

IliWI1W. (193G1i') 11月28日，おりから計五i;良工事施行中の水道府l土庁伶が狭あいとなったので，隣

接の'1'LえIII下町 213番地IIJ土木局庁合と交換移転した。

(13) 一凶戸百日間民学校校舎への移転(昭和119年〕

IIIWU9{j'. (1944イ1'-) ，!:í~ 2次1U界大戦がいよいよ激烈!となり，ょうやく 1&がJはおおい斯く， ?E35必

3豆の状況に処して，決戦非常処泣として4r務所を7iーの戦災から守るためや革疎開によってあいた

鉄筋コンクリート主s校舎に移転することとなれ 10月15日水道府は両院内戸部町 3J門286番地11J 

四戸部悶民学校校舎に移申えした。

い'iindï;]\ììj}，';jrY'{守(rli~ {'1123{j新築の51tずUl合〕

2 水源から浄水場まて'の事務所

く1) 九有jのノ'ki原・級協および([，水場事務所〈明治20{f.)

(14) ;fli?Ni'f;に移転
(!1{~刑 123{ f.)

戦後ι(:'，'i'l~ 0) f¥在日円Jんからの帰校

により校;'ij ll月 l~ri'J止しの変誌がし

きりにあコ fこの~~:.， nn ln231] 

く1948イ1.)四TZI孔Iliiil'lr 2 T 1127 

帯地に庁f?を新築L，日Jl2411

3じ成記念式合行い， 5 rJz9nXli 

IT合に移転を冗 fした。

(泊。|協和34年 9JJ材、fT行合f1l¥

浜市庁の建設により|司月19I1こ

れlこ移転、L!二〕

明治20イl'(1887"J:) ，水道創設のn~lj:は水制iと導水線路および浄水場には次のように事務所が出:か

れ，同23年横浜 dïに引íJtíをもそのままの形で1;\;r~l!された。

7]( lJJ;i，事務!町 名 称 三!Hf17r収入所

J}/) F庁 枠三三JIIY;U1t久升1m三升村J[i入rI(m沖'AAvmli-l刊に1i'1Hf)

1低投 -'lnt所，-J:::;;件当 223.4:1li

料!日~) "0]1-J"}; i'Ji- 1. '71 rふ 犬沢付事務所

j恐川 神奈川県両陛郡大沢村(Jl日'11符開11'1大向〉

Îi(~ ;;'2: -'1f務所，公告}!'S; 80.3tl 

2. 名 称 nI¥岡村事務所

JJ~ T町 村t京/111¥¥都筑ltll部!吋H111 nm iFJi'( J児山川市1~1~ -!ケ科医 1'，11[-)l'，j!lT ) 11 :)¥:iiI7idl，; ) 

施 政 'Ir務J九《汗司 53.751i'

浄水場 '!i務所 f， 祢 肝毛111貯木場'IrI))川

1月刊「 神京川!日久良岐部i-'in:j:'J' (UjJt(lil!1Tlr丙f5Z~!f毛111円~*ì也〉



!:H 3];'<: :Jf務 FJi-の変湾 (749) 

lJI!i ，，'~ ド防JI'Jj'， ?~合ち 155.0良川

(2) 収入III主だと，'jllill又人

所事務所の新l詑

(1悶ifi30イ1)

明治30{1'.(1897{1つ8}]，Jli人

口の変}EJ::~J\:が完成し立iι111

から自然;市下によってJli;くする

ことになって，新収入 rl J'i山

Cilト久升ll1i，'i，Ui']) Iこ木造怨43

44坪の青山lW入所事務所が vl!

築され，三沢村派H'I所〔汀J7](]!) 

入所をその後改称〕は!死dされ

fこ。

fI)!i'fì40イl ごろの ~IP[;III浄水J-J，j-'jrlí5 !i)T

川 ifi40イドゴろの J草木紘[fi"i1町一 /11
1 ;J1~ 川



(750 ) 第 3制終日休の変澄

t誌 r~ /:111 iJl、 所(津久訓郡三三沢村〉

川I:)!: f_H ~_長所(耳!j立抗〕

(3) 水dsおよび線路事務所を出張所に統一(明治34i-ド〉

明治34{1'(1901年)12月初日，第 1 閉拡張ヱFの洛成を機とし，水源および涼水*j~fó の竹T'I!事務所

の名fh;を出張所に統ーして，新たに樹氏IJ¥3.&所を設li:;:L-. l_li山・山氏・大山・川)1の 4~H 百:~FJfとし

よ工。

(4) 向隊出張所の新設(明治44年〉

明治44'1ユ(1911{1二〉にいたって，従来しばしば断水事故を絞発した古山~大品川1，立;!;;J11および相

撲川沿い絶壁の危険線路の下流i別である，向ケ原にポyプ場な設け正午yJtf1と]士総して，上流官11Iに:'1¥

1&発生した場合の非常時の急用に予備水?Iiilとしての俄えをした。このためこの建設ならびにそのお、

の管球上，明治44年 (1911年〕以来向ケJj~出張所を新設した。

(5) 派出所の改廃〔大lE3，4年〉

大工E3 年(1914年入百'~2部拡張工事が一部務成L.，そのj重水を機会として，水j/j;iから(J'水場にい

たる各出張所を派出所と改称するとともに，新設西谷浄水坊に四谷派出所を置き，翌 4年(1915年入



* 3 'Wc事務所の変】聾 (751) 

I r_: ~!l日告の_)P/l(}j島日立および向ケjdl

d、ンプ!~は干裂になったの C山

氏・ ItlJケ似両日_rri，:長Nfは亮止され

た。そして大島派It所は第2回

肱~:K工事で新たに築造した大鳥

j荏イtJH博[刊に移も:した。

(日〕 水irw邑i:!;:;，民間所の*1(設

(大工E5年〕

首~ 2同拡'm工'Jトで新設の医谷派/1¥_I斤，務所〔大jl:3イ17

ゴ、:E5 {t'-(1916{f.)， U!梨県i立

忘村i'MI思!!日山梨県有林 2，800

>!吉町歩を横浜市水道水源林とし

て山梨県から譲渡を受けるにいたにこの水源林正1:'I;';のため[>，1:，'-6月日円山梨県南朝日沼郡道:よ町村字

怖と1!;3，935番地山口千代吉所有の家屋を}詩情Irll，J註41派U1rE:rを設(ft;:Ltニ。ついで日 illl'-(1919 

年) 7月19日，肉付字判1地に遺志派，':，所事務所を新築した。(現存のもの〉

(7) 水質試験所の設許(大E7年)

大正7年 (1918年)7月25日，従来市白 1-全病院に委嘱していた水質就任命を日況にて快行すること

となり，野毛弘 !Ftr ?!<場に新たに水質試験所を置き工務R~の所管とした。

(8) i革派Htr庁の新設(大正10年〕

大豆101て (1921年) 4 月 1 日，大好~i'JfUドI所と川井iJíHl，\所D r-jlnn に i-i~t担任 1: :_I[ fifrを設けた。

(9) 関東大震災に上る野毛山iil\~B月?の溌丘(大豆'.12年〕

大正12~1' (1923宥) 9月1日湖東大震災突発し， ~f毛山浄水場はいっさ uの施設が倒壊または破

壊し全機能を失ったのでi'f'水坊としては放努され野毛111派 i-~ I[ i'Jrを廃止した。

(10) 派IHri肝の縮小

(lIiPlI2， 3年〕

rl(Hi!:; {rC1日27il'.)4月1日A千

l，l(biii'つのuをもって中沢および

i持派~l-iF耐をは吐、円1:こ縮小Lfこc

また~!.;~ 3年 (192S'1'-)5月22FI ， 

閃 1-_0-;' J'I'!l1にJ;り I11井il正1¥-¥ rfrを

~fgHf貯とした。

(ll) }UI派川所の但汗

(II{ィ干n8 ~!'.) 

f.H和 811・(1933lのにィ Iたり
地主~IJし、 fこ白 111"正m町田llT:i) ï可〈昭和15午〕



( 752) ;~~:~州経!"，休の変遺

11IHI112{r:~H 3 ¥υl鮎版協 11lJJ工!日出h止の附の川井 iT，水)J，¥

(13) 白r;4 m1拡張工τ1;:による

脱出~:'If務FJí"の改 JJß

( 1l({和24~30 1，n

lI r'~ 引 124 イI'-Cl 949{1')7月， jA141i11 

jr1吋!日吋i王の J~[_/1< -y 1.、辺 l可1¥4)'，;じ

JjXJこともない，戸，]{j'-9月30日干

九iR/lt水池桃山にこJ'LfJ -: :(，;; flHi'll， 

吋のド)Lin.1山

百~ 3l!ojj七'biJL工事によりJlIJ1:i'(，

水場施設の拡張を見るにおよん

で， ['i';J:ir.8月13日I11升見張所を

派出所に復活した。

(12) 大鳥派11¥所の拶転

〔限利9(rド〉

昭和 96]三 (1934年)11月18日，大

JEb送水)1の築造にともない大島

派出所を河構内 CíC~gt郡大沢村

大島一現相模原市大，fib)に移転

した。

tnt見)ポi:tでん1也の終)iJi:するまで

N'I;II~i: に j!f水ず'"、 i江kflJ!1であるiIト

久対分木i也において楽r¥'llil入を

した1Yo1l!i，一二， 閃1，1'-10月31日i]t久

jli" LIJ 派 11¥j1Ji-JE IHj (!I{_H日15{ド〕

昭和10年ごろの四谷派1-1\所 CJj"13 回lJ1;~Uユア1\で ~:ll築3

井分水池に谷ケ)点目)，時~liínlH 入

所を設[ほした。

またU(3和27{1'-(19521，1'-) 5月，

川jl:~問谷lìrÛ(fl- ï 、場 rmの埠水路

ならびに~-，\;ヱ'ïfの完成週水にと

もない，同年9月3D日鶴ケ架I草

子¥":)1構内〔市内保 tヶ谷医今7日

町 1，197ifi地〉に ζれが:i;;;r慣れ1

15 の総ヶ *~mîJrを設出した。 ‘ 

己らに凶手1130i!'-(1955年)1月

20日，第 4回拡張工事の滞jまに

ともない，礼子久汁分ノ'Kì'也の取水ならびに導水ずいj立およびその{也の浮水符路)'~J~TI のため体久)]:1部川



11(，1 fJ白Oir O)四谷浄水場可J(務所 GH41"IIJ，ωJù， :11 で処 dJ~) 

知3:i';'i:事務 jl)Tの変逃 (758) 
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名称もここにお'-jえたo

(14) その他

このrm第 1凶からa14回におよぶ拡張工事に|除しては，いずれも適宜の工事区域を区切り，各j[¥

tIするユー区の設置をj止，ユニ区事務所が設泣されたことはすでに記紋したとおりであるが， これらは

いずれも工事上陥II~ のものであって，ほとんど工事完成後民止されたので省略した。

3 市内の給水事務所，その他

(1) 創設のころ(明治20~34年〉

明治20年 (1887年〕の創設水道からしばらとは給水区域も狭く，市内に出張所を設医する必要も

なかったので， ~~水事務はすべて本局において処理されていた。市内にはただÍJ，HII!に ÙFÎιおよひ工

場が設[註され.{.tih 110時:の木造建物があっただけである。ちなみに間企I'iιは明ifi34{['.(1901正1'.)

に浴橋~花{認橋l犯の河岸地へ工場および倉時lを新築するにおよんで政地を返巡して移転した。

(2) 給水区域の拡張と出張所の開設(明治3411')

明治341['.(190110 12月2513，tf1_; 1 回拡張工事が洛成すると給水区減が1JL\~K l ，また~:~:'{;.:;になった

7](1止の需袈先日11判1のためにも給ノkのサービスを凶る必要があるとして，市内長J;}jUIj"およひj'，:rjJ;b1l1Jに

出張所を設け，さらに翌35"1'.(1902"1') 10月1FI には，山手*J~ 8 {ンずー告の光成にともない山手出版

jifrを開設した。

しかるに山手出張所はWWiに反して取扱しイI:!Xも少いので，明治36"1'(1903"ド)，5Jl151.1にいた

甘廃止されたが，長，cu!flJおよびIlJj品川出張所は利用JJ，tが仙かったので新しく事務所が建築された。

(3) 市内出張所の改称く大正3年〉

大工E3iド(1914!F)，長Jゐ!日IおよびおよbU1J山張所は派IBrfrと改折、された。

(4) 泌総工場の尚ぬIlIj移転、(大jE9 ~llil.) 

大正 9年(1920"1つ5月，商品川 5，6ilJ地先土木1球出立地(耳!h1'tiJ1駅前)をーに 1¥1'1 fllJHこて1出

受け， 1住lill工場の修転、を筑L.，翌10il'-(1921"j'.)仮事務所.TjMおよびか附~，~を新築し， lI~iìk移転



( 754) 2-í~ 2制経常休の主主 j主

して|可11i!'(1922年) 4月 1日全部の移転を終り，地橋工場を百五止した。新設工場は尚ぬIlIJ工場と

称した。

く5) 給水出張所のt国設〔大正11斗〕

大正lliド (1922年) 6月20日，長島町派出所を千歳橋際に移して千政精出張所と改称し，F;j::f12月

5日，高島町派!BFJiを2i木町宮の前20喬地に移転して神奈川出版i明と改め，さらに滋椅および本牧ii1ti

U:!張所を新たに増澄して給水事務の取扱いを1J~1始し市民の便宜を図った。

( 6 ) IlllJ1ミ大渓災による出版所の全滅 (:KlE12i!'.) 

大正12年 (1923'1'-) 9 月 1 日関東大h~災炎発l.."本防庁舎・ t'l'奈川 l ・泌:flijjilû出政所およひ百五応IlI J

工場等全焼し，千I主椛および本牧附出張所は全壊し， TIT内会出張所を失うにいたって渓災直後出張

所事務を閉鎖した。

く7) Vl災後の !~U，I1 '!î:処 ìí'l (大正12，13{1'.) 

反災後現業関係者は水泊二l\j~の復旧にまい巡し，その急述通水のためiSi-!! した。キにt岳災を免れ

た11ft 一つの焼け~り他物の久保!lIJ材料泣J))が現場!民事務所として活動の本Ii'!となった。

しかしこれも狭ますぎかつ不1出であったので，大正131jミ(1924'1'.) 1月20日，配水管係員は港町村l

).\.;に，給水工 '~IX係員は向島町|日工場跡にそれぞれ仮コiJ務所を建設して移った。

(8) il:~長 FJTの再開(大正13~15年〕

大正13年(1924年) 3月10日，{'I'奈川I.Hi]長JiJfを71木田]市役所H問、FIi内に，また本牧出張所を本牧町

市役所出版所内に附設して，給水事務版扱い主再開した。ついで1(耳目15"1'.(1926年)11月，やl'奈川出

日u引を神奈)1[1町柳田Jl，120お地に移転した。

(9) 船舶給水事務所のfJl1設(大正15年〕

大正15年(1926ij'.)12月16日，港湾行政上の見地から，横浜港船舶給水卒業を各申告水染者より mlZ

して船舶給水I¥j'gの懸案を解決し，元浜町 4TIヨ3番地に船舶給水事務所を設侵してこの 1]から，

'Ei・3誌をIJ似合した。

(10) tliÞ.Jì.の拡'Jl~ と給水出張所i\ìIJ/i.tの新設整備 (1山手口 2 ijミ〕

昭和2年(1927{1') 4月，鶴見町その他隣接l町村の合併があって，鶴見IlIJへの給水区域紘官、のた

め，鶴見紘張数設事務所が開設され， li'iJ方面配水管敷設に全力を傾倒し， '[-定の半年内にほぼ工'11

5と完了して， FiJi\ミ11月末日|司事務所を閉鎖したが，このJR Tlibj.，の拡張~~にともない給水戸数の増加

も著しかったので， tlfLi':給水の私~1Iを図るため，何年10月 1 日給水泌を新設した機会に，従来の本

牧・神奈川出張所を防止し， Xliたに山下・大附・神奈川・ MHl!，・保二Eヶ谷およひ磯子の 61:H張所を

開設した。

(11) iUj，1，'.)町工場の干i!iI多転 (Il({布12"1'-)

jJi災後の17i州主化mによってj火くなった1¥:'，1i}j 111 J T.切を院し，Xlitこに神奈川医和:f'VH{!llT2-18に W.~

i也2，299.73fFを求め，水道メーター五]拐・ Li，iボおよび鉄げ[註場を91;没1'1'1のところ，昭和 21]'.(1927 



第 3'，官事務所む裟選(755) 

五j二)1日月18日紙袋なって移転L，工v-m註水器工場，平d3富士官位場と称したロ

(12) 給水出張所の新築 (1円和 2---6#.)

I \~.~手口 2:{t二)1927年)， Ilil'j iこ新設した名i担保所事務所はいずれも急叫rlJのため，臨時に氏家の借だそ

の他によったものであったが，順次新築を計回L，昭和4年 (1929fjo)4 Jミに大Iん 5月に神奈

)11， 7 月に徹子など各f_~17W îJf主II物が完成された。

また翌5年(1930年) 5月にはmiffi(1給水伝染事務所か新築され， liiJ 6 l). (1931年)12月には鶴見

出限所が活成するなど着々態勢が主主えられた。しかL阿6il' (1931"1') 9 f130日にはMH.および保

二心ケ谷fi!aiH張所は取扱い)11肢も少む、ので，経伎のtrii:1(9 .1-. LU ~:K Jî，;-r~:ごi)'ô L， こ，LなIL1i}irとしそ札ぞれ山

ドおよび神奈川出張所に所以させたコ

(13) 平沼工場の中村町移転(同，'{;fl1ll{I')

1\1:)和11'1二(1936止め 2 月 19 日，干~'Jii)11区西平沼町 2 -185:zì?~1!l:水器;工dzおよびS入信夜場数地はm

払J瓦Jlii局平沼工場拡張のため開局に移管 l，そのも、地として射たに中1":1).村11']"2u品芯地にれて地を買

収 o面積4，527.35坪)!...て平沼工場各施設の移転を行いJ rll村It栄場として整備した。

(14) I Ií域の拡張と来日市域におPFの設置(昭和13~lMド〉

U(i初日午 (19悶85¥つからは次々と隣接町村がjliに合併され，給水区域が11:)!J)にわたって拡燥され

たので， ，司if.3 H に網島詰所 9 月に金沢詰J九 ~t!14jf- 4 月 1 日には戸塚~-ì~所が附訟され，そ礼ぞ

れ干IT1主)11.大部lの_s-出張所の!日先と Lてrt:水'1¥務の取扱いをし， 1)i民のサーピスに努めた。

(15) 空襲による11'，張所の焼失とその再開(昭和120年〉

昭和20{r-(1945iF) • tk-~ 2次世界大戦の米関にいたり 2E鵠はい上いよ;免許，IJとな i)，4J~15日にはつ

いに鶴見地区の戦火に鶴見出張所を焼失し 5 月 29日の大空襲には山下回IJI日庁舎・叶たJ [jJ: ・山下 ~ü

i長所・神奈)11tJ:'，¥'長rFf・'k}毛山公舎等を灰じんにf脅した。

戦災後， 1高見出張所は直 b~こ京浜車道沿いに交退局変屯所建設予定空建物〈現交通局J)')を悩m し

てこれに拶り，山下出張所は本局(凶区西戸部町!ヨ四戸自1I国民学校校舎〉刊の一白l;に拶転， tll
'
奈)11

irr3Kmは:宇ヶ谷小学校の空教室を借り受け，それぞれ事務所を開設，事務の)jj[扱いを手I¥i;jした。

(16) 進従軍給水と給水工事事務所制uc昭和21年〕

い T~; ! j'Jl在川取扱業務 1仕事別 Ijl! 当民域 同開

日eJl;:.υU Ji--7iJ¥司万言語メ二|市ムム示l一一減 i工務説
i 1/ 進封:掛か"

lし1ヤ川州iド附:叫討
刀 i i准韮駐1軍:グ ) 中， p匹 市， 1，蹴品ご干fのf各ら任区{_ ユ一'.t扮街主釘?元i正

オ司咋4中1完奈主)川l晴i給ソ本ド工、'IiI 仲f必ぷ計!川I以民:辛宇ケ谷 i グ 1"ιi r氏tωi係系)?刊れ1奈i'fJ川l川1， 保土ケ谷， 日出E北i忍王 ! 給オ謀

官 務 y川1片fI グ i進蹴院3犯iド:ρ i棺陪2ま恥:_x:正ffE似附ζとけこオiケ谷' 仲附州京刻1川l川¥， 帥 i]お説

鶴見!日:弘日 11出比l孟生五:(UlJi グ if有J(;iW iミi鶴見!..{給水説

大 i珂廿tl~，五同r
. 
lyj区 rjl，r;j ¥1)J I 11 )1 i前 J-iほ:壬 " 

磁子出怯所 l町 X磁子日J! 万

1 
か

l
磯子 l正

" 



(756 ) 百~2 払i 経常体の変遺

IIlj和21年(1946年) 8月1日，給水工事事務所制度を:K胞して工事事務所は進駐軍関係，出張所

は11;災関係の給水事務と， そのJiJj及いをねe))IJした。その:jqJ5jiJr目diflとjリ下仕事務のWj係はliir衣のとお

りとした。

(17) げ¥'3長flJTjj;Uへの復帰(昭和25年〕

その後戦災で焼失した各 'j~務所も IIl!!l次似 I l.J íUW~l され， またIli0~の発民に日il してさらに附設し. 11t1 

和25年(1950{1.')10月1日には進路l:lli関係給水:仁'jl:も一応T.常状態に復したので， 'lIij記給水工事 j，

務所制度は廃止され，すべ-CIIV;長所のぞl祢に+lcーされた。

っTニ。

住物 ず1 仇

抱i L!¥ )')) 

" 
神京川給ノJ(I'.'1， '1"務所

111 ~\{ì ;l( T. '1¥' 'Jf fj'j !'ii 

" 

i &.t 川

河

31.0 

45.5 

12.0 

27.9 

44.625 

40.0 

$Ii fHE 11 11 

II/{ III 21 fj: 11 Jl'12 11 

i1日干1126'1' 5 )J 3 11 

町i網干i122 JF 3 )1 31 11 

11(i干1124(，ド 3月3111

目1111241]'3)] 1511 

Il{11'1125年 9日12日

I!Tl)'l!:H張FJfの復興状況は次のとおりであ

j品 )'Jr 

鶴見区幼児町1161D¥地

" 1164 11 

1'111ポI111王寺ヶ谷町16酢i也

" 栄町 2丁il16帯地

凶IX杉山111)3 了 1190~干地

11.tlズ111下町246帯地

II{HnZ5W (1950ij'.) 日月12日， 1¥'1給水工事τIH知lJiが'1'区111下1111に新築移転にともない，その跡に凶

出張所を設[乱した。

(18) 漏水官官!事務所 (H{i;f1-121年以降〕

戦災後，漏水防止のi剣じのため，湖水防止日Jからさらに管理課の誕生となったが，その出先機関と

してi昭和21']'(1946年) 8月配水作業場内に'1'付IllJ漏水管理班が設けられ， もっぱら戦災復|日と

しての泌水管法に当ったが，潟水管理が'r~災復旧作耳、から次第に地下 i\li水調査に進んで，計図的に

漏水の防止を図る経常的作業となるにおよんで， 昭和26年 (1951il'.)1月工務諜所む'のもとに漏水

管理事務所として凶K扇1111l1Jiこ移転以立した。 そして昭和2711'.(19521n 9月には事務所を保土ケ

谷区天:1川Iに移転し， さらにUr~:h132& 三(195711') 8月には保土ヶ谷区仏向IIIJに移転したが，ヲI*:l(き

iltiH城にわたって順次Iμ点u1:(-こE汁耐!的の川水調査をして， その防止に努め今日におよんでいる。

(19) 配水作業所の t~l設 (1別手口29{1'.)

1ft米iIi内配ノト符のii-:'i;PHは全>1;にわたって 1-¥1付1111削ノ1<fl;~~Jíjí'のお\'うするji}fであったが，配水口 ~itJ笠

備の吋lこともない， その地h%が11¥純lこi凶ぎるきらいがあるので， 11(.{ 布ロ9~: (1954"1') 9 FJ 1(J 2鶴

見配ノk幹線の完成を1涯として，ヤ114T川区広合太111日T6番地lこt'I'!'¥川西日ノk作業i'Iiを新設し， '1'村田I自己

水作業所と担当区域を分って配水位の\-j;迎ならひに:I::r': 6')!J~ii'に任ずることとなった。ついで1¥(3，fI-l

31年(1956年) 9 月港北区~\j'I'，II1T 255 番地に'1>'1:古川の新築成るにおよんでここに修~iú L-.従米の神

奈川西己水事務所の名称を廃して州名両日ノrf(:tJiJiと改粉、した。



(757 ) 封，4説経世陣山人員

経営陣第 4章 人員

創設水道時代(明治20~30年〉

明治2日斗 (1887'1'.)の創設当時や1，，123'1'.(1890'りの償浜市務官当11与の水道事業がt*人員につい

の

亡は詳細11な4記録のないのが残念、であるが，パーマーが創設水道の設計告の>1'にしるした施設完成後

もとikの数をあげてし、るのが参与となるが，の紘附官Plly!{'として見積 3た経伝のj肝要人以として，

よりこのね!Aの人H-cは不足であったことと目、われる。

自{i 中
略

ωー

|人目t， 月虫

l、
臥)lJヒ川i

50 3 市f

12 5 師、}U 水

12 1[(， JI<入 11 水 .!I!

12 /ノj-2.' {I チi

8 8 件
凶
帆

訂
吋

20 5 

25 

係ノ
J、

第 1 聞拡張工事時代(明治31~34年〕2 

明治31年(l889iりから1"134年にわたる問，すなわら第 1回拡銀工事の施行中のころにいたって

~í Jl 8 の経'ìi~ 件I(の人員とその給与の状態は次のとおりでょうやく従事人員の記録がlI)jらかとなるが，

品
川
口

-
h正

常

一

工

王子一川……一一一昨

lEi川
日
己
|
判
一

品
川
山

3

4

一土

当日与の生活程度をしのぶことが Cきる。

34.301 

14.6副

職
問

75 

160 

市
ヤ
」

〉
思

門

名

句

686 

586.90 

160 

29 

H: 

」?"己技 f

Ju 

-?l 

幹

品Ii

あづて，

恥i

1'11' 

16.201 27 輪車

8.531 給 11使丁

巾li古35年

第 1 回拡張工事以後〔明治35~43年〕

明治34{1'(1901{1'-)まではl繊制上事務と技術との区別がなく給料も|五J~~視されたが，

3 



!XS 2品目紙治体の変 j笠( 758) 

(1902"1みから1nJieと技手とのftl1に区別されるようになった。すなわち同年の内択を見ると技師(エ

5ド i匂38ド!に対~，和1I長を含む) 3人のJli十桜iが合計 3301'1であり， i土手5人の!'li半額が 1901'1で，

肢はJ1、j'.JCJ14I'jの計算で，j!iWi Si氾は主幹を合んで21人で月体制が 616PPFjeJは29.331'1となり，

そして作戦階制の段階のfmに大きな設のあることを示している。Hと事務員の1mに給料差が生じ，

そば代が 2 銭， IL;銭が 2 銭~2.5 銭， j世塁Ht 4 銭前後であこの時代は米í~が l 升 14銭~18銭位，

この'，1河合からみると沼同一の:a員生活もそれほど72iしいようにも思われない。ったので，

EX，j Il1Tやínî ，r;:;1!可に ~n張所を ;?tいて給水のサ{ピそれから 5'1後のIUJif;38ij'.(l905il')をみるに，

さきにむi合した新ilj域にスに努め. Zí~ 1 [ö1拡張工事による給水能力もすでに飽和点に泣いII!H~で，

人員対しては到底給水不能という状態であったころで，陥i似jに新しく z日記llli・t土手術ができたが，

ト nl給 料九去五1rJ-
l;l名 ι11

「 55

や日、給は 5~r.ÙíIの ßJJýt;33'1二ごろとは大差がないのであった。

I.l 

ず1県立

1 i、;;~! 

18 18 50 ~ 18 36 r H "己" 
1 13 17 ~ 13 14 lili F 補・技"己

l 7 10 ~ 2 hd 

21 33 計

(注)J二fAの衣l工職~:，給 ftは合んでいない。

課長側の2日oP"Jは工師長， 75[')は主幹。

第 2回拡張工事時代〔明治44年~大正4年〕4 

ついで 6 年後のIlfJìi;44年(19Ui!')，第 2 悶肱張工事の施行 '1' における経蛍!Wの人民ならびに!1'~2

!日!jJM長工事担当のl~i;~If，l 事業部の工事ß'IIの人員は次表のとおりであって，経'lli;陣営の人民は州地の傾

量

~t\ 

工

1

8
幻

3

ロ
1
3
m
m出

計

一

5m
 

8

9

一2

4

1

一7

1

2

6

 

2

5

9

7

0

 

3

一
羽一2

3 

2 

圏

|課長竺叩13記iiJ137一五;1 竺 ;職

:lll8| 
係 1 17 

lk t 1 3 

係 j

係|

1 

2 

員人の年44 司 h

'" 明

か
す J

務

ノh

約

j Ij ~1て

f}i 

J品

目¥ 51ζ 

職

ぷ

庶

川

和

川

2

M
叫ユ
1

6

訴

j車

;tl~ 

''" 3方

t話

言十



(759 ) 経 'i;_c阿'心人以!:H 1 J;": 

J、i ;n 

13 

103 46 

!純

吾R

fu1 

1 

6 

業

iii 

以i

事時臨

，¥C I 技
術|技thJ 

1時 -lJ
J:. 'ji校側

11 1 FJH Jl!l ~.，r 

il~C 

9 G 叶"4体

116 46 36 20 計

ことに現業Hの的JJllii'1_1立っている。同"時-'-1¥:;長J刊の人l1tNOb:i2~よるとさすがに技師 (6 名)，fii]T， 

J土手 (36名)， ~:rpの技術仰りが充;よミ怒{1mされていて，このお 21叶lii;'JJU::JIがいかに大工事であったか

をうかがし、主11ることがで主るのである。

人、LE3 "1 (1914'1.)， !li;'Jliこに'1;もj立ちよくして辿水をみるようになり ltl山沈でん坊や四谷川水場の

I
l
l
1
J刈
「

4

引
刊
|
引
判
l

l
引
判
l
l
l引

刈
l

肝
帆細川一

L
u
j
j

l

J

I

b

-

-

2

1

U

 

附
一

l

H

3

3

I
l
l
l
「
l

q

d

η

0

1

i

t

A

与制

l
l
l

誠
一

一

昨

係

川

出

川

前

係

一

:

;

派

派

i

併

一

位

ル

小

川

町

川

貯

一

川

和

以

内

氏

紘

一

川

時

w
d
m

d
一

妨

B 

7 

2 

出clrJ:iがiJとまって1;1"jl)1は<XのようにHA討された。

4 

9 野毛 tlliJi~im;Jf 

13 

6 
" 
" 

谷

)1 

i引

I11 

3 

6 

8 

2 

62 

4 

出問、

" r~;( 

日勿J
 

15 39 

1 

" 
" 

，t;，~ 

in 

大

" 1I1 
" 
/uJ 

'" "本~';I!j I.B 

162 司3 計

~Ij 11，li'¥ltH';UJj:'j¥:;t郎の各職11ここに当日与としては安出Iの大工 jl:であった!1)2!目拡張工事先送のため，

がどのような勤務状態であったかを日すことも時代のJ打診とともに大きな興味であろう。

「局長在j苛ノ|出ハ課長退局スルヲ符ス談員jjn与の水道周五Ii只勤務主l!Ell ~こ次のような一郎がある。

また課長の:tEI訪する!111はその全課員ノ;却長ニ於ケノレ亦|日jシ4と防長 人Eえっている限り全局員が，

が，それぞれ退庁できない定めとなっていたのである。

そして第 2Iiiltli;'JJ;r.'jlという大 j，-たな;ai1った同Ili1!P'jf.業部には，ことにが11ftな業務が探せられ，即l

治42年 (19日9iF)9 rJ 21 E1の臨時 ;Ir~良部支民勤務心付は次のように定められていた。



(760 ) 第2劃i経営体の変 i聾

臨時事業部吏員勤務心得

2H 1 " I 臨時 '1ト車部ニ Ir'~スル *L"1 ニハ UMll ノ半休止r，-Ij 'f本 1 ヲ与へサノL モノトス lí :tノ jftj~ニ伴ヒ他ノ出

日j ト出版ノ ml係ヲイfスル職務ヲ jl !i Iスル YillーアッテハWz糸'a~ 1 収ニ~r;シ~，，'[，_:チ f}ê休刊務ス\シ

立~ 2 るιh 日，I，&II.'i''lì:1\~ ，"ilí ニ同スル史上iニンテ 1 ~ '11場当ニ ljl， ~lミシタルモノハ天候JtI血ノ乍11{l.ニヨリ引 H.両者全部休:にノ

外ハH脱出，-~ 11 ^.~-;総テ l克休勤務ス、シ

lï，[J自一山 cl ノ 1M.知的 mJ ハ労仰'rN就業日、刈~ 1時I1¥Jliifヨリ 1げ53仁川以後マテトス 1L!シi前夜1主紫ニi足'11シ

タル引 11 ハ J~-'j\:;t~H、ノ見込ヲ lソテ 311!j:l !il f、1， 1竹ノ休j"!fヲ Ij フルコトヲ付

立~ 3条 昨夜坑l句作 1: ノ町E ↑千ニ íiC'lf スル山ìl ニ対シテノ、仁 11 訊!長ノ ~U6 ヲ以テ凶作存24ILj'I 1\ J J_)，内ノ休 ':i!~ ヲ号フバ

コトヲi守

すなわち現業関係は工事のある限り:i]:.rl-'1!¥fi休であり， かっ毎日その始業の 1時11住吉Ijに出勤しなけ

ればならなかったのである。次に労務者の就業附!Hlについていえば，明治43f!'(1910年) 4月 1臼

次のような服業心得が定められていたロ

横浜市水道局労働者限法心得(要約〕

労働者トハ水道局直接原山ニ官、ル職工，工夫及'm'v，1i犬ヲJ111フ。

労働者服業l郎氏及休恕HI寺1mハ次ノ虫11ン。但ン隠巡Jt他判殊ノコニ'Jトニ従可11セシムルj-JJ-;tハ別ニ'iEムノレ。休?JWJj

IUJハE記官員ノ見込ヲ以テ 1日3担!こ分チ之ヲ与フへシ。

WI 1m !始 ~" I終 業|休恕時間

1'1後
40う〉7時 30分'1印IJI12月末 11五11 12月 l自

50分5時ノノ7 I1!J " 5月末 11主3 n 1 11 自

自 6!]1 1J 宝 8 IJ末rI " 6 I!lj剖)分 " 日時 3日分 1 ff，J: raJ 4 0分

自 9 月 1 U 才、 11日末 11 " 7 n!j: " 5時 50分

労働者ニ与フル休日ヲ分チテ定時並臨時ノ二トス。

iE ;時 12月3011 12月31日 Ull LI lfl211 大祭祝日 毎月 l凶

品品 民与 忌服(父母妻子ノ死亡ニ限ル〕

lìíj項休1:1ヲ定ムルト雌モ d':;!éノ郁子?ニ依り各人ニ~(tキ I時日ヲ変更スルコトアルヘシ(以下略〉

すなわち勤務時IUJは最長拘束11附 IUJ，尖働 9時間20分，最小拘束 91時間，実働 8時間20分，平均

拘束10時間，災働 90'f間10分という勘定で現場関係員はそれよりも 1時間早出をする。 しかも休日

は月 1回のほかは必れから正月にかけての4日rmと，いわゆる当時の三大節だけというしだいで，

まことにjUjlからfJ【jl:に追い閲された形であったのである。

5 第 2回拡張ヱ事以降(大iE5年~大正15年〕

次に大正年代に入って第2闘拡張工事がうt成して臨時事業部が廃止されたとき， 一部の人は施設

の拡張，給水区域の路大等，事業の伸展にともない経常部へ入り， 人民の増加をみたが， ヱ区長級

の技師以下多くの人は用済みとなって新たに仕事を:J，めて去っていった。 しかし急以:した大抵のノk

の光り込みという{上1白泊増加したので，大正5年 (19161のにおける水道府の人民は次のとおり，



(761 ) 終日仰の人民1:114 :i~: 

Iリli'{i44if(l911{j:，)のj広張[事施行白ijにi七して， J主子.J:!i千fIIi:二ju、て G人，仏li人にJJ''.、てιJf.-fjyiYJ

係を含めて37人O).ti!!員をみたのであった。

W' 

計

20 

人
犬)

14 

;仏Ii
! (職Juj， -1  !fi， 1，'却 j毛|::51i!2T品

;i l 
5 

:市2

冊、

，;~ 

課

rJ) 

24 3 ワ
4 19 水。ノ、

'l'fl 

14 4 ‘〉8 j苛2 

J;と』市:i司l!)) コ
3 l 1 係

川
尻6

 m
 

山
米市

tヵ

44 29 15 

65 58 5 つ場に作山川
十i住

1 係主主

2 iE志派I!¥Flf ! 

i之R~~ 4叫!~:llì 

2 ワn ;i~: 

178 109 6 22 38 3 言十

ji[f It!;人n3 AI'，f:去の大 iE8 {I'. (1918{1'-)には水道局より水j立派へ組織の前(1ノかをみるにいたったが，

は給水戸数のWJJJf1にともなう専務~:f1や水質試験，林業I~I係その他の技術nの!M"!mで，数，('(1'，)には

Ilq加をみているのであった。

員

[品 計|山内{

人課

点|

道

T 

7)え

r i j? 記|技
，~ I ，!(氾袖!技

4 ! 

年B 大正

22 16 i，y， fE 庶

30 5 ワ
μ 23 j((， J]( 総

17 戸
J 6 6 1¥¥ 骨三 )町ilr r竹 2

7 2 4 1 1ヰT. 

42 31 11 川[IP， E自料!

84 75 7 2 万J] 花
川T
 

1'1 

3 ワ-内[引1JA 11 水

5 l 2 2 係務林

5 :1 " M )111" IH 泊14仁二iE 

4 1 1 Il ~j: 臨

219 138 11 31 38 計

人員としては次のように附人のt牧民大正10年 (1921'1')は水道正Jtlil司の合併の自Ij{tであったが，

がみられるほか会計係の事務要員の t~jlJ1lにとどまっていた。
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言十
" 

!III¥ J主1‘ Uf.rlli gi，'I'" g，iL'，t!1i イr.[干 I}iLl 

230 HG J() !刊}t日

11-，-J 12イ1大医11イ[ (1922イn') 11 水 ;ìi;j'~~(<t:}CWrJ斗)::':'ilJfして7k;丘]じ!!JrJ~;J となったのであおが，
(1923(1) 9 n の火災決:こ本Ju'!V1~はた災;!?を絞り， fil 口先であ u水iE11 ノド戸れの 17F1成にともなぺ

音十夫

人

11 

首「
人

山
間

1

一

h-
P
U
 

人

! i占III! 

て;:てのような大m伎な人I1'!空間{が行われた。

"己 ;lrむ間 l
人人

11 7 

" " 't.i M 
人人

1 33 "~，空間\ L l二人口

そのれ11~~大 iU:l {r (1924{J')におけるノJ<;uJi，1PrF，，) [人!のノト;uWI係の人口l土iにのとねり減少し た、

またix1<はi'，li人を合まなL、〉

(治手)計iii:， 

4 つ

「-h 
「

主
主
J

J

 

己
t
n
t
n
 

J
r
L
 

h
引

(水道と1/ス阿111の分は半数百[-1ーした，

t
 

l
t
 

T

《j
 

I-i~ !日日

1.5 0.5 -̂，，-

fカ1.(/; ;l~n Oi 山、

2 1 

07; 

yIi;tl、派 ~II， jili 

ぷ l 本 jE絞fI日係

fE トギ

4.5 4 0.5 "，' f51 111 

1.5 0.5 1 昨l! IUI} 

』早 i守 28.5 11 17 0.5 係ァドJE 勺
品一一

2.5 2.5 円l
 

「

h
川叶J

 

B 

25 

2 

3.5 

21 

つ
“ 

3 

つ0，5 

1'1 

悦 ~'(f m 'JL )リT

j]¥. 'J!i ;iλM;1: )叶|

諜!)J( .;n lJl，納係

I 1'1 

fJ5 1'， l'万，;')1

九

1.5 0.5 1 係

84 18 28 34 3 

昭和時代 初期8 

ついごIIiW IIl !íitに人ると~{ì*戸数の咋'í)m とさらにithホ[iOJ，の 1ïl\'mにともない，法務 l!? の i'lirrJ刊をみ

るにいたり， l:n:fi12イj.(1927イ[.)には仏H人の数を1l土いて次のようにl'VrJnL t二円

14人/"? ，J ，~l GB人r. f万1111ーヘα
 

l
 

給 ;J(，i市27人

209人

目、妨げ日1

さらにl(J~ }JiIして;j;の]、うになったけ11i人をfT主なそして11({和4イr(1929イ1.)には，

1:1人会計"型7H人!務 11~~121人給水深31人

24:-3 

L11 務，;~!

~~-M 人官、<i>:.nが王子j思l，

第 3 田拡張工事時代〔昭和6~15年〕

昭和6イ1'.(1931{[つには水道料金の徴収について集金j1JIJが採111されて，

7 



m4~1';'î:経 .n ~í![ 0)人民(76，守〕

L~lがI首相1 し/こ。そして ~g :3 [D_]~rli']長仁 h も品目につ 1.' ， ~C ， .J!1、司、'1¥:::¥'，111，、'_iの/こ/)IIIi :(j-:. ¥:'M，11午J1z.iujl日;1計1:ι山

ぼされて?kのような阿γ容となった(この数には!日i人を予?まなLうに

(， 1司、 /，(!: f;'i ;i"i! 1:{i 1)( 1~1! ['， fJi ，;甲 /:-.. ;; l' ~ij~ 

;J( ja 22人 15:~ 1¥ 45人 lJ人 23;)人

附 U:j'水 iu11.人民;市 Hi 1 11h1i県0 12G 

言十 38 153 155 13 359 

!日1和lO:Q=-C1935:{!~.) ， ~p; 3 [i-iHiL:')J-tr_-'J¥:1，土なお1'.-'1'，:<1'ではあったがぷj{f'.*'の県 11;日j沿~'\';.f~:1)'i11-を処 ì?t

としての機構改Ni叶もあってmll¥!I，lj:水辺折、.mrmはlitliされ， l'rM1-L仁ιIrの淡1'.'1引土ノ!(.;W;，j-l務~*に引れ

がれ， 1，，111年に会計課も!io11 されたο この~x'+( と材、世、r. '1\ の ìlliもよくにともなっての人 II供JI!~ _~r; もあ

って従ιJ¥:HもI){のように激減した。 (I'，H人を合まない)

庶務 ~1~ 46人 ね JJ.::;i1~ 15白人 1'， Hi ;i~ll 62人 ，;-[- 2(i(j人

8 第 4 図拡強工事から終戦まて(昭和16~20年〉

!:f14凶拡張工事が開始されてIHIもない1I!1，rI1l6{1'，(l941'f'.)の米には，経治;-m;および佑張工'JHiC'ド

只は次のように急激なWI1J1lを示した。

州、 | 内 訳 | 山 !っTE7l jt川引|同訓州l耐h忌ふ山11併1;川t技ω支川山1;，，1附州Iil帰記可 "刀川ιg;;~作山I::;;~μ正i“正1正訂J可1 ， 1作山山川川"υ凶山川"ιμ川川川;iU川川判L日品川川l叩川刈h怖州Iíl ふわ子 :μ校 F刈川 問而正司|川計

肌1l1:L::い均附」」山給J;川J::lU:i1ll4
わ| 以 1，にリ:，T-，巾似仰仰iト同収閃!l4iE換f!ミ:ピ可|州は|ほ白r小怜吹吋ユ見俳日

一¥!「11¥1一九九l1二二:;L戸…J」Jヤ」」ムル?」」山心」:lLUh(iト11円jベ4]!1一」一!jJI「JjJ;
|川胤 れ川;桁削川fl:I川似 '1'111，叩 | 紋工叶|仁夫判!l定訓訓峨之机訓川弘叫怖1i伐州叫夫州ψ17枇I附F宍判|夜附磐1如折F附州K叫必水川火川必 I I 計

~A人1l:L川州」JJJ給J川J:iUllド14 JJ( 1J1 1 2;J:jj :11 21 J 2j J J l 

-I -1 1 1 1 〕生
ついで百~2 Îx [lI:界大戦<1'は i，~J!H および<1<1刊のノ1<;江主主z没に防熱を「品、てiNを iJ見る人述や，ブームの

i!tに乗った産業からのつ11);きもあって，職員の{也への松fuJ者ーがしだいにW:}JI1して人民は減心し‘さ

らに戦午が長刻化し激烈化するにおよんで召集・徴)JJが相次ぎ，円?!瓜人n と 'λ Jj~1人目との IPdが大さ

くi沼いていったが，種々な制限から業務のjtも削減していたので， Il '1'日の業務も，拡張工事も，防

空のf_Iプドも，るす部隊の人々によって，いっさいまかなわれた。l)fx吋1)-1はまた人rm~jtH;~J もきびしく

なり，男子就業禁止令などが公布されて集金事務はその対匁となったのご. ::gnj~者に JI'Z1lZわせるミ

どその{也の方法によってーIt:y'をしのし、だ。
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9 戦 後(昭和21年以後〕

終戦iを沖泊t')II({flt~:-~ :r. (1り1Hイj.)ころ主では ilHl1 有がi主;)(帰)~L'"た ILlftで，ことに戦災復興のため

少しでも下のI'u;L 1，、 II!Ji tであったから、 i盟 1'[ 人民のi\'1 1J11 I:;(HI も 1rわれ，従業 nl土 ;J~のようにしだい

にWl1mL tこ円

イl' 虫記jljpiliiflJUlUjijiITit!日ほとん1iJ1服 Iホ先山，il
|円:;1:1叱住i添川!が"1稲川 下j悶 1:1n;賊WI長:車中世l 給付 l 

1両ムL121 可'-;r;~司副 4YId-744-L4 ム--"131r-- 一
問 12!21l m4891T4dmiu  i94サ附 27 可制

nf¥tIl24OI'. (1949jl'.)には職制!の変更があって，従来のようなl般名の知1))11がなくなって， τ1¥務}!i

R・技術吏i"l・事務員・技術員・作業員の 5稀に大別され，従事員は次のとおりとなり，その後配

水泣のfpj大および給水戸数のtM加に従い，従事員も漸WIし現在 1，000人を附する大!II:;:J;ーとなった。

イl 11，倒的山市民11協瓦11'<術fi(而ーi訂-'_ij~問 l 問自 I "¥1¥ "1 
人人人人人人l 人 人

(78) 14)' (1) 
l叫す 99 170 324 10 1ι:¥ 3 IU{ f:11 24 イ!

人

(83) 
お77

主7 " 
(10 ) 
141 

(!O) 
1:¥5 

(10) 
127 

102 489 

(6 )1 
15 

(6) 
16 

(5) 
14 

(1) 
1 乃

(99) 
974 

(90) 
991 

(84) 
I，OS2 

F
O
 

A
リl
 

(82) 
207 

(73) 
241 

502 

:32 11 81 
( 68) 
275 577 

( 1) 

( 1) 

I 7 

:lO I! 
7 

( i 1.)畑1"1;I/CY'， t.-1;:.干)/{

10 歴代の主なる管理職

1 古IJ;ì~ ノ'KJtlJ立す!ならびに胞fj

ヘンリー・スベンサー・パーマー(イギリス人〉

2 1明治~大正初!むl

( f，~子水i立'riCI知町長， 1'， ~1' ffi'JJ{lL'j代〕

r，汗)，，)"* 
相I111 'i(ヒ

昨日 六郎

i~宇
i 庶務課長

I I J I i{:: rr: 
1 給水課長

IJ，可決古川

'-/11
1納;t'iU丈

)..:_ j-'不 11.1)， 官官

小 林 !出之

、ド ifi liト ji::~
日!

 
j
 

大f}-Y，{; Ji:， j!;'I 一-1'.11市長， J%I:，OJミ

士二三川内太郎

n;( ii:! 太 i務課長

11 J 秀二 干fI 111 :ι{fi 



Zl14 -i:正経何怖の人民 (765

3 大刀 !り|

(ノ'Kiu}";:，j'-""ノ'K.iUi出時代)

!日j長 C!IiU)J 1立が兼務〕 「一--Itr 務 課 長 111 H 日目
出 111 淳一

Jじ官'fliH !Ii~ T>> f課長

課長

lt ft7 1:日 Wl 

4 大正末期

〔水道JCj折局時代〉

日長
一一Hr務課長 妻木俊夫

北町!日i H~ 
一一財務 1謀 長 杉 11111，太郎

，竺辻 iE 11;'; 
一一民 r>>;j*長 土日f111 禿 M1. 

』一一水;u=r務課長 能見光リ)

一一瓦附iォ{Jj;班長 日江 辺 J人

一一会計課長 IH ;j j芯:lt向;

5 fl{{ 和1liij WJ C;:i¥ 2 i)( 111 界大jl~まで〕

(水道府〕

r;;i j;之 1務;判長 「可'，o;';止 't，(

JJli¥ ir JJ11 L:..' 一一庶務課長 松 liij ifi Iム i:G川(.2Rl荊

総 [11 ryI、~'i: イi フじ 秀 木村¥l '，!i ~;'tr 

jJ 野秀雄 '1:'" A立 r~i 

1，市コ〈 :fJi 合 011 他 rfi

大久保孝、|

木課長 k. il日王子治 消ヲl ー

収 m i'iJ :=: 持i総 il 義

'1' H !Jj 大久保 :1':，'y 

fn 11:: ll~ ifi 氏 -JI 勝彦

一一一絞JlI\1f十七;~~I，J; Jく久 fl~ '-1:干

」一ー工務課長 大野 民支 fG ，ri:; !!I r古

i見本市粛

一一1同 im;l~~長引 Jr課長 吊 7;¥ I41 f'[ j討忠寛

浄水課長 向日忠 ι(i さ三付頼次郎

一一下水課長 千i帥iJ ;ffl :9) 

一一会計課長 菊池 iE J苦 大柳日次

tJ~i <i-.: 務 平方茂松
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6 1目前1 i'金持1C詩~2 次 JII 界大戦後〕

(ノ'1( ;u J司)

!司 j毛 ー
一一次 長 余計一徳治 I己 ~ll 禿雌

l下-1 '{;，; ;lむ y1_

ヲl' i担 ))J 一一段孜前長 31 日目 ))J 1川畑 JιMR

'1.正tJ?i-vl!U・総務総長 {，): )1 徳治 同J)1' 111) WI 

F守 ilミ v1 ;1¥ ~!l 1(; k{i: 

ヲl' J二 j苦八

一一経JI]¥資材課長・日，JJif課長|向 )1 勝目IJ 中百五千f

二千 ITI ィk

」ー料金課長

一一一会計課長・経r'Ha非Iと

一←ー給水課長

』一一 r.!li課長

ー一一村、 rJJ乞 l深E

r
k

誌

長

叩

州

民

問

b

k

p

b

A

ハ

レ

ト

日

比

け

下

た

納

谷

仁

川

削

阿
一
仁
」
幡の長師技びい

ふお長局与
、墜

'1'木二郎

三 H-$u 1Ti nl; 

ii'1者;'J.!. ，'i 

a軒秀椛

恨木 :(I[ 逃

河川忠雄

同 州 民 : 雌

111M! ;m リJ

H )1 紅花

昨 11 一向》

11'1 1持茂 lif

村チ1.札'"'

巾向 :ff --=:: 

，1]' 111 _- ix 

1-11 ，C'J 'ti 

'立<-，H );，即j

深川秀夫

j 1 派 J)J 

州知1ι 附

}民 111 二t

大矢附1'f主

ヘ ン 9-・3えベンサー・パーマ戸

(Henry Spencer Palmer) 

íìlJι没ノk，主計 ~ID ならむに :e'Jドì:'草者

1838{j'. C天保 9{J'.) 4月30日イギリスにノ!れ， JI1:1'討に身を

投じ， F~'íF工兵 'Jl jl，' C後昇進して少将となる〕として呑治

政Ir在勤1-11，J2¥11rおよび香港水道を設計して令名あり。町J

iti16年 C1883{J'.)米郊の節，神奈川県より横浜 i水道!u!"JJ:

計j¥_lijの{I(中JtをF主け， 多[宇:111 JfuJ( ，'H，mと杓校IIIJ以水す|同!の 2

安を 3か月で完成。明治18{¥，- (18日5斗〉工事実施に際して

は再ひ紹かれて記t~înn工師長として来朝，日本で初めての水

浴工Ilを市川し幾多の辛労をlTiねて，同2日年 C1887{j'.)吋lI~j 1，000，例日円の大工事を，f:"X:した。
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去の1(¥¥)，:¥¥止い主ひネ¥¥:T'"i0) JI'( 、立;:~ I • i¥¥¥iにつ v てι委¥11，，3，在吃¥]， 'K:f¥lはみなかった刀、その設計は州市

7j(;jJこし:I}l:~k施のI1誌の 1削韮よなりた。

明治21ヰ(18日目年) 6 月サ務~fî:t木間1':;J: iI'i:('j附技師として勅任官の{日遇を受IJ，娯浜港築法ifi

-:mïを委嘱され，孔;~2Z司 (1889年 )4 n 9円から法1:苧'H:;作としてIMVを桜ったc

そのnnにお"'ても lY~ìe栄一方とす11京水沼会引のすIftlii を行い，また存1むの池山設計に関与する努，

n:u主ImJ主にヨ木の 1:木界に大きな足跡を残Lたぷ， "-]T!jにはロン 1:ンタイムス紙の嘱託となり，駐

日;ffii三員として日本'1¥'1討の紹介に努め，ジ介{ナリヲ:ムにその他FぺをわL ろま~-x も Ni ち合わせてい

たc 明治26年 (1893[1'-) 2 Y 12日東京で永眠した。

三回義太郎

改i良ミならびに拡可孫長工2ホiド仁およびf街f有q 百矧1I初d

村梓ι1祭?川l県Z校f如円と Lて在i任で4小"パーマーのJ，'I院と L て WUrt jJIJ~'立水道0:/計画から主事の完遂にいた

るまで参(i[L，パーマー退任後は折、ì't1水;立の T.師iととなふ水道のfNíi兵\\-'j 91~，むをも W.:;技師のまま横

浜市水道工姉長をl府代され，ずも、道iYtlノ1<)Vjι:c:'l¥JW入口変更工事，さちにtí~l 闘拡張工事を遂行

した。その後，明治43年 (1910ir.::)， 千円かれて，1，~}~;Z T!f水道の往設にあづか~)， [f宣言|から工事の ~I;も

とさらにその後長くは水道の経営にたずさわった。

初回又七

初代1'.;)'局長

明治24fj'(1891{r.) 7月初代の水辺事務分掌者，}'J(.)百f

務所長となり，さらにその後四度防長に拭任 L，名誉職n-;:I

kとして敏腕を振ったの従ってその花任期限は i余年にわ
ひっ

たり，終始-1'-[水泣τj;:~院のため堅生の力会iL だので，そ

のJ)I紋lエ主三とに(¥'1.大なものがあったか，創設氷むの改良

ならびに拡張工引を刀両レ， ~止に相絞川 l-{_'ì i斑点のポンデ均

i!てを，~'ß L， 7¥神1をrl山よりのeíti，iÍ~寸、 lこ;)<めて，)Jむ設「ドゴ4二も

、子手私的にも安定ある基礎を築いた。つhで~12 回拡張工.:f!\

を推進し，取入口の選定，城山ずい道工事の報賞金muに上る平期iIT!水をなL.i rM':7l給水難の救済を

する等.そのijJ記[は枚挙にL、とまがないほどであるの

天保 9"1: (18381ド)三日fI日桜美川ぺ点1けに寸れ，百荘1(現tfjm橋T!n に r~，て{引いたが. ，1与を得恒久

文久 3"1' (1863年〕開港羽もない横浜;こ 11'，綜いだc その杓1JJ)~， 格!FJJ ， 忠実な勤務を見こまれて，石

川民田川 O_;を継承すること ζ はつだが，ず 111;.の三菱汽附会社判長岩崎弥太郎に認められ，その1'!-:H~

を全問的に委任され，業絞いよいよ挙ったが.1!;e.に明怜10イr(1887年〉の西南の役lこ!U立需輸送の

mみ長 i しを弓受けての前院は目、廷しか勺た。明治15~r (1882{1むには横浜商法学校〔後の椴m商業



(768 )節2制経'，:;; i本の~;苦

ヤJ'(t=Y校)0)印l、7委flとなり， t吐に 'Ji政における商人派じり11与の改進党系〕の:m約となり， 1りli(i

221r-(1889{日 5JJ IIi山lj.rJJの市会議員選挙に当湿して参事会員となり，明治38{1二 (1905イ1')2月か

ら|司43年 (1910{1つ1)1までiIT会議長に就任した。

また~ミ業界にあっては囚1開業の外に，横浜ドッグ株式会制の創立とその村長就任，や117正Jlj~八王

子11¥Jの鉄道関及とその村長就任，その他!lfiyfi生命保険会社，横浜実業銀行叶にも関係，また事宮町納

脱者ーとして訂版院議1:1にも当選した。

大]1:3 {ド (1914{1') 1月4日hll/J¥jIJ水道名行局長の現職のまま他界された。

原 六 郎

2 ítt， ~'f職局長

町Ji古25ij'(1892{1っ8月24日からI"J27{j (1894イ]'.)12月

2411まで 2!.r.有余の J!JlI l i]をノIJ(;立 'jf務分'~~[::{í.，τli務所長とな

り，給水球にあえぐ、"111.¥の局長として出現tを京ね，ずいj白

川水[:jj1l:T'J，cを:JOAiした。

保̂13{1'.(184211'.) 11月9，1 i旦馬倒的l来郡i/，''1'村に ，['.

れ， 1明治維新に際しては大いに1"1'l(1こ奔走治的ML.明治4

司令 (1871{1')からい'JI01]'.(1877年〕まで欧米に遊学。帰間

後泌百銀行・東京Hi'iみ銀行合創立，政Jjj(となり，さらに災

業界の各方商に活践して横浜正念銀行・子'1，'!í;]間業銀行・東京m~r. ・横浜ドッグ・山賜鉄道・}t!上鉄

道・東武鉄道・滞国ホテノレ・大仁炭鉱.fìì~(J.\製 11H ・ I日1 :1ヰ木L三~1鋭リよJ当業，j>.銀;jH行~j • }来1主o河干Y汽L胡拘船白.筒hバf土製i紙1氏， .1銘f苦11品1出1

力f電百宝気Lその{他也多数の会宅担tの創立に参i州d阿Hし， また役員として沼田'!!された。

¥1H利 8ij'. (19331わ 11月 14 日熱海において92才のj(~ji'Htで永 IIK された。

平沼王手政

3 ítt， ~'tl隙}司 jミ

[河di32年 (18991]'.)8月から同35{ド(1902イn5月まで

3か年にまたがって名誉職苛長に任じた。このIH1W{iFi!T7!<

j立第 1[iiIJIMR工Tトが実胸中で，よく王 '1'の推進を図ってこ

れを完成したが，殊に局長として努力されたことは，工τ1'，

j'l 1，655，050 1' 1 の -}í~ 採に、'í って，北ljliτIl変やその後の金融

f肢の11年期にぶつかり， ~":{@におよぶAt債も成功せず，刊現く

外債をJJって目的をi主したが，そのr:日工'J¥が進行して工事

授の支払いに潟 l，任官官の一時 m~入や，鉄骨未払ftが延々
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となってlli'm金に)，，":) !，'¥、える等の財政処註に苦労したが， ょの借入討にはil':i'{':jiiJs二が個人採従をし

てまでも{~~~に::Jf:，l しにのであった。
，、ん江ん

、lrifi直球は子、ほ 7'1' (18占科) 1凡tt，}玉L11入{nlii官級JjEに生れ，榔i三開港に存;し交じして，把l謁t辛

苦してMIJ:'な!_"ァ、業界に MO投ずることもに&W;こ弘治~N:"" ~c，日明l当初jの出会議以，参事会只と

fJLり 主た決議1';)'6iJ族院のぷ封にも当選したm財界政界の豆島'1であった。 またむけ工平fn小学校を剣

ぷγ るなど~&YJ_Wにもつくしたが，大iE2 '(f: (1913 {:'-) 4月 7Iヨ永11[(した。

のがあった3

大谷嘉兵?伝

名 /-.';'1 j_:ぇ

名t.:刷局長たること 4J別， ;:Dlx-;r 8年におよんだが:七五日

年 (1916iド〕五円満);lliJ}(Tとともに名誉局長制が廃止され

たので，最後のイ:I-?~~町長となったわげである。大谷局長は

ば'UJ1水道事業財政心ために12を;1い， j主力さ内1'1たところが

大きく， tí~ 1 凶兆 ~K 工事の際の jFIH補助の市町!迎。1]， さ

らに古'c2 回拡張工，I\'iこも国防 IrìD)J訪阪:こ 'I' ，i:;、となって ?~ìU-M

!_" 

ー〆

また. m2 回総松工~1\::~;:;ì~Wη聞外捗訟のために努力

その公償金JillYflに引って努めて利殖をばかり，公債'i→

JI元金の減少をカノ、ーして1111院に努めた功績等特ヨ止すべきも

大谷耳石兵iヰIは弘fヒ元年 (1844年)12月22f'伊勢国飯託部)llfR村谷崎に生れた。

文久2f1'(1862{1') 18才の鴻:横浜にIJIて， I~Ji古元年 (1868i1') 横浜区海岸通に製12先込み業を rJ1~

いて以来，終生を通じて製茶輸出に料励!_，. そのn51í~究組合 Iド央会議所会頭に推され，幾度かアメ

世カに似して輪山問題， m~税問題につ，・て尽力し‘その功績は悲しいものがあった。 またその問]， あ

るいはrli会議長に， あるいは茂浜商工会議所会頭に就任し， また貴族主主議員にも ~I.l11 される~;幾多

の公職にタ']!_'，社会公共のためには力されたがョ11'1和日年 (1933年〉目。オの市総で永Uf~ L-t;こ。

井 上 秀

ur: 2 fm拡張工事当時の技師長

I~]治 9 年 (1876年) HI16日.iUおに1;れ， 明治33年 (1900年) 7)J本部'，-[;111大学工学部を首j市

で卒業!_'，恩!喝の銀時計をj手交したc 大学非業後，母訟の助教授に任ぜられ， I明治35年 (1902年〉

9 J~ 京都市土木深長に就任。当附京都の 3 大事業たる!r;2 ~~水， γ.\i立および道路拡張を手がけた

ヲ1'，lil40年 (1907年)5月水道事業視祭のためにliえ米各国およびエジプトへr:B張を命ぜられ，翌41

年 (1908年〉 1月知特J!_" 京都í)m~~m?Î一事業技自Ili1dllノ'}:}l主謀長に就任した。

京都市水道で急速ろ過装置の初めての係了ーや，池の鉄筋コ '/iJ リ ~1 構造工争，ぬエ tハノオニヤ

((i推進をした後， I明治43!f，(1910'1') 9 n ， fiJtl-立にi主えられて;，k;ilW;2 伺!J~;，lロコþ，に技師長として
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j旨 FI\を 1)1<うこととなった。 tí~ 2民l肱張工事はノ'J¥.{，IJ;Uこ4i屯でんi血を設け， 36キロメートノレにわたる持

ノk管を敷設し，山谷正jJ台に大I下水h主 l設な ~S;í与し， dil!jに延μ120キロメートルの似水口?な政1泣jる

もので，そのうら lii山・城山・太11.)IIIJLの 4大ずいほや城山ノk官級3の大工 i匂づ「在し，さらに

f~Jlj~~材の選択にあたっても， 1-1 k"CRTìめてのコングリー l ミキ lj ーの f~llj ，ノJ(i!k五 'J' における自

家発1E，マンネスマン測れずJ採1IJ，その他じ!日J式汗uVJ'!'，やベンチ リ メータ-:~j 新しい企ドhiャ %Ir

]二J主およひi制止j~r日による自動i'I'j j{i: ìlli に巡主的えにお1主主ど U~' ， ).:ll~ <1年(l915{!.)日)]， '-の大[

:j~を完成したのち退任された。

またこの 1 1\l水i[C'jf~のi千 ì;i;I'l''.l給計 liIÎにも 1 ，， 1 ff，参与し， ;Jci!!;U丘iよ;HJi~ I!j }1"J7!:よ'K1，liJ¥11fについ亡の行政

WFlì~~. l且，，，，)11ノト力発布および点利[史I11 ならむ勺こノ1j( ~;:U叶 1;\l:! fUí~!に対する反対句にI:;i~ しては，水ii);i11旨I在

宅と力説して，技術的j旨Jおこ{モず己主，，HlimlIl;'こiiえしたr}J総はr!-に大なるものがあった。なお，大JI

8Jf (1919"l') 6Plからl昭和 9JI'，(19341，y.)UI 1まで， fhlì'只iIi水道局嘱託の委~Iþ;を受けた。

紋浜市退任後は閥館・名古屋の水辺-;lí:~'lにも参i凶され， '{irtlJ¥近燈・猪苗代水力電気・東京電気・

三菱鉱業等各会社の要~Iitに列~，あるいは土木~;ん会会長・ノ'.KJ丘研究会理事長~1f， tこも庇f壬され， 13本

水道界および土木業界に放した足跡はu(，こj{，'Aなものがあった。

古 田 N : …

lIJJ役兼務の局長

大正5JI'-(1916年)5バ，大谷局長の前任後， RJjの安旅

dH、は名谷自立局長市11)止に終止符を打ち，吉出iIlll)Jj立をして

水j昼間長'If務をJWtRわさせた。相j代専任}ii)l{という出1¥であ

るが，大lE8 W (19191，1') 6月まで 3か斗の局長在任 '1'

1土，ii!l、¥'eiよ2IT~j!仏民ユー'l'H去における fE ，bーな~~{ì7Jzの if込み1 )，)

ltであったので，給水在')j訴にこれ努めた+，!'Cl}l~iÍにで， )辺立ιtよL

ノ水'ri潟民原附3討i林本のT史'0以i以正があつたのが大きな収j能監であつた。 "!1n日目VJl立

策局長は大正8年 (1919年)Tii'1王後，ノj、III))](llIrJ去となられ

たが，その後のことについては不明である。

Jt.留間敏

水道謀長一水道JLJ折船長

明治19年 (1886JI')3月東京附北多路川多1'1'付lこ生2した。 iりJdi421jく19OfJ{I'.) 7 Jl J1uj(引い!大γー

に学部土木課を卒業してiuちに横浜dii立Fli1こ事職。水iil!;;Ji'こ勤務し， 1I，;l43JI'. (1910'，1') 技師とな

り，横浜 rlï*i立tH2 凶拡張工事のÞrS2 工 i豆長旅江~ 3工区長， l';j45"1' (1912年) 3J'j?li 3工区長とな

り， 11&.IUずい道工 ι1;の初JDJとりえ山本:i':，'1品・小fT水竹析の烈L32およひl付任3Gインチ得水例代政t没お上

ひおi!路築iiiコ二本や， 1['1)ポポンフj品1:'1':にfit"j¥し幾多の1:11:工 1':どとjl!、[iして完成した。
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に復帰してノ'/(;1立gj-J工務泌i、となり， I"J 8 {[. (19191，¥'.) 6月水

道j，i]から水辺ぷへの険機改革によって水道ぷI去となった。そ

して大正 91，1'. (1920{1'.) 4 rJにには1LJtJi l~~J長立法任 L ，悲110

i['. (1921i¥'.) 6凡ノ'KJ_ιおよひJL!Pi'!l:栄悦然のため，外 !_~.!JIII~K

を命ぜらi し，アメりカ・ f ギリス・フランス・ドイツ月?を)~

Htーして日llW(19:ょZ{I'.) 1)J 16 U 1吊相IL，1司年511ノドJLUL

J!li 1，l;j :j，:業を{t1Jiして，ノ]c;uJLJtlil"jJくとなり， 11!1 'j\<~f:、の折、必殺

備に新帰l切のJ0!i1を'人iJしょっとした叫に，たまたま外J笠1[1

からのiV叫がこうじて，大且 121，1.(1923{¥'.) 2)J 29 r¥ )!Uii京

械の市ドj出品A}Wj~において，宇 jr.ì'~~，j46才の若さを惜しまれつ

つs 横浜水道育ちの昔日 1-!;:局長は現職中に永IIl，した。

芝 辻正 H青

1'1び助役:lbfJiのんII、

江~ 41;;: 経営陣の人民 (771) 

IUlifi2)J¥:(1888{j'.) 1 n 17日の11¥生で大正 3ir (1914i¥:) 

7 月京都'r'ì'i!司大やìl~~'[: i''ili政治科を卒業したが，在学I-jr')['C¥

rpJ古2試験に合給した。--;(学卒業後. 11.1 f)'jむに人りむ T::.~II~ • 

神奈川県の理事告を経て. 7(正 7il' (1918年)10月外務自

に似じ，外務事務官としてアメリカに赴任。大 iι 12i~ 

(l923i¥:) 3 JJ大使館 2~~~:~rí;ênを I51 して帰 III したが，て

のrnJ.ハーパートおよびジョ{ジ・ワシントン大学におい

て外交史およびi亜前1)¥1係を研究した。

1~ì'[凶後. !iiJj;f.. 4月I皮辺勝三郎;lf1去の就任とともに横浜市助役となり，水道瓦郎防長を11d1:した。

就任ヱバlにして 9FI 1日関東の火震災に迎逃 L，市役所を死守し， ~ì悦後は公i剥スタンドにi[ii立1町

似事務所と貼M¥して徹夜で"品後拾収策に頑張ったo 1%にl主減した水道~If~起の復旧および刊1:災 Ilil(

への水の配給についてはtUl口から種々腐心し，対策に犯奔し，昼夜J促u努力した。大.il'.13{¥'.(1924 

年) 8)iDJJ役を市'して水道}L新局長耳i11:となって民災復IUに努力したが，火j]ミ141，f(19251，¥:) 5)'1 

i1it辺市長の退任とともに常任した。

その後は大正15'，['(19261，1'.)から阿保11l8ij'( (1943{j二〕までは， WJJ~(I li:力と京京 i じ共)jの附託。 H{{

和i肥料・秩父Ht気工業・ I-I-I~'(江主L工業・日本ステンレス・日本ニッケノレ~rì 各会 Hilli立，特殊3 百~Jitj)ü説

会評議Dl~~~ を!丘11: L. さらにI昭和191¥吟 (1944J['.)以後は単語z省および満州飛行機附託・東京肥料村

長・ 1，1本チタニウム研究所理事長・入幡製鉄!悩"凶;創立任した。
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場江 i勝己

ノ'}:J立 }~-'J L: 

明治18{1'.(1885{1.) 5JI291J点以都にeUした。 1りJdi44'I¥

(1911'1'-) 7 JI京都ιrrf1 I~l):' "_;ん i木 1ニミム科を非業したが，干L

1下<1'は}Lx"Ji1l俊秀℃判 i:j:'.'(:~J:. を命ぜられた。大'_";卒業後 P'_lち

(こ柑1I兵diにlt'S職L-， j}Iから純1ji 11の横浜市ノト道筋 2位liIL¥'Jl{

L 'lÇ; 二百~ 6 _j :1~~1{ として diI!j配水行政u立1:'1¥の:泣計純!な

111."'， L-， 1什N:36インチ以下総延長 120キロメートルにおよ

ぶ配水れと lM~の水管格 L11' を災自主した。

大 IF4年 CI915fl'.) 3月拡張工事二じj点とともに退職し，

H悦〉れて際児品di水道工事長を拝命。 Hdi水道を創設して事務的， 技術的の設備を行い， 1"] 8年

(1919年)10月完成とともに転じて，熊本市水道工事部長となれ 同市水道の創設を!I:¥iliして設計

施工に従事した。またその|日J，同時に大ヰ'.rHtliの創設ノ'](;且をもJ日当L-，I"I11年く1922年) 3月これを

完成させた。その後熊本市に専任して水浴;I部長兼土木課長となり，内閣から都市計画熊本地方委民

会幹事を命ぜられが，Jtliの計砲を立案し，第23連隊跡の区国笠却を執行し， 1"]1¥，庁舎を鉄筋コンクリ

ートで新築した。同12J!， (1923年) 5 JI には久留米Iri のノ1\Jul(lfî~~1 を兼職 Lて，その水道'5:設計し

fこ。

大正14年 (1925{i') 2月，関東大震災後のほi洪水道の復興のために紹かれて横浜市水道局長とな

り，昭和 9Jr (193MI')横浜市水道局長を退職するにいたるまで，震災復!日・復興事業を施行し，

鶴見町合1)1の際は氷巡の胞設が条件であったので，迅速に同方面配水管拡張工事を実施し，また船

舶給水事業を会社より買収してほ営とし，全計J止iI司を尖hilll，集金制度を採用するさ手経営的にも，

新生面をm~いた。昭和 5 fl' (1930年〕第 3 凶拡張第 1WJ工事に茄工し，初めて日本にm気溶接II~ 白

を使用すると~;の新機軌を1:1\L.，特色ある工事を施行したが，その悶昭和 5"1'.(1930年) 1月にはロ

ンドンに開催のw;z回ut界土木建築会議に日本代表として出J品し，同時に約半年のmJ.欧米各|主iに

出張して，海外各都市の水道施設を視察した。また小田派jpおよび荻市の水道新設について計画在

委附された。 11日和13年 (1938年) 6月， 日支事変下に， 日文合弁の凶策会社たるー卒中水浴株式会tl

常務取締役に就任。<1'支1)11各都Iliの水道電気卒業を経営し，また戦禍の修理および各地水道の新設

なした。

終戦後帝国L-，公職追放を交けたが，その後解除とともに， idillllli・l自1.[津市.'1' ~.tTlj ・安城市

~;pの水道脳U1Jlとなり，また日本ノ1j(J1í工業会会長・日本ノk泣コンサノレタ γ ト取締役会長lこも就任し，

さらに社団法人住l際主主設技術協会の}]!'J¥に任じ，内外の水道事業界のため推進と努力を続けてい

る。

un和3101'(1956{j三)3月には工下川土となり， FiJ年10fjには横浜市教育委員長にも任じられた。
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jj~i rD ~l、甘1

水道沿 k

IリJ汀，24'1'.(18911，1'-) 9月24r1rlMI'Y;¥に生れた。大正 61ド

(191711'.) 7月京都骨j凶大学工学部土木工学科を卒業し，

l氏ちに内務省に入'J， illl台土木出張所に赴任して北上J11改

修仁'1¥の調査設inおよび施行に従事した。大正11年 (1922

;'f.) 3 川 1'11先行を附して，大阪市に;mえられ，水i主音~T水

;~に勤務しいnb'l、水道の企国'Î，J耳五に従事L.，さらに技術訴

に転じて上水道知4岡弘張 Gf(の企i函設討を担当L，ホイ

ラー式13i主ろ;Jt]池の1*111その他iJ;71<施設に独自の椛iUを試

みて，企画の上に新境地在ひらいた。 llL1和 61，1'(19311，1'-) 11JJトホ処脱税ぷに任ぜられ， J<iI 11;都ib

計Elli下水処理事業の災協設計および随行を11l"'， L.，プl川1，，111;'1'悦郎における 118jj人を対象とした

総工i'I1，700 7i JIlの f切な;，1J'.し促進的泌;1、としてTEH!の大規伎な事業を災lA1した。

II{{和9jド(193411'-)12凡大阪111を附1T:L.， liIii兵iIîに迎えられて水道防長に1:1:ぜられた。 ~jll与は附

際関係がにわかに急転して各IEll iiIに TIT'i_ll的政/['7)清詰り，工業界のお安がj包憎して，水道jW~FIJが斗と

ともに悲しい増大を示しつつあったll，'j:-C-あるから，折から施行 11-1であった第 31m弘政第 1WJ工 τドの

完成をi色、ぐとともに，その水il);¥コ:'jlである第 2WI工事も災地したが， 11与局のi笠阪に従って水:ill:の需

要はますます助一人して，さらにÍÎ~ 4 回総張工事を計凶1尖施した。しかし満洲市変・日文 h変・!:f~2

~"k j止界大戦と，1常時}司の Fにあって，物資・労力・資金の治之をこ*り迎えて， これ~1の;ょ工『荘をJili

続実施して，r!i氏ならびにilil勾の大版業地刊に閉じ水して水不足の澄いをなからしめたことは真に大

きな労苦があり，またその111を得た採自己J"o}/+.ぶりによるものであって， JFt初4011'1の市山Jli水権を30

i同I国大L.，さらに相模川河水統制事業と結んで 2001聞のWi水機を獲得する羽，将米の]反水上にもた

らした功績とともに大きく弥えられるべきである。またその [HJ. 丹市 II~j' )，JJ Tのよ水道一般経営に
たちはな

任じては，あるいは柄船水道ド業の買収による市内給水区域の統一折、大を行い，戦時下にあっての

li}j~対策と~銭被害による戦災の復旧. lAにその漏水防止ヱ事に奔命の努力をし，敗戦後の迎合

躍進駐に対処しては，よく軍と折衝応機して進駐軍給水と市民給水との調節~求を言 i って立しきを

得るう7，幾多の難問泌を処出lしてU{係1122年 (1947年)5月，後進にi立をjたって在任12年余の局長を

昨任した。

引にあっては出土水道工業株式会社をj8aL-~c.その社長に就任したが， 1昭和271，1'(19521，1二〉北九

州地区の入~Iæ ・小J2T ・戸畑・若松各1Iîの上水iω血設と焔|両県公工業JIl水を併せて北九州水道組合の

設立されるにおよんで， 1，;1年 9Jlmかれてその信組!者に就任し，右上水道の-J，Jx経蛍の外[i，j地 域-

dlffの用水確保のため逃f:î川 JlliノrkU~ 1 j切拡張こ仁'.1'とL13長JIj水卒業を企凶主主絡して， 1司33年(l958ijC)

10月i昌i工した。

現在口本ヒューム興業株式会社刷出j として11i~起中である。
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水道 局 長

明治35年 (1902年) 9月30日岡山首に生れた。大1E15年

(1926年) 3月京都目軍大学工学部土木科を卒業l，D立ら

に横浜市水造的に宣告験。昭和2恋 (192711こ)12月横浜市技

師となり，折からの!1;3間拡張工事計画の調査設計に従事

した。同5年 (1930年) 7月間ここIjfの着工にともなって臨

時水道拡張部工事課第 Z工区長となり，急IjU!を裂した)仏"J，
';G工事を受持つてい]筏 1，100ミリメートル鈴欽ザおよひ I1

本で初めての !ii"j径 lt古<~rf汁lUI暗 1首の敷設を将励したョ

昭和7 年6 月工事課設計係主任に ~ji じて拡阪工事の設計・計凶を推進するとともに，大島臨時揚水

l剖商工事，時水力日I玉ポンフd設備および鶴免明日水池および配水培築造工事等の計画設計にiit，j正した。
このIHj昭和 9年 (1934伝〉横浜市に起った疑獄待疑事件に燥しては，ほとんど上用部を失った徒

を， iえった吏Hと協力して水道事業主主同 Lj-:;よび鉱llU':事lIi迭の'1'むとなってfli糊した。

1l/3府112年 (1937五) 6)1 係長引U.lJtの伝活によって工務;~担iil長係長となり，持13 fJ旦l拡張ZE 引にl二 ~ìì

を H~)Jヰ l. i¥主戦時態勢「の資材郊に対処して，大 IJiモ述心力鉄ffj:iコンクリート行を.j))めて15ノr}<.{r:1:に

，tiJ有するという新しいi主を附]1.'た。

IJ日和n'l.1f(19391:'1:') 12月!1~4 出l似民ユンb の災地に 11 ワ，払~K~Wlえとなリ，給本人口 100 万人をは

j主とした大工事を日文字変から~-~2次世界大戦へかけTの資料・労力・資金鉱のドにおいて， :.:[:，1l 

Eと拍)，尚ik;主して挺身これ努(>!jlこ。しかし，その後空襲によ也戦災・敗戦.)f合lilj色，11J:2.:干の目まぐる

しい事態の変化を生じ，紘阪工事も中止せざるをえないこととなって， l!i3和20年 (1945{;'，) 7月俊

惜し世Aによってj下水謀反となり，進駐)rj{合町との技1打[)')抗日Jをj日子i._-，そのJli令にIむとて浄水JA.jに

駐素;滅的装置を整備した。

戦後， i也都市に先んじて迎合軍より第4百拡張工事の粍苅手命令を受けるとt II{_)和21年~1946i!つ

11月にはヱ務部長に任ぜられて工事初当の交任者となリ，さらに1113和22年 (1947年) 5月，局長に

就任L.以来第4回拡張工事を大きく進隠させて，昨!i千'1129年 (1954年)10月，一切をプこ]記させ，従

来刀uf:Eポ γプ依右の不安定不経済1士宮，自然流下に改めて解消するとともに，鶴見・金沢方面に目じ水

位を増設して工業地ii1F多年の梨望に応じ，さらに従来水道の恩典に浴さなかったp塚・港北方面に

も新たに配水管を数設する~~.膨張する水の需用I~lιえた。

11日和27年 (1952年)10月地方公営企業訟が災前iされるにともない，最初の水道事業担当官迂E者と

なり，卒先企業の経営態勢を整える一方生産工場方面の~誌に応えて1Iiとしては紛の工業川水道建

設の計画を立案し，昭和32年 C1957i手)8月これを起工するにいたったむ

H{~ね33{r. (195811".) 1011， [[本水道協会}j!'lfJ壬 lこ Hi:ì!!され，横浜水Jü~Y'[Mt 、の人として， 32イ1"-1r

;:j~にわたった誠尖の勤務を科、えられつつ械浜，Ií水道局長を辞任した。
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jl-深以J

現水;il)"jk

IUld;39{¥. (l906{1') 4 J! 1911長町民にすれた。 II{{:FII6 1<1 

(19311j.) 3 n *京 !filEl大己主工;:111')を卒業して[(1ちに出

浜市ノr.;Û}j-iJ( こさMiíXした。河川知 31日l拡ím百~ 1 問i 仁，jrのh~U

'1'で. ~())J;].(in に lit '1¥するとともに. !I{d手1181，1'.(H氾3斗〉

には)(，I;;j;手ノト11'工'1ト，官19 {I'. (l934i1'-)には鶴~~配水池工

事の尖総合JfiNU/i:d:-1L，ついであ 31t州'I，1MH2 wn:'I:にざl

つては11片手IH2年(1937j心筋 l 工区長として本似似'JHT)h~

をIU"'，して， lEj 山はでんJh) をうし!J~ した。 i昭和14::f.Jt-~ 4 !亘l拡

以工']l:の随行に際しては.11M長siji!の新i泣にともなって討副係長となり，第 31i!.1拡様ならびに!:r~4

I'il拡リk工:ドのiII'jl[li;ili.:H-!な初71して，資材・ヲi;JJの約泊 l.た戦lI.n、のfUII品時代にあって，企liillに市1I

~ìi:i二仁j、を巡らして工ドのHlìJtに努めた。

II{{手111611'-(1941年)9月1HI. 1.1支'Il変にI，e;、召して. W2次]11界大戦のぼっ発とともにこれに従

'dC シ J ガポール広州一戦にむし、ては，T.liilJiされたジニホール水道の水道設備復111というI以前刊業を

'ノじ!，~して MI 宇l をはせ f 。その後， タイ・ピルマに転戦し，終中\~1壬!叶 220 1' (1947 '1'.) 8 Jilに 10:L'lし

て倣 irtf! î ノ'l(;ií}i~J!こ州り. 1I(¥1'1123!，1'. (19481，1'.) 12月には拡民総長となり，引き続いて?r~4 [旦!折、弘、1

'1::をlfiy，ri，Hf:巡してっし、にH{叩129!rド C1954{1)lOJJ， 2.090，000，0001'1の大工事を完遂して 1007;

11，1(0)水を削wとした。この 1:'1'，:はJ流に延長 10，ω0メー lルにおよぶ火砕ノiずし、i誼工'1'<，l!'iノ'r.iiI
え んて￥よ

880，000 -，'/ブノメー iルをM_¥i.える i河記堤大l!'i水池， 8 ，日10 メー|ノしの大埠水i別~とノjくi~杭， i;ii主ろ i且

i:'lllの(ji'I'j生れ土手，幾多目1)、なIi'1'がそのl付に [:"iまれているが，その施行11与JVIは，戦Tiij・戦時・戦後

を通じて 1-{-iJ'_{1 にわたる時代の変澄恥J良I l!if にで，経済界のi1- ~ifjL，物資の約iDl l.ïftに処して幾多の

IWil1を乗り組えての努力はなみなみならぬものがあコた。

1I(l1'11321，1'. (1957'1'.) 1月水道府建設部長となり. 1，，11，]'.5 J'IにはJ:'n呼土りを授与され， 11日和3301

(l958il') 10月には比留IL¥J・凶富山J局長についで3代目の局内出身の局長を拝命し，横浜市7](iii事

栄相当管理者となって今日に及んでいるが，そのnuにもーブjでは工事 ~'12 ， 888 ， 000 ， OOO I刊の7l~ 5凶

IJL;')k:r二j';ーを)jI!iiIして相模湖からの取水権放犯の導水・(j.ノk・配水工事を施行l，一方では時代の要求

にUIIして工:'II:i'11，300，600，000円の工業月i水道を起工l，lliJJj工業の路巡のために進んで協力してい

る。よ二れらの工事は延長 4，157メー|ノレ， Iti水位39，50目立方メートノレの港南大ずいi主配水池があ

れまた鉄材節約のための内任 1，500ミリメー iル以下のP.S コンタリー 1.~j' や内径2 ， 000 ミリ

メートルコンク四一トライニング制官I!l!J刊の新規摘出を災施するで&';，極々な新II!Htの企画i71'比られ

る。さらに今回の横浜市 100il の大計凶である収品~:N~埋立事業に IJlI しては，水道事業対策として，

m入川大I1又水口|酬を立系 L，Wi%if'ti]j およびillllhJ由j戒告-，hとの仏j或水道計卵，iを絞りまぜて， 企庁'it的

火山t進するt!JY浜の水O)'， ki~解決の企jilllに一大tkfl~ßを 11;;いつつある。
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第 3編水道条例 70年の変遷

第 1章水道条例の変選

員~& 1官'IJ 絞初jの水道給水規則(明治2051二〕

1I本におけるlllt])(.})ノIJ;:;泣:CIIが巡んで)通血ノ木kも1:附i日削i日Ii近!止IくH出江

lは土ノ水k幻i道立t給合水lにこ怯附Jする二二必つの]脱』品i日則臼t在と〉父i立:めて， 甘十iiFl氏以をしてこれ:'2区内に告刀、さ止た。すなわち rWf

ìH ノ，]<;û給水);l1~リ」と rt泣洪水道jl，川 n~mwlJであった。

この規則はl附託l文削i三たるパ--，ーのおぜん立てであったから，!Il[の故凶のカラーを移して fギ

リス淵日本版となったことは勿JHであ〉た。

日;に， も一つ別に「横浜外l司人府 f?J地給水規約」が制定されて F，lJ1~i'に施行された。これはさ1附不

，v<~ 条約による治外法権が存在した時代であったから，内外人を川ーの規則で íItするわけにはいか

なかったし，またその生活保式の紅白皐や慣習的にも，文化的にも，さらに経済力からするも，内外

人の問には~く\\M':lí品があったので，当fI;f'のゴ5-え方としては|五iーの水でも外同人が飲めば両日liにする

ことが当然の'iif;識であったのである。しかし治外法権の関係上)'仏当局が一方的に料金を決定する

ということはできなかったので，あらかじめ明治19年 (1886i[ヴ 4月初日付をもってやl'神奈川令は

「水料徴収法案覚書」を外国領事に1TI1HL.，その協賛を得たのちこの党書に悲し、て給水規則を制定

L.， Ij月li;20年 (1887'1') 5月31日施行をみたものであった。

これらの規則は日本における最初の給水規則で料金は次のとおりであった。

内国人向け

放 任;一般専用止ん I 1 J i 10人以 f 111 11'100銭|ユT'i10人を超過する人員， 10 

I fTo.A'.)-_H-，' IE 1 ii ，~，~~，_.':. 1 h: 1 ITtC:flt.-h i人を増すごとに601長前特 殊 1111馬またはら，1，151 VJ1につき 1守 1 r'150t~ 1 

牛またはる，U;;1 ~flにつき Hド 1 PJ日日銭

2輸馬車1両につき 1 ~I~ 1円50銭

" " 1 ij':. 2ド125~Jl 

川 一般}.i]:JH止ん i111の使用品 1，0ω ガロンにつき 161t 1 50，000ガロン趨過jjLに対しては

iただし基本水虫6，000ガロン未満は11'1001長

特 肱 川 I'~Iノト，底池，悶闘し000ガロンにつき 35銭

|船舶川 か 40銭

共Jflせん 11L~の使用者 6F 1:1 T 11/;1か)] 901.ム

グ 7戸..._，12fi グ 11'150鈴

グ 13PtJ， J:6pi をi\~.，1 ごとに
11りn かドI50jた111

1，0C日ガロンにつき101.Qを加え

90 
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け

1税 目/，叫nJけ l 某 本 1千 台す 1 起 泊料全 l

抗 日~ fj~)，t，~叫ん j 給ア附;川附4怖に 100炉 6 1m約十削F:'2，¥1j晶子石川-1 ¥ 
l しては 100介。r;5

ただL.fil"'~有料 300 円以下:::t 1 {f. 18円

f旬国人持

1 //0)間I!It¥1 ，000ガロン(二勺き 24銭 1i 1 "， )11/1日1 ， 000 ，" ロ Y~mえむ

ただ1- 1 季限~ ~- iJ，月号J円 IU'."]巾O，{I∞ If超ifi.fl']加o，Ii "ン仁ハき
{ l ，~百i{

〔この炉安利;;~{íf!~は規則自定める所 rこよ勺て'r:îア:lJニはその妥~ep= J: .，て
t ，lt~tÈさ L む〉

J
 

P'' 
世円

勺
汀仙

川
F
B
 

Iザロ"J::¥1'::':場合は 1季開 4 円eo，~ I 

二1*雨戸二二二長一一 「 一 一一!特 " 

功、:二泊用料およびr.松村については次のとうに定めら:]-.t~c 

計誌の犯IltHò 工ぴ試験手数1司〔と~"~可ドコ外人ともに先週で出った万1 

i6: 究 I

円~~
1旬。

T :5-tc 一一2・i~柄、判

的

:7 

J日全世11 4ヲn 市

γ 司イ2 分の 1

1.25 20 " 自分の 5

1.50 25 
" 

4 5}-(}) 3 

_{l~~-m大せん件

不邦人に~~c~ 1) 'f:.!、;士 ?'í:k-(::んをf，~f;m した古には ]"Sにつき その詑}wrそのおトt1 'iiirを乱立j司料2として徴収し

ヨ

三時町時代t~1'神ゃ棋恨の除ねを?すがH亡示この給水現flU(!c，内r-n-土IS:のような特徴を干了するもので3

すものであった。

これは治外i:1:i1宮下めヨ日本人と外]1 人の料金に7Y.与を設け， n同人:;)料金は ~:~J 5割増とした21) 

そうすることに奇異の感をもたなかうた時代感党吟の内外人間の経済力の棋連を卒i在に認め，

が示されているのである@

料金について，専用せんは引イ的ι\1 と放任制に区別しれ{壬~Ii'!の撚呼 IJ- Îl本人に対 L てはi是正政2) 

f 員数寄l' をf;1(閉しているがp 外間人lこ対しては~rrn1巴t_'， v'>Hll主によゐ百日刊~fEの問日'r'~1ーから，

平11女流Eこのっとってー乏で決定できZ家賃の評J百河'凶せJ手在日Lf::. 

水量の単位にガロ γ という了1時としては主ことに市R一段とはt去の違い!!~!TI の"J !-lJtìfi.1\! をノI(!3) 

1j'Jしたことは，外国製水道メーターを{史用したGCIH、}やむをえないことであったにi主いな，" 

しかL市民としてはlif主事'1の引用者はきわめて中なかったのでその不!日も -r~1' の人に過ぎなか

>-て"、。

またjし'1'1せんは l悲ご

とに 1ip.月の使mT'，

数は発行したかぎと語i札数lこJ:勺てf-Y立されたもので r-0-1いくらjというt&，‘に似ていた。

料金の納付近任者についてはイギリス流に従ν専問せんは安と l，4) 
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5) llJJifì椛判から ;~!， i);I{な発1)(を i丞げた HI'[ìn(刈IU~文{七の限!I立だけは早かったが， ~Ií 11-!jはまだ各I也

から )gt~，)、を九せんで fotflô Llこ if37守の1↑jI~ の討、青山に， ll'， fまぎ粁i Ì'i'の者も多く， tU京・大阪その他lljく

からの郡山にJtベて tlH\:作例の)，~泌が/'，ij く，ことにuU，の生活問主は一般に低かったo その K

1↑j I}， Iこ良い飲料水を求め得ない切'ムの必15:性から引水した71く;立であったから， !，fl氏への給水す

なわち共同せんは、I_Í 然，努めて団長価に供給する必要があった。そこで共用せん H，~を 6 戸がw.. 
刑すれば 1か月 1戸平均15銭ですみ， 12戸で使用すれば 1戸11り12銭5限， 19戸の場合は 1

戸 ~Ií り 10銭 5 }1立という!府側に決定された。これに反してWIllせんはことのほか祁額で 1 戸の人

fl10人以下において 1月1円であ円，計五t:jlilJは 1，α)0ガロン16銭，すなわ'I-')1 ')'，方メー lル?i

り3銭 5隠という割合は，当時としてはあまりにも高額に過ぎた。

G) J'.ITi己の:rjT.'mから給水戸数の85%までが安い共用せんに集中したわけである。従来のi'i7):やiii

くのmヨくみを~V:;えると，共用せんでも王様便利で， しかもっこ安52であったのである。このよ

うな市川ずから料金は需要唱とから安い料金で仕切られた形となって， 7}<;j;i寸::j'Miliの収入は大きく

下tJ i.J~H ..，だ。しかも料金百任iJ'家主やJIJfJせん作問者にあって向う ;jl土無百IT:に H!'い放題で

あったから，水のitit1
{'は↑PI:しげもなど治資される!頃向にあった。

7) せi11:;]'はまだ応J易なII!iltであったからその反映でもあるが，水の使用泣と料金がいかにも大ま

かであった，li'< f1:;j;lJ の ~j:J日せんが 1 戸 :_I-íり 10人以下は全日lí料金が同じであり，また11人から20人

までは戸i料金で 5t~[lt市]においても 1 戸 1 月の謀本料金を 6 ， 000 ガロン苅l ち27.3.:'1ウブJメートノレ

と比較的dい、際司，f;!こ品iいたため勢い水の地刊となり，多fdの水が使日lされたのにかかわらず，

!lSI入のともなわない悩みに-JN拍車をかけたのであった。

日) 1月の佐川:{¥l50，000カaロン (227 ~\'l.ブJ メー|ル〕仕組える大iif他11I r.には料金を'，1;11引するサ

ーピス料金j!jljf立を採111した。

9) '1!j.iJIIせんとしては'1ーや応に対する特定料令が定められ，またそのう-r)~C'俊民と E415の仮 )JIIや

2愉馬ilAと4愉応ijlの料令区W]があるなど，このノ'J，)u規則の規定のかげに，、li!l.Jjの交通 i叶J1や

ドライフF姿もしのばれ， 1\刊浴場横浜の特色 ;ð~J:_く現われてL、るのであるつ
ゆ句

10) i也ノIc，さんノj(，峨 1)(， I~í川;J (lJ¥ij¥'fU;)町) "~.:O) ホはぜいたく mされて，内外人とも日前i ご jìíí:;ffi

料金の 2f;'日出にiJとめられた。

11)船舶給水111の水はさらに山iかぺたが，これば水;止法首の船拘i'Iへの'}L木lI(ff¥(をもとに定められ

たものの主うである。

12)料会の徴収)j辺、は日木人は毎月徴収し，外国人はイl'4 JUJ C 3か月を一!閉じ徴収とし， fj~'1ーに

告主HFiを千十戸に配1，1させ，収納は需嬰家が水辺事務所にf!i参 l，払込む制11:止であった。

明治23年(18)0年) 411 1日水浴条例によって本水道は神奈川県より横浜市に移約されたが， H. 

ri;f:をも従来のままというリ|桝ぎ条刊によってこの給水規則はそのまま施行された。

第 21lii ~~ 1 回料金改正 〔明治31年〕

上記のように専用せん 1 か月の料金が ~Ij!時米ftの ll4升程!主というようなJIi佃のため，需要家



(779 ) 水 j泣条例の変遷首~ 1 J';'i 

乙とに rliにi)1判官いだ Iりli'ji23 {I 収入が-Fi包に7主せず，のJ.:..J}¥i分が安い )1、111せんを他川した結保，

そのまん廷はなはだしく， 686 f，uワW，1可と 559才!の(1890il'-)の 7JIには市内にコレヲが発生 L，

1Iiの{民地i自生L 水道をむEう資力のないitl¥!:には向死亡者をH'，すにおよんで，もj8月TIi参ド会は，

こう 3 か壬r- mJ無料で水込使用を認める決議をした事的もあって，無料水iAの政問も t~tr}Jn L.水はj-111

このr:日にも給水肢のWJ1mは刊を追っし点、~，ていくが収入はあがらない!防政の約乏I時代をJftいた。

i主に明 i~;30fl' (1897{1'-) 4 月 !X~ 1 [司拡張:1守的2施fi-てはなはだしく附水事故の述統に↑尚まされて，

この工事!'I財源は同!市fII川1))と起岱に仰いだもので，その起i口の償i遣のためにさJもることとなった。

~ c，こ料金の値上げを実行に移すことが， I副長工事後における財政計担'1のねらいの一つであった。

おいて，明ifi31年(1898年) 4月 1rl，告ImQ:後l1{-jにして初めて次のように料金の改庇が行われる

ことになった。
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(780 ) 官~3 糾 ノ'h丘条例70if.ゃの変ì~~

水器メーター使用料

11 f壬 i fd' 111 料

2分σIIインチ 1カ、f](:>:<S' 20~Q 

8分σ)5 " " 23~X 

4分。)3 " 
ノノ 251J: 

1 " " :32~，Q 

4 " " 21可80lJi

ただ L，私設消火せん政側料l主無れとなった。

この料令値上げは11年 1mの文総によって， 1Û'TI1ノkほと収入とのア γパヲンスを~，~iííí して，収入の別

加を図ったもので，単に従来の市1I1立の形式の l二に値一l:lf改正され，根本(I';ts:変改ではなかった。

以下1ーなる~，I，\i，を記す一と次のとおりであった。

1) JiJ任給水の引用せんは従来の10人を単位とする大まかなJ，¥;ijf'を改め 1j守 5人を行、昨とし，

tNn も 1 人ごとに計 '~rするよう合理的に改めたもので，その後のJíxf壬ì'i'の t，\;本となった。 t" 木

料金には変更なかったが，この 1戸111り人民の恭司Lを変え 1人ごとにWIf1を計算することだ

けで政任給水は20%のfH収となった。

の J'j--Ijl 供給においては基本料金ならびに超過料金とも約 5~liljの値上げをなし， 事悦他用者一に主j

するサー 1:::'ス;中l引きをやめた。これによって計却制において従来の60%の明日立となり，計年制

の全料会にしめる'川合は従来の29.4%から32.5%に kった。

3) 特別ぜんにあっては 3'，I;.IJないし 4:別のつけげをした。

4) Jl、府せんは従来需要家の大部分をしめ， iiEって配水量1の大郎分がこれに消費されたしだいで

あったから，つとめて合T型的な改正をね~)った。すなわち基本的には 1 "刊の怖 1:げに過ぎなか

ったが，基準戸数を起える使用者ーには 1戸ごとに15銭と定めて，従来のjlJIIせん u主当りを議

叩とした料金を使用者本位に移行する誌を閃いた。また新たに'ffi'i~家の要望にしたがって私設

JUTIせん制限を設け，その料金を公設)1、川せんの倍街とした。このが1身UUTIせん料会は従来よ

り60活弱の咋]収をn-，従来全料金収入の22.8%に過ぎなかった)1、111せん料令はこの改犯によっ

て25.1アぷをしめるようになった。

5) 外凶人前iJtt料金については約4~JÍIJの値上げをしたが，ぷ的に少はで全体 ld の 2 制以下であっ

たため ;;t;~J，~~するところは少なかった。

の この改況により ~-Ií ILlj の料金収入について~Jil[1の料事計!i11•によって換算比枕すると次のとおり

で，総WQにおいて44.4;'6'のJ(!1収を見込みうるものであった。
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外国入居留地給水規員1]の廃止(明治32年〉第 3節

ru¥'，!品[立が作望しにi古川法被撤廃の条約改正がi;)::'J ，従来外国人lこ適

内外人同)ガU!Uのもとに支配できるこことな「f目した「繍浜外間人居憎地給水規則」はfJ6止され，

た。

SF!. ~)]ifi32L (1899年〕



首IT3編水底条1'1)70年の変選(782 ) 

新市制の実施i二処〈総水条例の制定(大正元年〕第 4官(i

明治14{i:'(1911'{F) 法 I1刈~68';j によって苅し ν 市出117J~実施され，給水規則1cJ: j可条例に改められる

ボ慌のしかるに|日来の水泡規則はすでに10余年を経過して時代のi主連に即応せず，ことになった。

.'~i，が少なくなかったので，新しい意図のもとに大焔に改主Tた給水条 ~I!の索が明治45年 09121手〕

1月16日111会の議決を?品て主務すj'(:::.r!lli1iL-l0 3月25日の:!i会に1-.1'，[され， 11名の委員{、!託となり 2

しかし車庁月30日前可となり，大正元年 (1912年コ 12月 F核浜市水巡r:J:水条例Jとして公布されたc

条例実施についてはガロンから石へのDI 良町位変}Eにともなう水道メーターの改良，水1ET告~~;みの

その実施は犬lE2年(1913年) 4 改正および-01'とへの改正m鼠周知徹底の刻Ilnを必要としたので，

月 1日より施行された。 i1/1坊の慎重さがうかがえる Lだいである。

liIJ日OttllVi5人超過I人をl(fJすごとに
IF I 正日'1

7~t i 
1こにつき.il20@t I 

新給水条例による料金は():のとおりであフたc

，. 
¥;! 

担 、岨金本料!i; 日刊事在 日I11f1

1Jti壬供給 1 11 1 ~'-_-f 5-人三で一般可川せん
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給水せんなさ治そう 1こにつき 11 10" ! 
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この条例の改主の要点、は日:のとおりであったc

IJ主任給水i;;lJに対してはまず支給水せんの設置数およびおそうの有無による使11' 況を，'~')，Ilに入

れた新料金を計L した。

1) 

その営業IlJ，自家用のl:K?JIJによって料金を牛馬のt!司設し、かんに上る料金iWJはまだ続けられ，2) 

自家用を営業用の5割増しとした。変え，

明治43jlゐ (191011'，) 3 月法{手ご'~4 計量せんは従来ガロンの弔l(l'[によって言i註されていたが，3) 

一般)理念:にしたがって I'::ri仰の単!I，:号によってガロンという取位は認められなくなったので，

をl7'用した。

これは従来の 6，000ガロン4を

有に置きかえたもので，換計一約27立方メ 1ルをそのまま ζ した。

計量給水;j;1jにおける 1戸 1か月の基本水症を 150石としたが，4) 



t¥Cl'i;.: *iユ条例の室主連 (783) 

5) ;jl-If~ 耐iにおいて， ， li[(の保健衛生のの 1あから，とくにi'!;~J主にあnlW~IJ料余として張本水:mK

J仕分に対し 1l' :'i 1) 吋主上， 1阻む料全j¥;:jl)]，~!ヒ Lた。尚昆に対する引IDIは ~tの後今日までおよ

んでし・る刀、 このn ，~"~cの皮切りをしたわけである

6) 計量制の大iii能刑者に対する千1引削jを復活した。

7り) j従j足ニ来j共¥'.rTIせんにつ

の1洗(k主U?d1よなど. Wi ~\_:._1".からも郁llí'美観上九らも釘，ましくないものとして， /'i'"1tは辺路に夜空[する

公設共同せんよ:.;'も，私設共111せんを主として奨励し設足する方針に改めたコ

日) _I二記(7)のi'i'-i神に主って，従来公設)1è!\Iせん設問の :g~'j'下を 6 戸以上の1\左前者がある riJFtì と

していたのを， 10戸以上の辿111者ーがあるJJ合と改訂した。

9) 共mせんのド金については(''("1弐'，;f_fl!.古に対 L， 1誌を型、'f_q:として料金を賦課したのを改め，

i退問者の各戸から料金を徴収する佐官↑jとした。そしてれ川せん料金は社会性を感つ込んで安原

賃貸価格にしたがヲて料金を医百 1I したc 空 fこ官、5K:t!.~JTlせんの料金は公設共同せん料金の 211f と

しfこo

10) 給水工事の設計をした羽合は，武百:料を徴収するようにした。すーなわち工専を施行したJ);j~

は工，}-;iiJi'のうむに設副料を計 ['.L，::Jア')'，の随行をしない場合には手数料を取ることとした。

この条例に新し 1唱"もi:!i"lJ(7)~X-~包 lゴI~'" 、ての給水条例制定がj: 日1' 1可で p そのt:な不合三'1 や不均衡を是正

して萩版いの近代化を茂るにあって，干、戸金についてはき"lI ~c:7)(設の不足の折から， 1直」ュげのrrcfjg]では

なかった苅官、上これを弘合わせ，他日首~2 ¥1:耳七五張工事日'jeJ州三より 元な給水を L うる fl~ーのいたる

主でず11呆さオJTこc

1 条例lの一部改正

Ti'u記大刀:2作(1913:ド) 4月 1円'%Ijfuの水道給水条例は大J[元年 (1912il';12月市会において誠

決されたときは，借家人でも給水装置ができるよう，その第11条において 3 安主または借家人が工

'lfの;品求をしうることとなっていた。しかるに内務勺はこの条例の許可に際L.この条項を詰1]除し

て-f1t宗人は給水装院ができないように修圧した。レかしこれでは不信であるこいうので，穴正 2!.]'-

(1913{，'.) 6 月本訟を向っけない限度でitのようなただし引を追加する案がTIî会に I::r~ 可決さ件

た， 1I且し本11ーにおいてぺ引討の理，11，らりと芯めたる者11:此の際にあらす」

!;g5節 '~2 思拡張工事の搭成と給水条例の改正(大正百年〉

lω 給水条例改正案の上程と撤回〈大正3年〉

百~2 回拡張工事がJlli'bょくしてTJかな水誌が荒木すーると，従来水不足のため水i主の新規出nの'1'
込みをlITんできた方針をなげう b，反対に水道の辺1I1を在h奨する力会1に変ったc そこでこの精神を

盛った条例改王家が大正 3 舟 (1914年〕島月 8 日水音~13号議案として 11;会にヒ和ごされた。こめ新し

い条例奈は刊の要日を終ったものでめった。



( 784) ~13 布 1 ノ'J(;U条例70ilの変i翠

(1) 新たに 2戸!日の述合せんを設ける。すなわち専)iJせんを使!日できない人に '!OIJせんとJU日せ

んの I-j1fHlのf，]_i泌を設けたn

(2) 'i:;;業川として多iAの水を使用する者には共同せんを認めない。

(，) 新たにノ'Kìn当局の 'I~Jn をも η て給水生!i依を施工し，毎月その:仁枝の百分の 1 ずつを使!日料と

して{蚊11立するf<Eil;を設けた。

(4) 1か月使用水泣 3，000石 (540立方メートノレ〕以上のもの， およびlIi税の免除区域にあるヱ

均で 1かrJ2 000石 (360立方メートル〕以上の使用者は Ili参事会の議決を経て相当の割引を

することができる。

この条例改正案は参'1'会の議決を経てTIT会に回付，司同交委員に付託されたのであったが，その蒋

議'1'1"]年10月7日にいたって， "nT長は水第13-';-議案給水条例改正の何ーはなお取調べを要する点、があ

るので撤回し、たしたいと議長に中入れた。議員から，参事会が議決し澗査委員に十j託謀議されてい

る議架が，そのようにかつてに撒閃できるかといろいろ非脱があった。 71尻1¥土R}J役や戸升，ti昨が説

明し，大谷局長が議場であやまって撤聞してもらった。その l'怖は次のようなしだいであった。

、!iW!jの!idl:¥'n刊せん戸数は13，664戸であったが，そのうち 3.530戸は家尽賃貸朝日格が10円以下で

あった。すなわち共ITJせんをjlji月1する資絡があったが， jl，JTIせんは従来 6戸以上でなければ設l?i:で

きなかったので，やむなく WJTJせんとなっていた。それが新しい条例耳、では 2 戸以上で~lifìせんが

設i在できるようにしたため，みな述合せんに移る心配があった。すでにそのような収仮いがいつか

らできるかとの照会・中込みに Iî' L 初めて以上の"If怖が判明し当局をろうばいさせた。当時~i~ 2 

日ty1¥'m工事伐の債務院1Mのため 2'，I;.IJ 5分のIfi微をもくろんでいたI!:i'，む:うと。おりからの経済界の

不況のため空交の数も著しく見受けられ，大iE3 if-(1914'1'-)の初頭以来 6，000円程度の減収が現

われてきていた析からとて，かかる I~けiE によって収入減をきたすことは経営上大打常となるの

で，改めて35を繰りほすため撤回したいというにあった。

2. t首徴と社会政策{e晶lL，た条例改正(大正 6i手〉

U~ 2 \~l拡張工事は 5 年の年月と 7 ， 000 ， 000 円の巨ï-~を投じて完成した大工事で， ~.~/ll給水能力が

T;fl大してあふれるほどの市水に各池は常に満水の状態であった。しかしながらこの工τli'it財源を起

依に求めた関係 1:， ，Tíh'tは -Wi~t数倍の急増をみ，その償還のために工事完成後は財政計悶_]-.， 2前

5分程度の明徴が必要であった。ここにおいて水道使用料のi¥U4>!を日的とする料金の改正と水道需

要者の新規WJ訴の二筋道が2i局に負わされた使命となったのである。

;三.iE3年 (1914il') 8月，一度この目標に沿って立案された条例が，前記のように流民となって，

当局は開設に雪さを織り成 L，大iE5年 (1916iF-) 7月10日新しい給水条創案をitr会に捉H'，した。この

条例案に対してはHíJ凶の撤回の事情もあって，市会方商におL 、ても特別の11\1心を寄せ慎重審議に ~lí

った。市会においては 700万円を超える水道負mの償却を無視することはできないが，当局の})草案

は応益主義に徹しているので，もっと社会政策を加味して市民が料金の支払いが容易にできるよう

抑案すべきであるというな見で，一郊の修正が行われ次のように決定された。
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れや

1 放任給水

(1) 1}';j' iこは 1 カリ'Irσ) j:ニ ν)OJ::rHm~出*

(2) 2 J i Jj_l:のために「る私liEまたは公設共加給水

fこど L， (Hf úlfiti十 1 か円 71【1U_f二の家尽にJ;I}1.l寸る訂または直tlil "l税もし〈は家Jiìi H'~lOPJ以上を納める ù(よ

JUIJせん給水を，豆けωことができない。

(1) 放任せん専111給水料{I:::

Ix. jjlj 人f1 5 人主で

内銭

1 人を Wr寸ごと;こ

京 nty i[ ulli出 1JI 201'JJ;(_f 1.30 1 8 ~Q J自

" 
ノ〆

か 101'1以」

グ 101'1未満

外に文せんおよび浴そう

1.00 

70 

支せん lせんにつき JJI 主:せんつき浴そう 立:せんなさ;行そう JI 

15銭 2 5 ~~ 2 0 ~x 

'1一応の FJj.イ1者

ほ 即J 1 牛 l頭 lこっさ|応 1日Hにつき

11 

吃K
A、

伐) )j)([工せん， JUIJ給水

月j

JlJ 

1 5 ~Q 

1 0銭

3 0主2

2 0 " 

)1; J日の ):i 1ik p 0) 共川 I 5 Fij:で吋111 1 

Jl川せん給ノ1](1 Y..i 1かnにつ主 50銭 I 3 0銭|

2 ;i.1 主f 給水

口.~ 1 H 

付) 'u公署，学校，的院，[i.!I.[列J};j，集会f'!Tその他これに!JJiする営業

(ロj '1ト:駐のため水をJ>Eうもの

付ンド，支給水せん 3せん以とを備える者

件) 本原およびHlrAi.s物をなせ5011'以上の家屋Wf上占

(ホ'j '1民 4~jJ1以 l を j>E j立「るもの

付 Jull: X"11 fllJ.J.: O)sc庇または一定止さる百

ただい市長において多放の水を使JJjしなし、と z出め/こ者を除く

お 2 削船舶主 fニ(J.船舶~{ì;}(.ytiへの給本

:i:H 8 fA JJ;(動力，吸水，庇池， Jj9:水，娯楽， IJ<1洗浄，およびエlJiその他臨時111

" 
" 
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百， 1 泊料金

I )J 150石までの本iバ問山過凶[こっき 12日or石組組石につき15，0閃石超過川こっき

lかnにつき| 川政 9 [lli 8国[5毛 1 8厄

製

ただし製J主IY、および r1îfs{ o_)免除を受けと】世~;1tT ~\~:ニ対して l 上安 '11: :i-.:の議決を経て1'<1.1二料金を ìJ~のと

おり低減される。

医 月IJ

U コー
1吟
A、

2 ，凶日石町;~水出 1 干i:こっき 5，000 ;ゎ超J白ノ'J(lk1干1につき

-I! i悦の免除，土'立ける 11l~;主 r::\'γ

7 JIj[ 

l:;i己の 2'，I，'ljJ:J，内減

5担[

!こ;IUの2訓以内減

{品医料金

1，肌旧行主で 11 i:こっさ 1，000口超過料金 l1.Iにつき

8匝 7 J]f 5毛

i:H 2問料金

船舶)日料{l;::i上l"1i:二コき 2紋 fこだし船舶給ノL虫、討に対しては特別料41による。

zn 3附料金

凶 ん 山 川 主で|空理風ltl:TT;胃き肝心日「?1:古野;J(_!ll:

25伎 2政 41'1I I 2佐川 2い i

1 3凹石超過水泣

参 'Ii会の;品日とを経て 1石2
3主主で侭減

この料金改正は 700万円にのぼる第2凶t副長 Cjii'i事業itiil'l迭のための喰4立を目的とし，さらに

新規水i立j-l;P}~:1羽Hiの[_j燃も盛られ，水道事業特有の使命がX'jみに収益性と社会政策的見地とともに

織込まれたもので，ことに計 i11給水のスライディング・スケーノレj\j.qや放任給水の家屋n貸価格HiIJ~~~

特色のあるものであった。

すなわち料会について 例をあげると従米 1か月 11'1均一であった放任給水の料金を出{主家屋の

iH't鋭によって1j1，乙， fJ1の三段階に分かち，叩は 11'130銭，乙は 1[JloO，丙は70銭として，その

生活EMLtによって水の消î~l誌もまたおのずから相違があるものとし， ii1i !{~t と能力に応じて料金の決

定をしたのであった。またP，j!J，にして共}1IせんについてももHHの恒石を本位、に人れ，色E}日戸数の多

いJ七日lせんl土不能も多いという;主的に日1IL.，共Hl戸数の多い水せんの使}Il料は't(く， uHll者の少な

いjJ;J十jせんの位打j料は!日制とよーるなど制11かい配地、が加えられた。さらに計試せんにあっては公衆{年1

j三時一重の :0~1!-1から浴場}Il水の火悩割引をなし，また工業の特別優遇その他大量使JIl者へのスライデ

イング・スケーノレjjjlj割引が徹底的に尖行されたのであった。

料金以外のiMにおいてもこの条例|の特徴は，まず大j主張工事務)iJ.後の佐山'なノ'Yj止をさばく方法と

して給水;11I裂のlJI，大IJIH1iをはかり，従来にヨH心、て給水工三Jd1r安12か月以内に月以分'，I;IWlf，jよる方

法をJ京Hlするとともに，さらに rliが給ノ'j(装泣を~，前袋詰立から毎月工事授の 100 分の l の色EHl料を
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徴収して貸付け 2給水す一る出'11立を新たに採用した。この方法、は昔、屋または土地の所有者以外給水淡[立

をすることができないという，内務省が給水条例にとった方針に対する政けjaを講じたものであっ

たが，借家の'~，~業人勾にとっては念願の弔問せんの引き込みができるようになって， l~i に稲音とし

て歓迎された。共川せんについては従来公設共用せんは10戸以土，私設共月iせんは 6戸以上の使用

苫がなければ設ii5:しなかったが，この改正によって 2戸以上の共mせんの設泣が認められ，新設し

やすいi反扱いをした。そして私設共用せんと公設共!日せんは料金を同ーとし，共111せん l基ごとに

組合をつくり，組合員は共JTIせんの料金について市に対し共!dJ)，if祁F の武任とした。また施設的には

今後は私設共111せんを主とし，公設はIi522しない方針をとった。そして共川せん使川者の資格を居

住家屋のi¥i:.'i価額や納税制によって厳選し，零細な人々に限った。

乙のようにこの条例は明治時代の色彩から全く脱却し，大jUlftの新らしいl品'泌を51iiりあげたも

のといえるのであった。 しかしこの条例の随行については磁々準備の必要があった。大正 6jr-

(1931"1') 1 I~ 25日から全市の家屋賃貸価格の調査に弟子G，同:il-5月末完了し， 6月1日からl!i

条例を施行したのであった。 最初jは家屋賃貸価絡でいろいろ問題が起った。すなわち従米10円以下

の家公の家として共IlJせん加入者であった戸数のうち，約 5，50日戸は 71'1以上の家賃のため3草川せ

んを設置しなければならなくなり， うち 2C日戸から昔前一が持らjさまれ， 100戸は当局の説明で納得

したが 1ω 戸は 7Pl未満の家として共111せんの仮!日lを承認しないわけにはいかなかった。

この革!i条例による調査の結果，給水戸数の色分けは次のようになった。

l/dL Jil1民 W!IIせん

京尽日貸出怖)12日円以上の給水戸数

[iiJ上川i怖)HO!'I以上の給水戸数

li.LI:10!'!未尚の給水I'I数

放任，!:iS2防共川せん

家Hi¥iHl耐台月 7円未尚のもの

~_4， 841Jí 

7，610j=-i 

3，622;:1 

16，073ii 

33，149); (引きtJeさJUIIせん川〕

11 7 rJ以上のもの 5，442戸〈耳mlせんに変るべきもの〉

品業)IJとして使!日のもの 16日);( 

38，751) ; 
" 

そして新条例の胞fj'以後その'1:(大正 6 年〕の終りまで半~I の!日i に次のような変史があった。

1. )';川せんから専月]せんに誌記した戸数 1，273Fi 

2. 水道施設をitL.Iづけしたもの 113p' 

3 製造工業として給7/(1"1{tえの'，'月引について， Ili書官会が承諾をした工場は次のとおりりであった。

大正 6!'I'-ljl I大Jt:7 !'I~. r!1 I大 川 年 1[1 I A. .il-: 9背中 l

22 8寸つ7¥-

〕
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第 6節震災と料金の値上げ(大正13'ド〕

7112 回拡張工事によって大きく t(1加したノIj\ li~ も大1E10年 (1921 il') ころよりようやく友季の水不

足がJilられるようになり， これの対策として火正1211'(l923il'.) 7月余計iji;制の;J;!むを企凶した

が，当然j訓告に給水条例の改正が企てられた。この改正祭は専)[Jせん l 戸 1 か)~10立方メー iルま

でを80銭とし， JI;ITJせんは 1戸 1か凡 3立方メートルまでを15銭とするもので 1戸当りの料金と

してはむしろ、ド均して値引きとなるが，月以i色Wiiにおいては改正"liiJとほとんど変りのない計算であ

った。したがって節約する 2訓 6分の水盆がその後に順次地収をもたらす勘定となった。そして他

の一つの特徴は料金の 4卵!徴収制と 1JUJ分担!t :~;[ïì引i叶ilJの採用であった。

しかるに大正12'[.(l923iJ'.) 9 Jl 1日に災発した関東大己主災によって水道施設が域i成L. ji~::12 語家

の激減した水道Jl.f政をもってしては到底この計凶の遂行は不可能となったので，全音l'i立，1刊のとりや

めとともに!こ記料金改正のI!JuNを取り下げて，改めて新しい事態、に即して収支のパランス在得るた

めの収入増をl苅る大限目のもとに，現行の給水条例の一部改正をすることとした。その内容とする

ところは従米の料金について各種別にわたり次のように約 2訓の(直」二げをしたことと f江米の条例

では給水装置の新設・活設・改造・修;n~ ・撤去に際L..，工事の設討を変返した場合を除いて，徴収

した前納金に過不足があるとしても送付または追徴しない規定であったのを，新条例では前納した

概算術Lt工 '1\ 法成後これをキ幻~ L-，過不足のあるときはi墨付または追徴することに変更した。この

条例改正は大iU3i]'.(1924iJ') 3 月 31 日 ih会の議決を絞，内務大 r:'~，大蔵大臣の'3'\可を付て [TI]Jj'. 8 

JJ 1口より災地された。その内容は{Xのとおりであった。

来ト 金 表

改 JI 料 金 IH制による料金
川|使!日別 j間近|一一「一一一一一i一一一一γ一一一一

I悲本n;" I超 過 料 余 i基本料金 超 且 } 余

計ht給水飢 1H~ !一般引IJせん 150石! 11'1州 150石超過 l石い円5日銭 15町超過

l l i lbき l仰毛| j;61i9脱I 2，000:r;超過1:r， I I 2日E石超通
!につき 1銭 I [ 1石こっき 8鹿5毛

i 5，000石超過1石 I [ 5，00C平超過
iにつき 9厘5毛 I I 1石二っき 81_!ff 

:\I~ i立に X~ 特例 I (会 Ji会のi議決を経)I 2，剖白石組過 I 2日D石起過
! 1石につき 7厘 I I 1石こっき 71m 

5，0001i超過 I I 5，00C石組過
I 1石につき 5医[ I 1石二っき 5Ni 

l即日一一〉附山……工訓訓訓一栄対畑4特主
iぬ品 尽 i 川1 ，[∞~O石までl石[ I 1，口日O干石I主で

i につき 9厘5毛|、 I 1石につき 削主

i I ~~?~石超過。 1 1. 7医5毛
I 1石につき 9J]I j 

百~ 2 HI I ~Jtì出l 給木 I 1石につき2鋭5腹I 11，にっさ 2~_\ 
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(兆円jせん〉

会計:FkIJJ!jの実施と条例改正(大正15"1ニ〕}Jt_; 7節

それは拡張されたわけではなかったから，横浜の復興日、災で岐川〈した施z没は~I，L、 iUl II されたが，

旧態を35える以前において，拘びjJJ災j~Cljíjにおけると同級な水不足の亦f ，-';が急調子に進践すると，

4Jがtllぜられるにいたった。元来初2回iIL;;iJ1て ['11:によって本Ili水道の規模は l人予iり11ニiのi車川ノト

工業の発i主と文化の進[r:，: 4 )'!~方尺 (111 リッわけとして800，即日人に給水可能の施設であったが，

''''' IKは人口がようやく 400，0肌)人にi主した科!立において火Jヒ14年(1925'1つには友季の需要を i一分に

しかしこの主たる:~Il>fNは，政任也による I~ 山奔放の水の滋t'lにおちいil~~jすことができなくなった。

る弊;古に起因するもので， ;n)uJ司こそはその J0.l済筑としてjはたと己ものであることは，他都市の災例

をみても明かなことであった。

元米全計 iil:ilJlJは火IEの初期においてすで[こ'，1"1ドil!jされ， di災前 rIIiの大1[12ol'(1923;1'.)にはその:k

そして 2ljUi案が内務省に!--l-liiNの述びとなったが i，人_:Jとによって全くご破算となり白紙に返された。

この全μliu制の;kIJむに'1の後大正14'1'(1925'りにいたってそのI'J況を|到ることになったのである。

ついては給水条例の改正が必要とされたので，ttoノトの必要と料金負犯の公平を凶るという大尉伐を

1，，]'1'12月291Jそのよ主i)とを防げて，全iJl:tlt)ll~~Îjむにともなう水道i史JH 条例の改正が'"会に保安され，

7JJから均行されることになった。今この改.iL条例の総て内務省の許百]を1-~J，大IEl5óド (1926'1')

こ}三要nnrjについて述べてみると次のとおりであった。

従米の「付liFi!f給水条例」というれ的、が「般iFiliノ!<j且frli}11 条jYIIJ と変った。 'E i!i秒Jのjl~1fI料

という主11念から条例の名祢が変ったのでめった。

)
 

l
 

(
 



( 790) j(， 3制ノ'j(;丘条例7C)iI'.の索活

(2) 旧条例では給水の碩~lについて放任給水および計註給水と給水の方法によって区別したが，

新条例では給水装置の縮努iとして脅迫耳iHJせん，特別専JIJせん， JUIIせん，消火せんの HJlを

あげ，主としてもEIIJ の IK~IJによって分けた。

(3) 新条例においては全計主l品目のlむ'Lをした。

(4) 新条例の料金制度は 応応益主義に{拙 l，全;il-J，tilllJL止による佐川ノk泣に仏、じた料金をi'!ll¥さ

せるもので， I日条例のような社会政策を加11味した応能主義的制度は彩をひそめ，わずかに零細i

使月]者である共J1Jせんにおいてその味を成すだけであった。

(5) IH条例までは羽川せん料金は似則として給水裟泣の所有者すなわ b家主の主任であったが，

新条例によってもE川料は伎町]者から徴収することに2t~され，給水型i Ií~J: の川市者は下手に使!日料

*lliHについてJ2li;ilh1i任に{壬ずるだけとなった。

(6) f!史JTJ料の納付を一般は'1'4 JVJ制に改め，多北他川首だけを11m払いとした。

(7) fJJ.iIlJNについて1)間分ほ51額のliij前五日|立以IIJした。(1Jj月払いは UJ分前納〉

(8) 言|並の単位は従米の岩;1刊を廃し立方メート川附*JiJした。

(0) 会計盆制にともなう水道メーターの設立授につし、ては水道メータ{を除いた材料伐のみを7JJ

要家の負担1とした。

(1曲 全百十量制の採用とともに従米からの水道メ{ターi出!日料の徴収を;散防 L， 1!\~料貸与すること

にした。

(11) 以後にこの条例改正の目的は全言¥-iit制尖胞にともなう改正であって，収入増強を目的とした

ものでなく， 1日条例による実収額と閃限度の収入を目標に，料金のレートを決定したものであ

った。しかしこの全計盆制によってお必の水を節約する計画であったことは，従米の4分の 3

のノ1.]¥.1辻をもってj，.J-租"の収入をもたらすものであったから，災質的には将米に向つての税収を

J~込みうることとなった。

このように新たに定められた言UJ.i¥iiJの料金は次のとおりであった。

世1lli}，I]: mせん

一般1.lj用せん l か川 10立)jメートル主、 1I 'JOOfJl， 10立)jメートル紅jJ品1Sr万メートルを地すごとに 8;)' 

5IT草地g

ただし大量使lfI者に対L300 J'L)jメートル組J品分についてはilT安打会の議決を総て 2訓以内の低減をす

ることができる。

it~ Fi'{ 1かJ110:u'ブJメートルまで II'JOO;)'，lOj}:))メートル超過l立)jメ」トルを制すごとに 5&，

刊 j]IJ1.Ii)l)せん

w日船舶給水 1かnlO.u万メートル主で 51'JOO;" 10立))メートノιiW過1立)jを判官すごとに引)以IU

その他のillif給水 1\Ì~ブJメートル 1 rL10日銭以内としi!J参 Ji会の議決を総て5こめる。

ただしpliì 自M~~水染者に供給寸る助(dJ~ !í')百二工出。

娯楽その他の給水は iか)J ilIin:1it 2 SC)jメー 1ル立】ごは:H本料会を50伎と L，1 SC)jメ-1";しをjUすごとに

2C銭増。



河川端水浴条例の~ j';l (791) 

)1;. JII -0. ん

)1、川 1"んな他111しゾるものは京日¥H¥版協 1jJ>j ) 1511J米山のiぷ!長;こlufi:-J-(，)古と寸る。 lか)1山口¥f州路

10)IJJユ1:0)京h'に!ι11:-，-る tfl上lμ1かJJiit{y_:lt: 6 ú:)j メー i ル主では印~L 紅jl且 I 立ノJ メートルにつき 5

，;(， 1かけのuH!1目的10，【l未山;0)双山:Cliifl-，ゐ('I"{JljIlか)J i'ljî'{~ lit 3 _-';L)jメートル去では18政，起ii姐l

立)jメー|ルにつき日銭。

この料金改j1ーの帝占県についてみると，各 y:::i の中()ノIJ(~以 iiiの設備内符のいかんにかかわらず， 1斗一位

川は1'1'-)の料金はひとしく 1史11])，\に l心じてのυ !Jt"l に i~ ったため，従主任 1 か)J 抜本水対 150 石 (2ï立方

メーいけま C1 1'180銭をM低料~IÎ.として交払 ， tニ _;_j"l:iIU~ ノkャ 1 か月 21'1以七も支払った支給水

せんおよび浴そうの仰となどは，己主iEの紡来 1か月の基本水説10，i:)jメートルまでのi止低料金 11'1

もしくは超過少Wfi料金ですむこととなり ，Ijx~ に家Ül0ド i未満の:;id云に Æt}住すむ家庭でも，従米 1

か月の色I!川料85銭であったものが此低 1か月 lドlを要することとなり，この改正は家事11]水に|対す

る限り仁lこ1E大で Fにi邑附なものであった。しかし小i企業者のごとく E~栄を営むJii!，J，によって 1 1.1米

;ill止給水のJlj(j以いを受け， llilヲの使J-I~ii1:lo:ii.:ブノメートルにi主しなくても水道メーター1史JI]料とあわ

せ， i江;UI可を負制したI'iは改正のあ1;*1か)j1 1 '] に卜がった{タ~もあった。乙のょっに各倒の不均

衡が:il:J笠されて，一応ノ'r'~_d:に応じての公立な賦訴がなされたものであったが，改且iにともなって従

米とJt絞して11]途別にみた料金収入はikのようなI目減があった。

ヌ')，: JIJ 4 %~}}減 日た 111 jl)括的

ぬ h{'i;t主 j1'u減なし 共 111せん 16%減

け日'1せん 30%1¥'1 

また料金の 1{f-4則制と 1WJ分限Wrìír約出1]は水道当局にとっては，その '1\務fiîiぷ化のJ:~こおいて

火さな利益であり，また未納欠航防止Jニ好都合な良波として採)]]されたもので， :1¥尖事務的にもl!J

政l内にも資するところが大きかった。しかし一方一般市民の側からすれば，まことに得手勝手な丹市

}ftであって，乙れに対するI!ít，の反対はなかなかに+H~iÍl く，折からの水:hi:不足による断減水筒笥と

も本Ill!'A述 L，I概算自ij/，，'j制反対のための市民大会が院11mされるなど当防への反発は鋭く j放しいものが

あって， しかもそれは長くよ品をリiいたものであった。

むr~ 8節船舶給水直営による条例の一部改正(大lE15年〉

大j[15斗 (1926{1')12月多i)の懸案であった船舶給水事業の買収が成立し， tuや;区議することと

なり， ~lrliJI'IK，合点関係料金が次のように決定され，条例の一郎に改正が加えられた。

iu: 1'(，;，'給水 1ゴc);メー 1，)lにつき 2 0鋭

ノj 、 y'{艇k~ìJ}: グ 3 0 ~Jl 

;!li !:般有;ホ タトF)ji}ljJ~1吋 1 :1'cJjメートルづさ 5 0 "l 

タトド)ji)_![iJ~ý卜 " 1 I'f1j__ITIごとに15伎町

外;ニ1主f!lJ荒天のJ};){y 2 '，liIJJ~ 



( 792) Zl13 ~jll;1 水浴条例70.ijーの議選

2高9筒i 概算金前納古Ijの不言平と集金制度の採用(昭和 6ゴi二〕

大正15;1'(1926"1') 以米の概:t~ 金 lìíj納制)立は ~'j tJJからt! i氏のnn に 01，~1í'のfizがすこぶる向かった

がョその後 )-1二を経ても依然として不詳であった。!JIIえるに ~í11，¥)[1卯の不況もますますつのり， -t!i氏

の1皮弊も著しいものがあったので，そのflill.'¥ii減を限るためにも，これを撒隠せよという世論がま

すます向剥した。ここに械針金iiiJ約制!立の自宅tIを前提とすれば， 'HWI徴収制は移動ひんぱんな都

市i.l日氏の'1'[絡かん未約欠引のk:JCJHをみることとなるので， 11然その日女正をもf-iわなければならなか

っTこ乞

このU\ lに処して ~'í);"Jがいろいろ初任考究をi主げ，料金の毎月徴収をi¥'陀として検討の紡栄，五L米

のI，I'JI寸 jlllj より耳、::J7.制j止をもってするときは，経ï'tにおいてもその '1' 祖1T~tU&にて災施可能な見とおし

をうるにいたった。ことにこの制度はllifiCに対し絶大なサービスをIJGVlする点においてもすぐれて

いた。すなわち 1WI分収:El金予約制度の/f~;1干による防止は集金制度を él二み IHす f'J休となったのであ

った。カ〉くして条f刊を己主lEしてfI{3手16'1'-(1931i1'-) 1011から， J羽せすごして聞のコJ反司Iと11与を1;;1じう

して，全[1'1にさきがけて集金制度が実自白されることとなったのであるが，以米この11河!丘が引続き今

日におよんでいるしだいである。

この毎月集金告'Iにともなう条例改百一に際しては努めて尚代将有l'にのっとり，社会の;i~併に則l して

財政の討す総凶において共川せん料金の低減を図るなど，社会政筑を取入れるとともに文化生活の

向上に問Jl，水i%fl史所11]7](および1'1到I})ji洗浄ITI水の値引をするなど時代の要求にr，t:じて次のような

随旨の改正が行われた。

(1) 従来の料金の年 4J明徴収 1却l分担l!第一f市4;1;111立を}jel j'j)J !l、金<1;111丘をs:I;むした。

(2) 時勢に Ull して一部料金の低減を図り減免の~{[j聞を拡大した。

共 )11せん 1か月賃貸{同格10円未満の家屋の居住者は月使用水!日 6立方メートル主では60銭

であったのを50銭に低減した。これは専用せん10立方メー|ル 11'1に対し Lsi:方

メートル単価が向ーであることは均衡を失 Fるという考えからであった。

特別せん従米自fリIJIII洗浄，水i員UVYJr~~ はまだ1111 及J1の低い時代のままのldl念、からぜいたく

) 1IとしてJJj(扱われた。したがってその料金も 2立方メートルまで60銭と l，その

初過水没 1立方メー iルにつき20銭的であった。しかるに当時すでに自動車も水

沈便所も実mJVIに入ったためその料金の低下を図り，基本料金はそのままとして

!:3立方メー|ルを起ゆる水設に対してはTIi参;1¥:会の議決を経て之を低減するこ

とを符」と決定l，ょ~I;~{ の取扱いとしては一般専Jljせんといj織に超過水li't 1 :lJ:カ

メートル 8銭 5E立とした。

(3) 従米は給水 lかJIに満たないJ};}合も基本料金を徴収したが， u!') 1]16日に淫せず日iJ_!(l!bY: 1主斗

ノ1<11tの2分の lに達しない場合は半額とした。

(，1) 水道メーターの作Jllに閃し検:-H;;iì;!(の場介の(，:~);について従来の 100 分の 3 を 1日日分の 4 と

ltこ。
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間浴場長fiirtとしてriJJJの版関を Iti)_止とすらえことは、11然 C. もJtiF-;!(;nも生/こその線に沿い，引にh¥'i

i可占、その多I片山m宥であるとし、う山からも，jJIの特殊工業として新興の愉/!I1染色工業におiしては，

またーブ'ji-品川;政従のーは!から船舶給ノ)('1'連防給の育成のために料金の判別'gl]ヲ|をすることになり，

1IT{，f[18 :{j 一而ilTR主に協力しさらに船舶給水の:%it先発民にff-tるr1(1'0をもって，;の料金を引下げ，

(193311'.) 3 J13H1 iくのように条例の改訂が行われ4月 1日からJi泊された。

製造工丘、のうら愉iJ"純物染色立幼lfIiJ(にして 1か月 3ω立方メ トルを;{:[4えるノ'.k1itに対する)
 

1
 

(
 

一般の 8鈴 5尽に比べ 2~t，qJっ|であった。〕N!ITJ料は 1\'，人 jj メートルはっき 6~H 原とする。(iL

向ril:Ji'l$かK'I'連防給水に対する使川料を(l(のように改訂tする。(2) 

2 jtfl]i]1) 1 カブJ メートパ〆につき40~X 01:， 東ノh堤および:1ヒ水堤l吋(村l'nnH~?n 1区内〕

2 ~!jIJ _， 5 WIJi] 1) 

1 )'(カメートルにつき防波堤~$ 2 -';~.繋崎将撚を ili~

1立方メー iルにつき50銭 Cil，。トjWtrx:t;I?õ内〔抄'd民地 j1~ 41文l何を含む〕

外防波堤外(隙i民地可~4 医 l>Jj波探外を{~Ü)

JJLとし 1rhj Hl主で65j;JlとしL)， 1二1iMmごとに15(Ii長をfN-J-ものとす→。

工業招致と港湾政策から工業用と船船用

給水料金の引下げ〔昭和llln

2iill節

さらに工業用水が上さきに111の特殊仁業である染色工法にお!して 2古IJ科医の川引を決定したが，

うやく問題化しようとするのに J九")'r:ち， lliHnl1イド (1936{1つ4月 1下1より I業¥'r-r打のM!liiTから工均

さらに船舶給水の小汽艇に対する;切り|を敢行十日孜前としての斗占禁用水大前 Il~m1'¥'に対する;刊iJIと，

L.， ~\別需要に対するサービスを次のとおり)~施した。

一般製泣工業IIIノkにして 1か月の使j日!止 300立方メートノしをMlえる水故に対 L1)1ブjメー l(1) 

ci九従来 8~Ji5庇)ルにつき 7銭 7周とした。

船舶給水使川料(2) 

I(U長給水仙川料金のl吋ノトれ純に対する料{i;:を正u1主給ノ'kなみに 1=¥'r:ブjメートノレにつき20銭と

(11:，従来30銭〉した。

l 

~搬給水の内*水r]Ëいiにおけるものは 1 -¥'(ブノメー 1./l-;こっき40}QとL，外防il!ir足i什は50銭つ
“ 

であったのを1しく 40銭とした。

t(~ 2次世界大戦の進展と隔月点検主1HZ節

および集金(昭和195f三〉

rlをおって中uu日ははげしさを!l{-1和116年 (1941イn12月日支'Ii変からさらに大東夜戦争に発IKL.， 

ま/こ'Jcrげ(!i召Ue，1)'(11れい二より銃後におけら人的資出iの欠乏がようやくはなはだしくなり，JJ~ え，

ついには集金事務は男子就業日、tIニ令の対象となるまで

におよんで，毎月 js金のサーピスはFiMJ点検ならびに集金への修行を余儀なくされるにいたったc

約 ~W~~{ì 子宮?の方針から行政~~rIH も行われ，



( 794) ?f~ 3耐水辺条例70~ro)変j1，_t

全く IIljj\;の型:ぷであり 11 ，lj の i/il:~ しであって，こ i LU)'j(怖のため1I(11'1Il8{1'(1似3{J'.)121130日条例の命

的を改 iEL， ;，~，;!イ 1 ， 1けからrJi内を'1'，ム0)2 1世|ろに分から， '1'乙川I1に点検ならびに 2かI1分ずつ

集金する制度を確立した。それ以後今日までこの附月集金7)'続けられる端終となったのである。

;~113節 終戦後のイン 7v.-Vョン進行にともなう

料金値上げ〔昭和216ド〉

百32次111界大戦の敗事うようやく明らかになって， 11{1和20イト (1945年)5月29日横浜はB29爆幣Wi

600機によるじ bうたん爆曜を受It，午前10日!jごろ全日iいたる所から燃え 1"がった炎はたちまち全

市を火の日~と化し，ノF後 3 時ごろにはどi三く b't き尽して--ílìiの焦土と化した。焼失lìíj総人口 1 ， 019 ， 366

人を織し，給水戸数 156，398戸と号したtb¥i兵は，今や周辺地I正にわずか47，705戸の給水戸数を残す

のみとなった。しかも漏水のために水圧が低下して問辺残存地区には全く水がとどかず，間減水J出

灰:があちこちに残された。加えるに終戦後は進駐軍の大~Íj~トラソグやトラクターおよびクレー γfn

/\，~~ m:ht fl[両のすさ主じいii来がj註li"6をこわい水道{(i;を似つけた。このようなmnttHjil正には初めて

の日木の道路が，その試練に敗れて，水道竹もそのため漏水が随所に生じたわけである。このため

水圧はいっそう下がってますます水の!れない地医が生ずることになった。

とのような状怨にあって戦災後しばらくは.tこだ日清水修理とJIll水!烹Mの拡張および運航給水にも

っぱらであったが， Inl~l~料金徴収のための準備も進められた。すなわもusーに残存給ノi 家尽について

の調夜であり，ついでノ、ラック羽交，そしてその台帳の殺到?をし，さらに地区的に給水状況につい

て週水の開始時 IUJ，給水の良子?句作納lに調査して，その状態に応じて料金の徴収開始の月を決定

し，さかのぼって徴収を開始した。また)ffi水状況によってはとくに半納または無料とした地rzもあ

った。このような状態で件口先の需3554:が;こさく減った1:-，に，7/(が1-1¥ないために徴収不能の地区も寸今

じて収入は激減し， 方では終戦後爆発的に物価・ 5;銀の!日，Ht-tが起り，水;_uア工業J係~lのノミランスを

うたうようになって， J主に料金の引上げをしなければならない羽目に了人むいたった。長い間なじんだ

料金 1かfJ11'1 (創設以来ほとんど 1fつが多かった〕という，わかりやすい料金は遂にdiえjトヲたの

以みれば大五一13刊、 (1924{1つ災災後の財政処JAのため値上げしてから，その後l土問に触れ， JJiに削!

れ数次にわたって随時料金筒下げをつづけてきた料金ではあったが，戦災のため返に収支の均衡を

失い，災災のl時についで値上げのやむなきにいたったのであった。

また市xil'j 中 lì7)(，立メーターの製造は平和産業として資材的 ~!f'J げもなく，
-
LlJ/}もそれぞれ時同日目

業への切校えをしたため，メーターの入手悶難となり，一応tl下!llYilをもってしのいだが，多数のメ

ーターが焼失したため補給がつかず， !主に全計収制を以来するのやむなき1こいた l_).百十_[j}:i!iiJと定前1

;lillの二本立と L.í:巨額制は '1;，1;'"員数~，I?IJによって計算することとして昭和21 1，)'. (1946{j'.) 2月次のと

おり料金の改正がfIわれた。

i-i:::官nせ ん

一般 1T i 5人全ご 1か月 4f!1削 U，5人沼地 1人を!円すごとに801，をt刊す。



百c1 :"t;'i: 1/'(辺条例の変地ぐ 795) 

川 i Aト，1パ

n~， 陪 " 100 " lOI'JOD~~L 10ゆ " 
特殊fII N 20 " 16.~α)~\~. 2u " 

船長引~ç{ì !l( 

[斤 JEF{与水 1 -¥'O;，J. - !'ル':-=-~-)さ 11'100" 

l、l(If'll*;下水 " 1['J(I的政

迎知事-~水 " 2)!J日)n:~-

前 1わI11ωリホ:1[-15:i方メー I-}-t-去c' (-ïr J5(};t~ ， IS¥'UJ六ートノιt!泊1ν )J)ー ル 1 二コ:_~ 40以

。1O，Ji

o 帥 1¥

j七月Hlん

11づ5人全で 11) 21'1001¥， 5入超過 1人を制すごとに 40;t明

第14節 イY 7 v""，，-v--ョン の進行と数次にわたる

料金値上げ(昭和21~26年〉
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公営企業法に決く条例改正と会計量制への復帰

〈昭和28年〕

第 15Il"ii

その中杭泊ぽ:がr'ie収されて.TIi弐J士市の照辺一帯にー戦後横浜ばアメリカ第8*の基地となり，

ぞれが保則的になって，周辺各所に密集地花ーが衛星的lこ散在する歩後i!1して居住する上うになり z

これがため従来巾央にi}:'，~く，周辺にしたがって務くなった戦前の住民構成とは全く主うにす工っfこr

ことにE陵や荷台の多い相違を来し，既設の配水系統では円滑な給水を却I l-難いうらみが .l~ じた3

被浜の地形はいっそうその悩みを深めた。

しかし給水不円滑の一回は戦災f走漏水と政nに不感1主的なTlj民の無目覚からの慢性的日状が大き

この怠これをきょう正Lて浪費を防止しを給水を有企1，'1こ図す必要があった。な災となったもので，

これによる節7kが3虫く期待味では戦後メートル不足から中断LTょ全百¥-i量制への復帰が必要であり，

〆{トルのI!I~入|問手昭4年(19L19:i1:)rf，f，から3年計闘をもって全計量制確立を計jjIijl-. されたので，

そのTE備の J，~ったのを 1告とし，全計丑制採用につνて条例改正を企殴じたおよび取付けを急ぎ，

が， ~!;:'たまたま昭和27:咋 (1952{1') 10月1日から地方公営企業法が実地され，本水道事業もまたそ

ここにおいの適用を受けるにおよんで，従来の市制に悲く7土佐使用条例は改正の必要に迫られたp

1月より実施して ill~{I'-12月 25 日胞方公営企三業ì:Lぐに蕊き横浜市給水条例を制定l-.翌28年 (1953年〉

己 l刀条例は地方公営企業iiぐ施行後における最初の条例改正であって，従来の町制による iliの党fここ

その名称も給水条例主改められた。すなわち水道使用料が料金正変っ:12均f止Rのi!¥¥o;1;:から離れて，

たわけで，条例の各条r;jから一部を除いて1Iî長の名司白が消えて，水道~l工業担当管理者の名に f': っ

1 "l!トまた企'Tî~量測を民間した関係 t従来定額せん. B'¥'韮せん，子iぐ用せんと区別された後月11をfこc

4.崎市l議合水せんと装置の目的によって給水装慌の種目113.m火せん2共用給水装夜j司給水装置

しかしこの条例改正においては料金はそのまますえ置いた。を4稲に分けたロ

経費の鴎加にともなう料金値上げ(昭和28年〉

同和28年 (195311二〕にいたり経扮の:WI)]niこともな勺て，在来ι〉料金収入をもってしては維持管理

第16節
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に要する諸経刊にも不足し，建設改良に関する工ift(は全くおよびもつかない財政難となって， diR 

給水の万全をJDJG11Wくなったので，何年5月料金をixのとおり 2'，1;'1程度{自 i一げした。

般用

額

一

町

9

一

金

一

念

…

一

料

一

日

民

丘

一

一

一
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…
一
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w

一

超

一

水

一

れ

一

一

一

対

l

一

一
矧
一
則
曲
一

色
川
一
|

カ

一

一

で

1

一
f

(
一
試
一
引

金

一

一

い

叫

川

一

一

{

木

一

一

メ

基

一

水

対

一

O

企

¥

一¥

決

1
¥

水

リ
一
給

¥
月
一R

 

K

品

目
H
F

)1， r日 " 10 fノ

2 ヱ業用

{uun * 1_11: 1立方メートルにつき 12円

ただし 1か月 30，日日目立方メートルを超える使用水量に対しては次のとおり低減すど!。

90，日日3立方メ{トルまで l立方メ{トルにつき 11円

90，001 1/ 以上 " 101'1 

3 公衆浴場周

;1&本料金 (1か月〉

水 量 i金額

制止一方メートル主で 2，4仰 I1

…

F
 

一
額

ω

金
一
金

料

一

一

に

H
M
m

と

過
一
一
山

一

ト

超

一

方
水
一
立ー

4 特殊用

並木料金|超過料金

ホー …泣|金一額 l水 坑|竺額

10立方メートルまで l 捌 1'1 11立方メートルごとに ( 町]

5 船舶用

ィ 0'[t!i給水

ロ述搬給水

1立方メートルにつき

1 " 

30~J 

90円

ただし外防波堤内!'-l14区および外防波堤外は外f，li波堤赤灯台を起点として 1海里ごとに;J，:のとおり問

額する。

l立方メ戸トルにつき 50円

執務時|間外宮たは荒天の場介は前名号料金のほかその 5測をfEi額する。

第17節配水管整備財源調達の料金改正〈昭和31年〉

l協和27年(1952年〉に全計量制の探用をみて水量の慢性的活伐への大きな答鎖的役割をなしたと

はいえ，それだけでは戦後の人口分布の大きな変化に処する万全の筑とはいたしがたく，根本的に

は現状に即する配水管系統ないしは配水管網の新設を要するものがあった。



笠1~ 7_巴主きz{l11 <1)主墾(799) 

しかるに配ノ'J::{~:~;の肱充に EiIーする J!.lìJ~i は}巳司令1" つ:MI と Lて起債が認められないので，自己資金に絞

るほかにJf!がない災慌であるが，現在の水道MiIT:をもってしては全くその工事資ねん!日の余i'iiがな

いので，ここに斜金約2~611iの値上げにより年限1225 ， 000 ， 0ω 刊の増収を図ヮ，これを対阪として10

か年院にわたり継続l'I~'iごl\:ê7k'[r-の新設， 1反ず、えその他の工z¥tを施行し I首氏への給水サ{ピス増強

に'tiせんとするの計画を立てた。まさに従来の料金値上げに関する事.'I'i'iとは異なる新しい日綜を;j，
めて実施した次第であったc

元来料金算定の基礎経費は絞'~~~上の経常的経1'1に限って，犯設改良ヱオドj;~や占的K工事費等の臨時

授は合まれないわけであるが，長近の東京都水道局の料金改訂にさ!つての主主務官庁の行政指導によ

れば「起俊元利償還金の調迭を料金に合めることは適当であるのみならず，施設改良に必要な資金

の調達を最小限度料金に含めることは現下の資金市消にあってはやむを得ないと思料するjと問答

され，起債事情のきわめて閣総な実情のもとにあっては，ノ'K;Z!:Mi設の保全上必要かくことのできな

い'{'1mを料金弓'.こ合めることはやむを得なし、こととれ得されたl刀であった。

しかし本料金改去に:y.Jする市会の検J汗土itI1fIをきわめ，いろいろ審議を尽Lて原和31年(1956年)

3月可決されたもので，何年4だから次のとおり新料金制が実施された。ただしめ舶給水料金につ

いては 1か月i閣の告示を裂した関係[，.5flから施行された。

1 JI~，{(布、水波品 1 filか月につき

It本料金! 超 過 料 金
1&本木九ト i 一一… l 一一 日'EFf-;::::'1-"--，_._ 一一 一一一一一

A8フ十二木古t，こ対 I白石料金， i11主 別 1，'，につき一 l 多投泊費過滅失十iIi.:
T 一日 J 一一 { 机依l一一 一一一一 一ー一一一一

i 1
1 

i 30，叫日立方メ{トルを超え曲，000立
方メ{トル~でむ骨は 1 立方メ{ト

1--舵 JlJ 1;;.50 I ルにつき 15p]∞銭

1 自0，凶日立方メ{トルを趨える分::1
i i l l立7iメ-'.山っき 14円回銭

l特 殊 j日 I 
附方 J1立方メートルにつきi第 l堀(料理附税i "̂  ，J 
メ戸トル 11 !l.1 ~Nl 115!loot/，J::S:}:-~ 怒と I 26朗 i

11円50銭"":..-- ，"::'- I 
なる汚')，1;. 自 m~rr ; 
11'1) 

百~2 Jlfl 

(第 11!"f¥以』ト〉

トポ符Im -( 11∞| 

zJtfti給7>(装計 1戸 1';'月につき

法木水 tt j悲木科会 (10}i:1;)-て二日7i 紐過料金 (10立方メー「ルを超える的

地方メートル r-~三7J-;J17Ji 7円開 I 1立方メートルにつき 叩ω~J'



(800 ) 明 3制ノ'J(uj長j)j701fの変控

3 自白始時 !k

~，r 5JI! につ 外 FjJ7241jA医E吋

直接給水 1 50111 

注揖t 芸市北: 1ぽ)fl1 50円以内町l

jE 

i ~.~ 1;1-' ~I): 1川
よ 厄 ， 剖IJHilLJrw外主たは荒天白均んて11灯dLIから 1dijlHごとに)

I 5 "刊円J

501'1'円 I 5抑制

最低使用*:M 

1 一般給水

水道メータ一日係 最低使用水{t{ 1か月につき

50ごリメー 1，iレ以下

75ミ"メ{トル
125ミリメ{トル

15日ミ仁メ(トル以上

10'立方メートル

50 ノ，

10日 μ

2 陥航給 水

H 別 Ja{;.1;使用水足 (給水 1日につき〕

I~I 品
川
氏
怯
h

I

h

 

払

町

枠

本

水

10立方メートル

i主 20 N 

太改正による料金休系につし、ては第一に，できる浪り市民大衆の負担Jti)Jllを泣けることとL.， ;に

むように料金制支の合耳目化をIZIる方針に努めた。

1 料金の種~IJについて

従来の料金制l土水のm途月1]に区別L.，ーリ投]百，工業用，特妹瓜および公然浴場JrJに分類し.一

般111 をさらに専用と ~~mの三種に分けたが，このように尽途別に料金を異にすることは週間基司

が複雑であるので，これを原則として給水装泣~']に専用と共用の二つに分け，専用約/)(装置はJ[]

j主のいhんにかかわらず 1日月の使用基本水足を定めその基本料金を統ーした。

また趨i也料金につレては単に特殊IT!と公H~ìi~JI;)斤j と一般用の三種に庄和j L.，料金事務のmjf(~化

を図る-1m，料金の万;主別による差別莞止への一歩を進めた。

2 基本料金について

従来用途月IJに主り 1か月使HI水iL一段および特殊Inは10¥1.方メートル主で，会氷山 i品六は

30日立~}Jメートルまでを造本料金とし，工淀川および船舶IIJは基本料金なしであったものを，ボ

改定では一般打民生活上必要とする 1か月使用水f立を1日立方メー ルと推定して，これを用途の

いかんにかかわらず全i需要者にー率に生活用水として適用し，これに対する基本料金を定bぞうた。

ζの10立;1;メートんまでの水設は大11Eの負担t¥flt刊を避ける出慢で平均値上げ市より低率とした。
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3超過料金について

l給水装it:f:1か月使!日水虫10立方メートノレを超える場合に一般IIJ・公衆ifiJ品川およひ特殊FIJの

三積に分け，それぞれの料金を定めた。一般丹lについては一定以上の多盆diI'f者に対し逓減純金

，1討を取ったことは従来のとおりであった。また特殊HJについてはさらに二種に分け，カフェー・

パ~~Vその場における利)日行為が遊興飲食税 l∞分の15以上の対象となる 'í;ç;;/，:)1Jと白川船舶せん

および工事刑等の~，\6時せんを第 1 磁とし，これに対するi持率をおめ ， tr:; 1泊以外の大衆向けの一般
しゃし

的旅館・そば尽・喫茶r~~~.;翁{多的でない営業用士号はtl~ 2 tillとして従米の料率にすえ澄いた。

4 最低使用水量 制

fit米は申告水装置ヲl込む口径のス小や使用iuの多少にかかわらず基本料金は一般則が10立方メー

トんまでとなっていたが，本改正に当っては給水装泣の胞設に対する当防の配水施設2，'j:を問J案

L，給水施設としてのお任史用水訟をもっ意味において，給水装置に設置した水道メーターの口

径に応じて毎月の災任使用水拡を決定した。この最低使用水並は三段階に分け内径50ミリメート

ノレ以下の J}~j合は 1 日 10立方メートノレとした。

また船舶給水については従来給水 l回に対する赴低使用水量の定めがなかったが，改正では小

汽艇を除いて直接給水の場合とillf搬給水の場合とを区別して 1回の最低給水訟を定めた。

船舶給 水

第18節創設より現在にいたる 料 金 変 遷 表

以上により創設以米の料金を表示すると次のようになるのである。



給 水 料金の種別表護

国主自主主L -一一一一
!- J……叩 1い醐…叶 l卯一 150 

)辺 過 11，剛ガロにつき 160
1 

1，州内ンにつき 幻|日につき 0ω 

i i u 札口仰向 Y超過分 I (~孟Lメートル)
i i"  i 1，仰ガロンにつき明 日 tpk伽 iのもの

! ! (~:~~~ようてTJ 自主jfjf雲きET
ベふん -1一一一一-I~------I

]ー | 一一一一一 | 一一一一一一一「一一一一一一一一一一一寸
I 15(Jl1"まで)J 1日 j

l 1501-I)]j，品分1石につき O副
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じい色工Ati l l 
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T7Ft干-d71官山占記E 主下三干

;孟
i i II，C閃石超γ

{
 

一両

850 

1首
220 

HJ 

放

任 }] 

2叩 1 il同につき J'J 

300 1¥111につき JJ 
150 " Jl 
200 1ITJl.につき JJ 
100 10.司につき J'J 
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240 

360 

180 

24日

120 
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11山学校!
i…… 

IlJ I ... .. I 
i t&i h't I 
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j 製 ilI工業|

諒I I 

"lt U~ßIJS 

!日|
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ニ愉馬車

四輪馬車
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11日和 6ij.己10月から
バア 8 年 3 月まで

eJ 

変:a:な し

" 

" 

日出品「

9 

昭和一百可τ4月から
か 11年 3 月まで

内

変更な L

" 

" 

M 

[ロ門円恥酬附i出糊…H附織

j月ヨ3剖口03立E方メ一トル超j過A 
う分.}1石lにこつき 口日8
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100立方メートルまで
30.000 

i 100.虫方メ~トノ"超過
1J立方メートルにつき

300 

100~_ICÎ;メ~トルまで
10日.0日o

! 100ュ，1.1.)メートル部過分
1立方メートルにつき

1.000 

一一 同面長工戸レまで
I 10.日目。

I 11 I ~~立方メートル超過
I i 1立方メ一円ルにつき
I 100 

言l !101方メートルまで 1 15:;j..hメートルまで
1.000 1 6.500 

10立方メー町ル超過分 1 15立方メートル超過
1立方メ トルにつき 11立方メ~ fルにつき

085 i 400 
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時』
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ーに"ー者:引 日 14 15 
~~ IiMT -~，~-一斗 ;---------，，~，~."-----，' 

1疋 Hドケ WHHl -11目釘22不す育京1:-'-，1-11附 I23年 6月から:つ百布23~r 9 )J !J' G-
竺云三ごf よ 11 23笠空 H烹て _1__11 2号_if:竺旦±二主 Lーι2日 ':_G !1主三一

1 悶 N N 

i i基 本 i10立方メ{トルまで 10立方メートルまで 11日立方メートルまで
20，000 i 40.日00I 50.000 

l超過|内 I 1 fl7'.---J-_， 1... ~，n'Jil. I 瓜一 向山 Ilt!1 )e!. I 10立方メートル超過 1 10立方メートル超過 1 10立方メートル超過
問 !l~V-.-;j' メ{トルにつき : l}'CJ;メートルにつき I 13[.))メートルにつき

| ρ 2即日 500o1 6.500 

1F| l j却立方メートルまで 1
20武力メートルまで

l

却立方メートル主で《
i山 .. m"、 40.000I 80.000 I 
111公227校( |2Dht方メートル超過 Lt|2mカメートル超過 1立|別立方メー 1ル超過説

11日二よ立~::三日二明|ムーメ{トルにつき 5.0句L11メートルにつき 6日O

捌川メートルまで ]'2附/ノメ叶ルまで !捌立方メートルまで
200.000 600.0日日 j

Bi 1 200立方メー lル筒i且 : 20C立方メ{トル超過 i2日目立方メートル超過
1}主力メ{トルにつき ! 1武力メ{トルにつき 1 1立方メ{トルにつき

1.000 I 4.000 I 5.500 

:n 1 1 2目立hメートルまで 1 200立方メートル主で 1200立方
400.000 I 800.000 I 1日日日 000

1 捌立方メートル超過 1 :;0.0立方メートル超過 |制点力メートル起地
I 1 ，~'L);') - ルにつき 1 1立方メー iルにつき 1 1立方メー

-lL¥|50附|6削

I~~- -I~--------~------- -20-11-'-:--Jj-fi--~I'-I"-;t-.-C 
120.000 

12臼立方メー lル超過
1 1立方メートルにつき

7.000 
i … 

20立方メートルまで 1 20立方メ{トルまで
40.000 I 80.000 

駐留 j]'!: ，!別立方メートル超過 lm立方メートル超j邑
113L:方メートルにつき 1立方メートルにつき

2000 ， 5.0C日

)IJ 
ttj 

"， 品三

せ l染色工業

ん l特殊営業

20立方メートルまで
150.000 

2日立方メートル超過
1立方メートルにつき

9.000 

20立ソJメートルまで
100.0凹

20.ll:右メートル超過
l立方メートルにつき

6.500 
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趨
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過 15入超過l人を制一
ごとに

20.000 I 1戸5人まで 40.000 I 1戸5人まで 50.000 

地15人超J邑l人をI自す 1-(']15人組過1人を附す tW 
4.000 Iごとに 10.口日01ごとに 10.000 
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用

放
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る浴そう
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第主章水道条例白変遷 (809) 
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第2章水道料金徴収方法の変遷

2高l宣ii 3初の料金徴収方法

水道創l没とともに神奈川瓜がとった料金の徴収方法はI明治2351'(1890'yつ以降横浜市もそのまま

踏認したが，それは1Jj月下旬に調査員をmw家各戸に派遣し，水道メーターまたは家紋人員を調査

し納付討を作製して各戸に配付し，使用者はそれに料金をそえて本局に創刊すしていた。本局では出

品IJ係長が番目IL¥l:交付して服番に設国したが. f\lW~Z ~;! 1:の作製交付もたいへんな仕事であって，廊下

は人で邸主り給水戸数のW:JJrlにつれてその悦紙ぶりははなはだしいものがあった。

告f;'2 I'ln 銀行納付の道聞く

1Ij日毎日このような混雑が:m:ねられたので，ょうやく 10~::q を経た明治34年 (19日1年〕にいたり

銀行納付の偵を聞いたo

すなわち毎月定員が下旬に各戸の{塩川水量および人員削交の級告を徴収係に[m付L.， IHl係はそれ

によって三述の納入通知i況を発行して， 1a丁がこれを各戸に目的1した。{生!ll者はこれによって本局

のほか所定の銀行に納付することができるように改立され非常に使利となった。

第 3官iJ 公金取扱銀行の破たんと善後処霞

大正 9年(19201，ド〕第 1次世界大戦後の反動的経済恐慌により，幾多の銀行nMiの倒産が相つぐ

うちに，不;十?にも公金JFU&銀行であった七十四銀行もその余波を受けて， [riJ:iド5月24日突然休業の

余儀なきにいたった。このため現金はその後は一時水道局制収入役の[立法取扱となったが，同行に

は水道各経済に凶する預金 1，626，7331'139銭があった。そこで積々対策が協E議された討:泉，布金額

およびその利子についての処分が大正日年(1920年)11月12日議決第 114';~'およ U、 [iCI];:n 115号なら

びに大正10年(192151:) 1月24日級決1;i¥1号議案に基いて次のように処即された。

江i;i7.1，626，733['139銭およびifIけ入れの日かb大正10{j'.(19211，1') 3月21日までのI{!金利息 83，

6411'153銭;iI'l，710，374[']92銭は間金担保物件を同年2月21FIにおけるプ己資JI日|の平均i同格に換努奇

しfこf附111，889，067PI32銭のうら 1，710，138門80銭に当る次記有価証券と，ほかに現金にて 236fTl 

12銭をもって右依権に充当し， i主吉ifi178，928 PI52銭に相当する剖似物件はI司銀行へ返却した。

士+阻銀行へ四預金と有価註券

¥フじ .<if: 

I m:l'ì;~j''il;l旧制作 Y322 津市ト邸付| 計

668，11ん|ムんFiFiih 示i州 iムiム

吋 19:216 ，8t._~，586づ-土7，961.， _8一一
関6m24ug-648M17ω5，021 1，710叫
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計



開2劫1水lE条!.，iI4'O工ーの変i!'t

有価証券 )JJ

4
 

判

闘

司

E

金

一

!

神

泣

閉

山

手

5

0

4

4

島

9

9

1

0

5

1υ
川
|
一
l
l
川
円
|
|
却
|
|
4
l
l
却

政

一

月

時

加

打

中

小

一

6

-

2

q

d

B

E

-

3

1

 

宿
一

九
円
以
一
司

』

FE換
L
V
R
 

Z
 

ルド

(813 ) 

300 13.，26リ

ト十2.5-，18

fqL叫

〕

B

印

刷
E

3

 

2

E

 

胡

I
l
l
i
-
-的

1
l
M
N

3

4

 1
 

0

4

 

0

0

 

A

U

1

4

怯

5

8

 

1

2

 

可
ー
ー
叫
I
I
B
i
l
l
u
-
-
{

6

8

 川川

i
l
i
l
l
-
-

4
 

日
時

O'
d
 

しli'2.80:

" 
" 

K K 1:1 "f，;:fjl'j ~"~JH行
" (正Il'tJ

壬，~附 51

1，捌凶J 叫， 573.~2i 1削 1(1誌5.20
'~i つ l

! 2u(}ト刷。

|品川町 1".".1 仁下 |づ済制):1価ll川柳金額 Itl'ul換す叩 l恥 1i時金証

一一一一-;-]g~T?11 ~~-~ _JS--j 一 日下、百

旬新臨子五五0 15Elm15川 i I日0133副

院浜ごすグ KKI日1) 6己主2河 [ l l 料、 式 | 岩戸:..=t2172，31L4.417C2107，770刷:g:.8

椛浜_l[主主:~ f~1仙叩|。、|正 _.r~ f'I
件 式 |ムV'J ... ，v... 訊 U 出什"U

(凶 imr。「却UI26{1-;OOO

出 I58.641 201 

(37.5(11 44.20. l(同

市満州鉄道会引I~1Ìn. 11叶ワd_r.: 'I_~! 刊 10r::. Q" 、門 司 AQ ~，-::{ì _HJ 

株 式 … I"~" "~I ""i "山叫<)~，'--':山川叩

!日i叫 144

l氾γ，j[O

35-，1013日8;49， OG~l.-lH) 

147.~民

1yi浜iE91鉄izkE132d38601
株式【新特) 1'-'-''''''1 -oJu，l)UI 

KK::tifJ;!凶目前銀150 169.101 
可 f;ji式 I"VI 

二日l行J 印 178
エ'.

lベヨKKI臼 77LGI

附¥KKIι
|町oi G告88

:l=¥， 1 

下、郵型KK12.50157加

l

-'1.42日(事;-ir;.、〉

50 

;;i 上)]-:r目KKI'lfi 

同 λI-~ 

11本紙器I盟主KK'501 
J;t ;rt 

" 9 

勺 i~可iE行KK
間 式

A
4
 

6
 

4
 

9
 

E
 

1
 

町

2.764 

叫
叩Q

M
 

2，76，-1 

KK台湾首{行III町
尚、バ(1'1枕/

KK~1 
十4

ll~lihJ事気]主KKi 50 
乎尽 .r，、

同盟
内

F
『

Q
U
 

4
 

酬

6

司

3

5

 

百

泊
4

1

 

1

2

 

9
】

J
I
l
i
-甲山

1111

2

3

 

5，813.56 87
1 

口

.1，3"，，7.20' 

M u(百

ュ，1.;: I;J.i i:'H 
持

2，138.60 
11 

3
 

9
 

叩

5

4
 

三千 ~ij;~KKll:剛'932 加 100 93訓
第二h.m IILJ券 ! 

11 936. BIJ! sl 

]6:ふトl-Jil-一

4，ら84

1，7lU.SO 

2:JG.IZ 

担

4
 

3
 

n
U
 

7
 

ヨ1.92

制向。2
 

n臼s
 

4，684 

同6.01

U
 

刊
訂4

 罪

抑
川

l
v
F
 

1
 

34一

1pu 

却
下
工

川
良

eu 
第

に少 5歩手'IH
同市債券

;L;;: 

計

日
-
4
4
 



;r} 2 i;';: ;J(邑川金制111Jhl、C)生選 ( 829 ) 

t古4節郵便局振替口座への加入

一じ 1-I~JJií J の破たん後 tlll~'守川銀行および戸部Ri fZ銀行が公金収恨銀行と t;;_ったが，その後利l奈川

銀行;工安出銀行と合併し，戸市町訴銀行は辞退したので二十四銀行の整理銀行となった横浜刑UHj'銀

行(現横浜銀行〕が公金取扱奴行となり，今日まで長くその取扱Uに?iっているしだいであるが，

己れとは引に大正10年 (192VY.) 4 月 1 日には水沼周は振替日'金口座に加入~，重品l官同においても

料0. ~Pi1'互いができるよう処iï~ L rlTsとの便宜を図った。

白;>;5節告知芸の郵送

水辺住川料約依む却hHぷよび:L川iHI~flil: は長1!~l:z l)")tóKlû)~ij Ú~ --jによって各戸に送述させたもの

であったが，戸記f も l\~)JU し不悼となったのでこのン'/H、をやめ， )<iEll'4'. (1922年):こいたり東京活

i~X}'r-ï] l止に 1(1治して tiJIIf4 片 10 ヨ泳認を交け約WÆH正による送法をするように変った。

t.tt61Wi 震災直後の臨時処置

7-:}E12!tY. (1923~r.) 9月 1=j fJ¥.京大震災の突発によって，公金;医扱銀行であった株式会社横浜魂

J41 銀行は'Î;;;ノiこをW.lLするにいたった。その後現金の Il;l~自にいっさ v 、 11W収入役の詳l.~_よ取娘となり， 55

1亡をきわめたが， I"jir 9 )] 281" にし・たって h~浜興信銀行の常茶開始となノ l，i]il'.llJ] 10白から水位

}1郎防に]，]行呉の ilFci位をみるようになって羽び公金の取扱を IM~始したD

di災後は震災の辺i円から1MI日復興のための作業が始められたので，その日から人犬貨の支払や物

のH入れの支iHを嬰した Lだいであったが，料金の徴収はずっと.illiれ，給ノ];1担1Iゴの成るにしたがっ

て次のように徴収を開始した。

大 U~)2L10J から 内}'.'(~l'，・ほfHl ・神京)11 ~ U'--1、・ヱ安・久献のみ1lI[

。 ゐ 1J )かん 」氾5、外市北1")J;(，j

グ 12Lil.t， _1:[;ιのタfi0ii9J1・'i'H・担u;::・ri!H ・本牧・|じIj}'::!lj

第7]お年 4期徴収i開!と l期分概算前納11調

ついで大正1511'(1926{V.) 7 JJ 1 I!従来の給水条例はilnlil]の改j1によって水近辺則条例と名称が

交ワ大きく改jlされた。すなわち従来のiriPJ約i寸ihUが廃止され， ir'.4期制と L， 1)羽分概算市l納mu

を1お1J~た。これは料金中 f/jのmrkNむと経 j'l節約をねらったものであったが，析からの水不足によ

る河i;J;のわざわいもあって一部;jJ史家の以前をf討さ.随所にiiij納以!:Jのl12が起り，はなはだしさは

不納!iiJl，mのiil;;詳し会を])f]ft¥しあるL斗主]iJkllii引をもって新条例lの改正を目|ぶなど，市民のrmに不、ド・

苦情松山L-， ~Il S:'也燥をきわめたが， l冷の設となるにしたがって断水も牛み， しだいに改正の趣

旨のi拙低とともに品川IJ.!JX;r.Jlも良好となった。

第 8節水 科 納 付 義 務 者 の 改 正 (家主から使用者に変更〉

]二 ;i~).:.lr.15甘く 19~6::r)の改11二で， もうひとつよきく時1-t民l変化のあった乙と ;.i. 従来40!.fJ止HV]

mJにねたり，キ止金の納付義務者は給水装置rr_， ;jJ~有者，すなわち家主と定められてきたことが会この

i山から納 1.] 義務主?l土{41貝U と L てj車問者ということに改められ，栄一tl.t)~主惜の ':1n二があると u、うこと



(820 ) 郊 3ii制点巡条例70~.q の変造

に改正された。

ts9主前 年 4期徴収jljijと lt明分概算金前納j!iUに対する不評

さて吉ir記のように，大正15年 (1926年) 6月をjり]して，従来の毎月納付制の料念〔当時は使丹l

料〕は年 4 矧~~IJに改められたしだいであるが，一万では 3 かJl 分を一期としての~1'1入は比較的i白紙

にかさみ，その上 1WJ分fJle~~:金の前納を裂することは， ))Tからの財界不況もからみ，この制度に対

する非難は'H~に IliF:の 1m にうつも:!l l. ことあるごとに不評・非難のyιがつのり，その11性廃を要却す

る戸はWA;を絶たぬのみならず， しだいに山jVjする一方であったので，当局もついにその改正を志、す

のやむなきにいたった。

しかし毎月徴収'~jIJに辺元 j ることは勢い徴収伐のt自加によって経伐のih衡をきたし，ひいては11;

氏の負釦に転化されていくことになり，また毎月一定の日までに所定の公金取扱所まで持参払いす

ることのわずらわしさなどの欠点、はあるが，民国jjll1ljの1Ii氏'1)古にとって毎月一定額の支払は，家

計収支の予算生活に順応する制度でもあったので，種々 J3-究の斜iW毎月徴収制に加えてil，jI7.制とい

う便利なサービス方法を祭出するにいたり，その徴収経併について比較検討の紡架毎月集金制は句

rJ *llj付制に比しその1壬'i~はよl'布iでことたりるす'TjJ~でもあった。

第10岱j 集金lIiUの採用

ここにおし、て!l{{利 6{j'， (l931JI'.) 10月1日水道使用条例を改正し新たに

水道)"lUミ余お主ひ，!~}，検民勤務規 fjl crr述首'~55 号〉

jJ(JúJ， ;JW:~長特別手当支給規程 un主白gS6り〕

水道局ET水器点検特別r-~~í 支給脱1\1 (庁j主2î~57'~5') 

が制定され，ここに初めて旬月集金jlilJが確立されるにいたったのであった。集金員の給与について

は最初Jから一定の月給制のほか，毎月の集金IAUiによる勤務子当が支給されることになった。

第11筒5 集金事務所管の改正

21相JJs金事務のI:U発に際しては， ;;j支局会計課から各LUi;長所に集金切符合J5J:主L，各I.lBl{所におい

て rrrlit~集金長をして集金させ，一括会計訴または郵便局もしくは公金収援銀行に *rl付する取扱と

し，集金事務は会計課の分掌するところであったが. II!{手口 8"1' (1933{1工)4)J 1日給水事務や制定

1';務との[対述統一上 fm ，~fWI巡を企図し，これを給水記ßに移管し，さらに:li 9 JI'， (193M!'.)にいた

って従米の出版)!)fの現金l吋及なやめ，本局給水iXに集金係を設践して集金，[1'2と l'iJí'i\、の自己Ir'.r~とし，税

金は直後銀行または郵便防にt引すさせるように改めた。

第 12節振替貯金東京口座への加入

ng ，fr~ 7年 (1932年) 8;:]25 日 di外出住者に対する使用料徴収便宜のためJk< ~'!ilげ金京J~-Y口出に IJII入

L， H附に少額のi墨付金支払いに際 L，述州の地の依主の不似や手数を除くため京京th'<1JIこl出72786

寄を利JIjした。

uH3V布 隔月点検およびilI}i月集金への移行

集金制jは l [i t~ サービスとして好評のうちに毎月支障なく繰り返されていったが，百~2次世界火戦



i品2れノk近付;l:::徴収}JiJ、の変遺 (821) 

がようやく激烈化して銃後における人的資似が枯渇L，物資統制jから人間統制におよんで労務者の

'1I:lIJが困難となり，その上にインフレーション抑制の冗t!(節約緊縮予算の方針が強化され，行政整

班が行われる態勢におよんで，ついに毎月点検・集金のサーピスを隔月点検とし 2か)'J集金にI;IJ桜

えなければならない;j(態に立ちいたり，昭和119fl'.(l944fl'.) 1月分からlti内を中乙二-m;に分かち，

悩FJに2か月分告と点検・集金する制度に移行したロ

5f~14節目T 内会委託集金

U~2 次大戦の終末近くにおよんで応召・徴丹lその他によって従業員は減少し，いよいよ手不足が

はなはだしくなったとき， 1別手1120'1'(1945年) 5月29日全市の大問、主主を受け本lITは周辺を残してIj'

tlti'却は一挙に1.1¥:1:とfじした。ここにおいて点検・集金員といえども全局をあげての迎燃給水と戦災

による漏水防止の第一線にr首脳したが，その後給水の碍日nとともに残存戸数についての剥査を開始

し，給水台帳を笠備し，その給水状態を;n引11に澗査の一二，料金の徴収を決定して牒i次さかのぼって

料金の集金を閃始した。しかし前記のように手不足のため集金事務も訟のままにならなかったの

で，当時各回Jに設立しであった町内会を利JljL，これと話合い，あるいはその Fl~'îlí組織としての隣

組と協議して，料金徴集のよ反りまとめブJを依頼 L，その応訟をうるにしたがって各隣組ごとに，あ

るいはi町内会ごとに集金した。Jt;常時におけるー11.'i(1'Jなブjii!!であったが，この)]IJ;;は結果的にはそ

の集金の了二数を省ふ小人数によってfm~t~をあげ，さかのぼって集会を開始した注ればせの集金の

追いかけを来すなど，そのあげた成果ははなはだχきなものがあった。ことに当時は定額制が多く

各戸の人員に応じた料全であったため，各隣組の取扱はそのrUJにIIにけん1hlJして各戸料金算定に正

確を得たことなどはなはだ便宜であったο ちなみに各隣剥LおよびIUf内会の]以扱に対してはそのJll奴

ilZ'fffHこJ.-e.:じて 100分の 3の泌礼金を限った。

第15節取を妾集金への復帰

しかしこの制皮は戦災後のJWi，';11与のiおJ.iiであったので，戦後uSflZ_Uの1底的をねて， 'n~1 波長~の可

能となるにおよんで， fl?_1和2ZOI'.(l947ol') 4}]にいたって集金方法をfllび， fit米の附IJ!l¥金制によ

る正JJii集金に{主婦した。
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第 4編水道財政の70年

第 1章創設の ちF

'- ろ

創設水道はIリlif120'I'(1887'ド〉神奈川県が[1<1i'11，104，712[1155銭5犀を侍)[]して建設したものであ

ったから， [iiIZ3W (1890イ1-)倣浜が神奈)1[¥¥¥1)>ら乙の水道を引き員長いだ11告は，負債も当然横浜にflj

Itワされたわけであった。

この負(白は引制に際しー仏、ikのようにjjlJ;泣の明治20'1'. (18871ド)より [，，]25 '1'. (189211.')まで 6

か'1すえ泣き，以後26:-q:.11I1に均fEニ償i立するIH政子$ti!}をもってぬ;ふされたが，これによるとまず水

道収入から経常経貨を差引いた成鎖をもって元利金の償還をするものであり，収入の f定にi主しな

いJ品合にはまず元金の支払を先にして，利子の支払'2{去にするという約束で，一般の組iJ'H立}j;lとは

ち J っとl)f;を34にしたものであった。このように償還ははなはだ不安定のかたちてれあったので，大

if~%"ìは水;lfr~Iì:~誌の収支についてのl沿査にff:じ，}ë僚が派38 されて)]似lの定JV]会計検在が行われ， id

rJ 1 [i!1ないし 2FiIのi町長検査がこの低務先消の日まで続けられたのであった。

国よりの負債償還予算審 ('J1紋 ~lí tJJのころの分)

、ix '1' 4~ 訂i 総出掛H年1~
1___ _~____ J~ 金 I ノ~;: IJ I政令

利 子

伺 fJ 同 悶 fJ 

IVJ iη23 !rド 67，削).000 40，727.800 26，272.200 。
24 67，680.000 " 26，9f号2.2印} 。
25 82，104.000 " 41，376.200 。
26 97，680.000 " 12，763.698 44，188.502 。
27 110，379.0削 ノ/ 25，97:1 .246 43，6π95，j i 。
28 110，379.0帥 " 27，012.176 42，639.024 。
29 110，379.0刷) " 28，092.663 41，558.537 。

しかるにこの償還計闘は'jI継の当初]から+R木町jに実行不可能の事態が生じた。

すなわち収入から見ると本計1i!Dでは明治2711'-(189411'-) Iこすi闘の配水泣にi主L，料金収入は長引i

となり，その後五l'々 11万IJJ;Rの収入が予定される計算であったが，コ;際は水道普及率はもっとすみ

やかに伸びて明治27ir(1894'1')を待つまでもなく， [司24年(189)11')にして給水戸数はすでlこ17，783

戸に達し， 1王lま司副'i日i主人口となって給水idの不足が目立つようになった。しかるに料会収入はこ

の水量飽何点の繰上げにかかわらず，次に示すようについに11れ';j収入額11万円余にはi主せに 2 ~1~qJ 

内外の減収であった。それは当時の議~~の内訳が示すように i!j:1IJせん2 ， 610戸のうら計量せん890

戸，放任せん〔定額せん)1，720戸に対L-;兆円]せんは15，123戸で，全体の 855百までがきわめて低料

金の共倒せん使用者であったからである。

しかし料令収入金衡からすると111及 ffが早かったため収入仰も繰り上がって， rl月di2引1'.(18921，0

ごろまではほぼ予定額の収入を得て，計凶にしたがコて 'j，n，，[!'Fへのヒ納もできたが，明治261.]



(1893 51'-)には立~4 号ずい道が}前洛 L その修紙不可能となってう回線路を築造して鉄管敷設工事

を施行し，この工伐33，1621'167銭 31豆は政IHにql;治して同年以の収支差引残金のうちから支出し，

この年の償還利子の延納を申し出て許可されたo また主J27i¥'(189M¥つには水誌の不足がはなはだ

しいのに，拡張工事の悩行が容易に認可とならないので，とりあえず導点線路中の上流側大ノト24か

円?を数えるずいi立のうち，雨水のはなはだしかったずい巡の内部に鉄!i_':i;を敷設してこれを防止し，

導水誌の噌加を図る工事を施行した。このエミ1\:j'135 ， 3451"177銭 6ll互のlHi~:iは lifliti26今度および27.{1

皮 (1893年および18945]'.)分の利子として悶FIζに上納すべき磁のうちから 1荒川方を阪い11'1た。

また明治28'1'(18955¥'.) 3凡には創設水道収入口の揚水機関が数:lj'.[1:¥jにわたる述統逆転、により損粍

し，;A転上危険となり， ~(~ι[に収入所をi且志)1 1上iJÎtIこ移設変叉する必要が1:じ，そのエ'('1130 ， 240 ¥'， 

30銭 7 座のI!オiJ~\については，明治27年 (1894年) I主ノ'r;立収支残余金11'から50，101f'187銭 3IT立をiAUII

L.，その他は年利 9分をもって借入金をする阪iいIUを大蔵省に拠出しi許可された。このようにして

明治26il'(1893i¥')以降引き続く工事のため年々の凶咋への元利償還は延納に延納を重ね，創設以

来の10i\'. 1il1 の í~j立償逃寝耳は元金12 ，763PI69;i)] 8犀，利息、 117，988rrl84銭 8屈を政府に上納したに止

まり，元金において 8万余f']，利子において 97'i糸川， Hl17万余 1'1 の延r出金が，~l二ずるにいたった始

米で，リI，jt以後の財政的苦瓜は容易に解決すべき方策もなかった。

創設以来の収支と負債償還明書田

川: 広斗;l 収 入 制イ市ι|ぼに:工!lHi;判札;引ιlドレいJ元JJJfJ円¥[凶山ぺE司山川て1υ川九hHt叩ii許円iゴ出出f円刊;;ir
町jr: m-l12981Ll丸出ムJ 11  L| 悶 _ ro _1説話:??iiY

1科技支出

1"主ーi成金4，546ド155
風 361.1叩4削川 -1 -， -1間協同i翌年)

1示日目見¥I[:4，537川12
:22 l' 64，918.00C同，831.21仰0，印8.95研 -:21，的5.12引 ー: 寸主主8filU'i2山FI.主不足

:liJill;!?7713日I _l1il1~n3c; 
6 1幻醐醐同川 ρ;口問州吋 ード川出JJ7畑町

! I I I )ii修築工、jfにf;EIII

! I 1 1 ，，¥liIU納延悶]分46，耐

久379醐同，酬叫 グ i ベ イ丸町3お6120，山9.42品ま訪日時主

127，012.176
1
23，089.6971民W_l，自問。附 1

i i i FJ知 '1沼郡
| | i l l雑誌位保持T

29 i 110，379叫州問山出ll j -|ぉ…14附 41if出掛
I 1 I I I i IをplL31Tに約

五 l--百五両ít~98i3~;~81~078.雨戸31正面「一 一一一

.~ 

21 

却0
0
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この当時の収支の内容はどのようであったかを明治27~2Sflé (l893~1894il'.) の決算について見

るとその内訳は次のとおりであった。

土一二-lf-llJiULV-UtL24守山
ll;九γ収 :l::2:J:l:l::;;:::;;;ir:1:;:

1卜11[卜l医主 別川l子J」7;

; [ ;:: ごFb出!:1 1 ;;:立土出:ど出出出:1Z引::U;i | f l : 
~: 1~ 2，675.747 : 6 3，413.361 8 7 

ilJ: a:/; J~ 6，140.766 15 3，948.046 10 12 

村 1干 1~ 5，981.365 15 8，395削! 21 18 

1i l火 lI 8，640.:110 21 7，336.351 18 20 

悦 44.391 1 41.538 

JI 324.258 i 1 

40，727，800 40，肌蜘!

すなわら経常経伎は収入額の46%，水道料金収入の615￥程度でことすみ，主Lff!ILl-入の必:jl}ーもなく，

絞述ろi白地でろ過していたので円î'~:材料貨は軽少であったが，ただ，はるはる横浜港から水前まで辺

被した揚水用の石炭'1?kが全体経伎の20%を占めていたことがiJ，目されることで，その他はまだ修正汚

'{!kも少なく ，n!')，三上の人判仰が経y1i:の主体をなしていた。しかしこの経校については当初神奈川以

から~IOI';引継ぎの際の工1'/"1 賦償却予算升によって， il'.IliJ40，727J"18C銭の拡iがおさえられていて，

余絡の出たときはその矧まであるいは材料を!'iい，あるいは工'Jfを随行したもので，この予算'Knを

こえて支出することは;!，ji，M'j'のn例検1tもあってWFTITを件なければできなかった。

しかしこの年々の元利償還金の斗賦償却l予告tj_~::によると，明1f:ロ5 i f.(1892'['.)には利子11 ， 376門，

i司26年は56，9521'1の元利金，同27年以降は69，651門の元利金の」納をなすinillTIであって，このよう

に年々の経常経政よりはるかに高額の償還をなさねばならないという無茶な計算こそ， l!lj政的行J113

りをきたした総本版図であった。これは当時の~，lniJ;や種々の条叫がそうさせたものとはいえ，創設

工事がいかに割高のこ仁貨を裂したかを知lるに十分であって， :li時の理事者もこの点、を大きく悩み，

その後の回目i補助の中前月+には「かくの如iくlliは尚{固にして不完全なる水道を引受けたるにがくり」

の一節があったほどである。すなわち，創設水道が 11ヨの配水能力 5，700立方メー!ノレで工事 i1k

1，074，712円を姿したことは 1}'Lカメートルiiり18日円の防災となったわけである。

(注〉 上記l立)Jメートル当り 188flJはilif!;I日本{ij;までを合むと (11，.，、えう附としては去ことに!日1術で，これ



mzJ;'i: 第 1阿出張工';!f.の同席補助〉釧，i.l:ノJ(:江主市'n，:w務のfi"ti."1 (825) 

北川 (l ぴ)物州jVJf出れか仁はて 2 ，肌0.......2 ，日)01出'.似'/l~ J' t，.t_: :W6 ，削)OIIJ~47() ，(刷Jllj I だ灯、 ?g411']l1:;'JJく

1.'Ji山本'1'，日oの，()()O心J)λ ー i.!!~ 1'1;') I対]";:， L 'idi 3，090，()()O，OOO ['J -，jん:j'，'[")， L ，'(]j/ーlノ1ド}

6 ， 966!'J にくムベてはるかに i~::1制のものであった。

出2章 第 1[If[拡張工事の国庫補助と創設

水道工事費債務の償還

かかるうもにもIUlif:30{j'C1897{J'.) <1日， :1I";tこの '(;'iK!ft であった~.:í~ 1 回総張工'1\の 1jÍ!i行に際~，か

ねてから FiJ [l，lj:/.l 11 約した I 了 lr'f(に対するドq r<ド治則Jの ~Nr~nがいれられて ， ìJ~ (，二;1c-jよろに附からのilliD)j

をうるにいたった。

Fなわむ阪i'![のノl:;Ulj主投後，作者!日illにhいてもノk泊施孜の気)J!;がi'::j主り治々工作の実施を九るに

いたったが，そのほとんどが附阿補助をともなつだので，本TiTもこの~J~ 1同Jお11工作のLj'IWIこ際し

ては r:(11J;0:;)(.;立山政以来のずいj江市水l;JjtIこ:CI':，11/入所変'02工事およびf弘行工事とも称する今日の

?H 1 r81折、 'Jl~]' 判土いずれも一辺の工 '1::であって，今pijの lIl\~H工事をもって初めて完成「るもの」で

あることを強訓 L ，このーl'~E のや:コ、 lr:二対 L.j也都市のiìiT I日lにならいìj~の Ji<~~による工τ1;i'lの 3分の

lの!トiJWi.t1iJlJJ下HプJを阪!いIHtこ。ただしImi'FitliJl)jは現金の受給を〆j(めるものでは仕く，そのま空間11

lit水iB二r.:，Ji:Y'i'の[::11+11'1入念の返済に充叶しようというのであった。

r~il r+ fdl !lJJIP 読官li

一， f， \I ]， ~!t ノlzì立に I\:'{'(米HYì:;1主!

， .r~ 、;削1，];/(防 ILT.-'Ir'{'(

一， JI，人II$:克 仁 川2

一，ノi !HI企 [11Ij';~:; 1 !日l以叫口 WC(

計

一， I"IW補助Ijl;i/iiili(I，'，J I'，;;'I-，{{¥iの 3分の 1) 

FJ 
1，091，91R.1号7

3:3，lsz.(;n 

l:l0，240.3Cη 

1，82月，177.459

3，083，529.296 

1，027，813.099 

この制いHH'土il仁川Jおよびili会合あげて芯f0nni散のため政府および[司会に獄淫動をなした結果，

rlr;lNどおり日午可され， 1"11市川凶I)J金に手持草!<長を}JIIえて11'11えの償還にあて， これを完済した。こ与に

おいて長いI1\lの P'i'i，町'U_IHIY~ iS.大!日t/{í~の弘行から免，j1，たばかりごなく，創設以来の水道Jjfu設は完全に

木市のl'fほとなり，従米収入から経常経伐を九し[ヲ|いた残官¥，すなわち年々の災収人の'1'，制以 lを{立

務11'iltのため ji:IH，に l 約したの在，そのまま収ぷとして悩似することができ，水道，'J\~:':~JK営

に殺さを力日えるにいたった。

現にi明治3Mド(1901年) ~î-~ 1 rm拡張工事の公依~Xtl、がむのごとくならなかったとき，一時水道経

済の収支成金を繰伴えllii充したが λに450，0001'1もの千内総1{A1t%が流川されたす¥:'Kを見ても1!1')(

好転のほどがうかがい知れるのであった。



水}.u財政の70111114 (826 ) 

第 1[111拡張工事以後の財政安定時代第 3f戸

!1'~ 1 !目以4長一じl'随行後はXlrjニにその工c'j¥>{!i'として起wし/こ 2，055，臥川 1'1ゅ新L'l務が生じ (if';fU6 

分 lこて 2(，1 すえ i況後27イ]'-11\1に元金1m;;をなす)， 1r 楳H7~18万円 r~Wfの元利余均等償還をなすことと

なったが， IlIld;31イ1'.(1898!1つにはこの拡張工事資会支払のため水滋料金 5~，刊内外の倒 i げによわ

jNWZがあり，配水能力も 3f:'i~こ明大した規模からすればその償還はずF易なものであった。

す/五わ L_._，\X~ 1 PiIN，;'Jlζ仁弔iIII後を;illじての水道料金収入l土次支に司、すとおりで， 10イI'.mlに 3i自のl以

ここに水道の健全財政の泌が築かれた~).~であった。入に途L.，

その一例として明治41年 (1908"1今度における決算委只会の報fk事項の一節に「水道局の工'JHオ

r~Ji主をもって孜料は多く ìtB~'nifrl;j;' に保~r"~; されているが，今までの帳簿は'cのIPI入を物lfl:の数， jd，

i]i.自lIiや令官nの記絞がない。]校扱者には金額が全くわからないというのは段別Jよくない。干E]哩 L，

この材料のIH納代f1Hについて7w物品の *t~'Miは 19G ， 7861'1 にも i主L- }íi~"ì のみでも 25 ， 862 1'1もある。

ぜi時給水ヱτ1>も

あわせてイ!日140万円程度の財政規t9に対し市内の倉時にその'1"籾の加7)1'1泣い在Ji'Flnlをj!jっていた

第 1回

水泊料金 Jt ド|賊i!?j古川l削入 計

~ ~ ~内{

rl) lifì27{f. IJ~ I 
8fi，醐 161

I 
-

I 
23，出0.'171 110，捌 632

l
仰，8也29.G肝7川川

1G4，94G.2日)i 1お2

巾泌出2川 問|

2 京却1，82却9.8訓却1I 2剖4:3I | 

242，641.720 

259，485.390 

型j出

設委Hの方々もたなおろしをし倒産調査の基礎をつくって欲しい云々」とあるが，

まさにそのfi:ifl"¥ぶりを物苅って余りあるものであった。こと l土，

主主張工事前後における事業収入

イi

114，016.386 

~Dr叶折、引、 i
'J'，)品!点

215，297.148 

214，992.260 

287，351. 791 I 

蹴 155蜘|
313，3幻 562I 

29，2似).962

28， 24:~. 078 

49，98G.91G 

則

市
9
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4
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4

1

 

4

4

 

23，18G.713 
肉

21，059.9:3(; I 

7，4同 442
! 

Hi，5B5.05号
1

18，附加 1

12，100.587 I 

28 

:1:1 

:31 

267 i 

捌|

36 

、17

38 

しかし~.:.r~ 1 回航践了J存による水却の l\~~jl もT!J :!nl，の発灰の前にはおよびもなく，ほどなく限界:二迷

その限界点、の明治45作L， Iり'lifi4Mド(1911{めから第 2回拡ij長工事に訴手されたしだいであるが，

MllPR 

:179，883 I 経常主主~{~
1，956 1雑文 !n

46，422 I公 的 IH元金〕

1，015 I 本 di 終消 ~1:! 入金

lE 
mfT  

1"- 1，市 q11

制問| 計

(1912イ!っにおける予算を集約して見ると次のとおりであった。
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(.{14l';t: 関東大)]1災後の杭 jl~l時代 ( 827) 

すなわち 4J万川;~î_:い収入に対 L 経常の1，!H.'j 竹刊l 授は20); 1'1 f'.'皮で公的ftt;¥¥i&を加えても29;7PIに

満たず 8万円近し、紬i去のtd誌と， 3万円余のdi一般経済への繰人れをしてもなお 3万余円の刺五、

を生ずるのであった。また別の観点から創設以来立~ 1恒i拡張工事までの設備制 3，142，0001:CHこ対す

る減価償却貨を計 J~ しても， 7E*目倍、によれば年間60，000円程度で，これをliH'1として勘定しでも十

分余祁ある採算であった。

ついで大正午代に入っても事法Wl入はJ，r.をj且η てtP!大 L，tHz同拡張工τ1¥:7'/:完成した大IE4'If・

5 年 (1915年・ 1916jr.)には'ÍF々の事!~金はますます大きくふくれ l が町，水道!f.'\ê終i月の安1í~卯1

をなしていた。

大王 4{!・ 5年7kJLl 7jr. :)会決 17官n

年 11 
経常設入 終 7日出|臨 H一y，一m山一il…一一一~'I一一同一一 元引刺余金

大正 4{¥皮 側 667FJ4M|l …何m|J 必7… …同湖 l 町一阿 ; 

5 745，973.9561 105，166.740 485，555.5001 590，722.240 i 155，251.716 

大刀:6 年 (1917"]') にいたり，おりからの欧州大戦の詰王将で物価は 2 初 8 分程度の之リ鳴を万三~，

このため烈 7jf.(19181，めからはililliWに対Li!j:遇改汚の臨II!j給与の支給もあって， I万i年以降はI!j

政続放は一挙に膨張して1ω7jj刊を突破するようになり，同 9，，['. (1920年〕には170万刊にi主したの

当時は第2回拡張工事の洛成によって給水区域も拡大し，一挙に 4{-1~fに増大した1HA13な給水裁によ

り水道料金収入も年ごとに?ffしい前収をみた時代であり，またたまたま11]線路内の不安導水鉄r;:を

撤去売却した臨時収入もあって，このように念的した支11'，にもーI昨の急を主かない得て急IIJ な ~li::

に<，!rかかなかった。

すなわち大正11年 (1922{1'.)の決芥を見ると，とくにあげるほどの焔!l年"1¥';[がないにもかかわら

ず，収支ともに次のように大きくふくれ上がっているのである。

年 IJf I総収入制|
l 問 l

大 lE11年 1，920，294.7001

~~，r 文 ~.H 1m 
FJ 

1，889，745.810 

第 4章 関東大震災後の窮迫時代

この綴みあげた健全財政も大足121['.(1923"1'-) 9 月 11ヨの関東大í~~災によって一挙に崩壊した。

すなわち渓災のため水道Ij~設は壊滅的十l 準をうけ，全，1]のお32:家もまたt立うたして収入は皆無となっ

た。しかし従業職員の日夜の努力によって施設もしだいに復旧し， Hil何のf.uI日とともに料金の徴収

もしだいに開始されし， ïli勢の復興につれて~~入も明1111 していったが，、'í 分のmJは支}.H をまかないn

ず，大王12年 (19231f)以後昭和 3W (l928{1'-)まで 6年rmにわたり，来る年も卦Jる年も歳入欠陥

となり，次年度成入の総Jげ充当という非常
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この¥1¥1における収支の状況は次のとおりであった。
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すなわち，}-"i災による得亡Y:"'Jlのり1減は収入間1::大きく符いて大正12!.f.ー・ 13年 (1923イr. 192MIつE廷

における料金収入は震災前liirの大王11{1'(1922年〕皮の半綴および4分の 3初私W:fに過ぎなかった

が，同14年(1925{1')にはliij{l'.*の民'i;fなほどの復興ぷりと料金の値目Tによって震災前の収入棺l

l二m:したのであった。しかしこの反]lIT支Inは渓災公会Lによる物価総況でかさむ一方であり，さらに

Mf相場の低訴による外1mムの不利と渋災復興関係資の附mもあって，収支のパラ γ スをうしな

い，大正12Jf.(192引の皮は私立金の繰入れをなしても357j'f'1の成入欠陥となり，ついで穴正13年

(1924{1')院も戸]係にして45万円の歳入不足を黙IF!した。しかしこの大 I正13ilしれ1;1止の復興な欲が

日党しく建築戸れは異常なI時加を示L，給水工事はJ，t:i'ilのいとまないl王どのWl)Jf1ぷりで，同工事1'1

は収支とも一千に90万1'1の膨張となり財政指，j廷は明大した。この給水戸数のtN1J日とおりからの料金

e';tTIとあい主ち，大正14{Y.(1925年〕には料金収入は一服部1年度の 5'，ltIJを咋1収する立了前ぶりを司、した

が，支11'，而のWl)JI1のためなお 'li:'Q皮30;iZ万円の成入不足となワ， 3 :'ir.n日にわたる歳入欠陥は実に累

計112フ:i1'1を突破し 1年1mの給水料金収入に匹敵した。この波災後の 311三子iZりはまさに財政抗乏の

危機であり， fd もず， ~Ir の時代として水道'If.~の I1 常 lf!u.~ではあったが， ~í n-.tJ は浪災復|ドIJ:り進んで



f官51;1 震災{主の節約と財政同i担 (829 ) 

復興へのOlì1ßをはかる処設n:dにであって，将来の火+b'unへの発恨のなí'ü:~'こ燃えて II\( Yi oH における

Ji、~J'ぺ経済，;どいとうこともなく， {J~{I'.n:t収人総 1:げの処i刊を '1 々繰り返して，将米の復興発'l~にともな

う :}\:;f~Wl~立を 11 引に， h'i tll_~(I'~ (，二 'I\J\~(>ワHI;立をはかった。この村i ~~[日時1Ii[.íUこ入ると可ji業収入はよう

やく好転しl相手口元'1'-(192611)皮にはjr.['H"l料金制は 161)il'lと一挙に36万ド!の別収となれその後壬1

:::fさらに20)WJ限度の料金収入を活指し，この刺余念と守1'*が積立金として所有した有側証券や土

地を売却して{.~，た資金をもってfド々 #1fj!1 した赤字をi堕減L-， illの復興が完成したUn.t-114年(1929{[C)

皮にいたって，ついにさしもの日稲にi主した赤字も 6:::r.Ullにして全く解消することができた。

第 5章震災後の節約と財政[111復

しかし一時的な繁忙から起った民災復興ぷえもiよくはがしかず， ii色おくと再びもとの不況に立ち帰

って，昭和 5'1'.(1930'1'-)ごろからは産業界の不振とあいまち， jllをあげての不景気時代を現IUL

水;ü'jY虫、も主たこのあおりに料金収入の!~j1:j~( j:Iifjれらとなった。fI{1キ 14 "1'(1929Sf-)以後向 8{下(19

33{!'.) ごろ空ではik奈のように:q収204]jl'lから214万円を前後し，会:く延び悩んだ。このような不

況の時代であったから，山Llj航mmの一般財政1::;J"sいても収入の不娠に川ザて，震災以来の弘容レ

ート低滞による外出利Jムいの泊廷に'h'xiみ，この対筑としてJl'D給料の昇給停止， H宅手当廃止，庁

JTlI'] ~ûJTIlの廃止と lili~~;I，l な 'Jl::'ì;;;処ifLZK講じてまで一般市務および事業'1Jf '2総小し，緊縮一点張りの方

針を以1""した。したがって水i立車業の経営もまたこの市の力引に則lして行われたので，収入の附加

はみられなかったが，支11 11の節減によ η て '1' じた刺余金は~;:0 it~金のダムにお秘されて，当日~Ij'順次災

前iされた臨時揚水設備:['[¥その他の新規卒業の新しい財政にでiてられた。

昭和初期不況時代における水道事業収支
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年泣 l 説必 !2内i|m附刷刷1力加川JII"， I 肉 悶 232，948悶111l3， PN J 

1，883，Gfヲ8.94 1肌1， 7引5，498.74 6~ ， 4:'~9.021 570，948.52 232，948.1113，477，503.331 

5 i 1，440川lG.57 7G 1，818，0問号制 40， 9~J4. 56: 679，520.99 -13，978，558.98 

6 1，721，975.72 91 1，717，:321.01 :'l5.l'n:L50i 29:)，229.42 -3，768，359.65 

7 12，034，870.14 108; 948，951.11 :37，604.981 484，812.40 ー，506，238，66
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差

[ Jii. 11皮過 iI 11'. I正lA不 MJ1
前年度より i 再7_\~:iJ I残))(年|
繰越金 1r立へ繰越 i

同 FJ

1l{H1141，rl 215，569.36 215，569.36 

5 1 1，820，897.37 
IJlf見守目的百のl叫1，819，3641'J48WJ'，Iifi白，土財ilhU::す

215，569.361 2，036，4同 7司る首S3 !ilH)l\~n T.-Jlfq~逓 ìX締法1;::， li'J.イr-r生市純;，;1慨は
1 ， 532ド]94~t

6 I 783臼6.021 川 466.73

7 Is間川 771 2，悶，山 75

日 :s 7S2，2:l6田I2，264，812.98 

2，82日，112.751再芳引残官官のうち 2，575，2271TJ 06鈴は'i:H3附 'Mn-j
叶 ïlri~im次繰越金， _ljí.年!l;.~ Ql.k:ln技術27，7831'144$"

2，2G4，312.9叫再来引残額のうち 1，749，5391可36jlJH-;ltH 3同拡政工
川市1~;m次総;@R<í):， J)Uj低利 H.tW口l工269，8871'186$.，

1，512，076叩 l再来引残傾のうち 1，209，459円79jltLltn 3 [ii]11.片山ゴ
1 'I':j~iill次繰越余， J1Hド!立qi.純技官01士3ω，6191ワ301.'

第 6'>字 時局の進展と好況時代

しかるに昭和 8年 (193311'-)ごろからしだいに|司際'li1i勢の右転換となって. ~，~! 9年からは 111界的

なI可:軍備l日!Htに入り，工業がにわかに活況を支し工場111水の需要を呼む、起して水泣料金収入は昭和1

9!.r， 10{f-， 11年(l934~1936年〕と咋々。Îl 1 1 より 20万 Ill f:i\皮ずつのI円 4~ となり，さらに日支事変

ぼっぱつ後はー府拍車を加え， !lf{和12(，ド(1937;ト〉皮には40万[1]， "']13イI・14{1'.(1938{1 ・1939{1'.) 

l変は30万円ずつの司収別加を見るほどの活況を示L-，同15年(19405ド〉以降も1951'(1944イ1つ ま で

戦時中を通じて年々 20万円程度をIP1収するという好調ぷりで，不況1I~i'itの附和 8 1， 1二(1933年〉の料

金年収2，235，OOIF']に対しわずか 9年後の昭和1171，1'(1952年〉にはその的叙を越える4，508，3361')に

i主したほどであった。これに以し支tH1niは収入Wl}]r1の引lには明大しなかったから，剰余金は.q々'l;

だるま式にtド'lJmL-，ノ，](;立財政は健全な軌道をひた走りするかの感があった。

この年代において次のような資i2'f:的な諸事去、がこの年々 の東l余金を財源として施行されたことを

みても，その財政的余裕ぶりがわかるのである。

r， 祢 施 行年度 工: 1~ 

I'J 

四谷配水池改良工 ')1 附和 13~ 14年 68，072 

N，~子抜点および7草木J1I1圧芯 1品工事 グ 12~ 14年 608，736 

n ;lj 配水行政投工市 グ 121，ド 24，147 

J;r m [，'下1i江内配水 ~:ì; 工事 32，288 

τ 場 J也按 配ノk竹工 1'- n{刊1111 ，__. 12イ1 110，038 

イグ沢);HlI ric水拡張 r.'11 。11，q 162，25日

IW 九そ 』む ，，' 士 グ 12年以降 295，205 

た禍ちばな特! j円 H ~~ か 12'w. 440，即日



n~ 6 ~í，'I' 時前の逃t.E:と北九古川11: (831) 

昭和9年度~同19年度問水道事業収支明細

| 収入

均p:.t_1------ "! J{~- 1 :!'-c~~ rol， -. 1 JI:i: 1---- 1 h'i.tL偽丈 一一一丁一
! ド判川州l山山企知削l'肌l
I わ 午刈 2ゐ<d ハ

i日In 1 阿~ i ~ ! ~I 日目 1 l'】

91rI2，417，:{45.41' J叫:363，5GO阿川口削，905.46i 1幻 4刷 24(jヲ'125.431，512，076.叫，1，出1.帥6.田

10 担613制加l山 1425，643同日73.117，452叫 m 、酬 218.051，悶，4no.741 4，837川1.61
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なお乙の)JlI1nにお'<'て[!!政 iオ):-""f勺ベ主ことは， &')(11:(¥'1:/1、として附和18年 (1943"[0)施行された

「外資l責処理法」に基， .て英t~m (YS 2 [6.¥trL¥lm工 r"i，'t)および米3i1'li:(震災復興事笑izt〉が国の市

代りによって内間前に河り行えられたことであった 勺H年英t'i:1Wは 515，120ポンド，犬貨債は787，



水道財政の7011立'c4編(832 ) 

0701，' .eの米償法制を践していたがriiJ-(i'は"，399，8001'1i~ r.lll ，978，61川11)U)Jli1Tft'-liこ代〉たものと，

その平IJードも*1.11立はイドキ1.15 分，米11îW:~土:.(!司'U 6分であったのを， flj'特升;11fムl土eq:11分2問。コ低利に

なったので. ~Ií 11，)': -"f 1~. に ;n_]二されたx払利干額は35伎は 1 シノレリグ 2 ベンス持でYf1TW は 441 ， 531

内 (515，120ポンド XO，05=25，756ポγ ド〉であったが， {iff卒後は元金5，399，800円に対する{j:'4分

2風窓12お，7911'1と約、開lで足り，灯:131j'.(山判〕以来判為存不利にli泊まされ， ことにrrnfll

G i!， (1931イ1')金愉]111~;~11令による )11伎の低併のため，長!.fl'l'i しんだ外w元利払の主的から上うやく

解)j~され，1!1政七大きな tMJ~をもたらした。

戦災後の財政窮迫第 7章

この順調のノk泊経済もOj，11河120年(194f){!'，) G n 29 日Zí~2 次 I!I:界大戦の;\C!UIにおける横浜大~~ìmに

より全TIiが う二(こ i主 ;1-&するにおよんで，米内1における給水胞設の破11; と 27 虫.~. f0~ O)'~l間決に J、る収入減

によって，水道'1，:""，;宣告i上大きな危燃に ;~:{jlli した。

Jなわち戦災後fli{:.f1'l20年(1945イ!と)10rJ15!1現(1:における給水戸数および人口を戦災前のそオしに

比+えすると次のとおりであった。
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!戦災以|戦災
iC ;(~W日作合む): ギ
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15G，398 i 10S，69:3 i 69.5 
人 j 入 l

m 刷|仙川 i58，3 

戦災 11')ffj; 

f合ノド)i ~/( 

" イ3

f吉本人1"1

戦災](1後[上WI京穴23災、!jll与と lけJH<に戦災被:izの{狂|日とTIT[\;へのノ!j;~iJ iiノkの供給が先';'J!，であったか

ら，すべてをあげてこの11::1'にiit1干したが，その後四Uikn;点本の11flJi1にしたがってその給水状態に応

しかしP;l:f3:じ， H(1平日20{!'，(1945イ!，) 8凡ないしllrl分からi.'Ci'I'女医の給水料金の徴収凶作j始した。

1月に料金の!ほ kげを完11日和21{!'(1946イf'.)光の大減舎と'1"イFi!.i:ぃJ!¥f，収!り11m!工大きな減収をf刊さ，

1I(H11201je (l945O!'，) [立は次支のとおり F1T矧に対して収入がスさく不足 L，文:_II，はかえn したが，

ついに収ってi被災i¥Iln'1'1や市北伎のifumJ:'i(i:可〈古ノ'1(i1f ~'，)jーの新たな計上，主要するにいたって'i'(J1JがWrJJI1~，

交の均衡をうしない，多イ1'.-jslj;g<iLを議総した技法金のすべてをフ己てでもなお足らず， 80]j!'1の品、午

公低を発行するの余儀たい Ll:t、と伝った。



11.::1章 !j'tD~後の対正kij'0J白 ( 883) 

戦災の年の収支計算

政人
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収 入， j!l 土11 分化による収入分 | 

口::ユi J L i 2 1ゴ4.示O.ム:zii函iF1iJ10iJLi…7
} l パ民ω昨) I .32阜

処凶 E矧H:G合

4 一 i般土 Iは1人137η2，'1拙33引| → 3幻72，4拙88.οo町 25印9，1日B幻3.8問判 一→イ 25回9，1悶8開3，8略2企 1口13，30肱

4 11 <1 )，)附iド{拙肋 f叶J ユ，刈0肋 1 41泊S.悩3.0叫司 剖9札6臼」町 rぺ→ 4岨06，909.¥口叩叫J(川川o司11 41焔爪'悌 9，C司" 1ロ2，7勾4叫
|日 )) I ) )ωi  

吠 品 川 -15似泊、311.73lヨ点的，311.7'2同，056，175.叫 4，ヨ49，131.7317，305，307.13! 1，:¥44，995 1 

11 '111 -1り 白 川0.001附 z，Goo，m! -1 州酬イ帆酬ふ側J
公 111 イイ川叩 2川川 イ イ ナ 210叫
一一ト:…卜5一部L i H i - -ゃん吋 5倒制対1，480，800十…語
放 w

1 11:'和2'OヰJ五 千邸主-! I有利一:羽:i'f:.T!'':(flと1;t.'?~g 

区 分!経常支i11itE5主主 l lii m附(時謀議i31 九 I h'J¥泊。刈
! 到 !の追加分斜里f 主 1:'-1 悶

経常 ii 1~ 5，5臼，旬01 ーイ 5，5臼，780，4司5，095，955.701! →5，日95，9白川A 466，824 

hti 1'，[": n 1田，06川 -1 105，062.001 1，345日間 寸 1，345.0削A 103，717 

r!j 出 ru 法1798，704 1 斗 79司，7叫 521 798，7日4.S2! 一寸 798，704.5司
|‘52' 1 1 1 ! 1;，]2，864，5511 

出張1'_"ii1'i1 -13，821，131.7司13，821，131.7引 -1 956，580，59 956，58日制 141 

戦決 i!i旧制 652，687叫 652，687 .m¥¥ -¥ む52，Gs7.99 652，687.991 -

送制削l駐膨削正♂山I可fド山f

計 ト円1114蹄 問 中 師 間 73ト腕叫 1.718伺7.2117614，102.43，，，13，M山I
すなわち戦災と進駐車の未明と uう予想外の p，誌によって. H~{干 1120{\，-(1945 J I'-)叫に t，ける事業の

運営は当初予3lfとは全くxp，(-了陥れた歩み)jとなったことはやむを得ないことであった。収入におい

ては戦災復旧11tならびに進駐軍給水貨に‘ついてがfたに混，r'if制j劫が F付され，また水道恥金収入1:121

~l: (19461y) 2'月分以降約6倍の料金値上げが行われたに刀ゆミわらず，料金収入 473万円の当杭子

引に対し53がの 251万円の年収に Lった。その仙の収入においても26万 を測って当初予uの 3介

の 1~:訊に減少し， 21年度収入額は国市補助金を加え 3 ， 375 ， 493 刊に過ぎなゆった。これに士、j L，.支Lt ll

においては 100 万円におよぶ1，rl\51~工 M1i';立紋絞îV: としての逓次紋越金から支出されたが，一般経f-~f

は」ニ記のとおり lli!J'i元金の返済80万円，経常'1'51077PL戦災復旧i'i65万円，進l!J.j;ITt給水質10万 n，

ji'，f'665万円に迭し，示'，330万 ζ いう巨奈の歳入欠陥となった。この穴四日ノはすでに上紀Lたこおり

多年積立てた繰挫金の会fi!\を投じ撚-12となってもなお足ら:f. 伐入欠陥日:t807~í"円という新しい伶

金を背負う形となった。
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第 8章終戦後の経済混乱期と水道経済

このAくi立jゅよのWii¥時にさらに輸をかけて，事業運営をいっそう凶器tに陥れたのが戦後の経凶泌

乱であった。戦時'i'からi替在したインフレーンョンがにわかに却、発したように上昇カーフを描い

て，物{illi の i~~î騰が tl~l線的に」デl~ ~，給料の1，1;+ベースも数副におよぶ己主!n増額が行われ，泣力料そ

の{也の値上がりもあってHt'i:は Wl~員をlfIね， II:j代の経済泌古しの渦1!:1をi:ってノ，]¥.;丘事業もまた llVJJJi 

L-. :i'J々 の支山富1は次にJ止るようにいたずらに数字の b列を大きくしていった。

1，1'. t止
ι1¥ fJj ，{ 

!'j 
!1{HI1l81j'. I 368，551.74 

19 792，840.74 
20 I 1，475，630.46 

21 6，454，526.71 

22 I 21，550，213.95 

23 i 6~~ ， 658 ， 5幻 34

24 112，679，151.41 

25 : 124，996，367.肌)

26 175，(ゆ0，637.00

山川 I~，92 ， 715，抑制

年 1111i l花 耐j 1~ I 
eJ 

IWJ手f118.i] 55，927.20 

19 24，137.97 

20 1，345.仁、

21 3，578，160.38 

22 11 ，226，644.38 

23 20，721，5t市 40

24 88，021 ，933.47 

25 119，200，675.65 

26 118，657，622.00 

271iij開l 51，274，104似)

般 1屯?有料 g~

1門1川 主川び叫1修例安討矧矧車抑結~;叩1
r内J 円"，附

1 ，川，7臼 7初ti! 出9，821.29' 767，526.01 i 3，ω，6除制

1，265，361.21 1，036，362.83; 627，886.32 i 3，722，451.10 

1，867，1015.48 i 叩9，日7出 790，4白幻 5，132，制 37

7，90G，918.D3 2，392，711.56: 1，044，824.64 I 17，798，981.84 

:38，叫O，2G4却 3，4附，988.58 3，774，077，33 i 66，771，544回

144，557，676.58 I 16，599，5014.65 i 14，328，3:34.22 I 239，144，082.79 

178，441，809.45 I 5，(川2，0α).00， 34，614，944.00 I 330，737，904.86 

182，026，888.89 I 澗，786，α川00 47，571，586.96 I 385，380，842.85 

217，810，055，似)I 13，507，000肌) (必，358，670.89: 474，766，362.89 

118，4:35，358，00 

資 J年

~~-'^{Ï正元託子説法 、

および的立金等 'l' 

"J 
4，314，423.28 " 4，370，35日48

38，伯7，617.86I 249，238，301.86 

r 

IE 

，lI I給 水 エ 1':1~ 
ド~ ru 

7，514，004，28 : 218，109.92 

834，0朗 13: 858，236.10 I 4，580，687，20 I 104，974.37 

798，704.52 ! 8削，049.52; 5，932，887凹 I 71，945.95 

1，3幻，011.12! 4，9日，171，50i 22 ， 764 ， 153 ， :~4 i 1，176，お7開

98札1 ， 0但17.9:~ i 1ロ2，207，66臼2.3但1I 78，97叩9，到却}焔6，37' 15，440，098.47 

7，ぷ8凱l瓜幻州; 訪札，肌加出| 机開lし，訂874.1日51 山

)氾3 4，16臼4，4必32幻 9幻2，18硝6，3訪日5印 42沼2，92μ4，2幻70.5臼5! 3出4，2お51，4岨87.0回

1-3担4，2幻76，5臼悶8幻7.1日41 15臼3，4η，2泌52.7叩91 53却8，858，H泊 64 ! 65， 叩4，417.21 

12，6幻，163，ω131，284，785.00I 6附，回1，147.89 74，同0，2出凶

8，642，冊。川 59，916，山川 309，154，術師 27，1加，010凶

| 収人宅たは財源のともな う仁 '1':

{F I立一貫J4 m日比~H]:-'l;: 戦 災 {fJ. 別l 下水道 lu~~ 官 計

i'l ド3 付 関

Ilg剥 118{~ 3，190，985.51 3，409，095，43 10，923，099.71 

19 4，612，863.51 4，717，837.88 自，298，525.08

20 95丸580.59 652，687.99 1，681，214.53 7，614，102.42 

21 26，827，7凹 23 3，767，5以).78 1，223，177.57 32，9休)4，834.67 55，758，988，01 

22 56，070，319.16 4，333，813.73 611，294.11 i 山 155，434，731，84 

23 151，685，135.61 1，3叩，451.17I (】，850，992.95 173，051，467.16 440，733，341，31 

24 316，804，783.40 10，田7，536凶 9， 1~沿， 615.97 370，297，422.49 793，221，693，04 

25 431，276，縦川 80 8，113，7(】4.81 505，::!24 ，782.82 1，似4，182，888.46

2G :~82 ，日)(ì， 705 印} !)，β伶9，7'12.(川 11，(同点別人G!:t3.00 1，072，釦7，880.89

27jiifJ0J 99，943，930ωi 127，123，940.0Q 436，278，345，86 
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第8章終戦後の経済混乱期と水道経済 (835 ) 

昭和国年 (1943年〕肢には外貨債を邦貨債に切替えたのを機とし従来外貨引当に積立てた樹立金をもっ

て線上償還したので，公依元金払が急地した。

昭和19年(1944年〕皮には戦時中の物価総誌のため戦時勤勉=f~~~ ~~.;の支給があって可1'， JJj 1，が増IJII C，ま

た資材の窮乏にともなって設備費・給水工事授は減少した。

!日開由出l'(1945年)f[lは戦災の年で戦災復!日や進駐軍給水のため1VIJが附加した。設備i，および給水工

事1S:の京i11は市j:qよりいっそう目立った。

昭和田1年 (1946年〕皮から問23年度にかけてインフレーシ豆ンのこう進のためにあらゆる経費が急テン

ポでIH加C，戦災復興工事lこともなって諸卒業授の支出も急増した。殊に進駐i!i指令工'1'としてインフ

レーション下に敢行した第4[iJ拡強工事は軍の資材的支援もあってェー'1¥距liWiに進jlj;C，エzは2もしたが

って羽 !JfIした。そして昭和22"1'(1947年〉に7im行したむIl\~l~こGlíの一部は水lù)\~lJnのためIJI山:ポンプ工事が

多かったので，昭和22年 (1947年〕以降作業伐における氾力料金の増加が目立って激凡3した。

昭和24'1'(1949年〉度以降は第4回拡張工事授の起債が膨大となって年々の支払利子翻が激WIした。

そして戦災後年々の施設技術のためにlH工事i，に相汁の加を投じていることが見られる。

拡張工 Jiの進行にともない昭和田4年 (1949年〕以降加11_Eポンプがしだいに不要となり，電力れが減少し，

II{~和27&1'. (1952年〉にいたって，揚水ならびにi早水関係のポンフ'"Lt全廃され， ffi1J料金"J(1:ムのf申告，RIよ財

政七大きく寄与した。

子力この支1[ '1 の立~iá~iに対処し水道事業経済の保全を図って J 1I{{和21ij'(1946"1'.) 2月以降機会あ

るごとに次のように 9回におよぶ水道料金の改訂が行われた。

'1 |定額せん I'l，~ ~~I Jl 基本料金 基 本 料 金 丁|超】曲料金
梢 主J

(lJ'LJjメートJレ〉

'J 内 " l山手112HI'2 )J 4.00 6.日) 0.40 

/ノ 11 10.00 10.00 1.00 

22 7 20.00 20刷) 2.00 

23 6 40.00 40刷) 5.00 

" 9 50凹) 5日00 6.50 

24 7 65.00 65α) 8.00 

26 12 80.00 80.加 10.00 | 仏川M川川1:川川山.~I此山川1止出t:;
28 5 95.00 12.00 

31 4 115.00 15町)

ここに止，j己の支LL¥額の一般総75経1'/と水道料金の年々の増額数=r-=fこついて， 11日午1119ij'(1944"1'.) 

を基準としてその均数を求めると次のとおりで，一般経常高それは， nrlt和26'1'(l951i.J'.)には 120f告

を越える'ii~に迷しているが，料金値上げはその内総に80筒の上昇に過ぎなかった。

日ijlmF1118|グ19 Iグ却|グ 21 iか幻!グ 231"241グ2510 ぉ
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またこの経済激動期における前記一般経1~)(/1¥の1'，れについて分析しj仁校在求めると次のとおり

であった。

l吋 訳 I 11川 I23 11反 I I1{Hll 24 .if]_辻 1川

賃金

一胡一7一。-o1I51l1一一一一一m一6一九59めつ1 一363-94 T否f

村れ 1~ 15.2 28.7 29.3 

訂t f! Mi 10.1 13.1 6.8 

-di 位以I 係 6.5 8.1 11.'1 

I1t 力料 14.7 

;e σI也 G.l 8.7 12.2 

言十 100.0 10日目。 100.0 

この反ilii収入についてみるときは次表のように料金収入は常に収入の大沢として， Th-勢の復興発

IK と料金値上げにともなって年を経るごとに大きく 1!~~1'f1的に税収し ， [!{!t和21ir~23;:f三(194651二~19

/18{j'.)は総収入(市依を除いたもの〕の75%限度， I;;J24.{I'~26年 (1949il'~195Ur) は I'D じく 82%

以上を占め，次に給水工事収入も戦災n~(後の 6 .9百日11止からlln和25年(1950年〉以後は10%を越える

11'，1入にR1'JLi主L 復興しつつある姿を示していた。

1f)主| 水道料金 | 4副即守ψFdι2| 誌水 1 r |財似!出主制川、

i 侶4和和i1 1 '凶'1 F..! i )'円'1 f1内J 内 F刊'"1 f'.符J 

1印9年制14，71凶0，白7.7刈削 1凶67，41凶0.7巧5町 71，17口77叩 l閃 ，46訂7.4胡8 7，27叩0.8邸阿5副 5印0，0叩 0，84岨0，叩O

2初o !川2丸幻，7叩的，4拙O但1.0ω11 159臼9札叩，7棚印 7叫81 4叫4，37訓幻別4.0ω11 一 4机l以1，刈刈倒拙9.必凶叫I 50，酬 剖削0，0州0削叫O削| 

2幻1 却制川3孔14山叫5臼叩川4叫1

2詑2 166，408，137.5町 2，仁72，296.9岡山，013，693.58] ~ 1，466，060.(-市 300，00叫 72，8C人目的i

お国23，277，お010115，m，7735431，517，1臼 101 9，G問。叫 32，58日，443.2訓2，3凹，0口01， 1ぉ，210，日開

24 卜453，712，896削 7，360，257.58135，738，495.451 、指，505.91152，272，457古川 3，844，4151 310，600，αm 

お 1499，912，4弼幻i1:)刈5間的168，013，臼7.50i

お ?m，肌

摘

I'J 1'1 E年型初主4己1 U4291却時 叶 l 繰 越 金 i 16 ， 603 ， 832内211 統此企のうち縦続g~泌迎会
，493.83 7，305，307 11，480，800.96 グ

21 1 65，015，064.99 3，866，698 68，881，763.53 " 
22 ! 162，060，188.73， 13，122，775. 175，182，964.25 " 
23 1 431，1(;3，356.91' 19，748，232.41; 450，911，5即 位 " 
24 1 863，562，027.64 10，178，248.01 873，740，275.65 ι， 

25 ':1，011，576，151.01 80，518，582.61 1，092，09.-1， 73:~ .G~ " 
26 i1，101，784，出2.821 47.9川 45.161 1凶削却7開 " 

要

i'J 

2，021，995.24 

4，249，131.73 

3，292，551，14 

11，176，841.91 

15，106，522.75 

3，631，387.14 

Hi，826，邸13.74

5，550，002.94 
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こ力))11引における収入については日立コたことは起杭制と IEIi'iけ1I助金の増大であった。戦災で悦

ま7こ進副司p:j自令による知4[叫となった水道，~\栄が ~L;j{町 lJfニI此災の伝Iljなら口、に復興資についても.

自己資本でまかなう方法は全くなかったから， HJiぬはすべて起fi!Hこ求1広 ~l~工事その他についても，

めたので， N凶額はその似の!ムさに三らに戦後のノンプレーシ u ンの11Jみを采じて，大きくI目;;(l_

D工 jfC4' 拾令工作〉 ι いう名目の二枚:la~を f止いわた。 ìXに~12 の特祉として戦災と ;fUl1!l:P ，

さら十こはzrc4 f!Jþt\ry~~工，1'けて，巧みに戦災に附係する ~tf工事，進駐il!tt令工事J :fj" LJ~、 IP; 力 11 日入'1-'(，

し由〉しこれを獲千lJしたことであった。にいたるまで，ikのように会議多機多額の補助を止日前レて，

この借金と fllì功会のl時代も Llr~l!l2 4{r (1949L) ，いわゆるドソヂ政Jj，による 9lJ;Ul1Jに悲いて，記長

のお!JH~が白，!己され，文 LUのμ正がfd':Jれるにお4 んで大幅なi[，11約を'2ける乙ととなって，出張工事

1-'~以外はほとんζ 白己資会をもってまかなうる， ，になった。

終戦後における起債と補助金
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-1 2，'100，000 
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H{ 判官 助 柾1

2，939，769 
00 

第9主主 企業会計方式の採用

昭和27"1'-(1952年)10月地方公営企業主主が実施され，本水道事業もその適用を受けるにいたった。

すなわち地方公営企業として公共の福祉を憎;f!iすることを最終図的とし，その経常には企業の経済

性を求めて企業会計方式による決算を行うようになった。(ただし資本概念や決算書類の体系~~;に

おいて一般の企業の経理とは異る。〉

この企業会計方式による決算に装いてその後の財政の状況を記すと次のとおりであった。

まず料金については，終戦後のインフレーションのこう進にともない，水道経済の保全を図るた

めたびたびの料金改訂が実施されたことはすでに記したとおりである。しかし水道事業は公共のtiJ

祉のI苦進が使命であり，また基盤産業として他の事業におよぼす影響もあるので，料金の引ーとげ率

は他の物価にくらべてきわめて低い程度に抑えられた。すなわら昭和20年(1945"二〉を lとして昭

和27年(1952年〉までの 7年間に一般物価は100f古，ことに米側は173伯，新聞は 106f古，郵iY!はがき

は 111伐に両日iしているのに対 G.水道料金の値上がりは80倍に過ぎなかった。また地方公営企業

法の炎随後さらに|司28年(195311二〕および|可3111'(195611'.)の2r.mにわたってノド泊料金の改iiTが行わ
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れたが，上記の総にU[Iしその1直i二げギも前者は2寄り，後者は 2訓6分と小刻みに行われた。

乙のようなしだいであったから水道料金収入がìk去に市すように{I 々脳を拡げて lru~){の一途をた

どっていた4とは，料金値上げによるというよりはむしろ第4@]拡張工事完成による水誌の1:¥N}Jllと

給水戸数のl~~)m ， およひ工場川水の憎収による自然泊ならびに耐水防止の効果によるものであった。

しかしこの収益の治加の)11出|司 11.]'に経営上の諸経ï'，も {j 々 l~~}J I1 ~，そのふく bみが1\~J:;)(する傾向

が目立って， ，q々 の純利益がしだいに減少していることも弘のがせないことであった。すなわらl山

手n28{¥，-(1953'f)を lとするときは， ~j29{1'.(l954{1'.) は 4 分の l となり， ["]30'1' (1955!1'.)は5分の

l以|ごになっているのであって， このjポ凶は給与ベースの改訂による人判伐のI世帯iや，鈴鉄公，針j

:ì~\; ， 1白金日t -:X~r\il~ì'H昔材料の尚騰および屯力料の値上げ~lfによる経伎の咋)叙によるものであった。

このような状態に立ちいたって，後に示す資本的収支勘定の去に比るように，一方ではt4~4 回拡張

工事の企業fu償送金が激噌し，この減少した利主主剰余金の総人れぞi成1，Hiti¥却資金25の自己資金をも

ってしては建設改良は勢いJI々相当の減額をやむなくされる状態となった。しかるに，Ii内にはなお

各所に給水不良かiiliがあって，配ノ')ç'立の*Jf，没改良その他給水IEI強のサービスを~:泊される 711 も大き

くなり，ここにこの打 D~J況として昭和31>\，- (1956{1') 4月料金の値上げを行い，その4々の見込利

低耳目j余金220，000，0001'1をMilf，iとして， 'I[il斗各FJrにわたる配水管の改良増t設さiの整備事業を 10か年

J-l-iilliをもって随行することとなったのである。

収支勘定の分析

収益的収支勘定公

| 川和I28 !rj'_ J主 I1{.i利 29 !.j 度
分 一一一一

!合額 I % i余額%
|刊 1 肉 l

収益的収入 1 1 

出没収主主 856，641，721 [ 85.8 1 9お，1仙，田川|

水道料金収 入[ (786，770，324) [ (78.8) [ (864，123，阻め!

船舶給水料全収入[ (69，871，397) [ (7.0) I (58，976，502) I 
付帯 !1::_'%:;収益 I 108，786，削2 10.9 I 114，181，400 I 
白浜外収誌! 犯，9印，539 3.3 I 33，7幻，3幻|

計 !蜘，鰯，302 I 1，071，07ム292 i 

町1キ11 30 !.f 皮|

金 額! %翌年より|
知的1111ネ1

fJ ，ガ|

86_2 7.8 

(80.7) 9.8 

く5.5) 15.6 

10.7 5.0 

3.1 2.5 

7.3 
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1

二前

f
一

-
一

阿
川
一

収 益的 収入

業収益

水道料 金収入

船舶給水料金収入

付帯事業収主主

仁i' )佐外収益|

言十

1，022，013，150 87.5 19.3 1，355，732，610 89.1 58.3 

(959，日6，055) (82.2) 22.0 (1，279，947，329) (84.1) 62.7 

(62，357，095) く5.3)-10.8 (75，785，281) (5.0) 8.5 

109，5珂，161 9.4 0.7 125，123，220 8.2 15.0 

35，967，701 3.1 9.1 41，588，760 2.7 26.1 

1，167，516，012 16.9 1，522，叫4，5ω 52，5 
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18:分
町i手11 28 ::-ト I12

金額 I% 

354，721，487 I 38，7 

349川丸山G 38.2 

1印)，481，306 11.0 

111，202，467 I 12，1 

昨f 干;jj 29 (，ド lA

I 28ij'.より
'{iU %のf削11率

Pl I % 
収益的支 m

E~ J~; 'l，{ 

一般 r，;: 1:11¥ 1'i: 
1、J' ;:i¥: '1¥ ~I、 l 'i:

引浩外 11~

4日1，308，551
399，894，7以}

108，782，775 

140，040，533 
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8
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計 竺争竺」

82，094，006 

1，049，026，639 
jリ

~;In 利益 l 22，047，653 

ハj' J，'，.. 0. ')J 

lIi~ 1:11 31 {¥'. Ut 

d 月 1284titl より i叫 % |酬の:tifJI_よ川本りの )~ii)~;1 ~似ト
PI μi '" % 

455，211，731 480，893，234 40.4 :15，6 

450，689，873 39，1 I 28，8 481，581，565 40.4 37，6 

101，727，411 8，8 1-31.5 107，329，634 9.0 -27.7 

145，413，006 12，6 I 3(L8 121，464，544 10.2 9，2 

1，153，042，021 6 1，191，268，977 23，5 

rJ "， 
14，473，991 331，175，613 

収益i'l'~ 支出

官': '¥:、 i&
一般管 rm 1-'1 
H ;:i¥; :']l設 l'i:
t民 主と 外 1'1: 

言十

~;In ;fU 五正

l 上記の仰J定支を見ると収11志向り収入のうら')i(;!IJ~誌は全体の日~，t}IJ 5分以上を占めてjj々的加の傾

向な刀、し，その足取りは思災である。ことにその内訳は船舶給水料金収入はやや不定であるが，

収入の大部分をなす一水道料金収入は"1々I迫力日の一途をたどり，1;訓程度の自然憎収を示している。

ことに昭和31"，' (19560ド〕皮には料金値上げによる急激な !ì~J以があって間利28年 (1953'1'-) )_立の

6割近い増収を見るにいたった。

2， f，j 従事業収益および'~~紫外収溢は収益的収入に占める位置は小さく， 15%以千で収益的収入の

ふくらみの傾向に押されて年々その幅を約めている。事尖付帯;事業収益はその地力日の本は年々わ

ずかながら減少の傾向にあって.'gt紫外収設はしだいに増加はしているが小額であるので総額に

およぼす影響は少ない。

3 収益的支出については営業費が-1!正大で，一般管理的がこれとほとんど閃程度にならび，それぞ

れ全J-~府の 4 '，l，'IJJLi:い額な占め， しかも年々増加の傾向で，その咋1力II'-ドも詳しく， JIl/主主的収入の自

然増によるtE!加ι与を上回っていることは注目しなければならないことであったが，附和31年 (19

56年)I立の値上げによって収入が一挙に治加してこれを追抜き一応安定した形となった。

4 付イiF卒業î'lおよび営業外11Ui~全'í~1llの 2 ~1!jIJ内で，十HW~-fr栄 j~l j:削減している反面，営紫外貨川

is漸増しその位EZを変えつつある。
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資本 IY'J収支刈兄夫

l王 ノノJ又 I il[1~11-~8 11' Ik -j-[l{l fll 29 !r[院

問 1'1 I 1'1 

資 本的収入 i 119，112，310 主主 15，945，893 1 113，449，125 

資木的支 IH

ylj 立改良 :{x 1日}，H'号，2ii可 124，401，3日2 1叩，仁86，785 299，930，257 

村、 ï~ 349，915，lo:l 104，776，094 97，119，106 

企:~'~ W江tm lx 11，679，300 76，284，800 105，721，1町) 186，965，800 

j空 'ff 165，0叩 120，0日O 225，000 98，000 

言十 511，954，668 305，582，196 215，032，885 584，113，163 

(れつ

l 資本的1ほん明J定安の11木的収入はID泊五ifl係資金を合まない。

2. 資本(1'，支IL¥のうち拡張費は起伎を財源としたものであり，首¥4凹拡張工事l土問和29!tド(1954イ1，)

!立に終了したが，同311，1'(19561ド〕皮からお115回路張工事がな場した。

3. ~rr設改良，企業m償還金およびJ定資は自己資令，すなわち減価償却資金および利主主剰余金の処

分繰入れによってまかなわれるしだいであるが，企業mの俄浅はtt~4 fm拡張工事i'lというp:続iの

負債のI首相1によって償還金が司令とともに明大していることが目立ち，ために新設改良野は1r々 相

当の減少を余儀なくされている。そして昭和3111'，(1956年)I主にいたって配水純設事実備を r~ 燃と

した料余値上げによる収益治加によって初めてこの翻の.t\[ll~mが見られるようになった。

4 ，なお昭和28年~29年 (1953~1955年〕および30年度における資木的支I I'， ~ðに対 L資本I'i'J収入制

の不足官iはサí 1 fl見分 mMt~lJJí'Ë官H~~資金および~:~m利益来IJ1Î'金勾をもって充:，'j Ltニ。

;fiIU，水道の表徴，球大な71(a'ni品
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第 5編給水の分 析

第 1章 70年の給水紋況

白i~ 1節断水と給水制限の悩み

同市の始めから水の附みの大きかった横浜であり，またそのためにこそ日本で最初に近代水道が

創設されたしだいであったけれども，この創設後今日にいたる横洪水道70イドのあとをhil1みるときは

それが断水の際史であり，依然として水不足の悩みの:主総であったことは，あまりにも皮肉なこと

であった。

刊月花i201，!'.(1887年)10月17日市内に初めてろ過された浄水が給水されてから， :!.;!21{!と次の22午

の給水には支附がなかったが， [司23年(1890{ド〕に水道条例の公布によって神京)11)'" h'ら横浜市に

引き継がれたころからようやく水不足が現われ，日2MI・2511'-(1891年・ 1892イnには断水一歩予

約でかろうじて主主雨に恵まれたが，同26年 (1893{!')からはついに断水が始まり， lil-JZ8{iからはJ!二

水せん制限と昼夜にわたる検査員のflf.戸政投取締に間協を rm \r、たが，同30{ド (18971，!つ以降はJr~入

口の l守山変吏工事の完成した同31年(1898年〕を除いて断水はifi':i1の:11'.rl_l行ι[fとなった。

日 1列困給水良好昌吉iiZEE断水 田 町'J

日月1tì34年 (190Iir.)末に~'1 1 岡鉱張工事が完成~，設かな7Hhkが各家庭をìFIJ ~，開港以来40年に

わたる水飢きんから初めて解放されて，給水制限や断水に対するごうごうたる非難もようやくやん

だのもつかの間で，わずか3年にして同38年 (1905年〉からはすでに水不足の赤信号がともって節

水気伝が始まれ翌3911'.(1906年〕からはさらに制水弁および止水せん制限が行われたがJ 71<~:泣い

よいよ不足し明治43{1'(1911年〕ごろからはますますはなはだしくなれ大正2年 (1913{!'.)のn~lj

などは断水の日が半年にもおよぶ状態に陥った。

給水状況年表

日 'J困給水俣将軍関震国断水困給水貯JsN

大正31，f(19W!') 8 月にいたり，第主回拡張工事の~TI!\の完成による週水をみるようになって，_I

記の断水苦悩も救われ，当分は水量不足の愛いも忘れられたかたちとなったが，同工事完成後5年

にして，大正9年 (1920年〕ころから配水笠増加して設備能力を突破するようになれ危険が;tlっ
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て，次の』広張計闘が議せられ， 1~~土ヶ谷 (L、肺iJIUJl也 l人l の火i1 i'ノk池築造忠治、の;判査が;iliめられていたと

き，大正12年(1923年〉の|主IW:;!c震災が突発してすべτがご破算ーとなった。

給水年表

円 例目吉本朗自24震回給水器'JPN閣制

大震災後復|日ならびに復興工事に全力を傾倒したが，施設の肱張ではなかったのでili勢の復興と

ともに再び給水不足となり，大正14年 (1925年〕には阜くも節水宣伝がfrわれ，ヲ;115'1'.(1926{jつ
には止水せん制限を災施したが，ついにおよばず断水のやむなきにいたった。しかし昭和 2(，1・3

年(1927年・ 1928{1'.)にはかねての引開|であった全計 tjU!日!の完成によって節水の効果があがり断水

の維を免れたが，翌4ij'. (1929'1')には再び附水が繰り返えされた。ここにおいて昭和 5(，1・6(，1

(19301下・ 1931年〕には早くから節水宣伝や止水せん制限を行い，またかねて工τi王1ドの田谷配水池
かたびら

の増設も落成し，さらに雌子川よりの原水〈み l げ補給等の~JI:'{ì~処'[ìIT:をしてかろうじて亥の給水を

支降なく過ごすことができた。

給水年表

凡例目制良好冨2452困断水田川E

昭和 7{I'. (1932 {I'.)にはかねて施行 rjlの大山臨時防水設備および初3問拡張第 1Jt)J工事の一部完

成があり， lE水がfJ7dになってしばらく給水の安泰!日lが続いたが， l1s和110年 (19351，のころから]

業用水の激別によって前途来初を許されず，筒jノト完{去が開始されてiI日j水弁および止水せんによる制

限が行われ始めた。

そしてUf{和14司令(193911'.)にいたって屯力不足による周波数低下のため大防防ノkポンプのJill~Î五不

能となり，全市断水の~}f.Î肢をひき起して ii'll力依存による弱，I，l，ï，を暴露したこともあった。ここにおい

て恨本的に施設の治強をはかるため第41国拡張工事が治 Iされた。一方→i昭和15年・ 161，r→(1940年・

1941年〕ころは一般物資の制限が強化され，節約がi時代の公衆浴徳として強訓されたので，一般に

節水も行きわたり家事用水関係のWl1JOは頭打ちとなったが，工業用水が年々増加し，ついには総配水

量の45%までを占め，給水需要の王座にのし上がった。この様相は第2次世界大戦のぼっ発により

い上いよ助長され，一般家庭に対しては「一部節水を生産地強へ」の探語を掲げて極力ih水の'i釘{7;

をおこない，当局は重点給水の名目をもって，市117}(弁開閉の調節によって水量自己分の方向を定めて

給水した。しかるに昭和初年 (1945年) 5月横浜はB29爆繋機 600機の空襲によって大部分灰じん

に帰 L，焼けただれた給水管からの放水が一面の焦土に発生して， ~n;1' はほとんど給水の機能を失

った。



(844 )守~5制約ノドの分将

総 フjく 年 表

一 回一E子監覇単I災 自断水田町'1限

被災後はその復旧のため努力rl'終戦となり， Jffi~Jì:'Ill' という新規大 iit需要家のむliIRHJi f?をみること

になった。ーカではどろれにi告ら込んだような果てしない戦災による漏水liJjLiにliiiJみつつ，it!JプJでは

時代の主役であるiUl軍給水を受け村つにいたったわけである。その後rlj勢の復興にしたがい給水

戸殺のW!;m と ~!::.I!r工j坊の再開，さらに進問:rp:Îií~i泣のtド!設により水位のI円加古しく， Il{i利2211'.(1947 

イiつにはr~ê水位は叩くも ll~Îìíîの況にもどり，しかもその桝勢はいよいよ台、;W;F[となった。

ここにおいて当局は;1t則'ljIに闘い JUて，給水能力IP1強のため~ç4 Ri1拡張T.'lr(戦災以来rllJl:)の

J可閃について許可を得て，その支持お主び政府の応援のもとに治々工τ[lなj生め， iAiid給水能力を14

YD~ した。一力戦災復旧もしだいに効果をあげ，戦災前後は四日水泣の70ガまでをoミ叶ていた刊誌水力i

も， IliHI124{j'. (1949Snには40必以下に減l).さらにその努力を続けるかたわら， [，.，1241，1よりはT1i

C(の水 :iU官:;'i'lNli1のため水道メーター l佐保PIí:;r~ '2起し，申却時 r1 1 71(Ju メーターの耳、jtからやむなく Ji'J:

任給水とした多数の定額せんに 311苛l.mHをもってすべて水道メーターを取り付け，全計}!ti¥i1jへの復

帰を間ってH{{和28{ド(1953JI'.)これを完成したのかくして漏水初JIのdtもl:<. iti11i'規正の1前肢と

[引手1J2，j{j'.(1949
'
のにおけるi早水ずい道工事の完成による1日絞湖1M7}くの苅ノj(， I五J2711'.(1952年〕の

導水路のう臼>>t~，.~.; . !:ic 4 mJ拡張工:qrによる施設能力のI的強とあいまちi古水τIf'[i'!はすこぶるi<li[iムしたの

こうして戦災以来，ITI句作ブ1;1liiから水のLUない活情や隙tNの殺ll'IJに↑日まされ，やせる目、いを続けた叶

j司もようやくほっとー必、の]f~であった。

この上うにしてtí~4 凶拡張工事による取水導水施設のlN強と新たに16池のfJ.!.述ろ i@i也の完成によ

るi"{}水施設の設備により 1日468，000立方メートノレの設備熊カを有するまでにいたったのである

が，この施設の14六もなおう日ぺきというにはTj~述く，別記のとおり戦後の市勢の大きな変ぼう ~N進

から，ノ'j(J止の ';ì;~'}2:は1ft¥こイi々 そのカ?を大幅に明大したばかりでなく，地域的使用jll与も大さく変り，

従米の円bk子T::Mtと自己ノ'l(r，;:紛に}JIIえた?n4 rmN~Y長二[)Ifにおいて施工したT!i1&の配水公プ劫のrIIF]!1~をも

ってしては広L寸ω)Xにわたっての配水をまかなうことができず，給水不良地はが 1として市周辺の

配水作末の随所に生じた。

この利しい自己ノト状況に士、]してIlH干1131
'
F(1956{1') 12rJ，立15日HJj¥ry長工事が必てされて配水のよll本

1' 1")対抗を ;n ることとたり，さらにそのi則前作jな円2水 jNÎJ~~~A之として，町i和 131廿(1956&ド〕にはriê 7}z}j[~

総 アド 年 表

Ij: ~1~i~(it~~l，U 24 I 25 I 26 127 128J_?.2 30 I 3' I 32 
長吉Jjq丈;兄 11戸山f肉:~， IIII /f~給水 I巴包多く高~;両に努む三 不良品a7Ki世E:縮減

oR 日目 単t災 1星l日}日司11;"
進駐軍給水 J広張 工事によ五給水1曽強時代 配水管整備に努む



第 1:4i: 7日年の給水状況 (845) 

設整備事業が開始され， 10年1mにわたって市械の各方面に配水管綿が噌設されることになった。

ここに上記の給水状況を表示すると次のとおりであった。

年度|胞 設 |

(B!j古) 1 

払
'1'[1 

C 古ij HQ 水 lUI 1清水良好

22 

二 -1';.{!1Ii竺-L十五ムーん"下二二
24 ! 1日以大西日*即0;脚立方メー lル に ム 雨 量ii!l I瓦雨ll:itriノトに努む

! 水位1メートルにまで下りまさに断水一歩手前で慈

| | 雨に恵まれる。

ぉ| l -7- 1野師臓器

τ- …JTF…二~ー |唾子子十一
1 12月fい遺漏水| 品目 m 同市 |論告を発しi監費者は停水
|防止訓 |前後町民¥J;昼夜明の断水 川喜となす。

8| | 人口の的時しく日前戦争の影響により鉄道，鮒自 初めて止水栓制限を行い

1 1甘工場のお要i政治.11:水せん制限を L.附水を免れ 8月はさらに放水震の市IJ

| る，銭話 3日に 1日開業と指定する。 1 ~民を 3分の l に強化した。

29 1 市内に臨時前祝員附Hi'frを設け夏季即日間，粉5時 1"1:*せん制貝をなし蛇口

より夜11時まで検交只l土各戸を町γ目して歩く。 ci向 |よりのj肩b幻臣官iり。

水も ì~!l~せず)

30 日皇 ~'J 1I 入F什 7月幻日より 8月17日にいたる20n1111毎日夜 8 時~I 止水せんflj際 (5 月 24 日
げ在成 i:¥JJ5持. 9時IHl断水 1~9 月 26 日〉

， 1 4円;11:/¥1 /~ i 消費水長増大し7月1FI~9 月 151] ， 77日目fJ.ll:水 み

31 苅初出 ! せん111HFR A 止水せん時限

32 i I 需要者激増と一部市外給水のため給水最増加しま I .11'.水せん制限

1 たずい泣崩壊のため 7月5日より 9月22日にいたる i 

i ! nu断続16時間~4時間断水。
I 10日7日より 11月12日にいたる間断水(2~16時間)

12月7日より 12月181'1にいたる附， f!l日7n前田断オ。

33iM8インチrtfI 5月制上り 10月町にいたる問J.問n，7，-.，17n1j: I w~， 月 15 日より止水せん制

i冗肌 i nn，延ベ 936時間断水 l附 白血I Ilil> ~-.. ._，u" 1")"Illjl¥lI/)' I共郎せん，一般のIIWi，11 
1 月1日制限解除

34 PE第 1問姑jm! 3月26日より 8月27日にいたるrln36円， 7.-..1師寺1111 1 3月26日より1日月 HIま
一 被管工事完成 | 延べ292時Iit研水 |で止水せん申um

1;-一一一一一一一一一一一一~----I-------- ---- … トー一一一一一一一一一一
35 I 、
みI ト和田拡張工相成による給水制

l円犯 1 I一お慨問要郡t腿しぽ一瓦
i 1 り7月7日水逃組使:用者 般にi注主意型計?禿布(さんy水.j(，iM出放し附禁止附山〈附約〉

荷台方市は時間的に有効に貯水?主'fj~o



給 水 状 態 前川、および制限h?l、

R n :1 11';ri i止 '，~;一般に ;~:t;Y~/;_: ぃ t L ;-/)i-:;t/tg'J'i':;{II 政 ï~t~!_; _I!-.

I iliiJノ同制限

I!:l]d)_ん制限

11木!上ん制限

~j'Ç 5編給ノk の分析

比z1血

(846 ) 

m~ ! λ l  

:{~l 

4ド

出lノk弁日目別一 (8J13FIより 10凡10fI立で〉

5112011i也}J(，I¥'{水日 11.:， 5 rJ22117J:のWIlI;':15JJi 

にわたるilな;1::発布， 6 J1 2 11 JI水せん制限， 7 JJ 
12 rIより 9JJ 25日にいたる!日17211延べ2951時間断水。

41'1早々 列台より附水のi川市， 4月25日池ノ'J(，明本

供給引に11:，続いてノkのji~1IIプIJ13立'{O) iJ:::\:.'::;lr発布， 511

6 n 11:ノJ(-ltλしilrUr，H，1Hl 4 n ilil民民問中， 61J23nよい1川町で3附 川附1m 州間延へ548向

f1llr析71<。

| ( 5円'一般?二J附 4机川J川日ωブ
| i 「口lより 12I月J15 1日1主で池伽ノ水'};:， 円刷'l7Jオ叶宇';'11:.， 5 J月191口1，1上、

| り10月間 n:J:で175円IHI延へ759昨日i!(:l~ 5附rm)

i Iffr*。
81117日立¥2JT111 311，例イlーのとおりi't::cn:花i!i， 4J12GI!.1二り 811

jJl;'Jl叉 l:'jn:rr，泣将 I 16! 1にし、たる113i! i:¥l1JJ 11 lli!j'[1iJ....... :111，1i'li¥lkA.<:3211IS' 

|点官j[pj(1出始 ! 日¥1断水。

W2 !lljj!!、快 1~-'I i- I J!~(}j(行完成し給水'J;?I手(可、 j}~誌の ，~0"，I可もあり〕

|完成 l 

11ノト仕ん1日間:

(，U日fifがXil}(日令オーノミー U:合ノk不良Jーなぷ41 

44 

15 
〈大'IE)元

11ノJ(-Liん;ijlJm

1 ，1'JI:11ん州j

2 

3 

4
t
8
 

f
 

ル
い
れ矧

7 JI _j旬消 '{~fiU判明し節点立伝，小川ポスター 80 ， α10

1-:，;， _L'.JJ(tr(jr~ìL，:::，:-;ヰ7G ，朋O牧 ， J)(!uのおV汗0，α旧牧

四e:(ri 

9 

|節水宣伝

11水日ん制限

_j '.Jj( ü'[î約;二!討すむ ìU~，:'g70 ， OOOVI ， 小凶作j:JiiJI[fj;I:[J 

1刊 ~J;47，町旧j，y:， 際刊行人小~\I-~;f スタ ~41 ，印川牧， ノJ(iむ

のお訊60;肌旧牧田己イli。

10 

を
せ

戸
水

科
H

E
H
 

-
H
 

i
説

U
U仁
川
出
川

河
主

5
3
 

官

ωμ
判
中

山
川
q
h巾
村
氏

f
i
-

-
r
)
!
a
 

b
y
t
一
小
中

刊
川
叫
ん

節水it:0:-;，tJー80，0的牧p 間;ii人 1)大i!1月ポスター 2削 O

牧，小市!ポスタ 50，仁 0枚再e;(li。

11:7)(せん制限関東大i]，1災

火a災の品11r]i主1:のイlにて下半ltIlより給水nur.'九

'!i[i水宣「在、

止水ぜん制限

11央 ln:~ をìJ~fl し映凹i町1に叩'j;J\宣伝の依頼，沼市内宣

伝の掲示，名術~I_::Nl{'ìf主に市'i1~節約依頼。

節水'IL伝

11:ノkせん引Jf.R

4月2411，tり9月27日にいたる 11二;kせん制加し TIl 

17日， 2111， 2611， 8116 n， 14円の各11附水。

つつ

11 

12 

[叩
止フ水く4仕tλんL制目限i 

" 

全司法制の~lJ取により:rr雫も;í';r0あり í'出水の，lNii出

会，映阿会IH.JfiLポスター配布。

" 

15 

印刷)21 fIè:~n iiUjlj';CT 

3 I 



C 847) m 1 1';'i: 70fjの給水状況

t市ノ!、]，J:iJ制限ブfh:1、

吋'j;J、ま七、

tIノ')('1土ん制限

首Jオ笠{ス

J山

}れ三

i)ihH1l;J;.し 71] Hin nj;;'1: 9 !J 1'，11)主プリ 1-13nN[liJ 
，._， 611!}IJiJl川本。 hii止の品川i:/;，1I ~~jllijj; rH-l (i r ，ポスタ

， 1:11刷物配布。

かたぴら

政側能力を越えど〉西日ノkh:'の日も多かη7こが，椎干川

工りの臨時扮水によりしのぎ千号た，払1!K1'1数6J1よ

り9)'1Iこいだる附娃ベ28日fHlo

:11: "人

小"

，1:丹、 iトん制限

" 技術能力I1羽生と財界不況により給水安泰。

夕、'};'ぶりにtI二'"せ λ引Jn~

]日り，1め111*首Ui1強L給水安来

止水ぜんすiIJF>H断水の憂いはなL 、がN~用水長の制強土庁 L <，給水不

足のnも近かった。1-:IITにわたるiW水詰切れこすI:T'o

<i::i尺料力I1IEボン| 電力不足苦しく 9JPnサイクル低下し大向ポンプ |節水宣伝

プ ! 揚水不能となり附 水 。 ， 1 : 7 1 < ぜ ん 制 限

!肢江 | 

1，ド内1引H谷削州円配日州t

! T'jfj\庁「行~Iilι日

|… 申ffiTIIII，~'"

!商付加圧ポ y

iプ， I11ヂI'~四谷
! nれわく行完成

臨時揚水tf;nt，
大向~1I 11H:n押

水管完成

臨時揚ノkおよび

潟水f川町i14強JTI
{出

"'. Mj 

5 

{I 

6 

7
1
9
 

10 

13 

立2休 n写のためコ J:nm71(の i~r: JJII ドが低下 L たことと5
!
7
 

1
i
l
 

" 京市川水のi前車'jによっ亡給水x:r.1;'(な L。

資材入T械のため建物の新築減少し本:it:J(fJ-JJ11ネの侭

下詳しい。

元戸;:;:7
l器産問叫1" I 

三日ふーん復帰" ー l 
_:J5}白元日 か [ 

" 

" 時iI比lP1のため給水ド数減少し，給水IJも減少。

?FUgのため司Tの，1'心í'LIíf，(~::J となる。

戦災復旧応急修E札進n~巨給水淑tlf:.給水不良!~IX.

多 L。

れを匂，、ir-t 

18 

20 

19 

21 
22 

23 

29 

27 



(848 )苛15編給水の分析

第 2宣告節水宣伝

創設水道が水設不足の苦i克に直面して， 需要者に対して初めて節水宣伝をしたのは I明治 25年

(1892年〕であった。これは市民に論告を発して，臨時巡視員を増員してtlHJt防止のため市内を巡

検させたのであった。今，明治281，¥三 (1895年) 5月17日に発せられた諭令を一例にとってみると次

のとおりであった。

3且々夏季ノ侠ニ際シ，市街ノ供給水ハ漸ク増加スルノ時季ナルニ依り過H来潟水機関2fTヲ佑mシIL¥*mベ

キ限リノ送水ニ官E'¥fンヅ、アルモ， Il'j'7トノ鼠 n1 日ヨリ減ジ!古j主主主々消 1~向ハ清水力1 ヲ超過スルノ傾向アリ o

][']"ニ際シテハ術生1:1日そ飲料水ニ討.¥:，.'，ヲ加フベキハ申ス迄モナキコトナレドモ本年八相]春ノ{民，己ニ!l)tル地

方ュ悪疫ヲ ~jージ漸次調~ノオソレアリ，既ニ各所二検疫実施アルニ付テハit際供給水欠乏ヨり断水スルガ如キ

コトアルニ於テハ官ニ骨自ノ不使ナルノミナラズ，衛生上不測ノ !ll，';Hヲitズベキハ汲水者名位ノ夙ニ留窓セラ

レル所ト確信ス，同 '1隠沼修築ノ結果 1尽夜=丸ソ 150，000:ガロシヲW:*シ，似日 5，5(日人ニ増iJ¥スルコトヲ

f~}ルノ引合ナルモ，何年人口ノ H~ 1J1J 8，297人ニ述シ該増水ハ人口ノ増加ニ及プ1Eハザノレノミナヲズ，全lliノ給

水11f益々不足ヲfl;--:Iルノ情態ナルニ依九日下収入所ヲ変更シ改良ノ r¥fニlfr小ナリトイェドモ、:i夏ノ怠ヲ

救フニユ由ナグ，自ii;主炎暑ニ際シ消質問ノ JGi多idヲ婆スルユ烹レパ遺憾ナガラ同イiノ!{Ilグ日夜ノ附水ヲ随行スル

ノ日ムヲ符ザルニ至ルベキニ付，汲水者各{古ハ1'1今篤ト:{';ノ趣旨ヲ了察セラレ}，ユIlil古シタル弔問ノ刈lキ准11}

モシグハ不，0、要ノ I肖f小、各戸五ニ初白i(，IJ'tラレンコト希望ニ嶋エズ。

気ヲツケベキカドカド

- ;n路，庭内， IH入口ナドヘマキノkヲセザルコト。

- 1 戸引，共111栓トそワキマエナキ子供ソノ{也ヲシテ7\(ノ汲取ヲナサシムルー，、陀[[f.気ヲツケ，昨リニ.~サ

ンメガ勺レコト。

l戸引， jh用栓トモ水出シ口ノIlJ1Jl(シヲナサザルコト。

家宅， Jt他ノ 11;i徐ユハナルベグi1'~ノk ヲ使用セザルコト。

樹木ノルイニハ水ヲカケザルコト。

洗濯ニハナルベク多グノノkヲ使川セザルギ制也皮キヲツケベキコト。

洗濯Qf~ニ風呂エパナルベグ多グノオヲ使用セザル1]陀1主キヲツケベキコト。

共用栓ニテ手足又ハJJ;j也ノ品物ヲi'Jtノ、ザルコト。

共同校ョリ7/(ヲ汲]立ルトキハナルベク手補等ヲ用ヒ 1!\~用ココポルルヲ防グコト。

右ノ外，日日心tllケ無駄ナルノドヲ使用セザル絞ニ諸"li気ヲツケラレタシ。

汲j在人ハ以!ニニノベタル如キ無駄ヅカイヲ堅グ依マレタグ，万一カヤウノ汲]巨人アルトキハ余儀ナク給水

ヲ停止スルaRナレベ能々ι4号ヲルベシ。

この明治2R年(1895'10)はこの節水宣伝のほか初めて給水制限が行われた。

翌29年 (1896年〉にはさらにi監用取締りのため市内の 3か所に臨時検査員派出所在設け，夏季90

余日にわたって検査員を常駐させ，毎日午前5時から午後11時まで服務させ，各家庭を巡回1高水も

滋賀しないよう検閲させた。まったく現在の見方からすると常軌を滋した処置とも見えるが，それ

だけに当時の水不足のはなはだしかった状態を袋井きするものであった。このように当時は水の供

給について水泡当局は'おに身をもって守るという気慨を示し，その一生の職務として誇りをもって

当っていたので，一般需~家に対しては当時の官尊民事の風潮もあって，指導性が強く， E正行的で

サーピスの函が見られなかった9
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明治40年(1907年)8月における暴風間による導水管断水事故の際などは l日の給水時PJ3わずか

1時間半の日が6日間も続き p 水の使用用途を制限して飲用水以外の佼丹jをまったく謝絶し， IK当

局に対レても当分の防防火用水は供給できないという通知lをなす等，非~n~高圧的処官;がとられたこ

ともその一例であった。

この明治25年 (1892年〉以来の箆水宣伝はその後毎年の恒例となれますます干lド経質にかつ強調
J 

されていったが，明治34年 (1901年〕にいたって第 l団拡張工事による新導水管の透水をみるにお

よんでようやく終止符が打たれた。この節水宣伝は突に通算10年の長きにわたったものであった。

しかし，拡張工事による水量の増加もわずか4年にして再び給水量不足の徴候が現われ，明治38

年(1905年〕伊ら第2期節水宣伝が始まった2

すなわち;司王f.7月 7日には水道使用者一般に対し当局は次のようなUJむ苔を配布した。

1 }E路若シグハ邸内ニ降水ヲ撒布セザルコト。

2 ノk栓ノ出口ノ悶ケ放シ守セザノレコト。

3 多人数ノ家庭工場等ニテノ、，ソノ取締ニ佳ズルモノハ家族ヤ他!日人ノ i!Ei.!i{;:ヲ厳ニ戒ムルコト 0

4 入浴，沈協同水ノ節約ニ努ムルコト。

5 日台)ji[需要家....-.7.kノ/l¥ノ悪クナル所ガアルノデやaJ日:utノ少ナイ自主U:lヲ比百lッテ泊i~iì_キブナスコト。

このように滋賀をいましめた水の使い方について需要家への要望を記したビラは，その後毎年，ね

年姿項をそれぞ:n..加除して，あるし、は水の使い方15則，めるいは使用方13IJ'(の注23等のf:O町IJとなっ

て各家峰に配布され，節水方の指導について苦心を重ねる一方，給水制限をしつつ給水の維持に努

力したが，ついに水長J/;'不A.L__，明治43斗(1910年〉こゥから断水のやむなきにいたったが，こと

に大工E2年(1913年〕などは5月早々に断水が始まれまたw水線路の事故も皮々重なって不If，主主rrノk

~:}{~くなど給水に対する市民の不安をかもしP 種々のデマが飛ぶありさまであったので，市は「木

市の水道について」と%5j;すQ7X迭の過去，現在，将来を説明したパンフンットを一般耳目要家に配布

L ，また宮公箸および小学校にも送って一般市民の水道に日記する W~心の同協ならびに両手明に務め，

また首公署学校等のr*l接的援助を求めた。

明治末期から大正の初期にかけては3さすがに明治中期における，よらしむべし!'tJ方針から，進ん

で水の使い方の指導性を持った己意書に変った時代芯想の変化がうかがえるのであるが，このよう

なピヲの配付だけで10年1日のごとく，毎年の恒例の行車とレて過ごしてきたことはまったく能が

なく，その効果のほども疑われるしだいである。 しかし半面当時の市民のそ:まく性によって，この

程度の宣伝や指フ与によって所期の目的がi主せられたものとしたならば，これはまたまことにじゅん

ぽくな時代であったとも考ーえられるのである。

大jE3 i:'_ (191<1生三) j完成Lた，人口 800 ， 000 人に対する給水を日記ff と Lた百~2 :ru拡張工事による

施設が，案外に持久1)なく 5年後の大正9年(192日年〕には全討の人口がまだ 400，∞0人に過ぎなか

ったのに配水能力一杯の給水量が放出し，周年 7 月初旬に小~~~ボスj1 ~80 ， 00口枚，よ7](節約己主主主1

76 ， 000枚，小学主i雨水道のお話70， 000枚を配布し話jJj(の玄伝を開始した。安10{~ く 1921'1'-) にはよ

水節約に|刻する正法書 70，000枚，小学生向賞伝ピラ 47，ωo枚，ついで10J11年 (1922年〉にも節水
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J工j怠 ;i~80，∞0枚を一般需要家に配付し，また従業主主を各戸に訪問させ節水の徹底へのìhi;;Jn主要請し

た。かくして節水に努めていたIk¥'.大正12年 (1923'り関東大12災が起って全市溌虚と化したが，

その後市勢の者しい復興により大正14年(1925年〕には施設能力に近い使用金を示し，調:び節水宣

伝が開始され， 11央図字幕を製作し市内および保土ケ谷町の各映悶館に上映を依頼し，また電車内に

ポスターを宣伝掲示し， 1~2 台の電車には横腹にまで節水質伝の宥板を大きく掲げて走った。そ

して市内各衛生組合長に滋賀注13の印刷物を~G付 L，給水の制1 持に努めた。この努力は11~ 3回拡張

工事の導水管工'Ilが洛成したH日和6'1'. (1931'1'.)まで続けられたが，震災後から昭和lにかけてこの

節水宣伝はようやく大げさにかつ立体的となれさらに機会を求めて講演をするなど節水のPRに

努め，かたわら，昭和13{ド(1938年〕よりは泌水調査を計図的に実施し，給水の円滑を凶った。 llf_{

和14年く1939'1三〕刊び給水の危機が訪れたとき節水宣伝が同様に潟始され，ポスター等の掲出が各

所になされたことはももろんであるが，この時期には電力も不足してその影響が各方面に現われて

いたし，また一般物資も日支事変の長期化と第2次世界大戦の前夜にあって統制がきびしくなり，

Þ~f需の幅が圧縮されて， 物資節約がl時代の合いことばであったから， i'ii'i水もまた当時の社会i創出

として何の不思議もなく一般に受け入れられ，一割節約して生産工場への標語どおり，一般家事用

水の節約泣が工場用水に回り，工業用水の壬座の時代となったのであった。

2112次世界大戦の終戦とともに，世相の各方面に起った混乱とけたはずれのインプレーションの

i並行によって-般民衆の1!!¥;反省なi監'1'1¥生がはなはだしくなり，水道使附についても戦災後の慢性

的漏水がたたって， 1良質に対する不感蛇がわざわいし，一般市民のノk使いの荒さが目立って，昭

和22年 (1947年〕には進駐軍当局から市民給水の濫投I的帝について，注意を喚起されたほどであっ

た。当局もこの弊容を改めるよう漏水防止の徹底，計図的潟水調査の;J;凶，全iil:{副社の採用詩あら

ゆる手段をつくし，機会あるごとに節水の必要を強調した。

しかしこのようにしても市内各所の向台や管末地区に生じた給水不良地区はいっこうに解消せ

れ各所の小配水管にまでJJD庄ポンプが取付けられ，そしておりに自由れ，時に応じて特殊地域に対

するi車搬給水も行われた。

ことに昭和331j'(1958年〕立の呉常乾燥に際して，潟水のため東京都その他の各都市においては

断減水の苦悩にあえいだとき，横浜水道においても水悦J官模湖の水位は値下し湖底もあらわな減水

状態を示すにいたり， TIJ'民には強く筒i水を訴えて，そのポスターが久方ぶりに市内の要所に掲出さ

れるにいたったが，その協力により横浜市においてはさいわいにして減断水の不寺三からまぬがれ

た。

第 3鮪給水制限の記録

給水制限はl明治28年 (1895{1つに初めて行われた。これは節水宣伝だけでは効果があがらないの

で断水を防く'ために水道委員会の協議の結果によるものであった。まず方針と LてXI水量をこえな

い位J12に供給水昆をおさえるため各戸の止水せんの間関にjjìl J!íl~をくわえることとした。

当1専のノ']([工によると一般家庭の口径2分の lインチ (13ミリメートノレ〉オせんから水議2ガロン
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5分の 1開放に(9 リッ l ノレ〉を放水するのに要する ß~].:mlは止水せんを全i別して20秒，半開30秒，

乙れを基礎として給水量l制限の際tl"を次のように定めてlL7tせんの制限を;i~て58秒であったので，
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当同のlL7kせん数は耳'JJ日せん 2，876，共用せん 386，1れ立地 370，計 3，632せんで， 1司'F6 n 22日

からI"j月29日にいたる 8)，1 1mにわたり，水道常設委員は主~nとともに需要者各戸をたずね，給水制

限のやむを得ない事情を説明し了解を得て凶り， さらにその上7月には次のような組13当を各戸に

自e:;([]"した。

本di/J(.I泣ハエZ手、ニltfiンJ/(泣欠乏ヲ fli ゲlり[ノk スルノ{ヰムヲ仰ザルニ主ルコトハ一川 !.F~豆季以来ノ状態ニ γテE

全llt各戸ノ夙ニ承知セラルル所ナリト雌モ，木正lハ隠i佐修築工'1ば部成シ沈澱池並木f;tf!等ヲ改良シ水itノ.tt11JlI

ト剖Iドハxエユ 1日ニ 141，361lιガロンヲ増加シタルノミブラズ， IDi毛山貯水池ノH1F!iヲ修理シ訪日水ヲ，}Iギタリ

モ，如1Mセン11¥"1ヨリ人口ノ増加ハ一行ルシグ 8，000余人ニ述ン， JU底夏季Il¥l断ナクi且'品ノ述リ申告本ノ儀ノ、'idU

治水j止ハ毎日 1，840，000余ガロンヲ得ルモi!l_il日JLピモ多キ 11ノ如キハ尖ニナグ 11¥今ユヨEリl低気日ニ力行ハり，

2，160，000余ガロ Yノ供給ヲ要シ ?lぅニ貯水ノ idハ口 1口ヨリ減水シ到底清水ヲ以テユtノ;古川ヲ主:ユルハ殆ン

ド*I~望ノ勢イナルニ付，此ノ上ハ同年ノ州キ昼夜 21司ノ断水ヲ施行スルノ外途ナキモ，一川'l'-lJJl!附[ノトヲ執行

シタル災況ヲ閥ミルニ使用者各戸ノ不能!不利益ナルハ'11ス迄そナグ，殊ニ木年ノ如キ他ノ地方ニ於テ悪疫流行

ノ折柄，不当oニユモ飲用水モ拒絶スル如キIjfアリテノ寸前主主上山々 敷大古11ヲ生ズルヤモ日|リ員tキニi、)， 'iei方"'ノブノ

?1ヲ研究シilI内各戸導水管ノ7]c留栓ヲ.::fe:fJ日シV¥i給水ノ幾分ヲ節制スルモi判断水色ザノレノ利益ナルヲ確信シ;主

ニ之レヲ決行スルニ至レリ。而シテ断水トコノ水iit制限丘、トノ能否得失ハ大要次ノ如シ。

断;j(ハ梓î~l 上不測ノ r，t\~: ヲヒキ起スノオソレアルコI1 。

断水ハ-，ÿl火災ニ Þ~ß シ迅速ノ給水ヲナシ日Il キ布。

!明水ハ水1rノrml円頻紫ナルガタメ配水管ヲ危険ナラシムルオソレアルアj¥"。

断水ノ、品家 10日ニ不l'!!ヲ与エルノミナラズ， ~I 

断水ハヨこニ世U{~ノkヲ節減スルカノ如シトイエドモ，各戸コレガタメ溜Etキヲナシi茎ニ司、IJI エ j" t\ シ之ヲiH

g~ スルノ嫌ヒアム又溜{在水ヲ飲用ニ供シ，不Il'él: ノ媒介トナルノオソレアル')1:。

水量制限法ハ供給市平?吉ヨり減少スルモ)i\J附ナグ lC!!JI]シ得ラル、ヲ t!テ草加ノ (f'j ヲ飲JI]シ得ル ~Jf0 

ノト長制限封、ノ、~!1ノk管ニ於テ水留栓ヲ f-'1-jn'î スルそノナレパ防火栓ノ使用ハ1i11時タりトモ佐川スルコトヲ

得，火災ヲ急述ニ救ヒ得ル~)l:。
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Az ill.制限法ハ水管内ニ平71; ノ通り~ilJzk シアルヲじテ配血管ハ危険ノ恐ナキ'1;:0

水盆制限法ノ、必要ノ:分ノミ各自ガ使用スルすノナルニ{/U自然i1HN，之ナキニヨ二/1-'Jfo 

本iZ制限法ハ間l析ナグ世i用シ得ラレルそノナ γパ各R ニ於テ断水ノ如ク l'寺fmヲ限 q也'1'ヲょ iliキデモ汲

水スノレ3J 労ヲ省キ又溜i罰L等ノ器具ヲ要セザノレ~1 "Í0 

1"5ノ如ク仔年ilJニカ Y サツスルニ於テハ尚他二冥々tRニ菜ノ絹失ヲ感ズノレモノ可lT之， ;是レ既r71i、ノ不得策ヲ ι詰〆

ノド匙制限;ムヲ凶行シタ!~次第二外ナラザルζ付J N~t丹者各位之ブ了捺セヲレ五ニ可Iftl]制γ持モI"H貸出，m ，事政サ

ア&"Jù:~ ，=S:者 ，1Ê'f .L ヲ r~蹴セシムノH$と立セ弓レ&~三j-~.イよノ~i グル，t<下鈎昭江見ノ末々 ニ至 Jレi主主示セラレ

立花づシテ此ノヨ舵ヲ荏スル7Eハ¥f:]..干ザハ弓~Iíl可 i モ致合推グ，不f与に前述 y 恐'レペキ断水 7執行スルノ五七一

キ{，~:;1.çナ，'JJ ニ11!I ，比!完全←百ノ.}:と使用者呑佐ニ於テ官3 上b主むヲ了セヲ 'V JI; ，r;，}~ /不手ヲ指カザランコト市望ニ

堪ェデ"ナ;， 

この主うにして符わaf:: 江主杭J1il~もFo:年 ó) 8 J' に'*類、渋くぷ 5 で，国己7て査がi~:ð松一〆て出水池水量

以上のIIJ!JII者の制限をさらに21月50，∞Gガロ γ (Z27立方メート;_) 拾い主いよ1成退したので，

各総会に協議させて各自 3日白ごとにまた浴場営業者を招集して事情を説明し，分の lに強化し，

!日主主するように命じたQ 当時はf品産業者一の営業に対して水道，liTJがこのように指図Lても附設異論が

しか」このようにしてもなお配水量の増勢におよばなかったので，専用せん川口な切、のであった。

'J I込者全波に対L，前月使用笠の 2分の 1を程度としてもl!liJの節約をはかるよう遥遠L，I時々定員

また共用セんに刻しても水量をさらに半減に制íJ~を各戸に巡回派遣してその使用~7\ f:患を検閲させ，

:"'(1で主うやく却水を免れたが翌29年(l896年)以降毎年こりぶうな止水せん、白Ij)f(が実施さしたD

ょうやく第 1回拡張工事に」る年をおうごとに制頂戴防の延長と制限の強化が繰り jsえされg!1:~ 

続埠ノk告のi1ft水をみるにレたうた同34年 (190l'めまで続いたのであった。

4年後には節水宣伝が始まり，よとh:; 1回拡張工事によって給水が豊かになったのもつかの間で，

ついで止水せんの翌年の月m古39年 (1906年〕には節水宣伝とともに早くも ~jG7J<:弁制限が主計j面され，

ついには恒例的になって給水取締上，丘、'a=な経告として給水制限iljJiJlが毎年行われるようになり，

こ v~-→貨が子算fじされるようになって，その強イじを加えるとともに年々予算も!~在iさ札ていった。

j!il;を明治44:if.(1911il三〕に尖施されたよiニ水せん品11眼;ことると次のとおりであった。

.tl- jえ E ん 司 限 | 敢任せん枇限 共 W%ん ililJ限 1 

2 厄E1瓦lhEJEE型盃EETf7丙E泣 l
ザロ~ヤコむメ->ル i ガヒシ リソト b ヲ干 r r #iT1:' Qツトル 京 ガ官， ，ツ卜ル 守

6，000 C 27 )未 il~ì い 5 (6.8 '=3.8 )1 5人まで11 (4.5 '=2.s")jl0f::i1-，').ド 0.5 (2，3 =1.2) 

//1 2./1 (9.1 均~ 5'り10 Ir い5.1/(6.8!， =3.8ψo " j 1σベ(4.5ft =2S 

0バ!ド3 f.r 山 N…吋=7.6-"的叶)1件!
5団O，O(X泊j，グ¥'(刊1，3珂3泊621!)Niグ5 '/ (~氾2 ， 7 ク =1ロ2.6幻JJ1凶却 '1 I 3 ~JC13.611 =7，6つ;40 11 i:2 /1 ( 日1/1 =5.011)1 
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この制限の程度は大lE2年(1913'1三〉以後，断水の散しくなるにおよんで順次強化されたことは

言うまでも fEく， j'I!U}:やさん，rJ(等はすでに npifi41:;~:_ (19日午〉の主11りから伴止さ hて吋た。

このようにして故後には止水せん制限は全く也久化t_，大正 211'(1913年〉には12月15ヨにぜた
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って上うやく全部のd水せん制限が解除されると，鋭 3"1'. (1914"1'-)の 3月zz日にはまたもJI二水せ

ん制限に泊手すると β う調子で， 11 水せんが全ìJI~ されたのはわずか 3 かJi n:1のみで，存立秋の 3シ

ーズン， ir-lllJ 4分の 3は止水せんが制限されるといったしだいで，むしろ給水制限が首過といえる

ほどの水不足であった。ャしかしこの水不足も大正3年(1914年〕第2巨|拡張工事による新導水管の

完成がすべてを解決し，久方ぶりに満水した各出の表怖をながめてほっと一応、つくIIS阪に也、まれた

のであった。

しかし11:主る処のない給水h封}のI治l世4引仙j力加'JI川11の古前inにこIJ，

iれしに見る大規挟の1施J血む~~.設主幻首能E 力も，大lE 9 '1' (192OfI'-)ごろより粉本不みごとなって節水立[ムを|]日始~，

翌1011'.(19211めからはさらに止水せん制限がしだいに強化されたが，ついに増強する水主1に追い

つけず，まさに断水-~íÌijに追いつめられたl時，大正12年(19231 1'.) 日月 1 日|対東地方に大地底が

起り，横浜会lli は1主減して全く悦け ~!fがbil と化~，水道施設もまた大災害をこうむってー泌のノkの

供給さえ不能となった。

震災f後走は1職臨蹴i員の日{夜矢の努ゴ力Jによつて』施主設のf復;立1:1似[日H復;且i貝興Iは急司

ものがあつて給ノ水kμi盆2止lは急出激tにI治首大し，大正14年 (1925{めにはすでに止水せん制限をしなければな

らない状態となった。その後l昭和 7il' ( 1932"1')第3回拡張工事の埠ノ'1(%;ユ，)もおよび臨時揚ノk設備

の完成による着水11:の地強をみるにいたるまでは，lL7.kせん制限は述枕して行われ，もはや季節に

主る開問答なしに制限のままにすえ泣いた。

昭和7年 (193211')以降は第 3lii:l拡張工事の進行にともない，しばらくは数年来続行の止水せん

制限も解除されたが，その後昭和 9'1' (1934'0ごろまでの沈滞した経済不況も国際辿叩脱退その

他による凶際問の冷戦期を;wえ，各凶の再軍備の進行によって工業生産に拍車が加えられるように

なって，工場用水の需fJlf:がにわかに激増し，使用水おもまた増加の一途をたどったので，一方では

如水宣伝に乗りLl¥l.止水せん制限を笑);むするとともに第3回拡工事の進bょくを急くeかたわら急

きょ閃第 2J出工事にも茄手した。しかしなお配水誌の増加はこれらの紘張工事の完成を作つ暇なく，

I昭和12年 (1937年〕にはさらに臨時揚水ならびに導水1mEE増設工事を起して，陥11対話水の増強告と図

る一方導水1~;にも加圧ポンプaを増設して自己水能力の増強を図ったものであった。

当時は日支事変の長j由化に加え，大東亜戦争から第2次世界大戦とその名称の変ったように，そ

の戦局の広ijiQ回と大規模さによる一大消耗戦であったので，図内一般には努めて消費節約が奨励さ

れた時代であったから，当局もこの線に乗って節水宣伝に努力し 11勝つための節水" の椋認が各

家路に配布され，節水が要請されて，さん水などは「もっての外」のこととなった。

そして昭和19年(1944年〕には従来からの金沢地区における新興工業地，HFの配水訟の憎加に加え

て，当時の海軍施設への大詰需求に接~，限りある水主1に対する自己水についていよいよ重点的配給

の考慮が必要となり，各配水系統区域における水の需要盆や，その緊要度および水庄司ーについて種

々の調査検討を加えたうえ，適宜各自己水系統および枝管ごとに制水弁の!}目腐を調節して，西日水の方向

と分布を言|極的に湖笠するという議点給水の制限方式をとった。しかるにIff;1和20年(l945{1'-)5月の

大爆撃によって戦災地は潟水のちまたと化L その後漏水防止のあけくれを続けたが，終戦後進駐
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:w:の進駐となって軍への完全給水方について対日指令書が発せられ，新しい主容に止すする俊先給水

一般市民の住活用水が不足して，そのが2のため勢い一般市民への給水制限の形となって現われた。

lli氏給水増強)j果の非itÞî 1:的I;!!-~に対しては進駐軍当局もその}~:;~kl~ の非'i;~' に大きなことを術!忠L，

11l L(給水に対する併は aiU liJ~もようやく緩和ヤがてU~4 四割1\~1{ヱ:'J[ の~_1}lm となって，の指令となり，

さオUるにいたった。

導水増強応急対策2高4節

!日J iÌ己のように íìlm~JJ;\\ごしばしば長い間にわたって水誕の不足に悩まされた依浜水道ではあった

その対策としてはIVJitl年代はも bろん，大正IKHtも節水笠伝と給ノt::!iIJ限がいつにも変らぬ主役が，

しかるにi昭和の初期にいたって， 1時局の急進にともなう軍需生産工業のを勤めたしだいであった。

盛況と隣政11町村の併合による水道需!l2:の激I世に対処して，上記のような消極的対策をもってしては

到底しのぎうるものではなかった。そこでここに弦場したのが導水加圧ポンプであって，巴t設導水

む!にポンプをJI~ り付けて導*却をスピー l ・アップしそのI首長を凶ろうとするものであった。

ことに日支'j[変ぼっ発以来しだいに使用を抑制されていった鉄鋼資材はアメりカのくず鉄輸出紫

この鱗flJJI..に上ってますます入手悶草花となり，拡張工事の進行も思うにまかせない状態正なって，

ことに!:ì'~2 次 Ut界大戦ぼっ発から終戦後にいたる鉄資似の;お乏時代はますま

においては，配水量の助力11に比例して導水IJII圧ポンプはしだいにその設備をi)(のように増大したも

ので，昭和 61.j二(1931年〕干有村にlti初の 275 馬力持水JJr11工ポンプが設置されて以来，問27年tr~4 但i

IJi;I長工事による導水路の完成までの201r:余の聞はまさに横浜水道の導水IJ111.上ポンプ時代ともいうへ

き特色ある時代であった。

今年代を追って導水位とIJIIIIポYブの増設状況を図示するとixのとおりである。

太刀きはその年施互の車i施設

西谷署水井川持持吉井

例j
u
 

33; 
件
什持島士一日一一見町一

32ド

42"' 
青山援会井

flg~日 5 'íiõ ~ 
38叶

20“ 

32 

荷村加任275印

白てι竺己JT訟

第3巨llJMH=r_事施行J:LI日の導水管の姿

士富臨時掃71<:

仁三三三字ゴ。←一一一一ーイ仁]

火山;ニ臨時弘ノk設備ができ， 11Ijl'~西谷IHH土 rl，径 1 ， 1肌ミリメ{トル伎がHJj設され，川

Jド上流側には市村において内径36インチ管に 275.'.1;) J IJIII_Eポンプがiitfiされた。

B~~O 6 i王

四一言T子一一一一寸7三千Ba~日 7 'if-

大助~III引[t1Jの内径1 ， 100 ミリメートル辺水位が泌成した。
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大息送)](1+新設 川井雲水:I'!新設

581pB911:. 三三三三三三三D

Ilil引18-1!'.: :.) 11)¥: )I;:;j(;血， Ili~ fll 9 {j'::二九日;1ノ):m山氏。

52初12'iE 0-一一-[コ 官
o E て

jに品川，¥II.'{'l;.;!]，-J(':，，'，¥:二上り JI'ノ，)(Jr:_:lll7'2，OOO，_，'r:J.ノメートル11110

昭和13'iE 0-一一一一口 G 
商村460伊月日Iiポンプ

呈ニ王コ

k.，I;&，__，Jll)J:!iUはI何十Jにおし<， )IIJI-四谷ll¥1はう'1i:Iにおい u てれ~dJI何税 1 ， lGO ごり

メー!ノレ !，i;( ノ!(rì; に )ml七ポンプ。を目立iL;:~9 。

600 If'政遣 す南 460 11'加IH:~1抱52
昭和15'iE 0一一一一一口 呈ヨ日ヒ亙Eご自ココ

昭和16ま

l 大品iこわし、'ol.'-Jf主 1，1似)ミり λー).;L i，S(ノ}.:Ji:i';二(ゆo!.!; )I)JII)Iポンプう士f/r ， ;~k L， T{'.j付山ドl

j草ノI(:(i;1mBポンプを臥)0，r，!~ -; JにCX;i2。

~ /;-'rI'Jにむし、げ1)サtfo38インチ導水'i"i;に4削.l.!，j)JJJIIJ]ポンプJt:，iし

800t2ム菅新設定限;J2.ずい道
どとユ

主;口 聖ョ。

1 811iJり内任以川ミリメートル導水nをrl'沢まで明日立した。

:2 rjl沢-_l:大山[ll]I.よ従来の碍水位を久保沢ずし、i立に改fD:Liニ。

麻i置減庄1M聖1.5001リメートル管新設

山」一問。… fサ1~三宮

1 liWn，}<圧水そうを新設し内径 1，1開ミリメートル管を述給した。

2 Iliìl'ヰ減圧水そう下流11\11に内径 1 ， 500 ミリメートルLÇ!: /J(~S' 3 ，加0 メートル蚊 I~'{ L， 1児以内

径 1，100ミリメートル導水管と述給。

丈島 380州lli~7主g~ 1.500，');，叫管延長

昭和18l (トー一一-//////fi 間ォーマ~ 戸ー「すで ト一一べ〉

4 
1 大島において内径36 インチ導水管に 3 削!.!~力Jm庄ポンプをl泣 i丘L， [uJ;i月水管をi印池減目

ノkそうと述絡し1::'。

:2 liii年米敷設の内径1，5凶ミリメ lル11をさちに市中J-J1Iくまで敷i;!2L-，既設内符 1，100

ミリメートル管と述給。



(Sd6 ) 百15 lii 

昭和19l Q 主豆1

1 J¥f設内{'t22インチおよび18イン手埠水恰を減Hご水そうにil人 L，減収水そう l'ifiWIIIIJ内

任18インチtを全部撤去し， I!~任22イン+~:\.は山村までWíl、 L ， ']{'.j村以降川JIまでは新

"立内径 1 ， 500 ミリメートノレ管lこ j主総させ，さらに片付nこおし"(75出力!JI日Eポンプ'を設 iri~

した。

即日nif:~23 il:
音山Z50H'加Ifit::.t

1 /ii LJにおいと内係42インチ導水管に 250，1，1t j J }J11L[ポンプ@を設ほし，大島の内fi3占インチ

'ti'!JII[Eポンプ550応力を 700馬力IU科大。

日 脱出i威圧水そう清水増益のため， rn4'，において内径 1，1的ミリメー lル竹に 700).1;))， 

I)，J{壬36'fンチ告に 500馬力， jJ'Jf壬22-(ンチ行に75馬ゴ)0)会}JIIJ]cポンフを導水位に設iR。

3 )，休前~)IIJHHI内径 1 ， 5日日ミリメートル導水管の完成にともない，向付力IIJ工ポンフを撤去

L，)II:Ii'~四谷川の上)IIJI に移t古(内任 1 ， 100 ミリメ トルti'おJび38インチ行にそれぞ

れ 600馬力ポンプを設位〉

;童文1+ 下九iR
717ド;l'! 宵7j(，巴 相模隠:tTんi罵

即日24主~25 'íj: コ

B2 t027'iE 

1 HiI提出]系l(:j.ノkJ'いj自が完成したので， J3山系統Jjfidllllをl'ltλiJIE下となL.力l旺ボ〆プ士j前九

2 'A向~臥洲市内径22インチ導オ管撤去G

4日4豊原

1 111 十 ~'!J 11系統下流UlU川升~西谷mlの導水位路部r，YiL"辺正、)11・相tm，削両系の完全分離。

2 大X，)ln&n~j:U，)水およびすべての導水位!JII[Eポンプ74t怖を撤去。

3 )11チI'~西谷rm内径20インチ導ノk官撤去。
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第 2章給水の躍進

70年間の給水状態についての観察を(1別}水戸数の1m!]日や普及状態， (2)西日水J甲の変化，さらに(3)給

水量用途別の年代的変化などの点からながめることも一つの記録的興味がある。

第 1官官 給水戸数の増加と内容

明治20年 (1887年〕水道創設以来の給，~戸数と総世帯数を対比 F ると次のとおりであるが，これ

をさらに細分して，明治23年 (1890年〕横浜市が水道ヲliltの年を l∞とした増加制合や，給水戸数

の前年に対する年間I14加率 (51，1問の平均)， また申告水戸数の区分についての 100分比 (5!rfOIご

と〕などをあわせて表示L.， 1時代的変化を知る一助とした。

給水戸数，給水率および給水増加率内訳表

ーλ
w

F

十

rhdは
!

ム

ー

三

市

は

E
l

レ

レ

ト

f夕
刊

U

一

フ

凡

え

心

火

円

υ

仰

が

o

爪

川

川

U
O

円

山

山

む

刻

恥

仰

や

剣

山

附

白

川

。

削

中

w
J

れ

る

共

水

く

明

い

水

は

つ

の

定

す

'

ゃ

ん

苛

た

ど

は

が

す

は

給

近

急

な

。

給

ん

減

一

止

'

宮

し

。

や

せ

郎

し

ん

山

平

継

と

分

は

怖

が

は

い

'

せ

に

大

て

が

上

る

は

om
使
加
と

及

き

津

市

間

引

い

円

。

数

設

一

な

年

別

立

り

つ

ん

向

減

率

る

共

ん

泊

ほ

一

普

引

法

大

の

M
町

た

帯

施

は

の

共

M
H

な

な

せ

す

よ

及

な

時

せ

が

て

い

一

九

に

を

の

成

時

つ

般

道

祁

成

'

勾

と

。

制

用

ま

い

告

と

臨

川

間

っ

し

一

か

市

年

数

。

格

河

あ

で

水

余

搭

。

り

ら

刈

る

民

共

す

上

り

削

'

共

装

な

る

一

る
浜
の
一
円
る
い
下
'
で
大
は
の
市
る
上
か
い
刊
す
計
'
ま
い
よ
1
出
い
水
と
著
一

あ

防

こ

水

あ

工

が

者

拡

に

張

工

め

が

d
N
M徴
全

り

は

は

に

ん

破

。

向

給

制

。

が

一

で
年
ら
給
で
張
た
開
城
山
峨
一
拡
必
始
率
い
は
夫
の
た
率
者
張
止
め
す
に
府
政
る

2

阿
一

4

3

か
来
者
同
し
飽
市
市
氷
紘
し
及
川
町
ん
を
4
く
及
川
拡
川
た
さ
備
中
時
計
な
傾
一

の
後
る
以
込
田
加
ん
附
新
…
給
問
加
持
に
せ
則
2
な
。
許
使
域
共
の
川
殺
'
全
と
の
一

一
設
。
設
あ
設
引
1
掛
川
せ
l

'

で

2
増
水
内
用
問
和
は
る
水
ん
市
が
間
四
使
次
し
び
ん
記
一

一
創
い
創
で
創
ん
第
は
府
筋
が
水
第
は
給
の
共
門
附
ん
減
給
せ
新
た
空
m

抑

制

少

再

せ

上

一

一

↑

j

j

一

引
羽
一
刻
q
H
A
e
ぽ

1
2
1
1
1
4

訓

2

ぷ

引

」

引

|

ベ

旺

9

一

二

叫

ん

別

供

他

一

朗

田

川

同

町

内

|

|

岡

山

臼

臼

お

げ

ロ

叩

忽

ロ

7

4

-

一
勧

O
一
叡
企
M

2

4

J

|

|

3

|

|

A

5

一

一

一

一

3

一

一

)

二
円

U
院
川
町
一

l

J

l

F

l切
l
r
l沼
l
w
|臼
I
l
i
-
-
-
-
J川

Hilli--!iL

了
水
ハ
且
ん
一

M

M

託

M

N

5

4

V

7

n

J

5

'

8

1

3

っ
J

4

2

2

1

一

険
し
ぷ
浮

8

1

3

8

1

U

沼

幻

的

行

九

位

%

一

一
い
平
加

-M
内

相

同

回

開

問

|
I
M
-
-
ω
J叫
倒

的

m
r
u
m
m
l
-

水
年
増
一

0

0

0

0

リ

0

0

捉

0

0

0

桜

滅

。

0

0

一

給

数

均

市

中

一

震

減

空

激

一

」

川

州

制

一

肌

お

品

llM
矧

似

H

E

4

4

日

沼

t
i
l
l
u
-
-

K

E

一

1

1

1

2

M

3

叫

崎

市

河

川

出

4

7

0

2

一

1
其

一

'

'

一

給

数

割

一

1

1

一

刻

刻

瓦

ね

印

m

m

M

岬

町

別

加

祁

i幻
印

m
i
d
-

給

普

率

一

一

瑚

一

川

川

淵

川

訓

周

剛

山

川

川

細

川

一

水

一

7

凶

a

u

A

M

4

的

お

お

制

一

給

一

1

1

1

1

2

一

問

一

m

m
刈

川

削

州

川

畑

川

刈

)

側

…

幻

灯

叩

M

同

制

m

m

一

〕

〕

〕

〕

〕

〉

〕

〕

向

次

附

州

側

州

州

州

問

問

一

I

I

l

l

-

-

(

〔

(

〔

〔

(

(

〔

-

E

t

p

r

3

i

r

i

E

l

E

l

E

h

I

z

-

-

山

山

知

山

知

山

抑

制

W

一

ム
M

叩

附

か

グ

M

u

w

o

u

v

y

m

{t 摘 理

A:jE 4年 (191511'~)

;nHVIllin内U
j
i
-
-
J引
川
町

l

間

判

肌

印

刷

附

50，6R9 

グ 91['.(192011') 9
 

7
 

お3
 

お2
 

4
 

2
 

M
m
 

グ 14イrc192511'~)

。15il'(1940{1') 叫

M

6

4

 

日

η

1
 

0

4

 

M

M

m

w

 

略

的

叫

グ古川(1945{f~)

!:f~ 2 (Jd!l.界大戦後は戦災のためl''i間，アパー!などが多く W:1W数は総戸数をはるかに l一同り，た

めにW:指数をもって給水戸数を除した場合には給水普及率はいきおい低下する。そこで参考に撚戦

後における給水人口と総人口をあげて背及率を計算すると次のとおりその比率は上昇する。
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すなわち上の茨によると明治お年 (1890{jっから昭和初年 (1955{jミ〉にいたる6511'-flflに給水戸数

は16，765戸から 168，88日戸と10倍に透した。 ff及率については新市域の編入が何回にもわたって行

われたので，そのつど数字が急激に動いて， -11した数を示さないが，給水戸数の4間のIH加につ

いてがrl，l二をlとしたネは渓災や戦災後の復興時代は当然itGl';れとなって 9%ないし14%にも透したが，

一般的には前千!の 4 %ないし 6%の悶をその時々の涼気の好不況によって上下するのであった。

給水戸数の内訳については創設後10年にわたった給水料金が専問せんは月 1円という当時として

は非常な荷額に対~， jl;ITJせんは15銭限度という 6分の 1以下の料金であったため，庶民はほとん

ど共用せんに集中し，最初のころは86%までが共用せん使用者であったが， I，f:をふるにしたがって

刈減して20年後の明治末期には655百となり， 35年後の大正末期には3分の 1に減じ，現在では 5%

f'iHitとなった。

そのI14減を図表に51，すと次のとおりであった。
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第 3主'ri 用途別使用水量の変遷

iJ:にこれらの水誌はどのよ弓なm;主に使用されてきたかは， I時代によって!正分の方針が契る L，

主た古い~ì~前日な統計も乏しくこ ~0を JY~:ì主することのできないのは泣1様であるが， nJ1if;23年(1890年〕

iZからのヲi終日jj代には釘)ガが共llJせんで計JR:-1tんは 1矧にi前たない状銭であったから， jU!lぜんの

iiJ!rn水慌が絶対的であった。この傾向は共同せんが削減の経過をたどっていたとはいえ可分の間続

いたわけであったが，火正時代，ことにその後!切にいたってようやく専問せんが共mせんにとって

{ヒることとttった。
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なう使用水おの動きをJもることにした。
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11文 'Jf12下作戦時14制が-:'t-jlょう主化され
つつあった附和lHj'.~左京呼とする。

~:-'lf'ì1，t栄丹lの比率カ L だし、にかえじ， :1)，"11 
の山i}_t:が1(11Jllする。

Li己の傾向がいっそう拍，<別れ，貿易の減
辺となり船舶給水， 112色江主のJUI'も減じた。

]京!Ila型ーのiじれ土1Mえとしてや1';;];L， i行
j日llJ苛の減少がr-I)うった。

T.-:n!l ];i，i習は主すますIFl力行し染色主主，昨i
JI，，;叶のj1三i刊が11すもMII止んも削減している。

七日の仰向が主寸プヤ J強制され，船舶給水
U、減少がri~i'( つ fニ。

」記の傾向にいっそうの拍車がかけ ιれ
fこ。Iì H:{\;:の ì!):7)~目】〈感じんれる。

|二日己の1則前がさムに一段と進行 L船 舶 給
水，染色工主が~}~く減少した。

t訂nη2(次k-t股仕界大I戦t段lの進!瓜民によつてi遂韮にコ
水lは土3家fτIf'i将耳才議:用に{代tつて王F股Eにつき燃料f弔号
σの)1問則 f昨fから浴f功品f朋目のI恥減ら北~/J少PがI1 j立日つた。
戦ijiのふ卜で2記事営業111のむi少はいよいよofr
しく， I民)IJノhは依然fr¥:休の半ばに泣く目4

1京 f知江戸、 1日せんが，;';:~Wl L浴場月]は減少した。
戦役ι永'11111ノ，)((土定.!，J(I:L，て ~SJlJは一挙に激
減 L ，駐留"1'1111 日現お~が起り船舶給水，
Jtlllぜん，浴場nJ~~a(01JII した。
_:r~\~nj水の)ß:削と駐留守UIIの式首~Wiが n-:.ì"
つfニ。

前年と大去ない状態が*'/(.1<、た。

llJHy('，FffJO)ia}-nがf'j"j'iってWi1J11L，共同せ
んが削減の足取りとなった。

工XFlJも壬f:.ii[Wi強でや干復活 L，駐留軍用
が前(T-'在的市としてilii刊の歩みをたどった。

前年の傾向井岡じ状態である。

駐留軍問および共用せんが日立って減少 L，
浴場町， ~\共 111令がi1ÞfrìXWI }J 11 しつつあむ。

iiij&fーの似品1がいっそう強く羽われてし、む。

船舶給水，共1II-11んが減リ絞'lr-i:Ll'llilがf円
力nしている。

lて活用がWi1mL，政官1'iFnIの減少が目立っ
た。

一般家 111日がW:1J日し工業用また附加したが，
~l 留軍聞が減少し止。特殊F';n日の fN1J1)が
も上っと 1"I"j'rっfこ。

一般京市町11土益々Wi1JnしたがT.XilTlはちょ
η と頭打ちとなった。駐留:11'は益々減少した。

I'!j地その他の地1mによって一般家事用水は
J1MJl1が主主々苦るしく，駐留m関係の減少は
Z在々汗るしい。
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第 3章市外給水

第 1節市外給水の初め

元来mの水i立は1Ii1百の需!}fをみたすための設備であることはもちろんであるが，市民の保健jrlí~l

に資 Fるとともに市勢の発展にもこたえるため，古くから市外給水が実施された。すなわち密接な

交渉と関係を1¥つ隣i窪田I村に対しては棺i't三状態，経済事情なと、市民の福祉に関係があり，市民生活

lこ深いWI述があるときは，これらの町村に対して市外給水を必要とする場合が生じて来るのは当然

であった。ことに伝染病が'{;~'[時発生していたような背の状態では，その防疫よからもいっそうその

必要が怖感されたものであった。この事情から古くから市外給水が行われた。

最初の市外給水

綴浜水道が初めて市外給水を行ったのは明治32年(1899年〕で，主iIf与市外に隠していた神奈川

町の一部と市民の子弟が通常した戸部町の県立中学校および横浜港と泣接関係のあった同IIIJ税関

宿舎ならびに司法省所管の根岸村の脱獄(刑務所〉に対するものがそれであった。

しかしこれらの地域は翌々34年(1901年〕にiIi械に編入されたので，その後しばらくの悶は1Ii

外給水は行われなかった。

2 保土ケ谷菱電所への給水

その後明治42{F-(1909年〉に横浜共同'i1t~l株式会社が隣接保土ケれIIIJ地内水道線路沿いに変l立

Pli)在四日市所を建設するに際l，給水の計可方について申しLUがあった。水道筋はその公共担と市

民生活との[-)':1;T:にかんがみ，同{no月次のような条件で給水許可に関し市会に泳辺、を求めた。

1 給水に1mするヱ1~お主び修純資はすべてげ品目者の負 111 と j- る(水道局の指示どおり予約〕

2 料金は計日器により毎Tljjl~~ ， :it:kl{出¥'iH料とも水道府の指定どおり納付Fる。

3 く i立メ(ターの，1，検および給水装íí'i: 修絡のため水道局から出張する場合旅j~ (11'只1円301" 糊工1円

15100を徴収する。

4 "rI.内一般の給水不足する場fhまたは工事上必要の12Jfrはいつでも給水を断つことがあるが，出願者に

おいて異存のないこと。

5 その他刊に定めたもののほかはすべて給水規則を適用する。

G W願者が条1'1を滋叩したいときはW[浜市はいつでも紙悦木許可を]日消す。

これに対し市会においては，一方で市民が水不足に悦んでいるとき，経卒に給水を承諾すべき

でないという怠見もあって，結局， ["給水矧IHlを毎年10月l只より翌年3月31日までとす。ただ

し本文.JlJllmi;トといえども一般給水に剰余を生ずる場合においては随時給水することあるべし」と

いう条何を1'1け加えてr"I"I'10月30日可決され給水した。

第 2節 市外給水規程の制定

その後百52同水j主計五日長工事が:訂正し，大正 31'f:ニ (1914'1'-)8月その週水をみるようになって， m，
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笛な着水によって従来の断水騒ぎから一挙に余剰水を生ずる状態になったとき，あたかも欧州大戦

がぼっ発してわが国は空前の好長気に忠まれ，諸工業が飛躍的に興|喚した。ことに鉄道および水述

にJUまれた保土ケ谷町には各種の工場が統々設立された。しかるに保土ケ谷町としては上水道の施

設はもちろんこれの計魁さえも樹立されていなかったので，路工場からはしきおい横浜水道に供給

方の出願が続出することとなった。

そこで水量に多分の余裕をみた際でもあり，彼我の公衆衛生上ならびに公益上横浜市に影響の多

いことにかんがみ給水に応ずべきであるとして，大正 3"1' (1914年)8月下記のように市外給水規

程を市会に提案して協賛を得た。

r!r外給水規程要旨

(1) 11:'続町村に給水する場u

1 Tli外給水に要する給水施設の工事政および維持費はすべて給水を受けんとする町村の負担とする。

2 給水量はメーターによって計算 L，1右に付1銭3肢とし，前月分使用料を翌月15日までに払込むこ

と。

3 市は町村の給水設備について随時検査をなし，その不良な点については町村をして修給せしめる。

4 iIiは市内の給水に不足する場合は市外給1の付止または制限をな jことができる。

5 iIiは変災その他のために断水した場合は賠償の資に任じなし、。

(2) 接続町村内の工場，停車場唱に給水する場合

大路上吉田1}の町村に給水する場合と同様であるが， ft仰は 1石に付 l銭5底とした。ただし1か月使用水

量10，000石以上に及ぶ場合はTli参事会の議?とを経て相当の割引をなしうることとした.
かわや

なおi也水，飼用のものは1石に{、J3銭とした。

第 3節市外給水規程による給水

この市外給水規程の制定によって横浜水道の供給を受けたのは町村では保土ケ谷町であり，工場

.官公箸は次のとおり数か所を数えた。

1 保土ケ谷町給水

横浜市水道が町村に対して市外給水を行ったのはまず隣j安保土ヶ谷町であった。京海道:Ji-I-:三

次の-TiiliRとして栄えた保土ヶ谷は，明治の初めに汽車の開通を契WJとして往還に人馬の姿を絶

つようになって，まったく顧みられないーへき村となってしまった。しかしnJ1i古の'1')むl以後日本
.・たぷら

に工業のぼっ興を見るようになってから，よとの地迎的条件が鉄道と1IIIt子川の舟運によるillf愉のi血

に忠まれた立地条件によって生産工場が相ついで建設され，かっ横浜の近郊住宅地としても発展

し，明治42"1'(1909"1'.)には町制をしくにいたった。こうして人口が増加すると上水道施設の必

裂を部感するようになれ大正3{I' (l91Mf') 10月 6 日間I会において 1 日放大使JlJ 水1i~3 ，465石

(625立方メートル〕を限度として横浜市から分水を受け， mJはこれを町民に供給するという議決

をl.-，横浜市に協議方の中出があった。fI]と IIII との r~J にlJIj告知HiiJを満 3 ir=-IHJとし，その後期限満

了の際はさらに協議の上期限を延長するという条件で話合が整い担::l]:.5月24口市・凹Jr.JJに仮契

約を締結した。
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しかるに保土ケ谷町では給水鉄管敷設に嬰する工'i>'貸ねん山に失敗し，計凶の尖現不可能とな

って，一時計画中止のやむなきにいたった。しかし水道施設は町民の大きな希望であったので町

会は大正4年(1915年〉皮から毎年水道エド伎の積立を行うことを決議し，大正9年(1920'のに

なってようやく実現を見ることとなった。すなわち次のような企画安もって町営水道を計画し，

大正9年 (1920主三) 1月29日内務大庄の認可を得て，何年3月15日横浜市と正式に市外給水の契

約な結び，同年9月12日工事に茄手L 各戸への給水:工事もヲ!続いて施工し翌10年 (1921年) 3 

月まったく完成して 4月3日溶成式を挙行した。

(1) 給水区域は保土ケ谷町一I'Jとしごf定給水人ilを15，0加入とした。
たちばな

(2) 配水管は橘樹仲村際においてwwt市水道8インチ (2日0ミリメートル〉両日ノrj(tiより 6，(ンチ (1日)ミリメ

ートル))'{をもコご分岐 L，分岐点に6インチ (150ミりぷートル〕メーターを設抗し， 以下配水管の延

長は下記のとおりとした。

6インチ(1511ミリメ{トル〉鋳鉄管 11メートル 4インチ(1凹ミりメートル〕鋳鉄l':;;3，621メートル，

2 ， 5インチ(64 ミリメートル〕担j鉄Il~;;l ， 199メートル 2インチ(50ミリメー lル〉鍛鉄倍 6，140メー iル

(ijlj ノ'J( 11' 14 消火止ん 23 

(3) I;¥; :1: 'ff j~ 68，661ド]

(4) T')i'は，"浜市本ill課長iヒ弘nm放をIJswnとL， !iliiN，職工全部航浜ノ}、道から派遣され，その応J互によって

遂行した。

(5) 部，)~It:， 同 IUJは/j(ìil;';1; 'd:特別会計と L，技手 1名 :_1日己2名，職工1名，工夫3名，土もヮ亡illi営した。

ここに保土ヶ谷IllS'{~~・水道は完成されたが，その地域にあって ;Jf米横浜市水道から直後市外給水を

受けて来た工場は，引続きそのまま横浜市水道から給水することとなった。

敷設当初の大手10'1'，(1921'1'，)末における給水戸数は専用せん 636戸，共用せんし734戸， iH 

2，370戸であったが，昭和2年 (1927年) 4月保土ヶ谷町Jが横浜市に似合され， 1日]水道が市の水

道に引き継がれた際は，専用せん 1，384戸，共用せん 2，474戸，すl'3，858戸であった。

この1mJ 横浜水道が供給した分ノド泣は次のとおりであった。

ブ、 i正10~jお 85 ， 636j~cl;メ{トル

ρ ¥l庁 174，852 " 
11 12/1 iR51のため不泊

。1311 250，612'主力メートル

/1 141/ 272，287 /ノ

I![_~ 手 I1元年 293，747 " 
2 工場，官公暑に対する個).;IJ給水

(1) 富士ガス紡続会社保土ヶ谷工場
つづ主

いわゆる富士絹をもって知られた|司会社の{~U，ヶ谷工場は IEI都筑1111['i谷付(現率岡田J)の日

本*~i*1íl紛絞会社を買収して移転:~L-，ドI1時に大拡張を行ったもので， I対止とにおける一大k，Jj綴工場
かt~rl'ら

であった。この工場は制i子川の手IJIIIということに火きなねらいがあったのであるが， 4，0ω-

5 ， 000 人を数える従業員の飲料水ごと虫色め隙IWII ノJ(せには上ノトの必~.があったのである。同工場
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に対する111'外給水は大正4{I' (1915年〉から開始され，大渋災の際の中絶はあったが，その後

も引き統き申告水L，fl{1和2"1ト (1927iド) 4月この地域がTIiに編入され一般給水に改められるま

で続いた。

(2) 保土ヶ谷化学工業株式会社工場

l日称を保土ヶ谷ソーダと称した工場で，各種の化学茨I111その他を製造していたので，事業の

性質上最も多誌の水を必要とした関係上，当初]から横浜水道の給水を受けることが前段であっ

た。大正4年 (1915年〉給水開始され，保土ケ谷町のili糾入による一般給水に切り替えられる

まで市外給水として継続された。

(3) 大河川小学校

現在桜ケ丘小学校と呼ばれている同校への給水は，当時の久良蚊郡大岡川村長北見保太郎よ

り給水出願があって，大工[5年 (1916年)5月から開始し，大[河川!村がお立浜市に編入されたH{:{

和 2年 (1927年)4月以後市内一般給水に改められた。

(4) 合資会社鈴木商応製油所

神戸の鈴木商応が経営した油脂工場で輸入満州大豆から硬化脂の製造のため，1*、土ヶ谷町に

工場が設立された。大正6年(1917年〉市外給水を受けたが，大正12"1'(1923年〉の大j1，i災の

ため工場が破壊されて事業が閉止された。

(5) 保土ヶ谷停車場

大正6年 (1917年〕から本Tlj水道の市外給水として給水が開始され，保土ヶ谷町の市総入と

ともに一般市内給水に改められたもので，駅および駅員官舎潟水の給水であった。

(6) 大日本麦酒株式会社保土ヶ谷工場

大日本麦酒株式会社は保土ヶ谷に清涼飲料水工場と製ひん工場を持っていた。 m段、飲料水工

場はシトロン，ラズベリー，yンサンなどを製造し，以前は地下水を使用していたが，大正6

il' (1917年〕横浜水道に市外給水を申込み， 4インチ (100ミリメートノレ〕管489メートノレの敷

設工事を完了し，同年6月から給水を開始した。製びん工場は元日本硝子工業会社の工場で大

正sddド(1917年)5月4インチ (100ミリメー lル〉鉄管737メートノレ敷設し，市外給水を開始

したが，大工[9正1'.(192MI')に大日本麦酒株式会社に合併されたもので，し寸ごれも横浜市に編

入後はIlil竹一般給水に切答えられた。

(7) 日本紛撚株式会社保土ヶ谷工場

同工場は大正8年 (1919f]つ設立と I'，JII年に市外給水在開始したが，大正12il'(1923il')の大

災災によって工場倒肢のため廃業した。

(8) 神奈川方両替備部隊臨時宿舎

大正12年 (1923年) 9 月における関東スz_~災直後iflCS ひ訴のため人心きょうきょうたるもの

があって，ついに戒厳令がしかれた。そして陸軍tf~l 削l聞の一部隊が神奈川方面警備隊として

市外保土ケ谷町f中戸山にmJ:とんし， 11]1勾の翌年{II誌に任ずることになった。神戸山付近は飲料水に

之しく多数の兵員の飲料水をまかない得なかったので，第 l仰向経腰部のもとめに応じ，大工[12
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年 (1923有)12月から受13年11月務備隊の撤退するまで1Ii外給水を机討しした。

(9) 機浜刑務所
ろヲ

横浜開港とともに戸部牢屋敷に始まった横浜刑務所は，そのi表明治32年 (1899年)横浜EtI獄

として久良蚊!/lli限岸村に移り，その際LW:に横浜水道から市外給水を受けたことは前記のとおり

であるが，大正12年 (1923年〕の大震災にいっさいの施設が倒壊焼失するにおよんで，翌1311

これをilj外久良岐川 1:1下村笹下に移すこととなり，大正14年 (1925"1'.)11月完成した。水道向

はその求めにk;じ前年の13年12月工事先 fとともに市外給水を開始した。

これは司法省が 1IJの給水省l1453'Lカメートノレとして弘明寺市泡終点から 4インチ (100ミ

リメートル〕併を[，;)刑務所まで新設したものであった。昭和2年 (192711') 4月日下村が綴浜

市編入とともに 11;1竹一般給水に切り干与えられた。

L-. (J己のi[J外k:flノjくを ~'.t、合した給水設を表示すると次のとおりであった。

市外給水状況
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横浜刑務所

じゅ〈

第 4節 日吉村慶応義塾大学への給水

凶 ま な じゅ〈

lff-{平日9年 (193411')4 }'J 1日1，f，1封1日日吉村に俊応義塾大学が開校されたが，これにうLだら同年 1

月31日本TIiと東京横浜電鉄株式会社および目立応義塾大学との!日iに横浜市水道給水に関する党21が締

結され，絞浜市はjl]")克において給水し，東京fl~iよ~'i正鉄株式会十j および皮j，L; ，主 3拡大学は協同して以後

i司大学構内までの導水工事を施行した。 L，う冶し1l{-1平IIlZ1r(1937'1'.) 4 i'J 1 13日吉村の一部が樹浜1[，

に編入される Eうになって， I[il土11111六ト)J 山内に紋"立された刊日本~ •• ~;をl'lいもど L-. rJc8地|え -ti?の

給水に資した。
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討~5 鈴J 金沢町および六浦荘村への給水

!~1和wl (19361['.) 1011 1 le[，上記阿川村は+uiiJt司1に合併編入されたが，これにうもだち1;;]年4月

FrJ!町村から横浜市水道給水区域への縦入戸iJn:の決議がもたらされた。すでにf11!I1町村の!I!合が予定さ

れていたので[白ちに採択され 5月のili会において可制とされて 6月30[]主務省の認可を得て[立ち

に侃ノドれの敷『泣その{也ihノkの咋備を L，合iJIの成立した同年10月 1[，[から給水を開始した。

第 6節その仙の特日[J給水

東京市への給水応援
批

大 1E10il'.(1921年)12月 9 日~点京市水道~!J，水総路がql需ヶ谷付近において決壊し，被害は伝はだし

く企ilJ大断水に陥った。本市¥j:~~.;111 日より目 IJ項記絞のとおり救妓のため東京送水をおこなった。

2 横須賀市への給水応援

ll{_{和9年 (19341['.)7 PI飢丸:-itl1tiより上水不足のため去手JUII出411{I:日1，000立方メー lノレを限院

として供給を受けたい旨の1"111'111があり，本rIiはこれを了承し，日if7月16[ヨ以降 9月3日まで船舶

給水の設備をもってこれに応じた。この水!まは33，468了f方メートルであった。翌10年 (1935年〉に

も枯itJn釘lIiより liirij同様の1[1込があって 5月より 7月まで16，245lf'方メー lルの海上輸送による分

ノkをおこなった。

3 陸軍へ原水分水

II{:{平日nflo(1936年〕以降雨r!Ej防相模原IUJ地区に険軍の施設が種々述設されたうら，水道線路に近

い大野地区の51&3陸111:病院からw水管より原水の分水を受けたい旨の折衝があり，その後同様に可!

し越された同地の通信部隊とあわせ昭和13ilo(1938年〕以降別項のとおり原水の分水を L，今日な

お主主されたその施設に対し継続されている。

4 東京都h の給水応援

昭和15年 (1940年)][，かつてない渇水のため東京都水道は給水凶難をきわめるにいたった。本

Hiは80日間にわたり，東京市への応援のため給水船による送水および節水施策援助のためI敵失を派

逃した。

第4章共用せん

すでに記したように創設i時代の横浜水道は料金のIJI係からI47要者のほとんどが共 I11せんに走っ

て，共別せん水道のごとき在日があった。したがってその水誌の不足時には共胤せん使用訟の統制lに

悩み，またその低JI1な料金から水道収入が予定にi主せず財政調tに陥るなど，長い間共mせんの取扱

に日lりたした。このように共川せんはi話題が多かったので1淀川アてみることとした。

まず共!日せんの設Lìit状況と1ll!)]J者の状態をJ;~ると次のとおりであった。
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i jl; flIせん正数
1給水戸紋 1共川せん州i||l数子均正3当使せんり1共H戸]訓用者数せのにfT給対ん位水すj| | | Ilq 加 指 数"1 次

公 41tl 私設計 使 III 者 Z 沼る 給水)'"1数|詰「貯金

仰3「1 

2支! 2弘、
6，60';;1 

~'. 

143 

7，670764戸9 4 5 
23 16， 

i 4 3  3 49 85，7 

26 19， 16， 44 85，2 

29 21，469 18， 47 85，1 127 

4訂:1
1301 34 

25，4439凹020|1 l 

18， 73，7 

22回241| 39 

吋

:17， 25， 68.3 
I1配95K 

44 43， 28，076 29 
6486i 1 

大j1:5 57，凹6 36，321 23 63 253 

10 1，743i 2， 79，317 45，3 250 

15 1，542 1， 80，493 23，425 12 29，1 163 

附自15 2，463 2， 109，690 18，867 7 I:n 

10 2，3:38: 2， 126，399 6 12 113 

15 155，694 16， 10 114 

i日 2，419: o d' 159，24，副 16， 6 10 112 

24 118，202 14， 12 

I97C d 4 J 30 2，691 168，888 13， 5 7.8j 

3:守 2.553 泊山町 10， 4 

まず共)1]-ltん使用者について見ると水道創設後約10if:.IUJは全給水戸数の85%以上をIl:め，このrm

は共用せん水道とでもいいたいほどであった。それが明治30年 (1897年〕を過ぎて削減L..，明治の

末期 (1910"1')には655起を割るようになった。しかし給水戸数の増加とともに共用せん使用者の絶

対数は細々ながら引つづき増加したが，ズ正n者i¥::に入って，文化生活の向上とともに共用せん使川

者の減少が悶SLち，専問せん使用者と相半ばするにいたり，大正5W (1916年)における36，321戸

を頂点として，共用せん使用者はその絶対数においてもますます減少の一途をたどり，大正のう初日l

(1926年)には23，425戸に減じて全給水戸数の30%を告1)るようになった。

この傾向は昭和に入っていよいよ顕著となり，戦災前(1964年〉は16，149戸となって総戸数の10%

に過ぎなくなった。しかし戦災直後応急策として共用せんを多数設iぼして， り災市民の便宜に供し

た関係からー II:j')1、川せんは増加したが，現在は再び減少して明和30年(1955'のには13，119戸と

明治23年 (1890{1'-)創設水道の横浜市引制担当時における共用せん使用戸数以下に減少し，全給水戸

数に対する割合も 8%に低減した。そして創設以来70"1→の経過は86%から 5%に減少した。

次に共用せんの設澄と使用者の関係を見ると創設から明治390'.(1906年〉ころまでの2日年聞は共

同せんの設設基数も少なかったので 1基の共)T]せんの{史刑者は平均40戸以上50戸におよび，はな

出だしい所は u主を 100戸以上の人が依!)ijするところもあったというから，朝夕のラッシュアワ{

や洗たく刊の出品It・泌乱ぶりも 1臣、{曽に余りあるものがあった。この情景をtl~j巧ーしたものに，大正 3

fド(19WI・)10)]7 110)1\ 1 会において当!I!j の水道佐川条例ぷ~J1t委員長が述ベた次のようなことばがあ
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った。「ことに公設共HIせんは道路に設けられるので，今でこそ前五!のような脱態はなくなったが，

(法第 2i百拡張工事以前の断水および給水制限nMtをいっている)繊浜市の水切れについて手おけ

が 100も200も波んだと]荘京の新!iUにYJ11入りで搬ぜら;/"Lたこともある。はなはだしし、ところでは

1悲の共加せんを 10白戸ぐらいがくんでいて，多数の者が手おけを持ってi訓告のJ:-llIljに立ち混んで

限設を í~jつ姿は都市美智l上からも目 i態であり，またlf，tj!:.L:Ji'jでもない，よろしく私設共什jせんを奨励

し，その料金については公私共Jljせんをいjーにすべきである」と。このように泌錐をきわめた共川

せんも大JEWf¥に人ると漸次絞和され，その米}引には 1"'-~の '.y 均使)1I者は13戸'fh¥l_止となり，さらに

Hifrif!えして今CIでは5戸tJ/.正となった。

創設の当初Jから前述のように給水戸数 '1' の大部分を山めて凶々日1I閣を合んだ)~Jljせんではあった

が，その料金収入の，1;¥よからいうと，その単価が低限であったため，その占める位置fも低く自己水誌の

大部分の位rJlJ者としては，余りにもJ_:<:Uの容とはいい難いものがあった。 ix去が示すように明Iが¥'

f~ではこの B 制以上の水iil潟IJ2:者からの収入合計が給水料金総和1の 4 分の 1 の搬にもi主しなかった

ところにI!N\U 山大さな 'h~みがあったわけである。

給水戸数の内訳と収入比率

給水円以 11 金収入額

'1" 1Jl' jJ:-}[Jせん|りrJ日せん JI、!日せん!専!日ぜん I 1'，If' .SJIJぜん

f i 川 iぶI-j-~- ))'{…百戸77FIE-UIE17耳石
戸 戸l 伺 叫町

IIJhfi2Uj'.UI 12，日3 85 2，253' 15 J:l，563 24，5 41，3411 74，2 777' 1.31 

公j 16，Z:3:l 85 

18，262 85 

1お，184 78 

18，736 74 

2，816 15 

:3，207 15 

5，120 22 
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:t~ 
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また共)Jjせんを水道給水規則についてtJ.ると次のような変化が見られる。 IVJ治20{¥'(1887'f.)水

浴の創設に際しては「横浜水道給水規制IJJと別に「横浜水道olUII松規則Jが制定されて耳j朋せんと

共JTJせんとは別似の規定でJI~扱われた。この共用せん組員。においては共J+Iせんの給水料金は 1 迭に

つき使用戸数6戸以T1か月90銭 7戸以上12戸以下，月 1PI50銭， 13戸以上は6戸までをl首すご

とに50銭増とした。そして u主について使日Ic{i組合をつくり総代人在選定し，総代人が料金I以まと

めその他似1)11上に!却するいっさいの事務をj以以った。

ついで明治31{¥'(1898年〕の給水燐則の改正 C宇VJめて私設共!日せんの:I，IJ/正が災施され，その料{tZ

は公設共HJせんの倍事iとした。

大正 2Jr (19131ド〉新 rli j[jlJのbMi によって給水刻則が給水条例に変lとされたとき，従米)~)IIせん

Li主当りについて定め 0*した料会を凶 L，キI}Jめて使用者各戸ごとに直接水料がI!武1Mされることにな

れその料金も米以のれげ1ill;制に工ってド))11され，担、投jUTIせんfHFli'¥は公設jlJIIせんのそれより

もはるかに高討Hこi)とめられ，社会政淀川14:1直lがうかがわれた。そして共)11せんの設i4については公
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;&MHせんは削減の方針をとって，従来6戸以上の使用者を目撚とした設置規艇を10戸以上に引き

上げた。ついで大正6年 (1917年〉の条例改正に際しては共用せん位刑者の資格に対する制限が行

われ，家屋賃貸価額 1月7円以上の詩;淫に居住する者や，直接国税10円以上，または家屋税10円を

納付する者は共同せん給水を受け符ないこととなった。そして従来私設共同せんと公設共用せんの

問に区別された料金の立前を隠し，両者を問客員と l，その後は私設を奨励して公設はなるべく廃H

する方針を採った。

また大正 9'['. (1920'['.) Iこは共川せんの総代人からの陳情があって，従来Jt，川せんJ&扱手数料と

して，使用者から 1戸当り月 3銭の徴集>2fi!1されていたのを 5銭に{自トーげブjを承認した。

大正15年 (1926年〕全計五I実施にともなっての条例改且に際しては，共用せんも計盆11刊となり，

家賃賃貸価額10円を境として，未満のものは l戸l月の使用水)_il:3立ブjメー lノレまでは基本料金18

&L賃貸価額10円以上のものは 1戸1月の使IIJ水ii.t6立方メー 1んまでは恭本車;金60銭とL，いず

れも超過水盆に対しては 1立ブjメー iノレにつき 5銭!曽しとした。そして共則せん使III者の資格制限

を従来の家賃貸貸価額7円から15円に引き上げた。

その後宮~2 次 111 界大戦11-1水道メータ{の不足によって計 hUI日!の維村困難となり，昭和21il'. (1946 

1，[:)戦後の物価j的資に由一面した戦後最初jの条例改正に際 L，~i'tlí定額時IJも尖施され，共用せんは 1

戸5人まで月 2円 5人超過1人をt唱すーごとに40銭増しとされた。そしてさらに fンプレーション

の進行によってよ記の基慌の上に何凶にもわたる料金の(直」げが尖施されたが，その後1I{{_f日28'1

(1953年〉にいたり，かねて計画中の全計五:.:mlJの復帰をみるにおよんで条例改正が行われ，共JIlせ

んにも再び昔¥'jil:制が実施されるにいたった。

以下共用せんについて個々の事件を記すと次のとおりである。

。共用せん 1託制;

共用せんは最初ノ、ンドノレによって自由にrmせんできる水せんが取付けてあったので無銭札使丹j

およびi監鈍が多く取締に闘った。ここにおいて明治35_{ト(1902'のにいたりハンドノレを撤去し，

かぎをもって開閉する裟鐙に改造し戸eJ36年 (19日3年)11月完成した。

。無料共用せんのはじめ

明治36年 (1903年〕途上公衆の随時飲Jiîに供するため市内要所に公衆ll1共用せん12~主を設置し

て7月より関せんした。 llT民から便利だとの好訴を受けた。

。私設共月1せんには木柱使用

従来共用せんは公設・私設を関わず鈎鉄製のせん位を使用したが，明治37年(19044.)8月か

ら私設共用せん設備投を低成にするため，使用戸数の少ないものに限って構造の簡単な木製水せ

ん桂な許可することとなった。

C伝染病と無料給水

明治23イ['.(1890{['.) 8 nコレラ約の流行に際 L， di参'jI会が rt[(に 31f問 1!1f;料給水をするこ

とを決議したことは既記のとおりであるが，その後も大正5(;i['.(1912il') 10月ili内にコレラが発
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et L，水 1:.?J半年告に共肘せんかぎ10こを交付し，水 U.Iミ活者に無料給水した。またi{'，j太凶庚耕地

谷戸の360戸1，872人に対し無料共用せん4迭を設註した。

大正2年 (1913年)10月ベスト流行のため税関構内に特設共別せんを設置し無料開放した。

大正5年コレラ発生のため8月から11月末まで 7"主の無料共用せんを設置した。また当時iiil71く

を道路に欣水する者が多かったが，これが伝染病媒介の-D)Jともな勺たので， ~límJは汚水の使JlJ

を禁じ，とくに消火せんの放水を許可した。

大5[8年コレラ発生のため8Hから10月末日まで水上生活者に11¥f;料共IJJせん7基を設註した。

大正 9ij'.f)¥J四万部で保戚をふるったコレラがfi:入の形勢であったので， 6 )124日から10月中旬

まで水上生活者に対し 7基の共用せんを設置し無料開放した。

大正lliド10月 4 口コレラ発生し，水上生活者のために無料給水公衆せんlliÆを l[~:設した。また

河水r'1d水の使川禁止につき市内 7衛生組合管内に対し消火せんより街頭散水を許可した。

大.TE14年9月1日コレラ発生し， 10月末まで水上生活者に組料給水公然せん12基を設位した。

大正15:11ミ8月1日コレラが発:'1'.L.， 10月末まで水上生活者に無料給水公然せん12基を設 L立し

fこ。

n(H日2{1'8月よりコレラが発生L.， 10月末まで水 iニ生活者に無料給水公衆せん14t去を設置し

fこ。

O大震災における臨時共用せん

大正12{1'(1923'めの関東大震災直後，断絶したnr民給水の復活を最高目標として復旧工事を

急ぎ，災害後13日目から白山に給水できる臨11キ給水せんを随所に設泣し，大正12年末にはその数

最高400基におよんだ。しかしその後各戸給水がしだいに復旧したのにともなって，漸次臨時共

同せんは撤去され，大正13年中には 156t主に減少し，さらに翌14'1'.rl'に使用戸数2日戸以内のもの

を撤廃し， I"J15年中に全廃した。

。公設共用せん，前li減の方針

大正15年 (1926年〕に入って公設共用せんの調査をなし，使用戸数20戸以内のもの44基が撤廃

され，私設共用せんまたは専用せんに替った。

この方針はその後も踏襲され，大正の初頭には公法.TJ\;i'!~の共用せんの数は，ほ 1'1'半々であっ

たが，その後私設がI首加し，公設は漸減してIln和lOif.以後は次のように共用せん中私設は 9WIJを

占め公設は l割程度に減少した。

iF. :~ ，1 ，_，~ ，TE 1 {r い 51 グ 10 町~~_~~~ I 1I 5 1_ グ I~_ _I__ 1I 19 

公 は i:fltJUZJUU1l2::ガ

官、 i2j;fl UUIU15LI2U2U24;:μ 
~t I 1，057 I 1瓦|五円 1，8ゐ 2，函 2・倒 I2，悶
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はしけ

つ将Hl公f淀川、Itl-ltんの¥&:ir:l:

;J( )生活者に対 j ゐ PJ佼 U3 主び日{;~~J:.ì1iの i出'i1:を jì! るため， fl{_1f:!15年(1930"1'-)に至り市内
"しけ

15かPWに伊i作品川i公設共111せんを設けた。料金は 1か月10銭とし，年客員 1門20銭を前提[した。

什旬、料共用せん

公衆IIIの冷 1--水せんや公然便所の手i')L水せんならびに牛馬問せん等は，灯、古iiからそれぞれJ1ZIlc

設霞されて無料給水されてきたが，その設備状態を記すと次のとおりであった。

水せ Fんの桁矧 目玉5'1 Iλ示一一I"叫II1Tnl15'1' I沙問一 。15{!'-Iグ問

《衆用途 1:*吐ん 10 I 21 I 10 16 25 29 2ヲ

抗探偵所 Ti1井、せん 14 18 可、汗 ~G 日7 日8 5R 

，r:n m ソド 止 Iv 9 9 14 11 11 1:1 13 

内戦災と戸、丹]せん

戦災n言後は水圧が~く低下したため給水不良地医では，市民はあるいはJE路上の消火せんをあ

けて，その{思議符!村にたまった水をすくいあげて使い，あるいは悦けただれた鉛~:Î;からの潟水を

くみ込んで使刑したありさ主で，消火せんの!~l山 l 励行や~n牧の漏水防 d にF1起の努力が払われ，

1Ii民には正常給水の奨励に努めたのであった。

しかし一部市民のうちには戦災後被災者のために立てた臨時限 1--給水せんをいつ士でも使用

， L-. または地|ーや地 FのtH~1fの術水を巧みに利用する使斤l者も'存易に絶えなかった。

そのnドi局も戦災後残存求原給水調幸子やノミラァグ給水の実態調手?をおこない，その集計にもと

ずいて，新fこに戦災後の給水使用者台帳を調終し，その地域の給水状態やパラッグ建築の時期に

応じ，さかのぼって給水料余を徴収したが，戦災地のパラソグ11';11'者で給水災夜のない家庭に対

しては，なんらかの方法に上って水道水をu1!)日したものと認め，一応j七月!せん使)11古;-mいをして

)l，n1せんの使用料金を賦~*-J- ることとした。このため戦後は一時共同せん基数に関係なく:JU]ト止

ん使用者がtpl加したが，その後各家庭も順次lE'ì;~!1二I苦が?立まれるようになり，逐次各戸 lこJ，IHIl給

水装[詮が施設されてこの不可解なjl，fIjせん使用者もなくなった。

第 5章 給 水 工事

首~ 1節最初の給水規則と給水工事

各戸の台所に;m水するまでι給水工事についても極々と変湾した70年の経過がある。

創設水道の「特run水;且給水規則Jに時られた給水工事|苅係の条頃を見ると{}¥のとおりで， 111尚給

水対抗については配水管と称され(その後 n~j 導水淡夜とも呼ばれた). JU院本13からの校告のう

ち止水せんまではr!~i設の公有{i手とし.J!:水せん以降の邸内部分を私設としてこれを配水管と称して

区別したのすなわち道路敷内は判明i~jn，私有地内は個人負mの限界を明かにした次第であるが，
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これらの工 τドの随行については官官、設とも版印!としてノ'K;且')1務所の行車が前段術 l こ:~i :;:J j:こて主え

で，例外としてfn.:~t給水の場合に限りメ 々 から， Jit末側 :l7 ( --1以降は 1'1己の材料・職 1を

用いて随意に施工が認められる場合を規定した。 近ごろ問題の流末装{震について，この流末なる訴

がこの創設水道給水規則にすでに現われているととは興味あることである。

1抗ìJ~水道給水規則(抄〉

第8条 円Eノ1:1'1'ハ街路木 )'[1~ ニ妓続スル校1:í: ノ;t1(ft7除以内ニシテオ;-['[ヨリffIi't r斗へ給水ノタメ布政スル担、干T7](1~:

注文偶p. ノ総祢 l ス。但シ該技fizを木管~)，l.li帝人スル接合環及該環ョリノk官i松f主ノ nn ニカカルノk管ハ配水

管以外ニユシテ'['-¥有三間シ， 'I~';{~ ヲ tJテ ~&i?汀f.f干スルそノトス。

首，9条計 ilt供給ニノjhル配水平;パ!立ノk務ヨり iJit末ノブIj3 英尺マテヲ限り，、ノレ以外，、!百本消!~者自己ノ村料

~n立てヲ陀!日シ随立 円日ノkノ決ii'I':ヲナスヲ向。

f日シ， (以下略〕

1~qO朱 liij条ノ均fsヲ除キ配ノK1¥'吋w:テ水;百 r'¥})iニテ荊I武スルモノトス 0 "1..向日克ニテ作ニ1主人へ設工、1¥ニ

f!tτ11スルノ許可ヲ '5.フルコ lアルへγ，111シゴノ場fyニオイテ，ソノ Norflスルホ〈官民共パ問官官ノ怜Tt

承認ヲ経，江ツソノ掠印ヲ符タルモノニ限ルヘシ。

なお給水工事については工事設計衡の半額を一出納と L ，残古買はj再f広粉$~1:を;ìli j:1lを発L，15日以内

に納付のことに決められていた。

第 2節 当初の給水工事材料と 鉛工技術

創設ノrkill工事が准むにつれ，給水工作の準備のため水道事務所はとくに資余をキFえ， sut干・ノkせ

んその{也市兵日1をイギリスから絞りょせた。これらの符又村時打土問ifi19'<1'.(1886イ!と) 3月ころから

順次lY¥i民に到荒したがその輸入状況は次のとおりであった。

('1 

2分の 1インチ鉛:;¥:

8うio);; 11 11 

45iσ) 3 11 か

1 11 11 、、、

8分の 5インチttf.îi環(分水仕ん〉

4介。')3 11 11 ( か〕

1 111/ (11)  

水ffi止ん鉄ばこ〔止水せんきょう〉

8分の 5インチ水官ぜん(，1:.71<止ん〕

4分の 3 " (グ〕

水 Wf.t]: ん川健

4卦の 3インチ7r-、官Iせん(止水 lJん〕

18インチ水せん留夜

24 " 
鉛 i~r- Hr 統~.;;

It i止

120，650フィー 1

101，328 11 

87，700 11 

10，365 11 

2，250 11司

1，:100 グ

169 I! 

2，8うo" 

2，679 11 

1，320 11 

25 11 

1.13 "ノ

650 "〆

2，692 11 

1，214 本

t¥1(j見;['1'(.:j f明日

町Jdi n IJ IlJiifi n日
(19. 5.17-21. 7.2:1) 

(19. 5.17一一21.7.28) 

(19. 3.19-21. 6.20) 

(19. 3. 9-21. 6. 4) 

(19.7.12-21.7.6) 

(19. :1. ~一瞬-21. 7. 6) 

(19. 3. 9-21. 9.26) 

(19. 9.1ιー21.9.26) 

(19. 9.1ι一一21.9.26) 

(19. 9.1ιーー20.11.20)

(19. 9. 6 〉

(20. 8幻一一21.7. 9) 

(19‘9. 8 〉

(19. 9. 8-一ー21.9.26) 

(19. 9， 8 
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名 柄、

知 !i'¥' 持続iII F 

)1， m {J ん付岡兵

錫 塊

2分の 11ンチ給水 1Iん

8分の 5 グ " 
4分の 3 グ " 

1 " " 
2分の 11ンチ!?1水路(メーター〕

8分の 5 1/ グ

4分の 3 " 汐

I! 11 

tri :["，，¥; j;(J 釘

!Tt'tノk 探

8舟の 5インチユニオ γ

4分の 3 I! グ

百E ヲL ~I' 

2分の 1イシチタ γ ピン

8骨の 5 か ρ 

4分の 3 11 I! 

2分の 1 "球世ん

4分の 3 11 " 

2分の 1 " ホ スタッウ

4好の 3 11 11 

B卦の 5 " ホースノズル

4分の 3 グ 〆/

モール スキン

~f: f r 攻、 鼠

2 科l

式

81塊

:l，474fl1.j 

G2411 

57411 

lOR I! 

52ちか

225グ

22911 

50グ

1，440本

3 :Jts 

G 例

6 "〆

5 " 

6 " 

鳥"

6 " 

6 11 

6 !f 

ら "

6 " 

24 11 

24 11 

12 Iヤ

第 3節 当初の給水工事施行状況

j員ìJ~イ'ifrfîJUJ\ I 

¥1)J1;'; )1 日町!日 )j 11 
(19. 9. 8----19.10.19) 

(20. 1. 3 ) 

〔却 4.4----21. 9.26) 

(20. 6.15----21.10.15) 

(20. 6.15----21.10.15) 

(20. 6.15 〉

(20. 8.23----21.10.15) 

(20 

〔

〔

8.23-ーー引).10.3) 

グ〕

" ) 

(21. 3.14----21. 6. 9) 

(20. 8.23----20.10. 3) 

(20. 8.23一一ー引).12.14)

(20. 8.23) 

( " ) 

( " ) 

(引).6.15) 

( " ) 

( " ) 

(引).8.23) 

( " 〕
( " 〕
〔 " 〕
〔 " 3 

( " 〉
(21. 3.19) 

給水材料の入前とともに，明治19年 (1886年) 9月には鉛工として{O¥，リス人アルフレッド・ウ
，じ

オルシューを招いて鉛管工事に当らせたロ古来わが簡には鉛ヱとい弓職業がなかったので，銑i治

工のうちから数名を選んでウオノレシューに訓練させ， 何年11月ころから県庁舎や行舎の給水ヨ事

を手始めに施工させ，ついで市街に共用せんを設読し，ヱ'20年 (1887!ド〕日 nから内外人のもとめ

に応じて市内一般の給水装tlt工事を始め， 10月からは市内給水を開始した。給水後は専用せんのドl'
込と共用せん設置の申訪がにわかに殺到し，数名の職工では聞に合わずホンコンから中国の職二ζ2

名を招いたほどで，当局も鉄管工事に従事した鉄工務千名から選抜して鉛工とし，)~夜兼行で::r-'I>

の進行をはかり，一時の急に応じた始末であった。このような関係で災施件数は大いに進んで年末

には専用せん 143せんを設{えするにいたったのかくして工事は急進したが， ;kには材料の不足をみ
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るようになり，浴場や飲食1，11等多立使用者を係先として一時 般家事用水はそのもとめに応じ得ら

れなかったが， !~I上治21 1 1'. (l888{j) 3 JJ に f ギリスに jJ 文'1 'の鉛伝書nが到茄~，下Jび戸川、に工事を

災比するJiliびとな 4 た。明治'21作(1888五i:，'，以後は生々 1:'FI'1孟'{の汗!};日ぶりも著しく， I則治22;: 

(1889ゴ I;_~' 11月には胤工の技術留熟とともに， さきに，'jti_1，.、入れたイギリス人鉛エウヌルミンューも不

~になって任を解し、た。

第 4節 第 1自拡張工事後の給水工事

、l，i初はパーマーが創設水道の報告書において強制したところにしたがって，水道用材料は耐庄の

ため特選された良質の材料でなけ:r，ばいけないという指導万告|に却して， 当時未黙の内地技術をも

ってLては凶内製品はまだilLlllのl，zにi主せず，水道官m生絞もしばらくの聞は引き続いてnt1来品の翰

入が説けられたしたし、であった。

しかるに明治33年 (1900年〕主主 l 回拡張工事が~'f:成して， 世f毛UJ浄水場にあり余る7'(-fノjくをみるよ

うになって，当局は収入地を図る佐官から37j則せんおEZ家のJtMJ刊を鳴ることとなった。 明治36年

(1宮0311'.) 4 月から 6 月までのrm をサ{ピスJlII聞と~， このr.!1の専用せん引込みの中込者に対して

は給水工事政の 3Wtl引をおこない， さらに最初の半額払込後，成二Viは月賦払し、とする優遇をもっ

て勧誘に努めたc

この結果給水申込が殺到して， その数 1，543刊に遣し，水道当局が当初 500件程度の新設を見込

んで町工l した諸材料ではたちまち不足し. ~Ë く回1、I して東京市から 2]]にわたって材料を借用した

始末であった3 当1;ザ材料の輸入には 5か月の日I時を要したので， やむなく京浜問の業者に試作させ

て見fこが， ZI初は完全なlQJl1をうることができず， やむなく代nl ，j~を使うなど臨機の処置を諦じ，

iiiJ記の 1，543戸の申込を11月末になってようやくこれを完成した始末であったが， この結果給水戸

放は次のような増加ぶりを示し.その年間料金収入においても20，000円余りの地収を得た。

1!T( 別 i い川川川H刊川1)月川li討仰f白泊t山叫日34叫封 主 1 附 mけ、 iい1¥ 引 I増首 i 平均f千勾引叩刊下日印附附1日問li旧i日問j哨 I 51年削判判州奇司弔稲澗i日耐1m計叩:r増削加i

JiV， fE " 
4己JL玩rJFB[ ii示J司瓦可司孟♀副孟示F「! i一司=示司J司1-"~一孟5臼9 19% 

_¥:: -lt 1， 2，2:10 2.7-15 515 172 8~;'; 

γL m べt 1， 21，844 3，lCl日 1，036 6% 

言十 31，610 6，201 2，067 8% 

この正うにして一般的に内地ffiが広く使用されだしたのはヨ露戦争以後であり， :mti44司 0911

!f.)から始められたtfC2 @l拡張工事においては，すでに内i't36イYチ (910ミ¥1メートル〉や， 38i 

γチ (960ミリメートル〉と，.う大口径鈎鉄:r{fも圏内製品が'，trll;され，mlJノk子「にあっても小型のもの

は内地製が使川されたが，大型l士外!J;l~\~Iが輸入された。 しかし水道メ}ターは外国からの輸入が長

く1ーもき， 内地品は大lE5年 (19165めになって初めて日出入された程度で， その後も外出品の協入の

方が数的に多かったが，関東大震災以後は全く内抱品に民られるようになった。 またり抜j耐告とし

ての;混鈴 012岡管もええい拘閣にわたって輸入され，大j[ 7~8 年(lg18~1919年〉ころになってもま
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だ特にアメリカ製'1巨鈴引鉄伐の名称のもとに!出入されたものであ 4 だ作

1*; 5節 大正 時代 にお ける 給水工'tr

設計手数料の徴収

大lE元年 (1912年〕にifiil日!の改立にともない改j¥された給水条例において，給水:r.'lrの'1'込を受

けた場合，目立fl"-j手数料を徴収することに決められた。すなわら条例IJ'に?kのような条筑がそう入さ

れた。 I工f引li'子納ノ i述E生如知l日iヲ発シω日ヲi過過クルそ引I、J1ω コレヲ1収立メス叉ノハ、寸J該主].'1行V"'月I!川l日武約1付寸ノ人"川討】叫riJ行t1j求丁

ナサリル者ハ;討i/1l〆ボkヲ〕取在I消i口1シタノルレモノト見倣シl設註百計1三乎3子三数料ヲ徴収ス"1iiシ官庁主将公J!、1刊休ハ此ノ 11)，

リニ在ラス。」 この設計一手数料徴収市'1は大iE15!，ド (1926ir:)6月まで続いたが， 1'，1イj.7 I1の条例改

正で廃止された。

2 借家人の給水装置

大E元年 (1912年〕改正の給水条例において、'i初ITi氏の嬰切に同Jl，イ!?t公人でも給水以前を112ほ

することができるように処託したが，内務ノí~(土条例の清可にI53 しこれを ìliI Jl;:~ L，家 1でなければ給

ノk淀川:を;立ir'tできないことにした、 1111 土 ~;i イト 11日シ di ノ¥-iテ相l汁ノ}ll!i111 リト :iZメタj訪台、 J ノ

IiRリユ非ス。」の 条J)1をJ市入してNiiJ;を E講じた0

3 給水装置の貸付制

大i1:6 年 (1917イn の条例改正に際してけ， ilif君子人のための給ïk}~iÎlî:についての}jf!~として，水

道日月1が公的をもって<<~ïl(}tiì{j:をなし{出)11おにnrfする :1;111立をオ~II\ L，iXO)条JJ!がそう入された。「給

水ノ装[円ハ{史11I料ヲ徴収シテ之ヲ l'[l 、j スルコトアルヘシ。」とっこの給ノJ(}と 1?1: (lj~II] 料は 1 かJlにつ 3

r.'IIi'tの 100 分の 5 とされた。しかしこ U刈;1[1立は大 Il~15{f (1926イ1.)的条令改jF.で涜iIされた内

4 給水工事費の月賦納入制

前記したように明治31ije (1898iめの給水tJjlll1改医に際 l，出 1 間以iJlミ 1:'1仁{去の Wi JJl給、 ;);i:-'~::N

Ii日Hiのため，給水:1:弔問のわFJlゃうよ川納入:t日jが11，られたしだいとあるノ九百'~:2 i_iillil，;'lE -!~-'lf')'O J)( f去の

給水得要者拡張のため，二二1F.6 "1'. (1917イ1.)の条例改正に除しても .iJ(のようなX:;:JUがそう人され

て月賦納入が認められ工事の施行を千件bにした。 I:C'('Iヲ古ij納スル能パザル者ノ、iti長ノ定ムル利子

ヲ1111へ， 12筒月以内ノ丹田t約付トナスコトヲねJと， この矛IF(は11歩3~l と:ためられたD この J 1 !IJ¥ 

納付制jは最初納付の預金額について11.¥により in.isはあったが，月以納付出11そのものはその後の条例

にもヲIt)'cいてJ来日iされた。しかし尖際 1:は-:jcr括的の涼締さからi相[{X実施されないようになって. 11(~ 

和21年 (1946年〉の条例改正によって廃止され，戦後l立行われなくなった。

5 給水ヱ事費過不足の精算

大正13年 (19Z4ff.) 給水条例が改正される l~lìíjは給水工事伐は)';.!~:(似をもって予 ~:II~すれば， :CIi 

iJj負のごとく，その額をもって叩討が所定の工事を施行したが 1ì~記条例改正により ixの条項がそ

う入され，その後ヱ'lfi'tは精算されて予納金の過不足はそれぞれ送付または追徴されるようになっ

た。 I前項ノ工事ヲ討1'1<スル者八市長ノ指定スル工1'1概算額ヲ予納スヘシ，拭ノ概j訂傾ノ、工事71品成



官~5 i0:給水工事(879) 

fゐと守中!?3JンJ品不足アル iキハi近付又ハ追徴ス。」

努&6官ii 給水工事請負制の採用

大正12'j'(19231f) 9月のly.1Jjとよ民災にI虫減した+0¥1兵もその復興が進み，家屋建設の速度が著し

くなって給水工事の中込がーl昨に殺到し，大A13W(1924'j'.)の 15j聞に給水戸数は専用せんの放

任制23，025戸，計llIjll!J7，112戸，共川せん17，535戸， fll47 ，672戸の的加を示し，当防職夫や他都市

から::.lミ援の職工の日夜のì~'~1f もおよばず，ついには，給水王草花求の申込をしてから給水を受ける

までに 3か月以ιを要するようなしまっとなった。

'11'ここにいたって，当局はやむなく給水工事Hlfi:ln;IJをt早川することに決定し，大正13年(192MI')

6月3日「綴浜市水辺申告水工事施行規f:j¥JをH;IJ定告示して給水下'.iJ.ilN負業者ーを募った。この希望日l

願者は26名に迭したが，うち101'，をえらんで[事討i:ii人にHW，L，何年日月初日から災行した。

この給水了:~lqiiflH日|皮はその後好 JjX; *'ili を収め市民の部JlIをみたし，市民生活ーに殺しみ震災復興に

貢献したところも大きかったが，復Di1t';/[し)jJi:後lil昭和初頭以来の不;;:父によって家屋建築は極rr.rに減

少し， 工事 1'1 数の著しい低 Fによって 11j負工事人の?江主~!'!';Jt-:r$r.が成り立たなくなり， 一方当局現

業l1も:CIl:の減少による収入滅から怨築現場を111'::し求めて，訪釘i工事人と給水工事の申込を競合す

る事態さえノ 1，-じるようになったので，当局もぢ l革、を重ねた結果，給ノ'.kTIf*lf~制度の1û!命が終ったとし

て， 11!{.f116 '1'-(1931'1'-) 7 月ついにこのWfl 工~Il人制!を I%JL-，-るにいたった。

大u:13'1'-(1924'0 6月制度開始以来，満7年余りのfnl*合水ココ!日NiII人によってあげられた成総

はikのとおりであった。

大 [U出1'-111 1，7741'1 外:二"i};~J 上りの委託T'jI2 ， 5 叩í'I 4，282i'1 

14か 3，80611 " <¥" 3，81011 

nr{ II IJi;i!'. I 1' 3，907 " 3，90711 

2 11 3，85711 3，85711 

3 11 4，7<1911 4，74911 

<¥ " 2，9<1411 2，94411 

5 " 2，17111 2，17111 

6〆/ 869グ 86911 

計 24，0771'1 26，5891'1' 

第 7節 給水工事業省の主主長年巾j

11(1 fll 6 "1'-(1931イn7)'J 給水工事の訪負時IJを廃止して以後は，給水装0:の施設は ~lín';JTIlf.引に限ら

れたのであるが，その後日支~Jr変の進展にともない資材の約迫とともに1!n和15'1'- (l940{j'-)ころか

ら，従来どおり防有材料をもってする給水工事の施行が間総となり，お!日夜の手持材料についてだ

け工事を災施するようになって，いきおい資材保有の管工事業者の登場を促L，ついには手持材料

による工事代行許可方の官官iWが続出するようになった。当局は事態やむを得ずi合水工事のTINif!~!ìlj は

認めなかったが，個々の工事について所安材料の検五をして信IlJある工事人の施行に限り設計を容



(880 ) 筋5A踊給水の分析

frの l~+. 木行からのJI引UT.T!fお上ひメーターの J'~I?ì:を除いて1τjrの 'J~1jÍfiを永311する filiì1ミを消ずる主

うになった。

しかるに Un~;!l201ド (194SJ，1'-) S JJ の大~;'::fJ.~によって被安在うけた山氏は ;c). しぞれパラックを41設

して，勝手に悦残りの給水官を取り入れて引ノkする者が多かったが，ことに終戦後は沼市工場の日Wl

による失業工員25がトーチランプやダイス笥の小道具を持ち歩いて，焼跡パラックの給水工事を勝

手に施行して歩くもぐり工事人が航行する始末に，"Í':く取締に手を1:5~いたしだいであった。また手

付材料によるユマドの代行Wl石TQ:-阪いで{)ruJきもますます附加して杵1111数に fり，これをそのままに

放任し閉山、事態となるにいたった。市ここにいたっては沼周も現状に即する方慌をとる外なく， ne 

;fr124年 (1949iO 1 fl給水工事の討}負代行取iを容認することとなれ水道工'IHtfiht;についてのを

録制lを実路~，給水工事についての施行染者の責任を明確にしたのであった。この~r:11 回の工事的

の登録はその資格として市内に自hJ1iの構えを有する者とし，工事に関する技術試験を:足踏して適格

者を決定したが，最初に交録された業者は66/円であった。

この主主録制は年々宜主iすることとしたが， d JiJ'iの復興とともに業者もtN'JJIIL，日日午日27年(1952il'-)

7月の主主J:(dl':%Rk は82r~j ， I可29年には 104};liiこ述~， I;;J31i!'lO月には 113応を数えた。

なおIli日和131{1'(1956年) 3月には"i/，ijIJ r俄浜市給水]事代行業者 çH.t必ijlU を規制I~，代行染

者の資憾として l'務所，材料fimf，名2坪以上を干TLJ~li*'告n 1 1:'，以!二を'{;~¥iそして所要工具悲1の(刷、j

けのあるものとし，新規登録は1U'II'， 1悶 3月lこ選ちを行うことと沿った。

J止i互における給水工τIf(新設.W!波，改出ヤnの施行1'1数をよよるとiたのごとく，工事代行没者の

施行fド数が川市川'ì_~施行1'1 数より {I 々 WiJJl1 していくことは，注討すへき現役と瓦わねばならない。
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~~6 編災害事故を顧みる (881 ) 

第6繍災害事故を顧みる

ひとしく災'占?といっても nljなかの小配水行の破裂まであげたら~rj~限のない日常の茶飯事にすぎな

くなるが，ここには訴風間によるとか，地114によるものなど，いわゆる天災地変的な災害について

例をあげてJよることとした。それらの災害の大きなものは関東大震災と今次戦災の 2聞につきるこ

とは言うまでもないが，このことに関しては別攻に取り tげているので，ここでは省略して他の災

害事故について記し先人の苦労をしのぶこととした。

また， ~'，! \業の運営 IジV:~_l-:J~ りつつある事例を除き特殊の発生事情によるものも選んだ。災ちはI也

王!J! IY，な条例ーによっても起るわけで，その一例は創設水道から~E 2回拡張工事tfr成までの相桜川に沿

う絶壁の山腹を縫った上流側旧導水線路がそれである。そこには豪雨の都度大小の被害が恒例のよ

うに起った。また強い地震のときは地盤のmf，い出!地の横浜では多数の鉄也事故が続発した。これら

は地理的条例に支配された例であるが，人為的な災害もないではなかった。それは第2次世界大戦

中の資源窮乏時代初当配給制lによって購入した内筏 1，5ω ミリメートノレ高級鋳鉄管が，当時の銑鉄

資材の材質的欠陥か，燃料その他のgl~~l:Wか，または工程管理上の問題か，ともすれば厳探の伎に破

裂事故を起して付近耕地に大きな被害をおよぼl." 11:々 冬の恒例の事故のようになっている。この

事故の原因は間接的には大戦争による人為的な損害といえるわけである。

さて今ここに主な災害や風変りな事故の記釘〈を追って見ると次のとおりである。

1 天災的な事故

(1)地 24

明治24年(1891年)10月28日，i民尾大地震の余波を受け，野毛山貯水池導流壁がfH践し， -I{f 

rJ，配水管が各FJiで破裂した。

(2) 1由 722

i明治27年 (1894in6月初日，京浜地方に激i誌があって，野毛山貯水池四隅および池成に数

条のひび割れを主主じ，市内配水管が各所で破裂した。

(3) 1血 113

明治27年 (1894王子)10月7日，京浜地方に再び強震があり，野毛山貯水池のひび;別れがー肘

拡大し，漏水がしだいにi自大した。

(4) ノk リ 1

-i~-， 

IUJifc128{1: (1895!1つ8凡11日，百}1 ずいi韮と!:í~2 ずいi立の接続の木樋に区岩が陰i& L.-，水E告

を磁波したが直ちに修繕した。

(5) 7]( "，: 

明治29年 (189611:) 9月2白，ふりつづけた雨のため第3号ずい道がにわかに崩壊したが[立

ちに修理 5時fmで修理完了した。

(6) 水 害



e 882) !:l::6/í剖災~，I;:-'! f放を~nみも

IVJit，30{J'. (18971:'.) 9!1 8 ，1， ~，"風[れにより， ji17L;川 ìüj-V の導ノ'K~:J~~ñ!土 ?12水色とともに ik!};:

して防次となり， i liI}'1全般にわたって飲11I水だ!-)供給するのやむなきにいたったっ 9FJ 9 I1か

ら工三1':完了の[，il!l131-1まで5日1111，相lij1"キ 1IL1i'1l1l-'l"'つ 1[:J 211!i'11Ilだけ給水し(也は附ノjくした。

(7) ノl_k ~n 

明治32{1'.(1899{1'.) 10JJ 7 11， II風強 1'1サが米W~ l ì\t久 JH祁三カ木村地内において 1早水出j~~1){iI!.i

}史 L， I百iJ 1tI\三沢村地内の首~45 ~~-怖が流失した。 1 ，;1 1'111 日に修f!R完了したが， 10n 7日以降， 1，，1 

月16日まで1J}1.1明タ 2叫IiIIYつ， 1 1:1 4 ILlj"11りだけの1I!i'1日給水をした。

(8) !k d， 

i円/f，32{1.(1899
'
ド)10n 15日および1611， 'i公刊!がj'il;\~して 12 ';~ずい i立が!五;j[~!)H にわたり iúl .r;l~

して，ほとんど思没した。工'Fは危険で符j誌にjfi二子できず，仮j1fI水に30日を裂した。そのnu水

は幸にしてiill尽したずい道を惨透して米だの E，これを)1戸に集水して送水した。ために前記

10月 7~I 以来の断水につ lt，(き 10月 17 日から， 11月 12 日まで毎日 21時間ないし1611、J"'ln1の断水を行

った。ちなみに同ずいJUの本格的関門1¥工引は1'，]32{['.1立'1'にjnT.l，翌33{1'，6月完成した。

(9則)ノJ( 'i~ 

IVl閃 Yが治f古~ì33:{引f行lド一 (α19ω イ甘n 6月20日， J立川堤防決I:!~ により)~(ノ)c'i，'nJHH L， '.~， '211111安川完了した。 di

l刊は 6TJ20日から231.1まで何日朝夕 411与1]¥]， {ì~n' 811-]'11¥1だけ給ノJ(L他は|析ノkした。

(1曲 上也 .r. 
b、ら

1り!t;33'1'. (1900骨)8月29日，強伎があり， J-.川[JIにおいて 8インチ (200ミリメートル〕

管がi山首 L，その他-r!i11，自己ノ，](ri;各所に札:1'，!_;:もあってがj凡311'1:こいたる 3IllliJ)ffi水全く不可能と

なった。

(11) 水谷

WJif;35{ド (1902{下) 8月12日，~i 

64メ一トルにわfたニつて 1河可 r巾iド1 に)出iI前ili 君場壊i長:した。修日l' に叶っては鉄行をい刊の山から数!条の ~J(*;~をつ

りさげて!早川 l，J;t~Æ{.\ 迎ノk した。本格的修Jmは/レートを変えて施工したが，このヱ]î:r! 1降雨の

ためさらにこ七冷l};)がiilil:J.!L，一引与に土砂を押IHして民家の-m)をl波l卑したこともあった。

(1訪ノk :;，t;: 

IリId;37イ['.(1904{ド) 7月 9日，大暴風l↓lが民米 L， 7 FlIHI以降;U之、II[の泥刈 411におよ

び， JI 山沈でんi也における沈況も幻jなく，県刈ノkが~'T- D山にjfl ノr_kL-. i)過池に.t}人してろ過不

能となり， [11i水池はノl_k1¥1:が低ドしてついに121:1JJl兵附点のやむなきにいたり. i;yJ-:93時11¥1ずつ

の時間給水をなすのみであった。常設委nや -~nは !i.t夜を徹して極力労務者を行励 L ，ろ池山

のかさ取りや11)砂洗浄に努力した紡県， 141J1F íÌÎj ようやくろ過速度が、ド 'ìî~ に [1_~lf反 L ， I'fJLI!1 後

日時にいたって断水を解除した。

(13) 水 !、

明治40{['.(1日071ド)日月23日から 9)'J 4日にかけて道志J11M3に40年来のスこうノkがあり，おi

~Sは大小数卜かFIiにわたる被害を受けた。とりわけ iltj，JH日三ケ木村弁X淵の F流においては



日 ー で

川市40年の l!iU.lIU糾路の水害と修正!H.:::c::j¥

(lll ノk

第6制災害'1)故を磁みる (BB3) 

延長約54メートルにわたっ

て鉄管は1111呉川の激流にiili

f持した。 主主こ相Ht1J11{}ìfic}~l， 

付近も線路の大同iJ:liカあり，

山ノ}、は :[j~ く{，;';11した。その

ため 8F12511以降断水のや

むなさにいたり，トサト1は.(1

iIIj 411!i'lm， 午後3日午tnJ， 26 

111土午後3時li¥I， 271]以降

はÜHI1 時 1 1\'l -~r:ずつのi時間

給水を辛じて尖施したが，

9 n 3日に 1);1122インチ

(5ω ミリメ トノレ〕れの

i¥illlをk，11リ5いから全di

の 1分ずつに交Ii.に 111 3 

附!日iずつの給水合なし 9

月12111人11壬18{ンチ(460 

ミリメートル〕むをi!dn-Jし

て14日から，ようやく T.R;

給水にI"Ii反した。

:'! 
口

iリliti43il，(l910ij'.)8 n 11日， I~U羽にわかに排

!成をふるい水jj1級協の各所に被容が続発した

が， ことには干久子n出三沢村鋭ケ削においてiは

もはなはだしく，山IJ担iilil1，・線路地すべりに

よって将ノ!z'i'¥'10数 4三はi'IIJ111に陸部した。 1はち

に修旦iiiこJU千し内ff:22インチ(560ミリメー

lル)1(j.-;_主計は[:，]141:1，ド;1主18インチ(460 

ミリメー iル〕自は17日にfUII-Jした。 この災

去のため 8月111.1は1411-，]'=IUし121:1には23日与!日1，

J
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13日には21時1mとr" 171:1およひ18日には 51時

!日!の附水をした。この修lAf1J:IIJには13，9621'1

94銭 4)1ITという河内としては日制のj'illJを主:

した。この災者lこ院、しては被F古は大きかった



(884) ;;16制災ι苫'11欣を匠fiみる

がその復旧が迅速で当局の処世および努力に対しては全悩の感謝の131を去すとTIT会の感謝決議

があった。

(1静水 省

I児?古4MT二(1911年)， -/uJ1UFiで内任22インチ(560ミリメートノレ);主水管が昂i践したが， こ

れは司王なく復旧した。

U骨ノ1( E 

犬正2年 (1913{]'.)8)J 27日，暴風間のため青山部内三ケ木村において線路崩壊し，内ftZ2

インチ(560ミリメ}トノレ〕管16メートル， 18インチ(460ミリメートノレ〉行18メートノレ，河

中lこ墜怒したが29日には復旧できた。

側水 害

大lE3年 (1914年)8月13日および291ヨ;誼志川にこう水怒り平水面上 4，3メートノレにおよ

び，:12政年n日以来の大山水であった。青山構内護岸，弁天im!，三ケ木村地内等において 7か所

の線路崩抜があった。

(18) 水1t;:

大，jE6咋 (1917{f.)10月25日，豪雨が朝からやまず道志川iの水位が刻々上昇し，流木やごみ

~~;がたまって収入口を閉ざそうとするありさまとなったので，同日午後 611~半すぎ 11百夜の暴風

雨をおかして排除作業に努めたが，作業中注目iiれのため工夫 l名重傷，人夫 1名死亡した。

(18) 水害

大正8"1' (1919年)9月9日，午前 81時より降り出した雨はi1!日にわたり，ことに14日およ

び15日の豪雨にi立志)11はまれにみる出水となり， 7.3メートノレのJtt雨水位を示した。おりから

神の川流域の伐採流木10，000本はごみとともに流下し，その-t1l)はJBi入口の外絡子に干刻留し排

除に努めたがおよばず，ついに収入口を閉ざし， J!)(水不能に陥り，沈でんi也水位の低 Fを来し

たので， JBi急ぎ木樋をもって沢水を流入して， lili*告な計るとともに取水口障害の排除に努め，

ょうやくことなきを得た。

加1) 7]( E 

大正 9:¥ド(1920年)8月 3日 4日 i立志村を襲った大暴風FFiは山津波を起し， ()J山氾〉黄

赤色の間流は流失家屋，ごみ，流木，土砂をi-lj1iAtして来て，結子取入口水門をとざし， JI立水不

能に陥った。]収入口においては陣容物の応急排除に努め 8月4日から 7日におよぶ)ili日にわ

たってその作業のため大努力が傾倒された。

このような流水その他の附害物は各所に{..;，消して，自然に堤防のJf0となり，そのため河流は

流心在変え， 731 山沈でん土結構内 l主合子i 渠の談伴および?X~~是はtnJiÂtの激突する処となって， 8月

5日午lYri2 1時石1豆300坪，築堤 1，000坪が流失し，吏員公会， !.主合 jl 'iKi視所および導水!'L~;~~~ftι
わく とやかごご

険にひんし，牛枠， g¥'E箆等をもって防ぎょ作業に努めようやく危難を免れた。

一方沈でん池 4i也の沈でん土砂は約880立呼たい絞 l，全く沈でんの効果を失うにいたり，

I笥水はついに西谷および野毛山ろ;~池をとざしてしまう 43 の関統が相ついで起った。
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そこで沈でん池は 21血ずつ交互に{止!IJl，絶対的止のまま沈でんさせた後交瓦に送水する方

法2をもってようやくi止でんの効果立発担ltlYJ'た。

この大名s)，r¥¥雨以後さしもiil-Iulをもって抗ったj丘述、JI1も状況全ど一変するにいたれついに11L

品注益法立五丘する土うになったのである。

すなわち 8月20日米の家雨によって道志川のJ品問地コーするにおよんで il{!21LI午前 111)，より

初めて薬品注入を開始し，その後降mの都jiE楽if11の沈1.'0;を;I;)ji!iするようになった。

自1) 7]( ~;tこ
Eコ

大正12年(192311') 9月 1"1 の関東大渓災についてはすでに}}IJ)}~iì己載のとおりで，ここでは

省略するが，長災についで道志水泌林地時に戸l月 13羽から 15日におよぶ潔mがあり，訂tl止は

260ミリメートノレに途l，山地に割れ目を生じ，さらに地すへりを起しておびただしい肋撲を

'Joじた。

ぷ災とこの U:l 後の誕f~Jによる山町の荒院はその後道之、J I1 に皆しい);;;~却をおよほし，降下日ごと

に山の晶、j汎をiJtった渇水が幾日も幾1'1もitくようになった。

ω水色

大正1311'(192411'.) 9 J'l15日， ，泣?臼11i立iに豪雨がおそい， J可Aくの混濁苦しくず;山における楽

，fld止でんi'1栄もがjなく，日1ノ，](は西谷il'水場絞速ろi@れhに流入してろ過砕を全く閉ざし，ろi担能

力を失して，ついに西日水泌をまかない得ず，同月日日および20日のごときは全市にわたり減水

断水のやむなきにいたった。

但母水 吉
>ぴ

大工[♂13{j二 (192411'-) 9月29f1，強mのため道志Jl11B7](し総子JW入口付近は平均1.5メートノレ

以上のこ二砂が沈積し， Jbi水口は埋没し，青山ずい遂にも 500立時の土砂が流入しJFi水凶芸能とな

ったが，~i立Ni主人犬をHJíj!J して協力土砂の排除に努める一方，収入口付近に牛わくを設置して

流心を変え，ょうやく土砂の沈積および流入を防いだ。

ω 水 ilf

大lE14年 (192511') 8 凡 12 口，五m~のため道右、J!! W:水 l，収入口外協子にごみが集積し，土

砂に出って，ついに[ii])'J26 1:1午後9時には取水全く不熊となれ沈でんIW水位は刻々低下した。

折例Ui:話不;lllのため，徒歩辿絡によって送水制限の述絡をする始末でー11与は危険に陥ったが，

27日午前 311:jにいたってようやく排除、に成功し， J[i水|日に復して平じて断水を免れた。

上記のような始末で大正14年 (192551'.)は薬品f主流作業を施行すること 183自におよび，硫

Mばん土 472.233トン， ソ -51灰 115.813トン，石灰 70.1トγをiT-i貸して， この代価67，5日JPl

余に述l，4;'也のi止℃ん池によこいせきした土砂は 4，100立坪以上であった。

位日 水 3J: 

火正1551'(1926;ド) 7月4IJ，務雨のため原ノ'1，は14，000伎の15;泌を呈し，沈でん全く限期Lと

なったが，主L品I容解そうを急ぎI目設し， i'1淡に努め 2日日度内外にうすめた l二で送水すること

カ;.cきた。
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目的 地 lJJ 

I!r~和 4 イJ'. (1929{1'.) 7 JJ27口，ノHiij711.'i"15分1白浜があり， r1i内科円日本{i"iに368か所のi，llilノkが

生じ特別修J:f!¥似合前Il織し災'れ'WUに努めた。

位百 地 μ 

II(J判 551'. (1930{1'.) 11 Jj 2611， f] f立方 ilif を íl~iJ.長とする i:~~)JSがあって|人J ff2d {ンチ(61()ミリ

メー iル〕以下の配ノ'J(:(，'119かm破裂川ノkした。

~m 地位:

l1~i和 6 {j'. (1931{1'.) 9JJI61] ，午後 911~ï'30分強以あり， 'IIJ内閉じ;j(:ì:~; y;-jiJi"にi't，jJf，:泊三!じ主の

数67か川におよんだ。

白山地 ぷ

l百平116年 (1931il') 9月21日， LFri!rlllk¥'30分強j;iあり， dl内科トFlr目dノM'i'385かj訂lこi!i:j，jノkを/1'

じた。

J立正、111の水災 砂利の排出作業

他子]院入ドl'liijの砂利排除w:r，

はか ノk !ぐ

" 
11({J，:117 {:'. (19821ド)llJ1 

1411，数 I'{I;1ご主れにみる

台風が来践したが木iU:こは

11't;'ずがなかった。

自由 ノト "t，: 

" 
lI{lf1110{1'. (1935{j.) 8)j 

および 9月'1'にわたり降I，IiI

J土なはだしく (8， 9 J'J '1' 

の降l中!日数3511)ことに日
あび

刀25日にはiu正、I11ノj(j!，:li自白

子JLU、口におし、て 6~7 メ

ートルUjを:1、l，HiAeの

GtI出またはなはだしかった

が，見、1VII-i人公をi¥li)Jllして

ことなさを得た。

自，~* '5 

l別手1112ij.(19375J'.)7 n '1' 

十ョjにおける公1，1'1によって ilj

山ずい辺t!，に砂れき流入は

なはだしく， -11!jはずい泣

'1'央nl日こ二l砂が感りJ二がり，

述ノk激減 ltJIJi;r-i'1栄さえ危険となったが， 8 J守口日からl1Yl301]にわたる 1:11支の努力によって



申型

!日 111 ずし、jE11L 入砂利防除fl'~:

f.;g 6 Kill¥ 災;'，"1功tをlJilみる (887 ) 

ようやく排除に成功した。

その j'UI17 ， 930I'1 を，~:した。

1劫 ノk 3…: 

11日利1131ド(l938{1'.)9 JJ 

1 1]， ~Ù民IHが米践し ;ü

;よ:)11がI?!ノkしてい11-1午前 2
3川二戸

11与には目白f-lI又入口におし、て

水ト/:8.4メ トノレ C5.3メ

-1 ノしのIPiノ1，)にj主G，i出

)立は1，，1411告にい7こり，4，500

!立となった。 この占1:i~':jノ'Kfù:

は去る 7)'1311におけるi正孔との111抗日ノ1(1;'，:8メートルをこえたもので，新日己主主となった。 このこ

うノkによる山 rliずいiι{危入土砂の排I-U:hlは，1000'[.);メー iルにおよんだ。

主た， 大仏陥I!.!d!dノkポン

フ''lgにおいでは， 1'11"]1 ! -'1"' liij 

31i!J， 1'1111;1)11はずJ2メート

ル町!水l.， iüJ-;_::;こはん ~j ん

してポンプヰ守的内は水i:1し

とな Jfニο そのfこめfili助ポ

ンフ':，i~~c )75応力不ンプ0)ご

と 3 は I~ :1木村に備えたつり

iげも効なく JKほしとなり

;a和、不能となった。

自111沈でん池にはf;'lした記仁
わりから_:C_'_!flll のU~2 次

il:'d，ILJ"1詰ノkポンプ l¥{h泣工ゴトにおいても集ノl_kllHDtJj川目的JIJfにiJe水が以入して百千将li止し， エ'11111村

料の-ilUをl:!tCJょした。

ノk S斗

11円相16{1'.(l941{1.) 7) 1・8JJ， 11手:111辿 11にわたる公IHがあり ，Jιι)11の羽ノk出しく JIJ(人

はおよび IV 山ずいj且内に1i:Þ.1'U大 1!~ に i主人して， ]1又ノト :[:.:0)減退者しく， やむく大山1bJ氷ポンプを

f'iι以ー:に述恥、して怖い JfなJを11Jた。 しかしこのたの大品紛ノjく到JブJ'[1(がIUi大して追加I'Y'却を

川上したはど Cあった。 またこの 4、1，1')により氷山iH!I'i'のiuil虫も苦しく，担JG11はすこぶる大さか

っfこ。

2 特 殊 の 事 件

こ乙には人為的な '1(1'1ゃ但し変りな '1，:引を"己紋することとした。
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(1)大火

ly1i";27ij'. (1894;1) 6 )11711，元町 5TIIから山火 L， 全焼 1，046F'， :I"N ，16戸の大火が

あり，そのため水!11{史.1[J 1;1 は llr~1主 2 ， 480 ， 000 ガロン (11 ， 260立方メー 1 ノレ〉に没したD

(2) ，ful納と 2止の稲1:ミJt~~jêノ'1c 1r;: の以内主古川士

I河tfi29年 (1896ir-j8月2711，t尚三と*混在in'tnJの定期iill自由，点存jLが古川析ドDli，@.の際|叶た

に架設の 8インチ C200ミちメートノレ)ti: に衝突し自己水~:;;立五日i提，水1!司!l1I!:IIしたが徹夜で修加

した。珍しレ立jdcであクfこ。

(町大 火

明治32'1(1899il.) 8日12日.主主問 1丁幻からIU)<し全焼 3，16日戸， '1'川\'~50戸， 辺司f，u火

したが，消費水 E は~i:'，:;~にXき日った。

(4) 大火

大正 8'1. (1919il'-) 4 il28日， 'd11什千依田r.外 10か:Ui， 112有i60，000余1'1を向上と化l，さ

らにつも問に )I_S火して1・1戸焼失する大火災 1~;，あった。当時前々 f[y.風速14メ-1ノレの似が吹き大

勢猛烈を極tふ消火せんの使用は単式 101 こ，複式19 こにおよび，焼~~if rJ;.鉛 ;i[n~t寄げされ泌

ノkが多く常時 3.5~4.2 キログラム程度の水圧は， 1.4キログラム以下に低下した。この)'(災に

よ~. 3，082戸の給水戸数(放任せん 866戸，言h"iiせん207戸，共附せん2，∞9戸)を焼失した。

当時自配水量

ョ I j( ~i の 1

4 Jl27日

28 

29 

30 

5河 1日

一

ル

一

D

車

両

叫

抑

制

耐

瑚

一

主
一
一
日
札
山
内
丸
刊
川
氏
一

大災前日と白線 ! 摘 ~ 
玉吉正-，.日

16 ， 7同 l 火災前日とのノ，~:lìt:士消火せんその他火虫時
r v止用

13，043 _')-:.i足首fHとの差1rd'j_j!a1水二c-g_:;-f也焼酎控迎

I ，107 1/ 

3，i22 ! # 

この火災後の給水対策としては悦失区域の公設共用せん321主に対しては三~~í 分担料給ノ?くとし，

焼失区域の放任写HJせんは笠IlJ料を最下放の丙紐の)1¥(級いとし，また給水袋l.l(!的去ltは似如、し

ないこととした。

(5) 活力不足による附A

昭和14年(l939{f'.) 9 H 7 12，打ちた主くひでりによるj'.f;J水と I寺周の彩tfLを受けての石炭不込

によ哲，活力が不足して河IJJi数の低下著しく，大島ポンフ13ふの7iEネが急激に低下 L，J3水iiが

激減してついに水;iiZ不足し全市問[水のやむなきにいだった。しかL電力配給方につし 1 て .~!_:ï(iに

折衝してさいりいに 1日の災禍に止まった。

(6) 戦 災

問和20"1'.(19，j5or-) 2月から8fJにいたるljfR_災については)}IJJ(iに記l絞したので省略する。

(7) 第 2{)<世界大戦'1'鈎遣の!斗従 1 ， 500 ミ J メートル高級的品:~W:;y;E;::J)連続本政

';:r~ <1凶j広張工事として施行したi早水む工事のうち刷1;/等減j玉水そう ~JIIJH'í'水域防J 9，700メー
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!二i屯!司116，0α)メートルは鉄筋コ γグリート1i:';， |ルは内経1 ， 5C ヲミリメートノレ~{(がæj没されたが，

1-11流出丸300メ l ノレは I~ :J級銚f~\!i~i;，下ifitIWJ 1， 400λ …トルは制S~:r:\;がi主 111 された!中央部の

ゐ;'i!~]'-'.:'-J'I の℃さ上りにしたがって ;ru水をしっJ;HJJ、 ![~i;_T'J\:は IliHI116'1'. (l941"j'.) 1211 l， Y.され，

つ，終戦まで引続き二C:e]Iを施行したものであったが， ;l!1水後次のとおり 13回におよぶ破裂事故

一!主事故を生じたをひき起した。本管は内筏 1，500ミリメートノレ管として主要導水管であり，

さらにγ1]:;'(1:1こその者IllJlili内大部分が附減水となり，場合は，111司自己水上大きな彩群をもたらし，

除しては大対のノkの I~'t流により，現場付近においては広大な地筏にわたって良作物に大きな被

その容を与え，山;;Iti庄のように土砂を押し流して将来の糾作にさえ影響をおよlましたもので，

ことにその回数が多いだけに前例のない大きな災23のーっとみら前日記iも多額なものとなった。

表
一

故
一

事
一

管
一

導
一

一司

rr

ト
一
釘
…

-M
…

川

胡

枇

お

内
一

-'}2 j同ri'の破裂t¥Lii"'i:

れてきた。

-

一

4

1

一

l

引

一

7

Z

一

裂
一
利
目

破

一

明

l'可

liIH;~位;民の Ji'::，(ìは下流;こ 1(1) コて
〔以下i司じ〕

，1; [J"( 可ご

7.17 /ノ2 

下応!)，~ 1;:寄り7.22 " 3 

17.6 27.9 1/ 10.14 4 

剖1.940.4 !;，限 !~J， L ~(.fリ19. 2.19 5 

29.4 40.6 " 3. 6 fノ6 

29.9 41.3 " 22. 6.14 7 

29.() 40.9 " 26. 1.27 8 

17.6 27.9 ノ/27.2.7 9 

17.4 27.7 " 2.17 ノ/10 

断水工 11による通ノ1](1ド
早期発見して被'市ほ2んどなし

29.5 

32.0 

41.0 

32.0 

ピリ入 l

れ問

" 
下生千

28.11.11 

32.4.16 

11 

12 

23.0 11 5.2:ょ13 

一般に地絡は地J~的には，!i;{kこのフj:汝を発生した地点は水圧は 4.1キログラム):')1、であり，

があるが，関東ローム府で支持力も大きく応部沈下等も考えられに水道羽!TI総路である関係

上， 1fI:hl:車の通行は禁止され土被りも 1~1. 5 メートノレ程度で，土j工その他の Wlj lItによる破裂

も7与えられない場所である。

この好条件二に盟、まれて敷設された導水告ではあるが，たまたま製作時WIが首¥2次世界大戦時

あるいはitの極度に物資窮乏の時期である昭和16~19司の間に製告されたものであったから，

または製1:~;_1:.その他に戦時下のいろいろの耳工作ーがから当時の材料の窮乏からの材質的影轡か，

みあっての結果か，その原悶はいまだに判明しない。木市は破裂告について符厚測定や力学試験

を試みたが管厚は規格許容公差内であり，相当のi両内は認められるが極端なものではなかった
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リ liJH りの~i1H[tおよび1111げ静1[~なども. i'l j¥ij水類40メートルr;ll立で1山梨花!となるよ「なものL， 

勺はなかった。仙川製作!ーのIHJ胞もあり，以:~(ì出1の脱皮の 1 1\ 1 田1 も WIfR，するかもしれないが，干主

かつま/こ大口作れでとにかく戦il!j:lllの製符であるが般に，かなものをつかみi守ないのであむ。

またその!日i数も多いことに特別のWI心がJ!iiこれる つのあるが欣にその'1::;'&の野手司1が大きく，

ただこの h'/&も次のように年全絞るにしたがってτ1::1&時代的な災怒とみられないこともない。

のH¥J附が延びて抗ちついてきていることは認め得ることである。
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すなわちi温水したi切手1118年 (1943年) 7月中に 3回もあり，その後 1年以11;:こ秩から冬にか

4年後の支に l回あってその後は経過 8:I-lミないし1011'のlHJに冬)1;1に4何ノ1:じてけて 3回起り，

ことにn，tj:l11](内にも ìÆ~l反ないるのでJ ~J!z設当初は~II として '1';'&が多く鈴;í1;Æのもろさを示す水冷，

いU)'[方のころ発生することが多かったことはi_i:日すべきことである。

同名ポγプ所の火災(8) 

If{1和23年 (1948イ1'.)11月 24 日，神奈川県l:.;îvì~m;

この焼失したポ y名~J~ 1ポYプ所が不若手火で焼失した。問所には3つのポ γプ所があったが，

プ所には'{;~'!時 2 名の技術民が2411~fm]勤務』て í%:1.êに任じていた。当夜ポンプ，ii における _IN.紋な 1;

沿線から同聞に燃え移っていたので急1専に当直員が飛び出したときには円日E撚から火を吹き，

また変氾FIiの安全渋沢も仁1動的に!助かぎf日気をしり押するため変電所に電話したが応答なし

なかったので，他の 1名は)_f[くの;:r:;2ポYフ所や):_，c，)派IUF庁lご占前で紋阪を求めたが，火の問

700，1ろ力芯動機その他;b:気設備と35月Fの上限はり早く応援団や消防団の駆けつけたときには，

完全に焼失した。

出火原因は淵査の結果ねずみの官によるものと認定された。すなわちねずみが;，Ii入し->;>f1Jrr.if

のれ11タンクのとで感芯死 L，前線の稲絡となって発生したスパークから絶縁I111にう|火して1-1¥火

したものと惟定された。

市'1水弁室内におけるガスr!-j'i{J:死事件

昭和26年 (1951年)3月2日，TI1内港北ji(菊名IIIT130苓l也うた鶴見西日水本管 900ミリメー lノレ

(9) 
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市ij;J(弁株1'1のため，制j水弁河、に下降した技Win11ン1がこん倒した。 If_:jちに路!の 2t，が牧J互に

l待りたがこれもふい、てこん附した。ここにおいて他の技術只および逆転手はllJむにf)近の自立

派 HJJ町・ ~_l'l Ji~J 111村山JVI';¥eJ町に{C}，NJL， if' ílUj羽 J0i: fLf.t叶 fo)~H~W)を求心わた。そして十I ;Iiにむ11うガスの

:~!:~ω当ら京};ミガス株式会社に述絡した。その削除々の方訟を詩じてこん倒者数出に子を尽した

が，危険で不可能となり，ょうやくガス会判の放急車の来j互によって;fJ.難者をiJlきょげ.8ブJ

医療の手を尽したが，ついに 3名とも死亡した。

死体WrifUの結果マンホーノレ内の一般化炭来による rj-I~'ll死であることが判明L. )IU古ガス会主!

のパイプより泌主えした燃料ガスのしわざとみられ，関係者の立会の下に現場付近のボーリング

剥査の結果，ガス告の漏洩i;:iiPliを発見した。ガスはこれより地主主 Fの抵抗の少ない地fM の:，~qJれ

日や，ハイプのIJIL当に沿って流動し現場のマンホーノレ付近に到達したものと比定された。

この不幸なι)fj，!，の再発を紡ぐため，その後市内各所の告1)水弁宝を1U:"f1間一般化炭素の有無

について ;[r!n~を行うこととなった。

(川盟主主注ム'Jrrdtによる浄水場制水弁の削，~'，:

!:í~2 次 )II:YI: ょ戦終戦後進引 7!i:の J百令によって恥索以附の強化が;JU;Ûíされた。そこで lj!!( :;E的に

急速ろ過のI手水に対してはろ巡りJフ ;:ÛHIJ'lOコ-:+~において，また綬述ろj邑池の1下水に対しては綬

i主ろi品{也と 1U配水池ll¥Jの抜合j)のJに仮設したパラッタ内に，それぞれ出丑;ii入機を設択し

て，急、i主ろi自浄水は浄水j)に， iE述ろi品((，水l土Hf:合)1にそれぞれ，1，ースによって恥来をひ下し

ていた。

しかるに接合うけは小符祉のものであったので，出来ガスや的解したlJ;iJ平山2夜、水が付近に飛散

し. I丘1ì対流 ~_U :{~に:;-D:j'(_i: L tこ口径38i /'チ(960ミリメートル) :1;11水子「に作用し， 弁の立制i

([1'[1壬6.5センチメートル〕を削lKI街。~l L，その太さを納めるようになり. RH干1130"1'(19551，)'.) 
ぴ

7月301:1にいたってついに弁扉の重!止にf甘えかねて切断し，突然弁1'"な部下して竹を締め切る

:こいたった。この突然の'f¥:"II&は従来のlii大目e7K:fl¥の記録を)主 il引き科えつつあった感夏のしか

も午後日 It}jという配7_k:fIIのラソシュアワーであったので，補給力をfたった配水池はみるみる水

f)'iが低下していった。研工ちにパイパスtt¥;の;m水を百!って同筏ノミノレブを開きにかかったが久しく

開閉したことのないこの弁は全く聞く閉鎖して動かず， Dn11':不可能となった。このため 1号配

水池は!氏をつきその受n給水IKM¥であるi口Tlilklは蛾磐告突然の断減水のやむなきにいたった。

乙こにおいてとりあえず，応、急iI'，に;'{(II甲山l水力、のJ二i'mボγ ネッ 1.iをJR外し， *iTiった弁解をヨ|

きiilき，あとを鋼板で百益して銀中Ulょうやく週水することができたが， h目恥j，;¥

いがけないア事11故であつfたこo
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第 1編労働組合と厚生事業

第 1章 労働組合

大正Wl二(19251[')6月，ノ'](;旦局が*i宜ガス防から分隊独立したとき，水道局長のうち事務技術

関係のデスグワークに従事する者の間に「水交会 lなる互助籾11主団体が生れた。防長を会長とし課

長を参'Irとして幹市は各課で l名ずつ選挙によって選出して，会tiiの巡')l?を関った。会員は給料月

'aU 200分の 1ずつを毎月拠金 L，会員の冠Wi葬然退職に金内を貯]呈 L，また慰安会の実行機関とな

っていた。ぞれが昭和に入り日支事変の進展にしたがって非常時局の風潮にともない，各事業界に

民子主主{'1m司会の結成がみられる殺になって，横浜市においても職域奉公の実をあげる目的をもって!府

和16年 (1941年) 7月，横浜市職員奉公会が*afixされ，水道局には水道局分会が設けられることに

なれ 同貝全部がその会只となり.TiiT記の水交会は解体吸収された。

しかるに第2次世界大戦の敗戦によって職員奉公会はうたかたのように消えた。

しかしこれらの佳怒団体は単なる友好的級交グラプのようなもので，組合運動的な動きは全くな

かったのである。

労働組合と Lて初めて組織されたのは大正15年 (1926年〕の11月前後のころ設3'1:された横浜市水

道従業員組合がそれである。それは"日Lljでいえば間人という，いわゆる労務者の組織であった。

Pi時は前年の大玉14年 (1925'1'，)に普通選挙法が公布され，農民労働党や村会民4?と党が結成され

tE氏・労働者の政治への進出lこな欲的であり，社会的には不況のため各所に労働争議がしきりに起

って，大正15年 (1926年)4月には労働争議澗定泌が公布された (7月1日施iDような時 111:で，

次第に企業の倒i!~や努働者の!役目l. 町内己が行われ失業者のI自大が目立つようになったので，百!í 然生

活権の擁護と待遇改~~:を図るため，時代の風間もあって各事業所に労働組1'ìが感んに組織されて，

日撚l'n放のため闘争が展開された。然しまだ当時は組合の組織も弱く，ことにWJ波大震災の復興j全

七にある疲幣した緊縮財政下の横渋1Iiにあっては，時に待遇改汚~*の一二についてir~î;1:iJlしたj坊市

がないでもなかったがおおむね穏健のうちに拡を閉じていった。

その問にも，作業や工事の小問¥¥'lJililJや切投げの;判明等の交渉や印ばんてん(えりの有に横浜市，

左に水道工夫とか水道定日II夫とかニ~いてある〉や雨天の作業に「みの・ ~\tJ という 1I1式の支給被服

を作!¥Sn世や雨合羽に替え，さらに冬季の防架がいとうの支給にまで持っていったこと等組合の!日jき

の一つであったわけである。

しかし一方では失業救済事業を起すかたわら， 111 相の g_~wJ~化による忠、想、問題がやかましくなって

非合法共産党検挙があり，左翼政党や左系労働組合の結社禁止がある得政行刊内に労働組合が弾圧さ

れ，自白主義的思、怨への圧迫が強化され，ことに満洲'Jr変突発後はその傾向顕一汗となって，政治，

経済，社会の各而に国家権力の集中統制が強化され，非常時のかけ声に押されて水道従業員組合も

解îJ~するにいたった。
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しかるに第2次111:界大戦の敗戦とともに非?if時に任伏されていた統制のきずなが断ち切られると，

民主主義の風潮がホウハイとまき上がって労働組合の組織が名工場，事業所に起り，終戦後のイン

フνーシヨンの逆行と食純物資の耳、;とによる経済的混乱のため従業flの生活は極度に脅かされるに

いたって，ヨ niをt、Tるための闘争が激しく起った。

横浜市水道局においても昭和21年 (1946On1月7日各験場の労働者〔当時機工・工夫・定傭夫

の昨令を有した従業員〉が四谷(1'水J}，，)に集合し労働組合を結成して，まずtí~ーに満場一致で賃上の

歎闘を議決した。JiJlら横浜市水道従業員組合で戦後の闘争の第一歩であった。当初の組合員数は

750名であった。

組合は本部をR31谷 iT'水場におき，職場ごとに支部をつくった。組合の活動は活i設で茸~2 次ti!:界大

戦後の社会経済のLU.乱JUIに処 L，インフレ{ショ0/1こ料さして組合員の生活を守るための賃金品開

や民主化のための附いが繰り返された。

ープ!J[II'Jn与に吏_r~ . !ü\員という従来の役人もまた11 い殻から)j}~きャくして，長袖をまくし上げて労

働組合を組織した。本局においてその結成式が行われた。 横浜市水道局職員組合がそれである。し

かし1mもなく闘争力の結集のため単一の強力なれl合組織と寸べきであるという結論から，陥和21年

7月1日この職員総合はさきに生れた従業只組合に合体して発flWJに解散するとともに，組合事務

所を四谷i'fl十水場より本j苛に移転、した。

その後における組合の日?日活動について主なるものをあげると昭和23ir(1648'1うに作業給の制

度確立のため作業給制定問争が行われ，また総合の11Uffiによって被服貸与についての制度が確設さ

れfこ。

昭和24年 (1949坪)2月にはかねてから組合員のきょ金によって怨設中の水従会館が横浜市保土

ヶ谷広夫EllIJ1-13に建設され，組合の本t'1liがilli谷(1'十7](j)}から移転してここに移った。建物は木造

かわらぶき一部亜鉛鍍鉄板棒ぶき 2Wi0!で延べ建坪119.51平である。

I府和24年には給料のベースアップにともなって退職手当H;IIIUが確立された。

昭和26年 (1951年〕から同27年(1952年〕にかけて地方公は企業法にともなう闘争があり，その

施行直後から給料その他の勤務条{'IにWJする協約が締結された。ついで11日和29年 (1954if.)には級

~IJ給料表制定問争があった。そして同31年(l956iI'.) には臨時職只の身分確なと待遇改訟に関する， 
闘争を行った。

昭和32!j'(1957if.) 4 J1 1日従来各 l'業所ごとの小文部制皮から本局・浄水・工務・給水の 4大

支部制に切替えた。

そして昭和34'F(1959{J'.) 6 Jl15日横浜市水道従業員組合を横浜水道労働組合と名弥を変更し

た。 現tE組合員数 1，2α)名である。

第2章厚生事業と健康保険組合

第 1節厚生事業
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横浜市水道局の共済事業は第2次世界大戦前から終戦当初までは，横浜市職員共済組合に属して

医療給付が行われていたが，昭和23年 (1948平) 8月健際保険法の一部改正によって!隊員共済組合

の発展的解消をみるにいたり，水道局においても，11条例第9号によって河年12月15日水道局職員隊

生会の創立となった。

創立早々の厚生会は昭和24年 (1949"め社会・経済の激動J切に処して，まず職員の家庭経済の確

保に努め，火災共済基金・相互共済基金および保管金制度を創設して，火災および生命の万一の場

合の保証をするとともに不時の出資に備えでの融資と会員の貯主主心の?~;î協をはかった。

ついで!昭和26年 (1951年〕には戦災後の住宅難に処して，職員のft宅問題解決の一助に資するた

め住宅事業に乗り II¥L会員制3互の出資によってイ!If:利子で資金の貸出しが開始され，順次拙せんに

よって会員が自己の家を新築して，その我が家に住んでいく姿が進んでいった。また翌27年 (1952

年) 7月には国民lii'お組合法第4条に基いて厚生会貯蓄組合が結成された。

昭和28年 (1953年)3月には会員の老後の安定を目的として共済年金事業の発足をみるにいたり

将来の年金事業推進の目視iとした。しかし年金事業はその後，経済事情の変動によって事業継続に

ついて支陣をきたしたので，昭和31年 (1956年)12月にいたり一時中止した。また昭和28年 (2953

年〕には，かねてからの懸案であった寮の設置が災現した。ヲ警の設置については労働組合とも提換

して確保につとめたが資金の都合で実現困難であったのを，当局の援助によって同年 6月には久井

郡巾沢に職員憩いの寮として城UI寮が関設された。しかし，城山寮は速約の山問地域であるので，

市内にも寮の建設を希認する向きもあったので， n(_1和29{J'.(1954年〕以来準備中のところ，たまた

ま|司31年 (1956年) 7月磯子Wjrzに迎千iな古〈があったので買収し，磯子寮の災現を存るにいたった。

-iiri，これら福幸UI炉支Lと併行して体育・文化と教売事業についてもHi進 L，Rf3手1128年 (1953年〉

4月に文化会が設立され，種々な部門にわたってそれぞれ前滋な活動が続けられている。

この|市昭和28年 (19531，1'-) 4月1自に横浜市水道局健康保険舵l令が独立発足したが，厚生会との

mJにおいてそれぞれの自主性を生かし，事業負t日の'，I;IJ合いを行い，相互に経済面の軽減を図って大

いに;fUとするところが多い。

!草生会は当初から目的達成のため，一般事業においては収益肢を全く無視し，もっぱら会員の禍

干l[を筒燃としたもので，ことに住宅事業における無利子ー貸付のごときは全く類例のない好条件であ

ることが，その特例として指摘できるのである。

以下厚生会の現行事業の概要を記すと{)¥のとおりである。

厚生会事業の概要

1 諸給 f寸

ifiMrr祝合お上ぴ同特別祝金・結婚記念特別祝金・ I-Hjili祝1:.就学祝金および就学特別祝金・

災符見舞金・傷病見舞金・せん~IJ金・弔慰金

2 貸与・貸付

結締貸与会・普通貸付金・特別貸付金・sQrr.授貸付金・ m地質貸付金・災害貸付金・小口貸

付金
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3 住宅

仕宅ijt設資金貸付金・土地購入資金貸付金・{j二宅改造修理資金貸付金

4 共済・保険

火災共済金・相互共済金・火災保険・生命保険

5 n~Ni1組合預金

やJ1f!1~~1'\;!'長・定期保管金・定}ザl積立{呆11":\;金

6 rgj 

vnH図3?・月刊雑誌の配布とあっせん

7 その他

救22車取扱・派tU姉取扱・キャンプJ1j天干;~t'fI日・ i干服修r'f!rrr制改造・理主さと美容の補助

8 指定JJI

百uJ，t;・5ンン・クリーニング・染色・ i時計・"'xと・閃3・i1'i1日・家lミ・ *It・パーマネ Y ト-

rrrn ・'~li:気持只・平[ÍIP'ITその{也物 rll'ilWi売についてHì7Î1 fl日と契約している。

mz節健康保険組合

[I{{和27{flO月地方公'r:g企業法が施行されて，水道'1¥:業に泌する級1'1は，企業職員として一般行政

職員と身分収扱を災にするのみならず， ~'If.業主各般にわたって 51:な探算制のもとに企業般の発事1\

が攻:位されるにいたに健康保険組合もその特殊性を発防するため当然に本市健康保寅統合から51，
立すべきであるとの7 幼2山まった。そこで ~.~J司はその調査を開始し，すでに昭和10年以来独立運営

されている本市交通局健康保険組合についていろいろ内容の検討をとげたが，その内容は本市健康

保険組合よりはるかに充実を示していることや，水道事業職員の平均月収額が本市職員よりも向い

こと，また疾病率は逆に低い点などから，被保険者数が 1，000名程j交でも充分事業の運営が可能で

あることが判明Fるにいたった。そこで?i同および労働飢合のー数協力による強力な迩却Jを起し，

木市理事者ならびに本市健康保険組合j~宇部に仰l きかけ，当128"j'- 1月20日，防長およひ当局選出本市

健康&:~fi[*ιム理事の迎名をもって，本市健康(4~j;J: 組合r'IT"IH二あて，水道局健康保険組合の単独組織

について申し入れを行った。

本市健康保険組合理事会においてこの問題は慎重審議されたが，水道間選出理事の尽力と各現!司王

のrQ!解により 2月20日全会一致なもって分割独立することを可決した。

その間出馬においても，組合成約・保険料率の算I:U基礎および初年度収入支出予算その他必要虫

類の作成を急ぎ 2月28日， Tlilミ・本市健康保険組合理事長述名をもって隊生大使あて分割認可申

話番をl引車検記事長経由にて総出 L，昭和28年4月l日づけをもって分別認可とあわせて新組合の規

約および予算が承認され，神奈川県宮C74番自の健康保険組合として誕生をみたのであった。

それ以来7年有半のJg符を経過し，その防i幾多の変還を経たが六大都市中唯一の水道局健康保会

組合として，今日の降盛をみるにいたった。
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第 1i編道志水源かん養林

第 I章森林沿革

山梨県南都官'1I出i立む村は日その泌する'1
'
}主の[l~-r[Jが徳川幕府の広帖するところであった関係上

その試制に帰していたが，明治維新後|ι，)8 1J' (1875"1'.)のl也干1l改正に際して同地の山林は官有**に

説乱入されて山梨弘の税理に修され，さらにfif'Jit;22ir.(1889"のにいたって山梨県の筏有林および也

有原野はすべて備室御l料林に編入され御料問静岡支庁にて管現することとなった。

当時措1I料)吊は入会慣行のある御料林は毎年入会町村に立木払 Fげの権利を確認したので J J且志村

においても入会町村として年々草木を伐採することができ，日正面fiに払下げを'又けてきた。

このような関係から 1\~用が行きH日かず，航!止の 方で!泊林言j'!illiのごときは全く考泌が払われなか

ったので， iEZL、HI村の御料林もはなはだしく荒泌するにいたった。ことに道ヰ、村の地勢は火部分山

岳地で林町に7Zみ，その水田は76ヘクタール，問11は295ヘクタールlこ過ぎず，加えるに気候寒冷の

ため米支のJ2fil:H少なく，年々多量の飯米の移入な~するしだいで，村氏は生業を林型fに求め製炭を

もって抑i口の'ffをうる関係上，御料林の{!(;j%はi並大となり， ，監伐の帰するところ林野は荒廃の一途

をたどったのであった。

その後明治4011'(1907斗〉および[司4411'.(1911{j'.)の山梨県下における大水害に際 L，その救済

の立をもって同44{f.笥内省は山梨県における28)jlllf!Vの御料林を同県に下J!見した。)且志村の7JくI品1林

もその~i;!\であって思I!初日有林として山梨県のぞ\'L.lliに修されたしだいであるが，人会関係は産物払

ドげの慣行をそのま ，ii(継されたので相変らずi監伐のおもむくところ漸次米立木地や林自由の幼ない

f_'f]i分がIE大していっfニ。

乙のような)¥態に処しi且よ，)11を水源とする本rIT水道としては源泉をかんi'tL-，給水の安泰を図る

必要を認め，大正51ド(1916{f)街l大:!Hk;l己念:卒業として，このiE志村における山梨県思!防県省林を

~tV以し水段、林としての経蛍をするにいたったのである。

第 2主主 横浜市買収以前の様相

i明治30{ド(1897{ド〕相模)IIIiIiにおける創設水道の取水Ffrを践し，上訴しのii2志)11に移設して以米，

水問かん旋と水質保全の」において，その1/J1jを発する山梨県南部{fJ1i[j道;よ、村やr，jl;¥'UII以内の山+HH

等の総tllは横浜市水道当局者にとって深い関心の的となったのである。

ことにその集水区域内に銅鉱院の設定があって，試tffi一歩手前でf'i4'2したなどの:1'刊はいっそう

その関心に拍車をかけて，ついに明治36年 (1903年)10月末には水道常設委只 2名，工師長，主幹

等の-ffは道志川全iA'ch$:をあまねく踏査し，立志水源に関しあらゆる函についての許制!な報告書を

もたらした。
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この結果i立志村森林の段相は横浜市水道にとって水源かん養上重大な問題として考応、され，その

荒廃を査をえて当時の*室御料林管瑛の御料局に対し数回にわたって保安林編入方を申請したがその

実現をみるにいたらなかった。

しかし当時国内一般林野の荒践を憂え，政府は他林奨励のjむをもって明治43年(191MIつ3月y民商

務省令第4号をもってi宣林をなすものに対しては県に補助金が支出されることとなった。そして山

梨県はまた河年8月にいたり県令第64号をもって公有林野補助規則を制定し，部務所有の土地にrTr
たに造林する場合には 1町歩につき24円以内の造林補助をするというように定められた。

ここにおいて水道局もこの{11Hこならい水孤地方の造林奨励を目的として，水源、かんまをのために県

の規定より幅をj広げて，その土地の私有公有の区別を問わず町村が地上権を設定してiii林をした場

合には 1町歩につき24円以内の造林補助をすることとし，明治44年 (1911年) 3月初日市会の議決

を経て次のとおり水道水源流域内造林補助規程を制定実施した。

明治44年3月30日 水第5号議案

水道水源流域内造林補助規程

1:111条横浜市水道水掠流域内ニ於ケル左ノ土地ニ対シ町村ノ!事業 lシテ造林ヲ災行シタルトキハ補助金ヲ交附

スルモノトス。但シ第2号乃至百，4号ノ土地エアリテハ地上権ヲ取得セルそノニ限ル。

1. 当該町村ノ公有地

2. 当該町村ノ大字又ハ部部ノ公有地

3 其他ノ公有地

4 私有地

第2条 町村ニシテ~11 条ノ事業ニßH'IW ン防火線ヲ設ケ又ハ地盤パ民議工事ヲ施シタルトキ特ニ補助金ヲy:rH ス

ルコトアルヘシ。

首，3条 補助金ヲ交附スヘキ造林枯1稲ハ杉， ~i柏，花柏， mi%松，松，縦，擁，栂，樫，締，棒ノ11トス。

百14条 補助金ハ左ノ摂司自ニ依り植栽i~ ノ多寡，事業ノ難易，随栽}広柿，11.苔，森林存IVJ ノ長短きr ヲ樹首J シテ，j】

参事会之ヲ定ム。

{当該町村ノ公平11也 他殺面積l町歩ニ付 金24円以内

金20円以内

金16円以内

|当該i町村ノ大字又ノ寸羽;f品ノ公有地 か

2.í~ 1条各守ノlilis}J( 
1.其他ノ公有地 か

1私千rj也 グ

(防火線
百S2条ノ特別補助 j

I j也盤保護工事

金121'1以内

総1&)11ノ3分ノ l額以内

" 
立&5 条補助金ノ交附ヲ受ケントスル市町村ハ別記隊式ノ q.l~古 S，内dK~r，災証!IJ住l iíJî ヲ，j i参 1"会ニJE山スへシ，

iIij項ノ申請ニ対シ市参事会ハヲ1"災ヲ審査ン此ノ規程ニ迎合スト認メタルトキハ補助承認苫ヲ町村ニ与フル

モノトス。

第 6~正 補助jJ\ ~{'rJj:ヲ得タル町村ニシテ '1"1l完了シタルトキハ Jt旨 di参 'II会ニ報告シテ成総検IEヲ受グへン。

前項検査ノ結果市参事会エ於テ手直ヲ嬰スト認メタルトキハ町村ハ!U旨判7ユ従フヘン，主Jン-I!i参事会ニ於

テ成*ilj不良エシテ手iuヲナスモ到底成休ノ見込ナシト沼メタルトキハ1!¥tf1'tヲ以テl斑ニ与へタル補助承諾4件

ヲ取消スモトノス。

第7条 zjr業完了ノ結果百'~ 5 条!:i111:Qノ中前~-li 等ニ異動ヲ生シタルトキハ町村ハf::i1 6 条首>1羽ノ Nl-~!:i ト問時ニ裟
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:~ノ届出ヲァスヘシロ

~18条第 6 条ノ NHI ヲ丁ヘタ，L トキハ115参沼会ハ交附スへキ椛助金額ヲ町村ニ示シffノ条叫す兵備スル契約ヲ

町村ト紛れtシタル後之ヲ交附スルモノトス。但シ， 2 年以上ニ互ル遣枠二j;主主ノ場合ハ本文ノ契~{~Wj検査終

了ノ分=対シ作ニ補助金ゾ l吋渡ヲナスコトアルヘシc

条件 (陥〕

この規程によっ大正元年(1912年)J以来次のように道志川沿線の訪町村に対 L年々内助金が支iJ" 

さJLた。

本市のiii林補助支出獄

.{F )]1 郁助金支給 者 施行前理II補助金額

80関j歩! !'J 

70Jt元正 泊三":VR 1，600 

" 1~'根村長 3 6日

2年 中!1f村外3か村出l什長 12 2.40 

" 道志村長 90 1，800 

" 背根村長 2 30 

3年 Jr志村長 75 1，350 

" 巾野村外3かI'H汎合長 3.4 60 

4年 道志村長 34.8 278 

5且 " 酌火総立tfこ 82.64 

" " 7.5 131 

7司 " 63 

10年 " 5.60 
以下時

l7l' ~このように泣林fIIì~U%を交f.J l てまで種々と水源かんまをに関する努力を重ねたが，地元の

まtゴJをもってしては了'J引のI&:J)Jをもたらすことができなかった。むしろ1横慌浜市の希望とは逆に前記

のようにj近立:正L、付の三生tl態温として生;茶守tの資を林よ野子に求める経t済斉林的な1ι土

才お3山しい、林相;は主荒白院旨の一j途主をfたこ乙ど、り水1.st:d'>ん主主林としてまことにを庖にi甚えないものがあった。

第 3章道志水源林の買収

綴浜市水道は第2回拡張工事の完成によって道志川からの尿水ゑ増大し，い4いよそのf<<1'1'の111

を r;~Ji めるにし Iたったが， 7.K ;t~林が上記のとおり;(~心に堪えない状態であったので，TIfはかねてから

の椛怨であった山梨県から道志村における恩賜県有林を買収 l，ノト~Jkかん奨林として秋赤める経'ìE"

を l，もって綴lJ¥水道の源泉を守る百年の大計を樹立すベく計画いた。

大正 4'f (1915;'ニ)7月時あたかも大正天皇の御大典を機と L その記念、事業とすべく， !I~]'の安

藤謙介市長は山手3郎知事:を訪ねてi立志村内の山梨県恩賜有林 2 ，8口 0 余町歩を横浜町水道ノj(~，i;林とし

て;jt受:むについて懇談した。 山梨県、知事も横浜のほ際的成坊と事業の公共性とIげの水的かん誌にl刻

する寺~115:を7 として横浜市の希望をいれる精神をもって;草志択の前途をも調査研究のとí'!分決い
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たいとの;な向を示 L ，その後一TJI~JJt協議の後， 10月 8日の会見によって方針決定をみるにいたり，I"J
年10月12日山梨県に対し次のような朗自主を続出した。

恩賜県有林誠波願

山梨県南都留郡ili芯中J"f平野外29字所古 jg問JR有林全部

此~測雨税 2，8041可1段15歩

比例措金 131，414円96銭8厘

但シ土地及ヒ立木JI，
右ノ、本-11日水道水1)];\流域内ニ }I~ケノレI部~J: :oT['JZノ 111*~ ニ鴎シ祝ニ明治371] 中24113援助ノ下ニ測 111: ソノ他ノ itllJjfi ヲ

行ヒ保安林編入ヲ出版シ地方森林会議ヲ附ク迄制連ヒ候処31;リ御料問ノ同芯ヲ得ル能ハサリシ為メ諮問j'iI下tI1

成り候モノユ有之候，然レ共j町グシテ己ムヘキニアラサルヲ以テ，木市ハ応急ノ手段トシテj且志村ニ対シiE林

基金ヲ寄贈シ且造林補助金ヲ年々交付シ，iNJ引統キiiE林ヲ奨励シッ、アルモ，1河村ノ資力此以上ノiiE林ニ堪へサ

ルヤユ見受ケラレ甚タ遺憾ニ候。間シテ仮りニ|司村ヲシテ此上ノ造林ヲ荷サシムルトスルモ共TWfl午、同ヨリ H

有地ノー小部分エ止マルヲ以テ洞:ïru::õ許大ノ効果ヲ後'1 ニ則セムニハ是非共思賜J)~1~'林全部ニ対シー完ノ施業

方法ヲ立ツルヲ要シ{民，抑モ木市カ鋭立i立志村地内ノiiE林ヲ切望スル所以ノモノノ、現エ決ノjくノ都l立源水潤刈ノ

!丘ヲ向ムルノミナラス ì~ê設そ亦逐年減少ノ兆ヲ来シタルニ匹iル儀エ有之，殊ニ明治19年水J丘創設以来数回ノ改

良及ヒ拡張工事ヲ施シ就中最近ニ完成シタル拡浪工事ノ如キハ百年ノ百|ニ係ルヲ以テ之ニfliliフヘキオ源尚謎ノ

施栄ハ現下最大緊急'1'ニ有之侠，尤モiitj-ユ於テハ相当施業ノ向i見込1目立候事ハ窃ニ拝承スルrJfニ候早共，ノァ

ヤ未曾有ノ御大典ニ際会セルヲ機トシ木-m白ラ記念zlr:'.!!~ トシテ経営致)立候ニ I，j該思賜県有林全部ヲ Jt立木ト共

ニ m(i~; ノ削除ト御内示条什一トヲ以テ無利息 5 箇年賦トシテ誠与相受EE侯fl.1J至急御詮議中日成椋致皮此段中日閥依也

右に対し山梨県においては同年10月15，16の前日の民参事会において譲渡の議決を経，内務省お

よび宮内省に許可を申請するとともに市に対しては次のような譲渡承認のお令があった。

山梨県指令甲Zl1227;-号

横浜市

大11ミ4年10月12日開 l栢 1l1l留~ì~;立志付守平野16書i山外41沼思問AL有財産払下ノドHlß厄;候条別紙契約 ;~:2 illlニ~

名捺印ノ上 l述ハ其市ニ領世シ l通ハ当「アニ差出スヘシ

大正5年 5月3日日

相帆"
b々司~ -，:-， 

山梨県知事 坂本三郎

山梨県ノ、 rLr梨県南都留郡道志村地内字平野潟16iff地外4e-(t ノ巴UmJ)~1Tnt!Tt ヲ悦浜市ニ先払ニHi"lìlî Iノn日ニ契

約スル条款左ノ虫1シ。

第 1条 ?'~払フへキ土地及其而税ハ別紙甲号ノ i且リトス。

~12 条 完払仙l怖ハ金131，414円日日銭 81虚トス， ;I{算出方法ハ別紙ノ述リトス。

第3条 売払 条1'1ハ別紙丙号ノ通ジトス。

第 4条 売払代金ハ売払許可ノ目ョワ 30日以内ニ於テ金31，414rS961-， 8座ヲ納付シ成額金 100，000I午、 4箇年賦

トシ毎年金25，000円ッ、納付スルモノトス其納付期日立ノ如シ。

一金 25， OOOPJ 大][5年8月31日m
一企 25，000['J 大正 6~ト 8 月 31 日限
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大 IE7~1' 8113lil25，0凶f'J一企

大 IE8 '1' 8 113111 25，0山)lfJ一金

出浜市ヵ前条ニ依リテ定マリタノレプc払代金ヲ j削日内ニ納付セサルトキハ?'~払契約ヲ無効トシ既納ノ ft金

ハ之ヲ選附セサルモノトス。

:ms条

売払j血ニ対スル r!r千ili，'ハ 7[;払代金7'é~;1!1 ノ上之ヲ山梨県ョリ繊i兵r1îニ移転ノ手続ヲナスモノトス。 ill シ FJr第 6条

有権移転前トDUtモ悦浜11;ハ地上ノ産物ヲ処卦シ又ハ諸種ノ竹業ヲ為スコトヲ妨ケサルモノトス。

右契約ノ正確ヲ保全スルタメ契約辺二通ヲ i乍製シ各主t一週ヲ保管スルモノ也。

大 IE5'1'5 )J30n 

nli 本坂II}潟県知事

介Jlit 腕安日1¥i民 d;1ミ

山梨県南部官郡i立志村地内

l而 il1 I実測 l白l 有'1 I 

← l一寸一両両行 一

; 台 帳話ト山
M
U

一

i
一

Ulrr 

巾弓

守

:(i 

乙~}

売払flliiiむ

官lγ公従事業ニシテJt}jili 荒ハ総テ保安林ノ施，~~ニl'\f;セザル-.:カラサルコト又:lJ!入会地ニ付テハ従来ノ trl行ヲ主

ンシ IUJ ?tì451 j'.J. U却県令百~22-~>llj知県慰問?I~ 1r!!~-Ja~)\: I!1l規則ヲ11"111ンテ入会部jれニ共産物ヲ版刷エ売払ハサルilf

131 ， 4141rj96~~ 8 Jllf_ 一金

カラサルコ lニ依リ特別ヲ以テ左，Uノ述リ)1;削Hi'r3リ山IJ')Iヲ為山本売払ft国持ヲ算定シタノレモノトス。

"己;止

総調査ftliif，品235，3531'174tl9厘金

1
1サ

J見人会j血;j，'J3品、加iHを189，日メ1111lOS:l7 NI 主

;R 内

格

4唖

t血

持

14 在日

内l

出，4ね1210

5，4601104 

63t>847 

1> 15611印

円
I 63，叫11

日

1甜主主;刈

一

6

一

O
一つ】7
 

刷

d4
 

Q
U
 

1
 

i也

干Ji

土

WI 問}、JJ1J 

i也木止、

260岡山l也木ヲ'i'(未

制9724i也叫11付tr 

2918823 貸付治林地

日，27319η9

F主
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31 木調 査 価 格

磁 別!い材 干私立 lι1土 引τ竺

iF;;:引ld kιl: 
瓦 「 山…叫;且訓ム叫I I 卜一出

金 45，79.> I'J64~~ 2鹿

内訳

113入会地調査削除

純日1[

立 木 i出

未了/木 j也

士'i H j日 i也

貸付 iiE林地

除地

十各

総額

14加問。

4a 
つω

!
川

M
l

回9
 ，
 

44 
1
 

3Z木間五価格

潤 来初 92，叫 1078 7，200
1

拙

「 t 18示oi …ゐ，…阿J

以上現入金地調査価格ニ対ンテハ 5訓ヲ減シ|日入会地司J1Hil叶trニ対シテハ 2'，I，'IJヲi成シ以テ売払価焔ヲ算定セリ

共ノ結果左ノ如シ。

一，金 131，414円96絞呂向1 ヅし払[甜陥

i人l

一，金 94，780円05S.t4 Jill 現入会地先立、価格

一，金 36，6よ11!]91S主4皮 旧入会Jlb'[払価格

;ili I1IJ 

1 山林，貸付畑及ヒ貸付造林地ノ価格ハ木村内争[11;車 m;i引Hilî ノ最近売買似品ヲ t~t\~ トシ，之二地味ノ良否交

迅速j般ノ使否等ヲ参酌シテ算定セリ。

2， 径路，淡流，岩石地及ヒ総fiJ血等ハ除i也トンテ制ilnヲ算定セス。

3 立木ノ[胡格ハli'，(近県ニ於テ光払ヒタル価格ヲ 13:準トシ之ニ IMH'及ヒ材質ノ良否，交通述搬ノ{更沓~);ヲ参i':î~

シテJJj，じセリ。

4. 現入会地虫ヒ|日入金地ヲi盟シテイU!スル粗ぷ 241，354*，tJ;他額 728r~81&Q 4厩並ニ字宝久保ノーl¥'!¥ニilli.



m 3 Ol'~( jil正;;j(拡l林のJ_'fi似 ( 903) 

ズル大理石ノ見総数民10万切其1附始 5，5叩 1'1八之ヲ!)ijflUノ調査Illfi焔11，ニ主主入セス。

丙号
?~払条 1'1

茸o 河川i泣路数等ノ'r:l有地ハ売払外トス。

苦言2 'th'i浜市ノ将来木売払地ノ公日]ヲ虎シタルj品介ニ於テハ山梨県ハ県ノ売払倒防ヲ以テ之ヲ1刊見スルノiJ!'うtlil

ヲ有スルモノトス o {~i シ地上ニ樹木アルトキハ其f船長ハ第 3 項ノ例ニヨノレ。

nt3 横浜市ハ将%;i'iif川ノ改修，道路ノ新政改修，学校其{也公共ノITIニ供スル土地ハ之ヲ山梨県ノ7し払叩ftUiヲ以

テl札 1l1l，町，村其他ノ公共団体ニ売払フコト ，ei'.iシ池上ユ樹木アルトキハ横浜市ニ於テ伐採処分ヲ為ス場

合ヲ除グノ外天然自ノ樹木ハIIJ製県ノ売払単!耐， M林シタル樹木ハ相当ノ刷桁ヲ以テ;11，郡，町村，ユtf也ノ

公共凶i本ニ'i[}払フモノトス。

百14条 出浜市ハ将米完-tM血内ニ於ケル土木建築工;←1I等ニシテ公共ノ !ji:-~~ニ属スルモノナル i キハ之乙 lE スル村

料ヲ下ノ方法ニ依りテ処分スルモノトス。

1lJ.シ水i原i桶1主其他司土保安上支障アルトキハ此限ニアラス。

1. 組呆，土石，切芝ノ類ハ無償ニテ県，郡，町付Jtf也ノ公共UIf*ニ1%I[iセシムルコト。

2. 天然相ノ樹木ハ売払当時ノ単価， M林γタル樹木ハHI当ノ倒防ヲ以テm，郡，町村11;1也ノ公共同体ニ充

11¥フコト。

1$5 横浜wrハ売払地内ニ於テ従来道志村ヵ草木ノ売払ヲ受ケタル慣行アル土地(中号備考内羽入会地ト"己入ア

ル分〉及ヒJt，I{:物ユ対シ泊志村トシテ)jIJ附保護規則ニ依リ之ヲ保護セシメ又既ニ小芝及ヒ下-~~(ノ採取区域並

ヒニ却'lIHlヲ"主主セラレタル別紙調 ~n: ノ tIJF!fニ対シテ明治45年山梨県令2fl:22号山梨県怒賜w、有財産管理規山首5

10条， !'.!121条乃至第44条，第47条及ヒ第49条ノ例ニ依リ処分スルそノトス。

買~6 H~浜市ハ売払地内二於テ山梨県カ別紙調苫ノ iffi リ土地貸付文ハ産物ノ売払ヲ為シタルそノニ対シ，北ノ舵

和1，-，， 1% ヲ ~tl広シ告ら1t請求ニ依りテ害!U:'] ヲ同行7、ルハ勿論，貸付地パJUJrJi満了ノ f，?I~JKi，毘渦技Jtf似iij::l: f~~安上支

障ナキ限リハ継続シテ貸付スルそノトス。

第7 横浜市ハ 1 盟物'it.:払代金，反取区域内ニ於ケル小芝下'41 ノ';t.:払代金，大.f!1lTì ノ完払f l;:~t7.，並ニ土地貸付料

金ニシテ山主jlLLニ於テl羽宮市ニ係ノレモノハ山梨県ノ FJWJト為スコトヲ永認スルモノトス。

百日 間浜di八本売払条n2113及ヒ第4ニ依リ産物ヲ処分シタルトキ並ニ'le払j山内ニ於テ道志村ニ産物ヲ光払ヒ

タルトキハ之ニ聾スル林業附~fFJ日地ヲ無料ニテ使HIセシムルモノトス。

百~9 tui浜市ノl出朴シタル樹木ハ本市¥7'両詑JU也l司土保安上支障アルトキハflJJi'ti岨I，j山梨県令:::i522~;. 山梨県慰問

県有財産管理tJl日IJ百'544)長ヲ地1[1七サルコトヲ得。

第10 Wi浜市ハ山梨県思間保有財m~'?i;rlIL規制2H44J正ノ例ニ依リ?'iHムフ l卦fT ノ外I_m物ヲ光払ノ、ムトスルトキハ村 l当

ノ価格ヲ以テ成ルヘク;fi述、村ニ叶L払フモノトス。

第11 航iぬ lîハ売払Iml吋ニ於テ造林，土木，~築等ノ ~:Ir ~:、ヲ為サムトスルトキハ成ルへグ ìií~よ、付ノ白民ヲ怖役ス

ルモノトス。

百'&12 横浜Hiハ rìíj各号ノ外本光地施主ミニ f，J'll~' ニ i江志村f:U，ノ便益ヲ ;n ルコト::.;_1i't J;_;:スルモノトス。

上記の契約が締結されてi且;昔、村の水源林は在米の入会地などはそのまま受け継がれたまま山梨県

から横浜市に次のように引波しを受けた。

'W!思収%11002号ノ 3

当[ i民主i

山梨県市部智郡ill志村守平野16ifijレ10~ít
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一 ，rr;}，、19111有財nE台帳T1i1積 3，532町8段 4畝5歩

It'j(洲ffiiW2，804111J 1段15lT

地 i一物刊 Jt

以上ノ、大lE5年 5月30日締結シタル')(STi契約1?ニ依リ仮引波悦也

大;E5;1'6 1l24L1 

山梨県知引 坂本三1'1[;

ここにおいて横浜市は右に対する似収告を1~ I-U して，似受波しな光了 L ， まずh自殺および伐採

(現入会部終に対して従米の慣行によって払い Fげるもの〕について胤放の方針を別公決定して旧日

次他殺を行って行くこととした。

ついで大正l1.{j二(192211'-)には私有林 81. 69ヘグタールを 10 ， 483r'148~Jiで附入して水孤林にIJJIえ

るにいたり，道志川集水面筏に対する水源林の状態は次のとおりとなった。

道志JIJ集水市政と柿i_.¥(Wノk源林とのWJ1iil

1 ill志JIJjl¥Ajfii杭

内(山梨路地符

l神奈Jll!'kl世間百

14，226町歩(14，108へグタール〉

8，027町歩 (7，9印 。)

6;199町歩 (6，148 " ) 

8，027町歩 (7，960ヘグタール〕2 IIJ 烈 YI~ 1持者I;~f都道志村田1私

l斗/横浜市水道水城林

i遺志村公私有林

2，804町歩 (2，781 " ) ~:，mi'1Í引の35%

4，632町歩(4，594 " 〕

lp問
。白11

ρ 宅地その他

42町歩〔 41 " 〉

494町長( 490 U 〕

55町dょく 55 " 〕

第 4章水源林の経営

第 1宣ri 買収当初の体相

買収当I1~J. の森林の状況は次のとおりであった。

未立木地 466，82町( 462，95へグタ{ル〉 16.6% 

か拘つ 禁樹林 968，10" ( 960，05 " 〉 34，6% 

針捌かっi昆主主林 1，048.3211 (1，039.62 " 37.4μ 

*1 弘樹林 32.22fl ( 31.95 " 〉 1.1% 

柴1戸J京阪地およびm 血 2g8.64fl ( 286.23 ノノ 〕 10.3% 

2，804.10グ (2，780削 " 〉

H%枯I石数 288，618石(80 ， 312j~C)jメー l ル〉

かつ禁制行数 566，5581f (157;6533'1:方メ{トル〕

立木地 11可歩当り j川、石数 410石

:¥1.木j世1ヘグタール当り 村 1l4=<r.jjメートル

総凶もl11町歩当り 立木石数 304li 



横浜市水源林

一一一一~

f'l i'ilj 

怒家家務W，iI 横浜市水 j原林

阻圃醐固 有林

匡霊霊泉村公有体

IC ，';;};~民有 t忠

:王寺
'~ 

日
m討
斗
約
百
円
与
す
占

h
q〉
諮
川
品
村

(

む

。

九

叫

)
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総而総に対する 1へグタ ル~!-íり 付日'i 8fi立方メー rル

2高2節施業の経過

水問、林買収後その経'ì)fについてはP~i主における入会関係の実情にかんがみ，水源かん誌の目的を

速するには森林法の保514に似るを肢も安全であるとし，大lE7年(1918年〕に施業案を編成して山

梨県知事の認可を経てヰl!8年度からこれを実施した。

この施業l士総同ifl'12 ， 804111f歩のうち柴-!\~(綜IR~(I 可

地およびff地ならひに御正体・ J:li'iのjl1lI山mを除い

て， 2.465.8111J歩に対し施行するもので401Tの整政

j例をもって将来次の森林に跨導する概定を根本とし

道立水源林

.'-1-。

針日ë1M1~
，つ

ti澗林

林

林

占

;

-
t
J
1
 

日
制
ザ

189.74町 (111村林) 26.4jf， 

1，109.61町〔川村， 和j足村林の;見コど〉

39.6% 

616.45町〔薪炭村林とする) 21.9% 

49.56町(iW1'，~伐材林を合む) 1.8% 

りさ車保li"Zln-l1fJ¥!r，1
および符iM j288MiiJ 

2，8041町

10.3% 

しかるに大JI.9-:ド(1920年) 8月における火暴風

下nによる山;干波と大正12il'-(1923"1')における|対東

大震災によって， !ffUl(lli7)(;j]ノKilJj¥j;j;は別記のとおり甚大な被害を受け，広大な間程iにわたって林地

の崩壊が見られ，到底従来の胞業案により所定のM伐を遂行することができない状態に陥ったのみ

ならず，本事業区の--;'tl~は土砂宇干』上保安林に編入されるなど，はなはだしく**~日に異動をきたし，

!創業方法EEE互のやむなきにいたったので，検定JUIを繰りヒげ，町1%π2年 (1927iの 3月，昭和2年

から同1111にいたる10か王|を l則とする第 2WI施業家を倒立した。

この案は主主]Ij!)闘を30年とし，その日係は(j:のとおりであった。

針葉樹林 (HI材林とす〕 753.77へグタール

か翻つ葉樹林(耕民村林とす〕 497.67 " 
かつ

Hi閥iJじた林 (111材，百;阪の出支林〉 1，076.50 " 
除 地(iW~MIi;+~を合む〕 534.68 " 

計 2，862.62 " 

26.3.% 

17.4% 

37.6% 

18.7.% 

針苦111訂林 523.34へグタール

以上の計画によって昭和12年(1937年) 3月までに次のような林相を得た。

18.3% 



かう
澗葉樹林 716.14ヘグタール

針淵か勺混交林 998.21 " 
伐採跡砲ならびに宋立木地 61.28 " 
除 f也 521.52 n 

時1禁伐林 42.13 dク

2.862.62 ノ/

ついで引3続き*3WI随業案を樹立Lた。

25日5f

3凶 6%

2.1% 

18.5% 

1.5% 

告書4主主 .7J(j，時林G)経常 (907 ) 

同案によれば附戸;112五 (1937年〉肢からiiij21l. (1946年〉皮にいたる 10{rr:nに施業L，I将和31年

(1956{f.)皮において次のような林組に到達させようとする計雨で，山梨ぶの認可を将て昭和12#

(1937骨〉肢から経詰に浩一手した。

針J正樹林 840.9，1へグタール 到 4%
かっ
澗1Wさ!坤 459.82 " 16.0%" 

かつ
針部j混交時 998.21 " 34.6~/'; 

除 ，世 521.52 " 18.5% 

吋f;t主f止地 42.13 /ノ 1.5% 

はi
2，-$62.62 " 

第 3斯，，[:';tの終了にしたがうて昭和22年 (1947年)3月に検定を行い，昭和22年度以降l0:fr間を

l則とγる第4矧施業案を編成山次の目標をもって施業を実施した。

一一一a;，t u!: tまi 2，862.62へグタール

jitE業地而l有i 2，3日3.23 11 

「釘百1f)f林地(市村林地〉
lかっi根強制林地問民側

かっ
、針澗i昆受林地(i刊材，新民材のmを林地〉

施法外地問 39ヘクタール(悦

柴草~~取地

準1正:1((制限地

昂Ji}Jit

349.33ヘグタール

578.13 fノ

1，375.71 M 

31.31 fノ

152.82 " 
81.02 ι， 〔風I街地帯:;-~こしてÌÍiH抜高き林〉

2-94.24 ノJ

すなわち未立木地ならびに伐採跡地で人ヱ総裁に適する ~'mýトは水源かん廷にF守するため「ひのき」

もLくは[すぎJ¥i::j由栽して，あわせて将来用材林としての財産増殖をばかり，その他は天然更新

によって現生する樹種の改良保続により水源、かん養の機能発偶ιを図る方針としたロ

収監計画

三E弐 221.26へクタール 4，035立7fメートルく主として天然性般，栂，等針葉樹〉

36，632 グ 〈天然J生広f~ß樹〕

間伐 229.04へグタール iTIH 8，557 " 〔人工造林によるひのき林白隠10
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11JJIllih刊九
一二王工ijLE-596士二日4[竺坐…:fl97.721--.~~_6.~~ 

JEιkrJ品fLJIdl-6J材Uh[FJ!玉
t;;:;γrlTつ引 :γ;zI11

~'l"一五6[ 5891 寸:干 ゐ1-321:231…出，2041一一一I 193，1451 

司fi/J血'11制限地ih級)jIJTffi積および材結表

¥ いI1 未立木地 |1 齢紋 |2 齢紋 Irr/紛 級

四三三Jm 積|材 13'1I而 hill材打1I間約|材 Ffl国 h'1|材稲

主か潤iっ 紫築 枯相II ヘタタール 立方メートル||I ヘクタール| 立方メートル|I ヘタ5タ.mm1ル5 立方メmmMトルooi ヘクタ 州I 立方メートル

通計計||山 臼||……1:31596.621 ふ411，083.2:子両肩 197.721 26，453 

的級 6 齢級|合 計

htlI:~. m lHlI f_i*有一語

81.021 1，234 

14，223 

ι汁 4・州 一[| I9|1 99L| 1矧4?170i1 tMにd71lhム81ーム04;一三ム60i

事業l正面Hi11こ対するへグタール当り材'fit

-11来日:lj包荒Ji世間l税に志j-J-る グ

寸 ln\~1王立木ffii私:二対する グ

72.9立方メートル (262.44石〕

83.9 11 

91.5 I! 

(302.04グ〕

(329.40") 

以上の施業案に悲く経'自において現在までに人工制裁したものは次のとおりである。

lil¥ 1& ~f. Ill' !枯!被|別
天ir一 |「

摘 要

8 ひのき

抜荷積[
ヘクター~I

44.48 I t，;栽木数ヘグタール当り 4，550木

9 " 

10 

11 

ノノ

" 

19.86 I 

12.56 

37.42 

" " 
" " 
Jノ " 
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総裁年度| 枯j

大正
12 ひの き

M

M

M

M

M

M

 

3

4

5

 

1

1

1

 

昭和 2 11 

3 I ひのき，すき

4 I グ

5 " 

6 I ひのき

7

8

9

0

1

 1

1

 

" 
" 

" 
" 
" 

r liIi殺Tfli1'/( 

ヘクタール

50.39 

開

9.69 

8.76 

9.17 

26.05 

27.75 

30.02 

28.15 

26.12 

32.71 

23.55 

34.42 

22.09 
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第 3節保安林編入

か ん

昭和26{!'.(1951年)7月，従来から土砂粁JI-保安林と;旨定された以外の区域も水源かん安保安林に

指定されるにいたり，ここに道志村の全木市有林は保安林の指定を受けることとなった。そして同

年 9月3日農林省訓令第7号により従来の民有林施業規程は廃止されたが，木市は引fttき水源林か

ん~という恨本方針 lこ基いて定められた恭本的言j-@によって納伐の調整をL-，また森林の改良保統

のため十分なる手入れを行っている。

一方伐lA<木は地元j且之、村に払い下げ，この村の生立さに資している。

第 5章道志水源林にbける副業

iE7t三水仰、林す1'1主所において水源林の給何!i;~JÆ という本来の使命の外!こ Mll;i，~!'I~J なj;"J~や試験がfi~つ

れたが，以下そのー，二について記すと次のとおりであった。

告i11官n木地主!日:の奨励

水源林施業安に基いて7](i!j~Hの伐採 iifが討i]rik?ill滅されていくので， i11;よ小i に木!\凶11工を奨励し，

-ifriには市有林材価の向上を図り，他而地元村民の産業振興の日I'I'Jをもって大正9年(l920'n本

市は*\U工治符事業をおこし，その工場をiJl~と、村河原矧l i'mi"i症に泣き，翌10ijミ (1921，n 7月初日から

J旨t与を開始した。当時;日立主只l2 i'，!jt (E L 修校生10名をjj正した。六五1l{!'(1922{!'-)には制iヱ1171の

第 1@1の完111しをし，現12年にその苛12国が行われたが，同年5月には干'1
'奈川県足柄下郎防本1、Iか

ら下記のi主交に践した。

9寸冷下怜f上告k

a寸;'1ミ下絵jt設

けやきUij{.i由利袴

1，6751'， 

6お枚

1，820阿

市川 7銭5匝

11 5f;Ji; 5原

グ 47-1!

~;j' 125rrJ62~，Q5毘

11 34!J137t{5毘

グ 72円開校Q)iit

この事業J立大R二 13i~ (1924年)3月末をもって木市の経常を!先しj立志村に議波した。 iElL、村にお

いてはやJ'il{をもってこれを継永したが，経済界の状況に左右され， I時に1長衰のir!lがはなはだしかペ

た。現在は創設当時の修校生およびその妥成した栄首によって次のような現況を示している。

工場 数

従 ctと 員数

昭和32年度生産紅1

村営 1 

36名

約 2，0日8，000円

第 2節 しいたけ栽培試験

個人経営 5 

道志村の気候風土lこ適応する事業として，本市は昭和4年(1929年〕以来，しいたけの栽清を試

み，その成果を試験したが，その成績は次のとおりであった。
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この事業目的は木地泊二の奨励と同様の出旨で，木炭広木を Lいだけ栽t古に転日]するこ ζ によっ

て，同村に有利な百!j業を奨励して現金収入の途を開き， あわせて原木の節約をし水源tJ;の蓄積i出川l

ζ 材価の向ょを図ることを日的としたο 木Yiのこの試験を見習って，村でもこの事業を開始する者

が相ついで起ったので，昭和12年(1937;0木市はその目的をi主し試験をコ止して，その後ほしい

たけ原木の託、下げによってよ?の事業を援附した。
ほだ

こわしいたけ波培卒業じ最近はD~子tf秘法から型I!加tとあるいは城主昔前糸nrl込法i己改まり， Ili1:々:告
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況を1恨める現状で，昭和32年 (1957'のには次の成絞を収めた。

しいたけ栽培戸数 40戸 生産高生しいたけ 1，200貫 1，000，日日3円

2詰3節木炭の直営!捜炭

日支事変の長期化ならびに大規模化とさらに悶際情勢の緊迫化にともなって，諸物資の統制配給

11討がようやくきびしくなるにおよんで，木m水道局は事業用木炭の入手維の尖滑にかんがみ，昭和

15年 (1940年)10月19日水源治志村住民が古来本業としてきた木炭製炭のllil'ilk事業を言[-i国し，製炭

夫を夜い上げ手持用材をもってit.!l1月から製炭を開始した。

すなわち，当時木炭は割当配給制であったため，山梨県に製炭ならびに放出のtj!j可を得，神奈川

県から特別~~i-1J当のJf;で配給を受けたものであったが，その製炭fまは下記のとおりで事業用木炭を十

分にまかない得たものであった。

このni営製炭は昭和25年(l950年)3月，木炭の統制!が撤廃され購入が自由となるまでlO年間継

続されTこ。

『t 'm 製段

年度|依数|備 考

戸両五五i元町 三ん~I~五五ikfhJゐ石 êLLJ玩IctJt~: ~五 一一一一一一一
一昭和15平面凡が G-i-'.-~-~-~ 一一一一一

グ 16年11月まで ! ム0，山J[

73221設 I5叫~
----i;-'-17{f.12J払 6ー「 不正一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一~__~8!fll_pJ芋プーよ"士三L

:iijfi自主主| 山叶
二輩出誌記」週 一

;21211122110ml 

;控!?123I 61田4
11 22年12月から Q (¥Q(¥I 

E一一一;今一一
グ 2幻3年1ロ2月から Q t;od 

一J二竺空』月ま竺_1_"，0"01 
。24年12月から に 0η 」
ρ25年11月立て υ 「

第 6章道志水源に起った諸問題

横浜水道が道志J1 1との関連を持ったのは明治24年(1891年)lO月21日，政府に水道改良ならびに拡

張に|羽する申請を提出し，阪入口を道~t) 1!Î!hの弁天淵に設置しようとする計画から始まるのである。

この計画は導水上の問題で穏々の曲折を経た後，明治28年 (1895年)8月にいたって，ょうやく起

工の運びとなり，関30年(1897年)10月務成~，ここに初めて道志川の水を取り入れるようになった。

以来今日にいたるまで遺志の清流はこんこんとして尽きるところなく， 1青く豊かに流れ続いて，
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横浜水道の貴重な水源となってきたのであるコしかしこの貴重な実績と成果を得るまでには，幾多

の秘められた事件や困難を乗り越えてここにいたったもので，最初はまず銅鉱係堀と溌電所計画の

ごつの問題に直面した@

第 1節銅鉱の問題

道志村にはかねてから宇久保りうち滝山および中入に銅鉱数か所があったが，まだ試掘中のもの

であったので，木町は水源、計画と問時l己暁治26年 (1893年〉県知事および東京鉱山監替暑などに対

~，これらの銅鉱はいずれも道芯)I [に沿っていた関係上，他日鉱銅流下のおそれがあるので採掘が許

可とならないように上申した。 しかるに当i時宇i中入に 1か所だけ伺の採抱をしているものがあった。

これは道定、村氏の住総広並が明1告22年 (1889年) 1 月 ~tw\許可， f高24年 (1891年)1臼月採掘許可を

受けたもので，同26年(1893年)12月には採掘許可権を秋田県人田口栄吉に譲渡L f昔IK中のもの

であった凋係上，現に公害を生じない限り鉱業条仮によって処分L難い，という旨明治27年 (1894

年) 1月31日その筋から通達があった。

しかし道志川筋への収入口変更工事許可の涜に飽くまで声1条例を適用して処分されるよう要望し

ていすこと ζ ろ，同30年 (1897年)5月15日鉱主田口栄吉から綴浜市水道水源として支障ある場合は

防償を得て命令にしたがう旨の申出があったので，市会の決議を経て 5，000円の賠償金を支出し特

許権を放棄させた。

その後明治45年(l912年)3月3日，静岡市の伊藤義吉なるものが道志村字大室指・字小椿・字大

椿・字小養地に銅鉱の試拐を東京鉱山主主骨密に出願したが，公益を害するものと認め鉱茶訟第32条

により不許可処分となったのに対L 出願人は向年4月12日行政訴訟を提起した。本市においても

この潤国は水道におよぼす利害関係が重大なので 5月27日市会の議決を経て山巳福三郎・赤尾彦

作・矢野佑義の3弁護士を訴訟代理人としてこの訴訟に参加した。行政裁判所においては鉱山監P野

局の陳述した横浜百が水道水源地を道志)1¥に選定した後は， ，卓志，11jì昔岸において渓鉱の 11W~iを許可

しないという方針と，現地の実情とその主主鉱が採算よからもこの鉱業が到底その水質汚染を予防除

害する肱設を設備することが困難な点を脂摘~，公益を害するとし、うこと，および横俣市のI京述し

た市在住内外人40万人の飲料水および寄港内外艦船の給水に支障をおよI<fL-.公益を~~する要旨を

認め，大正2年 (1913年)3月11日原告の請求相立たずとの判決が下った。

以上のように水源地における錦鉱の問題は当局の熱~:と強硬な推進に4 ラてg 種々の経緯はあっ

たが事なく諮話した。

第 2節発電所の問題

道志川およびキ且模川のf可流利用についても，またこ，三の問題があった。

まず明治28年 (1895年)lO月，道芯川i上流津久井郡背根村にて河水を取入れ，水路を導'，'て背根

村および青野原、射を関懇，水田にかんがいL，余i7lfを再び本流に放下し，そこで溶差を利用して捻
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'~rtする計爾があって，すでに土地買収の協議をしつつある旨青山村在的Jの吏良から報告があった。

また越えて11月 13 日には津久井郡の日述村字小宝に発電所を設け，かつ水団関墾の出版が中野望書%~

~ðに提出されて，同課長から水道に文仰の有無について照会があった。日連村の問題は相模川本流

!i:i:志村を流れる道志川

の1l¥1係ではあるが，これらの計

開はi刻妥協1桜水道に危害をおよ

ぼすものと考えられ，また将来

起りうる同様な言i聞に対する処

ほとしても，このような計画が

許可されないように県庁に交渉

した。

その後も明治39年 (1906年〉ご

ろ，大会条馬外数名およびr，'ilfU

1~ì兵武ほか 2 名その他が出願し

たi草志川筋水力電気事業計画に

対しては，その都皮本1Ii水道卒業の水源確保と安全を害するという立前から，そのffiJに出願の不許

可となるよう申215するとともに，進んでi立よ:、川を発滋所建設の禁止区域とするよう逓信・内務両大

L~へ申Uî~，将来の不安を除くため努力した。

またfI月治39il'-(1906年)12月22日神奈川県知事の許可を得た相模川水力株式会社はその電力用水

路が，本市水道のZicz回拡張工事の導水予定線路と津久井郡太井村地内において，同一場所にて接

触することとなって，同会社発起人総代雨宮敬次郎からI明治42年(1909年)9月8日づけをもって，

双方起業の岐には紛争のもととなるゆえ水巡敷地の変交方の申入れがあった。

本TlTは同年10月26日発起人の代理者と水道局において会談し，水道の設討を変更することは凶難

であると説明し，発15所の位置を上流部11に移転方の折衝をした。会社側においても至急測量のうえ

何分の考慮をするということとなり，同年12月31ヨにいたって会社側は上山のこ!と政を切取り設洋工事

をし，発泡所および放流口の位置を変更するほか方法がないが，この変吏のためにはヱ授において

金17，562円のtt1額を要するので右工'Ilについて{可分の補償方を要望して来た。I1Tは翌年 1月26日補

償はできない旨回令したが，その後会社から度々I'fltJ，の隙'!i';三が繰りJEえされ，当局は前言ーを悶持し

別に何年2月14日県知事に対L，すでに国防の補助を受け国および市の公益に重大の関係を有L，

かつ設計上も変変不可能の1>'111 にあるため，一私設会社のもくろ J~に変更な来たすようなことがあ

っても，その補償を認めることができないので， PAからも発電所の{立f琶を変1Eするよう処置された

いほ上中した。この結果この相模水力株式会社の発泡計阻はついに実現を見ずに終った。，

さらに大王2年 (1913年)2月には富士瓦Jtrr紛紛株式会社の水力電気事業言|闘が出版され，争l'奈

)IIJSLò:> ら文附の有無についてI!司会があったが，1Iïは~!û :ttのうえこれを阻止するため，同月 28 日市会

に次のような議案を波山LJtに回答して市会とともに木市水道の安全確保を凶った。
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大正2年水1:;'S4号

日士瓦~:rrWjt~';綜式会社ヨり水刀市気事業ノグメ lìl芯)11ヌ'JCtIJ'i)i用jJË ニ *llli新設!1:矧ノ illli ヲ以テ主国E ノ 1jl!!\ 本 11、

内部部長ヨ U 照会アリ，其出願ノ杭~ハ津久井郡牧野村字大河原ニ於テ遺志川主ノj、流量ノ治ト全量ヲ JI\i入レ，

120問ノ WJ摂ト 3，7231司ノ隠道トニヨリ近志)11左岸ニ治二一E之ヲ牧野村字牧野ニ設グヘキ貯水池ニ導キ，1[

ニ1，150問ノ隠ュ丘水路ニヨリテ津久井部[引用村大字寸沢瓜宇訪日戸ニ出子 450尺ノ詰2¥¥ブ利Ifシ平目白日ニ於テ平均

3，印日キロワットノ電力ヲ{号，~ニ貯水池ヲ刊沼シテ最大工[".:lfJ 6J70Cキロワットノ電力ヲf.;}:/トスルニ 7 ~. 

iJ， ツテ之ヲ前五スルニ次ノ迎リニンテ.~スルニ此ノ企業ハ木市水道ニ対シ不良ノ影~!;~ヲ与フルノミァラス，

13合;::.::J 9 テハ其設備ノ確尖安全ヲ 'i'.~スルモノト言ハサルへカラス，カロ之*Tljハ数年来北海ノ稲誌等ニ鋭古力

ヲfllヒ， :.f々 多額ノ造林抗助金ヲ支出シテと品、担域ノ荒廃ヲ1日キ水量ノ時)JI1，水質ノ改善ヲ計リッ、アルニ際

シヰijそ之ト利容ヲ異ェスノレIli:業ハ許可セラレサノJ絞回令スルモノトスe

三 l

nじ

(11 水亙ニ対スノレ影怒

ンミ }fj長巨諭I!_~~:ニヨルトキハ取F 口且ヒ放水口共ニ本1Ii水道苅H入所ノ上流ニ 7 人而シテ水道局ニ於テ

調査セル所ニヨレハ拍子新取入所ニ於ケル道;0:)11ノ長小i己主ハ 1秒時ニツキ約 100立方尺ニシ子水道府トシ

テ引水スへ千ß_ハ 1 秒時ニツキ%，~~4日立方尺ノ予定ナリ，而シテ本水足事業ニアリテハ本.1' IJri.~小1走塁ノ全部ヲ

fIJITIセY トスルモノ、がキモ之ヲ位ノ流域エ引水スルユアラス，故ニj1、間二多少ノ漏失7~トスルモ引水シ

タル水量ノフミ部分ノ、再ヒ木JII~復帰スヘキモノナルヲ以テ.芋i シJz入レタルホ1ftブ絶エスヰヰヒ放流スルニM

テハ為ニ横浜市水道ノ引水長ニ影響ヲ及ホス古品目キコトナカルへシト信ス，然レトモ目前見=占ニヨルトキハ

必スシモ然ラサFレカ却シ(3項参照〉

(21 水質エ対ヌル影響;

木市水道ノ水i車ナル遺志川iノ流水ノ、常ニ割合ニ清澄ニシテ且ッ雑牧ノ混入甚タ品、ナグ，水道ノ水源トシテ

本邦稀ユ見ル所ノ良水ナ~ ，是ン上流ェアル流域内ニ於ケル人口将部ニシテ耕地少アグ，林野其大配分ヲ占ム

ルノミナラス;誼志):1ノ河床ハ念勾配ニシテ且ツ不規則ナルカ故三多少ノ汚物ヲ含有ス Jレホそ 且本流ニ入

リ数里ヲ流Fレ、トそJ、，曝気其他ノ自浄作用工二三り其水質ヲ清良ナラシA ノレニ百ノレモノナリパ主ルニ今コノ7k

電工事ヲ実施スルトキハ最小流EZノ約全部ヲ取入レ平穏ナル人口水路ヲ流レテー工貯水池ニ入日豆ニ復J71jシ

グ人日水路エヨヨテ放水口ニ忠テユト川ユ復帰スルモノナノレヲ以テ，t士郎ニ~グル自浄作用ノ、突然ノ河床ヲ流

下スル場合エ比シテ芹充分ナルハw:ヲ容νサルナリ，而シテ本)11ニ復帰シテ後水道阪入jifrニ宝ル迄距離割合

長キ方若シクハ最初取入ル、水量方全流誌ノー小部分ェ也子サルトキハ殆トf'f等ノ影1Pfナカラ:ノモ，オ三事2長

ノ日論見tlJ=-==ノレトキハ其!日iノ距離箆カェ 10余町二週キサルノミナラス，謁7~\、時ノ全ii ヲl[X入佼用スルそノ

ナルヲ以テ渇水時JUJニ於テ水道slm水ノ位質=及ホス影響ハ決シテ宕i巴スルコト能ノ、サルへシトf言ス。又目

前見主ーニヨルト千ハ設グヘキ水路ハ殆ト全部隠道ナルカ故Jt水i~ ヲ涜ル、間ニ汚濁セラノレヘキ機会ハ先ツナ

カ7/'モ2 た隠4ノ摘鐙ハ 41岡ノ坑口/外15;fM坑5 !lスルモノ、立JIシ，即チ取λ 口ヨ U放水口二歪ルi主，;"Jf，

I11左岸ェ存在スJレ殆ト総テノ浸谷ユ掘翠口ヲftケントスルモノナリ z 然ルトキハ其各谷!甘jノ一計〆、伐木てラ

レーEーツ出張ヲ制雌セラJレ、ノミナラス】延長約 5，uC日間ノ隠道ヨリ矧上ケタル土砂岩石約25，000坪ハ諮ツテ

是~têテノ鯖谷ニ拾奈セヲルへキ〈論ヲ侠タス，故ニ待問ノ際是等ノ谷五日ヲ i1t下スル渓流ノ混濁セラノレ、ハ

!別ナルヲユテ，換言ス νハ木清水i主新JI;(入所ニ j主近シタ Jレ道志)1 上流左ì#.: ノ拍ト総テノ書ôÌi七、本~，tI、工王手中

J、勿論，工事竣功後ト毘;そ従来ヨリ符渇セラレタル水ヲ本I11ニ注入スノレモノナノレヲ以テ水i主引HI水モtt影響

ヲ受ケ其泥沼ノ泣ヲ増スハ当然ナリトi言スc

(31 水逃設{制ニ対スル影響
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木市水j主新取入所ノ構造ハ堰門ニヨり遺志川水位ノ出低ニ応シテ流入スル水量ヲ調整セントスルモノナリ，

然ルユ木水~工事ノ自論見書ニヨルトキハ"t取入所ニ於テ少グトそi在志川最少流量ノ殆ト会部ヲ取入レ，以

テ貯水池へ導キ所要泣力ニ相応スルタケヲ吏ニ乙号隠道水路ニヨリテ発足所ユ送ラシトスルモノ、 1日シ，然

ノレトキハ水道取入所ニ甚タ近キ発電所z於テ木mEニ放水セラノレヘキ水量ハ，或時ハ遺志JIIノ最少流isヨリ

著ルシグ少キトキモアルヘシ，又著ノレシグ多キ時そアノレヘシ，若シ!j~水流iEカ甚タ少キ時ハ元来道志川l ノ最

少流量及ヒ共水位ヲ恭礎トシテ設計セラレタル水道寝入所ノ、全然其用ヲナサ、ルニ至ルハ明ナリ， !Jnェテ堰

門ノ上下調節ハ道志JlIノ水位ニ応セシムルモノニシテ，其水位ノ苅下ハ単ニ自然ノ結果ヨリ来ルそノハ急激

ナルモノニアラス，然レトモ若シ木目論見書ニアルカ如グ所要電力ニ応シ念ニ放水量ヲ増減セラル、ニ於テ

ハ，潟水時期ユ於テハ水道取入所ノ寝門ヲ適当ユ取扱ウコトハ殆ト不可能ニ属シ，随ツテ本jli水道ノ確尖安

全ヲ容スルモノナルコト疑ヲ容νサノレナワ。

この反対によって発電計聞は不討可となったが，さらに同年7月4日渡辺和太郎が山梨県南都留

郡道志村において水力'芯気事業を経営するため，山梨県知事に申請した事について神奈川県知事か

ら木市の怒見を徴してきた。この事業に対しても本市水道に影響をおよぼすところはなはだ大きい

ものがあるとして，大工E2年 (1913年)7月26日市会にはかつてその許可とならないよう回答した。

それ以来道志J1 [水利の利用による発泡その他の諸事業計画は，上記のような市民の水道事業安泰

のため，あくまで阻止する当局および市会の協力による熱意が貫かれて，ついに一つの実現もみな

かったことは水道事業のため大なる功絞であった。

第 3街 道 志)11の暴風雨禍

大正9年 (1920年)8月3日および4日にわたり大暴風雨ほ突如水源を惑った。

i直志村のうち字神地および河原畑地方は皇余の幅にわたって低気圧中心通過地点となり，その惨

容は目をおおわせるものがあった。すなわち山政は随所に崩壊してうっそうとした森林はー|院にし

て，はげ山となって粘土質の地表なあらわし，その崩壊箇所は大小合せて 2，000鋼所にも達し，こ

とにその火なる二，三の箇所は周囲数尺におよぶ大樹も，小山のような岩石も，ともに物すごい勢

をもって押し流して家庭をつぶし，遂をふさぎ， r可床を埋めて，湖沼のようになってはん滋L 者日

溶は一面のどろ海の下に没してi誼志川の流心を変えるにいたったもので，流失家@，人畜の死傷は

おびただしく，まことに，あ界IU[.，換のf&'惨事を呈するにいたった。この水答以後道志川の様相は一

変して降雨ごとに1九月i] J(g水はなはだしく，従来いかなる i萄流も 2~3 日以内に清澄に回復するのを

常としたのに，雨後数日を経てもなお容易に1j-~fi査に回復せず，この11寺以来ついに薬品沈澄を実施し

なければならなくなったのである。

この暴風雨による道志村の災害は当時の道志派出所からの報告によると次のとおりであった。

流失家庭 住宅 19戸 付属尽 43戸 計 62戸

全壊家庭 3 6 9 

埋没家屋 5 7 12 

半壊家屋 2 。 2 

床下浸水 16 17 33 
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V 

床上浸水

死亡者

負傷者

牛馬死亡

被害問作付反別

。畑作付反別

堤防決壊

橋 i花火

市水源林の被害

第 61~ 道志水源t立起った諸問題 (917) 

住宅 21戸 付属毘 16戸 計 37戸

13名

14名

6N_u 

30IDr歩

110 が

100間余

51，市

この2}J風雨のため市有林地の被害も少なくなかった。学大j日夕ト 5字において崩壊面積23町 9反8

畝7歩にわたり荒涼惨たんを桜め，その復81は一日もゆるがせにすることができない状態であった

ので，山梨県施業祭主任技師松平京美彦.~rH'県砂防相任技師一番ケ廿iñ~j'1造に嘱託し，笑地調査を依

絞したが，その報告書は大要次のとおりであった。

山梨県産業校師松平東美彦

横浜市有林子見祭報告

!:i~ 1 J':江 水害ト横浜市有林道志事業区Ijm~提案ノ関係

百11節 rl1有林ノ被レル水害ノ状況

当時ノ気象矧測 8月3日夜来日青雨交々ニシテ降雨量 135粍， 4日降雨終日ヤマス午後5時頃ヨリ風力加ハ

リ午後9-1C時頃俄カニ山地各所ニ崩壊ヲ3tミタシ遂ニ大ノド~;~ヲ政セリ。 3:i!5 日ハ快晴トナリ，午前 4 時間全グ

晴ル。 4 日ノ降雨量 417 粍ト合セ，合計日~jjt 552粍，土地主凶 1坪ニ 9石9斗 3到*ニ相当ス。

横浜市有林ノ崩壊箇所307箆所ヲ算ス(面積23町9反 8畝7歩))lf也ノ公私有林野ノ被官ヲ計一一スレハ崩岐

部桜田町歩以上ニ述ス。

百'~ 2節 水害ノ主因タルベキ降雨却ノ関係

コノ水吉エヨル林地ノii!il'I，~、道志)1 1 ヲ挟シテ右伴ニ防スノレミt トシテJü:芯11I ノ右文三ケ阪11I ノ流域及ヒ左岸ニ

鴎スル道志11Iノ左支持l地沢流域=関係シ， rli有林トシテハf王国税2，8041l1J歩ノ内ニァ、ノテ局限サレタ範囲トイ

フへキテアツタ。前記ノ降雨盆ノ、tm浜水道神地派出所ノi!小Lテアルカ，コレヨリ東約 1旦余ノ竹ノ木部洛長崎

小学校ニ於テハ合計 446粍テアリ，又悶ニ約2illヲ離レタ長又部市ノ住民ハ多少強i目テアルトノ!高シハアツタ

カ神地方国ノ山地ノ j百lli虫ヲ望J~ シテ共被官ノ甚タシキヲ誘ツタトノ事テヤl'地方f[rj ヨリ i主力ニ降雨立ノ少ナカツ

タモノト思ノ、レル。

従ツテコノ降雨足ノ多ユムカ被'J;:ノ)J;t[L]テアツタト言ヒilJル。主主ニ山梨県トシテ建国以来未曾有ノ水害ト称サ

レタ明治40年8月ノ水笠ニツイテ，山梨県水5史ハil11J治4肘['8月22日企天俄カニ変ヲ来タスト見ルflllニユ悶ヲ菰

ラシ， 23日エ至レハm勢I桁グ強グ宛然柱ノ降ルカ如グ人ヲシテ安キ忠、イヲ為す、ラシメタルモ尚大氾濫ニ及ハ

スシテ止ムヘキヲ{言スルモノアリタリ o l(:'詰~ハfLテ~ナリキ. 24日ハ雨勢流ル、如グ雨脚奔ルニ似タリ。此

ノ時誰νカ洪水ヲj住ケ得へシト信セシヤ。果然前古来官有ノ大洪水トナリ大崩壊トナレワ。由来山梨県ノ地タ

ル平生雨ill:ノ多キ所ニアラサルモ40年8月ノ雨拡ハ災ニ鷲グヘキモノアジ，先、ノ部32ニヨリテ如何ニ降水量ノ

多カリシヲ苛ミスト何時ニ大洪水ノ巳ムヘカラサりシヲ証スヘシ」トテ叩府測候所公表ノ降雨量ヲmヶlB士111ノ

上流笛吹川ノオ線タル東山梨県三宮村ノ、 272ft.東八代郡石和町ハ岨3*lトシテヰル。コノ4日年ノ時ノ 5日間
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ニB→ツタ雨量ヨリ今回ノ遺志村ノ阿武ハ僅ヵ 3日間ニテtt上ヲ越スモノテアリ，降水カ如何ニ山地ノ水分前節

ノ限1立ヲ越エタ大量ノモノテアツタカヲ物活ルモノテアツタ。

第 3節山地崩Jjtノ状況

L111血ノ雨水ヲ調節スヘキ能力ハ森林ノiAHi状態波二地況ノ関係ニヨツテ呉ルカ，今回ノili1T林ノ崩壊ハブ(5]1]

シテ 3槌トスルコトヵ山来ル。

li[lチ事1)落，崩落及ヒ決潰テアル。

部J{在トハ渓i11 ノ尽グルJt ノ」二部ハI!~I也注所ヲナセルモ，大付、地獄急峻テぷ土カ i支グ心土ハ粘土又ノ、防平ナ型

岩ヲx.~ -lê_ル部分テ日'j水ノ、表土ト心土又ハ 1JH'-i ノ!日]ヲ Iln流シ衣土ノJj\kG~Jナ H1ij古ヲナス部分ヵラ例J告スルモノニシ

テコノ極ノJ品地ハエt多数ヲナシタ。中Ji品シタ多fIlノ土砂ハ浜水ヲ34流タランメコノタメi晃坪ヲihmシ之ニ臨ン

タ山政ノ地ハ為メェIIIJ落ヲ来シタモノモよかグナイ。

立54官Ui 山地ノ崩壊ヲ生セル林地ノ地況

樹林ノ存在ハ雨水ノ調節ニ役立ツカ共ノ能力ハ土地ノ傾斜ノJA，土壌ノ i:niJ<Rヒj(ノ総合刀ノ如何ニヨツテ

差異カアル。今TIT有林ノ施設架ノ晶甘占ニ従ッテ小町上毎ニ崩壊ノ状況ヲ区分スルト次ノ述リテアル。

人ト:汗旦it」rt山千1111JYl
ろ 1 10日司 グ 1 350~450 1 iJl 

は 3日司 グ I 50~200 I 深

に 7.5司" I 350~450 I 中
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必
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~
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*北 n地 グ

グ イi 53ヶ円r13，791同P

63 14，538 

三ケi'!fii 15 いろ | 5.66 I~i 350~450 q-I 小人 :i'uj，:j也 干f 18ケ所 5，255ムT

6.08， i引 H.-j " " " {足跡地 " 4 830 

(よ L6I: j出 jL " " " 立木地 " 2 190 

2.58 凶 ノ/ }主 VJ令林 "τ1 5，490 

伐跡地 ρ10 5，190 

l へ 4.02西市， 20' ~350 1 '1' Wl¥ 来立木i也 " 6 465 

ノノ 幼令林 か 48 12，195 

級柴以tI;也l グ 13 3，700 

り 9.17 グ tr地 虫!f，

計 90.28 128ケ所 33，315 

巡荻 36 し、 2.15 350~450 中 j¥肱 立未木地 吉正

ろ 20.45 " " " 伐跡地 有 9ケ所 2，075坪

I~ 33.94 柴採取草地 " 1 124 

10 2，199 
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総計 335.96 3日7ケ所 71町94978坪日7
(231llJ9807) 

コレヲ地況ノ各項ニヨツテ分類シ山地崩壊ノ原因ヲ究明ノ材料ニ資スルニ

西南

西北

同I
i 去土居中ユハ朽土説ニ真土ノ 1まサ

テアツテ粘土府ノ浅キエ従、ノテJt

ハ
f

一μ

グ

ト
若

タ

デ

閉

山

ツ

凶

カ
ハ
シ

EM
夕

方

甚

斜
ユ

傾

ノ
ノ

モ

地
ル

廿
刊
ス

チ

国

ル

叩
北
エ

ノ被害ノアルコトハ石メナイ



(920 ) 第1編道一釘k源かん養林

〈ニ〉 結 ノ同弘 度

種 別 I小総 班数 liタ前i主ノトヲ班生制サ其百分率ノ
i![kトハ土壌ノ結合度ハ湿ツタモノハ塊トナスコトカ出来ルカ乾燥スノレ

トキハi也ノ抵抗ナキモ自然ユ粉末 lナル程度ユアルモノ，霊童トハ乾成

スレハ結合力ナグ風ノタメニ飛散シ易キ性質ノモノ，硬い、実{也磁位

ノ結合度ニアルモノ。

今4
硬

軟 18 9 50 

君主 11 10 90.9 土j車ノ結合度弱キモノハ其ノ被害ヲ受ケテヰル程度カ苔タシイ。

計 29 19 65.5 

以上ノ(イ如)十十)ヲ総合スルニ山地ノ方{立ハ第二トシテ傾斜急峻ノ地Ø~I エアツテ土壊ノ結合力弱D1ナ軽量まノ地

ニテ表土浅沼ナルモノニ其ノ被害カ大キカツタト認メ符ルノテアツタ。

百，5節 ilJ地崩壊ヲ生セシ森林状態

種 別 1小総 担数El |fルlÍÍ娘小ヲ数生日セ~ I其百分率ノ
樹林地ヲナサナイ伐跡地トカ幼令林司ハ降雨ニ対スル制節能力

4 4094 0 ノ弱イコトヲ明ニシテヰル。未立木地ノ被官小ナルハ其ノ両日i

幼 令林 7 87.5 極メテ慌少テアツ夕、メテ15林T症予)百~36林班付ノ織ナ柴草採取

伐跡地 7 100 

…削ニ…-1
未立木地 4 1 25 木地ニテ被害ノアツタノハ不思議ノ様テアルカ其ノ樹林ノ状態

ハ何レモ 100年以上ノi商業樹林ニシテ峨岨ナ地ニ生百 γ タモノ
計 29

1 

19 65.5 
日其ノ被害カアツタモノテアル。

第6節降水量ニ対スル林地ノ調節力

コノ暴風雨ニヨル降水量ハ次ノi亜日テアル。

甲府 152ミリメートノレ，南都留郡谷村町(道志村中央地点ヨリ西北エ 3ill余)315ミリメートノレ， 南都留郡中

野村 132ミリメートノレ(肉上沼南4虫余).北都留郡大阪村2C日ミリメートル(同上回北ニ 3盟弱).北都留都上

野原村 119ミリメ{トル(同上北京ユ 3里余).道志村552ミリメートル，中央気象台ノi!!U定エヨルトキハ主低

気圧ハ8月4日午前6時ニ紀州潮岬f，fJi旦ニアツテ気圧738ミリメートルヲ示シ i¥司次北京ニ取ッテ翌5日午前

6時浜松附近ニ進ミ気庇ナホ 783粍ヲ示シタトイツテヰール。今コレニ依ッテ推測スノレニ，道志村ニ於ケル降雨

ハ8月4日ヲ以テ殺そ烈シグ翌5日ハ快晴ヲ見ルニ至ツタ故，前記ノ主低気圧 lハ別ニ.!tノ主低気圧ノ進行

ニ気象ノ変調ヲ促カシ祁校灘或ハt1j15IUII県下ノ或ルfili分ユ高Ij低気圧ヲ発生シ，足柄山脈ヲ組エテ山梨県へ治志

)1[ノ澗谷ニ'Eツテ設そ発達シ，雷雨性低気圧ノ状態トシテ北*ニJtノ進路ヲJlxリ湘次埋積シタモノト認メ得ル。

却チi立志A寸ニ隣接ノ神奈川県丹沢山御料地ニ寺シク被害シ;呂志村ヲ経テ北京ニ南都留郡盛里及ヒ1)目地ニケ村

ノ地域エ共ノ紋lιヲ減少シ，北都留郡大原村方面ニ進ンテ埋積シタそノト推測サレル。故ニ地勢ノ北面スルモ

ノ並ー京或J叩叫ニllllスノレモノカ，共ノ被害ノ多カツタノモ当然トサレルノテアノレ。山地ニ樹林ヲ欠イテヰル場

合二兆ノ林地ノ、降水量ノ調節能力微弱テアルコド、説明スル迄モナイカ，立木地ニアリテモ森林ノ種類並ニ状

態ト地況ノ関係ニヨツテ降水量ニ対シソノ調節能力ハ奥ルモノテアル。況ャ土機関成カ軽量まテアルトカ，地勢

険組トカ，表土カ浅薄テアルトヵ，感条件カ重ナルトソノ調節能力ハ益々弱化スル次第テアル。

!$7節水害ノ施業計画ニ及ホス影響

道志村ニ於ケノレ横浜市有林ノ施業ハ水道水源泊謎林トシテj*1血ニ保水力ヲ潤沢ナラシムヘキヲ主眼トシ，其

ノ日的ヲ述スルタメコ回帰年41日年輪伐令120年ノ択伐作業ヲ行フコト、シタ。然シ林地ノ状況カ国土保安上許

サルヘキ範囲デハ皆伐ヲ認メ，コノ分部ユ対シテハノ'KI原油護ノ iヨ的ヲ述スヘキ適当初種ヲ地裁シ，又雑木林ヲ



第 6主主道志水源に起った諸問題 (921) 

仕立テ、従来入会関係ヲヰTスル)註お付民ニ薪)見ノ原料ヲ供給スノレiiti百iトシテキタそノテアルカ，這般ノ水害ニ

鑑ミ次ノ点ニ留Z3スヘキテアル。

1 山地崩壊ヲ生シタ林地ハ絶対ニ地盤ノ安定ヲ保タシムルタメ述ヤカニ樹林地タラシムル必要カアル。将来

コノ部分ェ施~~ヲ為ス場合ハj自対ニ厳正ノ択伐Inムヲ営マナケレハナラナイ。ソシテソノ必要ハ将来ノ施法

案倹討者ニ伝フヘグ，施業沿1j';.史ヲjJ，rJ製シ"tノ事実ト必要ヲ後人ニ賠シIltグコトヲ主主スル。

2 uiJ記区域内立木Jl!!.ノ将来伐採予定ノ林地ハ般jEナ択伐作業ヲ執ルコト、シ，山地}前壊ヲ生セル立木地ニツ

イテハi也況ノ関係ヲ見テ崩壊l百ノ周回10間以内ノ地域ハ全然禁伐休タル取扱ヲナガシムルコトヲ要スル。

コνニヨツテ伐奴i注ノ減少ヲ来スコトカアッテモ図工保安上己ムヲ得ナイコトテアル。

3 ~宣般ノ水害ニヨル山地ノ崩壊ハTiT有林並ヒニ其ノ下部ェ同スル公私有林野ニ被宮ヲ及ホシタ。

コレハ独リ rli1i林ノミ林地トシテ復旧スルタケノ施設テ満足スヘキテナグ，公私有林ニそ非生産的テアッ

テモ保護施設ヲシナケレハナラナイ。

コレニツイテハ森林法ユヨツテ保安林ニ納入シ，林地ノ地波保護工事ヲ施行スへキ政府ノ命令ヲ発セシム

ヘキテアル。

ヲウシテ保護工事ヲ強要シ，傍ラ其ノlWdt重工11ニツイテハ政府ノ補助モ受ケラレルノテT!Fff林経営上ニモ

別段ノ苦痛そナイト思ハレル。

4 来立木地ノ状態ノモノカ水害カ最モ甚タシカツタ。

道志村ニ柴草深取i也トシテ使用セシメル来立木地カコレテアノレ。例へ)~~t1~J: ニ必要トスルモ国土保安上コ

レヲ制限スルハ己ムヲ得ナイ所テアルノテ，土砂押止保安林トシ，一回ニハ水源泊廷林トシテ利益ブ受グル

様ニシナケレノ、ナラナイ。

山梨県砂防担当技師 一番ケ瀬鋲送報告

1 調査開lP"9及ヒ ~t ノ区域

前笠期間 10月 23 日~1O月 30 日

自司ft区域近志川i右岸三ケ椴上流々域及ヒ;lt ノ nI方分水嶺ニヨ日隣j~セル安久保沢上流域並ニ遺志川本流右岸

ノ一部何レモ横浜市有林，林野

2 調査箇所ノ状況

調査舗所附近一帯ノ地i'1ハ何レそ石英閃緑岩ニシテ(生節環ニ営ミ岩質概シテ脆弱ナリ，殊工一部ニ於テハ其

ノ質甚タ軟弱ニテ風化ノ度i軍キエ逮シ全グ其ノ組織ヲ破壊サV タル処アリ。

文1主ノ附;rrノ;休/Jlハ概ネ幼令ノ雑木林ニシテ， I日時ノ伐跡地テアリ，地問ハ概シテ%1，テナグ，地盤モ比較的

強間テアルケレトそ，稀有ノ大悶ニヨツテ今回ノ惨害ヲ現出シタモノテ7ル。，tノ被官状況ハ甚タ蚊烈テ林野

ハ郵ル所崩壊堵列シ， i実IRハ山脚殆ト全部ニ五ツテ決法シ ì実床ハ為メニ甚シグ浸蝕洗ñ~サレ，従来ì%床ユ安

定シタ岩片土砂ハ勿論恭子;或ハi!if士ヲモ探グ浸蝕シタノヲ見タ。而シテ是等ノ崩壊ハ概シテ山腹以下エ多グ半

阪上位ニハ比較的少ナイ。大前ニ際シテ表土ノ湿潤其ノ皮ニ過キ地下ヲ流下シ地中ニ浸入シタ雨水ハ地下1ト

ナツテ表土ト i~岩或ハ撚土ノ問ヲ流下シ，表土ヲ一層軟化セシメ地盤ノ上下両府ノ平衡ヲ失シテ崩壊ヲナスエ

歪ルそノテ，殊工山政以下ノ部分ニ於テ地形凹状fmヲナセル箇所ニ於テ}品i忠カ甚タシイノヲ見ル。

コレラIJMJtハ土砂流トナツテ傾斜地ヲ奔逸スルノテ，其ノi主ニ当ルモノハコレニ和シテ益々暴威ヲi呈ウシ，

愈々 渓沢ニ:?EVハJtノ山科ヲ突破シ， i君床ヲ甚タシグ設問l洗i慌スルニ至ルモノテアル。

3 調査方法

本調査エ於テハ各崩壊個所ノ荒廃状況ニ応シテ之ヲ実施工i也及ヒ不要施工地ニ区別シタ。実施工阿佐、向偽ii)j
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寝台t大ノ虞アルモノテ防護施設ブ要スルモノ，不袈施工地ハJ抗感ノタメ地表制落シ悲岩ヲ暴筏シ昂n~在ノ成ナキ

そノ或ノ、自然tU1日ノ見込ミノアルモノテアル。
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砂妨工事の施工

この調査の結果に基き市は水源林復旧計画として砂防工事を施行することとなり，大正10年 (19

21年) 5か年計聞による総工費 109，837円96銭を計上した継続事業計ITillを市会に提案した。

これを可決して大正10年度を初年市会においても砂防調査委員会を設霞してこれのま器査に当り，

度として21，794円52銭， iillll年度には17，807円61銭9厘の年度約の下に，第-75手として三、ノケl頼

上流水品沢の右J[?1工事より若手L.， 78々 工事中であったが大正12年 (1923年) 9月の関東大震災の

突発によって荷:び多大な被害をこうむるにいたった。



百，6章道志，7}::i師、に起った諸問題 (923)

第 4節関東大震災の災害と復!日

大正12ft:・ (1923
'
1')9月 1日に起った関東大震災において山梨県南都留郡遺志村の木市水道水源

かん養林は震源地であった丹沢山塊に接続していたため，その被害ことの外はなはだしく随所に崩

壊箇所をさtじて，大正9年(1920年)8月の大暴風間の大被害とあわせ水源の荒廃ははなはだしく，

流水は混濁して水道卒業への影響は多大なるものがあったので，直ちに松平腕託を派L-7Jci.原の被害

1m災で崩壊した仲ノ川をさかのぼるIII会の祝祭@l一行 l

調査を行った。

河腕託は数日にわたって神 IJII 

および道志;J11のIIf)(谷にはいり，

精密路交した結果崩壊は林地個

Nfにおいて

山梨県地a1;(Wl浜市水道水源林
|内 373，200坪

に属するも〈
Ii立志村公私有林内

の l 533;200t1' 

神奈川~r;ti:世絡に!寓するもの

2，700，000坪

であってこれの復旧費は

山梨県地籍の分 620，0日目内

神奈川県地符の分 1，200，00日円

1i1" 1，820，OC日内

と概算された。

ついで市会においてもや1
'
/JIJ 

砂防エn;:についてElB!?官庁に芯

Jl，:2{:拠出の刊ーを付託された調査

委員11名がその荒廃状況の災地

的存を行った。すなわち大正13

{i'. (1924'f'.) 8月7日出発L，

7日夜古娘村上野田 1/(1， 8日

事1'
ノ川沿岸調査，山/事1'

で2班

に分れ.tr~ 1 班は 8 日夜金山屋敷~営 9 日航、ケ獄・丹沢山塔ケJ;~ê経， it掛に宿泊， 10日秦野町

e経て帰浜， tí~2 班は山/神上野間(8 日宿泊〕より日日付1 ノ J11・i草7よ;]11合流点・遺志川上流を経，

山伏峠を越え山中・吉田を経て帰i兵L，つぶさに水源道志、川!およびゃ1'/川流域の惨状を視祭した。

ここにおいて本市会を代表する議員はしばしばy忠商務省に出頭し荒廃林地復旧に段]し陳情し，山梨

県庁に対しては水道当局が陛訪陳情した。

当時水問、荒廃の-尖↑JJは一雨ごとにI可流のj見詰jの皮をi自し，災災前I号&最高 2，∞o度内外に過ぎな



(924 )第1繍道志水源かん義林

震災のため崩壊した沼丹沢山

神ノ川に箆災後のこう水のため自然に築
設された樹木による木えん堤(高さi5R.'5

かった遺志川は震災後は14，00日

J立を'~ミW!iする状態であった。従

ってi'ít7j(f~も次のように震災後

非常に経貨がかさむこととなっ

fこ。

大正10il'-JK 45，372!IJ 

1，11/1 48，70711 

I! 12 1/ 46，09411 

(/ 13 I! 91，33311 

このような状態であったので

当局および市会をあげての陳情

運動によって，浪商務省におい

ても相当考慮する所となったが，

山梨県としては同一災害が県内

他にもあって同ように施工すべ

き側所が多く， Wd-~-部負担に

て道志川だけを取り上げるわけ

にもいかなった。そこで22商務

省と数次にわたる折衝の給果，

?xのような方法によっても1燦的

に道志)I1の荒廃林地復旧を行う

ことに決定された，

日)政府は泣志川荒廃林地復旧の指定交付をなすζと。

(吋横浜市は復IBg~93 ， 600円の 6 分の l すなわち15，即日円を次のとおり寄付すること。

大正13年度

mu 
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か 1411 

/〆 15I! 

11 16 11 

村山梨県は大正13年より 4か年にて施工するとと。

件) 木工事設計ItHEff授は山1VHÇ~の fi如とすること。

ここにおいて同寄付金継統烈設定の件を市会に民案し大正13年 (1924年)12月23日その議決を経

た。こうして大工E13年度より問和 2 年 (1924~1927年)Iîf_にわたる 4 か年に施工された商務は71町

歩にわたり工質的，600円を貸したのであった。しかし上記の工事だけではなお荒廃地を残して水源

かん養上遺憾のJえがあったので， (山梨県の調査では全復旧には 554町歩 782，000何を裂するとし



!}2fj~ .{互のJtl志川女流付ノ川lのijj{れ

1î~ 6 'ì~: m志水源に起った諸問Jm (925) 

ていた〉さらに;l!!Ht符に隙↑j¥J'L-

11!梨烈において引き続き別手113

~4 年度lこ年額30 ， 000円ずつの

事業を泣志村内に随行する場合

はとくに 6分の 5の補助役交付

する旨の言明をおたので，本市

はE2り6分の lの10，000円を[ifU

:fr;皮に 5，000r守ずつ負担支出し

て宅Jr::\~の継続を闘うこととし，

n;r:l和 3{f.(1928年)3月市会の継

続鋭設定についての議決を経た。

またi立五、J11下流の神奈川県下に附する荒百七林地{d:[1日については全額国庫負担にて施行され，神奈

)l!mf.io:執行し昭和4年度までに紙$'l155，∞o円に上る工事授が投ぜられた。

4 lE 

大正13年度

ノノ

グ 14ir二度

グ 15年度

間利2年度

。3年度

4........ 5:"f.皮

6-7年度

日-9年度

10-11年度

ス正13{J~泣から昭和11年度まで (tL林，，t、補助 111梨W~;誼芯村〉

jE志川流域震災荒廃地復旧事業成fki表

土砂子干止"保安林 24， 520 

25.421 27，120.00: 4，560 

" 21.35 27，360，町) 4，560 

" 18開| 30，00日.00 5，000 

" 18.80; 30，0日).00 5，000 

" 11. 15，668，00 6，668 

" 7 5，977.00 2，日目。

" 25. 31，500.00 10，500 

" 206，745.00 仏側i

ーっ

震災直後に随行された1抗日E林地復旧工事は，一応大正13年(1924年〉皮から昭和4年 (1929年〉

波宮での継続事業として実施されたが， Jニ記のようになお要復旧地が多かったので，さらに政府に

要訪し，昭和6年 (1931年〕度荒廃林地復|日についてもその補助により追加施行を受けることに，な

った。しかし政府は工事資総額16，668円に対する 3分の 2の9割に相当する10，000円を補助するに

とどまったので，本TIiにおいて 6，668円を負担し荒廃林地問積 10.42ヘクターんを復旧した。

しかし要復旧地はなお多く残されて水瓶、林は荒隠していたので， 'i;l;に復旧工事の施行のために農

林省参りは止まなかったが，たまたま政府が決村不況対策として特定地域に限り，昭和7年 (1932

4了〉段以降 3か特|闘をもって荒廃林地復旧助成金を交付することになったので，本市は区ちに決
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ititiに訂H(¥[iL，同省Ifl~~!; 7J-~山林国営砂防工事に道志川

のJ日公)j '2~W した。その結果，認むるところと伝っ

てこl砂粁止保安林に編入のよ，コ二'('1113，680fIlをもっ

て木市水源林の荒廃復旧工事が随行されることとなり，

m手[18!r(1933年〕度において 2，0001弓，同10ol'(19 

35ol'，) J止において10，500ドlを本m負担分として山梨県

に寄付 Ltこ。

しかし大玉 13年 (192411') 以来上記のように荒廃

林地の復旧工事がjiけられたとはいえ，なお 472へグ

タールの要{立IW也を残していたので， 1昭和12年 (1937

:q:_) Jftにおいても 72林省施行 20，000PJ， 山梨県施行

15，000円の工事が随行され木rnからは札725Plが山梨

.!}I~へ'tH、j 苫れた。

そして昭和13年 (1938年〕からは匡173荒廃林地復111

'Jf;;r，として;立志村において10年間にわたり 320，000

内，年額 32，000円をもって継続施行されることにな

り，木市の容付負担額として， 1言]13年度は 3，000円， 14年度は6，3C日円， lSij三皮および16年度 5，700

円， 17年度5，550Pl，18年度 5，145円を山梨県に寄付した。

しかるに昭和18年 (1943flつ瓦に山梨県に大豪雨があって，林野の崩壊はなはだしく，被害多大

であったので， t2林省は前記llN和13年(1938j]'.)来の荒廃林地復旧在早急に実施する必W0::s2、め，

I昭和18年(194350 皮の道志)11集水区域林野の砂防工事授を70，000円にtH額し1iU!行することとなっ

た。これにともない木市は地方分担金としてその 4分の l叙17，500内を負担し，山梨県に寄付した。

かくて昭和20fr度は25，0001]1，同21年度は37，500円， 1可22年度は50，000円となり，木市の負担は

地方分担金の増額とともに総工 HT?も増額され，荒廃林地の早急復旧工事は年々繰り広げちれ現在

継続施工中であるが，その明細は次のようになる。

同世荒廃林地復旧工事

年度|施行面積|事業
l ヘクダm ルl

7 9，66 

8 44 

9 39 

12 百)

13 9 

14 18 

15 

12l 木市，1trl傾!神奈川県，o担額 IÚJ~~ y;~ 負担釘
iヰ 阿|問"

21，010 

52，350 

40，320 

20，570 5，143 

19，641 3，C日O 4，000 1，口口01

42，000 6，300 8，400 

38，000 5，700 7，600 1， 
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荒廃材 J;!::lll日エ平要施行而主主ならびに昭和5年度主でに施行されたもの

1Emu-叩44UL山改l ベクタ』 ヘクターり叶 ヘグ-<，-，1.-1 、 ル

神奈川県 634.5同 62日間 131.501 441.0日

[ LLi梨県 1 701，331 151叫 107.331 443.的l

1.3お刊 213曲I 238引 制的

第 5笥i 大王宝石鉱区について

大IE5年 (1916-{j:.~，横浜市が山梨J;、から道志村における慰問県有林 2 ， 800 余日]歩の森訴を水源か

んJ!t林として誌り受けた際 lでにして大宮山頂近くに産出する大理右は大正3年 (1914年〕以来

山梨県から採掘市可を受けた扱浜i¥r中村町の銘右l梢会の手によって採釘iが行われていた。そLて横

浜市が水似林の買収後も従来の'm行により引き続いて払下げの討可を得て採掘が続けられたc 当吋

は水草動力によって際石を板状に1J11工して馬の背にrぐして道坂自主を蝕え搬出したものであったが，

遺志産穴理石は元来紫*大別右として日本では産(Eまれなもので，その光tト;~，色彩は珍重されてい

たにもかかわらず， J立志II塊にかとまれたまt関の山越しに交JIDの使を絶たれて，大右のi段位1，大jF

のE~二出は不7司 TEであち，また生産î'l も訓?;;j となって，正三t;HHtttJ主3 ， 0000):方尺程度に過ぎなかヮた。

そLて大工三12年(1923fド〉のズ2i災によってS布石商会も大紋替を受け，かっさいがご破算となって，
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1泣浜市は大理石の払下げを中止す った。 E:災後は道志村住人からも大磁石t弔問の i~fîH!1があ

ったが，対応はこの払下げに依[î~と測して不乱可とし. II広告(1荒机iの研究も進めたが， t之江 l二不利の

結論が出て災行の域に迭しなかった。その後[昭和'122年 (19471，1つにいたり巡芯村の長田沼士太郎か

ら大磁石氏Ifuのrmi11l
11があって同人に年5，000立方尺の払下げをi存可した。しかるにrfn和25;f.12月20

日11ミ干作詩c289号そもって， ~JX~民法が全国的に改正されて大JÆ有・石灰石などの非念日1鉱物J も鉱業法

による鉱物に指定されることとなって，横浜市のn収以来鉱業禁止区域として鉱業権の対然地から

除外されてきた泣lιノrKyJý;\*本に対して，各部の鉱物探仰を目的とする t:U~症が東京通商 I;'í;:tf~同鉱山部に

致されるようになった。ここにおいて阿部からはJ関岡山側に関連してたびたびにわたり公設上の而

においてのな見の照会に援し，その可否について何回にもわたる折街が繰返えされた。浅間は従来

のi賞行による石灰石の試摘や探知iは承認することとし，現在登録済みのま広区内での右灰石の採摘に

ともなって付隠して波乱iずる場合に限ってマンガ Y鉱の探取はやむなく承認したが，その操業方法

については当局から指定することとした。また計可ii寺みの鉱区以外については東京lill尚氏業局長IJ;UI

昔日に!旅情し水源確保水質保全のためいっさいマンガ Y鉱などの採摘を不許可とする婆訪をなじ，そ

の方主!な堅持している次第である。

第 7主主 水源道志村への寄付

ノ'J(i'虫休YS収以後tI17ぶtJと木TITとの円満なる関係を関るため，遺志村の公共施設その他の建設にた

いし，コf:*i立ヰ工芸たから同村にしばしば寄付金を交付したが，そのうち主なものをあげると次のとお

りである。

l 大_iE9年 (192出下)iu::志村やl'地三ケ ì'fTIを中心とする大水古により，泣志付立尋常~:~;，宇小学校低沢分教場が

流失したので校合新築î~ として 2 ， 000 円を寄付。

2 大iE15年(1926年);-n志村板橋部活の大火[とより遺志村立尋常1':~i司:ノトつを校詩ノジミ分教場が焼失したので，

校合新築賓として 2，000円寄付

3 昭干和18 益司年lド令て〔ο19幻33出f年ドの〕泣志村立z尋号~'ì出日

て寸f 円空零!i'(，付

4 昭和13年 (1938年〉泣15村役場rf合1-朽しかっ侠く不便となったので改築されたが，との改築資として

2，000円容付

5 昭和25年(19501，.)[I'I民健m保技法による遺志村診療Pfr 9] ~Q に対して 500 ， 000 ['J寄付

6 昭和3肘手 (1955年〉也志村立中学校の雨天体操域新!UH1
(として 300，000f'J寄付

7 昭和32年(1957年〉沖地・河原則郎洛越地集会所新築g~ として 300 ， 000 ド]寄付

8 昭和33年(195別手)i:il志村立小学校月夜野分教Js改築資として 300，C∞円寄付

また遺志村の悶発と木Tli有林の産物JilG絡の向上を図るため， fa志村の各将(:と子三'1'*にも寄付金を

交付したがそのうち主なるものは次のとおりである。

1 谷村・中野i阜県i主;主坂峠ずい近改修工事

;三正13::rユ(1924年)I主総工司r1-~ 74，607阿のうち横浜市容付金2G，口口o~J 
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2 唐沢・中野線m治改修工事

昭和13年 (19280三〉総工'1f.1'i53，938円のうち，横浜市寄付金21，5751弓

3 LLI伏峠ずい工事

日干117 &r. (19325の総工事1~35 ， O∞円のうち H!i浜市寄付金 14 ， 0001'1

4 神奈川県沖久井郡津久井町t1[同桁・山梨県T部首都泣志村mm問迎絡道路ヱゴ1

お02次腔界大戦が激烈をきわめ空裂が必至となって京京都民・ 11ft浜市民を包士山ろく地方に疎開の目的

で， TIL京都.N奈川県おd び山梨県当日の協議によって上記区flIJ19キロメートルの道路を改修してパス・ト

ラックのi並行を凶ったが，たまたま終戦を迎え院l係 ~í)iiJの刻むもおとろえ，工事の完成が危ぶまれたのでi立

志村および山梨即、のJ2:訂[1~とより木市は昭和21年(1946f!') 度に 100 ， 000 河を工 'Jr資として寄付しとの道路工

事を完成させた。

j丘;よ、の ll.i /， 
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第 2編船舶給水事業

第 1主主船舶給水事始め

五五ノ'j(6 年 C1853{~) 6)Jおよび忽 71j::.rj!々 幕府のひざ元0:戸j:!Jに日比現した出iOli'-lf刊はまさに時の

天下をふるえあがらせたものであった。しかしこの辺'，iJ白米銭すなわちアメリカ合衆国の使節マッシ

ウ・シー・ベリー水n市提JIfがポーハタン号以下11I~rì 71主を率いて綴i足利1にや';¥Yrc1したときから横浜に

おける船舶給水の歴史が始まったのであった。

神奈川方面に伝わっているその当時の伝説によると若い人たちがアメリカ軍総へ水を;!li!般し，そ

の謝礼としてせっけんをもらって帰って米たが何に使用するものかわからず，菜子であろうと思っ

て食べたものがあり，またある者はかまぼこの類であろうかと煮たところがあわばかりたって解け

てしまったなどという笑話が残っている。これはせっけんに対する無知識を表わした笑話にすぎな

いのであるが，その陰に船舶給水の事災がほのかにうかがわれる。またアメリカ艦隊が横浜F字i白r)1

吉岡12隠と金子賞s)Jのふたりが7ff縦によってアメリカへの密航を企てたことが人口にかいしやされ

ているが，このふたりが初め佐久間1象山に密航のことを打明けたところ，室長山から神奈川の桝犀に

泊まっている浦賀同心吉村一郎に依綴するよう，その紹介状を受けて吉村を訪ねたが，すでに浦賀

に引き払った後であったので非前に失望~，神奈川の回船問屋倒屋三郎兵衛に依頼してアメリカ ur

艦への給水般にひそかに便乗させてもらいたいと願ったが拒絶されたというひとつ話がある。

これによって神奈川の間紛問屋がアメリカ軍艦に飲用水を供給したことが推量されるわけで，そ

の要望にこたえて神奈川方面の井水を供給したことは間違いのないことに杓逮ない。すなわち黒船

の横浜沖来執を機縁に初の自的自給水が行われたわけである。

元来この時ベリー提脅がもたらした米国大統領の文書中にも「予また水附提督ベリ{に命じ， {)-: 

件を殿下に告げしむ，けだし日本に石炭甚だ多~，また食糧多きことは予がかつて開き知れること

なり，わが図に用ふるところの蒸汽船，j:大千平を町しするに当りて石炭を費すとと拡だしく，しかして

その石炭はアメリカよりJ3It般せんとすればその不便を知るへ~，もって阪わくば我悶のヲE汽船およ

びその他の諸舶に石炭食級および水を得んがために日本に入ることをずiされんことを乞ふ 」と

あって船舶への給水も彼らの米航の主要目的のひとつであったのである。

この要請は結実し，安政元年 (185Mのには和籾条約，さらに向 5年 (1858S[')には通商条約の

締結となり，翌年6月2日に横浜rJ抗告となって，各国からの商船が相ついで入浴し船舶給水もその

必E針生からようやくひとつの事淡として経営されるようになった。

第 2章船舶給水事業の始まり

l明治元年 (1868fのごろフランス人アンポ{が山手二IllJ75番地の俗初、ノiく怪紋(現在の元社]プーノレの

場所〕というところのわき水を水船に移して船舶に供給し始めると，日本人もこれをならう者がで
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き， Z塁2年 (1869年〕には海老塚与次右iN:jFうが古川IIJj兵衛所有の日の:1¥mJ衰のわき水をもって船舶
局戸6

給ノd<:::¥!tを開始したのを手始めに数名の同業者も生れ，営業としての船舶給水が始まったのである。

明治6年(1873年)12月横浜に水道会社ができて多降)11からの木晶水道が落成し，横浜税関まで

引水して船舶に供給したが，水笠の不十分と水質の不良がjfして満足な結果が得られなかった。明

治10斗二 (1877;1')にはイギリス人マーテンが本牧イ二天下のわき水をもって愉州給水をrm始し，ま

た何年13{f'(1881'[めには寺尾某・村田某の両1~が南太川〈現在の欽温泉の誌にまi る〉に溜池を巡

って初音町まで木1:i で~#7Jç. 1_-，ここから約201 ン私のノ1}(~Jûで i}j;内に回そうし手"ドポンプを{史日j して

船舶に供給L-， 1トン当り 15銭から18銭で販売したが水質が不良であり量的にも不足であった。

このように多数の人々がこの事栄に手を染め， l1J1ifcn5年 (1882年〕ごろとなると撚浜には62石積

みの水紛が261主もあって活践していたという記録があるが，当時は市内が飲料水郊でたいへんな時

代であったから，これらは主として市内の水売業"Ifに卸売するのが主目的で船舶給水は従的なもの

であったに速いない。したがって開港坊としての船船給水の不円滑は浴の発展上にも，また国家的

体雨上からも黙過できない問題であったから，!~~}j は明治16年 (1883ilリ 7 Pl政府に対して新式水

道建設の申請をなすにいたり，その巾51125には「市街並ニ外人間}留地トモ飲用水ニ乏シグ，従ツテ

柏市::011水汲入等ニ困難セノレ/事実今夏上中スノレノ必要ナカノレヘシ。」 との 1l'討を加えているのであ

った。

第 3章水道施設と船舶給水

前記のような創始時代を経た後，明治20年(1887年)10月から新式水道によるJ1!l水が開始される

にいたったが，船舶への供給方法は依然として従来からの給水業者の水舶によって仲介されていた

ので，その需給の保否は業者の怠向しだいで， 1，000ガロ Yにつき40銭 (1立方メートノレ当り 8銭

8座の刻〕の水道水より，なるべく無料の自然のわき水に紛れ不足分だけを水道水に仰ぐという

ようなこそくな手段が統けられ事態はいっこうに改善されなかった。

そこで明治23年(1890年〉に水道事業が県から市の経おに移されたとき，この機会に船舶給水を

市営とすべく計画したが，おりから明治2年 (1869il')以来船舶給水卒業を営んできた海老塚らを

中心に多数染者が大同団結し， i黄浜m泉合資会社を設立して横浜浴i司船舶への水道水給水取扱いを

出版して来たので， -f!1は同会社に対して水道水の一手販売をlii可よることになった。しかし明治27

年(1894年〉大蔵省が税関桟橋の築遣を完成した際水道官も数5没され，桟橋けい弘J自白に水道管から

薩i支給水できるようになって，"r[jはこの illf接給水を「区't~にて開始したが，桟橋のみの給水卒業では

いたずらに経費がかさんで収支の味鋭がとれなかったので，いくばくもなく氏'r~;に委託するにいた

った。

このような経過のうちにも年々貿易の発展とともに横浜港の規税も拡大され，内外船舶の出入も

地加L その{J)1:1，合水量も大量にi主するようになって栄位も前記横浜消泉合資会社や，明治元年 (18

68年〕米地7下水な耳Jf1可に給水しつづけてきたゼラ{ノレ給水株式会社のほかに， IVIi合27il'(1894年〉

には長主主良水会社，同34年(1901年〉には級浜給水会社などが設なされ，従来敏浜1i~Í")R会社との特
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約によってその一手販売に委されていた船舶川としての水道水の販売を一般に開放されたいと似い

出る者があって，明治37年(1904年〕にいたりiiE来の特約一二子販売制をやめ，次の条{'jに迎合する

市住民にはなんぴとでも 1 ， 000 ガロ Yにつき35銭 (U~ 方メートノレにつき 7銭 7 原〕の割合にて水

道水の供給をなす特約条件を市と結ぶことができるようになった。

l 営業111のボイラーまたは手j;!'ポンプ淡町の水船各2i2以上，もしくは妨水機械袋in的およU、付防水郎各 l

笠以上を設備すること。

2 給水場所におけるi!j)J(装置は販売業者の負担とする。

3 給水業者l土地下水とノjく;Ii水を混手1(__，または地下Jを水i立水と称して船舶に供給できないし，立た水辺水

り水舶には水道局の承認した l水道水」の文字を大型した標記を拘扮すること。

4 販売者は毎月販売見込み水i主の 3か月分以上に相当する料金を1*託金として納入vc泣くことくただし保

証金は lC日円以上とした〕

5 販光業者は会引の場合は資本金 15，OOOi'JJj，上払込u1み，側人経営の場合はfUJ諸国悦1か年1001リJJ上を納

むる資格の者たるとと J:!J 

これによって各会社はよ記の条件をみたすべく法人組織に改めるとともに，水道問に111しでて船

州給水にl対する契約を結ぶようになり，それぞれそのJIぇ水坊を次のように設泣し水船にくみ入れて

港内各船に給水した。

1'， tfJ; JFぇ，1<m 摘 2J 

合111'( ì資J~ 申会告 ノ社k 万|司j高際 明治34年11"人経営にi自立り卜ij37(，j'.uft会tjJ;lU誌となる。

|出浜}百 jjt
1fld縮空 明成治立2 ~q:.1J自治の海芭塚を '1，心 lこ会決者が結集して IリJi f:i23 :.jーに会社制U，'&で

" 
長塚良水

柳橋際 IJ)] if:i27 iT-'-j同人経営に始古川司3711介氏会中l組織となる
" 

'ラールo給ノk 谷戸崎限
株式 社;

lりJdi冗年個人経営に始主り[iijlHj株式会i'Iとなら

またさらに，のちにいたり大正 3'1: (19141，1'-) 2月23日弁天湿りの'1"央給水n首会から船舶給水の

ため水道水販売プJの関川があり，:tt協調交の上巡格としてr，;J年4月27日供給契約を締結したがJlJ.)e

きはしな品、つた。

しかしこの氏官事業のあり方については，あるいは'i.;g利的に過ぎ，あるいは非衛生的で，相変ら

ず穏々の非難がやまなかったので， 1明治42'1'.(19091，1'-)新港ι称されたJ_'/壁のi完成を後とし，弘行

官庁の大蔵省はひそかに新i)~けい留船の給水について税関区白を訂砲したが， :{キ給水会社は&致団

結して税関当局に対し強硬な抗議的忠言をあえてし，折詰u と抗議をmねたM:!-i~大政谷の j{('ì~_~ヨさを :fif

って，tfr港のD直接給水もまたゼラ{ノレ給水株式会tJを除く他の 3会社がその衝に当ったのであった。

しかしこの新港給水に際しでは，羽田水遊局長は従来の~if-容を是正するため，水道会全i との水j五水

供給契約中に新たにノj<f~についての制限や公益上必要な諸条件を)111え，仰向[給水の公立:化に努め

た。ついで大正元年 (1912年) 9月18日には市はさらにその条件を強化して次のような通達を発し
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給水会社より詰!i告をlJlIJ¥させた。

(1) 河辺t~~笠 tこけし、引する船舶に給水するとさはオ iñ~'0に lþlüでて給水する。

(2) liij瓜の船舶から受ける給水料金は， 1 ，~~'í:プJ メートルにつき 13~主(1 ，刷)0ガロンにつき59~，Oとし削減すると

とはできないDただし給水器具損料として 1立方メートルにつき HQ以内を船舶上り受けるととができる。

(3) 会lJーからオ i在同に納入する水道料金は 1，000ガロンにつき36銭(Lsi:方メートルにつき 7主HmOとする。

(4) ノJ(~立料金の保証金として給水会社は王 1{J;: ~~OO r[jを水道日に財けZ3くこと。

すなわ b洋校給水については比~E!主に設it; した消火せんからの水道水の泊接給水であったので，当

日はJニ記のようにその売価および仕切値段を明示して，料金の絞ーを悶り野放し営業による1卒者を

防いだのであった。

ついで大正 6fl' (1917年〕にはIifJi~;45il'. (1912fJ'.)以来修築中であった税関桟橋の改築工事が完

成したのを際とし，同1，1'11月28日，桟橋けいfd船舶に対する給水に|刻して新浴j芋箆給水と向様な条

1'1プで11J: を jJI Il.\ させ(ただしノ'j(ftの f~~~il 金l.j: 5ω P:Jとなった)12月 1日から実施した。

第 4主主 船長IJ給水市営の機運と関東大震災

しかるに大正111，)， (1922珂〕横浜浴第 3Jリ]拡張工事が起工されるのをliEとし， IIT当局は持勢の批

移にかんがみ，船舶給水 :'.jr~主がiJl' W.j政策上m火なる i対J:fある点を重侃 L ， i占i浜}豊百年の1;&8をWJす

るために tlJがil'(j主任にガるべき'1'?f"idにたらいたったものとして， 1';司王i司令ノk芳、1~'~と幻いて'l\I 'ii;災1況の

ためIlist去したが，その交渉の途中において大正12'1'(19231，1つの大災災にi出品し一時さたやみとな

っ主こ。

この rx~J J!t;}(}}Z災に I;~Þ しては水道の会拍11泣とともに港湾施設を始め船舶給水の諸施:泣もまた破壊し

Hされた。この大災引に似しノr}c;主主jI訂 I~市|什の被災 (iにどのようにして飲料水を配給するかが火さ

な[l\jJli[であった。そこでわずかに絞ったあらゆる脳訟を徴発佼TlJ してこれにあてたが，当然自E\~)(1給
ゅう

ノk会主tO)ij)j*jl をくみ取り，またIJ占|勾伴 il~)の i愉 i から!!'ì j，j ノkの供給を仰いでIlit，に迎搬給水したし

だいで，その係船舶給水;染者の持昨日も大汚IT1dしたのであった。

このような非'ìJ~JI与のサーピスにííU)\ しつつあったうらに，水道施z泣の災~8Jむf~lf1:11日エ ιも進行し

IiJflllil給水l刻係の諸施設のfWI:H'J:次のように進出した。

l 大 1[12年 (19~3;1') 10バ，自己水行.;ml，ffi際まで佐11.1L， liiiifl(IJlIの山川沖合ノkせんが設けられ4会社の水自1Hこ供
¥ 

給を開始した。

2 大正121，1'.(1923ijつ llJJ，，Hd;.:J 3 -~}).;.:ß'( . 11夫陪・大r上机の 3か所に船舶111給水せんを1Ht泣した。

3 大 l正1311'(1924'1') 3川，給水:t-者のJ!j臨1を入れ Cfí"ríhff，lr去のiYIノkせんをUとして i'hji';~J迫 5TI17jllll長官に船

，，1)111給水せんを満目立した。

4 大正1311'(1924年)10)]，税関筏irsのilil日ニー Jf然成L，I，;)月28[li'J当ら桟情けいfll的に泣按給水を開始した。

5 大正1411'.(192511') 4月M日，初出品1控第3・4・9・10・11号に給水開始した。

6 大lE14年 (19251，1')12月 17~ ， rrr沿岸壁第5・6号に給水開始した。
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7 大正15昨 (192611')2月8日， 1:fi告岸壁21"0 7 ・ 8 ・ 12~ヨーにft水 D~J始l-L

震災後の横浜港は復興材料を始めとして輸出入二宝物火いに集積し，船却の出入ますます増加し，

船舶給水もまたすこぶる 35忙であった。しかし一回には船舶給水 4~長者はた災のた止にこうむった

建物や給制その他事業幻自主の損害 CF~êのとおり〉に対する回復に急であり 3 また染者却における

散しい競争もあって，その経営は削;欠也市j本位にiftれ，利益追求のためにあるいは水道水中に地下

水を泌入する者もあり，あるいはた水舶の修理改良をなおざりにLて不153非衛生なるものもあり，

または協定の制限を無視して不当の料金をむさぼる者がめれさらに給水会社と外[jjj船舶との|五iに

は艦防食料品売込院が介在して一応水f-\:を暴隠させるなど幾多の弊'~，L=が生じつつあった。

f斗戸、 :'fJ: む

h1i iR給水合究 会社

相lilk iilJ )K l' 

長 i翠1*7}¥ I.~ 

ヅエラー，_給水株式会社

震災による的見tl.í':~ノk業者の加古状況

ι 一 舶のみの

資本金 l長:づ)船白112J長距 l長:，L
十刊 日 ! 笠l トンI 笠l

必，州，17，叫芸品I ~I 7朋I i 
30，日明|岨，日oo!水品| 9 7501 7 

l 勺 jだ汽船 1 1 

15川ぉ，州支品I 1~1 判 ? 
礼的制 40，OC川水路?1if¥船

540 

第 5'<手市会の直営論議と買収実現

況

後 l 損~":

判
3長 トン

5 4301 
1 

5日制 2 250 

58刷 2 27凶

335i 

I 

剖 2日51
1 

上記のような実l'b~ρ ら港湾民係者間にはこれに対する非難ょうやくおまり， u三いに世論となヮ

て大正13年(1924年)8月4gの市会にはこの問題がJl5(りよげられて， I水;り'f金調査に!羽する建議

案」が上程され，船舶給水市営促進の第一戸が放たれたのであった。すなわち liJド手7月東北および

北海道方面の農業視察を行った際，小持TIiに立苦Fり向rtj水道部の船州給水の収入が年額 239，591円

に迭しているということであった。これに対し横浜市のそれはお，600円であまり差逃がはなはだし

いので一応の調査を試みたくこの建議案を提出した。」と述べ，ついでその賛成演説においても「横

浜と小稔との船舶給水販売石数のほぼ同様なξにかかわらず，収入金額の差違が甚だ大きUがm浜

市はそれだけ船内に|指価に供給しているかというとはなはだ疑問である。 Trの財政筋乏の折柄十分

研究を遂げて[討以にらしむる必裂がある。」というな見が述べられたc かくしてこの建議案は水道
s 7 

瓦新事業監査委員会にf寸託され，同委員会は陥1I日給水に関する調査をとげ，大正14年 (1925年)2-

jミ 18 日の-n;会において「船舶給水ニ関シテハ該拍舶給水業者ニ対シソノ事業ヲ厳重!HJ~tt スルハ勿論

販売価格/如キ公認ノ純:l!lヲ越ヘサル様監惇7~ タキヨ翌年告致f宣伝。追テ相当 J(待機ニ於テ各港ノ

状態ニ鏡ミ料金並販売価絡/更訂ヲ行ヒ，市ノ収入/添加ヲ計ラムコトヲ望ム」との報告設を提出

し委員長から次の上うな説明があった。

「横浜市が船舶給水染者に征している水科社1止方メートルにつき約10践，給寸謀者F ち的舶に売る値段は
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協浜市との tt1/it~こ1tいてJ!I::ß'\: にお\-'.て 20~;~ ， /(j~~で供給する場合は則投と言う桜町になっている。しかるに現

との状態l工それが励行されていないではないにしいのは日笠で301主から35践にも売り，水舶の方は65抜から70

!rLj平 li会の直営論議と!11見呉羽

しかしながらMD宍llî当局者:こは笠f，-~tr:はな L 、からJR前'11 るのはになはだ凶抵で

このようなJ_t~合 1こは協定;_;i Ji[とし ~C JPi然やめさ仕る乙 J うふうにしてもらいたいと -YW/;-~9-ω 。また~ji\

舶出1 ン，~\(é-m の立'_et;S とする問題につρても委民会で議論があり p 当主者からもあるいは11ft;一反対あω v' i-立公1正日

Gtあとし、は90lJ;にも~'(;つ、い台。

あるが!

回々 ));3 i};~t 行わ払にむであ ι" このr![E("O)!li]認は倍前政ijl上適切な市栄でめるということは日1)jr.~1 であるがF

ヤ 11 の間浜町:<'V')í な1瓜lk に慌らてIfT ちにゴを ;~;iJ_)~) ;:いう沢十こにしイ"ないが， i血n:j1)iiìl~のw刊が完成した乙吉

を作つがよいとι:1，~ {}Jで吋)iJI"oJに尚早と古う結論に主1];主したむであるコ」と。

i I î会も一応委只長;七告どおり i 、I 司尚14 に決定したのであったが，一部議員の ~Uには異論があって，

船舶給水市営の!日lJHiは!l'i改問題とし、うよりは港山政筑ょの制点から考Jιされねばならないと治じ河

また当局者としても港湾政策上その公営の必'llH1oは明白で，IE]も険会あるごとにむしかえさ礼だ。

しか)各給水会社;);いずれも百い毘史を有すでにし 1工しばその公'，lfの計四がなされたのであった。

幾多の非難L-， í~: if.ìtJ)司ーからのものや近くも明治 3ï 年く1904~Jヴ以来の継粉i~~~1後である [j\:ifiLこ，

はあるとしても，横浜開法以来i").!:IAJ~U入船舶に対 Lて低立をあたえ， tj式浜発11"のためにはした実績

や， I削除42{1'(1909"1')新港洛成の際大蔵"吉の岸壁直営給水の計図を押返して給水会社の私営lこか

また東京i'l:の大断水牛反災時における，水船によるm民へのjl[;料給水サーピスなどら~~った努力，

買収の功績もあり，その各会社の平説、内容もきわめて順調であって相当の科益を;収めていたので，

談などには耳を，pすものもなく事業の公営化という災茨をみることは全く団総であった。

且

盆L

百五』 34511J311:百三 4 

I 1拘 2741 1 1吋 I 328，475 抑制I …l

~~~I λJよ[i;-i:BL ZL工戸T-~~ ~E 1~-{1イ
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27 208，0-13 

4
 

ハu
閉
山

Aιτ 

岨22日牛223
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F 
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しかし大正14iJ二(1925Jf)堀江勝己水道局長が新任されるとともにこれを市首となすべく方針を

一回当時の業者であった横浜給水合資会社・横浜W.]'泉合資会社・ R塚l-t水合資会社・ゼラ

ールtf)ノk株式会?土わ 4 会年について各会社の問状肘吉区内容をつまびらかに初登~，立収納低

決定し，
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金額の基準を定めて協定案を作製し，各業者に対し港湾政策上T1J'iltの必要なことを力説して懇談折

衝を支ねた結果，最初頑強に反対した各会社もついにTITの熱ttと一般状勢のおもむく所に従い，r!1

営やむなしの事情を了承し協定案に3213、を表Ll'V立に応ずることになった，

ここに市営の大納なって，総額 183 ， 000 円をもって事業いっさいを市に買収する案を市会に1J~*

した。市会は{可ら質問および討論もなく 9名の間交委員会に付託した。委員会は11月四日および

同月 22日の河日IJ[~会，託子議の結果原案を可決:G. 同月26日のilT会に原案安司とするJユ児に決した旨

を報告し，ただちに可決された。

ilT当局は会社の卒業引終ぎその他いっさいの準備を完了して，大正15年(1926年)12月16日から

船舶給水卒業を開始するにいたった。

第 6主主 市営後の船舶給水

第 1節機構と事務所

12月 161ヨほ営の船舶給水事業開始と同時に給ノ一J<1詰~IJ~ に自白川i給水係を設け，その'L~'1~-~-1~t)jFfrな d ，y、j

元浜町 4-J 目 42番地に設躍した。給水料金は直接給水 l 立方メー i ノレ 11 り 20~~ ， ;:宝級給水は川50銭

と決められた。

開2長当初の係員および従業員は次のとおりであった。

十:J7111ilE iJJLJLL 
ついで照和2年 (1927in12月 1日港[人l小汽，廷に対ずる給水もIL['i立で日]始すむことになった。こ

れは従来個人経伝にまかされていたが'JI c; JiJ!i~、者，閉そう染者らはこれ在不1H! とし↑jの fl\'{_;~給水

の ~f{lが強く起ったので 12'~}W~からrl1 1iZ給水することになったのであって，給水料金l土 1 ¥/:ブJメ

ートノレにつき30銭と定められた。

営栄開始の路、設けられた 'Jf務所は釘定的で不私立でめったので，続出]新港~lijF~j~ に 251干の放地を借入

れし，事務室.J3i栄Ur;ciFJf・ 1*1!t::主・食堂.iti1dなどを完備した l'務所を新築し，別手115年 (1930

il') 11月移l伝した。これによって港内とのi1f1illf述絡もきわめて円滑となりヰi栄巡t日上の使11はまこ

とに大きかったコ

その後削減自ノd<i主給水器l!の1'，月刊の下に運営されてきたが， [Is手口201ド(1915'1'-) 7 月2í~ 2 {x-L!l界:三戦

後の段卵子改正による給水諜の路止によりーn~i工務課所同に変り，その後再び給水烈の設i(Lをみるに

いたったU{1和21年 (1946il')7月以来その管下に出してきたが， Hi1利28i[:(19531ド)12月たまたま

外国船にN-Jる夜間給水に関するJili絡不首j毛によって， FJî"~ノk却をみたさずJj ll巡のやむなきにいた

った事件に刺激され，事業の現栄的特殊性にかんがみ，船舶給水係全船舶給水営業所に昇格させ水

道局長直結と Lて，その適正なる運営を期することとなった。



百&6i:正 市営後の締自自給水 ( 987) 

首(';2 節~Jt {1m 

従来会社から引AWな'三けたノ刈i¥f土9_t.¥主役十数年を終過したもので，芭約しn'に多到の修訂}i'i''tcJtS 

したのみならず，水位保全の上からも泣憾の点、が多かった。一方収益的にも可i'i;;;i去の事業がl協調lこ

;11'みつつあったので， ~:íJ苛は順次設備の改 Ì~~:をなすこととして， {kのように船舶の政治およびn収

を行って設備の充実に努力した。ことにr!T'r:\1'をは立として鋼鉄製水船の弦治に :m ，r~，~と涜き，ガソリ

γ内燃機関およびうず巻ポ γプによる防水能力の大なるものをJ荒川L，水質保全に適するよう改良

するなど.1'iiiU七に努めて7jt干nlJ/なるようくふうがほどこされた。

市長¥.1:去の船舶!Ii;iiiJ.、y兄

!f[l午112{PO日 モーターボート 生 i j! 3ι 

。2{fl1月 木 造 水 船 110トン税 2 " " 
グ 3"1三 4月 銅板水的 100トンむE 1 " " 
/1 3 if.12月 ノト ~[i. i!{ 陥 36.24トY " H 収

11 4ii:"4Fl /〆 115トン 2 " 建 iiE 

昭和12年 (1937年〕にいたり鶴見i'l'方面けい留船舶の増加にともない，これの給水補給の仮宜を

悶るため，この方面に対する補給基地として鶴見区末広11可芝浦製作所付近に筏1奇と給水所を設置し，

船舶給水鶴見詰j1}jを設けて能率の向上に努めた。その後さらに自航給水的建造の議が上り，自IJi(式

とヲi船式とについて22否が別れたが，ついに別手口17年 (1942if.)白血t'cf，JLj建造に決L-， 5月15日その

就航を見るにいたった。しかしこの船(体久井丸〕はi百平日21年 (1946年)11月不幸にもけい留"1'隣

りに停泊していた外図的のガソリン爆発事故の災禍を受けて類焼沈没するにいたった。

その後昭和15年 (1940JI')までを最高として尻上りにのびて行った貿易も;急激に務部iをたどり，

船舶給水も漸次不振となった。ことに!:í~2 次世界大戦突入後は様相も一変して船併給水は微力な存

在となったので，設備的には船舶の修理修絡に努むるのみで!iI逃その他の拡張をなす述びにはドた

らなかった。とくにii¥l¥lI!j;'1'昭和120年 (1945{f.)5月初日の横浜大空襲の際工場のドッグに入り修理

'1'の水船 1!主を焼失ーするなどの災者宅とこうむり散々であった。しかし戦後アメリカ第8軍の進駐後

は質問船舶のLL'，入ひん繁となれさらに貿易の復活後は年ごとに船舶給水の需要をt語大 L-，水自白増

強の必要に迫られるにいたって15:¥'2の;に船の修理をなし，さらに料たに給水船の建造に乗り出し，

次のように建逃を進めた結果その現行功力は下記のとおりとなった。

戦後の建造状況

年同 長 |ωj的 姿

昭和田3!rriiJl Hlrl 引 75馬ゴJ i主主ェγジン 14.98トン 木造船

グ |ポンプ付水船| 判 鋼鉄製 30馬力 ガソリシ内燃限付 115トシ和，お上び155トシ官i

24{IC 1引 船 j 引 115応力焼玉エYジン 19.94ト:/ ;-ミJ"lM丹

25グ I;f，ンプH7l<I守| 引 鋼鉄製 3日馬力 ガソリシ内燃限付 150Iン有i

2目。 IIヨ航給水船! 引 鋼鉄製 150応力 t主主エシジシ 130トン税

29グ i号 i守| 判 115馬力協玉エYジシ付 19.85トY 木造船

グ |自 動 艇[ 引 80馬力ジーゼル 10.55トY 木治船



(938 )百.~2稲 鮪拘併合水事業

)1' 千j 自l 日自 (昭和33'fl2月現在〉

舶の紐釘i医科 揃 型

自 動 艇 121 4おトシ 10軒ン

引 舶I3! 日トソ山トシ 19.85トγ

白 紙給水紡 111 鵬 γ税鋼鉄舶

ポソフーっき給水船 1 61 銅鉄向日 100トン税 115トンlj!t 1151ン税 155トY続 115トン税 150トシ積

ポンプっき給水船 1 11 木造船 110トン桁

タ Y グ的 I 1 

J、
'" 陥

2存3節給水状況

IJ~íll'li給水はTIT';;í"nII後経営順調に進みよく所期の成績を収めたが， [~日平日 4 年 (1929"1'-) 10 Jlアメリ

カ経済界に但った犯す)ieにfiIを発してi世界的不況となり， Jij¥jj;jI'IO) LL1r入も減少し‘そのうえ}tU1~港およ

び川l九百ふ頭の治的設備の盤備にともない，同プJ而にDIW，しする船舶もJtij}J[1L. ，給水量の減少に輸をか

けた。ここにおいて当防は不況ばんliilの一策として，神戸・大阪その{也諸港におけるが:水料金と比

較検討し，昭和8年(1日33年) 3月31日水没{!l!J日条{'i!]'I'船舶給水使用料について改正し，運搬給水

料金約 2~gljの引下げを断行し，さらに同11年(1936 iのにも防波堤内に対する剤取料金を防止す一る

など入浴船舶への給水についてあらゆるす{ピスに努めた。一方この!止界経済不況と世界的"n易い

焔の1:日にあって，日本の貿易が円為校の低洛と低成賃金にささえられてひとり1首HJ1が(r!'び，またf1B

干116!]o(1931年〉にぼっ発した満洲本変の拡大巡Ii~と明和19 {I三(193411つごろよりの同僚nJlの軍備

競争による軍需工業の需要する諸資材の愉入もまた明大し， Ln入船町iも漸次t出力11して，じり伐をか

こった船舶給水も問和10年(19351めごろからようやく需要の増加を見るにいたった。

この間昭和851三(1933{jo) 8月lこは横浜1'1'に大7th:留矧航式が行われ，延ベ 3，119立方メートノレの

陥IIHlliilrl給水を実施して大繁忙をきわめ，また翌 9:)'1三(1934'ló) には横須賀市よりの'S~JljÍ'により 7

月より 9月の!悶において，延べ33，468立方メ{トノレの水量を船舶給水の水船をもって同市に淫i投給

水してその給水不足を応反し，現10年 (1935年〕も引続き 5月から 7月までの陪1に16，245立方メー

トノレを淫i牧給水した。ついで同11年 (1936年)10月末から翌12年 (1937年) 2月まではアメリカ太

平洋岸における沖仲仕のストライキがあって，一時入浴船舶は激減した。しかし[昭和12{F(193711つ

に日革本変の起るにおよんで ìl~f，] ì'州事変以来の船納給水需要をさらに{r!'張した。そして同14年 (1939

年) 7月ドイツを中心とする第2次欧州大戦のぼっ発に貿易はいよいよ活況を呈L.，明和15年 (19

40年〕には貿易額はかつて見ない巨額を示すにいたに船舶給水もまた多年にわたってかこった低

調を11児し，ょうやく 11111'112托 (1927年)，lj');1当初のころのi合水誌にもどったのであった。ことにr;;J

15年5月には東京市に大断水があって，ヨIqllは5月から8月にいたる問毎日水船をもって東京に給

水応援し延べ18，242立方メートノレの水泣をi去った。さらに10月には紀元2，600年特別観艦式が横浜

地外において行われ， 14 ， 08自立方メートノレにおよふ:\n~時自01Í11'1給水をなす繁忙Mとりであった。



( 939) 第6T江市営絞の船舶給水

ついにIliWI16'1'.(194111') 12月8日太平汗戦争にしかるに数年来の1'1際不安のおもむくところ，

その後急J止叫に減少して， 11日和l突入するにいたり， fi易は悩1也I'!'，にせ 1 1'まり!町村正iの入路も iS~減L.，

18年(19431のには船自I1申告水l土全くひっそくして当初jのころの半ばを維持するにすぎなかった。

ついで横浜が空襲され廃位となった昭和20年(1945年〕を最低として，終戦後は:丙:び治力11態勢を

訴した。すなわちアメリカ第8]Iのj1!J¥lによれ!可軍から軍用船の給水のために2411寺Il¥l緊急供給

そのお~1士急淑にのびて昭和態勢を命ぜられて，船舶給水も再び日時代の11"11光'2mびるようになり，

23if. (1948年〕には戦前のj込山~に迭し， fTJ誌の再附とともにその後は"1→とともに新たな船舶給水立

(次ベージ参!日1)の記録をおきかえつつあるのである。

金料水給2高4宣n
市営以来的I1f1給水料金の変遷について見ると次のとおりである。

11" 

般討 illせん料金 | 
1 :ii:方メートノレlこ | 
っ き|陥州給水料金の倍率

日 l μ
O附出 235 

グ

般料金に対する
il{_[ _L tti 3;~ 

l 

現!

EL%:t川!l.fiの附

直I主給水料金

j出n 

大正151，fl2月

)
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12.029 12，336 3，726.73 545，580 149，9日4.2 82 

11.525 11，5:;6 1剖，3珂〔加町| 83 

10、381 9，032 1，829 5奇2，625 161，371 呂R

1，523. 576，841 167，560.00 87 

日j 6，972.00 1，42{1. 640，574 19，j，291目。 97 

日， 7.660α〕 1，564. 667，194 213，144.00) 10l 

1， 1，570.31 171，165伍 82 

7，口25 1，409.18 485.723 158，421岨 73 

不認 G，091 1，223 711 品0，168.30 104，666.34 52 

;1'干 4，R17 961.73 2ラ7，4Cヲ30 76，074.21 39 

833: 2，283.80 6，13 .27 17日，249.50 77，348.241 26 

7041 1日必 制，873・明 63 

1，612. 7，125.5日 447;744 2，7GO，124.40 68 

2，543. 30 ， 322.2~ 663，099 12，617，787.25 100 

4河 4う716. 71，831.75 764，583 116 

5，2;)8 5，357 841，638 33，253，718. 1271・85，757.80 

5，543 7，485.75 130，086.C口 955，537 45，286，858. 1必[
7，215 9，522.10， 1、050，666.10 61，740，629.8Q 159 

8，357 10，960.1(> 328，036 983，716.20 69，871，397 .60 l，j9 

9，488.00 285.321 856，8∞00 58，976，502的00l 130 

υ戸， 5，105J渦 153.195.00 日23，872.00 62，357，095. 1岨

3，367 3，367.00 158，950.00 141 

3，478 3，478.00' 173 ， 9C-O.OO
j 

969，488 77，483，6仕7 147 
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第 3編野毛山プール

第 1主主 野毛山プーlレ

明和24年 (1949年〉横浜の復興躍進を祝い，さらにその15i栄を図るため平和博覧会が開催され

た。この内覧会に横浜水道と関係深い野毛山が第2会場にあてられたので，水道府においてもi約五

会のー施設として噴水池を築造して景縦を添えた。この噴水i也にはとくに，創設水道の11¥成記念とし

て明治20'1'-(1887年〉当時の筏浜駅(現桜木町駅)ÎJÍT広場に設ETーされ，駅頭を飾ったゆかりのiÅ~い

お風の見事な噴水i容をf:rWから引き/¥11して1iI!!設し一般の観覧に供した。噴水I也の築造に当っては将

来50メートルの正式水泳プーノレに転用するよう，あらかじめ芯、罰して設備したので，平和1博覧会開

会後は瓜ちに競泳用50メー 1ノレプーノレに改装し日木ノ'J(Ijj(協会の公認を受け，折から同年秋神奈川児、

において開催された第4回国民体育大会に際L氷上践校大会がこのプーノレで行われることとなって

位向10メートノレの飛込み台およびそのプーんならびにスタ y ドの施設が完成された。

このようにして完成したプ{ノレは附tn2MIミ(1949年〕には瓦JVJ'1'無料公開L-. i!~，~25年 (1950年〕

からは有料とし，その後ih民の体位向上と支のレタリエーショ γに利用されている。

なお， I昭和266ド(1951{1')には本プールのかたわらにさらに児IiUlJのプールも純設し，児童の互

の体位向上と水遊び坊としての役割に任じている。

げ) プールの施設

J[:J)'庁 間fK東ケ丘

競泳プール 長さ 50メ{トル 憾 17.5メートル 深さ1.5-2メートル

飛込みプール長さ 22メートル 偲 ~15メ{トル i束さ 5メートル

児7iEプール平部長方形長さ 39メートル 悩 30.4メ{トル

総深 875-550ミワメートル オ1張 725-400ミリメートル

(r') f-ノレ入場人員

凶4ijル| い フ ー7l9 月 -;;-Rr~ 可瓦r1 rg -Jl"1 … 合計

7dmd8ω 
86，869654g 9 7 

26 1 11，7401 24，5541 32，0471 3，5281 71， -1 71 

27 11，651 41，103 69，246 7，585 129，585 
叩 31j!?1m

28 7，075 42，932 49，541 4，435 103，983 16，3941 10， 26，4621 130，445 

29 11，559
1

1 14， 26，368 
15233342司E 

剖〕 13，0821 62，3201 38，0231 7，8821 121，3071 23，001 7， 一一I 30，041 151， 

31 
山 51 叩 γ 13，0001 7， 209552136，352286| 1 

32 5，9凹 42，0411 64，1031 2，4051 114，458 13，419， 11，649 

33 2ゆ 41 31，6721 53，3471 11， 肌吋 19，4231 13，9日71 33，ぉ01153，987 
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~nJ~C 野毛UIプール ( 943) 
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第4編水質試験

第 I章 創設時の水質試験とその後

創設水道の設計においてパ{マーは水質についてもi深い関心をもって調査に当わその討U験につ

いては権威者として有名な当時内務省衛生局横浜試験所長エー・ゼー・シー・ゲノレツ学臓に依頼し

ひ

た。すなわちバーマーが明治161'3 月 24 日鹿島田旧木槌水道京入口堀寄I主~ t:史7)cLf'こ多翠川水と何

年5月18日ill士、111のrl'野村付近で採水した水についてゲパ〆ツ学師はikの上うな分析成?去の報告を寄

せ，このふたつの)11の原水のi延長なととを立悲した。

イギリス限可て工兵中佐エッチ・エス・パルマル氏二テ分lfノ;ミメ明治16年 5月

18日甲野村ノ上立五河技流ニオイテ棉j明川ヨリ汲]匠タノレ司河水ノ分析報告書

議ホハ包ナグf!j:ナク良ピ、ノ 7:i"J}i、ニシテエJ合言?スノι沈法ハ只;)争色ヲ計j干ノレ極少昂ノ粘土分子ノミ(式盟主;11水ヨ

リモ少ナシ〉該水10];牙中二十JI者U1セシそノ左ノ知シ

一図形物ノ全体

ー シりシック一般

6.8 

2.2 

一般化鉄

ー椛 士

一持魯児

一 方ルシアム，オキサイゴ

一硫限塩

一亜硝酸溢

一 安 説厄車

一蛋白安君主氾E

- ;!j再隈

一浮遊物

痕跡

0.55 

0.35 

0‘952 

0.30 

O.日23

0日口54

0.015 

水 5日日センチメ{トノレヲ蒸発セシメタル後験セシニ痕跡

/ミ

品、色ヲ帯フル若干ノ柏土分子

右ニ示ス ft数ニョロfl.， νハtR模)II~、モ活格お児並ニ紫合醤スル全閲形物ノ骨量続メテ少JRニンテfd寺議ノ表示

~i~ 々タノレ牧且良質ノ清水-)-リ jt硬度ハ災民ノ 2.5 ニ当リ和闘iïl ノ 2 ニ述セス。

右ハ横浜沿ノ為メニZZクル水道ノ水源トシテ使阿スルニ迎当ノ河流エシテ其水質八充骨純粋ァル疑ナシ?ヨツ

テコm.7.kヲ壬JJJ7:Cト比較センニ

一図形物ノ til:"'''f耳オ(:.そ殆ント同ーナリ

一作怨児/[J1:...、王)11ホヨ古そ相校JII;I;ノ万少r;tナリ

ー盟問酸塩ノ最ハ雨水トモ殆ン l、同様ナリ

一 安説足直目立ニ蛋白安詰Uê.亜ノ長ノ、主)11 ヨリそキfI扶 .111 ノブJ多昂tナ J トス，然レトそ;十!H~JII*ハ::E ."I水ヨリ壬

反ッテ消潔ナリ。尤よそ右苅水ノホ賢二カカワノレ差i主ハ〈安訣厄ill!ノ良区ヲ以テスルトキJつ相模)1'水ヨ 1そ

ごE川ノ':kith<flナレハ商問水ニ付テハ殆ント甲乙ヲドjシ雌シ，今i高対、ノ骨折結果ヲ示スト左ノ如シc



Ztn草創設時の7k't!l試験とその後(945) 

名 称
明治16年4月試験 ! 明治16年 5月試験
玉川水|相模川I水

国 形 物 全 J 盆1

シ リ シ ツ グ般

酸化鉄並ニ粘土

格 ;ffi. 児

カルシアム，オキサイド

硫 酸

IIfl 硝 E車 gt; 

安 f奇匝2入γ m 亜

蛋白安説 j己亜

燐 殴

浮 首E 物

18831:ド6月12日

7.1 6.8 

2.5 2.2 

0.112 0.55 

0.473 0.35 

2.2 0.952 

0.26 0.30 

0.02日8 0.023 

0.0022 0.0054 

子
一

5

跡

分

一

訓

痕

怯

一

微

ノ

一

倍

盆

一
少
一

砂
一
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並
一

川

制

批

一

間
む
一

主

多

一
柏
一

内務省衛生局横浜試験所長

ヱー・ゼー・シー・ゲルツ

こうした行きがかり上，その後の創設水道JJ1l水後の水質試験および検交については，主尚一の水道

事業の規模からするも専門職員を常在室するほどの必35がなかったので，県は引続き枯1I;兵衛生試験所

にi属託L.，採水試料を賭けて試験を依頼していたのであった。これは明治23年 (1890年〉水道の市

移管後も河様に行われた。

その後明治37>1'(1904年〕にいたって東京市水道官防コら上水道水質試験淳、について統一協議会を

開催いたしたい旨の通知を受け，本市もこの挙に賛同し嘱託技手である横浜衛生試験i'li技手を派iti

出席させた。この協議会は同年3月東京市において開催され，採酌法・化tf試験法・訴III菌学的試験法・

飲料水の適否判定の4つの方法について上水水質試験1去をtZj/iEL.， 4月 1日より尖施することに決

定した。この水質協議会は次には大阪市においてDf1illiされ，上ノ'K協議会の形態となって年々定期的

に開催されるようになり，やがて発展脱皮して水道協会への進展を見るにいたったものであるが，

それは別として，こうして横浜市は水質試験については内務省航i兵衛生試験所に鴨託L.， '1' 800ドi

の手当を支給して明治年間の20年あまりをすごしたのであった。この間u~2 回似張工"jfの言 [-1団羽査

に関述し，明治41年(1908年〕の職員録に微生物調査に関して嘱託を泣き，当時としては高級な月額

200内を給していた記録があるが注目されることである。その後大正2iF (1913年)6月行政整理

によって横浜衛生試験所が廃止されるにいたり，やむなくこれを市営の十全病院に依P属することに

なり，水道局は新たに同病院のため水質試験潟として備品針1，135円，試験段1;106円の追加予算を

計上支出した。その後5年間水質試験はト全病院に依頼して行われたが，7¥_正7'1三(1918年〉にい

たり水質試験をいよいよ水道局において凶営施行することとなって，試験設備を主主え閃:I.j:'.7月25日

野毛山派出所構内に水質試験jifr:>2設け試験を開始した。|可年末のjþji[~立によると水質試験所1im~fI_l と

して 2，119内22銭 2A互の試験器具が備えられていた。
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その後大正 9{j三 (1920年)8月 3日に道志川i水源地帯にまれにみる穴水容が生じ，山津波により

その被害惨たんをきわめ河水にも大きな影響をもたらすにおよん-c次のように水質特別調査が行

われたことは直営水質試験所の効果ともいうべきであった。

第 2主主 水質の特別調査

tr~ 1節 異 常 出 水 に よ る 上 水 の影響調査〔大正 9年8月〉

大jf9 '1' (1920il') 8)'j 3 日道志川はかつてない大山水により流域の被;~惨たんをきわめ，河水

のこん泌はすさまじく実にけうの状況を呈した。 i可ノkは約 2 か月安経てようやく i卦町!の'tì~1!出に1hl し

たほどで，いかに災古'が激しかったかを想像することができるのである。

従来横浜市水道;.[L::t止、川原水は常に?ni立で，たまたま降雨でこん渇することがあっても，たちまち

ii'n笠にfJ!iL-. 'i;~に ii1Jffrさにおいて{也にその比を見ないものであったが，この出水後はわずかな降雨

によってもはらにこん尚し，そのfl_1tt_笠作業は以前のようにいかなくなった。これは一つに流域の抗

院に但囚するしだいであったので，その尖怨調交をなした結果次の試験成総をねた。

異常出ホニヨJレ道志川水質調査報告

1 三l 事一

コノ台瓜ハ 7 月末ヨリ琉球ノ京プ~i毎上ニ現ワレタルモノテ， 8)11日朝大京おノ北京ニアッテ， 翌2日九

川南部ノ沖ニ米タリ， 徐々ニ北進シテ 3日尾久尚町j;rrニ述シ， コレヨり北J1rユ転回シテソノ示!ム738ミりメ

{トルニ下リ， 4日正午ニハ紀川熊野灘ニ移リソノ1j:1心 724ミリメートル lナリ， ソノ談愛知県ニテ本土ニ

上限シ 5日午前 6n寺山梨県ニ到達シテ中心示Il!770ミりメートルトナヅタそノデアツテ，道志村ハソノ中心

ノ辺過地点トナ九神地ヲ中心ニ笹ノ木ノ東部ト河原畑ノ西部約 l盟ニワタツテノ被害ノ、笑ニ甚大ナルモノデ

アツタ。

暴 風 雨 ニ

場 所| 一一一一一τ一一一一一一一一一一一 一 了 一一| 一一一一一了
|雨 Jtl I主 L 庄雨 f止 i気圧|雨量 1気

元U1;:Tぺ「ミリ引 ミりス …7τ 
2 水質試験〈道志;11ト相模川河ヨピやl'ノ川1)

呉'f!¥'n寺ノ道;t:JII原水ハソノ7}::.1:1不良デ多fAノ{段位子的粘土ヲ合有シ，タメニ絞述t遺品池へノ障害スコフ
e

ル大

キク，当時収入口附近ニオケルモノト下iJiE~;日校;11 ト合流後住;11 ノ泌入ニヨツテ稀釈ザレタ後ノ中沢派出所附近

ノ水質トヲ比較試験ノ結果ハソノ j高級ニオイテ大差ナキモ{政粒子的粘土ノ影響ニヨルi品問ノ!正ニオイテハ良ニ

大ブル相;1sガアツタ。

J)~m( ヲ 10% トナシタ試験

マタ!日水2迎Ii1J後本;wド凶側ニアル主流タル刊3ノ;11ニツイテ，ソノ上jjiE1介流点ニツイテ;且;ι;11トIヒ絞ス

ノレトキハ別記ノ如グ仲ノ ;11ノノ'1<i'1:ハi立志JIIヨリ活力ニ良TIデアッタ。
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点目

(備考〕 化学的成分ハ 1Iリットル」中「ミリグラム」ヲ示シ細菌 l立方「センチメートル」中ノ街数ト

ス。細菌学的試験ニ供用スル豚質培養基ノ「ゼラチン」合長ノ、ソノ百分中15分ナリ。

3 浮遊物

当時ノ遺志川エオケル浮遊物ハ大部分砂，粘土主主ノ無機11物質デ有機物トンテモ植物体ノ断片ヤ目見J由貿ナド

デアッテ，動物ノ断片オヨピ都市的際物デアル家院院物ヤTlj街廃物ガ検出サレナイノテ，人千百ニヨル汚染トハ

認メ雑グ，水源地域ノ土壌ニ起因シ地質的風土作用ノ最終産物カrLLlIIUノ刷版ノタメニ混入ヒルモノデ衛生E学上

限慮、ヲ要シナイト言ヒ得ルデアラウ。

4 浮遊物試験

強滞日年ニ多長ノ原水ヲ溜j邑シタ穏紙上ニE長官シタモノヲJi、メ'iif;iElニテ乾燥シタモノヲ検出シタ結果ハ，理学

的ニハ翠l汚灰褐色'i1綴密ニテ兵ちliナグ特殊ノ形態ト52メ符ルモノハナイ。又化学的ニJJ..ルトキハ 100分中ニ合

有スル成分ハ次ノヤウナそノデアル。

水分 (H20) 27.80 

酸化カルシユム (CaO) 5.62 

燐灼滅失誌(有機物) 7.40 



百~4籾水質試験(948) 

3.30 

35.12 

酸化マグネシユウム (NgO)

磁波 (SiO，)

カリュウム (K) 住倣

17.41 般化鉄くFe，O")

ナトリュウム (Na) 住微

3.32 

~ニ顕微鏡的試験ノ紡泉ハ粘土オヨピ砂粒ノ細分子， r'主化鉄， I自物ノ組織的政片ナドヲ検W，スルモ， ;jjjf，民繊維

ノ f庁八一及ピ紙片色系ノ放出ソノ他直j主人:rt~ニ 151スル物質ヲ検出シナイ。

般化アノレミニニウム (AL，O，，)

浮遊牧Jの状態5 

ソノ如11吋ニ倣制11ノ質ニテiil;ij:シr!i:キカヲIIt洲シ付ル次第デア

ル。ソノ微紅r子的粘土ハ;宇治ノ状態液状ニシテ恰モ阿限 (gclatin)マタハ泊:天 (agar)

~Iinfj似γ，コロイド (Colloid) 的状態ヲナシテヰル。絞述源i坦デハコノ和コロイド状態ニオケル似性子的粘

土ハ完全ニ抑留スルコトガ11¥31:ミナイノデ，減過水モ日出ヲ!TI:シ 8TI 6 日ノf決モ ~':i グ 1何時 ÎIJ( i基シテ f タガ異状

ハ ~j\i.日ニワタッタ。然シ外間ノ災状ハアッテモホ '1' ニ浮前スル粘土ノ申立メテ倣ik デアッテ，阿倍人体ニ彩~j.!:~

ヲJkニrWi平セルト

以ノ11(1，日消ノ状態ノ、721時間後ナオ101立ヲ示シ，

ヲオヨポスホドデハ勿"向ナグ，こu自ノ状況ヤ消印ノ試験1点以ニぬシテそ，相j生学上ニ危険ナ汚染ヲ随11'シテ

fナイノデ飲JIJニハ差文エナイモノデアッタ。

古車i品;j(ノ臼n
溜J品水ニツイテハ顕微鋭的試験 (11]"検水 5，000gヲ抹リ附 F板ヲJ)テオオイ i試験所天利主主ニ10分HIHS，_!l.:，

ノノ器成ヨリ1-:-i(Jj之，之ヲJ主心i):澱1m所同ノガラス:n;ニ入レ， 20分作11j， l!'ニソノ :{l"n:工ヨリlOgヲ汲I1又再ピ10

6 

分[iI!:t:!l心器二1'1')1] γテ ~Ii'底ョリ再ピ倣此ヲ採]1;( シ試%1U スルニ，粘土及ピノ主般化鉄ノ細分子ヲ倹出スルモソノ

5:s'i:ブJセYチメートノC，{也異状アル物11 ヲ~~2，メズ。又大腸碍J試験ニツイテハ可検水 1 立方センチメートル，

10立力センチメートルヲ 1% ブドウ制)Ji1悼j皇室 I1 ヲ峰ッタヰューネー L1:5霊前~:f ニ注入ス， I史氏37民ニオイテ24

時I Hl !;'H:t後的検スルモ(f'J::~:大!日;菌ヲ検lJ1セズ，又可検水 100 立方センチメートルヲ内奨ìl- l凹立方センチメ

ートル1'11 ニ日入シ1"氏371止ニオイテ約24時fUl1N悶~膝氏怒天的交基ヲモッテ分自t杓険スルモfiiJ~下大時的ナド

ヲ検出セズ。
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(950) 第 4編水質試験

l*~~喧佐一一[-空 1i21七凹[唾哩J里山Y~J立

7 i1il過池ノ効力

跨bkト瀦過水主要成分ヲ比較シテ溜過能力ノ良好デアッタコトガ知レルノデアルガソノ効率ヲ挙ゲルト次

ノ扱デアッタ。
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第21芋水質の特別調査(951) 

クロール減温効率

illl谷nr7]( Jg 

附 ifilm 水!，I_l旦P-;ULf」 Li-EL土 0) ;-f~ 
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(952) 第 4編水質試験

細菌議過効率

~J_; E事
:争 .* 阪本紅菌数最 高 1-:最一一--:il平 均最 高 1最

抵 l平 均

西谷浄式場 8月5日 2，{l∞; 50 97.9 

10 600 20 98.3 96.6 9'7.3 

13 250 32 18 97.6 87.2 92.8 

17 280 J.1 4 7 98.5 日0.0 日7.5

20 1，500 26 9 18 99.'1 98.2 E自.8

mr毛山i1l-7Jdl~ 年 均 i 98.4 日4.9 日6.8

8.'16日 1，800 43 12 27 9l.3 97.6 98.5 

11 6曲 11 日 l 10 98.6 白8.1 日R.3

17 20 10 96ト日 93.3 95.0 

2日 4 99.6 98.0 I 98.7 I 

平 均 97.6 

第 3主主 薬物沈でん法の採用

従来;[[志川は時に，;，:U持することがあっても却水の回{立が迷かったので，薬物i5仁澄をなす必要がな

かったのであったが，大工E9:il三(1920'>1'.) 8，1 3 rJの水源地4告におけるまれにみる水害以後河流混

沌L.，肋じし、て「口，jJJ20 日の緊i'Ti;~町米'in~N;:J-)¥"; i'Jllねるにおよんで，ついに薬物rMfi.に上るほかはなく 8

n21日午前 l時初めて実験的曜日2試験に乗り出すにいたった。

これはI&有J青山派出所内誹砂場において，あらかじめj;~!渇をもって路市干した明ばん，または硫酸

アルミニューム〔最初は1守山おぶび西谷に在日Lした即]ばんを1l!!T_3し次回から硫般アノレミニュームを

使用した)ìi~を水路に向って jJÍti斗L.，極力滋和させて沈でん池に埠入して一定11寺静止後四谷および

野毛山浄水揚へ送水した。その作来以況は次のとおりであった。

一?竺竺竺竺:空竺竺竺竺9，竺竺竺:if-!一~!il…?叫一…一一一叩叩一"'jJ一 一 一j払…一…m

:f:司二J」;::日;1:11;-JJ乙子J1二二二1注日日2τ一弓R円;131T一三子;:11 :]] ; 

:ι~2 i 二品11iikFiiプ三
第 4主主 関東大震災の影型i

2111節 水質試験所を西谷浄水jj告に移iR正復旧

大正12年 (1923年)日月 1日のそ1京大渓災に除して野毛山浄本ぬの政減とともに同所内の水質試



第 5:4i: :a1災後における;$2次水1l:!j.lj，別調主主 (958 ) 

l験所も焼失したので， iJミ災後一時やむをえず仮十全病院の一部を借りて試験を続行したが，日正!こ11

月4日にいたり水質試験円?を四谷冷水i易構内に復旧した。

しかし災災直後の当時では水質試験用路兵材料などは|苅京地方では人手悶雑であったが， -y，-阪1Ii

の好芯によって寄贈を受け試験を続行実施することができたのであった。

~~2 節 宣言災後ソーダ灰の使用

大正 9"Io (1920年)8月の水容にiJl続き|可12"1'-(1923{f)日月の大震災によって水源林-fPの荒

廃はなはだしく ，Jj;~水冷皮10 ， 000皮を示 tlこいたわ大正13{f- (1924年)2月10日から従来の硫酸

ばん土注入に加え，初めてソ{ダ灰を官i'Jl J してì~しでんがJ裂の促進をはかった。

第5章震災後にむける第2次水質特別調査

第 1節水質特別調査

震災後順次試験設備を充実し水質試験は凶谷浄水場を本拠として，毎日戸il(f'ノrJOJ:iにおける防(7)-:お

よび浄水について，また定期的に水源地方における原水ならびrIl内各家庭の給水せんから放!日する

浄水について深水試験を実施してきた。しかるに昭和3年 (1928年〉にいたり，水伎のせん明なら

びに変移を考祭する白的で道志)11の水質特別試験を災施し次のような成絞を得た。

i旦志川水質特別試験成総

1 試験方担、

理化学 íi~，試験は祝~01jj}所後，制!菌学的試験は現場において[日ちに出廷を行った。

2 検査施行区波

山梨県南都&都中野村及び治志村成の I Llí:!:峠に発L，刊1~~JIU弘津久手!郡市)11村nLL昨白子似浜市水辺]民入口

に至るml.流域の行程約15mである。

3 採酌場所と試験成績

-JH叩j 4431FduilTV佐i細菌数防護1ht

r日間昨日叩
i円 17321÷011Tillj-i713己点j1J:

1副41714礼百八iiijj
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なおこの特別試験は引きがcいて!昭和4年および 5"1'にも災IjIJiされた。

tf; 2節濁度検定の実筋

よ記の水'1't1èy)JIJ制s_f.と同時に一方では 11{c~f日 3 1，r (1928年)5 nノ'l(iU;ijlj'山における以水のi持!ム検定

の調査をIJ似合し昭和5年(1930年)10月までに{Xのデータを得た。

1 毎月の平均尚皮

一般にI\':j きは 5~10月の多雨不 1良川は 7 月一前向苛の強雨のため，次は10月一一多雨手。一般に低きは
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第 3節その後の水質試験

その後この上うにして水質試験はl珂谷nf7_kj;{~.櫛内において毎日の試験ならびに定期試験が行われ，

その日その日の日認を果Lていたが，その試験に大きな変【'Yi.と前進を与えたものは~n 2次怯界大戦

後Jill:合mの進駐と相伎淵原水の状態であった。

第 6章戦後の水質試験

uτ2次[11:界大戦の終結による迎合軍進駐後ノ]く)丘に対する進ml軍の監視の最もきびしかったのは水

質の問題で， J1;5'~京iJ入力{や成1rl出ヨミなどがnrí主され.iJ入状況の殺行のため'ìi~'mJ の殴視rrが fì_[ï谷 ií'r

水場にiit在L...常時その品'f~l~ を刊iiE していた。このj昆奈滅附のfI:'lrを受持ったのがノJ(Il'.[試験係であ

ったので，これは~íi.1c低な仕事ではなかった。そこでさっそく淡町j担当ミ測定のため切手が 1 名t自民

され，係nは技術民 2名助手3ぞ!となった。こうして水源青山以降西谷浄水坊主での水質試験と配

水池ならびに市内各方ITiiの水せんの末端における残稲城素の摂IJ7Eが統げられ，そのリポートは進sYi

w占領期間中は毎日軍に拠出されたしだいであった。

ついで日目前124:11ゐ(1949"1')四谷(frノjく場における急迷わ)@r池が8池IH設されて技1，町民 1名j昨日され

さらに同27II下 (1952"1'.) には中日校品切の原水iJ~取入れられるにおよんで相校i同系各池の*'i'l試験が災
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lj~されることになってさらに{，\l.R も IF] 員された。

一日主主主瓜i誌刀2 くると微粒子ーを合んだ?~:î;'~'Jしかるにその{奇相模湖jにおける，IJ_;'(7J~のあり方をみると，

かつifl段η宇宙iには W~!{~_\J'却が無訟に発生するという状態

このw本(t')対策を樹立する必要がノtこに"1':態はろi砧t車Lこ/¥..さく;51盟tとおよ;ましたので，

じ，各部の試険研究が必~y となり，功、1~訊験気を」水"式提言 JI，1に ，1M棋を拡大し軌wを15!~1(こ W:5~ して

i交のものが1'1叶:こ2コナニ〉て尚iJ};え¥tlL-， 

であった。

1 さらに'物学("jの ~!I{riおよび試験をもなすこととした。IE1，のi:!iI点!ならびに1'1'f七年試験Cうほか，

ろ 1也 j，W九千ろ;1\\1ij'ての{山ろ )~ilUこ1>' 1 よる諸試験およ'(，<:.:町iうピをーた設備(''.1には Jtt!ç0:; λjéi位もン'é !.ì~，く L ，

さらに\I~H-\131{f (1956:~i:'_) ;こはi:rrlドド句試験室をもう:[JRL，水質に1)¥1する各飯郡在liJIヲ1I'J:段とiWめ，

IIr:ik設備さ札るにいたった。

2 この UJにおける件別}IH-fとしては記ずべきはまj'_1二lU相模湖における生物F干1'!';jiWJ3主であって，

まだろ冶1，告の砂t~~に関する試験研究ir:..，{ にわた pてJ改良吉1111点目心木'J:.iiJlJ¥:羽l二百jj~j 民むをさせ，

さらにi;;'(-r主 ν')}~:，l，fi1にともなっ的対1淀川定試験在も:kJ也Lゃね民Hlll)i拐s吋CEt:fjった 4ーであり，

つつある。

P.H' i砧なお，現 (:E'ìl~!I~'j:tJ. '{日1"1:;，:と〆て Xbi:i: 1 の ;~!，、鮫は1下水j})1<:ti虫のB}t ll\お主ぴrfTjl(につし 1 て

)jzi.IJF以降l万三各地のJjjf!立・詰mLz<fλ険および各配水{也の校長YJ;己主につ v て紅IJ出鳴去をおこなうほか，

またtliJI¥およびill志J1 ¥上あるいは紛舶給水ならびに1\11人!日「池の A:せんから lB る.~，'ítJYについて，水

さらに臨時試験としては新設配水管および流における汚水にっし1てそれぞれ定期試験をおこない，

給水せん異常についての試験や，硫般バ γ ド・ソーダ灰その{也各種材料の試験ならびに水i宜l~? ・ろ

iE砂などに|罰する調査研究もなしつつあって，その業務内容も化学校の普及が必要とともにますま

す広範屈に拡大されつつある。

菌滅素塩第 7掌

五~g軽減窪{については最初ある会社におし、てソーダ製造との悶産物として発生した伝素の処分に部

り，その利用法について研究中アメリカにおける白菜滅菌伝を開いて，社員をアメリカに派遣詞査

させた結果初めてti~~告滅菌僚を製作するにいたったcの説がある。

横浜市においては大:iE1l年(1922年〉に初めてりォー νス7'/ド干アナ γ会社製MSA型湿式減

，~かしま菌!機 1 台を当時価格 2 ， 50口円をもって初めて試験用に購入~，野毛泡浄水場に設置した。

2号配水池に設設したEELもなく関東大震災のため水質試験室は全浄水場施設とともに焼失したが，

素滅菌俊は無事であったのでき1113if'(19215めこれを四千子浄水坊に移設復活した。

この滅菌撲のi荒素注入能力は 1日10ポy ド程度であったため，翌年7J<iImよlAEr:::.防チプスし方当し，

患者が発生したのを援として，同14年 (1925年)4月応急に簡単た乾式i成議機2台を (A撲は 1日

B擦は同じく 69，6ポゾド〉レイポノレト商会から購入 L，配水井ーに取付け 4月

12 臼から 100 方分の 0.2 の海素注入が可能となり，同年中Ì'~次のように浴素のiヱ入による殺官、iを実

施した。

注入品Eカ38.4ポy ド，
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子 72r1扇
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これが木市におけるHJ，来注入の初めであったが，当時は水源に伝染

病TJ;I，、者が発生したJ;f，j合にのみ注入して平時は注入しなかった。その後

昭和4年(1929年〕に新たに絞iiliろiflli也配水井に 1台設置したが，昭和

4 ~ 5 51'. (l929~1930年〕のころ配水立が増大し水量不足となるにお
かたびら

よんでーn神11，子)11の水を四谷浄水域に湯水して支の急場をしのいだこ
か出ら

ともあったが， 111m子川の水は水質ヒ良好とは古川、主jlかったので殺凶の

必要を認め 0.5PPM (1∞万分の0.5)の塩素を注入したが， ~ ~" 
'-V_.J '-

とはかえって有機物と合して異常なでい臭を強く醸成発ll'iL，その怒

臭に苦労したことがあった。

またI昭和11年 (1936年) 9月にホイラ一式急速ろiE施設の液成の際その浄水i池にj昆素滅的機をJR

1，1 けfこ。 これは新砂の関係上同ろ過池系統浄水に納i閣が多かったので，その滅菌のため同年5月7

日以来日月 10日まで毎日注入したもので，その災l験によると配水池における細菌は収索注入iitO.l

PPMのとき細菌数は3であり， 0.2:P PMでは 2，また0.05PPMとする場合は7に附加した。

昭fnl2年 (1937;の 12凡に磯村式MSV2Jf!，n空式2キログラム l台を購入し，在来の古い機械

と設備終えした。 これで絞述，急速同ろ過系統にそれぞれ設備能力に応じた滅的設備となったが，

~空式の採用は ζの時が初めてであった。

昭和12年 (1937年〉この整備ができてからは一応年間常11寺0.1P PM注入，夏JUJは0.2P PM注

入し，特に伝染病発生の場合は 0.3PPM注入のことに方針が決められた。そしてこの方針は終戦

までitけられたのであった。 しかるに昭和120年 (1945年)9月終戦直後述合国軍の進駐となり，程主

浜にアメリカtiE8軍の司令官Eが設置されると， 直ちに?司令部1m係官の西谷浄水場検閲があって， j草

表注入率について次のように指令された。

1 注入;+~ 2.0P PM以上

2 配水i也の残JlW堀ヨミ 1.8 " 
3. w宋の f〆 0.4 ノノ

この指令に応ずるためにはj昆奈注入率は， 2.2~2.5PPMを必要とした。 ここにおいてまず塩素

注入機のt147設が必要となって，同年 9月9日混式 2.5キログラム援掛機を4台設置し， さらに同月

10日から151'1までの|自に 3キログラム機5台， 1キログラム機l台を購入設立ました。

しかし機械はそろっても終戦後血友およびボγベの入手が凶維でこれの確保にはまことに苦労を

支ねた。すなわち昭和電工株式会社や保土ヶ谷ソーダ株式会社などの工場に自動車で引取りに日参

したもので， ある11寺は原材料が全く枯渇したため，$から盗の補給を受けて工場に配給したことも

あり， また進駐車が直接アメリカから運搬した#iIJ.奈の支給を受けたこともあった。

戦後このように一挙に多量の筑紫が注入されて驚いたのは一般市民で，アli併を知らぬ市民からは

水道の水が茶臭くて飲めないとか，金魚が死んだが飲んでも大丈炎かとか，お茶がまずいなどと積

非々rr多な昔前や!照会がにわかに殺到して，本怖を説明して納得してもらうまでが大変であった。そ
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の後問24年 (1949年)12月に前記進.!5:tllim令のうち第 llJltt}2項が廃止され， !f~ 3 lJîの ~Gノk管宋に

;;i;~W注入率は1.2~ 1. 5 PPMと下っおりるE主ぽ邸京 0.4P PM以とというだけむ指令となって，

この残留塩素について昭和24年(1949年〉と同26年 (1951{1'.)に塩素i:i:入車と配水ね残官塩素Tこ。

および市内各測点の残留塩素との詩下盆につuて調査したが次の結束を得た。すなわち注入率の低

い方が降下震が少くなっていた。
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塩素世入費の国庫補助第 8章

日本塩素注入51の地加は終戦後進駐軍の伝令によるものてーあったことは上記のとおりであるが，

の7lci:草とアメリ古の;k?止の相述というか，その指令された塩素注入王手は従来の日木における水;草塩

~~にお素注入の?出品を越えたものであった。 iとってその成策注入に要する費用も巨額に達した。

いて軍の基地とし軍の指令によって寂への給水の蛇命を有するが1止にとの大量の底妥注入の経費を

この国家的使命に基づく奉仕の経質はー水道写業経済の会うべき性質のもので負担するしだいで，

はなく，国家の補依すべきところであるとして府和23年(1948年〉に凶障の補悩を申請し年々次の

ような机償を受けた。
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第 5編 横浜市が買収した橘樹水道

第 I章 橘樹水道の沿革

横浜市に合併する前から鶴見町の臨港埋立地一帯はっとに工業地として開発されたが，元来水利

の恩I誌に乏しく，水質の不良と水量の不足は大きな悩みの種であった。そこでこの地の浅野造船所

は大正8年 (1919年) 3月，自家用水道を敷設し，その余剰ノkを付近の工場および住宅に分水して

いた。その後間j自主主の発展にともなって開拓者であった東京湾題1立会社は水道事業独立経伝の必要

を認め，旧生見尾村・町田村・田島村を給水区域とする水道敷設を計図 L，内務省に時計Jして閃10

年(1921年)1 月 28 日内務省 B 宇1'1告訴~66りーをもってその芯可を得た。しかし打ち続く財界の不況や大

正12年 (1923年〕の大震災などのため，認可をiR}たまま工事実施の述びをみるにいたらなかった。

昭和2年 (1927'1っ3月30日にいたり鶴見町が町営水道を計画L，その卒業認可を得たときに，同時

に東京湾壊立会社の水道計四に変更許可指令があって，その給水区J戒を鶴見町のうち安善町および

末広町 1，2丁目の区域に縮小された。そしてその際の条件に悲し、て浅野総一郎・安部幸兵f:'{;T・白布
たもまな

元治郎ら 8名の人たちが発起人となり，昭和 2&下(1927ijo)5月30日高i¥I水道株式会社を設立し.m
た制まな

京湾哩立会社の事業を継承することとなった。橘1封水道株式会社においてはi百和 3:q二(1928$の 8

月24日水源地その他実施設計の変更を阪}い出て，その許可を受けて工事に活手し，昭和4年 (1929

年)7月30日に浅野造船所の水道設備し、っさいを 350，000円をもって買収 L，同年8月1日営業を

開始するにいたった。

当時の水源は鶴見区市場町地内に設置した 2 個の削~i にうjくめたが"与業rJ日始 2Þí!時の平均 1 日給水

量は 1，570立方メートノレにすぎなかった。しかし|可地域の工業の発展にともなって順次給水の'お要

は増加し， 昭和12f!'(1937$0には 11'1 4，500立方メートノレの給水をなすJうになった。 また創

立以米の事業投資総Wi1も限i次増加して 592，513内にiEL， 1長;fJJff木金 l，OOO，OCヲPl， 払込'.tf木i<1

250，OOOfTIとし，浅野ii'ii!lWfr施t没の水道fi~j( ï'/およびその後の弘民資金のため税会社である東京i 雪

組立会おから数次にわたって20余万円の借入主としたが，年々ilhi1L ，さらに~，]1Vr(1936年〕下期に

は50，000円の株式払込みを徴収して借入金を完済し，昭和12年 (1937年〕現干上f[¥)主資本金 300，000

円となっていた。

第 2章営 業 紋 ?兄

昭和 4#占 (1929年)i1!i水開始以来の岱:;!:ζ成12iは次のとおりであった。

1)給水設は年々逓i自l-，昭和11年 (1936年〕皮には開設早々の昭和15年(1930年〉皮に比 L22'，IJIJに上り，営業

収入もまた21割に迷するにいたった。

2)支出費用は収入の増加のほどには逓増をみず，総支出額の総収入に対する比は昭和6f!'. (1931'4三〉院におけ

る69%を最高とし，昭和11年 (1936年〉度には39%にも述Lない好成紛であった。
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iヰ i主主収入

営年業収間入額収入|詩額型 1円収蕊支町の五比疋較ず
〉にの 投下11'木に対する利問り

営業年度
||(す(ABる)守怜対紅必資本額 I利 益 額 I不明---り

トJ 1'3 M 1'3 タ百

昭和14{T-'-Jft 19，836 24，日日5 19，290 5，615 6.7 

5 63，989 100 69，018 45，728 66.2 250，000 23，290 9.3 

6 64，729 101.1 66;556 45，751 68.7 25日，000 20，805 8.3 

7 68，581 107.2 70，263 41，490 59.0 250，000 28，773 11.5 

8 88，194 137.8 91，706 44，019 48.0 i 250，000 47，687 19.1 

9 97，362 152.1 102，891 57，691 56.1 250，0日日 45，200 18.1 

10 122，344 126，216 66，360 52.6 250，000 59，856 23.9 

11 133，958 209.3 137，191 53，174 84，017 28.0 

このように著るしい収益をあげ業績年を追って向上しつつあったのにかかわらず，会社はいっこ

うに株主に対する自己?iを行わず，ょうやく昭和11年 (1936年〉皮に資本金に対して28.0%の収益を

あげて初めて 1;別配当をなす状態であった。これは各年皮の利益のほとんどを資産の減価償却に落

して純利誌金をきわめて少在日にす一るようづF訴状の操作をなしたためであって，はなはだしいのは昭

和 8:，q二(1933年〉皮のごとき総収入額の半ば以上を減価償却に計上したこともあったほどで，償却

資段取得価格563，803fT1に対し昭和 4if'. (1929年〕皮から閃 11年(1936年〉疫にいたるわずか8年

|叫に尖に52%近い291，636ドiの償却をおえたしだいであった。

当時はまだ減価償却について定叙法や定率法の定めのなかったl時代ではあり，年々の償却額は利

益金に見合わせての償却であったので一定の方針によったものでなかったことはむろんであるが 2

8年間の償却額が資援額の半額を超えたことは船周年数に比べて異常な決算処理というべきであっ

た。ことにその施設伐の 3分の l程皮のものは 8年間に順次増設されたことを考えるとき，その合

み資肢の大きな安定性がうかがわれた。
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第 3章施 設 概 要

さく

本水道の水源は銭安!によるものであって口径 318ミリメートノレ i京さそれぞれ47メートノレおよび

55メートノレの 2つの鐙井を常用し，それぞれ65馬力および50馬力深井戸綴水ポンプ各1台を備え，

l日それぞれ丸7日日立方メートノレおよび3，600立方メートノレ，言1-6，300 3:乙方メー}ノレを扮水す一る能力

を有L ほかに口径 305 ミリメ ~I ノレ深さ 61メートノレの毅升 2 11mに 40馬力揚水ポンプを施設した予

備水源を有していたが水質不良のため常用しなかった。

N'7](!;包設としては内法5.68メートノレX3.24メ{トノレ，泌さ1.96メートルの急速ろ過池 4itl!を有L.，

3池を常別して 1日5，250立方メー iノレのろ過能力を有した。別に水質が不良で鉄分の合有が多か

ったので，これを除去するため幅9.09メートノレ，奥行13.94メートノレ，深さ 2.94メートノレの脱鉄そ

う4そうを施設した。

回日水施設としては長さ9.7メートノレ，幅7.27メ{トノレ， IRさ2.91メートノレ，有効貯水量143.8立方

メー lノレのはりk池を有L.， 口径 150ミリメートノレ，水設 1日11，568立方メートノレの送水ポンプ2台

を施設し，下記西日・給水管によって各工場および家庭に給水したものであった。

内 径 鈴 鉄 山下与
マン不スマン

ガ ス 管 鐙 管
錦 官官

問ミワメー | メ四トル J市町トル メートル メ【トJレ

官 延長
3，105 

200 I! 298 5，345 

150 グ 1，181 

100 " 2，349 1，663 

75 " 656 

64 " 181 

50 " 309 

45 " 72 

38 ， 30 78 

32 " 170 

第 4章給 水 朕 況

たちl此

橘樹水道の給水区域は大工場の密集する工場地有3であり，当初Jの主要目的が工業用水に重点、を置

かれた関係もあって，水量のうえからも，料金収入の1えからも，次表が示すようにほとんどが工業

用水で，来事用水の給水は全く刺身のつまに過ぎなかった。
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た ちば な

橘樹水道年間給水量量表

7 713，466 90.7 72，945 9.3 786，411 2，149 119 

8 919，621 91.1 88，878 8.9 1，008，499 2，763 153 

9 1，181，545 92.1 101，441 7.9 1，282，986 3，515 195 

10 1，308，665 110，940 7.8 1，419，605 3，889 216 

11 1，320，127 92.9 100，606 7、1 1，420，733 3，882 216 

たち"げ£

橘船水道'~業開始後しばらくは不況l時代がi tいたが，昭和B年 (1933年〉ころからようやくrili?:兄

j切にいり， !2ii1~界の隆盛にともなって工場の拡張あいつぐ時代となった。ことにこの給水地区にお
たちはな

ける大工場が競って時巡に来じて生産地強に励んだので，給水のお要は急激に地大1..-，柄騎打!く巡の既

設能力さともってしては，すでに飽和点に達して給水不足をみるにいたった。ここにおいて給水区域

内の諸工場はいずれも用水の不足に悩み，芝浦製作所のごときは，やむなく昭和 6年 (1931年)12 
たち帥

月橘jlij水道会社の了解のもとに区域外の横浜水道から給水を受けるという実情であった。
たちばな さ〈

この間橘樹水道株式会社としてもこれらの需裂に応ずるため，昭和10年(1935年)10月15日新撃手i

による水源拡践工事:の随行を神奈川県に申話したが， m~:1，ffiJ としては横浜市内の水道一元化の意向

のもとにこの前可に的重であったため，給水不足に主主をにやした浅野造船所・自動車ヱ業株式会主1

を始め口本釣ih株式会社・京浜コーダス株式会社宅あいついで，芝計Ii製作所にならって横浜水道か

らの給水な:kめるにいたった。

第5章買 収 j~JJ 議

この水不足の↑Jj 況は当然I， ;j地主主の工業発Jr~の民'，:~J;:となるは勿論であったので， 11I1和 11~ド (193MIつ

にいたり同会社としても瓜の江戸i]にUjJして売却をUととにするにいたり， Hfi浜市またT1i内水道統制j上か

らも，技術的にも，また水伎の不良.~百九ノ'JçiiI の不足の現状からするも， f也苅コドT!i:r.YJ説明u二からも

!flζ，l_'CI収の必要を認め，同年 4)')買収交渉がi;1述にI[1.W討されるにいたった。
た制まな

l昭和111年(1936年)4月8日，神奈川県f警察部長は燦111横浜市水道同長および梢¥1M水道株式会社主t

j乏をおき，その合併を勧奨し，種々懇談の上買収交渉に関するれ合せを行った。ついで同月 15日会

社側は市長に対し隊↑il_J'~J}を続出して正式に買収方の意志を表示するにいたった。この買収協議は?古

に直援交渉を避けて県当局の立合いのもとに行われたが，河3囚の会見の後同年 7月28臼市は300，

000円の買収価格を提示したのに対1..-，会社i則は同月31日， 863，056円の売却価格を提示した。

この両者の著しい価格の懸隔のためにさらに双方は考慮のうえ案を持ち寄ることになって， 9月
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3ヨの会見において市が35日，000円，会社が戸l月B日779，575内を提示L，さらに話合いの結果市は

370，000円，会社は650，ωo円までそれぞれ歩み寄ったが，双方とも最終線として一歩もゆずらずー

1[，1'中断の形となった。

)かし諸富水道の給水区域内における工場用水開題はいよいよ急追をつげ，このまま遷延して夏

季を迎えるときに，給水上s々 しい事態に立ちいたるのを案じて会社仮も一大譲歩をなヲーにいたっ

たっこの機速に長当局も慎重考除し 440，000円の仲介評価案を査定L，昭和12年(1937年)3月9

日村奈JIIY県知事立会いのもとに双方会同してこの中間査定案に珂者同意C，市側は市会，会社側は

株主総会の各議決を速やかにして正規の手続きをなすことを約したコ双方それぞれ正式手続きを経

て契~!']tJ司印を交わし，昭和12年 (1937年) 5月21日引継ぎを終了するにいたった。

買収価怖決定基準

j¥l'1:<価格につρては幾多の協議ののち解決をみたのであるが，その基準は次のとおりであった。

l-1空明暗|型竿JFjEE1車I叫ギl型包淵
1'.，産只収 1長 131，582.(お 1 371，3ZB.42 ， 204，387.881 371，329.421 243，223.77 

'~f 業補償資 150 ， 232.721 .161，727.321 128，547.611 378，246.441 197，103.26 

退職手当金 1 18，185.221 30，000.0日! 17，回4.511 30，0日0.00

二iユ主主;ーi …両-i…:可 -;79.51~8íì IームI-14

相品川河水統総事業的必分請にi也
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第 6編相模川河水統制事業

第 1章相 模 川 の 水 平IJ開 題

相模川はかねてから上流山梨県地域においては発芯τ1'*による開発が著しかったが， -F流神奈川

県内にあっては漁業・水車などの1JKTe社内な小さな利用のほかは，水道および下流におけるかんがい

用水のみに使用されるに過ぎなかった。したがってこれの利用開発についてはさまざまな計図も説

ぜられ， 111くから人の話題にものったのであった。すなわち神奈川県の中央北部一若干の東部6キロ

メートノレ南北30キロメートノレにわたる，いわゆる相模原の広野は水利に7LLまれず，地下水低くほと

んど水田が見られない状態であったので，相模川から引水L-，これを開拓して水回化しようとする

到jきはすでに明治の初年からも計画され，その後も明治40年(1907年)，大正2年 (1913年〉および

同4年 (19l5"ぬと 3図にわたって閲i日開発のため県の翻盗が行われたが， J主体的に進展しなかっ

た。しかるに関東大震災後県下-715復興発民著しく，人口の18加と工業の隆盛繁栄によって'Jl気・水

道の需要激増し，これの般本対策が注目されるようになって， rrr1和2年 (1927年〉には県会から，

「県内における芦の湖・相談日i・多目翌日!・酒匂川などの水利を利用し，その落差の効力と余水によ

る飲料・保安の用水を獲得し，河川水訟を調節して治水の突をあげるよう施策の尖施を望む」とい

う意見舎が県知事に提出された。

ちょうどそのころ横浜市水道は鶴見・保土ヶ谷その他新市域の併合により配水設が激憎し，緊急

に拡張工事を施行しなけj1，{まならない状態、であれまた県においても瓜南訪日街地域に水道施設の計

画があったので，ここに県市合同相撲川水源築の協定ができ上り，市はとりあえず協和5年(1930年〕

念総宏要する導水工事以下の諸工事に若手L 水源工事は県の手続きをまって合同施行することと

し，スタートライ yに立って県の登場をNったのであったが，然はエ裂の関係から財政措澄に53し

て実施の運びにいたらず，市ばいつまでもお預けを食った形であった。しかるに様浜市においては

日華事変後昭和9年 (1934年〉ごろから軍言語工場のにわかな隆盛によむ西日水設の増:ill.:とみに著し

く，従来のように臨時j鼻水設備や導水加圧などの臨機iE定的な応急撚援をもってしては，お 9から

の'近力不足にともなう不安や機械的故停の~いもあり，かつは経質の上においても電力料金が増大

して不経済きわまるものであったので，根本的な施設の早急実現が~まれるにいたれついにしび

れをきらしたがL浜市は単独取水計画をたてる必要に迫られ，昭和8年 (1933年)12月相校1)11から]反

水する7Jく滅工事に関する第3間拡張第2期工事:の事業認可申請を県に総出するにいたった。

しかしながら県内第一の大河である相撲川はつとに各種水利"1"撲の対象の的て、あって，木市水道

のほかJ11的市水道もまたこれを求め，東京市水道も水源として本川よりの)jj(水を計四L さらに杓

模l京台地の防白計画および発電言!日Eなどあいついで起った。しかもこれらの水利諸計画は地勢の関

係上ほとんど同一地点、にf企画された結果，ひとつを実施すれば他のすべての諸計聞は放棄または大

きく変更を余儀なくされ，また下流かんがい用水への影響もあって容易にこれの結末を決すること
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が困難の状況にあった。そこで県は各種水甲昆十回を総合併立させる相模.11(の戸J;J<:統制をもくろむに

いたに横浜nfiこ対しては，しきりに大品の議時揚水ポンプによる取水増強を勧奨してs 横浜市水道

の相模川単独取水工事の認可申誌をl}a'りつぶしたまま，着々上記総合計砲に関する調査を進めた。

そして昭和12年(19371.三) 6 月その計画概要がなるにおよんでK~ . 11;1浜 ii・川崎市などの関係者の

会同を求めて，次のような計閣内容を正式に発表するlこいたった。

第 2章神奈川県営相模川河水統制事業の要旨

1 相模)11は京浜の大都市に近接して地理的水利地点、を有するので，水込・発電等各種の利用計画

があ~_) ，しかもこれらの水刺計画がほとんど同一地点に企画され相抑制するので，これらをui立

させて合理的経営をなす必要があるとともに進んで治水の一助とすることロ

2 j目模川lの水利事業は次のようにもくろみたJ。

(l) +Ji i兵市水 i在

現在の設備能力は毎秒 2.08.31:方メー、ノレ(75悩〕を給水中で目下毎秒 2.78立方メートル

(100¥悶〕に拡強工事随行中であるが，将来の水道計到擦として，::0計画ょっさらに毎秒5.55立

方メートノレ (200侶〉を分水するすI'i碩(内訳 上水125¥回，工業斥水75¥圃)とする。

(2) 川崎市工主用水

近年工業都市として飛限的発展をとげている川崎行の工業用水の現況は~i~;t. .河川・井水・

上水を合し毎秒10立万メートル(360¥回〕を記録し，なお激増してし、るので，il夜和42"1'(1967年〕

工場飽和問に対して.なお毎秒5.55立ブ7メートル (200¥回〕の水量を本計粛において用意する。

(3) 相撲n7l<力発電

従来から相談川は地浬f¥守に京浜川崎の 37三工業地に近接しているため電力閣発の出闘が多い

が，本2Eは安価な電力と笠宮な水を供給するため統制j計酒によって副産物的に生ずる最大Wr力

45，000千ロワグトの発電を寸るものでめる。

(4) 相 i莞 )j~{ {J百田

いわゆるで11楳涼と呼ばれる南北30牛ロ外{トル，東西6キロメートノレ，面f}iお」そ18，ω0;0

町歩の1M也はほとんど水回がないr また最近一部住宅も建築されz 土B学校の関設などで農業

問水以外の需~.も主主じているので本計到にては山林・桑悶の叶1<丸11 ， 000 町歩の水田化ならび

に上水用として毎秒 5.55.立方メートル (20011司〉を給水する計画である。

3 計画

現在の相際川はこう水，渇水の差が著ししかっ上流側発電所の流量調整のため日々時間的の

流量変似もはなにだしいので，これらの並木・こう水を貯留して利用するため津久子l:T{TI¥与湖町地

党の広大な河HI数を利用L.狭牢部に高さ55メートルのえん堤を築造して貯水池とレ，この治水

とえん堤による1[;差を利則して発霞するもので下i屯千木良節水域に導く，千不良貯水jll¥'J:送調整

をなさしめるもので，負荷変動による流水の不平均を五均したのも，ずい道で約8キロメートんを
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導き，久保沢にいたり，水道・関聞に分水1..-，淡水(毎秒 13.35:si:方メーわけを:;jq批に還元1..-，

下流のかんがい・漁業その他に充当する。還元するに当って40余メートノレの溶差を利用して発泡

する。この場合下流の状況を考慮し負荷調節を行わないので流水を常に平均化させるものとす。

第 3章 県営相模川河水統制事業に対する

演浜市の主張

上記の神奈川県営相模川河水統制事業計屈を中心として関係者合戸1会議はその後幾度か開催さ

れ，種々の点について折衝が行われた。横浜市は次のように主として分水量について従来からの相

模)11との関連を強調し，優先的利水の当然なることを主張L，また工事授の分担についても額々と

主主見書を協議会に提出し，ために会議も難航する日があった。

(1) 横浜市水泣け日欧)11ノlliHii，、

横浜市;]¥iIi:ノ水源ヲナセルキ日校)11ハ明治18年 (1885'日本市水道創設以来唯一ノ水市lトンテ今日ニ至ル迄

既ニ 3同ニワタル水道拡張工事ヲ施行シ，木市民生活ノ安寧ト産業ノ発民助長ニ寄与シ来リタルハ，ココニ言

ヲ侠タサノレrrrナルト共ユ，今後ニMケル木市ノ R?j]進的発民ニ対処シ必然的ニ起ルヘキ給水制)JIIノ問題ニ対シ

テハ府河川ヲ水源トシテ優先的ニ利水シ得ノレモノト許iフヘグ，実ニ密j能不離ノ関係ニアルモノナリ。間シテ

木市カ既ニ向河)11 ニ対シ施設立ル水ì~工:;:Jrjl(ノ総額ノ、約 12 ， C 日， 000 円ノ巨額二述片品本市ノ、水源澗設ノ

タメ年々 1万余円ノ経i'J:ヲ投シ水山林3，0001nJ歩ヲ経営シツツアルノミナラス，豆:ニ戸JがiJ)11ノ水i担保設ニn
スノレタメ水源地方町村ノ逝路ノ新設，改修，悪路ノ排除，荒E詰林地ノ復l日 i出生施設改器等ノ各種施設ユ対

シ補助又ハ寄'11 ヲ為セルコト枚挙=~27 ラス。之等ノ投資額中判明セル牙(反災前ノ分書類焼失不明ナルモ

ノアリ〉ノミニテモ総額約16万円ニ述ス。ソノ詳細;-J:ノ lffiリ。

ノιilU地"}jニ対スル投資額，;II，J

.:;i? 12，218，113円 llil:fl¥ll年llt京迄ノ支出総制

内訳

(1) 1l，918，0921'1 スド出T'J吋立資額

1'; 

1，074，7121'1 m'E~工 ~j f1Ï く創ぷ水i旦〉

300，0981'1 水川改良二Cj1-fk

1，701，98011) 拝:E1 日拡51<コ寸iì" 1~

剖i8，1世';Pl rJ災復旧復興工事ï~

6，603，194円 !:fS 2!11JtJL、張ューlEiit

1;870，000円 7i¥ 3恒l狐51、工'Jト1I

(2) 141，898円 水源林氏収11]:

(3) ，153，123円 寄附金誕ユ補助金支出~(l

内

44，768円 荒廃林地復18費寄'11

74，575円 土木費補助
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4，262円

10，518円

21，500rl 

2，500阿

衛生$~寄附

教Tl狩Jtノ{i!l苦HH

中 ~f町'j~;;7k.;-U補償問

相!草川漁:K{伝補償宮1一時金

{21 i側主)11河水統制事業オミニ対スル悦浜市ノ~U:J~

下記条円ヲ 5!1~ ニ於ア示J忍斗F ラノレルニ於テハmt;~示ノコド 'J':Y、ュ j;\] スル出m'fjr分m，， 1 ， 710 ， 000 円ハコレヲ z忍

ムルモノトス。

条 {'I

1 コキ i問、完成役目前年nnハフドi{i水道ニアテラレタル予定7J(JII:句砂5.553't:ブノメートルノ内ソノ:'Y-.，frl:ダル2.77]'t~ 

ブJメ{トルヲヲと'疋ニ~Jjl日スルモ7J< iìl事業経営上主附ナシト k ラルルヲモッテ，コ νヲ発泡ニ委スルコトト

シ， ソノ代償トシテ ~'_ía主水fd ユヨリテ~l スル市カ収入ヨリ所要結問、ノノ(忠ヲ投F... 1; セル~，{{Uヲ f平年木ïlïニ交付

セラルヘキコト。

右交付金ニツイテハ県市何者協議ノ止之ヲ定ムルモノトス。

2. 1町富年経過後ニツイテハ吏ーソノ時ノ木市水道府水{，HiJ状況 依リ 11Iニ協?とスルモノトス。

相松川本流ヨり ll:bJ;:スノレ場合ノt白浜市水道余弔j水中JjJTJ ヲル.~u:カ溺

年 次 陣空 間 ! 総 水 { 巾 問料立lm!川
倒1 俄倒-，---ω1∞EW]i! 問 問町i布1181:j:./=h- I 115 

5 ヶ年 12 グ222毎年 I37 I 270 I 130 I 1， 眠 3凹 肌醐

5 1/ {至f1P02237年~"I it~ I "1 100 I 1，100 ¥ 120，000 I 90，000 

5 " {至白 グ9 お32年年 A 
171 

" 70 770 84，000 63，000 192 

5 " {皇;器産グ
200 

" 50 550 60，000 45，000 220 

計 (2C年分〕 2，106，500 1，580，∞o 

friii考交付金累計制ハ;LifJJ;:f:j"皮ニオ fテ1，115，000J'Iノ 時金交付ニ相当ス。

第 4章計画の実施

このような折簡のうらにもi肝不1U2il'(1937J1'-) 7 Ilにぼつ発した日文平変によって凶内体制は戦

時体制への修行が顕著になり， iI'1京総動員のj主rjHのもとに71l力のITI:~， 'i'i l'_m ~;成立しようとする機Jlli

となったので，同年11月以はこの機をのがしては発電事業は将来県の事業としてJI~J げられる機会

はないとして，~j~急に :1':業主i手に立を阻め墜佼)llt行で音|聞の成案を急ぎ， ついに昭和 13if二 (1938

年) 1月20臼臨時県会を闘いて横浜市水道・川崎市コニ丈用水.4'IJI!)(川水力発電・相模原閲間開発の

多目的ダム建設を目指す相模川河水統制事業言i闘を提案するにいたったのである。この臨時県会に

提案された議案はこの相模川河水統制事業に関する収支について特別会計を設置しておこなう第 1

号議案，この事業'111を昭和13年 (1938"め1l<から昭和16年 (1941年〉皮までの継続事業としてそ
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の*Y~統年JUJおよび支出方法を百&2 号議案とし， 11日和13"1'-(1938年〉皮の相模川河水i抗告IJ事宝、賛成入

歳出子t^~のU~ 3 -'i}議案，立~4 号議:京ーとして起111 ・利息定率およひ償Æ方法とからなり，次のような

計画説明書が添付された。

第 1節相模川河水統制事業計画説明書

総説

従来1日限川ハim政以外{可等利川ノ j主ナカリシモ悶j毘ノ進展，文化ノ発展ニ付ヒ水ノ利用大イニ加ワム最早

!日態ヲ詐ササルニ歪レリ。叩チ木)11ハ京浜， )11附ノ三大都市ニ近接γ，地tf[lJ'jI;Jニ絶好ノノト利地点ヲ行スルヲ以

テ水道，発m，日時田1'i各話ノ利m計図相次イテ起り，殊ニ京浜開港工業i世帯ノ工業用水源トシテ隅rlセラレ，

益々主主HJIセラルルニ至わ快そ之等水中j計図ハホトンド同一地山ニ於テ企図ゼヲルル結果， fiiJレカーブfヲ災

施スルニ於テハitcチニ他ノ;市計剖ノ放潔叉ハ大変更ヲ余儀ナグなラルルノ状態ニ在リ。イ〈テ名紐ノk利iij-f萌ヲ併

立乞シメ之カ1日F;ヲイif1!lf七スルニハ官ニ木県産業ーと緊要ナルノミナラス，国家経済上回メテ:tf(要ノ "!jfrl'[ニシ

テ，従ッテ本計問ハ以上ノ :::ì三百ニwキ if:ì7.ト共ニ河水ノ統制ヲ悶ラントスルモノニシテ以下コレカ1l~i0~ヲ試ミ

ントス。

統制百i岡ノーn:::\~内容

相模)11ヲ中心トスル諸ス利'1下うたヲ挙グレハ次ノ辺リテアル

1 横浜市水道

2， )11崎市ヱ才と月]水

3 相模)11水力発電

4 相模原問問開発

1 横浜市水道

木市水i宜ハ現在毎秒2日8立方米 (75t!，))ヲ給水シッッアレトモ，本TIlハ総人口 760，000人，一ヶ年工業生

産日'~460，000，000円(昭和11年末〕ヲ算シ，今ヤ隣接町村ノ合併，工t息地，r発展ニ伴フ工業F[J7I<ノ激fyjノタメ

既ェ急迫ヲ告ケ，過般統制計画実現迄ノ刊誌的胞設トシテ道志!11m水ヲ毎秒 2.78立方メ{トル (1日O個〕

ニ拡抜スル計図ヲ樹テ工事ニri手シタリト磁そ，阻ヨり向フ数年間ノ対策ニスキス，道志)11ハ木拡張ヲ以テ

最大限度ニ述シタルヲ以テ万全ヲJ!ljスルタメニノ、現施設ノ』ト吏ニ相模川l本流ニソノ i原水ヲ求メサルへカラ

ス。

今回111水道拡政計図案ヲ見ルニi昭和60i1'-(1985年〉人口 1，700，000人ニ対シテ工業用水ヲ合シ到、給水位

(1口0個〕ノ外!UT:!>5，55立カメートル (200間〉ヲ要スルヲ以テ，木計四ニ於テハ戸n官同r%t[ノIJciil:ヲ呂田立方

メ{トノレトナシ夕日。

之ヲ上水ト工業用水トニ分~スレハ昭和60年(1985年〉ニ於テ

上 水 3.47立方メートル (125倒〕

工業用水 2.08 グ ( 75[回〉

ヲ姿スノレ見込ナリ。

2 川崎市工業f目水

本 íliノサ E然タル工業部lljニシテ近年特ニ飛限的発展ヲ遂ケ，今ヤ人口 163 ， OC 白人 1 ヶ年工:1'::~i:}j(ff(î 320， 

000，00Uf'1 (的和11年末〕ヲ突N，スル状態ヲ示シテ停止スルFfrヲ知ラス， -Rl，我目立工業界ノ1ft心トナレリ。

近キ将来ニ於テYi~紫京浜連日目I ノ開~，工場地帯造成竣功ノ暁ニハ:æ:~大ナル発展ヲ予想セラルヘグ，臓テ大

小工場群)，シ:Ci\C用水ノ大i立需用ヲ見ルハ頗ル附然タノレ 'I j: 'j三ナリトス。 ruj~ ッテ同111工業丹i水ノ現況ヲ見ルニ
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海水， I可水， JI水， j二水ヲ介シ毎秒10.0.il:方メートノレ (360偶〕ヲ$7シ4々激増ノ趨勢ニアリ，為メニ怒井ノ

如キハ ~Jí'm ニ Jt ン 101;'{ メートルノノトlìiT侭下ヲ来シ，水2ft ノ減少ト1J，J:f~fl~~ ェ tj~j水質ノ明大ニ~，~ヲ!使用工場ハx.'J

z恐i5ii ヲ~，シ対知ニ悩ミッッアリ。ーカ川崎市ニ於テi斑ニヱ丘、肝J7J\ :t~:m ノ水;ll ヲ実施シ一部給水シツツアリ

ト雌そ，そトョリ当国ノ応急対策ェ過キス，将来ニ対シテ何等解決ヲ与エサル小規模ノモノナリ。ココェ於

テ~!;~'ill工業地帯法成;十冊干コ可分ノ関係ヲ有シ，工業生産.::::.:[{火ナル関連ヲ有スル工'lSm*対策ユ万全ヲ期

スル為ニ， J'jlj途潟究ェJ主キ木統fliU計四ニこMテハ来ルヘキ飛出τユ{1mヘテ，同和42年 (1967年〉工場飽和ニ対シ

毎秒5.55立方メートル(200偲〉ヲ!O:i'1シタリ。

3 相模川水力発電

総説ユ於テ記絞ノ如グ木)11ハi由想的ニエ京浜，川崎ノ三大都市大工業地ニ近接セル為，沼力開発ハj最モ早グ

ヨリ 711日セラレタノレrJfニシテ，彼ノ長野，岐阜，群馬，福島又ハtrr山等ノ数官キロメートルノ地点、ヨリ大電

力ノ輸送セラレツツアルニ鐙ミ，木地点ノ如キハ僅々40{Jミキロメートルエ γ テ京i!¥，)11自立ノヨ大都市ニj土シ，

輸送陸自tニ於テ，工事地点ノ%UIll!エ於テi生二宮iヲ見サル夫75ノ地位ヲ占ム， サレハ従来之レカ電力開発ノ訪

願相次キ県市白ラ発電ヲ，!匝i シ来レル処ニシテ，本案ニ於テハ多年ノ懸~タルj\1'{tr発泡ヲ tïノ言者苦言ト共ニ実

施セνトスルモノニシテ，最大出カ45，00日キロワットノ発泡ヲナサシトスルモノナワ。

4 相模原開回開発

高!'le郡北部ノ丘陵地並ニ餓企郡西北部境川泊目 杭ノ平g!fハiffi.称相校原ト称シ，南北約30キロメートノレ，

東西日キロメートノレニ豆ル麟野ニシテIU1積凡ソ18，000;;eUIJ!T，古来1}eノj也ナリシカ，決議ノ発注ニ伴ヒ/!fr

次開墾セラレテ現今耕地街ち~'113.0日日余町歩ヲすよシ，他ハ大部分ilJ林ノ羽，j ニシテ古来住民ノ、水田ヲ欲求スル

コト久シグ，近来交通機刃ノ発注~と悶ノ住宅化，限'ilff;古学校，工場ノ移転，民r:f!IT甘工場ノ開設~';ニ伴ヒ木

地方モ亦旧態ヲil'fサレス，ソノ位EE及ヒi也形ハ将来更ニ大ナル発展ヲ予想セラルヘキ好条件ヲ兵備スルヲ以

テ本計岡ニ於テハ之等開発ノ用水トシテ毎杉包 55立方メ{トル (2日目的〉ヲ}目立シタリ。

オト ITiノ所要71<fk 

右事業ノ内容及ヒ概要ハソレソレ以上ノ迎リニシテ絃ニ再~J セハ
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与阪発電'/;;'時
使用水量

32.00 1，152 

32口口 1，152 

統制計画ノ説明

TiiiNeノ訪すF業ヲ合rJJl(V0ニ統1ljlJ実施スルニ当日現中日I¥l)11ノ流況ヲ見ルニ，平71<.洪水公ノ差甚タシグ，潟水izlニ

至リテハ比較的良好ナルモ，之ヲ1ì'lj記所要ノ'k'I立ニ Jt シソノ中半ニフ己タサルコト lill 々ニシテ，日ッ上流山主U~~ ニハ

東京市灯八ッ沢発電所アリテf11，占ニ応シi;ieJitヲfJ[，Jl'{(jシツツアルタメ下流ニ於''j'ハH々時則的ノ ikl!t変化アム

現在ノ流此ノミヲ利用 kン fスルモ之ヲ平JtJ化スルヲ要シ， ..0ツliij記ノ知キ大fdノ流水ヲ得シカタメニハ，従

来空シグ般ìfièシテ閉ミザリシ:.~!JJI\ ， 洪水ヲnJ'i問シテ利mスル以外ニ途ナキヲ以テ本計ドiニオイナハコノ目的ノ



(972) 第6綱相模川河水統制事業

~:llt~WiJ ! 

久{).~iN分以血

(i 11:久n仕 1)(;也〉

為， (¥1:久叶1出与制Il可1也生;ノ広コミナル河川教ヲ利J行シ，v，窄l'mニiY:jサ50メー lルノ:i[l:".1:i'足ヲ築治シテ貯水池トナシ，

一方之等ノ貯水ヲfI'Cチニ航浜市水道， Jll耐H¥I工業問ノ]<，制1収原ニヲlJ日スルモノナレトモ，引用ノ古:IJニ於テ樫現

ニヨリテ生シタル落差ト貯水ヲ利用シ発日立ヲナスモノニシテ，本発電ノ、負荷ニ応シテ自由ニI:B力ヲ調印シ，発

電ヲ了シタル流水ヲ下流千木良取水点ニ於テ導引スルモノトス。

千木良貯水池ハ逆調整立f~エ過剰流水ノ 1d押主ヲナサシムルモノニシテ，負荷変動ニヨル流水ノ不平均ヲ平均

化シタル後，隠i且ニテ 8 粁1Hl ヲ埠引シβ 保沢ニ至ッテ上ノ1](;立，工業用水，相模原ニ丹3 シ，~ノk ヲ本流エ還元

シ下i1JEノ泌蹴，ifi!:;Lオ;立ソノ日IIニ充当プ、。還元スルニ九リ 50余メートルノ務差ヲ生スルヲ以テ存ヒ発mヲナ

スモノニンテ，木発電ハ下流ノ状況ヲ考慮シ:0向調節ヲ行ハサルヲ以テiJiE水ハ常ニ平均化シ，従来ノ如キ不平

均ニヨル不使ハ除去乞ラルルヲ以テ下ì}jt ニ Î'tスル悪影響fノ、ナキモノトス。 [Wjt医堤地点ノ j也)1'1ニ関シテハ穿干し，~J

3王ノ結県築造ニ支隊ナキヲ時メタルモノニシテ， }l~ki)l ノ i'，~サハi在水ニヨリ逆水力上流松官庁充電所ニ主防ヲ .1] エ

サル限度トナシタリ。

以下計四並ニヱ作4"ノ規模ニ付具体的説明ヲ力nへレハ次ノ1日、ン。

1 工 事 内 容

土一 ?とよ - fL- … 一-1 一一一
1 ill 水 TM W 湖 6引 ール 布川町

|総貯水足 57，200，000立方メートル
I (探?;;i145メートル以上〕

貯 水 池! 有 効 貯 水 虫 42，800，000立方メートル

i計四ノ'](泣 40，200，0日目立方メ{トル

|間ノ安全ヲ則スル為計附ノ同ヲ有効貯水晶ノ約附ヲトリタリ。



(973 ) 組実の阪言f1H 4:4f 

祇 ~

ヌ，¥(f勺(テ'./(/ーゲ戸ト〕正Jjサ8メ{トノレ，

名称

向サ5口メ -1ル(岩盤上〕延長195_'ートノレ

自百9メートノレ

~'D校 I11洪水f止ハ沼稲 3年 7 月本地点r.i'tlli ェ於千毎秒 2 ，曲。立Î' メ トルヲ ~i!Uj セ~， i~ 

6 I"J 

~ j涯

数和

スルニj己ルへや引水戸j トナソタ~ ，此外tllé叶'~Jt~bl< 日~~，:査口ヲij'iLl!'i: ス z

内径百メ-r /!.-，延長 700メートル

本隠道ハ最大阪水量85立ブrj;l.- :、ノレヲ通スルニ足ル十分ノ駅苅ヲ与エ，円形鉄筋コング辻iK， ブ]圧

i型式州型，内筏15メートノレ，肝48メ トル
ヰ-flI 

! /'ド 71'(i~iハ10" -ト Jレノ「サ ヅ」ュiiJエγ/.，鉄筋コングリ 1指定トス。

i平1と:iiiEf日水ll'Iu:秒32主力メーいじ，長大んu円71、主tiJ市85:¥{万r ートルτ 総l'itft
与制発 il~ jir I 

1-トJ¥.-，1i2:.'卜20メー iルc

v 

Dート巻トシ水7ま2口メ戸卜ルノ最大7}<庄ニヰIシ安全ヲ紅シタリ，

il~j、40メ

ホ!工~~: 

1:1.1力JU大26，550千ロログ f，発'aM境存lll:lG，O:lOrキロ ;;fル jヲンへアーJ2悲

l帆四メートル〈岩盤上〉延長 何 メ ー ト ル 州 ( テ ン グL ゲー…げBい;ル， I 
T木点取71<.1匪zE;

|幅9メートルs

i溢水i在日 18.0ヘクタール (54 ， 400~)

千木良逆話~~釘也 j 総貯水jd

i 心暗~;~'í'kN，

I F人 f千 5_4メ日トル・延長 8 そロメートル〈千木Q~久保ií\問〕

欽IE 

5 f1' 

1，650，OaOjcIiメー lルcf，司足取天羽I当1，800，000主力メー 1ル，有効に水ii 

95Q，0002'[1;メートル (ui'¥:i 5n'N出掛ょ続容:iil:)38%， 

セメン I，t:l入ヲ施、ン I~質不良ァ際i主防i百ハ H0~'活費!fJloiE庄力隠道ニシ子1史以 JI~ ニ対シナハ，i主事亀f人ユ耳

長す

久保沢分水池|コド分7_''(池ハ久保沢充足附7j-，問ヲ:引くルモノニ0/テ阿時ニ，];lJEホ，':i'iタラシメ鉄筋コ γク!)-

[ト陥トス。

問 的l内f壬

i捌水lil:公タω 沼 町 メ ー トh 技大 47.25iLl~:メートル
久保沢発足Pif 総誌差口0';:

ル個所二対シテハ巻応ヲ明大スルト共ニ主筋ヲtifi入シ7l<圧ニ対シ安全ヲWJンタ Uc 

18メートルmサ25井一 j.)v， 昨品38.抗日トル，

2条95メー fル延長3_2メ{トA号

16，300キコワけ発泡i制定

j上幅
久保沢発電所 i
放 水 路 i悌沼鉄筋コングリート{陥

路i与肌保沢悶蹴周

18，必oキロワヅト， 'iW時53.5メートル， BV1~最大55_5メートル，'. ';Ï';f:'~f 

11 ，000 1-キロポノレトア γベプ -J2 韮

延長 25日メ- ，~Iレ7メートル日子Jト4_4メートル，広制9_8メ{トノレ，

9_5キロメート Fレ延長総官E、2
ゐ



( 974) 主iE6編 招~!4.1 ;l ìITJ水統郎事業

2 1m: t，，?: 問、 7:<' 調 1~'i

相模 I11 ノ洪水量ヲ女別|セルニ不}也事J 子 ìli:ニ於子 ríi'~和 2 年 7 月最大毎秒 2 ， 000 立方メ{トルヲ'iCil!l1 シ符タ 1 。

木1車鼠ハ泡当、数多田、木市ノ長大ナルヲ以テ，ココニ1ニノ洪水ヲ対余トシテ貯水氾トノ使係ヲ検討スルニノトflH~i

総~tì'/I'く是ヲ 40 ， 200 ，即日立方メー k ル及ヒ I[j促ノ f日'Jzπw上ノ有あ~rrT*~it.20 ，0日0，口00立7;メートルヲ以テ洪?}くノ

収容j正トス νノ、洪水芸ヲ 40乃主 25%軽減スルコトヲ紹子右ノ影現ヲ下j';iEノ厚木町比企ニJLルニ前者二オイ

テ0.45メートノレ】 後者ニオイテ 0.3メートノJ ノ問、水到低下トナ日 治水 kノ如jj，大ナり。

3 Zjc き~， j'J: 

コjí-~;HU ヲ羽グレハ

司王

る公

~"c.' 

ol" 
~.と

官函

1ま 内 E沢

lfR R i z-1J 額1 摘要

-J-J---1-I而「一
f.~ JR， 

制導水分間! 9，1岨口凹 l
~!Ç コ仁m 発

肝f 'i:i 

j'，~ 

主主 持 ~'4~ 投

J指 1~ 

童十

4 コ:

~!J 

司E ←品

川 2十

450，000 

70，OOC 

680，000 

100，000 

26.800，0∞ 

n" 
j，~ 

工 部!形状延長只数 1* 位 j
十
J i有l i区 tEhサ印長サ 195 1 メ{トル ! 

'" τr 瀬 取
J 
4 日( 1[澗I'Jr I 

与制圧 )J隠滋 11勾径 6 延長700 1 メー 1.，C 1 

与 詰1@1J庄太棉|内径1S ~'~ナ48 1 メ~ }-;"-' 

tコ 1朝 鉄 会、せ f品川 4 21 メ〉トノ〉

ーよJ il司 予三 電 ，;j 1 1 I 式

，_; 
3 i七百 版 水 路 i

与府発電所敷地工J!f.i 

与1稲久官、沢 E宝物質

千木川水制l苅 サ 話

千戸本長 lfj水口 1

長サ 95

":<< 71、 隠 道 l内径5.4延長8.000

1~~4 il:5サ 2.5
隠 i証工事月横坑 l君主 一j延長 1，刷。

久保沢分水池 1i翠サ18幅25長サ38

久 15'， r尺鉄管路i内径 3.2 ワ

“ 

_" 

エ~
式

.'ー

，ー

トル

I'1i 

yレ

ト，"

メートル

メートル

条

S~(~Íi市コシグりート 円官主

" 

発電所建物，水車，発電椴，電機一般

発電所ト併用

公合，倉JI1r，敷地，ココ-l~

T[~~ðî!震 [}J型

一部鉄筋立ン'グリート照的型

吉長官古コ γグりート
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ヱ 強 |形状延長久数|単 {{[ j市 ~ 

久保沢発 m1'J[ 1 t

t

 

ユ
一
正

'Jtm川住物，ノ'1<f!I，発泡i設，電機一般

向上発泡所工事敷地 1

| と版9.8 下幅4.4
久保 V~ ju_ * ft'i I延長 25 メートノレ HiJf0 コンクリー l

主主 g?i !延長9.5 キロメートル | 与問~久保沢発電所11¥1

式雑工事及ヒエフ1¥緯n
建築 g~

肝f f!? コー ::jf : 

ヨ二 τJiITJ 

ill~Í)，橋梁，土拾lXJ砂IW 'l~

in 1校 111河水統制事業計岡 1司

日 以日相模111河水統制τjf芳、収支参考夫

(1) τ]n~r~ O)~)I'ゴ 1:fîj~ ヲ合ム〉ハ 2G ， 8C 札口 00 1'1 トシ 4 ヶ年rm ニ 7\~了スルモノトス。

(2) 発生 m)Jハ長大 45，0叩キロワット，発電FJi-iJu:，卸売ノ方自、ニヨリ可W::';;会下!ニ供給ピントスルでノエシ

テ， 1ヶ年む力料金 2，034，000~J トス。

(3) 関係τlr~n者ノ納付金ハ守々受給水位ヲ際部一 (í日シ閃凶分ハ71<.:1[:.:'， 1，;1 1 ニ依ル ~~í ~，ベ在日ノ 2 分ノ l トス〉トシ総

額 4，275，0001'Jニシテ， DUfJ-l納付全ハ工事完成f二7116年nヨリ 20ヶ{¥ニ均等i;yi>tシ， ソノ他ハコ本随行年

度中エ納付スルモノトス。

(4) 起m八年利率 4 分51IfUl日和 11GiFJ3t)五郎町 C1}~iii::i:如W:ll ヶ年乃五 4 ヶ年)25ヶ年賦元手山包等供述トシテ左ノ

通リ{庁入ス。



(976 )節6j日 相模川河水統制事業

会))年(昭和131rno
2 :ffC/fHIJ) 

3 Ojo (か 15グ〕

4 1~ く ρ16 グ〕

3，732，900['1 

5，017，700ρ 

8，260，40011 

8，654，40011 

官十 25，665，400円

(5) 収入支出差引利自在総計!l

1) j性的償i立Jl1m日C25{n巾利益総瓜

1，7G7，lG2jl] コ)1ケ!ri'-司ヨカ 70，686Pl 

2) W，償杭i立後 (IT[{荊ト4ZifJ迂以冷〕ニオケル 1ヶ年利益

1，771，0001'1 
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立:;41手工事の iS rte (977) 

第 2節よ長会の議決と付帯決 議

上記議~-Sは昭和13年 (1938年) 1月20臼照会に提案され，問月27日次の付帯決議を付して可決さ

れた。

F>it帯決議

1 本~Jf.*ノ nt喜子ハ木県財政z甚大ナル影響ヲ 15. フルモノナリ。当局ハコノ点ニ深グ留意シ万全ノ措置ヲ執ル

へシ。

1. 杭ItR原!別l到ニ充テタル水料ノ内ヲ他ノ目的ニ{!1i悶ヒ Y トプ、ル思什ハ， :mm金及ヒ水料額ハ{血ノ事例ヲ対照

シ~IJニ水料ヲ定ムルコトヲ~ス。

1 以ハ'Plf!1U 実施ニ 25 リ横浜，川崎両111及ヒ相続Jj;~ニ対スル負担金ニ関γ， ，ミ々>~財政改ニ特殊事情ヲ考

/.<&.シテq(;i処スへシ。

1 本 i針決ノ施行ニヨリ既設県営水道ニ支障ヲ生シタルトキハ，コレノ支障ヲ除グコトヲ先議 lシテllf;¥:、ノ迩

営ヲナスヘシロ

1. 1)¥1仔、地ノ総決ニ悶γテハ完壁ヲJ昨スヘシ。

1. /jロド治ニヨリ:fi't;出ヲ交グルil!!.プJニ対シテハ」11ハソノ tN勢ニ応γテ務処スへンo

右附花ih議ス。

この議詩さの審議に際しては，わが巨j初のfnfノk統州事業であるだけに，民政党および五日会などは

木本主、のTh:穴複雑なるに比べ，容i車販11日が鋭いことについて十分なる調査終談の機会を与えられた

いとi:E見討を出し，政友会および社会大詰主党系は京六事件であるから，これの執行に際しては将来

幾多の困難なる司王f止を生ずるおそれがあるとして，キ日校川1了[水絞出!長Jftl1委員会を設置してうIしベきを

則されたいとな見il}:>&，出したが，最終的には上記のとおり本4J~~二執行上関係各都市およびIJ'jJ係地元

の意向や事13が考J昔、されて付帯決議となったものであった。

第5主主工事の落成

中日絞川河水統HiU~Jf.主主はいっさいの手続をおえ，昭和115年 (1940年) 11月泊工した。河水'ii:統制し

多問的に利用しようとするダム建設の初めての試みとして天下のit祝を浴びた工事であったから，

こに耳切L事長一統の熱芯は折からの物資の窮乏にrJJ:えつつ鋭:なユ二を進め，ついに!i¥lW右中に一日告発電寸

るまでにこぎつけ，戦後の!1s和22年 (1947年) 7月にいたって一応次のとおり完成するにいたっ

た。

発 m能力 中njyj発電所 28，700キロワット

tlt久 引 発'illF咋 23，000 f) 

iit 51.700 fI 

く1か年2依キロワット時〕

ム 相 1t1 タ'ム刊さ 57メートル 頂部長さ 196メートル

(コングリートiliillJhl 174 ， 000立方メートノレ〉

I副 主itr 2，回6，∞0平方メ}トル〈芦D湖の約とと分〉



(978 ) 訂~ 6 ~舗 中円以)11河水制't-:il1J:Ojf.:j出

千木良 a悶笠?也

j張 さ i止コ 40メートル

出 ノIj( iil 57 ，200 ， OOOSCljメ{トノレ

水Tlliのi¥:;jさ 際司 165メートル

i1t久井ダム

1::) さ 25.5メートル 頂計五サ 126メートル

〈コンクリート使用品t52;400:s.'r:カメートル〉

所 有i 347，000平方メートル

総 11'1ノrj(:ii!: 2，330，即日立方メ{トル

「問 主~ 1~: 620，000.::古ブ1メートノレ

説水路

内径 6メートル馬ていjf:;， 延長 6;270メートノレ，ずいi立

批火i!1'用水III

相，fyi;発 mFJi' M砂 85立方メートル

i1t久井グ

1長浜 水 i立

川! ~l{，f ノrk i立

相校原[J:-]発

工 llj

従事総人民

。 65.14 I! 

/1 5.55 ρ 

。 5.55 グ

。 5.55 I! 

234，000，OoorJ 

3，600，000人

(200万人分〕

第 6章工事落成までの経過と

工事費の分担 金

このIHl本卒採は昭和115{1'(1940{F) 8 J-J II;jÞJの位彩，物的1，賃金の1':~j Jl{èによる事~mの増鎖l



鈴 51.1 工事務成までの経過と工，~1&の分担金 (919 ) 

え， if十闘の内容に再検討が加えられて工事1'1の変廷を行ったが，さらに河18~手(1943年〉にいたっ

て)1}び言h，"j の変交があって総工i~ 69，500，000 rJ となれこのご仁三j~貨安基本として昭和 13 ij' (1938 

'1') 1)j決定した神奈川県'iliillfw川河水統H;ljztrtnの恭木言!頂iによる財政計図と横浜市の事業'1'1分m
金の関係は次のとおりとなった。

財政 W-I 開

中日開 11河ノ1_k *knìll:~-n:Xは総額69 ， 500 ， 000ド]をもって昭和13年J1fiJ、ちIl{j布119年度にいたる 7 か年継続可ト業として

施行するもので，この財源は全額起債に求め，τIr-;;~完成ît昭和1日年度から25か年間に'I!1: jJ料金ならびに航浜市-

11[1崎市および州i出原〔水道関田〕の分犯1::をあてて元利均ヰ俄逃することとした。収支を記Fと次のとおりで

ある。

ML 74，6叫，別口['1

ドォ iJ~ i問手口 13iF-J~ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

8，778;004円 横浜市分担約{寸企

25か年IHHこ分納

8，778，004内 川崎市分担納付金

25か年間に分納

167，600円 相模}}jU:水道納付金

3，417，000円

5，142，500庁

8，781，300// 

5，750，000" 

13，160，0001/ 

11 ;688，000 1/ 

26，666，000" 

2，806，875円 i'fl校原 ~JfJ回開発納付金

上記分担方法

l 事業n分担金

中日焼)IltiiJノk統制事業銀総額 69，500，000円

うち発電工事のみに裂する事業'i'l

18，961;岨8円 発電事;信者 cm)の単11i:i11ll

えん堤・ JF(水・分水その他事業!I~

50，538，502円 次記のとおり利用水量制の負担

事業休四Ij 1 横

利用水益訓

100 分比

横浜市分担額

111姉T有グ

浜市己 i!.im出塑主主 1 ilH三時1ELLJLJトLJL竺ヱ
hlml lohlml 指[ j見発泡 1，404個

別個I 200fl!ll 叫 吋干It!l，gl グ1.912" 

5.1%1 5明 0.1判 明 84.7μ 

4，558，900同

4，558，900VJ 

ただし水fil制についての分担額は両市共 4 ， 558 ， 900 円であるが，これを~Jl:~'S完成の年から25か年

[mに元利合計 8，094，004円を均等納付する予定であって余剰水発電利却による控除分636，000刊を



m6il而相模川河水統制事誕(980 ) 

控除し経常!{~1，320，000円を1JuX;tL， 8，778，004 fIJとなる。

128，000円相模原水道分担金

事業年度中(昭和16年度および昭和19年度〉においてぞれしそれ ~:Jll付。

2，806，8751'] キ11校朕阿国HrttUIt分担金

ただし市議の性質を考慮し負担額を'I' l)~ ~'I十業完成後11か年目から分担額 2 ， 806 ， 875 円を15か年;ltJ

Q;'納付

経常 g~ 分担9 
M 

経?古賀初年度は 175，0日of'l以後は毎年9日0，0日刊]とする

この分111はそれてれ水益出lとする。ただし当初から5か年間は1m同事業者はれ加なしとす。。

年以後

r'l 
55，00日

6 也世三5;0盟I
ご伽
-q J旦

経常資負 担金

負

i丘水一
rh
、
川口
V

k
l
 

h
 55，000 

1，650 
" Ilr I~f )11 

1.650 " 民L占11

53，350 111 IJ日" 

上;ιの計算による相模jllijjT7](Mt制 1\治資の分担4 引l額は次のとおりで，昭和19~f./1fから同 43年度までの25か

年斗賦俄迭することとした。

4，558，9001可jT~~:l5:水没割分担額

8，094，0日4VJ主張:1'1立怨，起m元利均等tm~um!.

323，7601司25カ為年均等償還年;刊程i

すなわち木市としては総ヱi{~ 69，500，00日円のうち発電工事に要する事業費 18，961，498円を除き

淡町150，538，5日2円を本市・川崎・相模原(関田〕および発電事業者4者の利用水量約をもって分担

するものとし，木市分担額は分水量2ω 個に対し 4，558，900円であるが，協定条攻に基き前記事業

〔利子 3.2 分~4.2 分〕大体事業分担金として昭和i完成までの似位利息および償還利息を合算L，

19年(1944if')皮から河43年(1968年〕皮にいたる25か年間において元利合¥11-8，094，004円を均等

償還することを嬰する問'JiEで，毎年皮木市分担金は 323，76日円となり，昭1'019年 (1944年〕皮から

の支払のため|司年度追加更正予算を計上した。そして以後nn和43年(1968'のまで毎年この 323，760

1'9は'M'M~分担金として J\11こ納付することとなり毎年度の予算に計上されていった。

しかるにその後2H2 次世界大戦後の物価!日.~rlのため， n{{和21年(1946"[')12月5日県から事業i!1

さらに河23年 (1948年) 2月27日に物価高に加え，昭和122分担金の鳩寝耳方について中越しがあり，

年 (1947年) 9月における大山水により施設の一部災害復旧怨ーのため予算増額のやむなきにいた

またも分担金fti柾lに関してrpitlしがあった。そして日目手1124年 (1949年) 2月23"1には明和23年り，

jぷにおける主t;泣 lf.~の米!止にともなう !~í)JIlおよび水笠復旧れの迫力nií""!上~~~'をした n&H主上次の計算主i-

とおり事業授の改定方について昭和23年度分分狽額を通知してきた。



(981 ) 工事洛成までの経過と工事費の分担金tIf6章
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ノ/、

m (分

昭和 21年 度分主

祢

しかし本市も予算ならびに財政の都合もあって，各年度毎に県の納付惑にしたがって予想外の分

これら当王手足iiと分担金の支払いも時に翌年度に延びる場合も主主じた。担金の文払いもできかねて，

しかし昭布]27年 (19五2，$)に凶方公営企業法が施行さ日て，相撲川河水統州事業もその適j用を受

2月25けるにいたり，事業経質の分担7J法について種々論議が重ねられたが，昭和32'1"(1957年〉

日PIL・j¥，"Jft/l'(r~lli者 1品に 11相模)1\河水統制I'll;;長による 9J

その!AJ3条において次のように定めらか，昭和31年 (1956年〕度分から災施JIiりか2コしによって，

さtもることとなった。

キfll主川河水統制可 U'~:こ主心分水位及び~t'JH分宣にj珂する 1立;書頁13条

乙〔泣， I白浜市をH"';-) は分水施設の総持干，;)互に要する絞nと，~て，日:の各号に拘げるHJj]1l百合。ーに相

士寸ω金額を分担するものとし，前年度の柑J;'!額により毎年度甲〈涼，仲品、Ii IPI~を指寸〉に支払うものとす

生ジ 3

「ば;霊経質1 

減価償t1l1~2. 

支'Mリ忠、3 

fコ1史川汚水戸古NJ!J，:X.'li年度跡事業資及び分msr7.と納付額
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415，057 

問
1
I
l
-
-
i
l
l
l
i
-
-

対
市
会
一
μ

問

保

山

担

一

札

乱

杭

臥

肌

諮
る

)

'

h

L

事
十
分

I

l

n

r

o

 
ー
師同B

 
m
 

323，760 
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(982) m6m i'!l杭11河，)(続雨nlI:;'j佐

iに4 泣に_Mi 杭浜市 c) ;11!j f'J くV
{Fit i -'1¥ 主党)立 1.11 桁i -;i'l- : -Jち 1院しT~I 1T r 

l 分担金::~主j泣 ilタ}j日杭おn5HU金 古1
川 F! F:' P! 

:2.4 i ~崎， 627 ， 1泊 l 山町(127，150 1，10吋仰 上回4，281i 1，804，281 

25 ! 3日(L6211501231J127J日 1，11ゆ，6印 i 1，1的 6ら;， 1，900，的。l

:;6 206，627，150 206，G幻，1即 1 ， I凶品開 1，1的，669' 1 ，S77 ，9651， 

3，559，4631 

3，009，669 

3，0尽7.，(-)3-4

加

閉

山

別

市

品

目

以

1，109，6fi9 

1，1凶!叫91

4 ， 6G9i13~ 27 

:3，5号，9，，163， 4，669，132 

4，669，132 

4，669，132 

7，275，011 

11，822，697 

第 7章本市の受水開始と分水協定の締結

第 l鮪取 7.k ~~始

一方械浜市の導水ずい道工事が進行L いよいよl昭fr:Z4年 (1949Jめ 6月完成週水の運びとなっ

て，何年 6 月 18日水拡5と第57号でrlf.L~:tをもって県知事あて，きたる 7 月上匂からかねての中合せ

により相模.111iJh.k!iii飢事祭から割当水丞20011mのうちJJlj去のとよぎむ分水を受けたいと申し入れた。

スに盆受給予定

fl(1;tn24年度 jij秒 1.-723立方メー「ル (62(日。
4 ♀5年度 λ 1.903 

ff 26年度 I~ 2.050 ff 

く691目〕

(74筒〕

，/ 

かくして昭和24年 (1949年) 7 月 1812初めてね校川河水統制i事業からの受水が ~fj始さ~した。つ"、

で昭和26年 (1951年.) 7月ユ7日にいたD相模原沈でんi症のfB成にともなってlR水註の地主をなアこ

ととし，従来70備の取ぷを同月23日から10011回〈毎秒2.775立方メーわけに増量する旨市からJ-f!:に

通知し取水訟を増加した。

tt~ 2 i1~ 分水協定書

昭和 24年(1949年)6月の取水開始のoj[何lに深レ，市は分水に朕!する協定は別途に耳立ちきめたい

と申入れたが，その協議について県rfiの志向に相当のへだたりがあって再三協議が重ねられた後，

ょうやく試のとおり昭和25年 (1950年) 4月 1日づけの協定裂が調印交換されたのは翠26年6月の

ことであった。

協 7二
， 

日

松長，-JjiiiJ水税制本来阿水分水;こWJl-神奈川県(以下甲とし、う〉と掛浜市(以下乙という〉とのn月に誌の採に

協定する.



百~ 7 iii: 木1¥iの受ノk開始と分水協定の締結 ( 983) 

tiE 1条相似I11河ノト統制n::y，(以下単に河水統制という):こ上り沖久子!分水池から巾が供給し乙がおm寸るITI

水は Ilj;秒5.55:ù~)jメー l ルU 内としこの以ノk取を甲が;;，2，;， ii した。

百¥2条 iilf司、続出!:1f'FL.l二の分出金対匁問ifE物の維持管問¥'i~は [pの n孔!と L，乙はそのiÿJIJO_)-;刊を分仰するも

のとす。

2 HíJ条の介J日銀は水M:'，liIJ~，~-;を J功~~して叩，乙，協議の上これを定める。

~r; 3 ;長 分ノkについてはì'ilf*~dtmIJのは町Jを先進のため甲，乙，両者の立任におし、て分ノ11\ /"J を操f'r: L-，乙れに!到

述 J'る乙の諸施I泣の維持管理をも行うものとす。

2 lìíjrJ'lに裂する '!'illl は経常j~および陥Il~':j'((こ区分し前5去のmíËにかかわ rd\ -，jべて乙山れ且!としそのI月詐

は甲乙協議の上これを定める。

tí~4 %こ 乙は [1上ij3.i1iA， こ'Wij:.!立品目}足取水位を!jJに通告す Q ものとす。 rpは右水i止を乙に分水しな付ればな

"ゅ L

2 止むをi~J.むい jrdlのため前rfi山 iづιJ[又水品を Wi~J-M裂があるときは乙は '1市Jに叩に通告 F るものとし， ~l 

は第1条の水誌の純白内においてj)!!f定期!日j分水しなければならない。

3 乙の都fTにより第 1D'jの予定Jj'ok設以下に減量する必要があるときはとjf1Iijに甲に通告しなければならな

し、

百~5 条 甲乙の係員は立介の上分7J:i血において水盆測定を行う。測史上のJl器雫は甲乙協議の上これを定める。

2 甲は乙の係員駐在に使誌を供与しなければならない。

百16条 乙は下九沢牙水池の水泣記録を句yflをもって甲に提供するものとす。

百S7条 1j1の~Yì地l没物の)ËWI点検その他必要あるとき，あQいは乙の諸施設物の定期点検その他の必要あると

き?需給を伴止しようとするときは甲乙その20日以前に中/1¥をなすものとす。 11年別その他必要な事項は甲乙協

議の上これを定める。

?-l18条天災地変そ白{也子測し符ない:IJfl出発生のため拡給を制限し，または停止しなければならない場合は

中乙において姉機の処訟を講ずるものとす。

第 9条新たに位、令の制定により生ずる負担および資産河評価itによる負担に付ては甲乙協議のよこれを定め

る。

第10条本協定の有効期間は昭和25年4月1日より昭和26年 3月31日までとする。

2 協定JUIIlJI満了の 1か月前に中または乙より文書によって解約の中山lをしないl時は本協定は覧に 1か年継続

するものとする。間後亦同じ。

石協定を証するため木書弐i1uを作成し甲乙各7-l;=illlをw、有するものとす。

昭和25年4月1日

出m rc[ I官民主

神奈川県知事 内 iU岩太郎

横浜市長石河京市

神奈川県を甲とし横浜市を乙とし水道府ノj三日ft忠告について甲乙日jに協定された事政にf;J;a~: L原協定述およの細

目を次のように定める。

第 l条原協定吉&2条の維持管理について甲の負担する経費は左の通りとし，乙は当該年皮予算額の10ゆ4相

当翻をfY1必するものとす。ただし年度経過後Mttするものとす。¥
¥ 

7 
1 1百j水統制J事務1~ 、

ii J以足および水路維持JJj:
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iii 水源櫛養q~

1111 補償 i~

2 甲は前項の予算額の内符を乙に明示し分1I1智iの時認を，1とめなければなちない。

3 前項の分担額はその12分の lを月;1;:11額として月々乙から甲に前約するものとす。

4 月の中途lこ :)"3いて分ノkを開始または廃止した場 fTは前墳の月初額をその月の陪日数により日 ~~;Ij 音 1- $'~とす

る。

tP; 2;;岩原協定百~3条により乙の負担する諸施設物の維持1'，;理'1~は概ね左の区分により所要額を計算するもの

とす。

i 経常 i~

(1) 分水l'jIN，flおよび諸施設物などの維持作砲の職員消費

(2) 分水門操作の動力i~

(3) ¥，市月11を

ii 臨時1-~

(1) 分水門修総資(塗装を合む〉

(2) 分水池山知および修Â;:H~ (隠ill口陸路を合む〕

(3) 右の外予測しない経質

右の負担金は必裂の時叩乙協議して定める。

i:l13条 El協定百:~5 条のJ](鼠測定上必~な施設はIl!!l1zcのとおりとする。

rpは発電所主り事務所迄J!):IH市訪およひ伝一日JTlむ鈴を施設する。

u 中は津久井分水池へ自記水位計を施設 jる。

III 乙は路道口へ自記量水討を施設する。

iiii 乙は隠i宜口へil!lj水植を施設する。

右協定を証するため木書弐過を作成し甲乙舎を泌を保有する。

昭和25年4月1日

神奈川県知事 内山岩太郎

横浜市長石川京 i1i

第 8章地方公営企業法と分水協定書

昭和27"1'.(1S52ir.)地方公営企業法の制定を1授と L，」担当j司は沿気事業一般の遣し却によって資産

の蒋if仰を行「た結果，減価償却授が増大し赤字が生じたことな理由として，分担金の増額につい

て木市に案を奴示して来た。すなわち次のとおり従来の建設伐と絞常授の分担金の区分を際J1:し受

益者凶体から経常設分担金のみを徴収しようとする祭であった。

負担額 17 ， 889 ， 726~J 

般 経 質 4.625，439ITJ 

11， 
滅的!役割11~ 8，772，5921'1 

支払利 4日、 670，9061'1 

l'jr 21¥; $&四1 3，820，7891'1 



~8 茸地方公営詳:法と分ノ主協定書 (985) 

しかし木市のU'ずるところは河水統制事業によってでき 1:った施設はmの発泡・横浜市水道・ J11 

附市水道および初段以の水道ならびに開聞の4者の出資額に応じた共有施設であって，これに対す

る滅仙i償却ï'~をltに市川4 することは変則であり，かっきl\:~%JU酬は電気'Ii禁法においては認められて

いるが，水道事業は料金の悲tWを純応{刊を悲本に算定している関係上，これを言I-Jーすることは安当性

を欠くのみならず，!ill設政分担の共同事業としてはなおさら不ちであるとして，Lliと折衝協議した。

川崎市もまた木市の主張に向調し，九との¥HJに幾多の折衝が行われ，その分担額の調整について

も協議されたのであったが，昭和32年 (1957!の 2月2Hlの会議に於て一応県・横浜・ J11続三者の

協定が成立し次のような党舎が交換されるにいたった。

相模川河水統制~1r.;主に主る分水虫および1'1用分jr11とDlJ-Jる党詐

11日剥113年 1月決定した神奈川県相続111;可水統制 l伐の基本計担lに1&き神72川県(以下「甲」という )1土品i浜

市(以下「乙」という〉に対1....11土砂5.55.:)1ブJメートルの川、!i水11%の分水を行うものであるが，木事業の主E'':(を

更に門滑にするため，ここに日!日、ヴド汗に工って協話、の 1-，(~，くのとわり党引を交換するの

(取水tiの時計j)

!:fn条 rpは乙Jう計日i水統制'1日その張本社両に法き， j詰砂5.55.¥'(ーノJメートノL，(})]!:.z7kJ止を保有するこ 2を確認す

る。

ただし，兆'iif;潟水により川水統制準決の述'f.:;;に'_，tp;-;:を'1:-1花hそれある均台は， i'lif水統制)¥'業の名守1I没者

の利用水hiの減少について協議す一るものとする。

く分水施設の維持〉

202条 I百条の取水lJtTar伐のため中は分水1低投総持について必訴のブI)-?t~講ずるものとする。

(経授の分担〉

古川条 乙は分点施設の判fiNi'1'{理に !Æ寸る絞ï~ として，次のfいJ にmげる 1~用の 1日 J 分の 10:，こirl'~する金額を

分担するものとし liij年EEの1¥nt{日により毎年度中に支払うものとす。

1 TI訂正経費

2 減側償却1~

3 X払利，¥I、

( 有効 JリJn:J) 
2H4条 このn~gの有効Jt!l H\H土，党合協定の 11 jり水わ:J{，小川訂 iifJ!11限のfIJ羽目3年11月71"1までとし，JV]問満了

後述かに甲は乙とヌミ'1'i:i!_r¥E改について協議するものとする。

(党山の実施〕

第 5条 この党 JJ実施に必*な'{-JfJ良は，巾，乙各ゴÈ:~t，:;政者 Iml二 bいて協議の上別に定める。

ζの協定を託するため本計弐迎を作成し，甲乙各1在通を保訂する。

i昭和132年2月25日

町1 神奈川県公営企業守政者

副 知 事 安~!: 'ij;" ~\J 

乙横浜市7](;;註:lf~~m当管理者

水1立日1長 国 'D~ 忠 114
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第 9主主相模湖水源の状況

すでに上記したような終過をたどって，ここに相模湖から毎秒5.55立方メートノレの取水権を獲得

したことは，既設設備能力とあわせれ和45年 (19705のまでの需要をまかないうる悲慌をつくった

もので大きな効果があった。ともすれば小規模に臨した従来の拡張工事における水源立liilllに比較

し，水源確保の点についてはまことに特笠すべき事柄と言わねばならないものであった。

しかしながら相模湖の完成約水後における水源としての姿についてみるときは，その'X~t1 l土水質

的にはあまり好条件をもたらすものではなかった。すなわち相模湖における集水町im93 ， 500IlJJ~の

様相はうち58，300町歩が森林であるが，一日告を除いてtl1z次世界火戦時における}耐えのため，その

後のi也林の努力にかかわらず樹令は若く貧弱な林相であり，加えるに大」て9il' (192051'-) 8月にお

ける大暴風雨や，大正12年 (19235のの関東大22jiによって生じた荒廃地がいまだにその惨容の跡

を践したままの川が多く，現在においてもなおj前段地の泌大がみられる有総であり，またその山地

の地形はけわしく，けい流は急流で降雨11、iーにはーl時限jに大i~L!J1: &+ql し1-1 11 L， i'ヨ食された土l沙を合ん

で高度の{1rJ水が流入する状態である。

しかもこの潟水は微粒子となって長期にわたって沈降せず，微粒子を合んだままの消水が流iP，し

て行く状態であり，さらに津久子lけい谷の風光と杓模湖の出現による綴光価値の俊秀性が呉?骨な宣

伝による効果とあいまって観光客の来遊いよいよすさまじく，年IHI1C日7j人になんなんとする状況

で，遊覧船・競艇・ボートなどにより，あるいは休定!F庁・派館などの無秩序の排日正物や残飯その他

笠理物などのほJ刻印按の流入によれ湖水の汚濁は年年顕著になりつつある。またf師団に入江が多

く，水の流れの停刊誌によって微生物の発生が著しいなど額々恋条件がかさなって新水瓶、の悩みとな

った。

これがため浄水域における，ろ過陣容やろ床の汚染が新しい重大な課題として取り上げられるに

いたった。事実四谷([，水場における道志川系と相模湖系の阪水の水質は，Y(のような相違があるので

ある。

(昭和27年11月 ~28年10月間〉

Lパ水 リ川|i |LLいμは川i扶山JJ」EUJJ」F;:4:fUC;|j〈低;出3?1:V判!;LV三ユiトJ」斗」zJJ44斗ムJi44ムjドLレi占4故1止i正tJ:!iいi叫J2日泊J[低Jι毘J「
泣芯川系 5日1μ

一i1l5i1l →幻 ~l ~'~I :.:イl741l l !品 24.5150|叫 3012473189164j71岨|お|
子

li:1141t占長官jlj;罰il;121
口::j:;[;izl立ZMidi;:jjd::;(::j;;j755

11':陸自座制H! 1._ 



第10な相模川河水統制事業第 2次IN強τj工業 (987) 

|一般細部数!大関 m 昨 | 抗 生 物

原水日1hq;;HEM-71そ _I~_:_:~とと0141亘面目白i亙
J自立、川系 I2，200' 可 95.:11

山川市叫ん1 71日，，/汁 3!00  0 0i 3  

キ11 抑制系|丸山 守川川~~O: 山ll.lj 川川叫 1 同 O. ヤm

第10章相模JI!河水統fljiJ事業第2次増強事業

昭和26il' (1日 51:f-j:.)にいたって初枝川汚水統制Jc}rl主に1YcJ し干!lr1í:~川県から ilîc'J:次のような巾出に援

した。['キ日校川河水統制事業の活用が最近町!によtfJ JJ日して ~G屯及び水道Hl7]ciiL 法問HI7I(等の ì5;jti出に

反し，自然流i立が減少する傾向にあコて，Y~lこ中目j淀川 l は 5 月 6 月が潟水j切になって;;Jf~:水丞に不足

を*す様な状態であるので，これを増強する必要があるから泣JiE、川の7](を津久升郡牧野村字:Fi:又地

区にてJl!lとめ，その水11を秋山川へ滋Lて相模湖lこil入L， :1'I1l立川河水M[j~;!J事業の増強を言|りた

い」と。

しかるに遺志川はすでに明治30年 (1897{1')以来横浜市*;立の7J(fmであり，またその以前から地

元各村に対して1Tfl林その他についてt;¥ill)J>2G，大1E5年(l916iの以来はj丘;止、村内に 2，800;iZ1町歩

の水源林を{)(のように経営し，地元名村への各宮市Ii助その他幾多の災ffi〉左京ねてきた悶紋があって，

T行水道局は泣志川lに自覚im河川のようなjj!しみとIY.J心とを1'，'ち続けてきたうえ，創設以来日古代の先

入先戒が築き!一げてきた努力に対しても， ;fuJにこのjiLの要?l!に1̂ 'l成することはI-B来なかった。

遺志 )11水市iかん受林

1 7]( jJj;l林の概要 (ILI梨県~iíH古都道;~:i J)

m
h
H
 

税 ll!l 結 Tl
ヘクタールl

2，780.93 

81.69 
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1
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入 ロ入年月

フじ ILI梨県有林

元私有林

大正 5 年 5 月

大正 11 年 3 月

言十 2，862.62 

2 水源林投資額

[II or I 

立フミおよび:1地

n 
rlll 

投 資 額 i資産科評価額| 愉

19'-寸 百寸

1，259，146.4岡 52，266，760.04，水 ;1):1 林
I t-li 林

8，971.83
1 

3岨，521町土地その他

32，896.57， 48，340.50; 

1叩 1.014鈎 臼脳 622.501

考

141，898.45 
1，101，190.76 

16，057.27 J] 

備

物

言十
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3 収支計算(大正5年 5月から昭和27年 1月主で〉

部 l 主

党 ~[1_ 1_ 1:一二二日二E二三eI___J竺 色
FJ 11 阿

基本財産 収入 1 6，044，065.4611 'Ir J"; n 1 4，702，817.41 

補助金 1 1，188，957.5111寄付金 I 5，924，516.1判

水問かん 5空費 9，086，055.4引

11立 入 σ3 出 の 部

~Nf 1~ 1，169，893，081 

1 7制限内 計 l 

三五両l一一一一「 ω 示示ぷ[[----...-.....-.........1-

ここにおいてrIiは設大事件として昭和27年 (1952年) 2月20日遺志J11開発問題に関して市議会全

員協議会を開催し，この問題lこ関する報告説明をした。この*~!l果木市はlllの計画について政府当局

に反対隊約するとともに，や1，;，，，)11!¥¥当局に対しでも正式に反対の意思表示をすることに決定 L，同

月22回市会を代表して水道委員，当局より水道局長が上京Lて次記関係官庁に市怖を説明して反対

陳情舎を提出した。

関係官庁陳情先

建設大恒

通産大臣

経済安定木部長官

公営 !ln\~委員会委員長

資源庁長官

iJ!設さ:t:ill!局長

河川防長

同1 ゴt
1..' 

神奈川県相模)lli吋水統制第2次Ji刊炉Ir涜(遺志111河水統制事業〉について

n下iT県当局に於ては相模川戸)7)統ilJ1nn:禁のfP!強を回途として， 主流道志川の水を同じく秋111111へ放水し

て1日限貯水池に流入せしめる計聞を企図 L，河川使用および発電関係官庁に申請中の簡であるが，本音|商はm
志111を水源とする木市水道の安全を脅かし，百万市民の死活に関する事態を惹起する倶れがあり，木ヨ市とし

ては絶対に同窓しがたい案であります。従って別途木市議会としても， ~:，~n:をもってfiLRへr，m'l"i'fl ドでありま「

が， tî~\:1に添うよう3':忽フド計回lを御取止めになるか，御訂正になる様御配慮中日成区〈隙'ff'í致します。

前if~'PrtHilljを ~J圧される場合は，子め木市水道子:í Jmと御打合せ相成度く中添えます。

rrnln27年 2月23日

横浜市長 ζ
u
 

i
j
 

πH 
f
 

平

神奈Jl!W，知事 内山狩太郎殴

相模川l河水統制第2次増強'1工業反対陳情告

県は同下相模)lli可水統制事業の増強を目迭として，支1車道志111の水を同じく支流秋山川へ1ibJく，相際貯水池

U~IP: i削〕に流入せしめ，同貯水池の貯水量増加とそれに因る発電力的加の~.-!闘を企悶して，河川使用及び発

電関係の官庁に申請中の紐きであるが，附記の如くあらゆる角度より検討し，県の現計画は償浜市水道の成得

権益を侵害し，横浜百万市民の生命淑に脅威を与えんとするものである。

故に横浜市会は)['ut川系ノIj(imを特にm視しているWI浜市水道のため，との計阿には絶対に伊H'T.l得ないとい



百nm; 1日t;;'L¥¥i'i¥)水統制'¥¥'茶拭2i}-:itB主[¥C'も ( 989) 

う結論iこ速しだc

n卒攻隊の;t1/吐1心¥とiJ[1高:;;'，O.U!1計l邸主述かに1話IIiI和fよるよう主主に Wh)をJ3し似防する。

E14 

l ;"Ì:i:志 111 と横浜汚水道J'j~-:)"2 とのfn綜

相叔1，[支流出i:2.O:J 11 はL1J~~J!!~下に1tのf由主発 L 村主、)IU;-~i~t久1 郡を横断 Lア三ifttこ{'ì!'!Íìじする i:if.JII fJ;施行Fて11

であるが，枕frntîJki立は明治30引ここにその7kiKを求めてよ~?1" この川の生止、地点の水源刊誌に工i を用い， ¥[1刻

県南部沼市道志村内に2 ， 800:;r町!pのホiJJiî ì前主H+を終析十ると )1 に i;}rl~1町村Lこ対しては泣林奨励のち日、f士約二，

又K:q

努力ιなして沢たのである c その結果撲浜市';Jci主はその水質に於ては我国主立ーと称せられ，又部品1給水用とし

てに述〈海外に主でその水質を誇ることが!日来る状況にあるのである。

t.r~ fこ世:Di止;)1'乙於ける本市水道の]11水1<<については日]~;)30年のホft:;1変更虫干}，'に於ては津久井郡市 )I[キ字 1~" Ll J:l山

内より毎秒 0.3 立可抗 (lOII~) であったが，そのft2市き専の進朕 l二f干し、， ，宝i大 tJ!、張い明治43iEの百~2 司持張1

τ]Cでは現在のよ1.¥)11村字他子11:まよ E毎杉1.1立方米 (40:1めとし 昭和12年の立)3問主主班=r:niでは吏に羽ljtJ 

fま砂251ブJ米 (70側〕と Lて耳r(rに至ったのである。

このf手私2立方メ -1ノシ (70gむのJWJJ:J立は，下?ぬ'fCk誌の水乳貯と;土占I11の出水Wlの流;江ょ t見亡，取水τl

能の1}-_j，:..I~:~ 112であって，昭和12年当時 Jヒり京市の水源問誌に対する努力的結 1，1~多少尉JJn したと!日 ;:..iÆê ι止に余

怖があるとに百円えない状態であ'<>-'~ 

。
M :p 1!~~川県の訂阿と木町rlj思]τ水屯との，'3f1完

tlPs} 11 ~[I~ rJ)~!'[iliÎに工れば，本市本 ;T:純子取水口ぶり上抗日日勺.，j 1 町;~-~~!Fi\1宇n又の;If~il:J 11 ;'1~: -i 'I-:;こむL 、てタム

を築iiil-， j(l志IIWl式を秋山n:こ放水して発f立をしようとす~， t のであってその'i;;-n制定m水位は叫や 2.6 古ブI

メート凡正むっている。併しながら戸1121聞に主tJ.，f:f}Qi0."':JJI}"1" i色}，Iムの渇水量一;立毎秒 2.6 ~~::-)y メ トル官tオ、位n'

は3.5立77メートルとなってもるので 1ir (J)内 10日の潟水!日WJに長又のFムから-i~íも放水されずオ司 lri7}(:t!~

はf号無となり，又 1:tの i)~;立7よ )11が低フ1位十止に i] L-ない80 ヨHíH立c'IÈ子収入01 に於ける本rlí司自Eの取水散は平う

じて故大毎秒 D.9J'Lぢメー 1ルで問符貯水抵の半分にも迷{:.ntれへの送ノI_;l';:fこ支障を来すととは明白である。

3 木市?Xiliに於け0).且芯，"1系水市1と粁1t立川宍水間1ζ 日関係

神奈川県四計闘によればての_-y;γ'j'~1兄仰をl)って本Tf水道的手収入口を予防水府と C，フミ}止の117k.-ITt はtllW

;11本流む河;j(統 Illm¥主;から分水するから設立えたL、というちか'Jjであるが， この見11，につuてl土木-111は全く 11

反対申立場をとって居るむであるコ

本市水泊7~(，r1; と Lては;(í正IJII系 l[1)j(fIJ:砂2立方メートル (701間〕の外に目下ーコド1_11の:?J:.4 回水;õ:tl!;~長エザに

おいては， 1¥[[I'，)，lli'<]71統制本車によるillと久明分ノ!Jci止より布秒5.55"j'cJ; /. ト!~ (2()日間〕の取水!i{をすfL-てい

るのであるが， この仰い)11系水、1-i!1.;J::，本n7.k;iiの外Lこ， .KI'r・111:i:i'てのiむの各省[!T!J"ノ1]¥';ilJ日i.k， 相r見原州地v在淑

用水lT..'G<JI~~日水一J]発?Ji I-J7J::!存者問の水利椛が錯綜しているので，本町T水込の計岡7](誌確保につし、て不安が存す

るのみならず，その氷11に於ては道志11系に比して沼化主的に見てJニ較し認ない程不良である。

昭和27:午2月22日

横浜市会議長 よ日b カ

神主主)I[県知事 l吋山忠太郎民主

県 11iの折衝と計図変更

己己において 2月25日にはよな河港課長その他がit水 道 局lこ来訪し，技術的商より市水道当局の亡、

l匂をたず:弘て?本市水道の既得権を侵害Lないよう校術的研究を約するにいたり，ことにこの横浜町
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の反対運動によって関係官庁も横浜市の周立がなけHば卒業を認可しないという口約をなすにいた

つてはmも横浜市民l'の主張に協調のほかなし ここにたびたび双方の協議があって設計のi!t更をし

たうえで協定が成立L Thは4月28日行議会全員協議会にかりで諒承を長， tEもまた4月25日の土

木委員会において一応のド]誌を得， さらに8月21ヨの県議会において可決されるにおよんで， 10月

7日次の協定者が取り交わされるにいたったのである。 この協定者は横浜市水道事業の既得刷椛

を安全かつ確1~に気持させることを目的として神奈/Im と横浜市が指定したものであって， JI~は予

者[外義務負担をともなうことについての議案を県会に提出したしたいであった。

ここに本事業の 11:1定が成立し初めて主務省の認可も得， :>jf-iK施行の~びとたった。

神奈川県営相撲日1/可水統制増強事'*施行に到する協定書

神奈川県営相以川河水統制i惜しιう， (以て「河フrk~~制事業J という。〉施行1E関連し杭俣市水道耳E君、の既得

m水権を安全且つ問実に保持させ包ことを百j刊として神奈川県〔以下「県」とし、う。〉と横浜市く以下「市J

tいう， )とは次のmFJ l1ii定する。

~f.J.， 定 き存 項

1.fD条 県は県下津久ヲ1，'flTr11川汁字@[s子の市7:<1旦JRA口百iに於てW!断なく最少毎秒2.5}'L;jメートんの安流水

i止を確保止しめること ζL.市水道の1IZ7Jくに支障を及ぼしてはならない。

2 1'(11取の水量を確保す毛ため， JlL は ì_"lt久m叩牧~!tj 十字長又の県毘j:)}に於て常時間要ノ'k ;liとを E忠川に版流し.

渇水時には最少毎秒 2立方メ{ト 'oの71<設を放流するものとする。

3 tl11 広及び符 2項の*量は}I~工事完成後と志;11の自然i荷量及び市の阪水の状況に主 ~I. Y県市協議の上明滅

することヵ:出来る。

耳~2 条 PT誌はι草/}::路稔i誌の淀川 ιこう〉ノ'ki色合誌け，なf)211:Z入口から分7.Kl也までの区間l丸水道及び発泡兼円の水

路と L<の官r!nl，;j:~'町市共同して行うものとす。

2 WiiJ}"tの牙水[むにはうよ水波ín':::::;:;~i ト，ノピ近所要7X:f:立を使先的にた志:11に放流tしめる楕3宣とする。

!i， 3条 R44上 兵又fl~IR-f;n ;[..I~_;九Etî咋の1'1指定域間に，市北;庄のJif嬰水泣を硫保するため，子附収入口及び隠

JQを 市がこれを恰理するものと子る。

1~~ 4失 11LJ主liiが百円2条及び第3長のJJIIi泣を管理するため，必要な職員。一二公舎を2戸，市指定の場所lこ設ける

ものとする。

2 !nl士WTJl'l(/)公舎と市点;lurI.lJ;士澱池とむ11¥'lに咋，1']電話及びi羽路咋も併せて設けるものとする。

111; 5空ご iiir ，3 条む 1)ι./. を "I]J が代J1Rするために必要な人j'HJE及:，~施r士。補修占lH~:;jに要する経費は 全額県日白

lO.とづるものとする。

節目条 :::1'12 条から:U-&4 条主での峰l立については県は-I~J と協"韮白 t~1計するもむとするc

2 i'illIf-l J] Jj並々のJ二Jfl!l市:i必要ζ 認める ζ きは， I\~j.血行のE主将又は松交に立「7うことが出来る。

;日7条 íjîは，胞子}11 7....1 に -u~て，毎秒 2 立ブJメートル白7kを確実に]巨木ずるため Iこ施設をするものと「る。

W， L. このぬ;i-，:~ ì，t. !Tl-~' 市協認の上設計ヒ，そJ]J-:jlfr~:，j全額県が負服するものと寸る。

1J-:~ 8条 県は札来TI'iがコill] している山梨県南三細部道五色村内 Ij1'1き幸次林i脱!日こ亡事'l'/oij>方 f!ji.;金をこの河 7J~J先

:1十i"lr-;~;_:;Ki手の年度より全額fiねするものとする。

耳!，;9条 J\~~i r有がJU志村内に所有する;丘志I1わ'ki原涌ft林に要する司1I寺nr:l!¥積む半額を，この日10.¥統制卒業によ

{;:， }ix_水開始0)年度より，毎年友負担するものとする。

第10条 このJ可水統制'1'*'とより 1 遺志川及び相撲.1 1のlü1t~町村並びにその住民，その他刑陪一関係者IC生ずる
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水市Ur:[，漁業時:その他の弓f益にl到する損失又は新f古等は， mの責任に於て処m:L， m~立一切関与しないもの

とする。

第11朱 この協定の'k胞にWI ，-"必要な初日については 1札市の"11務当局において~II;主協~:Æす。もむ正す

ザ--'.".' 0 

主の協定O)iliEとしてこの?占領弐過を作成L羽印む上県 1汀カ'1F色i星を保有「るc

昭和'27在日月 7日

神奈川県知p.n: 内山荘太郎

紋浜市長平 i日記=

ついでよ記の協定書に悲いて県・市事務局間において実施上の協議が行われ次のような申合せが

確認された。

1 第 2条第2墳に関する要墳

長叉f[lii:)}l巨人口下流導水偲遊底部に径1，000ミjメートル封、1:?排水撃を設計し3 横浜市に於て管脱するもむ

と1..-，第 2 発電所'~転中は制本弁にて遮断し，発註停止中若1..-<は第 1 条第 2項が確保L得られない場合は

横浜町派出貝が古i山乱世出島長指示に依り自由に操作し協定笠を放流することが出来る。

2， tiτ3条に闘する事項

県尚三又堰iE右inlJlこ横浜111管白川間 2 メートル探13 .4メ ~I ルの排水lW e~~け自動手動装庇にて日間羽 LfUら

るる nll;:;'J とする。(，j1l*KI吉町 2) 横浜Ttï派出民は沼 1 条~n2mが布保'-'，与ら札ないWj(ìに古山沈澱J;}?i長の掲

示に依り白rbに操作し協定fltを![保するこ正が出来る 3

3 首， 4 朱'!i~ 1到に関する11JJl

L日が慌?fnti派出員のためltil1-j-.:;:.公合はrl!坪拍l?lj車 2 戸建として竹1哩:ご使にして f{~J生環境の野地点にイむこ

五完了 lか月前建設を完了する ζ と。

'li¥ 21'l\専JR~.\t~ò ~'-;;.Î';lì町、派 ~HfU~舎見び)~;'I.! \Vjl;世間一 t\.

務Pfll[として， fE料i.;J:2.6ミリメートル祝日!銅紋をI11

いlll.i.1t，}!とする。司入工1L完了 l，:.，q自iJ完了すること。

4 百57条に|舟γ る )DTi

1¥1 ;'-:1飽子]宅入口改良のため O)I:tl¥Filli日3)(7)-?:Il;J施日

を行い工事1立問浜百『こ委託すわもの乙さ ω。斗、T.¥f.'}( 

71かJJiiiセ了することロ

~~ 2 条，訂~ 3 j長‘~~:: 4 条σ) ，\Jjキ守班iC( ， lYI~ -jJ~Sj jf¥-1と。

またその後においても県企業庁と ilJノピillJi"i';I!日にお

いて工事災施上の純正lのlib;f記述絡がけわれ， :IH手30

年 09561:0-) 5 月 21 日には二JI!'，;~)ιにいたるまでの

JJlJ't1におけるザ定1';'')な JI~iJèめをし]山J者のf)lJに党を

I反交わLたc

*':1>';廷はHf!t布13011'-(1955'1') 5 FI Ji:JD::~，三 ;:ït'iの
あび

担当エ収入口の施設もまたお成して同11'-5}jから協定

による送水が行われるにいたったむ

鮒子 Jfiノkえん堤

(判 11;;111河武t:j't-制IJ~Ç2 ;:主的強引業に主る
胞子市入に改良施設〉



(992) 話6絹 利根川i河水続車内工業

木市導水ずい道から和模原畑地

かんがい事業への暫定分水

第11宣言

神奈)':ur:~においては叩判23年 (1948';') から訪日岐原開発湘地かんがし、事業を羽始した。とすし:-:，:わ

が巴における蘭抗的な初治ての試みとしてt1é U されたものであったが，本主主ー勺t~n上かんがい水量

とその-J5il;，(時-w!.iW:7_\:.(J\:~ß1.およじ?主主百枝子百なと vこついて県l土日i?~fn24司 (1949年) J_えから説的に~\

;決i也を設け ij~字、と:i1，三nLて試験を ~;jíS-~むこ 2{こなったc Fi):lf業はまず相模m~TCJ 駄~n_大湾地内の

幹線合完成したが:':'もんがも'J117KiI~ー!と L てのずい)il.:C'_!rがえミ芯一千であった。こ ζlこごJいて完成部分

への約/;-ZC)jニめヰI!i.i.((;k-rいJUのヂ)此をかEとして1I円相12:W-0')/;8'1'-) 1.11'1 4広刊で?、111'3，は本({f(こ士，i'

L;討三か己 配分水おについτ次闘して米fごc プサロ，1，jにl豆大11f獲で0--::>itこの古川水1負担]

会ならびに司-j;;:<7>議 l~-，Iとを日て引~， ":1::)一地 1!.12:いを íf.:認 L. ， j昭和24'¥三 0949年.) 8，iJ10I た日i!<に

ま汁ーを t うてヰプ}:-;"ぃ;主主竹ζ li~~J 11 ~_;;ÎJ ';1三;_V';こiJ，JrlJ1した。

r~-Hli:>~ ij: 8 )'110 r1から'''1261，'3 J~ 末日まで↑1'1111引fl!f

201刑~') :J'l 

セ L て 1 立方メー r ノ'l~2日殺の l昔日科と~，こc

その@I有利2以下(1951↑r)3月末になってさちに l:ff'n氾fll，.:;こ 5}7}:のjl;J間延長Lたが，その努匁

イ!'-}tねて煙り;λ:::;)I~j 入 t 己 ， :i~ ったので，蛇H~i活力二 (195止めに

守

づ
/

1

4仁
、

「王
;j( 

エに附するよ1.':*)';')処百三.1.;:1， t.~\二 J1tj_11させるよ弓との7J:;j1委員会にl夜空n t，あり，以'1"J日i会泳三も采り

! L~ して弓と交沙 L ，子:むにかんがいm水設官民却を n:.;::\千三だのうえ， -!iにt'，?示することを条件に，

昭和28':r(195311:) 8 jj末までの本r:HfC!7j(γぃ;-j{t， ψ 合ぷ;4J分ノlくした。この時の料金;立 11:1につ

さ~_，200 ヲ乙Ltこ。

川崎市との導水す二い道共同施行第12章

ずい造工事共同士EF-協定の成立

f有模:I i in]JJ<_t)c制W:捻Iζ J，;1Jilしそのう，hkを一乏u..?>r~IW1. Jll続河市がそS)J})j(収 l'津久弁会水I官以降

:7)~主 ik施設につむ、て， ~hj Ttfが 200 I1奇ずつ言140日間の流uのず'.;'-泡'":ll:.悶で随行するのを有利と Lfニ

;l~ 1部

J Zこがって当初刀ミら jlljの支f'-ーもな<Jt~1随行とし

て渋沢市が工事をJ也九することに話台v功;i!:;~ :_.だc しかしこの丙打の協定が書類と Lて限り否定b

されたのは昭称18年(1943年)6月18日づけの日くの協定書であった。

ことはその地理的条丹から::1，i黙の市誌であった

横浜.HI桁同i1ff合同施行工事ユ限jヌル協定r
{k7U!県密集嘆Illi可3史的?司ーす兵二ヨ日分/て字J7--?-之を::;h臣、スル校呪・ 111時可打水笠Nmつ拝立r ソノ P芳江主

f7ニ手ルt事5 日間シ積摂?ヨす甲 Lγ11目前ふ7守乙 1.0ン，可者部ニ主/;童ゾm¥tス。

工，~ '，f'j1t行の i芝府l:j:l.H 手;i~!fj:1河71zRi:~FI帯主骨本才:{r- :;J::; ，.I~ i}1 W; fif~Æ lfr!- i竺より WJu:lf';.ll1主原主fT九択升水

叫心下mcmTt-咋7k隠エ尻町門下JZメ(卜ん泊二五i!.--尻町トス。

~ ~ ")l"~ハ Z， ノ季1f二生三二午ュ i芳子之 n 抑止1 ス i そ，スa



第12i;e )11的市との入手水ずい道共同施行く 993j

3 総工事g~予算額ハ余 3 ， 680 ， 0叩刊}ス。{日シ，設計変更ヲ要スル場fTハ中乙協議ノ!ニ決定スルモノトス0

4 乙ノ分jil，WiJパ r:-']¥:'(l(ハ-j'，1'i:UH;:'&'jノ2分ノ 1，>)if")'f1(ハじjff(村n;r分Jnmiノ5分ノ 2Hiiトス。

5 T.ifi: ノ支払ハ仁 lf ノ政功i;l~分ニ対シ可I ノ詰ボニヨリ乙ハソノ分抑制ヲ巾二支払フモノトス。似シ，乙ハ円1

ノ'iIII')}<'ニヨリ子メ一部分J[i制ヲfJlニ牧人ルルコトプルヘシ。

() :l-，:']，'uT))JJUilJ:ハ町W!19'1:3) J;k 11トス。1ilシ総功}lI1以延長ノ必要プル川ffハ'1'ハ乙ニl品ぷスルモノトス。

7 仁JV;じ成の上はqJ乙立会ヒ之カ|主主1 ヲぬスモノトス。{日シ，必袈ニ応シ乙ノ、段以'JY';ι分ノ快3iヲ為スコトヲ

作。

8 Ýl公材料出ニ物刊ハ工giUr'j-'~)ノL-.I[ I 乙 T 分ニ 1lktJスルモノトス。

[1，;';午1118;1:6 )J 12日

9 コτjトニIY-lγ火災"li変ソノ i也己ムソ1;]サル'ji"l.ilニヨり HV，'<;アリタルJ)，j('了ハ'r乙千羽ニ之ヲ nH.lスルモノ}ス t

!日仏千-dJ士、

)lil;I，;j"dj}_、

間以・ )11附河Tti{i'同施行.i，'):水すレ立 Iド!'J抑制l日

金丸田O，OOOrl 総コ 1~

内I11自わir['lH!拡1

式 1，810，α)01リ

iメサ訳 ふ 1，7'16，150Ilj .::r.':J トJ~

::r 93，850[tj ~jq;51~ 

時j 品川

'1" JJ 

十r;1 ノ、正11

H~ 日j
il'_ '，1;IJ i1u 

j¥ ~;~ 1~ i 

'1 fl.;'H I t151r 叫1l;~f，'r1 1G;;j~1主 '1 fJLH'iI17:i凶|川118叫 Inr){n19刊
p，' ....一 一寸 一一一日| 一一-f'.!! 一一一 i一 一一-1'

11t i :3，492，3日 95，問。 1，9印，(削 7削，∞町-665，削JI 72，3明

:1，お5川 l 札 4削 1，782，9卯 713，刷 6拘，「l 丸 3001

必9川 ←|肌叫お7，m
2，514，酬礼160: 1 ，77'2，州 102，叫印刷

却 1，2ω 2剛 10棚肌川 1山)蜘|

(1) :1 

1 水日目 !'， * 1'1 
i!':久チ1分 水 池
~';~立 J'(

ノ'Kh'oき;'S;;i 'l'i: 
T)cil<分ノI]¥.iil1 
?{~五 11

2 他物 1~

~.t ~旬新築 1'1:

似池物資|

3 れIi 1'H 

オ!虫 n収 J'(

J山

tlB 11立j?!

4 ~:n 

1[可主十日 ]';:11lJ: i 

nf: 11): 

(21 '11 ;r-;j 

合計

)11崎市負担額(2分のl額)! 

lJt 1， 

67，500 

34，(ω 
:~3 ，5001 

116，5αM 

33，8α) 

3，7日J，

78，S目。
札叫
17，(α) 

26，000 

187，7刷川

:{I( i 

，/1'， 

H 

12l 

3，680，000 

1，840，000 

55，0胡 J

29，引川I

25，1::¥40 

3，5似)i

1，5飢)

2，0α) 

日，300i

19，800 

3:1，500 

45，710'， 

4，白川l

1，000 

'!O，110， 

18，。αl'

l-i，OUOi 

12，000 

5，α)0， 1α1，000 

100，口∞ 2，000，000!

酬醐醐

1，1，2印有

14.20引

11加 )1

1，750: 

1:1，000 

18馴 1

6.0川|

12.(旧0

40，0001 

8∞，。∞;

土，0001

13，100 

29，2削

1，酬|

1，山川

コ，日川l

:l，500: 

問3
 

7，7C回

∞

出

l

l

o

∞
 

∞
日
7

3

 

80，00副

40，Cぺ日|



e 994) 第6前判長JII戸:水紙市'J'j"c栄

第 2節 ずい道工事の一時横浜市単独施行

しかし共同工惑の分担金としては工事予箆に計与されたところにしたがって， !ri?和15年(1940"1')

皮50，0ω円，同16年度およびli年度に各々1，000，000円ずつ計 2，050，000円のうら 1，840，000円が川

崎市水道から讃浜市水道へ納入され，昭和201:卜(1945主的の敗戦までは1hlm""liも}IU奇市もそれぞれ

の鉱張工事計回;こしたがい.相模湖水源刀]区水・導水工事の進行に懸命の努力を説けたのであった。

しかるに阿布地主空襲の戦火で大きな被害を受けた後は，一11勢および社会情勢り一大変転から7J71i

の払張工事は一時中断されるにいたった。戦後横浜市においては進駐軍の指どうによってまもなく工

事再会され，ことに導水ずい泣工事に対しては進駐軍から所要2 メ y トの赦~1;があったほどで阿こL

IJrの進行者しいものがあったが，川崎市の拡張工事はまだ再開にいたらず，ことに終戦後の物伺勝

賞に処し計画変更により増額された工引授について，川崎市は共同工事としての分担金支出の方途

がなかったので，昭和23年 (1948年)12月にいたり，現経済状勢にかんがみ昭和23年度から宜~4 恒l

拡渡工事のうちJ1I崎市ζ の共同随行にかかる大型ずいi亙および同付計工事に対 L財政の変更をおこ

ない， )l[j奇fIlの分iB金納入を廃して市伎を増額計上することに変克L-.単車T.1i1i行の形を1反った追加

克正予算を組み証ました。なおこの件に関し)1[由利Tとikのような協定締結についての話合いが進行し

たのであったが，協定書の締結にはいたらなかった。

11'1(浜・川崎両市の共有となるべき施設に関する協定

神奈川県営相.~川河7](統制事業によ~，分水を受け之を水源と F る横浜;11崎両市水道拡張事虫、中将来共用とな

るべき施設の工事に測し慌浜市を甲としJllli，jjllを乙として両者間lこ左の通り協定7る。

1 共府施設となるべきZ日]は県1~楠楳Jl i河水H:制事支持久井分水池内県市境晃点より高座~11~相模原町下九沢

升水池田下iJt誕百導水隠道洞門下12メートル2Cまでの区間とする z

2 工事は甲にt':て単独之を施行する。

3 将来乙が本施設を共用しようとする場合は乙は甲に対L総工賃並びに同施設に関し原則として経貨の 2分

のlを負担する。

4 前項の分担金並びにそ白支払方法は中，乙，両者間において協議の上決定する 3

5 分担金の全額支払完了後において乙は施設共用o!ih北を発生し両者が等分に使妬するものとする。

{旦l-，共用の~)J万発生lì百においても本施設を池に使崩せしめんとする場合は乙に協議する。

6 共有施設l刀管理並びに経貨については甲乙協議の上決定すする。

7 昭和lヤ H山両者間において締結した協定者は之棚劾けるc

第 3節 ずい道工事の落成と川崎市分担金の納入

~ij;水ずい道工辺は昭和24年 (1949年) 7月完成週水をみるにいたったが，その後)11崎市におし、て

も拡張工事を再開するようになって，昭手125fE(1950年) 7月本T]l'は川崎市長あてずい道工事の完

成の報告と工事授について概算綴を通知し工務質の支払方について!照会じたc

工事部成額

右 2分の1鎖

144 ， 960， ooa~J 

72，480，000ゥ



納入済額

差引額

利子相当額

川崎市分担金

2，050，000Pl 
70，430，000 " 

10，410，00011 

80，840，000// 

第12草 川崎市との導水すごい近共同施行(995) 

この概算工事t，~ の支払方照会とその後の交渉によって， J 11自奇市からは昭和25年 (19応O年〉度およ

び同26年度に各20，000，000P1ずつ計 40，000，000阿の納入があり，さらに昭和27年(1952年〉川崎市

の拡張工事も進行してずい道共用の運びとなるにおよんで，同年 5 月 13 日本市は総工費の~"~1算書を

送付しJ11崎市の分担金残額の納入方を訪求した。

総工事11 153，281，回4内問銭。庖

川i陥市分担金 (2分の l額〉 76 ， 640 ， 542 円29~.k 0座

起債利子相当額 15，156，389円24銭 5厘

川崎市負担額合計 91，796，931同53銭5犀

うも昭和26年度まで納入額 42，050，000円日0銭。厘

残額 49，746，931円53銭5原

工事 1~ 内訳

区 分 金 額
何

大型ずい i立 1~ 1332385，35885544 0 

分 又dく y也 ~ 5，414;429. 

建 物 j~ 450，912.71 

1m 儲 ~ 211，689.960 

諸 EE 1，026，515.403 

設材料差 51 額 967，383.000 

主主 ヲl 言十 139，521;523.463 

奇E 務 主主 13，759，561.117 

合 計 153，281，084.580 

川崎市分担金 76;640，542，2901 

この分担金について横浜・ J11崎両市の聞に種々打合せ協議が行われ，工事費分担金に関する党告

が昭和27年 (1952年) 5月次のように取り交わされた。

横浜川崎両市合同施行工事費分担金に関する党書

i昭和18年6月12日附横浜，川崎両市合同施行工事に関する協定書(以下単に協定詰?という〉に悲き川崎市が

横浜市に支払う工事資分担金の算定ならびに支払方法は次の返りとする。

1 協定書第4号の事務質は工事gHfJt~蛙iの 5分 2illIとあるを昭和21年度以降 l 制に改めて算定すること。

2 ) 1111;i1li分担金 91，796，9321'1也を目指認しI昭和26年度までの支払出金額42，050，000ドi也を控除した残額金

49;746，932円也を次の期限に従って横浜市に支払うこと。

1) 昭和27年9月末日まで

の昭和28年3月末日まで

金 15，000;0001可也

金 15，000，000円也



( 996) ~116 前 1 相模)11r1l水統制~I"J，

3) 11{~T'1128 :fF. 9 J-J京日まで 企 19，716，932ドi也

Iln fI127:q: 5 n 

1民江'UIí本 iù:J， ;H:.~ rFj 'i;i ，IJ;， }:!i 

I11肘filυjく泊部長 Ij1 H- ピ

かく してl'i!{I'5 JJ 2211， オ木';:"1リIiω泊か〉らjハ川11附自附苛[円市tiにI対Jし2浮草ノ水ト一ずf"<、j辺江]三~.trれ心

よび u世にi限閃詰羽!してlは土，川111;，j-l!iとの共有lIA泣の関係I:lli得iilli椛1の会了1'，古iiをIIWdiのp可ね加としたいとし

て)1.、fTllil;U"を送付した。

w十 ill: ・ハII[I，;I jll~ lli 共 ii 財ぷ 1<

ポ{I附 1E|完成イljill1 11i fi l也 jl'l~ ;?i 取 得 州 知 1Z11JJ4

I!II泣い、 ju|HiJ11718|ドIi 1t :A..:J J:!: I~ 111州時ケ!以|lii之、共:3.5メートル 1川 13，附 l却 11 70川，543.1ふ
I "" dU  I工 1'，':iEE !l日il1'~Uj;主日ど|組担三ニトー士 一一一|

Ikさ匁)メ トル l 
日夕、)|分ノ1](;也 グ ltf久wm;)ij，!jLH- 似 10メ トル 2，附5，幻1.'1771 1，川2，(対5.7，1

i京:~ 4メー}ル
内符~;~(jメー|ノ，， 

" j山山川:，叫]山山附州R刊川川|日川附?川川川川川キ削州川|円川州i仲州十μ~':似川Wι似ω仰L引明iI町i

L ノL-，!l正lJ:2Hiメ トノル

8，717日it 4，:158.78 

5十 1 - i153281一一I 76町山

官'~4 11m 横浜・川陥商-drJl~用施設管理 lこ関する協定

Wii'F. JII川IIlwniJ1、J1J.i_!}ノkずいi丘および111]I"l JI ，j~ htli ~d:のう)-j110に l引すーも協議を進め {:j_n.); ， jt.r:i]hi!i;没

'l.'，;:nl! );U~についての協定も附 ~!í :，]"):荘lilIに hいて協議され， H{_{和27il'~ (1952i.I'~) 8 11 1 11つけをもっ

て次のとおり協定九を以り交わした。

共JlJJj包 i泣 :i~;f虫に I~YJる協定，1.1

神奈川1m'.::付11収JII;'llfノk統;[jIJ::n:，1Si:lt久)1分;j(I山内川 IhらLif[~ }~l，からド :j Jj~ii[;.HI似jんしIIIJ下九沢分ノk池土 CのJt川崎

，;!~ (以下 I'JUIJlJui，没」という。)O)r;;slにj対L， Wi浜市をI{Iとし， I11附J¥iを乙として， jl!J K-の1111にiえのとおり

協定jる。

0，刊の]2:¥0

治 1:5長共川施設のt;Jllliよ'1'が行うものと)-<J 0 

〔補修改211)

'!:l12条 共月]施，，:;:にIlClL特に補修，改良を加える必要が生じたときはヲ両(fI1/J';住のフえ， lPが L~l\ を!jÍ[[行 '-r ':J 0 

jこだ L，~I'ìi!;の経品な補修については特に協議を要しない。

C1~ITIの分担り

2r~ :3条 )1，111施J之のili:jγ古川uでおよび日I条の補修・改良y1kl主1]"1・乙折半!1!11L，乙l工中のI出水により克払う O

(l.!A，，:υ)役目〕

_;:r~ ，1 :~ 以本心INd'lにiY-]L -c:よ，中・乙川)(iこ文仰のfJいよう収拾九述絡会とるものと J-o。

くllJi WJ) 



UU21;江 ) 1111，:jjllとの潟水ずい;u共i司施行 ( 997) 

首~5 条 liif 合条に定めるものの(交わ， ;iUIJ施!立の自民!に11-1L民誌をとlじたときは， !11Jお協議のうえ肝決する。

{寸!)il

!:I}6条本協定は町lfI127:q:4;-1 1. 1-1刀、ら九泌 Jω。

お協定を記するためプド，i;:弐過を1'1 り， fJr 々 ;i:-O)'~Ì出 ::'(f:tHJ 勺ら。

J!tHI127:iF 8 Jj 1. n 

r(!dWrlj 

日LiF-rliLに 、j'. i{i ッc

乙 I11川di

) ]I!!i ，~j-dj長 金京'I 不二太郎

ここに施』泣の共有ならびにその行l_rIに|主lするいっさいの協定はずいj江l勾iAe水のようによどみなく

成立して， ドノLìJ~)} ノki Û!， か:.:) (よ ]d，jI tiの寸い;立にこんこんとして、ド汁された水:~L; がっさることなく流

入 LMjめたのであヵ

ド九日とうfノJ.: ìl~

(j;:¥in 11;;)、.;(1': I!lι↓i¥ 
¥. dJ'水rl_l_こグ〉うj'/l(.i:也/
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設 備 と年表



(9M) ~~j 設ノj丈lJii 

現在施設概要

備設水取

道志)11系統(表i泥水〉
~ぴ

神奈川良津久井郡津久引 11可大字青山字飽子平

自然流下

ロ入

(1) 

I阪

取水方法

1.97立方メートノレ (70伺〕毎秒]佼水能力

170，000立方メートノレ1日

同さ5メートノレ，底幅 5.8メートノレ，頂幅1.4メートノレ，延長27メー iノレ堤んえ

コンタリ{ト造り

凶而平飽子 Jlii入日正面図

角落式水門

高さ2.33メートノレ

。耳 3.03メートノレ

制
r、4

内
内
ぱ
町

ト
ト
H
k
r

出
刊

u、L 

相模湖系統(2) 

神奈川県津久井郡城山町口入]医

神奈川県営相模川河7.k~.1t it司事業より分水を受ける。

自然流下取水方法

毎秒5.55立方メートノレ (200個〕

1日480，OC日立方メートノレ

取水能力



(1000) 現在胞 設 11N: ~ 

;江主 Ji[胞子以人 11 ilト久 JI分ノk池取人 11

(ノk泊施政巡り出沼会可立民より〕 〔水辺JJÍIi設巡り JØl出会:i:j:μIf~ 上り〕

i尊 オ見 設

(1) 導水能力

自然沈下 1 [1468，0飢)oUjメートノレ(195似〕

(2) 設備内容

(イ)

A 

道志川系統

ず

"ぴ

L、道

灼(---(¥ll!i-lj !日 [lrJごいJE

i':;j :::_: I I)ii; 

メ今一トル 犬山

2.12 2.12 

(，ド久川 JJ山 \1~ ~\.)I 日f)

~，[ J心[昨;立 Iil司

メー iル

日"
2へ

864241レン jj.;立り小川 j白



持7k設 vl，I (1001) 

無 IJl i器
延長 70.61メ-1ル

レンブ'j2枚悲

延長667.12メートル

" 
(
本
民
地
点
巡
り
版
協
会
写
山
門
限
よ
り
)

山

ず

い

泊

と

俳

砂

池1'; 1I1 はでん n~ ~'三 H

(津久井市城山町~相t~w;cnî)久保沢ずい泣

刊さ|

メートル l

1.9 i 

'1'沢___，j( ，c，} n n 

ずい i草3，187.1メートル

40.0 

84.1 

3，311.2 

7k殴橋

府きょ

百十

日一句』ーもーー‘ー一ーー』ー一‘司町一町内ー一一----ー一一一四



(1002) 現 在 自包 自主 概 要

外に水路でないずい道として次の施設がある。

青山~太井関 城山ずい道

レ

Ci1t久井:JflliJt久井町〕

I~ *1 f再
、.lh
lli 

百戸支司レンガ i告り

ン ヵ- 4 枚 巻

太井地内 太，1ーすごいi且 Ci'lt久升 ìl院.l~久叶 Rrf)

潟さ 1 版 1 ~ fc 1 附 泣

メ【トル 1 メートル メ-1ル l

2.42 ! 3.03 91 Iレンブ'j;1iり

1)& LlJ ず し、 i芭



導水設備 (1008)

B 導水管

青山~中沢悶 (津久主将l!JÞî!久升羽J~津久井郡城山町〉

管 種

鏑管(鍛lli' マン不スマ Y会社製〕

逃心力鉄筋コシグリート管，高級鋳鉄管および一部鋼管

大島~清水間 (相際原市〉

内ミリメL【 5ト径0ル日 遠心力鉄管iii5コシグ{ト管

清水~麻f再開 (相模原市〉

ミリメ1m31ト0ル0 電気浴i華鋼管，一部IJi級鋳鉄管

イν3チ6 鋳鉄管

日ti'i'年~大灯Ilil On限応，10

~:\; 日
ミリメートル l

l，500 1 述心力鉄I コンクリート~~;;

大型f~川 1:11' 1::1 (相似郎!lJ""""ばun"rU保iヶ谷氏〕

l付 f主! ゐ"ヤ H 
ミリメ日トIレ

1，1削) 屯支01合I定例r，;'
イνチ

36 1:JI鉄管

川 Ijj'~四谷 I llJ 〔日目浜市保!ヶ谷I正〕

内符 I '(，' 干F
ミ')メートル!

1，100 I ili鉄管
インチ l

38 1 グ

種

種

導水伐の Ilfrii，i 

「水;WitfiJO:巡りjiii影会写l'L!Kより〕



(1004) 

井.c.. 
ロ接C 

〔沖夕、::JHii¥i"!t久升ll!r-JJ;(ノト代印点〉

山
口
叫

hノ叶日リか
グ

川
山

γコ

数
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也さ
一
ル

6

十

ト
同一一

i

ヌ
じ
一
ル
円
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F
 

{メ

内
一
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Cil干久子Hl-15JJ&lllmT一久保沢ずい泊起点〕

~':{ 川h1主池℃
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八
日
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4
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山
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中沢 IE 介 ~I
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〈抗H~;原-r!T一久保沢ずL 、，;ì1終点〕

内法院|内法的1¥I i京さ!池波 I1昨 泣

---Y=F~r-"寸; つ71 ;lFンク下ト造

l
u
q引
t悶

一

上大応援合弁



(1005) 備設

(相l江原rn~~.t 水鉄筋コングリート行起点〕

内筏 I j，~~さ I i也数 Im 造

T7lzj→ J「TLv-rE

又k;，If/ 

麻潟減圧水そう

dυ 
，_'i'r/ 

A〆
グ

も
，-，' 

¥-'P 

相川三トミ

g
=

36インチt:.;

1，100ミリメートノレ管

1，460ミリメートノレ色c

1，500ミリメートル管

1，460ミリメートル管

流入管

流a¥iま

、コ
/ 

ノ③

"" '¥/ 

昨
同
泌
減
圧
水
そ
う

数|

21管筋コげリート造

" 足三Wt 

(担[浜市保土ヶ谷区川井浄水11，))

陥没さ|内法柄!深さ|池

苛つ?司

川井金水池

~ u 00 

938" 

2Q_ 

。/，100
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(1006) 現在 施設概婆

)11 井泣水池

西谷 7ITf水池 (横浜市保l:ケ谷区関谷浄水場〉

内械さ r'l注悩!深さ|池

1I ~-I~ トぷ~I
数|椛造

1 I号筋コ川{ト造

四谷沈でんi也.tr_上方が活水池，その

中間]は薬品混和油



1平水設備 (1007;

(ロ)柏;僕初j系統

A ずい道

津久対一~干:.ILilil泊 料快ずいi誼 〔津久JHIil戒山町~相脱原市〉

内 法 日 さ | 内 法 師 | 延 長 1 1出 辺 |摘 要
メートル I メートル l メートル

35 I 3.5 I 4，219.5 Iコングリートi主り ! }，i'hkずいjE

下九沢~虹吹閥横浜ずい道 (相模原T!O

内 削 さ 11);i);耐え一長i*i
メートル!

'" ;u 

5，707.2 IコングリートiiEり



( 1008) 現在施設概要

B 導水管

虹吹~麻i持fln (相!立H;l-I!T)

内筏|数|管 穏

ミリメートル

1，5閃 I 2 条 | 述心力鉄筋コシグリート管

麻i持~川J!'IHJ (相!悦涼lh---横浜市保cJヶ谷区〉

内任 {jJ 種

ミヲ;i:;|長両手均二J7コ{iJ， ?r'函~1H山五福間
i下3

(阪:持出水管は一部2，0叩ミリメ{トルコ Yグリート・ライニ :/{1鋼管:

的ケ*----mi谷rm (Wi浜市保土ケ谷区〕

l什任|特 種

ミリメートル i

1，650 I 遠心力;r):;jj万コンクリート管， m気1百接鋼管

1，100 I m気i'fH主制官， $}f鉄{i:f

(若乃jケ峯li:'合弁H11水t1'寸土一部内筏2，000ミリメ{トルfE気治接鋼管〉

C 導水路

川升~鶴ケ当'1lll (横浜市保土ケ谷区〕

長 HIf 法

外に脳2.2メ{トル?~~さ 2.5メートル鋼HIt水路橋 3述延長606メ{トル

IP、 準型 水路

門
"ヌ

司会

利

円。

写_，2旧三

02 
「寸

03 

寸

事司 き ょ 4，592.9メートノレ

ずい道

階きょ

コYグリート
水 路 橋

406.5メートル

752.6メートル

794.3メートル

ノト 言十 6，546.3メートル

鋼椛水路橋 606.0メートル

計 7，152.3メ{トル



治水設備 (1009)

~q;水路

鋼構ノ'J<~路析の構造

(水道施設巡り搬拶会写真展より〕

大賞水路橋



(1010) 現在施設概型

D 接合井

下九沢分水池 (相模原ih 制限ずい泣から横浜・川附雨ずいj立への分岐点〕

外そう内径|内そう内径|全 長|池
メートル 1 メー卜ル l メ【トル j

351 161 521 

奴 1 l!Ii 

1崎E窃コングト l泣

、"
3込

|紅!日

五月号

ぺ点
v
山
一
地
北
巡
り
品
川
時
会
り
J
h一
日
r
k
り
〕

ー

九

沢

分

水

池

川 JI'!ll'合弁(t，d只di保 tヶ谷IKJllJhいvl也
数 Ih¥lt 泣

l l号筋コ川一 ト泣



(1011; 導 水設備

〈横浜市保土ヶ谷区-il~~7J(路から導水位への接合弁〕

数|椛逃

1 I伊コ川一ト造
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一
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…
リ
て
和

一
グ
建
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γ
帥
問
口
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三
2
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術
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は
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鋲
り
階

数

…

1

〈横浜市保土ケ谷区illi谷伶水場〕

内法長さ j内法版[深さ Ii也
メートル i メートル i メートル i

19 1 16.5 171  

街谷 議水池



現在施設設備(1012) 

他
岡
山

品川

ν設水浄

沈てん池A 

(津久井J，Ji\i~l久J \CInJ)青山沈でん池

!有効 1-'): '11 

|山水泣|山 山
メートル j メートル 立1;メ』トル コングリート泊りお

69.7 I 53 i 5 I 67，日日日 l よび鉄筋コングリー
I ト述。
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(i013) 備設水i'J， 

(中目棋原市〉

た，

11;1~ I…メ百τ。判定判官利土えん

相模l京沈でんim

103.5メ{トル

貯 水 池

日 WL

自副
眠
水
塔

1呈畠.'J色

A
 

副
取
水
培

延長 255メ{トノレ堤本

延長 450メ{トノレ

延長 25日メートル
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要古住在(1014) 
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叫
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(
本
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川
地
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巡
り
品
川
治
会
V
7
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段
よ
り
〉

薬品混和池，沈て.ん池，混和沈てん池B 

(横浜市保土ケ谷区西谷i争7Jd;g)iill谷薬品混和池

1.8 1.5 ! 1.5 1.5 I 1.5 4..5 

， 間半18 明-+，18_ .Q25 ~ ?-;;~ 

13.34-
出量

s 

j 



浄水 B泣 制i(.1015) 

illl谷薬品l:tでん池 (横浜市保 kヶ谷l正西谷争水場〕

E 内法長さ(内 IJ似;池 数 i情 U 

主三1 41鉄筋コングリートiik
iり

lL2 互生旦

;軍3. 8~
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川
仙
利
池
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沈
で
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池
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判 メ引 メ1工:引I 1 I何号伊筋和コ W トト凶巡

旦
;事 45

7益 ロ
，
町
内
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聖書~現設施在現(1016) 

池過ろC 

川井緩速ろ過I也(横浜市保土ケ((~区)11チHJt7J<))，)) 

内版さ 1内法相 lz也 数 j
》同トルーi… メニ -I~ル j 一一一… l 

22，11 17~81 21コンクリート J立り

日01 21Vコン川一ト造

.， 
"よj，'ii 
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o 1.50Qこに lト .J.__~
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内法長さ|内 ;1，柄 jろ 過 蹴 l池 数 i1ニ 泣

一----;<月:)~ 1 ーで戸J;-)~ 一千研工日「一一一一一一一… 一一一一
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を 7.K ij色二J堕 (1017)
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水

場

人
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過

池
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水
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巡
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搬
彩
会
ザ
つ
い
日
日
開
よ
り
〉

西谷急速ろ過i也 (横浜市保土ヶ谷広西谷浄水場〕

芳'，~ 式 |内法長さ|内 世、 的 |ろ過国税|地 数( 十持 1'，' 

1M(fF丘iA)
メートル 平方メE ト6ル~I

ジ~-エル 7.3 5 鉄i生筋りコシグリート
ノ

ホイラー 1吋122-トル) 7.3 70 7 " 
" 11.55 9.ぉ(開YE九) 87 8 " 
" 11.55 9・4(1. 90 8 " 

等十 会H 号

宅四守ラ

ι号寄4 



嬰ifA (1018) 現在施設

十
六
T
J

主き

i先 j保本 官 自

十
五
口
町

内科七¥，主ろ過池(1-5}..._.12号庄内〉

1m 谷急速ろ過池(1号~16号隠外〕
(水泊施設巡り線影会写真展より〕



!lIc 水設備 (1019)

i'Lf谷急述む i且池の洗汀f

〔水泊施設巡り撮影会写真民より〕

西日 7]( 備設

A 配 水池

J 11労 me水池 〔揃浜jli(民-1ケ谷ぼ川井浄水場〉

I '-!.1 __ 1. ，，-，7 j ，~d ， '1'1， I行 効|r'司法長さ|内 iJ、航¥I
1
池 政(貯本批|

メール メ白川 ，'rJ日 目 ト ル j

22よ4116.801 11."1，8201 コングリートiむりのJi!f1.'i災後内[(11に鉄筋コン
一て玄 'V">>> 1 • 1 '，"""グリート被泣した

28.0川 26.401 11 丸山口 j鉄笥コングリート造り

← IW) 

厚
ォ、
線

22.94-

〈コ
<xl 

、。
¥ 

JII :lt自己 水池



(1020) 現在施設概要

四谷配水池 〔横浜rlîf1~土ヶ谷ß西谷H'7i場〉

72.72 2 鉄筋コングワート法
り

46.80 4 鉄筋コングりート迭
担

ふ立千乙寸

日以

N
h
n
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一
正7.2ヱ
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111 
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ミト

36.0 

ワ2。
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配水設備 (1021)

V:I ~i !1~ 1 ~;円己水池 r}'J tm ~g，: 目l !f~i: ト

野毛山配7.k!也 u白浜市川区)

竺年11i;))ノ問|池数 lZよ21間 造

:;有 3! iドロ16LiJ万人五

wr 毛 lLI f"ic水池



現在施政概要(1022) 

1f~見西日水 i 也 (横浜市鶴見区〕

内筏|民三l!型j 盟主査当柿 沼

市可引 -i丙:zl炉コングリート造

鶴見配 7)(t詩(横浜市鶴見限〉

内筏|水深|基数 jE水室 1 l再 泣

;「fτ日仏τ万7-IE

鶴見配水池と自己 iJ( j;持

( 111，浜市鶴見区〉

百5

点「五つi木 tF| 配水区域

I 36インチ !保山神奈川方面荷台およ
1 び鶴見方間一帯

1，100ミリメートルi鶴見，神奈川海斥工場地帯

i 36イYチ | 神奈川海岸地帯および関内地区

2日 グ |西IKおよび南区荷台方而

26 グ 1 1現外埋地お主び西根岸方雨

22 " 1 山手，根岸方面高台-~W

26 " 1新山下，本牧方而

24 " 1 保土ヶ谷，待問，磯子，金沢方面

200ミリメートルI111井，今宿方面

18インチ | 瀬容，ニッ楠方面

20 " 1 長津白，中山方而

36 11 I保土ケ谷，戸塚方間一帯

im谷配水池
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" 
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年表業横浜市水道事

白汀

Jst 什じ〉!rj:.. の」。〉Y、iII 水一川ハ、1府i

1 1J:.政

:[1か条の??文発ギli3.14 升WJ神77、川県お与判 liは揃仮にヌiUit↓克の
急務を1111び政IHに['.1)'0，ま)11引ノJ(CiコiJ!lji止
を行ったが， :'1←仇のため中rIした。

6 p:政1859 

3131 

i A I 'J ! ヨ引11な水似と一一るj_¥:H¥Jの会社古れれこ上る本
187111413 

i ' ! ~ I 凶水道工、lfに治~T_。

l57一 円不訂正
式。 9.2Hl'liHに初めて}[J折灯点火

l873 ! 6 1121 I t~:!:n企業川胤水凶成。 17 お 1印改下条五五両
| | ; | !平面込五函'):t11[h1二長ζ日二二E了、一一正τ 一京市有fて石末7台湾日1¥

1874 1 1 7 i 6 1 の:Ii主 的l'川県に引きは寸。 ::E 10f]ベル Y でi司際郵便会議紡

「一丁コー「で石市五福石E石川料の徴収に応じないの?と」18761 19 ! 3 I '.'....，_U"' '="""-'-"'-I ， _n"~PN'^'~I'W'\./'"'' V/! 
I 0 i ~ ! で， FAは上ョ φ下戸を-~:割引 H1iL，月 7 刊を|ベル，電話椴発問(アメリカ〕

」一一_I_.~..'_.!.._ ..... ーリ也主主L辺 盟 主u三。 よ
1877 ' 川 什 I m1~をもって村山立のwunをした。 川酬守 ~2 月ぶ面)'])

ム ペ /h)." "<0.. -u -j  '-/1~1!'!VJ ，}u'_ ~___'I'n)i'j'<'... '-'1'-.0 1 rJ，インド帝[司ぬ'L(ヴィグト

j i 川 I )Mォ:fjill水道の大改修に糾比 :;IFZL47lfif蹄訂
I ! I I に す3・ヲコ玄ττ7rnJI旺

1879 I I 12 I 10 I 1 水樋水道の修日H完了しJillオJ'lHJ目。 I結成iエ 5 ノm灯発町](アメリ
1 . . 1 . .... 1 71) 

|日I 1. .. . ... . I ~~! 川・オーストリア・ィ
本随ノ，]'()白金く破たんのまま放悲さる。 Iタリプ三側同国討t成。

)7.23. Jit城壬Irの変(大伐訴の古l)
ommn 
9Jl 北太.m十鉄治全通(アメリ

カ大自主阪断〕

11.28践的郎ひらく

i l1jJスエズBuijJ郎通，6111悶路市1-"1

I'Irjt::J京横浜沿で船舶給水をU:'JJL

j 判Jめて河川印刷IIH']tfrllllC目的民事f

1l!J) Hl'ti民で発[1]される。

17.14. j3Ui!H;/i:M。

五1i 1 Jノ}くを.WiiF:二引fll十む水川計 ji1_iiをたて

li治O)IU阪を「る汗が多J;):II'r)三。

1872 

神奈川県はパーマーと 3か月の契約をもっ
てj庁式オ道の設計を三塁恨した。

ノミーマー王J11'0 IオにI対するzn1干1，~~;.王1:-提IHrマ一杓州附悦倒川l

?刊神司市1五奈:川l瓜¥l;は初めて内1務杏:Ii灯;に1桃F抗li浜民オ道工τ市]¥抑I引I巾Jドl 

z訟占t討:をt促足!山f_11した。

1882 

一

間



18月 川 主
11.11攻父!括的

12J.ベ/レりシ条約(列強プフりカ
1 5，';引につき協定〕

村奈川県が損浜凸祈州主三三hに茄子しだ.14 Jj 日記雨明日に丸，lt対 'jを締

7Ki駅弁羽お・本T企部ココエ「目存j日む:市工事 1Ni (朝鮮「凶生i)

話;こ日立中の':i1，;'ri:そのfiLiDJ抑制[ん i言。!2内1m前j制定〔刊誌か日
だ知1附がf白浜に芯いた 1

与;円台・大向Ii↑]::r.:'_Jm-~!..nlm~lî池山市述. I 1月 イギl)7.，ピルマをCH'ì~
Min本Jt山市民)J:にうEだち外1'1人給水科会 4月 メートノレ朱お!こ加入。

組出野liE促l;X:itj;'E:i!i= ~ f¥o;正し iG n赤十字条約iこ加入。

市切の水泡官蚊;北工~Jr-lこ追手。

山下町に註~中の水道事務JifíI'合gç成。

51浜水泣~'1'~~;~F1を IJ1下町苅庁会に日?J;泣3

ポシプ主j~'J，ro:]石炭採掘のため，かねて'1'請中む八ヅ1尺民鉱[点字~ç t-E引の許可下る。

J院浜水;-u給水明[リJ. 1'(口，1;，J(j直共;日せんt先日"
および1~~[m外国人mWì噌給水祝 ;lij施行さる

j\ ッ ~R炭鉱佐官~，:;:;畑町J始。

tii(i民主..t l](JtH?;;主す〔創設水道〉

悦{rf ，~;'\ C現!定不町駅〉前に*;u}可:成Je;G7;ffX:
水~，羽衣1町;Ì&島沖社攻ゾ~:C71(註市rR"記念
I宇治弓E誌された3

オ110 1叶1制近代水筒liriq給水開始〕lu iAl……なし 旧i ! ( 山処山分悦をしだ

5110l 入ツ川鉱石間出中止。

1

1889

1一円一一一一
23 i -'1 I 1 
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tl:l[浜市水草事業年表
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2月 ドイツ・ 7J一一ストり 7・ノ
タ"ア三国i可mln!:r=r:

6月 rィッ・ドシア同1，1，旧(ド{
ツ・ロシア府i九昨条約〕

10月 フラ γス ~ì\ イ γ ドシナi虫. .']; 
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1 -1.17 示C聞い引制定。

11 FJ コー )J叶ブ、前向鉄道fmilllo
:S~f~ rおが{t!lili!j~t 。

2.11 却、先頭L
4LTiq同計ゅより杭浜市と品

る.全国で35jlj誕生。

4.16 東海道本線開退。

lO}l liiill悩111水道溶成。

2.13 水没条例発11f， 5河Jt:fI;~制
• miii訂公イ『。

7月 1;11副総選挙。

9.13 横浜共河wu-n司式会社によ
り~~'lì立に lJJ めて1t:tTが点灯され
た。 司めは行内 300灯。

10.30穀守"Jt1JiiIT覧布。
11.29消1問帝悶議会fJflHL

12J 東京>-..tbHnWJにi1li，~関述。
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横浜市水泡~J~又年表 (1025) 

n寺 |

厚里子同-~I 横一水泊 :~Ji: 栄一史 i この年一五ト

1891 1昨JitiI 24 I 7 ;117Jj:務所長として羽田又七が就任，常設委!8月 ロシア・フランス!i-fJml.結成
nには参事会民r)-1から 4名選任された。 9. 1 JM北線開述。

110 i 21 i 第 1 回拡張工事言 l 回第 l 阪を内務省にけl~U
i し た。!10，28 i);~応大:lllií;:~

10 i泊 以用地方大地反の余波で盟沌山貯水池jn流 i シベリャ鉄道起:l
i f;J)?;_'がUl在~，市内自己水1[';;各所で破裂した。 1

18921 1ぉ" 1 1ぉ|第1回拡張工事計画にIKI~，内務行から設|ランカンヤー白紡仰のストライ
¥ I ! I 計変児ブJの通知を受けた。 iキ (1892-1893)

I 1 7 " 1 初出て如水立{~を行った。
i i I 8 ! 18 I 1:i& 1 Eil lll\ ~l~工事官 I'umの設計変:y::江~2 闘を内
I I I f'h'1i'にrl1訪した。

I I I 9 I 26 I 上記百52臨も設計存E制主主:むの命令を交付

1 た。

1893 1 ふ「干長足し長引いk始まる。 if::イトムム|ム子ソ :/fifiifU.ん，:n允 IVJ(テメ~ Y!) 

1 恒伊川Iノkのはしり〕I I l'o'.l/'lnII/J'V_""'V'，.J.) 2 12 創E古水浴の設計ならびに施

I I 7 I ずい辺市オ防止工【jLを内務討に必可LIJ訪。 I 行百たるヘンリー・スベンサー

I 1 7 1 ぉ|飢凹lÆ~工 ll:;n 凶のお i 立文節 3 似内務| ・パーマ一死去。
I I I I 符に時I対。 i子→ーりー夫妻ラディウムを先立

1 1 1" 1 [Uj上工事国Wl，IiD)J}jにI!:]L.，内務・大叫両 1 (フランス〕
I I むに中訪。 Iデイ{しぜ字ル「デイ一ゼルi機i琵E到!出兵刻lυ」を

1 1 1 1 水印仰J必邑志村における似虹封鉱fヘ、区係制を不計 ι可川fμと I -)1発と明
I 1 i 1 するよう l県!l~ および京:llU1京刺t抑叫宮鉱鈎削i訂川1I山!J監仔仰J川可に中叫阿L訂諮t?i 。

1894 ! 凶7111311[;;1上中請に対し採附可抗らのものは処分 17.16 日本・イドリス改正通時五条
" しがたい旨回答あり。 約制日l。各凶との改正条約あい

! 1 2 117 1 ずい治日水妨止工事に';L'iニ子。" ついで成る。
8. 1 fJi/i戦争起る。6 1 17 1元町に大火あり配水笠11，260立方メートル

をj，gJTjす。
6 1 20 1 京浜地方に激22あり， illj.毛lli財ノk池にf(¥忍!

生じ， r!n均配水管も各所破裂。

8 I 7 I ずい選前水防止工事許可。

10 1 7 1 京浜地方に再び激震あり，野毛山町水池の
i 亀裂大となり漏水増大。

10 122 I取水所を津久井郡青山に変TEする工事の許

1 1121221 別 l詩。1 12 1 22 1 ずい辺町j水防止工事務成。

1895 19 

4 23 

6 21 

7 

8 

10 

JI又水FJfを1:1ト久井訓告山に変aするエミiトの;j'fI <1.17 r-1 ;?f浦和条約制1'11。
可申訪;rJ1Eをjlj拠出。
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ゲ
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・

紡
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月

A
h

レ

マ

叩

背111に取水所変更工弓-JPlf~、認可。

初めて止水せん制限を尖鈍した。

八ツ沢民坑l日坑に尖き当ワ山水炉はなはだ
しく，水容のため出坑とする。

青山1日入所亥吏工ιjl:苅工。

i丘志川と流背j見本Iにおいて，かんがいなら
びに発泡の水利 H.\:~:sの計四あり，不許可と
するよう県に交渉。

1896 29 1 6 113 1 第 11司拡張工事事業I初刊l前(百'E4K~D 1M&!回[国際オリシビッグ大会，ア
11Q I M" J;:Il;t!1，~':.IT\~.~~"， lF; ， "r:.;>i1;OT..... ， f ，..n'， ~"'.f"' .，.._，!!i" I テネにてIJjjf出。7 1 18 1 物価脱むのためJlX入間変更工事究追加を0!1

l_，， 111
I'入許可を限いでた。

9 1 2 1 寂雨のため得水線路百&3 号ずい滋}úH:l~す。

111191J記入rrr変更ヱ~Wi~iIT入願いLB，許可となる

lド30却配0川|川1 お刀:(口直郊仰山「l四回叫呼中r訓 iド…iI (第4 ギリシヤ 単戦t。ギリシヤ敗れ'
I ')J:; I ~1 l_---rTlfIT:1r;lttgfj.httr，，;J' i 1ロ2月に5認dzJ明」，25 向上工本国待補助申請。

J897 



(1026) I白浜-，1'水道)Jr~ti三去

時

西 出年 号 l年
1897 fJm~、 30

1898 I 

1899 

11 i 11 

4 23 

5 15 

11 19L18 5 

4 

際 浜 11 ノド jE 寸F I: の L怯史 l こ白 4 の背奴

力士 1 rtHJl;jl工事事業I4J可および向市刊J見l詩 5!J 足三?同山1.~~~通事判、

可。 jlu.l 公平位制実1jm(日本〕
i芭芯木版におけるtf，~皆、区，鉱二と抗tJlて成"
5.a 附 f'J の .n}~'完全をもコて特許 'lî を放まさ
せる。

'i;llJ判収入rrから]巨止を閃始しも三井本;[;t
ポンフ事;j7Jq充ko

話剖f田ため，新設早々のiEJiぷrr治MJl味水
E矧I)， i決H'とともに流失 T1Tr''lf明水。
古1111日7.K所信成I¥I.rl式c

W 1 f81抽出ユ JjCJ!j:2f11回公l:L'i:1>t集。
第 1m!水泊料金改王(航と1'1)。

lí~ 1 回 l!L;民コ苧 ~I' り、441可ならびにコ:-Jl1'i:国
体川上担!JG)司11令に按-c"

i.k道路Iらこm，w~}水道m~長問設置(却 1 回拡
張工'Ji担当).

SiD岡山政工事起工D

外[i[入所沢地怜水制nlJ日吉1"コ

4月 アメリカ・スベノン戦争
(キューノミ叛況が原1，.)。

6Jl ハアイ在':)j:'~ (アメ~ '1， )。
8J- 広品 11i1k送信l広口

12月 取京ili改良7J<，立i道水間始。
'..2月ノ刊条約， cアメリヵ，フ

ィリッピ yを併合)0

12 I 下Hl七';， 1 町↓こ ~1 ， 160 í~Î全焼. 50戸，1三悦の大
〉くあ 0，'ii'!;}zノ主主i多メ。

条約改正に.tり治外iJ為権限ιさる

3月ハ グア11珂平干[会議(ロシ
アのik唱による).

5 ri 義干[i図1'11'1中心じ治'1'，:袈〉起
9 

I 10 
出 1J I.11 折、'H工事j:~2n 2 r司公民事銭。 る。
10.15おj二び10，17の両日の器瓜雨:二より 6月rt.Jアフリ力車1ノ台〈イギりス〉

i，:;水t_~h;占破迫L .M~~~;忘失，ずし、i江吊jl長む大 1 7月 国昂i中京裁判;，rj-設置
記t';:;:を生じ， 1 iJふにおてi:s:l出水とお1:)0 I I 9月 アメ i口jカ囚務J長三正"自ジヨン.

1 へイ， 中宝巴門附戸円思潤砂目
毛等7をj抗足肘R昭B白

1900 お 6 加 t 境Jlj限切山主に主~ J!'~7J({nlil!Æ;加水す I 4月 :''-11伊 iH'道給水sUiι
8 29! 

則的l
出会むため， );'f，_水Ij:i'・n:J_Kりに事政説iJt， L-
出i)j(した。

第 l同拡:長コ二:11'1を資金欠乏し，主主代未払代
をlli入金に振り持える。

財界不引のため， J-j'D@拡張:D~;:.U-~3 J日公 1
lt'UMtミ道;こ不-i:X1:toに終り，次年j主に絞り越|
す。 J

中間にj二itPJf空tllJi~ (誌干刊現北京
に入む)， 6.15 日本から出l兵 c

1則2/ 認 5
5 i 31 

棋院ノr}(;n事務所の名肱を)i3L 揃浜市北邑
)，jeなり，請を設泣l-iご。

i::í~ 1回拡張工'(1'1:ど超法王長官(I夕、C:募集に主フ
て1'Mく完結。

lFi シベリヤ鉄道完成c

1，30 '1木・イギリス同盟主i材。
( 5 'f.I日〕

5 ， 31 1:111壬U1娘二仁平践のIlif'¥配水管延長工事完
了。

i (; ! 12 I 大泉氏問による五郎れのためヲ草木fG日メー
トル相模))!に段品。

l じ! ! 大，c)m:_~'線路変更工ーすも凶手 E
一一一一一一一1903 I ! :J6 4 I 8 [，H.工'jr合成。!ラ「、兄弟VJめて飛行機で恥L。

7 れ川主刊JHIl止ん1市訟のサ ビフ、を νj4 n f~、学校1司 '，Ë :ijH-\t判定c
tJJ~の占n干を交け。 o IS iI /-f リスコJペルシゥ u~r~支配

斗伺 2I 'I.七
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との年の背景

C~li言取il-='fi"(まっ発。

イギリス・フラ YスitL陪I

zz止の日限日(ロシヤ第l草
の阪医〕

5円 神戸市水道完成。

7円 岡山市水注完成u

8月 孫文京京で「中国革ifI:同盟
会』を結成c

|95 日銀;条約〈ポーツマス
条約)~{(rf1i < 

lIi内包Z巨大江桁~亙/橋1;的自通。
京浜-;rr気鉄泣(品.'1-判l奈)1開1)

開通s

p)li筋蹴献の計四ð~ ，その筋官 i33 て住l軌道完成。
の不許可となるよう辺到。給水m~f..民間J国自 1 横浜紗:;il( JlHIÞW~J11......λ王子|羽〕工

事着工。

ハナマillfii'Jヱ布茄工c

1111' 南満州鉄道扶式会制設立c

1907 1 1岨 1S 12:l I大暴風慢のため導水管制の大引故を，lI金制伽起り，各地時行休業
I I I じ， 9月14日まで長期断7.¥0 I L 11式市筋力議f'(i:;a;目立つて

， 1 盤整?を出し， 第四師団の前 (fT7時E52判所はス

I ~担問暴騰す。
且月 イギリス・フランス・ロシ
アthM羽成立D ベルシア・アフガ
ニスタ/.チペ γ トコU寸両勢力純
回E定 U

第 Z閉ハーグ平和会議く国際紛午
処理条!!J)。

削 1川41パi7 |川j折仰陥司磁長 Iの刊註ι凪:ι品るに悶及んIu-(:で-(:， まず回剛月附哨判州百百|束附神奈烈訓訓Jハ川11凡王日子刊日 j棋糊古苗版I版浜鉄蹴道却巨脚踊
助の副 ~~liill勤をした。 12.18 ヨ木・アメリカ刷協定

1 (邦人野航者の移民淵限問題3
I 3 月事12 辰11，~j'十〔中国最初。
| 日m作斥う

工品「寸司子III立~2副長五山手認可両; 一… |両両ーι忌辰五7一一
! 5 122! ~21if拡張工事国庫補助申請。 I こ<r;年 3 年末におけるf'rの人口

q "_1<: q ¥7，'， h\. ，， ~--.---.h''''，':^~ r:¥ t<'_，;..::H;".""'"'~-~-'" 407，4.32人。7 2 !i":;2区出張工1;]:失1't公程起債許可。 I 唱

8 16 郊2 田M張工事事業認可。司間席補助決定。|ピーヲー，北~，Ù~到達〔アメり方 7
I I 1Q 1 第2 田 1:Tt;~1~工事施行りため水道局にI 年事
I ! 業部設践する。

函面下一i瓦 1~8~'llT瓦雨戸孟五子両孟孟ii;ゐ7わ訂干712戸EZ4示~i，瓦語ら
する。 1 現状維持計百す。

8 27 i 第 2回払張工事活工。 18.22 ~斡併合，朝野と改祢。
121412F註拡張工!-，てのため臨時水道委員選任さ j山 酬中尉各市伝尿検に出

| I  ~E~ 

1906 39 1 8 I 3 1 



(1028) 樹首~!iî水道:'j'，:f).;~年表

位一一一一_1 T 
班活科|年|月|叶杭浜耐水道 ~:1; 誌の医史| この '1 の背 R

1911 i明;;.1'14131301水道水附L域内造林裕助規程制定。 IZf¥ 2， [D]市域1]Ml~ i.I:~~っ九三。
I 1: ~ I山一一践をi恥し|附J;e;;'jj

14 12 I弘 和フ 三L;附工可』認可 ! 9月イタ Lア・トル=戦品。

1 4 iお|向原町プJ}/}j.尻gE工羽活工。 9月 'i-:亥革命("ltD 
5 J 27 J 遺志水源に釘鉱区を印諮してアミ許可となっ|江主 アムンゼン商J起に初めて到

た伊藤恭は鉱山監併局を相f二に訴訟をも2起 I 目。
I したので本íiîもその訴~:;に参加した。

"_______J_. ____________6 ____~_Lj{Hll~-::)llj訟穴f~t除~}jJI~JT包
1912 1 1品 | 水道局に制収入役が訟;t-"n，ることになって [1F1.'1:11Jに判3起り 2 中事民[E

I 出納諜が;IULされた。 I成立 t孫文臨時大総続に就任) I 
i 3 31 向原仮設ポYプ場工事落成。 2月 京都市上水道完成。

I 6 111 1 初回出張工事の起工式を改めて新設西谷 l
I 1 r汀{

i 1ロ211 I も横術買町i汲j足宅訂I市ii水道手訂給;h:3水4批C条例公布 (従来は給水規 J 

1 i 芦邦別則lりりl口)

1913 i大Ai2 1212S! 富士瓦附川崎山!続 発 問 削 司 附 !7月t:'::2次ベ川ン相手間関
I I トこ対[..， '[i会とともによ刊に反井ii8i加をし不.'e-"ルビア・ルーマニア・ギリ
i 1 許可とする 。!シャカ3プルアfりアと戦う。〉

J 111 1 ;J}i!制昨銅鉱区日行政訴訟は原t~f Q)中 [..11\ 1 
5!.1こす，本市の勝訴となる，

4 I 1 i 横浜市水道給水条例実施。

6 I 1 上記来事j一部変更。 I
{; I I Fl務行横浜街生試験所が廃止され，水質試|

殺を11"].:¥1:-1-全病院に委嘱す。 1

I " I 部 l 水制州1悦訓悶飢j辺且附;
1 0び一T市7会とともに凶隙:↑怖古不古許f円内王石可ifとする

8 l! 城山ずい道工事lこともなう水広洞沿問題で|
地元村氏大挙詰2工lK事務所に殺到す。 I

1 I 8 I幻|仰のため青山部内三ケ木において導水
I I I ci'1崩娘。

-;91，11--'1-31 -1-玩面詰函孟7一一…一一一一目玉王ラニ}品川ースト

! ¥ 5 ! 11 1 第 2ilij拡張工事説水f止の九大島主主治成| リア皇太子夫姿，ボスニア人に
j ~ I 目立殺さ7 メ
1 1 | L，向原ポンプJjJ.と直結。 1f1ポンプ湯水を l

I i 四谷にi草i.k， ろ過砂を洗浄した上， 13日刀、 17.28 卸 1次世界大戦-:.;1:っ発。

i ， 1 i ち市内帥開始。， 8.23 日本， ドイツにだし宣弘

自 I 市外給水規程制定。

I 8 1 15 I ヨí~ 2回t判長工事新設草水管古今成し，新水市i
l 宗ら大草む水が四谷川批清水，断水M

8 I 29! 8.13および 8.29"fff!!!~子JI"入n完成。~ìiJ後 l
に平水i:iiょ4.3メートルに及ぶi且志川大乙 l

l う水あ !J0 ! 

9 I 9 ! I日市山京入口を廃止す。

191，51 --_;-I "3lふじ五日両手両7… 一 一jl五一品川iiZF九叩ふ百
" 水近臨昨事業部および水浴臨時委員会廃止。| 況を現出した。

1凶o1ロ2 出訳苦2記1;:こ対し道志村地乃捌忠潟肌1弘巴1削払下方 l品釘j5説主長ぷf?打;JZ才!平ltア円円附附凡i性宝

子五j
I I 51271 に当ワ刊fヰ事問Wfs嚇悦務枇を1取医陥f扱肘並肘山うにこ ζパにい。 I川 川Lい、立t

i | 5 l E幻71 ι保L土ケ谷町と7水'j(、道分オ水、契~':乱tddA向端苅;結。
I I 1 5 I 30 I ;直;G:*、雨林 2，804P可 l畝15歩， ¥11豆、以から
I I I I I 議受契約*w結。

1 1 6 I 9 1 向上管理のためi立法、派出町新設c

I 6 1 24 1 山五.1ji川市道志木n:;i祢の引iO.しを受けたc



横浜市水道市立t~ド去 (1029) 

11年|

四府!ip; I il. I n ! 11 I 
H116 I大正 5 I 6 i 24 

I ! 1 9 1
20 

出 浜 tI】木道 ir 法のぼ史|

ろ過ωi'itfd;般を初めて使IIJ~，能ヰ:とがる|
向1Mポンプ胴初防止倣去。

この年の "17' :[;1' 

J:I!!.地に六大あり，焼失而tll60，OOO:1;f干

給水戸数 3，082戸，使j↑]消火水虫16，759立
方メートル。

6 ! 21 ! 水;riJ品の規校縮小~，横浜市水道却となる

6 I幻| 水mWHは道ヰ;)11発電計画を市会に提案し下j
決， J"持干?にけ1請。

i註志水市上林契約代金完納し，移転登記を完
了す。

1919 8
 

2
 

λ
 8

 

9 I 9 

1920 

水泣?古，&妥臼山IJlSt出止さる。

野毛山に水質試験所を設i!';:G， 日'L;f.で水質
試験、山始。

3月 ロシヤに革命起り， 11.7レ
ーニン，ソビエト政出樹立。

9.12 金輪出祭止。

8月 7f:;: ú1jj ì?~ß~総し，米騒動i/-，全
的に起った。

8月 日本，シベリ 7出兵。

10)'] ユ ゴスラヴィア，チェツ
コスロヴアキア独立。

11.12 m 1次世界大戦終結。

lln ドイツ革命， L川百 J~'位。オ
{ストリアも共和陥リ宣言する。

経済不況で各地の工場にストライ
キが続出した。

3月 モスグワでコミユンテルシ
結成される。

6.28 ヴz ルザィユ平和条約締結
(ドイツ，迎合同と E昨日〉

711 ドイツ， ワィマールj正法成
，~。

野口~)~世，哉引?雨前[体を発児。

保 tヶ谷町と'r!i外給水契約締結。 I凶際(I"J経済足、:ii，日が，s;り，市内同社
草毛山配水i也およびろJ自池似修理工司法| ・銀行白破院が阻った。

I lfJ r主|際連日!日成立。ハジ平和会

大MJilll雨のため道制|に山津波が起り，水 i議終結。
川林の荒廃はなはだし。 I5. 1 わが国えよネ))のメーデーが i令

;il;:J，::J 11怖の凶初めて品目:沈泣を開始。 | ii?図で行われた。 15，000名参

10.1 第 1四国勢調弦施行。

[…町f最初]のラジオ放送。
ft¥il人参政権挺j早(アメリカ〉。

1l.12ワシントン会議院Jill:，

12.13日本・イギリス同盟宮言葉さ
る。

[内口応に叫

水道使用料納拡i告知設をず」点郵便によって

各戸に郵送することに主主足。(従来は使丁

が自己述。〕

花咲町 5TPIl'i1i'地に新築中の月合7'AntO

転。

水道認を[琵L 瓦!針J司と合併し，横浜市水

道IClTi局となる。

花咲町新庁舎落成;fl~説会。，

初めてウオーレス・アンド・テアナシ型湿!

式坂素滅菌機を購入し試験を開始した。 I

2Jl i担"P:JfLlIJii剖il小条約および9
か[lill，fUr条約成立。

2f1 エジプト独立。

12月 ソヴィエ!社会主義共和国
述Jj;成立。



時 |
i 【 rI I 1-1 I横浜市水道事業の !ji 史 j

西暦|年号 i年|日|口|

1923 ，大正 1121 s 1ぉ| 水源抑制j山に建立。 1

1 1 9 1 1 1 WI京大政災起り， Tll内1，1，土と化 L 水道 1>i IUI京大民主iod-ijlf長1;!~~mílを経て
I ;~2 品設i士減す。終本IIIJ 4 丁目の政n%tl~M1 9 rJ 7日品)11 i員浜IUl列車問述。

介所泌物Jに市役所tt転 L，7J()，主瓦JVr;-I'~Jもザ
の内に収行される。 て 19!;ゎ町民窃計九重是
正Lちに水市iまで災宮前査をする。 内外にtlt'l浜i1iD'Uの所fa-n明。

7](の運搬配給を開始。

市内政側!までi車水 L 震災後初めて給7}:1'羽
始。

13日来の豪雨にi立志水源林lこ崩壊地とり&
じ被諮はなはだし。

自己zk骨折紙まで1W目。水船に供給開始。

水質試験所を西谷jj吋d:!1に復旧。
税関 3号トイド段・弁天精・大江杭に船古川日給
水せん設訟。

i I 12 I 27 I 水道瓦斯局大江橋際ノ〈ラッグの庁舎に砂
I る。

113 1 1 115 1授の激震に有限批受け給水間給。 4月 排日務民法案(アメリカ〉

I I 3 1 31 I j;~災のため大正12年度成入欠陥となり Eilir- 7， 1 メートル法実施

1 1 i 1立収入繰上げ充当。 17月 ロンド Y会議でトズ祭
6 1 3 I 似興進行L， M'iヌ工事新設の申込殺到し， I Cドイツ賠償方針〕が採決され

|消化し切れす横浜市水道給水工事施行規程| た。
l を制定し訪負工事制絞}日。

1n災による収入減のため料金改正をする。

給水工事務負制実施。

務雨のためi直有~JIlifL濁若しく，西谷浄水坊
のろi血 j与を間;E~ Lて市内附7](となる。

横浜市臨時復興委員会が設ii1され水道の復
旧復興事業はその百'~3部に諮問することと
なった。

税関桟橋の復旧工事務成L 桟橋けい1f{]船
に直接給水再開。

R "ζ n 。〉'1 のラー
」

横浜市水道11i:1l弓年表
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M

 

9

9

9
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15 

10 

11 I 4 

9 

1924 

1

1

5

 

I S 
9 

9 

24 

(4j12 
6 ! 1 

V_.)jJ l'Ut.，:.l-'...¥!...o li'rl/J'-.!s."'i:i/'-V I'I;;~ ，"_l_!.l'<-，lIm，Ilo 

3 I 31 I大正lMH立も歳入欠陥にて翌年度歳入総上 111.23椀浜市土木防従業民組合が
1 I げ充当。 I 結成された。

411 I 全計j剖服部に治手。

5 i 3 1 水炉庁舎移転。(大田町 1-五銀行ピル内

7 I 1 I 給水条例が改IEされ，横浜市 1(;[(使朋条仰
i となり，料金年4Jm!!¥， 1 J日分fiiJ納1f;U実施

1 ( 空気立な土t三しく，配水設以憎して断水。
Cその後 7月および8月中各2回断水〉

12! 1 復 9~'11*公ち米i切ìf:と定。
12 i 16 自lJFJíJ~7Jくとr.*rlÍ'Ì~開業。元浜町に船自前古水
i げい設置。 i

2 I 2 I 27 I ス同府庁合を山下i吋211帯地に新築1判。 I4.21 金融界に恐慌が起り，政府

I 3 I 31 1 Hf:l剥!元年度も歳入欠陥のためA!年皮歳入総| は3組問モラトリアム(支払狛

I I i上げ充当。 I予緊急制令〉発令。

2. 7 横浜市役所港町 l了間焼跡
に再建務転。

3. 1 東京放送局放送開始。

5. 5 普退選挙法公布。

5却 5.30巡回J起る(上拍手にゼ弓
ラル・ストライキが起った。〉

10月 ロアJルノ会議 o払洲安全保
fil;i:条約〕

水;首JC斯局，終~(II1J 1 の l 元市役所1í~4 庁
合Eパラッグ〕に移転。

大正13年度も歳入欠陥のため翠年度放入~a
上げ充当。

初めて話;K~減i請を実施。

杭浜市水道府となり，械浜市水道瓦斯局か
ら分離独立。給水:!li:J日大LtiII水宣伝開始。

28 

21 

31 

10 

1925 1 114 I 2 

10 

3 

7 



(1031) I抗浜市水道事業年表

-'/1. 
hミ

4月 第 3回市域j加入政(餓見，i忠
土ヶ谷そのft!l)

5月 リY ドパーグ初めて大西洋
搬出rr飛行に成功。

6月 日木・イギリス・アメリカ
3か国のジェネーウ軍縮会議，
B月決裂。

12.30日本最初の地下鉄(上野~
淡前国〉開述。

1~ のよドのア
」nt 

鶴見拡張数設工-'-JfiYi子。保土ヶ谷町常水道
71\~住。

市内給水区域のやムコミにともない，給水認を
新~& L，市内に 6出張所を開設。

本市水道第3 同 jl1i51~[n- IT自然に対~，神奈川
県から水iJ~~;tt同施工案の提案を受く。

全計lil:HJlJ完了。的見拡張敷設工事落成。

港内小汽艇に対する給水もi立営で開始。

の3住
、.
芯iノk浜1出云-JfJ--l百円よ|刊 l

円-r
ll;l;; 

1 5.3済南'Ii円起る。 ι日草河2軍1I.
[ 附附で術突) 1凶0.25お 交州捌捌叩渉糊削酬附州E町併鮒附J干引'(1}白ωi}.
可すす。

8月 パリ不戦条約締結。
国〉

I 4 I 3 131 i 昭和 3年度も歳入欠陥となり現年度歳入総
上げ充当。

前年度をもって22災復興事業完成し，復興
式挙行。

水設不足し，本日以降9月4日までのnn，
たびたびltii水のやむなきにいたる。

強民あり，市内自己水rr:i;に368かPfrの出水事
故を主tじた。

相模I11水源に関L.， !~'~廿î~1、 [i--;J経営に!到する
党書交換。

1H3問拡強言i師i築市会提案。

同上ln岡市会議決。

(15か

昭和2年度も歳入欠陥となり現年度歳入繰
上げずら当。

1929 

Hl ッエッペリン飛行船世界一
周成功。

10月 ニューヨーク株式認jわL
世界経済大恐慌起る。

市において失業救済事業開始。

2よ

14 

27 ! 

4 

7 

7 

28 8 

く犬養首相

3 

29 

臨時揚水設備工事認可申詩。 I1.11 創刊1解禁笑施。

第 3fiiI!ll、張工事管-:;1のため水道局内に臨時!4.22 ロンドY海軍Tft，%括協定成立

水道拡張部を設i百。 I4月 東京市電ストライキ。

水長不足のた詑純子I11妨水をする。(夏季 I8.21 東京大阪1自ae送写真開始
中28日mH&水)

7 I 2 I 詳~3 回拡張工事内務省から事業の認可を交 !tE村危機深刻H七する。

'[ 1 9 1 8 1 く。¥ 9 ¥ 8 ¥ 四谷浄水場においてtt13@!拡張第 l期工 F
! I I 起工式挙行。

i 11 I 1 I 臨時揚水設備工事焔行認可を受く。

I 111 1261激震があって市内配水管に i伽 所 のi¥il水
¥ I τ'JC(flを生じた。

| 616i7lM工事請負制胤。 l9181陥洲継起る。

I i下水道調査に関する事務，土木局から水道 I12.13金輸出再禁止。l | ! ! に 附 lIW即り縮工業好況
8 i 12 i安局臨時揚水および鮒11111庄ポンプ巡転tmIスベイン革命。

l l | |イギリス金本位制を離脱9 ¥ 16 I 強震のため市内配水管にi11'O.K67か所生ずる l

9 I 21'， jlfび激震あり，市内ffiC7Jc廿に 385か所の拓i

10 1 水生ず
10 I 1 水道使用条例改正。水道料金集金制実施。

I 一部料金引下げ。

7 I 1 I 28 I 金輸出禁止のため，かわせ相場暴落し，外 i1.28、上海事変起る(日華両軍簡

質的元利支払不利となり，財政難渋す。 ¥2語ノ箇迎のリヅトV調査団訪日，

鶴見配水地工事事業認可申請。 I 10.2 報告書発表。
I 3. 1 満洲国成立。日本9月15日

第 3回路張工事のうち，導水管工事完成。 I承認〔日i協議定書調印〉

同上導水r1辺水。 6 1'l 3 日 I11井菊水~， 6 I 金先換Ei~l.司令公布
月18日西谷浄水場において道水祝賀式挙 15.15.5.15，1W1起る。
行。 I 殺される〉
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横浜市北i基本文斗去(1032) 

1月ナチス)'i:-nヒットラーri布1就
任。 3凡51;'}刻主獲得。lOrJドイ
ツ国際連盟を脱氾。

:;.27 什木， !1m;~述引を脱退す 0

:;F1 金制恐慌起る。6月ニューデ
イーノレU):従始まる。〈アメリカ〕

12.1 rfJJliトンネルnmID.。

ソ述，国際連盟{に加入。

ワシントン海市条約JYð::'4~。

;-'-'. 行σ〉(，j 0) 
、，
」

工業問多角hllíg~者お工び船舶桁ノIJ.:料金一JM
011'"げ。

~(!J1見自己水池工τjnこ ji 手。

古川田拡i}j、百)2 JUIコ司王(制収川ljjz水市 5~t施
行8'n15日llT会の議決を経て， ~I止に fJ!訪11?
VJIH。

nj~ ι〉児、日出ノkiTt 11 1 

27 

2号

附

四JPiI ~問 I '1 I JI 

1933 I nr叩I 8 4 1 

11 
12 

9YJ 
12.29 

日古本Iにtrra1J:の殴応技塾大学と述水契約制i。，.
抗日

向上給水を災施。

1b'i;;lfi"lT!^fの ~iliJ iこ J: 0，給水町応 JZをす
る。 9月3日空でi!0ili'断行水Illllこ主り33，468
)L方メートル迩tii1:-}。

臨時JJc]Jl拡張rm廃止され， 7J(;立問の機INi改
正さる。
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1出;;(iyn1iに前年同HI給オの応iiZをする。 7
月まで1=.16 ， 2.15立方メートル;~f致。

百'E 3 巨II;!I司~!J.12 期工市計四lÍâ1E二菜市会可決
crt山水市¥jJMJ<ヨミ〕

向上祭事誕認可rp討j。
12月 10日東京市ヌ道~J~(水線路決壊し，被告
はなはだし，木日から海上給水応援をする

2f~2 次 !íi，m~i:10水設備前設エヮ11'苅手。

工場JTl7Jcおよび船舶給水料金術下げ。

橘jM水滋賀収合併力に院IL，県警守察官日長発
~~， J刊・ 1打・会社の三者会河す。

金沢町および六浦荘村へM~7kü'f可。

Pl上地区への自己水位工事に7fi手。

_I__I _' 

llilj 

1937 ! I 12 i司同
||(;lz 
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21ぉl

幻 l
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8 ，1 27 

9 

12 

ワ

11 
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10 

1 ! 
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30 

3 

金沢町および六日i荘村へ給水開始。

甲W担水道メータ{製作開始a

i立志川 ìf，ü~主補償協定rÆ ~，党諮問印取り交
す。

水道局庁合を隣接Lli下町 213器地土木tl庁
舎と交換移転。

-

M

M

M

日

28 

10 

くアメリカ〉12 

自

1938 



(1038) 1;，浜市水ifpJT.業年表

2 1 17 1 ，，"日比五 ~lU01 J由工府民長認可c

1151ti'4 四七五~~~m 1矧工事起亡、区立訂可 3

5 128 I 7::.-:;由主主民第 1J~二本担工式。

6 1 " 1主刻印日間l京京都水i立ìl~71 えよ ι20

12日| 円災自支何製炭開始。

12 1 1 予(r.4回拡張i::t12lJJ二事日了間前会民;言。

可円寸
15日γ シガポール占領。

! !F.1J)':p高定誌fllc

長初の配d喪主5来。
九11 企業開令公布ロ

l l:iii;JL: 

3リ

4. 1 F' 塚山1 をTiTI;~に;í'~I!lJ..o

511 ノモンハンヰ削起る。

7 ;:1 7川リヵ，日米通話抗出条
約[{e交通行。

7， 8 .~民的m令公布c

sn ドイヅ・ソ;主f、Il，'長奈約tzf
u 州。

9. 3 イギりス・づヲンスrii'ii了凡
1--1ツトこ守戦。 222次世斜大波
のう苫坊となる。

， 9， 4 日本， ヨーロツノミ)?5flトIご不
1 f、入ìti f1g~

i 10，20附等統制令施行.

?? σ〉ir (1) 、→

::j'S 3F-n拡m!1~ 2!リi工'-h:;j"j')'(1IO!(自 ~jl..: 世話!
小33:市会誌f;~。

[元!_i::Hüi1î?主主務~?ì\こ JG 可仰向。

i=i段羽Jノ!J(i:iをフド1f'i水泡になきれぐ3

tr~ 3 [可拡日長在~ 21m.T.:'Jl:~Jiiili変更".:fi:r D 

:/;~;k1Jn庄ポyプ逆転出始。

西谷1n;1号目2ノIJq止改正kiWijx.，~ピッ~ユ:-:C)f)

f活力不足のためポンフ述1士、不能となり l町
立。
吋.~ 4)司拡1Jミ1:111H!lこしτ1'，:;'1同I!i:会にどL索。

向上-~-~'Dm‘ m会議決。

|可ヒir 悶，三tf;;~;m可中泊。

同上工事担当の拡政誌を設置する。
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19，10 6， 4 マッチ・砂約切符制。

9，27 日木.rイツ・イタリヤjp:
主 r;. r;;j~lrL成立。

I 10.12大政認tt会発会。

11)] 相続川河水統HilJlJf;.t~~{j三二。
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(1034) 横浜市水道事業4去

「ムー悦浜 "rli 水泣ヲ!f 栄の)荏史| この年の背 f正

1943 1 IIs:[11 118111 1 I イギリス・アメリカ・ソ述・テヘ

l | | l ! - l w 会談
I I 東南アジア独立込H起る。 く8月
I I 1日ピルマ独立宣言， 11月4日
I フィリッピン独立託言， 11月21
i ! 日自由インド仮政府樹立。〕

1944 I I 19 I 1 I 1 I 水道メータ{隔月点検，料金2か月分間月 I1 JI ドイツ可し取部戦線全両的
I I 集金制となる。 I後ilio

10 15 引明記官室抗議Z17月以:;2ibL
I I I I イテぬlこ上陸。

i I 7.17 学主の柴凶疎開が開始され
1 1 tこ。
I 18.31 学徒勤労令，女子品1f.j.隊勤
! 労令施行。

lll IBM〔552fFl納I 11.24サイノミン基i也よりアメリカ
I I 空市の日本本土縦書始まる。
I 大型爆繋機B29完成。(アメりカ〕

I I I I 新兵器V2号州m始主立竺
I 20 i 4 I 4 平沼田Iにおいて内径30インチ配本労協燃に I2.17 述合i河川，硫故ねによ隙J 15f。 |L411111町一

4 1 15 鶴見方而その他空襲を受け， lìt~vU此t跡 ì'iâ.j i 2月 アメワカ・イギリス・ソ述
水はなはだし。 I ヤルタ会談。

5 ! 2f 空裂により全Tiîl1~ilfU ， i被災地の出水はなは 5.7 ドイツ無条1'1降伏o

l一 一一6月 ドイツ京聞に分}~o

7.26 アメリカ・イギリス・ノiiF
11_1 Fi乱ポツダム:t:.r:下j")E去。日本
8月15日に受話。

7円 以子保51]1完成。 8116日広
日に， 8月9[1 長附にそれぞれ
投下。

8. 8 ソ述， 11本に抗戦 l，出i洲
・朝鮮に位入す。

8.14 中国・ソ迎友好例盟条約;m~

8.15 第 2次世界大戦終戦。

8.30 迎合軍横浜に進~1: o

9. 2 日本降伏文書初日1，

9.11 戦犯容疑者箔 1次逮捕令。

9月 3百問下，南北に分裂。 (iR国
政府一南昨，人民政府-j七り

10月 間際迎合成立。世界ヲ:j'}!E結
成b

11月 ユネスコ成立。

11.6 11初出肝体指令。

12.9 i民地改革指令。労話組合法
制定。

品9
 

1946 121 11 1ペ削山飲料水供給の対 日間目
I く。

12111 筋 2次世界大戦後最初の給水料金値上げを
I I する。

i 3 I 戦災のため歳入欠陥となり80万円の赤字公
I I 依発行。

1. 4 ';!1:国主義者のη公職追放。

2.16 金融緊急JJfi民令， (新i可切
替え〕

2月 イギリス，イングランド持l
行匡i有化。

2月 イシド γナ 5~_;立立す。
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2. 1 ゼネスト百十例， G.H.Q 
上り禁止さる。

4. 1 6・3・3・4制教育実jjIfi

5. 3 wrr!益法施行。

6. 1 第 1四国会聞く。

7月 相椴Illi可水ii昨日王f.!'I1完成。
7.20 独占襟止法施行。

9. 1 労働基準法施行。

各悶独立す。(1.4ピルマ共和国
成点。2.1マレー述邦政府樹立。
2月，セイロ Y自f古f;tiとなる。
5月ユダヤ人のイスラニ乙ル共和
国成立。〕

8. 1 水没料金全物価統制令によ
る統制削除に指定。

9月経済9原qll発表。

11.12 fA:IlTl可際市事裁判判決。
12月 ドツヂ政策たる経済安J'E9 
原則TI)J~t;.を受く。

i 4月 かわせレートを 1ドル 360
[サにf}(i-t。

8. 2 インドシヲ共和問成立。

9'15 シャープイ史tiilDIに主る H~jl)lj
e!liY;の制作をさ主く。

9.21 rll市人民共和問成立立行。

9.30 毛沢市，人民共和I[T_l:::1-::Jiir!に
i:Eばれる。

9月 ドイツ連邦共和問成立(ア
メリカ・イギリス・フラ yス占
領地域〕。

10月 Fィッ民，t~t和問成立〈ソ

述占fi[f1世域〕。
11.3 )号I11秀樹，ノーベル物理学
n受賞。

元五一ーっ 25T~r-1 ……一一 一 一 一一1王子;7示hlf正五両ζ
I I I I ネ{ル，大統領にプラサド選ば
I I 1 I れる。

I I I 同 25朝鮮部活Lぽつ発。

I I I げ 27 閃述安 F理事会，朝鮮出兵
I I I I を決議。

I I I I I げ.10 務察予備隊令公布。

I I I I I 川0.25悶際潜朝日法施行。

--'---I--~I--'-一一 一一一一
rljの聞に， nr1%rtげ 8 IH北Im鮮戦争休戦予備会淡
印交換。 Iι1始。

9月 百't2次世界大戦講和会議成

制市会可決。¥9.'¥8。サYフヲ γシスコで対日平

1947 22 1 2 1 1 

3 

7 I 1 

!X:; 4日拡張工事を本協f自にお子。

耳C4回j出張工'"百:;2次設計変}E沼百[。

水道料金値上げ。

1948 2315129 

3 

8 i 10 

8 

11 I 4 

水浴用を西区間前向2TC1271守地新築庁o
に移転。

水道料金値上げ。

水泊料金依上げ。

thノkτ!日誌nュー11'山登録制定施。

í:i':;4 聞かJ長コ三)l~ZH 3次日I'um変¥t，;，g-nj"。
~f;"liítn]lj計郎にw治手 (3 か5j'. 'iì' I'EHî)

ノ，](iu料公ej(iE{[([_ニげ。

初版i?'f.Jk "'j いれおよび陥mJ_!~ノkずい段通ホ
~，制 Igfì'Mlの JJì'l ïKjri ノ'J(o

相t~i原畑地かんがいに対~，本-rtTì，q ノjくずい
!1lからの分水について以市Hnの切公使用協
定~;~rrJ~ 日]。

t;14問拡阪工事官S4次計図変史認ii]。

下ノKmに院jする事務を建設問に移管。



(1036) 横浜市水lli芋芽、年設

K帆時1F? l l 

証而玩lド，;，; i 'r正斗一Iレj1[ドi1||MFιt 世杭 1山li 水、I目 1乍jド「禁の円mぞ史 lこの年の背沢

i 元雨5瓦叩i
I I 条 I前括日印Jc

示21---r;7r~利水道料慌の開院するロ 一一戸F一区二万五Ei五五
i l;41ljiiMケi倒吋闘し思抗日ポ;斗 帆I I i i ンプ自缶裂いっさか不 となるロ I 4.28 苫~ 2 次 U: fR- :k:.l~_~サンフラン

I I ~川崎間の政計画批 i-ι抑制跳
I 10 ! l j出方公営:]撲は実施 15.1 メーデー取引七十。

i I川 7jfF事JI.'i"ii}水校制強制次増強41f註(道志 IS: 1 地方公釘企)'，;，1;'1;1)定。

I 1 11 22 川…川に一山ド212ppmの州性物I I り初日1" 1 -fllfi，rA 釘定廃止コ

1 1 11 22; 7114耳7Jtm工事務5応変IE認司会

i五j叩一副3 I 込ぶ副'1一 1 一1γ1凡汀に…1了1一一一 J~瓦血二云長盃五瓦雇証正瓦j孟込[忌きぷ平詰五瓦「扇忌雨長工工|三一三三2.了7
て品様究浜甘紅給=水条伊例iをi止立。 I拍 l 

水近料金改正依上げげF。 j河5.2却9 三ヲリ~デ γ シγ ヱベ νi
スト征服o J 

7.27 t~Jl昨[ft.託休戦協定成立。 j

10月 金融引諦め本料!ヒG，11月
には街。金融機関当応続出。

ilJ 昨|作
I I Iアメザカ原子力発電計間発表。

i い完関テンピ発足。

一 一一一一一一一一
1954 ! げ9111I G 弟4回llt張工事部成式。 I1日 アメリカ原子力治水蹴ノー

I ! 1 1 1医海軍施設を路建Lて県が給水中の笠間地| ヂラス号進水。
! I I I I手付fEfLIの~努に悲き，県から買収作 1 ピキエ創立実践で「第5続

I i 木市水白から給水する。 I翁九j采f乱呉火iM"

1邸白3"51 両一I 3叫I1 I 耳摂抑:河5距悶附E阻印闘i沖肱打佑五長およ5正]

3 I 2惣9I ;第{存，5回t拡E向5張長ヨ工二2将1函I布H会E設ii決ft" ¥ 12.6 住久間ダム貯水開始。

i I ;デフレ政策堅持e

1 I ! 1 米大泉作。

I元9主ぶi 丙31礼IIT2瓦副iハI
…i長五:::一

j

品5必た辰忌記3釘Fρ:K[g長示「Jぶ:正iJ0

一 一一 一1τ:7F戸'1:ii云J手ふi丙i厄除ふ;JLL玄;z示正iぷ~-

1958 

I 3 I 2. I 六.;_Q :~-!r 浪芸木計ji!jの-tfí主主:æ:議決。 6.11 工手，JjJ水法ilill:;:E~ 
<! i 1 I 約本条例改正 7](;[[料会慌 kげ。 71:月j エジプト人，スヱズ)辺宝f川Iむ回

I .1/ I 配水t施抵設f栓;巳i備隅耳事F栄紅に涜乎0 〈

10 1221 コ工三3攻羽型染刻矧2訂羽I市百水道往設計悩市会す奴E架 1
1口1お日木雨阪榔在l_i日収捌肌[U世別慨!見問民1町昨1:隊出発ヨ

ω 12お51 :r球f川月水道注治;設詑討企おお樹，i計一ふ-回市会;議義紙!決夫丸伺 |円
12.5 1日3ソ交刻1砂L版渓給o

1218!~")5羽拡張工1悶工式。 J1218日本，同町関投。

I i日本，オリ Yピツグ参加a

(lil--一I I 李主jk工叩I&工式。 水間Mì~

il8 
J 1パ!刈一川叩叩泣m鈴制川山一E陪刷刈川川一巨同陥削恥却筒削山j削仰山附の

8

オγ1
「却川収川烈一 7 山努

1J l 1 JJ~l宜主 If~' i:7町長悦izuιfZ式 10.1. r司濯'~1*~1吋庁13:工 nr乏に日
j 本当也子。

11 :Xt. X8tf，'TT]::';迂H日制iJry決定。!1D~4 ソ主，人工;rn~卜rこげに成
ユ
iJ0，11，12 U'こは犬を来せた
詰i主打1:.:(プ:こも成功。

治 3 泊!ノん:"'}I 近 li:.;，;: ':i':'[i~j '1";正論t九
一 !iLLジぷト:Z777子三一プ

4 1 
I 

ノ川附川王:三もいλ うf門~怜勾偽似l止山iい川十

4.2沼ヲ :工E乙:.:~混:J月川11水 j辺江江，;r主;'~i.岱土品訂糾I!川1 。

I ! 9却 台訓川凧4訟針り，{)伊円叩!~i川J 三犬対色
1

1 
むをもたらす。

( 
ロ山2山月川1 IJ凶 川 t
人口 9，さ2虫芝ム与孟主丘



ヒゴ二 i.J' e; (1037) 

あ と が き

横浜水道の事業史編集のあとをふりかえると次のとおりである。

l 横浜創設水道の建設記録として明治24年 (1891年) 6月17日，神奈川県庁は「横浜水道誌」

を編集した。

2 古~ 1回拡張工事の孫成を機に，横浜TIT水道局は明治36年 (19日31ド)10月「横浜市水i宣言tJを
ひ

編集した。これはliiJ編を私営の木槌水道， rj-l編を11LtE?の創設水道，後編を横浜市引継後の改良

ならびに折、張本業としてまとめたもので，明治34'1'.(1901年)12月第 1悶拡張工事務成のl時に

~í~ をおいた。当時の水道府戸主!霊平主幹が編集委員長となって編集したものであった。

3 1$2白拡張工事の洛成により， LI日に十倍する大規模!.iIsR設の完成を記念、し，大正8年 (1919

年)3月2113I横浜市水辺第 21.主張誌」が編集発行された。これはti&1編に既干IJの横浜市水道

誌からとった治部の概要をあげ， tr~ 2 t~'司に調査およびUiiJh匂の工事準備のしだいなしるし，首3

3~偏に拡張工事の模様をしるしたものであった。

その後，第3囚拡張工事施行中戸l工事誌紛集の計四もあったが，当時非常時局の進展によってそ

の機を逸した。このような経過のの b.昭和27"1ミ (1952年)10月，第 4回拡張工事が進行し，その完

成期の近きに当って未干潟のkr~ 3悶拡張工事誌とともに百&4白拡張工事誌編集を言|国iL.，その第一歩

を進めるにいたった。しかるに，昭和31年 (1956ijC)にいたり，翌4迎える横浜水道創設70周年記

念、事業の一環として，この編集を横浜水道70年史?と編集替えすることになった。その後稿を急ぎ，

ここにこの完成をみたしだいである。

この横浜市水道事業70{f.史編集の方針としては，

1 従来の横浜市ノKJii誌および閃拡張誌がいずれも単に工事記録の配列だけであったので，これ

をさらにその問における当 H;~ の給水事情や財政状態その他水道事業の車干狩面上の動静をも加え

て，水道事業70平の流れをしるすこととした。

2 水道事業が70年来市民生活に官接L..横浜市の発展，険相の変遷につれて，その歩みを続け

てきた関係上，本事業史においてもその持そのおりに触れて，市勢・ 11け目等との有機的関連を

強制して外部事情を明らかにした。

3 そして水道事業70{1'の歩みをさらに幾多の奥った矧点からながめて，工事・給水・料金その

他各セグショ γについての変遊も特集した。

4 名称・数字およびその単位等については，努めてそれぞれの時代における名称・単位等をそ

のまま記載し，その換l~B，宇を民弧書きしたロそして物価については，その時代の物価際年=を随

時掲げて参考に供した。

5 "甘い図面等の掲載は努めてそのままの形を勝写して示すようにした。

6 現代かなづかいならびに当用漢字を用いて，文章を平易に突くことを原則としたが，技術的

用語がしばしば出てくる木誌の文章では，この鉄則はまことにやっかいなもので，かな書きに

するとかえって封筒平となる場合もあった。
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7 本文'1'の人名lこは敬称をす?旧民した。

品目兵は大jFl2'1'. (l923{1'-)の閃取大災災によって幾多のft屯な記録や参考資料を焼失し，さらに

/?¥'12 ;X-jll.界大戦にItizしては，疎開.f多転などに上る計百!のIl'l!:;止，戦災および終戦時の泌苦しによりι':
じん

郊の灰焔に帰したものも多く，資料の収集にはことのほか苦労し， i[品人の能力の狭さを古iHぶせざる

を符なかった。またW((tl¥l，Hl 々の託xがでてきたり，いろいろと l ，~;!l! もあったが，資料と II~，'I日1の不

足から，(5:を満たしねないことが多かった。

この桜i浜市水道70{[史はIVld;20{f'.(1887{1つからlln和32年 (1957{['.)にわたるもので， L~に昭和

33:fド (1958f[')にまとめ上がって印刷に付したのであったが，いろいろの:rjf'li'iからt:[-_¥)引の延lJ1した

ことは残念なことであった。

横浜市水道は問和27年(l952il'.)以来，地方公?ヨ企業としての新しい附代の歩みをし，ついで規

絞の kにおいても1別手間1{['.(l956{n第 5同拡張:c市に路みさり， I司32{1'(1957{1つには新たに時

代の要求に即して工業月j水;üのまE設に771手~， IlH和35年 (1960i['.)からはその経営と，さらには新

水iTiWJ人川)["，)(による:?H6 rlíJ~Jl\Y1CT';IY を計[山ÎL，雄大な[1\成水;且(，"j性絡を持つXf!施 t没iß;;-l之を 11 j¥jす

にし、ょこっfこ。

紋iJ(iIiノ'J(;立はこの701f-史のあと， $frしい時代のl与が慨においているわけである。これは，このあ

とのlO{Fか2日午について稿を祈たにして，その成長性をまとめるべきであるとιlう。

なお，本主編集iこ際しての参:活文献は次のとおりである。

もlWbJ(;且誌

rllw~司 í 7J()泣Et

横浜市水道tí~2 必猿;ぇ

1武浜市水道筋 4 凹拡張工'jfの討同HMi工をこ?ニとし烈次Þl\~J~工τ[1 に対する批判

松lii兵柱IfliiUi1t;

横浜市a稿

綴i兵TIi史料

横浜歴史年表

1位浜問11告五一十年~;0

神奈川¥l'Hヰ1誌

明治事:物起淑l

大正23災誌

横浜市災災誌

相1;0川河ノk統制事業史

水道協会雑誌に掲載された様浜市水道関係各種論文

横浜市会議事録

横浜市水道局事務報仕および財照表
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その他決議自主民および記録

この本の校正に 11 つては，文nlítì教材等調w委n会!l~l ii'n委員である横浜市立西I ↓I学校定l際久半教

諭および本111水道局ik久保証u住労務i!日長〔目、務係長文 iii 主任汁ιりその他各課文ミ1-::主任・話IJ主任~lJ

多数の人々のひとかたならぬ御協力や控IIIi七活をいただいただいたことを記して，浅い感謝をwげる

次第である。

編集者大久保孝司' しるす

編集者同品川

Iりl治36イ1'0(1903;1'0) l&il1に'Uしる。

横浜 111，早稲間大午肉午 i刊を卒XL，[111和12年 (1927'10
) 1ffiì只m水;IUbj(-こ勤務。|立JJ;司給水i~~

lL !.t'!務課長， ~~Y:I:!H資材I深長および ilil財政局調査諜iえさとl仕11~ ， 11日前123;1'-(19481]'0)退職。 12.

士水道二EYι株式会社取締役その他に就LLr1?1和27;1'.(1952;ド〕綴浜市水道局より水道史編集の

1l)IA託を交けて従事。[I{_{和34{I'o I'J%， 1:1 :1、水道協会より日本水道史編集のため附託を'之けてい

る。
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は しがき

徳川l幕府による鎖国以来2日oir，世界のつんぼ座敷にあったl日本が安政6iiミ(1859iド)jI上界の大

勢に抗し得ず，窓を閃いて外気を吸うことになったが，その:去のひとつが横浜であった。 ~n~'fの為

政者は， その窓からの外気があまり刺激とならないように，少し不便な寒村を選んだのであった

がJ:ttHnは去のr!-jではいむliんrI'心部:こ近かったために， fLljの勢いはこれら為政者の12関したと

ころとは列なって2まから玄関へと火きく発股していった。

これが， fJ1WlJ話術m-cあった。したがって，横浜は他の都市に見られるように，生成協同や物資

集散を日的とした集溶から起って，荷主Zl'I')あるいは工業1'1'，な形態が進むにしたがって人口が断次:i~l

1J11L，さらに行政的な聞や宗教的あるいは文芸・手工業者が中心となって，都市的に発展していっ

たような一般的な経路や31地条件を持つことなく，開港場としてまた国際交易の場所として人為的

に， iHei台f内に指定されたことによって，にわかに人口が集結しブーム(I"Jにふくれjがり， -w需近代

都市としてJR目IrUjf']に発lIii したものであった。したがって市民ノ!j~';こついてのíliの名手下組設は急激な

膨11長にllilし得ず，事E々 な而で行き;Jtつにことは当然であって，生活必需の「水」に関する問題など

もそのよい伊jであった。

横浜は元来， iNrドに突/-111した洲のよにできた集洛から始まり，順次海]商を切め立てて広がった土

地がらだけにRl，、水の符ょうもなかった。

これは日常生活のことであるだけに，市民にとって同筋はなはだしいものであったが，これを併

tたしたのが木他水道とその失敗後における近代水道の試みであった。

IJ日港とともに111際交易市場としてがfしい時代の先進文化のI反入口であり，またその生活経験者と

しての外国人が多数陪慨したのであらゆる新時代の文化の実践が，まず綴浜で行われ，あるいは事

業としてうもべんをつけたことは自然の勢いであった。乙の~Qi:、味で明汗120年(1887>ド〉日本に初めて

の近代水道が横浜に完成されたことは，内外入居住者の日常の困難を救済する必至14もあにまた悶

際貿易に対する政治的ゼスチュアからも，近代文化吸収の先端に立つ横浜として当然のことであっ

fこ。

かくして横浜はコスモポリタン1'1，な新進文化都市として発限し，日コドにおける一大開浴場として

はたまた首都の玄関として，貿易および商業の繁栄3をきたし，名高Jiの近代的施設や公共機関が漸次

整備された。

明治22年 (1889年)rlJ制施行の際には人口 12万をこえ，創設水道もその需要をまかない得ず久

しく断水の悩みが続いたが，水道筋 l回拡張工事が企図され，明治 34年(1901年〕その完成をみ

るにいたった。しかし同年には1f:;1次市域拡張が行われて面積 24.8平方キロメートノレ，人口 30万

になんなんとし，再び水型;の不足が始まり，あまつさえ同44it二(1911年〉には1i-:;2次4拡張によって

市域36.7平方キロメー}ノレ，人口は 447J余りに膨I1長L，ますます断水織に苦しんだ。

その間，淡浜周辺における交通際関として市街'(!i車・京浜芯w ・思鉄横浜~~nなども rm通し，日露
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戦争の勝利後近代工業の夜明けを迎えて， Ili 1)，に件同工場の/fJi・t14設がみられるようになり，TIl勢

が著しく発股したので，水道もこれに対応して百~ 2 i!iIJJl¥i]H]_Arを起した。

この工事はヱ費 700 万円を投じ，既設設備の 3{-l?iの給水tJ~jJ'2新たにI自IJ日した。当時まれな大工

事であったが，工期 5年にして大正 4:fjミ(1915 '1つ完成した。 おりしも第 l次111界大戦がぽっ発

L 海外からの輸入途絶によって，あらゆる物資の凶I什j-:'i!工が始まり.]ffiんで海外諸国への輸出に

まで進展し，わが国工業界に等しいw山政在与え， しだいに大にJ};jが建設されて工業'blliが一挙に

増進した。

しかし，大戦の終止によって反動的な経済恐慌が必り， I武1只においても銀行・ 71易業者の倒産が

あいついで起り市勢も衰えたが，ついで穴正121ド(1923jl'-) 9 III口に突発した関東大渓災によっ

て全市焦土と化し，半世紀にわたる市民の枚々辛背のtAl日は全滅的被守を受けた。

水道事業もまた1jm設のいっさいに壊滅的な災îl，~を F支け， -n誌の水をも供給することができな〈な

った。水道当局は市民の水の確保に専念、し;主蹴給水のかたわらfUllJにこれ努め，ついと復興事業

を施行し，限和4年 (1929年)1ITの復興完成とともに水道のiWFlもまf完了し た③そのI!¥!. í}~災後

の市是として内外の↑M勢にかんがみ，貿易偏重から工業 ¥'r.lliへの111id真をλ. llH和2jl'-(1927'1つに

は第3次市域拡猿が行われ，的見・保土ヶ谷等工業地，!11Fを{iOiしてTnj!/l133.B平カキロペートル，

人口53万となり，すでに大疋14ii-'-(1925iめごろより水虫不足に kる門水が始まり，公;-n._l)~:jl;IJ によ

って一時小康を得たが，工業用水の需裂が激:t(jjL-， :rIびlI'frノドの災訓に対処してf1{{市15 '1'. (1930年〕

!:l13図拡張工事(，;::着手した。

昭和初頭以来，神奈川・鶴見f;i百lにおける工場の限設に止、じ，臨海 uお札JI;:¥'I:.;丘IJ'i:のため「ム)1"にわ

たる埋立事業が施行され，大工場がその壮制iを Jj~ うようになり，鶴見駅より川浩鉄道線も敷設され

るにいたった。

昭和 6 年 (1931年〕満州事変がぽっ発し，ついで日文事変に波及し，さらにU~ 2 {J~tlt界大ìlUtへと

進展するにおよび，その規模の拡大にともなって大工場・重工業の新I自殺はいよいよ工業用水議要

の激増となった。 一方昭和 11年 (1936'1つ，同 12'1'. (1937"のおよび!日J14lf'， (1939'1'-)とそれぞ

れtf~ 4次・ 5次・ 6<Xにおよぶ市域拡張もあって，市の1国有iは4C日9平方キロメートノレ，人口 86]]

余となり，水道需要は逐年当i枠]したので第3回拡探知 1JlJJX"jfに引き続き， IliHmz{l' (1937{のそ

の第2期工市を起 Eした。そしてW，;4問拡張工事の7Yi:::rにまで進!Nしたサ

ことに第 2<_大限界大戦ト宮、発後は };zi見工業i也j!日の活況は戦{itのk規模化と11[¥二人とによって最前i

jl;iJ];.こi主L...市の人11もまた l∞Ijをこえる大都市となった。

この!羽における工業用水需裂の情勢は訴しく，ついに全i'HI! ノ'K:止の;~~'1ι4二;1L， 100万人の使用

足も工;すむこj，VIJする水l立にお工Ij't工かったほどの降呂ぷりであった。

しかし，戦局の大勢がいれ、に不利となった附和20{1'.(19451j'.) 5 JJ，持14;空機 600般におよぶ大

~襲により市の中招地帯は一挙に壊滅的被認を交け， 'r5t~ 主戸数98 ， 000戸に逮L...ノ'kJ1i ~tf栄もまた得

意先である需要家の大半を失うとともに，その被sによって漏水が杭土の全jlijにわたって生じ，水

圧全く低下して給水不能となり，水道{j_T.業経営上全く窮地に陥り，水道:"11品は被災者への運搬給水
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とill;jj水防止にリ;必L 全力をあげて戦災のfWuにう予めるのJλであった。さらに[，μ['.8月終戦ととも

に米軍のilUiiにより品i浜がアメりプ')U~ 8 )_Iiの基t也となるにおよんで>1'収地区における而積 3075

*1'，残存j&171]25万坪および港湾施設の 90;'0がI列立されて，司Iの戦災復興に致命的なブレーキとな

ι一
つ/、一。

その後，水道の被災復!日については，水圧のft~1][1と雨水の防J!ーに ~t~!日、を集中して引き続き実施し

たが，I[i勢制限次復興~，戦災によって一時は 60 フ7に減じた市民も漸次疎開地先その他より帰還

し，人nも再び急上昇級をたどるにいたった。これら市民給水および進駐車給水の万全を閃るため

には，戦災以来r1I Jlしていた節、4回路張工事を再開して，自主設のt開設をなす以外には:1J7iZがなかっ

たので，進朗読当防のお令を受け，その協力，応援な得て工事の進行を図った。

しかし，一方市の中枢医l1l!U0'1収により住民は市の周辺地区に移住したため，戦前と戦後とは人口

配ttにコぺきな変動が生じ，ついで戦後一時不振であった産業も米原軍需や昭幸125年 (19501，1山〉の朝

鮮事変に J:って再び活況を取りもどすなど，戦後は水道需要にも地滅的な部長や用途月IJの需要;鼠に

いろい九の変JEがあって. !:1~4 問拡張工事もその時その時に対処し n:Jj'巡の変転に応じて 5 次にわた

る計向の変更をなし，昭和 29ir. (1954"0 にいたってようやく完成をみた。糸工以来実に 151，fの

歳月と 20f:¥l: 9千万円の巨授が投じられたのであった。

かくして，現在の 1日配水能力 468，000立方メートノレの大施設が完成されるにいたった。

以下順次墳を分けておりおりの事付を追ってしるすこととする。
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